
THE INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
POLYTECHNIC UNIVERSITY

調査研究資料　No.140
2023

ISSN　1340-2404

戦後職業訓練関係資料集
《昭和 20年～昭和 33 年》

〈中〉

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業能力開発総合大学校基盤整備センター

調査研究資料　No.140
2023

ISSN　1340-2404

調
査
研
究
資
料　

N
o.140　

2023

戦
後
職
業
訓
練
関
係
資
料
集
《
昭
和
20
年
〜
昭
和
33
年
》〈
中
〉

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
基
盤
整
備
セ
ン
タ
ー



戦後職業訓練関係資料集
《昭和 20年～昭和 33 年》

〈中〉

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業能力開発総合大学校基盤整備センター



研研究究チチーームム

原 案 佐々木 輝雄 職業訓練大学校

元教授

編 集 田 中 萬 年 職業能力開発総合大学校

名誉教授

企 画 新 井 吾 朗 職業能力開発総合大学校 能力開発応用系

准教授

事務局 砂 田 栄 光 基盤整備センター 企画調整部企画調整課

統括マネージャー

目目

次次

序ま
え
が
き

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑴

凡

例

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑶

解

説

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑸

第第
ⅠⅠ
編編

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編

…
…
…
…
…
…
…

1

第第
ⅡⅡ
編編

閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
答答
申申
、、
民民
間間
団団
体体
建建
議議
編編

…
…

33

第第
ⅢⅢ
編編

行行
政政
組組
織織
編編

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

137

第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

Ⅳ
１
部

一
般
労
務
・
職
業
指
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

199

Ⅳ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

213

Ⅳ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

225

Ⅳ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

298

Ⅳ
５
部

「
職
業
訓
練
法
」
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

304

（
以
上
上
巻
）

中
巻
資
料
目
次

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

(1)

第第
ⅤⅤ
編編

通通
牒牒
・・
通通
達達
編編

Ⅴ
１
部

一
般
労
務
・
職
業
指
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

Ⅴ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

67

Ⅴ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

242

Ⅴ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

327

（
以
下
下
巻
）

第第
ⅥⅥ
編編

国国
際際
的的
宣宣
言言
・・
勧勧
告告
編編

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

第第
ⅦⅦ
編編

統統
計計
編編

Ⅶ
１
部

一
般
労
務
・
学
校
教
育
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

33

Ⅶ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

35

Ⅶ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

58

Ⅶ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

68

戦戦
後後
職職
業業
訓訓
練練
関関
係係
年年
表表

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

75

資
料
索
引

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

110



目目

次次

序ま
え
が
き

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑴

凡

例

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑶

解

説

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑸

第第
ⅠⅠ
編編

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編

…
…
…
…
…
…
…

1

第第
ⅡⅡ
編編

閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
答答
申申
、、
民民
間間
団団
体体
建建
議議
編編

…
…

33

第第
ⅢⅢ
編編

行行
政政
組組
織織
編編

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

137

第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

Ⅳ
１
部

一
般
労
務
・
職
業
指
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

199

Ⅳ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

213

Ⅳ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

225

Ⅳ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

298

Ⅳ
５
部

「
職
業
訓
練
法
」
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

304

（
以
上
上
巻
）

中
巻
資
料
目
次

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

(1)

第第
ⅤⅤ
編編

通通
牒牒
・・
通通
達達
編編

Ⅴ
１
部

一
般
労
務
・
職
業
指
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

Ⅴ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

67

Ⅴ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

242

Ⅴ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

327

（
以
下
下
巻
）

第第
ⅥⅥ
編編

国国
際際
的的
宣宣
言言
・・
勧勧
告告
編編

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

第第
ⅦⅦ
編編

統統
計計
編編

Ⅶ
１
部

一
般
労
務
・
学
校
教
育
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

33

Ⅶ
２
部

公
共
職
業
補
導
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

35

Ⅶ
３
部

技
能
者
養
成
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

58

Ⅶ
４
部

監
督
者
訓
練
関
係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

68

戦戦
後後
職職
業業
訓訓
練練
関関
係係
年年
表表

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

75

資
料
索
引

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

110



（ 1 ）

中中
巻巻
資資
料料
目目
次次

第第
ⅤⅤ
編編

通通
牒牒
・・
通通
達達
編編

ⅤⅤ
ⅠⅠ
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

五−

一−

一

大
東
亜
戦
争
終
結
ニ
伴
ウ
国
民
勤
労
動
員
令
施
行
ノ
為
ニ
ス
ル

応
急
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

二

戦
争
終
結
ニ
伴
ウ
工
場
事
業
場
従
業
者
ノ
応
急
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

三

連
合
軍
進
駐
ニ
伴
ウ
労
務
確
保
ノ
準
備
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

四

終
戦
ニ
伴
フ
産
業
報
告
会
ニ
関
ス
ル
措
置
ノ
件

五−

一−

五

地
方
勤
労
行
政
機
構
ノ
改
正
整
備
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

六

地
方
行
政
機
構
ノ
改
正
ニ
伴
フ
厚
生
行
政
整
備
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

七

日
雇
労
務
ニ
関
ス
ル
事
務
処
理
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

八

定
着
地
ニ
於
ケ
ル
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱
に
つ
い
て

五−

一−

九

緊
急
就
業
対
策
実
施
ニ
関
ス
ル
ノ
件

五−

一−

一
〇

勤
労
署
業
務
運
営
に
関
す
る
通
牒

五−

一−

一
一

知
識
階
級
失
業
応
急
救
済
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
二

公
共
事
業
に
失
業
者
を
優
先
雇
傭
す
る
の
件

五−

一−

一
三

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
四

公
共
事
業
日
雇
労
務
者
標
準
賃
金
に
関
す
る
件

五−

一−

一
五

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
の
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
六

年
少
者
の
就
業
に
関
す
る
件

五−

一−

一
七
・
一
八
・
一
九

労
働
部
設
置
に
関
す
る
件

五−

一−

二
〇

職
業
安
定
法
並
び
に
同
施
行
規
則
の
公
布
に
関
す
る
件

五−

一−

二
一

新
制
中
学
校
の
職
業
指
導
に
関
す
る
件

五−

一−

二
二

各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

一−

二
三

労
働
省
所
管
公
共
事
業
共
同
作
業
施
設
設
置
方
針

五−

一−

二
四

地
方
職
業
安
定
行
政
主
務
課
公
共
職
業
安
定
所
の
組
織
及
び
事
務
文
掌
に
つ

い
て

五−

一−

二
五

労
働
者
教
育
に
関
す
る
労
働
省
（
労
政
局
）
、
文
部
省
（
社
会
教
育
局
）
了

解
事
項
に
つ
い
て

五−

一−

二
六

労
働
学
校
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

一−

二
七

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
情
勢
の
把
握
と
そ
の
失
業
対
策
実
施
に
つ
い

て
の
援
助
方
依
頼
に
つ
い
て

五−

一−

二
八

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
対
策
に
関
す
る
件

五−

一−

二
九

緊
急
失
業
対
策
法
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
〇

看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ
い
て

五−

一−

三
一

職
業
安
定
法
の
改
正
に
伴
う
学
生
生
徒
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
二

学
校
教
育
法
第

八
三

条
及
び
第

八
四

条
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

一−

三
三

昭
和
二
六
年
三
月
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
四

年
少
者
（
児
童
福
祉
施
設
収
容
児
童
等
）
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
五

技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て

五−

一−

三
六

労
働
教
育
行
政
に
つ
い
て

五−

一−

三
七

技
能
者
養
成
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

五−

一−

三
八

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
九

労
働
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て

五−

一−

四
〇

ソ
連
地
区
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
職
業
援
護
に
つ
い
て

五−

一−

四
一

失
業
保
険
施
設
設
置
要
綱

五−

一−

四
二
・
四
三

公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て

五−

一−

四
四

簡
易
職
業
紹
介
業
務
取
扱
要
領

五−

一−

四
五

新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

四
六

孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
就
職
援
護
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

四
七

補
導
生
、
共
同
作
業
所
員
に
対
す
る
労
務
加
配
米
の
配
給
要
領
に
つ
い
て

五−

一−

四
八

共
同
作
業
所
月
報
の
提
出
に
つ
い
て

五−

一−

四
九

特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

五
〇

体
力
検
定
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

五
一

失
業
者
特
別
指
導
訓
練
の
実
施
の
推
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
二

昭
和
三
〇
年
度
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
三

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
労
務
被
解
雇
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て

五−

一−

五
四

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱



（ 1 ）

中中
巻巻
資資
料料
目目
次次

第第
ⅤⅤ
編編

通通
牒牒
・・
通通
達達
編編

ⅤⅤ
ⅠⅠ
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1

五−

一−

一

大
東
亜
戦
争
終
結
ニ
伴
ウ
国
民
勤
労
動
員
令
施
行
ノ
為
ニ
ス
ル

応
急
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

二

戦
争
終
結
ニ
伴
ウ
工
場
事
業
場
従
業
者
ノ
応
急
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

三

連
合
軍
進
駐
ニ
伴
ウ
労
務
確
保
ノ
準
備
措
置
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

四

終
戦
ニ
伴
フ
産
業
報
告
会
ニ
関
ス
ル
措
置
ノ
件

五−

一−

五

地
方
勤
労
行
政
機
構
ノ
改
正
整
備
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

六

地
方
行
政
機
構
ノ
改
正
ニ
伴
フ
厚
生
行
政
整
備
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

七

日
雇
労
務
ニ
関
ス
ル
事
務
処
理
ニ
関
ス
ル
件

五−

一−

八

定
着
地
ニ
於
ケ
ル
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱
に
つ
い
て

五−

一−

九

緊
急
就
業
対
策
実
施
ニ
関
ス
ル
ノ
件

五−

一−

一
〇

勤
労
署
業
務
運
営
に
関
す
る
通
牒

五−

一−

一
一

知
識
階
級
失
業
応
急
救
済
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
二

公
共
事
業
に
失
業
者
を
優
先
雇
傭
す
る
の
件

五−

一−

一
三

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
四

公
共
事
業
日
雇
労
務
者
標
準
賃
金
に
関
す
る
件

五−

一−

一
五

昭
和
二
二
年
度
失
業
応
急
事
業
の
実
施
に
関
す
る
件

五−

一−

一
六

年
少
者
の
就
業
に
関
す
る
件

五−

一−

一
七
・
一
八
・
一
九

労
働
部
設
置
に
関
す
る
件

五−

一−

二
〇

職
業
安
定
法
並
び
に
同
施
行
規
則
の
公
布
に
関
す
る
件

五−

一−

二
一

新
制
中
学
校
の
職
業
指
導
に
関
す
る
件

五−

一−

二
二

各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

一−

二
三

労
働
省
所
管
公
共
事
業
共
同
作
業
施
設
設
置
方
針

五−

一−

二
四

地
方
職
業
安
定
行
政
主
務
課
公
共
職
業
安
定
所
の
組
織
及
び
事
務
文
掌
に
つ

い
て

五−

一−

二
五

労
働
者
教
育
に
関
す
る
労
働
省
（
労
政
局
）
、
文
部
省
（
社
会
教
育
局
）
了

解
事
項
に
つ
い
て

五−

一−

二
六

労
働
学
校
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

一−

二
七

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
情
勢
の
把
握
と
そ
の
失
業
対
策
実
施
に
つ
い

て
の
援
助
方
依
頼
に
つ
い
て

五−

一−

二
八

行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
対
策
に
関
す
る
件

五−

一−

二
九

緊
急
失
業
対
策
法
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
〇

看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
に
つ
い
て

五−

一−

三
一

職
業
安
定
法
の
改
正
に
伴
う
学
生
生
徒
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
二

学
校
教
育
法
第

八
三

条
及
び
第

八
四

条
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

一−

三
三

昭
和
二
六
年
三
月
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
四

年
少
者
（
児
童
福
祉
施
設
収
容
児
童
等
）
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て

五−

一−

三
五

技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て

五−

一−

三
六

労
働
教
育
行
政
に
つ
い
て

五−

一−

三
七

技
能
者
養
成
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

五−

一−

三
八

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

三
九

労
働
学
校
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て

五−

一−

四
〇

ソ
連
地
区
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
職
業
援
護
に
つ
い
て

五−

一−

四
一

失
業
保
険
施
設
設
置
要
綱

五−

一−

四
二
・
四
三

公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て

五−

一−

四
四

簡
易
職
業
紹
介
業
務
取
扱
要
領

五−

一−

四
五

新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

四
六

孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
就
職
援
護
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−

四
七

補
導
生
、
共
同
作
業
所
員
に
対
す
る
労
務
加
配
米
の
配
給
要
領
に
つ
い
て

五−
一−

四
八

共
同
作
業
所
月
報
の
提
出
に
つ
い
て

五−
一−

四
九

特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−
五
〇

体
力
検
定
の
実
施
に
つ
い
て

五−

一−
五
一

失
業
者
特
別
指
導
訓
練
の
実
施
の
推
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
二

昭
和
三
〇
年
度
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−

五
三

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
労
務
被
解
雇
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て

五−

一−

五
四

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱
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の
制
定
に
つ
い
て

五−

一−

五
五

体
力
検
査
実
施
要
領
の
一
部
改
訂
に
つ
い
て

五−
一−

五
六

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
関
係
離
職
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て

五−
一−
五
七

駐
留
軍
及
び
石
炭
山
関
係
離
職
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て

五−

一−
五
八

団
結
権
、
団
体
交
渉
そ
の
他
団
体
行
動
に
関
す
る
労
働
教
育
行
政
の
指
針
に

つ
い
て

五−

一−

五
九

共
同
作
業
所
所
則
（
内
規
）
基
準
の
制
定
に
つ
い
て

五−

一−

六
〇

労
働
福
祉
事
業
団
法
の
施
行
に
つ
い
て

五−

一−

六
一

労
働
福
祉
事
業
団
法
の
業
務
に
関
連
し
事
前
に
連
絡
を
要
す
る
事
項
に
つ
い

て

五−

一−

六
二

駐
留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て

ⅤⅤ
２２
部部
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五−

二−

一

神
奈
川
県
立
厚
生
職
業
補
導
所
規
程

五−

二−

二

職
業
補
導
実
施
要
綱
に
関
す
る
件

五−

二−

三

神
奈
川
県
横
浜
木
工
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

四

神
奈
川
県
第
一
語
学
要
員
養
成
所
設
置
規
程

五−

二−

五

神
奈
川
県
傷
痍
者
職
業
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

六

職
業
補
導
所
等
新
設
拡
充
に
関
す
る
件

五−

二−

七

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
に
関
す
る
件

五−

二−

八

昭
和
二
二
年
度
職
業
補
導
並
び
に
授
産
共
同
作
業
実
施
計
画
調
の
件

五−

二−

九

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告
に
関
す
る
件

五−

二−

一
〇

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
に
つ
い
て

五−

二−

一
一

公
共
事
業
四
半
期
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

一
二

職
業
安
定
法
施
行
に
伴
う
職
業
補
導
実
施
に
関
す
る
件

五−

二−

一
三

共
同
作
業
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

五−

二−

一
四

職
業
補
導
所
及
び
養
成
所
を
各
種
学
校
に
指
定

五−

二−

一
五

職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
の
実
習
と
労
働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業

安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
提
供
事
業
禁
止
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

二−

一
六

職
業
安
定
行
政
手
引
き

五−

二−

一
七

授
産
施
設
の
労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

一
八

授
産
施
設
の
労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

一
九

職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
の
実
習
と
労
働
基
準
法
の
規
程
並
び
に
職
業

安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
提
供
事
業
禁
止
の
規
程
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

二−

二
〇

公
共
職
業
補
導
所
の
実
習
収
入
金
に
つ
い
て

五−

二−

二
一

公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

二
二

補
導
事
務
必
携

五−

二−

二
三

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
に
つ
い
て

五−

二−

二
四

神
奈
川
県
立
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

五−

二−

二
五

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
公
民
科
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

二
六

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
作
製
に
つ
い
て

五−

二−

二
七

戦
傷
病
者
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
の
公
共
補
導
所
利
用
促
進
に
つ
い
て

五−

二−

二
八

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
生
（
戦
傷
病
者
）
の
募
集
計

画
に
つ
い
て

五−

二−

二
九

所
外
実
習
に
伴
う
補
導
生
出
張
旅
費
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

三
〇

身
体
障
害
者
職
業
障
害
部
位
別
職
業
補
導
種
目
選
定
基
準
の
作
成
に
つ
い
て

五−

二−

三
一

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

三
二

職
業
訓
練
の
現
況
と
課
題

五−

二−

三
三

自
動
車
整
備
士
受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

三
四

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

三
五

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
の
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

三
六

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
ラ
ジ
オ
聴
取
料
の
免
除
に
つ
い
て

五−

二−

三
七

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ

い
て

五−

二−

三
八

業
務
運
営
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

三
九

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ

い
て

五−
二−

四
〇

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−
二−

四
一

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−
四
二

神
奈
川
県
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−
四
三

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

四
四

公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養
成
認
可
に
つ
い
て

五−

二−

四
五

技
能
者
養
成
制
度
と
の
連
携
に
伴
う
職
業
補
導
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

五−

二−

四
六

補
導
生
に
対
す
る
失
業
の
認
定
に
つ
い
て
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五−

二−

四
七

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
追
指
導
の
強
化
に
つ
い
て

五−

二−

四
八

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
旅
客
運
賃
の
学
生
割
引
適
用
に
つ
い
て

五−

二−

四
九

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
身
分
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て

五−

二−

五
〇

生
活
指
導
要
領
の
送
付
に
つ
い
て

五−

二−

五
一

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て

］

五−

二−

五
二

夜
間
職
業
補
導
に
お
け
る
訓
練
方
法
に
つ
い
て

五−

二−

五
三

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

五
四

補
導
生
用
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

五
五

公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
並
び
に
美
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

五−

二−

五
六

委
託
契
約
書
（
労
働
大
臣
と
神
奈
川
県
知
事
）

五−

二−

五
七

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
規
則

五−

二−

五
八

補
導
生
指
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−

五
九

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

六
〇

体
育
科
指
導
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

六
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

六
二

昭
和
三
〇
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

五−

二−

六
三

総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領

五−

二−

六
四

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
配
布
申
請
書

五−

二−

六
五

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
六

入
所
、
修
了
式
等
式
次
第
に
つ
い
て

五−

二−

六
七

作
業
指
導
票
の
作
成
利
用
に
つ
い
て

五−

二−

六
八

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
九

職
業
補
導
所
修
了
生
名
簿
の
提
出
に
つ
い
て

五−

二−

七
〇

総
合
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
生
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験

受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

七
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

七
二

職
業
補
導
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

七
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て

五−

二−

七
四

補
導
生
用
労
務
加
配
用
普
通
外
米
の
配
給
割
り
当
て
要
領
に
つ
い
て

五−

二−

七
五

職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
処
理
要
綱
に
つ
い
て

五−

二−

七
六

予
算
経
理
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

七
七

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

七
八

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱

の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

七
九

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
収
入
金
の
分
割
後
納
制

の
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

八
〇

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
整
備
に
つ
い
て

五−

二−

八
一

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

八
二

小
田
原
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
美
容
科
に
お
け
る
実
習
モ
デ
ル
と
な
る
者
及

び
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
に
つ
い
て

五−

二−

八
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

八
四

職
業
補
導
所
の
事
業
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

八
五

神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
六

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
七

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
八

補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
九

総
合
職
業
補
導
所
の
技
能
者
養
成
規
程
第
一
五
條
第
二
項
の
施
設
と
し
て
の

指
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
〇

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
一

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
の
改
訂
及
び
補
導
所
体
操
用
レ
コ−

ド
に
つ
い
て

五−

二−

九
二

補
導
手
当
の
支
給
額
改
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
三

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

九
四

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
五

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
実
施
要
領
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

九
六

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
七

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

五−

二−

九
八

「
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
及
び
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
に
お

け
る
給
食
実
施
要
綱
」
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
九

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
〇

作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て
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五−

二−

四
七

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
追
指
導
の
強
化
に
つ
い
て

五−

二−

四
八

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
旅
客
運
賃
の
学
生
割
引
適
用
に
つ
い
て

五−
二−

四
九

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
に
対
す
る
身
分
証
明
書
の
発
行
に
つ
い
て

五−
二−
五
〇

生
活
指
導
要
領
の
送
付
に
つ
い
て

五−

二−
五
一

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て

］

五−

二−

五
二

夜
間
職
業
補
導
に
お
け
る
訓
練
方
法
に
つ
い
て

五−

二−

五
三

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て

五−

二−

五
四

補
導
生
用
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

五
五

公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
並
び
に
美
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

五−

二−

五
六

委
託
契
約
書
（
労
働
大
臣
と
神
奈
川
県
知
事
）

五−

二−

五
七

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
規
則

五−

二−

五
八

補
導
生
指
導
記
録
に
つ
い
て

五−

二−

五
九

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て

五−

二−

六
〇

体
育
科
指
導
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

六
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

六
二

昭
和
三
〇
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

五−

二−

六
三

総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領

五−

二−

六
四

神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
配
布
申
請
書

五−

二−

六
五

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
六

入
所
、
修
了
式
等
式
次
第
に
つ
い
て

五−

二−

六
七

作
業
指
導
票
の
作
成
利
用
に
つ
い
て

五−

二−

六
八

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
補
償
に
つ
い
て

五−

二−

六
九

職
業
補
導
所
修
了
生
名
簿
の
提
出
に
つ
い
て

五−

二−

七
〇

総
合
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
生
の
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験

受
験
資
格
に
つ
い
て

五−

二−

七
一

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
に
つ
い
て

五−

二−

七
二

職
業
補
導
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

七
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て

五−

二−

七
四

補
導
生
用
労
務
加
配
用
普
通
外
米
の
配
給
割
り
当
て
要
領
に
つ
い
て

五−

二−

七
五

職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
処
理
要
綱
に
つ
い
て

五−

二−

七
六

予
算
経
理
状
況
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

七
七

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

七
八

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱

の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

七
九

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
に
お
け
る
実
習
収
入
金
の
分
割
後
納
制

の
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

八
〇

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
の
整
備
に
つ
い
て

五−

二−

八
一

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

八
二

小
田
原
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
美
容
科
に
お
け
る
実
習
モ
デ
ル
と
な
る
者
及

び
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
に
つ
い
て

五−

二−

八
三

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

八
四

職
業
補
導
所
の
事
業
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

五−

二−

八
五

神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
六

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

八
七

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
八

補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

八
九

総
合
職
業
補
導
所
の
技
能
者
養
成
規
程
第
一
五
條
第
二
項
の
施
設
と
し
て
の

指
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
〇

職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
承
認
申
請
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
一

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
の
改
訂
及
び
補
導
所
体
操
用
レ
コ−

ド
に
つ
い
て

五−

二−

九
二

補
導
手
当
の
支
給
額
改
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
三

代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

九
四

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−

二−

九
五

補
導
所
入
所
、
修
了
、
就
職
状
況
調
査
実
施
要
領
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

九
六

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
の
改
正
に
つ
い

て

五−
二−

九
七

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

五−

二−
九
八

「
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
及
び
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
に
お

け
る
給
食
実
施
要
綱
」
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

九
九

作
業
所
作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
〇

作
業
員
の
加
工
料
の
額
承
認
に
つ
い
て
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五−

二−

一
〇
一

要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
二

承
認
代
用
教
科
書
の
申
請
に
つ
い
て

五−
二−

一
〇
三

指
定
代
用
教
科
書
に
つ
い
て

五−
二−
一
〇
四

訓
練
生
の
所
外
実
習
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−
一
〇
五

総
合
職
業
補
導
所
に
対
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
六

労
働
福
祉
事
業
団
総
合
職
業
補
導
所
委
託
料
基
準
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
七

通
学
定
期
乗
車
券
発
売
対
象
施
設
と
し
て
の
指
定
手
続
き
に
つ
い
て

五−

二−

一
〇
八

総
合
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
修
了
生
に
対
す
る
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に

つ
い
て

五−

二−

一
〇
九

総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
訓
練
生
等
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
〇

溶
接
科
修
了
生
に
対
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
取
扱
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
一

職
業
補
導
所
安
全
週
（
旬
）
間
の
実
施
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
二

職
業
訓
練
法
制
定
に
伴
う
準
備
事
務
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
三

職
業
訓
練
法
の
要
点
及
び
施
行
に
伴
う
当
面
の
措
置
事
項
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
四

総
合
職
業
訓
練
所
訓
練
生
災
害
手
当
支
給
要
綱

五−

二−

一
一
五

神
奈
川
新
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
委
託
契
約
に
つ
い
て

五−

二−

一
一
六

総
合
職
業
補
導
所
の
名
称
変
更
に
関
す
る
件

五−

二−

一
一
七

神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
設
置
条
例

五−

二−

一
一
八

神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則

五−

二−

一
一
九

所
則
の
内
規
の
制
定
に
つ
い
て

五−

二−

一
二
〇

総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
指
導
監
督
に

つ
い
て

五−

二−

一
二
一

北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
所
則

ⅤⅤ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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五−

三−

一

労
働
基
準
法
中
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
の
施
行
に
関
す
る
件

五−

三−

二

東
京
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
生
募
集
依
頼
に
つ
い
て

五−

三−

三

技
能
者
養
成
規
程
中
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
に
関
す
る
件

五−

三−

四

技
能
者
養
成
規
程
中
別
表
改
正
並
び
に
同
規
程
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
告

示
に
関
す
る
件

五−

三−

五

技
能
者
養
成
所
教
職
員
適
確
審
査
の
伺
に
つ
い
て

五−

三−

六

技
能
者
養
成
制
度
の
運
用
に
関
す
る
件

五−

三−

七

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
並
び
に
同
規
程
第
一
八
条
の
規
定
に
基
く
技

能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

八

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
関
す
る
件

五−

三−

九

告
示
さ
れ
て
い
な
い
指
定
技
能
の
養
成
実
施
に
つ
い
て

五−

三−

一
〇

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
に
つ
い
て

五−

三−

一
一

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
作
成
依
頼
に
つ
い
て

五−

三−

一
二

技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
の
交
付
に
つ
い
て

五−

三−

一
三

技
能
者
養
成
規
程
第
二
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
く
証
明
の
取
扱
い
に
つ
い

て

五−

三−

一
四

労
働
基
準
法
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
免
許
に
つ
い
て
」

五−

三−

一
六

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
に
つ
い
て

五−

三−

一
七

指
導
員
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
八

技
能
者
養
成
規
程
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

一
九

技
能
者
養
成
規
程
第
一
八
条
別
表
第
四
使
用
者
資
格
第
一
号
の
疑
義
に
つ
い

て

五−

三−

二
〇

技
能
職
種
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

二
一

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
と
自
動
車
整
備
士
検
定
と
の
関
係
に
つ
い
て

五−

三−

二
二

技
能
者
養
成
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

五−

三−

二
三

技
能
者
養
成
指
導
官
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

二
四

技
能
者
養
成
規
程
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
規
則
の
一
部
改
正
施
行
に

つ
い
て

五−

三−

二
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
に
つ
い
て

五−

三−

二
六

技
能
者
養
成
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て

五−

三−

二
七

査
察
指
導
の
実
施
に
つ
い
て

五−
三−

二
八

技
能
者
養
成
促
進
指
導
の
実
施
に
つ
い
て

五−
三−

二
九

技
能
者
養
成
実
施
促
進
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

五−

三−
三
〇

技
能
者
養
成
に
お
け
る
関
連
学
科
の
集
団
教
育
を
実
施
す
る
教
育
施
設
に
つ

い

て

五−

三−

三
一

製
パ
ン
工
技
能
者
養
成
運
営
機
関
の
設
置
に
つ
い
て

五−

三−

三
二

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
実
施
に
つ
い
て

五−

三−

三
三

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

（ 5 ）

五−

三−

三
四

職
業
補
導
に
於
け
る
既
往
の
教
育
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
に
つ
い
て

五−

三−

三
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
参
考
資
料
送
付
に
つ
い
て

五−

三−

三
六

昭
和
二
七
年
度
第
二
回
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
基
準
答
案
に
つ

い

て

五−

三−

三
七

技
能
者
養
成
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
援
助
に
つ
い
て

五−

三−

三
八

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
問
題
の
調
査
に
つ
い
て

五−

三−

三
九

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
〇

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
一

技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
四
条
に
定
め
る
特

殊
技
能
者
の
免
許
に
つ
い
て

五−

三−

四
二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
女
子
年
少
者
労
働
基
準

規
則
、
技
能
者
養
成
規
程
等
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
三

技
能
者
養
成
教
習
指
導
に
つ
い
て

五−

三−

四
四

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
提
携
協
力
に
つ
い
て

五−

三−

四
五

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
に
定
め
る
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
の
判
定
に

つ
い
て

五−

三−

四
六

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

五−

三−

四
七

技
能
養
成
工
に
し
て
定
時
制
高
校
生
徒
た
る
者
に
か
か
る
技
能
者
養
成
の
教

習
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て

ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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五−

四−

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
封
す
る
技
術
援
助

五−

四−

二

職
場
補
導
員
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て

五−

四−

三

職
場
補
導
員
研
修
日
程
に
つ
い
て

五−

四−

四

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

四−

五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
と
、
そ
れ
に
伴
う
監
督
者
訓
練
業
務
の

今
後
の
運
営
の
方
針
に
つ
い
て

五−

四−

六

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
援
助
関
係
申
請
書
等

の
記
載
要
領
に
つ
い
て

五−

四−

七

職
業
訓
練
法
と
監
督
者
訓
練



（ 5 ）

五−

三−

三
四

職
業
補
導
に
於
け
る
既
往
の
教
育
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
に
つ
い
て

五−

三−

三
五

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
参
考
資
料
送
付
に
つ
い
て

五−
三−

三
六

昭
和
二
七
年
度
第
二
回
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
問
題
基
準
答
案
に
つ

い

て

五−

三−
三
七

技
能
者
養
成
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
援
助
に
つ
い
て

五−

三−

三
八

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
問
題
の
調
査
に
つ
い
て

五−

三−

三
九

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
〇

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
一

技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
四
条
に
定
め
る
特

殊
技
能
者
の
免
許
に
つ
い
て

五−

三−

四
二

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
女
子
年
少
者
労
働
基
準

規
則
、
技
能
者
養
成
規
程
等
の
施
行
に
つ
い
て

五−

三−

四
三

技
能
者
養
成
教
習
指
導
に
つ
い
て

五−

三−

四
四

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
提
携
協
力
に
つ
い
て

五−

三−

四
五

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
に
定
め
る
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
の
判
定
に

つ
い
て

五−

三−

四
六

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
に
つ
い
て

五−

三−

四
七

技
能
養
成
工
に
し
て
定
時
制
高
校
生
徒
た
る
者
に
か
か
る
技
能
者
養
成
の
教

習
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て

ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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五−

四−

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
封
す
る
技
術
援
助

五−

四−

二

職
場
補
導
員
候
補
者
の
選
定
に
つ
い
て

五−

四−

三

職
場
補
導
員
研
修
日
程
に
つ
い
て

五−

四−

四

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五−

四−

五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
と
、
そ
れ
に
伴
う
監
督
者
訓
練
業
務
の

今
後
の
運
営
の
方
針
に
つ
い
て

五−

四−

六

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
援
助
関
係
申
請
書
等

の
記
載
要
領
に
つ
い
て

五−

四−

七

職
業
訓
練
法
と
監
督
者
訓
練
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ⅤⅤ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

昭
和
二
〇
年
八
月
二
一
日

〔
五
─
一
─
一
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
り
各
地
方
長
官
宛

大大
東東
亜亜
戦戦
争争
終終
結結
ニニ
伴伴
ウウ
国国
民民
勤勤
労労
動動
員員
令令
施施
行行
ノノ
為為
ニニ
スス
ルル
応応
急急
措措
置置
ニニ
関関
スス

ルル
件件

㈠

解
雇
退
職
ノ
制
限
ニ
関
シ
テ
ハ
近
ク
通
牒
相
成
可
キ
「
工
場
事
業
場
従
業
者
ノ
戦
後
応
急
措
置

ニ
関
ス
ル
件
」
ニ
依
リ
措
置
ス
ベ
キ
コ
ト

㈡

男
子
就
業
ノ
禁
止
又
ハ
制
限
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト

㈢

土
建
等
日
雇
統
制
ヲ
除
キ
雇
人
就
職
ニ
関
ス
ル
規
制
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト

㈣

理
科
系
学
校
卒
業
者
雇
入
制
限
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
ト
共
ニ
従
来
ノ
雇
入
割
当
ハ
之
ヲ
取
消
ス
コ

ト
㈤

労
務
供
給
業
者
ニ
依
ル
従
業
者
ノ
使
用
又
ハ
之
ヲ
事
実
上
停
止
ス
ル
コ
ト

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
八
月
二
二
日

〔
五
─
一
─
二
〕
厚
生
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛

戦戦
争争
終終
結結
ニニ
伴伴
ウウ
工工
場場
事事
業業
場場
従従
業業
者者
ノノ
応応
急急
措措
置置
ニニ
関関
スス
ルル
件件

（
応
急
措
置
の
方
針
と
し
て
）

戦
争
終
結
ニ
伴
フ
労
務
ノ
再
配
置
ニ
付
テ
ハ
産
業
転
換
ノ
進
展
ニ
即
応
シ
逐
次
為
サ
ル
ベ
キ
モ
差
当

リ
緊
要
ナ
ル
民
需
産
業
ニ
必
要
ノ
労
務
ヲ
確
保
ス
ル
ト
共
ニ
特
ニ
軍
需
産
業
ノ
従
業
者
ニ
付
急
激
ナ

ル
混
乱
ヲ
防
止
併
セ
テ
離
職
従
業
者
ニ
対
ス
ル
給
与
ノ
基
準
ヲ
定
ム
ル
ハ
現
下
喫
緊
ノ
要
務
ナ
リ
因

テ
左
ノ
要
領
ニ
依
リ
応
急
暫
定
的
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス

（
要
領
と
し
て
）

⑴

緊
要
な
民
需
産
業
に
つ
い
て
は
雇
用
主
の
一
方
的
意
志
に
よ
る
解
雇
を
制
限
す
る
こ
と

⑵

そ
の
他
の
産
業
で
事
業
の
休
廃
止
に
よ
る
整
理
に
つ
い
て
は
輸
送
、
住
宅
事
情
に
応
じ
て
順

次
解
雇
す
る
こ
と

⑶

徴
用
者
は
前
職
が
、
㋐
農
林
水
産
業
、
㋑
大
工
、
左
官
・
と
び
職
、
屋
根
職
、
板
金
、
土
工
、

㋒
女
子
で
は
家
庭
に
復
帰
す
る
も
の
、
㋓
民
需
産
業
ま
た
は
商
業
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
原

職
復
帰
で
き
る
も
の
、
㋔
自
営
で
き
る
も
の
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
解
除
す
る
こ
と
。

⑷
学
徒
、
女
子
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
学
校
、
家
庭
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
九
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
り
庁
府
県
長
官
・
地
方
総
監
あ
て
（
厚
生
省
発
勤
第
一
九
九

号
）

聯聯
合合
国国
軍軍
進進
駐駐
ニニ
伴伴
フフ
労労
務務
確確
保保
ノノ
準準
備備
措措
置置
ニニ
関関
スス
ルル
件件

（
準
備
を
要
す
る
労
務
者
の
範
囲
）

宿
舎
、
電
気
、
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
暖
房
等
聯
合
国
軍
進
駐
に
伴
い
必
要
な
設
営
お
よ
び
道
路
、
鉄

道
、
埠
頭
そ
の
他
の
施
設
の
修
理
な
ら
び
に
各
種
荷
役
、
運
搬
作
業
に
要
す
る

㋑
一
般
労
務

㋺

技
術
的
労
働
お
よ
び
半
熟
練
労
働

㋩
荷
役
お
よ
び
仲
仕

㋥
道
路
、
鉄
道
、
埠
頭
そ
の
他
の
修
理

㋭
聯
合
国
占
領
軍
用
の
住
居
お
よ
び
そ
の
関
連
施
設
の
建
造
で
あ
り
、
労
務
供
出
に
つ
い
て
は
、

土
建
、
荷
役
、
輸
送
労
務
者
に
つ
い
て
は
労
務
報
国
会
等
を
督
励
し
当
該
労
務
者
の
登
録
整
備
に
努

め
さ
せ
、
常
に
そ
の
現
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
、
特
に
荷
役
、
輸
送
労
務
者
に
つ
い
て
は
日

通
、
港
運
、
自
動
車
統
制
会
社
そ
の
他
関
係
組
合
の
積
極
的
な
る
協
力
を
求
む
る
こ
と

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
九
月
二
八
日

〔
五
─
一
─
四
〕
厚
生
・
内
務
次
官
、
各
地
方
長
官
・
警
視
総
監
・
地
方
鉱
山
局
長
宛
（
厚
生

省
発
勤
第
二
〇
八
号
・
内
務
省
発
警
第
一
〇
四
号
）

終終
戦戦
ニニ
伴伴
フフ
産産
業業
報報
告告
会会
ニニ
関関
スス
ルル
措措
置置
ノノ
件件

今
般
終
戦
ニ
伴
フ
新
事
態
ニ
対
処
ス
ル
為
大
日
本
産
業
報
国
会
ハ
九
月
末
日
ヲ
以
テ
之
ヲ
解
散
ス
ル

コ
ト
ト
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
都
道
府
県
産
業
報
国
会
及
大
日
本
産
業
報
国
会
鉱
山
部
会
モ
同
様
可
及
的

速
ニ
之
ヲ
解
散
セ
シ
ム
ル
様
可
然
御
措
置
相
成
度
追
而
右
ハ
工
場
事
業
場
ニ
於
ケ
ル
単
位
産
業
報
国

会
ヲ
モ
直
ニ
解
散
セ
シ
メ
ン
ト
ノ
趣
旨
ニ
テ
ハ
無
之
其
ノ
存
廃
改
組
等
ハ
各
其
ノ
成
立
ノ
経
緯
運
営

ノ
事
情
等
ニ
即
シ
自
主
的
ニ
決
定
セ
シ
ム
ル
樣
致
度
為
念

厚厚
生生
省省
勤勤
労労
局局
長長
かか
らら
地地
方方
長長
官官
ああ
てて
のの
内内
翰翰

拝
啓

時
下
御
清
勝
之
段
奉
賀
陳
者
本
日
別
途
厚
生
、
内
務
次
官
ヨ
リ
産
業
報
国
会
ノ
解
散
ニ
付
通

牒
相
成
候
処
今
後
ノ
勤
労
諸
情
勢
ヲ
察
ス
ル
ニ
工
場
事
業
場
ノ
勤
労
者
ニ
付
可
及
的
厚
生
施
設
ヲ
充
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ⅤⅤ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

昭
和
二
〇
年
八
月
二
一
日

〔
五
─
一
─
一
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
り
各
地
方
長
官
宛

大大
東東
亜亜
戦戦
争争
終終
結結
ニニ
伴伴
ウウ
国国
民民
勤勤
労労
動動
員員
令令
施施
行行
ノノ
為為
ニニ
スス
ルル
応応
急急
措措
置置
ニニ
関関
スス

ルル
件件

㈠

解
雇
退
職
ノ
制
限
ニ
関
シ
テ
ハ
近
ク
通
牒
相
成
可
キ
「
工
場
事
業
場
従
業
者
ノ
戦
後
応
急
措
置

ニ
関
ス
ル
件
」
ニ
依
リ
措
置
ス
ベ
キ
コ
ト

㈡

男
子
就
業
ノ
禁
止
又
ハ
制
限
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト

㈢

土
建
等
日
雇
統
制
ヲ
除
キ
雇
人
就
職
ニ
関
ス
ル
規
制
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
コ
ト

㈣

理
科
系
学
校
卒
業
者
雇
入
制
限
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
ル
ト
共
ニ
従
来
ノ
雇
入
割
当
ハ
之
ヲ
取
消
ス
コ

ト
㈤

労
務
供
給
業
者
ニ
依
ル
従
業
者
ノ
使
用
又
ハ
之
ヲ
事
実
上
停
止
ス
ル
コ
ト

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
八
月
二
二
日

〔
五
─
一
─
二
〕
厚
生
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛

戦戦
争争
終終
結結
ニニ
伴伴
ウウ
工工
場場
事事
業業
場場
従従
業業
者者
ノノ
応応
急急
措措
置置
ニニ
関関
スス
ルル
件件

（
応
急
措
置
の
方
針
と
し
て
）

戦
争
終
結
ニ
伴
フ
労
務
ノ
再
配
置
ニ
付
テ
ハ
産
業
転
換
ノ
進
展
ニ
即
応
シ
逐
次
為
サ
ル
ベ
キ
モ
差
当

リ
緊
要
ナ
ル
民
需
産
業
ニ
必
要
ノ
労
務
ヲ
確
保
ス
ル
ト
共
ニ
特
ニ
軍
需
産
業
ノ
従
業
者
ニ
付
急
激
ナ

ル
混
乱
ヲ
防
止
併
セ
テ
離
職
従
業
者
ニ
対
ス
ル
給
与
ノ
基
準
ヲ
定
ム
ル
ハ
現
下
喫
緊
ノ
要
務
ナ
リ
因

テ
左
ノ
要
領
ニ
依
リ
応
急
暫
定
的
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス

（
要
領
と
し
て
）

⑴

緊
要
な
民
需
産
業
に
つ
い
て
は
雇
用
主
の
一
方
的
意
志
に
よ
る
解
雇
を
制
限
す
る
こ
と

⑵

そ
の
他
の
産
業
で
事
業
の
休
廃
止
に
よ
る
整
理
に
つ
い
て
は
輸
送
、
住
宅
事
情
に
応
じ
て
順

次
解
雇
す
る
こ
と

⑶

徴
用
者
は
前
職
が
、
㋐
農
林
水
産
業
、
㋑
大
工
、
左
官
・
と
び
職
、
屋
根
職
、
板
金
、
土
工
、

㋒
女
子
で
は
家
庭
に
復
帰
す
る
も
の
、
㋓
民
需
産
業
ま
た
は
商
業
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
原

職
復
帰
で
き
る
も
の
、
㋔
自
営
で
き
る
も
の
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
解
除
す
る
こ
と
。

⑷
学
徒
、
女
子
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
学
校
、
家
庭
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
九
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
り
庁
府
県
長
官
・
地
方
総
監
あ
て
（
厚
生
省
発
勤
第
一
九
九

号
）

聯聯
合合
国国
軍軍
進進
駐駐
ニニ
伴伴
フフ
労労
務務
確確
保保
ノノ
準準
備備
措措
置置
ニニ
関関
スス
ルル
件件

（
準
備
を
要
す
る
労
務
者
の
範
囲
）

宿
舎
、
電
気
、
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
暖
房
等
聯
合
国
軍
進
駐
に
伴
い
必
要
な
設
営
お
よ
び
道
路
、
鉄

道
、
埠
頭
そ
の
他
の
施
設
の
修
理
な
ら
び
に
各
種
荷
役
、
運
搬
作
業
に
要
す
る

㋑
一
般
労
務

㋺

技
術
的
労
働
お
よ
び
半
熟
練
労
働

㋩
荷
役
お
よ
び
仲
仕

㋥
道
路
、
鉄
道
、
埠
頭
そ
の
他
の
修
理

㋭
聯
合
国
占
領
軍
用
の
住
居
お
よ
び
そ
の
関
連
施
設
の
建
造
で
あ
り
、
労
務
供
出
に
つ
い
て
は
、

土
建
、
荷
役
、
輸
送
労
務
者
に
つ
い
て
は
労
務
報
国
会
等
を
督
励
し
当
該
労
務
者
の
登
録
整
備
に
努

め
さ
せ
、
常
に
そ
の
現
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
、
特
に
荷
役
、
輸
送
労
務
者
に
つ
い
て
は
日

通
、
港
運
、
自
動
車
統
制
会
社
そ
の
他
関
係
組
合
の
積
極
的
な
る
協
力
を
求
む
る
こ
と

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
九
月
二
八
日

〔
五
─
一
─
四
〕
厚
生
・
内
務
次
官
、
各
地
方
長
官
・
警
視
総
監
・
地
方
鉱
山
局
長
宛
（
厚
生

省
発
勤
第
二
〇
八
号
・
内
務
省
発
警
第
一
〇
四
号
）

終終
戦戦
ニニ
伴伴
フフ
産産
業業
報報
告告
会会
ニニ
関関
スス
ルル
措措
置置
ノノ
件件

今
般
終
戦
ニ
伴
フ
新
事
態
ニ
対
処
ス
ル
為
大
日
本
産
業
報
国
会
ハ
九
月
末
日
ヲ
以
テ
之
ヲ
解
散
ス
ル

コ
ト
ト
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
都
道
府
県
産
業
報
国
会
及
大
日
本
産
業
報
国
会
鉱
山
部
会
モ
同
様
可
及
的

速
ニ
之
ヲ
解
散
セ
シ
ム
ル
様
可
然
御
措
置
相
成
度
追
而
右
ハ
工
場
事
業
場
ニ
於
ケ
ル
単
位
産
業
報
国

会
ヲ
モ
直
ニ
解
散
セ
シ
メ
ン
ト
ノ
趣
旨
ニ
テ
ハ
無
之
其
ノ
存
廃
改
組
等
ハ
各
其
ノ
成
立
ノ
経
緯
運
営

ノ
事
情
等
ニ
即
シ
自
主
的
ニ
決
定
セ
シ
ム
ル
樣
致
度
為
念

厚厚
生生
省省
勤勤
労労
局局
長長
かか
らら
地地
方方
長長
官官
ああ
てて
のの
内内
翰翰

拝
啓

時
下
御
清
勝
之
段
奉
賀
陳
者
本
日
別
途
厚
生
、
内
務
次
官
ヨ
リ
産
業
報
国
会
ノ
解
散
ニ
付
通

牒
相
成
候
処
今
後
ノ
勤
労
諸
情
勢
ヲ
察
ス
ル
ニ
工
場
事
業
場
ノ
勤
労
者
ニ
付
可
及
的
厚
生
施
設
ヲ
充
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実
シ
其
ノ
福
祉
ノ
増
進
、
教
養
文
化
ノ
向
上
ヲ
図
リ
以
テ
産
業
平
和
ノ
維
持
、
民
需
生
産
ノ
増
強
ニ

資
ス
ル
ノ
要
極
メ
テ
緊
切
ナ
ル
モ
ノ
有
之
、
中
央
ニ
於
テ
モ
之
ガ
実
施
推
進
体
設
立
ノ
気
運
モ
有
リ

当
省
ト
シ
テ
モ
之
ニ
関
シ
考
慮
研
究
致
居
次
第
ニ
御
座
候
ニ
付
テ
ハ
貴
地
方
ニ
於
テ
モ
右
趣
旨
ノ
団

体
結
成
ノ
計
画
ア
ル
ト
キ
ハ
中
央
団
体
設
立
ノ
際
ニ
ハ
其
ノ
支
部
ト
ナ
シ
得
ル
如
ク
可
然
御
配
慮
相

煩
度
都
道
府
県
産
業
報
国
会
（
鉱
山
部
会
）
ノ
精
算
ニ
当
リ
テ
ハ
此
ノ
辺
御
含
ミ
ノ
上
御
指
導
相
成

度
此
段
得
貴
意
候

敬
具

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日

〔
五
─
一
─
五
〕
厚
生
省
労
政
局
長
・
勤
労
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
通
牒
（
労
発
第
三
二
号
）

地地
方方
勤勤
労労
行行
政政
機機
構構
ノノ
改改
正正
整整
備備
ニニ
関関
スス
ルル
件件

第
一

行
政
機
構
ニ
関
ス
ル
事
項

一

庁
府
県

㈠

地
方
庁
ノ
勤
労
並
ニ
労
政
主
務
課
ハ
之
ヲ
警
察
部
ヨ
リ
内
政
部
ニ
移
管
ス
ル
コ
ト
（
警
視

庁
ニ
在
リ
テ
ハ
勤
労
部
ヲ
廃
シ
東
京
都
民
生
局
ニ
移
シ
労
政
、
勤
労
二
課
設
置
ノ
見
込
大
阪

府
ニ
在
リ
テ
ハ
勤
労
部
ヲ
廃
シ
内
政
部
ニ
移
管
ス
ル
コ
ト
）

㈡

従
来
警
視
ヲ
以
テ
充
当
ス
ル
労
政
主
務
課
長
竝
ニ
警
視
庁
及
大
阪
府
警
察
局
勤

労
部
ノ

警
視
課
長
定
員
ハ
之
ヲ
事
務
官
ニ
改
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト

右
ニ
伴
ヒ
労
政
主
務
課
ニ
専
属
ス
ル
警
部
以
下
ノ
警
察
官
ノ
定
員
ハ
之
ヲ
属
ニ
改
メ
ラ
ル

ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
、
此
ノ
振
替
職
員
定
員
ハ
貴
庁
名
ノ
予
定
ニ
シ
テ
本
職
員
ハ
全
額
国
庫
支

弁
ノ
予
定
ナ
ル
コ
ト

㈢

従
来
労
政
主
務
課
ノ
所
管
事
項
中
、
汽
罐
取
締
事
務
ハ
内
政
部
ニ
移
シ
瓦
斯
取
締
事
務
ハ

警
察
部
ニ
残
置
ス
ル
コ
ト

㈣

勤
労
署
職
員
ノ
人
事
、
予
算
、
経
理
等
庶
務
ニ
関
ス
ル
事
務
ハ
勤
労
主
務
課
ニ
於
テ
処
理

セ
シ
ム
ル
コ
ト

二

勤
労
署

㈠

労
政
行
政
ノ
第
一
線
事
務
ハ
従
来
警
察
署
ニ
於
テ
所
掌
シ
来
レ
ル
処
今
般
之
ヲ
勤
労
署
ニ

移
管
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト

従
ツ
テ
関
係
官
制
中
勤
労
署
ノ
所
管
事
項
中
ニ
労
政
行
政
ヲ
所
掌
シ
得
ル
如
ク
所
要
ノ
改

正
ヲ
加
フ
ル
ト
共
ニ
勤
労
署
ニ
新
ニ
労
政
課
（
係
）
制
ヲ
設
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
（
本
件
ニ
関
シ

テ
ハ
迫
テ
指
示
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
）

㈡

右
ニ
伴
ヒ
警
察
署
ノ
定
員
中
労
政
主
務
係
ニ
属
シ
居
ル
警
察
官
ノ
定
員
ヲ
属
ニ
振
替
へ
勤

労
署
ニ
配
置
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
其
ノ
数
ノ
貴
庁
振
替
ハ
左
表
〔
略
〕
ノ
通
リ
ニ
付
各
勤
労
署

別
配
属
定
員
数
ヲ
定
メ
十
二
月
二
十
日
迄
ニ
必
着
ス
ル
様
報
告
セ
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

㈢

勤
労
署
ニ
於
ケ
ル
労
政
行
政
関
係
職
員
ヲ
配
置
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
其
ノ
業
務
内
容
ニ
鑑
ミ

多
数
ノ
工
場
事
業
場
ヲ
所
管
ス
ル
署
ニ
重
点
ヲ
置
キ
他
ノ
勤
労
署
ニ
在
リ
テ
ハ
極
ク
少
数
ノ

人
員
ヲ
配
置
ス
ル
如
ク
配
意
ス
ル
コ
ト

尚
右
属
設
置
ノ
経
費
ト
併
セ
雇
員
其
ノ
他
事
務
補
助
員
ノ
設
置
費
ニ
付
テ
モ
各
庁
府
県
ニ

於
テ
可
然
配
意
ア
リ
タ
キ
コ
ト

三

前
各
号
ノ
職
員
ニ
関
シ
テ
ハ
国
及
地
方
費
ニ
付
行
政
整
理
ニ
依
リ
夫
々
相
当
範
囲
縮
減
セ
ラ

ル
ル
見
込
ナ
ル
ヲ
以
テ
予
メ
考
慮
シ
置
カ
レ
度
キ
コ
ト

第
二

行
政
運
営
ニ
関
ス
ル
事
項

一

地
方
庁

㈠

労
政
行
政
ノ
内
政
部
門
移
管
後
ニ
於
テ
モ
警
察
部
門
ハ
関
係
法
令
違
反
ニ
対
ス
ル
司
法
処

分
、
労
働
争
議
ニ
際
シ
テ
ノ
刑
事
犯
ノ
取
締
等
緊
密
ナ
ル
関
聯
ヲ
有
ス
ル
事
項
多
カ
ル
ベ
キ

ニ
付
常
時
不
即
不
離
ノ
連
繋
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト

二

勤
労
署

㈠

勤
労
署
ニ
担
当
セ
シ
ム
ベ
キ
労
務
行
政
ハ

１

工
場
法
、
商
店
法
、
其
ノ
他
労
働
保
護
法
令
施
行
上
ノ
指
導
監
督

２

労
働
情
勢
ノ
把
握
、
情
報
ノ
蒐
集
及
報
告

３

関
係
諸
法
令
ニ
基
ク
諸
種
ノ
申
請
、
届
出
等
ノ
受
理
及
示
達
竝
ニ
上
級
官
庁
ヨ
リ
委
任

セ
ラ
レ
タ
ル
許
、
認
可
ノ
施
行
等
ノ
予
定
ナ
ル
コ
ト

㈡

然
レ
共
移
管
早
々
多
量
ノ
事
務
ヲ
勤
労
署
ニ
負
荷
ス
ル
ハ
勤
労
署
事
務
ノ
運
営
上
支
障
ヲ

来
ス
虞
レ
ア
ル
ニ
付
差
当
リ
ハ
出
来
得
ル
限
リ
本
庁
ニ
於
テ
行
フ
ヲ
主
眼
ト
シ
勤
労
署
ニ
於

ケ
ル
労
政
行
政
関
係
職
員
ノ
充
実
、
事
務
ノ
習
熟
等
ヲ
考
慮
シ
逐
次
勤
労
署
ヲ
シ
テ
事
務
ヲ

執
行
セ
シ
ム
ル
様
配
意
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
五
日

〔
五
─
一
─
六
〕
厚
生
次
官
よ
り
東
京
都
長
官
、
北
海
道
庁
長
官
、
府
県
知
事
宛
（
発
労
第
八

号
）

地地
方方
行行
政政
機機
構構
ノノ
改改
正正
ニニ
伴伴
フフ
厚厚
生生
行行
政政
整整
備備
ニニ
関関
スス
ルル
件件
依依
命命
通通
牒牒

一

庁
府
県
及
勤
労
署
等
関
係
職
員
ノ
人
事
ノ
刷
新
ニ
意
ヲ
用
ヒ
優
秀
職
員
ノ
確
保
ヲ
期
ス
ル

ト
共
ニ
民
間
有
能
者
ノ
積
極
的
登
用
ヲ
図
ラ
レ
タ
キ
コ
ト
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二

今
後
ニ
於
ケ
ル
行
政
就
中
勤
労
行
政
ニ
在
リ
テ
ハ
失
業
対
策
、
労
働
者
保
護
等
社
会
的
施

策
ヲ
中
心
卜
為
ス
ベ
キ
ニ
付
此
ノ
際
官
権
的
気
風
ノ
一
掃
ヲ
期
シ
関
係
職
員
ノ
資
質
ノ
向
上

ヲ
図
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

三

労
政
行
政
ノ
第
一
線
機
関
ハ
勤
労
署
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
当
分
ノ
間
労
働
組
合
、
労
働
争
議
等

ノ
重
要
事
項
ハ
努
メ
テ
庁
府
県
自
ラ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
シ
工
場
監
督
ニ
付
テ
モ
勤
労
署
ニ
於

テ
所
掌
セ
シ
ム
ル
事
頃
ハ
必
要
最
少
限
度
ニ
止
メ
事
務
慣
熟
後
逐
次
委
譲
ス
ル
如
ク
配
意
セ

ラ
レ
タ
キ
コ
ト

四

庁
府
県
及
勤
労
署
ニ
於
ケ
ル
労
政
関
係
職
員
ハ
今
回
ノ
移
管
ニ
伴
ヒ
其
ノ
陣
容
弱
化
ノ
虞

ア
ル
ヲ
以
テ
国
費
配
当
職
員
ノ
外
地
方
賞
ヲ
以
テ
之
が
充
実
ヲ
図
ラ
レ
ク
キ
コ
ト『

行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
七
日

〔
五
─
一
─
七
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
か
ら
各
庁
府
県
長
官
宛
通
牒
（
勤
発
第
一
、
一
八
一
号
）

日日
雇雇
労労
務務
ニニ
関関
スス
ルル
事事
務務
処処
理理
ニニ
関関
スス
ルル
件件

㈠

関
係
日
雇
労
務
者
ノ
登
録
整
備
ヲ
為
シ
常
ニ
其
ノ
所
在
、
技
能
及
就
労
状
況
等
ヲ
明
確
ニ
シ
テ

置
ク
モ
ノ
ト
ス

㈡

日
雇
労
務
者
ノ
就
労
斡
旋
ニ
当
リ
テ
ハ
特
ニ
左
ノ
諸
点
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

１

事
業
ノ
緊
要
度
ニ
従
イ
其
ノ
配
分
ヲ
為
ス
コ
ト

２

特
殊
ノ
技
能
、
経
験
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
之
が
活
用
ヲ
図
ル
如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト

３

事
業
主
ト
特
殊
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
充
分
尊
重
ス
ル
如
ク
配
意
ス
ル
コ
ト

㈢

勤
労
配
置
規
則
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
紹
介
又
ハ
承
認
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
内
容
ヲ
表
示
ス
ル
紹
介

票
又
ハ
承
認
票
ヲ
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈣

集
合
日
雇
労
務
者
が
需
要
数
ニ
不
足
シ
又
ハ
超
過
シ
タ
ル
場
合
ハ
他
ノ
日
雇
勤
労
署
又
ハ
一
般

勤
労
署
ト
聯
絡
シ
之
ガ
需
給
ノ
調
整
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

㈤

進
駐
軍
労
務
ノ
取
扱
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
左
ノ
諸
点
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

１

常
ニ
要
求
数
ニ
対
ス
ル
完
全
充
足
ヲ
目
途
ト
シ
労
務
者
ノ
積
極
的
開
拓
、
隣
組
、
部
落
会
ノ

活
用
等
ニ
依
リ
之
が
責
任
供
出
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

２

労
務
者
ノ
引
率
、
作
業
現
場
ノ
監
督
、
作
業
終
了
引
上
等
ニ
付
テ
ハ
可
及
的
速
カ
ニ
凡

テ
職
員
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
如
ク
措
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

３

賃
金
支
払
、
物
資
配
給
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
之
ガ
適
正
ヲ
期
ス
ル
如
ク
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
二
月
（
日
付
け
不
詳
）

〔
五
─
一
─
八
〕
勤
労
局
長
通
牒

定定
着着
地地
ニニ
於於
ケケ
ルル
海海
外外
引引
揚揚
者者
援援
護護
要要
綱綱

⑴
引
揚
者
の
職
業
相
談
に
際
し
て
は
内
地
の
職
業
事
情
に
周
知
徹
底

⑵
積
極
的
な
求
人
開
拓

⑶
雇
用
勧
奨

⑷
職
業
補
導
施
設
・
授
産
施
設
・
救
護
施
設
と
の
連
絡

㈤
上
陸
地
へ
の
職
員
の
派
遣

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
三
月
二
日

〔
五
─
一
─
九
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
リ
各
地
方
長
官
宛
（
厚
生
省
発
動
第
八
号
）

緊緊
急急
就就
業業
対対
策策
ノノ
実実
施施
ニニ
関関
スス
ルル
件件

経
済
危
機
緊
急
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
曩
ニ
別
紙
ノ
通
「
緊
急
就
業
対
策
要
綱
」
閣
議
決
定
相
成
候

処
之
ガ
実
施
ノ
具
体
的
施
策
ニ
関
シ
テ
ハ
目
下
鋭
意
準
備
取
進
メ
中
ニ
有
之
候
処
取
リ
敢
ヘ
ズ
要
就

業
者
ノ
就
業
斡
旋
措
置
ニ
付
テ
ハ
別
紙
要
領
ニ
依
リ
実
施
ス
ル
コ
ト
ト
相
成
候
条
左
記
御
了
知
ノ
上

之
ガ
運
営
ニ
付
万
遣
漏
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
度

記

一
、
失
業
調
査
ノ
実
施
期
日
及
実
施
ニ
関
ス
ル
詳
細
ハ
近
ク
通
牒
ス
ベ
キ
モ
調
査
票
（
様
式
ハ
示
ス
）

ノ
用
紙
ノ
入
手
其
ノ
他
ノ
作
成
ハ
速
急
ニ
困
難
ナ
ル
ヲ
以
テ
今
回
ニ
限
リ
各
都
道
府
県
ニ
於
テ
調

整
ス
ル
如
ク
予
メ
所
要
ノ
手
配
ヲ
講
ジ
置
ク
コ
ト

予
算
ニ
付
テ
ハ
別
途
考
慮
中
ナ
ル
コ
ト

二
、
就
業
対
策
実
施
ニ
関
ス
ル
連
絡
機
関
（
委
員
会
）
ハ
直
チ
ニ
設
置
シ
積
極
的
ニ
之
ヲ
活
用
シ
実

施
ノ
円
滑
ヲ
期
ス
ル
コ
ト

三
、
適
正
ナ
ル
就
業
斡
旋
ノ
成
否
ハ
職
業
開
拓
ニ
ア
リ
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
ニ
付
単
ニ
勤
労
署
ノ
ミ
ニ

委
ネ
ル
コ
ト
ナ
ク
都
道
府
県
、
勤
労
署
一
体
ト
ナ
リ
積
極
果
敢
ニ
之
ガ
開
拓
ニ
努
ム
ル
コ
ト

四
、
授
産
、
内
職
施
設
、
社
会
救
護
事
業
施
設
等
ノ
内
容
所
在
地
等
ハ
必
ズ
勤
労
署
ニ
熟
知
セ
シ
メ

置
ク
ト
共
ニ
常
ニ
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ
保
持
セ
シ
メ
此
ノ
方
面
ニ
対
ス
ル
斡
旋
ニ
齟
齬
ナ
キ
ヲ
期
セ

シ
ム
ル
コ
ト
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二

今
後
ニ
於
ケ
ル
行
政
就
中
勤
労
行
政
ニ
在
リ
テ
ハ
失
業
対
策
、
労
働
者
保
護
等
社
会
的
施

策
ヲ
中
心
卜
為
ス
ベ
キ
ニ
付
此
ノ
際
官
権
的
気
風
ノ
一
掃
ヲ
期
シ
関
係
職
員
ノ
資
質
ノ
向
上

ヲ
図
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

三

労
政
行
政
ノ
第
一
線
機
関
ハ
勤
労
署
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
当
分
ノ
間
労
働
組
合
、
労
働
争
議
等

ノ
重
要
事
項
ハ
努
メ
テ
庁
府
県
自
ラ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
シ
工
場
監
督
ニ
付
テ
モ
勤
労
署
ニ
於

テ
所
掌
セ
シ
ム
ル
事
頃
ハ
必
要
最
少
限
度
ニ
止
メ
事
務
慣
熟
後
逐
次
委
譲
ス
ル
如
ク
配
意
セ

ラ
レ
タ
キ
コ
ト

四

庁
府
県
及
勤
労
署
ニ
於
ケ
ル
労
政
関
係
職
員
ハ
今
回
ノ
移
管
ニ
伴
ヒ
其
ノ
陣
容
弱
化
ノ
虞

ア
ル
ヲ
以
テ
国
費
配
当
職
員
ノ
外
地
方
賞
ヲ
以
テ
之
が
充
実
ヲ
図
ラ
レ
ク
キ
コ
ト『

行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
七
日

〔
五
─
一
─
七
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
か
ら
各
庁
府
県
長
官
宛
通
牒
（
勤
発
第
一
、
一
八
一
号
）

日日
雇雇
労労
務務
ニニ
関関
スス
ルル
事事
務務
処処
理理
ニニ
関関
スス
ルル
件件

㈠

関
係
日
雇
労
務
者
ノ
登
録
整
備
ヲ
為
シ
常
ニ
其
ノ
所
在
、
技
能
及
就
労
状
況
等
ヲ
明
確
ニ
シ
テ

置
ク
モ
ノ
ト
ス

㈡

日
雇
労
務
者
ノ
就
労
斡
旋
ニ
当
リ
テ
ハ
特
ニ
左
ノ
諸
点
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

１

事
業
ノ
緊
要
度
ニ
従
イ
其
ノ
配
分
ヲ
為
ス
コ
ト

２

特
殊
ノ
技
能
、
経
験
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
之
が
活
用
ヲ
図
ル
如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト

３

事
業
主
ト
特
殊
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
充
分
尊
重
ス
ル
如
ク
配
意
ス
ル
コ
ト

㈢

勤
労
配
置
規
則
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
紹
介
又
ハ
承
認
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
内
容
ヲ
表
示
ス
ル
紹
介

票
又
ハ
承
認
票
ヲ
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈣

集
合
日
雇
労
務
者
が
需
要
数
ニ
不
足
シ
又
ハ
超
過
シ
タ
ル
場
合
ハ
他
ノ
日
雇
勤
労
署
又
ハ
一
般

勤
労
署
ト
聯
絡
シ
之
ガ
需
給
ノ
調
整
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

㈤

進
駐
軍
労
務
ノ
取
扱
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
左
ノ
諸
点
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

１

常
ニ
要
求
数
ニ
対
ス
ル
完
全
充
足
ヲ
目
途
ト
シ
労
務
者
ノ
積
極
的
開
拓
、
隣
組
、
部
落
会
ノ

活
用
等
ニ
依
リ
之
が
責
任
供
出
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

２

労
務
者
ノ
引
率
、
作
業
現
場
ノ
監
督
、
作
業
終
了
引
上
等
ニ
付
テ
ハ
可
及
的
速
カ
ニ
凡

テ
職
員
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
如
ク
措
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

３

賃
金
支
払
、
物
資
配
給
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
之
ガ
適
正
ヲ
期
ス
ル
如
ク
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
二
月
（
日
付
け
不
詳
）

〔
五
─
一
─
八
〕
勤
労
局
長
通
牒

定定
着着
地地
ニニ
於於
ケケ
ルル
海海
外外
引引
揚揚
者者
援援
護護
要要
綱綱

⑴
引
揚
者
の
職
業
相
談
に
際
し
て
は
内
地
の
職
業
事
情
に
周
知
徹
底

⑵
積
極
的
な
求
人
開
拓

⑶
雇
用
勧
奨

⑷
職
業
補
導
施
設
・
授
産
施
設
・
救
護
施
設
と
の
連
絡

㈤
上
陸
地
へ
の
職
員
の
派
遣

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
三
月
二
日

〔
五
─
一
─
九
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
よ
リ
各
地
方
長
官
宛
（
厚
生
省
発
動
第
八
号
）

緊緊
急急
就就
業業
対対
策策
ノノ
実実
施施
ニニ
関関
スス
ルル
件件

経
済
危
機
緊
急
対
策
ノ
一
環
ト
シ
テ
曩
ニ
別
紙
ノ
通
「
緊
急
就
業
対
策
要
綱
」
閣
議
決
定
相
成
候

処
之
ガ
実
施
ノ
具
体
的
施
策
ニ
関
シ
テ
ハ
目
下
鋭
意
準
備
取
進
メ
中
ニ
有
之
候
処
取
リ
敢
ヘ
ズ
要
就

業
者
ノ
就
業
斡
旋
措
置
ニ
付
テ
ハ
別
紙
要
領
ニ
依
リ
実
施
ス
ル
コ
ト
ト
相
成
候
条
左
記
御
了
知
ノ
上

之
ガ
運
営
ニ
付
万
遣
漏
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
度

記

一
、
失
業
調
査
ノ
実
施
期
日
及
実
施
ニ
関
ス
ル
詳
細
ハ
近
ク
通
牒
ス
ベ
キ
モ
調
査
票
（
様
式
ハ
示
ス
）

ノ
用
紙
ノ
入
手
其
ノ
他
ノ
作
成
ハ
速
急
ニ
困
難
ナ
ル
ヲ
以
テ
今
回
ニ
限
リ
各
都
道
府
県
ニ
於
テ
調

整
ス
ル
如
ク
予
メ
所
要
ノ
手
配
ヲ
講
ジ
置
ク
コ
ト

予
算
ニ
付
テ
ハ
別
途
考
慮
中
ナ
ル
コ
ト

二
、
就
業
対
策
実
施
ニ
関
ス
ル
連
絡
機
関
（
委
員
会
）
ハ
直
チ
ニ
設
置
シ
積
極
的
ニ
之
ヲ
活
用
シ
実

施
ノ
円
滑
ヲ
期
ス
ル
コ
ト

三
、
適
正
ナ
ル
就
業
斡
旋
ノ
成
否
ハ
職
業
開
拓
ニ
ア
リ
極
メ
テ
重
要
ナ
ル
ニ
付
単
ニ
勤
労
署
ノ
ミ
ニ

委
ネ
ル
コ
ト
ナ
ク
都
道
府
県
、
勤
労
署
一
体
ト
ナ
リ
積
極
果
敢
ニ
之
ガ
開
拓
ニ
努
ム
ル
コ
ト

四
、
授
産
、
内
職
施
設
、
社
会
救
護
事
業
施
設
等
ノ
内
容
所
在
地
等
ハ
必
ズ
勤
労
署
ニ
熟
知
セ
シ
メ

置
ク
ト
共
ニ
常
ニ
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ
保
持
セ
シ
メ
此
ノ
方
面
ニ
対
ス
ル
斡
旋
ニ
齟
齬
ナ
キ
ヲ
期
セ

シ
ム
ル
コ
ト
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緊緊
急急
就就
業業
対対
策策
要要
綱綱
（
編
注
：
略
）

就就
業業
斡斡
旋旋
実実
施施
要要
領領

第
一

緊

急

マ

マ

就
業
対
策
ノ
実
施
ハ
一
ニ
計
画
的
且
綜
合
的
ニ
要
就
業
者
ヲ
判
定
シ
、
之
ガ
各
種
計
画
事
業
其
ノ

他
一
般
事
業
ニ
斡
旋
シ
以
テ
健
全
ニ
シ
テ
且
適
性
ナ
ル
職
業
ヲ
附
与
ス
ル
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
左
ニ
依

リ
円
滑
迅
速
ナ
ル
斡
旋
措
置
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二

措

置

一
、
失
業
者
ノ
把
握

常
時
失
業
者
（
就
職
ノ
意
志
ト
能
カ
ヲ
有
シ
就
職
ノ
機
会
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
）
ノ
数
ヲ
明
ニ
ス
ル
ト

共
ニ
其
ノ
生
活
状
況
其
ノ
他
之
ガ
実
態
ヲ
把
握
シ
緊
急
就
業
対
策
遂
行
上
ノ
基
礎
資
料
タ
ラ
シ
ム

ル
為
定
期
又
ハ
臨
時
ニ
失
業
者
ノ
調
査
ヲ
実
施
ス

（
一
）

定
期
調
査
、
年
二
回
全
国
一
斉
ニ
施
行
ス

（
イ
）
調
査
時
期

三
月
十
五
日
及
九
月
末
現
在
ト
ス

（
ロ
）
調
査
対
象

年
令
満
十
二
年
以
上
満
六
十
年
迄
ノ
男
子
及
年
令
満
十
二
年
以
上
満
四
十

年
迄
ノ
女
子
ニ
シ
テ
現
ニ
失
業
中
ノ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
国
民
学
校
在
学
中
ノ

児
童
並
ニ
学
生
生
徒
ヲ
除
ク

（
ハ
）
調
査
事
項

住
所
、
氏
名
、
年
令
、
性
別
、
配
偶
者
ノ
有
無
、
学
歴
、
家
族
ノ
状
況
、

特
技
、
前
職
、
失
業
ノ
期
間
、
希
望
職
業
、
希
望
産
業
、
就
職
希
望
地

（
ニ
）
調
査
ノ
方
法

所
定
ノ
調
査
票
ヲ
市
町
村
ヲ
通
ジ
町
内
会
（
部
落
会
）
ニ
配
布
、
該
当

者
本
人
ニ
所
要
事
項
ヲ
記
入
セ
シ
メ
町
内
会
（
部
落
会
）
ニ
蒐
集
ノ
上
市

町
村
ヲ
通
ジ
勤
労
署
ニ
提
出
ス

（
二
）

臨
時
調
査

（
イ
）

都
道
府
県
ハ
定
期
調
査
実
施
後
次
回
調
査
実
施
ニ
至
ル
迄
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
失
業
者
ノ

異
動
状
況
ヲ
明
確
且
具
体
的
ニ
把
握
ス
ル
為
必
要
ニ
応
ジ
勤
労
署
ヲ
シ
テ
市
町
村
協
カ

ノ
下
ニ
臨
時
所
要
ノ
調
査
ヲ
実
施
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

（
ロ
）

調
査
ハ
市
町
村
別
ニ
時
期
ヲ
定
メ
各
町
内
会
、
部
落
会
ニ
付
失
業
者
ノ
連
名
表
ヲ
作

成
セ
シ
メ
、
新
タ
ニ
失
業
者
ト
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
所
定
ノ
調
査
票
ニ
依
リ
記
入

セ
シ
メ
夫
々
調
査
ス

（
三
）

本
調
査
実
施
ノ
為
左
ノ
措
置
ヲ
講
ズ

（
イ
）

市
（
町
内
会
）
ノ
町
村
ニ
調
査
指
導
職
員
ヲ
配
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
ロ
）

隣
組
長
ニ
調
査
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

二
、
調
査
票
ノ
分
類
保
存
並
ニ
統
計

勤
労
署
ニ
集
括
セ
ル
調
査
票
ハ
前
項
調
査
ニ
依
ル
以
外
ノ
失
業
者
ニ
シ
テ
別
途
勤
労
署
ニ
求
職
申

込
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ
求
職
票
ト
併
セ
テ
左
ノ
通
リ
ニ
分
類
保
存
シ
個
々
人
ノ
具
体
的
調
査
並
ニ

就
業
判
定
、
斡
旋
ノ
資
料
ト
シ
テ
利
用
セ
ラ
ル
ル
外
中
央
ニ
於
ケ
ル
失
業
救
済
需
給
計
画
大
綱
策

定
ノ
基
礎
統
計
ト
シ
テ
報
告
セ
ラ
ル
モ
ノ
ト
ス

（
一
）
分

類

第
一

分

類

知
識
階
級
並
ニ
一
般
労
務
者
別

第
二

同

性

別

第
三

同

希
望
産
業
別

第
四

同

希
望
職
業
別

（
二
）

整

理

調
査
票
ハ
右
分
類
ニ
整
理
セ
ラ
ル
ル
モ
臨
時
調
査
又
ハ
就
業
斡
旋
ニ
依
リ
訂
正
、
除
去
等
ノ

整
理
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

（
三
）

統

計

調
査
票
ハ
左
ノ
事
項
別
ニ
集
計
セ
ラ
レ
、
地
方
庁
経
由
厚
生
省
ニ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

集
計
項
目

１

知
識
階
級
失
業
者
統
計

性
別
、
年
令
別
、
前
職
別
、
失
業
期
間
別
、
希
望
産
業
別
、
希
望
職
業
別

２

一
般
失
業
者
統
計

性
別
、
年
令
別
、
前
職
別
、
失
業
期
間
別
、
希
望
産
業
別
、
希
望
職
業
別

三
、
関
係
機
関
ノ
連
絡

本
施
策
ノ
綜
合
聯
関
性
ニ
鑑
ミ
関
係
機
関
ハ
常
ニ
密
接
不
離
ノ
連
絡
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ヲ
以

テ
左
ノ
如
ク
連
繋
ヲ
維
持
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
一
）

中
央
機
関

（
イ
）

関
係
各
省
ハ
厚
生
省
ヲ
中
心
ト
シ
テ
ソ
ノ
所
管
事
業
ノ
計
画
、
施
行
場
所
、
施
行
時

期
、
終
了
時
期
、
所
要
労
務
者
数
、
就
業
条
件
等
具
体
的
連
絡
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

右
ノ
為
曩
ニ
厚
生
省
ニ
設
置
セ
ル
失
業
対
策
各
省
連
絡
本
部
ヲ
改
組
シ
新
タ
ニ
官
制
ニ

依
ル
臨
時
就
業
対
策
本
部
ヲ
設
ケ
之
ガ
機
能
ヲ
活
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
ロ
）

関
係
各
省
ハ
ソ
ノ
所
管
事
業
遂
行
上
必
要
ナ
ル
労
務
ハ
原
則
ト
シ
テ
勤
労
署
ノ
斡
旋

ニ
依
リ
受
入
レ
ル
モ
ノ
ト
シ
出
先
機
関
ニ
対
シ
此
ノ
旨
指
示
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

（
二
）

地
方
機
関

地
方
庁
ハ
関
係
各
省
ノ
系
統
部
課
間
ニ
常
時
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ
保
持
ス
ル
為
職
業
行
政
主

- 5 -

管
部
課
ヲ
中
心
ト
シ
必
要
ナ
ル
委
員
会
等
ノ
組
織
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト

（
三
）

現
地
機
関

勤
労
署
ハ
各
勤
労
署
相
互
間
ノ
連
絡
ヲ
密
接
ニ
保
持
ス
ル
ノ
外
事
業
場
及
各
省
出
先
機
関
ト

常
ニ
連
絡
シ
就
業
、
賃
金
、
給
与
等
ノ
調
整
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
労
務
需
給
計
画
ノ
策
定

本
施
策
ノ
実
施
ハ
計
画
的
且
綜
合
的
ニ
行
フ
ノ
要
ア
ル
ニ
鑑
ミ
之
ガ
実
施
ニ
当
リ
テ
ハ
労
務
需

給
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

厚
生
省
ハ
関
係
各
省
所
管
事
業
ノ
計
画
、
実
施
、
進
捗
ヲ
綜
合
勘
案
シ
失
業
救
済
需
給
計
画

ノ
大
綱
ヲ
策
定
ス
ル
ト
共
ニ
地
方
庁
ニ
対
シ
関
係
各
省
所
管
事
業
ノ
計
画
ヲ
通
報
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
㈡

地
方
庁
ハ
厚
生
省
ヨ
リ
通
報
セ
ラ
レ
タ
ル
関
係
各
省
所
管
事
業
ヲ
始
メ
地
方
庁
自
体
ニ
於
テ

起
興
ス
ル
各
種
事
業
其
ノ
他
民
需
産
業
ニ
於
ケ
ル
労
務
ノ
需
要
ヲ
綜
合
的
ニ
勘
案
シ
之
ガ
労
務

需
給
計
画
ヲ
策
定
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

右
計
画
ハ
差
当
リ
四
月
以
降
六
ヶ
月
間
ニ
付
之
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
シ
至
急
之
ガ
樹
立
ヲ
ナ
シ
之
ヲ

厚
生
省
ニ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

厚
生
省
ハ
前
項
ノ
報
告
ニ
基
キ
必
要
ア
ル
場
合
ハ
之
ガ
全
国
的
需
給
調
整
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

五
、
就
業
相
談
、
指
導
、
判
定

勤
労
署
ハ
保
管
セ
ル
失
業
調
査
票
ニ
基
キ
管
内
地
区
別
ニ
巡
回
相
談
班
ヲ
組
織
シ
テ
要
就
業
者
ト

面
談
シ
又
ハ
勤
労
署
若
ハ
市
町
村
職
業
相
談
機
関
ニ
出
頭
ヲ
求
ム
ル
等
ノ
措
置
ヲ
講
ジ
テ
相
談
、

指
導
ヲ
為
シ
其
ノ
者
ノ
就
業
ニ
付
左
ノ
如
キ
判
定
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

判
定
ノ
区
分

’
㋑

勤
労
能
力
ノ
有
無

㋺

知
識
階
級
者
及
一
般
労
務
者
別

㋩

知
能
程
度

㋥

技
能
程
度

㋭

適

職

㋬

職
業
補
導
ノ
要
否

㋣

救
護
ノ
要
否

六
、
職
業
開
拓

都
道
府
県
、
勤
労
署
ハ
常
ニ
管
内
ニ
於
ケ
ル
産
業
ノ
振
興
、
各
種
事
業
ノ
実
施
状
況
等
ヲ
的
確
ニ

把
握
ス
ル
ト
共
ニ
左
ニ
依
リ
職
業
開
拓
ノ
計
画
ヲ
樹
テ
積
極
的
ニ
之
ヲ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

都
道
府
県
ハ
各
委
員
会
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
外
随
時
官
公
署
各
種
産
業
団
体
及
主
要
事
業
主
ヲ
網

羅
セ
ル
墾
談
会
協
議
会
ヲ
開
催
シ
就
業
対
策
ノ
趣
旨
徹
底
及
職
業
開
拓
ニ
資
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈡

勤
労
署
ハ
職
業
開
拓
班
ヲ
実
施
シ
開
拓
ニ
当
リ
テ
ハ
必
ズ
要
就
業
者
ノ
特
技
希
望
条
件
等
ノ

内
容
ヲ
携
行
シ
出
来
得
ル
限
リ
具
体
的
ナ
ル
結
果
ヲ
収
ム
ル
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

勤
労
配
置
規
則
ニ
ヨ
ル
事
業
主
ノ
事
前
雇
人
届
出
制
並
ニ
事
前
解
雇
報
告
制
ヲ
励
行
セ
シ
ム

ル
ト
共
ニ
本
規
定
ニ
該
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
原
則
ト
シ
テ
勤
労
署
ト
常
時
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ

保
持
セ
シ
ム
ル
如
ク
指
導
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

七
、
斡

旋

就
業
斡
旋
ハ
計
画
的
且
総
合
的
ニ
之
ヲ
為
ス
ノ
要
ア
ル
ニ
鑑
ミ
各
種
計
画
事
業
及
一
般
事
業
場
ニ

於
ケ
ル
労
務
者
ノ
雇
入
ニ
付
テ
ハ
勤
労
署
ト
緊
密
ナ
ル
連
絡
ノ
上
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
如
ク
指
導
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

勤
労
署
ハ
要
就
業
者
ノ
判
定
ニ
基
キ
其
ノ
適
性
ヲ
考
慮
シ
就
業
斡
旋
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ

直
ニ
之
ガ
就
職
ヲ
斡
旋
シ
然
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
夫
々
左
ニ
依
リ
適
当
ナ
ル
部
門
ニ
斡
旋
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

㋑

職
業
補
導
施
設
へ
斡
旋

㋺

授
産
内
職
施
設
へ
斡
旋

㋩

社
会
救
護
事
業
施
設
へ
斡
旋

㈡

斡
旋
ニ
当
リ
テ
ハ
要
就
業
者
ノ
扶
養
家
族
生
計
状
況
等
ヲ
斟
酌
シ
生
活
ノ
逼
迫
セ
ル
事
情
ニ

ア
ル
モ
ノ
ヨ
リ
順
次
就
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

他
ノ
管
内
ニ
於
テ
就
業
斡
旋
ス
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム
ル
者
ニ
付
他
ニ
連
絡
ノ
必
要
ア
ル
モ
ノ
ハ

其
ノ
者
ノ
失
業
調
杳
票
及
判
定
ノ
結
果
ヲ
添
へ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

八
、
就
業
後
ノ
補
導

勤
労
署
ハ
就
業
者
ノ
就
業
、
給
与
、
生
活
、
環
境
等
ノ
改
善
ニ
付
受
入
事
業
場
ト
密
接
ニ
協
力
シ

之
ガ
補
導
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

備

考
付
言
（
略
）

『
失
対
一
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
七
日

〔
五
─
一
─
一
〇
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
三
八
号
）

勤勤
労労
署署
業業
務務
運運
営営
にに
関関
すす
るる
件件
通通
牒牒

終
戦
後
に
於
け
る
職
業
行
政
は
国
民
の
完
全
就
職
を
目
途
と
し
て
大
い
な
る
転
換
を
見
た
次

第
で
あ
る
が
、
逐
次
増
加
の
一
途
を
辿
り
つ
ゝ
あ
る
、
尨
大
な
失
業
者
を
有
す
る
今
日
に
お
い
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管
部
課
ヲ
中
心
ト
シ
必
要
ナ
ル
委
員
会
等
ノ
組
織
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト

（
三
）

現
地
機
関

勤
労
署
ハ
各
勤
労
署
相
互
間
ノ
連
絡
ヲ
密
接
ニ
保
持
ス
ル
ノ
外
事
業
場
及
各
省
出
先
機
関
ト

常
ニ
連
絡
シ
就
業
、
賃
金
、
給
与
等
ノ
調
整
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
労
務
需
給
計
画
ノ
策
定

本
施
策
ノ
実
施
ハ
計
画
的
且
綜
合
的
ニ
行
フ
ノ
要
ア
ル
ニ
鑑
ミ
之
ガ
実
施
ニ
当
リ
テ
ハ
労
務
需

給
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

厚
生
省
ハ
関
係
各
省
所
管
事
業
ノ
計
画
、
実
施
、
進
捗
ヲ
綜
合
勘
案
シ
失
業
救
済
需
給
計
画

ノ
大
綱
ヲ
策
定
ス
ル
ト
共
ニ
地
方
庁
ニ
対
シ
関
係
各
省
所
管
事
業
ノ
計
画
ヲ
通
報
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
㈡

地
方
庁
ハ
厚
生
省
ヨ
リ
通
報
セ
ラ
レ
タ
ル
関
係
各
省
所
管
事
業
ヲ
始
メ
地
方
庁
自
体
ニ
於
テ

起
興
ス
ル
各
種
事
業
其
ノ
他
民
需
産
業
ニ
於
ケ
ル
労
務
ノ
需
要
ヲ
綜
合
的
ニ
勘
案
シ
之
ガ
労
務

需
給
計
画
ヲ
策
定
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

右
計
画
ハ
差
当
リ
四
月
以
降
六
ヶ
月
間
ニ
付
之
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
シ
至
急
之
ガ
樹
立
ヲ
ナ
シ
之
ヲ

厚
生
省
ニ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

厚
生
省
ハ
前
項
ノ
報
告
ニ
基
キ
必
要
ア
ル
場
合
ハ
之
ガ
全
国
的
需
給
調
整
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

五
、
就
業
相
談
、
指
導
、
判
定

勤
労
署
ハ
保
管
セ
ル
失
業
調
査
票
ニ
基
キ
管
内
地
区
別
ニ
巡
回
相
談
班
ヲ
組
織
シ
テ
要
就
業
者
ト

面
談
シ
又
ハ
勤
労
署
若
ハ
市
町
村
職
業
相
談
機
関
ニ
出
頭
ヲ
求
ム
ル
等
ノ
措
置
ヲ
講
ジ
テ
相
談
、

指
導
ヲ
為
シ
其
ノ
者
ノ
就
業
ニ
付
左
ノ
如
キ
判
定
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

判
定
ノ
区
分

’
㋑

勤
労
能
力
ノ
有
無

㋺

知
識
階
級
者
及
一
般
労
務
者
別

㋩

知
能
程
度

㋥

技
能
程
度

㋭

適

職

㋬

職
業
補
導
ノ
要
否

㋣

救
護
ノ
要
否

六
、
職
業
開
拓

都
道
府
県
、
勤
労
署
ハ
常
ニ
管
内
ニ
於
ケ
ル
産
業
ノ
振
興
、
各
種
事
業
ノ
実
施
状
況
等
ヲ
的
確
ニ

把
握
ス
ル
ト
共
ニ
左
ニ
依
リ
職
業
開
拓
ノ
計
画
ヲ
樹
テ
積
極
的
ニ
之
ヲ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

都
道
府
県
ハ
各
委
員
会
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
外
随
時
官
公
署
各
種
産
業
団
体
及
主
要
事
業
主
ヲ
網

羅
セ
ル
墾
談
会
協
議
会
ヲ
開
催
シ
就
業
対
策
ノ
趣
旨
徹
底
及
職
業
開
拓
ニ
資
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈡

勤
労
署
ハ
職
業
開
拓
班
ヲ
実
施
シ
開
拓
ニ
当
リ
テ
ハ
必
ズ
要
就
業
者
ノ
特
技
希
望
条
件
等
ノ

内
容
ヲ
携
行
シ
出
来
得
ル
限
リ
具
体
的
ナ
ル
結
果
ヲ
収
ム
ル
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

勤
労
配
置
規
則
ニ
ヨ
ル
事
業
主
ノ
事
前
雇
人
届
出
制
並
ニ
事
前
解
雇
報
告
制
ヲ
励
行
セ
シ
ム

ル
ト
共
ニ
本
規
定
ニ
該
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
原
則
ト
シ
テ
勤
労
署
ト
常
時
緊
密
ナ
ル
連
絡
ヲ

保
持
セ
シ
ム
ル
如
ク
指
導
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

七
、
斡

旋

就
業
斡
旋
ハ
計
画
的
且
総
合
的
ニ
之
ヲ
為
ス
ノ
要
ア
ル
ニ
鑑
ミ
各
種
計
画
事
業
及
一
般
事
業
場
ニ

於
ケ
ル
労
務
者
ノ
雇
入
ニ
付
テ
ハ
勤
労
署
ト
緊
密
ナ
ル
連
絡
ノ
上
之
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
如
ク
指
導
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

㈠

勤
労
署
ハ
要
就
業
者
ノ
判
定
ニ
基
キ
其
ノ
適
性
ヲ
考
慮
シ
就
業
斡
旋
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ

直
ニ
之
ガ
就
職
ヲ
斡
旋
シ
然
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
夫
々
左
ニ
依
リ
適
当
ナ
ル
部
門
ニ
斡
旋
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

㋑

職
業
補
導
施
設
へ
斡
旋

㋺

授
産
内
職
施
設
へ
斡
旋

㋩

社
会
救
護
事
業
施
設
へ
斡
旋

㈡

斡
旋
ニ
当
リ
テ
ハ
要
就
業
者
ノ
扶
養
家
族
生
計
状
況
等
ヲ
斟
酌
シ
生
活
ノ
逼
迫
セ
ル
事
情
ニ

ア
ル
モ
ノ
ヨ
リ
順
次
就
業
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢

他
ノ
管
内
ニ
於
テ
就
業
斡
旋
ス
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム
ル
者
ニ
付
他
ニ
連
絡
ノ
必
要
ア
ル
モ
ノ
ハ

其
ノ
者
ノ
失
業
調
杳
票
及
判
定
ノ
結
果
ヲ
添
へ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

八
、
就
業
後
ノ
補
導

勤
労
署
ハ
就
業
者
ノ
就
業
、
給
与
、
生
活
、
環
境
等
ノ
改
善
ニ
付
受
入
事
業
場
ト
密
接
ニ
協
力
シ

之
ガ
補
導
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

備

考
付
言
（
略
）

『
失
対
一
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
七
日

〔
五
─
一
─
一
〇
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
三
八
号
）

勤勤
労労
署署
業業
務務
運運
営営
にに
関関
すす
るる
件件
通通
牒牒

終
戦
後
に
於
け
る
職
業
行
政
は
国
民
の
完
全
就
職
を
目
途
と
し
て
大
い
な
る
転
換
を
見
た
次

第
で
あ
る
が
、
逐
次
増
加
の
一
途
を
辿
り
つ
ゝ
あ
る
、
尨
大
な
失
業
者
を
有
す
る
今
日
に
お
い
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て
は
、
失
業
問
題
の
解
決
が
職
業
行
政
に
お
け
る
最
緊
要
事
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

而
し
て
失
業
問
題
解
決
の
第
一
線
現
場
機
関
で
あ
る
勤
労
署
に
お
い
て
は
、
失
業
者
の
実
態

把
握
を
な
す
と
共
に
管
内
の
産
業
、
経
済
事
情
に
つ
き
精
密
な
る
知
識
を
保
有
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
ゝ
る
状
況
把
握
の
下
に
広
く
全
国
的
労
働
市
場

の
趨
勢
を
洞
察
し
、
克
く
こ
れ
が
負
荷
の
重
責
に
任
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
回
別
紙
の
通
り
勤
労
署
業
務
運
営
要
綱
が
策
定
せ
ら
れ
た
の
も
全
く
か
ゝ
る
趣
旨
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
左
記
御
留
意
の
上
勤
労
署
業
務
の
合
理
的
且
効
率
的
運
営
に
つ
き
万
全
の
努
力

を
致
さ
れ
る
や
う
格
段
の
御
配
意
を
願
ひ
た
い
。

記記

一
、
勤
労
署
業
務
運
営
要
綱
に
つ
い
て
は
近
く
本
省
主
催
を
も
っ
て
打
合
会
を
開
催
し
細
目
に

亘
り
指
示
す
る
予
定
な
る
も
不
取
敢
勤
労
署
長
研
究
会
そ
の
他
適
当
の
方
法
に
よ
り
内
容
並

び
に
効
果
的
な
る
実
施
方
法
の
研
究
検
討
を
行
ひ
来
る
九
月
よ
り
貴
管
下
主
要
勤
労
署
よ
り

逐
次
着
手
し
得
る
や
う
留
意
す
る
こ
と
。

二
、
調
査
統
計
表
は
常
に
最
新
の
資
料
に
よ
り
作
製
す
る
如
く
順
次
訂
正
補
遺
を
加
へ
労
働
市

場
の
現
況
把
握
に
遺
憾
な
き
や
う
留
意
す
る
こ
と
。

三
、
調
査
統
計
表
は
労
働
市
場
に
関
す
る
基
本
調
査
資
料
と
し
て
別
綴
す
る
と
共
に
必
要
に
応

じ
こ
れ
を
グ
ラ
フ
図
表
と
し
て
加
工
作
製
し
調
査
の
た
め
の
調
査
に
終
ら
ざ
る
や
う
常
に
業

務
運
営
の
基
本
的
資
料
と
し
て
活
用
す
る
や
う
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
調
査
統
計
表
中
※
印
あ
る
も
の
は
作
製
又
は
訂
正
補
遺
の
都
度
こ
れ
を
勤
労
署
よ
り
庁
府

県
へ
提
出
せ
し
む
る
と
同
時
に
当
局
（
企
画
課
）
宛
勤
労
署
よ
り
直
送
せ
し
む
る
こ
と
。

五
、
労
働
市
場
に
お
け
る
労
務
需
要
の
趨
勢
を
把
握
す
る
こ
と
は
単
に
労
務
の
需
給
調
整
上
の

基
本
的
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
勤
労
署
に
お
け
る
業
務
の
重
点
的
所
在
を
明
に
す
る
所

以
に
し
て
刻
下
喫
緊
の
要
務
な
る
を
も
っ
て
調
査
統
計
表
中
※
印
あ
る
も
の
を
提
出
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
本
表
を
中
心
と
す
る
管
下
労
働
市
場
の
構
成
動
向
労
務
需
給
調
整
上
の
諸
問

題
勤
労
署
の
業
務
の
重
点
的
所
在
其
の
他
に
つ
き
概
説
し
た
る
報
告
書
を
添
附
提
出
せ
し
む

る
こ
と
。
尚
調
査
統
計
表
中
第
二
十
号
及
第
二
十
一
号
の
作
成
に
当
っ
て
は
本
年
度
は
差
当

り
一
○
、
一
一
、
一
二
月
及
一
二
月
及
一
、
二
、
三
月
の
二
期
報
と
前
期
分
に
つ
い
て
は
速

マ

マ

か
に
当
局
に
到
着
せ
し
む
る
や
う
留
意
す
る
こ
と
。

（
別
紙
）

勤勤
労労
署署
業業
務務
運運
営営
要要
綱綱

第
一
、
署
員
の
服
務
並
び
に
指
導
教
養
に
関
す
る
事
項

一
、
署
員
に
は
戦
時
と
戦
後
に
お
け
る
職
業
行
政
の
転
換
せ
る
所
以
を
徹
底
的
に
了
得
せ
し

め
且
つ
職
業
紹
介
事
業
の
本
旨
に
鑑
み
設
備
そ
の
他
に
つ
き
充
分
な
る
改
善
を
加
へ
る
と

共
に
特
に
そ
の
第
一
線
業
務
に
従
事
す
る
現
業
員
た
る
の
心
構
へ
を
充
分
体
得
せ
し
め
求

職
者
に
対
す
る
応
接
求
人
者
に
対
す
る
連
絡
そ
の
他
事
務
の
執
行
に
あ
た
り
て
は
飽
迄
懇

切
、
公
正
、
迅
速
を
第
一
と
し
求
職
者
の
最
後
の
一
人
に
至
る
迄
健
全
な
る
職
業
を
斡
旋

し
て
産
業
再
開
の
促
進
、
民
生
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
に
留
意
し
強
権
的
、
官
僚
的
態

度
の
如
き
は
完
全
に
こ
れ
を
払
拭
せ
し
め
る
こ
と
。

二
、
現
業
官
庁
た
る
勤
労
署
の
使
命
は
所
謂
窓
口
に
お
け
る
職
業
紹
介
事
務
の
懇
切
公
正
迅

速
な
る
遂
行
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
窓
口
の
求
人
、
求
職
の
受
付
、
相
談
等
の
係
に
こ

そ
有
能
に
し
て
熟
練
せ
る
職
員
を
出
来
得
る
限
り
多
数
配
置
し
、
窓
口
事
務
の
刷
新
充
実

を
図
る
と
共
に
署
長
自
ら
陣
頭
に
立
っ
て
こ
れ
を
指
導
監
督
す
る
こ
と
。
尚
ほ
窓
口
設
備

は
窓
口
来
訪
者
の
流
れ
を
円
滑
な
ら
し
む
る
如
く
改
善
を
加
へ
る
こ
と
。

三
、
労
働
人
口
と
、
職
業
と
の
配
分
結
合
の
調
整
を
主
な
る
内
容
と
す
る
職
業
行
政
の
対
象

は
人
口
と
職
業
の
両
面
に
亘
り
そ
の
背
景
は
広
く
政
治
、
経
済
、
社
会
、
教
育
等
の
総
合

国
策
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
か
ら
之
が
施
策
の
運
営
に
際
し
て
は
常
に
其
の
総
合

約
性
格
を
銘
記
し
て
こ
れ
と
関
連
す
る
諸
般
の
事
項
の
動
向
に
留
意
す
る
と
共
に
広
く
高

き
見
識
の
養
成
に
努
む
る
こ
と
。

四
、
管
内
諸
事
情
殊
に
労
務
の
需
給
状
態
、
地
方
産
業
及
び
労
働
事
情
の
調
査
研
究
に
習
熟

せ
し
め
る
や
う
指
導
訓
練
す
る
こ
と
。

五
、
定
期
的
に
実
務
に
関
す
る
講
習
会
、
研
究
、
打
合
、
懇
談
の
会
合
を
催
す
等
の
方
法
を

講
じ
て
事
務
の
連
絡
、
改
善
に
資
し
常
に
新
規
の
工
夫
に
努
む
る
こ
と
。

六
、
訓
示
通
牒
等
趣
旨
の
徹
底
滲
透
に
努
め
る
と
共
に
一
定
の
方
針
を
樹
て
計
画
的
合
理
的

に
業
務
を
遂
行
せ
し
む
る
様
に
指
導
督
励
す
る
こ
と

第
二
、
労
働
市
場
の
実
態
把
握
に
関
す
る
事
項

一
、
終
戦
後
に
お
け
る
職
業
紹
介
は
原
則
と
し
て
労
働
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
自
由
な
る
労

働
市
場
に
お
け
る
求
職
（
労
務
供
給)

と
求
人(

労
務
需
要)

と
の
結
合
を
仲
介
斡
旋
し
て

こ
れ
を
促
進
し
又
は
便
宜
を
与
へ
全
国
的
又
は
一
定
地
城
内
に
お
け
る
労
働
市
場
の
組
織

的
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
管
内
に
お
け
る
労
働
市
場
の

実
態
、
即
ち
可
働
人
口
と
職
業
の
実
態
を
実
証
的
且
つ
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
職

業
紹
介
業
務
を
適
正
に
運
営
す
る
た
め
の
基
本
要
件
で
あ
る
の
で
常
時
こ
れ
が
調
査
研
究

に
努
め
そ
の
結
果
を
分
類
整
備
す
る
こ
と
。
之
が
為
三
〇
人
以
上
の
職
員
を
有
す
る
勤
労

署
に
在
つ
て
は
労
働
市
場
の
調
査
を
専
掌
す
る
調
査
課
を
設
け
る
こ
と
。
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二
、
労
働
市
場
の
実
態
把
握
に
あ
た
り
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
管
轄
区
域
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
特
定
の
産
業(

労
務
需
要
）
区
域
を
中
心
と
し
て
こ
れ
に
対
す
る
労
務
供
給
の

給
源
、
交
通
運
輸
等
の
実
態
を
究
明
し
、
そ
の
需
給
の
状
況
、
特
に
主
要
作
業
に
お
け
る

労
務
需
要
の
現
状
と
そ
の
将
来
に
お
け
る
見
透
し
、
及
び
労
務
給
源
の
有
無
．
失
業
労
務

あ
る
場
合
は
そ
の
需
要
の
可
能
性
等
を
検
討
し
そ
の
時
々
に
お
け
る
勤
労
署
業
務
の
重
点

の
所
在
を
明
確
な
ら
し
む
る
と
共
に
必
要
に
応
じ
て
は
そ
の
合
理
的
基
礎
に
基
い
て
産
業

起
興
、
失
業
救
済
公
共
事
業
の
起
興
又
は
職
業
補
導
の
必
要
の
有
無
を
判
断
し
必
要
な
る

情
報
と
共
に
都
道
府
県
並
び
に
厚
生
省
に
申
報
す
る
こ
と
。

三
、
前
項
の
労
働
市
場
実
態
把
握
の
目
的
は
署
長
以
下
全
署
員
に
徹
底
的
に
了
得
せ
し
め
そ

の
一
貫
せ
る
思
想
の
下
に
上
下
左
右
緊
密
一
体
の
連
絡
を
保
持
し
て
こ
れ
が
実
態
把
握
に

努
む
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
可
働
人
口
及
び
主
要
産
業
の
両
面
に
且
り
三
ヶ
月
乃
至
は

四
ヶ
月
毎
に
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
労
働
市
場
実
態
把
握
は
左
の
事
項
を
中
心
と
し
て
行
ふ
こ
と
。

(

一)

可
働
人
口
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

(

イ)

職
業
行
政
の
対
象
は
単
に
勤
労
署
に
出
入
す
る
求
職
者
、
或
い
は
雇
用
関
係
に
在

る
者
ば
か
り
の
み
で
は
な
く
凡
そ
労
働
可
能
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
こ

れ
を
含
み
こ
の
点
に
於
て
雇
用
関
係
に
在
る
者
の
み
を
対
象
と
す
る
労
政
行
政
と
は

著
し
く
そ
の
範
囲
を
異
に
す
る
か
ら
、
常
に
そ
の
視
野
を
広
く
し
可
働
人
口
の
全
体

に
亘
り
こ
れ
が
実
態
の
把
握
に
努
む
る
こ
と
。

（
ロ)

失
業
人
口
に
つ
い
て
は
現
在
の
深
刻
な
る
失
業
問
題
に
対
応
し
て
こ
れ
が
体
策

を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
特
に
そ
の
実
態
を
詳
細
且
つ
的
確
に
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
あ
る
一
定
時
期
に
お
け
る
調
査
統
計
を
基
礎
と
し
て

（
例
へ
ば
失
業
調
査
）
そ
の
静
態
を
把
握
す
る
と
共
に
そ
の
後
に
お
け
る
変
動
、
特

に
復
員
軍
人
、
引
揚
者
の
帰
還
及
び
新
規
学
校
卒
業
者
等
に
よ
る
失
業
人
口
の
増
加

並
び
に
石
炭
、
繊
維
等
重
要
産
業
或
ひ
は
公
共
土
木
事
業
等
に
吸
収
さ
れ
る
失
業
人

口
の
減
少
等
に
よ
り
失
業
指
数
調
査
を
実
施
す
る
地
域
に
お
い
て
は
こ
れ
を
活
用
し

そ
の
動
態
を
把
握
し
、
両
者
の
総
合
修
正
に
努
む
る
こ
と
。

（
ハ)

可
動
人
口
の
實
態
把
握
の
分
類
及
び
調
査
方
法

可
働
人
口

調
査
項
目
及
び
分
類

調

査

方

法

就

１
就
職
人
口
の
総
数
及
地
域
的
分
布
状
況

１
内
閣
統
計
局
の
人
口
調
査

職

２
性
別

２
失
業
指
数
調
査

３
年
齢
別

３
そ
の
他

人

４
産
業
別

５
職
業
別

口

６
就
業
上
の
地
位
別

１
失
業
人
口
の
総
数
及
地
域
的
分
布
状
況

失
業
調
査

1

２
性
別

失
業
指
数
調
査

2

失

３
年
齢
別

３
実
地
調
査

４
前
職
別

４
そ
の
他

業

５
失
業
原
因
別

６
失
業
又
は
離
職
期
間
別

人

７
希
望
産
業
別

８
希
望
職
業
別

口

９
知
識
技
能
者
と
一
般
労
務
者
別

就
業
希
望
地
別

10

未

１
国
民
学
校
数
及
児
童
数

１
文
部
省
学
事
統
計

就

２
中
等
学
校
数
及
生
徒
数

２
そ
の
他

職

３
大
学
高
等
専
門
学
校
数
及
学
生
数

人

４
各
学
校
卒
業
修
業
者
数

口

５
進
学
者
、
修
業
者
そ
の
他
の
別

別
表
第
十
一
号
参
照

備
考

１

調
査
に
あ
た
り
て
は
上
記
各
種
調
査
統
計
を
活
用
す
る
の
外
都
道
府
県
統
計
資
料
を
利
用

す
る
こ
と
。

２

市
町
村
其
の
他
官
公
衝
と
緊
密
な
る
連
絡
を
保
ち
調
査
資
料
の
蒐
集
に
努
む
る
こ
と
。

３

そ
の
他
常
時
積
極
的
に
実
地
探
訪
調
査
研
究
に
務
め
こ
れ
が
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

４

調
査
研
究
の
結
果
は
各
別
表
に
よ
り
整
理
分
類
し
管
内
労
働
人
口
の
状
況
を
明
瞭
な
ら
し

め
置
く
こ
と
。

(

二)

産
業
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。
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二
、
労
働
市
場
の
実
態
把
握
に
あ
た
り
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
管
轄
区
域
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
特
定
の
産
業(

労
務
需
要
）
区
域
を
中
心
と
し
て
こ
れ
に
対
す
る
労
務
供
給
の

給
源
、
交
通
運
輸
等
の
実
態
を
究
明
し
、
そ
の
需
給
の
状
況
、
特
に
主
要
作
業
に
お
け
る

労
務
需
要
の
現
状
と
そ
の
将
来
に
お
け
る
見
透
し
、
及
び
労
務
給
源
の
有
無
．
失
業
労
務

あ
る
場
合
は
そ
の
需
要
の
可
能
性
等
を
検
討
し
そ
の
時
々
に
お
け
る
勤
労
署
業
務
の
重
点

の
所
在
を
明
確
な
ら
し
む
る
と
共
に
必
要
に
応
じ
て
は
そ
の
合
理
的
基
礎
に
基
い
て
産
業

起
興
、
失
業
救
済
公
共
事
業
の
起
興
又
は
職
業
補
導
の
必
要
の
有
無
を
判
断
し
必
要
な
る

情
報
と
共
に
都
道
府
県
並
び
に
厚
生
省
に
申
報
す
る
こ
と
。

三
、
前
項
の
労
働
市
場
実
態
把
握
の
目
的
は
署
長
以
下
全
署
員
に
徹
底
的
に
了
得
せ
し
め
そ

の
一
貫
せ
る
思
想
の
下
に
上
下
左
右
緊
密
一
体
の
連
絡
を
保
持
し
て
こ
れ
が
実
態
把
握
に

努
む
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
可
働
人
口
及
び
主
要
産
業
の
両
面
に
且
り
三
ヶ
月
乃
至
は

四
ヶ
月
毎
に
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
労
働
市
場
実
態
把
握
は
左
の
事
項
を
中
心
と
し
て
行
ふ
こ
と
。

(

一)

可
働
人
口
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

(

イ)

職
業
行
政
の
対
象
は
単
に
勤
労
署
に
出
入
す
る
求
職
者
、
或
い
は
雇
用
関
係
に
在

る
者
ば
か
り
の
み
で
は
な
く
凡
そ
労
働
可
能
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
は
す
べ
て
こ

れ
を
含
み
こ
の
点
に
於
て
雇
用
関
係
に
在
る
者
の
み
を
対
象
と
す
る
労
政
行
政
と
は

著
し
く
そ
の
範
囲
を
異
に
す
る
か
ら
、
常
に
そ
の
視
野
を
広
く
し
可
働
人
口
の
全
体

に
亘
り
こ
れ
が
実
態
の
把
握
に
努
む
る
こ
と
。

（
ロ)

失
業
人
口
に
つ
い
て
は
現
在
の
深
刻
な
る
失
業
問
題
に
対
応
し
て
こ
れ
が
体
策

を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
特
に
そ
の
実
態
を
詳
細
且
つ
的
確
に
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
あ
る
一
定
時
期
に
お
け
る
調
査
統
計
を
基
礎
と
し
て

（
例
へ
ば
失
業
調
査
）
そ
の
静
態
を
把
握
す
る
と
共
に
そ
の
後
に
お
け
る
変
動
、
特

に
復
員
軍
人
、
引
揚
者
の
帰
還
及
び
新
規
学
校
卒
業
者
等
に
よ
る
失
業
人
口
の
増
加

並
び
に
石
炭
、
繊
維
等
重
要
産
業
或
ひ
は
公
共
土
木
事
業
等
に
吸
収
さ
れ
る
失
業
人

口
の
減
少
等
に
よ
り
失
業
指
数
調
査
を
実
施
す
る
地
域
に
お
い
て
は
こ
れ
を
活
用
し

そ
の
動
態
を
把
握
し
、
両
者
の
総
合
修
正
に
努
む
る
こ
と
。

（
ハ)

可
動
人
口
の
實
態
把
握
の
分
類
及
び
調
査
方
法

可
働
人
口

調
査
項
目
及
び
分
類

調

査

方

法

就

１
就
職
人
口
の
総
数
及
地
域
的
分
布
状
況

１
内
閣
統
計
局
の
人
口
調
査

職

２
性
別

２
失
業
指
数
調
査

３
年
齢
別

３
そ
の
他

人

４
産
業
別

５
職
業
別

口

６
就
業
上
の
地
位
別

１
失
業
人
口
の
総
数
及
地
域
的
分
布
状
況

失
業
調
査

1

２
性
別

失
業
指
数
調
査

2

失

３
年
齢
別

３
実
地
調
査

４
前
職
別

４
そ
の
他

業

５
失
業
原
因
別

６
失
業
又
は
離
職
期
間
別

人

７
希
望
産
業
別

８
希
望
職
業
別

口

９
知
識
技
能
者
と
一
般
労
務
者
別

就
業
希
望
地
別

10

未

１
国
民
学
校
数
及
児
童
数

１
文
部
省
学
事
統
計

就

２
中
等
学
校
数
及
生
徒
数

２
そ
の
他

職

３
大
学
高
等
専
門
学
校
数
及
学
生
数

人

４
各
学
校
卒
業
修
業
者
数

口

５
進
学
者
、
修
業
者
そ
の
他
の
別

別
表
第
十
一
号
参
照

備
考

１

調
査
に
あ
た
り
て
は
上
記
各
種
調
査
統
計
を
活
用
す
る
の
外
都
道
府
県
統
計
資
料
を
利
用

す
る
こ
と
。

２

市
町
村
其
の
他
官
公
衝
と
緊
密
な
る
連
絡
を
保
ち
調
査
資
料
の
蒐
集
に
努
む
る
こ
と
。

３

そ
の
他
常
時
積
極
的
に
実
地
探
訪
調
査
研
究
に
務
め
こ
れ
が
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

４

調
査
研
究
の
結
果
は
各
別
表
に
よ
り
整
理
分
類
し
管
内
労
働
人
口
の
状
況
を
明
瞭
な
ら
し

め
置
く
こ
と
。

(

二)

産
業
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。
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(

イ)

職
業
行
政
の
対
象
と
し
て
の
職
業
は
凡
そ
職
業
と
い
は
れ
る
も
の
ゝ
す
べ
て
を
含

む
の
で
あ
る
か
ら
、
管
内
に
お
け
る
職
業
の
総
数
及
び
そ
の
地
域
的
分
布
並
び
に
職

業
の
分
化
と
構
成
に
つ
い
て
詳
細
且
つ
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
。

(
ロ)

職
業
は
政
治
、
経
済
等
の
変
動
に
伴
っ
て
常
に
変
動
す
る
か
ら
そ
の
動
向
に
留
意

し
管
内
に
お
け
る
各
職
業
部
門
の
消
長
に
伴
う
労
働
需
要
の
増
減
を
的
確
に
把
握
す

る
こ
と
。

(

ハ)

特
に
一
般
産
業
の
振
興
及
び
各
種
公
共
事
業
の
実
施
等
に
よ
る
新
規
の
労
務
需
要

の
動
向
に
留
意
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
た
め
三
ヶ
月
毎
主
要
な
る
工
場
事
業
場
の
新
規

労
務
需
要
に
つ
き
調
査
す
る
こ
と
。

(

ニ)

産
業
の
実
態
把
握
の
分
類
及
び
調
査
方
法

調
査
項
目
及
分
類

調

査

方

法

１
農
林
業

１
労
働
調
査
統
計

２
水
産
業

２
農
業
調
査
統
計

２
農
業
調
査
統
計

３
商
工
省
の
各
種
調
査
統
計

３
鉱
山
業

４
人
口
調
査
統
計

３
商
工
省
の
各
種
調
査
統

５
実
地
調
査

４
工
業

５
商
業

４
人
口
調
査
統
計

６
交
通
運
輸
業

５
実
地
調
査
７
公
務
自
由
業

８
家
事
使
用
人
そ
の
他

９
重
要
工
場
の
従
業
状
況
並
に
需
要
状
況

別
表
第
十
二
─
第
二
十
二
参
照

備
考

可
働
人
口
の
実
態
把
握
に
お
け
る
各
項
目
に
留
意
す
る
こ
と
。

(

ホ)

そ

の

他

管
内
主
要
工
場
又
は
事
業
場
に
関
し
て
は
、
特
に
次
に
掲
げ
る
労
働
市
場
要
素
の

実
態
を
把
握
し
そ
の
労
働
市
場
の
形
成
に
与
へ
る
影
響
を
具
体
的
に
検
討
し
、
労
務

需
給
調
整
上
の
資
料
た
ら
し
む
る
こ
と
。

(

１)

生
計
費

(

２)

賃

金

(

３)

工
場
給
食

(

４)

寄
宿
制
度
そ
の
他
厚
生
福
利
施
設

(

５)

生
産
の
障
碍
又
は
隘
路

(

三)

労
働
の
移
動
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と

(

イ)

管
内
に
お
け
る
季
節
労
務
者
の
流
出
入
状
況
の
把
握
に
努
む
る
こ
と

(

ロ)

管
内
に
お
け
る
従
業
者
の
移
動
状
況
の
把
握
に
努
む
る
こ
と

(

ハ)

労
働
移
動
の
実
態
把
握
の
分
類
及
び
調
整
方
法

調

査

項

目

調

査

方

法

１
労
務
者
流
出
入
状
況

１
人
口
調
査

２
従
業
員
の
移
動
状
況

２
労
働
調
査

３
そ
の
他
各
種
調
査

４
実
地
調
査

別
表
第
二
十
四
－
第
二
十
五
参
照

(

略)

５
職
業
紹
介
成
績

第
三

職
業
紹
介
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項

一
、
職
業
紹
介
業
務
の
重
点
職
業
と
稼
働
人
口
と
の
結
合
を
仲
介
斡
旋
す
る
職
業
紹
介
は
勤

労
署
に
お
け
る
業
務
の
中
枢
で
あ
っ
て
こ
れ
が
運
営
の
適
否
は
職
業
行
政
全
般
の
成
否
を

決
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
周
到
な
る
計
画
、
積
極
的

実
行
と
細
心
の
注
意
を
必
要
と
す
る
が
、
現
下
の
我
国
の
急
迫
せ
る
国
情
に
照
ら
し
て
特

に
次
の
四
点
に
重
点
を
置
く
と
共
に
左
記
各
項
に
留
意
し
て
業
務
の
適
切
な
運
営
を
図
る

こ
と
。

(

イ)

進
駐
軍
労
務
の
完
全
充
足

進
駐
軍
の
要
求
に
係
る
労
務
供
出
は
日
本
政
府
の
責
任
に
お
い
て
完
全
充
足
を
な
す
べ

き
最
も
重
要
な
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
地
元
市
町
村
そ
の
他
関
係
団
体
と
緊
密
な
る
連

絡
を
保
ち
、
実
情
に
即
応
せ
る
有
効
適
切
な
る
施
策
工
夫
を
凝
ら
し
そ
の
完
全
な
る
充

足
に
萬
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。
尚
労
務
供
給
業
者
に
依
る
労
務
供
出
に
つ
い
て
は

今
後
に
お
い
て
は
絶
対
に
こ
れ
を
使
用
せ
ざ
る
こ
と
に
留
意
し
、
現
に
実
施
し
て
い
る

向
に
お
い
て
は
速
か
に
こ
れ
を
廃
止
し
て
日
雇
勤
労
署
を
し
て
直
接
こ
れ
に
当
ら
し
む
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る
や
う
厳
に
指
導
す
る
こ
と
。

(

ロ)

重
要
産
業
労
務
の
充
足

急
迫
せ
る
経
済
危
機
を
克
服
し
民
生
安
定
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
は
基
礎
的
必
需
物
資

特
に
食
料
、
住
宅
、
石
炭
、
繊
維
、
肥
料
等
の
生
産
、
配
給
、
を
増
加
又
は
促
進
す
る

こ
と
が
根
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
重
要
産
業
の
所
要
労
務
に
つ
い
て
は
全
力
を
傾
注

し
て
完
全
充
足
す
る
こ
と
。

(

ハ)

公
共
事
業
の
労
務
充
足

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
実
施
す
る
各
種
公
共
事
業
の
所
要
労
務
は
原
則
と

し
て
勤
労
署
を
通
じ
て
こ
れ
を
紹
介
斡
旋
す
る
こ
と
ゝ
し
、
失
業
者
中
要
救
済
者
及
び

社
会
救
済
の
対
象
者
と
し
て
労
働
能
力
を
有
す
る
者
は
優
先
的
に
こ
れ
を
斡
旋
す
る
こ

と
。

(

ニ)

全
国
的
労
務
募
集
計
画
の
完
全
な
る
実
施

石
炭
、
繊
維
又
は
住
宅
建
設
の
所
要
労
務
の
如
き
、
厚
生
省
の
一
元
的
計
画
の
下
に
全

国
的
規
模
に
お
い
て
実
施
す
る
労
務
の
募
集
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
最
も
重
要
な
る

部
門
に
お
け
る
労
務
の
充
足
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
計
画
の
完
全
な
る
実
施
に
努
む
る

こ
と
。

(

ホ)

カ
ー
ド
交
換
の
計
画
的
実
施

求
人
、
求
職
の
連
絡
、
交
換
を
計
画
的
に
実
施
し
て
、
求
人
又
は
休
職
の
地
域
的
偏
在

を
解
消
し
、
全
国
に
亘
る
労
働
市
場
の
組
織
的
形
成
を
促
進
し
、
国
営
職
業
紹
介
所
の

真
面
目
を
発
揮
す
る
こ
と
。

二
、
そ
の
他
留
意
す
べ
き
事
項

(

一)

求

人

開

拓

(

イ)

官
公
署
、
各
種
産
業
団
体
及
び
主
要
事
業
主
等
と
定
期
又
は
臨
時
に
懇
談
会
協
議

会
を
開
催
す
る
外
常
時
緊
密
な
る
連
絡
を
保
持
す
る
こ
と
。

(

ロ)

求
人
開
拓
班
を
組
織
し
各
官
公
署
別
、
産
業
別
、
地
域
別
等
に
計
画
を
樹
て
定
期

又
は
臨
時
に
巡
回
求
人
開
拓
を
実
施
す
る
こ
と
。

(

二)

求

職

開

拓

(

イ)

学
校
そ
の
他
各
種
団
体
と
の
連
絡
提
携
並
び
に
ラ
ジ
オ
、
文
書
、
ビ
ラ
、
ポ
ス
タ

ー
、
隣
組
回
覧
板
等
を
利
用
し
求
人
口
の
所
在
、
労
働
条
件
及
び
福
利
施
設
等
を
周

知
せ
し
め
る
と
共
に
併
せ
て
経
済
産
業
事
情
、
勤
労
意
欲
高
揚
等
の
啓
蒙
宣
伝
を
実

施
す
る
こ
と
。

(

ロ)

求
職
開
拓
班
を
組
織
し
定
期
又
は
臨
時
に
巡
回
求
職
開
拓
を
実
施
し
出
来
得
れ

ば
現
地
銓
衡
を
行
ふ
こ
と
。

(

ハ)

前
号
の
場
合
は
必
ず
予
め
準
備
し
置
き
た
る
求
人
内
容
を
携
行
し
市
区
町
村
長

(

担
当
吏
員)

、
国
民
学
校
長
、
青
年
学
校
長
、
連
絡
委
員
そ
の
他
関
係
者
等
と
連
絡

協
議
を
為
す
こ
と
。

(

三)

職

業

指

導

(

イ)

国
民
学
校
に
対
し

⑴

巡
回
職
業
相
談
を
行
ひ
職
業
選
択
に
関
す
る
指
導
啓
蒙
を
行
ふ
こ
と
。

⑵

学
校
担
当
職
員
の
指
導
並
び
に
研
究
協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

⑶

父
兄
会
、
就
職
指
導
懇
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

⑷

職
業
指
導
に
必
要
な
る
資
料
を
供
給
す
る
こ
と
。

(

ロ)

職
業
相
談
に
際
し
て
は
求
職
者
の
特
性
、
健
康
、
家
庭
状
況
等
個
人
的
特
殊
事
情

を
勘
案
し
併
せ
て
生
活
相
談
、
家
庭
相
談
に
も
応
ず
る
如
く
こ
れ
が
適
切
な
る
指
導

に
努
む
る
と
共
に
、
職
業
補
導
、
授
産
施
設
等
と
の
連
絡
を
緊
密
に
し
、
こ
れ
が
活

用
を
図
る
こ
と
。

(

四)

求
人
票
、
求
職
票
及
職
業
紹
介
成
績
表
の
整
理

署
長
は
毎
週
少
く
共
一
回
査
閲
指
導
を
行
ひ
紹
介
事
務
の
渋
滞
を
防
止
し
こ
れ
が
進
捗
を

図
る
こ
と
。

(

五)

就
職
後
の
補
導

就
職
斡
旋
し
た
る
者
に
対
し
て
は
通
信
補
導
又
は
面
接
訪
問
補
導
を
行
ひ
こ
れ
が
定
着
指

導
並
に
激
励
に
努
む
る
。

別
表
（
編
注
：
略
）

労
働
市
場
実
態
把
握
上
の
資
料
作
製
整
備
に
関
す
る
注
意
（
編
注
：
略
）

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
九
月
一
三
日

〔
五
─
一
─
一
一
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
七
三
号
）

知知
識識
階階
級級
失失
業業
応応
急急
救救
済済
事事
業業
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

今
次
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
知
識
階
級
失
業
者
を
吸
収
活
用
し
食
糧
増
産
の
た
め
の
開
墾

技
術
指
導
作
業
並
び
に
公
衆
衛
生
の
た
め
の
飲
食
物
監
視
、
伝
染
病
等
防
疫
作
業
に
従
事
せ
し

め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
五
月
四
日
勤
発
第
二
八
三
号
通
牒
「
知
識
階
級
失
業
応
急
救
済
事
業

実
施
要
領
」
に
よ
る
の
外
左
記
事
項
御
留
意
の
上
こ
れ
が
事
業
の
実
施
に
万
遺
憾
な
き
を
期
せ

ら
れ
た
い
。
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る
や
う
厳
に
指
導
す
る
こ
と
。

(

ロ)

重
要
産
業
労
務
の
充
足

急
迫
せ
る
経
済
危
機
を
克
服
し
民
生
安
定
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
は
基
礎
的
必
需
物
資

特
に
食
料
、
住
宅
、
石
炭
、
繊
維
、
肥
料
等
の
生
産
、
配
給
、
を
増
加
又
は
促
進
す
る

こ
と
が
根
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
重
要
産
業
の
所
要
労
務
に
つ
い
て
は
全
力
を
傾
注

し
て
完
全
充
足
す
る
こ
と
。

(

ハ)

公
共
事
業
の
労
務
充
足

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
実
施
す
る
各
種
公
共
事
業
の
所
要
労
務
は
原
則
と

し
て
勤
労
署
を
通
じ
て
こ
れ
を
紹
介
斡
旋
す
る
こ
と
ゝ
し
、
失
業
者
中
要
救
済
者
及
び

社
会
救
済
の
対
象
者
と
し
て
労
働
能
力
を
有
す
る
者
は
優
先
的
に
こ
れ
を
斡
旋
す
る
こ

と
。

(

ニ)

全
国
的
労
務
募
集
計
画
の
完
全
な
る
実
施

石
炭
、
繊
維
又
は
住
宅
建
設
の
所
要
労
務
の
如
き
、
厚
生
省
の
一
元
的
計
画
の
下
に
全

国
的
規
模
に
お
い
て
実
施
す
る
労
務
の
募
集
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
最
も
重
要
な
る

部
門
に
お
け
る
労
務
の
充
足
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
計
画
の
完
全
な
る
実
施
に
努
む
る

こ
と
。

(

ホ)

カ
ー
ド
交
換
の
計
画
的
実
施

求
人
、
求
職
の
連
絡
、
交
換
を
計
画
的
に
実
施
し
て
、
求
人
又
は
休
職
の
地
域
的
偏
在

を
解
消
し
、
全
国
に
亘
る
労
働
市
場
の
組
織
的
形
成
を
促
進
し
、
国
営
職
業
紹
介
所
の

真
面
目
を
発
揮
す
る
こ
と
。

二
、
そ
の
他
留
意
す
べ
き
事
項

(

一)

求

人

開

拓

(

イ)

官
公
署
、
各
種
産
業
団
体
及
び
主
要
事
業
主
等
と
定
期
又
は
臨
時
に
懇
談
会
協
議

会
を
開
催
す
る
外
常
時
緊
密
な
る
連
絡
を
保
持
す
る
こ
と
。

(

ロ)

求
人
開
拓
班
を
組
織
し
各
官
公
署
別
、
産
業
別
、
地
域
別
等
に
計
画
を
樹
て
定
期

又
は
臨
時
に
巡
回
求
人
開
拓
を
実
施
す
る
こ
と
。

(

二)

求

職

開

拓

(

イ)

学
校
そ
の
他
各
種
団
体
と
の
連
絡
提
携
並
び
に
ラ
ジ
オ
、
文
書
、
ビ
ラ
、
ポ
ス
タ

ー
、
隣
組
回
覧
板
等
を
利
用
し
求
人
口
の
所
在
、
労
働
条
件
及
び
福
利
施
設
等
を
周

知
せ
し
め
る
と
共
に
併
せ
て
経
済
産
業
事
情
、
勤
労
意
欲
高
揚
等
の
啓
蒙
宣
伝
を
実

施
す
る
こ
と
。

(

ロ)

求
職
開
拓
班
を
組
織
し
定
期
又
は
臨
時
に
巡
回
求
職
開
拓
を
実
施
し
出
来
得
れ

ば
現
地
銓
衡
を
行
ふ
こ
と
。

(

ハ)

前
号
の
場
合
は
必
ず
予
め
準
備
し
置
き
た
る
求
人
内
容
を
携
行
し
市
区
町
村
長

(

担
当
吏
員)

、
国
民
学
校
長
、
青
年
学
校
長
、
連
絡
委
員
そ
の
他
関
係
者
等
と
連
絡

協
議
を
為
す
こ
と
。

(

三)

職

業

指

導

(

イ)

国
民
学
校
に
対
し

⑴

巡
回
職
業
相
談
を
行
ひ
職
業
選
択
に
関
す
る
指
導
啓
蒙
を
行
ふ
こ
と
。

⑵

学
校
担
当
職
員
の
指
導
並
び
に
研
究
協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

⑶

父
兄
会
、
就
職
指
導
懇
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

⑷

職
業
指
導
に
必
要
な
る
資
料
を
供
給
す
る
こ
と
。

(

ロ)

職
業
相
談
に
際
し
て
は
求
職
者
の
特
性
、
健
康
、
家
庭
状
況
等
個
人
的
特
殊
事
情

を
勘
案
し
併
せ
て
生
活
相
談
、
家
庭
相
談
に
も
応
ず
る
如
く
こ
れ
が
適
切
な
る
指
導

に
努
む
る
と
共
に
、
職
業
補
導
、
授
産
施
設
等
と
の
連
絡
を
緊
密
に
し
、
こ
れ
が
活

用
を
図
る
こ
と
。

(

四)

求
人
票
、
求
職
票
及
職
業
紹
介
成
績
表
の
整
理

署
長
は
毎
週
少
く
共
一
回
査
閲
指
導
を
行
ひ
紹
介
事
務
の
渋
滞
を
防
止
し
こ
れ
が
進
捗
を

図
る
こ
と
。

(

五)

就
職
後
の
補
導

就
職
斡
旋
し
た
る
者
に
対
し
て
は
通
信
補
導
又
は
面
接
訪
問
補
導
を
行
ひ
こ
れ
が
定
着
指

導
並
に
激
励
に
努
む
る
。

別
表
（
編
注
：
略
）

労
働
市
場
実
態
把
握
上
の
資
料
作
製
整
備
に
関
す
る
注
意
（
編
注
：
略
）

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
九
月
一
三
日

〔
五
─
一
─
一
一
〕
厚
生
省
勤
労
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
七
三
号
）

知知
識識
階階
級級
失失
業業
応応
急急
救救
済済
事事
業業
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

今
次
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
知
識
階
級
失
業
者
を
吸
収
活
用
し
食
糧
増
産
の
た
め
の
開
墾

技
術
指
導
作
業
並
び
に
公
衆
衛
生
の
た
め
の
飲
食
物
監
視
、
伝
染
病
等
防
疫
作
業
に
従
事
せ
し

め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
五
月
四
日
勤
発
第
二
八
三
号
通
牒
「
知
識
階
級
失
業
応
急
救
済
事
業

実
施
要
領
」
に
よ
る
の
外
左
記
事
項
御
留
意
の
上
こ
れ
が
事
業
の
実
施
に
万
遺
憾
な
き
を
期
せ

ら
れ
た
い
。
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記

一
、
貴
県
に
対
す
る
配
当
人
員
は
別
表
の
通
り
で
あ
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
補
助
額
は
就
業
手
当

一
人
一
日
八
円
一
ヶ
月
二
十
五
日
稼
働
月
二
〇
〇
円
及
び
事
務
費
と
し
て
そ
の
一
割
の
各
七

ヶ
月
分
な
る
こ
と
。

二
、
本
事
業
に
採
用
す
る
知
識
階
級
失
業
者
は
左
の
事
務
に
従
事
せ
し
め
る
も
の
な
る
こ
と
。

⒈

食
糧
増
産
の
た
め
の
開
墾
技
術
指
導
事
務

右
は
別
途
九
府
県
に
お
い
て
実
施
す
る
簡
易
な
る
公
共
事
業
中
食
糧
増
産
の
た
め
の
戦
災

地
整
理
開
墾
及
び
緑
地
帯
開
墾
の
技
術
指
導
に
当
ら
し
め
る
も
の
な
る
こ
と
。

⒉

公
衆
衛
生
の
た
め
の

（
イ
）

飲
食
物
衛
生
監
視
事
務

右
は
府
県
に
お
け
る
飲
食
物
衛
生
そ
の
他
清
掃
衛
生
監
視
事
務
に
当
た
ら
し
め
る

も
の
と
し
、
そ
の
実
施
細
目
に
つ
い
て
は
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

（
ロ
）

伝
染
病
等
防
疫
事
務

右
は
府
県
の
保
健
所
事
務
に
当
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
そ
の
実
施
細
目
に
つ
い
て

は
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

三
、
本
事
業
の
実
施
主
体
は
都
道
府
県
と
し
市
町
村
を
し
て
こ
れ
が
実
施
に
協
力
せ
し
め
る
こ

と
。

四
、
国
庫
補
助
申
請
（
本
年
九
月
分
よ
り
計
算
し
年
度
内
七
ヶ
月
分
）
は
遅
く
も
本
月
末
日
ま

で
に
当
省
必
着
を
期
し
提
出
す
る
こ
と
。

五
、
本
事
業
は
九
月
よ
り
実
施
す
る
も
の
な
る
に
つ
き
職
業
行
政
主
務
課
を
し
て
関
係
部
課
と

緊
密
な
る
連
絡
を
な
さ
し
め
速
か
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

別

表区
分

食
料
増
産

公

衆

衛

生

開
墾
技
術
指

飲
食
物
衛
生

伝
染
病
等

計

合

計

都
道
府
県

導

監
視
事
務

貿
易
事
務

北

海

道

−

二
六
七

六
〇
〇

八
六
七

八
六
七

東

京

五
八
〇

五
八
四

七
八
〇

一
、
七
六
四

二
、
三
四
四

京

都

一
六
〇

二
七
〇

二
六
〇

五
三
〇

六
九
〇

大

阪

三
七
〇

四
七
四

六
〇
〇

一
、
〇
七
四

一
、
四
四
四

神

奈

川

七
〇

三
三
二

二
六
〇

五
九
二

六
六
二

兵

庫

一
〇
〇

二
五
四

四
二
〇

六
七
四

七
七
四

長

崎

−

一
一
七

二
二
〇

三
三
七

三
三
七

新

潟

−

九
〇

三
四
〇

四
三
〇

四
三
〇

埼

玉

−

一
〇
二

二
四
〇

三
四
二

三
四
二

群

馬

−

七
九

一
六
〇

二
三
九

二
三
九

千

葉

−

一
一
三

三
〇
〇

四
一
三

四
一
三

茨

城

−

三
六

二
二
〇

二
五
六

二
五
六

栃

木

−

六
二

二
二
〇

二
八
二

二
八
二

奈

良

−

一
九

一
六
〇

一
七
九

一
七
九

三

重

−

一
〇
五

二
〇
〇

三
〇
五

三
〇
五

愛

知

一
〇
〇

二
八
四

四
二
〇

七
〇
四

八
〇
四

静

岡

四
〇

一
三
五

二
四
〇

三
七
五

四
一
五

山

梨

−

二
四

一
四
〇

一
六
四

一
六
四

滋

賀

−

四
四

二
〇
〇

二
四
四

二
四
四

岐

阜

−

六
八

二
二
〇

二
八
八

二
八
八

長

野

−

八
六

三
〇
〇

三
八
六

三
八
六

宮

城

−

八
四

二
二
〇

三
〇
四

三
〇
四

福

島

−

五
二

二
八
〇

三
三
二

三
三
二

岩

手

−

四
二

二
八
〇

三
二
二

三
二
二

青

森

−

五
三

一
四
〇

一
九
三

一
九
三

山

形

−

六
三

二
〇
〇

二
六
三

二
六
三

秋

田

−

三
九

一
六
〇

一
九
九

一
九
九

福

井

−

一
九

二
八
〇

二
九
九

二
九
九

石

川

−

八
三

二
八
〇

三
六
二

三
六
二

富

山

−

六
一

二
〇
〇

二
六
一

二
六
一

鳥

取

−

二
七

一
〇
〇

一
二
七

一
二
七

島

根

−

三
五

二
〇
〇

二
三
五

二
三
五

岡

山

−

六
一

二
八
〇

三
四
一

三
四
一

広

島

四
〇

一
一
九

三
八
〇

四
九
九

五
三
九

山

口
−

一
七
九

三
二
〇

四
九
九

四
九
九

和

歌

山

−

六
五

一
六
〇

二
二
五

二
二
五

徳

島

−

二
二

一
四
〇

一
六
二

一
六
二

香

川

−

三
八

一
八
〇

二
一
八

二
一
八
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愛

媛

−

八
六

三
〇
〇

三
八
六

三
八
六

高

知

−

三
〇

一
〇
〇

一
三
〇

一
三
〇

福

岡

四
〇

三
〇
二

五
〇
〇

八
〇
二

八
四
二

大

分

−

七
〇

二
八
〇

三
五
〇

三
五
〇

佐

賀

−

二
六

一
〇
〇

一
二
六

一
二
六

熊

本

−

八
二

二
四
〇

三
二
二

三
二
二

宮

崎

−

四
九

一
四
〇

一
八
九

一
八
九

鹿

児

島

−

四
九

二
六
〇

三
〇
九

三
〇
九

合

計

一
、
五
〇
〇

五
、
六
八
〇

一
、
二
二
二
〇

一
七
、
九
〇
〇

一
九
、
四
〇
〇

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
一
五
日

〔
五
─
一
─
一
二
〕
経
済
安
定
本
部
第
四
部
長
関
係
各
省
次
官
宛
（
経
四
第
三
三
号
）

公公
共共
事事
業業
にに
失失
業業
者者
をを
優優
先先
雇雇
用用
すす
るる
のの
件件

公
共
事
業
に
つ
い
て
は
目
下
そ
れ
ぞ
れ
実
施
を
進
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
が
、
こ
れ
が

実
施
に
当
っ
て
主
と
し
て
工
事
の
受
益
者
た
る
地
元
農
民
お
よ
び
農
閑
期
の
労
務
を
使
用
す
る

た
め
や
や
も
す
れ
ば
失
業
者
が
就
職
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
場
合
が
相
当
多
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
今
回
の
公
共
事
業
は
、
日
本
再
建
計
画
の
一
部
と
し
て
生
産
的
か
つ
緊
要

な
る
公
共
事
業
を
実
施
し
、
生
産
の
増
強
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
実
施

に
当
っ
て
は
で
き
得
る
限
り
多
く
の
失
業
者
を
活
用
し
、
も
っ
て
現
下
の
深
刻
な
る
失
業
問
題

に
こ
た
え
、
民
心
の
安
定
を
期
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
今
般
別
紙
の
通
り
閣
議

決
定
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
事
項
御
留
意
の
上
す
み
や
か
に
こ
の
趣
旨
を
各
事
業
実
施
主
体
に

普
及
せ
し
め
ら
れ
て
失
業
者
の
雇
用
活
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

㈠

失
業
者
に
し
て
公
共
事
業
に
就
労
を
希
望
す
る
者
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
優
先
雇
用
す
る

こ
と
。

㈡

失
業
者
の
就
業
を
容
易
に
す
る
た
め
で
き
得
る
限
り
収
容
施
設
等
の
設
備
を
な
し
失
業

者
の
雇
用
あ
っ
旋
上
便
宣
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈢

賃
金
は
地
元
農
民
等
を
使
用
す
る
場
合
に
比
し
若
干
高
額
を
要
す
る
も
や
む
を
得
な
い

こ
と
。

㈣

所
期
の
事
業
の
完
成
を
主
眼
と
す
べ
き
も
つ
と
め
て
多
数
の
失
業
者
を
雇
用
し
た
た
め

事
業
費
の
増
額
を
き
た
し
所
期
の
事
業
量
に
若
干
の
減
少
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
や
む

を
得
な
い
こ
と
。

（
注
）

別
紙
〔
略
〕

『
雇
用
』

昭
和
二
二
年
三
月
一
九
日

〔
五
─
一
─
一
三
〕
厚
生
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛
（
発
勤
第
二
二
号
）

昭昭
和和
二二
十十
二二
年年
度度
失失
業業
応応
急急
事事
業業
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

現
下
の
深
刻
な
失
業
状
況
は
一
般
公
共
事
業
の
実
施
の
み
を
も
っ
て
は
失
業
者
の
吸
収
活
用

を
期
し
得
な
い
状
況
で
あ
る
か
ら
昭
和
二
十
二
年
度
に
於
て
も
多
数
失
業
者
の
存
す
る
地
域
に

於
て
一
般
公
共
事
業
へ
の
就
労
困
難
な
る
者
の
た
め
に
簡
易
且
機
動
的
な
失
業
応
急
事
業
を
実

施
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
右
趣
旨
を
充
分
お
含
み
の
上
左
記
各
項
に
留
意
し
別
紙
要

綱
に
よ
る
国
庫
補
助
申
請
書
を
堤
出
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
国
庫
補
助
申
請
書
は
四
月
五
日
迄
に
そ
の
堤
出
を
完
了
す
る
こ
と
。

二
、
国
庫
補
助
申
詰
書
は
本
年
四
月
よ
り
明
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
ヶ
年
分
に
つ
い
て
こ

れ
を
な
さ
る
べ
き
こ
と
。
但
し
国
庫
補
助
指
令
は
四
・
四
半
期
（
三
ヶ
月
）
に
区
分
し
て
な

さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

三
、
事
業
関
係
予
算
書
の
添
付
に
当
り
府
県
又
は
市
会
の
正
式
可
決
な
き
向
に
あ
り
て
は
予
算

案
に
て
支
障
な
き
こ
と
。

四
、
事
業
実
施
主
体
は
都
道
府
県
並
び
に
高
度
の
失
業
者
あ
る
都
市
に
限
定
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

五
、
事
業
実
施
主
体
は
国
庫
補
助
の
外
に
必
ず
所
要
経
費
（
労
力
費
一
人
一
日
一
〇
円
、
事
務

費
一
人
一
日
一
円
）
を
計
上
す
る
を
要
す
る
こ
と
。

六
、
事
業
実
施
主
体
が
市
の
場
合
は
貴
官
に
於
て
内
容
を
審
査
し
、
必
要
な
る
意
見
を
附
し
た

る
副
申
請
を
添
付
す
る
こ
と
。

七
、
昭
和
二
十
一
年
度
末
に
於
て
簡
易
公
共
事
業
及
知
識
階
級
失
業
応
急
事
業
に
就
業
中
の
者

に
つ
い
て
は
能
ふ
限
り
他
部
門
へ
の
就
職
斡
旋
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
就
職
困
難
な
る
も
の

は
引
続
き
就
業
せ
し
め
る
も
支
障
な
き
こ
と
。

八
、
四
月
五
目
迄
に
国
庫
補
助
申
請
な
き
向
は
事
業
を
実
施
せ
ざ
る
も
の
と
認
め
処
理
せ
ら
れ

る
に
付
予
め
了
知
す
べ
き
こ
と
。

九
、
失
業
応
急
事
業
は
昭
和
二
十
一
年
度
の
如
く
「
簡
易
公
共
事
業
」
「
知
識
階
級
失
業
応
急
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愛

媛

−

八
六

三
〇
〇

三
八
六

三
八
六

高

知

−

三
〇

一
〇
〇

一
三
〇

一
三
〇

福

岡

四
〇

三
〇
二

五
〇
〇

八
〇
二

八
四
二

大

分

−

七
〇

二
八
〇

三
五
〇

三
五
〇

佐

賀
−

二
六

一
〇
〇

一
二
六

一
二
六

熊

本

−

八
二

二
四
〇

三
二
二

三
二
二

宮

崎

−

四
九

一
四
〇

一
八
九

一
八
九

鹿

児

島

−

四
九

二
六
〇

三
〇
九

三
〇
九

合

計

一
、
五
〇
〇

五
、
六
八
〇

一
、
二
二
二
〇

一
七
、
九
〇
〇

一
九
、
四
〇
〇

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
一
五
日

〔
五
─
一
─
一
二
〕
経
済
安
定
本
部
第
四
部
長
関
係
各
省
次
官
宛
（
経
四
第
三
三
号
）

公公
共共
事事
業業
にに
失失
業業
者者
をを
優優
先先
雇雇
用用
すす
るる
のの
件件

公
共
事
業
に
つ
い
て
は
目
下
そ
れ
ぞ
れ
実
施
を
進
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
が
、
こ
れ
が

実
施
に
当
っ
て
主
と
し
て
工
事
の
受
益
者
た
る
地
元
農
民
お
よ
び
農
閑
期
の
労
務
を
使
用
す
る

た
め
や
や
も
す
れ
ば
失
業
者
が
就
職
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
場
合
が
相
当
多
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
今
回
の
公
共
事
業
は
、
日
本
再
建
計
画
の
一
部
と
し
て
生
産
的
か
つ
緊
要

な
る
公
共
事
業
を
実
施
し
、
生
産
の
増
強
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
実
施

に
当
っ
て
は
で
き
得
る
限
り
多
く
の
失
業
者
を
活
用
し
、
も
っ
て
現
下
の
深
刻
な
る
失
業
問
題

に
こ
た
え
、
民
心
の
安
定
を
期
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
今
般
別
紙
の
通
り
閣
議

決
定
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
事
項
御
留
意
の
上
す
み
や
か
に
こ
の
趣
旨
を
各
事
業
実
施
主
体
に

普
及
せ
し
め
ら
れ
て
失
業
者
の
雇
用
活
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

㈠

失
業
者
に
し
て
公
共
事
業
に
就
労
を
希
望
す
る
者
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
優
先
雇
用
す
る

こ
と
。

㈡

失
業
者
の
就
業
を
容
易
に
す
る
た
め
で
き
得
る
限
り
収
容
施
設
等
の
設
備
を
な
し
失
業

者
の
雇
用
あ
っ
旋
上
便
宣
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈢

賃
金
は
地
元
農
民
等
を
使
用
す
る
場
合
に
比
し
若
干
高
額
を
要
す
る
も
や
む
を
得
な
い

こ
と
。

㈣

所
期
の
事
業
の
完
成
を
主
眼
と
す
べ
き
も
つ
と
め
て
多
数
の
失
業
者
を
雇
用
し
た
た
め

事
業
費
の
増
額
を
き
た
し
所
期
の
事
業
量
に
若
干
の
減
少
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
や
む

を
得
な
い
こ
と
。

（
注
）

別
紙
〔
略
〕

『
雇
用
』

昭
和
二
二
年
三
月
一
九
日

〔
五
─
一
─
一
三
〕
厚
生
次
官
よ
り
各
地
方
長
官
宛
（
発
勤
第
二
二
号
）

昭昭
和和
二二
十十
二二
年年
度度
失失
業業
応応
急急
事事
業業
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

現
下
の
深
刻
な
失
業
状
況
は
一
般
公
共
事
業
の
実
施
の
み
を
も
っ
て
は
失
業
者
の
吸
収
活
用

を
期
し
得
な
い
状
況
で
あ
る
か
ら
昭
和
二
十
二
年
度
に
於
て
も
多
数
失
業
者
の
存
す
る
地
域
に

於
て
一
般
公
共
事
業
へ
の
就
労
困
難
な
る
者
の
た
め
に
簡
易
且
機
動
的
な
失
業
応
急
事
業
を
実

施
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
右
趣
旨
を
充
分
お
含
み
の
上
左
記
各
項
に
留
意
し
別
紙
要

綱
に
よ
る
国
庫
補
助
申
請
書
を
堤
出
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
国
庫
補
助
申
請
書
は
四
月
五
日
迄
に
そ
の
堤
出
を
完
了
す
る
こ
と
。

二
、
国
庫
補
助
申
詰
書
は
本
年
四
月
よ
り
明
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
ヶ
年
分
に
つ
い
て
こ

れ
を
な
さ
る
べ
き
こ
と
。
但
し
国
庫
補
助
指
令
は
四
・
四
半
期
（
三
ヶ
月
）
に
区
分
し
て
な

さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

三
、
事
業
関
係
予
算
書
の
添
付
に
当
り
府
県
又
は
市
会
の
正
式
可
決
な
き
向
に
あ
り
て
は
予
算

案
に
て
支
障
な
き
こ
と
。

四
、
事
業
実
施
主
体
は
都
道
府
県
並
び
に
高
度
の
失
業
者
あ
る
都
市
に
限
定
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

五
、
事
業
実
施
主
体
は
国
庫
補
助
の
外
に
必
ず
所
要
経
費
（
労
力
費
一
人
一
日
一
〇
円
、
事
務

費
一
人
一
日
一
円
）
を
計
上
す
る
を
要
す
る
こ
と
。

六
、
事
業
実
施
主
体
が
市
の
場
合
は
貴
官
に
於
て
内
容
を
審
査
し
、
必
要
な
る
意
見
を
附
し
た

る
副
申
請
を
添
付
す
る
こ
と
。

七
、
昭
和
二
十
一
年
度
末
に
於
て
簡
易
公
共
事
業
及
知
識
階
級
失
業
応
急
事
業
に
就
業
中
の
者

に
つ
い
て
は
能
ふ
限
り
他
部
門
へ
の
就
職
斡
旋
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
就
職
困
難
な
る
も
の

は
引
続
き
就
業
せ
し
め
る
も
支
障
な
き
こ
と
。

八
、
四
月
五
目
迄
に
国
庫
補
助
申
請
な
き
向
は
事
業
を
実
施
せ
ざ
る
も
の
と
認
め
処
理
せ
ら
れ

る
に
付
予
め
了
知
す
べ
き
こ
と
。

九
、
失
業
応
急
事
業
は
昭
和
二
十
一
年
度
の
如
く
「
簡
易
公
共
事
業
」
「
知
識
階
級
失
業
応
急
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事
業
」
の
区
分
を
設
け
ざ
る
取
扱
ひ
と
す
る
に
つ
き
事
業
種
目
の
分
類
は
要
項
「
二
」
記
載

事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

昭昭
和和
二二
十十
二二
年年
度度
失失
業業
応応
急急
対対
策策
実実
施施
要要
領領

一
、
趣

旨

各
省
計
画
の
公
共
事
業
は
、
事
業
の
遂
行
に
重
点
を
置
く
の
余
り
、
稍
と
も
す
れ
ば
失
業
者

の
分
布
状
況
と
吻
合
し
な
い
も
の
も
あ
り
、
且
現
下
の
交
通
、
住
宅
等
の
関
係
か
ら
、
充
分

こ
れ
を
吸
収
活
用
出
来
な
い
か
の
よ
う
な
憾
み
が
あ
る
。

一
方
大
都
市
が
そ
の
周
辺
地
区
に
お
い
て
は
、
多
数
の
失
業
者
が
存
在
す
る
に
も
か
ゝ
わ
ら

ず
、
こ
れ
を
吸
収
活
用
出
来
る
や
う
な
適
当
な
事
業
が
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
儘
放
置
す
る
と

き
は
そ
の
赴
く
と
こ
ろ
勢
ひ
闇
商
人
そ
の
他
不
健
全
職
業
に
転
落
す
る
の
外
な
く
か
く
て
は

一
層
イ
ン
フ
レ
を
助
長
す
る
虞
が
多
分
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
救
済
こ
そ
刻
下
焦
眉
の
急
務

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
こ
れ
等
失
業
者
の
吸
収
活
用
が
極
め
て
容
易
で
あ
っ
て
、
且
つ
そ
の
活
用
に
よ
り
生

産
の
増
強
と
併
せ
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し
得
る
や
う
な
失
業
応
急
事
業
を
実
施
す
る
必

要
が
あ
る
。

従
っ
て
本
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
諸
点
を
充
分
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

失
業
者
の
多
数
存
在
す
る
地
域
の
都
市
に
重
点
を
置
い
て
行
う
こ
と
。

⑵

失
業
者
を
容
易
に
就
業
せ
し
め
得
る
や
う
な
簡
易
な
事
業
を
選
び
行
う
こ
と
。

⑶

同
時
に
こ
れ
等
の
事
業
は
生
産
増
強
に
又
は
公
衆
衛
生
等
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し

得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷

現
下
の
物
資
需
給
の
状
況
に
鑑
み
、
資
材
を
要
し
な
い
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

⑸

交
通
、
宿
舎
等
に
つ
き
就
業
者
に
便
宜
な
る
地
域
を
選
ぶ
こ
と
。

二
、
事

業

種

目

⑴

食
糧
増
産
そ
の
他
生
産
増
強
の
た
め
の

㋑

戦
災
地
整
理
開
墾
事
業

㋺

緑
地
帯
の
整
理
開
墾
事
業

㋩

薪
炭
生
産
事
業

⑵

公
衆
衛
生
等
社
会
福
祉
増
進
の
た
め

㋑

堆
積
塵
芥
汚
物
屎
尿
処
理
事
業

㋺

溝
渠
排
水
路
等
清
掃
事
業

㋩

公
共
便
所
の
清
掃
お
よ
び
整
備
事
業

㋥

公
園
緑
地
の
清
掃
お
よ
び
整
理
事
業

㋭

飲
食
物
衛
生
監
視
事
業

㋬

伝
染
病
等
の
発
生
防
止
並
び
に
昆
虫
駆
除
そ
の
他
公
衆
衛
生
事
業

⑶

そ
の
他
各
地
方
に
於
て
特
に
緊
要
と
認
め
る
事
業
（
事
業
種
目
は
別
紙
配
当
人
員
予
定

表
記
載
の
ご
と
し
）

三
、
実

施

場

所

⑴

前
項
事
業
種
目
中
⑴
及
⑵
の
㋑
乃
至
㋥
の
事
業
は
失
業
者
の
特
に
多
数
存
在
す
る
東
京

都
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
愛
知
県
、
静
岡
県
、
石
川
県
、
長
崎
県
、

広
島
県
、
福
岡
県
、
熊
本
県
の
主
要
地
域
に
於
て
こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

⑵

前
項
事
業
種
目
中
⑵
の
㋭
、
㋬
及
び
⑶
は
前
号
の
都
府
県
の
外
失
業
者
の
特
に
多
数
存

在
す
る
道
府
県
に
於
て
こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
救

済

人

員

二
二
、
八
三
〇
人

内
訳
別
紙
の
通
り

五
、
国

庫

補

助

⑴

本
事
業
の
予
算
単
価
は
労
力
費
一
人
一
日
三
〇
円
事
務
費
一
人
一
日
三
円
で
あ
っ
て
国

庫
補
助
額
は
こ
れ
が
総
額
に
つ
き
各
々
「
三
分
の
二
」
で
あ
る
。
従
っ
て
本
事
業
実
施
主

体
は
右
予
算
単
価
に
よ
る
所
要
経
費
の
各
三
分
の
一
を
必
ず
負
担
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。

⑵

国
庫
補
助
額
の
算
出
は
別
紙
人
員
配
当
予
定
表
に
基
き
こ
れ
を
一
日
平
均
人
員
と
し
て

左
の
計
算
に
よ
る
こ
と
。

㋑

労
力
費
一
人
一
日
二
〇
円
の
年
（
三
〇
〇
日
稼
働
）
六
、
〇
〇
〇
円

㋺

事
務
費
一
人
一
日

二
円
の
年
（
同

）

六
〇
〇
円

⑶

国
庫
補
助
申
請
書
（
編
注
：
中
略
）

六
、
事
業
施
行
上
の
注
意
事
項

本
事
業
は
昭
和
二
十
一
年
九
月
閣
議
決
定
の
「
公
共
事
業
処
理
要
綱
」
に
よ
っ
て
行
は
れ
る

事
業
で
あ
る
か
ら
一
般
公
共
事
業
実
施
の
諸
原
則
に
従
う
は
勿
論
更
に
左
の
諸
点
に
留
意
を

要
す
る
。

⑴

本
事
業
に
就
労
せ
し
め
る
労
務
者
は
当
該
事
業
に
定
着
せ
し
め
ず
漸
次
健
全
な
る
産
業

部
門
に
就
労
せ
し
め
る
や
う
配
意
す
る
と
共
に
、
失
業
者
発
生
の
増
減
に
応
じ
随
時
作
業

の
拡
大
、
縮
小
を
行
ひ
機
動
的
且
効
率
的
な
事
業
の
運
営
を
図
る
こ
と
。

⑵

賃
金
は
成
る
べ
く
勤
労
署
に
於
て
毎
日
又
は
週
間
払
と
す
る
こ
と
。

⑶

別
紙
人
員
配
当
予
定
表
の
第
二
表
記
載
の
諸
事
業
は
所
謂
知
識
階
級
失
業
救
済
の
た
め

の
諸
事
業
で
あ
る
か
ら
概
ね
大
学
、
専
門
学
校
卒
業
者
又
は
中
等
学
校
卒
業
者
で
あ
っ
て
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相
当
の
経
験
、
技
術
を
習
得
し
且
筋
肉
的
労
働
に
適
せ
ず
と
認
め
ら
れ
る
失
業
者
の
救
済

に
あ
て
る
こ
と
。

⑷

就
業
者
の
採
用
に
当
っ
て
は
、
失
業
者
に
し
て
生
活
困
窮
の
者
を
優
先
せ
し
め
る
こ
と
。

⑸

国
庫
補
助
の
対
象
と
な
る
べ
き
労
力
費
、
事
務
費
の
相
互
流
用
は
認
め
ら
れ
た
い
。
又

事
業
計
画
の
変
更
に
は
予
め
厚
生
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
。
尚
資
材
費
の
ご
と
き
特

種
の
経
費
を
必
要
と
す
る
場
合
は
事
業
実
施
主
体
に
於
て
別
個
に
経
費
の
支
出
を
考
慮
す

べ
き
こ
と
。

⑹

就
業
者
の
実
際
の
賃
金
は
当
該
地
方
に
お
い
て
普
通
支
払
は
れ
る
同
種
の
作
業
の
賃
金

程
度
と
す
る
こ
と
。

七
、
そ

の

他

㋑

本
事
業
は
総
べ
て
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
せ
ら
れ
る
た
め
に
四
、
四
半
期
毎

の
認
証
を
要
し
且
昭
和
二
十
一
年
度
に
お
い
て
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
た
公
共
事
業
月
報
そ

の
他
諸
報
告
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
尚
次
期
認
証
は
右
報
告
に
基
い
て
な
さ
れ
る

の
で
こ
れ
が
提
出
に
つ
い
て
は
特
に
、
正
確
、
迅
速
を
期
す
る
こ
と
。

㋺

本
事
業
に
対
し
て
は
経
済
安
定
木
部
、
厚
生
省
等
よ
り
臨
時
査
察
が
な
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
こ
と
。

別
紙
⑴
⑵
省
略
す
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
三
月
二
〇
日

〔
五
─
一
─
一
四
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
発
第
一
五
五
号
）

公公
共共
事事
業業
日日
雇雇
労労
務務
者者
標標
準準
賃賃
金金
にに
関関
すす
るる
件件

公
共
事
業
に
お
け
る
日
雇
労
務
者
の
標
準
賃
金
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
附
（
経

円
第
五
二
号
経
済
安
定
本
部
第
四
部
長
、
労
発
第
六
五
八
号
、
厚
生
省
労
政
局
長
）
通
牒
別
添

「
臨
時
日
雇
労
務
者
賃
金
調
査
要
綱
」
に
よ
る
調
査
な
ら
び
に
標
準
賃
金
案
に
基
き
別
紙
「
公

共
事
業
日
雇
労
務
者
標
準
賃
金
準
則
」
の
ご
と
く
決
定
し
こ
れ
を
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
な
お
本
件
に
関
し
て
は
関
係
方
而
と
も
慎
重
審
議
し
た
結
果
決
定
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
特
に
そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
万
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

別
紙

公公
共共
事事
業業
日日
雇雇
労労
務務
者者
標標
準準
賃賃
金金
準準
則則

一
、
所
定
就
業
時
間
一
日
八
時
間
以
内
の
場
合
に
お
け
る
標
準
日
給
額
は
別
表
に
掲
げ
ら
れ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
所
定
就
業
時
間
が
著
し
く
短
い
場
合
は
所
定
就
業
時
間
の
割
合
に
応
じ
て
前
号
の
標
準
日

給
額
を
減
額
す
る
こ
と
、
た
だ
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
右
の
額
に
対
し
前
号
の
標
準
日
給
額

の
二
割
以
内
の
額
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
、
個
個
の
労
務
者
に
対
す
る
日
給
額
は
技
能
経
験
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
標
準
日
給
額
の
一

割
の
範
囲
内
に
お
い
て
標
準
日
給
額
を
超
え
、
ま
た
は
下
っ
て
定
め
る
こ
と
を
得
る
こ
と
。

四
、
別
表
に
標
準
日
給
額
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職
種
の
貸
金
は
標
準
日
給
額
の
定
め
ら
れ
て

い
る
職
種
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
そ
の
日
給
額
を
定
め
る
こ
と
。

五
、
就
業
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
と
き
は
八
時
間
を
超
え
る
一
時
間
に
付
日
給
額
（
特
殊
作

業
場
に
あ
っ
て
は
特
殊
作
業
手
当
を
ま
た
役
付
者
に
あ
っ
て
は
役
付
手
当
を
加
え
た
額
）
の

時
問
割
額
を
五
割
増
す
る
割
合
で
計
算
し
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
。

六
、
㈠

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
日
給
額
（
役
付
者
に
在
っ
て
は
役
付
手
当
を
加

え
た
額
）
の
三
割
に
相
当
す
る
額
の
特
殊
作
業
手
当
を
文
給
す
る
こ
と
。
〔
以
下
略
〕

㈡

役
付
者
に
は
左
の
役
付
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。
〔
以
下
略
〕

㈢

本
来
の
住
居
を
離
れ
て
働
く
労
務
者
の
手
当
そ
の
他
特
別
の
場
合
に
対
す
る
手
当
を
支

給
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
厚
生
省
に
申
請
し
厚
生
省
お
よ
び
安
定
木
部
の

承
認
を
得
る
こ
と
。

七
、
請
負
制
に
よ
り
就
業
さ
せ
る
場
合
は
、
標
準
作
業
量
を
遂
行
し
た
場
合
に
漂
準
日
給
額
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
請
負
単
価
そ
の
他
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
。
特
殊
作
業
の
場
合
は
第
六
号

㈠
の
率
に
よ
り
単
価
を
別
増
す
る
こ
と
。
役
付
手
当
は
第
六
号
㈡
の
趣
旨
に
よ
り
一
定
額
を

支
給
す
る
こ
と
。

別
表

公

共

事

業

地

方

別

標

準

日

給

額

（
単
位

円
）

職
種
別

自
動
車

荷
車
曳

荷
車
曳

荷
馬
車
曳

荷
馬
車
曳

大

工

左

官

鳶

工

石

工

土

工

人
夫

人
夫

板
金
工

瓦
葺
工

配
管
工

塗
装
工

造
園
工

同
助
手

A

B

地
方
別

運
転
手

(

車
無)

(

車
持)

(

馬
車
無)

(

馬
車
持)

北
海
道
地
方

九
〇

九
〇

七
五

九
〇

五
〇

四
五

四
〇

八
〇

九
〇

九
〇

八
〇

六
五

八
〇

五
〇

六
五

八
五

七
五

三
〇
〇

東
北
北
海
地
方

五
五

五
五

四
五

六
〇

三
五

三
〇

二
五

六
〇

六
〇

六
〇

五
五

四
〇

四
〇

三
〇

三
五

四
五

四
五

一
五
〇
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相
当
の
経
験
、
技
術
を
習
得
し
且
筋
肉
的
労
働
に
適
せ
ず
と
認
め
ら
れ
る
失
業
者
の
救
済

に
あ
て
る
こ
と
。

⑷

就
業
者
の
採
用
に
当
っ
て
は
、
失
業
者
に
し
て
生
活
困
窮
の
者
を
優
先
せ
し
め
る
こ
と
。

⑸

国
庫
補
助
の
対
象
と
な
る
べ
き
労
力
費
、
事
務
費
の
相
互
流
用
は
認
め
ら
れ
た
い
。
又

事
業
計
画
の
変
更
に
は
予
め
厚
生
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
。
尚
資
材
費
の
ご
と
き
特

種
の
経
費
を
必
要
と
す
る
場
合
は
事
業
実
施
主
体
に
於
て
別
個
に
経
費
の
支
出
を
考
慮
す

べ
き
こ
と
。

⑹

就
業
者
の
実
際
の
賃
金
は
当
該
地
方
に
お
い
て
普
通
支
払
は
れ
る
同
種
の
作
業
の
賃
金

程
度
と
す
る
こ
と
。

七
、
そ

の

他

㋑

本
事
業
は
総
べ
て
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
せ
ら
れ
る
た
め
に
四
、
四
半
期
毎

の
認
証
を
要
し
且
昭
和
二
十
一
年
度
に
お
い
て
提
出
せ
ら
れ
て
ゐ
た
公
共
事
業
月
報
そ

の
他
諸
報
告
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
尚
次
期
認
証
は
右
報
告
に
基
い
て
な
さ
れ
る

の
で
こ
れ
が
提
出
に
つ
い
て
は
特
に
、
正
確
、
迅
速
を
期
す
る
こ
と
。

㋺

本
事
業
に
対
し
て
は
経
済
安
定
木
部
、
厚
生
省
等
よ
り
臨
時
査
察
が
な
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
こ
と
。

別
紙
⑴
⑵
省
略
す
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
三
月
二
〇
日

〔
五
─
一
─
一
四
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
発
第
一
五
五
号
）

公公
共共
事事
業業
日日
雇雇
労労
務務
者者
標標
準準
賃賃
金金
にに
関関
すす
るる
件件

公
共
事
業
に
お
け
る
日
雇
労
務
者
の
標
準
賃
金
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
附
（
経

円
第
五
二
号
経
済
安
定
本
部
第
四
部
長
、
労
発
第
六
五
八
号
、
厚
生
省
労
政
局
長
）
通
牒
別
添

「
臨
時
日
雇
労
務
者
賃
金
調
査
要
綱
」
に
よ
る
調
査
な
ら
び
に
標
準
賃
金
案
に
基
き
別
紙
「
公

共
事
業
日
雇
労
務
者
標
準
賃
金
準
則
」
の
ご
と
く
決
定
し
こ
れ
を
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
な
お
本
件
に
関
し
て
は
関
係
方
而
と
も
慎
重
審
議
し
た
結
果
決
定
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
特
に
そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
万
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

別
紙

公公
共共
事事
業業
日日
雇雇
労労
務務
者者
標標
準準
賃賃
金金
準準
則則

一
、
所
定
就
業
時
間
一
日
八
時
間
以
内
の
場
合
に
お
け
る
標
準
日
給
額
は
別
表
に
掲
げ
ら
れ
た

も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
所
定
就
業
時
間
が
著
し
く
短
い
場
合
は
所
定
就
業
時
間
の
割
合
に
応
じ
て
前
号
の
標
準
日

給
額
を
減
額
す
る
こ
と
、
た
だ
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
右
の
額
に
対
し
前
号
の
標
準
日
給
額

の
二
割
以
内
の
額
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
、
個
個
の
労
務
者
に
対
す
る
日
給
額
は
技
能
経
験
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
標
準
日
給
額
の
一

割
の
範
囲
内
に
お
い
て
標
準
日
給
額
を
超
え
、
ま
た
は
下
っ
て
定
め
る
こ
と
を
得
る
こ
と
。

四
、
別
表
に
標
準
日
給
額
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職
種
の
貸
金
は
標
準
日
給
額
の
定
め
ら
れ
て

い
る
職
種
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
そ
の
日
給
額
を
定
め
る
こ
と
。

五
、
就
業
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
と
き
は
八
時
間
を
超
え
る
一
時
間
に
付
日
給
額
（
特
殊
作

業
場
に
あ
っ
て
は
特
殊
作
業
手
当
を
ま
た
役
付
者
に
あ
っ
て
は
役
付
手
当
を
加
え
た
額
）
の

時
問
割
額
を
五
割
増
す
る
割
合
で
計
算
し
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
。

六
、
㈠

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
日
給
額
（
役
付
者
に
在
っ
て
は
役
付
手
当
を
加

え
た
額
）
の
三
割
に
相
当
す
る
額
の
特
殊
作
業
手
当
を
文
給
す
る
こ
と
。
〔
以
下
略
〕

㈡

役
付
者
に
は
左
の
役
付
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
。
〔
以
下
略
〕

㈢

本
来
の
住
居
を
離
れ
て
働
く
労
務
者
の
手
当
そ
の
他
特
別
の
場
合
に
対
す
る
手
当
を
支

給
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
厚
生
省
に
申
請
し
厚
生
省
お
よ
び
安
定
木
部
の

承
認
を
得
る
こ
と
。

七
、
請
負
制
に
よ
り
就
業
さ
せ
る
場
合
は
、
標
準
作
業
量
を
遂
行
し
た
場
合
に
漂
準
日
給
額
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
請
負
単
価
そ
の
他
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
。
特
殊
作
業
の
場
合
は
第
六
号

㈠
の
率
に
よ
り
単
価
を
別
増
す
る
こ
と
。
役
付
手
当
は
第
六
号
㈡
の
趣
旨
に
よ
り
一
定
額
を

支
給
す
る
こ
と
。

別
表

公

共

事

業

地

方

別

標

準

日

給

額

（
単
位

円
）

職
種
別

自
動
車

荷
車
曳

荷
車
曳

荷
馬
車
曳

荷
馬
車
曳

大

工

左

官

鳶

工

石

工

土

工

人
夫

人
夫

板
金
工

瓦
葺
工

配
管
工

塗
装
工

造
園
工

同
助
手

A

B

地
方
別

運
転
手

(

車
無)

(

車
持)

(

馬
車
無)

(

馬
車
持)

北
海
道
地
方

九
〇

九
〇

七
五

九
〇

五
〇

四
五

四
〇

八
〇

九
〇

九
〇

八
〇

六
五

八
〇

五
〇

六
五

八
五

七
五

三
〇
〇

東
北
北
海
地
方

五
五

五
五

四
五

六
〇

三
五

三
〇

二
五

六
〇

六
〇

六
〇

五
五

四
〇

四
〇

三
〇

三
五

四
五

四
五

一
五
〇
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関
東
甲
信
地
方

五
五

五
五

四
五

五
〇

四
〇

三
〇

二
五

五
〇

五
〇

五
五

五
五

四
五

四
〇

三
〇

三
五

四
五

四
五

一
五
〇

京

浜

地

方

五
七

七
五

六
〇

八
五

五
〇

五
〇

三
五

七
五

八
〇

七
五

五
五

六
〇

六
〇

四
〇

五
〇

六
五

六
〇

三
〇
〇

東

海

地

方

五
〇

五
〇

四
五

四
五

三
五

三
〇

二
五

六
〇

六
〇

五
五

五
五

五
〇

四
〇

三
〇

四
〇

五
〇

五
〇

一
五
〇

近

畿

地

方

七
〇

七
五

六
〇

六
五

四
五

三
五

三
〇

六
五

七
〇

六
〇

六
五

六
五

五
〇

三
五

五
〇

六
五

六
〇

二
〇
〇

京
阪
神

地
方

九
〇

九
五

八
五

九
〇

五
六

五
五

四
〇

九
五

九
五

一
〇
〇

九
〇

八
〇

七
〇

五
〇

六
〇

八
〇

七
〇

二
〇
〇

山
陰
中
国
地
方

六
五

七
〇

六
〇

七
〇

四
〇

三
五

三
〇

七
〇

七
〇

五
五

六
五

六
五

五
〇

三
五

四
〇

五
〇

五
〇

一
五
〇

四

国

地

方

六
〇

七
〇

五
五

五
五

四
〇

三
〇

二
五

七
〇

七
〇

五
〇

七
〇

五
〇

四
〇

三
〇

三
五

四
五

四
五

一
五
〇

福

岡

七
五

七
五

七
〇

八
〇

四
〇

三
五

三
〇

七
五

七
〇

七
〇

七
〇

七
五

六
〇

四
〇

五
〇

六
五

六
〇

二
〇
〇

九
州

そ
の
他

五
〇

六
〇

四
五

五
五

四
〇

三
〇

二
五

四
五

五
〇

五
〇

五
〇

五
〇

四
〇

三
〇

三
五

四
五

四
五

一
五
〇

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
五
月
二
六
日

〔
五
─
一
─
一
五
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
九
八
号
）

昭昭
和和
二二
二二
年年
度度
失失
業業
応応
急急
事事
業業
のの
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

五
月
十
三
日
厚
生
省
発
職
第
三
号
を
以
て
、
国
庫
補
助
指
令
せ
ら
れ
た
昭
和
二
十
二
年
度
（
第

一
、
四
半
期
）
失
業
応
急
事
業
は
三
月
十
九
日
厚
生
省
発
勤
第
二
二
号
厚
生
次
官
通
牒
の
通
り
、

現
下
の
失
業
状
態
は
依
然
と
し
て
深
刻
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
そ
の
度
を
深
め
つ
ゝ
あ

る
の
に
鑑
み
こ
れ
が
対
策
と
し
て
実
施
せ
ら
れ
る
公
共
事
業
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す

な
は
ち
、
経
済
再
建
に
必
要
な
生
産
的
事
業
と
併
せ
社
会
公
共
福
祉
増
進
と
に
寄
与
す
る
事
業

を
行
ふ
と
同
時
に
、
で
き
る
だ
け
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
活
用
し
そ
の
生
活
の
安
定
を
図
ら
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
本
趣
旨
の
存
す
る
処
を
充
分
了
承
せ
ら
れ
、

こ
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
右
通
牒
の
趣
旨
は
勿
論
左
記
事
項
御
留
意
の
上
そ
の
実
効
を
挙
げ
る

に
万
遺
憾
な
い
よ
う
期
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
都
道
府
県
失
業
対
策
実
施
本
部
並
び
に
公
共
職
業
安
定
所
労
務
配
置
委
員
会
は
都
道
府
県

内
に
於
け
る
失
業
対
策
の
総
合
的
実
施
を
図
る
と
共
に
公
共
事
業
に
対
す
る
重
要
な
推
進
機

関
で
あ
る
が
従
来
の
実
情
は
動
も
す
れ
ば
、
そ
の
運
営
の
円
滑
を
欠
く
向
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
甚
し
き
に
至
っ
て
は
、
設
置
以
来
そ
の
ま
ゝ
放
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
如
き
向
も
あ
る
や

う
で
あ
る
こ
と
は
、
公
共
亊
業
に
及
ぼ
す
所
の
影
響
も
亦
少
な
く
な
く
、
甚
だ
遺
憾
と
存
ぜ

ら
れ
る
か
ら
今
後
之
が
運
営
に
つ
い
て
は
一
層
の
配
意
を
払
わ
れ
た
い
こ
と
。

尚
本
機
関
の
運
営
そ
の
他
実
情
を
承
知
し
た
い
か
ら
別
紙
に
よ
り
ご
調
査
の
上
六
月
十
日
迄

に
回
報
せ
ら
れ
た
い
。

二
、
公
共
事
業
に
失
業
者
を
優
先
雇
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
通
牒
せ
ら
れ
て
ゐ
る
通
り

で
あ
る
が
、
こ
の
趣
旨
の
不
徹
底
に
よ
る
か
未
だ
失
業
者
の
完
全
な
吸
収
活
用
さ
れ
て
ゐ
る

と
は
言
ひ
得
な
い
実
情
に
あ
る
の
で
公
共
事
業
の
趣
旨
と
併
せ
こ
の
点
に
つ
い
て
も
一
層
こ

れ
が
徹
底
を
図
り
、
極
力
失
業
者
を
吸
収
活
用
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

三
、
公
共
事
業
就
労
者
勤
労
加
配
米
は
失
業
者
の
吸
収
活
用
の
一
の
裏
付
け
と
も
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
取
扱
ひ
に
過
誤
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。
尚
未
だ
実
施
し
て
な
い
向
に

あ
っ
て
は
速
急
実
施
に
移
さ
れ
た
い
こ
と
。

四
、
市
の
行
ふ
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
常
に
緊
密
な
連
繋
を
得
て
必
要
に
応
じ
指
導
督
励
を

加
へ
る
等
、
以
て
本
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

五
、
本
補
助
金
は
補
助
指
令
条
件
に
よ
り
交
付
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
尚
左
記
了
知
せ
ら
れ

た
い
こ
と
。

㈠

支
出
額
の
三
分
の
二
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
が
補
助
額
よ
り
超
過
し
た
場
合
は
そ
の
超

過
額
を
控
除
し
て
補
助
せ
ら
れ
る
こ
と
。

す
な
は
ち
補
助
金
額
を
以
て
止
め
ら
れ
る
こ
と
。

㈡

支
出
額
の
三
分
の
一
よ
り
算
出
し
た
金
額
が
補
助
金
よ
り
著
し
く
減
少
す
る
場
合
は
補

助
指
令
条
件
四
に
よ
り
措
置
せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

別
紙
様
式
（
編
注
：
略
）

『
失
対
三
』
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昭
和
二
二
年
一
一
月
一
一
日

〔
五
─
一
─
一
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
、
文
部
省
学
校
教
育
局

長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
婦
発
第
四
五
号
）

年年
少少
者者
のの
就就
業業
にに
関関
すす
るる
件件

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
を
以
て
労
働
基
準
法
中
女
子
及
び
年
少
者
に
関
す
る
規
定
が
す
べ
て

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
回
「
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規

定
の
中
十
五
才
未
満
の
者
は
、
非
工
業
的
な
職
業
で
、
修
学
に
差
し
支
え
な
く
且
つ
児
童
の
健
康
、

教
育
及
び
福
祉
に
害
が
な
い
場
合
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
就
業
で
き
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
、
こ
の
た
め
に
詳
細
な
使
用
許
可
證
明
書
制
度
が
實
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
制
度
は
義
務
教
育
の
過
程
に
あ
る
生
徒
並
に
児
童
の
心
身
の
発
達
を
考
慮
す
る
と
共
に
、
劣

悪
な
労
働
状
態
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
り
従
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
は
生
徒
並

に
児
童
の
養
育
上
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定
の
完
金
な
施
行
と
円

滑
な
運
用
は
、
学
校
当
局
、
家
庭
及
び
労
働
保
護
官
署
間
の
緊
密
な
連
絡
に
よ
ら
な
け
れ
ば
所
期
の

成
果
を
あ
げ
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
方
面
に
法
の
趣
旨
を
充
分
周
知
徹
底
せ
し
め
る
と
共
に
、

左
記
の
点
お
含
み
の
上
然
る
べ
く
御
手
配
を
煩
わ
し
た
く
通
牒
す
る
。

記

一
、
別
紙
一
及
び
二
の
労
働
基
準
法
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
抜
粋
の
内
容
に
つ
い
て
、

学
校
当
局
に
充
分
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

二
、
生
徒
、
児
童
及
び
父
兄
に
も
機
会
あ
る
毎
に
こ
の
制
度
の
意
義
及
び
証
明
書
の
様
式
等
を
知
ら

し
め
、
生
徒
並
に
見
童
自
身
の
間
で
も
自
発
的
に
討
論
研
究
せ
し
め
る
よ
う
に
特
に
配
慮
あ
り
た

い
こ
と
。

三
、
別
紙
三
の
労
働
基
準
監
督
暑
の
所
在
地
を
学
校
当
局
及
び
父
兄
に
充
分
徹
底
せ
し
め
ら
れ
、
住

所
地
に
監
督
署
の
な
い
場
合
は
、
最
寄
の
監
督
署
に
郵
便
で
就
業
許
可
申
請
書
の
用
紙
を
請
求
す

る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

四
、
就
業
許
可
申
請
書
の
記
入
に
つ
い
て
は
、
児
童
、
使
用
者
及
び
親
権
者
又
は
後
見
人
が
必
要
事

項
を
記
入
し
た
あ
と
で
、
学
校
長
が
記
入
す
る
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

五
、
修
学
に
差
し
支
え
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
学
校
長
は
各
学
科
担
任

教
師
と
充
分
協
議
の
上
、

慎
重
に
判
断
さ
れ
た
い
こ
と
。

六
、
就
業
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
学
校
長
は
常
に
そ
の
心
身
の
状
態
に
留
意
し
て
、
就
業
が
、

有
害
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
連
絡
を
取
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た
い
。

七
、
そ
の
他
就
学
児
童
の
就
業
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
又
は
最
寄
の
労
働
基
準
監

督
署
長
と
常
に
連
絡
を
と
り
、
こ
の
制
度
運
用
に
つ
い
て
充
分
の
認
識
及
び
協
力
を
與
え
ら
れ
る

よ
う
、
学
校
当
局
に
も
特
に
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
二
年
一
二
月
一
六
日

〔
五
─
一
─
一
七
〕
労
働
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
働
省
発
四
一
号
）

労労
働働
部部
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

今
般
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
民
生
部
又
は
教
育
民
生
部
に
お
い
て
所
管
し
て
い

た
労
働
に
関
す
る
事
務
は
、
経
済
部
又
は
都
道
府
県
知
事
に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
働

部
の
所
管
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

思
う
に
、
健
全
な
労
働
組
合
運
動
を
育
成
促
進
し
、
労
働
関
係
の
合
理
的
な
調
整
を
図
り
、
以
て

産
業
の
再
建
に
寄
与
す
べ
き
こ
と
は
、
現
下
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
と
共
に
、
労
働
争
議
の
平
和
的
解

決
は
主
と
し
て
労
働
委
員
会
の
機
能
昂
揚
に
期
待
す
る
こ
と
極
め
て
多
く
、
か
く
し
て
労
政
関
係
行

政
は
一
層
雑
多
と
な
り
、
こ
れ
が
事
務
量
も
益
々
増
加
の
一
途
を
辿
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
職
業
開
係
行
政
に
つ
い
て
は
、
愈
々
深
刻
化
し
よ
う
と
す
る
失
業
問
題
に
封
処
し
て
今
般
職

業
安
定
法
、
失
業
保
険
法
及
び
失
業
手
当
法
の
三
法
律
の
制
定
実
施
を
み
る
に
至
り
、
こ
れ
に
伴
う

行
政
事
務
は
一
層
の
重
大
性
を
加
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

中
央
に
お
け
る
労
働
省
の
新
設
は
、
以
上
の
如
き
労
働
問
題
の
重
要
性
と
こ
れ
が
新
し
き
展
開
に

対
処
し
て
、
實
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
に
お
い
て
も
こ
れ
に
即
応
し
て
、
活
溌
且
つ
強
力

に
労
働
行
政
を
運
営
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
た
め
従
来
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
労
働
局
（
部
）
を
設
置
し
、
労
働
に
関
す
る
事
項
を

専
掌
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
貴
官
に
お
い
て
も
貴
管
下
労
働
に
関
す
る
行
政
の
愈
々
重
要
性
を

加
へ
、
こ
れ
が
事
務
量
の
益
々
激
増
し
て
き
て
ゐ
る
現
状
に
鑑
み
、
こ
の
際
労
働
に
関
す
る
事
務
を

専
管
す
る
部
を
設
置
し
、
以
て
行
政
運
営
の
完
壁
を
期
せ
ら
れ
る
よ
う
御
高
配
を
煩
わ
し
た
い
。

『
時
報
』

昭
和
二
二
年
一
二
月
一
八
日

〔
五
─
一一
─
一
八
〕
労
働
次
官
よ
り
（
労
働
省
発
総
第
四
三
号
）

労労
働働
部部
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
労
働
省
発
総
第
四
十
一
号
を
以
て
御
高
配
を
煩
わ
し
た
の
で
あ

る
が
、
御
承
知
の
如
く
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
は
来
る
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
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昭
和
二
二
年
一
一
月
一
一
日

〔
五
─
一
─
一
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
、
文
部
省
学
校
教
育
局

長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
婦
発
第
四
五
号
）

年年
少少
者者
のの
就就
業業
にに
関関
すす
るる
件件

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
を
以
て
労
働
基
準
法
中
女
子
及
び
年
少
者
に
関
す
る
規
定
が
す
べ
て

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
回
「
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規

定
の
中
十
五
才
未
満
の
者
は
、
非
工
業
的
な
職
業
で
、
修
学
に
差
し
支
え
な
く
且
つ
児
童
の
健
康
、

教
育
及
び
福
祉
に
害
が
な
い
場
合
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
就
業
で
き
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
、
こ
の
た
め
に
詳
細
な
使
用
許
可
證
明
書
制
度
が
實
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
制
度
は
義
務
教
育
の
過
程
に
あ
る
生
徒
並
に
児
童
の
心
身
の
発
達
を
考
慮
す
る
と
共
に
、
劣

悪
な
労
働
状
態
か
ら
保
護
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
り
従
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
は
生
徒
並

に
児
童
の
養
育
上
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定
の
完
金
な
施
行
と
円

滑
な
運
用
は
、
学
校
当
局
、
家
庭
及
び
労
働
保
護
官
署
間
の
緊
密
な
連
絡
に
よ
ら
な
け
れ
ば
所
期
の

成
果
を
あ
げ
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
方
面
に
法
の
趣
旨
を
充
分
周
知
徹
底
せ
し
め
る
と
共
に
、

左
記
の
点
お
含
み
の
上
然
る
べ
く
御
手
配
を
煩
わ
し
た
く
通
牒
す
る
。

記

一
、
別
紙
一
及
び
二
の
労
働
基
準
法
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
抜
粋
の
内
容
に
つ
い
て
、

学
校
当
局
に
充
分
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

二
、
生
徒
、
児
童
及
び
父
兄
に
も
機
会
あ
る
毎
に
こ
の
制
度
の
意
義
及
び
証
明
書
の
様
式
等
を
知
ら

し
め
、
生
徒
並
に
見
童
自
身
の
間
で
も
自
発
的
に
討
論
研
究
せ
し
め
る
よ
う
に
特
に
配
慮
あ
り
た

い
こ
と
。

三
、
別
紙
三
の
労
働
基
準
監
督
暑
の
所
在
地
を
学
校
当
局
及
び
父
兄
に
充
分
徹
底
せ
し
め
ら
れ
、
住

所
地
に
監
督
署
の
な
い
場
合
は
、
最
寄
の
監
督
署
に
郵
便
で
就
業
許
可
申
請
書
の
用
紙
を
請
求
す

る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
こ
と
。

四
、
就
業
許
可
申
請
書
の
記
入
に
つ
い
て
は
、
児
童
、
使
用
者
及
び
親
権
者
又
は
後
見
人
が
必
要
事

項
を
記
入
し
た
あ
と
で
、
学
校
長
が
記
入
す
る
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

五
、
修
学
に
差
し
支
え
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
学
校
長
は
各
学
科
担
任

教
師
と
充
分
協
議
の
上
、

慎
重
に
判
断
さ
れ
た
い
こ
と
。

六
、
就
業
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
学
校
長
は
常
に
そ
の
心
身
の
状
態
に
留
意
し
て
、
就
業
が
、

有
害
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
連
絡
を
取
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た
い
。

七
、
そ
の
他
就
学
児
童
の
就
業
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
又
は
最
寄
の
労
働
基
準
監

督
署
長
と
常
に
連
絡
を
と
り
、
こ
の
制
度
運
用
に
つ
い
て
充
分
の
認
識
及
び
協
力
を
與
え
ら
れ
る

よ
う
、
学
校
当
局
に
も
特
に
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
い
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
二
年
一
二
月
一
六
日

〔
五
─
一
─
一
七
〕
労
働
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
働
省
発
四
一
号
）

労労
働働
部部
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

今
般
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
民
生
部
又
は
教
育
民
生
部
に
お
い
て
所
管
し
て
い

た
労
働
に
関
す
る
事
務
は
、
経
済
部
又
は
都
道
府
県
知
事
に
お
い
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
働

部
の
所
管
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

思
う
に
、
健
全
な
労
働
組
合
運
動
を
育
成
促
進
し
、
労
働
関
係
の
合
理
的
な
調
整
を
図
り
、
以
て

産
業
の
再
建
に
寄
与
す
べ
き
こ
と
は
、
現
下
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
と
共
に
、
労
働
争
議
の
平
和
的
解

決
は
主
と
し
て
労
働
委
員
会
の
機
能
昂
揚
に
期
待
す
る
こ
と
極
め
て
多
く
、
か
く
し
て
労
政
関
係
行

政
は
一
層
雑
多
と
な
り
、
こ
れ
が
事
務
量
も
益
々
増
加
の
一
途
を
辿
り
つ
つ
あ
る
。

一
方
職
業
開
係
行
政
に
つ
い
て
は
、
愈
々
深
刻
化
し
よ
う
と
す
る
失
業
問
題
に
封
処
し
て
今
般
職

業
安
定
法
、
失
業
保
険
法
及
び
失
業
手
当
法
の
三
法
律
の
制
定
実
施
を
み
る
に
至
り
、
こ
れ
に
伴
う

行
政
事
務
は
一
層
の
重
大
性
を
加
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

中
央
に
お
け
る
労
働
省
の
新
設
は
、
以
上
の
如
き
労
働
問
題
の
重
要
性
と
こ
れ
が
新
し
き
展
開
に

対
処
し
て
、
實
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
に
お
い
て
も
こ
れ
に
即
応
し
て
、
活
溌
且
つ
強
力

に
労
働
行
政
を
運
営
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
た
め
従
来
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
労
働
局
（
部
）
を
設
置
し
、
労
働
に
関
す
る
事
項
を

専
掌
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
貴
官
に
お
い
て
も
貴
管
下
労
働
に
関
す
る
行
政
の
愈
々
重
要
性
を

加
へ
、
こ
れ
が
事
務
量
の
益
々
激
増
し
て
き
て
ゐ
る
現
状
に
鑑
み
、
こ
の
際
労
働
に
関
す
る
事
務
を

専
管
す
る
部
を
設
置
し
、
以
て
行
政
運
営
の
完
壁
を
期
せ
ら
れ
る
よ
う
御
高
配
を
煩
わ
し
た
い
。

『
時
報
』

昭
和
二
二
年
一
二
月
一
八
日

〔
五
─
一一
─
一
八
〕
労
働
次
官
よ
り
（
労
働
省
発
総
第
四
三
号
）

労労
働働
部部
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
労
働
省
発
総
第
四
十
一
号
を
以
て
御
高
配
を
煩
わ
し
た
の
で
あ

る
が
、
御
承
知
の
如
く
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
は
来
る
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
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れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
る
の
で
、
同
法
施
行
の
際
に
で
き
る
だ
け
速
に
労
働
に
関
す
る
事
務
を
専
管

す
る
部
を
設
置
せ
ら
る
る
よ
う
、
重
ね
て
御
高
配
を
煩
わ
し
た
く
貴
意
の
程
至
急
御
通
報
願
い
た
い
。

な
ほ
、
労
働
部
設
置
に
伴
う
豫
算
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
以
降
の
労
働
部
長
の
俸
給

そ
の
他
の
事
務
費
の
半
額
を
国
庫
補
助
す
る
こ
と
に
決
定
致
し
た
の
で
お
含
み
お
き
願
い
た
い
。

追
っ
て
、
労
働
部
長
の
人
選
に
関
し
貴
部
内
に
お
い
て
適
当
な
人
を
得
る
こ
と
の
困
難
な
場
合
に

は
、
当
省
に
お
い
て
御
推
薦
申
上
ぐ
べ
く
、
念
の
た
め
申
添
え
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
一
月
一
四
日

〔
五
─
一
─
一
九
〕
労
働
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
働
省
職
発
総
一
号
）

労労
働働
部部
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
労
働
省
発
總
第
四
一
号
及
び
第
四
三
号
を
以
て
御
高
配
を
煩
は

し
た
の
で
あ
る
が
今
般
特
に
本
件
に
つ
い
て
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
経
済
部
労
働
課
長
ヂ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｓ
・
キ

レ
ン
氏
よ
り
別
紙
の
如
き
御
懇
篤
な
る
書
翰
に
接
し
た
。
右
書
翰
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
労
働
行

政
の
重
要
性
と
そ
の
事
務
量
の
廣
汎
に
亘
る
に
至
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
部
を
速
に
設
置
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
の
労
働
省
の
見
解
に
対
し
、
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
経
済
部
労
働
課
の
立
場
よ
り
全
面
的

に
同
意
で
あ
る
旨
を
簡
潔
明
瞭
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
本
件
の
処
理
に

つ
い
て
は
、
右
書
翰
の
趣
旨
を
十
分
に
御
了
承
の
上
、
労
働
部
の
設
置
に
関
し
速
か
に
特
段
の
御
高

配
を
煩
わ
し
た
い
。

拝

啓
私
は
去
る
一
九
四
七
年
十
二
月
十
六
日
附
を
以
っ
て
労
働
省
よ
り
発
せ
ら
れ
た
労
働
部
設
置
に
関

す
る
通
牒
を
興
味
深
く
拝
読
し
た
。
こ
の
通
牒
は
本
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
れ
、
而
し
て
各
府

県
に
お
け
る
労
働
に
関
す
る
事
項
の
所
管
は
、
こ
れ
を
専
管
的
労
働
部
の
所
管
又
は
商
工
・
農
・
労

働
そ
の
他
の
事
項
を
併
せ
所
管
す
る
経
済
部
の
所
管
に
属
す
る
事
を
規
定
し
た
地
方
自
治
法
の
条
節

に
鑑
み
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
貴
下
が
未
だ
労
働
部
を
設
置
し
て
い
な
い
各
県
の
知
事
に
対
し
、
出
来
る
だ
け
速
か
な
機

会
に
、
か
か
る
労
働
部
を
設
置
す
る
の
措
置
を
講
ぜ
ら
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
な
さ
れ
た
事
に
対
し
全

面
的
に
満
腔
の
同
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
労
働
組
合
法
の
成
立
に
端
を
発
し
て
以
来
、
過
去
二
箇

年
間
に
日
本
の
労
働
者
及
び
そ
の
組
合
の
福
祉
を
保
護
助
成
す
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
労
働
立
法
並

び
に
各
種
労
働
行
政
の
面
に
お
い
て
は
、
極
め
て
急
速
な
る
進
展
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
き
立
法

及
び
行
政
事
務
は
、
必
然
的
に
中
央
並
び
に
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
新
し
き
責
務
を
賦
課
す
る
に

至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
新
憲
法
及
び
極
東
委
員
会
に
お
い
て
採
択
し
た
諸
原
則
の
定
む
る
所
に
従
い
、
日
本
に
お

け
る
労
働
者
は
、
労
働
組
合
の
健
全
な
る
発
達
、
団
体
交
渉
の
効
果
的
な
る
実
行
、
職
業
安
定
事
業

の
進
歩
的
な
る
実
施
、
担
当
者
に
対
す
る
失
業
保
険
給
付
の
迅
速
な
る
支
給
並
び
に
労
働
基
準
法
の

強
力
な
る
施
行
等
を
助
長
す
る
政
府
の
各
種
の
計
画
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
有
効
な
る
実
施
を
期
待
す

る
こ
と
が
出
来
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

中
央
政
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
機
能
の
極
め
て
緊
要
な
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
、
さ
き
に
労
働

省
の
設
置
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
労
働
に
関
す
る
事
項
が
、
政
府
の
主
要
な
る
任
務

と
認
め
ら
る
る
に
至
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
中
央
に
お
け
る
一
省
の
み
を
以
っ
て

し
て
は
、
全
国
数
百
萬
の
労
働
者
及
び
事
業
主
の
日
常
生
活
に
利
害
関
係
を
有
す
る
幾
多
の
労
働
施

策
の
完
全
な
る
成
功
と
健
全
な
る
実
施
と
を
保
証
し
が
た
い
と
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め

に
は
、
府
県
の
責
務
と
せ
ら
れ
た
労
働
施
策
運
営
の
掌
に
当
た
る
地
方
職
員
の
誠
実
不
屈
の
努
力
に

俟
っ
て
の
み
、
そ
の
成
功
を
確
保
で
き
る
も
の
と
考
へ
る
。

こ
れ
ら
地
方
職
員
の
職
責
の
本
質
に
鑑
み
、
府
県
知
事
の
職
責
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
労
働
に
関
す

る
諸
施
策
が
、
労
働
問
題
の
み
に
専
ら
注
意
を
傾
倒
し
、
且
つ
他
の
行
政
事
務
を
し
て
同
時
に
併
せ

所
掌
す
る
こ
と
に
依
り
、
そ
の
注
意
の
傾
倒
を
阻
害
せ
ら
る
ゝ
こ
と
の
な
い
強
力
に
し
て
且
つ
有
効

な
る
専
門
的
労
働
部
に
お
い
て
所
管
せ
し
め
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
再
建
、

民
主
的
労
働
運
動
の
発
展
、
健
全
な
る
労
働
関
係
及
び
職
業
安
定
に
関
す
る
諸
事
業
の
遂
行
の
成
否

は
、
一
に
か
か
っ
て
各
府
県
に
お
け
る
労
働
行
政
の
力
と
誠
実
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
各
府
県
の
知
事
が
、
労
働
に
関
す
る
行
政
の
重
要
性
と
そ
の
事
務
量
の
広
範
に
亘
る
に
至

っ
た
こ
と
に
想
い
を
至
し
、
独
立
の
労
働
部
の
速
な
る
設
置
を
考
慮
せ
ら
れ
た
き
旨
の
貴
下
の
希
望

に
対
し
、
私
も
茲
に
同
様
の
希
望
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

敬
具

一
九
四
八
年
一
月
十
二
日

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
一
月
二
九
日

〔
五
─
一
─
二
〇
〕
労
働
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
労
働
省
職
発
七
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
並並
びび
にに
同同
施施
行行
規規
則則
のの
公公
布布
にに
関関
すす
るる
件件

現
下
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
、
各
人
に
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
與
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
工
業
そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
と
と

も
に
戦
後
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
た
め
、
政
府
は
職
業
紹
介
事
業
の
画
期
的
刷
新
を
行
う
こ
と
と

な
り
、
さ
き
に
こ
れ
が
基
本
法
と
し
て
職
業
安
定
法
を
新
た
に
立
案
し
、
第
一
回
国
会
の
審
議
を
経
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て
、
客
年
十
一
月
三
十
日
法
律
第
百
四
十
一
読
を
以
て
公
布
せ
れ
ら
た
の
で
あ
る
が
引
続
き
同
施
行

規
則
も
十
二
月
二
十
九
日
労
働
省
令
第
十
二
号
を
以
て
公
布
せ
ら
れ
、
こ
こ
□
法
律
体
系
の
整
備
を

み
た
の
で
あ
る
。
職
業
安
定
法
各
章
□
趣
旨
と
す
る
と
こ
□
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
今
後
こ

の
法
律
及
び
規
則
□
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
の
立
法
の
趣
旨
と
規
定
の
意
義
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
の
に
鑑
み
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
関
係
職
員
に
対
□
よ
く
こ
れ
が
徹

底
を
図
ら
□
こ
の
法
律
制
定
の
精
神
が
日
常
執
務
の
上
に
具
現
す
る
よ
う
一
段
の
御
努
力
を
お
願
い

す
る
。
な
お
規
定
の
具
体
的
な
適
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
必
要
に
応
じ
て
通
牒
等
に
よ
り
指
示
さ
れ

る
が
、
従
来
の
職
業
紹
介
業
務
規
程
そ
の
他
の
通
牒
は
職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
に
抵
触
す
る

も
の
を
除
い
て
暫
定
的
に
従
前
の
と
お
り
業
務
執
行
の
指
針
と
し
て
活
用
さ
れ
た
い
。

職職
業業
安安
定定
法法
のの
要要
旨旨

第
一
章

総
則

こ
の
章
は
、
木
法
の
目
的
を
掲
げ
る
と
共
に
新
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
職
業
選
択
の
自
由
及
び
均

等
待
遇
の
如
き
憲
章
的
規
定
を
設
け
、
本
法
の
趣
旨
を
明
ら
か
た
ら
し
め
て
い
る
。

第
二
章

政
府
の
行
う
職
業
紹
介
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導

第
一
節

通
則

こ
の
節
は
、
職
業
安
定
行
政
機
関
の
職
務
権
限
と
職
員
の
人
事
及
び
職
業
安
定
委
員
会
の
設
置
そ

の
他
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
職
業
安
定
行
政
の
特
質
に
鑑
み
、
公
共
職
業
安
定
所
を
労
働

大
臣
の
管
理
に
属
せ
し
め
、
郡
道
府
県
知
事
に
対
し
て
こ
れ
が
監
督
権
を
委
任
す
る
と
共
に
、
人
事

に
つ
い
て
は
一
定
の
基
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
又
職
業
安
定
行
政
の
民
主
的

運
営
に
資
す
る
た
め
、
同
数
の
労
働
者
、
使
用
者
及
び
公
益
代
表
者
か
ら
成
る
中
央
、
都
道
府
県
及

び
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

第
二
節

職
業
紹
介

こ
の
節
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
行
職
業
紹
介
業
務
の
運
営
方
針
に
つ
き
そ
の
大
綱
を
示
し
た
も

の
で
、
即
ち
公
共
職
業
安
定
所
は

一

個
人
の
自
由
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
、
特
別
の
例
外
を
除
い
て
い
か
な
る
求
人
、
求
職
も
受
理

す
る
こ
と
を
必
要
と
し

二

求
人
者
及
び
求
職
者
に
最
適
の
あ
つ
旋
を
行
う
た
め
予
め
労
働
条
件
の
明
示
を
必
要
と
し

三

求
人
又
は
求
職
に
つ
い
て
そ
の
連
絡
を
行
い

四

又
そ
の
中
立
の
立
場
を
推
進
す
る
た
め
労
働
爭
議
に
介
入
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
節

職
業
指
導

こ
の
節
は
新
規
学
校
卒
業
者
、
年
少
者
等
職
業
知
識
が
乏
し
く
、
新
た
に
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

者
、
又
は
身
体
に
障
害
が
あ
る
等
の
事
由
に
よ
り
適
職
に
就
く
こ
と
の
困
難
な
者
に
対
し
て
、
職
業

に
関
す
る
知
識
の
授
与
、
適
性
検
査
の
実
施
等
に
よ
り
、
適
職
の
選
択
並
び
に
そ
の
選
択
し
た
職
業

え
の
適
応
を
容
易
に
す
る
た
め
の
援
助
□
遺
憾
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
、
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
節

職
業
補
導

こ
の
節
は
、
職
業
補
導
の
原
則
及
び
運
営
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
大
綱
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

一

補
導
種
目
は
労
働
力
の
受
給
状
況
に
即
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

補
導
施
設
の
設
置
及
び
運
営
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
建
前
と
し
必
要
あ
る
場

合
は
経
営
に
就
い
て
の
み
他
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

職
業
補
導
事
業
経
営
の
基
準
は
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

四

補
導
を
受
け
る
べ
き
者
の
選
考
及
び
あ
っ
旋
は
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

政
府
は
都
道
府
県
の
行
う
職
業
補
導
事
業
に
関
し
経
費
の
補
助
、
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う

こ
と
。

右
の
外
職
場
□
行
わ
れ
る
作
業
訓
練
に
就
い
て
は
、
共
同
作
業
施
設
の
場
合
に
お
い
て
は
、
特
に

こ
れ
を
職
業
補
導
と
し
て
取
扱
い
、
政
府
は
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
い
得
る
こ
と
と
し
、
一
般
工

場
事
業
場
に
お
い
て
行
う
も
の
に
対
し
て
は
都
道
府
県
知
事
が
技
術
の
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
章

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業

第
一
節

職
業
紹
介

こ
の
節
は
、
政
府
の
職
業
安
定
機
関
で
取
扱
う
こ
と
の
困
難
□
特
殊
技
術
を
必
要
と
す
る
職
業
を

あ
つ
旋
す
る
た
め
の
有
料
又
は
営
利
の
職
業
紹
介
事
業
、
及
び
無
料
で
経
営
す
る
職
業
紹
介
事
業
に

つ
い
て
は
、
特
に
弊
害
を
伴
わ
な
い
限
り
、
政
府
以
外
の
行
う
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
行
う
こ

と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
節

労
働
者
の
募
集

こ
の
節
は
、
刊
行
物
、
文
書
等
に
よ
る
労
働
者
の
募
集
は
、
障
害
を
伴
う
こ
と
が
少
い
の
で
、
原

則
的
に
自
由
に
行
う
こ
と
を
認
め
る
と
共
に
、
募
集
主
自
ら
、
又
は
そ
の
被
用
者
、
若
く
は
被
用
者

以
外
の
者
が
行
う
労
働
者
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
弊
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
す
べ
て
許
可
制
と

し
、
且
つ
必
要
な
制
限
を
附
し
て
募
集
行
為
を
厳
重
に
監
督
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
即
ち
労
働
力

の
適
正
な
需
給
調
整
を
図
る
た
め
募
集
地
域
、
募
集
時
期
等
に
つ
い
て
必
要
な
制
限
を
行
う
と
共
に
、

従
来
労
働
者
の
募
集
に
関
し
て
特
に
そ
の
傾
向
の
著
し
か
っ
た
人
身
売
買
的
な
募
集
行
為
、
人
頭
税

的
な
報
償
支
給
等
の
悪
弊
を
除
去
す
る
た
め
財
物
等
の
給
与
禁
止
規
定
を
設
け
、
且
つ
労
働
状
件
の

明
示
を
必
要
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
る
。
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て
、
客
年
十
一
月
三
十
日
法
律
第
百
四
十
一
読
を
以
て
公
布
せ
れ
ら
た
の
で
あ
る
が
引
続
き
同
施
行

規
則
も
十
二
月
二
十
九
日
労
働
省
令
第
十
二
号
を
以
て
公
布
せ
ら
れ
、
こ
こ
□
法
律
体
系
の
整
備
を

み
た
の
で
あ
る
。
職
業
安
定
法
各
章
□
趣
旨
と
す
る
と
こ
□
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
今
後
こ

の
法
律
及
び
規
則
□
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
の
立
法
の
趣
旨
と
規
定
の
意
義
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
の
に
鑑
み
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
関
係
職
員
に
対
□
よ
く
こ
れ
が
徹

底
を
図
ら
□
こ
の
法
律
制
定
の
精
神
が
日
常
執
務
の
上
に
具
現
す
る
よ
う
一
段
の
御
努
力
を
お
願
い

す
る
。
な
お
規
定
の
具
体
的
な
適
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
必
要
に
応
じ
て
通
牒
等
に
よ
り
指
示
さ
れ

る
が
、
従
来
の
職
業
紹
介
業
務
規
程
そ
の
他
の
通
牒
は
職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
に
抵
触
す
る

も
の
を
除
い
て
暫
定
的
に
従
前
の
と
お
り
業
務
執
行
の
指
針
と
し
て
活
用
さ
れ
た
い
。

職職
業業
安安
定定
法法
のの
要要
旨旨

第
一
章

総
則

こ
の
章
は
、
木
法
の
目
的
を
掲
げ
る
と
共
に
新
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
職
業
選
択
の
自
由
及
び
均

等
待
遇
の
如
き
憲
章
的
規
定
を
設
け
、
本
法
の
趣
旨
を
明
ら
か
た
ら
し
め
て
い
る
。

第
二
章

政
府
の
行
う
職
業
紹
介
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導

第
一
節

通
則

こ
の
節
は
、
職
業
安
定
行
政
機
関
の
職
務
権
限
と
職
員
の
人
事
及
び
職
業
安
定
委
員
会
の
設
置
そ

の
他
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
職
業
安
定
行
政
の
特
質
に
鑑
み
、
公
共
職
業
安
定
所
を
労
働

大
臣
の
管
理
に
属
せ
し
め
、
郡
道
府
県
知
事
に
対
し
て
こ
れ
が
監
督
権
を
委
任
す
る
と
共
に
、
人
事

に
つ
い
て
は
一
定
の
基
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
又
職
業
安
定
行
政
の
民
主
的

運
営
に
資
す
る
た
め
、
同
数
の
労
働
者
、
使
用
者
及
び
公
益
代
表
者
か
ら
成
る
中
央
、
都
道
府
県
及

び
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

第
二
節

職
業
紹
介

こ
の
節
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
行
職
業
紹
介
業
務
の
運
営
方
針
に
つ
き
そ
の
大
綱
を
示
し
た
も

の
で
、
即
ち
公
共
職
業
安
定
所
は

一

個
人
の
自
由
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
、
特
別
の
例
外
を
除
い
て
い
か
な
る
求
人
、
求
職
も
受
理

す
る
こ
と
を
必
要
と
し

二

求
人
者
及
び
求
職
者
に
最
適
の
あ
つ
旋
を
行
う
た
め
予
め
労
働
条
件
の
明
示
を
必
要
と
し

三

求
人
又
は
求
職
に
つ
い
て
そ
の
連
絡
を
行
い

四

又
そ
の
中
立
の
立
場
を
推
進
す
る
た
め
労
働
爭
議
に
介
入
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
節

職
業
指
導

こ
の
節
は
新
規
学
校
卒
業
者
、
年
少
者
等
職
業
知
識
が
乏
し
く
、
新
た
に
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

者
、
又
は
身
体
に
障
害
が
あ
る
等
の
事
由
に
よ
り
適
職
に
就
く
こ
と
の
困
難
な
者
に
対
し
て
、
職
業

に
関
す
る
知
識
の
授
与
、
適
性
検
査
の
実
施
等
に
よ
り
、
適
職
の
選
択
並
び
に
そ
の
選
択
し
た
職
業

え
の
適
応
を
容
易
に
す
る
た
め
の
援
助
□
遺
憾
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
、
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
節

職
業
補
導

こ
の
節
は
、
職
業
補
導
の
原
則
及
び
運
営
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
大
綱
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

一

補
導
種
目
は
労
働
力
の
受
給
状
況
に
即
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

補
導
施
設
の
設
置
及
び
運
営
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
建
前
と
し
必
要
あ
る
場

合
は
経
営
に
就
い
て
の
み
他
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

職
業
補
導
事
業
経
営
の
基
準
は
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

四

補
導
を
受
け
る
べ
き
者
の
選
考
及
び
あ
っ
旋
は
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

政
府
は
都
道
府
県
の
行
う
職
業
補
導
事
業
に
関
し
経
費
の
補
助
、
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う

こ
と
。

右
の
外
職
場
□
行
わ
れ
る
作
業
訓
練
に
就
い
て
は
、
共
同
作
業
施
設
の
場
合
に
お
い
て
は
、
特
に

こ
れ
を
職
業
補
導
と
し
て
取
扱
い
、
政
府
は
必
要
な
経
費
の
補
助
を
行
い
得
る
こ
と
と
し
、
一
般
工

場
事
業
場
に
お
い
て
行
う
も
の
に
対
し
て
は
都
道
府
県
知
事
が
技
術
の
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

第
三
章

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業

第
一
節

職
業
紹
介

こ
の
節
は
、
政
府
の
職
業
安
定
機
関
で
取
扱
う
こ
と
の
困
難
□
特
殊
技
術
を
必
要
と
す
る
職
業
を

あ
つ
旋
す
る
た
め
の
有
料
又
は
営
利
の
職
業
紹
介
事
業
、
及
び
無
料
で
経
営
す
る
職
業
紹
介
事
業
に

つ
い
て
は
、
特
に
弊
害
を
伴
わ
な
い
限
り
、
政
府
以
外
の
行
う
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
行
う
こ

と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
節

労
働
者
の
募
集

こ
の
節
は
、
刊
行
物
、
文
書
等
に
よ
る
労
働
者
の
募
集
は
、
障
害
を
伴
う
こ
と
が
少
い
の
で
、
原

則
的
に
自
由
に
行
う
こ
と
を
認
め
る
と
共
に
、
募
集
主
自
ら
、
又
は
そ
の
被
用
者
、
若
く
は
被
用
者

以
外
の
者
が
行
う
労
働
者
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
弊
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
す
べ
て
許
可
制
と

し
、
且
つ
必
要
な
制
限
を
附
し
て
募
集
行
為
を
厳
重
に
監
督
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
即
ち
労
働
力

の
適
正
な
需
給
調
整
を
図
る
た
め
募
集
地
域
、
募
集
時
期
等
に
つ
い
て
必
要
な
制
限
を
行
う
と
共
に
、

従
来
労
働
者
の
募
集
に
関
し
て
特
に
そ
の
傾
向
の
著
し
か
っ
た
人
身
売
買
的
な
募
集
行
為
、
人
頭
税

的
な
報
償
支
給
等
の
悪
弊
を
除
去
す
る
た
め
財
物
等
の
給
与
禁
止
規
定
を
設
け
、
且
つ
労
働
状
件
の

明
示
を
必
要
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
る
。
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第
三
節

労
働
者
供
給
事
業

こ
の
節
は
、
労
働
者
供
給
事
業
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
一
方
労
働
組
合
法
に
よ
る
労
働
組
合
が
、

労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
無
料
の
労
働
者
供
給
事
業
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
労
働
者
供
給

事
業
を
禁
止
し
た
の
は
、
そ
の
実
体
が
対
建
的
な
従
属
関
係
に
基
い
□
労
働
の
中
間
搾
取
を
行
い
、

且
つ
強
制
労
働
の
悪
弊
を
伴
い
勝
ち
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
個
人
の
基
本
的
人
権
で
尊
重
す

る
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
労
働
の
民
主
化
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
労
働
組

合
が
無
料
の
労
働
者
供
給
事
業
を
行
う
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
自
主
的
な
労
働
者
の
固
結
に
よ
り
、

前
記
の
弊
害
を
排
除
す
る
と
共
に
、
従
前
の
労
働
者
供
給
事
業
が
有
し
て
い
た
社
会
的
經
済
的
な
機

能
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

第
四
章

雑
則

こ
の
章
は
、
こ
の
法
律
を
実
施
し
て
い
く
上
に
必
要
な
諸
般
の
事
項
に
つ
き
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
。

第
五
章

罰
則

こ
の
章
は
、
こ
の
法
律
の
違
反
行
為
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
の
規
定
で
特
に
労
働
者
の
保
護
に

重
点
が
置
か
れ
て
あ
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
二
月
七
日

〔
五
─
一
─
二
一
〕
文
部
次
官
・
勞
働
次
官
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
学
第
三
八
号
）

新新
制制
中中
学学
校校
のの
職職
業業
指指
導導
にに
関関
すす
るる
件件

新
制
中
学
校
に
お
い
て
は
教
育
基
本
法
及
学
校
教
育
法
の
趣
旨
に
基
き
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
今
般
職
業
安
定
法
が
実
施
せ
ら
れ
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
施
行
）
公
共
職
業

安
定
所
の
行
う
職
業
指
導
も
右
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
学
校
及
び
公
共
職
業
安
定
所
は
そ

の
実
施
に
つ
い
て
左
記
の
方
針
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
貴
管
下
教
育
施
設
並
に
職

業
安
定
機
関
に
徹
底
し
実
効
を
収
め
る
よ
う
格
段
の
御
配
意
あ
り
た
い
。

記

一
、
学
校
に
お
い
て
は
職
業
知
識
の
啓
培
、
職
業
実
習
、
個
性
に
關
す
る
調
査
及
び
諸
検
査
進
路
指

導
進
学
及
び
就
職
卒
業
後
の
指
導
等
を
行
い
就
職
あ
っ
旋
及
び
就
職
後
の
指
導
に
つ
い
て
は
公
共

職
業
安
定
所
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
等
緊
密
な
る
連
絡
を
と
り
こ
れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

二
．
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
は
、
学
校
と
連
絡
の
上
、
職
業
に
関
す
る
資
料
の
提
供
職
業
適
性

検
査
の
援
助
工
場
事
業
場
等
に
お
け
る
職
業
実
習
に
対
す
る
協
力
及
び
職
業
相
談
（
具
体
的
求
人

口
及
び
職
種
等
に
関
す
る
も
の
）
就
職
あ
つ
旋
並
び
に
就
職
後
の
指
導
職
業
安
定
に
関
す
る
事
項

を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
職
業
指
導
は
前
述
の
両
機
関
の
各
内
容
を
一
連
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
成
果
を
収
め

う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
行
う
学
校
及
び
公
共
職
業
安
定
所
は
互
に
協
力
援
助
し
、
そ
の

実
績
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
三
月
一
日

〔
五
─
一
─
二
二
〕
学
校
教
育
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
学
八
一
号
）

各各
種種
学学
校校
のの
取取
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

学
校
教
育
法
第
八
十
四
条
の
運
営
に
つ
い
て
は
基
準
の
明
瞭
で
な
い
点
が
あ
り
、
か
つ
無
認

可
各
種
学
校
が
続
出
し
教
育
上
好
ま
し
く
な
い
事
態
を
も
た
ら
す
虞
の
あ
る
実
情
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
に
通
達
す
る
か
ら
、
遺
憾
の
な
い

よ
う
取
計
わ
れ
た
い
。

記

一

一
以
上
の
教
科
も
し
く
は
技
術
又
は
こ
れ
ら
双
方
を
教
授
す
る
教
育
施
設
に
し
て
、
二
名

以
上
の
教
員
と
二
十
名
以
上
の
生
徒
を
有
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
学
校
教
育
法
第
八
十
四
条

の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
各
種
学
校
と
し
て
認
め
る
。
従
っ
て
、
同
第
八
十
三
条
に
お
い

て
準
用
さ
れ
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
各
種
学
校
設
置
の
認
可
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
但
し
学
校
教
育
法
第
一
条
に
掲
げ
る
学
校
及
び
既
に
認
可
を
受
け
た
各
種
学
校

を
除
く
）
も
し
認
可
を
申
請
し
な
い
場
合
に
は
都
道
府
県
監
督
庁
が
各
種
学
校
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

当
該
教
育
施
設
は
前
項
の
都
道
府
県
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
る
ま
で
は
、
教
育
を
行
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

三

講
習
会
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い

四

第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
の
校
長
も
し
く
は
学
校
を
代
表
し
て
校
務
を
掌
る
者
は
、
こ
の

通
達
交
付
後
二
ヵ
月
以
内
に
、
各
種
学
校
の
設
置
に
つ
い
て
都
道
府
県
監
督
庁
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
近近
代代
』

昭
和
二
三
年
四
月
一
日
（
実
施
）

〔
五
─
一
─
二
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
決
定
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労労
働働
省省
所所
管管
公公
共共
事事
業業
共共
同同
作作
業業
施施
設設
設設
置置
方方
針針

㈠

公
共
事
業
原
則
と
共
同
作
業
施
設
と
、
関
係

１

共
同
作
業
施
設
は
、
一
般
公
共
事
業
及
び
失
業
応
急
事
業
の
実
施
に
よ
つ
て
も
な
お
吸
収
す

る
こ
と
の
困
難
な
失
業
者
を
対
象
と
す
る
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
。

２

政
府
が
公
共
事
業
費
よ
り
国
庫
補
助
金
を
交
付
し
、
本
施
設
を
設
置
運
営
せ
し
め
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
政
府
の
行
う
失
業
対
策
に
資
せ
し
め
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
運
営
は
あ
く
ま
で
公
共
事

業
の
原
則
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
民
間
工
場
等
に
委
託
経
営
せ
し
め
た
如
き
は

こ
れ
を
採
ら
ず
、
新
た
な
考
え
方
に
徹
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

㈡

基
本
方
針

共
同
作
業
施
設
は
左
の
基
本
方
針
に
則
っ
て
設
置
し
運
営
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

１

軽
労
働
に
適
す
る
失
業
者
を
収
容
し
て
、
差
当
り
就
業
の
機
会
を
与
え
て
そ
の
生
活
の
安
定

に
寄
与
す
る
と
共
に
就
職
上
必
要
な
知
識
技
能
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
工
場
的
な
簡

易
作
業
で
あ
る
こ
と
。

２

経
営
主
体
は
、
都
道
府
県
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

市
町
村
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
の
下
に
経
営
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３

民
間
工
場
の
下
請
は
で
き
な
い
こ
と
。

㈢

共
同
作
業
施
設
の
設
置

１

位

置

失
業
者
の
分
布
状
況
、
交
通
事
情
並
び
に
生
産
資
材
の
人
手
の
難
易
を
考
慮
す
る
の
外
利
川

者
が
一
部
に
偏
す
る
お
そ
れ
の
な
い
地
点
を
選
定
す
る
こ
と
。

２

作
業
種
目

作
業
種
目
は
、
公
共
事
業
の
本
旨
に
則
り
、
生
活
必
需
品
の
生
産
配
給
を
増
加
又
は
促
進
す

る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
を
主
眼
と
す
る
の
外
郷
土
産
業
の
振
興
等
に
資
す
る
も
の
を
選
定
す

る
こ
と
。

３

名

称

他
の
類
似
の
共
同
作
業
施
設
と
区
別
す
る
た
め
、
本
施
設
の
名
称
は
共
同
作
業
所
の
文
字
を

用
い
る
と
共
に
、
必
ず
経
営
主
体
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
文
字
を
冠
す
る
こ
と
。

４

建
物
及
設
備

新
設
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
既
設
建
物
を
利
用
す
る
に
努
め
る
こ
と
。

本
施
設
は
労
働
基
準
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
、
こ
れ
が
安
全
と
衛
生
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
。

５

機
械
器
具

機
械
器
具
は
一
般
に
不
足
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
設
の
場
合
に
お
い
て
は
、
多
額
の
経

費
を
要
し
な
い
簡
易
な
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。
器
具
の
融
通
等
の
方
途
を
講
じ
、
こ
れ
が
効

率
的
利
用
に
努
め
る
こ
と
。

㈣

職

員

１

所

長

所
長
は
専
任
と
す
る
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
但
し
技
術
職
員
を
専
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。所

長
は
、
本
事
業
に
深
き
理
解
と
熱
意
等
を
有
し
、
人
格
識
見
共
に
共
同
作
業
施
設
の
経
営

管
理
に
適
格
な
る
人
物
を
選
定
す
る
こ
と
。

２

技
術
職
員

技
術
職
員
は
左
の
条
件
を
具
備
す
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

⑴

そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
専
門
作
業
に
つ
き
、
体
系
的
学
理
を
概
略
了
得
し
、
実
際
作
業
に
相
当

経
験
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

教
育
上
の
識
見
を
有
し
、
指
導
力
を
有
す
る
こ
と
。

技
術
職
員
は
、
生
産
能
率
、
作
業
指
導
方
法
等
に
つ
き
、
不
断
の
研
究
を
行
う
と
共
に
作

業
者
に
対
し
て
は
常
に
懇
切
丁
寧
に
技
術
指
導
を
行
い
、
特
に
新
入
所
者
に
つ
い
て
は
作
業

に
慣
熟
す
る
ま
で
細
心
の
指
導
を
な
す
こ
と
。

３

事

務

員

事
務
職
員
は
、
共
同
作
業
施
設
の
人
事
管
理
、
物
品
管
理
及
び
会
計
事
務
に
つ
き
能
力
識
見

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

４

職
員
の
選
定
に
当
っ
て
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
。

⑴

昭
和
二
十
二
年
一
月
四
目
勅
令
第
一
号
及
び
そ
れ
に
基
く
昭
和
二
十
二
年
一
月
四
日
内
務

省
令
第
一
号
に
掲
げ
ら
れ
た
公
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
。

⑵

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
四
日
厚
生
、
運
輪
、
内
務
省
令
第
一
号
に
基
き
、
労
働
に
関
す

マ
マ

る
団
体
の
主
要
役
員
か
ら
排
除
さ
れ
、
又
は
そ
の
団
体
の
重
要
役
職
員
へ
の
就
職
を
禁
止
さ

れ
た
も
の

㈤

作
業
者

１

定

員

作
業
者
の
定
員
は
概
ね
五
十
名
と
す
る
こ
と
。
但
し
施
設
の
規
模
及
び
生
産
能
率
を
考
慮
し
、

若
干
の
増
減
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

２

募

集
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労労
働働
省省
所所
管管
公公
共共
事事
業業
共共
同同
作作
業業
施施
設設
設設
置置
方方
針針

㈠

公
共
事
業
原
則
と
共
同
作
業
施
設
と
、
関
係

１

共
同
作
業
施
設
は
、
一
般
公
共
事
業
及
び
失
業
応
急
事
業
の
実
施
に
よ
つ
て
も
な
お
吸
収
す

る
こ
と
の
困
難
な
失
業
者
を
対
象
と
す
る
公
共
事
業
で
あ
る
こ
と
。

２

政
府
が
公
共
事
業
費
よ
り
国
庫
補
助
金
を
交
付
し
、
本
施
設
を
設
置
運
営
せ
し
め
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
政
府
の
行
う
失
業
対
策
に
資
せ
し
め
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
運
営
は
あ
く
ま
で
公
共
事

業
の
原
則
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
民
間
工
場
等
に
委
託
経
営
せ
し
め
た
如
き
は

こ
れ
を
採
ら
ず
、
新
た
な
考
え
方
に
徹
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

㈡

基
本
方
針

共
同
作
業
施
設
は
左
の
基
本
方
針
に
則
っ
て
設
置
し
運
営
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

１

軽
労
働
に
適
す
る
失
業
者
を
収
容
し
て
、
差
当
り
就
業
の
機
会
を
与
え
て
そ
の
生
活
の
安
定

に
寄
与
す
る
と
共
に
就
職
上
必
要
な
知
識
技
能
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
工
場
的
な
簡

易
作
業
で
あ
る
こ
と
。

２

経
営
主
体
は
、
都
道
府
県
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

市
町
村
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
の
下
に
経
営
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３

民
間
工
場
の
下
請
は
で
き
な
い
こ
と
。

㈢

共
同
作
業
施
設
の
設
置

１

位

置

失
業
者
の
分
布
状
況
、
交
通
事
情
並
び
に
生
産
資
材
の
人
手
の
難
易
を
考
慮
す
る
の
外
利
川

者
が
一
部
に
偏
す
る
お
そ
れ
の
な
い
地
点
を
選
定
す
る
こ
と
。

２

作
業
種
目

作
業
種
目
は
、
公
共
事
業
の
本
旨
に
則
り
、
生
活
必
需
品
の
生
産
配
給
を
増
加
又
は
促
進
す

る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
を
主
眼
と
す
る
の
外
郷
土
産
業
の
振
興
等
に
資
す
る
も
の
を
選
定
す

る
こ
と
。

３

名

称

他
の
類
似
の
共
同
作
業
施
設
と
区
別
す
る
た
め
、
本
施
設
の
名
称
は
共
同
作
業
所
の
文
字
を

用
い
る
と
共
に
、
必
ず
経
営
主
体
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
文
字
を
冠
す
る
こ
と
。

４

建
物
及
設
備

新
設
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
既
設
建
物
を
利
用
す
る
に
努
め
る
こ
と
。

本
施
設
は
労
働
基
準
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
、
こ
れ
が
安
全
と
衛
生
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
。

５

機
械
器
具

機
械
器
具
は
一
般
に
不
足
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
新
設
の
場
合
に
お
い
て
は
、
多
額
の
経

費
を
要
し
な
い
簡
易
な
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。
器
具
の
融
通
等
の
方
途
を
講
じ
、
こ
れ
が
効

率
的
利
用
に
努
め
る
こ
と
。

㈣

職

員

１

所

長

所
長
は
専
任
と
す
る
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
但
し
技
術
職
員
を
専
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。所

長
は
、
本
事
業
に
深
き
理
解
と
熱
意
等
を
有
し
、
人
格
識
見
共
に
共
同
作
業
施
設
の
経
営

管
理
に
適
格
な
る
人
物
を
選
定
す
る
こ
と
。

２

技
術
職
員

技
術
職
員
は
左
の
条
件
を
具
備
す
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

⑴

そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
専
門
作
業
に
つ
き
、
体
系
的
学
理
を
概
略
了
得
し
、
実
際
作
業
に
相
当

経
験
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

教
育
上
の
識
見
を
有
し
、
指
導
力
を
有
す
る
こ
と
。

技
術
職
員
は
、
生
産
能
率
、
作
業
指
導
方
法
等
に
つ
き
、
不
断
の
研
究
を
行
う
と
共
に
作

業
者
に
対
し
て
は
常
に
懇
切
丁
寧
に
技
術
指
導
を
行
い
、
特
に
新
入
所
者
に
つ
い
て
は
作
業

に
慣
熟
す
る
ま
で
細
心
の
指
導
を
な
す
こ
と
。

３

事

務

員

事
務
職
員
は
、
共
同
作
業
施
設
の
人
事
管
理
、
物
品
管
理
及
び
会
計
事
務
に
つ
き
能
力
識
見

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

４

職
員
の
選
定
に
当
っ
て
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
。

⑴

昭
和
二
十
二
年
一
月
四
目
勅
令
第
一
号
及
び
そ
れ
に
基
く
昭
和
二
十
二
年
一
月
四
日
内
務

省
令
第
一
号
に
掲
げ
ら
れ
た
公
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
。

⑵

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
四
日
厚
生
、
運
輪
、
内
務
省
令
第
一
号
に
基
き
、
労
働
に
関
す

マ
マ

る
団
体
の
主
要
役
員
か
ら
排
除
さ
れ
、
又
は
そ
の
団
体
の
重
要
役
職
員
へ
の
就
職
を
禁
止
さ

れ
た
も
の

㈤

作
業
者

１

定

員

作
業
者
の
定
員
は
概
ね
五
十
名
と
す
る
こ
と
。
但
し
施
設
の
規
模
及
び
生
産
能
率
を
考
慮
し
、

若
干
の
増
減
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

２

募

集
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作
業
者
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
本
施
設
の
趣
旨
を
周
知
す
る
に
努
め
、
公
共
職
業
安
定
所
に

求
職
申
込
を
な
す
者
の
中
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
の
あ
っ
旋
に
よ
り
入
所
せ
し
め
る
こ
と
。

３

選

考

作
業
者
の
選
考
に
当
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
と
密
接
な
る
連
繋
に
よ
り
、
勤
務
の
意
志

と
能
力
を
有
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
の
状
態
に
あ
り
、
し
か
も
、
直
ち
に
就
職
が
で
き
な

い
も
の
を
優
先
入
所
せ
し
め
る
こ
と
。

身
体
に
障
害
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
作
業
種
目
に
応
じ
て
、
通
常
の
能
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
何
等
の
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
必
要
に
応
じ
、
官
公
立
そ

の
他
の
医
療
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
保
持
し
て
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

４

賃

金

賃
金
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
が
、
特
に
作
業
種
目
、
熟
練
度

並
に
作
業
時
間
に
応
じ
、
そ
の
地
方
で
行
わ
れ
て
い
る
同
種
作
業
に
普
通
支
払
わ
れ
て
い
る
賃

金
に
比
し
低
く
な
ら
ぬ
よ
う
に
賃
金
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
賃
金
の
支
払
は

少
く
と
も
月
一
回
以
上
一
定
の
期
日
を
定
め
て
こ
れ
を
支
払
い
、
分
類
所
得
税
そ
の
他
法
令
の

定
め
る
も
の
の
外
賃
金
よ
り
差
引
く
こ
と
を
得
な
い
こ
と
。

５

其
の
他
の
労
働
条
件

労
働
時
間
、
災
害
補
障
等
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
及
び
労
働
者
災

マ
マ

害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
。

６

作
業
者
の
就
職
あ
つ
旋

公
共
職
業
安
定
所
と
緊
密
な
連
繋
を
保
ち
、
絶
え
ず
作
業
者
の
技
能
と
適
性
に
注
意
し
、
よ

り
適
当
な
職
業
え
の
就
職
あ
つ
旋
に
努
め
る
こ
と
。

㈥

経

営

１

経
営
方
式

⑴

経
営
は
、
経
営
主
体
の
直
営
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

⑵

本
施
設
を
経
営
主
体
の
直
営
と
す
る
原
則
は
公
共
事
業
の
本
旨
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

２

作
業
方
式

作
業
は
、
場
内
作
業
と
居
宅
作
業
に
分
ち
両
者
を
綜
合
的
に
考
慮
し
て
作
業
方
式
を
定
め
る

こ
と
。

な
お
居
宅
作
業
は
、
作
業
種
目
、
設
備
、
熟
練
度
に
応
じ
て
実
施
し
得
る
も
、
そ
の
人
員
は

定
員
外
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

資

材

⑴

資
材
は
正
規
の
流
通
機
関
を
通
じ
て
の
み
入
手
す
る
こ
と
。

⑵

資
材
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
経
営
主
体
に
お
い
て
各
関
係
方
面
と
密
接
な
連
絡
を
保
ち
、

そ
の
確
保
に
努
力
す
る
こ
と
。

⑶

中
央
に
お
い
て
特
に
操
作
を
必
要
と
す
る
資
材
に
つ
い
て
は
、
本
省
に
お
い
て
そ
の
確
保

に
努
め
る
こ
と
。

４

製

品

⑴

製
品
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
各
関
係
方
面
と
連
絡
し
、
販
路
の
開
拓
に
努
力
す
る
こ
と
。

⑵

特
に
こ
れ
に
関
し
、
共
同
作
業
施
設
相
互
間
の
共
同
販
売
、
又
は
作
品
展
示
会
開
催
等
の

方
法
を
も
考
慮
す
る
こ
と
。

⑶

統
制
品
に
関
し
て
は
正
規
の
配
給
機
関
を
通
じ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
統
制
価

格
に
従
い
販
売
す
る
こ
と
。

５

経

理

⑴

事
業
収
益
は
、
本
事
業
の
趣
旨
並
び
に
国
庫
補
助
あ
る
に
鑑
み
、
作
業
者
の
給
与
及
び
災

害
補
償
等
作
業
の
厚
生
福
祉
に
充
当
し
、
な
お
余
裕
あ
る
場
合
は
事
業
運
営
の
基
礎
を
確
立

す
る
た
め
積
立
金
と
す
る
こ
と
。

⑵

経
理
は
、
厳
正
に
取
扱
い
、
関
係
簿
冊
は
こ
れ
を
整
備
し
、
関
係
者
に
対
し
て
は
即
座
に

提
示
し
得
る
よ
う
心
が
く
る
こ
と
。

㈦

国
庫
補
助

１

政
府
は
、
共
同
作
業
所
の
経
営
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、
そ
の
一
部
を
公
共
事
業
費
か
ら
補

助
す
る
。

２

前
号
の
補
助
金
は
、
各
四
半
期
毎
に
こ
れ
を
分
ち
交
付
す
る
。

３

補
助
金
の
内
容
は
、
共
同
作
業
所
の
新
設
に
要
す
る
費
用
及
び
施
設
の
運
営
に
要
す
る
人
件

費
、
事
務
費
及
び
消
耗
資
材
費
等
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

本
補
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
轄
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
及
び
管

内
市
町
村
の
経
営
に
か
か
る
本
施
設
に
つ
き
、
一
括
し
て
労
働
大
臣
に
対
し
事
業
計
画
関
係
予

算
及
び
補
助
金
の
交
付
を
必
要
と
す
る
事
由
を
記
載
し
た
国
庫
補
助
金
交
付
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

労
働
大
臣
は
、
経
営
主
体
が
法
令
及
び
通
牒
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
成
績
を
著
し
く
不
良
と

認
め
た
と
き
は
、
補
助
金
を
減
額
、
停
止
し
、
或
は
補
助
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

㈧

労
働
法
規
と
の
関
係

１

本
施
設
は
、
労
働
基
準
法
、
並
び
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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２

本
施
設
は
、
失
業
保
険
法
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈨

指
導
監
督
及
び
監
査

１

本
施
設
に
対
し
て
は
、
労
働
省
及
び
経
済
安
定
本
部
に
よ
り
随
時
査
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
管
内
各
共
同
作
業
施
設
の
事
業
の
運
営
及
び
経
理
状
況
並
び
に
失
業
者

の
吸
収
状
況
等
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行
い
指
導
監
督
に
当
る
こ
と
。

３

前
号
の
監
査
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
担
当
職
員
を
定
め
前
号
の
監
督
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

㈩

報

告

１

共
同
作
業
所
長
は
、
毎
月
末
現
在
に
お
け
る
事
業
の
運
営
状
況
に
つ
き
左
の
事
項
を
、
翌
月

五
日
ま
で
に
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
報
告
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
そ
の
月
十
日
迄

に
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
、
意
見
を
附
し
、
所
轄
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑴

事
業
の
綜
合
的
経
理
状
況

⑵

失
業
者
収
容
状
況

⑶

作
業
者
の
就
業
状
況

⑷

資
材
の
入
手
及
製
品
の
販
売
状
況

⑸

経
理
状
況

⑹

そ
の
他
特
記
す
べ
き
事
項

２

本
施
設
は
公
共
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
安
定

局
長
に
対
し
左
の
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑴

公
共
事
業
月
報

⑵

公
共
事
業
四
半
期
報
告
書

⑶

特
定
日
作
業
実
人
員
報
告

⑷

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告

⑪

簿

冊

共
同
作
業
所
に
は
法
令
上
備
え
る
べ
き
簿
冊
の
外
左
の
簿
冊
を
備
え
、
常
に
之
を
整
備
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑴

庶
務
に
関
す
る
簿
冊

⑵

作
業
者
に
関
す
る
簿
冊

⑶

会
計
経
理
に
関
す
る
簿
冊

『
年
鑑
』

昭
和
二
三
年
六
月
九
日

〔
五
─
一
─
二
四
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
三
五
号
）

地地
方方
庁庁
職職
業業
安安
定定
行行
政政
主主
務務
課課
公公
共共
職職
業業
安安
定定
所所
のの
組組
織織
及及
びび
事事
務務
分分
掌掌
にに
つつ
いい

てて

職
業
安
定
行
政
の
的
確
且
つ
能
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
中
央
地
方
を
通
じ
て
こ
れ
を
一
貫

脉
絡
し
て
組
織
を
改
編
強
化
し
各
職
務
の
内
容
と
そ
の
担
任
職
員
の
責
任
の
所
在
と
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
今
般
標
記
に
関
す
る
組
織
系
統
及
び
事
務
分
掌
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
か
ら
貴

庁
職
業
安
定
行
政
主
務
課
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
組
織
の
整
備
、
庶
務
細
則
の
改
正
に
当
つ
て
は

左
記
を
併
せ
て
御
留
意
の
上
六
月
末
日
ま
で
に
こ
れ
を
実
施
完
了
す
る
よ
う
特
に
御
高
配
を
煩
わ
し

た
い
。

追
つ
て
本
通
牒
は
近
く
手
引
に
通
牒
の
予
定
に
つ
き
了
知
さ
れ
た
い
。

一
、
主
務
課
の
名
称
は
こ
の
際
こ
れ
を
職
業
安
定
課
と
改
め
ら
れ
た
き
こ
と
（
失
業
保
険
徴
収
課
に

つ
い
て
は
五
月
十
一
日
発
職
第
八
号
通
牒
に
よ
る
こ
と
）

二
、
主
務
課
及
び
公
共
職
業
安
定
所
を
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
級
Ｂ
級
Ｃ
級
の
三
階
級
に
分
ち
更
に
事
務
内
容

を
数
部
門
に
分
け
、
前
者
は
係
制
を
、
後
者
は
課
制
を
採
用
す
る
こ
と
。

三
、
主
務
課
に
お
け
る
級
別
は
、
職
員
定
員
、
管
内
人
口
、
工
場
事
業
所
数
同
従
業
員
数
、
職
業
紹

介
成
績
等
の
総
合
的
見
地
か
ら
比
較
決
定
し
た
も
の
で
、
Ａ
級
十
二
都
道
府
県
．
Ｂ
級
二
十
二
県
、

Ｃ
級
十
二
県
で
あ
る
。
貴
庁
は

級
に
該
当
す
る
。

四
、
公
共
職
業
安
定
所
の
級
別
も
概
ね
右
の
諸
要
素
の
綜
合
点
数
に
よ
り
決
定
し
た
も
の
で
近
く
詳

細
な
資
料
に
よ
り
検
討
を
加
え
る
が
、
取
敢
え
ず
本
案
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
き
こ
と
。

五
、
公
共
労
働
安
定
所
に
あ
り
て
は
従
来
の
課
制
に
よ
る
が
將
来
公
共
職
業
安
定
所
に
そ
の
業
務
を

統
合
し
た
場
合
は
必
要
に
よ
り
別
に
労
働
課
を
設
け
、
職
業
課
の
日
雇
労
働
者
職
業
紹
介
に
関
す

る
項
及
び
、
労
働
者
用
厚
生
物
資
取
扱
に
関
す
る
項
を
労
働
課
に
お
い
て
所
掌
せ
し
め
る
こ
と
。

六
、
別
紙
事
務
分
掌
は
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
級
に
概
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
Ａ
級
、
Ｂ
級
に

つ
い
て
は
級
別
組
織
表
に
よ
ら
れ
た
い
こ
と
。

七
、
主
務
課
の
監
察
係
に
あ
り
て
は
他
の
係
の
係
長
と
監
察
員
の
官
職
（
号
俸
）
と
を
勘
案
し
必
要

あ
れ
ば
担
当
区
域
を
分
つ
等
の
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
係
長
（
例
第
一
係
長
、
第
二
係
長
）
を

設
け
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

八
、
本
件
に
関
す
る
、
都
道
府
県
条
例
及
び
庶
務
細
則
等
改
正
の
上
は
そ
の
写
及
び
一
月
十
三
日
発

職
第
八
号
通
牒
に
よ
る
分
掌
事
務
責
任
者
名
（
係
長
又
は
課
長
の
み
の
官
職
氏
名
）
を
逆
に
職
業

安
定
局
長
宛
提
出
さ
れ
た
か
き
こ
と
。

地地
方方
庁庁
職職
業業
安安
定定
行行
政政
主主
管管
課課
事事
務務
分分
掌掌
（（
ＡＡ
級級
））
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２

本
施
設
は
、
失
業
保
険
法
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈨

指
導
監
督
及
び
監
査

１

本
施
設
に
対
し
て
は
、
労
働
省
及
び
経
済
安
定
本
部
に
よ
り
随
時
査
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
管
内
各
共
同
作
業
施
設
の
事
業
の
運
営
及
び
経
理
状
況
並
び
に
失
業
者

の
吸
収
状
況
等
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行
い
指
導
監
督
に
当
る
こ
と
。

３

前
号
の
監
査
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
担
当
職
員
を
定
め
前
号
の
監
督
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

㈩

報

告

１

共
同
作
業
所
長
は
、
毎
月
末
現
在
に
お
け
る
事
業
の
運
営
状
況
に
つ
き
左
の
事
項
を
、
翌
月

五
日
ま
で
に
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
報
告
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
そ
の
月
十
日
迄

に
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
、
意
見
を
附
し
、
所
轄
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑴

事
業
の
綜
合
的
経
理
状
況

⑵

失
業
者
収
容
状
況

⑶

作
業
者
の
就
業
状
況

⑷

資
材
の
入
手
及
製
品
の
販
売
状
況

⑸

経
理
状
況

⑹

そ
の
他
特
記
す
べ
き
事
項

２

本
施
設
は
公
共
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
安
定

局
長
に
対
し
左
の
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑴

公
共
事
業
月
報

⑵

公
共
事
業
四
半
期
報
告
書

⑶

特
定
日
作
業
実
人
員
報
告

⑷

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告

⑪

簿

冊

共
同
作
業
所
に
は
法
令
上
備
え
る
べ
き
簿
冊
の
外
左
の
簿
冊
を
備
え
、
常
に
之
を
整
備
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑴

庶
務
に
関
す
る
簿
冊

⑵

作
業
者
に
関
す
る
簿
冊

⑶

会
計
経
理
に
関
す
る
簿
冊

『
年
鑑
』

昭
和
二
三
年
六
月
九
日

〔
五
─
一
─
二
四
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
三
五
号
）

地地
方方
庁庁
職職
業業
安安
定定
行行
政政
主主
務務
課課
公公
共共
職職
業業
安安
定定
所所
のの
組組
織織
及及
びび
事事
務務
分分
掌掌
にに
つつ
いい

てて

職
業
安
定
行
政
の
的
確
且
つ
能
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
中
央
地
方
を
通
じ
て
こ
れ
を
一
貫

脉
絡
し
て
組
織
を
改
編
強
化
し
各
職
務
の
内
容
と
そ
の
担
任
職
員
の
責
任
の
所
在
と
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
今
般
標
記
に
関
す
る
組
織
系
統
及
び
事
務
分
掌
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
か
ら
貴

庁
職
業
安
定
行
政
主
務
課
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
組
織
の
整
備
、
庶
務
細
則
の
改
正
に
当
つ
て
は

左
記
を
併
せ
て
御
留
意
の
上
六
月
末
日
ま
で
に
こ
れ
を
実
施
完
了
す
る
よ
う
特
に
御
高
配
を
煩
わ
し

た
い
。

追
つ
て
本
通
牒
は
近
く
手
引
に
通
牒
の
予
定
に
つ
き
了
知
さ
れ
た
い
。

一
、
主
務
課
の
名
称
は
こ
の
際
こ
れ
を
職
業
安
定
課
と
改
め
ら
れ
た
き
こ
と
（
失
業
保
険
徴
収
課
に

つ
い
て
は
五
月
十
一
日
発
職
第
八
号
通
牒
に
よ
る
こ
と
）

二
、
主
務
課
及
び
公
共
職
業
安
定
所
を
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
級
Ｂ
級
Ｃ
級
の
三
階
級
に
分
ち
更
に
事
務
内
容

を
数
部
門
に
分
け
、
前
者
は
係
制
を
、
後
者
は
課
制
を
採
用
す
る
こ
と
。

三
、
主
務
課
に
お
け
る
級
別
は
、
職
員
定
員
、
管
内
人
口
、
工
場
事
業
所
数
同
従
業
員
数
、
職
業
紹

介
成
績
等
の
総
合
的
見
地
か
ら
比
較
決
定
し
た
も
の
で
、
Ａ
級
十
二
都
道
府
県
．
Ｂ
級
二
十
二
県
、

Ｃ
級
十
二
県
で
あ
る
。
貴
庁
は

級
に
該
当
す
る
。

四
、
公
共
職
業
安
定
所
の
級
別
も
概
ね
右
の
諸
要
素
の
綜
合
点
数
に
よ
り
決
定
し
た
も
の
で
近
く
詳

細
な
資
料
に
よ
り
検
討
を
加
え
る
が
、
取
敢
え
ず
本
案
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
き
こ
と
。

五
、
公
共
労
働
安
定
所
に
あ
り
て
は
従
来
の
課
制
に
よ
る
が
將
来
公
共
職
業
安
定
所
に
そ
の
業
務
を

統
合
し
た
場
合
は
必
要
に
よ
り
別
に
労
働
課
を
設
け
、
職
業
課
の
日
雇
労
働
者
職
業
紹
介
に
関
す

る
項
及
び
、
労
働
者
用
厚
生
物
資
取
扱
に
関
す
る
項
を
労
働
課
に
お
い
て
所
掌
せ
し
め
る
こ
と
。

六
、
別
紙
事
務
分
掌
は
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
級
に
概
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
Ａ
級
、
Ｂ
級
に

つ
い
て
は
級
別
組
織
表
に
よ
ら
れ
た
い
こ
と
。

七
、
主
務
課
の
監
察
係
に
あ
り
て
は
他
の
係
の
係
長
と
監
察
員
の
官
職
（
号
俸
）
と
を
勘
案
し
必
要

あ
れ
ば
担
当
区
域
を
分
つ
等
の
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
係
長
（
例
第
一
係
長
、
第
二
係
長
）
を

設
け
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

八
、
本
件
に
関
す
る
、
都
道
府
県
条
例
及
び
庶
務
細
則
等
改
正
の
上
は
そ
の
写
及
び
一
月
十
三
日
発

職
第
八
号
通
牒
に
よ
る
分
掌
事
務
責
任
者
名
（
係
長
又
は
課
長
の
み
の
官
職
氏
名
）
を
逆
に
職
業

安
定
局
長
宛
提
出
さ
れ
た
か
き
こ
と
。

地地
方方
庁庁
職職
業業
安安
定定
行行
政政
主主
管管
課課
事事
務務
分分
掌掌
（（
ＡＡ
級級
））
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一
、
庶
務
課

⑴
、
職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
關
す
る
こ
と
。

⑵
、
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
文
書
の
収
受
、
輸
送
及
び
整
理
に
關
す
る
こ
と
。

⑷
、
一
般
会
計
の
予
算
經
理
に
關
す
る
こ
と
。

⑸
、
物
品
の
取
扱
い
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
、
公
共
職
業
（
労
働
）
安
定
所
の
庁
舎
及
び
備
品
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
公
共
職
業
（
労
働
）
安
定
所
用
物
資
の
需
給
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
、
公
共
職
業
（
労
働
）
安
定
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
關
す
る
こ
と
。

⑼
、
公
共
安
定
委
員
会
及
び
主
管
課
団
体
に
關
す
る
こ
と
。

⑽
、
職
業
案
定
行
政
全
般
の
情
報
宜
伝
に
関
す
る
こ
と
。

⑾
、
他
官
庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

⑿
、
他
の
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

二
、
失
業
対
策
係

⑴
、
失
業
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
公
共
事
業
の
労
務
配
置
及
び
労
務
査
察
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
失
業
応
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
授
産
、
共
同
作
業
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

三
、
職
業
係

⑴
、
一
般
職
業
紹
介
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
日
雇
労
務
者
職
業
紹
介
に
關
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
務
者
用
厚
生
物
資
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
重
要
産
業
労
務
充
足
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
産
業
奉
仕
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
、
職
業
指
導
及
び
適
性
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
身
体
障
害
者
の
職
業
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
、
失
業
保
険
に
関
す
る
失
業
の
認
定
及
び
保
険
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

四
、
監
督
係

⑴
、
有
料
、
営
利
、
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
導
者
供
給
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
労
導
者
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

五
、
補
導
係

⑴
、
職
業
補
導
事
業
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
補
導
施
設
の
指
導
、
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
補
導
用
資
材
の
需
給
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
共
同
作
業
施
設
の
作
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
工
場
、
事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
、
調
査
係

⑴
、
調
査
資
料
の
蒐
集
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
労
働
市
場
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
職
業
分
析
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
失
業
問
題
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
そ
の
他
の
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
、
監
察
第
一
、
第
二
、
第
三
係

⑴
、
公
共
職
業
、
労
働
安
定
所
の
業
務
執
行
状
況
査
察
に
関
す
る
こ
と
。

失
業
保
険
徴
収
課
（
Ａ
級
の
み
）
省
略

失
業
保
険
徴
収
係
（
Ｂ
級
、
Ｃ
級
）

⑴
、
失
業
保
険
法
同
手
当
法
の
企
画
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
失
業
保
険
特
別
曾
計
の
予
算
、
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
事
業
所
の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
保
険
料
そ
の
他
徴
収
金
の
収
納
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
保
険
料
其
の
他
徴
収
金
の
収
納
に
関
す
る
こ
と
。

マ
マ

マ

マ

マ

マ

⑹
、
保
険
金
（
手
当
金
）
の
資
金
前
渡
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
支
払
元
受
高
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
、
失
業
保
険
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

公公
共共
職職
業業
安安
定定
所所
事事
務務
分分
掌掌
（（
ＡＡ
級級
））

一
、
庶
務
課

⑴
、
所
員
の
服
務
、
教
養
、
官
印
の
官
守
及
び
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
用
人
の
命
免
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
文
書
の
受
発
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
予
算
の
経
理
及
び
安
定
所
用
物
資
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
庁
舎
備
品
の
営
繕
及
び
庁
内
取
締
に
関
す
る
こ
と
。
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⑹
、
保
険
金
そ
の
保
険
給
付
（
現
金
支
払
の
み
）
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
情
報
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
、
他
の
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

二
、
職
業
課

⑴
、
一
般
職
業
紹
介
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
日
雇
労
働
者
職
業
紹
介
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
務
者
用
厚
生
物
資
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
職
業
指
導
及
び
適
性
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
産
業
奉
仕
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
、
職
業
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
公
共
事
業
に
關
す
る
こ
と
。

⑻
、
失
業
保
険
に
關
す
る
離
職
票
の
受
理
及
び
受
給
資
格
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑼
、
失
業
の
認
定
、
保
険
給
付
（
現
金
支
払
を
除
く
）
に
関
す
る
こ
と
。

三
、
監
督
課

⑴
、
有
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
働
者
供
給
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
労
働
者
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

（
以
下
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
七
月
二
八
日

〔
五
─
一
─
二
五
〕
労
働
労
政
局
長
・
文
部
省
社
会
教
育
長
よ
り
（
発
社
二
〇
九
号
）

労労
働働
者者
教教
育育
にに
関関
すす
るる
労労
働働
省省
（（
労労
政政
局局
））
、、
文文
部部
省省
（（
社社
会会
教教
育育
局局
））
了了
解解
事事

項項
にに
つつ
いい
てて

労
働
者
の
教
育
に
関
す
る
労
働
省(

労
政
局)

及
び
文
部
省(

社
会
教
育
局)

の
行
政
事
務
所
管

の
限
界
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
地
方
庁
に
お
け
る
右
に
関
す
る
事
務
執
行
上
円

滑
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
両
局
に
お
い
て
協
議
の
結
果
左
記
の
と
お

り
了
解
を
得
た
の
で
、
左
記
御
了
承
の
上
該
教
育
行
政
の
振
興
に
努
め
ら
れ
た
い
。

記

一
、
労
働
省(

労
政
局)

の
所
管
す
る
労
働
者
に
対
す
る
教
育
行
政(

以
下
甲
と
す
る)

と
文
部
省

(

社
会
教
育
局)

の
所
管
す
る
労
働
者
に
対
す
る
教
育
行
政(

以
下
乙
と
す
る)

と
は
次
の
よ
う

に
そ
の
重
点
を
異
に
す
る
。

目
標
甲

健
全
中
正
な
労
働
組
合
運
動
の
発
展
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
合
理
的
平
知
的
且
つ
迅
速

な
労
働
関
係
の
調
整
に
資
す
る
。

乙

公
民
教
育
の
一
環
と
し
て
社
会
の
一
員
た
る
労
働
者
が
健
全
な
る
社
会
人
乃
至
公
民

と
し
て
必
要
と
す
る
教
養
の
向
上
、
知
識
の
か
ん
養
、
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
。

内
容
甲

一
、
労
働
関
係
諸
法
令
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
項
、
二
、
内
外
に
わ
た
る
労
働
組

合
、
団
体
交
渉
、
労
働
委
員
会
等
労
働
諸
事
情
に
関
す
る
公
正
な
情
報
の
提
供
に
関

す
る
事
項
、
三
、
そ
の
他
労
働
問
題
の
観
点
よ
り
す
る
諸
間
題
の
紹
介
及
び
解
説
に

関
す
る
事
項
。

乙

一
、
一
般
公
民
と
し
て
必
要
な
知
識
の
向
上
に
関
す
る
事
項
、
二
、
科
学
技
術
の
原

理
及
び
応
用
に
関
す
る
事
項(

工
場
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
技
術
訓
練
を
除
く)

、
三
、

情
操
陶
や
に
関
す
る
事
項(

芸
術
、
文
学
、
音
楽
に
関
す
る
教
育
、
視
覚
教
育
等
を

含
む)

、
四
、
そ
の
他
公
属
と
し
て
の
資
質
向
上
に
必
要
な
事
項
。

二
、
右
の
よ
う
に
甲
と
乙
と
は
そ
の
目
標
及
び
内
容
に
お
の
ず
か
ら
そ
の
重
点
を
異
に
す
る
が
、

実
際
間
題
と
し
て
、
例
え
ば
労
働
者
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
奨
励
に
関
す
る
事
項
の
如
く

両
者
の
間
に
明
確
な
一
線
を
画
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
両
者

の
持
つ
機
構
と
機
能
等
を
最
大
限
に
活
用
し
相
互
に
そ
の
短
を
補
い
、
相
協
力
し
て
労
働
者

教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
管
局
部
課
に
お

い
て
緊
密
な
連
絡
を
と
り
随
時
必
要
な
調
整
を
な
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
近近
代代
』

昭
和
二
三
年
八
月
六
日

〔
五
─
一
─
二
六
〕
学
校
教
育
局
長
、
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
学
八
一
号
）

労労
働働
学学
校校
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

先
に
各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て
通
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
各
種
学
校
た
る
労
働
学
校
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
未
だ
疑
義
あ
る
や
に
聞
く
の
で
、
今
回
労
働
省
と
協
議
の
上
左
記
に
よ
つ

て
取
扱
う
こ
と
と
致
し
た
か
ら
遺
憾
の
な
い
よ
う
取
計
わ
れ
た
い
。

記記

一
、
労
働
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
施
設
は
本
年
三
月
一
日
附
発
学
八
一
号
「
各
種
学
校

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
通
牒
に
よ
っ
て
処
理
せ
ら
れ
る
こ
と
。

二
、
継
続
的
な
正
規
の
課
程
を
有
せ
ず
、
又
は
、
教
育
計
画
が
ほ
ぼ
一
週
間
以
内
に
完
了
す
る



- 23 -

⑹
、
保
険
金
そ
の
保
険
給
付
（
現
金
支
払
の
み
）
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
情
報
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。

⑻
、
他
の
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

二
、
職
業
課

⑴
、
一
般
職
業
紹
介
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
日
雇
労
働
者
職
業
紹
介
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
務
者
用
厚
生
物
資
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
職
業
指
導
及
び
適
性
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

⑸
、
産
業
奉
仕
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
、
職
業
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑺
、
公
共
事
業
に
關
す
る
こ
と
。

⑻
、
失
業
保
険
に
關
す
る
離
職
票
の
受
理
及
び
受
給
資
格
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

⑼
、
失
業
の
認
定
、
保
険
給
付
（
現
金
支
払
を
除
く
）
に
関
す
る
こ
と
。

三
、
監
督
課

⑴
、
有
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
、
労
働
者
供
給
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
、
労
働
者
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

（
以
下
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
七
月
二
八
日

〔
五
─
一
─
二
五
〕
労
働
労
政
局
長
・
文
部
省
社
会
教
育
長
よ
り
（
発
社
二
〇
九
号
）

労労
働働
者者
教教
育育
にに
関関
すす
るる
労労
働働
省省
（（
労労
政政
局局
））
、、
文文
部部
省省
（（
社社
会会
教教
育育
局局
））
了了
解解
事事

項項
にに
つつ
いい
てて

労
働
者
の
教
育
に
関
す
る
労
働
省(

労
政
局)

及
び
文
部
省(

社
会
教
育
局)

の
行
政
事
務
所
管

の
限
界
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
地
方
庁
に
お
け
る
右
に
関
す
る
事
務
執
行
上
円

滑
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
両
局
に
お
い
て
協
議
の
結
果
左
記
の
と
お

り
了
解
を
得
た
の
で
、
左
記
御
了
承
の
上
該
教
育
行
政
の
振
興
に
努
め
ら
れ
た
い
。

記

一
、
労
働
省(

労
政
局)

の
所
管
す
る
労
働
者
に
対
す
る
教
育
行
政(

以
下
甲
と
す
る)

と
文
部
省

(

社
会
教
育
局)

の
所
管
す
る
労
働
者
に
対
す
る
教
育
行
政(

以
下
乙
と
す
る)

と
は
次
の
よ
う

に
そ
の
重
点
を
異
に
す
る
。

目
標
甲

健
全
中
正
な
労
働
組
合
運
動
の
発
展
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
合
理
的
平
知
的
且
つ
迅
速

な
労
働
関
係
の
調
整
に
資
す
る
。

乙

公
民
教
育
の
一
環
と
し
て
社
会
の
一
員
た
る
労
働
者
が
健
全
な
る
社
会
人
乃
至
公
民

と
し
て
必
要
と
す
る
教
養
の
向
上
、
知
識
の
か
ん
養
、
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
。

内
容
甲

一
、
労
働
関
係
諸
法
令
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
項
、
二
、
内
外
に
わ
た
る
労
働
組

合
、
団
体
交
渉
、
労
働
委
員
会
等
労
働
諸
事
情
に
関
す
る
公
正
な
情
報
の
提
供
に
関

す
る
事
項
、
三
、
そ
の
他
労
働
問
題
の
観
点
よ
り
す
る
諸
間
題
の
紹
介
及
び
解
説
に

関
す
る
事
項
。

乙

一
、
一
般
公
民
と
し
て
必
要
な
知
識
の
向
上
に
関
す
る
事
項
、
二
、
科
学
技
術
の
原

理
及
び
応
用
に
関
す
る
事
項(

工
場
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
技
術
訓
練
を
除
く)

、
三
、

情
操
陶
や
に
関
す
る
事
項(

芸
術
、
文
学
、
音
楽
に
関
す
る
教
育
、
視
覚
教
育
等
を

含
む)

、
四
、
そ
の
他
公
属
と
し
て
の
資
質
向
上
に
必
要
な
事
項
。

二
、
右
の
よ
う
に
甲
と
乙
と
は
そ
の
目
標
及
び
内
容
に
お
の
ず
か
ら
そ
の
重
点
を
異
に
す
る
が
、

実
際
間
題
と
し
て
、
例
え
ば
労
働
者
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
奨
励
に
関
す
る
事
項
の
如
く

両
者
の
間
に
明
確
な
一
線
を
画
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
両
者

の
持
つ
機
構
と
機
能
等
を
最
大
限
に
活
用
し
相
互
に
そ
の
短
を
補
い
、
相
協
力
し
て
労
働
者

教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
管
局
部
課
に
お

い
て
緊
密
な
連
絡
を
と
り
随
時
必
要
な
調
整
を
な
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
近近
代代
』

昭
和
二
三
年
八
月
六
日

〔
五
─
一
─
二
六
〕
学
校
教
育
局
長
、
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
学
八
一
号
）

労労
働働
学学
校校
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

先
に
各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て
通
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
各
種
学
校
た
る
労
働
学
校
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
未
だ
疑
義
あ
る
や
に
聞
く
の
で
、
今
回
労
働
省
と
協
議
の
上
左
記
に
よ
つ

て
取
扱
う
こ
と
と
致
し
た
か
ら
遺
憾
の
な
い
よ
う
取
計
わ
れ
た
い
。

記記

一
、
労
働
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
施
設
は
本
年
三
月
一
日
附
発
学
八
一
号
「
各
種
学
校

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
通
牒
に
よ
っ
て
処
理
せ
ら
れ
る
こ
と
。

二
、
継
続
的
な
正
規
の
課
程
を
有
せ
ず
、
又
は
、
教
育
計
画
が
ほ
ぼ
一
週
間
以
内
に
完
了
す
る



- 24 -

よ
う
な
労
働
教
育
施
設
は
、
前
記
通
牒
第
三
項
の
講
習
会
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

取
扱
わ
れ
る
こ
と
。

従
っ
て
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
要
し
な
い
。

三
、
第
一
項
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
等
に
つ
い
て
は
事
前
に
教
育
主
管
部
局
は
労
働
主

管
部
局
と
協
議
す
る
こ
と
。

『
近近
代代
』

昭
和
二
四
年
六
月
七
日

〔
五
─
一
─
二
七
〕
労
働
次
官
よ
り
各
省
次
官
宛
（
労
働
省
発
職
第
一
三
七
号
）

行行
政政
整整
理理
のの
実実
施施
にに
伴伴
うう
失失
業業
情情
勢勢
のの
把把
握握
とと
そそ
のの
失失
業業
対対
策策
実実
施施
にに
つつ
いい
てて
のの

援援
助助
方方
策策
依依
頼頼
つつ
いい
てて

経
済
九
原
則
の
強
力
な
実
施
は
、
先
に
単
一
爲
替
レ
ー
ト
の
設
定
を
促
し
、
民
間
企
業
の
合
理
化

に
拍
車
を
加
え
、
大
量
離
職
者
続
出
の
趨
勢
を
見
せ
て
い
る
が
、
一
方
第
五
同
臨
時
国
会
を
通
過
し

た
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
施
行
並
び
に
五
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
「
地
方
公
共
団
体
の
人
員
整
理

に
関
す
る
件
」
の
具
体
化
に
伴
い
、
官
庁
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
人
員
整
理
も
愈
々
本
格
的
な

実
施
時
期
に
入
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。

行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
の
失
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
に
お
い
て
も
三
月
三
十
一
日
の
次

官
会
議
決
定
に
基
き
、
一
般
失
業
対
策
の
一
環
と
し
て
、
遺
憾
の
な
い
よ
う
企
図
し
し
つ
つ
あ
る
が
、

更
に
萬
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、
行
政
整
理
に
よ
る
失
業
情
況
の
推
移
に
留
意
し
て
的
確
な
情
勢
把

握
を
行
い
、
且
つ
要
就
職
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
業
の
確
保
を
積
極
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
今

般
別
紙
の
と
お
り
、
失
業
対
策
実
施
の
第
一
線
機
関
で
あ
る
公
共
職
業
安
定
所
の
奉
仕
活
動
を
推
進

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
い
て
は
、
別
紙
に
基
い
て
、
行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
の
た
め
に
行
う
公
共
職
業
安
定
所
の
、

情
勢
の
調
査
、
情
報
の
入
手
、
職
業
の
相
談
、
就
職
の
あ
っ
旋
等
に
関
し
て
は
、
右
次
官
会
議
の
決

定
の
次
第
も
あ
り
、
円
滑
に
こ
れ
を
遂
行
し
て
所
期
の
効
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
特
別
の

援
助
と
便
宜
と
を
賜
わ
る
と
と
も
に
、
貴
庁
管
轄
の
出
先
機
関
等
に
対
し
て
も
公
共
職
業
安
定
所
の

活
動
に
協
力
と
支
援
と
を
與
え
る
よ
う
手
配
方

特
段
の
御
配
慮
を
お
願
い
致
し
た
た
い
。

添
附
書
類

⑴

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
行
政
整
理
の
実
施
に
件
う
失
業
情
勢
の
把
握
と
そ
の
失
業
封
策

の
概
要

⑵

行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
失
業
対
策(

昭
二
四
、
三
、
三
一
次
官
会
議
決
定)

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
行
政
整
理
の
実
施
に
伴
う
失
業
情
勢
の
把
握
と
そ
の
失
業
対
策

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
概
要

．
．
．

一
、
行
政
機
関
の
調
査
及
び
情
報
の
蒐
集

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
管
内
の
全
官
庁
、
公
共
団
体
、
公
団
、
公
社
に
つ
い
て
そ
の

(

Ａ)

名
称(

Ｂ)

所
在
地(

Ｃ)

電
話
番
号(

Ｄ)

そ
の
長
及
び
人
事
担
当
者
の
氏
名(

Ｅ)

職
員
数

(

従
前
の
定
員)

(

Ｆ)

行
政
整
理
の
対
象
と
な
る
者
の
予
定
数
及
び
そ
の
時
期
の
見
込
を
調
査

す
る
。

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
前
項
の
調
査
に
当
っ
て
は
初
回
は
公
共
職
業
安
定
所
長
が
自
ら
行
政

機
関
を
訪
問
し
、
爾
後
は
係
員
の
訪
問
又
は
電
話
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
行
政
機
関
と
常
時
密

接
に
連
絡
を
と
り
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
を
集
め
る
。

二
、
行
政
整
理
実
施
に
關
す
る
情
報
入
手
の
場
合
の
措
置

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
と
き
は
直
ち
に
当
該
行
政

機
関
に
つ
い
て

(

Ａ)

整
理
実
施
時
期

(

Ｂ)

整
理
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
数

(

Ｃ)

整
理
基
準

(

Ｄ)

整
理

対
象
象

(

Ｅ)

職
員
の
整
理
に
対
す
る
動
向

(

Ｆ)

そ
の
他
參
考
と
な
る
べ
き
事
項

(

Ｇ)

整

理
対
象
者
が
判
明
し
た
と
き
は
そ
の
者
の
職
業
紹
介
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
調
査

す
る
。

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
整
理
対
象
者
が
判
明
し
た
と
き
は
当
該
行
政
機
関
の
協
力
を
う
け
て
そ

の
者
に
つ
い
て

(

Ａ)

退
職
後
就
職
の
必
要
が
あ
る
か
。

(

Ｂ)

就
職
を
必
要
と
す
る
場
合
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
を
受
け
る
希
望
が
あ
る
か
。

(

Ｃ)

公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
希
望
が
あ
る
か
。

(

Ｄ)

退
職
手
当
金
の
金
額
如
何
に
よ
り
失
業
保
険
金
と
の
差
額
支
給
の
必
要
が
あ
る
か
。

を
調
査
し
、
夫
々
希
望
に
応
じ
必
要
な
手
続
を
と
る
。

３
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
同
時
に
且
つ
大
量
に
退
職
者
が
発
生
す
る
場
合
は
係
官
を
当
該
行
政

機
関
に
派
遣
し
て
、
職
業
相
談
所
を
臨
時
に
開
設
し
、
職
業
相
談
を
実
施
す
る
。
退
職
者
が
少

数
の
場
合
は
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
を
求
め
る
。

４
、
行
政
整
理
実
施
に
關
す
る
情
報
は
別
紙
様
式
に
基
い
て
月
報
と
し
て
公
共
職
業
安
定
所
よ
り

都
道
府
県
を
経
て
労
働
省
に
報
告
せ
ら
れ
る
。

三
、
行
政
整
理
対
象
者
の
就
職
あ
つ
旋

公
共
職
業
安
定
所
は
行
政
整
理
対
象
者
が
公
共
職
業
安
定
所
の
職
業
紹
介
を
希
望
す
る
と
き
は

直
ち
に
求
職
申
込
を
受
理
し
、
そ
の
あ
っ
旋
計
画
を
樹
立
し
、
各
種
の
方
途
を
講
じ
て
積
極
的
な

あ
つ
旋
を
行
う
。
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四
、
就
職
あ
っ
旋
困
難
な
場
合
の
措
置

１
、
公
共
職
業
安
定
所
で
あ
っ
旋
の
困
難
な
者
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
あ
っ

旋
公
共
事
業
へ
の
就
労
あ
っ
旋
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
失
業
対
策
法
に
よ
る
失
業
封
策
事

業
に
就
労
せ
し
め
る
よ
う
措
置
す
る
。

五
、
六
ヶ
月(

臨
時
雇
員
、
傭
人
又
は

工
員
に
あ
り
て
は
七
ヶ
月)

以
上
勤
務
し
た
政
府
職
員
は
そ

の
退
職
金
額
が
失
業
保
険
法
に
基
い
て
算
定
し
た
失
業
保
険
金
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
場
合

は
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
そ
の
差
額
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
行
政
整
理
担
当

者
に
こ
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
。
（
こ
の
措
置
は
地
方
公
共
団
体
職
員
に
つ
い
て
も
準
用
さ
れ
る
。）

六
、
そ

の

他

労
働
省
及
び
都
道
府
県
は
公
共
職
業
安
定
所
の
行
う
調
査
の
実
施
、
情
報
の
蒐
集
に
つ
い

て
援
助
す
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
六
月
八
日

〔
五
─
一
─
二
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
七
七
号
）

行行
政政
整整
理理
のの
実実
施施
にに
伴伴
うう
失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
件件

第
五
回
臨
時
国
会
を
通
過
し
た
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
施
行
並
び
に
五
月
二
十
四
日
閣
議
決
定

「
地
方
公
共
団
体
の
人
員
整
理
に
関
す
る
件
」
の
具
体
化
に
伴
い
官
庁
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る

人
員
整
理
は
、
愈
々
そ
の
実
施
時
期
に
入
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
人
員
は
、
全
国
に
お
い
て
二
十
萬

名
に
近
い
数
に
上
る
こ
と
が
予
測
せ
ら
れ
て
い
る
。

民
間
産
業
に
お
い
て
は
単
一
為
替
レ
ー
ト
の
設
定
以
来
、
そ
の
企
業
の
合
理
化
が
急
激
に
進
渉
し

つ
ゝ
あ
り
、
こ
れ
ら
企
業
合
理
化
に
伴
う
失
業
情
勢
に
つ
い
て
は
、
先
に
指
示
し
た
雇
用
状
態
調
査

の
活
用
に
よ
り
把
握
す
る
よ
う
御
配
意
を
願
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
行
政
整
理
に
因
る
失
業

情
勢
に
つ
い
て
非
常
に
そ
の
推
移
に
留
意
し

適
確
な
情
勢
把
握
を
行
っ
て
、
そ
の
失
業
対
策
に
遺

憾
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
、
左
記
に
よ
り
処
理
せ
ら
れ
る
よ
う
特
段
の
御
配
慮
を

煩
わ
し
い
。

な
お
、
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
別
紙
の
と
お
り
添
付
し
て
お
く
か
ら
参
考
に
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
行
政
機
関
等
の
調
査
及
び
情
報
の
蒐
集

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
管
轄
地
域
内
に
あ
る
全
官
公
庁
等
（
公
団
公
社
を
含
む
。
以
下

同
様
）
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
し
、「
官
公
庁
名
簿
」
を
作
成
す
る
こ
と
。

こ
の
調
査
の
対
象
と
な
る
官
公
庁
等
は
本
所
、
出
張
所
、
分
所
等
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
わ

ず
す
べ
て
の
官
公
庁
等
と
す
る
こ
と
。

（
イ
）

官
公
庁
等
の
名
称

所
在
地
及
び
電
話
番
号

（
ロ
）

官
公
庁
等
の
長
及
び
人
事
担
当
者
の
氏
名

（
ハ
）

職
員
数
（
男
女
別
）

ⓐ

従
前
の
定
員

ⓑ

新

定

員

（
ニ
）

行
政
整
理
の
対
象
と
な
る
者
の
予
定
数
及
び
そ
の
時
期
の
見
込

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
前
項
の
調
査
に
基
き
、
管
内
の
官
公
庁
等
に
対
し
て
訪
問
又
は
電
話
等

の
方
法
に
よ
り
、
当
該
官
公
庁
等
と
常
時
密
接
に
連
絡
を
と
り
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
。

３
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
連
絡
の
第
一
回
目
は
、

で
き
る
限
り
公
共
職
安
安
定
所
長
が
、
当
該
官
公
庁
等
の
長
は
人
事
担
当
者
を
直
接
訪
問
し
公

共
職
業
安
定
所
の
機
能
等
を
了
得
せ
し
め
爾
後
の
連
絡
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

措
置
す
る
こ
と
。

二
、
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
入
手
の
場
合
の
措
置

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
と
き
は
直
ち
に
当
該
官
公

庁
等
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
。

（
イ
）

整
理
実
施
時
期

（
ロ
）

整
理
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
数
（
男
女
別
）

（
ハ
）

整
理
の
基
準

（
ニ
）

整
理
対
策

（
ホ
）

職
員
の
整
理
に
対
す
る
動
向

（
へ
）

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
ト
）

判
明
す
れ
ば
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
男
女
別
、
年
齢
、
特
種
技
能

等
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
職
業
紹
介
等
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
行
政
整
理
に
よ
り
退
職
者
（
他
の
官
公
庁
等
へ
配
置
転
換
せ
ら
れ
る

者
を
除
く
）
が
発
生
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
官
公
庁
等
の
長
又
は
人
事
担
当

者
と
打
合
せ
、
そ
の
退
職
者
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所

の
職
業
紹
介
、
公
共
職
業
補
導
所
の
入
所
あ
つ
旋
を
希
望
す
る
者
又
は
退
職
手
当
金
額
と
失
業

保
険
金
額
と
の
差
額
支
給
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
所
要
の
手
続
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）

当
該
官
公
庁
等
退
職
後
、
就
職
す
る
必
要
が
あ
る
か
。

（
ロ
）

就
職
を
必
要
と
す
る
場
合
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
を
受
け
る
希
望
が
あ
る
か
。
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四
、
就
職
あ
っ
旋
困
難
な
場
合
の
措
置

１
、
公
共
職
業
安
定
所
で
あ
っ
旋
の
困
難
な
者
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
あ
っ

旋
公
共
事
業
へ
の
就
労
あ
っ
旋
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
失
業
対
策
法
に
よ
る
失
業
封
策
事

業
に
就
労
せ
し
め
る
よ
う
措
置
す
る
。

五
、
六
ヶ
月(
臨
時
雇
員
、
傭
人
又
は

工
員
に
あ
り
て
は
七
ヶ
月)

以
上
勤
務
し
た
政
府
職
員
は
そ

の
退
職
金
額
が
失
業
保
険
法
に
基
い
て
算
定
し
た
失
業
保
険
金
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
場
合

は
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
そ
の
差
額
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
行
政
整
理
担
当

者
に
こ
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
。
（
こ
の
措
置
は
地
方
公
共
団
体
職
員
に
つ
い
て
も
準
用
さ
れ
る
。）

六
、
そ

の

他

労
働
省
及
び
都
道
府
県
は
公
共
職
業
安
定
所
の
行
う
調
査
の
実
施
、
情
報
の
蒐
集
に
つ
い

て
援
助
す
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
六
月
八
日

〔
五
─
一
─
二
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
七
七
号
）

行行
政政
整整
理理
のの
実実
施施
にに
伴伴
うう
失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
件件

第
五
回
臨
時
国
会
を
通
過
し
た
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
施
行
並
び
に
五
月
二
十
四
日
閣
議
決
定

「
地
方
公
共
団
体
の
人
員
整
理
に
関
す
る
件
」
の
具
体
化
に
伴
い
官
庁
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る

人
員
整
理
は
、
愈
々
そ
の
実
施
時
期
に
入
り
、
そ
の
対
象
と
な
る
人
員
は
、
全
国
に
お
い
て
二
十
萬

名
に
近
い
数
に
上
る
こ
と
が
予
測
せ
ら
れ
て
い
る
。

民
間
産
業
に
お
い
て
は
単
一
為
替
レ
ー
ト
の
設
定
以
来
、
そ
の
企
業
の
合
理
化
が
急
激
に
進
渉
し

つ
ゝ
あ
り
、
こ
れ
ら
企
業
合
理
化
に
伴
う
失
業
情
勢
に
つ
い
て
は
、
先
に
指
示
し
た
雇
用
状
態
調
査

の
活
用
に
よ
り
把
握
す
る
よ
う
御
配
意
を
願
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
行
政
整
理
に
因
る
失
業

情
勢
に
つ
い
て
非
常
に
そ
の
推
移
に
留
意
し

適
確
な
情
勢
把
握
を
行
っ
て
、
そ
の
失
業
対
策
に
遺

憾
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
ば
な
ら
な
い
の
で
、
左
記
に
よ
り
処
理
せ
ら
れ
る
よ
う
特
段
の
御
配
慮
を

煩
わ
し
い
。

な
お
、
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
別
紙
の
と
お
り
添
付
し
て
お
く
か
ら
参
考
に
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
行
政
機
関
等
の
調
査
及
び
情
報
の
蒐
集

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
管
轄
地
域
内
に
あ
る
全
官
公
庁
等
（
公
団
公
社
を
含
む
。
以
下

同
様
）
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
し
、「
官
公
庁
名
簿
」
を
作
成
す
る
こ
と
。

こ
の
調
査
の
対
象
と
な
る
官
公
庁
等
は
本
所
、
出
張
所
、
分
所
等
そ
の
名
称
の
如
何
を
問
わ

ず
す
べ
て
の
官
公
庁
等
と
す
る
こ
と
。

（
イ
）

官
公
庁
等
の
名
称

所
在
地
及
び
電
話
番
号

（
ロ
）

官
公
庁
等
の
長
及
び
人
事
担
当
者
の
氏
名

（
ハ
）

職
員
数
（
男
女
別
）

ⓐ

従
前
の
定
員

ⓑ

新

定

員

（
ニ
）

行
政
整
理
の
対
象
と
な
る
者
の
予
定
数
及
び
そ
の
時
期
の
見
込

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
前
項
の
調
査
に
基
き
、
管
内
の
官
公
庁
等
に
対
し
て
訪
問
又
は
電
話
等

の
方
法
に
よ
り
、
当
該
官
公
庁
等
と
常
時
密
接
に
連
絡
を
と
り
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
。

３
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行
政
整
理
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
連
絡
の
第
一
回
目
は
、

で
き
る
限
り
公
共
職
安
安
定
所
長
が
、
当
該
官
公
庁
等
の
長
は
人
事
担
当
者
を
直
接
訪
問
し
公

共
職
業
安
定
所
の
機
能
等
を
了
得
せ
し
め
爾
後
の
連
絡
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

措
置
す
る
こ
と
。

二
、
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
入
手
の
場
合
の
措
置

１
、
公
共
職
業
安
定
所
は
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
と
き
は
直
ち
に
当
該
官
公

庁
等
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
す
る
こ
と
。

（
イ
）

整
理
実
施
時
期

（
ロ
）

整
理
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
数
（
男
女
別
）

（
ハ
）

整
理
の
基
準

（
ニ
）

整
理
対
策

（
ホ
）

職
員
の
整
理
に
対
す
る
動
向

（
へ
）

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
ト
）

判
明
す
れ
ば
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
男
女
別
、
年
齢
、
特
種
技
能

等
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
職
業
紹
介
等
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

２
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
行
政
整
理
に
よ
り
退
職
者
（
他
の
官
公
庁
等
へ
配
置
転
換
せ
ら
れ
る

者
を
除
く
）
が
発
生
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
に
は
、
当
該
官
公
庁
等
の
長
又
は
人
事
担
当

者
と
打
合
せ
、
そ
の
退
職
者
に
つ
い
て
左
記
事
項
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所

の
職
業
紹
介
、
公
共
職
業
補
導
所
の
入
所
あ
つ
旋
を
希
望
す
る
者
又
は
退
職
手
当
金
額
と
失
業

保
険
金
額
と
の
差
額
支
給
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
所
要
の
手
続
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）

当
該
官
公
庁
等
退
職
後
、
就
職
す
る
必
要
が
あ
る
か
。

（
ロ
）

就
職
を
必
要
と
す
る
場
合
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
を
受
け
る
希
望
が
あ
る
か
。
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（
ハ
）

公
共
職
業
補
導
所
へ
入
所
す
る
希
望
が
あ
る
か
。

（
ニ
）

退
職
手
当
金
の
金
額
如
何
に
よ
り
失
業
保
険
金
額
と
の
差
額
支
給
の
必
要
が
あ
る
か
。

３
、
前
項
の
調
査
は
、
退
職
者
が
同
時
に
且
つ
大
量
に
発
生
す
る
場
合
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の

職
員
を
当
該
官
公
庁
等
に
派
遣
し
て
、
相
談
所
を
臨
時
に
開
設
し

職
業
相
談
の
方
式
に
よ
り

実
施
す
る
こ
と
。
退
職
者
が
少
数
の
場
合
は
退
職
者
に
対
し
て
公
共
職
業
安
定
所
に
出
額
を
求

マ
マ

め
、
又
は
当
該
官
公
庁
等
の
人
事
担
当
者
に
依
頼
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
調
査
を
実
施
す
る
こ

と
。

４
、
前
各
項
の
調
査
は
、
当
分
の
間
別
紙
臨
第
一
号
様
式
に
よ
り
こ
れ
を
毎
月
と
り
ま
と
め
、
前

月
分
を
そ
の
月
の
三
日
ま
で
に
都
道
府
県
に
報
告
し
、
都
道
府
県
は
別
紙
臨
第
二
号
様
式
に
よ

り
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
労
働
省
に
報
告
す
る
こ
と
。

労
働
省
へ
の
報
告
期
限
は
、
前
月
分
を
そ
の
月
の
十
日
ま
で
と
し
、
報
告
提
出
先
は
、
労
働

市
場
調
査
課
と
す
る
こ
と
。

三
、
行
政
整
理
対
象
者
の
就
職
あ
っ
旋

１
、
行
政
整
理
の
対
策
と
な
る
者
が
公
共
職
業
安
定
所
の
職
業
紹
介
を
希
望
す
る
と
き
は
直
ち
に

求
職
申
込
を
受
理
し
、
そ
の
就
職
あ
っ
旋
に
努
め
る
こ
と
。

２
、
同
時
に
大
量
の
求
職
申
込
が
あ
っ
た
と
き
の
求
職
申
込
の
受
理
、
あ
っ
旋
計
画
の
樹
立
、
並

び
に
あ
っ
旋
の
実
施
等
に
つ
い
て
は
三
月
三
日
職
発
第
二
九
五
号
（
企
業
整
備
等
に
よ
る
大
量

解
雇
発
生
の
場
合
に
お
け
る
職
業
紹
介
活
動
に
関
し
て
『
職
業
紹
介
業
務
手
引
』
追
補
の
件
）

通
牒
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
。

四
、
就
職
あ
っ
旋
困
難
な
場
合
の
措
置

１
、
行
政
整
理
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
差
当
り
就
職
あ
つ
旋
の
見
込
が
な
く
且
つ
退
職

金
の
消
費
に
よ
り
生
計
の
維
持
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
就
職
口
を
確
保
す
る
ま
で
は
公

共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
あ
っ
旋
、
公
共
事
業
へ
の
就
労
あ
っ
旋
等
を
行
う
の
他
必
要
に
応

じ
て
緊
急
失
業
対
策
法
に
よ
る
失
業
対
策
事
業
に
就
労
せ
し
め
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

２
、
六
ヶ
月
（
臨
時
の
雇
員
、
雇
人
又
は
工
員
に
あ
っ
て
は
七
ヶ
月
）
以
上
勤
続
し
た
政
府
職
員

で
あ
っ
て
離
職
の
結
果
失
業
者
と
な
っ
た
者
の
退
職
金
額
が
、
そ
の
者
に
つ
き
失
業
保
険
法
に

基
い
て
算
定
し
た
失
業
保
険
金
に
相
当
す
る
額
に
充
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
差
額
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
四
月
三
十
日
秘
収
第
六
九
二
号
『
労
働
基
準
法
等
に
伴
う
政
府
職

員
に
係
る
給
与
支
給
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
六
七
号
）
に
よ
る
給
与

支
給
準
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』
労
働
人
臣
官
房
秘
書
課
長
会
計
課
長
連
名
通
牒
）
の
で
行

政
整
理
の
対
象
と
な
る
も
の
に
こ
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
よ
う
関
係
官
公
庁
等
の
協
力
を
得
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
失
業
の
認
定

に
つ
い
て
は
五
月
二
十
日
付
職
発
第
七
〇
五
号
『
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
六
七
号
に
基
き
給

与
準
則
第
一
四
条
の
改
正
に
対
す
る
応
急
措
置
に
関
す
る
件
』
に
よ
り
措
置
す
る
こ
と
。

な
お
右
の
政
府
職
員
の
退
職
手
当
金
額
と
失
業
保
険
金
額
の
差
額
支
給
及
び
失
業
の
認
定
は

地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
つ
い
て
も
準
用
せ
ら
れ
る
の
で
政
府
職
員
と
同
様
の
措
置
を
と
る
こ

と
。

五
、
そ

の

他

１
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
本
通
牒
に
基
く
公
共
職
業
安
定
所
の
調
査
並
び
に
各
種
の
措
置
が
円

滑
に
実
施
出
来
る
よ
う
各
官
公
庁
等
及
び
そ
の
監
督
機
関
等
と
連
絡
を
密
に
し
、
こ
れ
ら
機
関

の
積
極
的
な
協
力
を
求
め
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

２
、
労
働
省
、
郡
道
府
県
は
行
政
整
理
実
施
に
関
す
る
情
報
を
人
手
し
た
と
き
は
、
行
政
整
理
を

実
施
し
よ
う
と
す
る
官
公
庁
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
し
て
当
該
公

共
職
業
安
定
所
の
積
極
的
な
奉
仕
活
動
を
促
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
六
月
二
一
日

〔
五
─
一
─
二
九
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
牒
（
職
発
第
八
四
三
号
）

緊緊
急急
失失
業業
対対
策策
法法
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

第
五
国
会
に
お
い
て
新
立
法
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
「
緊
急
失
業
対
策
法
」
は
去
る
五
月
二

〇
日
法
律
第
八
九
号
を
も
っ
て
公
布
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
施
行
規
則
等
関
係
命
令
も
今
回
そ
れ
ぞ

れ
別
紙
の
と
お
り
決
定
せ
ら
れ
た
が
、
右
は
申
す
ま
で
も
な
く
い
よ
い
よ
深
刻
化
す
る
失
業
状

勢
に
対
処
し
能
う
限
り
多
数
の
失
業
者
に
対
す
る
就
職
の
機
会
を
提
供
し
、
も
っ
て
社
会
不
安

の
除
去
と
経
済
復
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
事
業
な
ら
び
に

失
業
対
策
事
業
に
対
す
る
失
業
者
の
吸
収
に
よ
る
社
会
不
安
の
除
去
に
つ
い
て
は
、
か
か
つ
て

本
法
運
用
の
適
否
に
あ
る
と
い
う
べ
く
、
職
業
安
定
機
関
の
効
率
的
な
運
営
と
相
俟
っ
て
、
本

法
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。
つ
い
て
は
、
左
記
ご
留
意
の
上
特
段
の
ご
努

力
を
煩
わ
し
た
い
。

記記

一
、
失
業
状
勢
の
把
握

⑴

法
第
五
条
に
よ
る
失
業
状
勢
の
分
析
把
握
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
各
種
統
計
報
告
中
で

も
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
状
況
報
告
、
雇
用
状
態
調
査
お
よ
び
企
業
整
備
状
況
等
に

よ
り
雇
用
の
傾
向
、
失
業
者
数
の
推
定
等
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
失
業
状
勢
の
把
握
は
、

失
業
対
策
事
業
の
実
施
そ
の
他
失
業
対
策
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
施
行
規
則
第
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二
条
に
準
じ
て
管
内
の
失
業
情
勢
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

⑵

失
業
対
策
事
業
実
施
の
計
画
策
定
に
当
っ
て
は
、
必
ず
右
の
失
業
状
勢
を
基
礎
と
す
る

こ
と
。

二
、
失
業
対
策
事
業

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
別
紙
要
綱
に
よ
る
が
、
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

⑴

本
事
業
は
、
全
く
失
業
者
救
済
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
失
業
者
の
発
生
状
況
に
応

じ
、
そ
の
規
模
、
実
施
時
期
、
事
業
種
目
等
が
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

失
業
対
策
事
業
の
た
め
の
一
般
計
画
は
、
法
第
六
条
に
よ
り
労
働
省
に
お
い
て
樹
立
す

る
が
、
実
際
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
を
事
業
主

体
か
ら
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
、
事
業
主
管
の
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
事
業
種
目

の
う
ち
か
ら
、
法
、
規
則
、
実
施
要
綱
等
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
安
定
本

部
と
労
働
省
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
業
の
実
施
は
事
業
主
体
の
事
業
主
務
部
課
の
所
掌
で
あ
る
。
こ

れ
が
実
施
は
公
共
職
業
安
定
所
の
窓
口
に
あ
ら
わ
れ
る
失
業
者
数
の
増
減
に
応
じ
て
事
業

を
増
減
す
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
事
業
主
務
部
課
に
徹
底
せ
し
め

る
と
と
も
に
そ
の
間
の
調
整
を
円
滑
に
で
き
る
よ
う
組
織
を
考
え
る
こ
と
。

国
庫
補
助
関
係
書
類
の
取
纏
め
、
事
業
の
総
合
的
調
整
、
事
業
に
対
す
る
就
労
査
察
は

労
働
主
務
部
の
所
掌
と
な
る
こ
と
。

⑷

失
業
対
策
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
は
、
す
べ
て
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
失

業
者
と
す
る
原
則
に
鑑
み
、
常
用
労
働
者
の
使
用
、
門
前
募
集
等
に
よ
る
労
働
者
は
使
用

し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
共
職
業
安
定
所
の
形
式
的
な
紹
介
も
今
後
は
絶
対
に
行
わ

な
い
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
窓
口
か
ら
紹
介
す
る
失
業
者
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑸

公
共
職
業
安
定
所
を
し
て
毎
日
の
就
労
状
況
を
査
察
せ
し
め
、
就
労
状
況
の
把
握
を
な

す
と
と
も
に
作
業
現
場
に
係
員
を
出
張
せ
し
め
る
こ
と
等
に
よ
り
毎
月
二
回
以
上
必
ず
職

業
相
談
を
実
施
し
定
職
へ
の
紹
介
に
努
め
る
こ
と
。

⑹

公
共
職
業
安
定
所
は
、
本
事
業
の
就
労
人
員
、
稼
働
状
況
、
支
払
賃
金
等
労
務
に
つ
い

て
は
、
常
に
そ
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

⑺

事
業
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
経
理
所
管
課
と
事
業
局
課
の
連
絡
不
充
分
の
た
め
、
兎

角
放
漫
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
常
に
両
者
の
密
接
な
連
絡
を
保
持
す
る
と
と
も
に
毎

月
の
経
理
状
況
（
特
に
支
出
状
況
）
に
つ
い
て
事
業
局
課
に
お
い
て
も
明
確
に
す
る
こ
と
。

⑻

労
力
費
か
ら
事
務
費
へ
の
流
用
は
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
都
道
府
県
の
指
導
監
督

者
、
賃
金
支
払
事
務
職
員
等
の
給
料
は
事
務
費
よ
り
支
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
現
場
監
督

者
等
で
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
失
業
者
か
ら
採
用
し
た
者
の
給
料
は
、
労
力
費
の

一
部
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑼

賃
金
の
支
払
の
た
め
の
事
務
職
員
は
、
原
則
と
し
て
事
業
現
場
に
配
属
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
必
要
に
よ
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
駐
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑽

本
事
業
就
労
者
の
賃
金
は
、
別
途
通
牒
（
昭
和
二
四
年
六
月
一
〇
日
職
発
第
八
〇
一
号
）

さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

三
、
公
共
事
業
に
対
す
る
失
業
者
の
吸
収

⑴

公
共
事
業
に
対
し
て
は
、
昨
年
七
月
か
ら
行
政
的
措
置
に
よ
り
失
業
者
吸
収
率
を
設
定

し
、
失
業
者
の
吸
収
責
任
量
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
実
績
は
必
ず
し
も
良
好
と
は
い
え

な
い
現
状
で
あ
っ
た
。
今
回
別
紙
告
示
の
と
お
り
そ
の
率
に
若
干
の
改
訂
を
加
え
、
法
第

一
二
条
に
基
い
て
明
定
し
た
の
で
（
別
紙
告
示
参
照
）
、
こ
の
率
に
該
当
す
る
数
ま
で
の

失
業
者
は
、
常
に
完
全
充
足
す
る
よ
う
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
を
促
進
す
る
と
と
も
に

貴
管
下
関
係
部
課
な
ら
び
に
各
事
業
現
場
に
対
し
て
こ
れ
が
徹
底
を
図
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

⑵

右
の
吸
収
率
の
改
正
は
、
昭
和
二
一
年
閣
議
決
定
の
「
公
共
事
業
処
理
要
綱
」
に
明
記

さ
れ
て
い
る
と
お
り
公
共
事
業
が
公
共
的
建
設
事
業
で
あ
る
と
と
も
に
多
数
の
失
業
者
の

吸
収
を
図
る
目
的
の
具
体
的
措
置
で
あ
る
こ
と
。
特
に
事
業
主
体
が
、
常
用
労
務
者
の
範

囲
を
不
当
に
拡
張
解
釈
し
て
、
失
業
者
の
吸
収
を
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
督
指

導
す
る
こ
と
。

⑶

従
来
公
共
事
業
の
就
労
人
員
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
形
式
紹
介
を
含
む
も
の
が
あ
っ

た
が
、
爾
後
は
一
切
形
式
紹
介
を
含
ま
ず
、
公
共
職
業
安
定
所
の
窓
口
に
あ
ら
わ
れ
た
者

の
み
に
限
る
こ
と
。

⑷

従
来
の
「
失
業
者
吸
収
率
」
は
、
直
営
事
業
に
の
み
適
用
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
の

法
律
に
よ
り
請
負
そ
の
他
非
直
営
事
業
に
も
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
新
た
な
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
特
に
事
業
の
施
行
主
体
に
対
し
て
は
、
法
第
一
六

条
第
二
項
の
遵
守
の
方
法
に
よ
り
本
事
業
の
周
知
徹
底
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑸

今
回
決
定
さ
れ
た
失
業
者
吸
収
率
は
、
従
来
の
実
績
に
よ
り
固
定
的
に
決
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
率
の
不
都
合
を
発
見
し
た
場
合
速
か
に
当
省
に
そ
の
理
由
と
と
も

に
意
見
を
付
し
て
報
告
す
る
こ
と
。

⑹

法
第
一
三
条
（
施
行
規
則
第
一
〇
条
）
の
直
接
雇
入
承
諾
請
求
書
お
よ
び
承
諾
書
は
、

様
式
一
号
お
よ
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
こ
と
。
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二
条
に
準
じ
て
管
内
の
失
業
情
勢
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

⑵

失
業
対
策
事
業
実
施
の
計
画
策
定
に
当
っ
て
は
、
必
ず
右
の
失
業
状
勢
を
基
礎
と
す
る

こ
と
。

二
、
失
業
対
策
事
業

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
別
紙
要
綱
に
よ
る
が
、
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

⑴

本
事
業
は
、
全
く
失
業
者
救
済
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
失
業
者
の
発
生
状
況
に
応

じ
、
そ
の
規
模
、
実
施
時
期
、
事
業
種
目
等
が
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

失
業
対
策
事
業
の
た
め
の
一
般
計
画
は
、
法
第
六
条
に
よ
り
労
働
省
に
お
い
て
樹
立
す

る
が
、
実
際
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
を
事
業
主

体
か
ら
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
、
事
業
主
管
の
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
事
業
種
目

の
う
ち
か
ら
、
法
、
規
則
、
実
施
要
綱
等
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
安
定
本

部
と
労
働
省
が
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
業
の
実
施
は
事
業
主
体
の
事
業
主
務
部
課
の
所
掌
で
あ
る
。
こ

れ
が
実
施
は
公
共
職
業
安
定
所
の
窓
口
に
あ
ら
わ
れ
る
失
業
者
数
の
増
減
に
応
じ
て
事
業

を
増
減
す
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
事
業
主
務
部
課
に
徹
底
せ
し
め

る
と
と
も
に
そ
の
間
の
調
整
を
円
滑
に
で
き
る
よ
う
組
織
を
考
え
る
こ
と
。

国
庫
補
助
関
係
書
類
の
取
纏
め
、
事
業
の
総
合
的
調
整
、
事
業
に
対
す
る
就
労
査
察
は

労
働
主
務
部
の
所
掌
と
な
る
こ
と
。

⑷

失
業
対
策
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
は
、
す
べ
て
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
失

業
者
と
す
る
原
則
に
鑑
み
、
常
用
労
働
者
の
使
用
、
門
前
募
集
等
に
よ
る
労
働
者
は
使
用

し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
共
職
業
安
定
所
の
形
式
的
な
紹
介
も
今
後
は
絶
対
に
行
わ

な
い
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
窓
口
か
ら
紹
介
す
る
失
業
者
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑸

公
共
職
業
安
定
所
を
し
て
毎
日
の
就
労
状
況
を
査
察
せ
し
め
、
就
労
状
況
の
把
握
を
な

す
と
と
も
に
作
業
現
場
に
係
員
を
出
張
せ
し
め
る
こ
と
等
に
よ
り
毎
月
二
回
以
上
必
ず
職

業
相
談
を
実
施
し
定
職
へ
の
紹
介
に
努
め
る
こ
と
。

⑹

公
共
職
業
安
定
所
は
、
本
事
業
の
就
労
人
員
、
稼
働
状
況
、
支
払
賃
金
等
労
務
に
つ
い

て
は
、
常
に
そ
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。

⑺

事
業
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
経
理
所
管
課
と
事
業
局
課
の
連
絡
不
充
分
の
た
め
、
兎

角
放
漫
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
常
に
両
者
の
密
接
な
連
絡
を
保
持
す
る
と
と
も
に
毎

月
の
経
理
状
況
（
特
に
支
出
状
況
）
に
つ
い
て
事
業
局
課
に
お
い
て
も
明
確
に
す
る
こ
と
。

⑻

労
力
費
か
ら
事
務
費
へ
の
流
用
は
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
都
道
府
県
の
指
導
監
督

者
、
賃
金
支
払
事
務
職
員
等
の
給
料
は
事
務
費
よ
り
支
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
現
場
監
督

者
等
で
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
失
業
者
か
ら
採
用
し
た
者
の
給
料
は
、
労
力
費
の

一
部
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑼

賃
金
の
支
払
の
た
め
の
事
務
職
員
は
、
原
則
と
し
て
事
業
現
場
に
配
属
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
必
要
に
よ
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
駐
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑽

本
事
業
就
労
者
の
賃
金
は
、
別
途
通
牒
（
昭
和
二
四
年
六
月
一
〇
日
職
発
第
八
〇
一
号
）

さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

三
、
公
共
事
業
に
対
す
る
失
業
者
の
吸
収

⑴

公
共
事
業
に
対
し
て
は
、
昨
年
七
月
か
ら
行
政
的
措
置
に
よ
り
失
業
者
吸
収
率
を
設
定

し
、
失
業
者
の
吸
収
責
任
量
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
実
績
は
必
ず
し
も
良
好
と
は
い
え

な
い
現
状
で
あ
っ
た
。
今
回
別
紙
告
示
の
と
お
り
そ
の
率
に
若
干
の
改
訂
を
加
え
、
法
第

一
二
条
に
基
い
て
明
定
し
た
の
で
（
別
紙
告
示
参
照
）
、
こ
の
率
に
該
当
す
る
数
ま
で
の

失
業
者
は
、
常
に
完
全
充
足
す
る
よ
う
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
を
促
進
す
る
と
と
も
に

貴
管
下
関
係
部
課
な
ら
び
に
各
事
業
現
場
に
対
し
て
こ
れ
が
徹
底
を
図
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

⑵

右
の
吸
収
率
の
改
正
は
、
昭
和
二
一
年
閣
議
決
定
の
「
公
共
事
業
処
理
要
綱
」
に
明
記

さ
れ
て
い
る
と
お
り
公
共
事
業
が
公
共
的
建
設
事
業
で
あ
る
と
と
も
に
多
数
の
失
業
者
の

吸
収
を
図
る
目
的
の
具
体
的
措
置
で
あ
る
こ
と
。
特
に
事
業
主
体
が
、
常
用
労
務
者
の
範

囲
を
不
当
に
拡
張
解
釈
し
て
、
失
業
者
の
吸
収
を
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
督
指

導
す
る
こ
と
。

⑶

従
来
公
共
事
業
の
就
労
人
員
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
形
式
紹
介
を
含
む
も
の
が
あ
っ

た
が
、
爾
後
は
一
切
形
式
紹
介
を
含
ま
ず
、
公
共
職
業
安
定
所
の
窓
口
に
あ
ら
わ
れ
た
者

の
み
に
限
る
こ
と
。

⑷

従
来
の
「
失
業
者
吸
収
率
」
は
、
直
営
事
業
に
の
み
適
用
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
の

法
律
に
よ
り
請
負
そ
の
他
非
直
営
事
業
に
も
適
用
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
新
た
な
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
特
に
事
業
の
施
行
主
体
に
対
し
て
は
、
法
第
一
六

条
第
二
項
の
遵
守
の
方
法
に
よ
り
本
事
業
の
周
知
徹
底
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑸

今
回
決
定
さ
れ
た
失
業
者
吸
収
率
は
、
従
来
の
実
績
に
よ
り
固
定
的
に
決
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
率
の
不
都
合
を
発
見
し
た
場
合
速
か
に
当
省
に
そ
の
理
由
と
と
も

に
意
見
を
付
し
て
報
告
す
る
こ
と
。

⑹

法
第
一
三
条
（
施
行
規
則
第
一
〇
条
）
の
直
接
雇
入
承
諾
請
求
書
お
よ
び
承
諾
書
は
、

様
式
一
号
お
よ
び
様
式
第
二
号
に
よ
る
こ
と
。
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⑺

法
第
一
四
条
（
施
行
規
則
第
一
一
条
）
の
規
定
に
よ
る
公
共
事
業
の
施
行
通
知
書
は
、

様
式
第
三
号
に
よ
る
こ
と
と
し
正
式
の
認
証
が
な
く
て
も
申
請
中
に
事
業
を
行
う
場
合

は
、
所
定
様
式
の
通
知
を
な
さ
し
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
そ
の
他

⑴

失
業
状
勢
の
変
化
に
伴
い
公
共
事
業
に
対
す
る
失
業
者
の
吸
収
度
を
高
め
る
た
め
事
業

主
体
な
ら
び
に
施
行
主
体
に
対
す
る
職
業
安
定
機
関
に
よ
る
就
労
状
況
の
査
察
を
頻
繁
に

行
わ
し
め
る
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
失
業
対
策
事
業
お
よ
び
公
共
事
業
の
事
業
主
体
も
し
く
は
そ

の
予
定
の
も
の
に
対
し
て
管
内
の
失
業
状
勢
を
少
く
と
も
四
半
期
毎
（
著
し
く
急
変
の
場

合
は
そ
の
都
度
）
に
通
報
し
、
失
業
者
の
吸
収
に
当
っ
て
の
便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に

相
互
の
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と
。

⑶

法
第
一
七
条
の
規
定
に
よ
る
違
反
を
公
共
職
業
安
定
所
が
、
事
業
主
体
に
通
知
す
る
場

合
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
一
八
条
の
規
定
に
よ
る
進
達
は
、
様
式
第

五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑷

法
第
二
二
条
第
二
項
（
施
行
規
則
第
一
二
条
）
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
様
式
第
六
号

に
よ
る
こ
と
。

（
様
式
略
）

『
行
政
二
』

昭
和
二
四
年
六
月
二
四
日

〔
五
─
一
─
三
〇
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
・
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
よ
り
労
働
基
準
局
長
宛

（
基
発
第
六
四
八
号
）

看看
護護
婦婦
養養
成成
所所
のの
生生
徒徒
にに
対対
すす
るる
労労
働働
基基
準準
法法
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
法
に
基
く
看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
は
、
将
来
看
護
婦
と
な
る
べ

き
素
養
を
取
得
す
る
た
め
に
教
育
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
習
課
程
中
の
実
習
も
、

教
育
の
目
的
で
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
徒
は
原
則
と
し
て
労
働
者
と

み
な
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
従
来
の
慣
習
に
よ
り
、
生
徒
を
一
般
看
護
婦
と
同
様
に
勤
務
せ
し

め
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
た
と
え
形
式
的
に
い
わ
ゆ
る
生
徒
と
称
し
て
実
習
に
従
事
し
て
い
て

も
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
、
労
働
基
準
法
第
九
條
に
い
う
労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
少
く
な

い
。従

っ
て
、
爾
今
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
常
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
事
業
経
営
者
と
生
徒
と
の

間
に
は
、
実
質
的
な
使
用
従
属
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
労
働
基
準
法
を
適
用
す
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
労
働
の
実
態
を
調
査
し
、
法
の
適
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

本
件
は
、
養
成
中
の
男
子
た
る
看
護
人
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
取
扱
わ
れ
た
い
。

一
、
一
日
の
授
業
時
間
が
、
学
科
（
專
門
学
科
以
外
の
体
育
そ
の
他
教
養
科
目
を
含
む
。）
及
び
臨
床

実
習
（
外
来
及
び
病
室
等
の
見
習
勤
務
を
含
む
。
）
を
通
算
し
て
九
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
当
該
養
成
所
に
お
い
て
四
週
間
を
平
均
し
て
一
日
に
つ
い
て
九
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て

五
十
四
時
間
を
超
え
な
い
定
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
実
習
時
間
外
は
も
と
よ
り
、
実
習
時
間
中
と
い
え
ど
も
、
教
習
及
び
教
習
の
場
所
に
関
係
の
な

い
作
業
、
事
務
、
そ
の
他
雑
用
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
。

三
、
卒
業
後
の
服
務
不
履
行
に
つ
い
て
違
約
金
を
定
め
、
又
損
害
賠
償
額
を
予
定
す
る
契
約
が
な
い

こ
と
。

四
、
生
徒
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
責
任
者
が
定
め
ら
れ
、
生
徒
の
教
習
と
一
般
看
護
婦
的
労
働
が
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

な
お
、
本
件
は
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
五
十
条
第
二
項
に
基
く
旧
制
度
の
養
成
所
（
昭
和

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
存
続
）
に
つ
い
て
の
み
適
用
あ
る
も
の
と
し
、
同
法
第
二
十
一
条

第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
十
二
条
第
一
号
若
も
し
は
第
二
号
の
規
定
に
基
く
新
制
度
の

学
校
又
は
養
成
所
に
対
し
て
は
、
將
来
別
途
取
扱
を
定
め
る
方
針
で
あ
る
か
ら
念
の
た
め
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
一
〇
月
八
日

〔
五
─
一
─
三
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
・
文
部
省
大
学
学
術
局
長
・
文
部
省
初
等
中
等
教

育
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
・
各
国
公
私
立
大
学
高
等
専
門
学
校
長
・
各
都
道
府

県
教
育
委
員
会
宛
（
職
発
第
一
、
三
一
八
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
のの
改改
正正
にに
伴伴
うう
学学
生生
生生
徒徒
のの
職職
業業
紹紹
介介
にに
つつ
いい
てて

経
済
情
勢
の
変
動
に
伴
い
、
近
時
学
生
、
生
徒
及
び
新
規
学
校
卒
業
者
の
職
業
問
題
が
深
刻
化
し

よ
う
と
す
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
今
般
職
業
安
定
機
関
と
学
校
と
の
協
力
体
制
を
整
備
し
こ
の
問
題

に
対
処
す
る
た
め
、
職
業
安
定
法
の
一
部
が
大
要
左
記
の
と
お
り
改
正
さ
れ
た
か
ら
御
了
知
の
上
、

職
業
安
定
機
関
と
学
校
と
は
相
互
に
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
に
万
全
を
期

せ
ら
れ
た
い
。

更
に
職
業
安
定
法
に
基
い
て
処
理
す
べ
き
問
題
は
、
と
り
あ
え
ず
左
記
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

し
、
必
要
な
手
続
は
十
一
月
十
日
ま
で
に
至
急
と
り
進
め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

記記
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一
、
職
業
安
定
法
改
正
の
要
点

１

学
生
、
生
徒
及
び
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て
．
公
共
職
業
安
定
所
は
学
校
と
協
議

の
上
そ
の
学
校
の
長
に
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
さ
せ
う
る
こ
と
。（
法
第
二

十
五
条
の
三
）

２

前
項
に
よ
る
外
、
学
校
自
体
が
事
業
と
し
て
そ
の
在
学
生
又
は
そ
の
学
校
の
卒
業
生
の
職
業

を
無
料
で
あ
っ
旋
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
校
の
特
殊
性
及
び
公
共
的
性
質
に
よ
り
、
単
に

労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
う
る
こ
と
。（
法
第
三
十
三
条
の
二
）

３

そ
の
他
公
共
職
業
安
定
所
は
学
校
に
対
し
、
労
働
力
の
需
給
状
況
そ
の
他
職
業
に
関
す
る
情

報
を
提
供
し
、
学
校
は
公
共
職
業
安
定
所
に
、
就
職
し
よ
う
と
す
る
学
生
生
徒
に
関
す
る
情
報

を
與
え
る
等
、
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
は
か
り
、
公
共
職
業
安
定
所
と
学
校
と
の
協
力
体
制
を

整
備
し
た
こ
と
。（
法
第
二
十
五
条
の
二
）

二
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
る
場
合
の
取
扱
（
法
第
二
十
五
条

の
三
、
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
）

１

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
何
れ
の
発

意
で
あ
っ
て
も
、
両
者
間
の
協
議
が
整
い
、
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
完
全
な
諒
解
が
成
立
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

２

学
校
の
長
の
分
担
す
る
業
務
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
学
校
に
在
学
す
る
学
生
、
生
徒

又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
限
ら
れ
る
。
双
方
を
対
象
と
す
る
か
、
そ
の
何
れ
か
に
と
ど

め
る
か
は
公
共
職
業
安
定
所
長
と
学
校
の
長
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

３

学
校
の
長
の
分
担
す
る
業
務
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
に
列
挙
さ
れ
て
い

る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
の
事
項
を
学
校
の
長
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣

旨
で
は
な
い
。
公
共
職
業
安
定
所
長
と
学
校
の
長
の
協
議
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
に
限
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

三
、
学
校
の
長
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
の
取
扱
（
法
第
三
十
三
条
の
二
、
施
行
規
則

第
二
十
五
条
の
二
）

従
来
学
校
の
行
う
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
職
業
安
定
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

若
干
疑
問
の
点
が
あ
っ
た
が
、
今
般
職
業
安
定
法
の
改
正
に
よ
り
適
用
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
の

で
、
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
は
、
十
一
月
十
日
ま
で
に
所
定
の
手
続
を

行
わ
れ
た
い
。

１

学
校
の
長
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
学
校
に
在
学
す
る
学

生
生
徒
又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
あ
る
。
た
だ
し
中
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
、
卒

業
後
六
ヶ
月
以
内
の
者
に
限
ら
れ
る
。

２

中
学
校
の
長
は
、
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
学
校
の
生
徒
又
は
卒
業

生
を
そ
の
住
所
又
は
居
所
の
変
更
を
必
要
と
す
る
就
職
先
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

学
校
の
長
の
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
は
、
教
育
と
学
校
の
特
殊
性
と
に
か
ん
が
み
、

取
扱
う
べ
き
職
種
の
範
囲
、
そ
の
他
取
扱
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
決
定
及
び

業
務
の
運
営
は
、
職
業
安
定
法
の
趣
旨
に
則
り
、
適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
の
長
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
校
所
在
地
の
公
共
職
業

安
定
所
長
に
、
左
の
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
に
二
つ
以
上

の
事
業
所
が
あ
り
そ
れ
が
異
つ
た
公
共
職
業
安
定
所
の
管
轄
区
域
に
所
在
す
る
と
き
は
、
事
業

所
所
在
地
の
公
共
職
業
安
定
所
長
に
夫
々
届
出
書
を
堤
出
す
る
も
の
と
す
る
。

届
出
書
を
堤
出
す
る
と
き
は
、
業
務
運
営
規
定
、
学
則
、
学
生
生
徒
の
定
員
数
及
び
現
在
員

数
調
を
添
附
書
類
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
届
出
書
並
び
に
添
附
書
類
の
作
成
部
数

は
、
正
一
通
、
副
三
通
、
計
四
通
と
す
る
。

学
校
の
長
は
、
届
出
書
並
び
に
添
附
書
類
の
寫
一
通
に
、
届
出
受
理
の
月
日
を
記
載
の
上
、

大
学
（
旧
令
に
よ
る
大
学
高
等
専
門
学
校
を
含
む
）
に
あ
つ
て
は
文
部
省
大
学
学
術
局
長
あ
て
、

公
立
の
高
等
学
校
（
旧
令
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
）
以
下
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
教
育
委
員

会
経
由
、
私
立
の
高
等
学
校
（
旧
令
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
）
以
下
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

知
事
経
由
、
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
あ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
様
式
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
五
月
二
日

〔
五
─
一
─
三
二
〕
管
理
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
宛
（
文
管
庶
第

一
〇
八
号
）

学学
校校
教教
育育
法法
第第
八八
十十
三三
条条
及及
びび
第第
八八
十十
四四
条条
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

四
月
十
九
日
付
法
律
第
一
〇
号
を
も
っ
て
学
校
教
育
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
四
月
一
日
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
種
学
校
及
び
各
種
学
校
類
似
の
施
設
の
取
扱

い
が
、
従
来
と
は
、
相
当
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
左
記
の
点
に
御
留
意
さ
れ
る
よ
う
通

知
す
る
。

記記

一
、
第
八
十
三
条
第
一
項
の
改
正
に
よ
っ
て
、
職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
所
、
児
童
福
祉

法
に
基
づ
く
保
育
所
等
は
、
「
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る

も
の
」
と
し
て
各
種
学
校
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
こ
こ
に
「
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
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一
、
職
業
安
定
法
改
正
の
要
点

１

学
生
、
生
徒
及
び
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
つ
い
て
．
公
共
職
業
安
定
所
は
学
校
と
協
議

の
上
そ
の
学
校
の
長
に
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
さ
せ
う
る
こ
と
。（
法
第
二

十
五
条
の
三
）

２

前
項
に
よ
る
外
、
学
校
自
体
が
事
業
と
し
て
そ
の
在
学
生
又
は
そ
の
学
校
の
卒
業
生
の
職
業

を
無
料
で
あ
っ
旋
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
校
の
特
殊
性
及
び
公
共
的
性
質
に
よ
り
、
単
に

労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
う
る
こ
と
。（
法
第
三
十
三
条
の
二
）

３

そ
の
他
公
共
職
業
安
定
所
は
学
校
に
対
し
、
労
働
力
の
需
給
状
況
そ
の
他
職
業
に
関
す
る
情

報
を
提
供
し
、
学
校
は
公
共
職
業
安
定
所
に
、
就
職
し
よ
う
と
す
る
学
生
生
徒
に
関
す
る
情
報

を
與
え
る
等
、
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
は
か
り
、
公
共
職
業
安
定
所
と
学
校
と
の
協
力
体
制
を

整
備
し
た
こ
と
。（
法
第
二
十
五
条
の
二
）

二
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
る
場
合
の
取
扱
（
法
第
二
十
五
条

の
三
、
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
）

１

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
何
れ
の
発

意
で
あ
っ
て
も
、
両
者
間
の
協
議
が
整
い
、
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
完
全
な
諒
解
が
成
立
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

２

学
校
の
長
の
分
担
す
る
業
務
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
学
校
に
在
学
す
る
学
生
、
生
徒

又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
限
ら
れ
る
。
双
方
を
対
象
と
す
る
か
、
そ
の
何
れ
か
に
と
ど

め
る
か
は
公
共
職
業
安
定
所
長
と
学
校
の
長
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

３

学
校
の
長
の
分
担
す
る
業
務
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
に
列
挙
さ
れ
て
い

る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
の
事
項
を
学
校
の
長
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣

旨
で
は
な
い
。
公
共
職
業
安
定
所
長
と
学
校
の
長
の
協
議
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
に
限
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

三
、
学
校
の
長
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
の
取
扱
（
法
第
三
十
三
条
の
二
、
施
行
規
則

第
二
十
五
条
の
二
）

従
来
学
校
の
行
う
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
職
業
安
定
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

若
干
疑
問
の
点
が
あ
っ
た
が
、
今
般
職
業
安
定
法
の
改
正
に
よ
り
適
用
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
の

で
、
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
は
、
十
一
月
十
日
ま
で
に
所
定
の
手
続
を

行
わ
れ
た
い
。

１

学
校
の
長
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
学
校
に
在
学
す
る
学

生
生
徒
又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
あ
る
。
た
だ
し
中
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
、
卒

業
後
六
ヶ
月
以
内
の
者
に
限
ら
れ
る
。

２

中
学
校
の
長
は
、
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
学
校
の
生
徒
又
は
卒
業

生
を
そ
の
住
所
又
は
居
所
の
変
更
を
必
要
と
す
る
就
職
先
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

学
校
の
長
の
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
は
、
教
育
と
学
校
の
特
殊
性
と
に
か
ん
が
み
、

取
扱
う
べ
き
職
種
の
範
囲
、
そ
の
他
取
扱
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
決
定
及
び

業
務
の
運
営
は
、
職
業
安
定
法
の
趣
旨
に
則
り
、
適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
の
長
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
校
所
在
地
の
公
共
職
業

安
定
所
長
に
、
左
の
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
に
二
つ
以
上

の
事
業
所
が
あ
り
そ
れ
が
異
つ
た
公
共
職
業
安
定
所
の
管
轄
区
域
に
所
在
す
る
と
き
は
、
事
業

所
所
在
地
の
公
共
職
業
安
定
所
長
に
夫
々
届
出
書
を
堤
出
す
る
も
の
と
す
る
。

届
出
書
を
堤
出
す
る
と
き
は
、
業
務
運
営
規
定
、
学
則
、
学
生
生
徒
の
定
員
数
及
び
現
在
員

数
調
を
添
附
書
類
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
届
出
書
並
び
に
添
附
書
類
の
作
成
部
数

は
、
正
一
通
、
副
三
通
、
計
四
通
と
す
る
。

学
校
の
長
は
、
届
出
書
並
び
に
添
附
書
類
の
寫
一
通
に
、
届
出
受
理
の
月
日
を
記
載
の
上
、

大
学
（
旧
令
に
よ
る
大
学
高
等
専
門
学
校
を
含
む
）
に
あ
つ
て
は
文
部
省
大
学
学
術
局
長
あ
て
、

公
立
の
高
等
学
校
（
旧
令
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
）
以
下
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
教
育
委
員

会
経
由
、
私
立
の
高
等
学
校
（
旧
令
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
）
以
下
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

知
事
経
由
、
文
部
省
初
等
中
等
教
育
局
長
あ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
様
式
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
五
月
二
日

〔
五
─
一
─
三
二
〕
管
理
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
宛
（
文
管
庶
第

一
〇
八
号
）

学学
校校
教教
育育
法法
第第
八八
十十
三三
条条
及及
びび
第第
八八
十十
四四
条条
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

四
月
十
九
日
付
法
律
第
一
〇
号
を
も
っ
て
学
校
教
育
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
四
月
一
日
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
種
学
校
及
び
各
種
学
校
類
似
の
施
設
の
取
扱

い
が
、
従
来
と
は
、
相
当
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
左
記
の
点
に
御
留
意
さ
れ
る
よ
う
通

知
す
る
。

記記

一
、
第
八
十
三
条
第
一
項
の
改
正
に
よ
っ
て
、
職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
所
、
児
童
福
祉

法
に
基
づ
く
保
育
所
等
は
、
「
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る

も
の
」
と
し
て
各
種
学
校
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
こ
こ
に
「
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
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他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
も
の
」
と
は
、
労
働
大
臣
が
職
業
安
定
法
第
二
十
九
条
の

規
定
に
基
い
て
、
職
業
補
導
所
の
規
模
、
補
導
種
目
、
補
導
内
容
及
び
補
導
期
間
に
つ
い
て

必
要
な
基
準
を
定
め
、
教
科
書
の
編
さ
ん
に
つ
い
て
援
助
を
な
し
、
（
職
業
安
定
法
施
行
規

則
第
二
十
条
参
照
）
ま
た
厚
生
大
臣
が
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
き
、
児
童

福
祉
施
設
最
低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
三
号
）
第
五
章
の
規
定
に
よ
り
、
保

育
所
の
設
備
基
準
、
保
育
時
間
、
保
育
内
容
等
を
定
め
て
い
る
ご
と
く
他
の
法
律
に
特
別
の

規
定
あ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
な
お
理
容
師
養
成
施
設
、
看
護
婦
養
成
所
等
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
理
容
師
法
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
等
の
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
単

に
こ
れ
ら
の
教
育
施
設
の
卒
業
者
の
資
格
付
与
の
条
件
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
に
す

ぎ
な
い
か
ら
、
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
い
て
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
と
し
て
い
る
も
の
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
従
来
通
り
各
種
学
校
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。

二
、
各
種
学
校
類
似
の
教
育
施
設
に
対
す
る
第
八
十
四
条
の
規
定
の
改
正
は
、
旧
規
定
の
意
図

す
る
と
こ
ろ
を
詳
細
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
各
種
学
校
の
教
育
を
行
う
も
の
」
と
は

一
般
的
に
は
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
も
の
を
い
う
が
、
こ
の
う
ち
に
は
、
第
八
十

三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
（
一
）
に
述
べ
た
も
の
を
除
く
。

三
、
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
監
督
庁
の
一
方
的
な
判
断
に

ま
つ
こ
と
な
く
、
私
立
学
校
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
こ
と
と
し
て
、
運
用
の
公
正
を
図
る
意

味
で
あ
る
。

四
、
な
お
、
改
正
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
認
可
さ
れ
て
い
る
学
校
又
は

各
種
学
校
に
対
す
る
閉
鎖
命
令
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
（
こ
の
命
令
違
反
に

対
し
て
は
第
八
十
九
条
の
一
部
が
改
正
さ
れ
）
閉
鎖
命
令
違
反
と
同
種
の
罰
則
が
適
用
さ
れ

る
。

『
近
代
』

昭
和
二
五
年
一
一
月
一
三
日

〔
五
─
一
─
三
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
七
五
号
の
二
）

昭昭
和和
二二
十十
六六
年年
三三
月月
学学
校校
卒卒
業業
者者
のの
職職
業業
紹紹
介介
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
十
月
十
七
日
職
発
第
七
七
五
号
の
通
達
に
基
い
て
已
に
御
配
意
中
の
こ

と
と
存
ず
る
が
、
文
部
省
に
お
い
て
も
、
明
年
三
月
中
学
校
及
び
高
等
学
校
卒
業
者
中
就
職
希
望
者

の
就
職
を
確
保
す
る
た
め
、
学
校
と
公
共
職
業
安
定
所
と
の
緊
密
な
協
調
の
下
に
、
職
業
指
導
、
就

職
あ
つ
旋
、
並
び
に
求
人
開
拓
等
を
積
極
的
に
実
施
す
る
よ
う
、
今
般
初
等
中
等
教
育
局
長
よ
り
、

各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
教
育
長
等
に
対
し
別
紙
写
の
と
お
り
通
達
さ
れ
た
か
ら
、
職
業
安
定
機
関

に
お
い
て
は
、
今
後
一
層
教
育
関
係
機
関
と
緊
密
の
度
を
加
え
、
相
互
協
力
し
て
、
近
時
の
労
働
市

場
情
況
よ
り
見
て
、
益
々
困
難
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
れ
ら
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
確
保

に
つ
い
て
特
段
の
御
努
力
を
お
願
い
す
る
。

な
お
、
別
紙
文
部
省
通
達
写
の
中
「
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
の
写
資

料
」
と
あ
る
の
は
、
十
月
十
七
日
職
発
第
七
七
五
号
通
達
「
昭
和
二
十
六
年
三
月
学
校
卒
業
者
の
職

業
紹
介
に
つ
い
て
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
申
添
え
る
。

昭
和
二
六
年
一
月
二
二
日

〔
五
─
一
─
三
四
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
・
厚
生
省
児
童
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職

発
第
二
九
号
）

年年
少少
者者
（（
児児
童童
福福
祉祉
施施
設設
収収
容容
児児
童童
等等
））
のの
職職
業業
紹紹
介介
にに
つつ
いい
てて

児
童
は
心
身
と
も
に
健
全
な
社
会
人
と
し
て
、
独
立
の
生
計
を
営
め
る
ま
で
に
保
護
育
成
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
こ
の
保
護
育
成
は
、
そ
の
肉
身
に
よ
っ
て
そ
の
家
庭
内

に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
が
最
良
の
道
で
あ
る
が
、
社
会
に
は
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
あ
っ
て
も
監

護
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
保
護
者
を
も
つ
児
童
が
多
数
い
る
の
で
あ
る
。
国
は
こ
れ
ら
の
児
童
を
児

童
福
祉
施
設
に
収
容
し
、
或
は
里
親
等
に
委
託
し
て
そ
の
保
護
育
成
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
施
設
収
容
児
童
は
一
般
に
家
庭
で
育
成
さ
れ
て
い
る
児
童
と
異
な
り
、
児
童
の
域
を
脱
す

れ
ば
当
然
生
活
の
本
拠
を
児
童
福
祉
施
設
よ
り
他
に
移
し
、
自
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
大
半

で
あ
る
。
然
し
現
在
の
社
会
情
勢
下
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
を
直
ち
に
就
職
さ
せ
又
は
各
児

童
の
能
力
に
適
し
た
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
爾
今
公
共
職
業
安
定
所
、
公
共
職
業
補
導
所
並
び
に
児
童
相
談
所
は
相
互
に
緊
密
な
連
け

い
を
保
ち
こ
れ
ら
の
児
童
に
対
し
よ
き
相
談
相
手
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
環
境
に
応
じ
た
就

職
の
途
の
開
か
れ
る
よ
う
な
左
記
に
よ
り
格
段
の
御
努
力
を
願
い
た
い
。

記記

一
、
雇
用
主
の
啓
蒙
に
つ
い
て

現
在
の
社
会
事
情
下
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
の
就
職
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、

1.
公
共
職
業
安
定
所
並
び
に
児
童
相
談
所
は
協
力
し
て
で
き
る
限
り
機
会
を
と
ら
え
て
雇
用
主
に

対
し
、
こ
れ
ら
の
児
童
に
対
す
る
一
層
の
理
解
を
深
め
、
就
職
に
積
極
的
な
ら
し
め
る
よ
う
そ

の
啓
蒙
に
努
力
す
る
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
は
、
一
般
工
場
事
業
場
に
対
す
る
職
場
開
拓
の
宜
伝
啓
発
の
一

2.
段
階
と
し
て
、
例
え
ば
、
水
産
試
論
場
・
農
事
試
験
場
・
工
業
試
験
場
・
営
林
署
・
造
幣
局
・
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専
売
局
・
印
刷
局
、
等
の
如
き
公
的
事
業
施
設
と
の
連
絡
を
密
に
し
こ
れ
ら
児
童
の
受
入
に
つ

い
て
協
力
を
得
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
児
童
の
雇
用
促
進
の
た
め
、
都
道
府
県
知
事
は
地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
及
び
地

3.
方
児
童
福
祉
審
議
会
を
大
い
に
活
用
し
て
社
会
一
般
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
周
知
宣
伝
に

努
め
る
こ
と
。

二
、
職
業
あ
つ
旋
並
び
に
公
共
職
業
補
導
所
の
入
所
あ
つ
旋
に
つ
い
て

児
童
福
祉
施
設
の
長
及
び
里
親
は
、
収
容
児
童
或
は
受
託
児
童
が
就
職
す
る
こ
と
を
適
当
と

1.
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
児
童
の
う
ち
学
校
教
育
法
に
定
め
る
義
務
教
育
を
修
了
し
た
者
（
学
校
教

育
法
第
二
十
三
条
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
の
義
務
を
猶
予
又
は
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
）

で
職
業
補
導
を
う
け
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
場
合
は
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
こ
と
。

児
童
相
談
所
は
、
右
の
通
告
の
あ
っ
た
児
童
を
鑑
別
し
、
そ
れ
が
職
業
に
就
く
こ
と
が
適
切

2.
で
あ
る
か
又
は
職
業
補
導
を
う
け
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
は
別
紙
様
式
（
求
職
児

童
通
報
票
）
に
よ
り
意
見
を
附
し
て
公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
児
童
相
談
所
よ
り
の
通
報
を
大
い
に
活
用
し
、
求
職
児
童
通
報
票
の

3.
作
成
さ
れ
た
児
童
に
対
し
て
は
、
職
業
指
導
業
務
担
当
係
が
主
体
と
な
つ
て
職
業
相
談
を
実
施

し
、
求
人
係
、
紹
介
係
及
び
雇
用
主
係
と
密
接
な
連
絡
を
と
っ
て
収
容
児
童
、
委
託
児
童
の
ア

フ
タ
ケ
ヤ
ー
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
職
業
あ
っ
旋
並
び
に
職
業
補
導
の
た
め
の
積
極
的
且
つ

継
続
し
た
努
力
を
傾
注
す
る
こ
と
。
な
お
こ
れ
ら
の
児
童
の
中
に
は
住
む
家
の
な
い
者
が
大
部

分
で
、
そ
の
た
め
通
勤
困
難
で
あ
る
か
ら
、
求
人
係
は
求
人
受
理
に
際
し
、
住
込
求
人
に
つ
い

て
は
特
に
留
意
し
雇
用
主
係
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
の
特
殊
事
情
を
考
慮
し
、
生
活
環
境
に
応
じ

た
求
人
開
拓
を
実
施
す
る
よ
う
積
極
的
な
努
力
を
注
ぐ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
又
職
業
指
導
業

務
担
当
係
は
求
職
児
童
通
報
票
よ
り
必
要
事
項
を
求
職
票
に
転
記
し
た
後
は
、
就
職
後
の
補
導

或
い
は
公
共
職
業
補
導
所
修
了
後
に
お
け
る
就
職
あ
っ
旋
の
場
合
の
参
考
の
資
と
な
る
よ
う
一

括
保
管
し
お
く
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
通
報
の
あ
っ
た
児
童
に
対
し
努
力
し
た
が
適
当
な
求
人
が
な
か

4.
っ
た
り
、
紹
介
し
て
も
未
就
職
に
終
っ
た
場
合
は
そ
の
理
由
を
附
し
て
児
童
相
談
所
に
そ
の
旨

を
通
報
す
る
こ
と
。
但
し
こ
の
通
報
に
よ
っ
て
児
童
に
対
す
る
職
業
あ
っ
旋
は
修
了
し
た
も
の

で
な
く
、
引
続
き
求
人
開
拓
に
努
力
し
、
適
当
な
求
人
が
あ
っ
た
場
合
は
直
ち
に
当
該
児
童
相

談
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

三
、
就
職
後
の
補
導
に
つ
い
て

児
童
が
就
職
し
た
場
合
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
で
き
る
だ
け
児
童
相
談
所
と
打
合
せ
て
、
児

童
の
職
場
に
お
け
る
順
応
性
、
定
着
性
等
を
考
慮
し
て
就
職
後
の
補
導
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
他
児
童
福
祉
司
、
児
童
委
員
は
特
に
生
活
環
境
に
重
点
を
お
き
、
効
果
的
な
補
導
を
行
う

こ
と
。

四
、
そ
の
他
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
児
童
の
職
業
補
導
は
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、
公
共
職
業
補
導

所
が
児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
遠
隔
地
に
あ
る
と
き
通
勤
が
困
難
と
な
る
た
め
都
道
府
県
は
右
の

点
を
考
慮
し
て
こ
れ
ら
の
児
童
を
対
象
と
す
る
児
童
福
祉
施
設
を
大
都
市
等
に
お
い
て
都
道
府
県

立
又
は
市
立
に
よ
り
設
置
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
様
式

略
）

『
時
報
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
三
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
文
部
省
初
等
中
等
教

育
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
都
道
府
県
教
育
委

員
会
教
育
長
宛
（
基
発
第
八
三
三
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
のの
趣趣
旨旨
徹徹
底底
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
客
年
二
月
六
日
付
基
発
第
九
五
号
を
も
っ
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
般
講
和
条
約
の
批
准
を
契
機
と
し
て
、
い
よ
い
よ
経
済
自
立
達
成
に
よ
る
独
立
態
勢
が

緊
急
且
つ
強
力
に
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
に
対
処
す
る
一
方
策
と
し
て

の
本
制
度
の
趣
旨
徹
底
を
図
り
、
こ
の
国
家
目
的
に
沿
う
よ
う
、
常
時
一
層
の
努
力
を
い
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
学
校
卒
業
期
を
控
え
、
新
規
に
就
職
を
希
望
す
る
者
並
び
に
新
規
求

人
事
業
場
そ
の
他
一
般
を
対
象
と
し
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
労
働
基
準
監
督
機
関
、
職
業

安
定
機
関
並
び
に
教
育
機
関
は
緊
密
な
有
機
的
連
け
い
の
下
に
、
実
効
を
あ
げ
う
る
よ
う
特
別

の
配
意
を
煩
し
た
い
。記記

一
、
技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨
徹
底
を
図
る
た
め
に
は
、
使
用
者
、
労
働
者
そ
の
他
一
般
に
対

し
、
常
時
継
続
し
て
、
普
及
指
導
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
重
点

的
対
象
を
主
と
し
て
中
学
校
卒
業
予
定
者
中
の
就
職
希
望
者
及
び
技
能
者
の
養
成
実
施
を
必

要
と
す
る
求
人
事
業
場
と
す
る
。

二
、
右
の
普
及
指
導
は
、
主
と
し
て
中
学
校
に
お
い
て
行
う
職
業
指
導
に
関
連
せ
し
め
て
な
す

こ
と
。

三
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
、
都
道
府
県
職
業
安
定
課
並
び
に
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
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専
売
局
・
印
刷
局
、
等
の
如
き
公
的
事
業
施
設
と
の
連
絡
を
密
に
し
こ
れ
ら
児
童
の
受
入
に
つ

い
て
協
力
を
得
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
児
童
の
雇
用
促
進
の
た
め
、
都
道
府
県
知
事
は
地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
及
び
地

3.
方
児
童
福
祉
審
議
会
を
大
い
に
活
用
し
て
社
会
一
般
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
周
知
宣
伝
に

努
め
る
こ
と
。

二
、
職
業
あ
つ
旋
並
び
に
公
共
職
業
補
導
所
の
入
所
あ
つ
旋
に
つ
い
て

児
童
福
祉
施
設
の
長
及
び
里
親
は
、
収
容
児
童
或
は
受
託
児
童
が
就
職
す
る
こ
と
を
適
当
と

1.
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
児
童
の
う
ち
学
校
教
育
法
に
定
め
る
義
務
教
育
を
修
了
し
た
者
（
学
校
教

育
法
第
二
十
三
条
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
就
学
の
義
務
を
猶
予
又
は
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
）

で
職
業
補
導
を
う
け
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
場
合
は
児
童
相
談
所
に
通
告
す
る
こ
と
。

児
童
相
談
所
は
、
右
の
通
告
の
あ
っ
た
児
童
を
鑑
別
し
、
そ
れ
が
職
業
に
就
く
こ
と
が
適
切

2.
で
あ
る
か
又
は
職
業
補
導
を
う
け
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
は
別
紙
様
式
（
求
職
児

童
通
報
票
）
に
よ
り
意
見
を
附
し
て
公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
児
童
相
談
所
よ
り
の
通
報
を
大
い
に
活
用
し
、
求
職
児
童
通
報
票
の

3.
作
成
さ
れ
た
児
童
に
対
し
て
は
、
職
業
指
導
業
務
担
当
係
が
主
体
と
な
つ
て
職
業
相
談
を
実
施

し
、
求
人
係
、
紹
介
係
及
び
雇
用
主
係
と
密
接
な
連
絡
を
と
っ
て
収
容
児
童
、
委
託
児
童
の
ア

フ
タ
ケ
ヤ
ー
の
緊
要
性
に
か
ん
が
み
、
職
業
あ
っ
旋
並
び
に
職
業
補
導
の
た
め
の
積
極
的
且
つ

継
続
し
た
努
力
を
傾
注
す
る
こ
と
。
な
お
こ
れ
ら
の
児
童
の
中
に
は
住
む
家
の
な
い
者
が
大
部

分
で
、
そ
の
た
め
通
勤
困
難
で
あ
る
か
ら
、
求
人
係
は
求
人
受
理
に
際
し
、
住
込
求
人
に
つ
い

て
は
特
に
留
意
し
雇
用
主
係
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
の
特
殊
事
情
を
考
慮
し
、
生
活
環
境
に
応
じ

た
求
人
開
拓
を
実
施
す
る
よ
う
積
極
的
な
努
力
を
注
ぐ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
又
職
業
指
導
業

務
担
当
係
は
求
職
児
童
通
報
票
よ
り
必
要
事
項
を
求
職
票
に
転
記
し
た
後
は
、
就
職
後
の
補
導

或
い
は
公
共
職
業
補
導
所
修
了
後
に
お
け
る
就
職
あ
っ
旋
の
場
合
の
参
考
の
資
と
な
る
よ
う
一

括
保
管
し
お
く
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
通
報
の
あ
っ
た
児
童
に
対
し
努
力
し
た
が
適
当
な
求
人
が
な
か

4.
っ
た
り
、
紹
介
し
て
も
未
就
職
に
終
っ
た
場
合
は
そ
の
理
由
を
附
し
て
児
童
相
談
所
に
そ
の
旨

を
通
報
す
る
こ
と
。
但
し
こ
の
通
報
に
よ
っ
て
児
童
に
対
す
る
職
業
あ
っ
旋
は
修
了
し
た
も
の

で
な
く
、
引
続
き
求
人
開
拓
に
努
力
し
、
適
当
な
求
人
が
あ
っ
た
場
合
は
直
ち
に
当
該
児
童
相

談
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

三
、
就
職
後
の
補
導
に
つ
い
て

児
童
が
就
職
し
た
場
合
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
で
き
る
だ
け
児
童
相
談
所
と
打
合
せ
て
、
児

童
の
職
場
に
お
け
る
順
応
性
、
定
着
性
等
を
考
慮
し
て
就
職
後
の
補
導
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
他
児
童
福
祉
司
、
児
童
委
員
は
特
に
生
活
環
境
に
重
点
を
お
き
、
効
果
的
な
補
導
を
行
う

こ
と
。

四
、
そ
の
他
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
児
童
の
職
業
補
導
は
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、
公
共
職
業
補
導

所
が
児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
遠
隔
地
に
あ
る
と
き
通
勤
が
困
難
と
な
る
た
め
都
道
府
県
は
右
の

点
を
考
慮
し
て
こ
れ
ら
の
児
童
を
対
象
と
す
る
児
童
福
祉
施
設
を
大
都
市
等
に
お
い
て
都
道
府
県

立
又
は
市
立
に
よ
り
設
置
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
様
式

略
）

『
時
報
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
三
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
文
部
省
初
等
中
等
教

育
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
、
都
道
府
県
教
育
委

員
会
教
育
長
宛
（
基
発
第
八
三
三
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
のの
趣趣
旨旨
徹徹
底底
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
客
年
二
月
六
日
付
基
発
第
九
五
号
を
も
っ
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
般
講
和
条
約
の
批
准
を
契
機
と
し
て
、
い
よ
い
よ
経
済
自
立
達
成
に
よ
る
独
立
態
勢
が

緊
急
且
つ
強
力
に
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
に
対
処
す
る
一
方
策
と
し
て

の
本
制
度
の
趣
旨
徹
底
を
図
り
、
こ
の
国
家
目
的
に
沿
う
よ
う
、
常
時
一
層
の
努
力
を
い
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
学
校
卒
業
期
を
控
え
、
新
規
に
就
職
を
希
望
す
る
者
並
び
に
新
規
求

人
事
業
場
そ
の
他
一
般
を
対
象
と
し
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
労
働
基
準
監
督
機
関
、
職
業

安
定
機
関
並
び
に
教
育
機
関
は
緊
密
な
有
機
的
連
け
い
の
下
に
、
実
効
を
あ
げ
う
る
よ
う
特
別

の
配
意
を
煩
し
た
い
。記記

一
、
技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨
徹
底
を
図
る
た
め
に
は
、
使
用
者
、
労
働
者
そ
の
他
一
般
に
対

し
、
常
時
継
続
し
て
、
普
及
指
導
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
重
点

的
対
象
を
主
と
し
て
中
学
校
卒
業
予
定
者
中
の
就
職
希
望
者
及
び
技
能
者
の
養
成
実
施
を
必

要
と
す
る
求
人
事
業
場
と
す
る
。

二
、
右
の
普
及
指
導
は
、
主
と
し
て
中
学
校
に
お
い
て
行
う
職
業
指
導
に
関
連
せ
し
め
て
な
す

こ
と
。

三
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
、
都
道
府
県
職
業
安
定
課
並
び
に
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
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で
き
る
限
り
連
絡
協
議
の
た
め
の
会
議
を
設
け
、
管
内
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
実
施
事
業

場
、
新
規
求
人
を
必
要
と
す
る
事
業
場
等
の
状
況
そ
の
他
地
方
の
事
情
を
勘
案
し
、
本
制
度

の
趣
旨
徹
底
の
た
め
の
計
画
の
大
綱
を
定
め
る
こ
と
。

四
、
労
働
基
準
監
督
署
、
公
共
職
業
安
定
所
並
に
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
て
は
、
労
働

基
準
監
督
署
管
轄
区
域
を
単
位
に
、
便
宜
の
地
区
毎
に
本
件
に
つ
い
て
連
絡
協
議
の
た
め
の

会
議
を
設
け
る
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
。

五
、
右
会
議
に
お
い
て
は
、
本
制
度
の
趣
旨
徹
底
の
た
め
の
計
画
の
大
綱
に
基
い
て
、
具
体
的

な
実
施
計
画
を
樹
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
又
、
事
務
の
円
滑
な
連
絡
を
図
る
た
め
少
く

と
も
次
の
事
項
に
つ
き
留
意
し
、
必
要
に
応
じ
開
催
せ
し
め
る
こ
と
。

⑴

技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
の
現
況
紹
介

⑵

新
規
中
学
校
卒
業
者
を
対
象
と
し
技
能
者
の
養
成
実
施
を
必
要
と
す
る
求
人
事
業
場
の

現
況
紹
介

⑶

公
共
職
業
安
定
が
行
う
職
業
指
導
計
画
の
紹
介

⑷

各
中
学
校
が
行
う
職
業
指
導
計
画
の
紹
介

⑸

中
学
校
の
職
業
指
導
担
当
教
諭
の
打
合
計
画
が
あ
る
場
合
は
そ
の
紹
介

六
、
前
三
項
及
び
第
四
項
の
連
絡
協
議
会
の
開
催
等
庶
務
事
項
一
切
の
手
続
は
主
と
し
て
労
働

基
準
監
督
機
関
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
、
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
て
は
、
お
お
む
ね
次
の
事
項
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

⑴

新
規
就
職
希
望
者
を
対
象
と
す
る
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て
の
指
導
計
画
は
、
公
共
職
業
安

定
所
並
び
に
各
中
学
校
で
行
う
職
業
指
導
計
画
を
参
照
し
、
で
き
る
限
り
こ
れ
を
同
調
す

る
よ
う
考
慮
し
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
関
係
公
共
職
業
安
定
所
並
び
に
中
学
校
と
事

前
に
緊
密
な
連
絡
を
と
る
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
か
ら
の
連
絡
に
基
き
、
技
能
者
養
成
の
未
実
施
求
人
事
業
場
に
対
し

て
は
養
成
実
施
の
た
め
の
促
進
指
導
を
行
う
こ
と
。

⑶

関
係
公
共
職
業
安
定
所
並
び
に
中
学
校
に
、
管
内
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
名
簿
を
送

付
す
る
こ
と
。

⑷

中
学
校
の
職
業
指
導
担
当
教
諭
の
打
合
会
等
の
開
催
に
つ
き
連
絡
の
あ
っ
た
場
合
に

は
、
で
き
る
限
り
こ
れ
に
出
席
し
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

⑸

技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
が
求
人
申
込
を
す
る
際
は
、
必
ず
そ
の
養
成
計
画
の
概
要
を

記
載
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑹

技
能
者
養
成
を
必
要
と
す
る
事
業
主
の
懇
談
会
等
は
、
で
き
る
限
り
職
業
安
定
機
関
並

び
に
教
育
機
関
の
協
力
を
得
て
三
者
が
共
催
す
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
。

⑺

で
き
る
限
り
地
方
報
道
機
関
を
利
用
し
、
前
第
一
項
の
対
象
に
重
点
を
お
き
、
趣
旨
の

徹
底
を
図
る
こ
と
。

八
、
公
共
職
業
安
定
所
に
対
し
て
は
、
お
お
む
ね
次
の
事
項
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

⑴

技
能
者
養
成
を
実
施
し
て
い
る
事
業
場
か
ら
の
求
人
申
込
の
受
理
に
際
し
て
は
、
求
人

票
に
そ
の
技
能
者
養
成
の
概
要
を
記
載
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑵

管
内
に
所
在
す
る
技
能
者
養
成
未
実
施
の
求
人
事
業
場
で
養
成
の
実
施
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
連
絡
す
る
こ
と
。

⑶

養
成
実
施
事
業
場
並
び
に
実
施
せ
ん
と
す
る
事
業
場
か
ら
の
求
人
に
つ
い
て
は
、
積
極

的
に
求
職
者
を
紹
介
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。

⑷

技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
か
ら
の
求
人
に
対
す
る
紹
介
は
、
技
能
者
養
成
の
指
定
職
種

に
対
す
る
適
格
者
を
あ
っ
旋
す
る
よ
う
に
努
め
、
且
つ
就
職
後
の
補
導
に
意
を
用
い
、
そ

の
職
種
に
対
す
る
適
応
性
の
増
大
に
対
し
で
き
る
限
り
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

⑸

職
業
指
導
を
行
う
際
は
、
個
々
の
求
職
者
の
指
定
職
種
に
対
す
る
適
性
を
充
分
考
慮
す

る
と
共
に
こ
の
制
度
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

⑹

新
規
学
校
卒
業
者
の
求
人
者
を
召
集
し
、
雇
用
主
懇
談
会
等
を
開
催
す
る
際
は
、
労
働

基
準
監
督
署
に
連
絡
し
、
雇
用
主
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

九
、
中
学
校
に
対
し
て
は
、
お
お
む
ね
次
の
事
項
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑴

職
業
指
導
を
行
う
際
は
、
本
制
度
に
つ
い
て
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

⑵

労
働
基
準
監
督
署
か
ら
、
本
制
度
の
趣
旨
徹
底
の
た
め
の
協
力
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
、

積
極
的
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
。

⑶

労
働
基
準
監
督
署
と
連
絡
の
上
、
も
よ
り
の
技
能
者
養
成
実
施
優
良
事
業
場
の
視
察
等

を
で
き
る
限
り
計
画
実
施
す
る
こ
と
。

⑷

職
業
指
導
に
関
す
る
父
兄
懇
談
会
、
学
級
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
等
の
会
を
開
催
す
る
場
合
は
、

な
る
べ
く
労
働
基
準
監
督
署
に
連
絡
し
、
本
制
度
の
趣
旨
徹
底
に
協
力
す
る
こ
と
。

⑸

職
業
指
導
担
当
教
諭
の
打
合
会
等
の
開
催
の
際
は
、
世
話
役
学
級
が
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
に
連
絡
し
本
制
度
の
実
施
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

『
技
通
』

昭
和
二
八
年
六
月
六
日

〔
五
─
一
─
三
六
〕
労
働
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
発
労
第
一
四
号
）

労労
働働
教教
育育
行行
政政
にに
つつ
いい
てて
（
抄
）

一

労
働
教
育
行
政
の
目
的
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労
働
教
育
行
政
の
目
的
は
、
発
展
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
自
由
に
し
て
民
主
的
な
社
会
に

お
い
て
、
労
働
組
合
及
び
労
働
運
動
、
並
び
に
こ
れ
と
他
の
社
会
的
存
在
と
の
間
に
生
ず
る

経
済
的
社
会
的
諸
関
係
の
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調
和
的
な
発
展
を
図
る
こ
と
に
あ

り
、
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
か
か
る
社
会
自
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二

労
働
教
育
行
政
の
基
本
的
立
場

労
働
教
育
行
政
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
そ
の
基
本
的
要
素
た
る
労
働
組
合
及
び
労
使

関
係
に
対
し
て
こ
れ
を
如
何
に
認
識
し
評
価
し
、
且
つ
そ
の
上
に
立
っ
て
如
何
な
る
方
向
に

お
い
て
教
育
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

⑴

労
働
組
合

イ
、
労
働
組
合
及
び
そ
の
機
能
は
、
そ
の
歴
史
的
発
展
及
び
社
会
的
基
盤
の
上
に
お
い
て
、

ま
た
特
に
そ
れ
が
国
際
的
視
野
に
お
い
て
、
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
、
労
働
組
合
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
環
境
下
に
お
け
る
実
情
及
び
あ
る
べ
き
姿
が
、

認
識
さ
れ
、
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
、
労
働
組
合
は
、
か
つ
て
広
く
考
え
ら
れ
、
現
在
な
お
一
部
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い

る
が
如
き
社
会
に
お
け
る
必
要
悪
的
存
在
で
は
な
く
、
社
会
の
発
展
の
た
め
積
極
的
要

因
、
進
歩
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
国
憲
法
の
立
場
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

が
特
に
こ
の
際
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
、
労
働
組
合
は
、
そ
の
本
質
的
性
格
に
お
い
て
社
会
の
現
状
を
自
己
に
更
に
有
利
な
も

の
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ａ

労
働
組
合
の
存
在
の
基
盤
を
な
す
自
由
に
し
て
民
主
的
な
社
会
は
常
に
流
動
進
歩

し
て
止
ま
る
こ
と
な
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
か
か
る
性
格
を
固
有
す
る
労

働
組
合
の
存
在
と
発
展
を
許
容
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
自
ら
の
進
歩
の
た
め
の
要
素
と

し
て
摂
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
労
働
組
合
の
右
の
本
質
的
性
格
を
全
く
否
定

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
労
働
組
合
そ
の
も
の
の
否
定
に
通
じ
、
ひ
い
て
は

社
会
の
固
定
化
を
も
た
ら
さ
ん
と
す
る
こ
と
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

ｂ

然
し
乍
ら
社
会
的
存
在
と
し
て
の
労
働
組
合
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調

和
的
発
展
に
お
い
て
の
み
意
義
を
認
め
ら
れ
、
存
在
を
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
立
場
を
固
執
し
、
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
秩
序
そ
の
も
の
を
無
視
し
、
そ

の
他
こ
の
調
和
を
紊
す
に
至
る
こ
と
は
、
社
会
と
し
て
到
底
堪
え
得
る
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
且
つ
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
存
在
の
基
盤
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ホ
、
以
上
の
如
き
基
本
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
労
働
組
合
の
あ
り
方
と
、
労
働
組
合
及

び
そ
の
活
動
の
基
盤
を
な
す
客
観
的
諸
条
件
と
の
科
学
的
な
検
討
が
常
に
な
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
労
働
教
育
行
政
の
最
も
有
力
な
基
礎
づ
け
で
あ

る
。

へ
、
然
し
乍
ら
社
会
も
、
ま
た
労
働
組
合
も
流
動
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
加
え
て

労
働
組
合
、
労
使
関
係
等
に
関
す
る
科
学
的
な
検
討
が
な
お
極
め
て
不
充
分
な
現
状
に

あ
っ
て
は
労
働
組
合
の
あ
り
方
の
全
貌
を
具
体
的
且
つ
詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
に
お
い
て
は
、
一
面
科
学
的
検
討
を
不
断
に
強
力
に
推
進
す

る
と
共
に
、
他
面
既
に
明
白
な
事
柄
及
び
そ
の
時
々
の
情
況
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る

も
の
を
良
識
及
び
社
会
通
念
に
従
っ
て
労
働
教
育
行
政
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
ゆ
く
べ

き
も
の
で
あ
る
。

⑵

労
使
関
係

労
使
閥
係
に
関
し
て
は
、
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
し
な
け
わ
ば
な
ら
な
い
。

イ
、
労
働
教
育
行
政
が
、
現
象
面
に
お
い
て
常
に
そ
の
重
点
を
労
使
関
係
の
安
定
に
お
く

べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
労
使
と
い
う
相
対
立
す
る
二
者
の
間
に
生
ず
る
関

係
が
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
発
展
し
て
止
ま
な
い
自
由
に
し
て
民
主
的
な

社
会
に
お
け
る
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調
和
的
発
展
と
い
う
点
に
そ
の
安
定
の
根

拠
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
の
労
使
関
係
の
安
定
は
、
流
動
的
な

安
定
で
あ
っ
て
、
静
的
な
安
定
乃
至
は
固
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
若
干
の
摩
擦
の

時
に
生
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
全
体
と
し
て
社
会
全
般
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
常
に
そ

の
時
々
の
情
勢
に
応
じ
て
変
化
し
進
歩
し
て
、
窮
極
に
お
い
て
社
会
全
般
の
発
展
を
指

向
す
る
と
こ
ろ
に
労
使
関
係
の
安
定
の
根
本
が
あ
る
。

ロ
、
具
体
的
な
労
使
関
係
の
安
定
方
策
は
、
従
っ
て
そ
の
時
々
に
お
い
て
流
動
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
基
調
は
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
及
び
労
使
の
主
体
的
諸
条
件
の
科
学

的
な
検
討
、
客
観
的
な
把
握
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
現
実
に
即
応
し
合
理
性

に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
根
本
は
労
使
の
自
覚
と
国
民

の
声
と
に
あ
る
。

⑶

合
理
性
と
現
実
性

労
働
運
動
、
労
使
関
係
等
は
、
最
も
現
実
的
で
あ
り
、
且
つ
合
理
的
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
従
っ
て
労
動
教
育
行
政
の
基
本
は
、
常
に
現
実
に
即
応
し
た
合
理
性
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
、
労
働
組
合
、
労
働
運
動
、
労
使
関
係
等
の
正
し
い
発
展
は
、
す
べ
て
合
理
性
に
そ
の

基
礎
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
期
し
得
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
自
明
の
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労
働
教
育
行
政
の
目
的
は
、
発
展
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
自
由
に
し
て
民
主
的
な
社
会
に

お
い
て
、
労
働
組
合
及
び
労
働
運
動
、
並
び
に
こ
れ
と
他
の
社
会
的
存
在
と
の
間
に
生
ず
る

経
済
的
社
会
的
諸
関
係
の
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調
和
的
な
発
展
を
図
る
こ
と
に
あ

り
、
且
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
か
か
る
社
会
自
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二

労
働
教
育
行
政
の
基
本
的
立
場

労
働
教
育
行
政
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
そ
の
基
本
的
要
素
た
る
労
働
組
合
及
び
労
使

関
係
に
対
し
て
こ
れ
を
如
何
に
認
識
し
評
価
し
、
且
つ
そ
の
上
に
立
っ
て
如
何
な
る
方
向
に

お
い
て
教
育
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

⑴

労
働
組
合

イ
、
労
働
組
合
及
び
そ
の
機
能
は
、
そ
の
歴
史
的
発
展
及
び
社
会
的
基
盤
の
上
に
お
い
て
、

ま
た
特
に
そ
れ
が
国
際
的
視
野
に
お
い
て
、
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
、
労
働
組
合
の
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
環
境
下
に
お
け
る
実
情
及
び
あ
る
べ
き
姿
が
、

認
識
さ
れ
、
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
、
労
働
組
合
は
、
か
つ
て
広
く
考
え
ら
れ
、
現
在
な
お
一
部
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い

る
が
如
き
社
会
に
お
け
る
必
要
悪
的
存
在
で
は
な
く
、
社
会
の
発
展
の
た
め
積
極
的
要

因
、
進
歩
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
国
憲
法
の
立
場
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

が
特
に
こ
の
際
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
、
労
働
組
合
は
、
そ
の
本
質
的
性
格
に
お
い
て
社
会
の
現
状
を
自
己
に
更
に
有
利
な
も

の
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ａ

労
働
組
合
の
存
在
の
基
盤
を
な
す
自
由
に
し
て
民
主
的
な
社
会
は
常
に
流
動
進
歩

し
て
止
ま
る
こ
と
な
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
か
か
る
性
格
を
固
有
す
る
労

働
組
合
の
存
在
と
発
展
を
許
容
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
自
ら
の
進
歩
の
た
め
の
要
素
と

し
て
摂
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
労
働
組
合
の
右
の
本
質
的
性
格
を
全
く
否
定

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
労
働
組
合
そ
の
も
の
の
否
定
に
通
じ
、
ひ
い
て
は

社
会
の
固
定
化
を
も
た
ら
さ
ん
と
す
る
こ
と
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

ｂ

然
し
乍
ら
社
会
的
存
在
と
し
て
の
労
働
組
合
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調

和
的
発
展
に
お
い
て
の
み
意
義
を
認
め
ら
れ
、
存
在
を
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
立
場
を
固
執
し
、
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
秩
序
そ
の
も
の
を
無
視
し
、
そ

の
他
こ
の
調
和
を
紊
す
に
至
る
こ
と
は
、
社
会
と
し
て
到
底
堪
え
得
る
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
且
つ
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
存
在
の
基
盤
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ホ
、
以
上
の
如
き
基
本
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
労
働
組
合
の
あ
り
方
と
、
労
働
組
合
及

び
そ
の
活
動
の
基
盤
を
な
す
客
観
的
諸
条
件
と
の
科
学
的
な
検
討
が
常
に
な
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
労
働
教
育
行
政
の
最
も
有
力
な
基
礎
づ
け
で
あ

る
。

へ
、
然
し
乍
ら
社
会
も
、
ま
た
労
働
組
合
も
流
動
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
加
え
て

労
働
組
合
、
労
使
関
係
等
に
関
す
る
科
学
的
な
検
討
が
な
お
極
め
て
不
充
分
な
現
状
に

あ
っ
て
は
労
働
組
合
の
あ
り
方
の
全
貌
を
具
体
的
且
つ
詳
細
に
叙
述
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
に
お
い
て
は
、
一
面
科
学
的
検
討
を
不
断
に
強
力
に
推
進
す

る
と
共
に
、
他
面
既
に
明
白
な
事
柄
及
び
そ
の
時
々
の
情
況
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る

も
の
を
良
識
及
び
社
会
通
念
に
従
っ
て
労
働
教
育
行
政
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
ゆ
く
べ

き
も
の
で
あ
る
。

⑵

労
使
関
係

労
使
閥
係
に
関
し
て
は
、
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
し
な
け
わ
ば
な
ら
な
い
。

イ
、
労
働
教
育
行
政
が
、
現
象
面
に
お
い
て
常
に
そ
の
重
点
を
労
使
関
係
の
安
定
に
お
く

べ
き
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
労
使
と
い
う
相
対
立
す
る
二
者
の
間
に
生
ず
る
関

係
が
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
発
展
し
て
止
ま
な
い
自
由
に
し
て
民
主
的
な

社
会
に
お
け
る
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
調
和
的
発
展
と
い
う
点
に
そ
の
安
定
の
根

拠
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ
の
労
使
関
係
の
安
定
は
、
流
動
的
な

安
定
で
あ
っ
て
、
静
的
な
安
定
乃
至
は
固
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
若
干
の
摩
擦
の

時
に
生
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
全
体
と
し
て
社
会
全
般
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
常
に
そ

の
時
々
の
情
勢
に
応
じ
て
変
化
し
進
歩
し
て
、
窮
極
に
お
い
て
社
会
全
般
の
発
展
を
指

向
す
る
と
こ
ろ
に
労
使
関
係
の
安
定
の
根
本
が
あ
る
。

ロ
、
具
体
的
な
労
使
関
係
の
安
定
方
策
は
、
従
っ
て
そ
の
時
々
に
お
い
て
流
動
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
基
調
は
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
及
び
労
使
の
主
体
的
諸
条
件
の
科
学

的
な
検
討
、
客
観
的
な
把
握
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
現
実
に
即
応
し
合
理
性

に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
根
本
は
労
使
の
自
覚
と
国
民

の
声
と
に
あ
る
。

⑶

合
理
性
と
現
実
性

労
働
運
動
、
労
使
関
係
等
は
、
最
も
現
実
的
で
あ
り
、
且
つ
合
理
的
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
従
っ
て
労
動
教
育
行
政
の
基
本
は
、
常
に
現
実
に
即
応
し
た
合
理
性
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

イ
、
労
働
組
合
、
労
働
運
動
、
労
使
関
係
等
の
正
し
い
発
展
は
、
す
べ
て
合
理
性
に
そ
の

基
礎
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
期
し
得
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
自
明
の
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事
で
あ
り
乍
ら
、
然
も
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ま
た
そ
の

前
提
と
し
て
労
働
組
合
、
労
働
運
動
、
労
使
関
係
等
の
科
学
的
な
検
討
と
基
礎
づ
け
と

の
努
力
が
常
に
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
、
合
理
性
の
出
発
点
は
、
ま
ず
現
実
の
把
握
に
あ
る
。
労
働
組
合
も
、
ま
た
労
使
関
係

の
他
方
の
当
事
者
た
る
使
用
者
も
、
ま
ず
自
ら
の
主
体
的
条
件
を
卒
直
に
把
握
す
る
と

共
に
、
常
に
社
会
、
経
済
情
勢
に
つ
い
て
十
分
の
認
識
を
持
ち
、
そ
の
う
ち
に
お
け
る

自
ら
の
地
位
を
見
定
め
る
こ
と
が
す
べ
て
の
行
動
の
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現

実
は
恣
意
的
に
歪
め
ら
れ
て
、
又
は
無
自
覚
に
散
漫
に
受
け
取
ら
れ
た
の
で
は
無
意
味

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
合
理
的
に
把
握
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
持
つ
。

ハ
、
労
働
運
動
、
労
使
関
係
に
お
け
る
現
実
に
お
い
て
は
、
客
観
的
な
社
会
的
経
済
的
諸

事
実
と
並
ん
で
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
国
民
世
論
の
声
が
、
大
き
な
比
重
を
持
つ
。

労
働
組
合
の
社
会
的
存
在
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
、
又
労
使
関
係
の
社
会
的
影
響

が
大
と
な
れ
ば
な
る
程
社
会
国
民
は
そ
の
あ
り
方
に
対
し
て
益
々
重
大
な
関
心
を
持
た

ざ
る
を
得
ず
、
国
民
は
労
働
組
合
、
労
働
運
動
の
あ
り
方
、
労
使
関
係
の
発
展
に
つ
い

て
、
人
き
な
期
待
を
持
つ
と
同
時
に
社
会
全
般
の
立
場
か
ら
こ
れ
に
対
し
て
時
に
種
々

の
批
判
を
持
つ
に
至
る
。
こ
の
国
民
の
声
は
、
労
働
組
合
、
労
働
運
動
、
労
使
関
係
等

の
正
し
い
認
識
と
判
断
の
上
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
素
朴
な

国
民
の
声
と
雖
も
、
労
使
の
当
事
者
に
よ
っ
て
そ
れ
は
正
当
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
卒
直

謙
虚
に
耳
を
傾
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
力
の
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
ま
す

ま
す
そ
の
自
制
が
要
求
さ
れ
、
国
民
の
声
に
そ
の
存
在
、
行
動
を
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
、

民
主
的
社
会
に
お
け
る
社
会
的
存
在
と
し
て
そ
の
当
然
の
運
命
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
。

国
民
の
声
が
正
し
く
受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
国
民
一
般
に
対
す

る
労
働
教
育
に
よ
っ
て
国
民
の
声
が
合
理
的
な
認
識
判
断
の
根
拠
に
立
っ
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
不
断
の
努
力
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
他
面
現

実
の
な
ま
の
国
民
の
声
は
労
働
教
育
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
合
理
性
を
濾

過
し
て
労
働
組
合
乃
至
労
使
関
係
の
当
事
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。

ニ
、
合
理
性
と
は
、
冷
い
抽
象
的
な
合
理
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
窮
極
の
原
理
は
何

者
に
も
知
り
難
い
。
理
論
の
相
剋
を
解
決
す
る
も
の
は
、
現
実
で
あ
る
。
現
実
の
前
に

謙
虚
で
あ
る
こ
と
が
合
理
性
の
第
一
前
提
で
あ
る
。
労
使
そ
れ
ぞ
れ
の
実
体
、
社
会
経

済
の
現
状
、
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ず
る
国
民
世
論
の
声
、
そ
の
他
諸
々
の
諸
現
象
か
ら
遊

離
し
て
理
論
を
玩
ぶ
こ
と
は
、
却
っ
て
合
理
性
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
性
と

合
理
性
と
は
、
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
現
実
を
卒
直
に
み
つ
め
、
現
実
を
広

い
視
野
で
把
握
し
、
こ
れ
に
対
す
る
正
し
い
即
応
を
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
、
合
理
性
の

最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
今
日
の
如
く
め
ま
ぐ
る
し
く
世
界
が
変
転
し
、
一
面
労
働

組
合
、
労
働
関
係
の
基
礎
尚
浅
い
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
態
度
は
特
に
重
要
で
あ
り
、

今
後
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
て
そ
の
涵
養
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『

行
政
二
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
日

〔
五
─
一
─
三
七
〕
労
働
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
基
第
八
七
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
にに
関関
すす
るる
協協
力力
方方
にに
つつ
いい
てて

労
働
基
準
法
に
基
く
技
能
者
養
成
の
実
施
促
進
に
関
し
て
は
、
従
来
種
々
御
配
慮
を
煩
わ
し
、

逐
年
こ
の
制
度
に
対
す
る
労
使
そ
の
他
の
関
係
者
は
も
と
よ
り
一
般
の
認
識
を
深
め
、
生
産
企

業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
は
、
量
的
に
も
亦
質
的
に
も
飛
躍
的
に
進
展
を
み
、
い
さ
さ
か
労
働

者
の
福
祉
の
増
進
と
産
業
の
振
興
に
寄
与
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。

然
る
に
、
現
今
内
外
の
諸
情
勢
に
思
い
を
致
せ
ば
、
今
後
一
段
と
わ
が
国
経
済
力
の
基
盤
を

強
化
す
る
と
共
に
、
国
際
経
済
競
争
の
激
化
に
対
処
す
る
方
途
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

特
に
全
産
業
に
お
け
る
技
能
労
働
者
を
維
持
培
養
し
、
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
喫

緊
の
用
務
で
あ
る
。
従
っ
て
、
技
能
者
養
成
制
度
の
早
急
な
る
拡
充
を
図
る
こ
と
は
国
家
の
基

本
的
な
問
題
と
し
て
、
こ
こ
に
強
く
採
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
技
能
者
養
成

の
現
状
を
も
っ
て
し
て
は
、
な
お
未
だ
充
分
と
は
い
い
難
い
実
状
で
あ
る
。

故
に
昭
和
二
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
大
企
業
は
勿
論
わ
が
国
産
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小

企
業
に
対
し
て
も
積
極
的
に
養
成
を
推
進
し
、
殊
に
経
済
力
に
乏
し
い
中
小
企
業
に
対
し
て
は
、

事
業
主
が
共
同
し
て
養
成
を
実
施
す
る
よ
う
極
力
指
導
勧
奨
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
等
の
企
業

が
行
う
共
同
養
成
の
た
め
に
別
添
告
示
の
通
り
国
家
的
助
成
制
度
を
設
け
る
等
技
能
者
養
成
の

充
実
と
発
展
に
力
を
致
し
国
家
の
要
請
に
応
え
ん
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

共
同
養
成
費
補
助
に
あ
た
り
、
共
同
養
成
体
の
行
う
技
能
者
養
成
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
つ

い
て
は
、
貴
都
道
府
県
の
関
係
部
長
に
連
絡
し
、
こ
れ
に
関
す
る
必
要
な
意
見
を
求
め
る
こ
と

等
に
よ
っ
て
技
能
行
政
が
地
方
行
政
と
緊
密
な
連
携
を
保
持
し
つ
ヽ
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
別
紙

の
通
り
出
先
労
働
基
準
監
督
機
関
宛
通
牒
致
し
た
の
で
、
貴
職
に
お
か
れ
て
も
本
件
の
趣
旨
を

充
分
諒
と
せ
ら
れ
技
能
者
養
成
の
初
期
の
成
果
を
収
め
得
る
よ
う
格
段
の
御
協
力
を
煩
わ
し
た

い
。

『
神
綴
り
』
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昭
和
二
八
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
八
〕
労
政
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
労
発
第
二
二
二
号
）

国国
民民
一一
般般
にに
対対
すす
るる
労労
働働
教教
育育
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて
（
抄
）

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
が
、
労
働
組
合
及
び
使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
と
並
び
、

労
働
教
育
の
重
要
な
一
環
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
昭
和
二
八
年
六
月
六
日
労
働
省
発
労
第
一

四
号
労
働
事
務
次
官
通
牒
「
労
働
教
育
行
政
に
つ
い
て
」
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
が
、
労
働
組
合
及
び
使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
比
し
、
従

来
兎
角
等
閑
に
附
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
戦
後
に
お
け
る
我
国
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
基
き
、
労
働
教
育
と
し
て
健
全

な
労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
育
成
が
喫
緊
の
要
務
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
大
半
を
こ
れ
に
指

向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
、
及
び
国
民
一
般
に
対
す
る
教
育
に
内
在
す
る
種
類
の
技

術
的
困
難
性
等
に
そ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。

併
し
な
が
ら
、
昨
年
電
産
炭
労
ス
ト
の
経
験
が
教
え
る
よ
う
に
、
独
立
後
我
国
に
お
け
る
労

使
関
係
の
紛
争
解
決
に
有
力
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
は
、
国
民
世
論
の
力
で
あ
り
、
こ
こ
に
お

い
て
、
国
民
一
般
に
労
働
問
題
に
関
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識
を
培
い
、
公
正
妥
当
な
国
民
世

論
を
涵
養
す
る
こ
と
が
緊
要
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
別
添
「
国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
実
施
要
領
」
を
定
め
、
公
正
妥
当
な
国
民

世
論
の
涵
養
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
地
方
の
情
況
を
十

分
に
加
味
し
、
関
係
機
関
、
団
体
と
も
よ
く
提
携
の
上
、
本
要
領
実
施
に
、
遺
憾
な
き
を
期
せ

ら
れ
た
い
。

追
っ
て
、
本
要
領
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
と
も
協
議
済
で
あ
り
、
文
部
省
か
ら
も
、
各
都
道

府
県
教
育
委
員
会
に
対
し
、
本
要
領
実
施
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て
、
別
途
通
牒
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
か
ら
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

（
別

添
）
〈
国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
実
施
要
領
〉

一

目

的

昭
和
二
八
年
六
月
六
日
労
働
省
発
労
第
十
四
号
労
働
事
務
次
官
通
牒
「
労
働
教
育
行
政
に

つ
い
て
」
に
基
き
、
独
立
後
の
我
国
労
働
関
係
の
新
段
階
に
対
処
す
る
労
働
教
育
の
一
環
と

し
て
、
国
民
の
労
働
問
題
に
対
す
る
公
正
妥
当
な
認
識
を
涵
養
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

実
施
機
関

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
は
、
都
道
府
県
労
政
（
労
働
教
育
）
課
及
び
労
政
事
務
所

が
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
教
育
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
報
道
、
芸
能
機
関
、

各
種
民
間
団
体
等
と
の
緊
密
な
協
力
提
携
の
も
と
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
育
内
容

一

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
に
お
い
て
は
、
通
常
そ
の
対
象
の
知
識
水
準
が
著
し
く

懸
隔
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
教
育
に
当
っ
て
は
、
教
育
内
容
が
常
に
何
人
に
も
理
解

し
得
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
よ
う
考
慮
す
る
。

二

教
育
内
容
は
、
国
民
経
済
と
の
関
連
に
お
け
る
労
働
問
題
、
労
働
組
合
の
本
質
、
特
に

そ
の
社
会
的
意
義
等
を
中
心
と
し
て
、
適
宜
教
育
課
題
を
選
定
す
る
。

三

特
に
国
民
経
済
と
の
関
連
に
お
け
る
労
働
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
種
統
計
資
料
に
よ
る

労
働
経
済
の
実
態
等
に
つ
い
て
平
易
な
図
解
等
に
よ
る
解
明
を
行
う
。

四

教
育
方
法

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
次
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
随
時
関
係
機
関
、
団
体
等
と
連
絡
協
議
を
行
い
、
都
道
府
県
労
政

（
労
働
教
育
）
課
及
び
労
政
事
務
所
が
、
関
係
機
関
、
団
体
等
の
協
力
を
得
て
自
ら
行
う
外
、

こ
れ
ら
の
機
関
、
団
体
、
労
働
組
合
等
に
お
い
て
も
、
労
働
教
育
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
積
極

的
に
働
き
か
け
、
労
働
教
育
資
料
の
提
供
そ
の
他
労
働
教
育
上
の
便
宜
供
与
を
行
う
も
の
と

す
る
。

特
に
都
会
地
に
お
け
る
労
働
教
育
は
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
の
利
用
、
労
働
展
、
講
演
会
等

の
開
催
及
び
婦
人
会
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
労
働
教
育
に
重
点
を
置
く
も
の
と
す
る
。（
以

下
略
）

『
行
政
二
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
九
〕
労
政
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
労
発
第
二
二
三
号
）

労労
働働
学学
校校
のの
設設
置置
及及
びび
運運
営営
にに
つつ
いい
てて
（
抄
）

労
働
教
育
が
、
そ
の
効
果
を
最
大
に
挙
げ
得
る
た
め
に
は
、
一
定
の
施
設
に
よ
り
、
組
織
的
、

体
系
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
、
労
働
学
校
は
、
労
働
教
育
施

設
中
、
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

近
時
各
都
道
府
県
に
お
い
て
、
労
働
学
校
設
置
に
対
す
る
熱
意
が
高
ま
り
、
か
な
り
の
設
置

数
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
次
第
で
あ
る
。
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昭
和
二
八
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
八
〕
労
政
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
労
発
第
二
二
二
号
）

国国
民民
一一
般般
にに
対対
すす
るる
労労
働働
教教
育育
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて
（
抄
）

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
が
、
労
働
組
合
及
び
使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
と
並
び
、

労
働
教
育
の
重
要
な
一
環
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
昭
和
二
八
年
六
月
六
日
労
働
省
発
労
第
一

四
号
労
働
事
務
次
官
通
牒
「
労
働
教
育
行
政
に
つ
い
て
」
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
が
、
労
働
組
合
及
び
使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
比
し
、
従

来
兎
角
等
閑
に
附
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
戦
後
に
お
け
る
我
国
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
基
き
、
労
働
教
育
と
し
て
健
全

な
労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
育
成
が
喫
緊
の
要
務
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
大
半
を
こ
れ
に
指

向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
、
及
び
国
民
一
般
に
対
す
る
教
育
に
内
在
す
る
種
類
の
技

術
的
困
難
性
等
に
そ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。

併
し
な
が
ら
、
昨
年
電
産
炭
労
ス
ト
の
経
験
が
教
え
る
よ
う
に
、
独
立
後
我
国
に
お
け
る
労

使
関
係
の
紛
争
解
決
に
有
力
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
は
、
国
民
世
論
の
力
で
あ
り
、
こ
こ
に
お

い
て
、
国
民
一
般
に
労
働
問
題
に
関
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識
を
培
い
、
公
正
妥
当
な
国
民
世

論
を
涵
養
す
る
こ
と
が
緊
要
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
別
添
「
国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
実
施
要
領
」
を
定
め
、
公
正
妥
当
な
国
民

世
論
の
涵
養
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
地
方
の
情
況
を
十

分
に
加
味
し
、
関
係
機
関
、
団
体
と
も
よ
く
提
携
の
上
、
本
要
領
実
施
に
、
遺
憾
な
き
を
期
せ

ら
れ
た
い
。

追
っ
て
、
本
要
領
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
と
も
協
議
済
で
あ
り
、
文
部
省
か
ら
も
、
各
都
道

府
県
教
育
委
員
会
に
対
し
、
本
要
領
実
施
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て
、
別
途
通
牒
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
か
ら
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

（
別

添
）
〈
国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
実
施
要
領
〉

一

目

的

昭
和
二
八
年
六
月
六
日
労
働
省
発
労
第
十
四
号
労
働
事
務
次
官
通
牒
「
労
働
教
育
行
政
に

つ
い
て
」
に
基
き
、
独
立
後
の
我
国
労
働
関
係
の
新
段
階
に
対
処
す
る
労
働
教
育
の
一
環
と

し
て
、
国
民
の
労
働
問
題
に
対
す
る
公
正
妥
当
な
認
識
を
涵
養
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

実
施
機
関

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
は
、
都
道
府
県
労
政
（
労
働
教
育
）
課
及
び
労
政
事
務
所

が
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
教
育
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
報
道
、
芸
能
機
関
、

各
種
民
間
団
体
等
と
の
緊
密
な
協
力
提
携
の
も
と
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
育
内
容

一

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
に
お
い
て
は
、
通
常
そ
の
対
象
の
知
識
水
準
が
著
し
く

懸
隔
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
教
育
に
当
っ
て
は
、
教
育
内
容
が
常
に
何
人
に
も
理
解

し
得
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
よ
う
考
慮
す
る
。

二

教
育
内
容
は
、
国
民
経
済
と
の
関
連
に
お
け
る
労
働
問
題
、
労
働
組
合
の
本
質
、
特
に

そ
の
社
会
的
意
義
等
を
中
心
と
し
て
、
適
宜
教
育
課
題
を
選
定
す
る
。

三

特
に
国
民
経
済
と
の
関
連
に
お
け
る
労
働
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
種
統
計
資
料
に
よ
る

労
働
経
済
の
実
態
等
に
つ
い
て
平
易
な
図
解
等
に
よ
る
解
明
を
行
う
。

四

教
育
方
法

国
民
一
般
に
対
す
る
労
働
教
育
の
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、
次
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
随
時
関
係
機
関
、
団
体
等
と
連
絡
協
議
を
行
い
、
都
道
府
県
労
政

（
労
働
教
育
）
課
及
び
労
政
事
務
所
が
、
関
係
機
関
、
団
体
等
の
協
力
を
得
て
自
ら
行
う
外
、

こ
れ
ら
の
機
関
、
団
体
、
労
働
組
合
等
に
お
い
て
も
、
労
働
教
育
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
積
極

的
に
働
き
か
け
、
労
働
教
育
資
料
の
提
供
そ
の
他
労
働
教
育
上
の
便
宜
供
与
を
行
う
も
の
と

す
る
。

特
に
都
会
地
に
お
け
る
労
働
教
育
は
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
の
利
用
、
労
働
展
、
講
演
会
等

の
開
催
及
び
婦
人
会
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
労
働
教
育
に
重
点
を
置
く
も
の
と
す
る
。（
以

下
略
）

『
行
政
二
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
一
─
三
九
〕
労
政
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
労
発
第
二
二
三
号
）

労労
働働
学学
校校
のの
設設
置置
及及
びび
運運
営営
にに
つつ
いい
てて
（
抄
）

労
働
教
育
が
、
そ
の
効
果
を
最
大
に
挙
げ
得
る
た
め
に
は
、
一
定
の
施
設
に
よ
り
、
組
織
的
、

体
系
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
、
労
働
学
校
は
、
労
働
教
育
施

設
中
、
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

近
時
各
都
道
府
県
に
お
い
て
、
労
働
学
校
設
置
に
対
す
る
熱
意
が
高
ま
り
、
か
な
り
の
設
置

数
を
見
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
次
第
で
あ
る
。
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併
し
な
が
ら
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
労
働
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
、
講
義
方

法
、
期
間
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
、
新
に
設
置
を
計
画
す
る
都
道
府
県
か

ら
も
、
そ
の
運
営
に
つ
い
て
種
種
照
会
し
て
来
る
事
情
も
あ
る
の
で
、
今
般
、
こ
れ
ら
の
要
請

に
こ
た
え
、
取
り
敢
え
ず
、
別
紙
の
通
り
、
「
都
道
府
県
労
働
学
校
設
置
運
営
基
準
」
を
定
め

た
か
ら
、
こ
の
基
準
及
び
こ
れ
に
伴
う
別
紙
「
運
営
上
の
留
意
事
項
」
に
準
拠
し
、
左
記
事
項

参
照
の
上
、
貴
管
下
に
お
け
る
労
働
学
校
教
育
の
充
実
強
化
に
つ
い
て
、
今
後
一
層
御
尽
力
を

煩
わ
し
た
い
。

記記

一

本
基
準
は
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を
加
味
し
、
適
宜
変
更
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
差
し
支

え
な
く
、
従
っ
て
既
設
の
も
の
を
、
必
ず
し
も
直
ち
に
、
本
基
準
に
準
拠
せ
し
め
て
改
正
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

殊
に
、
本
基
準
に
示
し
た
名
称
は
、
三
種
の
労
働
学
校
に
つ
い
て
、
事
務
取
扱
上
便
宜
的

に
附
与
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
統
一
す
る
必
要
は
な
い
。

二

労
働
学
校
の
種
類
及
び
そ
の
学
校
数
、
開
講
回
数
等
に
つ
い
て
も
、
各
都
道
府
県
の
実
情

に
応
じ
、
適
宜
決
定
さ
れ
た
い
が
、
お
お
む
ね
、
次
の
通
り
、
設
置
開
講
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

⑴

普
通
労
働
学
校

新
し
く
労
働
者
と
な
っ
た
者
が
、
全
員
受
講
で
き
る
よ
う
、
地
区
（
労
政
事
務
所
管
轄

地
域
）
別
に
、
少
く
と
も
一
校
を
設
置
し
、
そ
の
開
講
回
数
を
定
め
る
。

⑵

高
等
労
働
学
校

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
少
く
と
も
一
校
を
設
置
す
る
。

⑶

労
働
大
学

地
元
大
学
の
状
況
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
単
独
で
設
置
困
難
の
都
道
府
県
に
お
い
て

は
、
近
接
都
道
府
県
と
適
宜
協
同
し
て
開
設
す
る
。

三

本
基
準
に
よ
る
労
働
学
校
の
所
要
経
費
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
責
任
に
お
い
て
、
適

宜
経
理
せ
ら
れ
た
い
が
、
労
働
省
に
お
い
て
は
、
既
に
直
接
実
施
し
て
い
る
、
労
働
関
係
教

育
講
座
と
関
連
せ
し
め
、
全
国
的
に
、
労
働
学
校
教
育
の
体
系
を
整
備
す
る
た
め
、
将
来
そ

の
経
費
の
若
干
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
、
目
下
関
係
方
面
と
折
衝
努
力
中
で
あ
る
。

四

本
基
準
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
直
接
経
営
す
る
労
働
学
校
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
労
働
組
合
、
市
町
村
そ
の
他
各
種
団
体
等
が
経
営
す
る
労
働
学
校
に
も
準
用
し
得
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
こ
の
種
の
団
体
が
こ
れ
を
参
考
と
し
て
そ
の
実
情
に
適
し
た
労

働
学
佼
を
設
置
す
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
。

（
別
紙
）
〈
都
道
府
県
労
働
学
校
設
置
運
営
基
準
〉

一

目

的

労
働
学
校
は
、
主
と
し
て
、
労
働
者
及
び
使
用
者
に
対
し
、
労
働
問
題
に
閔
す
る
知
識
を

休
系
的
に
附
与
し
、
合
理
的
労
使
関
係
の
確
立
と
労
働
組
合
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

二

実
施
主
体

都
道
府
県
と
す
る
。

三

施

設

一
定
の
施
設
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

四

責
任
者

知
事
又
は
労
働
主
務
部
長
と
す
る
。

五

職

員

所
要
の
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
但
し
、
都
道
府
県
職
員
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

種

類

普
通
労
働
学
校
、
高
等
労
働
学
校
及
び
労
働
大
学
と
し
、
そ
の
対
象
、
講
義
水
準
、
科
目

等
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

⑴

普
通
労
働
学
校

一

対

象

主
と
し
て
、
新
し
く
労
働
者
と
な
っ
た
者
と
す
る
。

二

講
義
水
準

新
制
中
学
卒
業
と
同
程
度
以
上
の
学
力
を
も
っ
て
理
解
し
得
る
水
準
と
す
る
。

三

講

師

関
係
行
政
庁
職
員
、
学
校
教
職
員
、
公
民
館
職
員
そ
の
他
の
者
と
す
る
。

四

講

義

原
則
と
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
る
。

イ

講
義
式
に
よ
る
こ
と
。

ロ

講
義
の
開
始
は
、
就
業
時
間
終
了
後
と
す
る
こ
と
。

ハ

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
き
、
連
日
開
講
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
日
の
講
義
時
間
は
、
三
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
。

五

科
目
及
び
時
間
数

別
表
一
（
略
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
講
義
時
間
総
数
は
、
一
八
時
間
と
す
る
。

⑵

高
等
労
働
学
校
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一

対

象

主
と
し
て
、
普
通
労
働
学
校
の
修
了
者
又
は
こ
れ
と
同
程
度
以
上
の
労
働
者
若
し
く

は
労
務
管
理
従
事
者
と
す
る
。

二

講
義
水
準

新
制
高
校
卒
業
と
同
程
度
以
上
の
学
力
を
も
っ
て
理
解
し
得
る
水
準
と
す
る
。

三

講

師

大
学
教
授
、
労
働
組
合
指
導
者
、
関
係
行
政
庁
職
員
そ
の
他
の
者
と
す
る
。

四

講

義

原
則
と
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
る
。

イ

講
義
式
に
よ
る
こ
と
。

ロ

講
義
の
開
始
は
、
就
業
時
間
終
了
と
す
る
こ
と
。

ハ

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
き
、
連
日
開
講
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
日
の
講
義
時
間
は
、
三
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
。

五

科
目
及
び
時
間
数

別
表
二
（
略
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
講
義
時
間
総
数
は
、
九
〇
時
間
と
す
る
。

六

短
期
教
育

情
況
に
よ
り
、
特
に
短
期
教
育
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
基
準
に
よ

り
、
短
期
高
等
労
働
学
校
を
開
設
す
る
。

イ

期
間
は
、
五
日
な
い
し
一
〇
日
と
す
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
は
、
原
則
と
し
て
、
宿
泊
さ
せ
、
昼
間
及
び
夜
間
に
お
い
て
講
義
そ
の
他

を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

科
目
は
、
前
号
の
科
目
中
か
ら
、
適
宜
選
定
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
は
、
前
各
号
の
基
準
に
準
ず
る
こ
と
。

⑶

労
働
大
学

一

対

象

主
と
し
て
、
高
等
労
働
学
校
の
修
了
者
で
あ
っ
て
、
労
使
関
係
の
直
接
の
当
事
者
た

る
労
働
組
合
指
導
者
又
は
労
務
管
理
従
事
者
と
す
る
。

二

講
義
水
準

新
制
大
学
卒
業
と
同
程
度
以
上
の
学
力
を
も
っ
て
理
解
し
得
る
水
準
と
す
る
。

三

講

師

大
学
教
授
を
中
心
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
行
政
庁
職
員
そ
の
他
を
加
え
る
も
の

と
す
る
。

四

講

義

原
則
と
し
て
次
の
基
準
に
よ
る
。

イ

講
義
式
に
よ
る
こ
と
。
但
し
、
科
目
内
容
及
び
講
師
の
都
合
に
よ
り
、
演
習
式
を

併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

講
義
の
開
始
は
、
就
業
時
間
終
了
後
と
す
る
こ
と
。

ハ

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
き
、
連
日
開
講
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
日
の
講
義
時
間
は
、
三
時
問
以
内
と
す
る
こ
と
。

五

科
目
及
び
時
問
数

別
表
三
（
略
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
講
義
時
間
総
数
は
、
二
三
四
時
問
と
す
る
。

六

専
門
課
程

情
況
に
よ
り
、
さ
ら
に
高
度
の
教
育
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
、

専
門
課
程
を
開
設
す
る
。

イ

原
則
と
し
て
、
演
習
式
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
、
適
宜
講
義
式
を
併
用
す
る
こ
と
。

ロ

期
間
は
、
八
週
間
と
し
、
週
二
日
、
一
日
の
演
習
時
問
は
、
二
時
間
以
内
と
す
る
こ

と
。

ハ

科
目
は
、
前
号
の
科
目
中
よ
り
適
宜
選
定
す
る
こ
と
。

七

試

験

高
等
労
働
学
校
及
び
労
働
大
学
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
、
各
科
目
に
つ
き
、
試
験
を

実
施
す
る
。

八

修

了

⑴

修
了
者
に
対
し
、
修
了
証
書
を
交
付
す
る
。

⑵

試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
合
格
者
を
修
了
者
と
し
、
試
験
を

実
施
し
な
い
場
合
は
、
出
席
日
数
等
を
基
準
と
し
て
修
了
者
を
決
定
す
る
。

九

そ
の
他

⑴

労
働
学
校
運
営
審
議
会

一

開
講
時
期
及
び
期
間
、
科
目
、
講
師
、
受
講
者
、
修
了
者
、
受
賞
者
等
の
決
定
、

受
講
者
の
募
集
、
宣
伝
そ
の
他
労
働
学
校
運
営
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

知
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
労
働
学
校
運
営
審
議
会
を
設
置
す
る
。

二

労
働
学
校
運
営
審
議
会
の
委
員
は
、
学
識
経
験
者
を
中
心
と
し
、
こ
れ
に
労
働
組

合
側
及
び
使
用
者
側
代
表
を
加
え
る
。

三

必
要
に
応
じ
、
各
地
区
（
労
政
事
務
所
管
轄
地
域
）
ご
と
に
、
労
働
学
校
運
営
審

議
会
地
区
部
会
を
設
け
る
。
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一

対

象

主
と
し
て
、
普
通
労
働
学
校
の
修
了
者
又
は
こ
れ
と
同
程
度
以
上
の
労
働
者
若
し
く

は
労
務
管
理
従
事
者
と
す
る
。

二

講
義
水
準

新
制
高
校
卒
業
と
同
程
度
以
上
の
学
力
を
も
っ
て
理
解
し
得
る
水
準
と
す
る
。

三

講

師

大
学
教
授
、
労
働
組
合
指
導
者
、
関
係
行
政
庁
職
員
そ
の
他
の
者
と
す
る
。

四

講

義

原
則
と
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
る
。

イ

講
義
式
に
よ
る
こ
と
。

ロ

講
義
の
開
始
は
、
就
業
時
間
終
了
と
す
る
こ
と
。

ハ

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
き
、
連
日
開
講
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
日
の
講
義
時
間
は
、
三
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
。

五

科
目
及
び
時
間
数

別
表
二
（
略
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
講
義
時
間
総
数
は
、
九
〇
時
間
と
す
る
。

六

短
期
教
育

情
況
に
よ
り
、
特
に
短
期
教
育
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
基
準
に
よ

り
、
短
期
高
等
労
働
学
校
を
開
設
す
る
。

イ

期
間
は
、
五
日
な
い
し
一
〇
日
と
す
る
こ
と
。

ロ

受
講
者
は
、
原
則
と
し
て
、
宿
泊
さ
せ
、
昼
間
及
び
夜
間
に
お
い
て
講
義
そ
の
他

を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

科
目
は
、
前
号
の
科
目
中
か
ら
、
適
宜
選
定
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
は
、
前
各
号
の
基
準
に
準
ず
る
こ
と
。

⑶

労
働
大
学

一

対

象

主
と
し
て
、
高
等
労
働
学
校
の
修
了
者
で
あ
っ
て
、
労
使
関
係
の
直
接
の
当
事
者
た

る
労
働
組
合
指
導
者
又
は
労
務
管
理
従
事
者
と
す
る
。

二

講
義
水
準

新
制
大
学
卒
業
と
同
程
度
以
上
の
学
力
を
も
っ
て
理
解
し
得
る
水
準
と
す
る
。

三

講

師

大
学
教
授
を
中
心
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
行
政
庁
職
員
そ
の
他
を
加
え
る
も
の

と
す
る
。

四

講

義

原
則
と
し
て
次
の
基
準
に
よ
る
。

イ

講
義
式
に
よ
る
こ
と
。
但
し
、
科
目
内
容
及
び
講
師
の
都
合
に
よ
り
、
演
習
式
を

併
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

講
義
の
開
始
は
、
就
業
時
間
終
了
後
と
す
る
こ
と
。

ハ

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
を
除
き
、
連
日
開
講
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
日
の
講
義
時
間
は
、
三
時
問
以
内
と
す
る
こ
と
。

五

科
目
及
び
時
問
数

別
表
三
（
略
）
に
よ
る
こ
と
と
し
、
講
義
時
間
総
数
は
、
二
三
四
時
問
と
す
る
。

六

専
門
課
程

情
況
に
よ
り
、
さ
ら
に
高
度
の
教
育
研
究
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
次
の
基
準
に
よ
り
、

専
門
課
程
を
開
設
す
る
。

イ

原
則
と
し
て
、
演
習
式
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
、
適
宜
講
義
式
を
併
用
す
る
こ
と
。

ロ

期
間
は
、
八
週
間
と
し
、
週
二
日
、
一
日
の
演
習
時
問
は
、
二
時
間
以
内
と
す
る
こ

と
。

ハ

科
目
は
、
前
号
の
科
目
中
よ
り
適
宜
選
定
す
る
こ
と
。

七

試

験

高
等
労
働
学
校
及
び
労
働
大
学
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
、
各
科
目
に
つ
き
、
試
験
を

実
施
す
る
。

八

修

了

⑴

修
了
者
に
対
し
、
修
了
証
書
を
交
付
す
る
。

⑵

試
験
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
合
格
者
を
修
了
者
と
し
、
試
験
を

実
施
し
な
い
場
合
は
、
出
席
日
数
等
を
基
準
と
し
て
修
了
者
を
決
定
す
る
。

九

そ
の
他

⑴

労
働
学
校
運
営
審
議
会

一

開
講
時
期
及
び
期
間
、
科
目
、
講
師
、
受
講
者
、
修
了
者
、
受
賞
者
等
の
決
定
、

受
講
者
の
募
集
、
宣
伝
そ
の
他
労
働
学
校
運
営
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

知
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
労
働
学
校
運
営
審
議
会
を
設
置
す
る
。

二

労
働
学
校
運
営
審
議
会
の
委
員
は
、
学
識
経
験
者
を
中
心
と
し
、
こ
れ
に
労
働
組

合
側
及
び
使
用
者
側
代
表
を
加
え
る
。

三

必
要
に
応
じ
、
各
地
区
（
労
政
事
務
所
管
轄
地
域
）
ご
と
に
、
労
働
学
校
運
営
審

議
会
地
区
部
会
を
設
け
る
。
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⑵

学
級
委
員

労
働
学
校
事
務
当
局
及
び
講
師
と
受
講
者
と
の
間
の
円
滑
な
意
思
の
疎
通
並
び
に
受

講
者
相
互
の
親
睦
を
図
る
た
め
、
受
講
者
の
う
ち
か
ら
、
学
級
委
員
を
選
任
す
る
。

⑶

同
窓
会

労
働
学
校
教
育
が
短
期
教
育
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
欠
陥
を
補
う
た
め
、
同
窓
会

を
設
置
し
、
次
の
基
準
に
よ
り
運
営
す
る
。

一

会

員

会
員
は
、
労
働
学
校
修
了
者
を
も
っ
て
構
成
し
、
特
別
会
員
と
し
て
、
講
師
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。

二

幹

事

会
員
の
う
ち
か
ら
、
幹
事
を
選
任
し
、
相
互
の
連
絡
に
当
る
も
の
と
す
る
。

三

経

費

経
費
は
、
会
員
の
会
費
、
寄
附
金
、
補
助
金
等
を
も
っ
て
あ
て
る
。

四

事

業

イ

都
道
府
県
が
実
施
す
る
労
働
教
育
事
業
を
利
用
す
る
。

ロ

研
究
集
会
、
見
学
、
リ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
を
実
施
す
る
。

ハ

連
絡
機
関
誌
を
発
行
す
る
。

ニ

会
員
の
住
所
録
を
作
成
す
る
。

ホ

そ
の
他
適
当
な
事
業
を
行
う
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
八
年
一
一
月
二
〇
日

〔
五
─
一
─
四
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
四
五
号
）

ソソ
連連
地地
区区
かか
らら
のの
引引
揚揚
者者
にに
対対
すす
るる
職職
業業
援援
護護
にに
つつ
いい
てて

ソ
連
地
区
か
ら
の
邦
人
の
引
揚
者
に
つ
い
て
は
目
下
促
進
さ
れ
つ
ゝ
あ
り
、
近
く
実
現
さ
れ

る
こ
と
は
既
に
御
了
知
の
こ
と
と
存
ず
る
が
、
引
揚
援
護
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
今
次
の
引
揚

の
対
象
と
な
る
者
は
、
一
、
二
七
四
名
で
、
そ
の
内
訳
は
捕
虜
四
二
〇
名
、
一
般
八
五
四
名
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
二
次
に
亘
る
引
揚
船
に
よ
り
内
地
に
送
還
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
第
一

次
引
揚
予
定
者
約
八
〇
〇
名
は
既
に
ナ
ホ
ト
カ
港
に
集
結
を
完
了
し
、
引
揚
船
の
到
着
を
待
っ

て
い
る
模
様
で
あ
る
。
引
揚
船
の
配
船
に
つ
い
て
も
準
面
は
完
了
し
、
第
一
次
に
は
興
安
丸
が

第
二
次
に
は
白
龍
丸
が
予
定
さ
れ
、
興
安
丸
は
近
日
中
に
ナ
ホ
ト
カ
港
に
向
け
出
発
す
る
予
定

と
な
っ
て
い
る
。

今
次
の
引
揚
者
の
職
業
援
護
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
六
日
付
職
発
第
二
五
号

を
以
て
通
逹
し
た
「
中
共
地
域
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
職
業
援
護
に
つ
い
て
」
を
始
め
、
そ

の
後
の
累
次
の
通
達
に
よ
る
取
扱
に
準
じ
、
一
肩
強
力
に
実
施
さ
れ
た
く
、
特
に
今
次
の
引
揚

者
は
内
地
に
お
け
る
職
業
経
験
の
少
い
壮
年
男
子
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
も
の
と
認
め

ら
れ
、
従
っ
て
こ
れ
が
職
業
援
護
に
際
し
て
は
従
来
よ
り
も
一
肩
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

過
去
に
お
け
る
数
次
の
引
揚
者
に
対
す
る
職
業
援
護
業
務
遂
行
上
得
た
知
識
、
経
験
、
紹
介
技

術
等
を
十
全
に
発
揮
し
、
こ
れ
が
受
入
態
勢
の
整
備
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
外
務
省
調
査
、
引
揚
援
護
庁
提
供
に
よ
る
留
守
家
族
に
対
し
通
信
の
あ

っ
た
ソ
連
未
帰
還
者
の
都
道
府
県
別
数
を
添
付
す
る
。
と
の
数
字
は
必
ず
し
も
今
次
の
引
揚
者

数
に
見
合
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。
（
別
表
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
八
年
（
編
注
：
一
二
月
八
日
か
）

〔
五
─
一
─
四
一
〕
労
働
省
決
定

失失
業業
保保
険険
施施
設設
設設
置置
要要
綱綱
（
抜
粋
）

一
、
設
置
目
的

失
業
保
険
制
度
は
、
被
保
険
者
が
失
業
し
た
場
合
に
失
業
保
険
金
を
支
給
し
て
生
活
の
安
定
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
生
活
内
容
の
向
上
及
び
勤
労
意
慾
の
増
進
を
図
る

と
と
も
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
、
且
つ
、
こ
れ
を
促
進
す
る
等
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。
以
上

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
失
業
保
険
施
設
と
し
て
、
労
働
者
の
福
利
施
設
職
業
補
導
施
設
及
び

共
同
作
業
施
設
を
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
設
置
及
び
経
営
の
主
体

失
業
保
険
施
設
は
、
失
業
保
険
特
別
会
計
の
経
費
を
も
っ
て
、
国
が
設
置
し
、
こ
れ
が
経
営
を

都
道
府
県
知
事
に
委
託
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

三
、
設
置
及
び
経
営
に
要
す
る
経
費

㈠

福
利
施
設

建
物
は
国
費
を
も
っ
て
直
接
設
置
し
、
経
営
に
要
す
る
経
費
は
、
全
額
受
託
者
の
負
担
と
す

る
。

㈡

職
業
補
導
施
設

施
設
は
国
費
を
も
っ
て
直
接
設
置
し
、
機
械
器
具
の
講
入
費
及
び
人
件
費
の
全
部
又
は
一
部

を
委
託
費
と
し
て
受
託
者
に
配
賦
す
る
。

右
以
外
の
経
営
に
要
す
る
経
費
は
受
託
者
の
負
担
と
す
る
。
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㈢

共
同
作
業
施
設

建
物
は
国
を
も
っ
て
直
接
設
置
し
、
機
械
器
具
の
購
入
費
は
、
委
託
費
と
し
て
、
受
託
者
に

配
賦
す
る
。
運
営
に
要
す
る
経
費
は
、
全
額
受
託
者
負
担
と
す
る
。

『
要
覧
』

昭
和
二
九
年
八
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
四
二
〕
労
働
、
自
治
庁
、
経
審
、
防
衛
庁
、
大
蔵
、
文
部
、
厚
生
、
農
林
、
通
産
、

運
輸
、
建
設
各
次
長
、
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
外
局
長
、
部
長
、
等
宛

（
発
職
第
一
〇
二
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

現
下
の
失
業
情
勢
に
鑑
み
、
政
府
は
こ
れ
が
対
策
の
一
環
と
し
て
今
般
別
紙
の
と
お
り
、「
公

共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
を
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
成
否
は
そ
の
運
営
の
衝
に
当
る
第
一
線
機
関
の
協
力
如
何
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
本

目
的
の
達
成
は
今
日
の
失
業
問
題
、
ひ
い
て
は
社
会
不
安
の
緩
和
に
大
き
な
影
響
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
こ
れ
が
運
営
に
当
っ
て
、
右
閣
議
決
定
の
趣
旨
を
十
分
体
せ
ら
れ
、
左

記
各
項
に
ご
留
意
の
上
、
こ
れ
が
実
施
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
く
、
特
に
管
下
各
機
関
に

対
し
て
も
十
分
こ
れ
が
趣
旨
の
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。

一

公
共
事
業
に
つ
い
て

㈠

閣
議
決
定
中
公
共
事
業
に
関
す
る
事
項
の
第
一
号
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

（
編
注
：
中
略
）

㈤

第
五
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

⑴

事
業
実
施
機
関
は
所
要
労
働
者
の
雇
い
入
れ
に
当
っ
て
は
、
そ
の
技
能
程
度
、
体
力
、

経
験
等
求
人
条
件
の
詳
細
に
つ
き
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
す
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た

い
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
右
の
求
人
条
件
に
基
き
、
適
格
者
の
紹
介
の
た
め
、
求
職
者
に

つ
き
体
力
等
の
検
定
を
行
い
、
予
め
適
格
性
を
検
定
し
た
後
、
求
人
条
件
に
適
し
た
者

を
紹
介
す
る
よ
う
指
導
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

⑶

右
の
適
格
労
働
者
の
紹
介
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
事
前
訓
練
を

行
う
こ
と
と
し
、
失
業
対
策
事
業
に
お
い
て
短
期
訓
練
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
認
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
九
年
八
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
四
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
七
三
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

体体
力力
検検
査査
実実
施施
要要
領領

測
定
心
得

一

検
査
の
や
り
方
を
よ
く
読
み
、
同
僚
と
測
定
者
、
被
測
定
者
に
な
り
合
っ
て
検
査
の
や
り
方
に

熟
達
せ
よ
。

二

検
査
の
や
り
方
に
我
流
を
加
え
た
り
、
規
定
を
守
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

三

検
査
用
器
具
を
充
分
に
点
検
し
た
後
使
用
し
、
点
検
し
た
後
に
格
納
せ
よ
。

四

女
子
の
測
定
に
は
女
子
測
定
者
が
当
る

よ
う
、
特
に
胸
囲
、
体
重
、
上
膊
囲
測
定
に

際

し
て
は
男
子
一
人
で
測
定
に
従
事
せ
ぬ
よ

う
。
女
子
を
少
く
と
も
立
会
わ
せ
よ
。

女
子
の
体
重
を
測
定
す
る
場
合
、
シ
ュ

ミ
ー
ズ
位
は
着
用
さ
せ
よ
。

五

肺
活
量
、
背
筋
力
の
測
定
器
具
の
操
作

が
困
難
で
あ
る
の
で
、
単
に
機
械
的
に
行
う

こ

と
な
く
被
検
査
者
の
や
り
方
を
見
て
い
て

適
宜
な
注
意
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

六

測
定
者
と
助
手
と
二
組
と
な
り
、
助
手

は
測
定
値
を
記
録
票
に
記
入
す
る
。

七

こ
の
体
格
、
体
力
測
定
の
結
果
、
規
準

に
合
格
し
た
者
凡
て
が
必
ず
し
も
軽
作
業
、

重

作
業
に
適
す
る
者
と
は
断
定
し
難
い
。
内

部
疾
患
を
検
査
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は

又
別

に
例
え
ば
結
核
と
か
、
心
臓
弁
膜
症
と

か
は
診
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

八

こ
の
検
査
で
は
被
検
査
者
が
故
意
に
重
作

業
規
準
に
至
ら
な
い
程
度
で
最
低
規
準
を
通
過
し

よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
つ
の
項
目
に
は
相
互
に
相
当
高
い
相
関
関
係

が
あ
る
の
で
、
身
長
の
高
い
者
が
肺
活
量
が
少
い
と
か
、
上
膊
囲
が
太
い
者
や
体
重
の
重
い
者
が

背
筋
力
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
先
ず
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

体体
格格
体体
力力
測測
定定
結結
果果
報報
告告
書書

一

こ
の
報
告
は
当
分
の
通
一
暦
月
中
に
測
定
し
た
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
前
月
分
を
毎
月
一
日
に

マ
マ

作
成
し
、
都
道
府
県
を
通
し
そ
の
月
の
十
五
日
ま
で
に
労
働
市
場
調
査
課
へ
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

二

各
項
目
と
も
に
代
表
値
を
記
入
す
る
。

身
長
、
体
重
、
胸
囲
、
上
膊
囲
、
ベ
ル
ベ
ッ
ク
指
数
は
一
回
し
か
測
ら
な
い
か
ら
、
測
定
値
即

代
表
値
で
あ
る
。
肺
活
量
と
背
筋
力
と
は
三
回
測
定
の
中
最
大
値
を
代
表
値
と
す
る
。
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㈢

共
同
作
業
施
設

建
物
は
国
を
も
っ
て
直
接
設
置
し
、
機
械
器
具
の
購
入
費
は
、
委
託
費
と
し
て
、
受
託
者
に

配
賦
す
る
。
運
営
に
要
す
る
経
費
は
、
全
額
受
託
者
負
担
と
す
る
。

『
要
覧
』

昭
和
二
九
年
八
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
四
二
〕
労
働
、
自
治
庁
、
経
審
、
防
衛
庁
、
大
蔵
、
文
部
、
厚
生
、
農
林
、
通
産
、

運
輸
、
建
設
各
次
長
、
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
外
局
長
、
部
長
、
等
宛

（
発
職
第
一
〇
二
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

現
下
の
失
業
情
勢
に
鑑
み
、
政
府
は
こ
れ
が
対
策
の
一
環
と
し
て
今
般
別
紙
の
と
お
り
、「
公

共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
を
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
成
否
は
そ
の
運
営
の
衝
に
当
る
第
一
線
機
関
の
協
力
如
何
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
本

目
的
の
達
成
は
今
日
の
失
業
問
題
、
ひ
い
て
は
社
会
不
安
の
緩
和
に
大
き
な
影
響
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
こ
れ
が
運
営
に
当
っ
て
、
右
閣
議
決
定
の
趣
旨
を
十
分
体
せ
ら
れ
、
左

記
各
項
に
ご
留
意
の
上
、
こ
れ
が
実
施
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
く
、
特
に
管
下
各
機
関
に

対
し
て
も
十
分
こ
れ
が
趣
旨
の
徹
底
を
図
ら
れ
た
い
。

一

公
共
事
業
に
つ
い
て

㈠

閣
議
決
定
中
公
共
事
業
に
関
す
る
事
項
の
第
一
号
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

（
編
注
：
中
略
）

㈤

第
五
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

⑴

事
業
実
施
機
関
は
所
要
労
働
者
の
雇
い
入
れ
に
当
っ
て
は
、
そ
の
技
能
程
度
、
体
力
、

経
験
等
求
人
条
件
の
詳
細
に
つ
き
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
す
る
よ
う
措
置
せ
ら
れ
た

い
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
右
の
求
人
条
件
に
基
き
、
適
格
者
の
紹
介
の
た
め
、
求
職
者
に

つ
き
体
力
等
の
検
定
を
行
い
、
予
め
適
格
性
を
検
定
し
た
後
、
求
人
条
件
に
適
し
た
者

を
紹
介
す
る
よ
う
指
導
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

⑶

右
の
適
格
労
働
者
の
紹
介
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
事
前
訓
練
を

行
う
こ
と
と
し
、
失
業
対
策
事
業
に
お
い
て
短
期
訓
練
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
認
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
時
報
』

昭
和
二
九
年
八
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
四
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
七
三
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

体体
力力
検検
査査
実実
施施
要要
領領

測
定
心
得

一

検
査
の
や
り
方
を
よ
く
読
み
、
同
僚
と
測
定
者
、
被
測
定
者
に
な
り
合
っ
て
検
査
の
や
り
方
に

熟
達
せ
よ
。

二

検
査
の
や
り
方
に
我
流
を
加
え
た
り
、
規
定
を
守
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

三

検
査
用
器
具
を
充
分
に
点
検
し
た
後
使
用
し
、
点
検
し
た
後
に
格
納
せ
よ
。

四

女
子
の
測
定
に
は
女
子
測
定
者
が
当
る

よ
う
、
特
に
胸
囲
、
体
重
、
上
膊
囲
測
定
に

際

し
て
は
男
子
一
人
で
測
定
に
従
事
せ
ぬ
よ

う
。
女
子
を
少
く
と
も
立
会
わ
せ
よ
。

女
子
の
体
重
を
測
定
す
る
場
合
、
シ
ュ

ミ
ー
ズ
位
は
着
用
さ
せ
よ
。

五

肺
活
量
、
背
筋
力
の
測
定
器
具
の
操
作

が
困
難
で
あ
る
の
で
、
単
に
機
械
的
に
行
う

こ

と
な
く
被
検
査
者
の
や
り
方
を
見
て
い
て

適
宜
な
注
意
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

六

測
定
者
と
助
手
と
二
組
と
な
り
、
助
手

は
測
定
値
を
記
録
票
に
記
入
す
る
。

七

こ
の
体
格
、
体
力
測
定
の
結
果
、
規
準

に
合
格
し
た
者
凡
て
が
必
ず
し
も
軽
作
業
、

重

作
業
に
適
す
る
者
と
は
断
定
し
難
い
。
内

部
疾
患
を
検
査
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は

又
別

に
例
え
ば
結
核
と
か
、
心
臓
弁
膜
症
と

か
は
診
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

八

こ
の
検
査
で
は
被
検
査
者
が
故
意
に
重
作

業
規
準
に
至
ら
な
い
程
度
で
最
低
規
準
を
通
過
し

よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
つ
の
項
目
に
は
相
互
に
相
当
高
い
相
関
関
係

が
あ
る
の
で
、
身
長
の
高
い
者
が
肺
活
量
が
少
い
と
か
、
上
膊
囲
が
太
い
者
や
体
重
の
重
い
者
が

背
筋
力
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
先
ず
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

体体
格格
体体
力力
測測
定定
結結
果果
報報
告告
書書

一

こ
の
報
告
は
当
分
の
通
一
暦
月
中
に
測
定
し
た
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
前
月
分
を
毎
月
一
日
に

マ
マ

作
成
し
、
都
道
府
県
を
通
し
そ
の
月
の
十
五
日
ま
で
に
労
働
市
場
調
査
課
へ
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

二

各
項
目
と
も
に
代
表
値
を
記
入
す
る
。

身
長
、
体
重
、
胸
囲
、
上
膊
囲
、
ベ
ル
ベ
ッ
ク
指
数
は
一
回
し
か
測
ら
な
い
か
ら
、
測
定
値
即

代
表
値
で
あ
る
。
肺
活
量
と
背
筋
力
と
は
三
回
測
定
の
中
最
大
値
を
代
表
値
と
す
る
。
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三

な
お
備
考
欄
を
設
け
、
こ
の
測
定
結
果

に
関
す
る
意
見
を
報
告
さ
れ
た
い
。

一

身
長

㈠

器
具
、
木
製
身
長
計
又
は
マ
ル
チ

ソ
氏
人
体
測
定
器
。

Ａ

尺
柱
は
鉛
直
に
立
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｂ

頭
上
に
当
る
べ
き
横
規
は
尺
柱

と
直
角
に
交
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

測
定
法

被
測
定
者
を
裸
足
で
良
い
自
然
の
直

立
態
度
で
立
た
せ
、
踵
、
臀
部
、
背
を
鉛
直

の
壁
又
は
柱
に
触
れ
さ
せ
る
。
腕
は
伸
ば
し

て
体
側
に
垂
れ
、
掌
を
大
腿
の
側
面
に
対
接

せ
し
め
、
肩
を
高
挙
す
る
こ
と
な
く
、
足
尖

は
少
し
く
開
き
、
頭
は
正
面
に
向
わ
せ
、
側

方
に
傾
け
し
め
ず
、
右
側
の
眼
窩
の
下
縁
と

耳
角
上
縁
と
が
同
一
水
平
面
に
在
る
よ
う
に

頭
の
位
置
を
直
す
。
こ
の
為
に
は
、
被
測
定

者
の
右
側
か
ら
己
の
左
手
を
被
測
定
者
の
後

頭
の
後
面
と
壁
と
の
間
に
挿
入
し
、
被
測
定

者
の
頭
を
こ
れ
に
接
せ
し
め
、
且
つ
十
分
に
頤
を
引
か
せ
る
と
よ
い
。
か
く
し
て
耳
限
線
が
一

水
平
線
を
為
す
と
き
、
身
長
計
の
横
規
を
右
手
で
被
測
定
者
の
顱
頂
部
に
静
か
に
接
せ
し
め
、

左
手
で
こ
れ
を
調
節
し
て
尺
度
を
よ
み
と
る
、

マ
氏
人
体
測
定
器
を
使
用
す
る
に
当
っ
て
、
測
定
者
は
被
測
定
者
の
右
側
に
立
ち
、
右
の
三

本
の
指
で
推
導
小
匣
の
下
部
を
保
持
し
、
器
械
を
牀
上
に
被
測
定
者
の
正
中
面
に
鉛
直
に
立
て
、

長
く
抽
出
し
た
横
規
を
顱
頂
二
一
三
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
高
く
引
上
げ
、
然
る
後
推
導
小
匣
を
徐

々
に
引
下
げ
て
横
規
の
下
縁
が
顱
頂
に
接
す
る
よ
う
に
す
る
。

尺
度
は
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
で
計
る
こ
と
。

二

体
重

㈠

器
具
、
自
動
秤
、
分
銅
式
秤
何
れ
で
も
よ
い
が
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
計
る
こ
と
。

Ａ

衡
器
は
一
年
一
回
位
正
確
で
あ
る
か
否
か
を
検
査
す
る
こ
と
。

体格体力測定結果報告書

公共職業安定所名称

報告年月日

被測定者 満年 性別 身長 体重 胸囲 ベルベッ 上膊囲 肺活量 背筋力

番 号 令 cm kg cm ク指数 cm cc kg

Ｂ

秤
台
を
水
準
器
又
は
重
錘
を
用
い
て
水
平
に
保
つ
こ
と
。

㈡

測
定
法

Ａ

重
錘
置
換
の
器
械
で
は
分
銅
を
お
か
な
い
で
零
を
示
さ
し
め
る
際
に
お
け
る
横
扞
の
位
置

は
適
当
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
ら
横
扞
の
静
止
す
る
位
置
に
白
エ
ナ
メ
ル
で
印
を
付
し

て
お
く
が
よ
い
。

Ｂ

重
錘
置
換
の
器
械
で
は
、
被
測
定
者
が
秤
に
乗
る
前
に
槓
杆
の
先
端
を
動
か
な
い
よ
う
に

お
さ
え
て
お
く
が
よ
い
。

Ｃ

重
錘
置
換
の
器
械
で
は
分
銅
は
大
き
い
も
の
か
ら
置
い
て
漸
次
小
さ
い
も
の
を
追
加
す
べ

測 定 年 月 日 昭和 年 月 日

項 目 測 定 値 代表値

身 長 cm
体 重. ・ kg
胸 囲 ・ cm

体重 kg ＋胸囲 cm
❌ベルベレク指数 100

身 長 cm
上 膊 囲 ・ cm
肺 活 量 （1） cc (2) cc (3) cc
背 筋 力 （1） kg (2) kg （3） kg
判 定 重上、 重下、 軽、 否
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き
で
あ
る
。

Ｄ

台
に
乗
っ
た
被
測
定
者
が
足
の
位
置
を
換
え
た
り
、
手
で
物
に
支
え
た
り
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｅ

測
定
単
位
は
〇
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

三

胸
囲

㈠

器
具
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
分
割
さ
れ
た
尺
帯
又
は
巻
尺
、
布
製
の
も
の
よ
り
鋼
製
の
も
の

が
よ
い
。

㈡

測
定
法
、
安
静
呼
吸
中
位

尺
帯
を
後
面
は
肩
胛
骨
の
直
下
に
あ
て
、
側
面
は
腋
下
に
お
い
て
高
く
、
前
方
は
精
密
に
乳

嘴
の
上
部
に
走
ら
せ
、
左
右
何
れ
か
の
前
胸
部
に
お
い
て
安
静
呼
吸
の
中
位
（
安
静
呼
吸
を
さ

せ
そ
の
呼
吸
の
終
り
）
に
お
い
て
ミ
リ
メ
─
ト
ル
ま
で
よ
み
と
る
。

尺
帯
を
胸
壁
に
当
て
る
に
は
、
腕
を
尺
帯
の
通
り
得
る
範
囲
に
挙
げ
さ
せ
決
し
て
水
平
に
挙

げ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
測
定
に
際
し
て
は
腕
を
自
然
に
躯
幹
の
側
方
に
垂
れ
さ
せ
る
。

女
子
に
お
い
て
乳
房
の
発
育
が
大
で
あ
る
と
き
は
、
尺
帯
を
少
し
高
く
乳
腺
上
第
四
肋
骨
の

水
平
線
に
充
て
る
と
多
く
の
場
合
、
乳
房
の
「
ふ
く
ら
み
」
を
避
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
尺
帯

を
当
て
た
状
態
を
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
尺
帯
は
床
面
に
対
し
て
水
平
で
は
な
く
、
肩
胛
骨
直
下

部
よ
り
乳
嘴
直
上
部
の
方
が
上
位
に
あ
る
か
ら
、
尺
帯
は
前
方
が
や
や
高
く
背
部
に
向
つ
て
下

り
気
味
と
な
る
。
肩
を
後
に
引
き
、
胸
を
張
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

女
子
の
測
定
に
は
女
子
を
当
て
よ
。

四

上
膊
囲

㈠

器
具

胸
囲
測
定
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
。

㈡

測
定
法

利
手
の
掌
を
下
方
（
床
面
）
に
向
け
、
腕
及
び
指
を
伸
し
た
ま
ま
、
略
々
水
平
に
前
側
方
に

挙
げ
さ
せ
る
。

全
身
、
特
に
水
平
に
前
側
方
に
挙
げ
た
上
肢
の
筋
を
な
る
べ
く
弛
緩
さ
せ
（
掌
は
決
し
て
握

っ
た
り
、
力
を
入
れ
た
り
さ
せ
ぬ
）
二
頭
膊
筋
（
上
膊
を
ま
け
る
と
き
力
こ
ぶ
と
な
る
筋
肉
）

の
一
番
太
い
と
こ
ろ
を
長
軸
に
直
角
に
尺
帯
を
ま
わ
す
。

尺
帯
は
皮
膚
に
喰
い
込
ま
ず
又
皮
膚
の
上
を
尺
帯
が
移
動
で
き
る
程
度
に
し
て
目
盛
を
ミ
リ

メ
─
ト
ル
ま
で
よ
み
、
四
捨
五
入
し
て
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
に
と
ど
め
る
。

五

肺
活
量

㈠

器
具

器
具
は
様
式
の
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
用
い
方
に
は
注
意
せ
よ
。

Ａ

足
の
調
節
器
を
用
い
て
器
具
は
水
平
に
お
く
こ
と
。

Ｂ

水
温
（
器
具
内
の
）
は
常
に
摂
氏
三
六
度
か
三
七
度
に
保
つ
こ
と
。
又
は
水
温
を
測
定
し

て
そ
の
時
に
相
当
す
る
目
盛
を
よ
む
こ
と
．
Ｋ
Ｙ
Ｓ
（
山
越
製
作
）
肺
活
量
計
で
は
水
温
を

測
定
し
、
そ
の
温
度
に
合
致
し
た
目
盛
線
で
目
盛
を
読
む
こ
と
。

㈡

測
定
法

被
測
定
者
に
予
め
深
呼
吸
を
数
回
繰
返
さ
せ
、
急
激
に
強
い
呼
吸
を
し
な
い
よ
う

に
す
る
。
被
測
定
者
は
気
楽
な
直
立
姿
勢
を
と
り
（
脚
は
軽
く
ひ
ら
く
）、
出
来
得
る
限
り
深
く

吸
気
し
、
そ
の
ま
ま
呼
気
し
な
い
で
、
口
当
を
口
に
当
て
、
片
手
の
指
で
鼻
孔
を
ふ
さ
ぎ
、
息

を
口
唇
の
裂
目
及
び
口
当
の
辺
縁
部
よ
り
洩
さ
な
い
為
に
急
激
に
呼
息
せ
ず
、
徐
々
に
呼
息
し

て
呼
気
を
肺
活
量
計
内
に
吹
入
れ
、
続
い
て
最
強
の
呼
気
を
な
し
、
肺
内
の
空
気
を
十
分
に
吹

入
れ
る
。
三
回
や
ら
せ
最
大
値
を
と
る
。
コ
ッ
ク
を
ひ
ね
り
、
筒
内
の
空
気
を
お
く
り
出
し
、

筒
を
元
の
位
置
に
戻
す
。
被
測
定
者
が
吹
き
込
む
前
に
呼
気
が
筒
の
内
に
入
る
よ
う
に
コ
ッ
ク

を
あ
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
被
検
査
者
に
は
準
備
運
動
と
し
て
深
呼
吸
を
数
回
や

ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
急
に
吹
き
こ
ま
せ
る
と
頭
痛
を
訴
え
る
も
の
が
で
る
。

六

背
筋
力

㈠

器
具

背
筋
力
計
に
は
数
式
が
あ
る
か
ら
そ
の
様
式
に
よ
る
使
用
法
を
会
得
し
て
貰
い
た
い
。

目
盛
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
年
に
１
回
位
検
定
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。

㈡

測
定
法

被
測
定
者
に
背
筋
を
曲
げ
た
り
伸
し
た
り
す
る
運
動
、
上
体
を
前
後
左
右
に
曲
げ

た
り
す
る
運
動
を
さ
せ
て
準
備
運
動
を
さ
せ
る
。
踏
板
の
足
型
に
合
せ
て
被
測
定
者
を
踏
板
の

上
に
立
た
せ
る
。
膝
を
ま
げ
ず
、
上
体
を
猫
背
に
ま
げ
な
い
で
三
〇
度
前
方
へ
倒
さ
せ
る
。
こ

れ
は
肘
関
節
を
伸
し
、
掌
を
ひ
ら
い
て
指
を
の
ば
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
中
指
の
尖
端
が
丁

度
膝
蓋
骨
の
下
端
に
触
れ
る
位
置
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
で
器
具
の
ハ
ン
ド
ル
を
に
ぎ
ら
せ
る
。

目
盛
の
あ
る
部
分
又
は
踏
板
を
む
す
ぶ
鎖
の
環
を
調
整
し
て
、
上
体
を
三
〇
度
ま
げ
た
ま
ま
で

器
具
を
一
杯
に
床
面
か
ら
釣
り
上
げ
た
形
と
す
る
。
被
測
定
者
を
し
て
膝
を
ま
げ
ず
、
肘
を
ま

げ
ず
に
、
力
の
限
り
上
体
を
胯
関
節
及
び
脊
柱
で
伸
展
さ
せ
る
。
即
ち
上
体
を
ぐ
っ
と
起
さ
せ

る
。
測
定
者
は
踏
板
の
前
方
を
足
で
お
さ
え
て
、
被
測
定
者
が
後
ろ
へ
倒
れ
る
の
を
防
い
で
や

る
。
一
、
二
、
三
と
掛
声
を
か
け
て
や
る
。
三
回
計
り
、
最
大
値
を
と
る
。
各
回
の
間
に
十
秒

位
間
隔
を
お
く
。
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
に
目
盛
を
よ
む
。

被
検
査
者
に
準
備
運
動
と
し
て
上
体
の
屈
伸
運
動
を
数
回
や
ら
せ
よ
。
急
激
に
や
ら
せ
る
と
、

俗
に
い
う
が
っ
く
り
腰
と
な
っ
て
脊
柱
の
痛
み
を
お
ぼ
え
る
も
の
が
で
る
。
妊
婦
に
は
決
し
て

マ

マ

や
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

『
年
鑑
』
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き
で
あ
る
。

Ｄ

台
に
乗
っ
た
被
測
定
者
が
足
の
位
置
を
換
え
た
り
、
手
で
物
に
支
え
た
り
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｅ

測
定
単
位
は
〇
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

三

胸
囲

㈠

器
具
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ま
で
分
割
さ
れ
た
尺
帯
又
は
巻
尺
、
布
製
の
も
の
よ
り
鋼
製
の
も
の

が
よ
い
。

㈡

測
定
法
、
安
静
呼
吸
中
位

尺
帯
を
後
面
は
肩
胛
骨
の
直
下
に
あ
て
、
側
面
は
腋
下
に
お
い
て
高
く
、
前
方
は
精
密
に
乳

嘴
の
上
部
に
走
ら
せ
、
左
右
何
れ
か
の
前
胸
部
に
お
い
て
安
静
呼
吸
の
中
位
（
安
静
呼
吸
を
さ

せ
そ
の
呼
吸
の
終
り
）
に
お
い
て
ミ
リ
メ
─
ト
ル
ま
で
よ
み
と
る
。

尺
帯
を
胸
壁
に
当
て
る
に
は
、
腕
を
尺
帯
の
通
り
得
る
範
囲
に
挙
げ
さ
せ
決
し
て
水
平
に
挙

げ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
測
定
に
際
し
て
は
腕
を
自
然
に
躯
幹
の
側
方
に
垂
れ
さ
せ
る
。

女
子
に
お
い
て
乳
房
の
発
育
が
大
で
あ
る
と
き
は
、
尺
帯
を
少
し
高
く
乳
腺
上
第
四
肋
骨
の

水
平
線
に
充
て
る
と
多
く
の
場
合
、
乳
房
の
「
ふ
く
ら
み
」
を
避
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
尺
帯

を
当
て
た
状
態
を
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
尺
帯
は
床
面
に
対
し
て
水
平
で
は
な
く
、
肩
胛
骨
直
下

部
よ
り
乳
嘴
直
上
部
の
方
が
上
位
に
あ
る
か
ら
、
尺
帯
は
前
方
が
や
や
高
く
背
部
に
向
つ
て
下

り
気
味
と
な
る
。
肩
を
後
に
引
き
、
胸
を
張
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

女
子
の
測
定
に
は
女
子
を
当
て
よ
。

四

上
膊
囲

㈠

器
具

胸
囲
測
定
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
。

㈡

測
定
法

利
手
の
掌
を
下
方
（
床
面
）
に
向
け
、
腕
及
び
指
を
伸
し
た
ま
ま
、
略
々
水
平
に
前
側
方
に

挙
げ
さ
せ
る
。

全
身
、
特
に
水
平
に
前
側
方
に
挙
げ
た
上
肢
の
筋
を
な
る
べ
く
弛
緩
さ
せ
（
掌
は
決
し
て
握

っ
た
り
、
力
を
入
れ
た
り
さ
せ
ぬ
）
二
頭
膊
筋
（
上
膊
を
ま
け
る
と
き
力
こ
ぶ
と
な
る
筋
肉
）

の
一
番
太
い
と
こ
ろ
を
長
軸
に
直
角
に
尺
帯
を
ま
わ
す
。

尺
帯
は
皮
膚
に
喰
い
込
ま
ず
又
皮
膚
の
上
を
尺
帯
が
移
動
で
き
る
程
度
に
し
て
目
盛
を
ミ
リ

メ
─
ト
ル
ま
で
よ
み
、
四
捨
五
入
し
て
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
に
と
ど
め
る
。

五

肺
活
量

㈠

器
具

器
具
は
様
式
の
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
用
い
方
に
は
注
意
せ
よ
。

Ａ

足
の
調
節
器
を
用
い
て
器
具
は
水
平
に
お
く
こ
と
。

Ｂ

水
温
（
器
具
内
の
）
は
常
に
摂
氏
三
六
度
か
三
七
度
に
保
つ
こ
と
。
又
は
水
温
を
測
定
し

て
そ
の
時
に
相
当
す
る
目
盛
を
よ
む
こ
と
．
Ｋ
Ｙ
Ｓ
（
山
越
製
作
）
肺
活
量
計
で
は
水
温
を

測
定
し
、
そ
の
温
度
に
合
致
し
た
目
盛
線
で
目
盛
を
読
む
こ
と
。

㈡

測
定
法

被
測
定
者
に
予
め
深
呼
吸
を
数
回
繰
返
さ
せ
、
急
激
に
強
い
呼
吸
を
し
な
い
よ
う

に
す
る
。
被
測
定
者
は
気
楽
な
直
立
姿
勢
を
と
り
（
脚
は
軽
く
ひ
ら
く
）、
出
来
得
る
限
り
深
く

吸
気
し
、
そ
の
ま
ま
呼
気
し
な
い
で
、
口
当
を
口
に
当
て
、
片
手
の
指
で
鼻
孔
を
ふ
さ
ぎ
、
息

を
口
唇
の
裂
目
及
び
口
当
の
辺
縁
部
よ
り
洩
さ
な
い
為
に
急
激
に
呼
息
せ
ず
、
徐
々
に
呼
息
し

て
呼
気
を
肺
活
量
計
内
に
吹
入
れ
、
続
い
て
最
強
の
呼
気
を
な
し
、
肺
内
の
空
気
を
十
分
に
吹

入
れ
る
。
三
回
や
ら
せ
最
大
値
を
と
る
。
コ
ッ
ク
を
ひ
ね
り
、
筒
内
の
空
気
を
お
く
り
出
し
、

筒
を
元
の
位
置
に
戻
す
。
被
測
定
者
が
吹
き
込
む
前
に
呼
気
が
筒
の
内
に
入
る
よ
う
に
コ
ッ
ク

を
あ
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
被
検
査
者
に
は
準
備
運
動
と
し
て
深
呼
吸
を
数
回
や

ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
急
に
吹
き
こ
ま
せ
る
と
頭
痛
を
訴
え
る
も
の
が
で
る
。

六

背
筋
力

㈠

器
具

背
筋
力
計
に
は
数
式
が
あ
る
か
ら
そ
の
様
式
に
よ
る
使
用
法
を
会
得
し
て
貰
い
た
い
。

目
盛
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
年
に
１
回
位
検
定
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
。

㈡

測
定
法

被
測
定
者
に
背
筋
を
曲
げ
た
り
伸
し
た
り
す
る
運
動
、
上
体
を
前
後
左
右
に
曲
げ

た
り
す
る
運
動
を
さ
せ
て
準
備
運
動
を
さ
せ
る
。
踏
板
の
足
型
に
合
せ
て
被
測
定
者
を
踏
板
の

上
に
立
た
せ
る
。
膝
を
ま
げ
ず
、
上
体
を
猫
背
に
ま
げ
な
い
で
三
〇
度
前
方
へ
倒
さ
せ
る
。
こ

れ
は
肘
関
節
を
伸
し
、
掌
を
ひ
ら
い
て
指
を
の
ば
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
と
中
指
の
尖
端
が
丁

度
膝
蓋
骨
の
下
端
に
触
れ
る
位
置
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
で
器
具
の
ハ
ン
ド
ル
を
に
ぎ
ら
せ
る
。

目
盛
の
あ
る
部
分
又
は
踏
板
を
む
す
ぶ
鎖
の
環
を
調
整
し
て
、
上
体
を
三
〇
度
ま
げ
た
ま
ま
で

器
具
を
一
杯
に
床
面
か
ら
釣
り
上
げ
た
形
と
す
る
。
被
測
定
者
を
し
て
膝
を
ま
げ
ず
、
肘
を
ま

げ
ず
に
、
力
の
限
り
上
体
を
胯
関
節
及
び
脊
柱
で
伸
展
さ
せ
る
。
即
ち
上
体
を
ぐ
っ
と
起
さ
せ

る
。
測
定
者
は
踏
板
の
前
方
を
足
で
お
さ
え
て
、
被
測
定
者
が
後
ろ
へ
倒
れ
る
の
を
防
い
で
や

る
。
一
、
二
、
三
と
掛
声
を
か
け
て
や
る
。
三
回
計
り
、
最
大
値
を
と
る
。
各
回
の
間
に
十
秒

位
間
隔
を
お
く
。
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
に
目
盛
を
よ
む
。

被
検
査
者
に
準
備
運
動
と
し
て
上
体
の
屈
伸
運
動
を
数
回
や
ら
せ
よ
。
急
激
に
や
ら
せ
る
と
、

俗
に
い
う
が
っ
く
り
腰
と
な
っ
て
脊
柱
の
痛
み
を
お
ぼ
え
る
も
の
が
で
る
。
妊
婦
に
は
決
し
て

マ

マ

や
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

『
年
鑑
』
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昭
和
二
九
年
九
月
二
七
日

〔
五
─
一
─
四
四
〕
職
業
安
定
局
長
通
達

簡簡
易易
職職
業業
紹紹
介介
業業
務務
取取
扱扱
要要
領領
（
概
要
）

㈠

取
扱
う
べ
き
公
共
職
業
安
定
所
の
範
囲

本
省
の
指
定
す
る
も
の
、
ま
た
は
そ
の
承
認
を
え
た
も
の

㈡

登

録

１

原
則
と
し
て
技
能
経
験
そ
の
他
そ
の
者
の
能
力
か
ら
見
て
常
用
労
働
者
た
り
う
る
も
の

が
、
定
職
を
希
望
し
な
が
ら
差
当
っ
て
そ
の
機
会
を
え
ず
、
短
期
就
労
に
よ
っ
て
本
人
の

も
つ
技
能
の
活
用
を
図
り
う
る
者
を
対
象
と
し
て
登
録
す
る
。
既
ち
登
録
は
原
則
と
し
て

そ
の
者
が
常
用
を
希
望
す
る
者
で
あ
っ
て
、
一
般
の
求
職
の
申
込
が
受
理
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
一
般
家
庭
内
作
業
系
統
に
属
す
る
職

種
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
簡
易
職
業
紹
介
係
に
お
い
て
直
接
申
込
の
受
理
及
び
登
録

を
な
し
う
る
。

２

登
録
に
際
し
て
は
、
米
穀
通
帳
に
よ
っ
て
身
元
を
確
か
め
、
登
録
し
た
者
に
対
し
て
証

票
を
交
付
す
る
。

３

求
人
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
無
制
限
の
登
録
を
避
け
る
。

４

登
録
の
取
消
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴

一
般
求
職
票
が
無
効
と
な
っ
た
場
合

⑵

本
人
よ
り
申
出
の
あ
っ
た
場
合

⑶

常
用
と
し
て
就
職
し
た
場
合

⑷

呼
出
等
を
行
う
も
本
人
の
都
合
に
よ
り
一
ヵ
月
の
中
一
日
も
係
ま
で
出
頭
し
な
か
っ

た
場
合

⑸

そ
の
他
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
場
合

イ

就
労
先
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
と
き
。

ロ

虚
偽
の
申
出
に
よ
り
証
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き

ハ

証
票
を
貸
与
譲
渡
し
、
又
は
不
正
行
為
を
行
っ
た
と
き
。

ニ

死
亡
そ
の
他

⑹

紹
介
後
就
労
期
間
が
一
力
月
を
経
過
し
、
更
に
引
き
続
い
て
雇
用
を
継
続
す
る
場
合

で
あ
っ
て
実
質
的
に
常
用
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

㈢

求
人
受
理

一

求
人
受
理
は
一
般
の
雇
用
主
係
で
行
う
こ
と
な
く
、
直
接
簡
易
職
業
紹
介
係
に
お
い
て

行
う
。

２

求
人
受
理
は
極
力
簡
易
を
旨
と
し
、
係
は
求
人
整
理
簿
を
も
っ
て
こ
れ
を
整
理
し
、
要

す
れ
ば
求
人
票
の
作
成
も
省
略
す
る
。

㈣

紹
介

１

紹
介
は
適
格
紹
介
の
原
則
に
従
い
、
申
込
ま
れ
た
求
人
条
件
に
対
し
最
も
適
格
な
も
の

を
登
録
者
中
よ
り
あ
っ
施
す
る
。

２

紹
介
は
通
常
登
録
者
を
呼
び
出
し
、
連
絡
票
（
求
人
者
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
に
対
す

る
連
絡
）
の
連
絡
さ
れ
て
い
る
紹
介
状
を
交
付
の
上
、
求
人
者
に
差
む
け
る
の
で
あ
る
が
、

緊
急
求
人
等
に
対
処
す
る
た
め
登
録
者
と
の
連
絡
態
勢
を
確
立
し
て
お
く
。

⑴

登
録
者
個
々
に
つ
き
連
絡
方
法
を
予
め
定
め
て
お
き
、
呼
出
電
話
の
利
用
、
訪
問
、

呼
出
等
を
行
う
。

⑵

距
離
の
関
係
か
ら
直
接
求
人
先
に
直
行
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
紹
介

状
は
後
送
し
あ
っ
旋
さ
れ
た
登
録
者
は
証
票
を
提
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
身
分
を
証
明

す
る
。

⑶

登
録
者
の
居
住
地
域
、
職
種
等
を
勘
案
し
て
グ
ル
ー
プ
が
形
成
で
き
る
場
合
は
必
要

に
応
じ
連
絡
者
を
定
め
、
こ
れ
を
来
所
せ
し
め
て
紹
介
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
も
差
支

え
な
い
。

⑷

求
人
者
が
紹
介
期
限
を
超
え
て
引
き
続
き
同
一
人
を
使
用
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
当

該
求
人
者
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
す
る
よ
う
事
前
指
導
を
行
っ
て
お
く
。

⑸

登
録
者
が
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
ら
な
い
で
就
労
す
る
場
合
は
事
前
に
連
絡

す
る
よ
う
指
導
し
て
お
く
。

３

紹
介
期
間
は
一
ヵ
月
を
限
度
と
す
る
。
即
ち
雇
用
期
間
一
ヵ
月
以
内
の
短
期
雇
用
の
求

人
の
み
を
対
象
と
す
る
。

㈤

就
労
確
認

就
労
確
認
は
本
人
に
就
労
期
間
終
了
後
、
求
人
者
か
ら
連
絡
票
を
受
領
せ
し
め
、
公
共
職

業
安
定
所
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
外
、
公
共
職
業
安
定
所
は
随
時
電
話
等
に
よ
り

求
人
者
に
つ
き
こ
れ
を
確
認
す
る
。

㈥

主
な
る
対
象
職
種

従
来
労
働
課
で
扱
っ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
あ
ら
ゆ
る
職
種
に
亘
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主

な
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
務
系
統

一
般
事
務
員
、
経
理
事
務
員
、
筆
耕
、
タ
イ
ピ
ス
ト
、
翻
訳
、
守
衛
、
販
売
店
員
、
店
員
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売
子
等

技
術
工
員
系
統

自
動
車
運
転
手
、
設
計
製
図
、
ポ
ス
タ
─
図
案
、
包
装
工
、
印
刷
工
、
仕
上
工
、
板
金
工
、

製
本
工
等

一
般
家
庭
内
作
業
系
統

家
政
婦
、
洗
濯
婦
、
掃
除
婦
、
留
守
番
、
賄
婦
等

『
行
政
三
』

昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日

〔
五
─
一
─
四
五
〕
労
働
・
文
部
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
・
各
大
学
長
宛
（
労
働
省

発
第
一
四
七
号
・
国
大
第
二
三
〇
号
）

新新
規規
大大
学学
卒卒
業業
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

現
下
の
経
済
情
勢
に
お
い
て
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
、
特
に

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。）
の
新
規
卒
業
者
の
就
職
は
、
そ
の
卒
業
者
数
の
増
加
と
相
ま
つ
て
困
難

を
き
わ
め
つ
ゝ
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
当
面
の
緊
急
措
置
と
し
て
、
都
道
府
県
を
中
心
と
し
て
、

市
、
大
学
及
び
経
営
者
団
体
が
相
互
連
携
し
て
、
一
般
企
業
へ
の
就
職
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
、
別

紙
の
と
お
り
「
学
生
就
職
対
策
本
部
設
置
要
綱
」
を
定
め
た
の
で
こ
れ
が
運
営
に
つ
い
て
は
左
記
の

諸
点
に
御
留
意
の
上
、
職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
の
連
繋
を
密
に
し
、
特
に
経
営
者
団
体
の
積
極
的

な
理
解
と
協
力
を
得
て
、
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
学
生
就
職
対
策
地
方
本
部
を
設
置
す
る
都
道
府
県
以
外
の
県
の
措
置

別
紙
要
綱
三
の
㈠
に
掲
げ
る
都
道
府
県
以
外
の
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
方
的
事
情
を
勘
案
し
て
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
本
措
置
を
推
進
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
、
そ
の
措
置
の
内
容
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
あ
て
報
告
す
る
こ
と
。

１

別
紙
要
綱
に
準
じ
て
各
県
に
お
い
て
、
学
生
就
職
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
。

２

各
県
労
働
主
管
部
に
お
い
て
、
本
通
達
に
準
じ
た
方
法
に
よ
る
業
務
取
扱
を
す
る
こ
と
。

３

十
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
学
生
就
職
対
策
都
道
府
県
本
部
の
う
ち
い
ず
れ
か
近
接
し

た
も
の
に
参
加
す
る
こ
と
。

二
、
経
営
者
団
体
を
通
じ
て
行
う
雇
用
勧
奨

㈠

学
生
就
職
対
策
本
部
の
就
職
促
進
方
策
を
強
力
か
つ
効
果
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
都
道
府
県

は
、
経
営
者
協
会
、
商
工
会
議
所
等
の
経
営
者
団
体
に
対
し
そ
の
主
催
に
な
る
事
業
主
懇
談
会

等
雇
用
促
進
に
資
す
る
諸
行
事
を
開
催
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

㈡

事
業
主
懇
談
会
は
、
経
済
情
勢
、
雇
用
状
況
等
の
情
報
の
交
換
に
終
る
こ
と
な
く
、
今
後
に

お
け
る
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
等
の
方
途
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
い
で
き
得
れ
ば
、
具
体
的
求

人
を
提
出
す
る
等
の
実
効
あ
る
運
用
を
図
る
こ
と
。

㈢

雇
用
勧
奨
に
当
っ
て
は
、
従
来
大
学
卒
業
者
を
雇
用
し
て
い
る
大
企
業
に
対
し
て
の
み
で
な

く
中
小
企
業
、
地
方
企
業
に
対
し
て
も
経
営
状
態
を
勘
案
し
、
重
点
的
に
行
う
も
の
と
し
、
特

に
い
ま
だ
大
学
卒
業
者
を
雇
用
し
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、
そ
の
実
情
に
即
応
し
た
方
途
を
も

っ
て
、
大
学
卒
業
者
を
雇
用
す
る
機
運
を
造
成
す
る
よ
う
重
点
を
指
向
す
る
こ
と
。

三
、
学
生
就
職
対
策
本
部
に
お
け
る
職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
等
の
行
う
求
人
確
保
方
策

㈠

職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
は
、
密
接
な
連
繋
を
保
ち
つ
ゝ
新
規
大
学
卒
業
者
の
求
人
開
拓
を

組
織
的
且
つ
機
動
的
に
展
開
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
安
定
機
関
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
有
効
適
切
な
求
人
開
拓
を
行
う
こ
と
。

１

求
人
開
拓
の
実
施
に
関
す
る
計
画
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
樹
立
す
る
こ
と
。

２

求
人
開
拓
は
、
公
共
職
業
安
定
所
と
大
学
が
相
互
に
密
接
に
連
繋
を
保
ち
つ
ゝ
行
い
、
公

共
職
業
安
定
所
及
び
大
学
の
全
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
う
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

㈢

大
学
卒
業
者
に
対
す
る
求
人
者
は
、
そ
の
多
く
が
、
大
都
市
に
偏
在
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み

そ
の
採
用
予
定
地
域
が
、
そ
の
地
域
外
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
職
業
安
定
機
関
は
、
積

極
的
に
開
拓
を
実
施
し
、
迅
速
な
求
人
連
絡
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、
中
小
都
市
に
お

い
て
も
強
力
な
求
人
開
拓
を
行
い
、
零
細
な
求
人
も
、
も
れ
な
く
こ
れ
を
開
拓
し
、
そ
の
就
職

促
進
を
図
る
こ
と
。

㈣

職
業
安
定
機
関
に
お
い
て
確
保
し
た
求
人
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
大
学

に
連
絡
し
て
、
そ
の
職
業
紹
介
の
線
に
乗
せ
、
又
は
、
職
業
安
定
機
関
に
対
す
る
新
規
大
学
卒

業
者
の
求
職
申
込
状
況
に
応
じ
、
職
業
紹
介
を
行
う
等
こ
れ
が
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈤

右
の
外
、
学
生
就
職
対
策
本
部
は
、
経
営
者
協
会
、
商
工
会
議
所
等
の
経
営
者
団
体
に
対
し

積
極
的
な
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
を
依
頼
し
、
求
人
口
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
獲
得
し
た
求
人
に
対
す
る
職
業
紹
介
に
つ
い
て
は
㈣
に
準
じ
て
大
学
、
職
業
安
定
機
関
の

連
絡
調
整
を
図
り
、
職
業
紹
介
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

四
、
啓
発
広
報

㈠

新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て
、
中
央
、
地
方
を
通
じ
て
、
報
道
機
関
の
協
力
の

も
と
に
、
強
力
な
広
報
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
。

㈡

広
報
活
動
は
、
中
央
、
地
方
を
通
じ
て
、
学
生
就
職
対
策
本
部
が
中
心
と
な
り
、
経
営
者
団

体
の
実
際
的
活
動
と
相
ま
つ
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
雇
用
勧
奨
状
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
及
び
事
業

主
懇
談
会
等
あ
ら
ゆ
る
方
法
と
機
会
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
。
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売
子
等

技
術
工
員
系
統

自
動
車
運
転
手
、
設
計
製
図
、
ポ
ス
タ
─
図
案
、
包
装
工
、
印
刷
工
、
仕
上
工
、
板
金
工
、

製
本
工
等

一
般
家
庭
内
作
業
系
統

家
政
婦
、
洗
濯
婦
、
掃
除
婦
、
留
守
番
、
賄
婦
等

『
行
政
三
』

昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日

〔
五
─
一
─
四
五
〕
労
働
・
文
部
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
・
各
大
学
長
宛
（
労
働
省

発
第
一
四
七
号
・
国
大
第
二
三
〇
号
）

新新
規規
大大
学学
卒卒
業業
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

現
下
の
経
済
情
勢
に
お
い
て
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
、
特
に

大
学
（
短
期
大
学
を
含
む
。）
の
新
規
卒
業
者
の
就
職
は
、
そ
の
卒
業
者
数
の
増
加
と
相
ま
つ
て
困
難

を
き
わ
め
つ
ゝ
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
当
面
の
緊
急
措
置
と
し
て
、
都
道
府
県
を
中
心
と
し
て
、

市
、
大
学
及
び
経
営
者
団
体
が
相
互
連
携
し
て
、
一
般
企
業
へ
の
就
職
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
、
別

紙
の
と
お
り
「
学
生
就
職
対
策
本
部
設
置
要
綱
」
を
定
め
た
の
で
こ
れ
が
運
営
に
つ
い
て
は
左
記
の

諸
点
に
御
留
意
の
上
、
職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
の
連
繋
を
密
に
し
、
特
に
経
営
者
団
体
の
積
極
的

な
理
解
と
協
力
を
得
て
、
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
学
生
就
職
対
策
地
方
本
部
を
設
置
す
る
都
道
府
県
以
外
の
県
の
措
置

別
紙
要
綱
三
の
㈠
に
掲
げ
る
都
道
府
県
以
外
の
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
方
的
事
情
を
勘
案
し
て
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
本
措
置
を
推
進
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
、
そ
の
措
置
の
内
容
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
あ
て
報
告
す
る
こ
と
。

１

別
紙
要
綱
に
準
じ
て
各
県
に
お
い
て
、
学
生
就
職
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
。

２

各
県
労
働
主
管
部
に
お
い
て
、
本
通
達
に
準
じ
た
方
法
に
よ
る
業
務
取
扱
を
す
る
こ
と
。

３

十
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
学
生
就
職
対
策
都
道
府
県
本
部
の
う
ち
い
ず
れ
か
近
接
し

た
も
の
に
参
加
す
る
こ
と
。

二
、
経
営
者
団
体
を
通
じ
て
行
う
雇
用
勧
奨

㈠

学
生
就
職
対
策
本
部
の
就
職
促
進
方
策
を
強
力
か
つ
効
果
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
都
道
府
県

は
、
経
営
者
協
会
、
商
工
会
議
所
等
の
経
営
者
団
体
に
対
し
そ
の
主
催
に
な
る
事
業
主
懇
談
会

等
雇
用
促
進
に
資
す
る
諸
行
事
を
開
催
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

㈡

事
業
主
懇
談
会
は
、
経
済
情
勢
、
雇
用
状
況
等
の
情
報
の
交
換
に
終
る
こ
と
な
く
、
今
後
に

お
け
る
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
等
の
方
途
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
い
で
き
得
れ
ば
、
具
体
的
求

人
を
提
出
す
る
等
の
実
効
あ
る
運
用
を
図
る
こ
と
。

㈢

雇
用
勧
奨
に
当
っ
て
は
、
従
来
大
学
卒
業
者
を
雇
用
し
て
い
る
大
企
業
に
対
し
て
の
み
で
な

く
中
小
企
業
、
地
方
企
業
に
対
し
て
も
経
営
状
態
を
勘
案
し
、
重
点
的
に
行
う
も
の
と
し
、
特

に
い
ま
だ
大
学
卒
業
者
を
雇
用
し
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、
そ
の
実
情
に
即
応
し
た
方
途
を
も

っ
て
、
大
学
卒
業
者
を
雇
用
す
る
機
運
を
造
成
す
る
よ
う
重
点
を
指
向
す
る
こ
と
。

三
、
学
生
就
職
対
策
本
部
に
お
け
る
職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
等
の
行
う
求
人
確
保
方
策

㈠

職
業
安
定
機
関
及
び
大
学
は
、
密
接
な
連
繋
を
保
ち
つ
ゝ
新
規
大
学
卒
業
者
の
求
人
開
拓
を

組
織
的
且
つ
機
動
的
に
展
開
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
安
定
機
関
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
有
効
適
切
な
求
人
開
拓
を
行
う
こ
と
。

１

求
人
開
拓
の
実
施
に
関
す
る
計
画
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
樹
立
す
る
こ
と
。

２

求
人
開
拓
は
、
公
共
職
業
安
定
所
と
大
学
が
相
互
に
密
接
に
連
繋
を
保
ち
つ
ゝ
行
い
、
公

共
職
業
安
定
所
及
び
大
学
の
全
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
う
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

㈢

大
学
卒
業
者
に
対
す
る
求
人
者
は
、
そ
の
多
く
が
、
大
都
市
に
偏
在
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み

そ
の
採
用
予
定
地
域
が
、
そ
の
地
域
外
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
職
業
安
定
機
関
は
、
積

極
的
に
開
拓
を
実
施
し
、
迅
速
な
求
人
連
絡
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、
中
小
都
市
に
お

い
て
も
強
力
な
求
人
開
拓
を
行
い
、
零
細
な
求
人
も
、
も
れ
な
く
こ
れ
を
開
拓
し
、
そ
の
就
職

促
進
を
図
る
こ
と
。

㈣

職
業
安
定
機
関
に
お
い
て
確
保
し
た
求
人
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
大
学

に
連
絡
し
て
、
そ
の
職
業
紹
介
の
線
に
乗
せ
、
又
は
、
職
業
安
定
機
関
に
対
す
る
新
規
大
学
卒

業
者
の
求
職
申
込
状
況
に
応
じ
、
職
業
紹
介
を
行
う
等
こ
れ
が
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈤

右
の
外
、
学
生
就
職
対
策
本
部
は
、
経
営
者
協
会
、
商
工
会
議
所
等
の
経
営
者
団
体
に
対
し

積
極
的
な
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
を
依
頼
し
、
求
人
口
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
獲
得
し
た
求
人
に
対
す
る
職
業
紹
介
に
つ
い
て
は
㈣
に
準
じ
て
大
学
、
職
業
安
定
機
関
の

連
絡
調
整
を
図
り
、
職
業
紹
介
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

四
、
啓
発
広
報

㈠

新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
に
つ
い
て
、
中
央
、
地
方
を
通
じ
て
、
報
道
機
関
の
協
力
の

も
と
に
、
強
力
な
広
報
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
。

㈡

広
報
活
動
は
、
中
央
、
地
方
を
通
じ
て
、
学
生
就
職
対
策
本
部
が
中
心
と
な
り
、
経
営
者
団

体
の
実
際
的
活
動
と
相
ま
つ
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
雇
用
勧
奨
状
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
及
び
事
業

主
懇
談
会
等
あ
ら
ゆ
る
方
法
と
機
会
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
。
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㈢

広
報
活
動
は
、
大
都
市
、
大
企
業
に
対
す
る
雇
用
勧
奨
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
に
中
小
都
市
、

中
小
企
業
等
大
学
卒
業
者
の
就
職
未
開
拓
分
野
の
啓
発
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

㈣

大
学
に
お
い
て
は
、
新
規
大
学
卒
業
者
及
び
在
学
者
に
対
し
、
大
都
市
、
大
企
業
へ
の
集
中

の
傾
向
を
打
破
し
、
広
い
視
野
に
立
つ
就
職
を
図
る
よ
う
有
効
適
切
な
指
導
助
言
を
行
う
こ
と
。

別
紙
（
編
注
：
以
下
略
）

『
時
報
』

昭
和
三
〇
年
三
月
一
〇
日

〔
五
─
一
─
四
六
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
安
定
所
長
宛
（
三
〇
職
安
第
一
四
九
号
）

孤孤
児児
・・
母母
子子
家家
庭庭
児児
童童
等等
にに
対対
すす
るる
就就
職職
援援
護護
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

現
在
の
経
済
情
勢
下
に
お
い
て
社
会
的
に
不
利
な
条
件
に
あ
る
孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等

の
職
業
紹
介
に
つ
い
て
は
昨
年
九
月
二
十
八
日
付
二
九
職
安
第
五
二
九
号
を
も
っ
て
通
達
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
就
職
は
一
層
困
難
と
な
る
傾
向
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
不
当
に
差
別
取

扱
い
を
受
け
る
お
そ
れ
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
児
童
等
の
就
職
援
護
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、

今
般
労
働
省
で
は
別
紙
の
と
お
り
「
孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
援
護
に
関
す
る
実
施
対

策
要
綱
」
を
定
め
、
関
係
各
機
関
の
協
力
を
得
て
そ
の
就
職
促
進
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、

左
記
事
項
に
ご
留
意
の
上
関
係
機
関
と
の
密
接
な
連
携
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
特
に
雇
用
主

の
積
極
的
な
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
格
段
の
ご
配
慮
を
願
い
た
い
。

な
お
中
央
少
年
問
題
協
議
会
第
四
回
全
国
会
議
に
お
い
て
行
わ
れ
た
標
記
援
護
対
策
に
関

す
る
決
議
に
基
づ
き
、
内
閣
は
各
種
事
業
主
団
体
に
対
し
本
措
置
に
つ
い
て
の
理
解
と
協
力
を

要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
時
に
発
表
さ
れ
た
労
働
大
臣
談
話
は
別
紙
二
の
と
お
り
で
あ

る
か
ら
承
知
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
本
措
置
の
対
象
に
つ
い
て

１
．
本
措
置
は
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
、
両
親
又
は
そ
の
一
方
が
い
な
い
た
め
に
就
職
す

る
に
当
た
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
う
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
つ
い
て
そ
の
弊
害
を
除
去

し
、
一
般
の
青
少
年
と
同
様
の
条
件
の
下
に
就
職
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
で
あ
っ
て
も
、
就
職
す
る
に
当
た
っ
て
一
般
青
少
年
と

同
一
の
取
扱
を
受
け
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
職
業
紹
介
の
線
に
従
っ
て
就
職
あ

っ
旋
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
．
公
共
職
業
安
定
所
は
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
職
業
紹
介
に
当
た
っ
て
直
ち
に
本
措

置
に
よ
る
取
扱
を
行
う
こ
と
な
く
、
本
人
の
家
庭
状
況
、
就
職
希
望
状
況
、
職
業
相
談
、

職
業
指
導
の
結
果
、
求
人
状
況
等
の
諸
般
の
情
勢
を
勘
案
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
を
受
け

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
考
せ
ら
れ
る
場
合
に
本
措
置
に
よ
る
取
扱
を
行
う
こ
と
。

二
、
就
職
の
促
進
に
つ
い
て

（
一
）
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
中
に
は
そ
の
生
活
環
境
、
或
は
家
庭
的
貧
困
等
に
よ
り
職

業
適
応
を
阻
害
す
る
性
格
的
要
因
を
有
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
の
法
に

よ
り
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
職
業
指
導
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

１
．
公
共
職
業
安
定
所
の
長
期
職
業
指
導
は
、
そ
の
性
質
上
、
単
に
公
共
職
業
安
定
所

の
み
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
の
で
予
め
学
校
、
養
護
施
設
等
と
密
な

連
絡
を
保
ち
、
問
題
の
所
在
、
指
導
の
方
向
等
に
つ
き
充
分
な
打
合
せ
を
行
い
取

扱
の
統
一
を
図
る
こ
と
。

２
．
こ
れ
ら
児
童
の
大
部
分
は
そ
れ
自
体
、
他
の
児
童
と
何
ら
変
わ
り
は
な
く
充
分
な

職
業
適
応
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
不
当
な
社
会
的
偏
見
の
み
に
よ
り
不

利
な
取
扱
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
に
鑑
み
、
職
業
講
和
事
業
所
見
学
等
を
通

じ
職
業
生
活
の
意
義
、
適
職
選
定
に
必
要
な
具
体
的
知
識
等
の
供
与
、
日
常
の
生

活
指
導
を
通
じ
て
の
勤
労
の
気
構
え
の
培
養
、
更
に
明
記
し
て
よ
く
他
と
協
調
す

る
性
格
の
陶
冶
等
に
主
眼
を
お
い
て
職
業
指
導
を
お
こ
な
う
こ
と
。

３
．
家
庭
環
境
、
或
は
こ
れ
に
よ
り
生
ず
る
家
庭
の
貧
困
等
に
よ
り
職
業
適
応
を
阻
害

す
る
性
格
的
要
因
を
有
す
る
一
部
児
童
に
対
し
て
は
、
学
校
、
養
護
施
設
等
か
ら

日
常
観
察
に
よ
る
通
報
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
個
々
に
つ
い
て
、
必
要
な
場

合
に
は
関
係
者
に
よ
る
職
業
相
談
会
議
を
開
き
、
そ
の
障
害
の
程
度
種
類
等
に
よ

り
矯
正
の
担
当
を
決
め
、
こ
れ
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

４
．
適
職
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
児
童
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
に
至
る
迄
に
入
手

し
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
と
職
業
指
導
の
経
過
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
援
助
を
行
う
こ

と
。

こ
の
場
合
、
適
職
の
選
定
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
家
族
構
成
の
欠
陥
の
故
に
特
殊
な
指
導
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う

注
意
す
る
こ
と
。

（
二
）
こ
れ
ら
児
童
の
職
業
紹
介
に
当
た
っ
て
は
特
に
左
の
諸
点
に
留
意
し
慎
重
に
こ
れ
を
行

う
こ
と
。

１
．
職
業
紹
介
は
こ
れ
ら
児
童
を
重
点
的
に
取
扱
う
も
の
と
す
る
が
、
孤
児
、
母
子
家

庭
児
童
な
る
が
故
に
一
般
青
少
年
と
別
個
の
職
業
紹
介
を
お
こ
な
う
こ
と
な
く
、

一
般
の
職
業
紹
介
の
線
に
則
っ
て
行
う
こ
と
。
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但
し
、
積
極
的
な
啓
蒙
活
動
に
か
か
わ
ら
ず
未
だ
こ
れ
ら
児
童
に
対
し
固
く
門
を

閉
ざ
し
た
る
こ
と
が
明
白
な
事
業
所
に
対
し
、
不
用
意
に
紹
介
し
て
徒
に
児
童
の

心
を
傷
つ
け
、
自
信
を
喪
失
せ
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。

２
．
職
業
紹
介
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
の
家
庭
環
境
等
を
考
慮
し
、
そ
の
服
装

・
言
語
・
挙
指
等
に
つ
き
特
に
留
意
し
、
面
接
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら

不
利
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
援
助
す
る
こ
と
。

（
三
）
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
考
慮
を
も
っ
て
取
り
扱
う
こ

と
と
し
、
家
庭
の
貧
困
な
者
に
つ
い
て
は
生
活
保
護
法
の
適
用
等
に
つ
き
関
係
機
関

に
連
絡
す
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

三
、
障
害
の
除
去
に
つ
い
て

（
一
）
す
で
に
新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用
選
考
時
期
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
当
面
の
緊
急
措
置

と
し
て
適
当
な
身
元
保
証
人
の
な
い
た
め
就
職
で
き
な
い
児
童
で
あ
っ
て
、
身
許
を

保
証
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
で
き
る
限
り
婦
人

少
年
室
協
助
員
、
児
童
委
員
、
民
生
委
員
等
か
ら
適
当
な
身
許
保
証
人
を
選
定
委
託

す
る
措
置
を
講
ず
る
等
身
許
保
証
の
欠
如
に
伴
う
障
害
の
除
去
に
努
め
る
こ
と
。

（
二
）
身
許
保
証
人
の
委
託
に
あ
た
っ
て
は
事
前
に
こ
れ
ら
児
童
と
身
許
保
証
人
と
の
接
触
の

機
会
を
造
り
、
親
し
み
の
あ
る
関
係
に
お
く
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四
、
就
職
后
の
補
導
に
つ
い
て

新
規
学
校
卒
業
者
職
業
紹
介
年
間
計
画
に
基
づ
き
工
場
事
業
場
に
お
い
て
就
職
后
の
補

導
を
実
施
す
る
際
に
は
、
学
校
、
養
護
施
設
、
保
護
者
等
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
ら
児

童
等
の
就
職
后
の
状
況
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
を
期
し
、
そ
の
定
着
性
の
増
進
、
明
瞭

性
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
こ
れ
ら
児
童
が
一
般
の
青
少
年
か
ら
差
別

さ
れ
た
補
導
を
受
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
啓
発
宣
伝
に
つ
い
て

関
係
各
機
関
と
連
携
の
上
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
積
極
的
な
啓
発
を
展
開
す
る
こ
と
。

な
お
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
を
採
用
し
な
い
、
又
は
採
用
を
好
ま
な
い
雇
用
主
か
ら
そ

の
具
体
的
理
由
等
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
、
そ
の
打
開
に
つ
い
て
そ
の
有
効
適
切
な

措
置
を
講
ず
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
児
童
の
就
職
に
関
す
る
好
事
例
を
あ
げ
て
啓
発
宣
伝

の
促
進
を
図
る
こ
と
。

１
．
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
が
家
族
構
成
の
欠
陥
が
原
因
と
な
っ
て
不
良
化
す
る
場
合
は

極
め
て
一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
者
は
、
よ
く
困
苦
に
耐
え
、
着
実

健
全
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
。

２
．
事
業
主
が
採
用
選
考
に
当
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
家
庭
状
況
を
も
っ
て
直
ち
に
不
適
格
と

判
断
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
作
業
遂
行
上
の
能
力
、
資
格
、
個
人
的
特
質
等
の
要
素
に

つ
い
て
充
分
検
討
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
採
用
方
法
で
あ
る
こ
と
。

３
．
職
業
安
定
機
関
と
し
て
は
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
斡
旋
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機

関
と
も
充
分
連
絡
の
上
、
身
許
の
保
証
及
び
好
ま
し
く
な
い
性
格
の
改
善
、
育
成
等
に

つ
い
て
措
置
を
も
講
じ
、
万
全
を
期
し
て
い
る
こ
と
。

４
．
そ
の
他
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
に
つ
い
て
の
好
事
例
の
紹
介
。

別
紙
一孤孤

児児
、、
母母
子子
家家
庭庭
児児
童童
等等
のの
就就
職職
援援
護護
にに
関関
すす
るる
実実
施施
対対
策策
要要
綱綱

昭
和
二
九
．
一
一
．
一
二

労

働

省

一
、
方
針

雇
用
情
勢
の
悪
化
は
社
会
的
に
不
利
な
条
件
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
強
く
反
映
す
る
傾

向
が
あ
る
が
、
孤
児
又
は
片
親
を
欠
く
児
童
が
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
、

単
に
そ
の
家
族
構
成
の
欠
陥
を
以
っ
て
直
ち
に
本
人
の
性
格
又
は
身
許
保
証
等
に
つ
い

て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
差
別
的
取
扱
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
が
就
職
援
護
に
つ
い
て
、
万
全
を
期
す
る
た
め
に
次
の
対
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ

る
。

二
、
対
策

こ
の
要
綱
の
対
象
と
な
る
者
は
、
両
親
又
は
そ
の
一
方
が
な
い
た
め
に
職
業
に
就
こ
う

と
す
る
に
当
た
っ
て
不
利
益
な
扱
い
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
二
十
年
に
満
た
な

い
者
と
す
る
。

三
、
措
置

職
業
安
定
機
関
は
関
係
所
機
関
と
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
関
係
諸
団
体
特
に
使
用
者
の

協
力
を
得
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

（
一
）
障
害
の
除
去

⑴
職
業
安
定
機
関
は
、
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
が
身
許
保
証
人
の
な
い
た
め
に
職
業
に

就
こ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
児
童

委
員
、
婦
人
少
年
室
協
助
員
等
適
当
な
身
許
保
証
人
（
以
下
委
託
保
証
人
と
云
う
）
を

予
め
選
定
し
て
お
き
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
に
身
許
保
証
を
依
頼
す
る
も
の
と
す

る
。
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但
し
、
積
極
的
な
啓
蒙
活
動
に
か
か
わ
ら
ず
未
だ
こ
れ
ら
児
童
に
対
し
固
く
門
を

閉
ざ
し
た
る
こ
と
が
明
白
な
事
業
所
に
対
し
、
不
用
意
に
紹
介
し
て
徒
に
児
童
の

心
を
傷
つ
け
、
自
信
を
喪
失
せ
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。

２
．
職
業
紹
介
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
の
家
庭
環
境
等
を
考
慮
し
、
そ
の
服
装

・
言
語
・
挙
指
等
に
つ
き
特
に
留
意
し
、
面
接
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら

不
利
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
援
助
す
る
こ
と
。

（
三
）
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
考
慮
を
も
っ
て
取
り
扱
う
こ

と
と
し
、
家
庭
の
貧
困
な
者
に
つ
い
て
は
生
活
保
護
法
の
適
用
等
に
つ
き
関
係
機
関

に
連
絡
す
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

三
、
障
害
の
除
去
に
つ
い
て

（
一
）
す
で
に
新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用
選
考
時
期
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
当
面
の
緊
急
措
置

と
し
て
適
当
な
身
元
保
証
人
の
な
い
た
め
就
職
で
き
な
い
児
童
で
あ
っ
て
、
身
許
を

保
証
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
で
き
る
限
り
婦
人

少
年
室
協
助
員
、
児
童
委
員
、
民
生
委
員
等
か
ら
適
当
な
身
許
保
証
人
を
選
定
委
託

す
る
措
置
を
講
ず
る
等
身
許
保
証
の
欠
如
に
伴
う
障
害
の
除
去
に
努
め
る
こ
と
。

（
二
）
身
許
保
証
人
の
委
託
に
あ
た
っ
て
は
事
前
に
こ
れ
ら
児
童
と
身
許
保
証
人
と
の
接
触
の

機
会
を
造
り
、
親
し
み
の
あ
る
関
係
に
お
く
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四
、
就
職
后
の
補
導
に
つ
い
て

新
規
学
校
卒
業
者
職
業
紹
介
年
間
計
画
に
基
づ
き
工
場
事
業
場
に
お
い
て
就
職
后
の
補

導
を
実
施
す
る
際
に
は
、
学
校
、
養
護
施
設
、
保
護
者
等
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
ら
児

童
等
の
就
職
后
の
状
況
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
を
期
し
、
そ
の
定
着
性
の
増
進
、
明
瞭

性
の
向
上
に
努
力
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
こ
れ
ら
児
童
が
一
般
の
青
少
年
か
ら
差
別

さ
れ
た
補
導
を
受
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
啓
発
宣
伝
に
つ
い
て

関
係
各
機
関
と
連
携
の
上
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
積
極
的
な
啓
発
を
展
開
す
る
こ
と
。

な
お
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
を
採
用
し
な
い
、
又
は
採
用
を
好
ま
な
い
雇
用
主
か
ら
そ

の
具
体
的
理
由
等
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
、
そ
の
打
開
に
つ
い
て
そ
の
有
効
適
切
な

措
置
を
講
ず
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
児
童
の
就
職
に
関
す
る
好
事
例
を
あ
げ
て
啓
発
宣
伝

の
促
進
を
図
る
こ
と
。

１
．
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
が
家
族
構
成
の
欠
陥
が
原
因
と
な
っ
て
不
良
化
す
る
場
合
は

極
め
て
一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
者
は
、
よ
く
困
苦
に
耐
え
、
着
実

健
全
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
。

２
．
事
業
主
が
採
用
選
考
に
当
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
家
庭
状
況
を
も
っ
て
直
ち
に
不
適
格
と

判
断
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
作
業
遂
行
上
の
能
力
、
資
格
、
個
人
的
特
質
等
の
要
素
に

つ
い
て
充
分
検
討
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
採
用
方
法
で
あ
る
こ
と
。

３
．
職
業
安
定
機
関
と
し
て
は
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
斡
旋
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
機

関
と
も
充
分
連
絡
の
上
、
身
許
の
保
証
及
び
好
ま
し
く
な
い
性
格
の
改
善
、
育
成
等
に

つ
い
て
措
置
を
も
講
じ
、
万
全
を
期
し
て
い
る
こ
と
。

４
．
そ
の
他
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
に
つ
い
て
の
好
事
例
の
紹
介
。

別
紙
一孤孤

児児
、、
母母
子子
家家
庭庭
児児
童童
等等
のの
就就
職職
援援
護護
にに
関関
すす
るる
実実
施施
対対
策策
要要
綱綱

昭
和
二
九
．
一
一
．
一
二

労

働

省

一
、
方
針

雇
用
情
勢
の
悪
化
は
社
会
的
に
不
利
な
条
件
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
強
く
反
映
す
る
傾

向
が
あ
る
が
、
孤
児
又
は
片
親
を
欠
く
児
童
が
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
、

単
に
そ
の
家
族
構
成
の
欠
陥
を
以
っ
て
直
ち
に
本
人
の
性
格
又
は
身
許
保
証
等
に
つ
い

て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
差
別
的
取
扱
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
が
就
職
援
護
に
つ
い
て
、
万
全
を
期
す
る
た
め
に
次
の
対
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ

る
。

二
、
対
策

こ
の
要
綱
の
対
象
と
な
る
者
は
、
両
親
又
は
そ
の
一
方
が
な
い
た
め
に
職
業
に
就
こ
う

と
す
る
に
当
た
っ
て
不
利
益
な
扱
い
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
二
十
年
に
満
た
な

い
者
と
す
る
。

三
、
措
置

職
業
安
定
機
関
は
関
係
所
機
関
と
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
関
係
諸
団
体
特
に
使
用
者
の

協
力
を
得
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

（
一
）
障
害
の
除
去

⑴
職
業
安
定
機
関
は
、
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等
が
身
許
保
証
人
の
な
い
た
め
に
職
業
に

就
こ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
児
童

委
員
、
婦
人
少
年
室
協
助
員
等
適
当
な
身
許
保
証
人
（
以
下
委
託
保
証
人
と
云
う
）
を

予
め
選
定
し
て
お
き
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
に
身
許
保
証
を
依
頼
す
る
も
の
と
す

る
。
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⑵
委
託
保
証
人
を
附
し
て
就
職
し
た
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
就
職
后
一
年
以
内
に
お
い

て
事
故
を
発
生
し
、
委
託
保
証
人
が
こ
の
損
失
を
償
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
共
同
募

金
そ
の
他
の
寄
附
金
を
も
っ
て
、
補
填
す
る
方
途
を
講
ず
る
よ
う
関
係
機
関
に
要
請
す

る
こ
と
。

（
二
）
就
職
の
促
進

⑴
公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
長
期
職
業
指
導
計
画
を
樹
立

し
、
養
護
施
設
、
母
子
家
庭
福
祉
施
設
及
び
学
校
の
長
の
協
力
を
得
て
、
孤
児
母
子
家

庭
児
童
等
が
職
業
に
就
く
ま
で
に
お
け
る
長
期
に
亘
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
。

⑵
公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
に
つ
き
、
求
人
者
の
指
導
啓
発

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
積
極
的
な
職
業
斡
旋
を
行
う
こ
と
。

⑶
職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
し
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㋑
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
入
所
せ
し
め
る
こ
と
。

㋺
寄
宿
舎
等
の
収
容
施
設
に
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
収
容
す
る
こ
と
。

㋩
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
う
ち
、
生
活
保
護
法
の
適
用
を
う
け
つ
つ
あ
る
家
庭
の
孤

児
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
補
導
機
関
中
に
お
け
る
作
業
衣
、
交
通
費

等
必
要
な
経
費
を
支
給
す
る
こ
と
。

⑷
国
、
公
共
団
体
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
雇

用
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
三
）
就
職
后
の
補
導

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
后
の
補
導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
慎
重
を
期

す
る
も
の
と
す
る
。

（
四
）
啓
蒙
宣
伝

労
働
省
、
厚
生
省
及
び
文
部
省
等
関
係
機
関
は
、
国
民
一
般
特
に
事
業
主
に
対
し
孤

児
母
子
家
庭
児
童
等
が
そ
の
由
来
す
る
所
は
、
大
多
数
が
戦
争
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と

の
認
識
と
理
解
を
深
め
、
事
業
主
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
に
当
た
っ
て
単
に
孤
児
母

子
家
庭
児
童
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
差
別
的
扱
い
を
し
な
い
よ
う
、
関
係
団

体
等
の
協
力
を
得
て
、
そ
の
啓
発
、
広
報
活
動
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

別
紙
二労労

働働
大大
臣臣
談談
話話

孤
児
母
子
家
庭
の
児
童
等
両
親
が
健
全
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
雇
用
主
の
一
部
に
お
い

て
両
親
が
健
全
で
な
い
故
に
、
そ
の
採
用
を
忌
避
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
、
特
に
現
下
の
雇

用
情
勢
下
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
傾
向
が
著
し
く
な
っ
て
く
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
孤

児
及
び
母
子
家
庭
児
童
は
、
そ
の
多
く
が
戦
争
に
よ
る
直
接
間
接
の
犠
牲
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

恵
ま
れ
な
い
家
庭
環
境
の
も
と
に
育
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
就
職
に
際
し
、
勤
労
能

力
が
一
般
の
青
少
年
と
相
違
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
に
両
親
が
健
在
で
な
い
と
い
う
理
由

だ
け
で
就
職
の
門
を
閉
ざ
す
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
、
適
材
適
所
の
見
地
か
ら
も
、
又
社
会
的
に

見
て
も
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。

労
働
省
と
し
て
は
、
従
前
か
ら
そ
の
差
別
的
取
扱
い
の
是
正
に
つ
と
め
就
職
の
促
進
を
図
っ

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
た
め
に
は
特
に
雇
用
主
の
積
極
的
な
理
解
と
協
力
が
必
要
で
あ

り
、
青
少
年
問
題
協
議
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
に
つ
き
政
府
に
善
処
方
を
要
望
し
て
い
る
。

よ
っ
て
国
、
公
共
団
体
、
公
共
企
業
体
等
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
児
童
を
率
先
し
て
採
用
す

る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
い
の
で
、
雇
用
主
各
位
に
お
い
て
も
孤
児
、
母
子
家
庭
児
童
等

の
就
職
問
題
に
関
す
る
理
解
を
深
め
ら
れ
、
そ
の
採
用
に
積
極
的
な
協
力
を
お
願
い
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
四
月
一
八
日

〔
五
─
一
─
四
七
〕
労
働
部
長
、
各
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
一
〇
三
号
）

補補
導導
生生
・・
共共
同同
作作
業業
所所
作作
業業
員員
にに
対対
すす
るる
労労
務務
加加
配配
米米
のの
配配
給給
要要
領領
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
屡
次
の
通
達
に
よ
り
指
示
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
そ
の
配
給
を
実
施
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
そ
の
配
給
要
領
を
左
記
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
承
知
の

上
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記記

補
導
生
・
共
同
作
業
所
作
業
員
に
対
す
る
労
務
加
配
米
の
配
給
要
領

一
、
配
給
実
施
の
根
拠

食
糧
管
理
法
第
八
条
の
三
・
同
施
行
令
第
四
条
を
根
拠
法
令
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る

「
米
穀
の
配
給
要
綱
」
。

二
、
配
給
の
基
本
事
項

㈠
配
給
品
目
・
配
給
基
準
量
及
び
配
給
割
当
数
量

１
．
配
給
品
目

米
穀
（
内
地
米
・
指
定
外
米
及
び
外
米
）
と
す
る
。

２
．
配
給
基
準
量

職
業
補
導
に
つ
い
て
は
、
一
日
当
た
り
八
〇
瓦
と
す
る
。
但
し
、
全
職
業
補
導
種
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目
平
均
八
〇
瓦
に
な
る
よ
う
次
に
定
め
る
種
目
別
加
配
基
準
量
に
よ
る
。

種

目

名

１
日
当
り
加

備

考

配
基
準
量

自
動
車
整
備
・
板
金
・
溶
接
・
建
築

九
〇
瓦

・
第
二
部
（
夜
間
）
に
つ
い
て
は
、
一
日
当
加

電
気
機
器
修
理
（
重
電
気
）
・
機
械
・
旋
盤
・

八
〇
瓦

配
基
準
量
の
二
分
の
一
を
一
日
当
加
配
基
準
量

仕
上
・
電
気
（
電
工
）
・
木
工
・
塗
装
・
自
動

と
す
る
。

車
電
気
・
オ
ー
ト
三
輪
車
運
転
及
び
整
備

・
生
産
世
帯
所
属
の
対
象
者
に
お
い
て
は
、
完

時
計
修
理
・
無
線
通
信
・
洋
裁
・
男
子
服
・
ミ

六
〇
瓦

全
、
準
完
全
生
産
世
帯
の
場
合
は
八
〇
瓦
を
不

シ
ン
縫
製
・
謄
写
印
刷
・
義
肢
・
美
容
・
製
靴

完
全
生
産
世
帯
の
保
有
期
間
の
者
は
四
〇
瓦
を

・
袋
物
（
皮
革
加
工
）
・
編
物
・
英
（
和
）
文

そ
れ
ぞ
れ
差
し
引
い
た
数
量
と
す
る
。

タ
イ
プ
・
製
図

３
．
配
給
割
当
数
量

配
給
基
準
量
に
稼
働
日
数
（
出
席
日
数
）
を
乗
じ
た
数
量
と
、
こ
の
数
量
に
知

事
が
別
に
指
示
す
る
外
米
配
給
割
合
を
乗
じ
た
数
量
と
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

㈡

配
給
の
対
象

加
配
対
象
種
目
（
㈠
の
２
）
の
職
業
補
導
生
・
共
同
作
業
所
作
業
員
及
び
当
該
種
目

の
指
導
職
員
。

㈢

配
給
の
期
限

配
給
の
期
限
は
、
配
給
月
の
末
日
と
す
る
。
但
し
、
配
給
庁
が
特
別
の
事
由
に
よ
り

当
該
期
限
ま
で
に
配
給
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は

配
給
月
の
翌
月
末
日
ま
で
と
す
る
。

㈣

生
産
世
帯
に
属
す
る
加
配
対
象
者
の
把
握

１
．
加
配
対
象
者
と
な
っ
た
も
の
は
、
対
象
者
と
な
っ
た
時
、
及
び
米
穀
年
度
毎
に
原

則
と
し
て
受
配
代
表
責
任
者
に
お
い
て
、
同
一
市
・
区
・
町
・
村
の
居
住
者
毎

に
一
括
し
て
別
紙
様
式
㈠
に
よ
り
連
名
に
よ
り
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

２
．
１
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
個
々
に
別
紙
様

式
（
二
）
に
よ
り
各
居
住
市
・
区
・
町
・
村
よ
り
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

三
、
配
給
の
方
法

㈠
購
入
券

１
．
農
林
大
臣
の
発
給
す
る
購
入
券
の
中

「
工
場
事
業
用
労
務
加
配
主
食
食
料
購
入
通
帳
」
を
使
用
す
る
。

２
．
主
要
食
糧
購
入
通
帳
の
取
扱
要
領

（
ⅰ
）
新
・
旧
購
入
通
帳
の
切
換
交
付
期
日
は
、
毎
年
一
二
月
一
日
と
す
る
。
但
し
、

別
に
期
日
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

切
換
交
付
手
続
き
は
、
配
給
庁
に
お
い
て
新
購
入
通
帳
を
交
付
機
関
を
通
じ

て
受
配
代
表
責
任
者
に
交
付
し
使
用
済
み
の
旧
購
入
通
帳
を
切
換
期
日
ま

で
に
回
収
す
る
。

新
購
入
通
帳
は
、
切
換
期
日
以
後
に
お
い
て
配
給
割
当
数
量
を
記
入
す
る
分

か
ら
使
用
す
る
。

（
ⅱ
）
購
入
通
帳
の
表
紙
は
、
配
給
庁
・
交
付
機
関
に
お
い
て
記
入
し
、
配
給
割

当
数
量
欄
は
配
給
庁
に
お
い
て
毎
月
記
入
す
る
。

（
ⅲ
）
購
入
通
帳
を
な
く
し
た
場
合
は
、
受
配
代
表
責
任
者
か
ら
事
情
聴
取
の
上
、

止
む
を
得
な
い
と
認
め
た
場
合
に
限
っ
て
「
小
売
販
売
業
者
」
の
配
給
済

証
明
書
及
び
所
轄
警
察
長
の
亡
失
届
出
済
証
明
書
を
提
出
せ
し
め
、
購
入

通
帳
の
表
紙
に
「
再
交
付
」
と
し
て
交
付
し
、
亡
失
購
入
通
帳
の
無
効
を

登
録
小
売
販
売
業
者
に
通
知
す
る
。

㈡

受
配
代
表
責
任
者
の
選
定

１
．
受
配
対
象
施
設
（
総
合
職
業
補
導
所
・
公
共
職
業
補
導
所
・
共
同
作
業
所
）
に
お

い
て
は
、
予
め
協
議
の
上
受
配
代
表
責
任
者
を
選
定
し
、
交
付
機
関
に
届
出
で

認
証
を
受
け
る
。

２
．
１
の
受
配
代
表
責
任
者
は
別
紙
様
式
㈢
に
示
す
。
委
任
状
を
書
く
受
配
者
よ
り
微

し
、
認
証
の
際
提
示
し
確
認
を
受
け
る
。

㈢

労
務
加
配
割
当

１
．
受
配
代
表
責
任
者
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
、
受
配
者
の
前
の
稼
動
積
分
に
対
す
る

「
労
務
加
配
割
当
申
請
書
」
別
紙
様
式
㈣
（
別
表
４
の
⑴
に
よ
り
業
種
所
管
地

方
庁
に
提
出
す
る
。

２
．
１
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
割
当
申
請
書
」
を
審
査
確
認
の
上
業
種
所
管
地
方
庁
は

地
方
配
給
庁
に
提
出
す
る
。

３
．
「
割
当
申
請
書
」
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
「
割
当
申
請
書
」
で

要
請
し
て
い
る
稼
動
実
績
に
対
す
る
か
加
配
の
割
当
は
行
わ
な
い
。

㈣

受
配
者
に
対
す
る
配
給

１
．
受
配
代
表
責
任
者
は
割
当
を
受
け
た
購
入
通
帳
に
よ
り
登
録
し
て
あ
る
小
売
販
売
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目
平
均
八
〇
瓦
に
な
る
よ
う
次
に
定
め
る
種
目
別
加
配
基
準
量
に
よ
る
。

種

目

名

１
日
当
り
加

備

考

配
基
準
量

自
動
車
整
備
・
板
金
・
溶
接
・
建
築

九
〇
瓦

・
第
二
部
（
夜
間
）
に
つ
い
て
は
、
一
日
当
加

電
気
機
器
修
理
（
重
電
気
）
・
機
械
・
旋
盤
・

八
〇
瓦

配
基
準
量
の
二
分
の
一
を
一
日
当
加
配
基
準
量

仕
上
・
電
気
（
電
工
）
・
木
工
・
塗
装
・
自
動

と
す
る
。

車
電
気
・
オ
ー
ト
三
輪
車
運
転
及
び
整
備

・
生
産
世
帯
所
属
の
対
象
者
に
お
い
て
は
、
完

時
計
修
理
・
無
線
通
信
・
洋
裁
・
男
子
服
・
ミ

六
〇
瓦

全
、
準
完
全
生
産
世
帯
の
場
合
は
八
〇
瓦
を
不

シ
ン
縫
製
・
謄
写
印
刷
・
義
肢
・
美
容
・
製
靴

完
全
生
産
世
帯
の
保
有
期
間
の
者
は
四
〇
瓦
を

・
袋
物
（
皮
革
加
工
）
・
編
物
・
英
（
和
）
文

そ
れ
ぞ
れ
差
し
引
い
た
数
量
と
す
る
。

タ
イ
プ
・
製
図

３
．
配
給
割
当
数
量

配
給
基
準
量
に
稼
働
日
数
（
出
席
日
数
）
を
乗
じ
た
数
量
と
、
こ
の
数
量
に
知

事
が
別
に
指
示
す
る
外
米
配
給
割
合
を
乗
じ
た
数
量
と
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

㈡

配
給
の
対
象

加
配
対
象
種
目
（
㈠
の
２
）
の
職
業
補
導
生
・
共
同
作
業
所
作
業
員
及
び
当
該
種
目

の
指
導
職
員
。

㈢

配
給
の
期
限

配
給
の
期
限
は
、
配
給
月
の
末
日
と
す
る
。
但
し
、
配
給
庁
が
特
別
の
事
由
に
よ
り

当
該
期
限
ま
で
に
配
給
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は

配
給
月
の
翌
月
末
日
ま
で
と
す
る
。

㈣

生
産
世
帯
に
属
す
る
加
配
対
象
者
の
把
握

１
．
加
配
対
象
者
と
な
っ
た
も
の
は
、
対
象
者
と
な
っ
た
時
、
及
び
米
穀
年
度
毎
に
原

則
と
し
て
受
配
代
表
責
任
者
に
お
い
て
、
同
一
市
・
区
・
町
・
村
の
居
住
者
毎

に
一
括
し
て
別
紙
様
式
㈠
に
よ
り
連
名
に
よ
り
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

２
．
１
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
の
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
個
々
に
別
紙
様

式
（
二
）
に
よ
り
各
居
住
市
・
区
・
町
・
村
よ
り
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

三
、
配
給
の
方
法

㈠
購
入
券

１
．
農
林
大
臣
の
発
給
す
る
購
入
券
の
中

「
工
場
事
業
用
労
務
加
配
主
食
食
料
購
入
通
帳
」
を
使
用
す
る
。

２
．
主
要
食
糧
購
入
通
帳
の
取
扱
要
領

（
ⅰ
）
新
・
旧
購
入
通
帳
の
切
換
交
付
期
日
は
、
毎
年
一
二
月
一
日
と
す
る
。
但
し
、

別
に
期
日
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

切
換
交
付
手
続
き
は
、
配
給
庁
に
お
い
て
新
購
入
通
帳
を
交
付
機
関
を
通
じ

て
受
配
代
表
責
任
者
に
交
付
し
使
用
済
み
の
旧
購
入
通
帳
を
切
換
期
日
ま

で
に
回
収
す
る
。

新
購
入
通
帳
は
、
切
換
期
日
以
後
に
お
い
て
配
給
割
当
数
量
を
記
入
す
る
分

か
ら
使
用
す
る
。

（
ⅱ
）
購
入
通
帳
の
表
紙
は
、
配
給
庁
・
交
付
機
関
に
お
い
て
記
入
し
、
配
給
割

当
数
量
欄
は
配
給
庁
に
お
い
て
毎
月
記
入
す
る
。

（
ⅲ
）
購
入
通
帳
を
な
く
し
た
場
合
は
、
受
配
代
表
責
任
者
か
ら
事
情
聴
取
の
上
、

止
む
を
得
な
い
と
認
め
た
場
合
に
限
っ
て
「
小
売
販
売
業
者
」
の
配
給
済

証
明
書
及
び
所
轄
警
察
長
の
亡
失
届
出
済
証
明
書
を
提
出
せ
し
め
、
購
入

通
帳
の
表
紙
に
「
再
交
付
」
と
し
て
交
付
し
、
亡
失
購
入
通
帳
の
無
効
を

登
録
小
売
販
売
業
者
に
通
知
す
る
。

㈡

受
配
代
表
責
任
者
の
選
定

１
．
受
配
対
象
施
設
（
総
合
職
業
補
導
所
・
公
共
職
業
補
導
所
・
共
同
作
業
所
）
に
お

い
て
は
、
予
め
協
議
の
上
受
配
代
表
責
任
者
を
選
定
し
、
交
付
機
関
に
届
出
で

認
証
を
受
け
る
。

２
．
１
の
受
配
代
表
責
任
者
は
別
紙
様
式
㈢
に
示
す
。
委
任
状
を
書
く
受
配
者
よ
り
微

し
、
認
証
の
際
提
示
し
確
認
を
受
け
る
。

㈢

労
務
加
配
割
当

１
．
受
配
代
表
責
任
者
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
、
受
配
者
の
前
の
稼
動
積
分
に
対
す
る

「
労
務
加
配
割
当
申
請
書
」
別
紙
様
式
㈣
（
別
表
４
の
⑴
に
よ
り
業
種
所
管
地

方
庁
に
提
出
す
る
。

２
．
１
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
割
当
申
請
書
」
を
審
査
確
認
の
上
業
種
所
管
地
方
庁
は

地
方
配
給
庁
に
提
出
す
る
。

３
．
「
割
当
申
請
書
」
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
「
割
当
申
請
書
」
で

要
請
し
て
い
る
稼
動
実
績
に
対
す
る
か
加
配
の
割
当
は
行
わ
な
い
。

㈣

受
配
者
に
対
す
る
配
給

１
．
受
配
代
表
責
任
者
は
割
当
を
受
け
た
購
入
通
帳
に
よ
り
登
録
し
て
あ
る
小
売
販
売
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業
者
か
ら
米
穀
を
貰
い
受
け
「
個
人
別
配
分
明
細
表
」
別
紙
様
式
㈤
（
別
表
６
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
職
種
（
種
目
別
を
記
載
す
る
）
労
働
強
度
（
記
載
の
必
要

は
な
い
。
）
保
有
米
の
有
・
無
稼
働
日
数
（
出
席
日
数
）
等
に
よ
り
各
個
人
に
配

分
し
、
個
人
毎
に
受
配
印
を
押
捺
さ
せ
る
。

２
．
１
の
受
配
米
穀
の
買
受
に
当
っ
て
は
、
受
配
代
表
責
任
者
に
於
い
て
直
接
現
品
の

配
分
を
す
る
こ
と
な
く
小
売
販
売
業
者
よ
り
各
受
配
者
が
購
入
す
る
よ
う
手
配

す
る
こ
と
。

３
．
１
の
「
個
人
別
配
分
明
細
表
」
は
、
三
通
作
成
し
一
通
は
配
分
台
帳
と
し
て
受
配

代
表
責
任
者
が
、
一
通
は
小
売
販
売
業
者
に
、
又
残
余
の
一
通
は
県
職
業
補
導

課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

◎

受
配
代
表
責
任
者
、
県
職
業
補
導
課
保
管
分
に
は
受
配
印
を
確
実
に
押
捺
せ
し
め

る
こ
と
。

別
紙
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
七
月
一
五
日

〔
五
─
一
─
四
八
〕
職
業
補
導
課
長
、
神
奈
川
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
九
一
号
）

共共
同同
作作
業業
所所
月月
報報
のの
提提
出出
にに
つつ
いい
てて

共
同
作
業
所
作
業
員
の
就
労
状
況
を
把
握
し
、
業
務
運
営
上
の
資
料
と
し
た
い
の
で
左
記
に

よ
り
標
記
月
報
を
提
出
さ
れ
た
い
。

記記

一
．

月
報
は
別
紙
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
。

一
．
昭
和
三
十
年
七
月
分
よ
り
作
成
提
出
す
る
こ
と
と
し
、
提
出
期
日
は
翌
月
六
日
ま
で
と
す

る
。

一
．
報
告
様
式
は
二
部
作
成
し
、
そ
の
う
ち
一
通
は
控
え
と
し
て
保
管
し
一
部
を
提
出
す
る
こ

と
。

一
．

様
式
作
成
要
領

１
．

様
式
１
…
…
６
ま
で
は
公
共
職
業
補
導
所
月
報
に
準
じ
て
記
入
す
る
こ
と
。

２
．

収
容
人
員
…
…
作
業
種
目
毎
に
定
め
ら
れ
て
い
る
収
容
人
員
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

３
．

今
月
中
の
異
動
…
…
報
告
に
含
ま
れ
る
一
暦
月
中
の
作
業
員
の
異
動
状
況
を
入
所
退

所
に
分
け
て
記
入
す
る
こ
と
。

別紙様式

共 同 作 業 所 月 報

１．共同作業所名 ４．報告内容（昭和 年 月 日～ 月 日）

２．所 在 地 ５．共同作業所長

３．報告年月日 ６．報告作成者

⑴ ⑵ ⑶ 今月中の異動 ⑷今月末 ⑸ 4のうち ⑹ 作 業 賃

作 種 収 人 3a b 6a 月 額 6b 備

業 目 容 員 入所者数 退所者数 現在々所者 在寮者の数 最 高 最 低 平 均 月 間

支払総額 考

計 女子 計 女子 計 女子 計 女子 計 女子 計 女子 計 女子

合 計
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４
．

入
所
者
数
…
…
作
業
員
と
し
て
新
た
に
入
所
し
た
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子

と
に
分
け
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
．

退
所
者
数
…
就
職
そ
の
他
に
よ
り
退
所
し
た
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子
と
に

分
け
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

６
．

今
月
末
現
在
在
所
者
数
…
報
告
に
含
ま
れ
る
月
の
月
末
現
在
に
お
け
る
作
業
員
の
在

所
者
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

７
．

⑷
の
う
ち
在
寮
者
の
数
…
⑷
の
今
月
末
現
在
在
所
者
数
の
う
ち
報
告
に
含
ま
れ
る
月

の
月
末
現
在
寮
に
居
る
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子
と
に
分
け
）
を
記
入

す
る
こ
と
。

８
．

作
業
債
…
報
告
に
含
ま
れ
る
月
の
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
債
を
記
入
す
る
こ

と
。

９
．

月
額
（
最
高
・
最
低
・
平
均
）
…
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
賃
を
最
高
・
最
低

・
平
均
に
算
出
し
て
こ
れ
を
種
目
別
、
男
女
別
に
記
入
す
る
こ
と
。

．

月
間
支
払
総
額
…
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
賃
の
月
支
払
総
額
を
種
目
別
に
記

10

入
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
七
月
二
六
日

〔
五
─
一
─
四
九
〕
労
働
、
建
設
お
よ
び
運
輸
各
事
務
次
官
よ
り
各
祁
道
府
県
知
事
あ
て
通
達

（
労
働
省
発
職
第
八
九
号
）

特特
別別
失失
業業
対対
策策
事事
業業
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

緊
縮
政
策
の
推
進
に
伴
い
失
業
問
題
の
重
大
化
し
つ
つ
あ
る
折
か
ら
、
今
般
政
府
に
お
い
て

は
、
失
業
対
策
を
一
段
と
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
、
別
紙
要
領
に
従
い
特
別
失
業
対
策
事
業
を

計
画
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
事
項
を
お
含
み
の
上
事
業
の
施
行
に
遺
憾
な
き
を

期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
管
下
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
も
、
こ
の
旨
を
然
る
べ
く
御
伝
達
方
相
煩
わ
し

た
い
。

記記

一

特
別
失
業
対
策
事
業
は
、
失
業
者
の
多
数
発
生
し
て
い
る
主
要
都
市
及
び
重
要
産
業
地
帯

に
お
い
て
、
生
産
的
建
設
的
事
業
を
対
象
に
比
較
的
労
働
力
の
高
い
失
業
者
を
吸
収
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
能
力
の
保
全
培
養
と
、
事
業
の
経
済
的
効
果
の
向
上
と
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

本
事
業
に
要
す
る
予
算
は
労
働
省
に
計
上
の
上
、
事
業
の
実
施
に
際
し
て
は
、
建
設
省
又

は
運
輸
省
に
移
替
え
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

特
別
失
業
対
策
事
業
の
補
助
率
は
、
別
紙
要
領
に
示
す
如
く
特
別
な
割
合
が
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
本
事
業
の
特
質
に
鑑
み
、
予
算
積
算
上
従
来
の
例
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
力

費
及
び
事
務
費
に
つ
い
て
は
五
分
の
四
（
但
し
、
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
に
対
し
て
は
三

分
の
二
）
、
資
材
費
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
の
額
を
補
助
す
る
も
の
と
し
た
結
果
で
あ
る
こ

と
。

四

本
事
業
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
昭
和
二
九
年
八
月
三
日
閣
議
決
定
「
公
共
事
業
等
に
よ
る

失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
に
基
く
労
働
対
策
連
絡
協
議
会
の
効
果
的
運
営
に
よ

り
関
係
機
関
の
緊
密
な
る
連
絡
の
下
に
円
滑
な
る
施
行
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

別

紙

特特
別別
失失
業業
対対
策策
事事
業業
実実
施施
要要
領領

一

目

的

特
別
失
業
対
策
事
業
は
、
失
業
者
の
多
数
発
生
し
て
い
る
主
要
都
市
及
び
重
要
産
業
地
帯

に
お
い
て
、
生
産
的
建
設
的
事
業
を
対
象
に
比
較
的
労
働
能
力
の
高
い
失
業
者
を
吸
収
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
力
の
保
全
培
養
と
、
事
業
の
経
済
的
効
果
の
向
上
と
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

二

事
業
の
種
目

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
種
目
は
、
次
の
四
種
と
す
る
。

㈠

特
別
失
業
対
策
道
路
事
業

㈡

特
別
失
業
対
策
都
市
計
画
事
業

㈢

特
別
失
業
対
策
河
川
事
業

㈣

特
別
失
業
対
策
港
湾
事
業

三

事
業
の
実
施
地
域

特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
地
域
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村
（
特
別
市
及
び
特
別

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
隣
接
市
町
村
の
区
域
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所

の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
事
務
所
（
出
張
所
、
分
室
等
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
そ
の
紹
介
の
事
務
を
行
う
失
業
者
が
通
常
通
勤
で
き
る
範
囲
と
す
る
。

四

事

業

主

体

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
は
、
地
方
公
共
団
休
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
十
八
号
）
に
基
く
港
務
局
を
含
む
。
）
と
す
る
。

マ
マ

五

失
業
労
力
費
の
最
低
限
度
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４
．

入
所
者
数
…
…
作
業
員
と
し
て
新
た
に
入
所
し
た
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子

と
に
分
け
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

５
．

退
所
者
数
…
就
職
そ
の
他
に
よ
り
退
所
し
た
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子
と
に

分
け
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

６
．

今
月
末
現
在
在
所
者
数
…
報
告
に
含
ま
れ
る
月
の
月
末
現
在
に
お
け
る
作
業
員
の
在

所
者
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

７
．

⑷
の
う
ち
在
寮
者
の
数
…
⑷
の
今
月
末
現
在
在
所
者
数
の
う
ち
報
告
に
含
ま
れ
る
月

の
月
末
現
在
寮
に
居
る
者
の
数
（
男
女
の
合
計
数
と
女
子
と
に
分
け
）
を
記
入

す
る
こ
と
。

８
．

作
業
債
…
報
告
に
含
ま
れ
る
月
の
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
債
を
記
入
す
る
こ

と
。

９
．

月
額
（
最
高
・
最
低
・
平
均
）
…
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
賃
を
最
高
・
最
低

・
平
均
に
算
出
し
て
こ
れ
を
種
目
別
、
男
女
別
に
記
入
す
る
こ
と
。

．

月
間
支
払
総
額
…
月
末
に
作
業
員
に
支
払
う
作
業
賃
の
月
支
払
総
額
を
種
目
別
に
記

10

入
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
七
月
二
六
日

〔
五
─
一
─
四
九
〕
労
働
、
建
設
お
よ
び
運
輸
各
事
務
次
官
よ
り
各
祁
道
府
県
知
事
あ
て
通
達

（
労
働
省
発
職
第
八
九
号
）

特特
別別
失失
業業
対対
策策
事事
業業
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

緊
縮
政
策
の
推
進
に
伴
い
失
業
問
題
の
重
大
化
し
つ
つ
あ
る
折
か
ら
、
今
般
政
府
に
お
い
て

は
、
失
業
対
策
を
一
段
と
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
、
別
紙
要
領
に
従
い
特
別
失
業
対
策
事
業
を

計
画
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
事
項
を
お
含
み
の
上
事
業
の
施
行
に
遺
憾
な
き
を

期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
管
下
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
も
、
こ
の
旨
を
然
る
べ
く
御
伝
達
方
相
煩
わ
し

た
い
。

記記

一

特
別
失
業
対
策
事
業
は
、
失
業
者
の
多
数
発
生
し
て
い
る
主
要
都
市
及
び
重
要
産
業
地
帯

に
お
い
て
、
生
産
的
建
設
的
事
業
を
対
象
に
比
較
的
労
働
力
の
高
い
失
業
者
を
吸
収
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
能
力
の
保
全
培
養
と
、
事
業
の
経
済
的
効
果
の
向
上
と
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

本
事
業
に
要
す
る
予
算
は
労
働
省
に
計
上
の
上
、
事
業
の
実
施
に
際
し
て
は
、
建
設
省
又

は
運
輸
省
に
移
替
え
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

特
別
失
業
対
策
事
業
の
補
助
率
は
、
別
紙
要
領
に
示
す
如
く
特
別
な
割
合
が
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
本
事
業
の
特
質
に
鑑
み
、
予
算
積
算
上
従
来
の
例
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
力

費
及
び
事
務
費
に
つ
い
て
は
五
分
の
四
（
但
し
、
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
に
対
し
て
は
三

分
の
二
）
、
資
材
費
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
の
額
を
補
助
す
る
も
の
と
し
た
結
果
で
あ
る
こ

と
。

四

本
事
業
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
昭
和
二
九
年
八
月
三
日
閣
議
決
定
「
公
共
事
業
等
に
よ
る

失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
に
基
く
労
働
対
策
連
絡
協
議
会
の
効
果
的
運
営
に
よ

り
関
係
機
関
の
緊
密
な
る
連
絡
の
下
に
円
滑
な
る
施
行
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

別

紙

特特
別別
失失
業業
対対
策策
事事
業業
実実
施施
要要
領領

一

目

的

特
別
失
業
対
策
事
業
は
、
失
業
者
の
多
数
発
生
し
て
い
る
主
要
都
市
及
び
重
要
産
業
地
帯

に
お
い
て
、
生
産
的
建
設
的
事
業
を
対
象
に
比
較
的
労
働
能
力
の
高
い
失
業
者
を
吸
収
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
力
の
保
全
培
養
と
、
事
業
の
経
済
的
効
果
の
向
上
と
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

二

事
業
の
種
目

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
種
目
は
、
次
の
四
種
と
す
る
。

㈠

特
別
失
業
対
策
道
路
事
業

㈡

特
別
失
業
対
策
都
市
計
画
事
業

㈢

特
別
失
業
対
策
河
川
事
業

㈣

特
別
失
業
対
策
港
湾
事
業

三

事
業
の
実
施
地
域

特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
地
域
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村
（
特
別
市
及
び
特
別

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
隣
接
市
町
村
の
区
域
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所

の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
事
務
所
（
出
張
所
、
分
室
等
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
そ
の
紹
介
の
事
務
を
行
う
失
業
者
が
通
常
通
勤
で
き
る
範
囲
と
す
る
。

四

事

業

主

体

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
は
、
地
方
公
共
団
休
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
十
八
号
）
に
基
く
港
務
局
を
含
む
。
）
と
す
る
。

マ
マ

五

失
業
労
力
費
の
最
低
限
度
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特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
費
の
う
ち
失
業
労
力
費
の
占
め
る
最
低
限
度
は
、
事
業
種
目

別
に
す
べ
て
の
事
業
計
画
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
四
十
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、

事
業
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
失
業
労
力
費
と
は
、
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
賃
金
の
総
額
を
い

い
、
失
業
者
と
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
就
労
す
る
失
業
者
及
び
第
一
〇
項
⑴
の

㋑
但
書
の
適
用
に
よ
り
就
労
す
る
者
を
い
う
。

六

事

業

計

画

㈠

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
計
画
は
、
労
働
省
と
建
設
省
又
は
運
輸
省
と
が
協
議
し
て

定
め
る
。
事
業
計
画
を
変
更
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

㈡

事
業
計
画
に
は
、
次
の
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

事
業
主
体

⑵

事
業
種
目

⑶

施
行
場
所

⑷

施
行
方
法

⑸

開
始
期
日
お
よ
び
施
行
期
間

⑹

吸
収
失
業
者
数
（
四
半
期
別
延
数
）

⑺

工
事
種
別

⑻

事
業
費
内
訳
（
事
業
費
、
失
業
労
力
費
及
び
失
業
労
力
費
の
最
低
限
度
）

㈢

事
業
計
画
の
策
定
に
当
っ
て
は
、
新
た
に
失
業
者
を
吸
収
す
る
よ
う
に
事
業
の
選
定
を

行
う
も
の
と
す
る
。

七

予

算

の

移

替

予
算
に
お
い
て
労
働
本
省
に
計
上
さ
れ
た
特
別
失
業
対
策
事
業
費
補
助
は
、
前
項
の
事
業

計
画
に
基
き
、
四
半
期
ご
と
に
建
設
省
又
は
運
輸
省
に
移
替
え
る
も
の
と
す
る
。

八

国
庫
補
助
金
の
算
定
及
び
補
助
条
件

㈠

特
別
失
業
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
に
か
か
わ
る
国
庫
補
助
金
の
額
は
、
各
事
業
ご
と

に
次
の
補
助
率
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
事
業
の
事
業
主
体
が
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
基
準
財
政
収
入
額
が
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算

定
す
る
基
準
財
政
需
要
額
を
こ
え
る
地
方
公
共
団
体
（
以
下
不
交
付
団
体
と
い
う
。
）
で

あ
る
場
合

百
分
の
六
十

当
該
事
業
の
事
業
主
体
が
、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
基
準

財
政
収
入
額
が
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
基
準
財
政
需
要
額
を
こ
え
な
い

地
方
公
共
団
休
（
以
下
交
付
団
体
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

百
分
の
六
十
五

当
該
事
業
の
事
業
主
体
が
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
（
全
部
事
務
組
合
を
除
く
。
）
又

は
港
湾
局
で
あ
っ
て
、
特
別
失
業
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
当
該
組
合
の
規
約

又
は
港
務
局
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
組
合
又
は
港
務
局
を
組
織
す
る
地
方

マ
マ

ま
ま

公
共
団
体
の
う
ち
不
交
付
団
体
で
あ
る
も
の
の
分
担
す
る
割
合
が
、
交
付
団
体
で
あ
る
も

の
の
分
担
す
る
割
合
よ
り
大
で
あ
る
場
合

百
分
の
六
十

当
該
事
業
の
事
業
主
体
が
地
方
公
共
団
体
の
組
合
（
全
部
事
務
組
合
を
除
く
。
）
又
は

港
務
局
で
あ
っ
て
、
特
別
失
業
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
当
該
組
合
の
規
約
又

マ
マ

は
港
務
局
の
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
ま
た
は
港
務
局
を
組
織
す
各
地

マ
マ

マ
マ

方
公
共
団
体
の
う
ち
不
交
付
団
休
で
あ
る
も
の
の
分
担
す
る
割
合
が
、
交
付
団
体
で
あ
る

も
の
の
分
担
す
る
割
合
以
下
で
あ
る
場
合

百
分
の
六
十
五

㈡

建
設
省
又
は
運
輸
省
は
、
特
別
失
業
対
策
事
業
に
か
か
わ
る
補
助
金
を
事
業
主
体
に
交

付
す
る
に
当
っ
て
は
、
次
の
事
項
を
補
助
条
件
と
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

吸
収
失
業
者
数

⑵

失
業
労
力
費
の
最
低
限
度

⑶

開
始
期
日
お
よ
び
施
行
期
間

⑷

施
行
方
法
（
直
営
の
場
合
）

⑸

事
業
主
体
が
誚
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
い
て
他
の
者
を
し
て
事
業
を
施
行
さ
せ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
⑴
号
か
ら
⑶
号
ま
で
の
事
項
を
契
約
の
内
容
と
し
、
こ
れ
を
遵
守

さ
せ
る
こ
と
。

九

事
業
の
施
行

特
別
失
業
対
策
事
業
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
従
い
、
事
業
主
体
が
直
営
を
も
っ
て
施
行
す

る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
特
に
失
業
者
の
吸
収
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
個
々
の
事
業

に
つ
き
労
働
省
と
建
設
省
ま
た
は
運
輸
省
と
が
協
議
の
上
認
め
た
と
き
は
、
事
業
主
体
は
請

負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
い
て
他
の
者
を
し
て
事
業
を
施
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
事
業
主
体
は
、
施
行
主
体
（
事
業
主
体
と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に

基
い
て
特
別
失
業
対
策
事
業
を
施
行
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
契
約
上
失
業
者

の
吸
収
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇

事
業
の
運
営

㈠

就
労
者

⑴

雇
入
れ

㋑

特
別
失
業
対
策
事
業
に
吸
収
す
る
失
業
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
失
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業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
技
術
者
、
技
能
者
及
び
監
督
者
で
あ
っ
て
公

共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㋺

㋑
の
失
業
者
は
、
原
則
と
し
て
公
共
職
業
安
定
所
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村

の
区
域
に
あ
る
事
務
所
に
お
い
て
、
そ
の
紹
介
の
事
務
を
行
う
失
業
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

㋩

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介

す
る
失
業
者
が
、
そ
の
者
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該

失
業
者
の
雇
入
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑵

特
別
適
格
者

公
共
職
業
安
定
所
は
、
失
業
対
策
事
業
紹
介
適
格
者
の
中
か
ら
昭
和
三
十
年
四
月
十

二
日
職
発
第
五
一
一
号
通
達
「
地
域
別
有
効
求
職
者
数
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ

る
調
査
の
結
果
に
基
き
、
別
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
一

般
就
労
者
に
紹
介
す
べ
き
者
（
以
下
「
特
別
適
格
者
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
。

⑶

一
般
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
の
禁
止

公
共
職
業
安
定
所
は
、
こ
の
項
⑴
の
㋩
に
よ
る
雇
入
れ
の
拒
否
が
あ
っ
た
と
き
及
び

⑷
の
㋺
に
該
当
す
る
と
き
を
除
い
て
は
、
特
別
適
格
者
を
一
般
失
業
対
策
事
業
に
紹
介

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

⑷

就
労
日
数
の
調
整

㋑

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
失
業
対
策
事
業
が
開
始
さ
れ
る
と
き
又
は
そ
の
規
模

の
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
特
別
適
格
者
の
数
を
定

め
て
お
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
適
格

者
の
就
労
日
数
（
一
暦
月
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
就
職
で
き

る
日
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
特
別
適
格
者
以
外
の
失
業
対
策
事
業
紹
介
適
格

者
（
以
下
「
一
般
適
格
者
」
と
い
う
。
）
の
就
労
日
数
と
が
、
で
き
る
だ
け
同
一
に

な
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

㋺

特
別
適
格
者
の
就
労
日
数
と
一
般
適
格
者
の
就
労
日
数
と
が
著
し
く
相
通
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
適
格
者
を
一
般
失
業

対
策
事
業
に
紹
介
し
又
は
一
般
適
格
者
を
特
別
失
業
対
策
事
業
に
紹
介
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

㈲

紹
介
の
方
法

特
別
失
業
対
策
事
業
へ
の
一
般
就
労
者
の
紹
介
は
、
三
日
乃
至
四
日
の
継
続
紹
介
を

原
則
と
す
る
。

㈡

賃
金
お
よ
び
就
業
時
間

⑴

賃

金

㋑

特
別
失
業
対
策
事
業
に
就
労
す
る
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
基
準
は
、
同
一

の
地
域
に
お
い
て
同
一
職
種
に
従
事
す
る
労
働
者
に
通
常
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
を

基
準
と
し
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

㋺

前
項
の
賃
金
の
額
は
、
職
種
別
に
、
作
業
量
に
応
じ
て
段
階
別
に
定
め
る
も
の
と

し
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
ま
た
は
施
行
主
体
は
、
就
労
者
の
作
業
量
が

該
当
す
る
賃
金
を
日
日
支
払
う
も
の
と
す
る
。
（
編
注
：
以
上
、
『
時
報
』
よ
り
）

⑵

就
業
時
問

特
別
失
業
対
策
事
業
の
就
業
時
間
は
、
原
則
と
し
て
一
日
に
つ
き
八
時
間
、
一
週
間

に
つ
き
四
八
時
問
を
こ
え
な
い
範
囲
で
、
事
業
主
体
ま
た
は
施
行
主
体
が
定
め
る
。

一
一

申

請

手

続

特
別
失
業
対
策
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
体
は
、
別
表
第
二
に
よ
る
特
別
失
業

対
策
事
業
計
画
表
を
建
設
省
ま
た
は
運
輸
省
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
写
を
労
働
省
に

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
二

事
業
実
施
手
続

こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
関
す
る
手
続
に
つ

い
て
は
、
労
働
省
と
建
設
省
ま
た
は
運
輸
省
と
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
別
表
略
）

『
行
政
三
』

昭
和
三
〇
年
八
月
一
七
日

〔
五
─
一
─
五
〇
〕
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
九
一
三
号
）

体体
力力
検検
定定
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

（
編
注
：
本
文
不
明
）

体体
力力
検検
定定
実実
施施
要要
領領

（
体
力
検
定
の
目
的
）

一

今
回
実
施
す
る
体
力
検
定
は
、
失
業
対
策
事
業
就
労
者
等
の
質
的
構
成
に
鑑
み
、
科
学

的
根
拠
に
基
く
基
準
に
よ
っ
て
体
力
の
検
定
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
い
た
個
人
の
体

力
に
相
応
す
る
作
業
へ
適
格
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、
公
共
事
業
等
に
就
労
し
得
る
体
力

の
判
定
と
、
別
に
定
め
る
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
事
業
等
へ
就
労
し
得

る
能
力
を
修
得
し
得
る
か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
。
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業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
技
術
者
、
技
能
者
及
び
監
督
者
で
あ
っ
て
公

共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㋺

㋑
の
失
業
者
は
、
原
則
と
し
て
公
共
職
業
安
定
所
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
市
町
村

の
区
域
に
あ
る
事
務
所
に
お
い
て
、
そ
の
紹
介
の
事
務
を
行
う
失
業
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

㋩

特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介

す
る
失
業
者
が
、
そ
の
者
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該

失
業
者
の
雇
入
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑵

特
別
適
格
者

公
共
職
業
安
定
所
は
、
失
業
対
策
事
業
紹
介
適
格
者
の
中
か
ら
昭
和
三
十
年
四
月
十

二
日
職
発
第
五
一
一
号
通
達
「
地
域
別
有
効
求
職
者
数
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ

る
調
査
の
結
果
に
基
き
、
別
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
一

般
就
労
者
に
紹
介
す
べ
き
者
（
以
下
「
特
別
適
格
者
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
。

⑶

一
般
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
の
禁
止

公
共
職
業
安
定
所
は
、
こ
の
項
⑴
の
㋩
に
よ
る
雇
入
れ
の
拒
否
が
あ
っ
た
と
き
及
び

⑷
の
㋺
に
該
当
す
る
と
き
を
除
い
て
は
、
特
別
適
格
者
を
一
般
失
業
対
策
事
業
に
紹
介

し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

⑷

就
労
日
数
の
調
整

㋑

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
失
業
対
策
事
業
が
開
始
さ
れ
る
と
き
又
は
そ
の
規
模

の
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
特
別
適
格
者
の
数
を
定

め
て
お
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
適
格

者
の
就
労
日
数
（
一
暦
月
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
就
職
で
き

る
日
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
特
別
適
格
者
以
外
の
失
業
対
策
事
業
紹
介
適
格

者
（
以
下
「
一
般
適
格
者
」
と
い
う
。
）
の
就
労
日
数
と
が
、
で
き
る
だ
け
同
一
に

な
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

㋺

特
別
適
格
者
の
就
労
日
数
と
一
般
適
格
者
の
就
労
日
数
と
が
著
し
く
相
通
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
別
適
格
者
を
一
般
失
業

対
策
事
業
に
紹
介
し
又
は
一
般
適
格
者
を
特
別
失
業
対
策
事
業
に
紹
介
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

㈲

紹
介
の
方
法

特
別
失
業
対
策
事
業
へ
の
一
般
就
労
者
の
紹
介
は
、
三
日
乃
至
四
日
の
継
続
紹
介
を

原
則
と
す
る
。

㈡

賃
金
お
よ
び
就
業
時
間

⑴

賃

金

㋑

特
別
失
業
対
策
事
業
に
就
労
す
る
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
基
準
は
、
同
一

の
地
域
に
お
い
て
同
一
職
種
に
従
事
す
る
労
働
者
に
通
常
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
を

基
準
と
し
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

㋺

前
項
の
賃
金
の
額
は
、
職
種
別
に
、
作
業
量
に
応
じ
て
段
階
別
に
定
め
る
も
の
と

し
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
ま
た
は
施
行
主
体
は
、
就
労
者
の
作
業
量
が

該
当
す
る
賃
金
を
日
日
支
払
う
も
の
と
す
る
。
（
編
注
：
以
上
、
『
時
報
』
よ
り
）

⑵

就
業
時
問

特
別
失
業
対
策
事
業
の
就
業
時
間
は
、
原
則
と
し
て
一
日
に
つ
き
八
時
間
、
一
週
間

に
つ
き
四
八
時
問
を
こ
え
な
い
範
囲
で
、
事
業
主
体
ま
た
は
施
行
主
体
が
定
め
る
。

一
一

申

請

手

続

特
別
失
業
対
策
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
体
は
、
別
表
第
二
に
よ
る
特
別
失
業

対
策
事
業
計
画
表
を
建
設
省
ま
た
は
運
輸
省
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
写
を
労
働
省
に

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
二

事
業
実
施
手
続

こ
の
要
領
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
関
す
る
手
続
に
つ

い
て
は
、
労
働
省
と
建
設
省
ま
た
は
運
輸
省
と
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
別
表
略
）

『
行
政
三
』

昭
和
三
〇
年
八
月
一
七
日

〔
五
─
一
─
五
〇
〕
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
九
一
三
号
）

体体
力力
検検
定定
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

（
編
注
：
本
文
不
明
）

体体
力力
検検
定定
実実
施施
要要
領領

（
体
力
検
定
の
目
的
）

一

今
回
実
施
す
る
体
力
検
定
は
、
失
業
対
策
事
業
就
労
者
等
の
質
的
構
成
に
鑑
み
、
科
学

的
根
拠
に
基
く
基
準
に
よ
っ
て
体
力
の
検
定
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
い
た
個
人
の
体

力
に
相
応
す
る
作
業
へ
適
格
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、
公
共
事
業
等
に
就
労
し
得
る
体
力

の
判
定
と
、
別
に
定
め
る
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
事
業
等
へ
就
労
し
得

る
能
力
を
修
得
し
得
る
か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
。
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（
体
力
検
定
の
基
準
）

二

体
力
検
定
に
用
い
る
基
準
は
、
別
紙
「
失
業
対
策
事
業
就
労
者
の
体
格
、
体
力
検
定
基

準
（
案
）
」
（
略
）
に
よ
る
。

注

右
の
検
定
基
準
は
暫
定
的
に
案
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
体
力
検
定
の
実

施
機
関
が
こ
の
基
準
に
基
い
て
検
定
を
実
施
し
た
の
ち
、
別
に
定
め
る
検
定
結
果
の
報

告
に
基
い
て
所
要
の
検
討
を
加
え
、
爾
後
に
お
い
て
こ
れ
を
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
体
力
検
定
を
受
け
る
者
の
範
囲
）

三

体
力
検
定
を
受
け
る
失
業
者
の
範
囲
は
つ
ぎ
の
と
お
り
と
す
る
。

１

失
業
対
策
事
業
就
労
者
お
よ
び
就
労
希
望
者

２

公
共
事
業
等
へ
の
就
労
希
望
者

（
実
施
範
囲
）

四

体
力
検
定
の
実
施
機
関
は
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
公
共
職
業
安

定
所
の
機
能
等
よ
り
、
す
べ
て
の
失
業
対
策
事
業
就
労
者
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
は

困
難
と
思
わ
れ
る
の
で
、
公
共
事
業
等
の
労
務
需
要
が
僅
少
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
指
導

訓
練
を
実
施
し
な
い
地
域
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
体
力
検
定
を
行
わ
な
く
て
も
差
支
え

な
い
。

（
体
力
検
定
担
当
者
）

五

公
共
職
業
安
定
所
は
、
体
力
検
定
を
実
施
す
る
た
め
、
担
当
者
お
よ
び
補
助
者
を
職
員

の
中
か
ら
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
他
の
体
力
検
定
を
行
う

技
術
者
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
趣
旨
の
徹
底
）

六

公
共
職
業
安
定
所
は
、
体
力
検
定
を
行
う
場
合
は
こ
れ
を
受
け
る
者
に
対
し
、
一
に
述

べ
た
趣
旨
を
充
分
に
理
解
せ
し
め
る
よ
う
努
め
、
検
定
の
結
果
に
よ
っ
て
現
に
失
業
対
策

事
業
に
就
労
中
の
者
を
直
ち
に
就
労
不
適
格
者
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
を
事
前
に
周
知
し
て
無
用
の
刺
戟
を
避
け
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ

を
受
け
る
こ
と
を
拒
む
者
お
よ
び
体
力
検
定
に
お
い
て
正
当
な
能
力
を
発
揮
し
な
い
者
に

対
す
る
措
置
に
つ
い
て
も
充
分
徹
底
せ
し
め
、
か
か
る
者
の
絶
無
を
図
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
検
定
を
拒
否
す
る
者
の
処
置
）

七

公
共
職
業
安
定
所
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
体
力
検
定
を
受
け
る
こ
と
を
拒
む
者
を
職

業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
求
職

申
込
お
よ
び
紹
介
手
続
に
し
た
が
わ
な
い
者
と
し
て
、
失
業
対
策
事
業
お
よ
び
公
共
事
業

等
へ
の
紹
介
を
中
止
す
る
こ
と
。

（
検
定
結
果
の
措
置
）

八

体
力
検
定
の
結
果
の
措
置
に
つ
い
て
は
左
記
に
よ
る
こ
と
。

１

失
業
対
策
事
業
へ
就
労
中
の
も
の
で
あ
っ
て
体
力
検
定
に
合
格
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
失
業
対
策
事
業
へ
紹
介
す
る
に
際
し
て
も
、
そ
の
結
果
に
基
き
適
格
紹
介
を
行
う
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
不
合
格
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
直
ち
に
排
除

す
る
こ
と
な
く
、
作
業
区
分
中
軽
度
の
作
業
へ
就
労
せ
し
め
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と

す
る
が
、
そ
の
者
の
作
業
能
力
を
勘
案
し
て
、
将
来
に
お
い
て
生
活
保
護
あ
る
い
は
内

職
の
附
与
等
そ
の
者
の
生
活
に
つ
い
て
適
宜
な
措
置
を
講
じ
た
の
ち
、
こ
れ
を
排
除
す

る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
。

２

例
え
ば
失
業
対
策
事
業
の
重
作
業
に
従
事
し
て
い
た
者
が
、
体
力
検
定
の
結
果
軽
作

業
に
適
す
る
と
判
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
重
軽
作
業
の
吸
収
度
合
お
よ
び
そ
の
者

の
日
常
の
作
業
能
力
等
を
勘
案
し
て
、
こ
れ
を
ひ
き
つ
づ
き
重
作
業
へ
就
労
せ
し
め
る

こ
と
は
差
支
え
な
い
。

３

新
規
に
失
業
対
策
事
業
へ
就
労
を
希
望
す
る
者
で
あ
っ
て
、
体
力
検
定
に
不
合
格
と

な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
就
労
適
格
者
と
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
そ
の
者

の
体
格
、
体
力
が
軽
度
の
土
木
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
身
体
に
お
よ
ぼ
す

影
響
の
人
で
あ
る
こ
と
を
懇
切
に
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

４

内
部
疾
患
お
よ
び
身
体
的
機
能
障
害
を
有
し
、
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
体
力
検
定
に
合
格
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
失

業
対
策
事
業
あ
る
い
は
公
共
事
業
等
へ
紹
介
し
て
は
な
ら
な
い
。

九

体
力
検
定
担
当
者
の
指
導
訓
練
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
適
当
な
講
師
を

選
定
し
て
講
習
会
を
開
催
し
、
あ
る
い
は
各
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
所
在
地
の
保
健

所
に
よ
っ
て
指
導
を
受
け
る
等
適
宜
な
方
法
に
よ
り
、
体
力
検
定
技
術
の
附
与
に
努
め
ら

れ
た
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
〇
年
九
月
一
二
日

〔
五
─
一
─
五
一
〕
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
、
〇
二
二
号
）

失失
業業
者者
特特
別別
指指
導導
訓訓
練練
のの
実実
施施
のの
推推
進進
にに
つつ
いい
てて

（
編
注
：
本
文
不
明
）

失失
業業
者者
特特
別別
指指
導導
訓訓
練練
実実
施施
要要
領領
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一

昭
和
二
十
九
年
八
月
三
日
閣
議
決
定
「
公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
の
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ

い
て
」
に
基
き
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
失
芙
者
を
公
共
事
業
等
に
就
労
さ
せ
る
た
め
、
必
要
に
応

じ
事
前
の
指
導
訓
練
を
行
う
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
面
の
措
置
と
し
て
以
下
に
述
べ
る

要
領
に
基
い
て
指
導
訓
練
を
実
施
す
る
が
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
は
、
本
指
導
訓
練

の
趣
旨
を
体
し
、
所
期
の
目
的
を
逵
成
せ
し
め
る
た
め
、
今
後
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ

る
公
共
事
業
等
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
と
緊
密
な
連
繋
を
保
ち
、
も
っ
て
そ
の
的
確
な
求
人

の
把
握
と
失
業
者
の
紹
介
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

指
導
訓
練
の
実
施

１

指
導
訓
練
の
実
施
主
体
は
失
業
対
策
事
業
を
実
施
す
る
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

２

指
導
訓
練
は
、
失
業
対
策
事
業
の
現
場
（
以
下
指
導
訓
練
を
行
う
現
場
を
「
特
別
指
導
現
場
」

と
い
う
）
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

指
導
訓
練
の
実
施
主
体
は
、
指
導
訓
練
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
こ
の
要
領
に
規
定
す
る
事
項

の
外
、
職
業
安
定
行
政
手
引
に
規
定
さ
れ
た
失
業
対
策
事
莱
に
関
す
る
事
項
に
よ
っ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
導
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
指
導
訓
練
開
始
十
五
日
前
ま
で

に
次
の
様
式
に
よ
る
「
特
別
指
導
訓
練
実
施
申
請
書
」
を
労
働
省
に
堤
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
当
該
地
方
公
共
団
体
が
市
町
村
で
あ
る
時
は
当
該
申
請
書
都
道
府
県
知
事
を
経
由
す

る
事
と
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
都
府
県
知
事
は
副
申
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。（
様
式

略
）

５

指
導
訓
練
実
施
の
申
請
に
当
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

特
別
指
導
現
場
の
数
及
び
規
模
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
公
共
事
業
等
の
労
務
需
要
を
勘

案
し
て
定
め
る
こ
と
。
従
っ
て
そ
の
労
務
需
要
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
当
該
公
共
事
業
等
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
と
、
そ
の
吸
収
し
得
る
失
業
者
数

に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑵

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
失
業
対
策
事
業
は
、
指
導
訓
練
を
受
け
る
者
に
、
当
該
作
業
を

利
用
し
て
土
木
作
業
の
基
礎
的
知
識
能
力
を
附
与
し
得
る
に
足
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
現
行
の
失
業
対
策
事
業
の
事
業
種
目
の
う
ち
、
環
境
衛
生
整
備
事
業
は
除
外
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
事
業
種
目
に
つ
い
て
も
簡
易
な
作
業
内
容
の
補
修
工
事
は
除
外
さ
れ
る
。

⑶

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
失
業
対
策
事
業
は
、
⑵
の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
足
り
る
が
、
当

該
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
等
の
作
業
内
容
を
充
分
調
査
研
究
の
上
、
で
き
る

だ
け
類
似
の
作
業
内
容
を
有
す
る
事
業
を
選
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三

指
導
訓
練
を
受
け
る
者

１

指
導
訓
練
を
受
け
る
者
（
以
下
、
「
訓
練
就
労
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
述
べ
る
選
定
方
法

に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
と
す
る
。

２

訓
練
就
労
者
の
選
定
方
法

公
共
職
業
安
定
所
は
、「
公
共
事
業
等
に
対
す
る
失
業
者
吸
収
強
化
措
置
要
領
」
に
基
い
て
公
共

事
業
等
に
紹
介
す
べ
き
失
業
者
の
中
、
別
に
定
め
る
体
力
検
定
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
面
接

を
行
い
、
次
に
述
べ
る
順
序
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
を
訓
練
就
労
者
と
し
て
決
定
す
る
。

⑴

面
接
の
結
果
、
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
体
力
等
の
能
力
が

高
位
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
か
ら
順
次
訓
練
就
労
者
を
決
定
す
る
。

⑵

指
導
訓
練
を
希
望
す
る
者
の
み
で
は
、
そ
の
予
定
人
員
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
体
力
等

の
能
力
が
高
位
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
か
ら
順
次
訓
練
就
労
者
を
指
名
し
決
定
す
る
。

３

正
当
な
理
由
例
え
ば
七
日
以
内
に
自
己
の
希
望
す
る
職
業
つ
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
本
人

の
健
康
上
又
は
一
身
上
の
事
由
に
よ
り
一
定
期
間
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

等
の
理
由
な
く
し
て
前
項
の
公
共
職
業
安
定
所
の
行
う
指
名
を
拒
否
す
る
者
は
、
労
働
の
意
志

の
な
い
者
と
し
て
他
の
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又
は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す

る
も
の
と
す
る
。

４

家
計
の
主
た
る
担
当
者
以
外
の
者
は
、
指
導
訓
練
の
対
象
と
し
な
い
。

四

訓
練
就
労
者
の
紹
介

１

指
導
訓
練
期
間
中
に
お
い
て
は
、
訓
練
就
労
者
は
輪
番
紹
介
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
特
別
指

導
現
場
へ
の
み
紹
介
す
る
こ
と
。

２

訓
練
就
労
者
の
特
別
指
導
現
場
へ
の
紹
介
は
、
六
・
２
に
述
べ
る
指
導
訓
練
日
に
応
じ
て
継

続
紹
介
を
行
う
も
の
と
す
る
。
例
え
ば
四
日
経
続
紹
介
を
行
い
一
日
紹
介
を
停
止
す
る
等
の
方

法
を
用
い
る
。

五

指
導
訓
練
担
当
者

１

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
指
導
訓
練
は
、
指
導
員
が
こ
れ
に
当
る
。
指
導
員
は
、
土
木
作
業

に
多
年
の
経
験
を
有
し
、
独
立
の
判
断
に
基
い
て
土
木
作
業
処
理
に
関
し
指
導
し
得
る
知
識
・

能
力
を
有
す
る
者
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
導
訓
練
は
、
指
導
員
が
こ
れ
に
当
る
が
、
指
導
訓
練
は
失
業
対
策
事
業
の
現
場
に
お
い
て

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
業
実
施
面
に
お
け
る
指
揮
監
督
は
、
監
督
員
及
び
技
術
者
が

こ
れ
に
当
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
指
導
員
と
監
督
員
及
び
技
術
者
の
職
務
責
任
は
予
め
明
瞭
に

し
て
お
き
、
指
導
訓
練
の
実
施
に
つ
き
混
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
に
処
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
但

し
、
監
督
員
及
び
技
術
者
も
、
そ
の
職
務
責
任
の
範
囲
内
に
お
い
て
指
導
員
の
行
う
指
導
訓
練

に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

昭
和
二
十
九
年
八
月
三
日
閣
議
決
定
「
公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
の
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ

い
て
」
に
基
き
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
失
芙
者
を
公
共
事
業
等
に
就
労
さ
せ
る
た
め
、
必
要
に
応

じ
事
前
の
指
導
訓
練
を
行
う
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
面
の
措
置
と
し
て
以
下
に
述
べ
る

要
領
に
基
い
て
指
導
訓
練
を
実
施
す
る
が
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
は
、
本
指
導
訓
練

の
趣
旨
を
体
し
、
所
期
の
目
的
を
逵
成
せ
し
め
る
た
め
、
今
後
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ

る
公
共
事
業
等
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
と
緊
密
な
連
繋
を
保
ち
、
も
っ
て
そ
の
的
確
な
求
人

の
把
握
と
失
業
者
の
紹
介
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

指
導
訓
練
の
実
施

１

指
導
訓
練
の
実
施
主
体
は
失
業
対
策
事
業
を
実
施
す
る
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

２

指
導
訓
練
は
、
失
業
対
策
事
業
の
現
場
（
以
下
指
導
訓
練
を
行
う
現
場
を
「
特
別
指
導
現
場
」

と
い
う
）
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

指
導
訓
練
の
実
施
主
体
は
、
指
導
訓
練
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
こ
の
要
領
に
規
定
す
る
事
項

の
外
、
職
業
安
定
行
政
手
引
に
規
定
さ
れ
た
失
業
対
策
事
莱
に
関
す
る
事
項
に
よ
っ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
導
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
指
導
訓
練
開
始
十
五
日
前
ま
で

に
次
の
様
式
に
よ
る
「
特
別
指
導
訓
練
実
施
申
請
書
」
を
労
働
省
に
堤
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
当
該
地
方
公
共
団
体
が
市
町
村
で
あ
る
時
は
当
該
申
請
書
都
道
府
県
知
事
を
経
由
す

る
事
と
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
都
府
県
知
事
は
副
申
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。（
様
式

略
）

５

指
導
訓
練
実
施
の
申
請
に
当
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

特
別
指
導
現
場
の
数
及
び
規
模
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
公
共
事
業
等
の
労
務
需
要
を
勘

案
し
て
定
め
る
こ
と
。
従
っ
て
そ
の
労
務
需
要
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

場
合
は
、
当
該
公
共
事
業
等
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
と
、
そ
の
吸
収
し
得
る
失
業
者
数

に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑵

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
失
業
対
策
事
業
は
、
指
導
訓
練
を
受
け
る
者
に
、
当
該
作
業
を

利
用
し
て
土
木
作
業
の
基
礎
的
知
識
能
力
を
附
与
し
得
る
に
足
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
現
行
の
失
業
対
策
事
業
の
事
業
種
目
の
う
ち
、
環
境
衛
生
整
備
事
業
は
除
外
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
事
業
種
目
に
つ
い
て
も
簡
易
な
作
業
内
容
の
補
修
工
事
は
除
外
さ
れ
る
。

⑶

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
失
業
対
策
事
業
は
、
⑵
の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
足
り
る
が
、
当

該
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
等
の
作
業
内
容
を
充
分
調
査
研
究
の
上
、
で
き
る

だ
け
類
似
の
作
業
内
容
を
有
す
る
事
業
を
選
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三

指
導
訓
練
を
受
け
る
者

１

指
導
訓
練
を
受
け
る
者
（
以
下
、
「
訓
練
就
労
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
述
べ
る
選
定
方
法

に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
と
す
る
。

２

訓
練
就
労
者
の
選
定
方
法

公
共
職
業
安
定
所
は
、「
公
共
事
業
等
に
対
す
る
失
業
者
吸
収
強
化
措
置
要
領
」
に
基
い
て
公
共

事
業
等
に
紹
介
す
べ
き
失
業
者
の
中
、
別
に
定
め
る
体
力
検
定
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
面
接

を
行
い
、
次
に
述
べ
る
順
序
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
を
訓
練
就
労
者
と
し
て
決
定
す
る
。

⑴

面
接
の
結
果
、
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
体
力
等
の
能
力
が

高
位
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
か
ら
順
次
訓
練
就
労
者
を
決
定
す
る
。

⑵

指
導
訓
練
を
希
望
す
る
者
の
み
で
は
、
そ
の
予
定
人
員
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
体
力
等

の
能
力
が
高
位
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
か
ら
順
次
訓
練
就
労
者
を
指
名
し
決
定
す
る
。

３

正
当
な
理
由
例
え
ば
七
日
以
内
に
自
己
の
希
望
す
る
職
業
つ
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
本
人

の
健
康
上
又
は
一
身
上
の
事
由
に
よ
り
一
定
期
間
指
導
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

等
の
理
由
な
く
し
て
前
項
の
公
共
職
業
安
定
所
の
行
う
指
名
を
拒
否
す
る
者
は
、
労
働
の
意
志

の
な
い
者
と
し
て
他
の
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又
は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す

る
も
の
と
す
る
。

４

家
計
の
主
た
る
担
当
者
以
外
の
者
は
、
指
導
訓
練
の
対
象
と
し
な
い
。

四

訓
練
就
労
者
の
紹
介

１

指
導
訓
練
期
間
中
に
お
い
て
は
、
訓
練
就
労
者
は
輪
番
紹
介
の
対
象
か
ら
は
ず
し
、
特
別
指

導
現
場
へ
の
み
紹
介
す
る
こ
と
。

２

訓
練
就
労
者
の
特
別
指
導
現
場
へ
の
紹
介
は
、
六
・
２
に
述
べ
る
指
導
訓
練
日
に
応
じ
て
継

続
紹
介
を
行
う
も
の
と
す
る
。
例
え
ば
四
日
経
続
紹
介
を
行
い
一
日
紹
介
を
停
止
す
る
等
の
方

法
を
用
い
る
。

五

指
導
訓
練
担
当
者

１

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
指
導
訓
練
は
、
指
導
員
が
こ
れ
に
当
る
。
指
導
員
は
、
土
木
作
業

に
多
年
の
経
験
を
有
し
、
独
立
の
判
断
に
基
い
て
土
木
作
業
処
理
に
関
し
指
導
し
得
る
知
識
・

能
力
を
有
す
る
者
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
導
訓
練
は
、
指
導
員
が
こ
れ
に
当
る
が
、
指
導
訓
練
は
失
業
対
策
事
業
の
現
場
に
お
い
て

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
業
実
施
面
に
お
け
る
指
揮
監
督
は
、
監
督
員
及
び
技
術
者
が

こ
れ
に
当
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
指
導
員
と
監
督
員
及
び
技
術
者
の
職
務
責
任
は
予
め
明
瞭
に

し
て
お
き
、
指
導
訓
練
の
実
施
に
つ
き
混
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
に
処
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
但

し
、
監
督
員
及
び
技
術
者
も
、
そ
の
職
務
責
任
の
範
囲
内
に
お
い
て
指
導
員
の
行
う
指
導
訓
練

に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

特
別
指
導
現
場
に
お
け
る
副
監
督
員
及
技
能
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
実
施
面
に
お
け
る
職
務

責
任
を
遂
行
す
る
と
共
に
、
指
導
員
の
指
揮
の
下
に
、
指
導
訓
練
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

六

指
導
訓
練
の
実
施
基
準

１

指
導
訓
練
の
期
間

指
導
訓
練
の
期
間
は
二
カ
月
と
す
る
。
但
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
公
共
事
業
等
の
作
業
内

容
及
び
労
務
需
要
並
び
に
指
導
訓
練
を
受
け
る
べ
き
者
の
質
及
び
数
、
そ
の
他
の
諸
条
件
を
勘

案
し
て
二
ヵ
月
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
指
導
訓
練
に
二
ヵ
月
を
要
し
て
は
公
共

事
業
等
へ
の
失
業
者
吸
収
の
目
的
を
達
し
得
な
い
場
合
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
こ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
導
訓
練
日
の
調
節

一
カ
月
間
に
お
け
る
指
導
訓
練
実
施
日
数
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
失
業
対
策
事
業
就
労
者

の
平
均
就
労
日
数
と
同
日
数
と
す
る
。

従
っ
て
指
導
訓
練
は
、
訓
練
就
労
者
に
画
一
的
に
実
施
し
、
指
導
訓
練
日
数
を
当
該
地
域
に

お
け
る
失
業
対
策
事
業
就
労
者
の
平
均
就
労
日
数
と
同
日
数
と
す
る
た
め
、
数
日
継
続
し
て
こ

れ
を
行
な
い
、
適
宜
当
該
現
場
に
お
け
る
作
業
を
停
止
し
て
休
業
日
を
設
け
る
方
法
に
よ
り
指

導
訓
練
日
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
例
え
ば
四
日
継
続
し
て

指
導
訓
練
を
行
な
い
、

一
日
当
該
現
場
に
お
け
る
作
業
を
停
止
し
て
休
業
日
を
設
け
る
等
の
方
法
で
あ
る
。

３

指
導
訓
練
を
受
け
る
者
の
数

指
導
訓
練
を
受
け
る
者
の
数
は
、
指
導
訓
練
が
有
効
且
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
指
導

員
一
名
に
つ
き
二
十
人
を
基
準
と
す
る
。
但
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
公
共
事
業
等
の
労
務
需

要
及
び
指
導
訓
練
を
受
け
る
べ
き
者
の
数
と
を
勘
案
し
て
、
指
導
員
一
名
に
つ
き
四
十
人
を
限

度
と
し
て
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

指
導
訓
練
の
内
容

１

指
導
訓
練
は
土
木
作
業
の
基
礎
知
識
能
力
を
修
得
せ
し
め
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
概
ね
左
記
の
作
業
種
目
に
つ
い
て
訓
練
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

Ａ

土
木
作
業

㋑

切
土

㋺

盛
土

㋩

水
中
掘
さ
く

㋥

土
羽
打
ち

㋭

芝
付

㋬

運
搬
（
ト
ロ
、
リ
ヤ
カ
ー
、
肩
）

Ｂ

ほ
装
作
業

㋑

砂
利
及
び
採
石
撒
布

㋺

乳
剤
撒
布

Ｃ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
業

㋑

混
練

㋺

填
充

Ｄ

石
積
作
業

㋑

割
石
積

２

指
導
訓
練
を
分
け
て
基
礎
訓
練
と
作
業
訓
練
と
す
る
。
基
礎
訓
練
と
作
業
訓
練
の
時
間
配
当

は
、
作
業
訓
練
に
そ
の
大
部
分
を
充
当
す
る
も
の
と
し
、
基
礎
訓
練
は
作
業
訓
練
の
間
に
適
宜

行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。
即
ち
、
基
礎
訓
練
と
作
業
訓
練
は
時
間
を
区
切
っ
て
実
施
す
る
こ
と

な
く
、
例
え
ば
基
礎
訓
練
と
し
て
工
具
の
使
用
方
法
を
教
え
た
場
合
は
直
ち
に
作
業
訓
練
と
し

て
そ
れ
を
実
習
す
る
よ
う
両
者
を
適
切
に
組
合
せ
配
分
す
る
よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

Ａ

基
礎
訓
練

基
礎
訓
練
は
、
工
具
の
使
用
、
手
入
及
び
整
理
の
方
法
、
災
害
防
止
、
就
業
規
則
を
中

心
と
す
る
労
務
規
律
、
そ
の
他
土
木
作
業
実
施
に
か
か
る
作
業
処
理
の
基
礎
的
知
識
の
付
与

を
そ
の
内
容
と
す
る
。

工
具
の
使
用
、
手
入
及
び
整
理
の
方
法
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
概
ね
左
記
の
種
類
の
工

具
に
つ
い
て
行
う
こ
と
。

ａ

シ
ャ
ベ
ル

㋑

円
ぴ

㋺

シ
ャ
ベ
ル

㋩

角
シ
ャ
ベ
ル

㋥

ス
コ
ッ
プ

ｂ

鶴
は
し

㋑

両
鶴

㋺

肩
鶴

㋩

玄
能
鶴

㋥

ピ
ー
タ
ー
ビ
ッ
ク

ｃ

く
わ

㋑

唐
く
わ

㋺

万
能
く
わ

ｄ

掛
矢

ｅ

木
た
こ

ｆ

じ
ょ
れ
ん

ｇ

ハ
ン
マ
ー

ｈ

モ
ッ
コ

ｉ

パ
イ
ス
ケ

ｊ

ね
こ
車

ｋ

ロ
ー
ラ
ー

ｌ

ト
ロ

Ｂ

作
業
訓
練

作
業
訓
練
は
、
基
礎
訓
練
に
お
い
て
修
得
し
た
土
木
作
業
実
施
に
か
か
る
作
業
処
理
の
基
礎

的
知
識
を
作
業
に
即
し
て
実
習
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
、
合
わ
せ
て
、
公
共
事
業
等
に

お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
小
間
割
制
に
堪
え
得
る
能
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す

る
。

八

指
導
訓
練
の
方
法

⑴

基
礎
訓
練
は
、
指
導
訓
練
期
間
の
前
半
一
ヶ
月
に
お
い
て
こ
れ
を
終
了
す
る
も
の
と
し
、

爾
後
の
期
間
に
お
い
て
は
作
業
訓
練
の
み
を
行
う
こ
と
。

⑵

指
導
訓
練
は
特
別
指
導
現
場
の
実
状
に
即
応
す
る
よ
う
作
業
区
分
に
従
い
盛
土
班
、
切
土

班
、
運
搬
班
（
又
は
第
一
班
、
第
二
班
、
第
三
班
）
等
の
如
く
作
業
班
を
結
成
し
、
各
班
毎
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に
そ
の
作
業
処
理
方
法
に
つ
き
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
但
し
、
編
成
さ
れ
た
班
の
現

場
の
状
況
に
応
じ
て
指
導
訓
練
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
副
監
督
員
及
び
技
能
者
の
配
置

を
考
慮
す
る
こ
と
。

⑶

指
導
員
は
訓
練
就
労
者
の
作
業
状
態
を
常
時
観
察
し
、
そ
の
作
業
能
力
が
通
常
の
作
業
能

力
に
到
逹
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
順
次
他
の
班
に
交
替
又
は
編
入
し
、
す

べ
て
の
訓
練
就
労
者
が
作
業
種
目
の
全
過
程
を
終
了
す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⑷

指
導
訓
練
担
当
者
は
、
基
礎
訓
練
の
指
導
結
果
が
作
業
訓
練
に
有
効
に
反
映
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
常
時
意
を
用
い
、
指
導
事
項
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

⑸

日
々
の
作
業
状
況
に
つ
い
て
各
人
毎
の
記
録
を
と
り
、
各
人
の
処
理
し
う
る
作
業
量
を
通

常
の
作
業
量
に
近
接
す
る
よ
う
逐
次
増
加
す
る
こ
と
。

⑹

作
業
訓
練
は
、
公
共
事
業
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
小
間
割
制
に
堪
え
得
る
能
力
を

附
与
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
訓
練
が
一
定
段
階
に
達
し
、

訓
練
就
労
者
の
作
業
能
力
が
増
大
し
、
重
作
業
に
堪
え
得
る
能
力
を
収
得
し
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
小
間
割
制
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
訓
練
就
労
者
の
作
業
能
力
の
増
大
と
共
に
作
業
量
を
徐
々
に
増

大
し
、
指
導
訓
練
の
最
終
段
階
に
お
い
て
は
、
概
ね
公
共
事
業
等
に
見
合
う
作
業
量
を
処
理

し
得
る
よ
う
指
導
訓
練
す
る
こ
と
。

九

六
、
七
及
び
八
に
述
べ
た
事
項
は
、
主
と
し
て
土
木
作
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
土
木
作

業
以
外
の
作
業
に
関
し
指
導
訓
練
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
実
施
す
る
こ

と
。

十

指
導
訓
練
か
ら
の
除
外

１

指
導
訓
練
終
了
前
に
能
力
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
措
置

⑴

指
導
訓
練
を
終
了
し
な
い
以
前
に
指
導
員
が
公
共
事
業
等
に
就
労
す
る
能
力
を
取
得
し
た

と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
当
該
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
と
見
倣
し
、
こ
の
者
に

つ
い
て
は
爾
後
指
導
訓
練
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
指
導
訓

練
の
実
施
主
体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
時
は
事
業
現
場
の
長
）
は
そ
の
旨
公

共
職
業
安
定
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
⑴
の
通
報
を
受
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
公
共
事
業
等

へ
紹
介
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
導
訓
練
を
受
け
て
も
能
力
を
取
得
し
得
な
い
者
等
に
対
す
る
措
置

⑴

指
導
訓
練
の
期
間
中
に
お
い
て
指
導
員
が
爾
後
指
導
訓
練
を
行
っ
て
も
公
共
事
業
等
に
就

労
し
う
る
知
識
能
力
を
修
得
し
得
な
い
と
認
め
る
者
及
び
指
導
訓
練
を
受
け
る
意
思
を
欠
く

と
認
め
る
者
に
っ
い
て
は
、
指
導
訓
練
を
中
止
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
指
導
訓
練
の
実
施
主
体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
時
は
事
業
現
場
の
長
）

は
そ
の
旨
を
公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
⑴
の
通
報
を
受
け
た
場
合
に
は
、
除
外
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
を

充
分
調
査
す
る
こ
と
。

指
導
訓
練
を
行
っ
て
も
公
共
事
業
等
に
就
労
し
得
る
知
識
能
力
を
修
得
し
得
な
い
と
判
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
者
を
爾
後
他
の
失
業
対
策
事
業
に
紹
介
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

指
導
訓
練
を
受
け
る
意
思
を
欠
く
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ

の
者
を
労
働
の
意
思
の
な
い
者
と
し
て
爾
後
他
の
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又

は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

十
一

訓
練
就
労
者
の
賃
金

訓
練
就
労
者
に
支
払
わ
れ
ろ
賃
金
の
額
は
、
そ
の
従
事
す
る
作
業
内
容
の
高
能
率
段
階
に
よ

る
額
と
す
る
。

十
二

指
導
訓
練
終
了
後
の
措
置

１

公
共
職
業
安
定
所
は
、
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
（
指
導
訓
練
の
期
間
中
に
お
い
て
指
導
訓

練
を
終
了
し
た
と
見
做
さ
れ
る
者
を
合
む
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
当
該
指
導
訓
練
の
実
施
主

体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
事
業
現
場
の
長
）
よ
り
各
人
の
能
力
・
技
能

等
に
関
す
る
通
報
を
求
め
、
そ
の
通
報
に
基
い
て
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
等
の
段
階
を
設
け
、
求
職
票
に

そ
の
旨
を
記
述
し
て
お
き
、
公
共
事
業
等
へ
の
適
格
紹
介
に
資
す
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
を
す
み
や
か
に
公
共
事
業
等
へ
紹
介
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
が
、
左
に
掲
げ
る
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
共
事

業
等
へ
紹
介
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
労
働
の
意
思
の
な
い
も
の
と
し
て
爾
後
失
業
対
策
事
業

へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又
は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

正
当
な
理
由
と
認
め
ら
れ
る
場
合

⑴

紹
介
さ
れ
た
公
共
事
業
等
の
作
業
内
容
が
、
そ
の
も
の
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

⑵

紹
介
さ
れ
た
公
共
事
業
等
の
現
場
が
非
常
に
遠
距
離
に
あ
る
た
め
、
通
勤
困
難
と
認
め
ら
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に
そ
の
作
業
処
理
方
法
に
つ
き
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
但
し
、
編
成
さ
れ
た
班
の
現

場
の
状
況
に
応
じ
て
指
導
訓
練
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
副
監
督
員
及
び
技
能
者
の
配
置

を
考
慮
す
る
こ
と
。

⑶

指
導
員
は
訓
練
就
労
者
の
作
業
状
態
を
常
時
観
察
し
、
そ
の
作
業
能
力
が
通
常
の
作
業
能

力
に
到
逹
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
順
次
他
の
班
に
交
替
又
は
編
入
し
、
す

べ
て
の
訓
練
就
労
者
が
作
業
種
目
の
全
過
程
を
終
了
す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⑷

指
導
訓
練
担
当
者
は
、
基
礎
訓
練
の
指
導
結
果
が
作
業
訓
練
に
有
効
に
反
映
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
常
時
意
を
用
い
、
指
導
事
項
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

⑸

日
々
の
作
業
状
況
に
つ
い
て
各
人
毎
の
記
録
を
と
り
、
各
人
の
処
理
し
う
る
作
業
量
を
通

常
の
作
業
量
に
近
接
す
る
よ
う
逐
次
増
加
す
る
こ
と
。

⑹

作
業
訓
練
は
、
公
共
事
業
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
小
間
割
制
に
堪
え
得
る
能
力
を

附
与
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
訓
練
が
一
定
段
階
に
達
し
、

訓
練
就
労
者
の
作
業
能
力
が
増
大
し
、
重
作
業
に
堪
え
得
る
能
力
を
収
得
し
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
小
間
割
制
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
訓
練
就
労
者
の
作
業
能
力
の
増
大
と
共
に
作
業
量
を
徐
々
に
増

大
し
、
指
導
訓
練
の
最
終
段
階
に
お
い
て
は
、
概
ね
公
共
事
業
等
に
見
合
う
作
業
量
を
処
理

し
得
る
よ
う
指
導
訓
練
す
る
こ
と
。

九

六
、
七
及
び
八
に
述
べ
た
事
項
は
、
主
と
し
て
土
木
作
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
土
木
作

業
以
外
の
作
業
に
関
し
指
導
訓
練
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
実
施
す
る
こ

と
。

十

指
導
訓
練
か
ら
の
除
外

１

指
導
訓
練
終
了
前
に
能
力
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
措
置

⑴

指
導
訓
練
を
終
了
し
な
い
以
前
に
指
導
員
が
公
共
事
業
等
に
就
労
す
る
能
力
を
取
得
し
た

と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
当
該
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
と
見
倣
し
、
こ
の
者
に

つ
い
て
は
爾
後
指
導
訓
練
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
指
導
訓

練
の
実
施
主
体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
時
は
事
業
現
場
の
長
）
は
そ
の
旨
公

共
職
業
安
定
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
⑴
の
通
報
を
受
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
者
を
公
共
事
業
等

へ
紹
介
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
導
訓
練
を
受
け
て
も
能
力
を
取
得
し
得
な
い
者
等
に
対
す
る
措
置

⑴

指
導
訓
練
の
期
間
中
に
お
い
て
指
導
員
が
爾
後
指
導
訓
練
を
行
っ
て
も
公
共
事
業
等
に
就

労
し
う
る
知
識
能
力
を
修
得
し
得
な
い
と
認
め
る
者
及
び
指
導
訓
練
を
受
け
る
意
思
を
欠
く

と
認
め
る
者
に
っ
い
て
は
、
指
導
訓
練
を
中
止
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
指
導
訓
練
の
実
施
主
体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
時
は
事
業
現
場
の
長
）

は
そ
の
旨
を
公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
⑴
の
通
報
を
受
け
た
場
合
に
は
、
除
外
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
を

充
分
調
査
す
る
こ
と
。

指
導
訓
練
を
行
っ
て
も
公
共
事
業
等
に
就
労
し
得
る
知
識
能
力
を
修
得
し
得
な
い
と
判
定

さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
者
を
爾
後
他
の
失
業
対
策
事
業
に
紹
介
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

指
導
訓
練
を
受
け
る
意
思
を
欠
く
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ

の
者
を
労
働
の
意
思
の
な
い
者
と
し
て
爾
後
他
の
失
業
対
策
事
業
へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又

は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

十
一

訓
練
就
労
者
の
賃
金

訓
練
就
労
者
に
支
払
わ
れ
ろ
賃
金
の
額
は
、
そ
の
従
事
す
る
作
業
内
容
の
高
能
率
段
階
に
よ

る
額
と
す
る
。

十
二

指
導
訓
練
終
了
後
の
措
置

１

公
共
職
業
安
定
所
は
、
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
（
指
導
訓
練
の
期
間
中
に
お
い
て
指
導
訓

練
を
終
了
し
た
と
見
做
さ
れ
る
者
を
合
む
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
当
該
指
導
訓
練
の
実
施
主

体
の
長
（
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
事
業
現
場
の
長
）
よ
り
各
人
の
能
力
・
技
能

等
に
関
す
る
通
報
を
求
め
、
そ
の
通
報
に
基
い
て
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
等
の
段
階
を
設
け
、
求
職
票
に

そ
の
旨
を
記
述
し
て
お
き
、
公
共
事
業
等
へ
の
適
格
紹
介
に
資
す
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
を
す
み
や
か
に
公
共
事
業
等
へ
紹
介
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
導
訓
練
を
終
了
し
た
者
が
、
左
に
掲
げ
る
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
共
事

業
等
へ
紹
介
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
労
働
の
意
思
の
な
い
も
の
と
し
て
爾
後
失
業
対
策
事
業

へ
の
紹
介
を
中
止
し
、
又
は
特
定
期
間
紹
介
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

正
当
な
理
由
と
認
め
ら
れ
る
場
合

⑴

紹
介
さ
れ
た
公
共
事
業
等
の
作
業
内
容
が
、
そ
の
も
の
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。

⑵

紹
介
さ
れ
た
公
共
事
業
等
の
現
場
が
非
常
に
遠
距
離
に
あ
る
た
め
、
通
勤
困
難
と
認
め
ら
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れ
る
と
き
。

但
し
、
ト
ラ
ッ
ク
そ
の
他
輸
送
の
便
を
供
せ
ら
れ
る
場
合
又
は
適
当
な
宿
泊

施
設
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑶

紹
介
さ
れ
た
公
共
事
業
等
の
労
働
条
件
が
、
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
、
又

は
賃
金
が
同
一
地
域
に
お
け
る
同
種
の
業
務
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
一
般
の
賃
金
水
準
に
比
べ

て
不
当
に
低
い
時
。

⑷

職
業
安
定
法
第
二
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働
争
議
の
発
生
し
て
い
る
事
業
所
に
紹
介

さ
れ
た
と
き
。

⑸

七
日
以
内
に
自
己
の
希
望
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

⑹

本
人
の
健
康
上
、
ま
た
は

一
身
上
の
事
由
に
よ
り
一
定
期
間
公
共
事
業
等
に
就
労
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

但
し
、
こ
れ
ら
の
事
由
が
消
滅
し
た
以
後
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

『
年
鑑
』

昭
和
三
〇
年
一
二
月
九
日

〔
五
─
一
─
五
二
〕
労
働
省
職
安
局
長
、
中
小
企
業
庁
長
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発

第
、
三
〇
七
号
、
三
〇
企
庁
第
五
、
五
二
一
号
）

昭昭
和和
三三
十十
年年
度度
新新
規規
大大
学学
卒卒
業業
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

本
年
度
に
お
け
る
新
規
大
学
卒
業
者
の
就
職
促
進
対
策
に
つ
い
て
は
、
か
ね
が
ね
格
別
の
御
高
配

を
煩
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
中
小
企
業
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
そ
の
他
中
小

企
業
団
体
へ
の
就
職
を
強
力
に
促
進
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
が
実
施
方
策
な
ら
び
に
雇
用
勧
奨
員
制

度
の
運
営
、
採
用
選
考
に
お
け
る
差
別
待
遇
の
是
正
等
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
よ
る
こ
と
と
致
し
た

い
の
で
御
了
知
の
う
え
、
学
生
就
職
対
策
都
道
府
県
本
部
（
又
は
労
働
主
管
部
局
）
お
よ
び
商
工
（
経

済
）
主
管
部
局
は
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
関
係
行
政
機
関
お
よ
び
民
間
団
体
、
特
に
中
小
企
業

関
係
機
関
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
こ
れ
ら
就
職
対
策
の
効
果
的
な
実
施
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
格
段

の
御
配
意
を
煩
わ
し
た
い
。

お
っ
て
本
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
円
滑
な
る
実
施
を
期
す
る
よ
う
別
紙
写
の
と
お
り
日
本
中
小
企

業
団
休
連
盟
あ
て
協
力
方
に
つ
い
て
依
頼
し
て
あ
る
の
で
申
添
え
る
。

記記

一
、
中
小
企
業
お
よ
び
中
小
企
業
協
同
組
合
そ
の
他
中
小
企
業
団
体
へ
の
就
職
促
進

中
小
企
業
の
分
野
へ
の
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
労
働
、
商
工
（
経
済
）
関
係
部
局
が
中
心
と

な
り
関
係
行
政
機
関
の
協
力
の
下
に
、
中
小
企
業
中
小
企
業
等
協
同
組
合
そ
の
他
中
小
企
業
団
休

に
対
し
、
次
に
よ
り
強
力
な
る
雇
用
励
奨
を
行
う
こ
と
。

㈠

各
都
道
府
県
は
、
日
本
中
小
企
業
団
体
連
盟
地
方
組
織
そ
の
他
関
係
機
関
と
大
学
卒
業
者
の

中
小
企
業
へ
の
就
職
促
進
に
関
し
、
具
休
的
に
協
議
を
行
い
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
等
で
、

組
合
自
体
に
職
員
の
採
用
余
力
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
雇
用
勧
奨
を
行
う
と
と
も
に
、
個
々
の

企
業
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
組
合
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
雇
用
勧
奨
員
に
よ
る
事
業
所
訪
問
、

雇
用
勧
奨
状
の
発
送
等
に
よ
り
求
人
の
獲
得
に
努
め
る
こ
と
。

㈡

中
小
企
業
診
断
の
実
施
に
際
し
て
は
、
当
該
主
管
部
局
は
、
診
断
員
を
通
じ
個
々
の
中
小
企

業
経
営
者
ま
た
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
の
幹
部
に
対
し
、
必
要
な
従
業
員
の
確
保
に
つ
い
て

適
切
な
啓
発
普
及
を
行
い
、
有
能
な
大
学
卒
業
者
の
雇
用
を
勧
奨
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

二
、
雇
用
勧
奨
員
制
度
の
設
置

学
生
就
職
対
策
都
道
府
県
本
部
（
以
下
地
方
本
部
と
い
う
。）
ま
た
は
各
県
職
業
安
定
主
管
部
局

に
お
け
る
求
人
開
拓
活
動
を
強
化
し
、
求
人
の
確
保
を
図
る
た
め
地
方
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
必

要
に
応
じ
次
に
よ
り
雇
用
勧
奨
員
の
設
置
、
運
営
を
図
る
こ
と
。

㈠

雇
用
勧
奨
員
の
委
嘱

地
方
本
部
ま
た
は
各
県
職
業
安
定
主
管
部
局
に
お
い
て
雇
用
勧
奨
員
を
委
嘱
す
る
場
合
は
、

各
種
経
営
者
団
体
、
中
小
企
業
団
体
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
等
の
役
職
員
の
中
か
ら
適
任
者

の
推
せ
ん
を
受
け
委
嘱
す
る
こ
と
。

（
註
）
こ
れ
に
関
す
る
経
費
は
、
地
方
本
部
必
置
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、「
大
学
卒
業
者
就
職

促
進
対
策
委
託
費
」
か
ら
支
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡

雇
用
勧
奨
員
の
業
務

雇
用
勧
奨
員
は
、
当
該
所
属
経
営
者
団
体
加
入
の
事
業
所
を
訪
問
し
、
雇
用
勧
奨
、
求
人
開

拓
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
受
理
求
人
を
地
方
本
部
ま
た
は
当
該
主
管
部
局
に
堤
出
す
る
こ

と
。な

お
、
地
方
本
部
ま
た
は
当
該
主
管
部
局
は
、
雇
用
勧
奨
員
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
一
定
期

間
ご
と
に
把
握
し
、
本
制
度
の
効
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
。

三

採
用
選
考
に
関
す
る
学
生
就
職
対
策
中
央
本
部
決
議
事
項
の
啓
発
広
報

㈠

両
親
ま
た
は
片
親
を
欠
く
者
お
よ
び
夜
間
部
卒
業
者
等
環
境
に
恵
ま
れ
な
い
学
生
に
対
し
、

採
用
選
考
上
差
別
的
取
扱
を
せ
ず
、
公
平
な
る
選
考
を
行
う
よ
う
学
生
就
職
対
策
中
央
本
部
に

お
い
て
決
議
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
点
地
方
本
部
お
よ
び
職
業
安
定
機
関
は
、
適
切
な
措
置
を
講

じ
、
こ
れ
が
啓
発
広
報
に
努
め
る
こ
と
。

㈡

履
歴
書
を
「
ペ
ン
書
」
に
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
前
号
同
様
決
議
さ
れ
た
の
で
、
あ
わ
せ

て
啓
発
広
報
に
努
め
る
こ
と
。

- 57 -

昭昭
和和
三三
十十
年年
度度
新新
規規
大大
学学
卒卒
業業
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

（
右
と
同
日
、
同
通
牒
番
号
に
て
日
本
中
小
企
業
団
体
連
盟
会
長
あ
て
）

大
学
卒
業
者
の
就
職
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
か
ね
て
か
ら
格
別
の
御
尽
力
を
頂
き
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

さ
て
、
標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
た
び
大
学
卒
業
者
の
中
小
企
業
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合

そ
の
他
中
小
企
業
団
体
に
対
す
る
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
別
紙
写
の
と
お

り
通
達
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
貴

連
盟
は
じ
め
、
会
員
各
位
の
御
協
力
を
う
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
肝
要
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
の
で
、

特
に
左
記
事
項
に
つ
き
貴
連
盟
地
方
支
部
に
対
し
、
そ
の
協
力
方
し
か
る
べ
く
御
通
知
下
さ
る
よ
う

御
依
頼
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
所
属
会
員
の
事
業
協
同
組
合
等
に
お
い
て
で
き
る
限
り
、
大
学
卒
業
者
を
採
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

二
、
各
都
道
府
県
が
行
う
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
に
つ
い
て
協
力
方
御
配
意
を
願
う
と
と
も
に
、
機

関
紙
、
定
期
刊
行
物
等
に
よ
る
啓
発
広
報
を
通
し
大
学
卒
業
者
の
就
職
対
策
活
動
に
協
力
せ
ら
れ

た
い
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
三
一
年
二
月
三
日

〔
五
─
一
─
五
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
・
調
達
庁
労
務
部
長
よ
り
各
部
道
府
県
知
事
宛
通

達
（
職
発
第
一
〇
五
号
・
調
労
発
第
一
四
二
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
国国
連連
軍軍
労労
務務
被被
解解
雇雇
者者
のの
就就
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
（
以
下
「
駐
留
軍
等
」
と
い
う
」
の
予
算
削
減
並
び
に
そ
の
移
駐
及
び

撤
退
に
伴
い
、
労
務
者
の
解
雇
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
貴
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
こ
れ
が
就

業
対
策
に
つ
い
て
は
、
万
全
を
期
し
て
い
る
こ
と
と
存
ず
る
。
つ
い
て
は
二
月
三
日
別
紙
「
特

需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
が
あ
っ
た
の

で
、
差
し
あ
た
り
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
、
速
か
な
る
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
営
に
遣
憾
の
な

い
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
自
衛
隊
部
隊
要
員
へ
の
採
用
に
つ
い
て

自
衛
隊
の
移
駐
又
は
拡
充
に
伴
う
要
員
に
つ
い
て
は
、
極
力
駐
留
軍
等
労
務
解
雇
予
定
者

及
び
被
解
雇
者
（
軍
直
用
労
務
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
を
以
て
充
足
す
る
よ
う
現
地
部
隊

等
と
常
時
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
こ
れ
が
円
滑
な
る
専
務
の
遂
行
を
図
る
こ
と
。

二
、
駐
留
軍
等
へ
の
再
採
用
に
つ
い
て

職
業
安
定
機
関
及
び
渉
外
労
務
管
理
機
関
は
、
駐
留
軍
等
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ

り
措
置
す
る
こ
と
。

１

駐
留
軍
等
労
務
者
の
求
人
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
申
込
を
し
て
い
る
駐

留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
中
よ
り
適
格
者
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
中
よ
り
優
先
的
に
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
号
に
よ
る
も
紹
介
人
員
が
求
人
申
込
人
員
に
満
た
な
い
こ
と

が
事
前
に
明
ら
か
な
と
き
、
又
は
駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
を
紹
介
す
る
も
、
な
お
充
足

し
得
な
い
と
き
は
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
と
充
分
連
絡
の
う
え
、
一
般
求
職
者
を
紹
介

し
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
は
、
こ
れ
ら
の
者
よ
り
採
用
を
行
う
こ
と
。

３

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
各
号
の
職
業
紹
介
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
渉
外
労
務
管
理
事

務
所
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
駐
留
軍
等
労
務
者
の
大
量
解
雇
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
速

か
に
職
業
相
談
を
行
い
、
駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
の
状
況
を
常
時
把
挫
し
て
お
く
こ
と
。

こ
の
場
合
、
そ
の
者
が
他
の
公
共
職
業
安
定
所
管
内
に
就
労
を
希
望
す
る
場
合
は
、
当
該

公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
連
絡
を
行
う
こ
と
。

三
、
自
営
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て

駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
が
自
ら
営
業
を
行
い
、
又
は
企
業
組
合
等
を
結
成
し
て
事
業
を

営
も
う
と
す
る
向
に
対
し
て
は
、
中
小
企
業
指
導
機
関
等
を
通
じ
事
業
の
選
定
、
経
営
等
に

つ
き
、
能
う
る
限
り
の
援
助
指
導
を
行
う
こ
と
。

又
右
の
た
め
、
事
業
資
金
又
は
生
業
資
金
の
貸
付
を
希
望
す
る
向
に
対
し
て
は
、
各
都
道

府
県
に
お
い
て
可
能
な
限
り
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
民
金
融
公
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、

中
小
企
業
金
融
公
庫
等
金
融
機
関
に
対
し
資
金
融
資
の
潤
弁
方
に
つ
き
適
当
な
あ
っ
旋
を
行

う
こ
と
。

な
お
、
国
民
金
融
公
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
に
お
い
て
下
部

組
織
に
対
し
、
駐
留
軍
等
被
解
雇
者
よ
り
融
資
に
つ
い
て
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
可
能

な
限
り
要
望
に
応
ぜ
ら
れ
た
い
旨
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
申
し
添
え
る
。

四
、
失
業
対
策
事
業
等
へ
の
就
労
に
つ
い
て

昭
和
三
一
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
臨
時
就
労
対
策
事
業
を
創
設
し
、
公
共
事
業
へ
の
失
業
者
の

就
労
促
進
の
措
置
と
相
俟
っ
て
、
失
業
者
の
吸
収
強
化
を
期
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

特
に
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
の
引
揚
等
の
た
め
、
著
し
く
失
業
者
の
増
加
し
た
地
方
に
対
し
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昭昭
和和
三三
十十
年年
度度
新新
規規
大大
学学
卒卒
業業
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

（
右
と
同
日
、
同
通
牒
番
号
に
て
日
本
中
小
企
業
団
体
連
盟
会
長
あ
て
）

大
学
卒
業
者
の
就
職
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
か
ね
て
か
ら
格
別
の
御
尽
力
を
頂
き
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

さ
て
、
標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
た
び
大
学
卒
業
者
の
中
小
企
業
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合

そ
の
他
中
小
企
業
団
体
に
対
す
る
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
別
紙
写
の
と
お

り
通
達
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
施
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
貴

連
盟
は
じ
め
、
会
員
各
位
の
御
協
力
を
う
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
肝
要
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
の
で
、

特
に
左
記
事
項
に
つ
き
貴
連
盟
地
方
支
部
に
対
し
、
そ
の
協
力
方
し
か
る
べ
く
御
通
知
下
さ
る
よ
う

御
依
頼
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
所
属
会
員
の
事
業
協
同
組
合
等
に
お
い
て
で
き
る
限
り
、
大
学
卒
業
者
を
採
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

二
、
各
都
道
府
県
が
行
う
雇
用
勧
奨
、
求
人
開
拓
に
つ
い
て
協
力
方
御
配
意
を
願
う
と
と
も
に
、
機

関
紙
、
定
期
刊
行
物
等
に
よ
る
啓
発
広
報
を
通
し
大
学
卒
業
者
の
就
職
対
策
活
動
に
協
力
せ
ら
れ

た
い
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
三
一
年
二
月
三
日

〔
五
─
一
─
五
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
・
調
達
庁
労
務
部
長
よ
り
各
部
道
府
県
知
事
宛
通

達
（
職
発
第
一
〇
五
号
・
調
労
発
第
一
四
二
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
国国
連連
軍軍
労労
務務
被被
解解
雇雇
者者
のの
就就
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
（
以
下
「
駐
留
軍
等
」
と
い
う
」
の
予
算
削
減
並
び
に
そ
の
移
駐
及
び

撤
退
に
伴
い
、
労
務
者
の
解
雇
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
貴
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
こ
れ
が
就

業
対
策
に
つ
い
て
は
、
万
全
を
期
し
て
い
る
こ
と
と
存
ず
る
。
つ
い
て
は
二
月
三
日
別
紙
「
特

需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
が
あ
っ
た
の

で
、
差
し
あ
た
り
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
、
速
か
な
る
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
営
に
遣
憾
の
な

い
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
自
衛
隊
部
隊
要
員
へ
の
採
用
に
つ
い
て

自
衛
隊
の
移
駐
又
は
拡
充
に
伴
う
要
員
に
つ
い
て
は
、
極
力
駐
留
軍
等
労
務
解
雇
予
定
者

及
び
被
解
雇
者
（
軍
直
用
労
務
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
を
以
て
充
足
す
る
よ
う
現
地
部
隊

等
と
常
時
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
こ
れ
が
円
滑
な
る
専
務
の
遂
行
を
図
る
こ
と
。

二
、
駐
留
軍
等
へ
の
再
採
用
に
つ
い
て

職
業
安
定
機
関
及
び
渉
外
労
務
管
理
機
関
は
、
駐
留
軍
等
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ

り
措
置
す
る
こ
と
。

１

駐
留
軍
等
労
務
者
の
求
人
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
申
込
を
し
て
い
る
駐

留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
中
よ
り
適
格
者
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所

は
、
こ
れ
ら
の
者
の
中
よ
り
優
先
的
に
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
号
に
よ
る
も
紹
介
人
員
が
求
人
申
込
人
員
に
満
た
な
い
こ
と

が
事
前
に
明
ら
か
な
と
き
、
又
は
駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
を
紹
介
す
る
も
、
な
お
充
足

し
得
な
い
と
き
は
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
と
充
分
連
絡
の
う
え
、
一
般
求
職
者
を
紹
介

し
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
は
、
こ
れ
ら
の
者
よ
り
採
用
を
行
う
こ
と
。

３

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
各
号
の
職
業
紹
介
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
渉
外
労
務
管
理
事

務
所
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
駐
留
軍
等
労
務
者
の
大
量
解
雇
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
速

か
に
職
業
相
談
を
行
い
、
駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
の
状
況
を
常
時
把
挫
し
て
お
く
こ
と
。

こ
の
場
合
、
そ
の
者
が
他
の
公
共
職
業
安
定
所
管
内
に
就
労
を
希
望
す
る
場
合
は
、
当
該

公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
連
絡
を
行
う
こ
と
。

三
、
自
営
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て

駐
留
軍
等
労
務
被
解
雇
者
が
自
ら
営
業
を
行
い
、
又
は
企
業
組
合
等
を
結
成
し
て
事
業
を

営
も
う
と
す
る
向
に
対
し
て
は
、
中
小
企
業
指
導
機
関
等
を
通
じ
事
業
の
選
定
、
経
営
等
に

つ
き
、
能
う
る
限
り
の
援
助
指
導
を
行
う
こ
と
。

又
右
の
た
め
、
事
業
資
金
又
は
生
業
資
金
の
貸
付
を
希
望
す
る
向
に
対
し
て
は
、
各
都
道

府
県
に
お
い
て
可
能
な
限
り
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
民
金
融
公
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、

中
小
企
業
金
融
公
庫
等
金
融
機
関
に
対
し
資
金
融
資
の
潤
弁
方
に
つ
き
適
当
な
あ
っ
旋
を
行

う
こ
と
。

な
お
、
国
民
金
融
公
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
に
お
い
て
下
部

組
織
に
対
し
、
駐
留
軍
等
被
解
雇
者
よ
り
融
資
に
つ
い
て
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
可
能

な
限
り
要
望
に
応
ぜ
ら
れ
た
い
旨
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
申
し
添
え
る
。

四
、
失
業
対
策
事
業
等
へ
の
就
労
に
つ
い
て

昭
和
三
一
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
、
特
別
失
業
対
策
事
業
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
臨
時
就
労
対
策
事
業
を
創
設
し
、
公
共
事
業
へ
の
失
業
者
の

就
労
促
進
の
措
置
と
相
俟
っ
て
、
失
業
者
の
吸
収
強
化
を
期
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

特
に
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
の
引
揚
等
の
た
め
、
著
し
く
失
業
者
の
増
加
し
た
地
方
に
対
し
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て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
、
失
業
対
策
事
業
の
補
助
率
を
引
上
げ
る
等
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

別

紙
特
需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
（
昭
和
三
一

・
二
・
三
、
閣
議
了
解
）

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
に
使
用
さ
れ
て
い
る
労
務
者
は
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
末
現
在
一
五
万

六
千
人
で
あ
り
、
軍
関
係
の
直
傭
労
務
者
及
び
特
需
関
係
産
業
の
労
務
者
を
加
え
る
と
約
二
二

万
人
に
上
る
と
推
計
さ
れ
る
。

し
か
る
に
駐
留
軍
の
引
揚
げ
並
び
に
特
需
の
漸
減
に
伴
っ
て
、
毎
年
大
量
の
人
員
整
理
が
、

地
域
的
、
時
期
的
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
、
今
後
も
益

々
強
く
な
る
も
の
と
予
測
せ
ら
れ
る
。

政
府
は
、
か
か
る
事
情
を
特
に
考
慮
し
、
一
般
失
業
対
策
に
あ
わ
せ
て
、
左
記
の
諸
対
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

記

第
一

事

前

措

置

一
、
人
員
整
理
又
は
発
注
量
の
削
減
に
当
っ
て
は
、
そ
の
量
及
び
期
間
を
按
配
し
て
、
計
画
的

且
つ
漸
減
的
と
な
る
よ
う
要
望
す
る
と
と
も
に
、
整
理
又
は
削
減
予
定
の
事
前
通
報
が
相
当

期
間
前
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
更
に
強
力
に
要
望
す
る
こ
と
。

二
、
駐
留
軍
及
び
国
連
軍
の
使
用
す
る
施
設
、
機
器
等
の
う
ち
、
軍
の
引
揚
又
は
発
注
減
に
伴

い
遊
休
化
す
る
も
の
又
は
使
用
度
が
著
し
く
低
く
な
る
も
の
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
対

策
を
行
う
こ
と
。

⑴

提
供
施
設
で
日
本
側
需
要
に
つ
い
て
も
利
用
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
共
同
使
用
も

認
め
る
よ
う
要
望
す
る
と
共
に
、
軍
隊
の
引
揚
又
は
特
需
の
発
注
減
に
伴
い
遊
休
化
す
る

提
供
施
設
及
び
区
域
の
返
還
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
。

⑵

提
供
施
設
及
び
区
域
に
所
在
す
る
駐
留
軍
所
有
の
設
備
、
機
械
器
具
等
の
中
、
日
本
側

に
と
っ
て
必
要
な
も
の
は
譲
渡
す
る
よ
う
要
望
す
る
こ
と
。

⑶

駐
留
軍
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
民
有
の
旧
賠
償
指
定
機
器
の
早
期
返
還
に
つ
き
要

請
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
使
用
料
の
支
払
に
つ
き
解
決
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
特
需
関
係
産
業
に
あ
っ
て
は
、
企
業
の
責
任
性
を
一
層
明
確
に
し
、
特
需
の
減
少
に
備
え

予
め
自
主
的
に
経
理
の
万
全
を
期
す
る
よ
う
努
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
離
職
予
定
者
に
対
し

て
は
、
極
力
同
一
企
業
内
又
は
系
列
企
業
へ
の
配
置
転
換
を
行
う
よ
う
指
導
し
、
失
業
者
を

な
る
べ
く
少
く
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
特
需
関
係
産
業
に
お
け
る
補
完
増
員
に
あ
た
っ
て
は
、
特
需
関
係
産
業
離
職
者
の
優

先
的
採
用
及
び
配
置
転
換
に
よ
る
充
足
を
は
か
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
駐
留
軍
労
務
者
の
補
充
増
員
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
整
理
さ
れ
た
も
の
の
優
先
的
採
用
及

び
配
置
転
換
に
よ
る
充
足
を
要
請
す
る
こ
と
。

五
、
自
衛
隊
要
員
の
補
充
に
さ
い
し
て
は
、
駐
留
軍
特
需
関
係
等
労
務
者
を
採
用
す
る
よ
う
に

努
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
関
係
庁
に
連
絡
す
る
こ
と
。

六
、
駐
留
軍
特
需
関
係
労
務
者
の
転
職
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
等

の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
等
の
た
め
の
大
量
の
離
職
者
を
生
ず
る
府
県
及

び
地
元
市
町
村
は
、
こ
れ
ら
労
務
者
の
就
業
斡
旋
、
配
置
転
換
、
自
営
援
助
そ
の
他
総
合
的

離
職
者
対
策
の
推
進
を
は
か
る
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二
、
事

後

措

置

一
、
第
一
の
二
よ
り
譲
渡
を
う
け
た
設
備
、
機
械
器
具
及
び
返
還
を
受
け
た
国
有
財
産
に
つ
い

て
は
、
特
に
離
職
者
の
吸
収
措
置
を
考
慮
し
、
最
も
効
果
的
な
活
用
を
は
か
り
得
る
よ
う
に

措
置
す
る
こ
と
。

二
、
防
衛
庁
の
車
輛
等
の
修
理
発
註
に
あ
た
っ
て
は
、
特
需
の
調
達
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い

る
機
械
、
器
具
等
（
米
国
所
有
の
も
の
を
含
む
）
を
有
効
に
活
用
す
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ

と
。

三
、
特
需
の
減
少
に
対
処
し
て
、
企
業
が
自
主
的
発
意
と
計
画
と
に
よ
っ
て
行
う
事
業
の
う
ち
、

適
当
な
も
の
に
対
し
て
は
、
融
資
斡
旋
等
の
方
法
に
よ
り
援
助
す
る
こ
と
。

四
、
離
職
者
の
自
立
更
生
を
促
進
す
る
た
め
離
職
者
に
よ
る
企
業
組
合
の
育
成
に
つ
い
て
援
助

指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
資
金
及
び
生
業
資
金
の
融
資
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
潤
弁
な

ら
し
め
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

五
、
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
の
引
揚
等
の
た
め
著
し
く
失
業
者
の
増
加
し
た
地
方
に
対
し
て
は
、

地
方
公
共
団
休
の
財
政
状
況
に
応
じ
、
昭
和
三
一
年
度
に
お
い
て
は
、
失
業
対
策
事
業
の
補

助
率
を
引
上
げ
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
失
業
者
の
就
労
対
策
と
し
て
の
各
種
事
業
を
、
失
業
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
し
、
再

就
業
ま
で
の
間
の
労
働
力
保
全
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
特
に
重
要
と
認
め
る
具
体
的
案
件
に
つ
い
て
は
、
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
に
お
い
て
協
議

し
、
こ
れ
が
解
決
の
促
進
を
は
か
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』
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昭
和
三
一
年
四
月
七
日

〔
五
─
一
─
五
四
〇
〕
労
働
部
長
よ
り
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
八
七
号
）

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱
のの
制制

定定
にに
つつ
いい
てて

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱
の
制
定
に
つ

い
て
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
共
同
作
業
所
作
業
員
に
対
す
る
作
業
賃
は
す
べ
て
委
託
料
を
も
っ

て
支
出
す
べ
く
予
算
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
今
般
標
記
の
処
理
要
綱
を
制
定
し

た
か
ら
之
に
基
づ
き
処
理
す
る
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱

（
目
的
）

第
一

神
奈
川
県
営
の
共
同
作
業
所
（
以
下
所
と
い
う
）
に
お
い
て
実
施
す
る
作
業
並
び
に
作

業
に
伴
う
作
業
収
入
金
及
び
委
託
料
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
・
規
則
そ
の
他
別
に
定

め
る
も
の
の
外
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

１

原
材
料
作
業
：
歳
出
予
算
に
基
づ
い
て
購
入
し
た
資
材
（
以
下
原
材
料
と
い
う
）
を
も

っ
て
行
な
う
受
注
作
業
及
び
見
込
生
産
の
た
め
の
作
業
を
い
う
。

２

受

託

作

業
：
所
外
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
依
頼
者
の
提
供
す
る
資
材
（
以
下
受
託
資

材
と
い
う
）
を
も
っ
て
行
な
う
作
業
を
い
う
。

３

製

作

品
：
原
材
料
作
業
及
び
受
託
作
業
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
製
品
を
い
う
。

４

委

託

料
：
原
材
料
作
業
及
び
受
託
作
業
に
お
い
て
製
作
を
委
託
し
た
作
業
員
に

対
し
支
払
わ
れ
る
料
金
又
は
外
注
加
工
料
を
い
う
。

５

加

工

料
：
受
託
作
業
及
び
原
材
料
作
業
に
お
い
て
委
託
料
見
合
い
と
し
て
作
業

委
託
者
又
は
発
注
者
か
ら
領
収
す
る
料
金
を
い
う
。

６

作
業
収
入
金
：
製
品
処
分
の
代
償
と
し
て
得
た
製
作
品
払
下
げ
代
価
、
加
工
料
等
の
諸

収
入
を
い
う
。

（
加
工
料
の
決
定
）

第
三

加
工
料
（
委
託
料)

の
額
は
所
長
の
申
請
に
基
づ
き
労
働
部
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

（
作
業
委
託
契
約
の
締
結
）

第
四

作
業
員
が
新
た
に
入
所
し
た
と
き
は
様
式
第
一
に
よ
り
作
業
委
託
契
約
を
締
結
す
る
も

と
す
る
。

（
受
注
又
は
受
託
契
約
の
締
結
）

第
五

作
業
の
委
託
又
は
注
文
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
「
製
作
（
修
理
）
依
頼
者
」
（
様

式
第
二
）
を
提
出
し
、
こ
れ
に
対
し
所
長
は
「
製
作
（
修
理
）
受
託
者
」
（
様
式
第
三
）

を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

契
約
金
額
は
第
九
の
１
の
引
渡
価
格
と
す
る
。

（
作
業
資
材
の
受
渡
）

第
六

原
材
料
の
受
渡
は
作
業
毎
に
「
物
品
請
求
伝
票
」
（
様
式
第
四
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
各
作
業
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
同
種
類
の
資
材
は
予
め
一

括
し
て
受
渡
が
で
き
る
も
の
と
し
、
定
期
的
に
作
業
資
材
の
清
算
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
作
業
の
委
託
）

第
七

作
業
員
に
対
し
作
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
個
人
別
の
「
作
業
委
託
簿
」（
様
式
第
五
）

に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
作
業
委
託
簿
は
所
長
が
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２

作
業
員
は
作
業
を
完
了
し
た
時
は
、
直
ち
に
製
作
品
に
残
存
資
料
を
そ
え
所
長
に
引
き

渡
す
も
の
と
す
る
。

３

作
業
員
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
っ
て
製
作
品
又
は
作
業
資
材
を
損
亡
失
し
た
と
き

は
、
所
長
は
作
業
員
を
し
て
損
害
を
賠
償
せ
し
め
る
事
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
製
作
品
の
収
納
）

第
八

作
業
員
か
ら
引
渡
を
受
け
た
製
作
品
の
収
納
方
法
は
神
奈
川
県
費
所
属
物
品
会
計
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
す
る
。

２

製
作
品
の
評
価
額
は
製
作
に
使
用
し
た
原
材
料
の
購
入
価
格
に
委
託
料
を
加
え
て
得
た

価
額
（
以
下
製
品
価
格
と
い
う
）
と
し
、
そ
の
算
定
は
「
製
作
品
引
継
明
細
書
」
（
様
式

六
）
に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
（
製
作
品
の
処
分
及
び
引
渡
）

第
九

受
注
又
は
委
託
に
よ
る
製
作
品
の
引
渡
は
原
則
と
し
て
当
該
会
計
年
度
内
に
完
了
す
る

も
の
と
し
、
引
渡
価
格
は
第
八
の
２
の
評
価
額
と
す
る
。
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

見
込
生
産
に
よ
る
製
作
品
の
処
分
は
、
原
則
と
し
て
当
該
会
計
年
度
内
に
完
了
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
処
分
手
続
き
は
神
奈
川
県
契
約
条
例
及
び
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
作
業
収
入
金
の
収
納
）

第
一
〇

作
業
収
入
金
の
収
納
方
法
は
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

作
業
収
入
金
は
こ
れ
を
作
業
員
に
対
す
る
委
託
料
見
合
い
の
加
工
料
と
、
そ
の
他
と
に
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昭
和
三
一
年
四
月
七
日

〔
五
─
一
─
五
四
〇
〕
労
働
部
長
よ
り
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
八
七
号
）

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱
のの
制制

定定
にに
つつ
いい
てて

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託
料
等
処
理
要
綱
の
制
定
に
つ

い
て
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
共
同
作
業
所
作
業
員
に
対
す
る
作
業
賃
は
す
べ
て
委
託
料
を
も
っ

て
支
出
す
べ
く
予
算
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
今
般
標
記
の
処
理
要
綱
を
制
定
し

た
か
ら
之
に
基
づ
き
処
理
す
る
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱

（
目
的
）

第
一

神
奈
川
県
営
の
共
同
作
業
所
（
以
下
所
と
い
う
）
に
お
い
て
実
施
す
る
作
業
並
び
に
作

業
に
伴
う
作
業
収
入
金
及
び
委
託
料
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
・
規
則
そ
の
他
別
に
定

め
る
も
の
の
外
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

１

原
材
料
作
業
：
歳
出
予
算
に
基
づ
い
て
購
入
し
た
資
材
（
以
下
原
材
料
と
い
う
）
を
も

っ
て
行
な
う
受
注
作
業
及
び
見
込
生
産
の
た
め
の
作
業
を
い
う
。

２

受

託

作

業
：
所
外
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
依
頼
者
の
提
供
す
る
資
材
（
以
下
受
託
資

材
と
い
う
）
を
も
っ
て
行
な
う
作
業
を
い
う
。

３

製

作

品
：
原
材
料
作
業
及
び
受
託
作
業
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
製
品
を
い
う
。

４

委

託

料
：
原
材
料
作
業
及
び
受
託
作
業
に
お
い
て
製
作
を
委
託
し
た
作
業
員
に

対
し
支
払
わ
れ
る
料
金
又
は
外
注
加
工
料
を
い
う
。

５

加

工

料
：
受
託
作
業
及
び
原
材
料
作
業
に
お
い
て
委
託
料
見
合
い
と
し
て
作
業

委
託
者
又
は
発
注
者
か
ら
領
収
す
る
料
金
を
い
う
。

６

作
業
収
入
金
：
製
品
処
分
の
代
償
と
し
て
得
た
製
作
品
払
下
げ
代
価
、
加
工
料
等
の
諸

収
入
を
い
う
。

（
加
工
料
の
決
定
）

第
三

加
工
料
（
委
託
料)

の
額
は
所
長
の
申
請
に
基
づ
き
労
働
部
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

（
作
業
委
託
契
約
の
締
結
）

第
四

作
業
員
が
新
た
に
入
所
し
た
と
き
は
様
式
第
一
に
よ
り
作
業
委
託
契
約
を
締
結
す
る
も

と
す
る
。

（
受
注
又
は
受
託
契
約
の
締
結
）

第
五

作
業
の
委
託
又
は
注
文
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
「
製
作
（
修
理
）
依
頼
者
」
（
様

式
第
二
）
を
提
出
し
、
こ
れ
に
対
し
所
長
は
「
製
作
（
修
理
）
受
託
者
」
（
様
式
第
三
）

を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

契
約
金
額
は
第
九
の
１
の
引
渡
価
格
と
す
る
。

（
作
業
資
材
の
受
渡
）

第
六

原
材
料
の
受
渡
は
作
業
毎
に
「
物
品
請
求
伝
票
」
（
様
式
第
四
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
各
作
業
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
同
種
類
の
資
材
は
予
め
一

括
し
て
受
渡
が
で
き
る
も
の
と
し
、
定
期
的
に
作
業
資
材
の
清
算
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
作
業
の
委
託
）

第
七

作
業
員
に
対
し
作
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
個
人
別
の
「
作
業
委
託
簿
」（
様
式
第
五
）

に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
作
業
委
託
簿
は
所
長
が
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

２

作
業
員
は
作
業
を
完
了
し
た
時
は
、
直
ち
に
製
作
品
に
残
存
資
料
を
そ
え
所
長
に
引
き

渡
す
も
の
と
す
る
。

３

作
業
員
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
っ
て
製
作
品
又
は
作
業
資
材
を
損
亡
失
し
た
と
き

は
、
所
長
は
作
業
員
を
し
て
損
害
を
賠
償
せ
し
め
る
事
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
製
作
品
の
収
納
）

第
八

作
業
員
か
ら
引
渡
を
受
け
た
製
作
品
の
収
納
方
法
は
神
奈
川
県
費
所
属
物
品
会
計
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
す
る
。

２

製
作
品
の
評
価
額
は
製
作
に
使
用
し
た
原
材
料
の
購
入
価
格
に
委
託
料
を
加
え
て
得
た

価
額
（
以
下
製
品
価
格
と
い
う
）
と
し
、
そ
の
算
定
は
「
製
作
品
引
継
明
細
書
」
（
様
式

六
）
に
よ
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
（
製
作
品
の
処
分
及
び
引
渡
）

第
九

受
注
又
は
委
託
に
よ
る
製
作
品
の
引
渡
は
原
則
と
し
て
当
該
会
計
年
度
内
に
完
了
す
る

も
の
と
し
、
引
渡
価
格
は
第
八
の
２
の
評
価
額
と
す
る
。
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

見
込
生
産
に
よ
る
製
作
品
の
処
分
は
、
原
則
と
し
て
当
該
会
計
年
度
内
に
完
了
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
処
分
手
続
き
は
神
奈
川
県
契
約
条
例
及
び
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
作
業
収
入
金
の
収
納
）

第
一
〇

作
業
収
入
金
の
収
納
方
法
は
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

作
業
収
入
金
は
こ
れ
を
作
業
員
に
対
す
る
委
託
料
見
合
い
の
加
工
料
と
、
そ
の
他
と
に
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区
分
し
、
加
工
料
は
予
算
科
目
節
「
共
同
作
業
所
作
業
員
委
託
収
入
」
に
、
そ
の
他

は
「
共
同
作
業
所
作
業
収
入
」
に
そ
れ
ぞ
れ
収
納
す
る
も
の
と
す
る
。

３

所
長
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
収
入
金
の
一
部
を
分
割
又
は
後
納
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
後
納
期
限
は
製
作
品
の
引
渡
後
五
ヶ
月
以
内
と
し
、
且
つ

会
計
年
度
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
分
割
回
数
は
引
渡
の
時
の
収
納
を
含
め
六
回

い
な
い
と
す
る
。

４

分
割
後
納
を
認
め
る
場
合
は
「
分
割
後
納
個
人
別
整
理
簿
」
（
様
式
第
七)

及
び
「
分

割
後
納
月
別
整
理
簿
」
（
様
式
第
八
）
を
備
え
、
そ
の
収
納
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
員
委
託
料
の
支
払
）

第
一
一

作
業
員
に
対
す
る
委
託
料
の
支
払
は
毎
月
一
回
以
上
日
を
決
め
て
行
な
う
も
の
と
す

る
。

２

委
託
料
は
様
式
第
九
に
よ
り
所
長
が
作
業
員
の
委
任
を
受
け
て
一
括
県
金
庫
よ
り
受
領

し
、
作
業
員
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
一
二

所
長
は
作
業
収
入
金
の
収
納
状
況
を
、
そ
の
月
に
お
け
る
「
作
業
収
入
金
収
納
状
況

報
告
書
」
（
様
式
第
一
〇
）
に
よ
っ
て
翌
月
十
日
ま
で
に
、
そ
の
会
計
年
度
未
現
在
に
お

け
る
製
作
品
及
び
原
材
料
の
数
量
を
「
共
同
作
業
所
製
作
品
並
び
に
原
材
料
決
算
報
告
書
」

（
様
式
一
一
）
に
よ
っ
て
次
会
計
年
度
の
五
月
十
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
労
働
部
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
一
三

こ
の
要
綱
実
施
に
必
要
な
事
項
は
労
働
部
長
が
別
に
定
め
る
。

第
一
四

こ
の
要
綱
は
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
昭
和
二
十
八
年

一
月
二
十
九
日
職
補
第
二
一
号
通
達
に
よ
る
「
横
須
賀
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収

入
金
並
び
に
加
工
賃
等
処
理
要
綱
」
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

（
様
式
第
一
）
〈
編
注
：
以
下
略
〉

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
八
日

〔
五
─
一
─
五
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
八
六
号
）

体体
力力
検検
査査
実実
施施
要要
領領
のの
一一
部部
改改
訂訂
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
職
発
第
四
七
三
号
労
働
省
職
業
安
定

局
長
通
達
別
紙
「
公
共
事
業
等
に
対
す
る
失
業
者
吸
収
強
化
措
置
要
領
」
七
の
１
の
㋑
に
基
く

体
力
検
定
実
施
要
領
に
よ
っ
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
背
筋
力
の
測
定
に
つ
い
て

は
被
検
定
者
の
身
体
状
況
等
に
よ
り
事
故
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
、
体
力
検
定
実
施
手
引

（
昭
和
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
）
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
め
、
女
子
の
全
部
及
び
五
十

才
以
上
の
男
子
に
つ
い
て
は
背
筋
力
測
定
を
取
り
止
め
握
力
の
測
定
を
も
っ
て
こ
れ
に
替
え
る

こ
と
と
し
た
か
ら
右
御
了
承
の
上
遺
憾
な
き
よ
う
取
計
ら
わ
れ
た
い
。

記記

一
、
目
的
及
び
対
象
者

こ
の
握
力
検
定
は
次
の
者
に
対
し
て
背
筋
力
検
査
に
替
え
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

㋑

女
子
全
部

㋺

五
〇
才
以
上
の
男
子

㋩

五
〇
才
未
満
の
男
子
で
あ
っ
て
筋
骨
薄
弱
な
り
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
体
力
検
定
実
施
手
引
（
昭
和
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
）
「
六
、
背
筋
力
」
の
次
に
「
七
、

握
力
」
の
項
を
加
え
る
。

（
挿
入
分
は
別
紙
）

三
、
検
査
結
果
の
判
定
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

軽

作

業

二
〇
㎏
以
上

重
作
業
下

三
八
㎏
以
上

重
作
業
上

四
二
㎏
以
上

別
紙

七
、
握
力

㈠

器
具

握
力
計
に
は
己
フ
ソ
握
力
計
と
ス
タ
ッ
ド
レ
ー
握
力
計
と
が
あ
る
が
、
握
力
は

掌
の
大
き
さ
と
器
具
の
把
手
の
大
き
さ
と
の
関
係
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
か
ら
、
器
具
の

把
手
の
部
分
の
大
き
さ
を
掌
の
大
き
さ
に
調
節
で
き
る
ス
タ
ッ
ド
レ
ー
握
力
計
の
方
が
よ

い
。

㈡

測
定
法

右
手
の
握
力
を
測
定
す
る
。
二
回
測
定
し
て
値
の
大
き
い
方
を
と
る
。

ス
タ
ッ
ド
レ
ー
握
力
計
の
場
合
は
、
内
外
両
鐙
形
の
間
隔
を
被
検
査
者
の
掌
の
大
き
さ

に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
外
側
の
鐙
の
外
側
を
拇
指
の
附
根
と
し
、
内
側
の
鐙
形
の
外
側
が

残
り
四
指
の
第
一
と
第
二
関
節
の
と
こ
ろ
に
ぴ
っ
た
り
あ
た
る
よ
う
に
内
側
の
鐙
を
ま
わ

し
て
調
節
す
る
。

コ
ラ
ン
握
力
計
、
ス
メ
ッ
ド
レ
ー
握
力
計
に
共
通
指
針
を
二
本
と
も
○
に
そ
ろ
え
る
。
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器
具
の
把
手
の
掌
に
し
っ
か
り
握
り
（
ス
メ
ッ
ド
レ
ー
の
時
は
内
外
の
鐙
を
握
る
こ
と

に
な
る
）
、
両
脚
を
自
然
に
や
や
開
い
て
立
ち
、
握
力
計
を
握
っ
た
手
を
自
然
に
体
側
に

さ
げ
、
そ
の
手
が
腕
部
に
ふ
れ
な
い
よ
う
、
体
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
力
一
杯
に
握
ら
せ
る
。

『
年
鑑
』

昭
和
三
一
年
五
月
九
日

〔
五
─
一
─
五
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
五
二
八
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
国国
連連
軍軍
にに
関関
係係
離離
職職
者者
のの
就就
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
関
係
離
職
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
二
月
三
日
「
特
需
の
減
少
及

び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
に
よ
り
一
般
的
対
策
方
針

が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
先
般
発
表
を
み
た
広
島
県
呉
地
区
に
お
け
る
国
連
軍
の

全
画
的
引
揚
の
及
ぼ
す
影
響
の
莫
大
な
点
に
鑑
み
、
政
府
は
こ
の
対
策
の
基
本
方
針
と
し
て
去

る
四
月
二
四
日
別
紙
（
略
）
の
と
お
り
閣
議
了
解
を
も
っ
て
「
呉
地
区
国
連
軍
引
揚
に
伴
う
対

策
」
を
決
定
し
、
こ
れ
に
基
い
て
今
回
の
国
連
軍
引
揚
の
事
態
に
即
応
し
た
具
休
的
対
策
を
講

ず
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
対
策
は
閣
議
了
解
本
文
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お

り
今
後
各
地
に
お
い
て
生
ず
る
同
様
の
事
態
に
対
し
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
本
対
策
に
準
じ

て
対
処
す
る
こ
と
と
致
し
た
次
第
で
あ
る
。
労
働
省
と
し
て
は
、
右
閣
議
了
解
に
基
き
離
職
者

の
大
量
に
発
生
す
る
府
県
に
対
し
て
は
「
駐
留
軍
（
又
は
国
連
軍
）
関
係
離
職
者
就
職
対
策
本

部
」
（
仮
称
）
を
設
置
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
随
時
、
本
省
主
催
に
よ
る
離
職
者
就
職
促
進
連

絡
会
議
を
開
催
し
て
、
そ
の
就
職
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
、
又
離
職
者
の
就
業
転
換
を
容
易

に
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
職
業
補
導
事
業
の
拡
大
実
施
を
図
る
一
方
、
失
業
対
策
事
業
に
つ

い
て
も
離
職
者
の
発
生
状
況
に
即
応
し
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
ほ
か
、
失
業
者
の
多
発
す
る
特

定
地
誠
に
対
し
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
応
じ
、
高
率
補
助
の
措
置
を
講
ず
る

等
今
後
更
に
一
段
と
積
極
的
な
就
職
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
致
し
た
い
の
で
、
貴
都
道
府
県

に
お
い
て
も
、
現
地
の
実
情
に
即
応
し
た
万
全
の
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
致
し
た
い
。

な
お
、
「
駐
留
軍
（
又
は
国
連
軍
）
関
係
離
職
者
就
職
対
策
本
部
」
（
仮
称
）
の
設
置
及
び

離
職
者
就
職
促
進
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
は
別
途
指
示
す
る
か
ら
申
し
添
え
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
六
月
一
四
日

〔
五
─
一
─
五
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
九
〇
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
石石
炭炭
山山
関関
係係
離離
職職
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

目
下
駐
留
軍
関
係
労
務
者
の
大
量
解
雇
の
発
生
を
見
つ
つ
あ
り
、
又
石
炭
合
理
化
に
基
く
、
石
炭

山
関
係
労
務
者
に
つ
い
て
離
職
者
の
発
生
を
見
つ
つ
あ
る
現
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
離
職
者
に
つ
い

て
は
今
般
更
に
左
記
の
と
お
り
措
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
御
了
知
の
上
格
段
の
御
配
慮
を
煩
わ
し

た
い
。

記記

一
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て

駐
留
軍
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
基
地
間
の
配
置
転
換
、
自
術
隊
部
隊
要
員
へ
の
吸
収
、
自
県
内

の
職
業
あ
つ
旋
及
び
職
業
補
導
の
活
用
等
に
つ
い
て
は
遺
憾
の
な
い
こ
と
と
存
ず
る
が
、
な
お
解

雇
の
発
生
し
た
当
該
都
道
府
県
内
に
お
い
て
の
み
に
て
は
吸
収
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
思

料
さ
れ
る
の
で
次
に
よ
り
広
域
に
亘
る
地
域
間
紹
介
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。

㈠

駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
他
都
道
府
県
に
就
職
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
左
の
点
に
留

意
の
上
職
業
相
談
を
実
施
す
る
こ
と

こ
れ
等
離
職
者
は
概
ね
、
失
業
保
険
受
給
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
受

1.
給
期
間
中
は
就
職
の
熱
意
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
長
期
且
つ
定
着
性
の
あ
る

職
業
に
つ
い
て
は
受
給
期
間
中
と
雖
も
積
極
的
に
就
職
す
る
よ
う
充
分
指
導
す
る
こ
と
。

こ
れ
等
離
職
者
の
従
前
の
賃
金
は
概
ね
一
般
民
間
の
そ
れ
よ
り
高
額
で
あ
る
か
ら
、
希
望
賃

2.
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
民
問
に
就
職
可
能
な
額
と
す
る
よ
う
な
求
職
条
件
の
緩
和
に
努
め
る
こ

と
。希

望
職
業
及
び
希
望
就
職
地
に
つ
い
て
は
、
概
ね
第
三
希
望
ま
で
把
捉
し
て
就
職
の
機
会
を

3.
拡
大
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。'

就
職
希
望
地
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
単
に
求
職
者
が
漫
然
と
特
定
地
を
希
望
し
、
あ
っ
旋
の

4.
際
に
は
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
が
如
き
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う
指
導
す
る
と
共
に
、
就
職
希
望
地

に
お
け
る
寄
寓
先
は
就
職
の
重
大
な
要
件
と
な
る
か
ら
、
た
と
え
一
時
的
な
寄
寓
先
で
も
、
で

き
る
限
り
設
定
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
な
お
寄
寓
先
は
通
勤
距
離
の
関
係
が
あ
る
か
ら
具

体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
相
談
の
結
果
に
つ
い
て
は
左
の
事
項
を
内
容
と
す
る
求
職
状
況
一
覧
表
を
作
成
す
る
こ
と
。

希
望
職
業
名
（
第
三
希
望
ま
で
）
及
び
そ
の
職
業
の
経
験
年
数

1.

希
望
就
職
地
（
第
三
希
望
ま
で
）

2.

年
令

3.

退
職

年

月

日

4.
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器
具
の
把
手
の
掌
に
し
っ
か
り
握
り
（
ス
メ
ッ
ド
レ
ー
の
時
は
内
外
の
鐙
を
握
る
こ
と

に
な
る
）
、
両
脚
を
自
然
に
や
や
開
い
て
立
ち
、
握
力
計
を
握
っ
た
手
を
自
然
に
体
側
に

さ
げ
、
そ
の
手
が
腕
部
に
ふ
れ
な
い
よ
う
、
体
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
力
一
杯
に
握
ら
せ
る
。

『
年
鑑
』

昭
和
三
一
年
五
月
九
日

〔
五
─
一
─
五
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
五
二
八
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
国国
連連
軍軍
にに
関関
係係
離離
職職
者者
のの
就就
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
関
係
離
職
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
二
月
三
日
「
特
需
の
減
少
及

び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
に
よ
り
一
般
的
対
策
方
針

が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
先
般
発
表
を
み
た
広
島
県
呉
地
区
に
お
け
る
国
連
軍
の

全
画
的
引
揚
の
及
ぼ
す
影
響
の
莫
大
な
点
に
鑑
み
、
政
府
は
こ
の
対
策
の
基
本
方
針
と
し
て
去

る
四
月
二
四
日
別
紙
（
略
）
の
と
お
り
閣
議
了
解
を
も
っ
て
「
呉
地
区
国
連
軍
引
揚
に
伴
う
対

策
」
を
決
定
し
、
こ
れ
に
基
い
て
今
回
の
国
連
軍
引
揚
の
事
態
に
即
応
し
た
具
休
的
対
策
を
講

ず
る
こ
と
と
い
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
対
策
は
閣
議
了
解
本
文
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お

り
今
後
各
地
に
お
い
て
生
ず
る
同
様
の
事
態
に
対
し
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
本
対
策
に
準
じ

て
対
処
す
る
こ
と
と
致
し
た
次
第
で
あ
る
。
労
働
省
と
し
て
は
、
右
閣
議
了
解
に
基
き
離
職
者

の
大
量
に
発
生
す
る
府
県
に
対
し
て
は
「
駐
留
軍
（
又
は
国
連
軍
）
関
係
離
職
者
就
職
対
策
本

部
」
（
仮
称
）
を
設
置
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
随
時
、
本
省
主
催
に
よ
る
離
職
者
就
職
促
進
連

絡
会
議
を
開
催
し
て
、
そ
の
就
職
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
、
又
離
職
者
の
就
業
転
換
を
容
易

に
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
職
業
補
導
事
業
の
拡
大
実
施
を
図
る
一
方
、
失
業
対
策
事
業
に
つ

い
て
も
離
職
者
の
発
生
状
況
に
即
応
し
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
ほ
か
、
失
業
者
の
多
発
す
る
特

定
地
誠
に
対
し
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
応
じ
、
高
率
補
助
の
措
置
を
講
ず
る

等
今
後
更
に
一
段
と
積
極
的
な
就
職
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
致
し
た
い
の
で
、
貴
都
道
府
県

に
お
い
て
も
、
現
地
の
実
情
に
即
応
し
た
万
全
の
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
致
し
た
い
。

な
お
、
「
駐
留
軍
（
又
は
国
連
軍
）
関
係
離
職
者
就
職
対
策
本
部
」
（
仮
称
）
の
設
置
及
び

離
職
者
就
職
促
進
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
は
別
途
指
示
す
る
か
ら
申
し
添
え
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
六
月
一
四
日

〔
五
─
一
─
五
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
九
〇
号
）

駐駐
留留
軍軍
及及
びび
石石
炭炭
山山
関関
係係
離離
職職
者者
のの
就就
職職
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

目
下
駐
留
軍
関
係
労
務
者
の
大
量
解
雇
の
発
生
を
見
つ
つ
あ
り
、
又
石
炭
合
理
化
に
基
く
、
石
炭

山
関
係
労
務
者
に
つ
い
て
離
職
者
の
発
生
を
見
つ
つ
あ
る
現
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
離
職
者
に
つ
い

て
は
今
般
更
に
左
記
の
と
お
り
措
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
御
了
知
の
上
格
段
の
御
配
慮
を
煩
わ
し

た
い
。

記記

一
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て

駐
留
軍
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
基
地
間
の
配
置
転
換
、
自
術
隊
部
隊
要
員
へ
の
吸
収
、
自
県
内

の
職
業
あ
つ
旋
及
び
職
業
補
導
の
活
用
等
に
つ
い
て
は
遺
憾
の
な
い
こ
と
と
存
ず
る
が
、
な
お
解

雇
の
発
生
し
た
当
該
都
道
府
県
内
に
お
い
て
の
み
に
て
は
吸
収
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
思

料
さ
れ
る
の
で
次
に
よ
り
広
域
に
亘
る
地
域
間
紹
介
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。

㈠

駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
他
都
道
府
県
に
就
職
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
左
の
点
に
留

意
の
上
職
業
相
談
を
実
施
す
る
こ
と

こ
れ
等
離
職
者
は
概
ね
、
失
業
保
険
受
給
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
受

1.
給
期
間
中
は
就
職
の
熱
意
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
長
期
且
つ
定
着
性
の
あ
る

職
業
に
つ
い
て
は
受
給
期
間
中
と
雖
も
積
極
的
に
就
職
す
る
よ
う
充
分
指
導
す
る
こ
と
。

こ
れ
等
離
職
者
の
従
前
の
賃
金
は
概
ね
一
般
民
間
の
そ
れ
よ
り
高
額
で
あ
る
か
ら
、
希
望
賃

2.
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
民
問
に
就
職
可
能
な
額
と
す
る
よ
う
な
求
職
条
件
の
緩
和
に
努
め
る
こ

と
。希

望
職
業
及
び
希
望
就
職
地
に
つ
い
て
は
、
概
ね
第
三
希
望
ま
で
把
捉
し
て
就
職
の
機
会
を

3.
拡
大
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。'

就
職
希
望
地
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
単
に
求
職
者
が
漫
然
と
特
定
地
を
希
望
し
、
あ
っ
旋
の

4.
際
に
は
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
が
如
き
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う
指
導
す
る
と
共
に
、
就
職
希
望
地

に
お
け
る
寄
寓
先
は
就
職
の
重
大
な
要
件
と
な
る
か
ら
、
た
と
え
一
時
的
な
寄
寓
先
で
も
、
で

き
る
限
り
設
定
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
な
お
寄
寓
先
は
通
勤
距
離
の
関
係
が
あ
る
か
ら
具

体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
相
談
の
結
果
に
つ
い
て
は
左
の
事
項
を
内
容
と
す
る
求
職
状
況
一
覧
表
を
作
成
す
る
こ
と
。

希
望
職
業
名
（
第
三
希
望
ま
で
）
及
び
そ
の
職
業
の
経
験
年
数

1.

希
望
就
職
地
（
第
三
希
望
ま
で
）

2.

年
令

3.

退
職

年

月

日

4.
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退
職
前
の
賃
金
及
び
希
望
賃
金

5.

寄
寓
先
（
で
き
る
限
り
具
体
的
に
記
入
し
、
寄
寓
先
が
数
ヶ
所
あ
る
と
き
は
そ
の
総
て
を
記

6.
入
す
る
こ
と
。）

扶
養
家
族
数
及
び
扶
養
家
族
を
有
す
る
者
の
単
身
赴
任
の
可
否

7.

住
込
希
望
の
有
無

8.

そ
の
他
参
考
事
項

9.
㈢

右
求
職
状
況
一
覧
表
を
、
求
職
情
報
と
し
て
、
就
職
希
望
先
都
道
府
県
に
送
付
す
る
こ
と
。
な

お
こ
の
場
合
、
求
職
連
絡
を
同
時
に
行
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

㈣

求
職
状
況
一
覧
表
又
は
求
職
連
絡
を
受
理
し
た
都
道
府
県
は
駐
留
軍
関
係
離
職
者
対
策
の
重
要

性
に
鑑
み
そ
の
者
に
対
す
る
積
極
的
な
求
人
開
拓
を
行
う
と
共
に
特
に
求
人
者
に
対
し
て
は
こ
れ

等
の
者
の
離
職
状
況
を
充
分
説
明
し
て
採
用
方
を
要
請
す
る
こ
と
。
又
求
人
者
に
お
い
て
そ
の
採

用
に
当
り
そ
の
出
身
地
を
問
わ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
等
の
求
職
者
を
採
用
せ
し
め
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

二
、
石
炭
山
関
係
離
職
者
に
つ
い
て

石
炭
山
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
は
三
月
十
二
日
職
発
第
三
三
七
号
及
び
六
月
一
日
職
発
第
六
四

一
号
通
達
に
よ
る
ほ
か
石
炭
労
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
原
則
と
し
て
次
に
よ
り
就
職
あ
つ
旋
を
行

う
こ
と
。

㈠

こ
れ
等
離
職
者
の
発
生
し
た
場
合
は
極
力
同
一
企
業
又
は
、
他
の
石
炭
鉱
業
に
配
置
転
換
を
行

う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

右
に
よ
り
措
置
し
得
な
い
離
職
者
に
対
し
て
は
、
他
の
一
般
産
業
へ
の
あ
つ
旋
に
努
め
る
こ
と
。

こ
の
場
合
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
及
び
広
域
に
亘
る
地
域
間
紹
介
の
積
極
化
に
つ
い
て
は
、
前
記

駐
留
軍
関
係
離
職
者
の
例
に
準
じ
て
措
置
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
一
月
一
四
日

〔
五
─
一
─
五
八
〕
労
働
事
務
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
（
職
労
第
一
号
）

団団
結結
権権
、、
団団
体体
交交
渉渉
そそ
のの
他他
団団
体体
行行
動動
にに
関関
すす
るる
労労
働働
教教
育育
行行
政政
のの
指指
針針
にに
つつ

いい
てて
（
要
旨
）

㈠

労
使
関
係
と
労
働
法
制

労
働
組
合
運
動
は
、
本
来
自
然
発
生
的
な
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
戦
後
の
組
合
運

動
は
、
占
領
政
策
及
び
そ
の
も
と
に
お
け
る
労
働
立
法
並
び
に
行
政
の
保
護
育
成
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
法
は
組
合
運
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
大
部
分
の
組
合
運
動
が
労
組
法
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
わ
が
労
組
法
は
単
に
組
合

運
動
を
公
認
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
保
護
育
成
す
る
意
図
の
も
と
に
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
労
働
組
合
に
対
し
て
諸
外
国
に
例
を
み
な
い
程
の
手
厚
い
規
定
を
設
け
て
い
る
。

今
日
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
で
労
働
法
制
を
公
然
と
否
認
し
、
非
合
法
運
動
を
呼
号
す
る
も
の
は

稀
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
労
働
組
合
が
違
法
な
行
為
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
違
法
な
行
為
を
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
違
法
だ
と
自
認
し
な
い
に
す
ぎ
な
い
場
合
が
少
く
な
い
。

違
法
な
行
為
を
合
法
で
あ
る
と
強
弁
し
た
り
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
合
法
性
の
限
界
を
極
限

以
上
に
押
し
拡
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。

判
例
、
命
令
、
学
説
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
で
は
労
働
法
の
歴
史
が
浅
い
た
め
に
、
普
遍
性
、
安

定
性
に
乏
し
く
、
振
幅
が
広
い
と
い
え
る
。

労
働
法
は
、
他
の
法
規
に
超
絶
し
て
罷
り
通
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
法
域
の
諸
法
と
調
和
を
保
ち

つ
つ
憲
法
下
の
法
秩
序
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
何
よ
り
も
法
秩
序
全
体
か

ら
眺
め
て
正
し
い
法
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
健
全
な
る
労
使
関
係
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
最
小
限
の
要
求
で
あ
る
。

㈡

労
使
関
係
の
基
本
的
な
考
え
方

労
働
者
が
労
働
組
合
を
結
成
し
、
使
用
者
と
対
等
の
立
場
で
労
働
条
件
を
集
団
的
に
交
渉
し
決
定

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
に
し
て
民
主
的
な
国
家
に
お
い
て
、
等
し
く
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
産
業
の
平
和
を
保
ち
、
経
済
の
興
隆
を
図
る
た
め
、
労
使
関
係
の
円
滑
を
期
す
る
に
は
、
か

く
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
こ
と
は
、
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
わ
が
憲
法
は
、
こ
れ
を
単
な
る
自
由
の
領
域
に
放
置
す
る
こ
と
な
く
、
勤
労
者
の
団
結

権
、
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
社
会
制
度
に
ま
で

高
め
た
。
労
組
法
も
ま
た
そ
の
趣
旨
に
即
し
、
か
つ
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
労
働
者
の
団
結
、
団
体

交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
保
護
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

労
組
法
の
規
定
す
る
労
働
組
合
、
団
体
交
渉
、
労
働
協
約
、
争
議
行
為
に
関
す
る
保
護
も
、
労
働

条
件
の
集
団
的
決
定
と
い
う
制
度
の
一
環
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
四
者
は
そ
れ
ぞ
れ
密

接
不
可
分
な
関
連
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
保
障
あ
る
い
は
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢

労
働
組
合

労
働
組
合
と
は
、
労
働
者
が
主
体
と
な
っ
て
、
自
主
的
に
労
働
条
件
の
維
持
改
善
そ
の
他
経
済
的

地
位
の
向
上
を
主
た
る
目
的
と
し
て
組
織
す
る
団
体
又
は
そ
の
連
合
体
で
あ
る
。
労
組
法
の
労
働
組

合
及
び
労
働
者
に
対
す
る
保
護
も
保
障
も
、
ま
た
規
制
も
、
こ
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

労
働
組
合
は
、
労
働
者
の
自
由
意
思
に
基
く
団
結
で
あ
る
。
労
働
組
合
が
そ
の
組
織
を
強
化
す
る
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た
め
、
一
人
で
も
多
く
加
入
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
労

働
者
や
労
働
組
合
の
啓
蒙
、
宣
伝
あ
る
い
は
説
得
に
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
自
由
意
思
に
訴

え
る
の
が
本
筋
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ッ
プ
制
な
る
も
の
は
、
自
由
な
る
団
結
の
例
外
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
プ

制
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
無
条
件
に
有
利
な
如
く
考
え
る
向
も
あ
る
が
、
わ
が
国
の
よ

う
に
、
労
働
組
合
が
企
業
別
組
織
を
原
則
と
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
労
働
市
場
の
独
占
と

い
う
機
能
を
論
ず
る
余
地
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
シ
ョ
ッ
プ
制
は
往
々
に
し
て
、
使
用
者
の
組
合
支

配
の
手
段
に
用
い
ら
れ
る
危
険
す
ら
あ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

労
働
組
合
の
統
制
権
に
つ
い
て
も
、
組
合
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
限
度
内
で
の
み
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
目
的
、
た
と
え
ば
、
公
職
選
挙
に
お
い
て
、
特
定
の
候
補
者
を
支
持

応
援
す
る
た
め
に
統
制
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

労
働
組
合
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
が
自
主
的
で
あ
り
、
使
用
者
か
ら
独
立
で
あ

る
こ
と
を
必
然
的
条
件
と
す
る
が
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
の
中
に
は
、
組
合
員
を
ふ
や
す
こ
と
に
急

な
る
余
り
、
組
合
員
と
し
て
の
義
務
の
履
行
を
期
待
し
難
い
者
を
も
組
合
に
入
れ
よ
う
と
し
た
り
、

使
用
者
か
ら
組
合
運
営
の
経
費
を
消
極
的
に
受
け
る
の
で
は
な
く
闘
い
取
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
考

え
が
、
未
だ
払
拭
さ
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

労
働
組
合
の
活
動
一
分
野
と
し
て
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
活
動
、
福
利
共
済
活
動
、
政
治
活
動

の
三
つ
が
あ
る
。
労
働
条
件
に
関
す
る
活
動
が
、
労
働
組
合
の
本
質
的
か
つ
不
可
欠
の
活
動
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
福
利
共
済
活
動
は
、
労
働
組
合
の
団
結
の
強
化
、
労
働
者
の
連
帯
意
識

の
向
上
に
、
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
の
組
合

運
動
に
お
い
て
は
、
福
利
共
済
活
動
は
か
か
る
機
能
を
十
分
営
ん
で
は
こ
な
か
っ
た
。

団
結
を
強
化
す
る
無
理
の
な
い
手
段
と
し
て
も
、
福
利
共
済
活
動
は
再
認
識
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
労
働
組
合
が
政
治
活
動
を
行
う
の
は
本
来
筋
違
い
で
あ
る
。
わ
が
国
労
働
組
合
、
特

に
上
部
組
織
の
離
合
集
散
が
、
特
定
政
党
と
の
つ
な
が
り
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
、
労
働

組
合
の
政
治
活
動
を
契
機
と
し
て
い
る
点
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
組
合
と
政
治
活
動
と

の
関
係
は
深
く
反
省
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

㈣

不
当
労
働
行
為
制
度

不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
憲
法
第
二
八
条
の
目
的
を
よ
り
効
果
的
に
担
保
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
団
結
権
、
団
体
行
動
権
を
侵
害
す
る
使
用
者
の
行
為
の
類
型
を
明
確
に
し
て
、
こ
れ
を

禁
止
し
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
裁
判
所
の
保
護
に
加
え
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
簡
易
迅
速
な
救
済

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
使
用
者
は
あ
え
て
こ
の
制
度
に
ま
た
な
く
て
も
、

労
働
者
の
団
結
権
、
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
権
か
尊
重
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

労
組
法
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
の
み
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
団
結
権
、
団
体
行
動

権
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
か
る
使
用
者
の
行
為
の
す
べ
て
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
使
用
者
の
正
当
な
行
為
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
労
働
者
側

の
不
当
な
行
為
ま
で
も
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
。
労
働
組
合
の
行
為
の
正
当
性
の
問
題
は
、
不
当

労
働
行
為
制
度
の
中
心
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
の
目
的
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
向
上
の
た
め
、
使
用
者
と
労
働
条
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
と

い
う
目
的
に
関
係
す
る
行
為
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の

行
為
は
、
労
組
法
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
法
規
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
る
。

㈤

団
体
交
渉

法
の
保
護
助
長
す
る
団
体
交
渉
と
は
、
本
来
、
労
働
組
合
が
労
働
条
件
を
定
め
る
労
働
協
約
を
結

ぶ
た
め
の
交
渉
に
か
ぎ
ら
れ
、
労
働
組
合
と
使
用
者
と
の
間
の
交
渉
や
協
議
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
他
の
使
用
者
と
労
働
組
合
間
の
紛
争
の
よ
う
に
、
そ
の
使
用
者
が
処
分
権
を
持
た
な
い

事
項
や
、
労
働
条
件
や
労
働
者
の
待
遇
の
基
準
と
明
確
な
関
連
を
持
た
な
い
企
業
の
経
営
方
針
、
企

業
の
役
職
員
の
人
事
等
、
使
用
者
に
処
分
権
が
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
労
働
協
約
に
な
じ
ま
な
い
事
項

に
関
す
る
交
渉
は
、
法
の
保
護
助
成
せ
ん
と
す
る
団
体
交
渉
で
は
な
い
。

又
、
労
働
協
約
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
で
あ
っ
て
も
、
常
に
使
用
者
に
団
体
交
渉
に
応
ず
べ
き

義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
に
わ
け
で
は
な
い
。
使
用
者
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
れ
ば
、
団
休
交
渉
の
全

部
又
は
一
部
を
拒
否
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
協
約
有
効
期
間
中
、
労
働
組
合
が
そ
の
協
約
に
定

め
る
と
こ
ろ
と
矛
盾
抵
触
す
る
内
容
の
要
求
を
行
っ
た
場
合
と
か
、
労
働
協
約
や
協
定
に
よ
っ
て
団

体
交
渉
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
に
反
す
る
団
体
交
渉
手
続
が
と
ら
れ
た
場
合
、
あ
る

い
は
交
渉
が
喧
騒
や
吊
し
上
げ
に
わ
た
り
、
不
当
に
長
時
間
の
交
渉
を
強
要
さ
れ
た
り
、
暴
力
行
為

が
行
わ
れ
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
円
滑
に
交
渉
を
進
め
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
使

用
者
は
団
体
交
渉
を
拒
否
し
う
る
。

㈥

労
働
協
約

労
働
協
約
は
、
一
面
、
労
働
契
約
に
優
先
す
る
効
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的

な
労
使
対
等
の
労
働
条
件
の
決
定
を
担
保
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
労
働
者
の
利
益
の
た
め
の

制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
面
、
労
使
関
係
の
安
定
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
意
味
に
お
い
で
、
使
用
者
も
こ
れ
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
極
め
て
大
で
あ
る
。

し
か
る
に
今
日
、
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
に
、
協
約
所
定
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
要
求
を
行
い
、

要
求
が
容
れ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
争
議
行
為
を
も
つ
て
し
て
も
こ
れ
を
貫
徹
し
、
別
個
の
協
約
な
い

し
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
反
省
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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た
め
、
一
人
で
も
多
く
加
入
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
労

働
者
や
労
働
組
合
の
啓
蒙
、
宣
伝
あ
る
い
は
説
得
に
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
自
由
意
思
に
訴

え
る
の
が
本
筋
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
シ
ョ
ッ
プ
制
な
る
も
の
は
、
自
由
な
る
団
結
の
例
外
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
プ

制
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
無
条
件
に
有
利
な
如
く
考
え
る
向
も
あ
る
が
、
わ
が
国
の
よ

う
に
、
労
働
組
合
が
企
業
別
組
織
を
原
則
と
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
労
働
市
場
の
独
占
と

い
う
機
能
を
論
ず
る
余
地
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
シ
ョ
ッ
プ
制
は
往
々
に
し
て
、
使
用
者
の
組
合
支

配
の
手
段
に
用
い
ら
れ
る
危
険
す
ら
あ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

労
働
組
合
の
統
制
権
に
つ
い
て
も
、
組
合
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
限
度
内
で
の
み
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
目
的
、
た
と
え
ば
、
公
職
選
挙
に
お
い
て
、
特
定
の
候
補
者
を
支
持

応
援
す
る
た
め
に
統
制
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

労
働
組
合
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
が
自
主
的
で
あ
り
、
使
用
者
か
ら
独
立
で
あ

る
こ
と
を
必
然
的
条
件
と
す
る
が
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
の
中
に
は
、
組
合
員
を
ふ
や
す
こ
と
に
急

な
る
余
り
、
組
合
員
と
し
て
の
義
務
の
履
行
を
期
待
し
難
い
者
を
も
組
合
に
入
れ
よ
う
と
し
た
り
、

使
用
者
か
ら
組
合
運
営
の
経
費
を
消
極
的
に
受
け
る
の
で
は
な
く
闘
い
取
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
考

え
が
、
未
だ
払
拭
さ
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

労
働
組
合
の
活
動
一
分
野
と
し
て
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
活
動
、
福
利
共
済
活
動
、
政
治
活
動

の
三
つ
が
あ
る
。
労
働
条
件
に
関
す
る
活
動
が
、
労
働
組
合
の
本
質
的
か
つ
不
可
欠
の
活
動
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
福
利
共
済
活
動
は
、
労
働
組
合
の
団
結
の
強
化
、
労
働
者
の
連
帯
意
識

の
向
上
に
、
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
の
組
合

運
動
に
お
い
て
は
、
福
利
共
済
活
動
は
か
か
る
機
能
を
十
分
営
ん
で
は
こ
な
か
っ
た
。

団
結
を
強
化
す
る
無
理
の
な
い
手
段
と
し
て
も
、
福
利
共
済
活
動
は
再
認
識
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
労
働
組
合
が
政
治
活
動
を
行
う
の
は
本
来
筋
違
い
で
あ
る
。
わ
が
国
労
働
組
合
、
特

に
上
部
組
織
の
離
合
集
散
が
、
特
定
政
党
と
の
つ
な
が
り
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
、
労
働

組
合
の
政
治
活
動
を
契
機
と
し
て
い
る
点
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
労
働
組
合
と
政
治
活
動
と

の
関
係
は
深
く
反
省
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

㈣

不
当
労
働
行
為
制
度

不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
憲
法
第
二
八
条
の
目
的
を
よ
り
効
果
的
に
担
保
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
団
結
権
、
団
体
行
動
権
を
侵
害
す
る
使
用
者
の
行
為
の
類
型
を
明
確
に
し
て
、
こ
れ
を

禁
止
し
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
裁
判
所
の
保
護
に
加
え
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
簡
易
迅
速
な
救
済

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
使
用
者
は
あ
え
て
こ
の
制
度
に
ま
た
な
く
て
も
、

労
働
者
の
団
結
権
、
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
権
か
尊
重
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

労
組
法
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
の
み
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
団
結
権
、
団
体
行
動

権
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
か
る
使
用
者
の
行
為
の
す
べ
て
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
使
用
者
の
正
当
な
行
為
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
労
働
者
側

の
不
当
な
行
為
ま
で
も
保
護
す
る
も
の
で
は
な
い
。
労
働
組
合
の
行
為
の
正
当
性
の
問
題
は
、
不
当

労
働
行
為
制
度
の
中
心
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
の
目
的
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
向
上
の
た
め
、
使
用
者
と
労
働
条
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
と

い
う
目
的
に
関
係
す
る
行
為
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の

行
為
は
、
労
組
法
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
法
規
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
べ

き
問
題
で
あ
る
。

㈤

団
体
交
渉

法
の
保
護
助
長
す
る
団
体
交
渉
と
は
、
本
来
、
労
働
組
合
が
労
働
条
件
を
定
め
る
労
働
協
約
を
結

ぶ
た
め
の
交
渉
に
か
ぎ
ら
れ
、
労
働
組
合
と
使
用
者
と
の
間
の
交
渉
や
協
議
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
他
の
使
用
者
と
労
働
組
合
間
の
紛
争
の
よ
う
に
、
そ
の
使
用
者
が
処
分
権
を
持
た
な
い

事
項
や
、
労
働
条
件
や
労
働
者
の
待
遇
の
基
準
と
明
確
な
関
連
を
持
た
な
い
企
業
の
経
営
方
針
、
企

業
の
役
職
員
の
人
事
等
、
使
用
者
に
処
分
権
が
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
労
働
協
約
に
な
じ
ま
な
い
事
項

に
関
す
る
交
渉
は
、
法
の
保
護
助
成
せ
ん
と
す
る
団
体
交
渉
で
は
な
い
。

又
、
労
働
協
約
を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
で
あ
っ
て
も
、
常
に
使
用
者
に
団
体
交
渉
に
応
ず
べ
き

義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
に
わ
け
で
は
な
い
。
使
用
者
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
れ
ば
、
団
休
交
渉
の
全

部
又
は
一
部
を
拒
否
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
協
約
有
効
期
間
中
、
労
働
組
合
が
そ
の
協
約
に
定

め
る
と
こ
ろ
と
矛
盾
抵
触
す
る
内
容
の
要
求
を
行
っ
た
場
合
と
か
、
労
働
協
約
や
協
定
に
よ
っ
て
団

体
交
渉
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
に
反
す
る
団
体
交
渉
手
続
が
と
ら
れ
た
場
合
、
あ
る

い
は
交
渉
が
喧
騒
や
吊
し
上
げ
に
わ
た
り
、
不
当
に
長
時
間
の
交
渉
を
強
要
さ
れ
た
り
、
暴
力
行
為

が
行
わ
れ
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
っ
て
、
円
滑
に
交
渉
を
進
め
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
使

用
者
は
団
体
交
渉
を
拒
否
し
う
る
。

㈥

労
働
協
約

労
働
協
約
は
、
一
面
、
労
働
契
約
に
優
先
す
る
効
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的

な
労
使
対
等
の
労
働
条
件
の
決
定
を
担
保
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
労
働
者
の
利
益
の
た
め
の

制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
面
、
労
使
関
係
の
安
定
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
意
味
に
お
い
で
、
使
用
者
も
こ
れ
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
極
め
て
大
で
あ
る
。

し
か
る
に
今
日
、
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
に
、
協
約
所
定
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
要
求
を
行
い
、

要
求
が
容
れ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
争
議
行
為
を
も
つ
て
し
て
も
こ
れ
を
貫
徹
し
、
別
個
の
協
約
な
い

し
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
反
省
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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あ
る
事
項
に
つ
い
て
労
働
協
約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
そ
の
有
効
期
間
中
に
他
の
事
項
に
つ
い
て

団
体
交
渉
を
行
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
争
議
行
為
を
行
う
な
ら
ば
、
い
う
と
こ
ろ
の
平
和
義
務
は
実
質

上
無
意
味
と
化
し
、
何
ら
協
約
期
間
中
の
産
業
平
和
を
約
束
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

労
働
協
約
が
、
そ
の
有
効
期
間
中
の
産
業
平
和
と
円
滑
な
る
業
務
の
運
営
を
約
束
す
る
も
の
た
ら

し
め
る
た
め
に
は
、
ば
ら
ば
ら
の
労
働
協
約
を
締
結
せ
ず
に
一
本
化
し
た
体
系
的
な
労
働
協
約
を
締

結
し
、
こ
れ
に
そ
の
有
効
期
間
中
に
予
想
さ
れ
る
一
切
の
問
題
点
を
網
羅
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

㈦

争
議
行
為

ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
団
体
交
渉
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
最
後
的
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
労
働
者
の
集
団
的
な
労
務
提
供
の
拒
否
と
い
う
不
作
為
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
ピ
ケ
と
か

デ
モ
と
か
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
本
質
的
の
も
の
で
は
な
い
。

ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
団
体
交
渉
の
行
き
詰
り
を
打
開
す
る
最
後
的
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
っ

て
も
、
決
し
て
無
制
限
に
是
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
労
働
組
合
の
正
当
な

行
為
と
し
て
民
事
、
刑
事
の
免
責
を
受
け
る
た
め
に
は
、
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
制
度
の
枠
内
に

お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
制
限
法
規
は
も
と
よ
り
、
労
働

協
約
、
組
合
規
約
に
も
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
暴
力
行
為
そ
の
他
の
不
法
行
為
を
伴
う
も
の
で

も
な
い
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
い
ず
れ
か
の
点
に
お
い
て
違
反
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
責
任
を
生

ず
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

法
は
労
働
組
合
が
労
働
条
件
に
関
し
て
使
用
者
と
交
渉
す
る
た
め
に
団
体
行
動
を
是
認
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
目
的
を
は
な
れ
、
し
か
も
使
用
者
の
処
分
し
え
な
い
事
項
を
目
的
と
す
る
ス

ト
ラ
イ
キ
、
た
と
え
ば
政
治
ス
ト
の
如
き
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
違
法
な
行
為
と
な
る
と
は
限
ら
な
い

が
、
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
と
は
、
全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
ら

免
責
や
保
護
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。

権
利
の
行
使
、
義
務
の
履
行
、
法
令
又
は
労
働
協
約
、
協
定
、
就
業
規
則
、
契
約
の
解
釈
適
用
等

に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
権
利
争
議
は
、
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
等
の
決
定
を
め
ぐ
る
利
益
争
議
と

は
、
性
質
上
画
然
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
間
で
の
話
合
い
や
、
紛
争
解
決
機
関
に
よ
る

自
主
的
な
解
決
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
、
労
働
委
員
会
等
の
国
家
機
関
に
よ
っ
て

解
決
し
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
争
議
行
為
を
必
然
と
し
な
い
。
か
か
る
事
項
に
つ
い
て
ま
で

ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
こ
と
は
、
深
く
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
は
、
使
用
者
が
労
働
争
議
に
お
い
て
多
数
の
労
働
者
の
労
務
の
受
領
を
拒
否
す
る

行
為
で
あ
る
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
同
様
な
制
度
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
積
極
的
攻

撃
的
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

争
議
行
為
は
労
使
に
損
害
を
か
け
る
こ
と
は
い
う
に
及
ば
す
、
公
衆
に
も
迷
惑
を
か
け
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
回
避
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
使
の
実
情
に
即

し
た
争
議
の
円
滑
な
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
労
使
の
合
意
に
よ
り
、
自
主
的
な
調
整
機
関
を
設
定

す
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
労
使
慣
行
は
未
熟
で
あ
り
、
今
後
大
い

に
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
自
主
的
解
決
機
関
の
設
置
運
営
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
な
ら
ば
、
少

く
と
も
労
働
委
員
会
を
尊
重
活
用
し
て
労
使
関
係
の
平
和
的
進
展
に
一
層
の
努
力
を
払
う
べ
き
で
あ

る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
一
月
二
五
日

〔
五
─
一
─
五
九
〕
労
働
部
長
よ
り
共
同
作
業
所
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
二
八
号
）

共共
同同
作作
業業
所所
（（
内内
規規
））
基基
準準
のの
制制
定定
にに
つつ
いい
てて

神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
三
十
日
、
神
奈
川
県
規
則

第
八
十
号
。
以
下
規
則
と
い
う
。
）
の
制
定
に
伴
い
、
規
則
に
定
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
運
営
そ

の
他
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
内
容
の
統
一
を
図

る
た
め
別
紙
の
と
お
り
、
そ
の
制
定
規
準
を
定
め
た
か
ら
、
こ
れ
に
準
じ
、
左
記
事
項
御
留
意

の
う
え
、
作
成
し
、
承
認
の
手
続
き
を
と
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
制
定
規
準
第
五
条
の
始
業
・
終
業
・
休
憩
時
間
は
一
応
の
基
準
で
あ
っ
て
列
車
時
刻
、
寮

に
お
け
る
給
食
時
間
等
の
都
合
に
よ
り
若
干
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

二
、
来
る
二
月
十
五
日
ま
で
に
職
業
補
導
課
あ
て
二
部
提
出
の
こ
と
。

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
所所
則則
制制
定定
規規
準準

（
総
則
）

第
一
条

こ
の
所
則
は
、
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
月

神
奈
川
県
規
則
第
八
十
号
。
以
下
規
則
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
神
奈
川

県
共
同
作
業
所
（
以
下
作
業
所
と
い
う
。
）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と

と
も
に
、
作
業
所
の
目
的
、
作
業
員
の
心
得
等
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
作
業
所
の
目
的
）

第
二
条

作
業
所
は
、
特
別
な
技
能
を
要
す
る
職
業
に
つ
こ
う
と
す
る
者
に
技
能
訓
練
を
施
し
、

作
業
に
対
す
る
委
託
加
工
料
を
得
さ
せ
な
が
ら
就
業
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
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（
作
業
員
の
心
得
）

第
三
条

作
業
員
は
、
常
に
作
業
員
と
し
て
の
本
分
を
自
覚
し
、
規
則
、
緒
規
程
、
そ
の
他
指

示
事
項
を
守
り
、
健
康
に
留
意
し
て
常
に
勤
勉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
時
間
）

第
四
条

作
業
時
間
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
日

土
曜
日

始
業

午
前
九
時

午
前
九
時

終
業

午
後
四
時
三
十
分

正
午

休
憩

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

２

前
項
に
定
め
る
作
業
時
間
の
ほ
か
、
受
注
品
の
納
期
等
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

作
業
員
が
作
業
を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
を
所
長
に
届
け

出
て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
原
則
と
し
て
午
後
九
時
ま
で
を
限

度
と
す
る
。

（
作
業
の
委
託
、
作
業
の
方
法
、
及
び
委
託
料
金
）

第
五
条

作
業
の
委
託
、
作
業
の
方
法
、
及
び
委
託
料
金
等
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
「
委
託

料
金
等
処
理
要
綱
」
に
よ
る
。

（
就
職
の
あ
っ
旋
等
）

第
六
条

作
業
員
の
就
職
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
あ
っ
旋
を
行
い
、
自
営

を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
自
営
す
る
に
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
。

（
授
業
料
）

第
七
条

授
業
料
は
徴
収
し
な
い
。

（
失
業
の
認
定
等
）

第
八
条

失
業
保
険
に
基
し
、
失
業
の
認
定
及
び
生
活
保
護
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
戦
傷

病
者
授
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
母
子
福
祉
法
等
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
便
宜
を
与
え

る
。

（
労
務
加
配
米
）

第
九
条

作
業
種
目
に
よ
り
労
務
加
配
米
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
「
配
合
要
領
」
に
よ
る
。

（
寮
）

第
十
条

（
神
奈
川
共
同
作
業
所
）
入
寮
者
に
対
し
て
は
、
食
費
は
実
費
程
度
と
し
、
他
は
す

べ
て
無
料
と
す
る

２

そ
の
他
寮
に
関
す
る
必
要
事
項
は
、
所
長
が
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条

規
則
第
四
条
に
基
て
誓
約
書
の
保
証
人
は
父
兄
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
身
元
引
受
人

と
し
、
在
所
中
保
証
人
を
変
更
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
所
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

作
業
員
は
、
そ
の
住
所
又
は
戸
籍
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

１

こ
の
所
則
は
昭
和

年

月

日
か
ら
実
施
す
る
。

２

「
神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所
作
業
員
就
業
心
得
」
は
廃
止
す
る
。『

神
類
集
』

昭
和
三
二
年
七
月
一
日

〔
五
─
一
─
六
〇
〕
労
働
事
務
次
官
か
ら
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
労
働
省
発
監
第
一
号
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

第
二
十
六
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
労
働
福
祉
事
業
団
法
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
二

十
日
法
律
第
百
二
十
六
号
を
も
っ
て
公
布
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
登
記
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第

百
六
十
二
号
）
は
、
六
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
七
月
一
日
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
公
布
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
に
基
き
労
働
福
祉
事
業
団
は
本
日
成
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
設
立
の
目
的
は
、
法
第
一
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
の
保
険
施
設
及
び
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
適
切
か
つ
能
率
的
に
行
う
こ
と

に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
事
業
団
の
運
営
に
当
っ
て
は
、
同

法
及
び
同
法
に
基
く
法
令
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
、
従
来
の
経
緯
等
に
鑑
み
左
記
の
点
に
特
に
留
意
し

て
、
事
務
の
運
営
等
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

右
命
に
よ
っ
て
通
達
す
る
。記記

一

事
業
団
は
、
早
急
に
組
織
、
機
構
を
整
備
し
、
事
業
計
画
の
達
成
を
期
す
る
こ
と
。

二

事
業
団
の
本
米
の
公
共
性
に
鑑
み
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
法
令
を
遵
守
し
、
適
正

に
執
行
す
る
よ
う
十
分
の
考
慮
を
払
う
こ
と
。
特
に
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
は
事
業

団
の
事
業
の
能
率
的
な
経
営
と
予
算
の
適
切
な
執
行
を
図
る
た
め
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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（
作
業
員
の
心
得
）

第
三
条

作
業
員
は
、
常
に
作
業
員
と
し
て
の
本
分
を
自
覚
し
、
規
則
、
緒
規
程
、
そ
の
他
指

示
事
項
を
守
り
、
健
康
に
留
意
し
て
常
に
勤
勉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
時
間
）

第
四
条

作
業
時
間
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
日

土
曜
日

始
業

午
前
九
時

午
前
九
時

終
業

午
後
四
時
三
十
分

正
午

休
憩

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

２

前
項
に
定
め
る
作
業
時
間
の
ほ
か
、
受
注
品
の
納
期
等
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

作
業
員
が
作
業
を
行
な
お
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理
由
を
所
長
に
届
け

出
て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
原
則
と
し
て
午
後
九
時
ま
で
を
限

度
と
す
る
。

（
作
業
の
委
託
、
作
業
の
方
法
、
及
び
委
託
料
金
）

第
五
条

作
業
の
委
託
、
作
業
の
方
法
、
及
び
委
託
料
金
等
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
「
委
託

料
金
等
処
理
要
綱
」
に
よ
る
。

（
就
職
の
あ
っ
旋
等
）

第
六
条

作
業
員
の
就
職
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
あ
っ
旋
を
行
い
、
自
営

を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
自
営
す
る
に
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
。

（
授
業
料
）

第
七
条

授
業
料
は
徴
収
し
な
い
。

（
失
業
の
認
定
等
）

第
八
条

失
業
保
険
に
基
し
、
失
業
の
認
定
及
び
生
活
保
護
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
戦
傷

病
者
授
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
母
子
福
祉
法
等
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
便
宜
を
与
え

る
。

（
労
務
加
配
米
）

第
九
条

作
業
種
目
に
よ
り
労
務
加
配
米
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
「
配
合
要
領
」
に
よ
る
。

（
寮
）

第
十
条

（
神
奈
川
共
同
作
業
所
）
入
寮
者
に
対
し
て
は
、
食
費
は
実
費
程
度
と
し
、
他
は
す

べ
て
無
料
と
す
る

２

そ
の
他
寮
に
関
す
る
必
要
事
項
は
、
所
長
が
定
め
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条

規
則
第
四
条
に
基
て
誓
約
書
の
保
証
人
は
父
兄
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
身
元
引
受
人

と
し
、
在
所
中
保
証
人
を
変
更
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
所
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

作
業
員
は
、
そ
の
住
所
又
は
戸
籍
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

１

こ
の
所
則
は
昭
和

年

月

日
か
ら
実
施
す
る
。

２

「
神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所
作
業
員
就
業
心
得
」
は
廃
止
す
る
。『

神
類
集
』

昭
和
三
二
年
七
月
一
日

〔
五
─
一
─
六
〇
〕
労
働
事
務
次
官
か
ら
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
労
働
省
発
監
第
一
号
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

第
二
十
六
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
労
働
福
祉
事
業
団
法
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
二

十
日
法
律
第
百
二
十
六
号
を
も
っ
て
公
布
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
登
記
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第

百
六
十
二
号
）
は
、
六
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
七
月
一
日
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
公
布
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
に
基
き
労
働
福
祉
事
業
団
は
本
日
成
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
設
立
の
目
的
は
、
法
第
一
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
の
保
険
施
設
及
び
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
適
切
か
つ
能
率
的
に
行
う
こ
と

に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
事
業
団
の
運
営
に
当
っ
て
は
、
同

法
及
び
同
法
に
基
く
法
令
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
、
従
来
の
経
緯
等
に
鑑
み
左
記
の
点
に
特
に
留
意
し

て
、
事
務
の
運
営
等
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

右
命
に
よ
っ
て
通
達
す
る
。記記

一

事
業
団
は
、
早
急
に
組
織
、
機
構
を
整
備
し
、
事
業
計
画
の
達
成
を
期
す
る
こ
と
。

二

事
業
団
の
本
米
の
公
共
性
に
鑑
み
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
法
令
を
遵
守
し
、
適
正

に
執
行
す
る
よ
う
十
分
の
考
慮
を
払
う
こ
と
。
特
に
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
は
事
業

団
の
事
業
の
能
率
的
な
経
営
と
予
算
の
適
切
な
執
行
を
図
る
た
め
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



- 66 -

三

事
業
団
の
任
務
は
、
本
来
国
が
行
う
べ
き
事
業
を
国
に
代
っ
て
行
う
い
わ
ゆ
る
代
行
機
関
で
あ

っ
て
、
労
災
病
院
等
の
労
災
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
業
務
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、

職
業
訓
練
施
設
等
の
失
業
保
険
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
事
業
等
と
の
一
体
的
運
営
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
労
働
省
と
一
体
不
可
分
と
な
り
、
そ
の
業
務
の
運
営
に
当
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

事
業
団
は
、
新
た
な
構
想
と
組
織
を
も
っ
て
発
足
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
経
緯
等
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
清
新
に
し
て
明
朗
な
体
制
を
樹
立
し
、
役
職
員
一
体
と
な
り
そ
の
業
務

に
当
ら
れ
た
い
こ
と
。

五

副
参
事
以
上
の
職
員
の
任
命
並
び
に
理
事
の
担
当
に
つ
い
て
は
事
前
に
労
働
大
臣
の
承
認
を
求

め
ら
れ
た
い
こ
と
。

六

失
業
保
険
の
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
と
の
関
係
よ
り
、
十
月
以
降
に
事
業
団
に

切
り
替
え
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
三
二
年
七
月
一
九
日

〔
五
─
一
─
六
一
〕
労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
か
ら
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
監
発
第
一
号
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
のの
業業
務務
にに
関関
連連
しし
事事
前前
にに
連連
絡絡
をを
要要
すす
るる
事事
項項
にに
つつ
いい
てて

貴
事
業
団
と
当
省
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
種
々
御
配
意
を
願
っ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、

今
後
両
者
の
連
絡
を
一
層
緊
密
に
す
る
た
め
左
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
前
に
当
方
に
連
絡

せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
よ
ろ
し
く
御
取
計
ら
い
願
い
た
い
。

記記

一

事
業
団
の
規
程
並
び
に
重
要
な
達
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

制
定
の
際
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
必
要
と
す
る
規
程
等
の
細
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

事
業
団
の
業
務
運
営
上
、
重
要
な
、
若
し
く
は
基
本
的
な
方
針
又
は
類
似
の
公
的
機
関
等
に
お

け
る
措
置
と
の
権
衡
に
つ
い
て
検
討
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
方
針
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

事
業
団
が
締
結
す
る
契
約
の
標
準
約
款
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
特
に
重
要
な
、
若
し

く
は
異
例
に
わ
た
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

五

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
で
重
要
な
と
き
。

１

国
会
又
は
各
省
に
対
し
、
文
書
又
は
資
料
等
を
堤
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２

会
計
検
査
院
そ
の
他
の
外
部
機
関
か
ら
事
業
団
の
業
務
に
関
し
勧
告
又
は
警
告
等
を
受
け
、

こ
れ
に
対
し
措
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
こ
れ
等
の
機
関
に
対
し
て
文
書
を
提
出
し
よ
う
と

す
る
と
き
。

３

事
業
団
の
職
員
又
は
職
員
の
組
織
す
る
団
体
か
ら
労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
要
求
を
受
け
、

こ
れ
に
対
し
態
度
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

４

訴
願
、
訴
訟
そ
の
他
の
紛
争
に
関
し
て
事
業
団
の
態
度
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日

〔
五
─
一
─
六
二
〕
総
理
府
総
務
長
官
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
総
審
第
一
二
八
号
）

駐駐
留留
軍軍
撤撤
退退
にに
伴伴
うう
離離
職職
者者
のの
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
二
年
九
月
三
〇
日
付
総
審
第
二
〇
二
号
を
も
っ
て
通
知
を
い
た

し
、
離
職
者
対
策
本
部
の
設
置
を
お
願
い
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
般
駐
留
軍
関
係
離
職
者

等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
百
五
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等

の
対
策
機
構
と
し
て
、
新
た
に
総
理
府
に
中
央
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策
協
議
会
（
中
央
協

議
会
）
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
都
道
府
県
は
、
条
例
で
都
道
府
県
駐
留
軍
関
係
離
職
者

等
対
策
協
議
会
（
都
道
府
県
協
議
会
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
政
府
に
お
い
て
は
、
従
来
の
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
を
廃
止
し
、
ま
た
対
策
の
実

施
の
推
進
及
び
都
道
府
県
協
議
会
と
の
連
絡
に
あ
た
る
た
め
総
理
府
に
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等

対
策
推
進
本
部
を
設
け
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

貴
□
に
お
か
れ
て
も
同
法
の
趣
旨
に
則
り
速
か
に
都
道
府
県
協
議
会
を
設
置
し
、
そ
の
協
議

会
の
設
置
、
運
営
に
つ
い
て
労
働
省
の
通
達
に
よ
ら
れ
る
ほ
か
、
左
記
の
事
項
に
留
意
せ
ら
れ
、

対
策
の
推
進
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記記

１

協
議
会
の
事
務
措
置
機
構
を
明
確
に
し
、
協
議
会
の
事
務
の
一
元
的
運
営
を
図
る
こ
と
。

２

右
の
事
務
担
当
機
構
は
協
議
会
で
連
絡
・
調
整
さ
れ
た
対
策
の
推
進
に
も
あ
た
り
、
特
に

駐
留
軍
関
係
離
職
者
の
再
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
個
別
の
相
談
、
斡
旋
等
に
努
め
る
こ
と
。

３

協
議
会
で
協
議
さ
れ
た
事
項
中
政
府
の
措
置
を
必
要
と
す
る
も
の
そ
の
他
対
策
推
進
の
た

め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
右
の
事
務
担
当
機
構
に
お
い
て
随
時
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等

対
策
推
進
本
部
と
の
運
営
に
努
め
る
こ
と
。

『
行
政
三
』
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ⅤⅤ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

昭
和
二
一
年
一
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
一
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
六
号

神神
奈奈
川川
県県
立立
厚厚
生生
職職
業業
補補
導導
所所
規規
程程

第
一
条

左
ニ
掲
ク
ル
者
ニ
対
シ
生
業
ニ
必
要
ナ
ル
技
術
及
知
識
ヲ
修
得
セ
シ
ム
ル
為
神
奈
川
県
立

厚
生
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
卜
称
ス
）
ヲ
横
須
賀
市
公
郷
町
五
七
九
番
地
ニ
設
置
ス

一
、
特
別
ノ
公
務
ニ
因
リ
又
ハ
之
ニ
関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト

ナ
リ
タ
ル
者

二
、
戦
時
災
害
ニ
因
リ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト
ナ
リ
タ
ル
者

三
、
終
戦
ニ
因
ル
内
地
（
本
州
、
四
国
、
九
州
及
北
海
道
以
下
同
シ
）
以
外
ノ
地
城
ヨ
リ
ノ
引
揚

者
中
傷
痍
又
ハ
疾
病
ニ
因
ル
不
具
廃
疾
者

四
、
法
令
ニ
ヨ
リ
徴
用
セ
ラ
レ
又
ハ
当
該
業
務
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
業
務
上
ノ
事
由
ニ
囚
リ

又
ハ
業
務
ニ
関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
卜
ナ
リ
タ
ル
者

五
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
船
員
保
険
法
ノ
被
保
険
者
ニ
シ
テ
業
務
上
ノ
事
由
ニ
囚
リ
又
ハ
業
務
ニ

関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト
ナ
リ
タ
ル
者

六
、
其
ノ
他
国
又
ハ
県
ニ
於
テ
職
業
補
導
ヲ
必
要
卜
認
ム
ル
者

注
㋑
不
具
廃
疾
卜
ハ
恩
給
法
施
行
令
第
三
十
一
条
ニ
規
定
シ
ア
ル
程
度
以
上
ノ
障
碍
ヲ
貽
セ
ル
モ

ノ
ヲ
言
フ

㋺
戦
時
災
害
ト
ハ
戦
爭
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
戦
闘
行
為
ニ
囚
ル
災
害
及
之
ニ
起
因
シ
テ
生
ス
ル
災
害

ヲ
言
フ

㋩
第
一
号
乃
至
第
六
気
号
ニ
ハ
女
子
ヲ
含
マ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条

補
導
所
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

所

長

一

名

書

記

若
干
名

技

手

若
干
名

雇

若
干
名

助

手

若
干
名

司

長

若
干
名

講

師

若
干
名

第
三
条

所
長
ハ
主
事
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

第
四
条

所
長
以
下
雇
以
上
ノ
職
員
ハ
知
事
之
ヲ
任
命
又
ハ
嘱
託
ス

第
五
条

所
長
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
所
務
ヲ
掌
ル

書
記
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
受
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

技
手
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
技
術
ニ
従
事
ス

第
六
条

補
導
所
ニ
於
ケ
ル
教
育
科
目
、
修
業
期
間
、
収
容
人
員
等
ハ
別
表
ノ
通
卜
ス

別
表
ニ
定
ム
ル
科
目
以
外
ノ
科
目
ニ
付
教
育
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
ハ
必
要

ニ
依
リ
公
私
ノ
施
設
に
委
託
シ
テ
教
育
ヲ
行
フ
コ
ト
を
得

第
七
条

補
導
所
入
所
志
願
者
ハ
入
所
願
（
様
式
第
一
号
）
ニ
左
ノ
各
号
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ
知
事
宛
ト

シ
テ
所
長
ニ
提
出
ス
ヘ
シ

一
、
履
歴
書

二
、
㋑
第
一
条
第
一
号
ノ
該
当
者
ニ
対
シ
テ
ハ
思
給
証
書
写
又
ハ
裁
定
通
知
書
写
（
思
給
未
タ
決

定
セ
サ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
恩
給
受
給
見
込
証
明
書
其
ノ
他
傷
痍
軍
人
又
ハ
傷
痍
軍
人
ト
ナ
ル

見
込
証
明
書
）
転
免
役
賜
金
受
給
者
ニ
付
テ
ハ
転
免
役
賜
金
証
書
写
（
転
免
役
賜
金
未
タ
決

定
セ
サ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
転
免
役
賜
金
受
給
見
込
証
明
書
）

㋺
第
一
条
第
二
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
戦
時
中
本
人
ノ
居
住
セ
ル
市
区
町
村
長
ノ
証
明
書

㋩
第
一
条
第
三
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
引
揚
民
援
護
局
長
又
ハ
引
揚
ケ
後
居
住
ス
ル
市
区
町
村

長
ノ
証
明
書

㋥
第
一
条
第
四
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
タ
ル
時
当
該
事
業
ニ
従

事
シ
ア
リ
タ
ル
工
場
事
業
場
長
ノ
證
明
書

㋭
第
一
条
第
五
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
傷
害
年
金
証
書
写
（
障
害
年
金
未
タ
決
定
セ
サ
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
傷
害
年
金
受
給
見
込
証
明
書
）

三
、
健
康
診
断
書
（
伝
染
性
疾
患
ノ
有
無
特
ニ
結
核
性
疾
患
ヲ
経
過
セ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
健
康
ノ

良
否
ニ
付
国
立
、
公
立
病
院
、
療
養
所
又
ハ
保
健
所
ニ
於
テ
診
断
シ
タ
ル
モ
ノ
）

四
、
戸
籍
抄
本

第
八
条

入
所
願
ヲ
受
理
シ
タ
ル
時
ハ
左
記
事
項
調
査
ノ
上
入
所
決
定
セ
ラ
レ
ル
コ
ト

一
、
本
人
ノ
性
行

二
、
教
育
科
目
ノ
適
否

三
、
其
ノ
他
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項

第
九
条

入
所
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
（
以
下
訓
練
生
ト
称
ス
）
ハ
直
チ
ニ
誓
約
書
（
様
式
第
二
号
）

ヲ
知
事
宛
ト
シ
テ
所
長
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
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ⅤⅤ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

昭
和
二
一
年
一
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
一
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
六
号

神神
奈奈
川川
県県
立立
厚厚
生生
職職
業業
補補
導導
所所
規規
程程

第
一
条

左
ニ
掲
ク
ル
者
ニ
対
シ
生
業
ニ
必
要
ナ
ル
技
術
及
知
識
ヲ
修
得
セ
シ
ム
ル
為
神
奈
川
県
立

厚
生
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
卜
称
ス
）
ヲ
横
須
賀
市
公
郷
町
五
七
九
番
地
ニ
設
置
ス

一
、
特
別
ノ
公
務
ニ
因
リ
又
ハ
之
ニ
関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト

ナ
リ
タ
ル
者

二
、
戦
時
災
害
ニ
因
リ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト
ナ
リ
タ
ル
者

三
、
終
戦
ニ
因
ル
内
地
（
本
州
、
四
国
、
九
州
及
北
海
道
以
下
同
シ
）
以
外
ノ
地
城
ヨ
リ
ノ
引
揚

者
中
傷
痍
又
ハ
疾
病
ニ
因
ル
不
具
廃
疾
者

四
、
法
令
ニ
ヨ
リ
徴
用
セ
ラ
レ
又
ハ
当
該
業
務
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
業
務
上
ノ
事
由
ニ
囚
リ

又
ハ
業
務
ニ
関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
卜
ナ
リ
タ
ル
者

五
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
船
員
保
険
法
ノ
被
保
険
者
ニ
シ
テ
業
務
上
ノ
事
由
ニ
囚
リ
又
ハ
業
務
ニ

関
連
シ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
為
不
具
廃
疾
ト
ナ
リ
タ
ル
者

六
、
其
ノ
他
国
又
ハ
県
ニ
於
テ
職
業
補
導
ヲ
必
要
卜
認
ム
ル
者

注
㋑
不
具
廃
疾
卜
ハ
恩
給
法
施
行
令
第
三
十
一
条
ニ
規
定
シ
ア
ル
程
度
以
上
ノ
障
碍
ヲ
貽
セ
ル
モ

ノ
ヲ
言
フ

㋺
戦
時
災
害
ト
ハ
戦
爭
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
戦
闘
行
為
ニ
囚
ル
災
害
及
之
ニ
起
因
シ
テ
生
ス
ル
災
害

ヲ
言
フ

㋩
第
一
号
乃
至
第
六
気
号
ニ
ハ
女
子
ヲ
含
マ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条

補
導
所
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

所

長

一

名

書

記

若
干
名

技

手

若
干
名

雇

若
干
名

助

手

若
干
名

司

長

若
干
名

講

師

若
干
名

第
三
条

所
長
ハ
主
事
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

第
四
条

所
長
以
下
雇
以
上
ノ
職
員
ハ
知
事
之
ヲ
任
命
又
ハ
嘱
託
ス

第
五
条

所
長
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
所
務
ヲ
掌
ル

書
記
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
受
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

技
手
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
技
術
ニ
従
事
ス

第
六
条

補
導
所
ニ
於
ケ
ル
教
育
科
目
、
修
業
期
間
、
収
容
人
員
等
ハ
別
表
ノ
通
卜
ス

別
表
ニ
定
ム
ル
科
目
以
外
ノ
科
目
ニ
付
教
育
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
ハ
必
要

ニ
依
リ
公
私
ノ
施
設
に
委
託
シ
テ
教
育
ヲ
行
フ
コ
ト
を
得

第
七
条

補
導
所
入
所
志
願
者
ハ
入
所
願
（
様
式
第
一
号
）
ニ
左
ノ
各
号
ノ
書
類
ヲ
添
ヘ
知
事
宛
ト

シ
テ
所
長
ニ
提
出
ス
ヘ
シ

一
、
履
歴
書

二
、
㋑
第
一
条
第
一
号
ノ
該
当
者
ニ
対
シ
テ
ハ
思
給
証
書
写
又
ハ
裁
定
通
知
書
写
（
思
給
未
タ
決

定
セ
サ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
恩
給
受
給
見
込
証
明
書
其
ノ
他
傷
痍
軍
人
又
ハ
傷
痍
軍
人
ト
ナ
ル

見
込
証
明
書
）
転
免
役
賜
金
受
給
者
ニ
付
テ
ハ
転
免
役
賜
金
証
書
写
（
転
免
役
賜
金
未
タ
決

定
セ
サ
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
転
免
役
賜
金
受
給
見
込
証
明
書
）

㋺
第
一
条
第
二
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
戦
時
中
本
人
ノ
居
住
セ
ル
市
区
町
村
長
ノ
証
明
書

㋩
第
一
条
第
三
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
引
揚
民
援
護
局
長
又
ハ
引
揚
ケ
後
居
住
ス
ル
市
区
町
村

長
ノ
証
明
書

㋥
第
一
条
第
四
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
傷
痍
ヲ
受
ケ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
タ
ル
時
当
該
事
業
ニ
従

事
シ
ア
リ
タ
ル
工
場
事
業
場
長
ノ
證
明
書

㋭
第
一
条
第
五
号
ノ
該
当
者
ニ
付
テ
ハ
傷
害
年
金
証
書
写
（
障
害
年
金
未
タ
決
定
セ
サ
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
傷
害
年
金
受
給
見
込
証
明
書
）

三
、
健
康
診
断
書
（
伝
染
性
疾
患
ノ
有
無
特
ニ
結
核
性
疾
患
ヲ
経
過
セ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
健
康
ノ

良
否
ニ
付
国
立
、
公
立
病
院
、
療
養
所
又
ハ
保
健
所
ニ
於
テ
診
断
シ
タ
ル
モ
ノ
）

四
、
戸
籍
抄
本

第
八
条

入
所
願
ヲ
受
理
シ
タ
ル
時
ハ
左
記
事
項
調
査
ノ
上
入
所
決
定
セ
ラ
レ
ル
コ
ト

一
、
本
人
ノ
性
行

二
、
教
育
科
目
ノ
適
否

三
、
其
ノ
他
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項

第
九
条

入
所
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
（
以
下
訓
練
生
ト
称
ス
）
ハ
直
チ
ニ
誓
約
書
（
様
式
第
二
号
）

ヲ
知
事
宛
ト
シ
テ
所
長
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
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第
十
条

訓
練
生
ハ
補
導
所
附
屬
寄
宿
舎
（
以
下
寮
舎
卜
称
ス
）
ニ
入
舎
ス
ヘ
シ
但
シ
私
宅
又
ハ
縁

故
者
ノ
許
ヨ
リ
通
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
所
長
ノ
許
可
フ
受
ク
ヘ
シ

第
十
一
条

所
長
ハ
職
業
補
導
中
ノ
者
ニ
対
シ
其
ノ
教
育
上
又
ハ
所
内
ノ
秩
序
保
持
上
必
要
ナ
ル
指

示
ヲ
ナ
ス
コ
ト
フ
得

第
十
二
条

所
長
ハ
職
業
補
導
中
ノ
者
ニ
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
退
所
ヲ
命
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

一
、
素
行
不
良
又
ハ
心
身
ノ
状
況
ニ
依
リ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

二
、
規
律
ニ
違
反
シ
又
ハ
所
長
ノ
命
ニ
従
ハ
サ
ル
者

三
、
其
ノ
他
所
長
ニ
於
テ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
事
情
ア
リ
卜
認
メ
タ
ル
者

第
十
三
条

所
定
ノ
課
程
ヲ
終
了
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
様
式
第
三
号
ノ
証
書
ヲ
授
与
ス

第
十
四
条

本
規
程
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
必
要
ナ
ル
細
則
ハ
知
事
ノ
承
認
ヲ
経
テ
所
長
之
ヲ
定
ム

附

則

本
規
程
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

別

表

収
容
人
員

補
導
科
目

訓
練
期
間

（
一
ヶ
年
分
）

事
務
科

四
ヶ
月

七
人

電
気
科

六
ヶ
月

一
〇
人

製
図
科

六
ヶ
月

一
〇
人

機
械
科

六
ヶ
月

一
〇
人

木
工
科

六
ヶ
月

一
〇
人

農
機
具
科

六
ヶ
月

一
〇
人

養
蜂
科

六
ヶ
月

五
人

様
式
弟
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
七
月
一
二
日

〔
五
─
二
─
二
〕
勤
労
局
長
よ
り
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
三
〇
七
号
）

職職
業業
補補
導導
実実
施施
要要
綱綱
にに
関関
すす
るる
件件

職
業
補
導
事
業
運
営
の
益
々
緊
要
な
る
に
鑑
み
こ
れ
が
実
施
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
こ
の

度
別
紙
要
綱
が
定
め
ら
れ
た
か
ら
御
了
知
の
上
其
の
趣
旨
に
副
ひ
一
層
こ
れ
が
事
業
運
営
の
適

正
と
其
の
成
果
の
昂
揚
に
努
め
ら
れ
た
い
。

職職

業業

補補

導導

実実

施施

要要

綱綱

一
、
趣

旨

職
業
補
導
は
戦
争
終
結
に
伴
ふ
産
業
離
職
者
、
復
員
軍
人
、
海
外
引
揚
者
、
戦
災
等
失
業

者
中
直
ち
に
就
職
し
得
ざ
る
も
の
に
対
し
、
所
要
の
技
能
を
補
ひ
、
健
企
な
る
職
業
に
円
滑

且
つ
速
や
か
に
就
業
し
得
る
様
指
導
し
、
以
つ
て
民
生
安
定
を
図
る
と
共
に
戦
後
の
産
業
復

興
に
資
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
こ
と
。

二
、
開

所

職
業
補
導
所
は
、
厚
生
省
の
指
示
す
る
所
に
従
ひ
都
庁
府
県
に
お
い
て
左
記
事
項
に
留
意

し
計
画
立
案
し
、
厚
生
省
の
承
認
を
得
て
開
所
す
る
こ
と
。

㈠

名

称

原
則
と
し
て
「
何
々
職
業
補
導
所
」
と
す
る
こ
と
。

㈡

経
営
主
体

原
則
と
し
て
地
方
庁
の
経
営
と
す
べ
き
も
職
業
補
導
協
会
支
部
其
他
適
切
な
る
団
体
を

指
導
し
て
委
託
経
営
を
な
さ
し
む
る
こ
と
を
得
る
こ
と
。

㈢

位

置

失
業
者
の
分
布
状
況
、
産
業
事
情
、
交
通
事
情
並
び
に
既
存
建
物
の
利
用
可
能
の
有
無

等
を
勘
案
す
る
と
共
に
補
導
種
目
の
実
習
に
便
な
る
場
所
を
考
慮
す
る
こ
と
。

㈣

建

物

原
則
と
し
て
専
用
の
建
物
と
し
て
事
務
室
、
教
室
、
実
習
（
作
業
）
場
等
必
要
な
る
施

設
を
設
け
る
こ
と
。

寄
宿
舎
を
設
け
る
こ
と
は
望
ま
し
き
も
食
糧
事
情
、
経
費
、
建
物
等
現
下
の
状
況
に
鑑

み
差
当
り
通
勤
を
建
前
と
す
る
こ
と
。

㈤

機
械
器
具
其
の
他
の
設
備

職
業
補
導
所
は
実
習
教
育
の
充
実
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
補
導
用
機
械
器
具
の
整
備
計

画
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

な
ほ
補
導
用
機
械
器
具
其
の
他
の
設
備
の
不
足
な
る
現
状
に
鑑
み
、
常
に
之
が
確
保
に

努
む
る
と
共
に
其
の
能
率
的
活
用
を
工
夫
勘
案
す
る
こ
と
。

㈥

補

導

種

目

補
導
種
目
の
選
定
に
当
り
て
は
我
が
国
衣
食
住
の
生
活
の
安
定
に
眼
目
を
置
き
戦
災
の

復
旧
、
戦
後
産
業
の
振
興
に
必
要
な
る
職
種
に
つ
き
、
其
の
地
方
の
戦
災
の
状
況
、
産
業

事
情
等
を
充
分
勘
案
す
る
こ
と
。

㈦

定

員
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建
物
の
収
容
能
力
、
設
備
の
状
況
、
指
導
員
確
保
の
難
易
等
の
事
情
を
勘
案
し
、
補
導

の
徹
底
を
期
し
得
る
程
度
に
依
り
決
定
す
る
こ
と
。

三
、
職

員

㈠

職
業
補
導
所
に
は
原
則
と
し
て
専
任
の
所
長
を
置
く
こ
と
。
所
長
は
斯
道
に
関
し
経
験

と
深
き
理
解
を
有
し
、
人
格
、
識
見
共
に
職
業
補
導
所
の
経
営
管
理
に
適
格
な
る
人
物
に

つ
き
、
こ
れ
を
選
定
す
る
こ
と
。

㈡

事
務
職
員
と
し
て
は
、
職
業
補
導
事
業
に
関
し
相
当
の
理
解
と
識
見
と
を
有
し
人
事
管

理
、
物
品
管
理
及
び
会
計
経
理
事
務
に
当
る
の
才
能
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈢

指
導
職
員
と
し
て
は
次
の
条
件
を
具
備
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋑

夫
々
担
当
の
専
門
作
業
に
つ
き
学
校
教
員
た
る
の
資
格
を
認
定
さ
れ
て
居
る
こ
と
。

又
は
夫
々
専
門
作
業
に
つ
き
体
系
的
学
理
を
概
略
了
得
し
、
実
際
作
業
に
つ
き
概
ね
五

年
以
上
の
体
験
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

教
育
的
識
見
を
有
し
指
導
力
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈣

補
導
生
の
指
導
に
当
り
て
は
懇
切
丁
寧
に
其
の
技
術
並
び
に
心
身
の
錬
磨
に
努
む
る
と

共
に
、
進
ん
で
補
導
生
の
身
上
相
談
等
に
与
か
る
様
心
掛
け
る
こ
と
。

四
、
補
導
生
の
募
集
並
に
選
定

㈠

補
導
生
の
募
集
は
適
切
な
る
周
知
方
法
に
依
り
勤
労
署
を
通
じ
公
募
す
る
を
原
則
と
す

る
こ
と
。

㈡

補
導
生
の
選
定
に
当
り
て
は
左
の
条
件
を
具
備
す
る
者
の
中
よ
り
其
の
候
補
を
定
む
る

こ
と
。

㋑

将
米
其
の
職
種
の
職
業
に
従
事
す
る
意
志
強
固
な
る
も
の
た
る
こ
と
。

適
格
性
と
興
味
と
を
有
す
る
も
の
た
る
こ
と
。

㋺

身
体
的
障
害
あ
る
も
其
の
職
種
に
適
性
を
有
す
る
者
、
生
活
の
余
裕
乏
し
き
者
は
力

め
て
之
を
選
定
す
る
様
留
意
す
る
こ
と
。

㈢

入
所
は
前
項
の
候
補
者
に
つ
き
本
人
の
略
歴
、
家
庭
事
情
及
び
将
来
の
希
望
等
に
つ
き

聴
取
の
上
各
人
の
身
上
調
書
を
作
成
し
之
等
の
書
類
及
び
本
人
に
つ
き
審
査
の
上
決
定
を

な
す
こ
と
。

㈣

入
所
決
定
に
際
し
て
は
誓
約
書
を
堤
出
せ
し
む
る
こ
と
を
可
と
す
る
事
。

五
、
補
導
生
入
所
中
の
処
遇

㈠

補
導
生
は
職
業
補
導
所
長
の
指
導
の
下
に
自
主
的
に
規
律
あ
る
行
動
を
為
さ
し
む
る
こ

と
。

㈡

補
導
生
入
所
中
の
補
導
に
要
す
る
経
費
は
之
を
徴
収
せ
ざ
る
こ
と
。

㈢

補
導
生
に
し
て
中
途
退
所
せ
む
と
す
る
場
合
は
其
の
理
由
を
具
し
て
所
長
の
許
可
を
受

け
し
む
る
こ
と
。
こ
の
場
合
事
由
に
依
り
て
は
入
所
中
の
実
費
を
徴
し
得
る
こ
と
。
尚
成

績
著
し
く
不
良
に
し
て
補
導
生
と
し
て
適
当
な
ら
ず
と
認
め
た
る
者
に
対
し
て
は
所
長
に

於
て
退
所
を
命
じ
得
る
こ
と
。

六
、
補

導

教

程

各
種
目
に
つ
き
厚
生
省
に
於
て
指
示
す
る
所
に
依
り
、
其
の
細
目
を
定
め
実
施
す
る
こ
と
。

但
し
厚
生
省
に
於
て
未
だ
指
示
せ
ざ
る
職
種
に
就
て
は
当
該
地
方
専
門
家
の
意
見
を
徴
し
之

を
決
定
し
厚
生
省
に
報
告
す
る
こ
と
。

七
、
補
導
生
の
就
職
相
談
及
び
斡
旋

職
業
補
導
所
長
は
常
に
補
導
生
各
人
に
つ
き
其
の
人
物
性
行
、
技
能
習
熟
度
及
び
家
庭
事

情
等
に
留
意
し
補
導
期
間
中
の
概
ね
後
期
よ
り
逐
次
各
人
別
の
就
職
（
自
営
を
含
む
）
相
談

を
実
施
す
。

補
導
生
修
了
前
に
於
て
予
め
関
係
勤
労
署
に
連
絡
し
其
の
就
職
斡
旋
に
関
し
万
全
を
期
す

る
こ
と
。

八
、
経

理

㈠

経
理
は
最
も
厳
正
な
ら
し
め
、
関
係
簿
冊
は
明
確
に
整
備
し
置
く
こ
と
。

㈡

実
習
作
業
に
依
る
製
品
は
補
導
協
会
地
方
支
部
等
を
し
て
出
来
得
る
限
り
統
一
を
と
り

一
般
の
価
格
に
依
り
通
常
の
系
統
を
通
じ
て
販
売
す
る
こ
と
。

㈢

実
習
に
依
る
収
益
は
其
の
経
理
を
明
確
な
ら
し
め
補
導
生
の
補
導
を
受
く
る
に
必
要
な

る
経
理
又
は
共
同
福
利
施
設
等
の
経
理
に
充
つ
る
こ
と
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
日

〔
五
─
二
─
三
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
二
九
号

神神
奈奈
川川
県県
横横
浜浜
木木
工工
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

失
業
者
の
中
建
具
又
は
家
具
製
作
の
技
能
者
に
な
ら
う
と
す
る
者
を
入
所
せ
し
め
て

短
期
の
補
導
を
実
施
し
以
つ
て
失
業
救
済
と
戦
災
復
興
に
資
す
る
為
神
奈
川
県
横
浜
木
工
補

導
所
（
以
下
補
導
所
と
云
ふ
）
を
横
浜
市
南
区
永
田
町
一
九
六
二
番
地
に
設
置
す
る

第
二
条

補
導
所
に
左
の
職
員
を
置
く

所

長

一
人

書

記

一
人

指
導
員

四
人
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建
物
の
収
容
能
力
、
設
備
の
状
況
、
指
導
員
確
保
の
難
易
等
の
事
情
を
勘
案
し
、
補
導

の
徹
底
を
期
し
得
る
程
度
に
依
り
決
定
す
る
こ
と
。

三
、
職

員

㈠

職
業
補
導
所
に
は
原
則
と
し
て
専
任
の
所
長
を
置
く
こ
と
。
所
長
は
斯
道
に
関
し
経
験

と
深
き
理
解
を
有
し
、
人
格
、
識
見
共
に
職
業
補
導
所
の
経
営
管
理
に
適
格
な
る
人
物
に

つ
き
、
こ
れ
を
選
定
す
る
こ
と
。

㈡

事
務
職
員
と
し
て
は
、
職
業
補
導
事
業
に
関
し
相
当
の
理
解
と
識
見
と
を
有
し
人
事
管

理
、
物
品
管
理
及
び
会
計
経
理
事
務
に
当
る
の
才
能
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈢

指
導
職
員
と
し
て
は
次
の
条
件
を
具
備
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋑

夫
々
担
当
の
専
門
作
業
に
つ
き
学
校
教
員
た
る
の
資
格
を
認
定
さ
れ
て
居
る
こ
と
。

又
は
夫
々
専
門
作
業
に
つ
き
体
系
的
学
理
を
概
略
了
得
し
、
実
際
作
業
に
つ
き
概
ね
五

年
以
上
の
体
験
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

教
育
的
識
見
を
有
し
指
導
力
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈣

補
導
生
の
指
導
に
当
り
て
は
懇
切
丁
寧
に
其
の
技
術
並
び
に
心
身
の
錬
磨
に
努
む
る
と

共
に
、
進
ん
で
補
導
生
の
身
上
相
談
等
に
与
か
る
様
心
掛
け
る
こ
と
。

四
、
補
導
生
の
募
集
並
に
選
定

㈠

補
導
生
の
募
集
は
適
切
な
る
周
知
方
法
に
依
り
勤
労
署
を
通
じ
公
募
す
る
を
原
則
と
す

る
こ
と
。

㈡

補
導
生
の
選
定
に
当
り
て
は
左
の
条
件
を
具
備
す
る
者
の
中
よ
り
其
の
候
補
を
定
む
る

こ
と
。

㋑

将
米
其
の
職
種
の
職
業
に
従
事
す
る
意
志
強
固
な
る
も
の
た
る
こ
と
。

適
格
性
と
興
味
と
を
有
す
る
も
の
た
る
こ
と
。

㋺

身
体
的
障
害
あ
る
も
其
の
職
種
に
適
性
を
有
す
る
者
、
生
活
の
余
裕
乏
し
き
者
は
力

め
て
之
を
選
定
す
る
様
留
意
す
る
こ
と
。

㈢

入
所
は
前
項
の
候
補
者
に
つ
き
本
人
の
略
歴
、
家
庭
事
情
及
び
将
来
の
希
望
等
に
つ
き

聴
取
の
上
各
人
の
身
上
調
書
を
作
成
し
之
等
の
書
類
及
び
本
人
に
つ
き
審
査
の
上
決
定
を

な
す
こ
と
。

㈣

入
所
決
定
に
際
し
て
は
誓
約
書
を
堤
出
せ
し
む
る
こ
と
を
可
と
す
る
事
。

五
、
補
導
生
入
所
中
の
処
遇

㈠

補
導
生
は
職
業
補
導
所
長
の
指
導
の
下
に
自
主
的
に
規
律
あ
る
行
動
を
為
さ
し
む
る
こ

と
。

㈡

補
導
生
入
所
中
の
補
導
に
要
す
る
経
費
は
之
を
徴
収
せ
ざ
る
こ
と
。

㈢

補
導
生
に
し
て
中
途
退
所
せ
む
と
す
る
場
合
は
其
の
理
由
を
具
し
て
所
長
の
許
可
を
受

け
し
む
る
こ
と
。
こ
の
場
合
事
由
に
依
り
て
は
入
所
中
の
実
費
を
徴
し
得
る
こ
と
。
尚
成

績
著
し
く
不
良
に
し
て
補
導
生
と
し
て
適
当
な
ら
ず
と
認
め
た
る
者
に
対
し
て
は
所
長
に

於
て
退
所
を
命
じ
得
る
こ
と
。

六
、
補

導

教

程

各
種
目
に
つ
き
厚
生
省
に
於
て
指
示
す
る
所
に
依
り
、
其
の
細
目
を
定
め
実
施
す
る
こ
と
。

但
し
厚
生
省
に
於
て
未
だ
指
示
せ
ざ
る
職
種
に
就
て
は
当
該
地
方
専
門
家
の
意
見
を
徴
し
之

を
決
定
し
厚
生
省
に
報
告
す
る
こ
と
。

七
、
補
導
生
の
就
職
相
談
及
び
斡
旋

職
業
補
導
所
長
は
常
に
補
導
生
各
人
に
つ
き
其
の
人
物
性
行
、
技
能
習
熟
度
及
び
家
庭
事

情
等
に
留
意
し
補
導
期
間
中
の
概
ね
後
期
よ
り
逐
次
各
人
別
の
就
職
（
自
営
を
含
む
）
相
談

を
実
施
す
。

補
導
生
修
了
前
に
於
て
予
め
関
係
勤
労
署
に
連
絡
し
其
の
就
職
斡
旋
に
関
し
万
全
を
期
す

る
こ
と
。

八
、
経

理

㈠

経
理
は
最
も
厳
正
な
ら
し
め
、
関
係
簿
冊
は
明
確
に
整
備
し
置
く
こ
と
。

㈡

実
習
作
業
に
依
る
製
品
は
補
導
協
会
地
方
支
部
等
を
し
て
出
来
得
る
限
り
統
一
を
と
り

一
般
の
価
格
に
依
り
通
常
の
系
統
を
通
じ
て
販
売
す
る
こ
と
。

㈢

実
習
に
依
る
収
益
は
其
の
経
理
を
明
確
な
ら
し
め
補
導
生
の
補
導
を
受
く
る
に
必
要
な

る
経
理
又
は
共
同
福
利
施
設
等
の
経
理
に
充
つ
る
こ
と
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
日

〔
五
─
二
─
三
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
二
九
号

神神
奈奈
川川
県県
横横
浜浜
木木
工工
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

失
業
者
の
中
建
具
又
は
家
具
製
作
の
技
能
者
に
な
ら
う
と
す
る
者
を
入
所
せ
し
め
て

短
期
の
補
導
を
実
施
し
以
つ
て
失
業
救
済
と
戦
災
復
興
に
資
す
る
為
神
奈
川
県
横
浜
木
工
補

導
所
（
以
下
補
導
所
と
云
ふ
）
を
横
浜
市
南
区
永
田
町
一
九
六
二
番
地
に
設
置
す
る

第
二
条

補
導
所
に
左
の
職
員
を
置
く

所

長

一
人

書

記

一
人

指
導
員

四
人
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雇

一
人

講

師

若
干
人

第
三
条

所
長
は
二
級
地
方
事
務
官
又
は
二
級
地
方
技
官
を
以
つ
て
充
て
る

第
四
条

所
長
は
所
務
を
総
理
し
職
員
を
監
督
す
る

所
長
事
故
あ
る
場
合
は
所
長
の
指
名
し
た
も
の
が
所
務
を
代
理
す
る

書
記
は
上
司
の
命
を
承
け
て
庶
務
に
従
事
す
る

第
五
条

指
導
員
は
所
長
の
命
を
承
け
て
技
術
の
指
導
に
当
る

第
六
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
予
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

一
、
宿
泊
を
要
す
る
県
外
出
張
に
関
す
る
事
項

二
、
其
の
他
重
要
な
事
項

第
七
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
之
を
専
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
但
し
第
二
号
に
関
す
る

事
項
は
執
行
都
度
遅
滞
な
く
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

一
、
職
員
の
県
内
出
張

二
、
職
員
の
事
務
分
掌

三
、
制
限
定
例
に
依
る
願
届
書
に
関
す
る
事
項

四
、
寄
贈
物
品
及
図
書
の
受
理

五
、
其
の
他
軽
易
な
事
項

第
八
条

所
長
は
主
掌
事
務
に
関
し
て
職
名
又
は
所
名
を
持
っ
て
文
書
の
往
復
を
す
る
こ
と
が

出
来
る

第
九
条

備
付
の
印
章
は
所
長
が
保
管
す
る

第
十
条

所
長
は
時
折
業
務
成
績
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

第
十
一
条

補
導
所
の
補
導
科
目
並
に
補
導
生
の
定
員
は
左
の
通
り
と
す
る

建
具
科

一
五
名

家
具
科

一
五
名

第
十
二
条

補
導
期
間
は
一
補
導
期
間
六
ヶ
月
と
し
年
二
回
実
施
す
る

第
十
三
条

入
所
志
願
者
は
左
の
三
つ
の
事
項
を
調
査
の
上
入
所
が
決
定
せ
ら
れ
る

一

本
人
の
性
行

二

身
上
関
係

三

其
の
他
参
考
と
な
る
や
う
な
事
項

第
十
四
条

入
所
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
云
ふ
）
は
直
ち
に
誓
約
書
（
様
式
第

一
号
）
を
所
長
に
提
出
す
る
こ
と

第
十
五
条

所
長
は
補
導
中
の
者
に
対
し
て
左
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
退
所
を
命

ず
る
こ
と
が
出
来
る

一
、
素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
依
り
成
学
の
見
込
な
い
と
認
め
た
者

二
、
規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
は
な
い
者

三
、
其
の
他
所
長
が
已
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
十
六
条

定
め
ら
れ
た
課
程
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
（
様
式
第
二
号
）
の
証
書
を
授
与

す
る

第
十
七
条

本
規
程
施
行
に
関
し
て
必
要
な
細
則
は
知
事
の
許
可
を
経
て
所
長
が
定
め
る

附

則

本
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
様
式
第
一
号
）
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
日

〔
五
─
二
─
四
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
三
〇
号

神神
奈奈
川川
県県
第第
一一
語語
学学
要要
員員
養養
成成
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

知
識
階
級
の
失
業
者
中
語
学
の
素
養
あ
る
も
の
を
入
所
せ
し
め
て
短
期
の
再
教
育
を

実
施
し
以
つ
て
失
業
救
済
と
進
駐
軍
渉
外
事
務
の
円
滑
な
る
運
営
に
資
す
る
為
に
神
奈
川
県

第
一
語
学
養
成
所
要
員
（
以
下
養
成
所
と
云
ふ
を
横
浜
市
港
北
区
太
尾
町
大
倉
山
に
設
置
す

る
）マ

マ

第
二
条

養
成
所
に
左
の
職
員
を
置
く

所

長

一
人

次

長

一
人

書

記

一
人

指
導
員

四
人

雇

一
人

講

師

若
干
人

第
三
条

所
長
は
勤
労
課
長
を
以
つ
て
充
て
る

第
四
条

次
長
は
日
本
国
際
連
絡
協
会
専
務
理
事
を
以
つ
て
充
て
る

第
五
条

所
長
は
所
務
を
総
理
し
職
員
を
監
督
す
る

次
長
は
所
長
事
故
あ
る
場
合
所
務
を
代
理
す
る

書
記
は
上
司
の
命
を
承
け
て
庶
務
に
従
事
す
る

指
導
員
は
所
長
の
命
を
承
け
て
語
学
の
指
導
に
当
た
る
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第
六
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
予
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

一
、
宿
泊
を
要
す
る
県
外
出
張
に
関
す
る
事
項

二
、
其
の
他
重
要
な
事
項

第
七
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
之
を
専
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
但
し
第
二
号
に
関
す
る

事
項
は
執
行
都
度
遅
滞
な
く
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

一
、
職
員
の
県
内
出
張

二
、
職
員
の
事
務
分
掌

三
、
制
限
定
例
に
依
る
願
届
書
に
関
す
る
事
項

四
、
寄
贈
物
品
及
図
書
の
受
理

五
、
其
の
他
軽
易
な
事
項

第
八
条

所
長
は
主
掌
事
務
に
関
し
て
職
名
又
は
所
名
を
持
っ
て
文
書
の
往
復
を
す
る
こ
と
が

出
来
る

第
九
条

備
付
の
印
章
は
所
長
が
保
管
す
る

第
十
条

所
長
は
時
折
業
務
成
績
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

第
十
一
条

養
成
所
の
補
導
科
目
並
に
補
導
生
の
定
員
は
左
の
通
り
と
す
る

通
訳
科

二
五
名

英
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
科

二
〇
名

第
十
二
条

補
導
期
間
は
一
補
導
期
間
六
ヶ
月
と
し
年
二
回
実
施
す
る

第
十
三
条

入
所
志
願
者
は
左
の
四
つ
の
事
項
を
調
査
の
上
入
所
が
決
定
せ
ら
れ
る

一

本
人
の
学
力

二

性

行

三

身
上
調
査

四

其
の
他
参
考
と
な
る
や
う
な
事
項

第
十
四
条

入
所
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
云
ふ
）
は
直
ち
に
誓
約
書
（
様
式
第

一
号
）
を
所
長
に
提
出
す
る
こ
と

第
十
五
条

所
長
は
補
導
中
の
者
に
対
し
て
左
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
退
所
を
命

ず
る
こ
と
が
出
来
る

一
、
素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
依
り
成
学
の
見
込
な
い
と
認
め
た
者

二
、
規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
は
な
い
者

三
、
其
の
他
所
長
が
已
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
十
六
条

定
め
ら
れ
た
課
程
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
（
様
式
第
二
号
）
の
証
書
を
授
与

す
る

第
十
七
条

本
規
程
施
行
に
関
し
て
必
要
な
細
則
は
知
事
の
許
可
を
経
て
所
長
が
定
め
る

附

則

本
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
様
式
第
一
号
）
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
日

〔
五
─
二
─
五
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
三
一
号

神神
奈奈
川川
県県
傷傷
痍痍
者者
職職
業業
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

左
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
生
業
に
必
要
な
技
術
及
知
識
を
修
得
せ
し
め
る
為
神
奈
川

県
傷
痍
者
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
云
ふ
）
を
横
須
賀
市
公
郷
町
五
七
九
番
地
に
設
置

す
る

一
、
特
別
公
務
に
よ
る
か
又
は
之
に
関
連
し
て
傷
痍
を
承
け
る
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之

マ

マ

が
為
に
不
具
廃
疾
と
な
っ
た
者

二
、
戦
時
災
害
に
よ
っ
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具
廃
疾
と
な

っ
た
者

三
、
終
戦
に
因
っ
て
、
内
地
（
本
州
、
四
国
、
九
州
及
北
海
道
以
下
同
じ
）
以
外
の
地
域
か

ら
の
引
揚
者
中
傷
痍
又
は
疾
病
に
よ
る
不
具
廃
疾
者

四
、
法
令
に
因
っ
て
徴
用
せ
ら
れ
又
は
当
該
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
業
務
上
の
事
由

に
因
る
か
又
は
業
務
に
関
連
し
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具

廃
疾
と
な
っ
た
者

五
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
船
員
保
険
法
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
か
又

は
業
務
に
関
連
し
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具
廃
疾
と
な
っ

た
者

六
、
其
の
他
国
又
は
県
に
於
て
職
業
補
導
を
必
要
と
認
め
た
者

注
㋑

不
具
廃
疾
と
は
恩
給
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
規
程
し
て
い
る
あ
る
程
度
以
上
の

マ
マ

障
碍
を
残
し
た
も
の
を
云
ふ

㋺

戦
時
災
害
と
は
戦
争
の
際
に
於
け
る
戦
闘
行
為
に
因
っ
て
災
害
を
受
け
た
か
或
ひ

は
之
に
起
因
し
て
生
じ
た
災
害
を
云
ふ

㋩

第
一
号
乃
至
第
六
号
に
は
女
子
を
言
は
な
い

第
二
条

補
導
所
に
左
の
職
員
を
置
く

所

長

一

名
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第
六
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
予
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

一
、
宿
泊
を
要
す
る
県
外
出
張
に
関
す
る
事
項

二
、
其
の
他
重
要
な
事
項

第
七
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
之
を
専
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
但
し
第
二
号
に
関
す
る

事
項
は
執
行
都
度
遅
滞
な
く
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

一
、
職
員
の
県
内
出
張

二
、
職
員
の
事
務
分
掌

三
、
制
限
定
例
に
依
る
願
届
書
に
関
す
る
事
項

四
、
寄
贈
物
品
及
図
書
の
受
理

五
、
其
の
他
軽
易
な
事
項

第
八
条

所
長
は
主
掌
事
務
に
関
し
て
職
名
又
は
所
名
を
持
っ
て
文
書
の
往
復
を
す
る
こ
と
が

出
来
る

第
九
条

備
付
の
印
章
は
所
長
が
保
管
す
る

第
十
条

所
長
は
時
折
業
務
成
績
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

第
十
一
条

養
成
所
の
補
導
科
目
並
に
補
導
生
の
定
員
は
左
の
通
り
と
す
る

通
訳
科

二
五
名

英
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
科

二
〇
名

第
十
二
条

補
導
期
間
は
一
補
導
期
間
六
ヶ
月
と
し
年
二
回
実
施
す
る

第
十
三
条

入
所
志
願
者
は
左
の
四
つ
の
事
項
を
調
査
の
上
入
所
が
決
定
せ
ら
れ
る

一

本
人
の
学
力

二

性

行

三

身
上
調
査

四

其
の
他
参
考
と
な
る
や
う
な
事
項

第
十
四
条

入
所
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
云
ふ
）
は
直
ち
に
誓
約
書
（
様
式
第

一
号
）
を
所
長
に
提
出
す
る
こ
と

第
十
五
条

所
長
は
補
導
中
の
者
に
対
し
て
左
の
各
号
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
は
退
所
を
命

ず
る
こ
と
が
出
来
る

一
、
素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
依
り
成
学
の
見
込
な
い
と
認
め
た
者

二
、
規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
は
な
い
者

三
、
其
の
他
所
長
が
已
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
十
六
条

定
め
ら
れ
た
課
程
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
（
様
式
第
二
号
）
の
証
書
を
授
与

す
る

第
十
七
条

本
規
程
施
行
に
関
し
て
必
要
な
細
則
は
知
事
の
許
可
を
経
て
所
長
が
定
め
る

附

則

本
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
様
式
第
一
号
）
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
八
月
一
日

〔
五
─
二
─
五
〕
神
奈
川
県
告
示
第
三
三
一
号

神神
奈奈
川川
県県
傷傷
痍痍
者者
職職
業業
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

左
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
生
業
に
必
要
な
技
術
及
知
識
を
修
得
せ
し
め
る
為
神
奈
川

県
傷
痍
者
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
云
ふ
）
を
横
須
賀
市
公
郷
町
五
七
九
番
地
に
設
置

す
る

一
、
特
別
公
務
に
よ
る
か
又
は
之
に
関
連
し
て
傷
痍
を
承
け
る
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之

マ

マ

が
為
に
不
具
廃
疾
と
な
っ
た
者

二
、
戦
時
災
害
に
よ
っ
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具
廃
疾
と
な

っ
た
者

三
、
終
戦
に
因
っ
て
、
内
地
（
本
州
、
四
国
、
九
州
及
北
海
道
以
下
同
じ
）
以
外
の
地
域
か

ら
の
引
揚
者
中
傷
痍
又
は
疾
病
に
よ
る
不
具
廃
疾
者

四
、
法
令
に
因
っ
て
徴
用
せ
ら
れ
又
は
当
該
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
業
務
上
の
事
由

に
因
る
か
又
は
業
務
に
関
連
し
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具

廃
疾
と
な
っ
た
者

五
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
船
員
保
険
法
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
か
又

は
業
務
に
関
連
し
て
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
て
之
が
為
に
不
具
廃
疾
と
な
っ

た
者

六
、
其
の
他
国
又
は
県
に
於
て
職
業
補
導
を
必
要
と
認
め
た
者

注
㋑

不
具
廃
疾
と
は
恩
給
法
施
行
令
第
三
十
一
条
に
規
程
し
て
い
る
あ
る
程
度
以
上
の

マ
マ

障
碍
を
残
し
た
も
の
を
云
ふ

㋺

戦
時
災
害
と
は
戦
争
の
際
に
於
け
る
戦
闘
行
為
に
因
っ
て
災
害
を
受
け
た
か
或
ひ

は
之
に
起
因
し
て
生
じ
た
災
害
を
云
ふ

㋩

第
一
号
乃
至
第
六
号
に
は
女
子
を
言
は
な
い

第
二
条

補
導
所
に
左
の
職
員
を
置
く

所

長

一

名



- 72 -

書

記

若
干
名

技

手

若
干
名

雇

若
干
名

助

手

若
干
名

司

長

若
干
名

講

師

若
干
名

第
三
条

所
長
は
主
事
を
以
て
充
て
る

第
四
条

所
長
以
下
雇
以
上
の
職
員
は
知
事
が
任
命
又
は
嘱
託
す
る

第
五
条

所
長
は
上
司
の
命
を
受
け
所
務
を
掌
る

所
長
事
故
あ
る
場
合
は
所
長
の
指
名
し
た
も
の
が
所
務
を
代
理
す
る

書
記
は
上
司
の
命
を
承
け
て
庶
務
に
従
事
す
る

技
手
は
所
長
の
命
を
受
け
て
技
術
の
指
導
に
従
事
す
る

第
六
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
予
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

一
、
宿
泊
を
要
す
る
県
外
出
張
に
関
す
る
事
項

二
、
其
の
他
重
要
な
事
項

第
七
条

所
長
は
左
の
事
項
に
就
い
て
之
を
専
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
但
し
第
二
号
に
関
す
る

事
項
は
執
行
の
都
度
遅
滞
な
く
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

一
、
職
員
の
県
内
出
張

二
、
職
員
の
事
務
分
掌

三
、
制
規
、
定
例
に
依
る
願
届
書
に
関
す
る
事
項

マ
マ

四
、
寄
贈
物
品
及
図
書
の
受
理

五
、
其
の
他
軽
易
な
事
項

第
八
条

所
長
は
主
掌
事
務
に
関
し
て
職
名
又
は
所
名
を
持
っ
て
文
書
の
往
復
を
す
る
こ
と
が

出
来
る

第
九
条

備
付
の
印
章
は
所
長
が
保
管
す
る

第
十
条

所
長
は
時
折
業
務
成
績
を
知
事
に
報
告
す
る
こ
と

第
十
一
条

所
に
宿
直
を
置
き
書
記
技
手
雇
及
助
手
中
一
人
交
替
に
勤
務
す
る
こ
と

第
十
二
条

補
導
所
に
於
て
の
教
育
科
目
修
業
期
間
収
容
人
員
は
別
表
の
通
り
と
す
る

第
十
三
条

補
導
所
入
所
志
願
者
は
入
所
願
（
様
式
第
一
号
）
に
左
の
各
号
書
類
を
添
へ
て
所

長
に
提
出
す
る
こ
と

一
、
履
歴
書

二
、
㋑

第
一
条
第
一
号
の
該
当
者
に
対
し
て
は
恩
給
証
明
書
写
又
は
最
低
通
知
書
写
（
恩

給
未
だ
決
定
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
恩
給
受
給
見
込
証
明
書
）
転
免
役
賜
金
受
給
者
に
就

い
て
は
転
免
役
償
金
証
明
写
（
転
免
役
償
金
未
だ
決
定
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
転
免
役
償

金
受
給
見
込
証
明
書
）

㋺

第
一
条
第
二
号
の
該
当
者
に
就
い
て
は
戦
時
中
本
人
の
居
住
し
て
居
っ
た
市
町
村

長
の
証
明
書

㋩

第
一
条
第
三
号
の
該
当
者
に
就
い
て
は
引
揚
民
援
護
局
長
又
は
引
揚
後
居
住
す
る

市
町
村
長
の
証
明
書

㋥

第
一
条
第
四
号
の
該
当
に
就
い
て
は
傷
痍
を
受
け
た
か
又
は
疾
病
に
罹
っ
た
当
時

該
事
業
に
従
事
し
て
居
っ
た
工
場
事
業
場
長
の
証
明
書

上
記
工
場
事
業
場
解
散
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
居
住
地
市
町
村
長
の
証
明
書

㋭

第
一
条
第
五
号
の
該
当
者
に
就
い
て
は
障
害
年
金
証
明
書
写
（
障
害
年
金
未
だ
決

定
し
な
い
者
に
在
っ
て
は
障
害
年
金
受
給
見
込
所
）

三
、
健
康
診
断
書
（
伝
染
性
疾
患
の
有
無
特
に
結
核
性
疾
患
を
経
過
し
た
者
に
対
し
て
は
健

康
の
良
否
に
就
い
て
国
立
官
公
立
病
院
療
養
所
又
は
保
健
所
に
於
い
て
診
断
し
た
も
の
）

第
十
四
条

入
所
願
を
受
理
し
た
時
は
左
記
事
項
を
調
査
の
上
入
所
が
決
定
せ
ら
れ
る

一

本
人
の
性
行

二

教
育
科
目
の
適
否

四

其
の
他
参
考
と
な
る
や
う
な
事
項

第
十
五
条

入
所
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
云
ふ
）
は
直
ち
に
誓
約
書
（
様
式
第

二
号
）
を
所
長
に
提
出
す
る
こ
と

第
十
六
条

補
導
生
は
所
長
の
許
可
に
依
っ
て
補
導
所
付
属
寄
宿
舎
に
入
舎
す
る
こ
と
が
出
来

る
第
十
七
条

所
長
は
職
業
補
導
中
の
者
で
あ
っ
て
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
は
退
所
を
命

ず
る
こ
と
が
出
来
る

一
、
素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
依
り
成
業
見
込
が
な
い
と
認
め
た
者

二
、
規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
は
な
い
者

三
、
其
の
他
所
長
に
於
い
て
已
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
十
八
条

所
定
の
課
程
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
（
様
式
第
三
号
）
の
証
書
を
授
与
す
る

第
十
九
条

本
規
定
に
定
め
ら
れ
た
る
も
の
の
外
必
要
な
細
則
は
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が

マ
マ

定
め
る

附

則

本
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

- 73 -

（
別

表
）

収
養
人
員

補
導
科
目

修
業
期
間
（
一
ヶ
年
分
）

電

気

科

六
ヶ
月

二
〇
人

製

図

科

〃

一
〇
人

機

械

科

〃

一
〇
人

義

肢

科

〃

一
〇
人

養

蜂

科

〃

一
〇
人

（
様
式
第
一
号
）（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
九
月
一
四
日

〔
五
─
二
─
六
〕
厚
生
省
労
政
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
七
五
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
等等
新新
設設
拡拡
充充
にに
関関
すす
るる
件件

職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
の
拡
充
に
関
し
て
は
、
予
て
御
配
意
中
の
こ
と
ゝ
存
ず
る
も
、
今

般
更
に
経
済
再
建
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
、
職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
及
び
共
同
作
業
施
設

等
の
新
設
拡
充
を
図
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
の
で
左
記
に
留
意
し
別
紙
計
画
要
領
に
基
き
期
日
厳

守
、
至
急
本
件
計
画
書
を
堤
出
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
本
件
に
要
す
る
経
費
は
公
共
事
業
費
よ
り
支
出
せ
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
り
、
之
が
経
理
関
係

等
は
特
に
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
既
設
の
職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
又
は
他
の

経
費
予
算
を
以
て
運
営
せ
ら
る
ゝ
斯
の
種
の
施
設
と
の
区
分
を
明
か
に
し
置
く
様
予
め
留
意

を
要
す
る
こ
と
。

二
、
本
件
施
般
に
つ
い
て
は
其
の
実
積
の
如
何
に
依
っ
て
は
爾
後
の
運
営
に
関
し
考
慮
せ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
べ
き
を
以
て
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
常
に
適
正
な
る
指
導
を
加
え
十
全
を

期
す
る
こ
と
。

三
、
本
件
施
設
の
一
部
と
し
て
「
石
炭
関
係
技
能
者
補
導
所
」
及
び
「
共
同
作
業
施
設
」
を
新

設
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
之
が
実
施
の
具
体
的
方
策
に
関
し
て
は
其
の
特
殊
性
に
鑑
み
別
途

通
牒
せ
ら
る
ゝ
見
込
な
る
こ
と
。

四
、
本
件
施
設
に
収
容
す
べ
き
者
の
選
定
に
関
し
て
は
別
途
指
示
せ
る
「
公
共
事
業
の
実
施
に

伴
ふ
労
務
配
置
に
関
す
る
件
」
通
牒
に
依
り
処
理
す
る
と
共
に
広
く
本
施
般
設
置
の
趣
旨
徹

底
を
図
る
に
努
む
る
こ
と
。

（
別
紙
）

第第
一一

職職
業業
補補
導導
所所
新新
設設
拡拡
充充
計計
画画
要要
領領

今
回
の
職
業
補
導
所
新
設
は
経
済
再
建
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
之
が
計
画
の
樹
立
に
当
っ
て
は
、
単
に
失
業
者
救
済
の
見
地
の
み
な
ら
ず
其
の
地
方
は

勿
論
広
く
我
が
国
産
業
経
済
の
再
建
民
生
の
安
定
に
充
分
貫
献
す
る
如
く
特
に
慎
重
細
密
な

る
注
意
を
以
て
左
記
了
知
の
上
直
ち
に
実
施
し
得
る
具
体
的
計
画
を
樹
立
す
る
も
の
と
す
。

記

一
、
新
設
職
業
補
導
所
の
経
営
主
体

原
則
と
し
て
「
都
道
府
県
」
と
す
る
も
実
情
に
依
り
て
は
「
財
団
法
人
職
業
補
導
協
会
地
方

支
部
」
「
市
町
村
」
又
は
他
の
適
切
な
る
公
共
団
体
等
に
委
託
経
営
を
な
さ
し
む
る
も
差
支

へ
な
き
こ
と
。

二
、
新
設
職
業
補
導
所
の
規
模
及
び
個
所
数

（
一
）
職
業
補
導
所
の
種
目
、
補
導
期
間
、
補
導
人
員
は
原
則
と
し
て
左
の
通
り
な
る
こ
と
。

補
導
種
目

１
．
建
築
工

２
．
建
具
家
具
工

３
．
和
洋
裁
技
能
者

４
．
手
工
業

関
係

５
．
機
械
器
具
工

６
、
食
品
加
工
技
能
者

補
導
期
間
六
ヶ
月
但
し
食
品
加
工
技
能
者
は
三
ヶ
月

補
導
人
員
一
ヶ
所

五
〇
名

（
二
）
既
に
「
職
業
補
導
所
設
置
計
画
書
」
を
本
省
に
提
出
し
あ
る
も
未
だ
承
認
せ
ら
れ
ざ

る
も
の
あ
る
場
合
は
本
計
画
中
に
含
め
更
め
て
申
請
す
る
こ
と
。

三
、
都
道
府
県
に
設
置
割
当
す
べ
き
補
導
所
の
予
定
は
別
に
指
示
す
る
見
込
あ
る
こ
と
。

四
、
一
個
所
当
経
費
予
算

本
年
度
（
自
九
月
至
三
月
七
ヶ
月
分
）
一
個
所
当
経
費
予
算
は
平
均
二
〇
万
円
に
し
て
其
の

算
出
内
訳
は
概
ね
別
紙
（
職
一
）
の
通
り
な
る
に
つ
き
、
之
を
参
考
と
し
て
関
係
経
費
予
算

を
計
上
す
る
こ
と
。

五
、
所
要
資
材
に
関
す
る
計
画

補
導
所
設
備
及
び
教
材
等
に
要
す
る
資
材
の
入
手
に
関
し
て
は
其
の
品
目
、
数
量
及
び
入
手

方
法
等
に
つ
き
特
に
具
体
的
な
る
計
画
を
樹
て
新
設
承
認
の
上
は
直
ち
に
補
導
に
着
手
し
得

る
様
予
め
充
分
な
る
配
意
を
な
し
置
く
こ
と
。

六
、
計
画
書
の
作
成
及
び
提
出
期
日

（
一
）
計
画
書
は
概
ね
別
紙
（
職
二
）
の
様
式
に
依
り
各
職
業
補
導
所
一
個
所
毎
に
別
冊
と

し
明
確
に
記
載
す
る
こ
と
。
尚
二
個
所
以
上
の
場
合
は
「
一
覧
表
」
を
附
す
る
こ
と
。

（
二
）
提

出

期

日
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（
別

表
）

収
養
人
員

補
導
科
目

修
業
期
間
（
一
ヶ
年
分
）

電

気

科

六
ヶ
月

二
〇
人

製

図

科

〃

一
〇
人

機

械

科

〃

一
〇
人

義

肢

科

〃

一
〇
人

養

蜂

科

〃

一
〇
人

（
様
式
第
一
号
）（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
二
一
年
九
月
一
四
日

〔
五
─
二
─
六
〕
厚
生
省
労
政
局
長
、
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
四
七
五
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
等等
新新
設設
拡拡
充充
にに
関関
すす
るる
件件

職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
の
拡
充
に
関
し
て
は
、
予
て
御
配
意
中
の
こ
と
ゝ
存
ず
る
も
、
今

般
更
に
経
済
再
建
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
、
職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
及
び
共
同
作
業
施
設

等
の
新
設
拡
充
を
図
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
の
で
左
記
に
留
意
し
別
紙
計
画
要
領
に
基
き
期
日
厳

守
、
至
急
本
件
計
画
書
を
堤
出
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
本
件
に
要
す
る
経
費
は
公
共
事
業
費
よ
り
支
出
せ
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
り
、
之
が
経
理
関
係

等
は
特
に
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
既
設
の
職
業
補
導
並
に
授
産
施
設
又
は
他
の

経
費
予
算
を
以
て
運
営
せ
ら
る
ゝ
斯
の
種
の
施
設
と
の
区
分
を
明
か
に
し
置
く
様
予
め
留
意

を
要
す
る
こ
と
。

二
、
本
件
施
般
に
つ
い
て
は
其
の
実
積
の
如
何
に
依
っ
て
は
爾
後
の
運
営
に
関
し
考
慮
せ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
べ
き
を
以
て
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
常
に
適
正
な
る
指
導
を
加
え
十
全
を

期
す
る
こ
と
。

三
、
本
件
施
設
の
一
部
と
し
て
「
石
炭
関
係
技
能
者
補
導
所
」
及
び
「
共
同
作
業
施
設
」
を
新

設
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
之
が
実
施
の
具
体
的
方
策
に
関
し
て
は
其
の
特
殊
性
に
鑑
み
別
途

通
牒
せ
ら
る
ゝ
見
込
な
る
こ
と
。

四
、
本
件
施
設
に
収
容
す
べ
き
者
の
選
定
に
関
し
て
は
別
途
指
示
せ
る
「
公
共
事
業
の
実
施
に

伴
ふ
労
務
配
置
に
関
す
る
件
」
通
牒
に
依
り
処
理
す
る
と
共
に
広
く
本
施
般
設
置
の
趣
旨
徹

底
を
図
る
に
努
む
る
こ
と
。

（
別
紙
）

第第
一一

職職
業業
補補
導導
所所
新新
設設
拡拡
充充
計計
画画
要要
領領

今
回
の
職
業
補
導
所
新
設
は
経
済
再
建
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
之
が
計
画
の
樹
立
に
当
っ
て
は
、
単
に
失
業
者
救
済
の
見
地
の
み
な
ら
ず
其
の
地
方
は

勿
論
広
く
我
が
国
産
業
経
済
の
再
建
民
生
の
安
定
に
充
分
貫
献
す
る
如
く
特
に
慎
重
細
密
な

る
注
意
を
以
て
左
記
了
知
の
上
直
ち
に
実
施
し
得
る
具
体
的
計
画
を
樹
立
す
る
も
の
と
す
。

記

一
、
新
設
職
業
補
導
所
の
経
営
主
体

原
則
と
し
て
「
都
道
府
県
」
と
す
る
も
実
情
に
依
り
て
は
「
財
団
法
人
職
業
補
導
協
会
地
方

支
部
」
「
市
町
村
」
又
は
他
の
適
切
な
る
公
共
団
体
等
に
委
託
経
営
を
な
さ
し
む
る
も
差
支

へ
な
き
こ
と
。

二
、
新
設
職
業
補
導
所
の
規
模
及
び
個
所
数

（
一
）
職
業
補
導
所
の
種
目
、
補
導
期
間
、
補
導
人
員
は
原
則
と
し
て
左
の
通
り
な
る
こ
と
。

補
導
種
目

１
．
建
築
工

２
．
建
具
家
具
工

３
．
和
洋
裁
技
能
者

４
．
手
工
業

関
係

５
．
機
械
器
具
工

６
、
食
品
加
工
技
能
者

補
導
期
間
六
ヶ
月
但
し
食
品
加
工
技
能
者
は
三
ヶ
月

補
導
人
員
一
ヶ
所

五
〇
名

（
二
）
既
に
「
職
業
補
導
所
設
置
計
画
書
」
を
本
省
に
提
出
し
あ
る
も
未
だ
承
認
せ
ら
れ
ざ

る
も
の
あ
る
場
合
は
本
計
画
中
に
含
め
更
め
て
申
請
す
る
こ
と
。

三
、
都
道
府
県
に
設
置
割
当
す
べ
き
補
導
所
の
予
定
は
別
に
指
示
す
る
見
込
あ
る
こ
と
。

四
、
一
個
所
当
経
費
予
算

本
年
度
（
自
九
月
至
三
月
七
ヶ
月
分
）
一
個
所
当
経
費
予
算
は
平
均
二
〇
万
円
に
し
て
其
の

算
出
内
訳
は
概
ね
別
紙
（
職
一
）
の
通
り
な
る
に
つ
き
、
之
を
参
考
と
し
て
関
係
経
費
予
算

を
計
上
す
る
こ
と
。

五
、
所
要
資
材
に
関
す
る
計
画

補
導
所
設
備
及
び
教
材
等
に
要
す
る
資
材
の
入
手
に
関
し
て
は
其
の
品
目
、
数
量
及
び
入
手

方
法
等
に
つ
き
特
に
具
体
的
な
る
計
画
を
樹
て
新
設
承
認
の
上
は
直
ち
に
補
導
に
着
手
し
得

る
様
予
め
充
分
な
る
配
意
を
な
し
置
く
こ
と
。

六
、
計
画
書
の
作
成
及
び
提
出
期
日

（
一
）
計
画
書
は
概
ね
別
紙
（
職
二
）
の
様
式
に
依
り
各
職
業
補
導
所
一
個
所
毎
に
別
冊
と

し
明
確
に
記
載
す
る
こ
と
。
尚
二
個
所
以
上
の
場
合
は
「
一
覧
表
」
を
附
す
る
こ
と
。

（
二
）
提

出

期

日
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昭
和
二
十
一
年
九
月
末
日

別

紙
（
職
一
）

建
築
工
、
建
具
工
、
機
械
器
具
修
理
工
、
和
洋
債
手
工
業
、
食

職
業
補
導
所
一
ヶ
所
当
経
費
内
訳

品
加
工
関
係
技
能
者
、
鋼
業
関
係
技
能
者
、
各
五
十
人
補
導

区
分

員

数

単

価

年

額

備

考

諸

給

八
一
、
四
八
〇

職

員

費

六
一
，
五
六
〇

所

長

一

一
二
、
六
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

月

一
、
〇
五
〇
円

指

導

員

二

一
〇
、
八
〇
〇

二
一
、
六
〇
〇

月

九
〇
〇
円

助

手

三

六
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

月

五
〇
〇
円

事

務

員

一

五
、
〇
四
〇

五
、
〇
四
〇

月

四
二
〇
円

小

使

一

四
、
三
二
〇

四
、
三
二
〇

月

三
八
〇
円

旅

費

七

一
、
二
〇
〇

八
、
四
〇
〇

月

一
〇
〇
円

家

族

手

当

一
二

九
六
〇

一
一
、
五
二
〇

一
人
に
付
家
族

一
・
五
人

一
人
八
〇
円

庁

費

三
、
六
〇
〇

月

三
〇
〇
円

十
二
ヶ
月
分

建

物

借

上

費

四
、
八
〇
〇

月

四
〇
〇
円

十
二
ヶ
月
分

備
品
及
材
料
消
耗
品
費

四
五
、
〇
〇
〇

備

品

修

理

費

一
二
、
〇
〇
〇

一
人
当
月
二
〇
円
五
〇
人
分
十
二
ヶ
月
分

消

耗

品

費

六
、
〇
〇
〇

一
人
当
月
一
〇
円
五
〇
人
分
十
二
ヶ
月
分

材

料

費

二
七
、
〇
〇
〇

一
人
当
月
四
五
円
五
〇
人
分
十
二
ヶ
月
分

補

導

雑

費

三
六
、
〇
〇
〇

一
人
一
日
二
円

五
〇
人

三
六
〇
日
分

小

計

一
ヶ
年
分

一
七
〇
、
八
八
〇

右
七
ヶ
月
分

一
〇
〇
・
〇
〇
〇

初

度

調

弁

費

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

合

計

七
ヶ
月
分

二
〇
〇
、
〇
〇
〇

備
考

職
員
費
は
八
月
末
発
表
「
官
吏
給
与
制
度
改
善
要
項
」
に
準
拠
せ
る
も
の
な
り

別

紙
（
職
二
）

職
業
補
導
所
新
設
計
画
書

- 75 -

（
都
道
府
県
名
）

一
、
失
業
状
況
．
産
業
経
済
事
状
及
び
設
置
の
事
由

（
職
業
補
導
所
を
新
設
す
べ
き
地
方
の
失
業
状
況
、
産
業
経
済
事
情
に
関
し
記
述
し
且
つ
、
補
導
修

了
者
の
主
な
就
職
予
定
先
等
に
関
し
記
す
る
こ
と
）

二
、
新
設
職
業
補
導
所
名

三
、
委
託
の
場
合
は
其
の
委
託
先

四
、
補
導
生
入
所
予
定
年
月
日

五
、
設
置
の
場
所
及
び
事
由

（
一
）
新
設
予
定
地

（
二
）
設
置
場
所
選
定
の
事
由

六
、
補
導
種
目
、
補
導
期
間
及
び
補
導
定
員
（
男
女
別
）

七
、
職
員
定
員
（
職
名
別
、
専
任
兼
任
の
別
定
員
）

八
、
建
物
設
備
概
要

（
新
設
借
上
の
別
、
坪
数
部
屋
割
等
の
規
模
を
記
し
且
つ
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
）

九
、
機
械
器
具
等
の
所
要
数
量

（
所
要
機
械
器
具
等
の
備
品
に
つ
き
其
の
品
目
、
数
量
入
手
方
法
等
を
記
す
る
こ
と
）

一
〇
、
補
導
用
教
材

（
木
材
其
の
他
補
導
用
教
材
と
し
て
要
す
る
主
な
る
資
材
に
つ
き
其
の
品
目
、
数
量
入
手
方
法
等

を
記
す
る
こ
と
）

一
一
、
経
費
予
算

（
經
費
予
算
書
を
添
付
す
る
こ
と
）

一
二
、
其

の

他

（
其
の
他
参
考
事
項
を
記
す
る
こ
と
）

第
二

授
産
共
同
作
業
施
設
拡
充
新
設
計
画
要
領

授
産
共
同
作
業
施
設
は
失
業
者
就
中
引
揚
者
復
員
軍
人
工
場
離
職
者
等
を
対
象
と
し
、
直
ち

に
就
業
し
得
ざ
る
者
に
対
し
適
当
な
る
職
場
を
堤
供
し
、
生
活
の
安
定
を
期
せ
し
む
る
と
共
に

経
済
再
建
に
必
要
な
る
生
産
に
寄
与
せ
し
め
る
目
的
を
以
つ
て
新
な
る
構
想
の
下
に
経
済
再
建

公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
市
町
村
又
は
適
当
な
る
公
益
団
体
等
に
経
費
補
助
し
作
業
施
設
を
設

置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
之
が
設
置
に
関
し
て
は
特
に
左
記
了
知
の
上
経
営
主
体
等
を
指
導

し
、
有
効
適
切
な
る
具
体
的
計
画
を
樹
立
せ
し
む
る
こ
と
。

一
、
経
営
主
体

都
道
府
県
、
市
町
村
、
公
益
団
体
又
は
共
同
作
業
組
合
等
と
す
る
こ
と
。

二
、
規
模
、
作
業
種
目
及
新
設
個
所
数

（
一
）
一
ヵ
所
の
定
員
は
概
ね
平
均
五
〇
名
と
す
る
こ
と
。

（
二
）
作
業
種
目
は
繊
維
生
産
加
工
、
木
竹
加
工
、
藁
紙
加
工
、
食
品
加
工
、
雑
品
生
産
加

工
等
の
種
目
等
よ
り
地
方
の
実
情
に
応
じ
選
定
す
る
こ
と
ゝ
す
る
も
特
に
生
活
必
需
品
そ

の
他
増
産
を
必
要
と
す
る
も
の
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

（
三
）
貴
都
道
府
県
に
割
当
す
ベ
き
授
産
施
設
の
予
定
は
別
に
指
示
す
る
見
込
な
る
こ
と
。

三
、
一
個
所
当
経
費
予
算

本
年
度
（
自
九
月
至
三
月
七
ヵ
月
分
）
補
助
金
は
所
要
経
費
の
二
分
の
一
補
助
と
し
、
一

個
所
平
均
二
万
円
な
る
こ
と
。

四
、
所
要
資
材
に
関
す
る
計
画

機
械
器
具
及
び
生
産
材
料
の
入
手
に
関
し
て
は
、
そ
の
品
目
、
数
量
及
び
入
手
方
法
に
つ

き
、
特
に
具
体
的
な
る
計
画
を
樹
て
、
新
設
承
認
の
上
は
直
ち
に
事
業
に
着
手
し
得
る
様
予

め
充
分
な
る
配
意
を
な
し
置
く
こ
と
。

五
、
生
産
品
の
受
注
計
画

生
産
品
の
受
注
、
販
路
等
に
関
し
て
は
予
め
充
分
な
る
見
透
し
の
下
に
計
画
す
る
こ
と
。

六
、
計
画
書
の
作
成
及
び
提
出
期
日

（
イ
）
計
画
書
の
作
成

計
画
耆
は
概
ね
別
紙
の
様
式
に
依
り
各
施
設
毎
に
別
紙
と
す
る
こ
と
。
尚
施
設
一
覧
表

を
作
成
添
付
す
る
こ
と
。

（
ロ
）
堤
出
期
日

昭
和
二
十
一
年
九
月
末
日

別
紙

授授
産産
施施
設設
新新
設設
拡拡
充充
計計
画画
書書

（
都
道
府
県
名
）

一
、
設
置
の
事
由

二
、
授
産
施
設
名
及
所
在
地

三
、
経
営
主
体

（
一
）
名
称
及
責
任
（
代
表
）
者
氏
名

（
二
）
所
在
地

（
三
）
そ
の
他

（
公
益
団
体
な
る
場
合
其
の
主
た
る
事
業
概
目
を
記
す
る
こ
と
）
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（
都
道
府
県
名
）

一
、
失
業
状
況
．
産
業
経
済
事
状
及
び
設
置
の
事
由

（
職
業
補
導
所
を
新
設
す
べ
き
地
方
の
失
業
状
況
、
産
業
経
済
事
情
に
関
し
記
述
し
且
つ
、
補
導
修

了
者
の
主
な
就
職
予
定
先
等
に
関
し
記
す
る
こ
と
）

二
、
新
設
職
業
補
導
所
名

三
、
委
託
の
場
合
は
其
の
委
託
先

四
、
補
導
生
入
所
予
定
年
月
日

五
、
設
置
の
場
所
及
び
事
由

（
一
）
新
設
予
定
地

（
二
）
設
置
場
所
選
定
の
事
由

六
、
補
導
種
目
、
補
導
期
間
及
び
補
導
定
員
（
男
女
別
）

七
、
職
員
定
員
（
職
名
別
、
専
任
兼
任
の
別
定
員
）

八
、
建
物
設
備
概
要

（
新
設
借
上
の
別
、
坪
数
部
屋
割
等
の
規
模
を
記
し
且
つ
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
）

九
、
機
械
器
具
等
の
所
要
数
量

（
所
要
機
械
器
具
等
の
備
品
に
つ
き
其
の
品
目
、
数
量
入
手
方
法
等
を
記
す
る
こ
と
）

一
〇
、
補
導
用
教
材

（
木
材
其
の
他
補
導
用
教
材
と
し
て
要
す
る
主
な
る
資
材
に
つ
き
其
の
品
目
、
数
量
入
手
方
法
等

を
記
す
る
こ
と
）

一
一
、
経
費
予
算

（
經
費
予
算
書
を
添
付
す
る
こ
と
）

一
二
、
其

の

他

（
其
の
他
参
考
事
項
を
記
す
る
こ
と
）

第
二

授
産
共
同
作
業
施
設
拡
充
新
設
計
画
要
領

授
産
共
同
作
業
施
設
は
失
業
者
就
中
引
揚
者
復
員
軍
人
工
場
離
職
者
等
を
対
象
と
し
、
直
ち

に
就
業
し
得
ざ
る
者
に
対
し
適
当
な
る
職
場
を
堤
供
し
、
生
活
の
安
定
を
期
せ
し
む
る
と
共
に

経
済
再
建
に
必
要
な
る
生
産
に
寄
与
せ
し
め
る
目
的
を
以
つ
て
新
な
る
構
想
の
下
に
経
済
再
建

公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
市
町
村
又
は
適
当
な
る
公
益
団
体
等
に
経
費
補
助
し
作
業
施
設
を
設

置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
之
が
設
置
に
関
し
て
は
特
に
左
記
了
知
の
上
経
営
主
体
等
を
指
導

し
、
有
効
適
切
な
る
具
体
的
計
画
を
樹
立
せ
し
む
る
こ
と
。

一
、
経
営
主
体

都
道
府
県
、
市
町
村
、
公
益
団
体
又
は
共
同
作
業
組
合
等
と
す
る
こ
と
。

二
、
規
模
、
作
業
種
目
及
新
設
個
所
数

（
一
）
一
ヵ
所
の
定
員
は
概
ね
平
均
五
〇
名
と
す
る
こ
と
。

（
二
）
作
業
種
目
は
繊
維
生
産
加
工
、
木
竹
加
工
、
藁
紙
加
工
、
食
品
加
工
、
雑
品
生
産
加

工
等
の
種
目
等
よ
り
地
方
の
実
情
に
応
じ
選
定
す
る
こ
と
ゝ
す
る
も
特
に
生
活
必
需
品
そ

の
他
増
産
を
必
要
と
す
る
も
の
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

（
三
）
貴
都
道
府
県
に
割
当
す
ベ
き
授
産
施
設
の
予
定
は
別
に
指
示
す
る
見
込
な
る
こ
と
。

三
、
一
個
所
当
経
費
予
算

本
年
度
（
自
九
月
至
三
月
七
ヵ
月
分
）
補
助
金
は
所
要
経
費
の
二
分
の
一
補
助
と
し
、
一

個
所
平
均
二
万
円
な
る
こ
と
。

四
、
所
要
資
材
に
関
す
る
計
画

機
械
器
具
及
び
生
産
材
料
の
入
手
に
関
し
て
は
、
そ
の
品
目
、
数
量
及
び
入
手
方
法
に
つ

き
、
特
に
具
体
的
な
る
計
画
を
樹
て
、
新
設
承
認
の
上
は
直
ち
に
事
業
に
着
手
し
得
る
様
予

め
充
分
な
る
配
意
を
な
し
置
く
こ
と
。

五
、
生
産
品
の
受
注
計
画

生
産
品
の
受
注
、
販
路
等
に
関
し
て
は
予
め
充
分
な
る
見
透
し
の
下
に
計
画
す
る
こ
と
。

六
、
計
画
書
の
作
成
及
び
提
出
期
日

（
イ
）
計
画
書
の
作
成

計
画
耆
は
概
ね
別
紙
の
様
式
に
依
り
各
施
設
毎
に
別
紙
と
す
る
こ
と
。
尚
施
設
一
覧
表

を
作
成
添
付
す
る
こ
と
。

（
ロ
）
堤
出
期
日

昭
和
二
十
一
年
九
月
末
日

別
紙

授授
産産
施施
設設
新新
設設
拡拡
充充
計計
画画
書書

（
都
道
府
県
名
）

一
、
設
置
の
事
由

二
、
授
産
施
設
名
及
所
在
地

三
、
経
営
主
体

（
一
）
名
称
及
責
任
（
代
表
）
者
氏
名

（
二
）
所
在
地

（
三
）
そ
の
他

（
公
益
団
体
な
る
場
合
其
の
主
た
る
事
業
概
目
を
記
す
る
こ
と
）
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四
、
作
業
種
目
及
び
生
産
品

五
、
収
容
定
員

施

設

居

宅

計

男女計

六
、
建
物
及
機
械
器
具
設
備
概
要

七
、
国
庫
補
助
対
象
費

（
一
）
補
助
対
象
費

（
二
）
右
の
財
源
内
訳

国
庫
補
助
額

県
費
補
助
額

経
営
主
体
負
担
額

公
共
団
体
補
助
額

寄
付
金
其
の
他

計

八
、
作
業
員
入
所
予
定
年
月
日

九
、
其
の
他
参
考
事
項

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
四
日

〔
五
─
二
─
七
〕
勤
労
局
長
よ
り
各
地
方
長
官
宛
（
勤
発
第
五
三
〇
号
）

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
のの
設設
置置
にに
関関
すす
るる
件件

公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
従
来
の
授
産
施
設
の
外
新
た
に
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
を
設
置
し
、

失
業
救
済
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
生
産
振
興
に
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
次
の
点
に
留
意
し
別

紙
要
網
に
基
き
計
画
を
樹
立
し
期
日
嚴
守
の
上
至
急
提
出
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
本
計
画
の
樹
立
に
あ
た
り
経
営
責
任
者
の
選
定
の
如
何
に
よ
っ
て
は
本
施
設
の
爾
後
の
運
営
と

そ
の
実
効
に
重
大
な
る
関
聯
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
選
定
に
あ
た
つ
て
は
特
に
慎
重
を

期
す
る
こ
と
。

二
、
本
施
設
の
設
置
計
画
に
あ
た
っ
て
は
資
材
の
確
保
比
較
的
容
易
に
し
て
国
民
生
活
上
必
要
な
る

事
業
を
選
定
し
且
つ
事
の
急
を
要
す
る
事
情
あ
る
に
鑑
み
直
に
そ
の
工
事
に
着
手
し
急
速
に
事
業

を
開
始
し
得
る
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
。

三
、
本
施
設
の
一
ヶ
所
当
り
補
助
経
費
予
算
は
、
平
均
三
十
五
萬
円
で
あ
る
が
そ
の
算
出
内
訳
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
尚
施
設
の
内
容
及
規
模
に
依
り
右
予
算
額
は
増
減
せ
ら
る
る
こ
と
が
あ
る
。

区

分

金

額

備

考

円

建

物

借

入

費

一
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
〇
坪

坪
当
月
額

四
円

建

物

改

造

費

四
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
〇
坪

坪
当

二
〇
〇
円

電
気
、
水
道
、
瓦
斯
工
事
費

二
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
〇
坪

坪
当

一
〇
〇
円

備

品

什

器

□

需

用

費

三
〇
、
〇
〇
〇

機

械

器

具

費

二
五
〇
、
〇
〇
〇

計

三
五
〇
、
〇
〇
〇

四
、
本
計
画
書
の
提
出
期
日
は
十
一
月
二
十
日
と
す
る
。

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
運運
営営
要要
綱綱

第
一

方

針

失
業
者
に
就
業
の
機
会
を
与
へ
以
て
生
活
の
安
定
を
得
せ
し
む
る
と
共
に
併
せ
て
生
産
の
振
興
に

資
す
る
為
、
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
、
本
要
綱
に
依
り
政
府
の
補
助
を
以
て
、
授
産
共
同
作
業

特
別
施
設
を
設
置
す
る
。

第
二

要

領

一
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
計
画
は
、
厚
生
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
を
定
め
る
。

二
、
本
施
設
は
、
厚
生
大
臣
の
認
可
を
う
け
、
地
方
長
官
の
定
め
る
経
営
責
任
者
に
こ
れ
を
利

用
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、
経
営
責
任
者
は
本
施
設
設
置
の
方
針
を
体
し
て
、
そ
の
責
任
に

お
い
て
事
業
の
運
営
に
当
る
も
の
と
す
る
。

三
、
本
施
設
に
収
容
せ
ら
る
べ
き
労
務
者
は
引
揚
者
、
戦
災
者
、
復
員
者
、
産
業
離
職
者
等
の

失
業
者
と
し
、
こ
れ
が
募
集
並
に
銓
衡
は
勤
労
署
の
斡
旋
に
依
り
行
ふ
を
原
則
と
す
る
。

四
、
本
施
設
設
置
に
要
す
る
経
費
は
政
府
が
国
費
を
以
て
補
助
す
る
も
の
と
し
、
職
業
補
導
協

会
（
以
下
協
会
と
称
す
）
を
通
じ
て
こ
れ
を
交
付
す
る
。
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五
、
利
用
に
関
し
て
は
協
会
と
経
営
責
任
者
と
の
間
に
契
約
を
締
結
せ
し
む
る
も
の
と
す
る
。

六
、
経
費
責
任
者
の
事
業
運
営
に
要
す
る
資
金
及
資
材
は
経
営
責
任
者
自
ら
之
を
調
達
確
保
す
る

も
の
と
し
、
こ
れ
が
調
達
確
保
困
難
な
る
場
合
協
会
は
そ
の
斡
旋
確
保
に
付
経
営
責
任
者
に
協

力
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
厚
生
大
臣
又
は
地
方
長
官
は
本
施
設
の
運
営
に
関
し
て
、
経
営
責
任
者
者
に
対
し
必
要
な
る

指
導
監
督
を
行
ふ
。

八
、
本
施
設
は
差
当
り
概
ね
木
材
加
工
、
機
械
器
具
製
造
修
理
、
製
材
、
手
工
業
、
食
品
加
工
等

の
種
目
に
付
き
一
ヶ
所
収
容
定
員
概
ね
一
〇
〇
人
と
し
一
〇
〇
個
所
を
設
置
す
る
。

第
三

実

施

手

続

一
、
施
設
の
設
置

⑴

地
方
長
官
は
本
施
設
設
置
の
計
画
を
樹
立
し
こ
れ
が
計
画
書
を
厚
生
大
臣
に
提
出
す
る
。

⑵

計
画
書
に
は
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

㋑

設
置
の
場
所

㋺

設
置
に
要
す
る
経
費
予
算

㋩

事
業
概
要

㋥

収
支
見
込
書

㋭

経
費
責
任
者
の
氏
名
及
経
歴

㋬

協
会
と
経
営
責
任
者
と
の
契
約
条
件

㋣

収
容
す
べ
き
失
業
者
の
職
種
別
員
数
及
運
営
方
法

㋠

其

の

他

⑶

厚
生
大
臣
は
右
計
画
書
を
審
査
し
適
切
な
る
計
画
に
付
て
は
こ
れ
が
実
施
を
決
定
す
る
と

共
に
、
そ
の
経
費
は
協
会
本
部
を
経
て
協
会
支
部
に
こ
れ
を
交
付
す
る
。

⑷

地
方
長
官
は
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
る
施
設
の
設
置
を
協
会
支
部
に
命
ず
る
。

⑸

施
設
設
置
の
工
事
は
、
地
方
長
官
の
定
め
た
る
経
営
責
任
者
の
協
力
を
受
け
て
、
協
会
支

部
が
こ
れ
を
行
ふ
。
但
し
地
方
長
官
の
許
可
を
得
た
る
場
合
協
会
支
部
は
そ
の
工
事
を
経
営

責
任
者
其
の
他
適
当
な
る
者
に
請
負
は
し
む
る
こ
と
を
得
る
。

二

事

業

運

営

⑴

経
営
責
任
者
は
協
会
支
部
と
の
利
用
契
約
書
に
基
き
本
施
設
設
置
の
方
針
を
体
し
自
己
の

責
任
に
お
い
て
生
産
事
業
を
行
ふ
も
の
と
す
る
。

⑵

本
施
設
の
利
用
は
原
則
と
し
て
経
営
責
任
者
に
お
い
て
協
会
支
部
に
対
し
一
定
の
使
用
料

を
支
払
ふ
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
但
し
経
営
責
任
者
に
お
い
て
希
望
す
る
と
き
は
本
施
設
を

払
下
げ
る
こ
と
を
得
る
。

⑶

使
用
料
は
原
則
と
し
て
第
一
年
目
は
無
料
と
し
、
爾
後
の
年
額
は
事
業
の
種
目
及
経
営
上

に
お
け
る
収
支
見
込
等
を
考
慮
し
て
協
会
支
部
を
し
て
こ
れ
を
定
め
し
め
る
。

そ
の
金
額
は
次
の
合
計
額
と
す
る
。

㋑

施
設
設
置
総
額
の
五
分
以
上
に
相
当
す
る
額

㋺

売
上
高
に
応
ず
る
一
定
の
率
に
相
当
す
る
額

⑷

経
営
責
任
者
よ
り
施
設
払
下
の
申
出
あ
り
た
る
場
合
は
協
会
支
部
を
し
て
施
設
の
払
下
契

約
を
定
め
し
め
こ
れ
を
払
下
げ
る
こ
と
を
得
る
。

⑸

払
下
は
概
ね
五
年
賦
乃
至
十
年
賦
と
し
事
業
種
目
及
経
費
上
に
お
け
る
収
支
見
込
等
を
考

慮
し
て
定
む
る
も
の
と
す
る
。

⑹

事
業
実
施
に
依
り
得
た
る
純
収
益
の
使
途
は
経
営
責
任
者
が
地
方
長
官
の
承
認
を
得
て
こ

れ
を
定
む
る
も
の
と
す
る
。

⑺

経
営
責
任
者
が
事
業
種
目
、
事
業
計
画
を
変
更
せ
ん
と
す
る
場
合
は
地
方
長
官
の
承
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

三

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
指
導
委
員
会
の
設
置

⑴

本
事
業
の
経
費
の
適
正
を
期
し
て
厚
生
大
臣
又
は
地
方
長
官
の
諮
問
に
応
じ
且
本
施
設
運

営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
為
必
要
に
応
じ
協
会
本
部
並
に
各
支
部
に
授
産
共
同
作
業
特

別
施
設
指
導
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
称
す
）
を
設
置
す
る
。

⑵

委
員
会
の
定
員
は
概
ね
本
部
二
〇
名
、
支
部
概
ね
一
〇
名
程
度
と
し
必
要
に
応
じ
臨
時
委

員
を
増
置
し
得
る
。

⑶

委
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
斯
業
に
密
接
の
関
聯
あ
る
商
工
経
済
会
、
各
種
同
業
組
合
又
は

工
場
会
社
、
銀
行
等
に
お
け
る
実
務
専
門
家
、
学
識
経
験
者
、
関
係
官
公
吏
中
よ
り
適
性
者

を
任
命
す
る
。

⑷

委
員
会
に
お
い
て
取
扱
ふ
べ
き
事
項
は
概
ね
次
の
通
り
と
す
る
。

㋑

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
建
物
の
選
定

㋺

設
備
内
容
の
検
討
及
び
こ
れ
が
設
計

㋩

事
業
計
画
の
審
査
及
利
用
條
件
の
決
定

㋥

資
金
、
資
材
の
斡
旋
確
保

㋭

事
業
運
営
の
実
施
指
導
に
関
し
必
要
な
る
事
項

㋬

其
の
他
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
に
関
す
る
調
査
研
究

⑸

中
央
委
員
会
に
は
必
要
に
応
じ
部
会
を
設
く
る
こ
と
を
得
る
。

第
四

指
導
監
督
並
に
報
告

一

地
方
長
官
は
各
施
設
の
事
業
の
運
営
及
経
理
状
況
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行
ひ
事
業
の
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五
、
利
用
に
関
し
て
は
協
会
と
経
営
責
任
者
と
の
間
に
契
約
を
締
結
せ
し
む
る
も
の
と
す
る
。

六
、
経
費
責
任
者
の
事
業
運
営
に
要
す
る
資
金
及
資
材
は
経
営
責
任
者
自
ら
之
を
調
達
確
保
す
る

も
の
と
し
、
こ
れ
が
調
達
確
保
困
難
な
る
場
合
協
会
は
そ
の
斡
旋
確
保
に
付
経
営
責
任
者
に
協

力
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
厚
生
大
臣
又
は
地
方
長
官
は
本
施
設
の
運
営
に
関
し
て
、
経
営
責
任
者
者
に
対
し
必
要
な
る

指
導
監
督
を
行
ふ
。

八
、
本
施
設
は
差
当
り
概
ね
木
材
加
工
、
機
械
器
具
製
造
修
理
、
製
材
、
手
工
業
、
食
品
加
工
等

の
種
目
に
付
き
一
ヶ
所
収
容
定
員
概
ね
一
〇
〇
人
と
し
一
〇
〇
個
所
を
設
置
す
る
。

第
三

実

施

手

続

一
、
施
設
の
設
置

⑴

地
方
長
官
は
本
施
設
設
置
の
計
画
を
樹
立
し
こ
れ
が
計
画
書
を
厚
生
大
臣
に
提
出
す
る
。

⑵

計
画
書
に
は
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

㋑

設
置
の
場
所

㋺

設
置
に
要
す
る
経
費
予
算

㋩

事
業
概
要

㋥

収
支
見
込
書

㋭

経
費
責
任
者
の
氏
名
及
経
歴

㋬

協
会
と
経
営
責
任
者
と
の
契
約
条
件

㋣

収
容
す
べ
き
失
業
者
の
職
種
別
員
数
及
運
営
方
法

㋠

其

の

他

⑶

厚
生
大
臣
は
右
計
画
書
を
審
査
し
適
切
な
る
計
画
に
付
て
は
こ
れ
が
実
施
を
決
定
す
る
と

共
に
、
そ
の
経
費
は
協
会
本
部
を
経
て
協
会
支
部
に
こ
れ
を
交
付
す
る
。

⑷

地
方
長
官
は
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
る
施
設
の
設
置
を
協
会
支
部
に
命
ず
る
。

⑸

施
設
設
置
の
工
事
は
、
地
方
長
官
の
定
め
た
る
経
営
責
任
者
の
協
力
を
受
け
て
、
協
会
支

部
が
こ
れ
を
行
ふ
。
但
し
地
方
長
官
の
許
可
を
得
た
る
場
合
協
会
支
部
は
そ
の
工
事
を
経
営

責
任
者
其
の
他
適
当
な
る
者
に
請
負
は
し
む
る
こ
と
を
得
る
。

二

事

業

運

営

⑴

経
営
責
任
者
は
協
会
支
部
と
の
利
用
契
約
書
に
基
き
本
施
設
設
置
の
方
針
を
体
し
自
己
の

責
任
に
お
い
て
生
産
事
業
を
行
ふ
も
の
と
す
る
。

⑵

本
施
設
の
利
用
は
原
則
と
し
て
経
営
責
任
者
に
お
い
て
協
会
支
部
に
対
し
一
定
の
使
用
料

を
支
払
ふ
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
但
し
経
営
責
任
者
に
お
い
て
希
望
す
る
と
き
は
本
施
設
を

払
下
げ
る
こ
と
を
得
る
。

⑶

使
用
料
は
原
則
と
し
て
第
一
年
目
は
無
料
と
し
、
爾
後
の
年
額
は
事
業
の
種
目
及
経
営
上

に
お
け
る
収
支
見
込
等
を
考
慮
し
て
協
会
支
部
を
し
て
こ
れ
を
定
め
し
め
る
。

そ
の
金
額
は
次
の
合
計
額
と
す
る
。

㋑

施
設
設
置
総
額
の
五
分
以
上
に
相
当
す
る
額

㋺

売
上
高
に
応
ず
る
一
定
の
率
に
相
当
す
る
額

⑷

経
営
責
任
者
よ
り
施
設
払
下
の
申
出
あ
り
た
る
場
合
は
協
会
支
部
を
し
て
施
設
の
払
下
契

約
を
定
め
し
め
こ
れ
を
払
下
げ
る
こ
と
を
得
る
。

⑸

払
下
は
概
ね
五
年
賦
乃
至
十
年
賦
と
し
事
業
種
目
及
経
費
上
に
お
け
る
収
支
見
込
等
を
考

慮
し
て
定
む
る
も
の
と
す
る
。

⑹

事
業
実
施
に
依
り
得
た
る
純
収
益
の
使
途
は
経
営
責
任
者
が
地
方
長
官
の
承
認
を
得
て
こ

れ
を
定
む
る
も
の
と
す
る
。

⑺

経
営
責
任
者
が
事
業
種
目
、
事
業
計
画
を
変
更
せ
ん
と
す
る
場
合
は
地
方
長
官
の
承
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

三

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
指
導
委
員
会
の
設
置

⑴

本
事
業
の
経
費
の
適
正
を
期
し
て
厚
生
大
臣
又
は
地
方
長
官
の
諮
問
に
応
じ
且
本
施
設
運

営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
為
必
要
に
応
じ
協
会
本
部
並
に
各
支
部
に
授
産
共
同
作
業
特

別
施
設
指
導
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
称
す
）
を
設
置
す
る
。

⑵

委
員
会
の
定
員
は
概
ね
本
部
二
〇
名
、
支
部
概
ね
一
〇
名
程
度
と
し
必
要
に
応
じ
臨
時
委

員
を
増
置
し
得
る
。

⑶

委
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
斯
業
に
密
接
の
関
聯
あ
る
商
工
経
済
会
、
各
種
同
業
組
合
又
は

工
場
会
社
、
銀
行
等
に
お
け
る
実
務
専
門
家
、
学
識
経
験
者
、
関
係
官
公
吏
中
よ
り
適
性
者

を
任
命
す
る
。

⑷

委
員
会
に
お
い
て
取
扱
ふ
べ
き
事
項
は
概
ね
次
の
通
り
と
す
る
。

㋑

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
建
物
の
選
定

㋺

設
備
内
容
の
検
討
及
び
こ
れ
が
設
計

㋩

事
業
計
画
の
審
査
及
利
用
條
件
の
決
定

㋥

資
金
、
資
材
の
斡
旋
確
保

㋭

事
業
運
営
の
実
施
指
導
に
関
し
必
要
な
る
事
項

㋬

其
の
他
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
に
関
す
る
調
査
研
究

⑸

中
央
委
員
会
に
は
必
要
に
応
じ
部
会
を
設
く
る
こ
と
を
得
る
。

第
四

指
導
監
督
並
に
報
告

一

地
方
長
官
は
各
施
設
の
事
業
の
運
営
及
経
理
状
況
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行
ひ
事
業
の
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促
進
並
に
指
導
監
督
に
当
る
。

二

本
施
設
の
趣
旨
に
反
し
た
る
と
き
、
事
業
進
行
困
難
な
る
と
き
又
は
経
営
責
任
者
事
業
継
続

の
意
な
し
と
認
め
た
る
と
き
は
厚
生
大
臣
又
は
地
方
長
官
は
経
営
責
任
者
に
対
し
事
業
種
目
の

全
部
又
は
一
部
の
停
止
若
は
施
設
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
を
得
る
。

三

協
会
支
部
と
経
営
責
任
者
と
の
契
約
を
締
結
し
た
る
と
き
、
こ
れ
が
変
更
又
は
解
約
を
為
し

た
る
と
き
及
経
営
責
任
者
事
業
を
開
始
す
る
と
き
協
会
支
部
は
其
の
都
度
地
方
長
官
及
協
会
本

部
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

四

経
営
責
任
者
は
事
業
運
営
状
況
特
に
次
の
事
項
を
協
会
支
部
を
経
て
地
方
長
官
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

⑴

経
営
上
に
お
け
る
事
業
の
総
合
的
状
況

⑵

生
産
の
促
進
状
況
及
生
産
数
量

⑶

失
業
者
の
収
容
人
員
数

⑷

物
資
原
材
料
の
入
手
状
況

五

協
会
支
部
は
経
営
責
任
者
の
事
業
運
営
状
況
並
に
履
行
の
状
況
等
を
別
に
定
む
る
所
に
依
り

地
方
長
官
及
協
会
本
部
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

六

本
部
は
各
支
部
よ
り
の
報
告
を
取
纏
め
の
上
厚
生
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

七

経
営
責
任
者
は
毎
年
度
事
業
開
始
に
先
だ
ち
事
集
計
画
書
（
正
副
四
通
）
を
作
成
し
協
会

支
部
に
報
告
す
る
。

協
会
支
部
は
副
本
一
通
を
以
て
地
方
長
官
に
、
副
本
二
通
を
以
て
協
会
本
部
に
、
協
会
本
部
は

副
本
一
通
を
以
て
厚
生
大
臣
に
報
告
す
る
。

第
五

使
用
料
及
払
下
金
の
処
置

協
会
本
部
及
支
部
が
経
営
責
任
者
よ
り
徴
収
し
た
る
使
用
料
及
払
下
金
の
処
置
に
関
し
て
は
別
途

指
示
す
る
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
三
月
四
日

〔
五
─
二
─
八
〕
勤
労
局
長
よ
り
各
地
方
庁
官
宛
（
勤
発
第
九
八
号
）

昭昭
和和
二二
十十
二二
年年
度度
職職
業業
補補
導導
並並
びび
にに
授授
産産
共共
同同
作作
業業
実実
施施
計計
画画
調調
のの
件件

昭
和
二
十
二
年
度
職
業
補
導
費
並
び
に
授
産
共
同
作
業
予
算
に
関
し
て
は
未
だ
正
式
決
定
を

見
な
い
が
予
算
成
立
後
な
る
べ
く
早
期
に
経
済
安
定
本
部
の
認
証
を
受
け
る
の
要
あ
り
且
つ
昭

和
二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
具
体
的
計
画
に
基
き
認
証
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
見
込
み
で
あ
る

か
ら
別
紙
参
照
の
上
之
が
実
施
計
画
書
を
期
日
厳
守
提
出
せ
ら
れ
た
い
。

尚
昭
和
二
十
二
年
度
は
本
年
度
に
於
て
一
般
予
算
を
以
て
施
行
中
の
も
の
も
総
て
公
共
事
業

費
と
し
て
一
本
に
な
る
か
ら
区
別
を
要
し
な
い
。

一一
、、
昭昭
和和
二二
十十
二二
年年
度度
職職
業業
補補
導導
施施
行行
計計
画画
書書

一
、
職

業

補

導

⑴

既
設
補
導
所
と
し
て
継
続
を
要
す
る
も
の(

各
補
導
所
別)

種
目
別
定
員

職

員

調

委
託
の
場
合

名

称

所

在

地

補
導
種
目

寄
宿
舎
に
収

通
勤

補
導
期
間

定
員

現
員

は
委
託
先

備

考

容
す
る
も
の

の
も
の

備
考
欄
に
は
予
算
総
額
を
記
入
す
る
こ
と

補
導
所
別
経
費
予
算
細
目(

別
紙
⑴
職
業
補
導
所
一
ヶ
所
当
り
経
費
内
訳
を
参
照
と
し
て
作
成
す
る
こ
と)

及
び
職
員
に
関
す
る
現
員
現
給
調(

別
紙
⑵
の
様
式
に
依
る)

を
添
付
す
る
こ
と
。

⑵

提
出
期
日
三
月
二
十
日
迄
と
す
る
が
別
に
電
報
を
以
て
指
定
す
る
見
込
み
。
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⑶

新
設
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
が
希
望
の
向
は
参
考
と
致
し
度
い
か
ら
同
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
い
。

建
築
工
、
建
具
家
具
工
、
木
船
工
、
建
築
関
係
技
能
者
、
機
械
器
具

職職
業業
補補
導導
所所
一一
ヶヶ
所所
当当
りり
経経
費費
内内
訳訳

修
理
工
、
手
工
業
、
食
品
加
工
関
係
技
能
者
、
和
洋
裁
、
事
務
関
係

(

注)

本
表
は
建
築
家
具
建
具
木
船
の
通
常
の
場
合
の
標
準
を
示
せ
る
も
の
に
し
て
其
の
他
の
種
目
並
に
宿
泊
の
場
合
に
付
て
は
備
考
欄
の
通
り
相
違
あ
る
に
付
留
意
せ
ら
れ
た
い
。

尚
委
託
補
導
の
場
合
は
俸
給
費
等
の
実
情
に
即
し
減
額
す
る
事
。

区
分

員

数

単

価

金

額

備
考

円

事
務
関
係
内
訳

諸

給

一
三
〇
、
六
八
〇

所
長
一
名

一
八
、
〇
〇
〇
円

職

員

費

九
九
、
六
〇
〇

講
師
四
名

六
二
、
〇
〇
〇
円

所

長

一

一
五
、
六
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

事
務
員
一
名

九
、
六
〇
〇
円

指

導

員

二

一
〇
、
八
〇
〇

三
一
、
二
〇
〇

傭
人
一
名

八
、
四
〇
〇
円

助

手

三

三
二
、
四
〇
〇

旅
費
六
名

五
、
七
六
〇
円

事

務

員

一

九
、
六
〇
〇

家
族
手
当
一
〇
名

一
二
、
〇
〇
〇
円

勤
務
地
手
当

九
、
八
四
〇
円

傭

人

一

八
、
四
〇
〇

計

一
二
六
、
〇
〇
〇
円

族

費

七

九
六
〇

六
、
七
二
〇

一
人
に
付
き
家
族
一
・
五
人
一
人
一
〇
〇
円

家

族

手

当

一
二

一
、
二
〇
〇

一
四
、
四
〇
〇

勤

務

地

手

当

九
、
九
六
〇

職
員
費
の
一
割

庁

費

三
、
六
〇
〇

建

物

借

上

費

四
、
八
〇
〇

宿
泊
の
場
合
は
七
二
〇
〇
円

機
械
器
具
修
理

五
四
、
〇
〇
〇
円

備
品
及
材
料
消
耗
品
費

四
四
、
四
〇
〇

事

務

一
五
、
〇
〇
〇
円

建
築
関
係
技
能
者
及
和
洋
裁

三
六
、
〇
〇
〇
円

備
品
修
理
費

一
二
、
〇
〇
〇

手
工
業

三
七
、
〇
〇
〇
円

食
品
加
工

三
六
、
〇
〇
〇
円

消
耗
品
費

六
、
〇
〇
〇

材
料
費

一
八
、
〇
〇
〇

動
力
費

二
、
四
〇
〇

工
具
補
充
費

六
、
〇
〇
〇

募

集

銓

衡

費

五
〇
〇

補

導

雑

費

三
六
、
〇
〇
〇

営

繕

費

七
五
〇
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⑶

新
設
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
が
希
望
の
向
は
参
考
と
致
し
度
い
か
ら
同
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
い
。

建
築
工
、
建
具
家
具
工
、
木
船
工
、
建
築
関
係
技
能
者
、
機
械
器
具

職職
業業
補補
導導
所所
一一
ヶヶ
所所
当当
りり
経経
費費
内内
訳訳

修
理
工
、
手
工
業
、
食
品
加
工
関
係
技
能
者
、
和
洋
裁
、
事
務
関
係

(

注)
本
表
は
建
築
家
具
建
具
木
船
の
通
常
の
場
合
の
標
準
を
示
せ
る
も
の
に
し
て
其
の
他
の
種
目
並
に
宿
泊
の
場
合
に
付
て
は
備
考
欄
の
通
り
相
違
あ
る
に
付
留
意
せ
ら
れ
た
い
。

尚
委
託
補
導
の
場
合
は
俸
給
費
等
の
実
情
に
即
し
減
額
す
る
事
。

区
分

員

数

単

価

金

額

備
考

円

事
務
関
係
内
訳

諸

給

一
三
〇
、
六
八
〇

所
長
一
名

一
八
、
〇
〇
〇
円

職

員

費

九
九
、
六
〇
〇

講
師
四
名

六
二
、
〇
〇
〇
円

所

長

一

一
五
、
六
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

事
務
員
一
名

九
、
六
〇
〇
円

指

導

員

二

一
〇
、
八
〇
〇

三
一
、
二
〇
〇

傭
人
一
名

八
、
四
〇
〇
円

助

手

三

三
二
、
四
〇
〇

旅
費
六
名

五
、
七
六
〇
円

事

務

員

一

九
、
六
〇
〇

家
族
手
当
一
〇
名

一
二
、
〇
〇
〇
円

勤
務
地
手
当

九
、
八
四
〇
円

傭

人

一

八
、
四
〇
〇

計

一
二
六
、
〇
〇
〇
円

族

費

七

九
六
〇

六
、
七
二
〇

一
人
に
付
き
家
族
一
・
五
人
一
人
一
〇
〇
円

家

族

手

当

一
二

一
、
二
〇
〇

一
四
、
四
〇
〇

勤

務

地

手

当

九
、
九
六
〇

職
員
費
の
一
割

庁

費

三
、
六
〇
〇

建

物

借

上

費

四
、
八
〇
〇

宿
泊
の
場
合
は
七
二
〇
〇
円

機
械
器
具
修
理

五
四
、
〇
〇
〇
円

備
品
及
材
料
消
耗
品
費

四
四
、
四
〇
〇

事

務

一
五
、
〇
〇
〇
円

建
築
関
係
技
能
者
及
和
洋
裁

三
六
、
〇
〇
〇
円

備
品
修
理
費

一
二
、
〇
〇
〇

手
工
業

三
七
、
〇
〇
〇
円

食
品
加
工

三
六
、
〇
〇
〇
円

消
耗
品
費

六
、
〇
〇
〇

材
料
費

一
八
、
〇
〇
〇

動
力
費

二
、
四
〇
〇

工
具
補
充
費

六
、
〇
〇
〇

募

集

銓

衡

費

五
〇
〇

補

導

雑

費

三
六
、
〇
〇
〇

営

繕

費

七
五
〇
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計

二
二
〇
、
七
三
〇

(
注)

尚
委
託
補
導
の
場
合
は
俸
給
費
等
実
情
に
即
し
減
額
す
る
事
。

二
、
昭
和
二
十
二
年
度
授
産
共
同
作
業
施
設
計
画
書

⑴

授
産
共
同
作
業
施
設
に
就
い
て
は
昭
和
二
十
二
年
度
一
般
授
産
補
助
費
及
び
公
共
事
業

費
よ
り
補
助
し
た
る
も
の
を
対
象
と
し
て
原
則
と
し
て
新
設
を
認
め
な
い
か
ら
既
設
授
産

施
設
で
あ
っ
て
運
営
費
補
助
を
要
す
る
も
の
ゝ
み
と
す
る
こ
と
。

但
し
計
画
に
達
し
な
い
と
き
は
新
規
の
も
の
を
加
へ
る
こ
と
が
出
来
る
が
初
度
調
弁
費
は

補
助
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

⑵

補
助
は
五
〇
名
単
位
の
も
の
に
付
運
営
費
の
二
分
の
一
、
一
萬
五
千
円
標
準
で
あ
る
こ

と
。

⑶

調
書
は
次
の
表
に
よ
る
こ
と
。

収

容

数

同

上

中

補

助

所

名

称

経
営
主
体

所

在

地

種

目

施

設

居

宅

予
算
総
額

補

助

対

要
額

備

考

男

女

計

男

女

計

象
額

⑷

提
出
期
日
は
補
導
関
係
期
日
と
同
じ

別

表
⑵

職職
業業
補補
導導
所所
職職
員員
現現
員員
現現
給給
調調
（
編
注
：
略
）

三
、
昭
和
二
十
二
年
度
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
計
画
書

⑴

昭
和
二
十
二
年
度
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
種
目
及
金
額
は
昭
和
二
十
一
年
度
と
同

様
で
あ
る
こ
と
。

⑵

昭
和
二
十
二
年
度
の
計
画
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
四
日
勤
発
第

五
三
〇
号
通
牒
に
依
る
の
み
外
次
の
事
項
を
記
入
の
上
提
出
す
る
こ
と
。

㋑

自
己
資
金
（
補
助
以
外
に
他
よ
り
調
達
し
得
る
額
）

㋺

所
用
資
材
の
入
手
経
路
及
び
運
営
後
に
お
け
る
見
通
し
。

⑶

提
出
期
日
は
補
導
関
係
と
同
じ
。

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
四
月
一
八
日

〔
五
─
二
─
九
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
地
方
庁
官
宛
（
職
発
第
一
九
九
号
）

公公
共共
事事
業業
年年
間間
実実
績績
報報
告告
にに
関関
すす
るる
件件

昭
和
二
十
一
年
度
に
か
ゝ
る
標
記
の
件
に
関
し
て
は
本
年
二
月
十
七
日
企
発
第
六
号
を
も
っ
て
企

画
課
長
よ
り
通
牒
致
し
た
る
と
こ
ろ
今
回
別
紙
様
式
に
よ
り
報
告
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
別

記
各
項
御
留
意
の
上
夫
々
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

別別

記記

一
、
本
年
間
報
告
書
は
昨
年
十
月
よ
り
公
共
事
業
費
を
も
っ
て
実
施
せ
ら
れ
た
も
の
の
外
昭
和
二
十

一
年
度
に
お
い
て
実
施
せ
ら
れ
た
「
失
業
応
急
事
業
」（
緊
急
就
業
対
策
に
基
く
知
識
階
級
失
業
応

急
事
業
）「
職
業
補
導
事
業
」
及
び
「
授
産
事
業
」
に
つ
い
て
も
提
出
を
要
す
る
こ
と
。

二
、
本
報
告
書
は
三
月
末
現
在
（
三
月
末
に
お
い
て
支
払
義
務
の
確
定
の
る
も
の
を
含
む
）
に
お
い

て
別
紙
様
式
に
よ
り
こ
れ
を
作
成
し
各
々
一
通
を
五
月
二
十
日
迄
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
、
別
表
作
製
に
当
り
て
は
左
に
留
意
す
る
の
外
経
済
安
定
本
部
作
成
の
記
録
要
領
に
よ
る
こ
と
。

失
業
応
急
事
業
に
関
す
る
も
の

(A)
（
編
注
：
中
略
）

職
業
補
導
に
関
す
る
も
の

(B)
㋑
「
事
業
種
別
」
に
は
「
第
十
二
類
職
業
補
導
及
授
産
」
と
書
く
こ
と
。

㋺
「
事
業
名
」
に
は
「
職
業
補
導
」「
授
産
」
「
共
同
作
業
特
別
施
設
」
の
三
つ
に
分
け
て
記
載
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す
る
こ
と
。
結
局
本
報
告
書
は
右
の
三
種
類
に
付
夫
々
別
紙
と
し
て
作
成
し
各
二
通
宛
計
六

通
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

㋩
「
事
業
主
体
」
に
は
職
業
補
導
に
在
っ
て
は
「
都
道
府
県
名
」
授
産
に
在
っ
て
は
「
市
町
村

各
種
公
益
団
体
」
共
同
作
業
特
別
施
設
に
在
っ
て
は
「
職
業
補
導
協
会
都
道
府
県
支
部
」
と

書
く
こ
と
。

㋥
「
事
業
内
容
」
に
は
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
勤
発
第
九
三
号
「
公
共
事
業
月
報
提

出
に
関
す
る
件
」
通
牒
「
記
載
上
の
注
意
」
第
二
ノ
㈠
の
認
証
番
号
及
事
業
名
の
分
類
に
よ

り
記
入
す
る
こ
と
。
即
ち
共
同
作
業
特
別
施
設
に
在
っ
て
は
「
厚
１
、
木
工
関
係
」「
厚
２
、

機
械
器
具
」「
厚
３
、
製
材
関
係
」
…
等
、
授
産
に
在
っ
て
は
「
厚
６
繊
維
関
係
」「
厚
７
、

マ
マ

本
竹
関
係
」「
厚
９
、
食
品
関
係
」
…
等
、
職
業
補
導
に
在
っ
て
は
「
厚

、
建
築
工
」
「
厚

マ
マ

11

建
具
家
具
」
「
厚

、
和
洋
裁
」
…
等
と
分
類
し
て
各
行
毎
に
列
記
す
る
こ
と
。

マ
マ

12

13

㋭
「
本
年
度
計
画
書
」
に
は
本
年
度
に
於
け
る
年
間
収
容
計
画
人
員
数
を
計
上
す
る
こ
と
（
五

〇
人
六
ヶ
月
規
格
の
補
導
所
に
於
て
は
一
〇
〇
人
と
な
る
）
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以

て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

㋬
「
実
施
済
量
」
に
は
前
項
の
計
画
に
対
す
る
実
績
を
記
入
す
る
こ
と
、
尚
括
弧
を
以
て
施
設

箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

㋣
「
本
年
度
計
画
に
対
す
る
％
」
に
は
㋭
㋬
二
項
に
依
り
計
上
さ
れ
た
人
員
に
付
そ
の
完
成
率

を
示
す
こ
と
。

㋠
「
全
計
画
に
対
す
る
％
は
」
記
入
の
要
な
い
。

㋷
「
事
業
場
所
」
に
は
○
○
県
下
○
○
個
所
と
施
設
の
合
計
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

㋦
「
資
金
」
欄
の
「
労
務
費
」「
資
材
費
」「
其
の
他
」
は
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
三
日
勤
発
第

五
六
六
号
「
第
三
、
四
半
期
公
共
事
業
報
告
の
件
」
通
牒
□
記
第
二
ノ
二
ノ
㋺
に
示
す
と
こ

ろ
に
依
る
こ
と
「
年
度
総
額
」
に
は
補
助
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
の
全
事
業
費
に
つ
い
て
記

入
す
る
の
で
あ
る
か
ら
「
授
産
」
に
於
て
は
補
助
額
を
補
助
率
〇
・
五
で
割
っ
た
額
を
計
上

す
る
こ
と
。

㋸
「
補
助
費
」
欄
の
「
年
度
総
額
」
に
は
国
庫
補
助
指
令
額
を
記
人
す
る
こ
と
。

㋾
「
資
材
」
欄
に
は
別
紙
安
定
本
部
作
成
の
記
載
要
領
に
依
り
遺
憾
な
く
記
載
す
る
こ
と
。

㋻
「
労
務
」
欄
の
「
現
場
員
」
と
は
所
長
、
指
導
員
、
助
手
、
事
務
員
、
小
使
等
当
該
施
設
の

職
員
を
指
し
「
非
熟
練
者
」
と
は
補
導
生
、
作
業
員
等
を
指
す
こ
と
。
従
っ
て
「
熟
練
者
」

は
該
当
な
い
。

「
計
画
」
欄
の
（

）
内
の
実
人
員
に
は
非
熟
練
者
に
在
つ
て
は
年
間
計
画
収
容
人
員
（
例
五

〇
人
六
ヶ
月
規
格
の
職
業
補
導
所
で
は
年
間
一
〇
〇
人
と
な
る
）
に
つ
き
計
上
す
る
こ
と
。

㋕
「
稼
働
日
数
」
と
は
「
補
導
並
作
業
日
数
」
を
示
す
こ
と
。

㋵
「
延
人
員
」
は
実
人
員
に
稼
働
日
数
を
乗
じ
た
数
を
計
上
す
る
こ
と
。

㋟
「
賃
金
単
価
」
欄
は
記
入
の
要
が
な
い
。

㋹
「
事
業
効
果
」
に
は
当
該
事
業
の
実
施
に
依
り
発
生
し
た
経
済
的
効
果
等
を
例
へ
ば
「
家
具

類
○
○
点
」「
繊
維
製
品
○
○
部
」「
食
品
加
工
○
○
貫
」
等
出
来
得
る
限
り
正
確
に
数
量
を

以
て
表
示
す
る
こ
と
。

㋞
其
の
他
前
記
「

失
業
応
急
事
業
に
関
す
る
も
の
」
の
記
載
注
意
並
に
別
紙
安
定
本
部
作
成

(A)

の
記
載
要
領
に
依
り
作
成
上
遺
憾
な
い
様
に
す
る
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
庁
舎
復
旧
工
事
に
関
す
る
も
の
。

(C)
（
編
注
：
中
略
）

別

紙

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告
書
に
就
い
て

（
編
注
：
後
略
）

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
六
月
五
日

〔
五
─
二
─
一
〇
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
二
九
号
）

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
のの
設設
置置
にに
就就
いい
てて

本
年
度
標
配
施
設
実
施
計
画
調
種
々
関
係
方
面
と
の
接
涉
の
結
果
爾
今
別
紙
要
綱
に
依
り
実
施
す

る
様
改
め
ら
れ
た
か
ら
左
記
事
項
に
つ
き
改
め
期
日
厳
守
の
上
至
急
提
出
せ
ら
れ
た
い
。

尚
認
可
個
所
数
に
つ
い
て
は
第
一
、
第
二
、
四
半
期
半
数
づ
ゝ
の
予
定
で
あ
る
。

記

⑴

既
提
出
分
の
設
置
計
画
中
共
同
作
業
組
合
の
組
織
及
び
運
営
基
準
に
よ
り
得
る
も
の
は
其
の
旨

電
報
を
以
て
報
告
す
る
と
共
に
そ
の
組
織
及
び
運
営
計
画
を
至
急
作
成
の
上
提
出
せ
ら
れ
る
こ
と
。

⑵

既
提
出
分
の
中
前
号
に
よ
り
得
な
い
為
中
止
す
る
も
の
は
そ
の
旨
報
告
す
る
こ
と
。

⑶

新
た
に
適
当
な
計
画
が
あ
る
場
合
は
本
要
綱
に
よ
り
計
書
を
作
成
の
上
提
出
す
る
こ
と
。

⑷

提
出
期
日

第
一
四
半
期

六
月
二
十
五
日

第
二
四
半
期

七
月
二
十
五
日

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
運運
営営
要要
綱綱

第
一

方

針

失
業
者
に

就
業
の
機
会
を
与
え
之
を
以
て
生
活
の
安
定
を
得
せ
し
め
る
と
共
に
、
併
せ
て
生
産
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す
る
こ
と
。
結
局
本
報
告
書
は
右
の
三
種
類
に
付
夫
々
別
紙
と
し
て
作
成
し
各
二
通
宛
計
六

通
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

㋩
「
事
業
主
体
」
に
は
職
業
補
導
に
在
っ
て
は
「
都
道
府
県
名
」
授
産
に
在
っ
て
は
「
市
町
村

各
種
公
益
団
体
」
共
同
作
業
特
別
施
設
に
在
っ
て
は
「
職
業
補
導
協
会
都
道
府
県
支
部
」
と

書
く
こ
と
。

㋥
「
事
業
内
容
」
に
は
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
勤
発
第
九
三
号
「
公
共
事
業
月
報
提

出
に
関
す
る
件
」
通
牒
「
記
載
上
の
注
意
」
第
二
ノ
㈠
の
認
証
番
号
及
事
業
名
の
分
類
に
よ

り
記
入
す
る
こ
と
。
即
ち
共
同
作
業
特
別
施
設
に
在
っ
て
は
「
厚
１
、
木
工
関
係
」「
厚
２
、

機
械
器
具
」「
厚
３
、
製
材
関
係
」
…
等
、
授
産
に
在
っ
て
は
「
厚
６
繊
維
関
係
」「
厚
７
、

マ
マ

本
竹
関
係
」「
厚
９
、
食
品
関
係
」
…
等
、
職
業
補
導
に
在
っ
て
は
「
厚

、
建
築
工
」
「
厚

マ
マ

11

建
具
家
具
」
「
厚

、
和
洋
裁
」
…
等
と
分
類
し
て
各
行
毎
に
列
記
す
る
こ
と
。

マ
マ

12

13

㋭
「
本
年
度
計
画
書
」
に
は
本
年
度
に
於
け
る
年
間
収
容
計
画
人
員
数
を
計
上
す
る
こ
と
（
五

〇
人
六
ヶ
月
規
格
の
補
導
所
に
於
て
は
一
〇
〇
人
と
な
る
）
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以

て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

㋬
「
実
施
済
量
」
に
は
前
項
の
計
画
に
対
す
る
実
績
を
記
入
す
る
こ
と
、
尚
括
弧
を
以
て
施
設

箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

㋣
「
本
年
度
計
画
に
対
す
る
％
」
に
は
㋭
㋬
二
項
に
依
り
計
上
さ
れ
た
人
員
に
付
そ
の
完
成
率

を
示
す
こ
と
。

㋠
「
全
計
画
に
対
す
る
％
は
」
記
入
の
要
な
い
。

㋷
「
事
業
場
所
」
に
は
○
○
県
下
○
○
個
所
と
施
設
の
合
計
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

㋦
「
資
金
」
欄
の
「
労
務
費
」「
資
材
費
」「
其
の
他
」
は
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
三
日
勤
発
第

五
六
六
号
「
第
三
、
四
半
期
公
共
事
業
報
告
の
件
」
通
牒
□
記
第
二
ノ
二
ノ
㋺
に
示
す
と
こ

ろ
に
依
る
こ
と
「
年
度
総
額
」
に
は
補
助
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
の
全
事
業
費
に
つ
い
て
記

入
す
る
の
で
あ
る
か
ら
「
授
産
」
に
於
て
は
補
助
額
を
補
助
率
〇
・
五
で
割
っ
た
額
を
計
上

す
る
こ
と
。

㋸
「
補
助
費
」
欄
の
「
年
度
総
額
」
に
は
国
庫
補
助
指
令
額
を
記
人
す
る
こ
と
。

㋾
「
資
材
」
欄
に
は
別
紙
安
定
本
部
作
成
の
記
載
要
領
に
依
り
遺
憾
な
く
記
載
す
る
こ
と
。

㋻
「
労
務
」
欄
の
「
現
場
員
」
と
は
所
長
、
指
導
員
、
助
手
、
事
務
員
、
小
使
等
当
該
施
設
の

職
員
を
指
し
「
非
熟
練
者
」
と
は
補
導
生
、
作
業
員
等
を
指
す
こ
と
。
従
っ
て
「
熟
練
者
」

は
該
当
な
い
。

「
計
画
」
欄
の
（

）
内
の
実
人
員
に
は
非
熟
練
者
に
在
つ
て
は
年
間
計
画
収
容
人
員
（
例
五

〇
人
六
ヶ
月
規
格
の
職
業
補
導
所
で
は
年
間
一
〇
〇
人
と
な
る
）
に
つ
き
計
上
す
る
こ
と
。

㋕
「
稼
働
日
数
」
と
は
「
補
導
並
作
業
日
数
」
を
示
す
こ
と
。

㋵
「
延
人
員
」
は
実
人
員
に
稼
働
日
数
を
乗
じ
た
数
を
計
上
す
る
こ
と
。

㋟
「
賃
金
単
価
」
欄
は
記
入
の
要
が
な
い
。

㋹
「
事
業
効
果
」
に
は
当
該
事
業
の
実
施
に
依
り
発
生
し
た
経
済
的
効
果
等
を
例
へ
ば
「
家
具

類
○
○
点
」「
繊
維
製
品
○
○
部
」「
食
品
加
工
○
○
貫
」
等
出
来
得
る
限
り
正
確
に
数
量
を

以
て
表
示
す
る
こ
と
。

㋞
其
の
他
前
記
「

失
業
応
急
事
業
に
関
す
る
も
の
」
の
記
載
注
意
並
に
別
紙
安
定
本
部
作
成

(A)

の
記
載
要
領
に
依
り
作
成
上
遺
憾
な
い
様
に
す
る
こ
と
。

公
共
職
業
安
定
所
庁
舎
復
旧
工
事
に
関
す
る
も
の
。

(C)
（
編
注
：
中
略
）

別

紙

公
共
事
業
年
間
実
績
報
告
書
に
就
い
て

（
編
注
：
後
略
）

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
六
月
五
日

〔
五
─
二
─
一
〇
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
二
九
号
）

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
のの
設設
置置
にに
就就
いい
てて

本
年
度
標
配
施
設
実
施
計
画
調
種
々
関
係
方
面
と
の
接
涉
の
結
果
爾
今
別
紙
要
綱
に
依
り
実
施
す

る
様
改
め
ら
れ
た
か
ら
左
記
事
項
に
つ
き
改
め
期
日
厳
守
の
上
至
急
提
出
せ
ら
れ
た
い
。

尚
認
可
個
所
数
に
つ
い
て
は
第
一
、
第
二
、
四
半
期
半
数
づ
ゝ
の
予
定
で
あ
る
。

記

⑴

既
提
出
分
の
設
置
計
画
中
共
同
作
業
組
合
の
組
織
及
び
運
営
基
準
に
よ
り
得
る
も
の
は
其
の
旨

電
報
を
以
て
報
告
す
る
と
共
に
そ
の
組
織
及
び
運
営
計
画
を
至
急
作
成
の
上
提
出
せ
ら
れ
る
こ
と
。

⑵

既
提
出
分
の
中
前
号
に
よ
り
得
な
い
為
中
止
す
る
も
の
は
そ
の
旨
報
告
す
る
こ
と
。

⑶

新
た
に
適
当
な
計
画
が
あ
る
場
合
は
本
要
綱
に
よ
り
計
書
を
作
成
の
上
提
出
す
る
こ
と
。

⑷

提
出
期
日

第
一
四
半
期

六
月
二
十
五
日

第
二
四
半
期

七
月
二
十
五
日

授授
産産
共共
同同
作作
業業
特特
別別
施施
設設
運運
営営
要要
綱綱

第
一

方

針

失
業
者
に

就
業
の
機
会
を
与
え
之
を
以
て
生
活
の
安
定
を
得
せ
し
め
る
と
共
に
、
併
せ
て
生
産
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の
振
興
に
資
す
た
め
、
公
共
事
業
の
一
環
と
し
て
、
本
要
綱
に
よ
り
政
府
の
補
助
を
以
て
、
授
産

共
同
作
業
特
別
施
設
を
設
置
す
る
。

第
二

要

領

一
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
設
置
計
画
は
、
厚
生
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
を
定
め
る
。

二
、
本
施
設
に
要
す
る
経
費
は
、
厚
生
省
よ
り
地
方
庁
に
対
し
、
こ
れ
を
補
助
す
る
も
の
と
す
。

三
、
地
方
庁
は
、
厚
生
大
臣
の
定
め
た
る
計
画
に
基
き
、
本
施
設
を
設
置
し
共
同
作
業
組
合
に
こ

れ
を
利
用
せ
し
め
る
も
の
と
す
。

四
、
共
同
作
業
組
合
は
、
本
施
設
設
置
の
方
針
を
体
し
、
地
方
庁
と
利
用
契
約
を
締
結
し
、
そ
の

責
任
に
お
い
て
共
同
経
営
的
精
算
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五
、
共
同
作
業
組
合
は
、
地
方
庁
に
対
し
施
設
の
利
用
料
又
は
払
下
償
還
金
を
納
付
す
る
も
の
と

す
。

六
、
前
項
の
納
付
金
は
、
地
方
庁
よ
り
政
府
に
返
還
す
べ
き
も
の
と
す
。

七
、
本
施
設
に
加
入
せ
ん
と
す
る
労
務
者
、
引
揚
者
、
戦
災
者
、
復
員
者
及
び
産
業
離
職
者
等
の

失
業
者
と
し
、
こ
れ
が
募
集
及
び
銓
衡
は
、
公
共
職
業
安
定
書
の
斡
旋
に
よ
り
行
う
を
原
則
と

す
る
。

八
、
共
同
作
業
組
合
の
事
業
運
営
に
関
し
て
は
、
左
記
条
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

共
同
作
業
組
合
の
原
料
材
科
等
資
材
は
、
正
規
の
経
路
に
よ
る
公
定
価
格
に
よ
り
入
手
す

る
こ
と
。

⑵

共
同
作
業
組
合
の
製
品
は
、
正
規
の
経
路
を
通
じ
公
定
価
格
を
以
て
販
売
す
る
こ
と
。

⑶

従
業
員
の
賃
金
は
、
労
働
基
準
法
に
よ
り
定
め
ら
る
べ
き
、
最
低
賃
金
又
は
当
該
地
方
の

同
種
事
業
従
事
者
に
通
常
支
払
は
れ
る
賃
金
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
額
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

⑷

従
業
員
の
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
は
、
す
べ
て
労
働
基
準
法
に
よ
り
定
め
ら
る
る

条
件
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑸

他
の
公
共
事
業
に
適
用
せ
ら
る
ゝ
諸
規
定
は
、
す
べ
て
共
同
作
業
組
合
に
お
い
て
遵
守
せ

ら
る
べ
き
こ
と
。

九
、
共
同
作
業
組
合
の
事
業
運
営
に
要
す
る
資
金
及
び
資
村
は
、
組
合
員
自
ら
こ
れ
を
調
達
確
保

す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
が
調
達
確
保
困
難
な
る
場
合
地
方
庁
は
そ
の
斡
旋
確
保
に
つ
き
組
合
に

協
力
す
る
も
の
と
す
。

十
、
厚
生
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
本
施
設
の
運
営
に
関
し
、
共
同
作
業
組
合
に
対
し
必
要

な
る
指
導
監
督
を
行
う
も
の
と
す
。

十
一
、
本
施
設
は
、
一
ヶ
所
収
容
人
員
概
ね
五
〇
人
乃
至
一
〇
〇
人
程
度
（
組
合
員
に
し
て
表
決

権
あ
る
も
の
六
〇
％
以
上
な
る
こ
と)

と
し
木
材
加
工
、
機
械
器
具
製
造
修
理
、
製
材
、
手
工
業

及
び
食
品
加
工
等
の
種
目
に
つ
き
こ
れ
を
設
置
す
る
も
の
と
す
。

第
三

実

施

一
、
施
設
の
設
置
の
手
続

⑴

都
道
府
県
知
事
は
、
本
施
設
設
置
の
計
画
案
を
樹
立
し
、
こ
れ
が
計
画
書
を
厚
生
大
臣
に

提
出
す
る
。

⑵

計
画
書
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

㋑

設
置
の
場
所

㋺

設
置
に
要
す
る
経
費
予
算

㋩

事
業
計
画
概
要
（
自
己
資
金
、
資
材
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）

㋥

収
支
見
込
書

㋭

収
容
す
べ
き
失
業
者
の
職
種
別
員
数

㋬

本
施
設
を
利
用
せ
ん
と
す
る
共
同
作
業
組
合
の
名
称
、
代
表
者
の
履
歴
、
組
合
の
組
織

概
要

⑶

厚
生
大
臣
は
右
計
画
書
を
審
査
し
、
適
切
な
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
実
施
を
決
定

す
る
と
共
に
、
そ
の
経
費
は
、
国
庫
よ
り
地
方
庁
に
こ
れ
を
交
付
す
る
。

⑷

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
る
施
設
の
設
置
を
自
ら
こ
れ
を
行
う
か
、

又
は
組
合
に
請
負
は
し
め
る
。

二
、
組
織
及
び
運
営

⑴

共
同
作
業
組
合
の
組
織
及
び
運
営
は
別
紙
㈠
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
。

⑵

地
方
庁
と
組
合
と
の
利
用
契
約
は
別
紙
㈡
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
。

⑶

使
用
料
は
、
原
則
と
し
て
第
一
年
目
は
無
料
と
し
、
爾
後
の
年
額
は
事
業
の
種
目
及
び
経
営

上
に
お
け
る
収
支
見
込
等
を
考
慮
し
て
、
地
方
庁
を
し
て
こ
れ
を
定
め
し
め
る
が
、
そ
の
年
額

は
、
差
当
り
施
設
設
備
設
置
総
額
の
五
分
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

⑷

地
方
庁
は
組
合
よ
り
施
設
払
下
の
申
出
あ
り
た
る
場
合
は
、
払
下
契
約
を
結
ん
で
本
施
設
を

払
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑸

払
下
は
、
概
ね
五
年
賦
乃
至
十
年
賦
と
し
、
事
業
の
種
目
及
び
経
営
上
に
お
け
る
収
支
見
込

等
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⑹

組
合
が
事
業
種
目
、
事
業
計
画
を
変
更
せ
ん
と
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
指
導
委
員
会
の
設
置

一
、
本
事
業
の
運
営
の
適
正
を
期
し
、
且
つ
本
施
設
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
厚
生
大
臣
又
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は
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
指
導
委
員
会
（
以
下
委

員
会
と
称
す
）
を
設
置
す
る
。

二
、
委
員
会
の
定
員
は
、
概
ね
厚
生
省
二
〇
名
、
地
方
庁
一
〇
名
程
度
と
し
必
要
に
応
じ
、
臨
時

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
委
員
は
、
関
係
あ
る
実
務
専
門
家
、
学
術
経
験
者
、
引
揚
者
、
戦
災
者
の
代
表
者
、
組
合
関

係
専
門
家
及
び
関
係
あ
る
労
務
者
の
代
表
者
、
並
び
に
関
係
官
公
吏
中
よ
り
こ
れ
を
任
命
す
る
。

第
五

指
導
監
督
並
び
に
報
告

一
、
都
道
府
県
知
事
は
、
各
施
設
の
事
業
の
運
営
及
び
経
理
状
況
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行

い
事
業
の
促
進
及
び
指
導
監
督
に
当
た
る
。

二
、
本
事
業
の
趣
旨
に
反
し
た
る
と
き
事
業
遂
行
困
難
な
る
と
き
又
は
組
合
の
事
業
継
続
の
意
思

な
し
と
認
め
た
と
き
は
、
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
組
合
に
対
し
事
業
種
目
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
若
し
く
は
施
設
の
返
還
を
命
じ
又
は
組
合
の
幹
部
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
、
共
同
作
業
組
合
は
、
毎
年
度
事
業
開
始
に
先
だ
ち
、
事
業
計
画
書
を
、
又
毎
事
業
年
度
終
了

後
遅
滞
な
く
施
設
整
備
の
利
用
に
よ
る
事
業
の
概
要
を
記
載
し
た
報
告
書
（
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
を
添
付
）
を
都
道
府
県
知
事
及
び
厚
生
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四
、
共
同
作
業
組
合
は
、
毎
月
及
び
毎
四
半
期
毎
に
、
厚
生
大
臣
の
定
め
る
所
定
の
方
式
に
よ
る

報
告
書
を
地
方
庁
を
通
じ
、
厚
生
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
紙

第
一

共
同
作
業
組
合
組
織
並
び
に
運
営
基
準
（
編
注
：
略
）

別
紙

第
二

契
約
書
準
則
（
編
注
：
略
）

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
六
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
九
五
号
）

公公
共共
事事
業業
四四
半半
期期
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
今
回
経
済
安
定
本
部
か
ら
の
通
牒
に
基
き
別
紙
の
通
り
報
告
様
式
並
び
に
提
出
の
時
期
を
変
更
し
た
か
ら
所
掲
事
項
御
留
意
の
上
夫
々
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
左
記
各
通
牒
は
本
通
牒
に
よ
り
廃
止
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
承
知
さ
れ
た
い
。

記

一
、
公
共
事
業
実
施
状
況
報
告

昭
二
一
、
一
〇
、
二
九

勤
発
第
五
二
三
号

二
、
簡
易
公
共
事
業
実
施
状
況
報
告

昭
二
一
、

九
、
一
三

勤
発
第
三
五
号

三
、
簡
易
公
共
事
業
実
施
報
告

昭
二
一
、
一
一
、
一
九

勤
発
第
一
七
九
号

四
、
簡
易
公
共
事
業
費
決
算
書

五
、
公
共
事
業
実
施
に
伴
う
知
識
階
級
救
済
事
業

施

行

概

要

昭
二
一
、
一
一
、
一
四

勤
発
第
五
四
四
号

六
、
右

同

施
行
経
費
決
算
書

別
紙

公公
共共
事事
業業
四四
半半
期期
報報
告告
書書
にに
つつ
いい
てて

一
、
本
報
告
書
は
、
四
半
期
毎
に
別
紙
様
式
に
よ
り
、
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
但
し
、
第
四
、
四
半
期
報
告
は
、
先
に
通
達
し
た
年
間
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
て
差
支
え
な
い
。

二
、
本
省
に
お
い
て
は
、
こ
の
報
告
書
に
基
き
各
事
業
の
進
捗
状
況
を
統
計
的
に
整
理
し
、
経

済
安
定
本
部
に
提
出
す
る
と
共
に
、
事
業
の
実
情
を
把
握
し
、
そ
の
総
合
運
営
に
遺
憾
な
き

を
期
し
、
且
つ
爾
後
の
認
証
の
資
料
と
す
る
。

三
、
本
報
告
書
は
左
の
認
証
事
業
別
に
提
出
を
要
す
る
。

イ
、
失
業
応
急
事
業

１

食
糧
増
産
等
生
産
増
強
事
業

２

公
衆
衛
生
等
社
会
福
祉
事
業
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は
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
ず
る
た
め
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
指
導
委
員
会
（
以
下
委

員
会
と
称
す
）
を
設
置
す
る
。

二
、
委
員
会
の
定
員
は
、
概
ね
厚
生
省
二
〇
名
、
地
方
庁
一
〇
名
程
度
と
し
必
要
に
応
じ
、
臨
時

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
委
員
は
、
関
係
あ
る
実
務
専
門
家
、
学
術
経
験
者
、
引
揚
者
、
戦
災
者
の
代
表
者
、
組
合
関

係
専
門
家
及
び
関
係
あ
る
労
務
者
の
代
表
者
、
並
び
に
関
係
官
公
吏
中
よ
り
こ
れ
を
任
命
す
る
。

第
五

指
導
監
督
並
び
に
報
告

一
、
都
道
府
県
知
事
は
、
各
施
設
の
事
業
の
運
営
及
び
経
理
状
況
に
つ
き
常
時
こ
れ
が
査
察
を
行

い
事
業
の
促
進
及
び
指
導
監
督
に
当
た
る
。

二
、
本
事
業
の
趣
旨
に
反
し
た
る
と
き
事
業
遂
行
困
難
な
る
と
き
又
は
組
合
の
事
業
継
続
の
意
思

な
し
と
認
め
た
と
き
は
、
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
組
合
に
対
し
事
業
種
目
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
若
し
く
は
施
設
の
返
還
を
命
じ
又
は
組
合
の
幹
部
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
、
共
同
作
業
組
合
は
、
毎
年
度
事
業
開
始
に
先
だ
ち
、
事
業
計
画
書
を
、
又
毎
事
業
年
度
終
了

後
遅
滞
な
く
施
設
整
備
の
利
用
に
よ
る
事
業
の
概
要
を
記
載
し
た
報
告
書
（
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
を
添
付
）
を
都
道
府
県
知
事
及
び
厚
生
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四
、
共
同
作
業
組
合
は
、
毎
月
及
び
毎
四
半
期
毎
に
、
厚
生
大
臣
の
定
め
る
所
定
の
方
式
に
よ
る

報
告
書
を
地
方
庁
を
通
じ
、
厚
生
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
紙

第
一

共
同
作
業
組
合
組
織
並
び
に
運
営
基
準
（
編
注
：
略
）

別
紙

第
二

契
約
書
準
則
（
編
注
：
略
）

『
失
対
三
』

昭
和
二
二
年
六
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
九
五
号
）

公公
共共
事事
業業
四四
半半
期期
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
今
回
経
済
安
定
本
部
か
ら
の
通
牒
に
基
き
別
紙
の
通
り
報
告
様
式
並
び
に
提
出
の
時
期
を
変
更
し
た
か
ら
所
掲
事
項
御
留
意
の
上
夫
々
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
左
記
各
通
牒
は
本
通
牒
に
よ
り
廃
止
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
承
知
さ
れ
た
い
。

記

一
、
公
共
事
業
実
施
状
況
報
告

昭
二
一
、
一
〇
、
二
九

勤
発
第
五
二
三
号

二
、
簡
易
公
共
事
業
実
施
状
況
報
告

昭
二
一
、

九
、
一
三

勤
発
第
三
五
号

三
、
簡
易
公
共
事
業
実
施
報
告

昭
二
一
、
一
一
、
一
九

勤
発
第
一
七
九
号

四
、
簡
易
公
共
事
業
費
決
算
書

五
、
公
共
事
業
実
施
に
伴
う
知
識
階
級
救
済
事
業

施

行

概

要

昭
二
一
、
一
一
、
一
四

勤
発
第
五
四
四
号

六
、
右

同

施
行
経
費
決
算
書

別
紙

公公
共共
事事
業業
四四
半半
期期
報報
告告
書書
にに
つつ
いい
てて

一
、
本
報
告
書
は
、
四
半
期
毎
に
別
紙
様
式
に
よ
り
、
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
但
し
、
第
四
、
四
半
期
報
告
は
、
先
に
通
達
し
た
年
間
実
績
報
告
書
の
提
出
が
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
て
差
支
え
な
い
。

二
、
本
省
に
お
い
て
は
、
こ
の
報
告
書
に
基
き
各
事
業
の
進
捗
状
況
を
統
計
的
に
整
理
し
、
経

済
安
定
本
部
に
提
出
す
る
と
共
に
、
事
業
の
実
情
を
把
握
し
、
そ
の
総
合
運
営
に
遺
憾
な
き

を
期
し
、
且
つ
爾
後
の
認
証
の
資
料
と
す
る
。

三
、
本
報
告
書
は
左
の
認
証
事
業
別
に
提
出
を
要
す
る
。

イ
、
失
業
応
急
事
業

１

食
糧
増
産
等
生
産
増
強
事
業

２

公
衆
衛
生
等
社
会
福
祉
事
業
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３

飲
食
物
衛
生
監
視
等
事
務
補
助
事
業

ロ
、
職
業
補
導
事
業

１

職
業
補
導
施
設

２

授
産
共
同
作
業
施
設

３

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設

四
、
提
出
期
限
は
各
四
半
期
の
末
月
の
翌
月
十
五
日
迄
（
第
一
、
四
半
期
分
は
七
月
十
五
日
、

第
二
、
四
半
期
分
は
十
月
十
五
日
、
第
三
、
四
半
期
分
は
翌
年
一
月
十
五
日
迄
）
と
す
る
。

五
、
報
告
書
は
、
末
端
か
ら
中
央
ま
で
の
夫
々
の
機
関
で
事
業
の
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
上

に
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
中
間
機
関
は
末
端
機
関
か
ら
厳

正
確
実
な
報
告
書
を
集
め
、
之
を
集
計
提
出
す
る
と
共
に
、
日
常
業
務
の
運
営
に
活
か
す
は

勿
論
、
提
出
期
限
に
遅
滞
せ
ぬ
様
特
に
注
意
せ
ら
れ
た
い
。
虚
偽
の
報
告
、
提
出
の
遅
延
又

は
提
出
を
怠
る
等
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
は
、
爾
後
の
認
証
を
打
切
ら
れ
、
又
は
補
助
を
停

止
す
る
場
合
が
あ
る
。

六
、
報
告
書
の
記
入
要
領
は
別
紙
に
よ
ら
れ
た
い
。

公公
共共
事事
業業
四四
半半
期期
報報
告告
書書
記記
入入
要要
領領

公
共
事
業
四
半
期
報
告
書
は
左
記
要
領
で
記
載
す
る
こ
と
。

但
し
頭
記
の
数
次
は
報
告
書
の
欄
に
打
た
れ
た
記
号
（
番
号
）
を
表
は
す
。

第
一
、
失
業
応
急
事
業
に
よ
る
も
の
。

㋑

第

一

表
（
編
注
：
略
）

第
二
職
業
補
導
に
関
す
る
も
の

第
一
表
（
第
二
表
は
必
要
な
し
）

記
載
注
意
（
頭
記
の
あ
ら
び
あ
数
字
は
報
告
書
の
欄
に
打
た
れ
た
記
載
番
号
を
示
す
）

記
載

欄

目

記

入

事

項

番
号

⑴

略

⑵

認

証

順

位

で
あ
る
。

B1

⑶

認

証

番

号

建
築
工
職
業
補
導

建
築
関
係
技
能
者
職
業
補
導

家
具
建
築
工
職
業
補
導

木
船
工
職
業
補
導

和
洋
裁
職
業
補
導

手
工
業
職
業
補
導

機
械
器
具
修
理
工
職
業
補
導

食
品
加
工
技
能
者
職
業
補
導

事
務
職
業
補
導

石
炭
関
係
技
能
者
職
業
補
導

傷
痍
者
職
業
補
導

繊
維
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

木
竹
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

- 85 -

藁
紙
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

食
品
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

雑
品
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

⑸

事

業

類

「
第
十
二
類
職
業
補
導
及
授
産
」
と
記
載
の
こ
と
。

マ
マ⑹

事

業

名

「
職
業
補
導
」「
授
産
共
同
作
業
施
設
」「
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
」
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

⑺

事

業

主

体

職
業
補
導
に
あ
っ
て
は
「
都
道
府
県
名
」
授
産
共
同
作
業
施
設
に
あ
っ
て
は
「
市
町
村
各
種
公
益
団
体
」
授
産
共
同
作
業
施
設
に
あ
っ
て
は
「
都
道

府
県
名
」
を
記
載

す
る
こ
と
。

⑻

事

業

内

容

⑶
の
認
証
番
号
及
び
種
目
別
事
業
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
即
ち
補
導
に
在
っ
て
は
厚

建
築
工
、
厚

建
築
関
係
技
能
者
等
、
授
産
共
同
作
業
施
設

25

26

に
在
っ
て
は
厚

繊
維
関
係
、
厚

木
竹
関
係
等
と
区
分
し
て
各
行
毎
に
列
記
す
る
こ
と
。

36

37

⑼

年
間
計
画
量

本
年
度
に
於
け
る
年
間
収
容
計
画
人
員
数
を
計
上
す
る
こ
と
。
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
（
五
〇
人
六
月
企
画
の

補
導
所
に
於
て
は

一
〇
〇
人
と
な
る
）

⑽

認
証
計
画
量

年
度
当
初
よ
り
当
該
四
半
期
末
迄
の
収
容
計
画
人
員
数
を
記
載
す
る
こ
と
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

（
五
〇
人
六
ヶ
月
企
画
の
補
導
所
に
於
て
は
第
一
第
二
四
半
期
に
五
〇
人
第
三
、
第
四
四
半
期
に
一
〇
〇
人
と
な
る
）

実

績

量

前
項
の
計
画
に
対
す
る
実
績
（
実
際
収
容
人
員
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
尚
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

事

業

場

所

○
○
県
下
○
○
箇
所
と
施
設
の
合
計
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

⒀

年
間
予
算
額

年
度
当
初
内
示
さ
れ
た
年
間
国
庫
補
助
額
と
地
方
費
負
担
額
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
（
計
画
変
更
の
認
証
を
受
け
た
場
合
は
変
更
さ
れ
た
年
間
予

マ
マ

算
額
）

⒁

認
証
済
総
額

年
度
当
初
よ
り
そ
の
四
半
期
迄
に
公
布
さ
れ
又
は
さ
る
べ
き
国
庫
補
助
額
と
地
方
費
負
担
額
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
労
務
費
」「
資
材
費
」「
其
の
他
」
の
欄
は
左
に
依
り
記
載
す
る
こ
と

一
、
補
導
所
の
場
合

諸

給
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

設
備
及
材
料
消
耗
品
費
＋
初
度
調
弁
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

庁
費
＋
建
物
借
上
費
＋
補
導
雑
費
＋
募
集
費
＋
営
繕
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
其
の
他
と
し
て
記
載

二
、
授
産
共
同
作
業
施
設
の
場
合

諸
給
与
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

事
業
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

事
務
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
其
の
他
と
し
て
記
載

三
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
場
合

指
導
事
務
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

機
械
器
具
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

建
物
借
入
費
＋
建
物
改
造
費
＋
電
気
水
道
瓦
斯
工
事
費
＋
備
品
什
器
類
需
要
費
…
其
の
他
と
し
て
記
載

⒆

補
助
事
業
資
金

欄
の
内
「
年
間
補
助
額
」
は
年
度
当
初
内
示
さ
れ
た
額
（
変
更
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
額
）
で
あ
る
。

マ
マ
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藁
紙
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

食
品
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

雑
品
関
係
授
産
共
同
作
業
施
設

⑸

事

業

類

「
第
十
二
類
職
業
補
導
及
授
産
」
と
記
載
の
こ
と
。

マ
マ⑹

事

業

名

「
職
業
補
導
」「
授
産
共
同
作
業
施
設
」「
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
」
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

⑺

事

業

主

体

職
業
補
導
に
あ
っ
て
は
「
都
道
府
県
名
」
授
産
共
同
作
業
施
設
に
あ
っ
て
は
「
市
町
村
各
種
公
益
団
体
」
授
産
共
同
作
業
施
設
に
あ
っ
て
は
「
都
道

府
県
名
」
を
記
載

す
る
こ
と
。

⑻

事

業

内

容

⑶
の
認
証
番
号
及
び
種
目
別
事
業
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
即
ち
補
導
に
在
っ
て
は
厚

建
築
工
、
厚

建
築
関
係
技
能
者
等
、
授
産
共
同
作
業
施
設

25

26

に
在
っ
て
は
厚

繊
維
関
係
、
厚

木
竹
関
係
等
と
区
分
し
て
各
行
毎
に
列
記
す
る
こ
と
。

36

37

⑼

年
間
計
画
量

本
年
度
に
於
け
る
年
間
収
容
計
画
人
員
数
を
計
上
す
る
こ
と
。
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
（
五
〇
人
六
月
企
画
の

補
導
所
に
於
て
は

一
〇
〇
人
と
な
る
）

⑽

認
証
計
画
量

年
度
当
初
よ
り
当
該
四
半
期
末
迄
の
収
容
計
画
人
員
数
を
記
載
す
る
こ
と
尚
人
員
数
の
右
側
に
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

（
五
〇
人
六
ヶ
月
企
画
の
補
導
所
に
於
て
は
第
一
第
二
四
半
期
に
五
〇
人
第
三
、
第
四
四
半
期
に
一
〇
〇
人
と
な
る
）

実

績

量

前
項
の
計
画
に
対
す
る
実
績
（
実
際
収
容
人
員
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
尚
括
弧
を
以
て
施
設
箇
所
数
を
示
す
こ
と
。

事

業

場

所

○
○
県
下
○
○
箇
所
と
施
設
の
合
計
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

⒀

年
間
予
算
額

年
度
当
初
内
示
さ
れ
た
年
間
国
庫
補
助
額
と
地
方
費
負
担
額
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
（
計
画
変
更
の
認
証
を
受
け
た
場
合
は
変
更
さ
れ
た
年
間
予

マ
マ

算
額
）

⒁

認
証
済
総
額

年
度
当
初
よ
り
そ
の
四
半
期
迄
に
公
布
さ
れ
又
は
さ
る
べ
き
国
庫
補
助
額
と
地
方
費
負
担
額
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
労
務
費
」「
資
材
費
」「
其
の
他
」
の
欄
は
左
に
依
り
記
載
す
る
こ
と

一
、
補
導
所
の
場
合

諸

給
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

設
備
及
材
料
消
耗
品
費
＋
初
度
調
弁
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

庁
費
＋
建
物
借
上
費
＋
補
導
雑
費
＋
募
集
費
＋
営
繕
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
其
の
他
と
し
て
記
載

二
、
授
産
共
同
作
業
施
設
の
場
合

諸
給
与
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

事
業
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

事
務
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
其
の
他
と
し
て
記
載

三
、
授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
の
場
合

指
導
事
務
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
労
務
費
と
し
て
記
載

機
械
器
具
費
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
資
材
費
と
し
て
記
載

建
物
借
入
費
＋
建
物
改
造
費
＋
電
気
水
道
瓦
斯
工
事
費
＋
備
品
什
器
類
需
要
費
…
其
の
他
と
し
て
記
載

⒆

補
助
事
業
資
金

欄
の
内
「
年
間
補
助
額
」
は
年
度
当
初
内
示
さ
れ
た
額
（
変
更
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
額
）
で
あ
る
。

マ
マ
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状
況

「
認
証
済
補
助
額
」
は
年
度
当
初
よ
り
当
該
四
半
期
末
迄
に
交
付
さ
れ
る
べ
き
国
庫
補
助
額
の
累
計
で
あ
る
。

「
資
材
状
況
」

⒇

今
期
末
迄
所
要

年
度
当
初
か
ら
の
四
半
期
末
ま
で
に
工
事
実
施
上
必
要
で
あ
っ
た
資
材
の
数
量

量

物
動
割
当
、
手
持
、
市
場
購
入
等
入
手
と
に
か
ゝ
は
り
な
く
実
際
必
要
で
あ
っ
た
資
材
量
で
あ
る
。

㉑

割

当

入

手
量

物
動
で
割
当
ら
れ
而
も
実
際
に
入
手
し
た
資
材
の
数
量
─
現
物
化
し
な
い
部
分
は
書
か
な
い
こ
と
。

㉒

市

場

購

入
量

手
持
又
は
物
動
割
当
数
量
以
外
に
特
に
市
場
で
購
入
取
得
し
た
資
材
数
量
で
あ
る
。

㉓

使

用

済

量

工
事
に
実
際
使
用
し
又
は
加
工
を
了
し
た
資
材
の
数
量
を
上
げ
る
こ
と
。

尚
こ
の
欄
の
右
の
空
欄
と
な
っ
て
ゐ
る
資
材
名
の
部
分
に
は
普
通
鋼
材
、
鉄
鋼
二
次
製
品
、
木
材
、
セ
メ
ン
ト
等
以
外
の
素
材
に
つ
き
同
様
記
入
す

る
こ
と
。

㉔

実

働

人

員

欄
に
は
そ
の
期
内
及
年
度
初
よ
り
そ
の
期
末
迄
に
収
容
し
た
実
人
員
を
記
載
す
る
こ
と
。

㉕

延

人

員

実
働
人
員
に
補
導
並
に
作
業
日
数
を
乗
じ
た
数
を
計
上
す
る
こ
と
。

「
現
場
員
」
と
は
所
長
、
指
導
員
、
助
手
、
事
務
員
、
小
使
等
当
該
施
設
の
職
員
を
指
す
。

「
非
熟
練
者
」
と
は
補
導
生
、
作
業
員
等
を
指
す
。

「
熟
練
者
」
は
該
当
な
し
。

㉖

賃

金

単

価

欄
は
記
載
を
要
し
な
い
。

㉗

事

業
の
効

果

当
該
事
業
の
実
施
に
よ
り
発
生
し
た
経
済
的
効
果
等
を
、
例
え
ば
「
家
具
数
○
○
点
」
「
繊
維
製
品
○
○
点
」「
食
品
加
工
○
○
貫
」
等
出
来
る
限
り

正
確
に
数
量
を
以
て
表
示
す
る
こ
と
。

注

⑴

授
産
共
同
作
業
特
別
施
設
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
一
年
度
の
分
は
報
告
の
必
要
は
な
い
、
尚
本
年
度
の
認
証
事
業
に
つ
い
て
は
追
て
通
牒
す
る
。

⑵

本
記
載
要
領
に
よ
る
の
外
は
「
失
業
応
急
事
業
の
記
載
要
領
」
よ
る
こ
と
。

⑶

本
職
業
補
導
に
関
し
て
は
第
二
表
は
必
要
な
し
。

㋺

第

二

表
（
編
注
：
以
下
略
）

『
失
対
三
』

昭
和
二
三
年
二
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
一
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
発
職
第
一
三
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
にに
伴伴
うう
職職
業業
補補
導導
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件
（
抄
）

職
業
安
定
法
及
同
法
施
行
規
則
の
施
行
に
伴
い
職
業
補
導
に
関
し
て
は
、
今
後
新
た
な
る
方

針
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
来
と
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
極
め
て
大
な
る
変
更
を
見

て
い
る
の
で
、
本
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
左
記
各
項
に
御
留
意
の
上
所
期
の
目
的
を
達
成

す
る
に
萬
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

第
一

補
導
種
目
の
選
定
に
関
す
る
事
項

補
導
種
目
選
定
の
適
否
は
、
職
業
補
導
の
死
命
を
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
在
来
の
如

く
安
易
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
労
働
力
の
需
給
状
況
に
関
す
る
適
確
詳
細
な
る
資
料
に
基
ず

く
も
の
と
し
、
こ
れ
が
決
定
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
法
第
十
二
条
に
よ
る
都
道
府
県
職
業

安
定
委
員
会
の
議
に
附
す
る
こ
と
。

な
お
労
働
力
需
給
の
現
状
か
ら
み
て
一
般
的
に
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
種
目
で
補

導
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
大
体
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
ら
参
考
と
さ
れ
た
い
。

製
図
工
、
鍛
冶
工
、
機
械
工
、
機
械
器
具
組
立
修
理
工
、
印
刷
工
、
漆
芸
工
、
大
工
、
タ
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イ
ピ
ス
ト
、
筆
耕
、
洋
裁
師
、
陶
工
、
義
肢
工

第
二

職
業
補
導
所
の
設
置
、
経
営
に
関
す
る
事
項

一
、
職
業
補
導
所
の
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
、
労
働
力
の
需
給
状
況
に
よ
っ
て
決
定
す

べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
目
下
の
諸
情
勢
に
鑑
み
て
通
勤
の
利
便
を
充
分
考
慮
す
る

こ
と
。

二
、
設
置
の
場
所
に
関
す
る
施
行
規
制
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
は
同
一
場
所
に
あ
る

こ
れ
に
類
似
の
施
設
に
よ
っ
て
、
職
業
補
導
所
が
営
利
そ
の
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
補
導

を
阻
害
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

三
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
市
町
村
以
外
の
も
の
に
経
営
を
委
託
す
る
場
合
は
、
左
の
各

項
に
よ
る
こ
と
と
し
、
契
約
は
概
ね
別
紙
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

(

一)

経
営
の
委
託
は
、
都
道
府
県
知
事
の
責
任
に
お
い
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
経
営
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
常
に
厳
重
な
監
査
に
よ
り
こ
れ
が
実
態
を
確
実
に
把

握
し
て
お
く
こ
と
。

(

二)

前
項
の
監
査
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
監
督
官
を
定
め
、
補
導
の
状
況
及
び
補
助
金

の
経
理
状
況
等
に
し
、
絶
え
ず
監
督
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

(

三)

経
営
の
委
託
を
不
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
補
助
金
の
停
止
又
は
返
還
を

命
ず
る
等
適
切
に
処
置
を
講
じ
、
必
要
に
応
じ
都
道
府
県
自
ら
こ
れ
が
経
営
に
当
た
る
こ

と
。

四
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
又
は
人
に
対
し
て
は
、
総
体
に
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

文
部
省
又
は
厚
生
省
所
管
の
施
設
に
お
い
て
職
業
補
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
補
導
種
目
が
労
働
市
場
の
需
要
に
適
合
し
且
つ
そ
の
運
営
が
職
業
安
定
局
長
の
定
め

る
基
準
に
合
致
す
る
と
き
は
、
職
業
補
導
施
設
と
し
て
補
助
金
交
付
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

五
、
職
業
補
導
所
の
名
称
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
文
字
を
用
い
る
と
共
に
、
必
ず
経
営

主
体
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
文
字
を
冠
す
る
こ
と
。

例

〇
〇
県
〇
〇
〇
公
共
職
業
補
導
所

〇
〇
市

〃

財
団
法
人

何
々

〃

六
、
な
お
、
職
業
補
導
所
は
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十

六
号)

第
八
十
三
条
の
各
種
学
校
と
し
て
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
留
意
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

第
三

職
業
補
導
所
の
規
模
等
の
基
準
に
關
す
る
事
項

一
、
職
業
補
導
所
の
定
員
は
、
施
設
の
効
率
的
な
運
営
を
考
慮
し
、
一
種
目
に
つ
い
て
、
最

低
三
十
人
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
備
考
）
昭
和
二
十
三
年
度
豫
算
に
お
い
て
は
、
職
業
補
導
所
の
規
模
は
定
員
は
五
十
、
百
、

二
百
五
十
の
三
種
を
標
準
と
し
て
要
求
中
で
あ
る
の
で
、
参
考
と
せ
ら
れ
た
い
。

二
、
作
業
場
に
お
け
る
危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
に
準
拠
す
る
も
の

と
し
特
に
左
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

①
動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
機
械
の
う
ち
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
必

ず
安
全
装
置
を
設
け
る
外
、
こ
れ
に
接
近
し
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
は
、
適
當
な
帽

子
及
び
作
業
服
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
。

②
建
築
物
に
は
、
そ
の
規
模
に
適
應
す
る
貯
水
池
、
消
火
器
、
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備

を
適
所
に
設
け
る
こ
と
。

③
作
業
場
に
お
い
て
は
粉
塵
防
止
又
は
換
気
、
採
光
等
に
つ
い
て
適
當
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

④
作
業
場
に
は
負
傷
者
の
手
當
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
る
こ
と
。

三
、
補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充

分
の
檢
討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
さ
ざ
る
よ
う
そ
の
最
小
限
度
は
必
ず
之
を
整
備
す

る
こ
と
。

な
お
、
補
導
種
目
及
び
規
模
別
の
設
備
の
種
類
及
び
数
量
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、

當
局
に
お
い
て
目
下
準
備
中
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
決
定
し
た
場
合
は
、
そ
の
基
準
に
よ

る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
、
當
該
職
業
種
目
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
限
度

と
、
そ
の
補
導
を
う
け
る
者
の
生
活
状
態
と
を
勘
案
し
、
概
ね
六
ヶ
月
を
標
準
と
す
る
も
、

補
導
種
目
の
如
何
に
よ
り
、
こ
れ
を
一
時
延
長
し
、
又
は
三
ヶ
月
を
降
ら
ざ
る
範
囲
に
お

い
て
短
縮
し
て
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

補
導
期
間
を
一
年
を
超
え
て
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
職
業
安
定
局
長
の
特
別
の
承
認

を
要
す
る
こ
と
。
な
お
、
主
要
な
補
導
種
目
別
の
補
導
期
間
の
基
準
に
つ
い
て
は
近
く
通

牒
の
豫
定
で
あ
る
こ
と
。

五
、
補
導
教
程
の
實
施
に
つ
い
て
は
補
導
全
期
間
に
お
け
る
進
度
に
関
し
て
、
精
密
な
計
画

を
樹
立
し
、
指
導
員
相
互
の
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
計
画
的
、
系
統
的
な
補
導
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

補
導
種
目
別
の
教
程
の
基
準
は
、
建
築
工
、
木
船
工
、
和
洋
裁
及
び
公
民
科
に
つ
い
て
、

既
に
通
牒
せ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。
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イ
ピ
ス
ト
、
筆
耕
、
洋
裁
師
、
陶
工
、
義
肢
工

第
二

職
業
補
導
所
の
設
置
、
経
営
に
関
す
る
事
項

一
、
職
業
補
導
所
の
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
、
労
働
力
の
需
給
状
況
に
よ
っ
て
決
定
す

べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
目
下
の
諸
情
勢
に
鑑
み
て
通
勤
の
利
便
を
充
分
考
慮
す
る

こ
と
。

二
、
設
置
の
場
所
に
関
す
る
施
行
規
制
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
は
同
一
場
所
に
あ
る

こ
れ
に
類
似
の
施
設
に
よ
っ
て
、
職
業
補
導
所
が
営
利
そ
の
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
補
導

を
阻
害
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

三
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
市
町
村
以
外
の
も
の
に
経
営
を
委
託
す
る
場
合
は
、
左
の
各

項
に
よ
る
こ
と
と
し
、
契
約
は
概
ね
別
紙
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

(

一)

経
営
の
委
託
は
、
都
道
府
県
知
事
の
責
任
に
お
い
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
経
営
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
常
に
厳
重
な
監
査
に
よ
り
こ
れ
が
実
態
を
確
実
に
把

握
し
て
お
く
こ
と
。

(

二)

前
項
の
監
査
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
監
督
官
を
定
め
、
補
導
の
状
況
及
び
補
助
金

の
経
理
状
況
等
に
し
、
絶
え
ず
監
督
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

(

三)

経
営
の
委
託
を
不
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
補
助
金
の
停
止
又
は
返
還
を

命
ず
る
等
適
切
に
処
置
を
講
じ
、
必
要
に
応
じ
都
道
府
県
自
ら
こ
れ
が
経
営
に
当
た
る
こ

と
。

四
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
又
は
人
に
対
し
て
は
、
総
体
に
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

文
部
省
又
は
厚
生
省
所
管
の
施
設
に
お
い
て
職
業
補
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
補
導
種
目
が
労
働
市
場
の
需
要
に
適
合
し
且
つ
そ
の
運
営
が
職
業
安
定
局
長
の
定
め

る
基
準
に
合
致
す
る
と
き
は
、
職
業
補
導
施
設
と
し
て
補
助
金
交
付
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

五
、
職
業
補
導
所
の
名
称
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
文
字
を
用
い
る
と
共
に
、
必
ず
経
営

主
体
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
文
字
を
冠
す
る
こ
と
。

例

〇
〇
県
〇
〇
〇
公
共
職
業
補
導
所

〇
〇
市

〃

財
団
法
人

何
々

〃

六
、
な
お
、
職
業
補
導
所
は
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十

六
号)

第
八
十
三
条
の
各
種
学
校
と
し
て
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
留
意
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

第
三

職
業
補
導
所
の
規
模
等
の
基
準
に
關
す
る
事
項

一
、
職
業
補
導
所
の
定
員
は
、
施
設
の
効
率
的
な
運
営
を
考
慮
し
、
一
種
目
に
つ
い
て
、
最

低
三
十
人
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
備
考
）
昭
和
二
十
三
年
度
豫
算
に
お
い
て
は
、
職
業
補
導
所
の
規
模
は
定
員
は
五
十
、
百
、

二
百
五
十
の
三
種
を
標
準
と
し
て
要
求
中
で
あ
る
の
で
、
参
考
と
せ
ら
れ
た
い
。

二
、
作
業
場
に
お
け
る
危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
に
準
拠
す
る
も
の

と
し
特
に
左
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

①
動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
機
械
の
う
ち
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
必

ず
安
全
装
置
を
設
け
る
外
、
こ
れ
に
接
近
し
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
は
、
適
當
な
帽

子
及
び
作
業
服
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
。

②
建
築
物
に
は
、
そ
の
規
模
に
適
應
す
る
貯
水
池
、
消
火
器
、
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備

を
適
所
に
設
け
る
こ
と
。

③
作
業
場
に
お
い
て
は
粉
塵
防
止
又
は
換
気
、
採
光
等
に
つ
い
て
適
當
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

④
作
業
場
に
は
負
傷
者
の
手
當
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
る
こ
と
。

三
、
補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充

分
の
檢
討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
さ
ざ
る
よ
う
そ
の
最
小
限
度
は
必
ず
之
を
整
備
す

る
こ
と
。

な
お
、
補
導
種
目
及
び
規
模
別
の
設
備
の
種
類
及
び
数
量
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、

當
局
に
お
い
て
目
下
準
備
中
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
決
定
し
た
場
合
は
、
そ
の
基
準
に
よ

る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
、
當
該
職
業
種
目
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
限
度

と
、
そ
の
補
導
を
う
け
る
者
の
生
活
状
態
と
を
勘
案
し
、
概
ね
六
ヶ
月
を
標
準
と
す
る
も
、

補
導
種
目
の
如
何
に
よ
り
、
こ
れ
を
一
時
延
長
し
、
又
は
三
ヶ
月
を
降
ら
ざ
る
範
囲
に
お

い
て
短
縮
し
て
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

補
導
期
間
を
一
年
を
超
え
て
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
職
業
安
定
局
長
の
特
別
の
承
認

を
要
す
る
こ
と
。
な
お
、
主
要
な
補
導
種
目
別
の
補
導
期
間
の
基
準
に
つ
い
て
は
近
く
通

牒
の
豫
定
で
あ
る
こ
と
。

五
、
補
導
教
程
の
實
施
に
つ
い
て
は
補
導
全
期
間
に
お
け
る
進
度
に
関
し
て
、
精
密
な
計
画

を
樹
立
し
、
指
導
員
相
互
の
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
計
画
的
、
系
統
的
な
補
導
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

補
導
種
目
別
の
教
程
の
基
準
は
、
建
築
工
、
木
船
工
、
和
洋
裁
及
び
公
民
科
に
つ
い
て
、

既
に
通
牒
せ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。
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（
注
）
昭
和
二
十
二
年
二
月
四
日
勤
発
第
四
二
号
、
同
年
二
月
二
十
四
日
勤
発
第
八
八
号
、

同
年
六
月
六
日
職
発
第
三
三
一
号
、
同
年
八
月
八
日
職
発
第
五
四
号

機
械
工
、
自
動
車
修
理
工
、
自
轉
車
修
理
工
、
時
計
修
理
工
、
鋳
物
工
、
鍛
冶
工
、
熔

接
工
、
電
気
機
械
修
理
工
、
ラ
ヂ
オ
組
立
修
理
工
の
教
程
に
關
し
て
は
、
近
く
通
牒
す
る

豫
定
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
種
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
決
定
に
至
る
迄
は
各
補
導
所
毎

に
教
程
案
を
作
成
し
、
貴
職
の
承
認
を
う
け
し
む
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
、
職
業
補
導
所
の
所
長
は
原
則
と
し
て
、
指
導
員
の
内
一
名
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ

と
。
指
導
員
は
原
則
と
し
て
、
補
導
生
二
十
人
に
一
人
の
割
合
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
お
く

も
の
と
し
、
そ
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
担
当
の
学
科
或
は
技
術
に
つ
い
て
は
相
当
の
学
力

又
は
実
地
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
指
導
員
の
資
格
に
関
す
る
具
体

的
の
基
準
に
つ
い
て
は
実
情
調
査
の
上
今
後
逐
次
決
定
し
、
通
牒
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

第
四

職
業
補
導
生
に
関
す
る
事
項

一
、
募
集
、
選
考
は
、
公
共
職
業
安
定
所
が
、
こ
れ
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
、
職
業
補
導
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
義
務
教
育
修
了
者
に
限
る
こ
と
。

三
、
施
行
規
則
第
二
十
一
條
第
五
項
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
旨

を
、
そ
の
希
望
す
る
職
業
補
導
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
す
る

こ
と
。

四
、
施
行
規
則
第
二
十
一
條
第
四
項
の
「
希
望
に
基
い
て
」
と
あ
る
趣
旨
は
、
職
業
補
導
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
を
、
強
制
し
て
そ
の
希
望
せ
ざ
る
補
導
所
に
入
所
せ
し
め
て
は
な
ら

な
い
と
の
意
図
で
あ
る
こ
と
。

五
、
補
導
手
当
に
つ
い
て
は
、
予
算
決
定
次
第
別
途
通
牒
の
豫
定
で
あ
る
こ
と
。

六
、
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
は
、
補
導
生
を
職
業
補
導
の
目
的
と
関
連
の
な
い
業
務

（
例
、
タ
イ
ピ
ス
ト
補
導
所
に
お
け
る
封
筒
張
或
は
農
耕
等
）
に
強
制
的
に
従
事
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
補
導
を
不
純
に
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
趣
旨
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
施
に
つ
い

て
は
充
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

七
、
寄
宿
舎
設
備
の
必
要
あ
る
と
き
は
、
寄
宿
舎
の
附
設
或
は
適
当
な
る
家
屋
に
対
す
る
寄

宿
舎
の
斡
旋
等
に
つ
い
て
、
極
力
配
意
す
る
こ
と
。

第
五

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
関
す
る
事
項

一
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
施
行
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
原
則
は
、
通
常
の
補

導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
自
信
と
希
望
を
持
た
し
め
、
通
常
の
職
業
に

就
く
こ
と
を
、
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
こ
と
。

二
、
前
項
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
充
分
な
る
宣
伝
、
啓
蒙
を
行
つ
て
可
及
的
多
数
の
者
を

吸
収
す
る
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
選
考
に
当
つ
て
は
、
障
害
の
原
因
に
つ
い
て
絶
対
に
差
別
す
る
こ
と
な
く
、
且
つ
官
公

立
医
療
機
関
（
国
立
病
院
、
保
健
所
、
大
学
病
院
等
）
と
緊
密
な
る
連
絡
を
保
持
し
て
、

遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
に
当
つ
て
は
、
特
に
技
術
的
な
指
導
方
法
に
留
意
し
、
必
要
に
応
じ
期
間
の
延
長

等
の
考
慮
を
す
る
も
妨
げ
ず
、
且
つ
医
療
並
び
に
寄
宿
設
備
に
つ
い
て
は
可
及
的
に
考
慮

す
る
こ
と
。

五
、
特
別
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
安
全
衛
生
等
に
つ
い
て
、
特
に
考

慮
す
る
と
共
に
、
作
業
設
備
の
改
善
、
補
導
種
目
並
び
に
義
肢
修
理
等
に
つ
い
て
も
適
切

な
る
方
策
を
図
ず
る
こ
と
。

六
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
に
関
す
る
以
上
の
措
置
を
充
全
な
ら
し
め

る
た
め
に
、
都
道
府
県
に
必
ず
担
当
官
を
お
く
こ
と
。

第
六

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
の
訓
練
に
関
す
る
事
項

一
、
職
業
補
導
施
設
と
し
て
の
共
同
作
業
施
設
に
対
す
る
補
助
は
、
当
該
施
設
で
行
う
作
業

の
訓
練
が
職
業
の
補
導
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

職
業
補
導
と
認
め
ら
る
作
業
の
訓
練
と
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
い
へ
ば
、

縫
製
、
製
帽
、
製
莚
、
竹
細
工
の
如
く
そ
の
技
能
を
全
面
的
に
習
得
す
る
に
は
、
少
く
と

も
一
ケ
月
以
上
を
要
す
る
も
の
を
い
い
、
討
筒
張
り
、
鼻
緒
作
り
、
製
縄
等
の
如
く
三
十

日
未
満
の
短
期
間
で
容
易
に
修
得
で
き
る
も
の
は
、
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
、
前
項
に
該
当
す
る
作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
施
設
の
経

營
者
が
補
助
金
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
材
の
入
手
そ
の
他
経
営
に
つ
い
て
何
等
か

の
特
別
の
利
便
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
補
助

金
の
交
付
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
特
に
作
業
の
訓
練
に
要
す
る
資
材
と
し
て
は
、
必

出
資
と
し
て
特
別
の
援
助
は
行
わ
な
い
こ
と
。

三
、
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
の
趣
旨
は
か
か
る
施
設
は
、
公
共
性
の
あ
る
職
業
補
導
施

設
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
排
除
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
こ
れ
が
適
用
に
当
つ
て
は
、
従
来
の
関
係
等
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
厳
重
に
こ

れ
を
行
う
こ
と
。

四
、
作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
に
対
す
る
補
助
金
は
、
作
業
の
訓
練
を
受
く
べ
き

者
の
数
に
応
じ
て
、
必
要
の
限
度
に
お
い
て
交
付
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
配
分

を
適
正
な
ら
し
め
る
爲
に
は
、
作
業
の
訓
練
を
受
く
べ
き
者
の
数
を
施
設
毎
に
確
認
す
る
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こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
詳
細
な
る
人
名
一
覧
表
を
備
付
せ
し
め
る
と
共
に
、
常
に
指

導
監
督
の
た
め
実
地
監
査
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

な
お
、
居
宅
作
業
員
は
補
助
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
共
同
作
業
特
別
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
と
し
て
、
従
来
の
如
き
補
助
金
の
交
付

は
行
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
必
要
の
あ
る
と
き
は
法
第
三
〇
条
の
援
助
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

六
、
学
校
の
生
徒
又
は
職
業
補
導
所
の
補
導
生
で
学
校
又
は
補
導
所
の
時
間
外
に
、
共
同
作

業
施
設
に
お
い
て
作
業
の
訓
練
を
受
け
る
も
の
に
対
し
て
は
、
補
助
金
の
交
付
を
な
し
得

な
い
こ
と
。

七
、
作
業
の
訓
練
に
対
す
る
補
助
金
を
う
け
て
居
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
地
方
税
を
免
除

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
七

工
場
事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
に
関
す
る
事
項

一
、
法
第
三
十
条
は
職
業
補
導
の
一
環
と
し
て
、
従
業
員
に
対
す
る
技
術
訓
練
を
行
う
工
場

事
業
場
に
対
し
て
、
技
術
的
な
援
助
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
積
極
的
に
、
こ

の
規
定
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
、
前
項
の
援
助
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
事
業
場
よ
り
、
そ
の
行
わ
ん
と
す
る

作
業
訓
練
計
画
を
提
出
せ
し
め
、
こ
れ
を
審
査
し
て
必
要
な
る
指
導
を
な
し
、
又
そ
の
内

容
に
応
じ
て
參
考
資
料
の
送
付
或
は
職
員
又
は
指
導
員
の
派
遣
等
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八

国
庫
補
助
金
の
申
請
に
関
す
る
事
項

一
、
国
庫
補
助
金
の
交
付
申
請
書
（
計
画
変
更
申
請
書
を
含
む
）
は
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

と
。

二
、
国
庫
補
助
金
の
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
今
回
に
限
り
三
月
十
日
迄
に
本
省
に
到
着
す

る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

第
九

報
告
に
関
す
る
事
項

一
、
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
昭
和
二
十
三
年
度
職
業
補
導
実
施
状
況
の
定
期

報
告
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ
る
こ
と
。

二
、
各
補
導
所
よ
り
様
式
第
二
号
第
二
表
の
報
告
書
を
作
成
、
翌
月
五
日
ま
で
に
都
道
府
県

に
提
出
せ
し
め
、
都
道
府
県
は
右
報
告
を
集
計
し
様
式
第
二
号
第
一
表
の
総
括
表
を
作
成

し
十
日
ま
で
に
第
二
表
の
報
告
書
を
附
し
本
省
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
、
様
式
第
二
号
第
三
表
は
様
式
第
二
号
第
二
表
の
備
考
欄
該
当
者
（
身
体
障
害
者
）
を
障

害
部
位
別
に
作
成
す
る
も
の
で
、
様
式
第
二
号
第
一
表
に
な
ら
い
総
括
表
を
作
成
添
付
提

出
す
る
こ
と
。

四
、
本
年
度
分
は
従
来
通
り
と
す
る
こ
と
。

第
十

そ
の
他

一
、
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
特
に
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
を
活
用
し

て
連
絡
を
密
に
し
、
そ
の
内
容
の
充
実
に
つ
と
め
る
こ
と
。

二
、
補
導
生
が
生
活
に
困
窮
し
又
は
困
窮
す
る
恐
れ
の
あ
る
と
き
は
、
関
係
機
関
と
緊
密
な

る
連
繋
を
保
持
し
て
、
生
活
保
護
法
、
失
業
保
險
法
、
失
業
手
当
法
等
の
円
滑
な
る
運
用

に
留
意
し
て
、
生
活
の
安
定
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

三
、
職
業
補
導
所
に
少
く
と
も
左
の
簿
冊
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

①

總
体
に
関
す
る
も
の

法
例
そ
の
他
例
規
通
牒
の
綴

②

文
書
に
関
す
る
も
の

⒈
文
書
台
帳

⒉
文
書
授
受
発
送
簿

③

経
理
に
関
す
る
も
の

⒈
会
計
出
納
簿

⒉
各
種
證
憑
書
類

⒊
実
習
収
益
使
途
明
細
書

④

物
品
に
関
す
る
も
の

物
品
台
帳
（
土
地
、
建
物
を
含
む
）

⑤

資
材
そ
の
他
配
給
物
資
に
関
す
る
も
の

⒈
資
材
受
払
簿

⒉
製
品
受
払
簿

⒊
配
給
物
資
受
払
簿

⑥

職
員
に
関
す
る
も
の

⒈
履
歴
書
綴

⒉
勤
怠
簿

⑦

補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）
に
関
す
る
も
の

⒈
勤
怠
簿

⒉
補
導
（
作
業
訓
練
）
手
当
支
給
簿

⒊
作
業
訓
練
生
賃
金
支
払
簿

⒋
補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）



- 89 -

こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
詳
細
な
る
人
名
一
覧
表
を
備
付
せ
し
め
る
と
共
に
、
常
に
指

導
監
督
の
た
め
実
地
監
査
を
行
わ
し
め
る
こ
と
。

な
お
、
居
宅
作
業
員
は
補
助
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
共
同
作
業
特
別
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
と
し
て
、
従
来
の
如
き
補
助
金
の
交
付

は
行
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
必
要
の
あ
る
と
き
は
法
第
三
〇
条
の
援
助
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

六
、
学
校
の
生
徒
又
は
職
業
補
導
所
の
補
導
生
で
学
校
又
は
補
導
所
の
時
間
外
に
、
共
同
作

業
施
設
に
お
い
て
作
業
の
訓
練
を
受
け
る
も
の
に
対
し
て
は
、
補
助
金
の
交
付
を
な
し
得

な
い
こ
と
。

七
、
作
業
の
訓
練
に
対
す
る
補
助
金
を
う
け
て
居
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
地
方
税
を
免
除

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
七

工
場
事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
に
関
す
る
事
項

一
、
法
第
三
十
条
は
職
業
補
導
の
一
環
と
し
て
、
従
業
員
に
対
す
る
技
術
訓
練
を
行
う
工
場

事
業
場
に
対
し
て
、
技
術
的
な
援
助
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
積
極
的
に
、
こ

の
規
定
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
、
前
項
の
援
助
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
事
業
場
よ
り
、
そ
の
行
わ
ん
と
す
る

作
業
訓
練
計
画
を
提
出
せ
し
め
、
こ
れ
を
審
査
し
て
必
要
な
る
指
導
を
な
し
、
又
そ
の
内

容
に
応
じ
て
參
考
資
料
の
送
付
或
は
職
員
又
は
指
導
員
の
派
遣
等
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八

国
庫
補
助
金
の
申
請
に
関
す
る
事
項

一
、
国
庫
補
助
金
の
交
付
申
請
書
（
計
画
変
更
申
請
書
を
含
む
）
は
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

と
。

二
、
国
庫
補
助
金
の
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
今
回
に
限
り
三
月
十
日
迄
に
本
省
に
到
着
す

る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

第
九

報
告
に
関
す
る
事
項

一
、
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
昭
和
二
十
三
年
度
職
業
補
導
実
施
状
況
の
定
期

報
告
は
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ
る
こ
と
。

二
、
各
補
導
所
よ
り
様
式
第
二
号
第
二
表
の
報
告
書
を
作
成
、
翌
月
五
日
ま
で
に
都
道
府
県

に
提
出
せ
し
め
、
都
道
府
県
は
右
報
告
を
集
計
し
様
式
第
二
号
第
一
表
の
総
括
表
を
作
成

し
十
日
ま
で
に
第
二
表
の
報
告
書
を
附
し
本
省
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
、
様
式
第
二
号
第
三
表
は
様
式
第
二
号
第
二
表
の
備
考
欄
該
当
者
（
身
体
障
害
者
）
を
障

害
部
位
別
に
作
成
す
る
も
の
で
、
様
式
第
二
号
第
一
表
に
な
ら
い
総
括
表
を
作
成
添
付
提

出
す
る
こ
と
。

四
、
本
年
度
分
は
従
来
通
り
と
す
る
こ
と
。

第
十

そ
の
他

一
、
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
特
に
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
を
活
用
し

て
連
絡
を
密
に
し
、
そ
の
内
容
の
充
実
に
つ
と
め
る
こ
と
。

二
、
補
導
生
が
生
活
に
困
窮
し
又
は
困
窮
す
る
恐
れ
の
あ
る
と
き
は
、
関
係
機
関
と
緊
密
な

る
連
繋
を
保
持
し
て
、
生
活
保
護
法
、
失
業
保
險
法
、
失
業
手
当
法
等
の
円
滑
な
る
運
用

に
留
意
し
て
、
生
活
の
安
定
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

三
、
職
業
補
導
所
に
少
く
と
も
左
の
簿
冊
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

①

總
体
に
関
す
る
も
の

法
例
そ
の
他
例
規
通
牒
の
綴

②

文
書
に
関
す
る
も
の

⒈
文
書
台
帳

⒉
文
書
授
受
発
送
簿

③

経
理
に
関
す
る
も
の

⒈
会
計
出
納
簿

⒉
各
種
證
憑
書
類

⒊
実
習
収
益
使
途
明
細
書

④

物
品
に
関
す
る
も
の

物
品
台
帳
（
土
地
、
建
物
を
含
む
）

⑤

資
材
そ
の
他
配
給
物
資
に
関
す
る
も
の

⒈
資
材
受
払
簿

⒉
製
品
受
払
簿

⒊
配
給
物
資
受
払
簿

⑥

職
員
に
関
す
る
も
の

⒈
履
歴
書
綴

⒉
勤
怠
簿

⑦

補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）
に
関
す
る
も
の

⒈
勤
怠
簿

⒉
補
導
（
作
業
訓
練
）
手
当
支
給
簿

⒊
作
業
訓
練
生
賃
金
支
払
簿

⒋
補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）
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調
査
表
（
入
所
、
退
所
、
就
職
、
個
性
、
身
上
、
成
積
に
関
す
る
諸
調
査
）

⑧

そ
の
他

⒈
補
導
（
作
業
訓
練
）
日
程
表

⒉
定
期
、
随
時
報
告
綴

（
別
紙
）

契契
約約
書書
準準
則則

○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
○
○
都
道
府
県
知
事
（
以
下
甲
と
い
う
）
は
、
そ
の

経
営
責
任
者
と
し
て
指
定
せ
ら
れ
た
る
○
○
（
以
下
乙
と
い
う
）
と
左
の
契
約
を
締
結
し
、
乙

は
そ
の
契
約
の
条
項
を
誠
意
を
も
っ
て
履
行
し
職
業
補
導
の
使
命
達
成
に
努
め
る
こ
と
を
誓
う

も
の
と
す
る
。

第
一
条

乙
は
○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
、
職
業
安
定
法
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ

に
基
く
基
準
（
以
下
法
令
と
稱
す
る
）
及
び
甲
の
定
め
る
所
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

甲
は
乙
に
対
し
て
、
経
営
に
要
す
る
昭
和

年
度
分
経
費
と
し
て
金
○
○
円
を
、
四

半
期
に
分
け
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

乙
は
本
契
約
締
結
後
直
ち
に
施
設
々
備
の
整
備
に
着
手
し
、

年
月

日
よ
り
職
業

補
導
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
○
○
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
左
に
よ
り
○
○
（
種
目
名
）
に
関
す
る
職

業
補
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
、
定
員

名

二
、
期
間

月

三
、
方
法

四
、
入
所
月
日

第
五
条

乙
は
前
節
の
事
項
を
変
更
し
又
は
○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
營
を
廃
止
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
甲
の
承
認
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

乙
は
常
に
公
共
職
業
補
導
所
と
密
接
な
る
連
絡
を
保
持
し
て
、
定
員
の
充
足
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

乙
は
補
導
生
に
対
す
る
危
害
防
止
衛
生
及
び
厚
生
に
関
す
る
施
設
に
関
し
て
責
任
を

有
し
且
つ
い
や
し
く
も
補
導
生
に
対
し
職
業
補
導
目
的
に
反
す
る
が
如
き
処
置
な
き
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
補
導
機
械
に
関
し
て
法
令
に
適
合
す
る
に
努
め
る
は
も
と
よ
り
常
に
補
導
に
支

障
を
來
さ
ざ
る
よ
う
萬
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
そ
の
職
員
の
指
導
監
督
に
つ
い
て
、
萬
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

乙
は
交
付
金
の
経
理
に
関
し
て
は
厳
に
甲
の
指
示
す
る
所
に
従
い
そ
の
適
正
を
期
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

甲
は
乙
に
対
し
四
半
期
毎
に
定
員
を
基
準
と
し
て
、
補
導
手
当
の
全
額
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

乙
は
四
半
期
終
了
後
、
当
該
期
間
に
お
い
て
の
支
払
済
額
及
び
殘
額
を
、
證
憑
書
類
を
添
え

て
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

甲
は
前
項
の
報
告
に
基
き
残
額
の
第
一
項
と
の
差
額
を
次
四
半
期
分
と
し
て
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

第
十
二
条

甲
は
乙
が
経
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
不
足
を
生
じ
た
と
き
の
処
置
に
つ
い
て

は
、
甲
と
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

甲
は
経
営
に
関
し
必
要
な
る
資
材
資
金
の
あ
っ
旋
及
び
技
術
的
援
助
そ
の
他
必
要

な
る
援
助
を
な
す
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

乙
は
各
四
半
期
終
了
後
直
ち
に
、
当
該
四
半
期
の
事
業
の
概
要
及
び
経
理
状
況
に

関
す
る
報
告
を
甲
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
十
五
条

甲
は
い
つ
で
も
実
地
に
つ
き
経
営
状
況
の
査
察
、
経
理
の
監
査
を
行
い
若
し
く
は

必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

甲
は
左
の
場
合
に
は
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
し
、
返
納
を
命
じ
及
び
契

約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
法
令
或
は
本
契
約
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き

二
、
職
業
補
導
の
趣
旨
に
反
し
た
と
認
め
る
と
き

三
、
事
業
の
継
続
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き

本
契
約
成
立
の
証
と
し
て
本
契
約
書
二
通
を
作
成
し
、
双
方
記
名
捺
印
の
上
各
そ
の
一
通

を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

年

月

日

甲

○
○
都
道
府
県
知
事

氏

名

印

乙

○
○
○

氏

名

印

『
時
報
』
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昭
和
二
三
年
三
月
八
日

〔
五
─
二
─
一
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
八
八
号
）

共共
同同
作作
業業
施施
設設
のの
設設
置置
運運
営営
つつ
いい
てて

共
同
作
業
施
設
は
そ
の
本
来
の
目
的
た
る
失
業
者
に
し
て
就
職
困
難
な
者
に
就
業
の
機
会
を

与
え
て
そ
の
生
活
の
安
定
を
得
さ
し
め
る
と
共
に
、
職
に
就
く
に
必
要
な
知
識
技
能
を
得
せ
し

め
る
外
生
産
の
振
興
に
も
寄
与
せ
し
め
る
失
業
対
策
の
見
地
に
立
脚
し
て
、
こ
れ
を
設
置
運
営

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
鑑
み
、
昭
和
二
十
三
年
度
よ
り
は
本
業
務
を
職
業
補
導
課
よ
り
失

業
対
策
課
に
移
管
す
る
と
共
に
、
従
来
の
設
置
並
に
運
営
方
針
に
相
当
の
変
革
を
加
え
る
必
要

が
あ
り
、
目
下
左
記
基
本
方
針
の
下
に
具
体
案
作
成
中
で
あ
る
が
、
右
基
本
方
針
に
よ
る
運
営

上
の
参
考
に
資
し
た
い
か
ら
別
紙
諸
事
項
に
関
し
て
特
に
考
慮
を
要
す
る
事
柄
に
つ
き
来
る
三

月
二
十
日
迄
に
御
回
答
願
い
し
た
い
。

な
お
職
業
安
定
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
う
作
業

の
訓
練
に
つ
い
て
は
職
業
補
導
課
と
し
て
従
来
通
り
取
扱
う
か
ら
併
せ
て
了
知
さ
れ
た
い
。

記

共共
同同
作作
業業
施施
設設
並並
びび
にに
運運
営営
基基
本本
方方
針針

一

共
同
作
業
施
設
は
、
そ
の
目
的
た
る
失
業
者
に
し
て
就
職
困
難
な
者
に
対
し
就
業
の
機
会

を
与
え
、
そ
の
生
活
の
安
定
に
資
せ
し
め
る
と
共
に
職
に
就
く
に
必
要
な
知
識
技
能
を
得

せ
し
め
る
外
生
産
の
振
興
に
も
寄
与
せ
し
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
公
共
的
性
格
を
有
し
且

つ
失
業
対
策
の
一
環
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
設
置
並
び
に
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
て
は
、
政
府
は
公
共
事
業
費
を
以
て
こ
れ
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
う
作
業
の
訓
練
は
、
職
業
安
定
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

職
業
補
導
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
こ
れ
に
対
し
て
は
政
府
は
公
共
事
業

費
以
外
の
一
般
予
算
か
ら
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

共
同
作
業
施
設
の
経
営
主
体
は
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
と
す
る
。
市
町
村
は
都
道
府
県

の
監
督
の
下
に
経
営
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
す
る
。

四

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
生
産
又
は
加
工
に
必
要
な
資
材
及
び
そ
の
生
産
又
は
加
工
品
は

正
規
の
経
路
を
経
て
こ
れ
を
入
手
又
は
販
売
す
る
も
の
と
す
る
。

五

民
間
経
営
の
共
同
作
業
施
設
に
対
し
て
は
公
共
事
業
費
よ
り
の
補
助
金
は
こ
れ
を
与
え
ぬ

こ
と
と
な
っ
た
の
で
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
別
に
育
成
の
方
途
を
考

え
ら
れ
た
き
こ
と
。

六

民
間
事
業
主
と
契
約
し
加
工
を
請
負
す
る
共
同
作
業
施
設
は
公
共
事
業
と
は
認
め
難
い
こ

と
。

基基
本本
方方
針針
にに
対対
すす
るる
参参
考考
意意
見見

都
道
府
県
名

一

経
営
主
体
に
つ
い
て

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
。

二

経
営
方
法
に
つ
い
て

㈠
基
本
方
針
第
四
項
に
よ
る
経
営
の
成
否
と
そ
の
事
由

㈡
経
営
に
必
要
な
資
金
、
資
材
の
入
手
方
法
と
製
品
販
売
の
具
体
的
事
項

三

そ
の
他
に
つ
い
て

共

同

作

業

施

設

状

況

都
道
府
県
名

経

営

主

体

作

業

人

員

事

業

費

作
業
者
の
収
入

種
別

二
月
末
実
人
員

都
道
府
県

市
町
村

公
益
法
人

そ
の
他

計

延
人
員

男

女

人
件
費

そ
の
他

最
高

最
低

平
均

人

人

人

円

円

円

円

円

繊
維
品

（

）

（

）

（

）

木
工
品

（

）

（

）

（

）

竹
工
品

（

）

（

）

（

）

紙
工
品

（

）

（

）

（

）

食

品

（

）

（

）

（

）
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昭
和
二
三
年
三
月
八
日

〔
五
─
二
─
一
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
八
八
号
）

共共
同同
作作
業業
施施
設設
のの
設設
置置
運運
営営
つつ
いい
てて

共
同
作
業
施
設
は
そ
の
本
来
の
目
的
た
る
失
業
者
に
し
て
就
職
困
難
な
者
に
就
業
の
機
会
を

与
え
て
そ
の
生
活
の
安
定
を
得
さ
し
め
る
と
共
に
、
職
に
就
く
に
必
要
な
知
識
技
能
を
得
せ
し

め
る
外
生
産
の
振
興
に
も
寄
与
せ
し
め
る
失
業
対
策
の
見
地
に
立
脚
し
て
、
こ
れ
を
設
置
運
営

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
鑑
み
、
昭
和
二
十
三
年
度
よ
り
は
本
業
務
を
職
業
補
導
課
よ
り
失

業
対
策
課
に
移
管
す
る
と
共
に
、
従
来
の
設
置
並
に
運
営
方
針
に
相
当
の
変
革
を
加
え
る
必
要

が
あ
り
、
目
下
左
記
基
本
方
針
の
下
に
具
体
案
作
成
中
で
あ
る
が
、
右
基
本
方
針
に
よ
る
運
営

上
の
参
考
に
資
し
た
い
か
ら
別
紙
諸
事
項
に
関
し
て
特
に
考
慮
を
要
す
る
事
柄
に
つ
き
来
る
三

月
二
十
日
迄
に
御
回
答
願
い
し
た
い
。

な
お
職
業
安
定
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
う
作
業

の
訓
練
に
つ
い
て
は
職
業
補
導
課
と
し
て
従
来
通
り
取
扱
う
か
ら
併
せ
て
了
知
さ
れ
た
い
。

記

共共
同同
作作
業業
施施
設設
並並
びび
にに
運運
営営
基基
本本
方方
針針

一

共
同
作
業
施
設
は
、
そ
の
目
的
た
る
失
業
者
に
し
て
就
職
困
難
な
者
に
対
し
就
業
の
機
会

を
与
え
、
そ
の
生
活
の
安
定
に
資
せ
し
め
る
と
共
に
職
に
就
く
に
必
要
な
知
識
技
能
を
得

せ
し
め
る
外
生
産
の
振
興
に
も
寄
与
せ
し
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
公
共
的
性
格
を
有
し
且

つ
失
業
対
策
の
一
環
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
設
置
並
び
に
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
て
は
、
政
府
は
公
共
事
業
費
を
以
て
こ
れ
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
う
作
業
の
訓
練
は
、
職
業
安
定
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

職
業
補
導
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
こ
れ
に
対
し
て
は
政
府
は
公
共
事
業

費
以
外
の
一
般
予
算
か
ら
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

共
同
作
業
施
設
の
経
営
主
体
は
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
と
す
る
。
市
町
村
は
都
道
府
県

の
監
督
の
下
に
経
営
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
す
る
。

四

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
生
産
又
は
加
工
に
必
要
な
資
材
及
び
そ
の
生
産
又
は
加
工
品
は

正
規
の
経
路
を
経
て
こ
れ
を
入
手
又
は
販
売
す
る
も
の
と
す
る
。

五

民
間
経
営
の
共
同
作
業
施
設
に
対
し
て
は
公
共
事
業
費
よ
り
の
補
助
金
は
こ
れ
を
与
え
ぬ

こ
と
と
な
っ
た
の
で
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
別
に
育
成
の
方
途
を
考

え
ら
れ
た
き
こ
と
。

六

民
間
事
業
主
と
契
約
し
加
工
を
請
負
す
る
共
同
作
業
施
設
は
公
共
事
業
と
は
認
め
難
い
こ

と
。

基基
本本
方方
針針
にに
対対
すす
るる
参参
考考
意意
見見

都
道
府
県
名

一

経
営
主
体
に
つ
い
て

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
に
配
慮
す
べ
き
事
項
。

二

経
営
方
法
に
つ
い
て

㈠
基
本
方
針
第
四
項
に
よ
る
経
営
の
成
否
と
そ
の
事
由

㈡
経
営
に
必
要
な
資
金
、
資
材
の
入
手
方
法
と
製
品
販
売
の
具
体
的
事
項

三

そ
の
他
に
つ
い
て

共

同

作

業

施

設

状

況

都
道
府
県
名

経

営

主

体

作

業

人

員

事

業

費

作
業
者
の
収
入

種
別

二
月
末
実
人
員

都
道
府
県

市
町
村

公
益
法
人

そ
の
他

計

延
人
員

男

女

人
件
費

そ
の
他

最
高

最
低

平
均

人

人

人

円

円

円

円

円

繊
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品

（

）

（

）

（

）

木
工
品

（

）

（

）

（

）

竹
工
品

（

）

（

）

（

）

紙
工
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（

）

（

）
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）

食
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）
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藁
工
品

（

）
（

）
（

）

計

（

）
（

）
（

）

備

考

一

本
調
は
、
従
来
労
働
省
よ
り
国
庫
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
共
同
作
業
施
設
に
つ
い
て
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

二

種
別
は
、
右
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
当
該
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

三

経
営
主
体
の
（

）
欄
は
、
新
運
営
方
針
に
よ
り
こ
れ
を
改
変
し
得
る
も
の
の
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

四

作
業
述
人
員
は
自
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
至
昭
和
二
十
三
年
二
月
末
日
迄
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。

五

事
業
費
は
、
右
期
間
に
お
け
る
既
支
出
額
を
人
件
費
と
そ
の
他
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
人
件
費
中
作
業
員
に
対
す
る
賃
金
は
含
ま
な
い
こ
と
。

六

作
業
者
の
収
入
は
、
本
年
二
月
の
月
額
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
六
月
一
〇
日

〔
五
─
二
─
一
四
〕
神
奈
川
県
告
示
第
二
四
七
号

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
等等
のの
各各
種種
学学
校校
指指
定定

左
に
掲
げ
る
補
導
所
及
び
養
成
所
は
、
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
各
種
学
校

に
指
定
す
る
。名

称

位

置

設
立
者

神
奈
川
県
語
学
要
員
公
共
職
業
補
導
所

横
須
賀
市
港
北
区
太
尾
町

神
奈
川
県

大
倉
山
文
化
科
学
研
究
所
内

神
奈
川
県
横
須
賀
公
共
職
業
補
導
所

横
須
賀
市
公
郷
町
五
七
九

同

神
奈
川
県
横
浜
建
築
工
公
共
職
業
補
導
所

横
浜
市
西
区
紅
葉
ケ
丘
五
九

同

神
奈
川
県
横
浜
自
動
車
修
理
工
公
共

横
浜
市
神
奈
川
区
千
若
町
三
ノ
一

同

職
業
補
導
所

神
奈
川
県
婦
人
公
共
職
業
補
導
所

藤
沢
市
藤
沢
一
六
六
〇

同

神
奈
川
県
小
田
原
公
共
職
業
補
導
所

小
田
原
市
幸
町
一
丁
目

同

神
奈
川
県
工
芸
指
導
所
内

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業
補
導
所

平
塚
市
本
宿
一
一
七
八

同

神
奈
川
県
与
瀬
公
共
職
業
補
導
所

津
久
井
郡
与
瀬
町
一
〇
六
四

同

神
奈
川
県
川
崎
木
工
公
共
職
業
補
導
所

川
崎
市
境
町
四
八

同

神
奈
川
県
蚕
業
技
術
員
養
成
所

高
座
郡
海
老
名
町
中
新
田

同

二
〇
一
〇
蚕
業
試
験
所
内

神
奈
川
県
農
業
技
術
員
養
成
所

鎌
倉
市
大
船
町
同
本
一
〇
一
八

同

農
事
試
験
所
内

『
神
公
報
』

昭
和
二
三
年
九
月
二
五
日

〔
五
─
二
─
一
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
一
八
五
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
のの
実実
習習
とと
労労
働働
基基
準準
法法
のの
規規
定定
並並
びび
にに
職職
業業
安安
定定

法法
にに
定定
めめ
るる
労労
働働
者者
提提
供供
事事
業業
禁禁
止止
のの
規規
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
関
し
、
職
業
安
定
法
に
基
く
職
業
補
導
と
し
て
行
わ
れ
る
実
習
に
対
し
、
労
働

基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

か
否
か
に
つ
い
て
種
々
疑
義
を
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
施
さ
れ
る
実
習
の
実
体
に
即
し
て

個
々
に
判
断
せ
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
概
に
は
律
し
得
な
い
が
、
概
ね
左
記
に

よ
り
、
そ
の
運
営
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
ご
配
慮
を
願
い
た
い
。

記記

１
．
そ
の
名
義
が
た
と
え
徒
弟
・
見
習
・
生
徒
・
補
導
生
で
あ
っ
て
も
労
働
の
対
象
と
し
て

報
酬
を
う
け
且
つ
、
そ
の
勤
務
の
実
体
が
一
般
従
業
員
と
同
様
で
あ
る
場
合
は
労
働
基

準
法
第
九
条
の
労
働
者
又
は
職
業
安
定
法
第
四
十
四
条
に
定
め
る
労
働
者
供
給
事
業
に

い
う
労
働
者
と
み
な
さ
れ
労
働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
者

供
給
事
業
禁
止
の
規
定
の
適
用
を
う
け
る
。

- 93 -

２
．
補
導
生
の
実
習
が
一
般
の
労
働
者
の
勤
務
と
そ
の
実
体
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労

働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
の
適

用
外
に
あ
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
左
の
条
件
を
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

実
習
作
業
に
従
事
す
る
者
が
工
場
事
業
場
と
使
用
関
係
に
立
た
な
い
こ
と
。

（
２
）

実
習
が
予
め
定
め
ら
れ
た
補
導
教
程
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

３
．
予
め
右
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
紛
議
を
さ
け
る
た
め
に
、
各
補
導
所

は
教
程
進
度
表
・
実
習
教
授
細
目
・
実
習
方
法
を
作
成
の
上
関
係
労
働
基
準
監
督
署
及

び
公
共
職
業
安
定
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
三
年
一
〇
月
一
日

〔
五
─
二
─
一
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
編
『
職
業
安
定
行
政
手
引
』

02300

‐03299

職職
業業
補補
導導
のの
基基
準準

02300

‐02349

方

針

02300

目

的

職
業
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
本
事
業
の
方
針
に
則
り
直
接
に
は
労
働
力
需
給
の
状
況
に
よ
り

そ
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
事
業
に
指
針
を
与
え
、
内
容
に
全
国
的
規
模
に

お
い
て
の
同
一
性
を
持
た
し
め
る
こ
と
は
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
や
す
い
都
道
府
県
間
に
お
け

る
補
導
内
容
の
不
均
衡
を
是
正
し
て
全
国
的
共
通
性
を
持
た
し
め
、
足
ら
ざ
る
を
補
っ
て
そ
の

質
的
向
上
を
図
る
方
途
と
な
る
の
で
こ
こ
に
必
要
な
基
準
を
定
め
る
の
で
あ
る
。

02301

都
道
府
県
知
事
の
責
任

従
っ
て
都
道
府
県
知
事
は
職
業
補
導
の
基
準
の
適
用
に
当
っ
て
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

汲
ん
で
、
こ
れ
に
完
全
に
準
拠
す
る
は
も
と
よ
り
、
更
に
一
層
の
研
さ
ん
を
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

02350

‐02399

職
業
補
導
所
の
規
模
の
基
準

02350

原

則

補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充
分
の
検

討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
さ
ざ
る
様
そ
の
最
小
限
度
は
必
ず
こ
れ
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

02351

規

模

職
業
補
導
所
の
規
模
は
原
則
と
し
て
別
表
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
基
準
は
作

業
場
等
及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
で
あ
つ
て
、
事
務
室
、
教
室
、
倉
庫

及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

02352

基
準
外
定
員
の
場
合
の
規
模

こ
の
基
準
に
示
さ
れ
て
い
な
い
定
員
を
有
す
る
職
業
補
導
所
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基
準

を
基
礎
と
し
て
そ
の
定
員
に
応
じ
て
適
切
な
設
備
を
有
す
る
よ
う
に
都
道
府
県
知
事
は
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

02353

基
準
未
達
の
場
合

こ
の
基
準
に
達
し
な
い
規
模
を
有
す
る
職
業
補
導
所
は
そ
の
補
導
の
方
法
に
つ
い
て
職
業
安
定

局
長
の
特
別
の
承
認
を
得
た
場
合
に
限
っ
て
当
分
の
間
現
在
の
設
備
で
補
導
を
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

02354

上
項
の
場
合
の
処
置

上
項
の
職
業
補
導
所
は
設
備
又
は
建
物
の
借
上
代
用
都
道
府
県
費
に
よ
る
新
規
補
充
等
の
必
要

な
る
措
置
を
講
じ
そ
の
規
模
を
９
月
末
日
迄
に
こ
の
規
模
に
達
せ
し
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

02355

危
害
防
止
及
び
衛
生

作
業
場
に
於
け
る
危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
に
準
拠
す
る
も
の
と
し
、

特
に
下
の
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
機
械
の
う
ち
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
も
の
に
は
必
ず
安

全
装
置
を
設
け
る
外
、
こ
れ
に
接
近
し
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
は
適
当
な
帽
子
及
び
作

業
服
を
着
用
さ
せ
る
。

（
２
）
建
築
物
に
は
そ
の
規
模
に
適
応
す
る
貯
水
池
、
消
化
器
水
そ
う
、
そ
の
他
の
消
化
設
備

を
適
所
に
設
け
る
。

（
３
）
作
業
場
に
お
い
て
は
粉
塵
防
止
又
は
、
換
気
、
採
光
等
に
つ
い
て
適
当
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
４
）
作
業
場
に
は
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
る
。

02400

‐02449

定
員
及
び
期
間
の
基
準

02400

定

員

職
業
補
導
所
の
定
員
は
、
施
設
の
効
率
的
な
運
営
を
考
慮
し
一
種
目
に
つ
い
て
最
低30

人
を

下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

02401

期

間

（
１
）
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
当
該
職
業
種
目
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
限
度
と
、

そ
の
補
導
を
受
け
る
者
の
生
活
状
態
と
を
勘
案
し
、
概
ね
６
ケ
月
を
標
準
と
す
る
も
、
補

導
種
目
の
如
何
に
よ
り
こ
れ
を
１
年
迄
延
長
し
又
は
最
低
３
ケ
月
を
降
ら
な
い
範
囲
に
お
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２
．
補
導
生
の
実
習
が
一
般
の
労
働
者
の
勤
務
と
そ
の
実
体
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労

働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
者
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
の
適

用
外
に
あ
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
左
の
条
件
を
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

実
習
作
業
に
従
事
す
る
者
が
工
場
事
業
場
と
使
用
関
係
に
立
た
な
い
こ
と
。

（
２
）

実
習
が
予
め
定
め
ら
れ
た
補
導
教
程
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
。

３
．
予
め
右
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
紛
議
を
さ
け
る
た
め
に
、
各
補
導
所

は
教
程
進
度
表
・
実
習
教
授
細
目
・
実
習
方
法
を
作
成
の
上
関
係
労
働
基
準
監
督
署
及

び
公
共
職
業
安
定
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
三
年
一
〇
月
一
日

〔
五
─
二
─
一
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
編
『
職
業
安
定
行
政
手
引
』

02300

‐03299

職職
業業
補補
導導
のの
基基
準準

02300

‐02349

方

針

02300

目

的

職
業
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
本
事
業
の
方
針
に
則
り
直
接
に
は
労
働
力
需
給
の
状
況
に
よ
り

そ
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
事
業
に
指
針
を
与
え
、
内
容
に
全
国
的
規
模
に

お
い
て
の
同
一
性
を
持
た
し
め
る
こ
と
は
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
や
す
い
都
道
府
県
間
に
お
け

る
補
導
内
容
の
不
均
衡
を
是
正
し
て
全
国
的
共
通
性
を
持
た
し
め
、
足
ら
ざ
る
を
補
っ
て
そ
の

質
的
向
上
を
図
る
方
途
と
な
る
の
で
こ
こ
に
必
要
な
基
準
を
定
め
る
の
で
あ
る
。

02301

都
道
府
県
知
事
の
責
任

従
っ
て
都
道
府
県
知
事
は
職
業
補
導
の
基
準
の
適
用
に
当
っ
て
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

汲
ん
で
、
こ
れ
に
完
全
に
準
拠
す
る
は
も
と
よ
り
、
更
に
一
層
の
研
さ
ん
を
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

02350

‐02399

職
業
補
導
所
の
規
模
の
基
準

02350

原

則

補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充
分
の
検

討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
さ
ざ
る
様
そ
の
最
小
限
度
は
必
ず
こ
れ
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

02351

規

模

職
業
補
導
所
の
規
模
は
原
則
と
し
て
別
表
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
基
準
は
作

業
場
等
及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
で
あ
つ
て
、
事
務
室
、
教
室
、
倉
庫

及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

02352

基
準
外
定
員
の
場
合
の
規
模

こ
の
基
準
に
示
さ
れ
て
い
な
い
定
員
を
有
す
る
職
業
補
導
所
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基
準

を
基
礎
と
し
て
そ
の
定
員
に
応
じ
て
適
切
な
設
備
を
有
す
る
よ
う
に
都
道
府
県
知
事
は
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

02353

基
準
未
達
の
場
合

こ
の
基
準
に
達
し
な
い
規
模
を
有
す
る
職
業
補
導
所
は
そ
の
補
導
の
方
法
に
つ
い
て
職
業
安
定

局
長
の
特
別
の
承
認
を
得
た
場
合
に
限
っ
て
当
分
の
間
現
在
の
設
備
で
補
導
を
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

02354

上
項
の
場
合
の
処
置

上
項
の
職
業
補
導
所
は
設
備
又
は
建
物
の
借
上
代
用
都
道
府
県
費
に
よ
る
新
規
補
充
等
の
必
要

な
る
措
置
を
講
じ
そ
の
規
模
を
９
月
末
日
迄
に
こ
の
規
模
に
達
せ
し
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

02355

危
害
防
止
及
び
衛
生

作
業
場
に
於
け
る
危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
に
準
拠
す
る
も
の
と
し
、

特
に
下
の
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
機
械
の
う
ち
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
も
の
に
は
必
ず
安

全
装
置
を
設
け
る
外
、
こ
れ
に
接
近
し
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
は
適
当
な
帽
子
及
び
作

業
服
を
着
用
さ
せ
る
。

（
２
）
建
築
物
に
は
そ
の
規
模
に
適
応
す
る
貯
水
池
、
消
化
器
水
そ
う
、
そ
の
他
の
消
化
設
備

を
適
所
に
設
け
る
。

（
３
）
作
業
場
に
お
い
て
は
粉
塵
防
止
又
は
、
換
気
、
採
光
等
に
つ
い
て
適
当
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

（
４
）
作
業
場
に
は
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
る
。

02400

‐02449

定
員
及
び
期
間
の
基
準

02400

定

員

職
業
補
導
所
の
定
員
は
、
施
設
の
効
率
的
な
運
営
を
考
慮
し
一
種
目
に
つ
い
て
最
低30

人
を

下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

02401
期

間

（
１
）
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
当
該
職
業
種
目
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
限
度
と
、

そ
の
補
導
を
受
け
る
者
の
生
活
状
態
と
を
勘
案
し
、
概
ね
６
ケ
月
を
標
準
と
す
る
も
、
補

導
種
目
の
如
何
に
よ
り
こ
れ
を
１
年
迄
延
長
し
又
は
最
低
３
ケ
月
を
降
ら
な
い
範
囲
に
お
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い
て
短
縮
し
て
も
差
支
え
な
い
。

（
２
）
補
導
期
間
を
１
年
を
越
え
て
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
職
業
安
定
局
長
の
特
別
の
承
認

を
要
す
る
。

（
３
）
補
導
期
間
の
基
準
は
別
表
の
如
く
で
あ
る
か
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
都
道
府
県
知
事
は
適
切

な
補
導
期
間
の
設
定
に
万
全
を
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

02450

‐02499

教

程

の

基

準

02450

原

則

補
導
教
程
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
補
導
全
期
間
に
お
け
る
進
度
に
関
し
て
精
密
な
計
画
を
樹
立

し
指
導
員
相
互
の
緊
密
な
連
絡
の
下
に
計
画
的
、
系
統
的
な
補
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

02451

基

準

補
導
種
目
別
の
教
程
の
基
準
は
別
表
に
よ
る
。

02452

記
載
外
種
目
の
基
準

別
表
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
種
目
に
関
し
て
は
各
補
導
所
毎
に
教
程
案
を
作
成
し
、
都
道
府
県

知
事
の
承
認
を
う
け
し
む
る
も
の
と
す
る
。

02500

‐02549

指
導
員
の
資
格
基
準

02500

基

準

指
導
員
の
資
格
基
準
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
か
ら
適
格
優
秀
な
指
導
員
（
助
手
を
含
ま
な
い
）

の
任
用
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

02501

職

務

担

当

職
業
補
導
所
の
所
長
は
原
則
と
し
て
指
導
員
の
内
１
名
を
以
て
こ
れ
に
あ
つ
る
。

指
導
員
（
専
任
で
な
い
も
の
を
除
く
）
は
補
導
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
原
則
と
し
て
補
導

生20

人
に
１
人
の
割
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
お
く
も
の
と
す
る
。

02502

教
職
適
格
審
査
と
の
関
係

指
導
員
任
用
に
あ
た
っ
て
は
学
校
教
育
法
第
９
条
第
５
号
の
適
用
が
あ
る
か
ら
、
教
職
適
格
審

査
に
つ
い
て
充
全
の
措
置
を
と
る
要
が
あ
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
職
業
安
定
行
政
手
引
』

昭
和
二
三
年
一
一
月
六
日

〔
五
─
二
─
一
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
石
川
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
一
六
〇
〇
号
）

授授
産産
施施
設設
のの
労労
働働
基基
準準
法法
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

過
日
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
で
質
疑
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
答
す
る
。

授
産
施
設
と
作
業
員
と
の
間
に
労
働
関
係
が
存
す
る
か
否
か
は
個
々
の
場
合
、
具
体
的
事
実

に
基
づ
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
授
産
施
設
の
経
営
者
が
作
業
員
の
作
業
を
指
揮
監

督
し
そ
の
行
う
作
業
の
代
償
と
し
て
賃
金
を
支
払
う

と
い
う
使
用
従
属
の
関
係
が
成
立
し
て

い
る
場
合
が
通
常
よ
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在
の
授
産
施
設
の
設
備
等
に
つ
い
て

は
必
要
あ
れ
ば
、
一
般
の
基
準
に
従
い
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
中
の
適
用
除
外
の
規
定
等
の
適

当
な
運
用
を
図
ら
れ
た
い
、
念
の
た
め
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
一
一
月
六
日

〔
五
─
二
─
一
八
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
一
六
〇

〇
号
の
二
）

授授
産産
施施
設設
のの
労労
働働
基基
準準
法法
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
、
石
川
県
知
事
よ
り
別
紙
写
甲
の
紹
介
が
あ
っ
た
の
で
、
石
川
労
働
基
準
局

長
に
対
し
別
紙
写
乙
の
通
り
回
答
し
た
か
ら
了
知
あ
り
た
い
。

授
産
施
設
の
労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て
照
会

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

昭
和
二
三
年
一
〇
月
一
一
日
収
厚
第
五
七
二
号
別
紙
写
甲

石
川
県
知
事

柴
野
和
喜
夫

厚
生
省
社
会
局
長
宛

標
記
取
り
扱
に
つ
い
て
先
般
来
石
川
労
働
基
準
局
と
折
衝
中
で
あ
っ
た
が
同
局
に
お
い
て
は

労
働
省
と
打
合
の
結
果
そ
の
実
態
が
あ
る
以
上
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
別

記
に
よ
り
取
扱
う
旨
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
厚
生
省
と
し
て
の
御
意
見
及
び
方
針
を
承
知
し
度
く

に
つ
き
至
急
何
分
の
御
回
報
を
願
い
た
い
。

記

授
産
所
が
労
働
基
準
法
の
適
用
事
業
か
否
か
と
云
う
こ
と
は
そ
の
作
業
の
実
態
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
実
際
上
そ
の
授
産
所
の
経
営
責
任
者
が
作
業
員
の
労
働
条
件
を
拘
束
し
且
つ
作
業

員
の
労
働
の
対
償
と
し
て
賃
金
を
支
払
う
場
合
は
、
そ
の
責
任
者
と
作
業
員
と
の
間
に
は
、
当

然
労
働
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
法
の
適
用
を
受
け
る
。

但
し
、
現
在
の
授
産
施
設
は
社
会
保
護
対
策
の
一
環
と
し
て
公
共
的
に
経
営
さ
れ
つ
つ
あ
る

に
鑑
み
そ
の
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
あ
れ
ば
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
中
の
適
用
以
外
の
規

定
等
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
施
設
本
来
の
目
的
と
の
調
和
に
付
留
意
さ
れ
た
い
。
『
時
報
』
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昭
和
二
三
年
一
一
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
一
九
〕
労
働
部
長
、
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
三
職
第
七
八
〇
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
のの
実実
習習
とと
労労
働働
基基
準準
法法
のの
規規
定定
並並
びび
にに
職職
業業
安安
定定

法法
にに
定定
めめ
るる
労労
働働
者者
供供
給給
事事
業業
禁禁
止止
のの
規規
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
職
業
安
定
法
に
基
づ
く
職
業
補
導
と
し
て
行
な
わ
れ
る
実
習
に
対
し
労
働
基

準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否

か
に
つ
い
て
種
々
疑
義
を
生
じ
て
い
る
が
今
般
之
が
関
係
に
つ
い
て
別
紙
写
の
と
お
り
労
働
省

職
業
安
定
局
長
よ
り
通
牒
が
あ
っ
た
の
で
御
了
知
の
上
補
導
運
営
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
ご
配
意

願
い
た
い
。

（
別

紙

写
）

職
発
第
一
一
五
八
号

昭
和
二
十
三
年
九
月
二
十
五
日

労
働
省
職
業
安
定
局
長

神
奈
川
県
知
事
殿

職職
業業
安安
定定
法法
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
のの
実実
習習
とと
労労
働働
基基
準準
法法
のの
規規
定定
並並
びび
にに
職職
業業
安安
定定

法法
にに
定定
めめ
るる
労労
働働
者者
供供
給給
事事
業業
禁禁
止止
のの
規規
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

（
編
注
：
五
―
二
─
一
五
に
つ
き
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
四
年
二
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
二
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
六
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
収収
入入
金金
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
種
々
ご
配
慮
を
煩
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
般

別
紙
の
通
り
職
業
補
導
実
習
収
入
金
処
理
要
綱
を
定
め
た
の
で
今
後
こ
の
要
綱
に
従
い
一
層
そ

の
公
正
有
効
な
運
用
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
本
要
綱
中
、
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
委
員
会
の
諒
解

を
得
て
い
る
か
ら
、
念
の
為
申
し
添
え
る
。

別
紙

職職
業業
補補
導導
実実
習習
収収
入入
金金
処処
理理
要要
綱綱

一
、
方
針

（
一
）
職
業
補
導
の
実
習
収
入
金
は
、
補
導
生
を
し
て
所
要
の
技
能
を
修
得
せ
し
め
る
た
め

に
、
本
省
の
定
め
た
項
目
、
時
間
、
方
法
に
従
っ
て
実
習
を
行
っ
た
結
果
、
自
然
に
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
必
要
の
限
度
を
超

え
、
或
は
無
計
画
に
又
は
単
一
項
目
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
行
い
、
徒
に
そ
の
増
加
を
計

っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
計
画
的
合
理
的
な
実
習
の
実
施
に
よ
り
生
じ
た
生
産
品
は
一
般
市

場
の
価
格
、
そ
の
他
を
勘
案
し
、
合
理
的
に
こ
れ
を
販
売
、
或
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
生
産
品
の
処
分
代
償
の
中
に
は
材
料
費
の
原
価
償
却
代
は
も
と
よ
り
、
適

当
な
る
労
務
報
酬
が
含
ま
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

（
二
）
右
に
よ
っ
て
生
じ
た
実
習
収
入
金
（
以
下
単
に
実
習
収
入
金
と
い
う
場
合
は
材
料
の

原
価
償
却
代
を
除
く
）
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
及
び
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚

生
の
た
め
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）

実
習
収
入
金
の
経
理
の
公
正
、
そ
の
能
率
的
運
用
並
び
に
管
下
各
補
導
所
収
入
金

の
統
合
調
整
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
責
任
を
以

っ
て
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
管
下
各
補
導
所
に
対
す
る
収
入
金
の
配
布

は
、
単
に
各
補
導
所
の
収
入
金
額
の
多
少
に
よ
っ
て
の
み
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二
、
方
法

（
一
）
右
の
方
針
に
基
き
、
実
習
収
入
金
は
厳
格
に
経
理
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
一
般

会
計
の
歳
入
歳
出
に
計
上
す
る
か
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
九
条
に
基
き
、
都
道
府

県
の
条
例
に
よ
り
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
け
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
二
）
特
別
会
計
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
左
の
事
項
を
留
意
す
る
こ
と
。

歳
入
は
管
下
各
補
導
所
の
実
習
収
入
金
、
材
料
の
原
価
償
却
代
金
、
一
般
会
計
よ
り

1,
の
受
入
金
（
材
料
費
）
及
び
借
入
金
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

歳
入
に
あ
て
る
べ
き
実
習
収
入
金
の
金
額
は
、
各
補
導
所
の
実
績
並
び
に
実
情
を
斟

酌
し
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
。

歳
出
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
、
実
習
資

2,
材
購
入
費
及
び
借
入
金
の
償
還
金
等
と
し
、
他
に
充
当
し
な
い
こ
と
。

実
習
収
入
金
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
以

3,
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

特
別
会
計
の
円
滑
な
運
用
を
計
る
た
め
に
、
各
補
導
所
を
予
算
の
令
達
を
受
け
る
主

4,
体
（
「
部
」
或
は
「
所
」
）
と
し
所
長
又
は
職
員
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
納
員
を
指

名
す
る
こ
と
。

各
補
導
所
は
当
時
必
要
な
る
経
費
（
特
に
資
材
購
入
費
）
に
つ
い
て
、
資
金
の
前
渡

5,
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昭
和
二
三
年
一
一
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
一
九
〕
労
働
部
長
、
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
三
職
第
七
八
〇
号
）

職職
業業
安安
定定
法法
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
のの
実実
習習
とと
労労
働働
基基
準準
法法
のの
規規
定定
並並
びび
にに
職職
業業
安安
定定

法法
にに
定定
めめ
るる
労労
働働
者者
供供
給給
事事
業業
禁禁
止止
のの
規規
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
職
業
安
定
法
に
基
づ
く
職
業
補
導
と
し
て
行
な
わ
れ
る
実
習
に
対
し
労
働
基

準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る
労
働
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否

か
に
つ
い
て
種
々
疑
義
を
生
じ
て
い
る
が
今
般
之
が
関
係
に
つ
い
て
別
紙
写
の
と
お
り
労
働
省

職
業
安
定
局
長
よ
り
通
牒
が
あ
っ
た
の
で
御
了
知
の
上
補
導
運
営
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
ご
配
意

願
い
た
い
。

（
別

紙

写
）

職
発
第
一
一
五
八
号

昭
和
二
十
三
年
九
月
二
十
五
日

労
働
省
職
業
安
定
局
長

神
奈
川
県
知
事
殿

職職
業業
安安
定定
法法
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
のの
実実
習習
とと
労労
働働
基基
準準
法法
のの
規規
定定
並並
びび
にに
職職
業業
安安
定定

法法
にに
定定
めめ
るる
労労
働働
者者
供供
給給
事事
業業
禁禁
止止
のの
規規
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

（
編
注
：
五
―
二
─
一
五
に
つ
き
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
四
年
二
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
二
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
六
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
収収
入入
金金
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
種
々
ご
配
慮
を
煩
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
般

別
紙
の
通
り
職
業
補
導
実
習
収
入
金
処
理
要
綱
を
定
め
た
の
で
今
後
こ
の
要
綱
に
従
い
一
層
そ

の
公
正
有
効
な
運
用
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
本
要
綱
中
、
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
委
員
会
の
諒
解

を
得
て
い
る
か
ら
、
念
の
為
申
し
添
え
る
。

別
紙

職職
業業
補補
導導
実実
習習
収収
入入
金金
処処
理理
要要
綱綱

一
、
方
針

（
一
）
職
業
補
導
の
実
習
収
入
金
は
、
補
導
生
を
し
て
所
要
の
技
能
を
修
得
せ
し
め
る
た
め

に
、
本
省
の
定
め
た
項
目
、
時
間
、
方
法
に
従
っ
て
実
習
を
行
っ
た
結
果
、
自
然
に
生
じ

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
必
要
の
限
度
を
超

え
、
或
は
無
計
画
に
又
は
単
一
項
目
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
行
い
、
徒
に
そ
の
増
加
を
計

っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
計
画
的
合
理
的
な
実
習
の
実
施
に
よ
り
生
じ
た
生
産
品
は
一
般
市

場
の
価
格
、
そ
の
他
を
勘
案
し
、
合
理
的
に
こ
れ
を
販
売
、
或
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
生
産
品
の
処
分
代
償
の
中
に
は
材
料
費
の
原
価
償
却
代
は
も
と
よ
り
、
適

当
な
る
労
務
報
酬
が
含
ま
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

（
二
）
右
に
よ
っ
て
生
じ
た
実
習
収
入
金
（
以
下
単
に
実
習
収
入
金
と
い
う
場
合
は
材
料
の

原
価
償
却
代
を
除
く
）
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
及
び
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚

生
の
た
め
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）

実
習
収
入
金
の
経
理
の
公
正
、
そ
の
能
率
的
運
用
並
び
に
管
下
各
補
導
所
収
入
金

の
統
合
調
整
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
責
任
を
以

っ
て
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
管
下
各
補
導
所
に
対
す
る
収
入
金
の
配
布

は
、
単
に
各
補
導
所
の
収
入
金
額
の
多
少
に
よ
っ
て
の
み
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二
、
方
法

（
一
）
右
の
方
針
に
基
き
、
実
習
収
入
金
は
厳
格
に
経
理
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
一
般

会
計
の
歳
入
歳
出
に
計
上
す
る
か
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
九
条
に
基
き
、
都
道
府

県
の
条
例
に
よ
り
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
け
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
二
）
特
別
会
計
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
左
の
事
項
を
留
意
す
る
こ
と
。

歳
入
は
管
下
各
補
導
所
の
実
習
収
入
金
、
材
料
の
原
価
償
却
代
金
、
一
般
会
計
よ
り

1,
の
受
入
金
（
材
料
費
）
及
び
借
入
金
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

歳
入
に
あ
て
る
べ
き
実
習
収
入
金
の
金
額
は
、
各
補
導
所
の
実
績
並
び
に
実
情
を
斟

酌
し
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
。

歳
出
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
、
実
習
資

2,
材
購
入
費
及
び
借
入
金
の
償
還
金
等
と
し
、
他
に
充
当
し
な
い
こ
と
。

実
習
収
入
金
は
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
並
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
以

3,
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

特
別
会
計
の
円
滑
な
運
用
を
計
る
た
め
に
、
各
補
導
所
を
予
算
の
令
達
を
受
け
る
主

4,
体
（
「
部
」
或
は
「
所
」
）
と
し
所
長
又
は
職
員
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
納
員
を
指

名
す
る
こ
と
。

各
補
導
所
は
当
時
必
要
な
る
経
費
（
特
に
資
材
購
入
費
）
に
つ
い
て
、
資
金
の
前
渡

5,
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を
う
け
る
こ
と
。

三
、
報
告都

道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
置
し
た
場
合
は
、
そ
の
写
を
直
ち

1,

に
、
職
業
安
定
局
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

な
お
本
要
綱
中
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
□
□
の
註
解
を
得
て
い
る
か

ら
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

『
神
綴
り
』

考

参

昭
和
二
四
年
三
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
二
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
七
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
経経
営営
にに
つつ
いい
てて

職
業
安
定
法
が
近
く
改
正
さ
れ
る
た
め
、
標
記
経
営
に
つ
い
て
は
二
十
四
年
度
よ
り
地
方
公
共
団

体
以
外
の
者
に
対
す
る
委
託
は
絶
対
に
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
の
で
、
右
御
含
み
の
上
、
現
在
該
補

導
所
の
経
營
に
つ
き
市
（
区
）
町
村
以
外
の
者
に
委
託
し
て
い
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
二
十
四

年
度
に
お
け
る
補
導
所
の
整
理
方
針
と
に
ら
み
合
わ
せ
こ
れ
が
措
置
に
つ
き
遺
憾
の
な
い
よ
う
至
急

何
分
の
手
配
を
願
い
た
い
。

追
つ
て
本
省
に
お
い
て
は
二
十
四
年
度
に
お
い
て
相
当
数
の
補
導
所
を
整
理
す
る
方
針
で
あ
り
こ
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れ
が
詳
細
に
つ
き
近
く
二
十
四
年
度
事
業
計
画
書
作
成
基
準
に
お
い
て
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
日

〔
五
─
二
─
二
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
『
補
導
事
務
必
携
』

職職
業業
補補
導導
のの
手手
引引

〇
〇
〇
〇
一
─
〇
〇
〇
九
九

職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
方方
針針

〇
〇
〇
〇
一

目

的

職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る
職
業
に
就
か
う
と
す
る
者
に
対

し
て
、
そ
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
を
授
け
て
適

職
就
業
の
機
を
確
保
し
、
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
と

共
に
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
二

職
業
補
導
の
種
類

職
業
補
導
は
公
共
職
業
補
導
に
お
け
る
職
業
補
導

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練

工
業
事
業
場
等
に
対
す
る
技
術
援
助

の
三
を
包
括
す
る
が
、
各
そ
の
施
設
及
対
象
者
の
有
す
る
特
質
に
鑑
み
て
、
独
自
の
機
能
を

充
分
に
発
揮
せ
し
め
る
と
共
に
、
こ
の
三
者
の
統
合
的
運
営
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
達
成
を
期

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
三

身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
の
原
則

身
体
に
障
害
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
補
導
生
と
共
に
行
う
を
原
則
と
す
る

の
で
、
こ
れ
が
必
要
な
る
措
置
を
探
る
と
共
に
、
そ
の
運
用
に
当
つ
て
は
、
技
術
的
考
慮
以

外
の
特
殊
な
考
慮
を
な
さ
な
る
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
常
の
補
導
生
と
共
に
補
導
を
行
い
得
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
技
術
的
考
慮

の
下
に
、
補
導
を
な
し
う
る
も
の
で
、
前
者
と
相
俟
っ
て
身
休
障
害
者
職
業
補
導
の
完
遂
を

期
す
る
よ
り
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
四

職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
並
び
に
手
引
の
適
用
補
導
事
業

職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
並
び
に
手
引
は
、
国
の
補
助
を
う
け
て
行
う
職
業
補
導
事
業
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〇
〇
一
〇
〇
─
〇
〇
二
九
九

補補
導導
種種
目目
のの
選選
定定

〇
〇
一
〇
〇
─
〇
一
二
九
〇

選
定
の
方
針

〇
〇
一
〇
〇
一

原

則

補
導
種
目
の
選
定
は
、
そ
の
適
否
が
補
導
事
業
の
死
命
を
制
す
る
も
の
で
あ
る
に
鑑
み
、
周

到
精
密
な
る
基
礎
の
下
に
、
現
に
不
足
し
又
は
将
来
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
力
を
充

足
す
る
に
必
要
な
る
種
目
で
あ
っ
て
、
且
つ
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
一
三
〇
─
〇
〇
一
五
九

選
定
の
方
法

〇
〇
一
三
〇

原

則

補
導
種
目
の
選
定
に
当
っ
て
、
現
在
及
び
将
来
に
渉
る
労
働
力
の
需
給
状
況
に
関
す
る
適
確

詳
細
な
る
資
料
に
基
く
合
理
的
判
断
を
基
礎
と
し
、
且
つ
、
職
業
安
定
法
第
十
二
条
に
よ
る

都
道
府
県
職
業
安
定
審
議
会
の
議
に
附
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ち
い
。

〇
〇
一
六
〇
─
〇
〇
一
八
九

必
要
と
考
え
ら
れ
る
職
業
種
目

〇
〇
一
六
〇

例

示

現
在
の
労
働
力
の
需
給
状
況
か
ら
み
て
、
一
般
的
に
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
職
業
種

目
で
あ
っ
て
、
補
導
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
大
体
次
の
如
く
で
あ
る
か
ら
参
考
と

し
て
例
示
す
る
。

機
械
工
、
仕
上
工
、
鍛
造
工
、
鋳
物
工
、
熔
接
工
、
自
動
車
修
理
工
、
印
刷
工
、
タ
イ
ピ
ス

ト
、
洋
裁
師
、
陶
工
、
義
肢
工
、
製
図
、
筆
耕
、
経
理
事
務

〇
〇
三
〇
〇
─
〇
一
二
九
九

職職
業業
補補
導導
所所
のの
設設
置置
及及
びび
経経
営営

〇
〇
三
〇
〇
─
〇
〇
三
四
九

方

針

〇
〇
三
〇
〇

原

則

職
業
補
導
の
た
め
の
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
職
業

補
導
は
、
本
事
業
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
労
働
大
臣
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
規
模
、

補
導
種
目
補
導
内
容
及
び
補
導
期
間
に
関
し
必
要
な
基
準
を
定
め
、
教
科
書
の
編
さ
ん
、
設

備
又
は
、
資
材
の
確
保
、
そ
の
他
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
援
助

を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
主
体
は
国
の
援
助
を
受
け
る
一
方
、

労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
運
営
の
万
全
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
三
五
〇
─
〇
〇
三
九
九

職
業
補
導
所
の
設
置

〇
〇
三
五
〇

設
置
の
主
体

職
業
補
導
所
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
設
置
す
る
を
原
則
と
す
る
。
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れ
が
詳
細
に
つ
き
近
く
二
十
四
年
度
事
業
計
画
書
作
成
基
準
に
お
い
て
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
日

〔
五
─
二
─
二
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
『
補
導
事
務
必
携
』

職職
業業
補補
導導
のの
手手
引引

〇
〇
〇
〇
一
─
〇
〇
〇
九
九

職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
方方
針針

〇
〇
〇
〇
一

目

的

職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る
職
業
に
就
か
う
と
す
る
者
に
対

し
て
、
そ
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
を
授
け
て
適

職
就
業
の
機
を
確
保
し
、
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
と

共
に
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
二

職
業
補
導
の
種
類

職
業
補
導
は
公
共
職
業
補
導
に
お
け
る
職
業
補
導

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練

工
業
事
業
場
等
に
対
す
る
技
術
援
助

の
三
を
包
括
す
る
が
、
各
そ
の
施
設
及
対
象
者
の
有
す
る
特
質
に
鑑
み
て
、
独
自
の
機
能
を

充
分
に
発
揮
せ
し
め
る
と
共
に
、
こ
の
三
者
の
統
合
的
運
営
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
達
成
を
期

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
三

身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
の
原
則

身
体
に
障
害
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
補
導
生
と
共
に
行
う
を
原
則
と
す
る

の
で
、
こ
れ
が
必
要
な
る
措
置
を
探
る
と
共
に
、
そ
の
運
用
に
当
つ
て
は
、
技
術
的
考
慮
以

外
の
特
殊
な
考
慮
を
な
さ
な
る
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
常
の
補
導
生
と
共
に
補
導
を
行
い
得
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
技
術
的
考
慮

の
下
に
、
補
導
を
な
し
う
る
も
の
で
、
前
者
と
相
俟
っ
て
身
休
障
害
者
職
業
補
導
の
完
遂
を

期
す
る
よ
り
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
〇
〇
四

職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
並
び
に
手
引
の
適
用
補
導
事
業

職
業
安
定
法
及
び
同
施
行
規
則
並
び
に
手
引
は
、
国
の
補
助
を
う
け
て
行
う
職
業
補
導
事
業
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〇
〇
一
〇
〇
─
〇
〇
二
九
九

補補
導導
種種
目目
のの
選選
定定

〇
〇
一
〇
〇
─
〇
一
二
九
〇

選
定
の
方
針

〇
〇
一
〇
〇
一

原

則

補
導
種
目
の
選
定
は
、
そ
の
適
否
が
補
導
事
業
の
死
命
を
制
す
る
も
の
で
あ
る
に
鑑
み
、
周

到
精
密
な
る
基
礎
の
下
に
、
現
に
不
足
し
又
は
将
来
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
力
を
充

足
す
る
に
必
要
な
る
種
目
で
あ
っ
て
、
且
つ
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
一
三
〇
─
〇
〇
一
五
九

選
定
の
方
法

〇
〇
一
三
〇

原

則

補
導
種
目
の
選
定
に
当
っ
て
、
現
在
及
び
将
来
に
渉
る
労
働
力
の
需
給
状
況
に
関
す
る
適
確

詳
細
な
る
資
料
に
基
く
合
理
的
判
断
を
基
礎
と
し
、
且
つ
、
職
業
安
定
法
第
十
二
条
に
よ
る

都
道
府
県
職
業
安
定
審
議
会
の
議
に
附
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ち
い
。

〇
〇
一
六
〇
─
〇
〇
一
八
九

必
要
と
考
え
ら
れ
る
職
業
種
目

〇
〇
一
六
〇

例

示

現
在
の
労
働
力
の
需
給
状
況
か
ら
み
て
、
一
般
的
に
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
職
業
種

目
で
あ
っ
て
、
補
導
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
大
体
次
の
如
く
で
あ
る
か
ら
参
考
と

し
て
例
示
す
る
。

機
械
工
、
仕
上
工
、
鍛
造
工
、
鋳
物
工
、
熔
接
工
、
自
動
車
修
理
工
、
印
刷
工
、
タ
イ
ピ
ス

ト
、
洋
裁
師
、
陶
工
、
義
肢
工
、
製
図
、
筆
耕
、
経
理
事
務

〇
〇
三
〇
〇
─
〇
一
二
九
九

職職
業業
補補
導導
所所
のの
設設
置置
及及
びび
経経
営営

〇
〇
三
〇
〇
─
〇
〇
三
四
九

方

針

〇
〇
三
〇
〇

原

則

職
業
補
導
の
た
め
の
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ
る
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
職
業

補
導
は
、
本
事
業
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
労
働
大
臣
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
規
模
、

補
導
種
目
補
導
内
容
及
び
補
導
期
間
に
関
し
必
要
な
基
準
を
定
め
、
教
科
書
の
編
さ
ん
、
設

備
又
は
、
資
材
の
確
保
、
そ
の
他
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
援
助

を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
主
体
は
国
の
援
助
を
受
け
る
一
方
、

労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
運
営
の
万
全
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
〇
三
五
〇
─
〇
〇
三
九
九

職
業
補
導
所
の
設
置

〇
〇
三
五
〇

設
置
の
主
体

職
業
補
導
所
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
設
置
す
る
を
原
則
と
す
る
。
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但
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
職
業
補
導
事
業
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
職
業
補
導
事
業
を
行
わ
な
い
と
き
、
そ
の
他
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
労
働
大
臣
が
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
〇
三
五
一

設
置
の
場
所

⑴

職
業
補
導
所
の
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
、
労
働
力
の
需
給
状
況
に
よ
っ
て
決
定
す
べ

き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
目
下
の
施
設
及
び
交
通
等
に
関
す
る
諸
状
勢
に
鑑
み
、
通

勤
の
利
便
を
も
併
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

⑵

設
置
の
場
所
に
関
し
て
は
、
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
七
項
に
よ
っ
て
こ
れ
に
類
似
の

施
設
で
公
共
職
業
補
導
所
で
な
い
も
の
と
同
一
場
所
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
一
場
所
に
あ
る
こ
れ
と
類
似
の
施
設
に
よ
っ
て
職
業
補
導

所
が
営
利
そ
の
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
、
補
導
を
阻
害
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣

旨
で
あ
る
。

〇
〇
三
五
二

名

称

都
道
府
県
知
事
が
設
置
し
、
国
の
補
助
を
受
け
て
運
営
さ
れ
る
職
業
補
導
所
は
、
公
共
職
業

補
導
所
の
文
字
を
用
い
る
と
共
に
、
必
ず
経
営
主
体
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
文
字
を
冠
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

例

○
○
県
○
○
○
公
共
職
業
補
導
所

○
○
市

同

〇
〇
四
〇
〇
─
〇
〇
四
四
九

職
業
補
導
所
の
経
営

〇
〇
四
〇
〇

原

則

職
業
補
導
所
の
経
営
は
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
行
う
を
原
則
と
す
る
も
、
都
道
府
県
知

事
は
公
の
機
関
に
限
り
職
業
補
導
所
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
〇
四
〇
一

市
町
村
そ
の
他
公
の
機
関
に
対
す
る
経
営
の
委
託

市
町
村
そ
の
他
公
の
機
関
に
経
営
を
委
託
す
る
は
、
統
制
と
監
督
と
に
よ
っ
て
職
業
補
導
の

基
準
に
常
に
適
合
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
個
々
の
契
約
に
基
い

て
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
の
条
項
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

経
営
の
委
託
は
都
道
府
県
知
事
の
責
任
に
お
る
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

経
営
の
状
況
に
つ
い
て
常
に
厳
重
な
監
査
に
よ
り
こ
れ
が
実
体
を
確
実
に
把
握
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

上
項
の
監
査
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
担
当
監
査
官
を
定
め
、
補
導
の
状
況
及
び
補
助

金
の
経
□
状
況
等
に
関
し
絶
え
ず
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

経
営
の
委
託
を
不
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
補
助
金
の
停
止
又
は
返
還
を
命

じ
都
道
府
県
自
ら
こ
れ
が
経
営
に
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

契
約
書
準
則

○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
○
○
都
道
府
県
知
事
（
以
下
甲
と
い
う
）
は
そ
の

経
営
責
任
者
と
し
て
指
定
せ
ら
れ
た
る
○
○
（
以
下
乙
と
い
う
）
と
左
の
契
約
を
締
結
し
、

乙
は
、
そ
の
契
約
の
条
項
を
誠
意
を
も
つ
て
履
行
し
、
職
業
補
導
の
使
命
達
成
に
努
め
る

こ
と
を
誓
う
も
の
と
す
る
。

第
一
条

乙
は
、
○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
、
職
業
安
定
法
同
施
行
規
則
並
び

に
こ
れ
に
基
く
基
準
（
以
下
法
令
と
称
す
る
）
及
び
甲
の
定
め
る
処
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
条

甲
は
、
乙
に
対
し
て
、
経
営
に
要
す
る
昭
和

年
度
分
経
費
と
し
て
、
金
〇
〇

マ

マ

円
を
四
半
期
に
分
け
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

乙
は
、
本
契
約
締
結
後
、
直
ち
に
諸
施
設
の
整
備
に
着
手
し
、

年

月

日
よ

り
職
業
補
導
を
開
始
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
○
○
公
共
職
業
補
導
所
に
お
る
て
、
左
に
よ
り
○
○
（
種
目
名
）
に
関
す

る
職
業
補
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
、
定

員

名

二
、
期

間

月

三
、
方

法

四
、
入
所
年
月
日

筋
五
条

乙
は
、
前
条
の
事
項
を
変
更
し
。
又
は
○
○
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
の
承
認
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

乙
は
、
常
に
公
共
職
業
安
定
所
と
密
接
な
る
連
絡
を
保
持
し
て
、
定
員
の
充
足
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

乙
は
、
補
導
生
に
対
す
る
危
害
防
止
、
衛
生
及
び
厚
生
に
関
す
る
施
設
に
関
し
て

責
任
を
有
し
、
且
つ
、
い
や
し
く
も
補
導
生
に
対
し
職
業
補
導
目
的
に
反
す
る
が
如
き
処

置
な
き
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
補
導
機
材
に
関
し
て
、
法
令
に
適
合
す
る
に
努
め
る
は
も
と
よ
り
、
常
に

補
導
に
支
障
を
来
さ
ざ
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
そ
の
職
員
の
指
導
監
督
に
つ
い
て
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

乙
は
、
交
付
金
の
経
理
に
関
し
て
は
、
厳
に
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ

の
適
正
を
期
す
る
よ
う
努
め
る
と
共
に
簿
冊
等
の
整
理
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

甲
は
、
乙
に
対
し
、
四
半
期
毎
に
定
員
を
基
準
と
し
て
補
導
手
当
の
金
額
を
交
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付
す
る
も
の
と
す
る
。
乙
は
、
四
半
期
終
了
後
当
該
期
間
に
お
い
て
の
支
払
済
額
及
び
残

額
を
証
憑
書
類
を
そ
え
て
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

甲
は
、
前
項
の
報
告
に
基
き
、
残
額
と
第
一
項
と
の
差
額
を
次
四
半
期
分
と
し
て
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

甲
は
、
乙
が
経
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
不
足
を
生
じ
た
時
の
処
置
に
つ
い

て
は
、
甲
と
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

甲
は
、
経
営
に
関
し
必
要
な
る
資
材
、
資
金
の
あ
つ
旋
及
び
技
術
的
援
助
そ
の

他
必
要
な
る
援
助
を
な
す
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

乙
は
、
各
四
半
期
終
了
後
、
直
ち
に
当
骸
四
半
期
の
事
業
の
概
要
及
び
経
理
状

況
に
関
す
る
報
告
を
甲
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
十
五
条

甲
は
、
い
つ
で
も
実
地
に
つ
き
経
営
状
況
の
査
察
、
経
理
の
監
査
を
行
い
、
若

し
く
は
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
六
条

甲
は
、
左
の
場
合
に
は
、
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
し
、
返
納
を
命
じ

及
び
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
法
令
或
は
本
契
約
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き

二
、
職
業
補
導
の
趣
旨
に
反
し
た
と
認
め
る
と
き

三
、
事
業
の
継
続
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き

本
契
約
成
立
の
証
と
し
て
、
本
契
約
書
二
通
を
作
成
し
、
双
方
記
名
捺
印
の
上
各
そ
の
一

通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

年

月

日

甲

○
○
都
道
府
県
知
事

氏

名

㊞

乙

○

○

○

○

氏

名

㊞

〇
〇
四
五
〇
─
〇
〇
四
九
九

そ

の

他

〇
〇
四
五
〇

他
省
所
管
の
職
業
補
導
と
の
関
係

文
部
省
又
は
厚
生
省
所
管
の
施
設
に
お
る
て
、
職
業
補
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
る
て
、
そ

の
補
導
種
目
が
労
働
市
場
の
需
要
に
適
合
し
、
且
つ
そ
の
運
営
が
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る

基
準
に
合
致
す
る
と
き
は
、
職
業
補
導
施
設
と
し
て
、
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

〇
〇
四
五
一

学
校
教
育
法
と
の
関
係

職
業
補
導
所
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八

十
三
条
の
各
種
学
校
と
し
て
、
同
法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
ら
特
に
同
法

第
四
条
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
三
〇
〇
─
〇
一
三
九
九

職職

業業

補補

導導

生生

〇
一
三
〇
〇
─
〇
一
三
九
九

方

針

〇
一
三
〇
〇

原

則

職
業
補
導
が
職
業
安
定
施
設
の
一
環
と
し
て
そ
の
効
果
の
万
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、
補
導

生
の
選
考
、
あ
っ
旋
は
当
然
公
共
職
業
安
定
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
た

め
、
職
業
安
定
法
に
お
い
て
も
補
導
生
の
選
考
お
よ
び
あ
っ
旋
は
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行

う
よ
う
明
示
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
補
導
期
間
中
の
処
遇
に
つ
い
て
万
全
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
〇
─
〇
一
四
九
九

基

本

的

措

置

〇
一
四
〇
〇

補
導
生
の
募
集
、
選
考
、
あ
っ
旋
等
の
担
当
者

公
共
職
業
安
定
所
に
は
、
必
ず
職
業
補
導
担
当
職
員
を
お
き
、
補
導
生
の
募
集
、
選
考
、
あ

っ
旋
、
就
職
後
の
補
導
に
関
す
る
協
力
等
を
担
当
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。

補
導
担
当
職
員
は
、
他
の
係
と
密
接
な
連
絡
を
図
り
、
業
務
の
円
滑
な
る
遂
行
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
一

公
共
職
業
安
定
所
と
公
共
職
業
補
導
所
の
連
け
い

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
職
業
補
導
所
の
実
状
を
把
握
し
、
こ
れ
と
密
接
な
連
け
い
を
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
二

参
考
資
料
の
整
備

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
補
導
所
一
覧
表
、
全
国
補
導
所
一
覧
表
、
補
導
修
了
者
就
職
状

況
調
そ
の
他
必
要
な
参
考
資
料
を
整
備
し
て
、
職
業
補
導
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
そ
の
他

一
般
求
職
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
随
時
且
つ
容
易
に
職
業
補
導
所
の
状
況
を
知
り
得

る
よ
り
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
五
〇
〇
─
〇
一
五
九
九

募

集

〇
一
五
〇
〇

補
導
生
募
集
の
手
続

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
の
職
業
補
導
所
に
入
所
せ
し
む
べ
き
補
導
生
を
募
集
せ
ん
と
す

る
場
合
は
、
当
課
補
導
所
の
募
集
種
目
、
募
集
人
員
、
募
集
期
日
、
入
所
条
件
及
び
通
動
順

路
、
寄
宿
施
設
の
状
況
等
必
要
な
資
料
を
作
成
し
て
、
都
道
府
県
に
提
出
す
る
と
共
に
、
募

集
地
域
の
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
は
前
項
の
資
料
に
基
き
、
募
集
に
つ
き
必
要
な
指
導
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

〇
一
五
〇
一

数
都
道
府
県
に
わ
た
る
募
集
の
手
続
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付
す
る
も
の
と
す
る
。
乙
は
、
四
半
期
終
了
後
当
該
期
間
に
お
い
て
の
支
払
済
額
及
び
残

額
を
証
憑
書
類
を
そ
え
て
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

甲
は
、
前
項
の
報
告
に
基
き
、
残
額
と
第
一
項
と
の
差
額
を
次
四
半
期
分
と
し
て
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

甲
は
、
乙
が
経
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
不
足
を
生
じ
た
時
の
処
置
に
つ
い

て
は
、
甲
と
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

甲
は
、
経
営
に
関
し
必
要
な
る
資
材
、
資
金
の
あ
つ
旋
及
び
技
術
的
援
助
そ
の

他
必
要
な
る
援
助
を
な
す
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条

乙
は
、
各
四
半
期
終
了
後
、
直
ち
に
当
骸
四
半
期
の
事
業
の
概
要
及
び
経
理
状

況
に
関
す
る
報
告
を
甲
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
十
五
条

甲
は
、
い
つ
で
も
実
地
に
つ
き
経
営
状
況
の
査
察
、
経
理
の
監
査
を
行
い
、
若

し
く
は
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
六
条

甲
は
、
左
の
場
合
に
は
、
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
し
、
返
納
を
命
じ

及
び
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
法
令
或
は
本
契
約
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き

二
、
職
業
補
導
の
趣
旨
に
反
し
た
と
認
め
る
と
き

三
、
事
業
の
継
続
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き

本
契
約
成
立
の
証
と
し
て
、
本
契
約
書
二
通
を
作
成
し
、
双
方
記
名
捺
印
の
上
各
そ
の
一

通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

年

月

日

甲

○
○
都
道
府
県
知
事

氏

名

㊞

乙

○

○

○

○

氏

名

㊞

〇
〇
四
五
〇
─
〇
〇
四
九
九

そ

の

他

〇
〇
四
五
〇

他
省
所
管
の
職
業
補
導
と
の
関
係

文
部
省
又
は
厚
生
省
所
管
の
施
設
に
お
る
て
、
職
業
補
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
る
て
、
そ

の
補
導
種
目
が
労
働
市
場
の
需
要
に
適
合
し
、
且
つ
そ
の
運
営
が
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る

基
準
に
合
致
す
る
と
き
は
、
職
業
補
導
施
設
と
し
て
、
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

〇
〇
四
五
一

学
校
教
育
法
と
の
関
係

職
業
補
導
所
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八

十
三
条
の
各
種
学
校
と
し
て
、
同
法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
ら
特
に
同
法

第
四
条
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
三
〇
〇
─
〇
一
三
九
九

職職

業業

補補

導導

生生

〇
一
三
〇
〇
─
〇
一
三
九
九

方

針

〇
一
三
〇
〇

原

則

職
業
補
導
が
職
業
安
定
施
設
の
一
環
と
し
て
そ
の
効
果
の
万
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、
補
導

生
の
選
考
、
あ
っ
旋
は
当
然
公
共
職
業
安
定
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
た

め
、
職
業
安
定
法
に
お
い
て
も
補
導
生
の
選
考
お
よ
び
あ
っ
旋
は
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行

う
よ
う
明
示
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
補
導
期
間
中
の
処
遇
に
つ
い
て
万
全
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
〇
─
〇
一
四
九
九

基

本

的

措

置

〇
一
四
〇
〇

補
導
生
の
募
集
、
選
考
、
あ
っ
旋
等
の
担
当
者

公
共
職
業
安
定
所
に
は
、
必
ず
職
業
補
導
担
当
職
員
を
お
き
、
補
導
生
の
募
集
、
選
考
、
あ

っ
旋
、
就
職
後
の
補
導
に
関
す
る
協
力
等
を
担
当
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。

補
導
担
当
職
員
は
、
他
の
係
と
密
接
な
連
絡
を
図
り
、
業
務
の
円
滑
な
る
遂
行
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
一

公
共
職
業
安
定
所
と
公
共
職
業
補
導
所
の
連
け
い

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
職
業
補
導
所
の
実
状
を
把
握
し
、
こ
れ
と
密
接
な
連
け
い
を
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
四
〇
二

参
考
資
料
の
整
備

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
補
導
所
一
覧
表
、
全
国
補
導
所
一
覧
表
、
補
導
修
了
者
就
職
状

況
調
そ
の
他
必
要
な
参
考
資
料
を
整
備
し
て
、
職
業
補
導
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
そ
の
他

一
般
求
職
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
随
時
且
つ
容
易
に
職
業
補
導
所
の
状
況
を
知
り
得

る
よ
り
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
五
〇
〇
─
〇
一
五
九
九

募

集

〇
一
五
〇
〇

補
導
生
募
集
の
手
続

公
共
職
業
安
定
所
は
、
管
内
の
職
業
補
導
所
に
入
所
せ
し
む
べ
き
補
導
生
を
募
集
せ
ん
と
す

る
場
合
は
、
当
課
補
導
所
の
募
集
種
目
、
募
集
人
員
、
募
集
期
日
、
入
所
条
件
及
び
通
動
順

路
、
寄
宿
施
設
の
状
況
等
必
要
な
資
料
を
作
成
し
て
、
都
道
府
県
に
提
出
す
る
と
共
に
、
募

集
地
域
の
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
は
前
項
の
資
料
に
基
き
、
募
集
に
つ
き
必
要
な
指
導
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

〇
一
五
〇
一

数
都
道
府
県
に
わ
た
る
募
集
の
手
続
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数
都
道
府
県
の
地
域
に
わ
た
つ
て
補
導
生
を
募
集
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
当
該
安
定
所
は
募

集
要
項
を
作
成
し
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
募
集
地
域
都
道
府
県
に
連
絡
す
る
と
共
に
、
そ
の

一
通
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
五
〇
二

募
集
開
始
の
時
期

募
集
は
入
所
期
日
の
少
く
と
も
二
ヶ
月
前
よ
り
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〇
一
五
〇
三

募
集
の
手
段

公
共
職
業
安
定
所
は
、
所
在
地
補
導
生
の
募
集
に
つ
き
新
聞
、
ポ
ス
タ
ー
、
立
看
板
、
移
動

展
、
映
画
、（
幻
燈
）
街
頭
職
業
相
談
等
あ
ら
ゆ
る
周
知
方
法
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。

〇
一
五
〇
四

他
機
関
と
の
連
絡

市
区
町
村
、
学
校
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
団
体
と
は
常
に
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
、
そ
の
協
力

を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

〇
一
五
〇
五

他
都
道
府
県
職
業
補
導
所
入
所
申
込
を
受
理
し
た
場
合
の
処
置

他
の
都
道
府
県
の
職
業
補
導
所
え
入
所
の
申
込
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
希
望

す
る
職
業
補
導
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
五
〇
六

身
体
障
害
者
の
募
集

身
休
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
は
関
係
病
院
、
療
養
所

そ
の
他
身
体
障
害
者
を
収
容
す
る
学
校
と
密
接
な
連
絡
を
は
か
る
と
共
に
、
出
張
相
談
を
も

併
せ
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

〇
一
六
〇
〇
─
〇
一
六
九
九

選

考

〇
一
六
〇
〇

申
込
受
理
公
共
職
業
安
定
所
の
処
置

公
共
職
業
補
導
所
入
所
の
申
込
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
は
、
面
接
及
び
必
要
あ
る
場
合

は
適
性
検
査
（
身
体
検
査
を
含
む
）
等
を
実
施
の
上
必
要
な
意
見
及
び
評
点
を
附
し
た
求
職

票
を
入
所
す
べ
き
公
共
職
業
補
導
所
の
所
在
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
送
付
す
る
。

特
に
、
身
体
障
害
者
の
み
を
対
象
と
す
る
特
別
の
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
を
希
望
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
特
殊
の
障
害
の
あ
る
も
の
に
対
し
、
入
所
申
込
の
際
官
公
立
の
病
院
、
療
養

所
、
保
健
所
の
専
門
医
の
健
康
診
断
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
六
〇
一

採
否
の
決
定

当
該
公
共
職
業
補
導
所
長
は
、
前
記
の
書
類
の
送
付
を
う
け
た
公
共
職
業
安
定
所
々
長
の
選

抜
に
基
い
て
協
議
の
上
、
入
所
を
決
定
し
、
速
か
に
本
人
に
通
知
す
る
と
共
に
、
関
係
公
共

職
業
安
定
所
に
通
報
す
る
。

〇
一
六
〇
二

選
考
の
基
準

補
導
生
（
聾
唖
者
を
含
む
）
は
、
原
則
と
し
て
、
義
務
教
育
修
了
者
に
限
り
、
そ
の
適
否
の

判
定
は
、
そ
の
者
の
能
力
及
び
希
望
に
基
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
並
び
に
一
般
の
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
申
込
の
身
休
障
害

の
適
否
の
判
定
は
、
肢
体
不
自
由
者
に
つ
い
て
は
次
表
身
体
障
害
者
補
導
種
目
選
択
基
準
（
肢

体
不
自
由
者
の
部
）
に
よ
る
。

但
し
、
左
の
各
項
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
当
分
の
間
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
。

⑴

精
神
薄
弱
な
る
者
（
職
業
指
導
業
務
手
引
九
八
二
一
智
能
検
査
中
団
体
検
査
、
個
人
検

査
実
施
の
結
果
、
再
検
査
に
お
る
て
と
も
に
精
神
薄
弱
と
認
定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）

⑵

精
神
に
異
状
あ
る
者

⑶

補
導
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
障
害
部
位
の
再
発
の
惧
れ
大
な
る
者

⑷

咀
嚼
及
び
言
語
の
中
一
方
又
は
両
方
の
機
能
を
廃
す
る
か
、
ま
た
は
著
し
る
障
害
を
残

せ
る
者

⑸

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
介
護
を
要
す
る
者

⑹

半
身
不
随
と
な
り
介
護
を
要
す
る
者

⑺

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
○
・
○
六
以
下
に
な
っ
た
者

⑻

内
部
疾
患
及
び
伝
染
性
疾
患
を
有
す
る
者
又
は
障
害
部
位
の
固
定
し
な
る
者

重
度
の
身
体
障
害
者
の
み
を
収
容
す
る
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
置
の
趣

旨
に
鑑
み
、
恩
給
法
施
行
令
（
以
下
恩
施
令
と
称
す
）
を
適
用
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
款

症
目
症
該
当
者
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
施
行
規
（
以
下
労
災
則
と
称
す
）
別
表
第
二
身
体
障
害
等
級
表
第
一
〇
級
以
下
の

者
は
、
こ
れ
る
避
け
る
こ
と
。
但
し
恩
施
令
を
適
用
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
第
一
款
症
該

マ
マ

当
者
、
労
災
則
を
適
用
さ
れ
る
者
に
つ
る
て
は
、
第
一
〇
級
該
当
者
で
あ
っ
て
も
、
一
般

の
公
共
職
業
補
導
所
で
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
こ
の
限

り
で
は
な
る
。

な
お
、
恩
施
令
及
び
労
災
則
を
適
用
さ
れ
る
者
以
外
の
者
に
つ
る
て
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
註
）

精
神
薄
弱
な
る
者
、
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
○
・
○
六
以
下
に
な
っ
た
者
は
補

導
を
受
け
る
た
め
特
別
の
介
護
を
要
す
る
も
、
既
存
の
公
共
職
業
補
導
所
の
現
状
で
は
附
添
い

を
寄
宿
せ
し
め
る
規
模
を
有
し
な
い
た
め
、
特
別
の
施
設
が
で
き
る
迄
こ
れ
を
避
け
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

身
体
障
害
者
補
導
種
目
選
択
基
準
の
説
明

⑴

本
基
準
は
職
業
補
導
所
職
員
の
懇
切
叮
嚀
な
る
指
導
の
も
と
に
、
身
体
障
害
者
が
相
当

度
の
知
識
技
能
修
得
意
欲
を
発
揮
し
、
且
つ
必
要
な
る
人
工
補
装
装
置
を
装
着
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
す
。
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⑵

◎
○×

各
印
の
区
分
は
左
に
よ
る
も
の
と
す
。

◎
印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
可
能
な
る
こ
と
を
示
す
。

○
印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
可
能
な
る
場
合
あ
る
こ

と
を
示
す
。

×

印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
困
難
な
る
こ
と
を
示
す
。

身
体
障
害
者
補
導
種
目
選
択
基
準
（
肢
体
不
自
由
者
の
部
）（
編
注
：
略
）

〇
一
六
〇
三

身
体
障
害
者
の
選
考

身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
官
公
立
医
療
機
関
と
も
緊
密
な
連
絡
を
と
り
そ
の
選
考
に
慎
重

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

〇
一
六
〇
四

不
適
格
者
の
処
置

不
適
格
者
は
他
の
適
当
な
補
導
種
目
又
は
職
業
に
つ
く
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

但
し
本
人
が
希
望
し
な
い
補
導
種
目
又
は
職
業
に
つ
く
こ
と
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
一
七
〇
〇
─
〇
一
七
九
九

補補
導導
期期
間間
中中
のの
処処
置置

〇
一
七
〇
〇
─
〇
一
七
三
九

補
導
手
当
等
の
支
給

〇
一
七
〇
〇

趣

旨

職
業
補
導
事
業
を
真
に
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
補
導
生
の
補
導
期
間
中
の
生
活
の

安
定
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
が
、
失
業
保
険
法
な
ら
び
に
生
活
保
護
法
等
の
法

制
上
の
立
前
お
よ
び
財
政
上
の
実
状
よ
り
み
て
、
職
業
補
導
事
業
と
し
て
は
、
こ
れ
を
無
料

で
実
施
す
る
外
、
更
に
補
導
生
活
費
を
支
給
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
従
つ
て
、

国
と
し
て
は
、
直
接
補
導
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
経
費
、
交
通
費
等
の
一
部
を
負
担
し
、

少
し
で
も
補
導
生
の
経
費
の
負
担
の
軽
減
を
計
り
、
補
導
を
受
け
や
す
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
補
導
手
当
を
支
給
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
生
活
費
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
補
導
生
自
己
の
負
担
と
し
そ
の
困
難
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
失
業
保
険
法
等
の
適
用
に
よ
り
、
そ
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

〇
一
七
〇
一

原

則

上
項
の
趣
旨
よ
り
み
て
、
補
導
手
当
の
支
給
は
こ
れ
を
一
律
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

補
導
生
個
々
の
実
状
に
応
じ
て
こ
れ
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
補
導
所
実
習
収
入
金
の
補
導

生
に
対
す
る
合
理
的
な
配
分
と
に
ら
み
合
わ
せ
、
最
も
効
果
的
な
額
お
よ
び
支
給
方
法
を
考

慮
し
、
補
導
事
業
の
円
滑
な
る
遂
行
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
七
〇
二

補
導
手
当

⑴

補
導
手
当
の
定
義

本
要
綱
に
お
い
て
補
導
手
当
と
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
第
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、

職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
に
対
し
、
国
が
そ
の
経
費
の
一
部
を

負
担
し
て
支
給
す
る
手
当
を
い
う
。

⑵

支
給
の
対
象

公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
は
、
補
導
手
当
支
給
の
対
象
で

あ
る
が
、
失
業
保
険
金
の
受
給
者
お
よ
び
経
済
的
に
補
導
手
当
相
当
額
支
出
余
裕
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
は
除
外
せ
ら
れ
る
。

⑶

補
導
手
当
の
内
容
と
支
給
額
の
算
定

㋑

通
勤
者
に
必
要
な
経
費
（
交
通
費
）

交
通
費
は
、
通
勤
距
離
（
片
道
）
三
粁
以
上
の
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
。
右
の
該

当
者
を
、
通
勤
圏
に
よ
り
二
或
い
は
三
種
類
に
区
分
し
、
差
等
を
設
け
、
予
算
の
範

囲
内
で
支
給
日
額
を
定
め
る
。

㋺

入
寮
生
に
必
要
な
経
費

入
寮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
寮
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

⑷

支

給

期

日

補
導
手
当
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
前
月
分
を
取
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
支
給
す
る
。
但
し
、

補
導
修
了
月
に
あ
っ
て
は
、
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑸

補
導
手
当
は
、
日
曜
、
祝
日
そ
の
他
欠
席
し
た
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
。

早
退
に
つ
い
て
は
、
一
日
の
補
導
時
間
の
二
分
の
一
以
上
出
席
し
た
場
合
の
み
、
日
額

金
額
を
支
給
す
る
。

⑹

都
道
府
県
知
事
は
、
右
の
要
領
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
導
手
当
支
給
日

額
を
定
め
、
左
記
様
式
に
よ
り
、
年
度
開
始
前
一
ヶ
月
迄
に
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
導
手
当
支
給
日
額
表

都
道
府
県
名
（
編
注
：
略
）

⑺

予
算
の
経
理

右
の
基
準
に
従
っ
て
、
補
導
手
当
を
支
給
し
、
予
算
上
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ

を
四
・
四
半
期
ま
で
留
め
置
き
、
本
省
の
指
示
に
よ
り
或
い
は
本
省
の
承
認
を
得
て
、

他
の
費
目
に
充
当
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
一
七
〇
三

作
業
手
当

⑴

作
業
手
当
の
定
義

本
要
綱
に
つ
い
て
作
業
手
当
と
は
、
職
業
補
導
実
習
収
入
金
（
○
六
二
〇
〇
─
○
六
二
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⑵

◎
○×

各
印
の
区
分
は
左
に
よ
る
も
の
と
す
。

◎
印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
可
能
な
る
こ
と
を
示
す
。

○
印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
可
能
な
る
場
合
あ
る
こ

と
を
示
す
。

×
印
は
左
欄
記
載
の
身
体
障
害
者
が
上
欄
の
補
導
種
目
に
従
事
困
難
な
る
こ
と
を
示
す
。

身
体
障
害
者
補
導
種
目
選
択
基
準
（
肢
体
不
自
由
者
の
部
）（
編
注
：
略
）

〇
一
六
〇
三

身
体
障
害
者
の
選
考

身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
官
公
立
医
療
機
関
と
も
緊
密
な
連
絡
を
と
り
そ
の
選
考
に
慎
重

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

〇
一
六
〇
四

不
適
格
者
の
処
置

不
適
格
者
は
他
の
適
当
な
補
導
種
目
又
は
職
業
に
つ
く
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

但
し
本
人
が
希
望
し
な
い
補
導
種
目
又
は
職
業
に
つ
く
こ
と
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
一
七
〇
〇
─
〇
一
七
九
九

補補
導導
期期
間間
中中
のの
処処
置置

〇
一
七
〇
〇
─
〇
一
七
三
九

補
導
手
当
等
の
支
給

〇
一
七
〇
〇

趣

旨

職
業
補
導
事
業
を
真
に
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
補
導
生
の
補
導
期
間
中
の
生
活
の

安
定
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
が
、
失
業
保
険
法
な
ら
び
に
生
活
保
護
法
等
の
法

制
上
の
立
前
お
よ
び
財
政
上
の
実
状
よ
り
み
て
、
職
業
補
導
事
業
と
し
て
は
、
こ
れ
を
無
料

で
実
施
す
る
外
、
更
に
補
導
生
活
費
を
支
給
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
従
つ
て
、

国
と
し
て
は
、
直
接
補
導
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
経
費
、
交
通
費
等
の
一
部
を
負
担
し
、

少
し
で
も
補
導
生
の
経
費
の
負
担
の
軽
減
を
計
り
、
補
導
を
受
け
や
す
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
補
導
手
当
を
支
給
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
生
活
費
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
補
導
生
自
己
の
負
担
と
し
そ
の
困
難
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
失
業
保
険
法
等
の
適
用
に
よ
り
、
そ
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

〇
一
七
〇
一

原

則

上
項
の
趣
旨
よ
り
み
て
、
補
導
手
当
の
支
給
は
こ
れ
を
一
律
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

補
導
生
個
々
の
実
状
に
応
じ
て
こ
れ
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
補
導
所
実
習
収
入
金
の
補
導

生
に
対
す
る
合
理
的
な
配
分
と
に
ら
み
合
わ
せ
、
最
も
効
果
的
な
額
お
よ
び
支
給
方
法
を
考

慮
し
、
補
導
事
業
の
円
滑
な
る
遂
行
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
七
〇
二

補
導
手
当

⑴

補
導
手
当
の
定
義

本
要
綱
に
お
い
て
補
導
手
当
と
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
第
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、

職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
に
対
し
、
国
が
そ
の
経
費
の
一
部
を

負
担
し
て
支
給
す
る
手
当
を
い
う
。

⑵

支
給
の
対
象

公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
は
、
補
導
手
当
支
給
の
対
象
で

あ
る
が
、
失
業
保
険
金
の
受
給
者
お
よ
び
経
済
的
に
補
導
手
当
相
当
額
支
出
余
裕
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
は
除
外
せ
ら
れ
る
。

⑶

補
導
手
当
の
内
容
と
支
給
額
の
算
定

㋑

通
勤
者
に
必
要
な
経
費
（
交
通
費
）

交
通
費
は
、
通
勤
距
離
（
片
道
）
三
粁
以
上
の
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
。
右
の
該

当
者
を
、
通
勤
圏
に
よ
り
二
或
い
は
三
種
類
に
区
分
し
、
差
等
を
設
け
、
予
算
の
範

囲
内
で
支
給
日
額
を
定
め
る
。

㋺

入
寮
生
に
必
要
な
経
費

入
寮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
寮
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

⑷

支

給

期

日

補
導
手
当
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
前
月
分
を
取
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
支
給
す
る
。
但
し
、

補
導
修
了
月
に
あ
っ
て
は
、
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑸

補
導
手
当
は
、
日
曜
、
祝
日
そ
の
他
欠
席
し
た
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
。

早
退
に
つ
い
て
は
、
一
日
の
補
導
時
間
の
二
分
の
一
以
上
出
席
し
た
場
合
の
み
、
日
額

金
額
を
支
給
す
る
。

⑹

都
道
府
県
知
事
は
、
右
の
要
領
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
導
手
当
支
給
日

額
を
定
め
、
左
記
様
式
に
よ
り
、
年
度
開
始
前
一
ヶ
月
迄
に
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
導
手
当
支
給
日
額
表

都
道
府
県
名
（
編
注
：
略
）

⑺

予
算
の
経
理

右
の
基
準
に
従
っ
て
、
補
導
手
当
を
支
給
し
、
予
算
上
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ

を
四
・
四
半
期
ま
で
留
め
置
き
、
本
省
の
指
示
に
よ
り
或
い
は
本
省
の
承
認
を
得
て
、

他
の
費
目
に
充
当
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
一
七
〇
三

作
業
手
当

⑴

作
業
手
当
の
定
義

本
要
綱
に
つ
い
て
作
業
手
当
と
は
、
職
業
補
導
実
習
収
入
金
（
○
六
二
〇
〇
─
○
六
二



- 102 -

九
九
の
○
六
二
〇
一
参
照
）
お
よ
び
代
金
返
還
を
必
要
と
し
な
い
材
料
費
の
原
価
償
却

代
金
（
○
六
二
〇
〇
─
○
六
二
九
九
の
○
六
二
五
一
の
二
、
但
書
参
照
）
の
全
部
又
は

一
部
を
財
源
と
し
て
、
補
導
生
（
以
下
補
導
生
と
い
う
場
合
は
補
習
生
を
含
む
。
）
に

支
給
す
る
手
当
を
い
う
。

⑵

支
給
の
目
的

本
手
当
は
、
補
導
生
の
生
活
費
の
一
部
を
補
助
す
る
目
的
を
以
て
支
給
せ
ら
れ
る
。

⑶

支
給
の
対
象

本
手
当
は
、
補
導
生
の
経
済
条
件
或
い
は
、
生
活
保
護
法
の
適
用
、
失
業
保
険
金
の
受

給
等
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
補
導
生
に
対
し
、
出
席
日
数
に
応
じ
て
支
給

せ
ら
れ
る
。

⑷

支
給
額
の
算
定

㋑

木
手
当
は
実
状
に
応
じ
、
補
導
生
の
生
活
費
の
一
部
を
補
助
す
る
目
的
を
果
す
た
め

に
、
年
齢
（
例
え
ば
二
十
歳
以
上
と
二
十
歳
未
満
）
扶
養
家
族
の
有
無
等
を
考
慮
し
、

差
等
を
設
け
て
支
給
日
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㋺

支
給
日
額
は
、
当
該
補
導
所
の
収
入
金
の
多
少
に
よ
っ
て
、
差
別
し
て
は
な
ら
な
い

が
、
そ
の
実
習
内
容
に
従
っ
て
、
補
導
種
目
別
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㋩

一
般
補
導
生
の
日
額
と
補
導
生
の
日
額
は
差
別
し
て
差
支
え
な
い
。

⑸

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
算
定
に
基
き
、
財
源
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
作
業
手
当
日

額
を
定
め
、
左
記
例
に
よ
り
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
手
当
支
給
日
額
表
例
（
編
注
：
略
）

〇
一
七
〇
四

簿

冊

補
導
手
当
及
び
作
業
手
当
の
支
給
に
関
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
別
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
公
共
職
業
補
導
所
は
次
の
簿
冊
を
備
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
手
当
支
給
簿
（
別
記
様
式
第
一
号
）
（
編
注
：
以
下
略
）

補
導
手
当
支
給
明
細
簿
（
別
記
様
式
第
二
号
）

作
業
手
当
支
給
明
細
書
（
刷
記
様
式
第
二
号
に
準
ず
る
）

マ
マ

別
記
様
式
第
一
号

作
業
手
当
支
給
簿
（
編
注
：
略
）

別
記
様
式
第
二
号

補
導
手
当
支
給
明
細
簿
（
編
注
：
略
）

〇
一
七
四
〇
─
〇
一
七
五
九

費

用

〇
一
七
四
〇

費

用

職
業
補
導
は
無
料
で
あ
り
、
補
導
生
よ
り
は
職
業
補
導
に
関
し
て
い
か
な
る
費
用
も
徴
収
し

て
は
な
ら
な
い
。

〇
一
七
六
〇
─
〇
一
七
七
九

補
導
の
純
粋
性
の
確
保

〇
一
七
六
〇

補
導
の
純
粋
性
の
確
保

補
導
生
を
職
業
補
導
の
目
的
と
関
連
の
な
い
業
務
（
例
タ
イ
ピ
ス
ト
補
導
所
に
お
け
る
封
筒

張
り
或
は
農
耕
等
）
に
強
制
的
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
職
業
補
導
が
不
純

に
な
る
の
で
、
か
か
る
こ
と
の
絶
対
に
生
じ
な
い
よ
う
完
全
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
七
八
〇
─
〇
一
七
九
九

寄
宿
舎
設
備
の
確
保

〇
一
七
八
〇

寄
宿
舎
設
備
の
確
保

寄
宿
舎
設
備
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
寄
宿
舎
の
附
設
あ
る
い
は
適
当
な
る
家
屋
に
対
す
る

寄
宿
の
あ
っ
旋
に
つ
い
て
極
力
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
八
〇
〇
─
〇
一
八
九
九

就
職
の
あ
つ
旋

〇
一
八
〇
〇

就
職
希
望
、
求
人
調
査
、
就
職
相
談

管
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
修
了
前
少
く
と
も
一
ヶ
月
前
よ
り
就
職
面
談
を
実
施
す
る

も
の
と
し
、
以
前
に
補
導
生
の
就
職
希
望
調
査
及
び
求
人
調
査
を
な
し
、
そ
の
完
全
就
職
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
八
〇
一

職
業
補
導
所
の
協
力

公
共
職
業
補
導
所
は
、
補
導
修
了
者
の
完
全
就
職
に
つ
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
一
九
〇
〇
─
〇
二
一
九
九

就
職
後
の
措
置

〇
一
九
〇
〇

指

導

補
導
修
了
者
の
就
職
直
後
の
職
場
え
の
適
応
状
況
を
調
整
し
、
問
題
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
、

補
導
所
及
び
雇
用
者
の
協
力
を
求
め
て
適
切
な
指
導
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
。

自
営
を
な
す
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
補
導
所
は
技
術
指
導
を
な
す
も
の
と
す
る
。

〇
一
九
〇
一

調

査

補
導
修
了
者
の
就
職
後
の
作
業
成
績
、
特
に
作
業
態
度
、
技
能
程
度
等
の
補
導
を
受
け
ず
に

就
職
し
た
者
と
比
較
し
て
調
査
し
、
雇
用
者
の
意
向
を
も
徴
し
て
、
今
後
の
補
導
事
業
の

改
善
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
二
〇
〇
─
〇
二
二
四
九

補
習
生

〇
二
二
〇
〇

方

針

職
業
補
導
事
業
は
、
求
職
者
に
対
し
、
で
き
る
限
り
短
期
間
に
所
要
の
技
能
を
授
け
て
、
適

職
に
就
業
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
補
導
方
法
に
十
分
な
る

改
善
工
夫
を
加
え
、
所
定
の
補
導
期
間
内
に
、
補
導
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と

と
し
、
補
習
生
の
制
度
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
。
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又
所
定
の
補
導
期
間
を
終
了
し
た
者
を
一
律
に
補
習
生
に
す
る
が
如
き
措
置
は
廃
し
、
で
き

る
限
り
補
導
終
了
者
の
即
時
就
職
あ
つ
旋
に
努
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
一

補
習
生
の
定
義

公
共
職
業
補
導
所
の
補
習
生
と
は
、
所
定
の
補
導
期
間
修
了
後
な
お
技
能
を
高
め
る
た
め
に
、

そ
の
希
望
に
よ
り
、
当
該
補
導
所
に
お
い
て
、
更
に
技
能
の
訓
練
を
う
け
よ
う
と
す
る
者
を

い
う
。

〇
二
二
〇
二

補
習
科
を
設
置
し
う
る
場
合

補
習
科
の
設
置
は
、
方
針
の
項
に
お
い
て
述
べ
た
趣
旨
に
よ
る
の
ほ
か
当
該
補
導
生
の
補
導

に
支
障
を
来
さ
な
い
場
合
に
限
る
こ
と
。

な
お
、
補
導
期
間
が
一
年
以
上
の
種
日
に
つ
い
て
は
、
補
習
科
を
設
置
し
な
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
三

補
習
生
の
定
員

都
道
府
県
知
事
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
意
見
を
徴
し
、
当
該
補
導
種
目
の
補
導
定
員
の
半

数
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
補
習
生
の
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

当
該
補
導
種
目
補
導
定
員
の
半
数
を
超
え
て
補
習
生
の
定
員
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
要
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
予
め
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
承
認
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

〇
二
二
〇
四

補
習
生
の
選
定

公
共
職
業
補
導
所
長
は
、
補
導
生
修
了
者
の
う
ち
か
ら
本
人
の
希
望
、
習
得
し
た
技
能
程
度

お
よ
び
家
庭
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
、
補
習
生
を
選
定
す
る
。

〇
二
二
〇
五

補
習
期
間

補
習
期
間
は
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
な
お
、
補
習
期
間
中
と
雖
も
就
職
の
機
会

あ
る
ご
と
に
随
時
就
職
せ
し
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
六

指
導
方
法

補
習
の
指
導
に
関
し
て
は
、
実
技
に
重
点
を
置
き
、
而
も
、
本
人
の
自
発
性
を
尊
重
し
、
自

ら
工
夫
、
研
究
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

従
つ
て
、
指
導
員
は
研
究
課
題
の
選
択
お
よ
び
そ
の
解
決
の
鍵
の
指
示
、
新
し
い
技
術
お
よ

び
製
品
の
紹
介
の
ほ
か
補
習
生
の
質
問
に
対
し
、
助
言
を
与
え
る
程
度
に
止
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
七

補
習
生
の
待
遇

補
習
生
に
対
し
て
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
基
い
て
、
国
が
経
費
を
負
担
し

て
支
給
す
る
補
導
手
当
は
支
給
し
な
い
。

但
し
、
補
導
所
の
実
習
収
入
金
を
財
源
と
し
、
生
活
費
の
一
部
を
補
助
す
る
目
的
を
以
て
支

給
す
る
作
業
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
二
〇
八

補
習
生
に
対
す
る
経
費

職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
経
費
の
中
に
は
、
補
習
生
に
要
す
る
経
費
を
含
ま
な
い
。

従
っ
て
、
国
は
補
習
生
に
要
す
る
経
費
は
こ
れ
を
負
担
し
な
い
。
一
般
補
導
費
以
外
に
、
特

に
補
習
生
の
た
め
に
特
別
の
経
費
を
要
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
専
任
職
員
の
設
置
、
補
習
生

用
施
設
設
備
の
拡
充
、
資
材
の
購
入
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
経
費
は
、
都
道
府
県
に

お
い
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
二
〇
九

実
習
収
入
金
の
取
扱
い

補
習
生
の
実
習
に
よ
る
収
入
金
は
、
一
般
補
導
生
の
そ
れ
と
と
も
に
、
○
六
二
〇
〇
─
〇
六

二
九
九
に
基
い
て
一
括
処
理
す
る
も
の
と
し
、
補
習
生
の
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
一

七
○
○
─
〇
一
七
三
九
の
○
一
七
〇
三
に
よ
る
。

〇
二
二
一
〇

報
告
の
取
扱
い

補
導
生
に
関
す
る
諸
報
告
中
、
一
般
補
導
生
の
数
に
は
、
補
習
生
を
算
入
せ
ず
、
両
者
を
区

別
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

〇
二
三
〇
〇
─
〇
三
二
九
九

職職
業業
補補
導導
のの
基基
準準

〇
二
三
〇
〇
─
〇
二
三
四
九

方

針

〇
二
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
本
事
業
の
方
針
に
則
り
直
接
に
は
労
働
力
需
給
の
状
況
に

よ
り
、
そ
の
内
容
が
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
事
業
に
指
針
を
与
え
、
内
容
に
全
国
的

規
模
に
お
い
て
の
同
一
性
を
持
た
し
め
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
や
す
い
都
道
府

県
間
に
お
け
る
補
導
内
客
の
不
均
衡
を
是
正
し
て
、
全
国
的
共
通
性
を
持
た
し
め
、
足
ら
ざ

る
を
補
っ
て
、
そ
の
質
的
向
上
を
図
る
方
途
と
な
る
の
で
、
こ
こ
に
必
要
な
基
準
を
定
め
る

の
で
あ
る
。

〇
二
三
〇
一

都
道
府
県
知
事
の
責
任

従
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
は
職
業
補
導
の
基
準
の
適
用
に
当
つ
て
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
汲
ん
で
、
こ
れ
に
完
全
に
準
拠
す
る
は
も
と
よ
り
、
更
に
一
層
の
研
さ
ん
を
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
三
五
〇
─
〇
二
三
九
九

職
業
補
導
所
の
規
模
の
基
準

〇
二
三
五
〇

原

則

補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充
分
の

検
討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
た
さ
ざ
る
よ
う
そ
の
最
少
限
度
は
、
必
ら
ず
こ
れ
を
整
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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又
所
定
の
補
導
期
間
を
終
了
し
た
者
を
一
律
に
補
習
生
に
す
る
が
如
き
措
置
は
廃
し
、
で
き

る
限
り
補
導
終
了
者
の
即
時
就
職
あ
つ
旋
に
努
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
一

補
習
生
の
定
義

公
共
職
業
補
導
所
の
補
習
生
と
は
、
所
定
の
補
導
期
間
修
了
後
な
お
技
能
を
高
め
る
た
め
に
、

そ
の
希
望
に
よ
り
、
当
該
補
導
所
に
お
い
て
、
更
に
技
能
の
訓
練
を
う
け
よ
う
と
す
る
者
を

い
う
。

〇
二
二
〇
二

補
習
科
を
設
置
し
う
る
場
合

補
習
科
の
設
置
は
、
方
針
の
項
に
お
い
て
述
べ
た
趣
旨
に
よ
る
の
ほ
か
当
該
補
導
生
の
補
導

に
支
障
を
来
さ
な
い
場
合
に
限
る
こ
と
。

な
お
、
補
導
期
間
が
一
年
以
上
の
種
日
に
つ
い
て
は
、
補
習
科
を
設
置
し
な
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
三

補
習
生
の
定
員

都
道
府
県
知
事
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
意
見
を
徴
し
、
当
該
補
導
種
目
の
補
導
定
員
の
半

数
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
補
習
生
の
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

当
該
補
導
種
目
補
導
定
員
の
半
数
を
超
え
て
補
習
生
の
定
員
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
要
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
予
め
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
承
認
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

〇
二
二
〇
四

補
習
生
の
選
定

公
共
職
業
補
導
所
長
は
、
補
導
生
修
了
者
の
う
ち
か
ら
本
人
の
希
望
、
習
得
し
た
技
能
程
度

お
よ
び
家
庭
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
、
補
習
生
を
選
定
す
る
。

〇
二
二
〇
五

補
習
期
間

補
習
期
間
は
六
ヶ
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
な
お
、
補
習
期
間
中
と
雖
も
就
職
の
機
会

あ
る
ご
と
に
随
時
就
職
せ
し
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
六

指
導
方
法

補
習
の
指
導
に
関
し
て
は
、
実
技
に
重
点
を
置
き
、
而
も
、
本
人
の
自
発
性
を
尊
重
し
、
自

ら
工
夫
、
研
究
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

従
つ
て
、
指
導
員
は
研
究
課
題
の
選
択
お
よ
び
そ
の
解
決
の
鍵
の
指
示
、
新
し
い
技
術
お
よ

び
製
品
の
紹
介
の
ほ
か
補
習
生
の
質
問
に
対
し
、
助
言
を
与
え
る
程
度
に
止
め
る
こ
と
。

〇
二
二
〇
七

補
習
生
の
待
遇

補
習
生
に
対
し
て
は
、
職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
基
い
て
、
国
が
経
費
を
負
担
し

て
支
給
す
る
補
導
手
当
は
支
給
し
な
い
。

但
し
、
補
導
所
の
実
習
収
入
金
を
財
源
と
し
、
生
活
費
の
一
部
を
補
助
す
る
目
的
を
以
て
支

給
す
る
作
業
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
二
〇
八

補
習
生
に
対
す
る
経
費

職
業
安
定
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
経
費
の
中
に
は
、
補
習
生
に
要
す
る
経
費
を
含
ま
な
い
。

従
っ
て
、
国
は
補
習
生
に
要
す
る
経
費
は
こ
れ
を
負
担
し
な
い
。
一
般
補
導
費
以
外
に
、
特

に
補
習
生
の
た
め
に
特
別
の
経
費
を
要
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
専
任
職
員
の
設
置
、
補
習
生

用
施
設
設
備
の
拡
充
、
資
材
の
購
入
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
経
費
は
、
都
道
府
県
に

お
い
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
二
〇
九

実
習
収
入
金
の
取
扱
い

補
習
生
の
実
習
に
よ
る
収
入
金
は
、
一
般
補
導
生
の
そ
れ
と
と
も
に
、
○
六
二
〇
〇
─
〇
六

二
九
九
に
基
い
て
一
括
処
理
す
る
も
の
と
し
、
補
習
生
の
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
一

七
○
○
─
〇
一
七
三
九
の
○
一
七
〇
三
に
よ
る
。

〇
二
二
一
〇

報
告
の
取
扱
い

補
導
生
に
関
す
る
諸
報
告
中
、
一
般
補
導
生
の
数
に
は
、
補
習
生
を
算
入
せ
ず
、
両
者
を
区

別
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

〇
二
三
〇
〇
─
〇
三
二
九
九

職職
業業
補補
導導
のの
基基
準準

〇
二
三
〇
〇
─
〇
二
三
四
九

方

針

〇
二
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
本
事
業
の
方
針
に
則
り
直
接
に
は
労
働
力
需
給
の
状
況
に

よ
り
、
そ
の
内
容
が
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
事
業
に
指
針
を
与
え
、
内
容
に
全
国
的

規
模
に
お
い
て
の
同
一
性
を
持
た
し
め
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
お
ち
い
り
や
す
い
都
道
府

県
間
に
お
け
る
補
導
内
客
の
不
均
衡
を
是
正
し
て
、
全
国
的
共
通
性
を
持
た
し
め
、
足
ら
ざ

る
を
補
っ
て
、
そ
の
質
的
向
上
を
図
る
方
途
と
な
る
の
で
、
こ
こ
に
必
要
な
基
準
を
定
め
る

の
で
あ
る
。

〇
二
三
〇
一

都
道
府
県
知
事
の
責
任

従
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
は
職
業
補
導
の
基
準
の
適
用
に
当
つ
て
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
汲
ん
で
、
こ
れ
に
完
全
に
準
拠
す
る
は
も
と
よ
り
、
更
に
一
層
の
研
さ
ん
を
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
三
五
〇
─
〇
二
三
九
九

職
業
補
導
所
の
規
模
の
基
準

〇
二
三
五
〇

原

則

補
導
設
備
に
つ
い
て
は
定
員
及
び
補
導
教
程
を
勘
案
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
数
量
に
充
分
の

検
討
を
加
え
、
補
導
に
支
障
を
来
た
さ
ざ
る
よ
う
そ
の
最
少
限
度
は
、
必
ら
ず
こ
れ
を
整
備

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〇
二
三
五
一

規

模

職
業
補
導
所
の
規
模
は
、
原
則
と
し
て
別
表
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
こ
の
基
準

は
作
業
現
場
等
及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
で
あ
っ
て
、
事
務
室
、
教

室
、
倉
庫
及
び
そ
こ
に
設
け
ら
れ
る
設
備
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

〇
二
三
五
一

基
準
外
定
員
の
場
合
の
規
模

こ
の
基
準
に
示
さ
れ
て
い
な
い
定
員
を
有
す
る
職
業
補
導
所
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基

準
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
定
員
に
応
じ
て
、
適
切
な
設
備
を
有
す
る
よ
う
に
、
都
度
府
県
知

事
は
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
三
五
三

基
準
未
達
の
場
合

こ
の
基
準
に
達
し
な
い
規
模
を
有
す
る
職
業
補
導
所
は
、
そ
の
補
導
の
方
法
に
つ
い
て
、
職

業
安
定
局
長
の
特
別
の
承
認
を
得
た
場
合
に
限
っ
て
当
分
の
間
、
現
在
の
設
備
で
補
導
を
継

続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
二
三
五
四

前
項
の
場
合
の
処
置

前
項
の
職
業
補
導
所
は
、
設
備
又
は
建
物
の
借
上
、
代
用
、
都
道
府
県
費
に
よ
る
新
規
補
充

等
の
必
要
な
る
措
置
を
講
じ
、
こ
の
規
模
に
達
せ
し
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
三
五
五

危
害
防
止
及
び
衛
生

作
業
場
に
於
け
る
危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
基
準
法
に
準
拠
す
る
も
の
と
し
、

特
に
左
の
事
項
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
機
械
の
う
ち
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
あ
る
も
の
に
は
、
必
ず

安
全
装
置
を
設
け
る
外
、
こ
れ
に
接
近
し
て
作
業
に
従
事
す
る
者
に
は
、
適
当
な
帽
子

及
び
作
業
服
を
着
用
さ
せ
る
。

⑵

建
築
物
に
は
、
そ
の
規
模
に
適
応
す
る
貯
水
池
、
消
化
器
、
水
そ
う
、
そ
の
他
の
消
火

設
備
を
適
所
に
設
け
る
。

⑶

作
業
場
に
お
い
て
は
、
粉
塵
防
止
又
は
、
換
気
、
採
光
等
に
つ
い
て
適
当
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

⑷

作
業
場
に
は
、
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
る
。

〇
二
四
〇
〇
─
〇
二
四
四
九

定
員
及
び
期
間
の
基
準

〇
二
四
〇
〇

定

員

職
業
補
導
所
の
定
員
は
、
施
設
の
効
率
的
な
運
営
を
考
慮
し
一
種
目
に
つ
い
て
最
低
三
〇
人

を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

但
し
、
一
補
導
所
に
お
い
て
数
種
目
を
実
施
す
る
場
合
は
、
実
情
に
よ
り
一
種
目
二
五
名
以

上
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
四
〇
一

期

間

⑴

補
導
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
業
種
目
に
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
限
度

と
、
そ
の
補
導
を
受
け
る
者
の
生
活
状
態
と
を
勘
案
し
、
概
ね
六
ヶ
月
を
標
準
と
す
る

も
、
補
導
種
目
の
如
何
に
よ
り
、
こ
れ
を
一
年
迄
延
長
し
、
又
は
最
低
二
ヶ
月
を
降
ら

な
い
範
囲
に
お
い
て
短
縮
し
て
も
差
支
え
な
い
。

⑵

補
導
期
間
を
補
導
期
間
の
基
準
を
超
え
て
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
職
業
安
定
局
長

の
特
別
の
承
認
を
要
す
る
。

⑶

補
導
期
間
の
基
準
は
、
別
表
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事

は
適
切
な
補
導
期
間
の
設
定
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
四
五
〇
─
〇
二
四
九
九

教
程
の
基
準

〇
二
四
五
〇

原

則

補
導
教
程
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
補
導
全
期
間
に
お
け
る
進
度
に
関
し
て
、
精
密
な
計
画
を

樹
立
し
、
指
導
員
相
互
の
緊
密
な
連
絡
の
下
に
、
計
画
的
、
系
統
的
な
補
導
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

〇
二
四
五
一

基

準

補
導
種
目
別
教
程
の
基
準
は
別
表
に
よ
る
。

〇
二
四
五
一

記
載
外
種
目
の
基
準

別
表
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
種
目
に
関
し
て
は
、
各
補
導
所
毎
に
教
程
案
を
作
成
し
、
都
道

府
県
知
事
の
承
認
を
う
け
し
む
る
も
の
と
す
る
。

〇
二
五
〇
〇
─
〇
二
五
四
九

指
導
員
の
資
格
基
準

〇
二
五
〇
〇

基

準

指
導
員
の
資
格
基
準
は
、
別
表
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
適
格
優
秀
な
指
導
員
（
助
手
を
含
ま

な
い
）
の
任
用
に
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
二
五
〇
一

職
務
担
当

職
業
補
導
所
の
所
長
は
、
原
則
と
し
て
、
指
導
員
の
内
一
名
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

指
導
員
（
専
任
で
な
い
も
の
を
除
く
）
は
、
補
導
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、
原
則
と
し

て
、
補
導
生
二
〇
人
に
一
人
の
割
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
お
く
も
の
と
す
る
。

〇
二
五
〇
二

教
職
適
格
審
査
と
の
関
係

職
業
補
導
所
職
員
の
任
用
に
あ
た
っ
て
は
、
昭
和
二
二
年
政
令
第
六
三
号
同
施
行
規
則
の
適

用
が
あ
る
か
ら
、
教
職
適
確
審
査
に
つ
い
て
充
全
の
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

マ
マ

〇
二
三
五
一

の
別
表
（
編
注
：
中
略
）

〇
二
四
〇
一

⑶

の
別
表
（
編
注
：
中
略
）
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〇
二
五
四
一

別
表

公公
民民
科科
教教
授授
細細
目目

題
目

時
数

要
目
（
編
注
：
以
下
略
）

一
、
個
人
と
社
会

二

二
、
家

庭

一

三
、
家
の
経
済

一

教
養
（
文
化
）

四
、

二

（
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）

五
、
労
働
基
準
（
基
本
法
）

二

生
命
保
障

六
、

一

（
社
会
保
険
制
度
）

七
、
労
働
組
合

二

労
働
協
約
と

八
、

二

経
営
協
議
会

九
、
労
働
争
議

一

一
〇
、
労
働
委
員
会

一

一
一
、
社
会
の
経
済

二

一
二
、
国
民
と
政
治

一

一
三
、
国
際
関
係

一

十
四
、
社
会
理
想

一

裁裁
縫縫
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

一
、
普
通
学
科

一
、
公

民

二
〇

二
〇

別
途
通
牒

二
、
服
装
、
常
識

四

四

整
客
（
年
令
、
身
分
、
場
所
、
季
節
、

生
地
、
付
属
品
）

三
、
衣
類
、
整
備

二
四

二
四

衣
服
材
料
、
染
色
、
洗
濯
、
汚
点
抜

き
、
手
入
保
存

四
、
服
飾
、
手
芸

一
二

一
二

洋
裁
科
の
み

二
、
専
門
学
科

一
、
和

裁

八
一
六

八
一
六

講
義

一
五
〇

実
習

六
六
六

二
、
洋

裁

八
〇
四

八
〇
四

講
義

二
六
八

実
習

五
三
六

合

計

和

裁

八
六
四

八
六
四

一
ヶ
月
平
均
二
四
日

洋

裁

八
六
四

八
六
四

一
日
六
時
間
と
し
て
算
出
す
る

但
し

講
義
実
習
の
時
間
は
材
料
等
に
よ
り
斟
酌
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

普
通
学
科
中
服
装
常
識
は
後
期
に
於
て
取
扱
う
。

和
裁
科
教
授
細
目
（
教
程
時
間
数
八
一
六
時
間
）
（
編
注
：
以
下
略
）

洋
裁
科
教
授
細
目
（
教
授
時
間
八
〇
四
時
間
）
（
編
注
：
以
下
略
）

（
備
考
）

一
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
、
そ
の
補
導
要
項
標
準
時
間
割
は
別
表
に
よ
る
こ
と
。
但
し
工
具
及
補

導
資
材
の
入
手
状
況
等
に
応
じ
臨
機
若
干
の
変
更
を
な
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

二
、
補
導
に
当
つ
て
は
、
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
よ
ら
ず
補
導
期
間
中
は
実
技
に
重
き
を
置
き
、
必

要
な
知
識
及
び
技
能
の
素
地
を
合
理
的
且
つ
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導
修
了
並
び
に
就

職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
こ
と
。

三
、
前
項
の
技
能
業
拙
を
培
う
に
当
っ
て
は
、
補
導
生
が
修
了
後
雇
用
関
係
に
入
る
や
自
営
す
る
や
に

マ
マ

拘
ら
ず
、
共
通
的
に
必
要
な
る
実
習
教
材
を
集
約
的
に
選
定
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の

他
は
講
説
に
譲
る
を
可
と
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
期
間
の
後
期
に
於
て
は
、
適
切
な
る
応
用
実
習
又
は
宿
題
に
よ
り
な
る
べ
く
自
ら
工
夫
す
る

の
風
を
涵
養
す
る
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
実
習
と
講
説
は
総
合
的
に
計
画
を
立
て
両
者
を
で
き
る
だ
け
関
連
し
て
習
得
さ
せ
る
よ
う
に
留
意

す
る
こ
と
。

六
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
補
導
生
活
の
歓
喜
と
潤

い
を
与
え
る
よ
う
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
補
導
所
を
し
て
補
導
教
材
の
全
般
に
付
補
導
日
程
予
定
を
作
成
し

補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
（
余
暇
利
用
方
法
を
も
含
む
。
）

木木
船船
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

一
、
普
通
学
科

一
二
〇

七
〇

公

民

二
〇

二
〇

数

学

四
〇

一
四

教
授
細
目
㈠
の
甲
及
乙

物

象

四
〇

一
六

二
の
甲
及
乙
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〇
二
五
四
一

別
表

公公
民民
科科
教教
授授
細細
目目

題
目

時
数

要
目
（
編
注
：
以
下
略
）

一
、
個
人
と
社
会

二

二
、
家

庭

一

三
、
家
の
経
済

一

教
養
（
文
化
）

四
、

二

（
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）

五
、
労
働
基
準
（
基
本
法
）

二

生
命
保
障

六
、

一

（
社
会
保
険
制
度
）

七
、
労
働
組
合

二

労
働
協
約
と

八
、

二

経
営
協
議
会

九
、
労
働
争
議

一

一
〇
、
労
働
委
員
会

一

一
一
、
社
会
の
経
済

二

一
二
、
国
民
と
政
治

一

一
三
、
国
際
関
係

一

十
四
、
社
会
理
想

一

裁裁
縫縫
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

一
、
普
通
学
科

一
、
公

民

二
〇

二
〇

別
途
通
牒

二
、
服
装
、
常
識

四

四

整
客
（
年
令
、
身
分
、
場
所
、
季
節
、

生
地
、
付
属
品
）

三
、
衣
類
、
整
備

二
四

二
四

衣
服
材
料
、
染
色
、
洗
濯
、
汚
点
抜

き
、
手
入
保
存

四
、
服
飾
、
手
芸

一
二

一
二

洋
裁
科
の
み

二
、
専
門
学
科

一
、
和

裁

八
一
六

八
一
六

講
義

一
五
〇

実
習

六
六
六

二
、
洋

裁

八
〇
四

八
〇
四

講
義

二
六
八

実
習

五
三
六

合

計

和

裁

八
六
四

八
六
四

一
ヶ
月
平
均
二
四
日

洋

裁

八
六
四

八
六
四

一
日
六
時
間
と
し
て
算
出
す
る

但
し

講
義
実
習
の
時
間
は
材
料
等
に
よ
り
斟
酌
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

普
通
学
科
中
服
装
常
識
は
後
期
に
於
て
取
扱
う
。

和
裁
科
教
授
細
目
（
教
程
時
間
数
八
一
六
時
間
）
（
編
注
：
以
下
略
）

洋
裁
科
教
授
細
目
（
教
授
時
間
八
〇
四
時
間
）
（
編
注
：
以
下
略
）

（
備
考
）

一
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
、
そ
の
補
導
要
項
標
準
時
間
割
は
別
表
に
よ
る
こ
と
。
但
し
工
具
及
補

導
資
材
の
入
手
状
況
等
に
応
じ
臨
機
若
干
の
変
更
を
な
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

二
、
補
導
に
当
つ
て
は
、
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
よ
ら
ず
補
導
期
間
中
は
実
技
に
重
き
を
置
き
、
必

要
な
知
識
及
び
技
能
の
素
地
を
合
理
的
且
つ
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導
修
了
並
び
に
就

職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
こ
と
。

三
、
前
項
の
技
能
業
拙
を
培
う
に
当
っ
て
は
、
補
導
生
が
修
了
後
雇
用
関
係
に
入
る
や
自
営
す
る
や
に

マ
マ

拘
ら
ず
、
共
通
的
に
必
要
な
る
実
習
教
材
を
集
約
的
に
選
定
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の

他
は
講
説
に
譲
る
を
可
と
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
期
間
の
後
期
に
於
て
は
、
適
切
な
る
応
用
実
習
又
は
宿
題
に
よ
り
な
る
べ
く
自
ら
工
夫
す
る

の
風
を
涵
養
す
る
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
実
習
と
講
説
は
総
合
的
に
計
画
を
立
て
両
者
を
で
き
る
だ
け
関
連
し
て
習
得
さ
せ
る
よ
う
に
留
意

す
る
こ
と
。

六
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
補
導
生
活
の
歓
喜
と
潤

い
を
与
え
る
よ
う
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
補
導
所
を
し
て
補
導
教
材
の
全
般
に
付
補
導
日
程
予
定
を
作
成
し

補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
（
余
暇
利
用
方
法
を
も
含
む
。
）

木木
船船
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

一
、
普
通
学
科

一
二
〇

七
〇

公

民

二
〇

二
〇

数

学

四
〇

一
四

教
授
細
目
㈠
の
甲
及
乙

物

象

四
〇

一
六

二
の
甲
及
乙
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英

語

二
〇

二
〇

二
、
専
門
学
科

一
八
〇

一
八
〇

船
舶
一
般

二
五

二
五

教
授
細
目
㈢

木
船
構
造

二
五

二
五

同

㈣

造
船
材
料

一
五

一
五

同

㈤

船
体
艤
裝

二
〇

二
〇

同

㈥

造
船
図
法

五
〇

五
〇

同

㈦

造
船
工
具

一
〇

一
〇

同

㈧

三
、
基
本
実
習

三
〇
〇

三
○
○

同

㈨

四
、
造
船
実
習

六
〇
〇

六
五
○

小
型
船
（
漁
船
を
含
む
）
建
造
筌

に
修
理

合

計

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

一
ヶ
月
平
均
二
五
日
、

一
日
八
時
間
と
し
て
算
出
す
る
事

（
註
）

補
導
期
間
を
一
ヶ
年
と
す
る
補
導
所
に
於
て
は
本
表
を
参
酌
し
遖
切
な
る
時
間
表
を
作
成
す

る
こ
と
。

（
編
注
：
以
下
、
各
教
授
細
目
略
）

（
備

考
）

一
、
補
導
に
当
つ
て
は
、
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
拠
ら
ず
補
導
期
間
中
は
実
技
に
重
き
を
置
き
、
将

来
木
船
工
た
る
に
必
要
な
知
識
及
技
能
素
地
を
合
理
的
且
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導
修

マ

マ

了
並
に
就
職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
、
其
の
補
導
要
項
標
準
時
間
割
は
別
表
に
よ
る
こ
と
。
但
し
工
具
及
補

導
資
材
の
入
手
状
況
等
に
応
じ
臨
機
若
干
の
変
更
を
為
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
、
学
科
及
実
習
の
教
授
に
当
っ
て
は
総
合
的
に
計
画
を
立
て
両
者
を
出
来
る
だ
け
関
連
し
て
習
得
さ

せ
る
様
に
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
、
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
補
導
生
活
の
歓
喜
と

潤
い
を
与
え
る
様
努
む
る
こ
と
。

五
、
全
補
導
期
間
を
通
じ
凡
ゆ
る
機
会
を
把
え
て
責
任
を
重
ん
じ
、
規
律
を
守
る
の
精
神
を
涵
養
し
言

動
を
正
し
く
し
て
旧
来
の
弊
習
を
打
破
す
る
に
努
む
る
こ
と
。

六
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
補
導
所
を
し
て
補
導
教
材
の
全
般
に
付
、
補
導
日
程
予
定
を
作
成

し
補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
（
余
暇
利
用
方
法
を
も
含
む
。
）

七
、
尚
公
民
科
の
教
授
細
目
は
公
民
教
科
要
綱
並
に
標
準
時
表
に
よ
る
こ
と
。

建建
築築
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

時

間

数

時

間

数

㈠

普
通
学
科

一
五
〇

一
〇
〇

⑴

公

民

二
〇

二
〇

別
途
通
牒

⑵

数

学

六
〇

三
〇

教
授
細
目
㈠
甲
及
乙

⑶

物

象

五
〇

三
〇

同

㈡
甲
及
乙

⑷

英

語

二
〇

二
〇

㈡

専
門
学
科

一
五
〇

一
五
〇

⑴

木

構

造

四
〇

四
〇

教
授
細
目
㈢

⑵

仕
様
及
積
算

一
五

一
五

同

㈣

⑶

規

矩

術

一
〇

一
〇

同

㈤

⑷

建
築
材
料

一
五

一
五

同

㈥

⑸

附
属
設
備

一
五

一
五

同

㈦

⑹

工

作

法

二
〇

二
〇

同

㈧

⑺

用
器
画
製
図

三
五

三
五

同

㈨

㈢

基
本
実
習

五
〇
〇

五
〇
〇

大
工
道
具
の
使
用
及
手
入
法
、
木
材
の

墨
掛
、
接
手
、
仕
口
の
加
工
実
習

㈣

応
用
実
習

四
〇
〇

四
五
〇

小
住
宅
の
建
設
等
の
現
業
実
習

合

計

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

一
ヶ
月
平
均
二
五
日
、
一
日
八
時
間
と

し
て
算
出
す
る
。

（
編
注
：
以
下
、
各
教
授
細
目
略
）

備

考
一
、
補
導
に
当
つ
て
は
、
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
拠
ら
ず
補
導
期
間
中
は
実
技
に
重
き
、
将
来
建
築

工
た
る
に
必
要
な
知
識
及
技
能
の
素
地
を
合
理
的
且
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導
修
了
並

に
就
職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
其
の
補
導
要
項
標
準
時
間
割
は
別
表
に
依
る
こ
と
。
但
し
工
具
及
補
導

資
材
の
入
手
状
況
等
に
応
じ
臨
機
若
十
の
変
更
を
為
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
、
別
表
補
導
要
項
並
に
標
準
時
間
割
は
別
表
参
考
表
「
建
築
工
技
能
程
度
別
標
準
案
」
の
第
三
級
を

一
応
の
目
標
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
補
導
修
了
後
と
雖
も
自
学
自
習
を
怠
ら
ず
以
て

上
級
の
技
能
に
達
す
る
の
大
切
な
こ
と
を
充
分
自
覚
せ
し
め
る
要
あ
る
こ
と
。
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四
、
学
科
及
実
習
の
教
授
に
当
っ
て
は
、
総
合
的
に
計
画
を
立
て
両
者
を
出
来
る
だ
け
関
連
し
て
習
得

さ
せ
る
様
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
、
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
補
導
生
活
に
歓
喜
と

潤
を
与
え
る
様
努
む
る
こ
と
。

六
、
全
補
導
期
間
を
通
じ
凡
ゆ
る
機
会
を
把
え
て
責
任
を
重
ん
じ
規
律
を
守
る
の
精
神
を
涵
養
し
、
言

動
を
正
し
く
し
て
旧
来
の
弊
習
を
打
破
す
る
に
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
、
補
導
所
を
し
て
補
導
教
科
の
全
般
に
付
補
導
日
程
予
定
表
を
作

成
し
補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
“
（
余
暇
利
用
方
法
を
も
含
む
）
”

木木
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

⑴

普
通
学
科

一
五
〇

一
〇
〇

⑴

公

民

二
〇

二
〇

別
途
通
牒

⑵

数

学

六
〇

三
〇

教
授
細
目

⑴

甲
及
乙

⑶

物

象

五
〇

三
〇

同

⑵

甲
及
乙

⑷

英

語

二
〇

二
〇

⑵

専
門
学
科

一
五
〇

一
五
〇

⑴

材

料

三
〇

三
〇

教
授
細
目

⑶

⑵

加
工
工
作

四
五

四
五

同

⑷

⑶

塗

料

一
五

一
五

同

⑸

⑷

仕
様
積
算

一
五

一
五

同

⑹

⑸

木
材
製
品

一
五

一
五

同

⑺

⑹

意
匠
製
図

三
〇

三
〇

同

⑻

⑶

基
本
実
習

二
〇
〇

二
〇
〇

同

⑼

⑷

塗
装
実
習

五
〇

五
〇

同

⑽

⑸

応
用
実
習

六
五
〇

七
〇
〇

各
種
木
工
製
品
製
作
色
付
金
物
硝
子
取

付

合

計

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

一
ヶ
月
平
均
二
五
日
一
日
八
時
間
と
し

て
算
出

（
編
注
：
以
下
、
各
教
授
細
目
略
）

備

考

一
、
補
導
に
当
つ
て
は
．
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
拠
ら
ず
補
導
期
間
中
は
、
実
技
に
重
き
を
置
き
将

来
木
工
た
る
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
素
地
を
合
理
的
旦
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導

終
了
並
に
就
職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
、
其
の
補
導
要
項
標
準
時
問
割
は
別
表
に
よ
る
こ
と
と
し
．
工
具
及
び

補
導
資
材
の
入
手
状
況
愚
に
応
じ
臨
機
若
干
の
変
更
を
為
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
、
別
表
補
導
要
項
並
に
標
準
時
間
割
は
別
表
参
考
表
「
建
築
工
技
能
程
度
別
標
準
案
」
の
第
三
級
を

マ

マ

一
応
の
目
標
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
補
導
終
了
後
と
雖
も
自
学
自
習
を
怠
ら
ず
、
以

て
上
級
の
技
能
に
達
す
る
の
大
切
な
こ
と
を
充
分
自
覚
せ
し
め
る
要
あ
る
こ
と
。

四
、
学
科
及
実
習
の
教
授
に
当
っ
て
は
総
合
的
に
計
画
を
立
て
、
両
者
を
出
来
る
だ
け
関
連
し
て
習
得

さ
せ
る
様
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
全
補
導
期
間
を
通
じ
補
導
生
の
生
活
日
裸
を
技
能
習
得
の
一
点
に
集
中
す
る
如
く
工
夫
し
て
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
把
え
て
責
任
を
重
じ
、
規
律
を
守
る
の
精
神
を
涵
養
し
言
動
を
正
し
く
し
て
旧
来
の

弊
習
を
打
破
す
る
に
努
む
る
こ
と
。

六
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
、
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
、
併
せ
て
補
導
生
活
に
歓
喜

と
潤
い
と
を
与
え
る
様
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
、
補
導
所
を
し
て
補
導
教
科
の
全
般
に
つ
き
補
導
日
程
予
定
表
を

作
成
し
補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
。

機機
械械
並並
びび
にに
機機
械械
修修
理理
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区

分

補
導
要
目

時
間
表

要

考

一
、
普
通
学
科

六
五

公

民

二
〇

数

学

二
〇

教
授
細
目

㈠

英

語

一
五

安

全

一
〇

教
授
細
目

㈡

二
、
専
門
学
科

一
八
五

機
械
大
意

三
五

教
授
細
目

㈢

機
械
工
作
法

六
五

〃

㈣

材

料

一
五

〃

㈤

製

図

六
〇

〃

㈥

三
、
実

習

八
〇
〇

〃

㈦

基
本
実
習

四
九
〇
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四
、
学
科
及
実
習
の
教
授
に
当
っ
て
は
、
総
合
的
に
計
画
を
立
て
両
者
を
出
来
る
だ
け
関
連
し
て
習
得

さ
せ
る
様
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
、
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
併
せ
て
補
導
生
活
に
歓
喜
と

潤
を
与
え
る
様
努
む
る
こ
と
。

六
、
全
補
導
期
間
を
通
じ
凡
ゆ
る
機
会
を
把
え
て
責
任
を
重
ん
じ
規
律
を
守
る
の
精
神
を
涵
養
し
、
言

動
を
正
し
く
し
て
旧
来
の
弊
習
を
打
破
す
る
に
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
、
補
導
所
を
し
て
補
導
教
科
の
全
般
に
付
補
導
日
程
予
定
表
を
作

成
し
補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
“
（
余
暇
利
用
方
法
を
も
含
む
）
”

木木
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区
分

補
導
要
項

時
間
割
表

備
考

小
学
校
卒

中
等
学
校
卒

⑴

普
通
学
科

一
五
〇

一
〇
〇

⑴

公

民

二
〇

二
〇

別
途
通
牒

⑵

数

学

六
〇

三
〇

教
授
細
目

⑴

甲
及
乙

⑶

物

象

五
〇

三
〇

同

⑵

甲
及
乙

⑷

英

語

二
〇

二
〇

⑵

専
門
学
科

一
五
〇

一
五
〇

⑴

材

料

三
〇

三
〇

教
授
細
目

⑶

⑵

加
工
工
作

四
五

四
五

同

⑷

⑶

塗

料

一
五

一
五

同

⑸

⑷

仕
様
積
算

一
五

一
五

同

⑹

⑸

木
材
製
品

一
五

一
五

同

⑺

⑹

意
匠
製
図

三
〇

三
〇

同

⑻

⑶

基
本
実
習

二
〇
〇

二
〇
〇

同

⑼

⑷

塗
装
実
習

五
〇

五
〇

同

⑽

⑸

応
用
実
習

六
五
〇

七
〇
〇

各
種
木
工
製
品
製
作
色
付
金
物
硝
子
取

付

合

計

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

一
ヶ
月
平
均
二
五
日
一
日
八
時
間
と
し

て
算
出

（
編
注
：
以
下
、
各
教
授
細
目
略
）

備

考

一
、
補
導
に
当
つ
て
は
．
所
謂
完
成
教
育
の
方
針
に
拠
ら
ず
補
導
期
間
中
は
、
実
技
に
重
き
を
置
き
将

来
木
工
た
る
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
素
地
を
合
理
的
旦
組
織
的
に
付
与
す
る
に
止
め
、
補
導

終
了
並
に
就
職
後
の
自
奮
自
励
に
依
り
大
成
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
補
導
期
間
は
六
ヶ
月
と
し
、
其
の
補
導
要
項
標
準
時
問
割
は
別
表
に
よ
る
こ
と
と
し
．
工
具
及
び

補
導
資
材
の
入
手
状
況
愚
に
応
じ
臨
機
若
干
の
変
更
を
為
し
て
も
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
、
別
表
補
導
要
項
並
に
標
準
時
間
割
は
別
表
参
考
表
「
建
築
工
技
能
程
度
別
標
準
案
」
の
第
三
級
を

マ

マ

一
応
の
目
標
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
補
導
終
了
後
と
雖
も
自
学
自
習
を
怠
ら
ず
、
以

て
上
級
の
技
能
に
達
す
る
の
大
切
な
こ
と
を
充
分
自
覚
せ
し
め
る
要
あ
る
こ
と
。

四
、
学
科
及
実
習
の
教
授
に
当
っ
て
は
総
合
的
に
計
画
を
立
て
、
両
者
を
出
来
る
だ
け
関
連
し
て
習
得

さ
せ
る
様
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
全
補
導
期
間
を
通
じ
補
導
生
の
生
活
日
裸
を
技
能
習
得
の
一
点
に
集
中
す
る
如
く
工
夫
し
て
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
把
え
て
責
任
を
重
じ
、
規
律
を
守
る
の
精
神
を
涵
養
し
言
動
を
正
し
く
し
て
旧
来
の

弊
習
を
打
破
す
る
に
努
む
る
こ
と
。

六
、
余
暇
時
間
を
利
用
し
て
教
養
を
高
め
、
情
操
の
涵
養
を
図
る
と
共
に
、
併
せ
て
補
導
生
活
に
歓
喜

と
潤
い
と
を
与
え
る
様
努
む
る
こ
と
。

七
、
各
補
導
期
間
の
開
始
に
先
立
ち
、
補
導
所
を
し
て
補
導
教
科
の
全
般
に
つ
き
補
導
日
程
予
定
表
を

作
成
し
補
導
の
計
画
性
保
持
に
努
む
る
こ
と
。

機機
械械
並並
びび
にに
機機
械械
修修
理理
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

区

分

補
導
要
目

時
間
表

要

考

一
、
普
通
学
科

六
五

公

民

二
〇

数

学

二
〇

教
授
細
目

㈠

英

語

一
五

安

全

一
〇

教
授
細
目

㈡

二
、
専
門
学
科

一
八
五

機
械
大
意

三
五

教
授
細
目

㈢

機
械
工
作
法

六
五

〃

㈣

材

料

一
五

〃

㈤

製

図

六
〇

〃

㈥

三
、
実

習

八
〇
〇

〃

㈦

基
本
実
習

四
九
〇
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応
用
実
習

三
一
〇

合

計

一
、
〇
五
〇

一
ヶ
月
平
均
二
五
日
一
日
七
時
間
と

し
て
算
出
す
る
。

（
編
注
：
以
下
、
各
教
授
細
目
略
）

（
編
注
：
「
備
考
」
無
し
）

鍛鍛
造造
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表
（（
編編
注注
：：
以以
下下
略略
））

鋳鋳
造造
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

溶溶
接接
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

自自
動動
車車
修修
理理
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

時時
計計
修修
理理
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

ララ
ヂヂ
オオ
工工
補補
導導
要要
項項
標標
準準
時時
間間
割割
表表

〇
二
五
〇
〇

の

別
表

職
業
補
導
所
指
導
員
資
格
基
準

補補

導導

種種

目目
（（
甲甲
））

製

図

工

機

械

工

ラ
ジ
オ
工

漁

労

員

製

綱

工

自
動
車
修
理
工

食
品
製
造
工

鍜

造

工

木

船

工

織

布

工

板

金

工

義

し

工

建

具

工

機
械
修
理
工

漆

工

機
械
木
工

内
燃
機
工

建
築
大
工

車
両
木
工

ミ
シ
ン
工

配

管

工

工
芸
木
工

農
機
具
工

船
舶
運
転
士

印

刷

工

時

計

工

金
属
彫
刻
士

陶
磁
器
工

電

気

工

電

力

工

指
導
員
の
資
格

一
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
徒
弟
契
約
（
従
来
の
慣
習
に
よ
る
）
完
了
後
十
年
以
上
の
実

地
経
験
を
有
す
る
者

二
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
職
業
補
導
所
修
了
後
六
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

三
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
、
工
場
事
業
場
、
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
養
成
施

設
の
課
程
を
修
了
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

四
、
大
学
又
は
専
門
学
校
に
於
て
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
三
年
以

上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

補補

導導

種種

目目
（（
乙乙
））

英
文
タ
イ
プ

和
文
タ
イ
プ

珠
算
簿
記

謄
写
筆
耕

製

本

工

洋
紙
製
造
工

理

髪

師

製

靴

工

玩

具

工

和

裁

工

石

工

洋

傘

工

洋

裁

工

硝

子

工

和

傘

工

刺

繍

工

和
紙
製
造
工

左

官

制

帽

工

鳶

職

竹
籐
細
工
（
そ
の
他
の
木
草
細
工
を
含
む
）

指
導
員
の
資
格

一
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
徒
弟
契
約
（
従
来
の
慣
習
に
よ
る
）
完
了
後
八
年
以
上
の
実
地
経

験
を
有
す
る
者

二
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
、
各
種
学
校
、
職
業
補
導
所
修
了
後
五
年
以
上
の
実
地

経
験
を
有
す
る
者

二
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
専
門
学
校
卒
業
後
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

補補

導導

種種

目目
（（
丙丙
））

通

訳

飜

訳

指
導
員
の
資
格

一
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
職
業
補
導
所
修
了
後
六
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二
、
大
学
又
は
専
門
学
校
に
於
い
て
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
三
年
以

上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

三
、
通
訳
の
指
導
員
に
就
い
て
は
、
特
に
当
該
外
国
語
を
自
由
に
話
す
こ
と
の
出
来
る
者

（
備

考
）

一
、
実
地
経
験
の
中
に
は
、
職
業
補
導
所
に
於
け
る
助
手
の
経
験
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。

二
、
右
に
掲
ぐ
る
者
で
、
そ
の
技
能
が
特
に
優
秀
な
も
の
に
就
い
て
は
職
業
補
導
所
長
の
推

薦
に
基
き
、
本
表
に
定
め
る
実
地
経
験
年
数
よ
り
各
々
二
年
を
限
度
と
し
て
短
縮
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

⑴

職
業
補
導
所
の
助
手
と
し
て
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

⑵

従
来
の
職
業
補
導
所
指
導
員
で
本
表
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者

三
、
当
該
技
術
に
関
係
の
な
い
中
等
学
校
修
了
者
に
し
て
徒
弟
完
了
せ
る
場
合
は
、
本
表
中

補
導
種
目
（
甲
）
（
乙
）
の
一
に
定
め
る
実
地
経
験
二
年
短
縮
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

四
、
補
導
種
目
の
う
ち
兔
許
状
を
必
要
と
す
る
も
の
に
就
い
て
は
本
表
に
定
め
る
資
格
の
外
、

当
該
種
目
の
兔
許
状
所
有
者
た
る
こ
と
。

〇
三
三
〇
〇
─
〇
四
二
九
九

共共
同同
作作
業業
施施
設設
のの
作作
業業
訓訓
練練

〇
三
三
〇
〇
─
〇
三
三
四
九

方

針

〇
三
三
〇
〇

作
業
訓
練
の
定
義

共
同
作
業
施
設
は
失
業
者
を
収
容
し
、
こ
れ
に
当
該
職
種
に
つ
い
て
の
知
識
技
能
を
与
え
る
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と
共
に
、
併
せ
て
生
計
費
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
施
設
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
於
て
知
識
技
能

を
与
え
ん
と
す
る
一
連
の
行
為
を
作
業
訓
練
と
い
い
、
職
業
補
導
の
一
環
と
し
て
認
め
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
三
三
〇
一

補
助
の
対
策

共
同
作
業
施
設
に
於
て
行
う
作
業
訓
練
は
、
そ
れ
が
職
業
の
補
導
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

っ
て
、
当
該
共
同
作
業
施
設
を
職
業
補
導
施
設
と
し
て
認
め
、
こ
れ
に
対
し
て
補
助
す
る
も

の
で
あ
る
。

〇
三
三
五
〇
─
三
九
九

作
業
訓
練
に
行
う
施
設
の
要
件

〇
三
三
五
〇

設
備
指
導
員

作
業
訓
練
を
実
施
す
る
施
設
は
、
目
的
達
成
に
必
要
な
設
備
器
具
及
び
適
格
な
指
導
員
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
三
五
一

基
本
的
適
格
条
件

作
業
訓
練
を
実
施
す
る
施
設
は
、
公
共
事
業
と
し
て
労
働
省
の
認
可
を
う
け
た
も
の
及
び
厚

生
省
所
管
身
体
障
害
者
授
産
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
三
五
一

不
適
格
条
件

そ
の
一

当
該
施
設
の
経
営
が
作
業
訓
練
の
た
め
の
補
助
金
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
付
の
入
手

そ
の
他
経
営
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
特
別
の
利
便
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
不
適
格
で
あ
る
。

〇
三
三
五
二

不
適
格
条
件

そ
の
二

経
営
者
が
利
益
の
た
め
、
又
は
輸
出
を
目
的
と
し
て
物
の
生
産
を
行
う
施
設
は
、
公
共
性
あ

る
職
業
補
導
施
設
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

〇
三
四
〇
〇
─
〇
三
四
四
九

作
業
訓
練
種
目

〇
三
四
〇
〇

選
定
の
原
則

作
業
訓
練
種
目
の
選
定
は
、
補
導
事
業
の
一
般
原
則
に
よ
る
が
、
特
に
訓
練
期
間
を
考
慮
し
、

概
ね
三
ヶ
月
以
内
に
技
能
修
得
の
目
的
を
達
し
得
る
も
の
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
四
〇
一

期
間
に
よ
る
選
定
の
条
件

作
業
訓
練
種
目
は
縫
製
、
制
帽
、
製
莚
、
竹
細
工
等
の
如
く
、
そ
の
技
能
を
全
般
的
に
修
得

す
る
に
は
、
少
く
と
も
一
ヶ
月
以
上
を
要
す
る
も
の
を
い
い
、
封
筒
張
り
、
鼻
緒
作
り
、
製

繩
等
の
如
く
、
三
十
日
未
満
の
短
期
間
で
容
易
に
修
得
で
き
る
も
の
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

〇
三
四
〇
二

例

示

補
助
の
対
象
と
な
る
種
目
及
び
そ
の
必
要
期
間
は
、
概
ね
別
表
の
基
準
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
三
四
五
〇
─
〇
三
四
九
九

作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者

〇
三
四
五
〇

選

考

作
業
訓
練
を
受
け
る
べ
き
作
業
者
は
、
公
共
安
定
所
の
あ
つ
旋
に
よ
り
、
当
該
施
設
に
入
所

す
る
者
の
う
ち
よ
り
、
当
該
作
業
に
経
験
が
薄
く
、
他
の
一
般
作
業
者
に
対
し
て
同
程
度
の

作
業
を
な
す
た
め
に
は
、
特
別
の
訓
練
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
本
人
の

希
望
に
基
ず
い
て
当
該
施
設
の
長
が
之
を
定
め
る
。

〇
三
四
五
一

都
道
府
県
と
公
共
職
業
安
定
所
の
連
絡

都
道
府
県
は
、
関
係
職
業
安
定
所
に
対
し
、
作
業
訓
練
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
を
通
知
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
四
五
二

待
遇
均
等
の
原
則

作
業
訓
練
を
受
け
る
作
業
者
も
、
一
般
の
作
業
者
と
同
様
当
該
施
設
の
経
営
者
と
使
用
関
係

に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
銀
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働

基
準
法
の
適
用
を
う
け
、
且
つ
作
業
訓
練
を
う
け
る
故
を
以
て
、
特
に
他
の
作
業
者
に
比
し

て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
〇
─
〇
三
五
四
九

作

業

訓

練

の

方

法

〇
三
五
〇
〇

一
般
原
則

作
業
訓
練
は
、
一
般
の
作
業
と
別
個
に
区
別
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
一

計
画
的
実
施
の
原
則

作
業
訓
練
の
実
施
は
、
全
訓
練
期
間
を
通
じ
、
系
統
的
且
つ
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

従
つ
て
、
作
業
中
に
お
け
る
随
時
的
な
指
導
或
は
指
示
は
作
業
訓
練
に
含
ま
れ
な
い
。

〇
三
五
〇
二

技
能
教
程
関
連
学
科
訓
練
時
間
の
策
定

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
は
、
技
能
教
程
、
関
係
学
科
及
び
訓
練
時
間
を
定
め
、
都
道
府

県
知
事
の
承
認
を
う
け
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
三
五
〇
三

訓
練
時
間
の
割
当

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
は
、
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
の
能
率
、
作
業
訓
練

の
能
率
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
。
作
業
時
間
の
う
ち
最
少
限
度
週
二
十
時
間
の
訓
練
を

う
け
る
も
の
の
た
め
に
訓
練
時
間
と
し
て
割
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
四

訓
練
学
科
訓
練
時
間
の
予
告

訓
練
学
科
及
び
訓
練
時
間
割
は
、
予
め
作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者
に
周
知
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

〇
三
五
五
〇
─
〇
三
五
九
九

作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者
名
簿
の
作
成
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と
共
に
、
併
せ
て
生
計
費
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
施
設
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
於
て
知
識
技
能

を
与
え
ん
と
す
る
一
連
の
行
為
を
作
業
訓
練
と
い
い
、
職
業
補
導
の
一
環
と
し
て
認
め
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
三
三
〇
一

補
助
の
対
策

共
同
作
業
施
設
に
於
て
行
う
作
業
訓
練
は
、
そ
れ
が
職
業
の
補
導
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

っ
て
、
当
該
共
同
作
業
施
設
を
職
業
補
導
施
設
と
し
て
認
め
、
こ
れ
に
対
し
て
補
助
す
る
も

の
で
あ
る
。

〇
三
三
五
〇
─
三
九
九

作
業
訓
練
に
行
う
施
設
の
要
件

〇
三
三
五
〇

設
備
指
導
員

作
業
訓
練
を
実
施
す
る
施
設
は
、
目
的
達
成
に
必
要
な
設
備
器
具
及
び
適
格
な
指
導
員
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
三
五
一

基
本
的
適
格
条
件

作
業
訓
練
を
実
施
す
る
施
設
は
、
公
共
事
業
と
し
て
労
働
省
の
認
可
を
う
け
た
も
の
及
び
厚

生
省
所
管
身
体
障
害
者
授
産
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
三
五
一

不
適
格
条
件

そ
の
一

当
該
施
設
の
経
営
が
作
業
訓
練
の
た
め
の
補
助
金
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
付
の
入
手

そ
の
他
経
営
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
特
別
の
利
便
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
不
適
格
で
あ
る
。

〇
三
三
五
二

不
適
格
条
件

そ
の
二

経
営
者
が
利
益
の
た
め
、
又
は
輸
出
を
目
的
と
し
て
物
の
生
産
を
行
う
施
設
は
、
公
共
性
あ

る
職
業
補
導
施
設
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

〇
三
四
〇
〇
─
〇
三
四
四
九

作
業
訓
練
種
目

〇
三
四
〇
〇

選
定
の
原
則

作
業
訓
練
種
目
の
選
定
は
、
補
導
事
業
の
一
般
原
則
に
よ
る
が
、
特
に
訓
練
期
間
を
考
慮
し
、

概
ね
三
ヶ
月
以
内
に
技
能
修
得
の
目
的
を
達
し
得
る
も
の
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
四
〇
一

期
間
に
よ
る
選
定
の
条
件

作
業
訓
練
種
目
は
縫
製
、
制
帽
、
製
莚
、
竹
細
工
等
の
如
く
、
そ
の
技
能
を
全
般
的
に
修
得

す
る
に
は
、
少
く
と
も
一
ヶ
月
以
上
を
要
す
る
も
の
を
い
い
、
封
筒
張
り
、
鼻
緒
作
り
、
製

繩
等
の
如
く
、
三
十
日
未
満
の
短
期
間
で
容
易
に
修
得
で
き
る
も
の
は
こ
れ
を
含
ま
な
い
。

〇
三
四
〇
二

例

示

補
助
の
対
象
と
な
る
種
目
及
び
そ
の
必
要
期
間
は
、
概
ね
別
表
の
基
準
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
三
四
五
〇
─
〇
三
四
九
九

作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者

〇
三
四
五
〇

選

考

作
業
訓
練
を
受
け
る
べ
き
作
業
者
は
、
公
共
安
定
所
の
あ
つ
旋
に
よ
り
、
当
該
施
設
に
入
所

す
る
者
の
う
ち
よ
り
、
当
該
作
業
に
経
験
が
薄
く
、
他
の
一
般
作
業
者
に
対
し
て
同
程
度
の

作
業
を
な
す
た
め
に
は
、
特
別
の
訓
練
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
本
人
の

希
望
に
基
ず
い
て
当
該
施
設
の
長
が
之
を
定
め
る
。

〇
三
四
五
一

都
道
府
県
と
公
共
職
業
安
定
所
の
連
絡

都
道
府
県
は
、
関
係
職
業
安
定
所
に
対
し
、
作
業
訓
練
を
行
う
施
設
で
あ
る
こ
と
を
通
知
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
四
五
二

待
遇
均
等
の
原
則

作
業
訓
練
を
受
け
る
作
業
者
も
、
一
般
の
作
業
者
と
同
様
当
該
施
設
の
経
営
者
と
使
用
関
係

に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
銀
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働

基
準
法
の
適
用
を
う
け
、
且
つ
作
業
訓
練
を
う
け
る
故
を
以
て
、
特
に
他
の
作
業
者
に
比
し

て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
〇
─
〇
三
五
四
九

作

業

訓

練

の

方

法

〇
三
五
〇
〇

一
般
原
則

作
業
訓
練
は
、
一
般
の
作
業
と
別
個
に
区
別
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
一

計
画
的
実
施
の
原
則

作
業
訓
練
の
実
施
は
、
全
訓
練
期
間
を
通
じ
、
系
統
的
且
つ
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

従
つ
て
、
作
業
中
に
お
け
る
随
時
的
な
指
導
或
は
指
示
は
作
業
訓
練
に
含
ま
れ
な
い
。

〇
三
五
〇
二

技
能
教
程
関
連
学
科
訓
練
時
間
の
策
定

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
は
、
技
能
教
程
、
関
係
学
科
及
び
訓
練
時
間
を
定
め
、
都
道
府

県
知
事
の
承
認
を
う
け
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
三
五
〇
三

訓
練
時
間
の
割
当

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
は
、
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
の
能
率
、
作
業
訓
練

の
能
率
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
。
作
業
時
間
の
う
ち
最
少
限
度
週
二
十
時
間
の
訓
練
を

う
け
る
も
の
の
た
め
に
訓
練
時
間
と
し
て
割
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
五
〇
四

訓
練
学
科
訓
練
時
間
の
予
告

訓
練
学
科
及
び
訓
練
時
間
割
は
、
予
め
作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者
に
周
知
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

〇
三
五
五
〇
─
〇
三
五
九
九

作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者
名
簿
の
作
成
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〇
三
五
五
〇

名
簿
作
成
義
務

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
は
、
作
業
訓
練
を
う
け
る
作
業
者
の
名
簿
を
作
成
し
、
都
道
府

県
知
事
に
提
出
す
る
と
共
に
、
作
業
場
に
備
え
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

〇
三
五
五
一

名
簿
記
載
事
項

補
導
生
名
簿
に
は
そ
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
、
住
所
及
び
賃
銀
を
記
入
す
る
こ
と
。

〇
三
六
〇
〇
─
〇
三
六
四
九

作
業
訓
練
終
了
後
の
就
職

〇
三
六
〇
〇

原

則

作
業
訓
練
を
終
つ
た
作
業
者
は
、
一
般
の
補
導
事
業
の
原
則
に
よ
り
、
他
の
工
場
事
業
場
に

お
い
て
就
職
す
る
よ
う
あ
つ
旋
さ
れ
る
。

〇
三
六
〇
一

訓
練
終
了
者
と
一
般
作
業
者

他
の
工
場
事
業
場
に
お
い
て
適
職
を
発
見
し
得
た
る
も
の
で
、
希
望
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
施
設
の
一
般
の
作
業
者
と
し
て
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
三
六
五
〇
─
〇
三
六
九
九

作
業
訓
練
を
行
う
施
設
に
対
す
る
援
助

〇
三
六
五
〇

原

則

政
府
は
作
業
訓
練
を
行
う
た
め
、
当
該
施
設
に
お
い
て
特
に
生
ず
る
負
担
に
つ
い
て
、
予
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
す
る
。

〇
三
六
五
一

補
助
の
範
囲

上
項
の
補
助
は
、
作
業
訓
練
を
う
け
た
作
業
者
の
員
数
、
実
施
さ
れ
た
作
業
訓
練
期
間
に
応

じ
て
行
わ
れ
る
。
但
し
、
予
め
認
可
を
う
け
た
訓
練
作
業
者
の
員
数
、
作
業
訓
練
期
間
を
超

え
た
部
分
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

〇
三
六
五
一

補
助
除
外
事
項

居
宅
作
業
員
、
或
は
学
校
の
生
徒
又
は
職
業
補
導
所
の
補
導
生
で
、
学
校
又
は
補
導
所
の
時

間
外
に
作
業
訓
練
を
受
け
る
者
は
、
補
導
の
対
象
と
せ
ら
れ
な
い
。

〇
三
七
一
〇
〇
─
〇
三
七
四
九

そ

の

他

〇
三
七
〇
〇

作
業
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
に
対
し
て
は
、
特
に
作
業
の
訓
練
を
要
す
る
資
材

と
し
て
、
労
働
省
と
し
て
は
特
別
の
援
助
を
行
わ
な
い
。

〇
三
七
〇
一

作
業
の
訓
練
に
対
す
る
補
助
金
を
う
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
地
方
税
を
兔
除

し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
三
四
〇
二

の

表

共
同
作
業
施
設
作
業
訓
練
期
間
基
準
（
編
注
：
中
略
）

〇
四
三
〇
〇
─
〇
四
七
九
九

工工
場場
事事
業業
等等
にに
対対
すす
るる
技技
術術
援援
助助

〇
四
三
〇
〇
─
〇
四
三
四
九

方

針

〇
四
三
〇
〇

目

的

従
業
員
に
対
し
て
技
術
訓
練
を
行
う
と
す
る
工
場
、
事
業
場
等
に
対
し
、
こ
れ
に
適
切
な
技

術
的
援
助
を
具
え
る
こ
と
は
、
単
に
職
業
の
安
定
に
資
す
る
の
み
で
な
く
、
工
場
、
事
業
場

等
の
生
産
技
術
水
準
を
向
上
均
一
化
し
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
大
な
る
も
の
が
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
広
く
職
業
補
導
事
業
の
一
環
と
し
、
都
道
府
県
知
事
の
義
務
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

〇
四
三
〇
一

現
段
階
の
主
要
目
標

現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
趣
旨
の
徹
底
に
つ
い
て
積
極
的
活
動
を
な
す
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

〇
四
三
五
〇
─
〇
四
三
九
九

援

助

方

法

〇
四
三
五
〇

作
業
訓
練
計
画
書
の
提
出

援
助
を
う
け
よ
う
と
す
る
工
場
よ
り
詳
細
な
作
業
訓
練
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
せ
し

め
る
。

〇
四
三
五
一

計
画
書
の
審
査

都
道
府
県
知
事
は
前
項
の
計
画
書
を
審
査
す
る
。

審
査
に
対
し
て
は
職
業
補
導
関
係
者
そ
の
他
学
識
経
験
者
に
諮
問
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

〇
四
三
五
二

審
査
の
結
果
必
要
な
る
指
導
を
な
す
と
共
に
そ
の
内
容
に
応
じ
て
援
助
の
具
体
的
措

置
を
定
め
る
。

〇
四
三
五
三

援
助
の
具
体
的
措
置

⑴

参
考
資
料
の
送
付

⑵

職
員
又
は
指
導
員
の
派
遣

⑶

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
措
置

〇
四
八
〇
〇
─
五
七
九
九

身身
体体
障障
害害
にに
対対
すす
るる
職職
業業
補補
導導

〇
四
八
〇
〇
─
〇
五
七
九
九

方

針

〇
四
八
〇
〇

身
体
障
害
者
の
定
義
及
び
そ
の
職
業
補
導
の
使
命

身
体
障
害
者
と
は
、
精
神
的
或
は
肉
体
的
に
何
ら
か
の
障
害
を
有
す
る
者
を
い
う
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
者
を
通
常
の
職
業
に
就
き
得
る
よ
う
に
す
る
の
が
当
面
の
使
命
で
あ
る
。

〇
四
八
〇
一

原

則

身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
補
導
生
と
共
に
行
う
を
原
則
と
す
る
が
、
本

原
則
は
、
通
常
の
補
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
信
と
希
望
と
を
持
た
し
め
て
、
通
常
の

職
業
に
就
く
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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〇
四
八
〇
二

特
別
措
置

上
項
に
よ
り
難
い
障
害
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
技
術
的
に
特
別
の
補
導
所
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
、
特
別
の
補
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

又
労
働
大
臣
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
別
の
補
導
所
を
厚
生
大
臣
と
協
議
の
上
、

そ
の
所
管
す
る
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
た
め
に
経
営
さ
れ
る
更
生
施
設
と
併
設
し
補
導
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
補
導
所
は
身
体
に
障
害
あ
る
者
の
職
業

補
導
を
行
う
た
め
、
作
業
義
肢
及
び
特
殊
の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
を
行
う
こ
と
が
出

き
る
。

〇
四
八
五
〇
─
〇
四
八
九
九

職
業
補
導
所
に
於
け
る
職
業
補
導

〇
四
八
五
〇

特
別
考
慮

補
導
に
当
っ
て
は
、
特
に
技
術
的
な
指
導
方
法
に
留
意
し
、
必
要
に
応
じ
期
間
の
延
長
等
の

考
慮
を
す
る
も
妨
げ
ず
、
且
つ
医
療
並
び
に
寄
宿
設
備
に
つ
い
て
は
可
及
的
に
考
慮
す
る
こ

と
。

〇
四
九
〇
〇
─
〇
四
九
四
九

特
別
補
導
所

〇
四
九
〇
〇

特
別
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
安
全
衛
生
等
に
つ
い
て
は
特
に

考
慮
す
る
と
共
に
作
業
設
備
の
改
善
、
補
導
種
目
、
補
導
方
法
並
び
に
作
業
義
肢
及
び
特
殊

の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
等
に
つ
い
て
適
切
な
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。

〇
四
六
五
〇
─
〇
五
〇
〇
〇

そ
の
他
の
措
置

〇
四
九
五
〇

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
に
関
す
る
以
上
の
措
置
を
完
全
な
ら
し

め
る
た
め
都
道
府
県
に
必
ず
担
当
者
を
お
く
こ
と
。

〇
五
八
〇
〇
─
〇
六
一
九
九

国国
庫庫
負負
担担
金金
のの
交交
付付
おお
よよ
びび
経経
理理

〇
五
八
〇
〇
─
〇
五
八
四
九

事
業
計
画
の
申
請
手
続

〇
五
八
〇
〇

事
業
計
画
の
提
出

職
業
補
導
事
業
の
計
画
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
毎
会
計
年
度
開
始
前
四
五
日
ま
で
に
、
こ
れ

を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
八
〇
一

計
画
変
更
申
請
書
の
提
出

本
省
の
承
認
を
受
け
た
事
業
計
画
の
全
部
又
は
一
部
を
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
職

業
補
導
事
業
計
画
変
更
申
請
書
を
上
項
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
、
毎
四
半
期
関
始
前
三
十

日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
八
五
〇
─
〇
五
八
九
九

国
庫
負
担
金
の
交
付

〇
五
八
五
〇

配
賦
基
準

国
庫
負
担
金
は
、
都
道
府
県
の
総
人
口
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
お
よ
び
職
業
補
導
の

必
要
な
種
目
を
勘
案
し
て
配
賦
す
る
。

〇
五
八
五
一

国
庫
負
担
金
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期

国
庫
負
担
金
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
方
法
に
よ
り
各
四
半
期
毎
に
交
付
す
る
。

事
業
計
画
承
認

年
度
開
始
前
月
中
旬

年
間
交
付
予
定
額
お
よ
び
そ
の
算
出
基
準
の
内
示

同

右

期
別
国
庫
負
担
金
の
交
付

各
四
半
期
開
始
月
上
旬

上
記
国
庫
負
担
金
は
、
概
算
交
付
で
あ
る
か
ら
、
諸
報
告
に
基
く
実
績
に
よ
り
、
こ
れ
を
次

期
交
付
額
に
お
い
て
調
整
す
る
。

〇
五
八
五
二

国
庫
負
担
金
交
付
申
請
の
手
続

職
業
補
導
種
目
事
業
の
承
認
に
よ
り
国
庫
負
担
金
交
付
予
定
額
の
内
示
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
れ
に
対
し
各
都
道
府
県
は
、
地
方
財
政
法
の
規
定
に
基
き
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
所
要
経
費
を
負
担
し
、
こ
れ
が
各
四
半
期
毎
の
国
庫
負
担
金
交
付
申
請
書
を
別
紙
様
式

に
よ
り
（
本
書
一
部
写
二
部
計
三
部
）
作
成
の
上
各
四
半
期
開
始
前
月
の
二
十
五
日
迄
に
、

こ
れ
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
交
付
申
請
書
に
は
国

庫
負
担
金
を
歳
入
と
し
た
都
道
府
県
議
会
の
予
算
議
決
書
抄
本
（
抄
本
一
通
写
二
通
計
三
通
）

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
九
〇
〇
─
〇
五
九
四
九

都
道
府
県
費
の
支
出

〇
五
九
〇
〇

都
道
府
県
費
の
支
出

公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
、
経
営
は
都
道
府
県
知
事
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
自
覚
と
体
制
を
確
立
し
、
施
設
お
よ
び
運
営
の
充
実
に
努
め
、
経
営
者
と
し

て
の
責
任
を
十
分
果
し
う
る
よ
う
、
こ
れ
が
経
費
の
負
担
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
た
負
担
割

合
に
よ
る
ほ
か
努
め
て
そ
の
増
加
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
九
五
〇
─
〇
五
九
九
九

経

理

〇
五
九
五
〇

国
庫
負
担
金
の
科
目
区
分
お
よ
び
そ
の
経
理
方
法

国
庫
負
担
金
は
一
般
職
業
補
導
所
費
補
助
と
し
て
交
付
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
申
請
、
経
理
、

又
は
報
告
す
る
に
当
つ
て
は
す
べ
て
次
の
区
分
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
数

区
分

内
容

人
件
費

職
員
俸
給

,

不
要
手
当

,

勤
務
地
手
当
等

経
事
務
費

人
に
伴
う
も
の

（消
耗
品
費

,

役
務
費

,

備
品
費

）お
よ

び
旅
費
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〇
四
八
〇
二

特
別
措
置

上
項
に
よ
り
難
い
障
害
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
技
術
的
に
特
別
の
補
導
所
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
、
特
別
の
補
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

又
労
働
大
臣
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
別
の
補
導
所
を
厚
生
大
臣
と
協
議
の
上
、

そ
の
所
管
す
る
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
た
め
に
経
営
さ
れ
る
更
生
施
設
と
併
設
し
補
導
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
補
導
所
は
身
体
に
障
害
あ
る
者
の
職
業

補
導
を
行
う
た
め
、
作
業
義
肢
及
び
特
殊
の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
を
行
う
こ
と
が
出

き
る
。

〇
四
八
五
〇
─
〇
四
八
九
九

職
業
補
導
所
に
於
け
る
職
業
補
導

〇
四
八
五
〇

特
別
考
慮

補
導
に
当
っ
て
は
、
特
に
技
術
的
な
指
導
方
法
に
留
意
し
、
必
要
に
応
じ
期
間
の
延
長
等
の

考
慮
を
す
る
も
妨
げ
ず
、
且
つ
医
療
並
び
に
寄
宿
設
備
に
つ
い
て
は
可
及
的
に
考
慮
す
る
こ

と
。

〇
四
九
〇
〇
─
〇
四
九
四
九

特
別
補
導
所

〇
四
九
〇
〇

特
別
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
安
全
衛
生
等
に
つ
い
て
は
特
に

考
慮
す
る
と
共
に
作
業
設
備
の
改
善
、
補
導
種
目
、
補
導
方
法
並
び
に
作
業
義
肢
及
び
特
殊

の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
等
に
つ
い
て
適
切
な
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。

〇
四
六
五
〇
─
〇
五
〇
〇
〇

そ
の
他
の
措
置

〇
四
九
五
〇

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
に
関
す
る
以
上
の
措
置
を
完
全
な
ら
し

め
る
た
め
都
道
府
県
に
必
ず
担
当
者
を
お
く
こ
と
。

〇
五
八
〇
〇
─
〇
六
一
九
九

国国
庫庫
負負
担担
金金
のの
交交
付付
おお
よよ
びび
経経
理理

〇
五
八
〇
〇
─
〇
五
八
四
九

事
業
計
画
の
申
請
手
続

〇
五
八
〇
〇

事
業
計
画
の
提
出

職
業
補
導
事
業
の
計
画
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
毎
会
計
年
度
開
始
前
四
五
日
ま
で
に
、
こ
れ

を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
八
〇
一

計
画
変
更
申
請
書
の
提
出

本
省
の
承
認
を
受
け
た
事
業
計
画
の
全
部
又
は
一
部
を
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
職

業
補
導
事
業
計
画
変
更
申
請
書
を
上
項
の
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
、
毎
四
半
期
関
始
前
三
十

日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
八
五
〇
─
〇
五
八
九
九

国
庫
負
担
金
の
交
付

〇
五
八
五
〇

配
賦
基
準

国
庫
負
担
金
は
、
都
道
府
県
の
総
人
口
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
お
よ
び
職
業
補
導
の

必
要
な
種
目
を
勘
案
し
て
配
賦
す
る
。

〇
五
八
五
一

国
庫
負
担
金
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期

国
庫
負
担
金
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
方
法
に
よ
り
各
四
半
期
毎
に
交
付
す
る
。

事
業
計
画
承
認

年
度
開
始
前
月
中
旬

年
間
交
付
予
定
額
お
よ
び
そ
の
算
出
基
準
の
内
示

同

右

期
別
国
庫
負
担
金
の
交
付

各
四
半
期
開
始
月
上
旬

上
記
国
庫
負
担
金
は
、
概
算
交
付
で
あ
る
か
ら
、
諸
報
告
に
基
く
実
績
に
よ
り
、
こ
れ
を
次

期
交
付
額
に
お
い
て
調
整
す
る
。

〇
五
八
五
二

国
庫
負
担
金
交
付
申
請
の
手
続

職
業
補
導
種
目
事
業
の
承
認
に
よ
り
国
庫
負
担
金
交
付
予
定
額
の
内
示
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
れ
に
対
し
各
都
道
府
県
は
、
地
方
財
政
法
の
規
定
に
基
き
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
所
要
経
費
を
負
担
し
、
こ
れ
が
各
四
半
期
毎
の
国
庫
負
担
金
交
付
申
請
書
を
別
紙
様
式

に
よ
り
（
本
書
一
部
写
二
部
計
三
部
）
作
成
の
上
各
四
半
期
開
始
前
月
の
二
十
五
日
迄
に
、

こ
れ
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
交
付
申
請
書
に
は
国

庫
負
担
金
を
歳
入
と
し
た
都
道
府
県
議
会
の
予
算
議
決
書
抄
本
（
抄
本
一
通
写
二
通
計
三
通
）

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
九
〇
〇
─
〇
五
九
四
九

都
道
府
県
費
の
支
出

〇
五
九
〇
〇

都
道
府
県
費
の
支
出

公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
、
経
営
は
都
道
府
県
知
事
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
自
覚
と
体
制
を
確
立
し
、
施
設
お
よ
び
運
営
の
充
実
に
努
め
、
経
営
者
と
し

て
の
責
任
を
十
分
果
し
う
る
よ
う
、
こ
れ
が
経
費
の
負
担
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
た
負
担
割

合
に
よ
る
ほ
か
努
め
て
そ
の
増
加
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
九
五
〇
─
〇
五
九
九
九

経

理

〇
五
九
五
〇

国
庫
負
担
金
の
科
目
区
分
お
よ
び
そ
の
経
理
方
法

国
庫
負
担
金
は
一
般
職
業
補
導
所
費
補
助
と
し
て
交
付
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
申
請
、
経
理
、

又
は
報
告
す
る
に
当
つ
て
は
す
べ
て
次
の
区
分
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
数

区
分

内
容

人
件
費

職
員
俸
給

,

不
要
手
当

,

勤
務
地
手
当
等

経
事
務
費

人
に
伴
う
も
の

（消
耗
品
費

,

役
務
費

,

備
品
費

）お
よ

び
旅
費
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事
業
費

営
補
導
用
備
品
材

補
導
用
消
耗
品
器
材
費

,

修
繕
料

,

光
熱
及
水
料

,

器
料
消
耗
品
費

具
費
等

費
維
持
費

物
建
借
上
料

,

修
繕
料
等

補
導
手
当

臨
時

施
設
設
備
費

初
度
調
弁
費

,

機
械
購
入
費
等

費

上
記
経
常
費
区
分
中
人
件
費
と
他
の
費
目
相
互
間
に
お
い
て
止
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
彼

此
流
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
予
め
本
省
の
了
解
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
補

導
手
当
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

施
設
設
備
費
に
つ
い
て
は
、
他
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
五
九
五
一

国
庫
負
担
金
の
支
出

上
項
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
庫
負
担
金
は
、
都
道
府
県
の
負
担
額
を
計
上
し
な
い
限
り
、
こ

れ
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
五
九
五
二

国
庫
負
担
金
の
停
止
お
よ
び
返
還

職
業
安
定
法
、
同
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ
に
基
く
通
牒
に
違
反
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
国

庫
負
担
金
の
交
付
は
停
止
さ
れ
る
が
、
負
担
金
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
著
し
い
不
都
合
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
お
い
て
も
、
該
負
担
金
の
停
止
、

若
し
く
は
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

〇
五
九
五
三

年
度
繰
越
の
禁
止

国
庫
負
担
金
の
年
度
繰
越
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
当
該
年
度
に
お
い
て
生
じ
た
不
用
額

は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
五
九
五
四

報

告

予
算
の
経
理
に
関
し
、
別
紙
の
様
式
に
従
い
次
の
報
告
書
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

各
四
半
期
毎
の
予
算
経
理
状
況
報
告
（
四
半
期
終
了
後
一
ヶ
月
以
内
）

⑵

各
四
半
期
毎
の
現
員
現
給
調
報
告
（
四
半
期
終
了
後
一
ヶ
月
以
内
）

⑶

年
度
決
算
報
告
（
年
六
月
末
日
迄
）

五
八
〇
〇
〇

様
式
第
一
号

年

月

日

都
道
府
県
知
事

労
働
省
職
業
安
定
局
長
宛

昭
和

年
度
職
業
補
導
事
業
計
画
書
提
出
に
つ
い
て

昭
和

年
度
職
業
補
導
事
業
計
画
書
を
下
記
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
か
ら
承

認
願
い
た
い
。

記

一
、
昭
和

年
度
職
業
補
導
事
業
実
施
計
画
総
表

五
八
〇
〇
の
様
式
第
一
号
第
一
表

二
、
公
共
職
業
補
導
所
別
施
設
明
細
表

五
八
〇
〇
の
様
式
第
一
号
第
二
表

三
、
職
業
補
導
種
目
、
選
定
資
料

五
八
〇
〇
の
様
式
第
一
号
第
三
表

四
、
公
共
職
業
安
定
所
別
求
人
、
求
職
情
況
調

五
八
〇
〇
の
様
式
第
一
号
第
四
表

五
、
公
共
職
業
補
導
所
の
位
置
設
定
資
料

五
八
〇
〇
の
様
式
第
一
号
第
五
表

（
編
注
：
以
下
、
様
式
表
略
）

〇
六
二
〇
〇
─
〇
六
二
九
九

実実

習習

収収

入入

金金

〇
六
二
〇
〇
─
〇
六
二
四
九

方

針

一
、
意

義

職
業
補
導
の
実
習
収
入
金
は
、
補
導
生
を
し
て
、
所
要
の
技
能
を
習
熟
せ
し
め
る
た
め
に
、

本
省
の
定
め
た
項
目
、
時
間
、
方
法
に
従
っ
て
実
習
を
行
っ
た
結
果
、
自
然
に
生
じ
た
も

の
で
あ
り
、
本
来
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
必
要
の
限
度
を
超
え
、

或
は
無
計
画
に
、
又
は
、
単
一
項
目
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
行
い
、
徒
ら
に
そ
の
増
加
を

計
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
計
画
的
、
合
理
的
な
実
習
の
実
施
に
よ
り
生
じ
た
生
産
品
は
、

一
般
市
場
の
価
格
、
そ
の
他
を
勘
案
し
、
合
理
的
に
こ
れ
を
販
売
、
或
は
、
処
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
生
産
品
の
処
分
代
償
の
中
に
は
、
材
料
費
の
原
価
償
却
代
は
も

と
よ
り
、
適
当
な
る
労
務
報
酬
が
含
ま
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

二
、
収
入
金
の
使
途

上
項
に
よ
っ
て
生
じ
た
実
習
収
入
金
（
以
下
単
に
実
習
収
入
金
と
い
う
場
合
は
、
材
料
の

原
価
償
却
代
を
除
く
）
は
作
業
手
当
お
よ
び
補
導
生
な
ら
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
の
た

め
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
収
入
金
の
経
理
お
よ
び
調
整

実
習
収
入
金
の
経
理
の
公
正
、
そ
の
能
率
的
運
用
な
ら
び
に
管
下
各
補
導
所
収
入
金
の
統

合
調
整
に
つ
い
て
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
、
責
任
を
も
っ

て
こ
れ
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
管
下
各
補
導
所
に
対
す
る
収
入
金
の
配
布
は
、

単
に
各
補
導
所
の
収
入
金
額
の
多
少
に
よ
つ
て
の
み
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

〇
六
二
五
〇
─
〇
六
二
九
九

経
理
方
法
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一
、
原

則

右
の
方
針
に
基
き
、
実
習
収
入
金
は
、
厳
格
に
経
理
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
一

般
会
計
の
歳
人
歳
出
に
計
上
す
る
か
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
九
条
に
基
き
、
都

道
府
県
の
条
例
に
よ
り
、
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
け
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。

二
、
特
別
会
計
の
設
置

特
別
会
計
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈠
、
歳
入
は
、
管
下
各
補
導
所
の
実
習
収
入
金
、
材
料
費
の
原
価
償
却
代
金
一
般
会
計
よ

り
の
受
入
金
（
材
料
費
）
お
よ
び
借
入
金
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

歳
入
に
あ
て
る
べ
き
実
習
収
入
金
の
金
額
は
、
各
補
導
所
の
実
績
な
ら
び
に
実
状
を
斟

酌
し
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
。

㈡
、
歳
出
は
、
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
な
ら
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
、
実

習
資
材
購
入
費
お
よ
び
借
入
金
の
償
還
金
等
と
し
、
他
に
充
当
し
な
い
こ
と
。

但
し
、
材
料
費
の
原
価
償
却
代
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
よ
り
の
受
入
金
に
基
い
て
生
じ

た
額
は
、
こ
れ
を
上
項
費
目
の
ほ
か
補
導
事
業
の
た
め
に
必
要
な
費
用
に
充
当
し
て
も

差
支
え
な
い
。

㈢
、
実
習
収
入
金
は
、
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
な
ら
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生

費
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

㈣
、
特
別
会
計
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
に
、
各
補
導
所
を
予
算
の
令
達
を
受
け
る
主

体
（
「
部
」
或
は
」
「
所
」
）
と
し
、
所
長
又
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
出
納

員
を
指
名
す
る
こ
と
。

㈤
、
各
補
導
所
は
常
時
必
要
な
る
経
費
（
特
に
資
材
講
入
費
）
に
つ
い
て
資
金
の
前
渡
を

う
け
る
こ
と
。

三
、
報

告

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
置
し
た
場
合
は
、
そ
の
写
を
直
ち
に

労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

〇
六
三
〇
〇
─
〇
六
七
九
九

資資
材材
確確
保保
其其
のの
他他
のの
援援
助助

〇
九
□
〇
〇
─
〇
六
三
四
九

方

針

〇
六
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
に
必
要
な
資
材
そ
の
他
の
物
資
は
、
運
営
上
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が

円
滑
な
確
保
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
六
三
〇
一

確
保
並
び
に
製
品
の
譲
渡
に
関
す
る
根
拠
法
令

物
資
の
確
保
製
品
の
譲
渡
に
当
つ
て
は
、
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
指
定
生
産
資
材
割
当
規
則
、

指
定
配
給
物
資
配
給
手
続
規
程
、
物
資
の
割
当
に
関
す
る
手
数
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
法
律
、

物
価
統
制
令
、
そ
の
他
物
資
に
関
す
る
統
制
令
に
則
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
三
五
〇
─
〇
六
三
九
九

需
要
申
請

〇
六
三
五
〇

需
要
申
請
の
提
出

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
用
資
材
と
し
て
、
臨
時
物
資
需
給
調
整
農
法
関
係
法
令
に
よ

る
指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
適
確
な
需
要
計
画
を
定
め
、

算
出
基
礎
を
明
確
に
す
る
文
書
を
添
え
、
年
間
需
要
申
請
書
、
（
四
半
期
別
内
訳
明
記
）
を

前
年
度
の
一
二
月
一
〇
日
（
四
半
期
別
需
要
申
請
書
に
あ
っ
て
は
毎
四
半
期
開
始
前
二
ヶ
月

前
）
ま
で
に
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
地
方
に
於
い
て
割
当
を
受

け
得
る
物
資
に
つ
い
て
は
需
要
申
請
書
を
所
管
地
方
物
資
官
庁
に
提
出
す
る
こ
と
。）

〇
六
三
五
一

臨
時
特
配
申
請
書
の
提
出

臨
時
必
要
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
指
定
生
産
資
材
（
指
定
配
給
物
責
）
の
特
配
申
請
書
を

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
六
三
五
二

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
以
外
の
申
請

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
以
外
で
あ
っ
て
も
、
特
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
前

二
項
に
準
じ
て
、
職
業
安
定
局
長
の
あ
っ
旋
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

〇
六
四
〇
〇
─
〇
六
四
九
九

割

当

〇
六
四
〇
〇

割
当
の
基
礎

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
費
は
、
需
要
申
請
量
、
設
備
及
び
補
導
生
の
状
況
（
繊
維

品
生
産
用
の
指
定
繊
維
資
付
に
あ
っ
て
は
、
生
産
出
荷
実
績
）
等
を
考
慮
し
て
割
当
を
行
う
。

〇
六
四
〇
一

割
当
取
消
又
は
削
減

都
道
府
県
に
関
す
る
所
定
の
報
告
を
な
さ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
な
し
、
或
は
正
当
の
事

由
も
な
く
、
著
し
い
生
産
の
遅
延
出
荷
の
不
良
等
が
あ
る
と
き
は
、
割
当
の
収
消
し
、
停
止

又
は
削
減
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

〇
六
四
〇
二

割
当
の
現
物
化

都
道
府
県
知
事
は
、
本
割
当
に
基
き
現
物
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
四
五
〇
─
〇
六
四
九
九

管

理

〇
六
四
五
〇

簿
冊
の
整
備

指
定
生
産
資
材
そ
の
他
物
資
及
び
製
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
払
及
び
現
在
高
を
明
確
な
ら

し
め
る
た
め
に
、
必
要
な
る
簿
冊
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
、
原

則

右
の
方
針
に
基
き
、
実
習
収
入
金
は
、
厳
格
に
経
理
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
一

般
会
計
の
歳
人
歳
出
に
計
上
す
る
か
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
九
条
に
基
き
、
都

道
府
県
の
条
例
に
よ
り
、
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
け
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
。

二
、
特
別
会
計
の
設
置

特
別
会
計
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈠
、
歳
入
は
、
管
下
各
補
導
所
の
実
習
収
入
金
、
材
料
費
の
原
価
償
却
代
金
一
般
会
計
よ

り
の
受
入
金
（
材
料
費
）
お
よ
び
借
入
金
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
。

歳
入
に
あ
て
る
べ
き
実
習
収
入
金
の
金
額
は
、
各
補
導
所
の
実
績
な
ら
び
に
実
状
を
斟

酌
し
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
。

㈡
、
歳
出
は
、
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
な
ら
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生
費
、
実

習
資
材
購
入
費
お
よ
び
借
入
金
の
償
還
金
等
と
し
、
他
に
充
当
し
な
い
こ
と
。

但
し
、
材
料
費
の
原
価
償
却
代
金
の
う
ち
、
一
般
会
計
よ
り
の
受
入
金
に
基
い
て
生
じ

た
額
は
、
こ
れ
を
上
項
費
目
の
ほ
か
補
導
事
業
の
た
め
に
必
要
な
費
用
に
充
当
し
て
も

差
支
え
な
い
。

㈢
、
実
習
収
入
金
は
、
補
導
手
当
の
不
足
補
充
、
補
導
生
な
ら
び
に
指
導
員
の
福
利
厚
生

費
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

㈣
、
特
別
会
計
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
に
、
各
補
導
所
を
予
算
の
令
達
を
受
け
る
主

体
（
「
部
」
或
は
」
「
所
」
）
と
し
、
所
長
又
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
出
納

員
を
指
名
す
る
こ
と
。

㈤
、
各
補
導
所
は
常
時
必
要
な
る
経
費
（
特
に
資
材
講
入
費
）
に
つ
い
て
資
金
の
前
渡
を

う
け
る
こ
と
。

三
、
報

告

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
実
習
特
別
会
計
を
設
置
し
た
場
合
は
、
そ
の
写
を
直
ち
に

労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
送
付
す
る
こ
と
。

〇
六
三
〇
〇
─
〇
六
七
九
九

資資
材材
確確
保保
其其
のの
他他
のの
援援
助助

〇
九
□
〇
〇
─
〇
六
三
四
九

方

針

〇
六
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
に
必
要
な
資
材
そ
の
他
の
物
資
は
、
運
営
上
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
が

円
滑
な
確
保
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
六
三
〇
一

確
保
並
び
に
製
品
の
譲
渡
に
関
す
る
根
拠
法
令

物
資
の
確
保
製
品
の
譲
渡
に
当
つ
て
は
、
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
指
定
生
産
資
材
割
当
規
則
、

指
定
配
給
物
資
配
給
手
続
規
程
、
物
資
の
割
当
に
関
す
る
手
数
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
法
律
、

物
価
統
制
令
、
そ
の
他
物
資
に
関
す
る
統
制
令
に
則
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
三
五
〇
─
〇
六
三
九
九

需
要
申
請

〇
六
三
五
〇

需
要
申
請
の
提
出

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
用
資
材
と
し
て
、
臨
時
物
資
需
給
調
整
農
法
関
係
法
令
に
よ

る
指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
適
確
な
需
要
計
画
を
定
め
、

算
出
基
礎
を
明
確
に
す
る
文
書
を
添
え
、
年
間
需
要
申
請
書
、
（
四
半
期
別
内
訳
明
記
）
を

前
年
度
の
一
二
月
一
〇
日
（
四
半
期
別
需
要
申
請
書
に
あ
っ
て
は
毎
四
半
期
開
始
前
二
ヶ
月

前
）
ま
で
に
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
地
方
に
於
い
て
割
当
を
受

け
得
る
物
資
に
つ
い
て
は
需
要
申
請
書
を
所
管
地
方
物
資
官
庁
に
提
出
す
る
こ
と
。）

〇
六
三
五
一

臨
時
特
配
申
請
書
の
提
出

臨
時
必
要
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
指
定
生
産
資
材
（
指
定
配
給
物
責
）
の
特
配
申
請
書
を

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
六
三
五
二

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
以
外
の
申
請

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
資
以
外
で
あ
っ
て
も
、
特
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
前

二
項
に
準
じ
て
、
職
業
安
定
局
長
の
あ
っ
旋
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

〇
六
四
〇
〇
─
〇
六
四
九
九

割

当

〇
六
四
〇
〇

割
当
の
基
礎

指
定
生
産
資
材
及
び
指
定
配
給
物
費
は
、
需
要
申
請
量
、
設
備
及
び
補
導
生
の
状
況
（
繊
維

品
生
産
用
の
指
定
繊
維
資
付
に
あ
っ
て
は
、
生
産
出
荷
実
績
）
等
を
考
慮
し
て
割
当
を
行
う
。

〇
六
四
〇
一

割
当
取
消
又
は
削
減

都
道
府
県
に
関
す
る
所
定
の
報
告
を
な
さ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
な
し
、
或
は
正
当
の
事

由
も
な
く
、
著
し
い
生
産
の
遅
延
出
荷
の
不
良
等
が
あ
る
と
き
は
、
割
当
の
収
消
し
、
停
止

又
は
削
減
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

〇
六
四
〇
二

割
当
の
現
物
化

都
道
府
県
知
事
は
、
本
割
当
に
基
き
現
物
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
四
五
〇
─
〇
六
四
九
九

管

理

〇
六
四
五
〇

簿
冊
の
整
備

指
定
生
産
資
材
そ
の
他
物
資
及
び
製
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
払
及
び
現
在
高
を
明
確
な
ら

し
め
る
た
め
に
、
必
要
な
る
簿
冊
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〇
六
四
五
一

資
材
の
活
用

資
材
そ
の
他
の
物
資
の
使
用
に
当
つ
て
は
、
教
程
に
適
合
し
補
導
の
効
果
を
挙
ぐ
る
が
如
く
、

最
も
有
効
、
適
切
に
活
用
す
る
と
共
に
、
盗
難
不
正
流
用
等
に
関
し
て
は
、
厳
重
な
る
監
督

を
必
要
と
す
る
。

〇
六
五
〇
〇
─
〇
六
五
四
九

製
品
の
処
理

〇
六
五
〇
〇

配
給
統
制
品
の
処
理
手
続

配
給
統
制
を
受
け
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
品
の
主
管
官
庁
の
指
示
に
よ
り
譲
渡
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
繊
維
品
に
つ
い
て
は
購
入
割
当
公
文
書
と
引
換
で
あ
る
こ
と
。）

〇
六
五
〇
一

生
産
統
制
品
の
処
理
手
続

生
産
統
制
を
受
け
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
製
品
の
主
管
官
庁
に
届
出
又
は
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
五
五
〇
─
〇
七
五
九
九

報

告

〇
六
五
五
〇

生
産
用
指
定
繊
維
費
材
の
使
用
報
告

繊
維
製
品
生
産
用
指
定
繊
維
資
材
に
つ
い
て
は
、
前
月
中
の
入
荷
在
庫
仕
掛
生
産
及
び
出
荷

に
関
す
る
別
表
一
、
及
び
二
の
報
告
書
を
当
該
資
材
を
使
用
し
た
職
業
補
導
所
毎
に
取
纏
め
、

毎
月
一
五
日
迄
に
通
商
産
業
局
（
購
入
割
当
公
文
書
を
添
え
）
、
及
び
職
業
安
定
局
（
購
入

割
当
公
文
書
の
写
を
添
え
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
五
五
一

義
肢
用
資
材
使
用
状
況
報
告

義
肢
用
費
材
に
つ
い
て
は
、
前
月
中
の
製
作
修
理
状
況
を
毎
月
一
〇
日
迄
に
職
業
安
定
局
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
五
五
二

石
油
製
品
消
費
状
況
報
告

石
油
製
品
に
つ
い
て
は
、
前
月
中
の
消
費
状
況
を
毎
月
五
日
迄
に
職
業
安
定
局
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6650
の
1

年
月
度
布
帛
製
品
製
造
業
者
調
査
票

（
編
注
：
略
）

6650
の
2

（
編
注
：
略
）

〇
六
八
〇
〇
─
〇
七
五
九
九

監監

査査

〇
六
八
〇
〇
─
〇
六
八
四
九

本
省
の
行
う
監
査

〇
六
八
七
〇

方

針

職
業
補
導
事
業
に
関
す
る
本
省
の
行
う
監
査
は
「
第
二
部
組
織
及
び
管
理
二
〇
〇
〇
─
三
九

九
九
監
察
」
に
基
き
、
幕
僚
又
は
技
術
監
察
と
し
て
特
に
技
術
的
、
指
導
監
督
並
び
に
訓
練

の
た
め
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
に
対
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
省
の
定
め
た
方
針
、

手
続
又
は
都
道
府
県
の
発
し
た
命
令
に
基
く
運
営
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
公
共
職
業
安

定
所
及
び
職
業
補
導
施
設
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
る
。

〇
六
八
〇
一

対

象

一
、
都
道
府
県

二
、
公
共
職
業
安
定
所

三
、
公
共
職
業
補
導
所

四
、
国
庫
補
助
を
受
け
て
作
業
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設

〇
六
八
〇
二

監
査
を
行
う
場
合

監
査
は
、
次
の
場
合
に
行
わ
れ
る
。

一
、
定

期

監

査

職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
三
条
の
規
定
に
よ
り
毎
四
半
期
開
始
一
ヶ
月
以
後
に
、
職
業

補
導
事
業
の
業
務
執
行
状
況
の
全
般
に
つ
き
、
数
府
県
を
抽
出
し
て
行
わ
れ
る
。

二
、
臨

時

監

査

⑴

全
国
に
わ
た
る
新
規
大
計
画
に
着
手
し
、
又
は
着
手
す
る
場
合

⑵

特
殊
業
務
遂
行
に
関
し
て
大
問
題
の
存
在
す
る
場
合

⑶

特
殊
計
画
に
関
し
て
、
指
示
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
場
合

⑷

実
地
業
務
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合

⑸

定
期
報
告
若
し
く
は
中
央
監
察
官
又
は
都
道
府
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
不
満
足
な
結
果
を
是
正
す
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

⑹

中
央
監
察
官
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合

⑺

主
管
業
務
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
状
態
を
知
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

⑻

本
省
又
は
都
道
府
県
の
監
査
の
結
果
、
指
示
し
た
事
項
に
対
す
る
措
置
を
確
認
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

〇
六
八
〇
三

監
査
の
方
法

一
、
監
査
は
、
課
長
又
は
課
長
か
ら
そ
の
責
務
を
課
せ
ら
れ
た
課
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

二
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
補
導
施
設
の
監
査
を
行
う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
地
方
監

察
官
又
は
都
道
府
県
職
業
補
導
担
当
職
員
を
同
伴
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
都
道
府
県

の
行
つ
た
監
査
の
結
果
を
明
ら
か
に
し
、
又
矯
正
を
必
要
と
す
る
頂
を
委
せ
る
こ
と
が
で

き
、
且
つ
多
く
の
場
合
都
道
府
県
監
査
の
活
動
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
で
調
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
都
道
府
県
監
査
員
は
本
省
の
行
う
監
査
を
見
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
る
。
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三
、
都
道
府
県
、
公
共
職
業
安
定
所
及
び
職
業
補
導
施
設
の
職
員
に
、
本
省
か
ら
示
さ
れ
た

方
針
、
手
続
、
都
道
府
県
か
ら
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
注
意
を
向
け
さ
せ
、
且
つ
業
務
執
行

に
当
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

方
針
、
手
続
又
は
命
令
が
伝
達
さ
れ
ず
、
又
こ
れ
に
準
拠
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は

そ
の
方
針
、
手
続
、
又
は
命
令
は
直
ち
に
伝
達
し
又
こ
れ
に
準
拠
す
る
よ
う
処
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

方
針
、
手
続
又
は
命
令
に
対
す
る
認
識
の
不
足
又
は
理
解
の
不
充
分
は
、
こ
れ
を
是

正
し
、
又
は
徹
底
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

方
針
、
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
充
分
又
は
不
適
当
な
場
合
は
、
こ

れ
を
補
足
し
、
又
は
そ
の
状
態
を
是
正
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷

方
針
、
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
方
針
、
手
続
そ
の
も
の
に
つ
い
て

改
善
の
必
要
を
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
充
分
そ
の
事
情
を
究
明
し
、
そ
の
意
見
を
聞
く

と
共
に
、
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑸

そ
の
他
発
見
さ
れ
た
欠
点
に
つ
い
て
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
監
査
は
、
質
問
と
事
実
の
見
定
等
に
よ
り
、
科
学
的
に
帰
納
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

五
、
質
問
は
系
統
的
に
こ
れ
を
行
い
、
監
査
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
手
方
を
し

て
具
体
的
に
そ
の
質
問
の
趣
旨
及
び
価
値
を
充
分
に
理
解
せ
し
め
、
そ
の
執
務
上
の
誤
り

又
は
欠
点
の
発
見
を
容
易
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
監
査
員
の
注
意
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、

自
ら
、
そ
れ
ら
の
誤
り
又
は
欠
点
を
是
正
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
質
問
に
よ
っ
て
得
た
判
断
を
一
層
明
確
に
す
る
た
め
、
質
問
に
対
す
る
答
弁
に
関
係
す

る
書
類
、
帳
簿
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
、
そ
の
答
弁
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
質
問
に
関
連
が
な
く
と
も
、
特
別
に
そ
の
活
動
状
況
に
基
き
、
評
価
を
必
要
と
す
る
場

合
に
は
こ
れ
が
資
料
の
提
出
を
求
め
、
或
は
直
接
そ
の
場
に
出
向
い
て
調
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

八
、
質
問
は
課
長
、
係
長
、
係
員
な
ど
の
職
階
の
順
序
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
、

質
問
を
受
け
る
者
以
外
の
助
言
は
さ
け
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
各
人
に
つ
き
如
何
な
る
責
任
が
課
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
の
責
任
が
如
何
に
果
さ
れ

て
い
る
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
補
導
生
又
は
作
業
訓
練
生
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
六
八
〇
四

監
査
事
項

業
務
全
般
に
わ
た
る
監
査
す
べ
き
事
項
は
、
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
補
導
事
業
に
関
す
る
都
道
府
県
職
員
の
配
置
状
況

⑴

職
員
の
履
歴
と
担
任
事
務
の
適
否

⑵

本
省
か
ら
指
示
し
た
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
各
担
当
職
員
の
設

置
及
び
そ
の
適
否

⑶

職
員
の
勤
怠
状
況

⑷

職
員
の
教
養
訓
練
状
況

二
、
補
導
種
目
の
選
定
状
況

⑴

労
働
市
場
の
状
況
そ
の
他
種
目
選
定
判
断
の
基
礎
資
料
の
有
無

⑵

種
目
選
定
の
方
法

⑶

補
導
施
設
の
設
置
場
所
、
定
員
、
期
間
の
適
否

⑷

労
働
市
場
の
要
求
に
適
合
の
度
合
、
特
に
補
導
修
了
生
の
労
働
市
場
に
お
い
て
占
め

る
地
位

三
、
法
令
そ
の
他
例
規
、
通
牒
類
の
取
扱
状
況

⑴

関
係
方
面
え
の
周
知
徹
底
方
法

⑵

職
員
に
周
知
せ
し
む
べ
き
文
書
の
処
理
状
況

⑶

例
規
、
重
要
書
類
の
整
備
状
況

四
、
補
導
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
状
況

⑴

指
導
監
督
職
員
と
そ
の
指
導
監
督
方
法

⑵

指
導
監
督
の
結
果
に
対
す
る
措
置
状
況

⑶

委
託
補
導
所
に
対
す
る
指
導
監
督
方
法

五
、
補
導
施
設
に
お
け
る
職
員
の
配
置
状
況

⑴

本
省
か
ら
指
示
し
た
資
格
基
準
に
適
合
の
有
無
及
び
不
適
格
者
に
対
す
る
措
置

⑵

専
任
所
長
設
置
の
有
無
及
び
未
設
置
の
場
合
は
そ
の
理
由

⑶

職
員
の
勤
怠
状
況

⑷

職
員
の
教
養
訓
練
状
況

六
、
補

導

方

法

⑴

本
省
か
ら
指
示
し
た
教
程
の
活
用
状
況

⑵

未
指
示
の
教
程
に
対
す
る
措
置

⑶

補
導
日
程
表
の
作
製
及
び
そ
の
実
施
状
況

⑷

学
科
と
実
習
と
の
結
合
状
況

七
、
補
導
生
の
募
集
及
び
選
考
状
況
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三
、
都
道
府
県
、
公
共
職
業
安
定
所
及
び
職
業
補
導
施
設
の
職
員
に
、
本
省
か
ら
示
さ
れ
た

方
針
、
手
続
、
都
道
府
県
か
ら
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
注
意
を
向
け
さ
せ
、
且
つ
業
務
執
行

に
当
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴

方
針
、
手
続
又
は
命
令
が
伝
達
さ
れ
ず
、
又
こ
れ
に
準
拠
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は

そ
の
方
針
、
手
続
、
又
は
命
令
は
直
ち
に
伝
達
し
又
こ
れ
に
準
拠
す
る
よ
う
処
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

方
針
、
手
続
又
は
命
令
に
対
す
る
認
識
の
不
足
又
は
理
解
の
不
充
分
は
、
こ
れ
を
是

正
し
、
又
は
徹
底
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

方
針
、
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
充
分
又
は
不
適
当
な
場
合
は
、
こ

れ
を
補
足
し
、
又
は
そ
の
状
態
を
是
正
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷

方
針
、
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
方
針
、
手
続
そ
の
も
の
に
つ
い
て

改
善
の
必
要
を
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
充
分
そ
の
事
情
を
究
明
し
、
そ
の
意
見
を
聞
く

と
共
に
、
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑸

そ
の
他
発
見
さ
れ
た
欠
点
に
つ
い
て
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
監
査
は
、
質
問
と
事
実
の
見
定
等
に
よ
り
、
科
学
的
に
帰
納
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

五
、
質
問
は
系
統
的
に
こ
れ
を
行
い
、
監
査
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
手
方
を
し

て
具
体
的
に
そ
の
質
問
の
趣
旨
及
び
価
値
を
充
分
に
理
解
せ
し
め
、
そ
の
執
務
上
の
誤
り

又
は
欠
点
の
発
見
を
容
易
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
監
査
員
の
注
意
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、

自
ら
、
そ
れ
ら
の
誤
り
又
は
欠
点
を
是
正
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
質
問
に
よ
っ
て
得
た
判
断
を
一
層
明
確
に
す
る
た
め
、
質
問
に
対
す
る
答
弁
に
関
係
す

る
書
類
、
帳
簿
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
、
そ
の
答
弁
を
確
認
す
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
質
問
に
関
連
が
な
く
と
も
、
特
別
に
そ
の
活
動
状
況
に
基
き
、
評
価
を
必
要
と
す
る
場

合
に
は
こ
れ
が
資
料
の
提
出
を
求
め
、
或
は
直
接
そ
の
場
に
出
向
い
て
調
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

八
、
質
問
は
課
長
、
係
長
、
係
員
な
ど
の
職
階
の
順
序
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
、

質
問
を
受
け
る
者
以
外
の
助
言
は
さ
け
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
各
人
に
つ
き
如
何
な
る
責
任
が
課
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
の
責
任
が
如
何
に
果
さ
れ

て
い
る
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
補
導
生
又
は
作
業
訓
練
生
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
六
八
〇
四

監
査
事
項

業
務
全
般
に
わ
た
る
監
査
す
べ
き
事
項
は
、
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
補
導
事
業
に
関
す
る
都
道
府
県
職
員
の
配
置
状
況

⑴

職
員
の
履
歴
と
担
任
事
務
の
適
否

⑵

本
省
か
ら
指
示
し
た
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
各
担
当
職
員
の
設

置
及
び
そ
の
適
否

⑶

職
員
の
勤
怠
状
況

⑷

職
員
の
教
養
訓
練
状
況

二
、
補
導
種
目
の
選
定
状
況

⑴

労
働
市
場
の
状
況
そ
の
他
種
目
選
定
判
断
の
基
礎
資
料
の
有
無

⑵

種
目
選
定
の
方
法

⑶

補
導
施
設
の
設
置
場
所
、
定
員
、
期
間
の
適
否

⑷

労
働
市
場
の
要
求
に
適
合
の
度
合
、
特
に
補
導
修
了
生
の
労
働
市
場
に
お
い
て
占
め

る
地
位

三
、
法
令
そ
の
他
例
規
、
通
牒
類
の
取
扱
状
況

⑴

関
係
方
面
え
の
周
知
徹
底
方
法

⑵

職
員
に
周
知
せ
し
む
べ
き
文
書
の
処
理
状
況

⑶

例
規
、
重
要
書
類
の
整
備
状
況

四
、
補
導
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
状
況

⑴

指
導
監
督
職
員
と
そ
の
指
導
監
督
方
法

⑵

指
導
監
督
の
結
果
に
対
す
る
措
置
状
況

⑶

委
託
補
導
所
に
対
す
る
指
導
監
督
方
法

五
、
補
導
施
設
に
お
け
る
職
員
の
配
置
状
況

⑴

本
省
か
ら
指
示
し
た
資
格
基
準
に
適
合
の
有
無
及
び
不
適
格
者
に
対
す
る
措
置

⑵

専
任
所
長
設
置
の
有
無
及
び
未
設
置
の
場
合
は
そ
の
理
由

⑶

職
員
の
勤
怠
状
況

⑷

職
員
の
教
養
訓
練
状
況

六
、
補

導

方

法

⑴

本
省
か
ら
指
示
し
た
教
程
の
活
用
状
況

⑵

未
指
示
の
教
程
に
対
す
る
措
置

⑶

補
導
日
程
表
の
作
製
及
び
そ
の
実
施
状
況

⑷

学
科
と
実
習
と
の
結
合
状
況

七
、
補
導
生
の
募
集
及
び
選
考
状
況
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⑴

募
集
の
主
体
及
び
そ
の
方
法

⑵

選
考
の
主
体
及
び
そ
の
方
法

⑶

公
共
職
業
補
導
所
の
公
共
職
業
安
定
所
に
対
す
る
協
力
状
況

八
、
補
導
生
の
定
員
充
足
状
況

⑴

入
所
の
経
路

⑵

未
充
足
の
原
因
及
び
こ
れ
に
対
す
る
措
置

⑶

中
途
退
所
の
原
因
及
び
こ
れ
に
対
す
る
措
置

⑷

補
習
科
の
設
置
及
び
そ
の
補
導
方
法

⑸

寄
宿
舎
の
管
理
状
況

九
、
補
導
生
の
就
職
あ
つ
旋
状
況

⑴

就
職
あ
つ
旋
の
主
体
と
そ
の
方
法

⑵

自
営
業
を
希
望
す
る
も
の
に
対
す
る
措
置

⑶

就
職
後
の
補
導
状
況

⑷

特
に
雇
用
主
に
つ
い
て
補
導
修
了
生
の
批
判
調
査
及
び
そ
の
方
法

⑸

公
共
職
業
補
導
所
の
公
共
職
業
安
定
所
に
対
す
る
協
力
状
況

一
〇
、
補
導
事
業
に
対
す
る
啓
蒙
宜
伝
方
策

⑴

宜
伝
計
画
の
樹
立

⑵

宣
伝
の
主
眼
点

⑶

宜
伝
の
方
法
及
び
そ
の
内
容
回
数
時
期

⑷

宣
伝
の
効
果

一
一
、
補
導
事
業
に
関
す
る
身
体
障
害
者
担
当
職
員
の
活
動
状
況

⑴

身
休
障
害
者
に
対
す
る
取
扱
方
針

⑵

身
体
障
害
者
に
対
す
る
啓
蒙
宜
伝
方
法

⑶

身
体
障
害
者
に
対
す
募
集
、
選
考
、
就
職
あ
っ
旋
状
況

⑷

身
体
障
害
者
に
対
す
る
補
導
方
法

一
二
、
設

備

状

況

⑴

本
省
か
ら
指
示
し
た
設
備
基
準
に
適
合
の
有
無

⑵

基
準
に
達
し
な
い
も
の
に
対
す
る
措
置

⑶

危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
す
る
措
置

一
三
、
資
材
の
入
手
、
使
用
状
況

⑴

年
間
計
画
の
樹
立

⑵

所
要
資
材
、
割
当
資
材
及
び
こ
れ
に
対
す
る
入
手
状
況

⑶

不
足
又
は
入
手
困
難
な
資
材
に
対
す
る
措
置

⑷

資
材
の
使
用
状
況

⑸

資
材
購
入
費
に
対
す
る
措
置

一
五
、
補
導
生
の
実
習
に
よ
る
収
入
金
の
経
理
及
び
使
途
状
況

マ
マ⑴

製
品
の
処
理
方
法

⑵

収
入
金
の
経
理
状
況

⑶

収
入
金
の
使
途
状
況

⑷

監
査
方
法

⑸

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

一
五
、
補
導
生
に
対
す
る
物
資
配
給
状
況

⑴

配
給
物
資
の
種
類
、
数
量
及
び
配
給
方
法

⑵

関
係
簿
冊
の
整
理
状
況

一
六
、
予
算
執
行
状
況

⑴

補
導
施
設
え
配
付
状
沢

⑵

予
算
の
経
理
状
況

⑶

不
足
経
費
に
対
す
る
措
置

⑷

補
導
手
当
支
給
状
況

⑸

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

一
七
、
職
業
安
定
法
第
三
〇
条
の
規
定
に
よ
る
工
場
事
業
場
等
に
対
す
る
技
術
援
助
状
況

⑴

趣
旨
の
徹
底
方
法

⑵

援
助
の
方
法

⑶

援
助
の
効
果

一
八
、
労
働
省
え
の
要
望
並
び
に
意
見

〇
六
八
〇
五

結
果
の
措
置

一
、
監
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
監
査
結
果
報
告
書
を
作
成
し
、
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
報
告
書
に
は
次
の
こ
と
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㋑

業
務
全
般
に
わ
た
る
運
営
状
況

㋺

方
針
、
手
続
に
準
拠
し
て
い
る
事
項
と
、
準
拠
し
て
い
な
い
事
項

㋩

方
針
、
手
続
に
基
く
運
営
の
結
果
の
成
否

㋥

発
見
し
た
長
所
、
欠
点

㋭

欠
点
矯
正
の
た
め
と
る
べ
き
手
段
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
指
示
事
項
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㋬

業
務
の
刷
新
、
強
化
の
た
め
と
る
べ
き
方
法
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
勧
告
事
項

㋣

現
地
に
お
い
て
与
え
た
助
言
、
勧
告

㋠

現
在
の
方
針
、
手
続
に
よ
る
適
用
の
困
難
に
し
て
こ
れ
が
改
善
の
た
め
都
道
府
県
に

お
い
て
と
ら
れ
て
い
る
方
法

㋷

現
在
の
方
針
、
手
続
に
関
す
る
改
正
の
意
見

㋦

中
央
監
察
官
に
要
請
す
べ
き
事
項

㋸

都
道
府
県
そ
の
他
か
ら
の
要
望
及
び
意
見

三
、
職
業
安
定
局
長
は
報
告
書
に
基
き
指
示
、
勧
告
す
べ
き
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
示
達

す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
そ
の
事
項
に
し
て
、
全
国
的
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
に
し
て
、
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
総
べ
て
の
都
道
府
県
に
通
牒
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
示
達
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
な

し
、
そ
の
結
果
を
二
十
日
以
内
に
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
八
五
〇
─
〇
六
八
九
九

都
道
府
県
の
行
う
監
査

〇
六
八
五
〇

方

針

都
道
府
県
の
行
う
監
査
は
、
職
業
補
導
施
設
に
お
け
る
業
務
執
行
の
状
況
を
実
地
に
つ
き
監

査
し
、
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
、
補
導
事
業
の
適
正
且
つ
円
滑
な
る
運
営
に
資
す
る
た
め

行
わ
れ
る
。

一
、
職
業
補
導
施
設
の
職
員
が
法
令
通
牒
の
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

二
、
業
務
執
行
の
状
況
が
中
央
の
定
め
た
基
準
及
び
政
策
に
一
致
し
て
お
り
、
且
つ
都
道
府

県
が
発
し
た
命
令
通
り
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

三
、
そ
の
運
営
の
結
果
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

四
、
そ
の
運
営
の
上
に
改
善
を
要
す
る
点
は
な
い
か
ど
う
か
。

五
、
職
員
が
業
務
能
率
の
向
上
を
図
る
た
め
そ
の
職
責
を
果
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

な
お
、
監
査
は
、
本
省
の
定
め
た
方
針
、
手
続
又
は
都
道
府
県
が
発
し
た
命
令
に
基
く
運
営

の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
公
共
職
業
安
定
所
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
る
。

特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
監
察
官
に
、
補
導
施
設
の
監
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

〇
六
八
五
一

対

象

監
査
は
次
の
も
の
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

一
、
公
共
職
業
安
定
所

二
、
公
共
職
業
補
導
導
所

三
、
国
庫
補
助
を
受
け
て
作
業
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設

〇
六
八
五
二

監
査
を
行
う
場
合

監
査
は
次
の
場
合
に
行
わ
れ
る
。

一
、
定

期

監

査

毎
四
半
期
に
業
務
全
般
に
わ
た
り
、
総
て
の
施
設
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

こ
の
監
査
は
、
施
設
に
お
け
る
業
務
執
行
全
般
に
つ
き
、
分
析
的
に
綜
合
監
査
を
行
う
も

の
で
、
当
該
施
設
の
運
営
状
況
、
運
営
上
の
長
所
、
短
所
、
欠
点
を
検
出
す
る
と
共
に
、

そ
の
成
績
を
評
価
測
定
し
、
必
要
な
指
導
訓
練
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

定
期
監
査
は
、
予
め
監
査
計
画
を
樹
て
、
こ
れ
に
基
い
て
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

監
査
計
画
は
、
毎
四
半
期
開
始
前
に
、
職
業
安
定
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
査
計
画
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
必
要
な
る
の
み
な
ら
ず
、
本
省
に
お
い
て
も
、
都
道

府
県
に
お
け
る
活
動
状
況
を
知
り
、
監
査
の
効
果
を
測
定
し
、
監
査
の
調
整
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
。

二
、
臨

時

監

査

都
道
府
県
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
又
は
本
省
の
行
っ
た
監
査
の
結
果
又
は
、

都
道
府
県
の
行
っ
た
定
期
監
査
の
結
果
、
指
示
し
た
事
項
に
対
し
、
施
設
の
と
っ
た
措
置

を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。

〇
六
八
五
三

監
査
の
方
法

監
査
の
方
法
は
、「
本
省
の
行
う
監
査
」
の
監
査
方
法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
な
お
、

次
の
こ
と
を
心
得
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
監
査
に
当
っ
て
は
、
徒
ら
に
そ
の
非
違
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
常
に
懇
切
公
正
に
指

導
的
態
度
を
も
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑴

常
に
法
令
、
通
牒
、
指
示
の
内
容
に
通
暁
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

指
導
、
訓
練
の
場
合
に
は
、
最
善
の
措
置
を
簡
単
明
瞭
に
説
明
で
き
る
技
倆
を
修

得
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
監
査
に
当
っ
て
は
予
め
、
部
課
長
の
指
示
を
受
け
る
と
共
に
、
帰
庁
後
は
あ
ら
ゆ
る

問
題
に
つ
き
、
討
議
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
施
設
に
情
報
を
与
え
、
運
営
上
必
要
な
資
料
の
準
備
及
び
変
更
に
つ
い
て
援
助
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
八
五
四

監
査
事
項

一
、
法
令
そ
の
他
例
規
通
牒
類
の
取
扱
状
況
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㋬

業
務
の
刷
新
、
強
化
の
た
め
と
る
べ
き
方
法
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
勧
告
事
項

㋣

現
地
に
お
い
て
与
え
た
助
言
、
勧
告

㋠

現
在
の
方
針
、
手
続
に
よ
る
適
用
の
困
難
に
し
て
こ
れ
が
改
善
の
た
め
都
道
府
県
に

お
い
て
と
ら
れ
て
い
る
方
法

㋷

現
在
の
方
針
、
手
続
に
関
す
る
改
正
の
意
見

㋦

中
央
監
察
官
に
要
請
す
べ
き
事
項

㋸

都
道
府
県
そ
の
他
か
ら
の
要
望
及
び
意
見

三
、
職
業
安
定
局
長
は
報
告
書
に
基
き
指
示
、
勧
告
す
べ
き
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
示
達

す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
そ
の
事
項
に
し
て
、
全
国
的
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
に
し
て
、
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
総
べ
て
の
都
道
府
県
に
通
牒
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
示
達
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
な

し
、
そ
の
結
果
を
二
十
日
以
内
に
職
業
安
定
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
八
五
〇
─
〇
六
八
九
九

都
道
府
県
の
行
う
監
査

〇
六
八
五
〇

方

針

都
道
府
県
の
行
う
監
査
は
、
職
業
補
導
施
設
に
お
け
る
業
務
執
行
の
状
況
を
実
地
に
つ
き
監

査
し
、
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
、
補
導
事
業
の
適
正
且
つ
円
滑
な
る
運
営
に
資
す
る
た
め

行
わ
れ
る
。

一
、
職
業
補
導
施
設
の
職
員
が
法
令
通
牒
の
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

二
、
業
務
執
行
の
状
況
が
中
央
の
定
め
た
基
準
及
び
政
策
に
一
致
し
て
お
り
、
且
つ
都
道
府

県
が
発
し
た
命
令
通
り
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

三
、
そ
の
運
営
の
結
果
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

四
、
そ
の
運
営
の
上
に
改
善
を
要
す
る
点
は
な
い
か
ど
う
か
。

五
、
職
員
が
業
務
能
率
の
向
上
を
図
る
た
め
そ
の
職
責
を
果
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

な
お
、
監
査
は
、
本
省
の
定
め
た
方
針
、
手
続
又
は
都
道
府
県
が
発
し
た
命
令
に
基
く
運
営

の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
公
共
職
業
安
定
所
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
る
。

特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
監
察
官
に
、
補
導
施
設
の
監
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

〇
六
八
五
一

対

象

監
査
は
次
の
も
の
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

一
、
公
共
職
業
安
定
所

二
、
公
共
職
業
補
導
導
所

三
、
国
庫
補
助
を
受
け
て
作
業
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設

〇
六
八
五
二

監
査
を
行
う
場
合

監
査
は
次
の
場
合
に
行
わ
れ
る
。

一
、
定

期

監

査

毎
四
半
期
に
業
務
全
般
に
わ
た
り
、
総
て
の
施
設
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

こ
の
監
査
は
、
施
設
に
お
け
る
業
務
執
行
全
般
に
つ
き
、
分
析
的
に
綜
合
監
査
を
行
う
も

の
で
、
当
該
施
設
の
運
営
状
況
、
運
営
上
の
長
所
、
短
所
、
欠
点
を
検
出
す
る
と
共
に
、

そ
の
成
績
を
評
価
測
定
し
、
必
要
な
指
導
訓
練
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

定
期
監
査
は
、
予
め
監
査
計
画
を
樹
て
、
こ
れ
に
基
い
て
計
画
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

監
査
計
画
は
、
毎
四
半
期
開
始
前
に
、
職
業
安
定
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
査
計
画
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
必
要
な
る
の
み
な
ら
ず
、
本
省
に
お
い
て
も
、
都
道

府
県
に
お
け
る
活
動
状
況
を
知
り
、
監
査
の
効
果
を
測
定
し
、
監
査
の
調
整
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
。

二
、
臨

時

監

査

都
道
府
県
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
又
は
本
省
の
行
っ
た
監
査
の
結
果
又
は
、

都
道
府
県
の
行
っ
た
定
期
監
査
の
結
果
、
指
示
し
た
事
項
に
対
し
、
施
設
の
と
っ
た
措
置

を
確
認
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。

〇
六
八
五
三

監
査
の
方
法

監
査
の
方
法
は
、「
本
省
の
行
う
監
査
」
の
監
査
方
法
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
な
お
、

次
の
こ
と
を
心
得
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
監
査
に
当
っ
て
は
、
徒
ら
に
そ
の
非
違
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
常
に
懇
切
公
正
に
指

導
的
態
度
を
も
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑴

常
に
法
令
、
通
牒
、
指
示
の
内
容
に
通
暁
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

指
導
、
訓
練
の
場
合
に
は
、
最
善
の
措
置
を
簡
単
明
瞭
に
説
明
で
き
る
技
倆
を
修

得
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
監
査
に
当
っ
て
は
予
め
、
部
課
長
の
指
示
を
受
け
る
と
共
に
、
帰
庁
後
は
あ
ら
ゆ
る

問
題
に
つ
き
、
討
議
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
施
設
に
情
報
を
与
え
、
運
営
上
必
要
な
資
料
の
準
備
及
び
変
更
に
つ
い
て
援
助
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
六
八
五
四

監
査
事
項

一
、
法
令
そ
の
他
例
規
通
牒
類
の
取
扱
状
況



- 118 -

⑴

職
員
に
対
す
る
周
知
徹
底
方
法
及
び
そ
の
度
合

⑵

法
令
そ
の
他
文
書
の
整
理
状
況

二
、
補
導
施
設
に
お
け
る
職
員
の
配
置
状
況

⑴

職
員
の
分
担
事
項
に
対
す
る
認
識
及
び
活
動
状
況

⑵

職
員
の
勤
務
状
況

⑶

職
員
の
教
養
訓
練
状
況

三
、
補

導

方

法

⑴

補
導
教
程
の
活
用
状
況

⑵

補
導
日
程
表
の
作
製
及
び
そ
の
状
況

⑶

学
科
と
実
習
と
の
結
合
状
況

⑷

身
体
障
害
者
に
対
す
る
補
導
方
法

四
、
補
導
生
の
募
集
、
選
考
、
就
職
あ
っ
旋
状
況

⑴

補
導
生
の
定
員
充
足
状
況

⑵

中
途
退
所
の
原
因
及
び
こ
れ
に
対
す
る
措
置

⑶

補
習
科
の
補
導
方
法

⑷

寄
宿
舎
の
管
理
状
況

⑸

公
共
職
業
安
定
所
に
対
す
る
協
力
状
沢

五
、
補
導
所
の
周
知
宣
伝
方
法

⑴

独
自
の
宜
伝
方
法

⑵

都
道
府
県
及
び
安
定
所
に
対
す
る
協
力
状
況

六
、
施

設

状

況

⑴

庁
舎
の
管
理
状
況

⑵

機
械
器
具
そ
の
他
設
備
の
整
備
及
び
管
理
状
況

⑶

危
害
防
止
及
び
衛
生
に
関
す
る
措
置

七
、
資
材
の
入
手
、
使
用
状
況

⑴

所
要
資
材
、
割
当
資
材
及
び
こ
れ
に
対
す
る
入
手
状
況

⑵

資
材
の
使
用
状
況

⑶

資
材
の
保
管
状
況

⑷

不
足
又
は
入
手
困
難
な
資
材
に
対
す
る
措
置

⑸

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

八
、
補
導
生
の
実
習
に
よ
る
収
入
金
の
経
理
及
び
使
途
状
況

⑴

製
品
の
処
理
方
法

⑵

収
人
金
の
経
理
状
況

⑶

収
人
金
の
使
途
状
況

⑷

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

九
、
補
導
生
に
対
す
る
物
資
配
給
状
況

⑴

配
給
物
資
の
種
類
、
数
量
及
び
配
分
方
法

⑵

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

一
〇
、
予
算
執
行
状
況

⑴

予
算
の
経
理
状
況

⑵

不
足
経
費
に
対
す
る
措
置

⑶

補
導
手
当
支
給
状
況

⑷

関
係
簿
冊
の
整
備
状
況

一
一
、
そ

の

他

⑴

関
係
方
面
と
の
連
絡
状
況

⑵

補
導
生
に
対
す
る
福
利
施
設
の
設
置
状
況

⑶

補
導
生
に
対
す
る
実
態
調
査
の
状
況

⑷

調
査
資
料
の
活
用
状
況

⑸

都
道
府
県
及
び
労
働
省
え
の
要
望
並
び
に
意
見

〇
六
八
五
五

結
果
の
措
置

一
、
監
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
先
ず
主
管
部
課
長
に
口
答
復
命
し
た
上
、
具
体
的
に
監
査
結

果
報
告
書
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
「
本
省
の
行
う
監
査
」
の
記
載
方
法
に
準
じ
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
書
に
基
き
指
示
す
べ
き
事
項
を
施
設
の
長
に
示
達
す
る
も
の

と
す
る
。

こ
の
指
示
は
、
監
査
の
結
果
発
見
し
た
方
針
に
準
拠
し
て
い
な
い
点
、
運
営
上
の
短
所
、

欠
点
矯
正
の
た
め
と
る
べ
き
手
段
、
業
務
刷
新
、
強
化
の
た
め
と
る
べ
き
万
法
に
つ
き

詳
細
具
体
的
に
な
す
べ
き
で
あ
る
。
指
示
事
項
中
予
算
を
伴
う
も
の
に
関
し
て
は
、
主

管
部
課
長
と
協
議
の
上
、
都
道
府
県
限
り
に
お
い
て
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

そ
の
可
能
な
事
項
の
み
指
示
す
べ
き
で
あ
る
。

指
示
す
る
に
当
っ
て
は
、
一
定
の
期
間
を
附
し
こ
れ
に
対
す
る
措
置
状
況
を
報
告
せ
し

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
示
事
項
は
、
予
め
関
係
者
の
討
議
に
か
け
結
論
を
見
出
し
た
上
、
こ
れ
を
な
す
こ
と
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は
有
效
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。

マ
マ

都
道
府
県
知
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
き
、
都
道
府
県
に
お
い
て
措
置
し
た
事
項
、
施

設
に
示
達
し
た
事
項
並
び
に
本
省
に
対
す
る
要
望
、
意
見
を
附
し
て
、
監
査
修
了
後
三

十
日
以
内
に
職
業
安
定
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
補
導
施
設
の
監
査
の
結
果
、
公
共
職
業
安
定
所
職
業
補
導
担
当
職
員
の
職
務
執
行
上
の

マ
マ

誤
り
、
欠
点
の
た
め
と
る
手
段
、
又
は
活
動
の
強
化
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
り
と
認
め

ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
地
方
監
査
官
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
七
八
〇
〇
─
〇
八
二
九
九

職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
宣宣
伝伝

〇
七
八
〇
〇
─
〇
七
八
九
九

趣

旨

〇
七
八
〇
〇

職
業
補
導
関
係
周
知
宜
伝
の
担
任
者

職
業
補
導
関
係
周
知
宜
伝
の
責
任
者
は
、
職
業
安
定
行
政
全
般
の
周
知
宜
伝
を
担
当
す
る
地

方
庁
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
周
知
宜
伝
担
当
官
で
あ
る
。

〇
七
八
〇
一

職
業
補
導
担
当
者
と
周
知
宜
伝
担
当
者
の
連
絡

職
業
補
導
の
担
当
者
は
、
常
々
右
の
周
知
宜
伝
担
当
官
と
密
接
な
連
絡
を
保
つ
と
共
に
、
周

知
宜
伝
担
当
官
に
周
知
宜
伝
を
要
す
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
、
宜
伝
の
時
機
、
宜
伝
対
象
、

実
施
計
画
に
関
す
る
簡
潔
な
資
料
を
提
供
し
て
、
そ
の
担
当
者
に
宣
伝
の
実
施
方
を
依
頼
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
七
八
〇
二

本
手
引
と
周
知
宜
伝
業
務
手
引
と
の
関
係

職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
宣
伝
は
、
周
知
宜
伝
業
務
手
引
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
職
業
補
導
の
宜
伝
も
当
然
そ
の
手
引
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
。
従
つ
て
こ
の
項
に
述

べ
る
こ
と
は
、
職
業
補
導
事
業
の
宜
伝
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

〇
七
九
〇
〇
─
〇
七
九
九
九

周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項

〇
七
九
〇
〇

周
知
宜
伝
事
項
決
定
の
重
点

周
知
宜
伝
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
結
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
周

知
宣
伝
の
目
的
に
照
し
、
又
補
導
事
業
の
現
段
階
に
お
い
て
何
が
最
も
要
求
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
勘
案
し
て
、
周
知
宜
伝
事
項
が
定
め
ら
れ
る
。

〇
七
九
〇
一

周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項

職
業
補
導
に
お
い
て
、
一
般
的
に
周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
が
、

そ
の
計
画
の
策
定
に
あ
っ
て
は
．
そ
の
時
期
そ
の
組
合
わ
せ
を
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑴

職
業
補
導
事
業
の
趣
旨

⑵

補
導
所
の
名
称
、
位
置
、
規
模
、
補
導
種
目
、
補
導
期
間
、
定
員

⑶

補
導
生
の
募
集
時
期

⑷

補
導
を
う
け
る
べ
き
も
の
の
条
件
、
及
び
補
導
を
う
け
る
た
め
の
手
続

⑸

補
導
期
間
中
の
待
遇

⑹

現
在
の
補
導
状
況
、
及
び
将
来
の
計
画

⑺

補
導
事
業
の
実
例
、
及
び
そ
の
挙
げ
た
成
果

⑻

そ

の

他

〇
八
三
〇
〇
─
〇
八
五
四
九

他他
のの
施施
設設
・・
機機
関関
とと
のの
連連
絡絡

〇
八
三
〇
〇
─
〇
八
五
四
九

方

針

〇
八
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
を
円
滑
に
実
施
し
、
効
果
あ
ら
し
め
る
為
に
は
、
設
備
、
運
営
方
法
等
に
関
し
て

他
の
必
要
な
る
施
設
、
機
関
と
常
に
緊
密
な
連
け
い
を
保
ち
、
採
長
、
補
短
以
て
、
そ
の
実

効
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

〇
八
五
五
〇
─
〇
八
七
九
九

連

絡

〇
八
五
五
〇

運
営
に
関
す
る
連
絡

都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
内
の
学
校
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
職
業
教
育
、
そ
の
他
の

訓
練
に
関
し
て
、
可
及
的
に
必
要
部
面
に
つ
い
て
、
施
設
の
統
一
を
図
る
と
共
に
、
施
設
の

利
用
教
職
員
或
い
は
指
導
員
の
派
遣
、
教
程
内
容
の
改
善
等
に
つ
い
て
充
分
の
措
置
を
な
す

よ
う
努
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
五
五
一

資
材
、
資
金
に
関
す
る
連
絡

補
導
施
設
運
営
の
為
に
必
要
な
る
資
材
、
資
金
等
に
関
す
る
措
置
を
完
全
な
ら
し
め
る
た
め

に
、
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
五
五
二

生
活
保
護
法
、
失
業
保
険
法
、
失
業
手
当
法
、
関
係
機
関
と
の
連
絡

補
導
生
の
生
活
安
定
の
た
め
、
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
保
持
し
て
、
生
活
保
護
法
、
失

業
保
険
法
、
失
業
手
当
法
等
の
円
滑
な
運
営
に
留
意
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
八
〇
〇
─
〇
九
〇
〇
〇

そそ

のの

他他

〇
八
八
〇
〇
─
〇
八
八
九
九

職
業
補
導
所
に
備
付
す
べ
き
簿
冊

〇
八
八
〇
〇

目

的

職
業
補
導
所
の
運
営
及
び
経
理
を
適
確
に
し
、
且
つ
、
監
査
報
告
等
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
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は
有
效
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。

マ
マ

都
道
府
県
知
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
き
、
都
道
府
県
に
お
い
て
措
置
し
た
事
項
、
施

設
に
示
達
し
た
事
項
並
び
に
本
省
に
対
す
る
要
望
、
意
見
を
附
し
て
、
監
査
修
了
後
三

十
日
以
内
に
職
業
安
定
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
補
導
施
設
の
監
査
の
結
果
、
公
共
職
業
安
定
所
職
業
補
導
担
当
職
員
の
職
務
執
行
上
の

マ
マ

誤
り
、
欠
点
の
た
め
と
る
手
段
、
又
は
活
動
の
強
化
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
り
と
認
め

ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
地
方
監
査
官
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
七
八
〇
〇
─
〇
八
二
九
九

職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
宣宣
伝伝

〇
七
八
〇
〇
─
〇
七
八
九
九

趣

旨

〇
七
八
〇
〇

職
業
補
導
関
係
周
知
宜
伝
の
担
任
者

職
業
補
導
関
係
周
知
宜
伝
の
責
任
者
は
、
職
業
安
定
行
政
全
般
の
周
知
宜
伝
を
担
当
す
る
地

方
庁
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
周
知
宜
伝
担
当
官
で
あ
る
。

〇
七
八
〇
一

職
業
補
導
担
当
者
と
周
知
宜
伝
担
当
者
の
連
絡

職
業
補
導
の
担
当
者
は
、
常
々
右
の
周
知
宜
伝
担
当
官
と
密
接
な
連
絡
を
保
つ
と
共
に
、
周

知
宜
伝
担
当
官
に
周
知
宜
伝
を
要
す
る
事
項
及
び
そ
の
内
容
、
宜
伝
の
時
機
、
宜
伝
対
象
、

実
施
計
画
に
関
す
る
簡
潔
な
資
料
を
提
供
し
て
、
そ
の
担
当
者
に
宣
伝
の
実
施
方
を
依
頼
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
七
八
〇
二

本
手
引
と
周
知
宜
伝
業
務
手
引
と
の
関
係

職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
宣
伝
は
、
周
知
宜
伝
業
務
手
引
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
職
業
補
導
の
宜
伝
も
当
然
そ
の
手
引
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
。
従
つ
て
こ
の
項
に
述

べ
る
こ
と
は
、
職
業
補
導
事
業
の
宜
伝
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

〇
七
九
〇
〇
─
〇
七
九
九
九

周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項

〇
七
九
〇
〇

周
知
宜
伝
事
項
決
定
の
重
点

周
知
宜
伝
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
結
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
う
周

知
宣
伝
の
目
的
に
照
し
、
又
補
導
事
業
の
現
段
階
に
お
い
て
何
が
最
も
要
求
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
勘
案
し
て
、
周
知
宜
伝
事
項
が
定
め
ら
れ
る
。

〇
七
九
〇
一

周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項

職
業
補
導
に
お
い
て
、
一
般
的
に
周
知
宜
伝
を
必
要
と
す
る
事
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
が
、

そ
の
計
画
の
策
定
に
あ
っ
て
は
．
そ
の
時
期
そ
の
組
合
わ
せ
を
十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑴

職
業
補
導
事
業
の
趣
旨

⑵

補
導
所
の
名
称
、
位
置
、
規
模
、
補
導
種
目
、
補
導
期
間
、
定
員

⑶

補
導
生
の
募
集
時
期

⑷

補
導
を
う
け
る
べ
き
も
の
の
条
件
、
及
び
補
導
を
う
け
る
た
め
の
手
続

⑸

補
導
期
間
中
の
待
遇

⑹

現
在
の
補
導
状
況
、
及
び
将
来
の
計
画

⑺

補
導
事
業
の
実
例
、
及
び
そ
の
挙
げ
た
成
果

⑻

そ

の

他

〇
八
三
〇
〇
─
〇
八
五
四
九

他他
のの
施施
設設
・・
機機
関関
とと
のの
連連
絡絡

〇
八
三
〇
〇
─
〇
八
五
四
九

方

針

〇
八
三
〇
〇

目

的

職
業
補
導
を
円
滑
に
実
施
し
、
効
果
あ
ら
し
め
る
為
に
は
、
設
備
、
運
営
方
法
等
に
関
し
て

他
の
必
要
な
る
施
設
、
機
関
と
常
に
緊
密
な
連
け
い
を
保
ち
、
採
長
、
補
短
以
て
、
そ
の
実

効
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

〇
八
五
五
〇
─
〇
八
七
九
九

連

絡

〇
八
五
五
〇

運
営
に
関
す
る
連
絡

都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
内
の
学
校
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
職
業
教
育
、
そ
の
他
の

訓
練
に
関
し
て
、
可
及
的
に
必
要
部
面
に
つ
い
て
、
施
設
の
統
一
を
図
る
と
共
に
、
施
設
の

利
用
教
職
員
或
い
は
指
導
員
の
派
遣
、
教
程
内
容
の
改
善
等
に
つ
い
て
充
分
の
措
置
を
な
す

よ
う
努
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
五
五
一

資
材
、
資
金
に
関
す
る
連
絡

補
導
施
設
運
営
の
為
に
必
要
な
る
資
材
、
資
金
等
に
関
す
る
措
置
を
完
全
な
ら
し
め
る
た
め

に
、
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
五
五
二

生
活
保
護
法
、
失
業
保
険
法
、
失
業
手
当
法
、
関
係
機
関
と
の
連
絡

補
導
生
の
生
活
安
定
の
た
め
、
関
係
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
保
持
し
て
、
生
活
保
護
法
、
失

業
保
険
法
、
失
業
手
当
法
等
の
円
滑
な
運
営
に
留
意
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

〇
八
八
〇
〇
─
〇
九
〇
〇
〇

そそ

のの

他他

〇
八
八
〇
〇
─
〇
八
八
九
九

職
業
補
導
所
に
備
付
す
べ
き
簿
冊

〇
八
八
〇
〇

目

的

職
業
補
導
所
の
運
営
及
び
経
理
を
適
確
に
し
、
且
つ
、
監
査
報
告
等
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
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め
に
詳
細
な
る
簿
冊
を
備
付
す
る
も
の
と
す
る
。

〇
八
八
九
一

備
付
す
べ
き
簿
冊

⑴

総
体
に
関
す
る
も
の

法
令
、
そ
の
他
の
例
規
通
牒
の
綴

⑵

文
書
に
関
す
る
も
の

文
書
台
帳
、
文
書
授
受
発
送
簿

⑶

経
理
に
関
す
る
も
の

会
計
出
納
簿
、
各
種
証
慿
書
類
実
習
収
入
使
途
明
細
簿

⑷

物
品
に
関
す
る
も
の

物
品
台
帳
、
土
地
建
物
を
含
む

⑸

資
材
そ
の
他
配
給
物
資
に
関
す
る
も
の

資
材
受
払
簿
、
製
品
受
払
簿

⑹

職
員
に
関
す
る
も
の

履
歴
書
綴
、
勤
怠
簿

⑺

補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）
に
関
す
る
も
の

勤
怠
簿
、
補
導
（
作
業
訓
練
）
手
当
支
給
簿
、
作
業
手
当
支
給
簿
、
補
導
手
当
支
給
明

細
簿
．
作
業
手
当
支
給
明
細
簿
、
作
業
訓
練
生
活
金
支
払
簿
、
補
導
生
（
作
業
訓
練
生
）

調
査
表
、（
入
所
、
退
所
、
就
職
、
個
性
、
身
上
成
績
に
関
す
る
諸
調
査
）

⑻

そ

の

他

補
導
（
作
業
訓
練
）
日
程
表
、
定
期
随
時
報
告
綴

〇
八
九
〇
〇
─
〇
八
九
四
九

職
業
補
導
所
開
設
報
告

〇
八
九
〇
〇

公
共
職
業
補
導
所
開
設
の
場
合

公
共
職
業
補
導
所
を
新
た
に
開
設
し
た
場
合
、
若
し
く
は
、
種
目
を
増
設
し
た
場
合
は
、

都
道
府
県
知
事
は
、
開
設
の
日
よ
り
一
五
日
以
内
に
次
の
様
式
に
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
八
九
〇
〇

公
共
職
業
補
導
所
以
外
の
職
業
補
導
施
設
開
設
の
場
合

職
業
安
定
法
第
二
六
条
お
よ
び
第
二
六
条
の
二
に
規
定
す
る
公
共
職
業
補
導
所
以
外
で
こ
れ

に
類
し
た
施
設
を
都
道
府
県
又
は
市
町
村
で
開
設
し
た
場
合
、
若
く
は
、
種
目
を
変
更
し
た

場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
都
度
、
こ
れ
が
名
称
、
設
置
の
場
所
、
種
目
、
定
員
、

経
営
主
体
お
よ
び
都
道
府
県
の
負
担
金
の
有
無
等
に
関
し
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
通
報

す
る
も
の
と
す
る
。

様
式

職
業
補
導
所
開
設
報
告
書
（
編
注
：
略
）

（
編
注
：
段
落
は
一
字
下
げ
に
し
た
。
）

『
必
携
』

昭
和
二
五
年
六
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
二
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
六
九
号
の
四
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
実実
習習
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
別
紙
（
一
）
を
も
っ
て
建
設
省
に
対
し
照
会
し
た
結
果
、
別
紙
（
二
）
の
と

お
り
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、
右
諒
知
の
上
職
業
補
導
事
業
本
来
の
使
命
達
成
に
遺
憾
の
な
い
よ

う
努
め
ら
れ
た
い
。

別
紙
（
一
）

職
発
第
四
六
九
の
（
三
）

昭
和
二
十
五
年
六
月
九
日

労
働
省
職
業
安
定
局
長

建
設
省
管
理
局
長
殿

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
実実
習習
にに
つつ
いい
てて

職
業
安
定
法
第
二
十
七
条
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
公
共
職
業
補
導
所
は
、
職
業
安
定

施
策
の
一
環
と
し
て
、
求
職
者
に
対
し
、
短
期
間
に
、
労
働
市
場
の
要
求
す
る
知
識
技
能
を
授

け
就
職
の
機
会
を
増
大
す
る
目
的
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
学
校
教
育

法
第
八
十
三
条
に
よ
る
各
種
学
校
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
公
共
職
業
補

導
所
の
中
、
建
設
工
事
関
係
の
種
目
を
補
導
す
る
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
補
導
修
了
期
に

近
い
補
導
生
の
実
習
の
た
め
他
の
委
託
を
受
け
建
設
工
事
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
右
は

建
設
業
法
第
二
条
第
二
項
の
建
設
工
事
の
完
成
を
請
け
負
う
営
業
と
は
見
做
さ
れ
ず
、
従
っ
て
、

建
設
業
法
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
念
の
た
め
貴
意
を
得
た
い
の
で

何
分
の
ご
回
答
を
願
い
た
い
。

別
紙
（
二
）

建
設
管
発
第
六
七
二
号

昭
和
二
十
五
年
六
月
十
三
日

建
設
省
管
理
局
長
㊞

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
建建
設設
工工
事事
にに
関関
すす
るる
実実
習習
とと
建建
設設
業業
法法
とと
のの
関関
係係
にに
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つつ
いい
てて

六
月
九
日
付
職
発
第
四
百
六
十
九
号
の
三
を
も
っ
て
御
照
会
に
か
か
る
標
記
の
件
に
つ
い
て

は
左
記
の
と
お
り
に
つ
き
御
了
知
あ
り
た
い
。

記記

建
設
業
法
は
建
設
工
事
の
完
成
を
請
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
を
そ
の
適
用
の
対
象
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
公
共
職
業
補
導
所
が
そ
の
補
導
生
に
対
し
て
知
識
、
技
能
を
授
け

職
業
を
与
え
る
た
め
に
実
習
と
し
て
他
か
ら
委
託
を
受
け
て
工
事
を
施
工
す
る
場
合
は
、
営
利

行
為
と
し
て
こ
れ
を
行
な
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
本
法
の
適
用
を
受
け
な
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
七
日

〔
五
─
二
─
二
四
〕
神
奈
川
県
告
示
（
第
五
一
〇
号
）

神神
奈奈
川川
県県
立立
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

失
業
者
の
う
ち
建
築
工
、
木
工
、
通
訳
、
英
文
タ
イ
プ
、
謄
写
筆
耕
、
洋
裁
、
手
芸
等
の

技
能
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
短
期
の
補
導
を
実
施
し
、
失
業
救
済
並
び
に
経
済
の
興

隆
に
寄
与
す
る
た
め
神
奈
川
県
立
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

第
二
条

補
導
所
の
名
称
、
位
置
、
補
導
科
目
、
補
導
期
間
及
び
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

補
導
所
へ
入
所
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
入
所
の
申
込
を
し
、
そ
の
選

考
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
公
共
職
業
安
定
所
長
と
協
議
の
上
補
導
所
長
（
以
下
所
長
と
い
う
。
）

が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

第
四
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
誓
約
書
（
第
一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
条

所
長
は
、
補
導
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

素
行
に
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
よ
り
技
術
習
得
の
見
込
が
な
い
と
認
め
る
者

二

規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
わ
な
い
者

三

そ
の
他
止
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者

第
六
条

所
定
の
課
程
が
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
修
了
証
書
（
第
二
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

第
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
四
年
十
月
神
奈
川
県
告

示
第
四
百
二
十
四
号
）

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
三
年
一
月
神
奈
川
県
告

示
第
十
二
号
）

神
奈
川
県
川
崎
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
神
奈
川
県

告
示
第
四
百
九
十
九
号
）

神
奈
川
県
第
一
語
学
要
員
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
一
年
八
月
神
奈
川
県

告
示
第
三
百
三
十
号
）

神
奈
川
県
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
二
月
神
奈
川
県

告
示
第
八
十
一
号
）

神
奈
川
県
小
田
原
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
五
年
五
月
神
奈
川
県

告
示
第
二
百
四
十
八
号
）

神
奈
川
県
第
二
語
学
要
員
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
四
月
神
奈
川
県

告
示
第
百
二
十
一
号
）

神
奈
川
県
横
浜
自
動
車
修
理
工
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
一
月
神
奈
川

県
告
示
第
八
十
二
号
）

別

表

名

称

位

置

補
導
科
目

補
導
期
間

定

員

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業

横
浜
市
西
区
紅
葉
ケ
丘

建

築

科

一

年

三
〇
人

補
導
所

五
九

謄
写
筆
耕
科

六
個
月

五
〇
人

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業

平
塚
市
本
宿
一
、
二
七

建

築

科

一

年

二
五
人

補
導
所

五

木

工

科

一

年

二
五
人

神
奈
川
県
川
崎
公
共
職
業

川
崎
市
境
町
四
八

建

築

科

一

年

三
〇
人

補
導
所

木

工

科

一

年

三
〇
人

神
奈
川
県
語
学
要
員
公
共

横
浜
市
港
北
区
太
尾
町

通
訳
科

九
個
月

五
〇
人

職
業
補
導
所

大
倉
山

英
文
タ
イ
プ
科

九
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
公
共

藤
沢
市
藤
沢
九
六
五
ノ

洋

裁

科

六
個
月

四
〇
人

職
業
補
導
所

一

神
奈
川
県
小
田
原
婦
人
公

小
田
原
市
幸
一
ノ
九
〇

洋

裁

科

六
個
月

三
〇
人

共
職
業
補
導
所

〇
ノ
三

手

芸

科

六
個
月

三
〇
人

様
式
第
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』
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つつ
いい
てて

六
月
九
日
付
職
発
第
四
百
六
十
九
号
の
三
を
も
っ
て
御
照
会
に
か
か
る
標
記
の
件
に
つ
い
て

は
左
記
の
と
お
り
に
つ
き
御
了
知
あ
り
た
い
。

記記

建
設
業
法
は
建
設
工
事
の
完
成
を
請
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
を
そ
の
適
用
の
対
象
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
公
共
職
業
補
導
所
が
そ
の
補
導
生
に
対
し
て
知
識
、
技
能
を
授
け

職
業
を
与
え
る
た
め
に
実
習
と
し
て
他
か
ら
委
託
を
受
け
て
工
事
を
施
工
す
る
場
合
は
、
営
利

行
為
と
し
て
こ
れ
を
行
な
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
本
法
の
適
用
を
受
け
な
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
七
日

〔
五
─
二
─
二
四
〕
神
奈
川
県
告
示
（
第
五
一
〇
号
）

神神
奈奈
川川
県県
立立
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
設設
置置
規規
程程

第
一
条

失
業
者
の
う
ち
建
築
工
、
木
工
、
通
訳
、
英
文
タ
イ
プ
、
謄
写
筆
耕
、
洋
裁
、
手
芸
等
の

技
能
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
短
期
の
補
導
を
実
施
し
、
失
業
救
済
並
び
に
経
済
の
興

隆
に
寄
与
す
る
た
め
神
奈
川
県
立
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

第
二
条

補
導
所
の
名
称
、
位
置
、
補
導
科
目
、
補
導
期
間
及
び
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

補
導
所
へ
入
所
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
入
所
の
申
込
を
し
、
そ
の
選

考
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
公
共
職
業
安
定
所
長
と
協
議
の
上
補
導
所
長
（
以
下
所
長
と
い
う
。
）

が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

第
四
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
誓
約
書
（
第
一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
条

所
長
は
、
補
導
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

素
行
に
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
よ
り
技
術
習
得
の
見
込
が
な
い
と
認
め
る
者

二

規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
わ
な
い
者

三

そ
の
他
止
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者

第
六
条

所
定
の
課
程
が
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
修
了
証
書
（
第
二
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

第
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
四
年
十
月
神
奈
川
県
告

示
第
四
百
二
十
四
号
）

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
三
年
一
月
神
奈
川
県
告

示
第
十
二
号
）

神
奈
川
県
川
崎
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
神
奈
川
県

告
示
第
四
百
九
十
九
号
）

神
奈
川
県
第
一
語
学
要
員
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
一
年
八
月
神
奈
川
県

告
示
第
三
百
三
十
号
）

神
奈
川
県
婦
人
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
二
月
神
奈
川
県

告
示
第
八
十
一
号
）

神
奈
川
県
小
田
原
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
五
年
五
月
神
奈
川
県

告
示
第
二
百
四
十
八
号
）

神
奈
川
県
第
二
語
学
要
員
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
四
月
神
奈
川
県

告
示
第
百
二
十
一
号
）

神
奈
川
県
横
浜
自
動
車
修
理
工
公
共
職
業
補
導
所
設
置
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
一
月
神
奈
川

県
告
示
第
八
十
二
号
）

別

表

名

称

位

置

補
導
科
目

補
導
期
間

定

員

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業

横
浜
市
西
区
紅
葉
ケ
丘

建

築

科

一

年

三
〇
人

補
導
所

五
九

謄
写
筆
耕
科

六
個
月

五
〇
人

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業

平
塚
市
本
宿
一
、
二
七

建

築

科

一

年

二
五
人

補
導
所

五

木

工

科

一

年

二
五
人

神
奈
川
県
川
崎
公
共
職
業

川
崎
市
境
町
四
八

建

築

科

一

年

三
〇
人

補
導
所

木

工

科

一

年

三
〇
人

神
奈
川
県
語
学
要
員
公
共

横
浜
市
港
北
区
太
尾
町

通
訳
科

九
個
月

五
〇
人

職
業
補
導
所

大
倉
山

英
文
タ
イ
プ
科

九
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
公
共

藤
沢
市
藤
沢
九
六
五
ノ

洋

裁

科

六
個
月

四
〇
人

職
業
補
導
所

一

神
奈
川
県
小
田
原
婦
人
公

小
田
原
市
幸
一
ノ
九
〇

洋

裁

科

六
個
月

三
〇
人

共
職
業
補
導
所

〇
ノ
三

手

芸

科

六
個
月

三
〇
人

様
式
第
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』
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昭
和
二
六
年
九
月
四
日

〔
五
─
二
─
二
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
主
務
部(

局)

長
宛
（
補
発
第
一
五
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
公公
民民
科科
のの
取取
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

公
民
科
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
職
業
安
定
業
務
手
引(02541

)

及
び
こ
れ
に
基
い
て
編
集

せ
ら
れ
た
教
科
書
「
公
民
の
話
」
に
準
據
し
、
補
導
生
の
人
格
及
び
識
見
の
向
上
に
遺
憾
な
き

を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
補
導
教
程
に
指
示
せ
ら
れ
た
割
当
時
間
数
の
制
新
を
受
け
、
そ

の
教
授
が
や
や
も
す
れ
ば
形
式
に
流
れ
、
空
論
に
走
る
傾
向
も
あ
り
、
こ
れ
ら
補
導
生
の
未
熟

な
知
識
に
よ
る
逆
効
果
を
見
る
場
合
さ
え
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
別
紙
「
公
民
科
取
扱
上
の
要
点
」

を
作
成
し
た
の
で
貴
管
下
公
共
職
業
補
導
所
と
し
て
、
こ
れ
を
有
効
に
活
用
せ
し
め
る
よ
う
特

別
の
ご
配
慮
を
願
い
た
い
。

公公
民民
科科
取取
扱扱
上上
のの
要要
点点

一
．
公
民
科
の
重
要
性

職
業
補
導
に
お
け
る
公
民
科
の
役
割
は
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
最
近
そ
の
重
要
性
が
著
し
く

高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

①

新
時
代
の
技
能
労
働
者
と
し
て
の
人
格
の
向
上

職
業
補
導
の
目
的
は
産
業
界
の
要
求
に
適
合
す
る
技
能
者
の
訓
練
に
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
最
近
の
産
業
界
は
単
に
技
能
だ
け
で
は
な
く
、
人
格
的
に
も
優

秀
な
技
能
者
を
要
望
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
職
業
補
導
に
お
い
て
は
知
識
・
技
能
の
訓
練
と
共
に
新
時
代
の
技
能
労
働
者

と
し
て
の
必
要
な
人
格
及
び
識
見
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
に

公
民
科
の
指
導
を
強
化
す
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。

②

青
年
層
補
導
生
の
激
増

最
近
の
補
導
所
入
所
者
は
新
制
中
学
新
規
卒
業
者
が
激
増
し
、
人
生
の
危
機
と
も
い
う

べ
き
青
年
前
期
に
相
当
す
る
者
が
大
部
分
を
占
め
る
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
青
年
層
は

実
社
会
の
人
々
の
考
え
や
行
動
の
影
響
を
う
け
易
く
指
導
も
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

の
公
民
科
指
導
の
強
化
が
要
望
さ
れ
る
。

二
．
公
民
科
取
扱
上
の
問
題
点

①

公
民
科
を
担
当
す
る
者

公
民
科
指
導
を
担
当
す
る
者
は
原
則
と
し
て
補
導
所
長
で
あ
る
が
、
必
要
に
よ
っ
て
は

適
格
な
学
識
経
験
者
を
講
師
と
し
て
補
導
所
の
公
民
科
を
担
当
せ
し
め
、
指
導
上
の
責
任

を
明
確
に
す
る
こ
と
。
な
お
、
公
民
科
指
導
に
あ
た
る
者
は
、
指
導
効
果
を
大
な
ら
し
め

る
た
め
補
導
生
の
理
解
に
努
め
、
絶
え
ず
自
己
の
人
格
と
識
見
と
を
高
め
、
た
ゆ
ま
な
い

熱
意
を
も
っ
て
そ
の
実
施
に
あ
た
る
こ
と
。

②

計
画
的
な
指
導
学
科

公
民
科
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
本
省
の
定
め
た
補
導
教
程
基
準
に
よ
り
必
ず
実
施
す
る

こ
と
。
す
な
わ
ち
単
な
る
思
い
つ
き
に
よ
る
散
漫
な
指
導
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
一
定
の
指

導
計
画
の
下
に
統
一
づ
け
て
補
導
生
の
人
格
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

③

生
活
と
の
関
連
づ
け

補
導
生
の
具
体
的
な
生
活
を
把
握
し
、
理
解
し
て
そ
の
生
活
に
関
連
ず
け
て
指
導
を
行

う
こ
と
。
す
な
わ
ち
補
導
生
の
心
身
の
発
達
に
伴
う
個
性
の
自
覚
や
内
面
的
な
要
求
に
適

合
し
た
指
導
を
行
う
こ
と
。
ま
た
補
導
生
の
生
活
経
験
の
中
か
ら
価
値
あ
る
問
題
を
自
由

に
取
り
上
げ
、
そ
の
解
決
を
つ
う
じ
て
補
導
生
の
民
主
的
な
生
活
態
度
を
発
展
さ
せ
る
よ

う
指
導
す
る
こ
と
。

④

社
会
・
時
事
問
題
と
の
関
連
ず
け

新
聞
・
ラ
ジ
オ
等
か
ら
な
る
べ
く
具
体
的
な
社
会
問
題
、
時
事
問
題
を
と
り
あ
げ
て
補

導
生
の
社
会
生
活
に
対
す
る
正
し
い
理
解
や
合
理
的
な
判
断
力
を
高
め
る
よ
う
指
導
す
る

こ
と
。
特
に
最
近
の
社
会
環
境
は
不
健
全
で
暗
い
面
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で

広
い
社
会
的
視
野
と
合
理
的
判
断
の
下
に
自
ら
の
生
活
を
自
主
的
に
統
制
し
得
る
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。
そ
の
点
公
民
科
の
指
導
に
お
い
て
は
地
域
社
会
や
家
庭
の
協
力
を
得
る
こ

と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

⑤

例
話
の
重
複

と
か
く
公
民
科
の
指
導
は
い
つ
も
い
か
め
し
い
訓
戒
や
お
説
教
に
終
っ
た
り
、
ひ
と
り

よ
が
り
の
観
念
的
な
徳
目
の
羅
列
に
陥
っ
た
り
し
て
無
味
乾
燥
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。

⑥

補
導
生
の
程
度
に
即
応

補
導
生
は
そ
の
年
令
、
経
歴
、
能
力
等
に
お
い
て
個
人
差
が
顕
著
で
あ
る
。
従
っ
て
そ

の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
彼
等
の
内
面
的
要
求
を
適
格
に
把
握
し
、
彼
等
の
発
達
に
即
し
て

無
理
の
な
い
方
法
で
そ
の
指
導
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
指
導
を
加
味
し

て
画
一
的
な
指
導
の
欠
陥
を
補
う
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
．
公
民
科
と
生
活
指
導

公
民
科
指
導
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
は
補
導
生
の
補
導
所
に
お
け
る
生
活
や
余
暇
生
活
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と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
補
導
生
の
生
活
す
る
現
実
の

姿
を
と
ら
え
な
が
ら
実
際
的
な
指
導
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

①

補
導
所
に
お
け
る
生
活
指
導
学
科

補
導
所
は
出
来
る
だ
け
豊
か
な
、
ま
た
幅
の
あ
る
社
会
的
経
験
の
場
と
し
て
公
民
的
教

養
の
育
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
補
導
生
を
そ
の
集
団
生
活
を
つ

う
じ
て
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
民
主
的
な
方
法
で
問
題
を
解
決
し
、
社
会
生
活
に
お
け

る
自
由
と
規
律
と
の
真
の
意
味
を
身
に
つ
い
た
具
体
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
作
業
時
間
中
に
お
け
る
勤
労
意
欲
、
責
任
感
、
協
調
性
等

の
好
ま
し
い
作
業
態
度
の
訓
練
と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
補
導
生
に
固
く
る
し
い
不
自
然
な
補
導
所
生
活
を
強
い
る
結
果
に
陥
る
こ
と

な
く
、
あ
く
ま
で
明
朗
で
自
律
的
な
生
活
を
な
し
得
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

②

余
暇
に
お
け
る
生
活
指
導

補
導
生
が
補
導
所
以
外
の
余
暇
生
活
に
お
い
て
不
健
全
な
生
活
に
陥
ら
な
い
よ
う
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
や
機
会
を
提
供
す
る
と
共
に
、
い
か
が
わ
し
い
映
画
や
読
物
を
補
導

生
自
ら
選
択
で
き
る
よ
う
指
導
し
助
言
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
社
会

環
境
の
暗
い
面
、
道
徳
的
に
望
ま
し
く
な
い
周
囲
の
影
き
ょ
う
が
あ
っ
て
も
決
し
て
そ
の

中
に
ま
ぎ
れ
こ
ま
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
批
判
す
る
こ
と
の
で
き

る
力
を
補
導
生
自
身
の
中
に
養
う
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
四
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
二
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
務
部
長
宛
（
補

発
第
五
六
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
台台
帳帳
のの
作作
製製
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
の
現
状
を
適
格
に
把
握
す
る
た
め
、
今
般
こ
れ
が
台
帳
を
作
製
し
、
本
省
、

都
道
府
県
、
一
般
及
び
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
そ
れ
ぞ
れ
保
管
活
用
す
る
こ
と
と
な

り
左
記
の
と
お
り
台
帳
用
紙
を
別
途
送
付
す
る
か
ら
別
紙
記
入
心
得
に
基
づ
き
作
製
の
上
職
業

補
導
事
業
運
営
の
一
助
と
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
右
台
帳
用
紙
中
に
は
本
省
分
も
含
め
て
あ
る
か
ら
、
貴
都
道
府
県
に
お
い
て
作
製
の

上
六
月
十
日
ま
で
に
当
省
必
着
を
期
し
て
送
付
願
い
た
い
。

記

種

類

枚

数

備

考

台
帳
甲
号
様
式

二
四
枚

本
省
、
都
道
府
県
、
補
導
所
各
１
部
宛

〃
乙
号

〃

二
四
枚

〃

〃
丙
号

〃

八
〇
枚

補
導
所
の
補
導
種
目
毎
一
部
宛

（
本
省
、
都
道
府
県
、
補
導
所
分
）

表
紙
（
都
道
府
県
分
）

一
組

補
導
所
毎
一
組
宛

〃

（
補
導
所
分
）

八
組

〃

別紙

（甲号様式）

１．本表は補導所毎に一枚使用することとし、昭和 27 年度本省より承認さ

れた事業承認書に基づいて作成すること。

２．「補導種目」欄には、本省承認の補導種目名を記入することとし、臨時

における定員増の場合は、その種目名は記入しないこと。

３．「補導種目」欄には、一回定員を記入し、臨時の定員は外数で（ ）に

包むこと。

４．「補導種目の開設年月日」欄には、一般の補導種目については上段に、

臨時の補導種目については下段に記入すること。

５．「補導方法」欄には昼、夜の別を記入すること。

６．「専任職員数」欄には、本省承認の職員定数について記入することとし、

「指導員」欄のみ、補導種目別に記入し、他の職員数欄には、下段の計

欄のみ記入すること。なお、（ ）内には、臨時の指導員数を外数とし

て記入すること。

７．「講師数」欄には専門講師（専門学科の講師）数を各補導種目毎に記入

し、普通講師（普通学科の講師）数を下段計欄にのみ、（ ）内に外数

として記入すること。

８．「備考」欄には、その他必要事項をその都度記入することとするも本省

に送付の分には、一切記入しないこと。
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と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
補
導
生
の
生
活
す
る
現
実
の

姿
を
と
ら
え
な
が
ら
実
際
的
な
指
導
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

①

補
導
所
に
お
け
る
生
活
指
導
学
科

補
導
所
は
出
来
る
だ
け
豊
か
な
、
ま
た
幅
の
あ
る
社
会
的
経
験
の
場
と
し
て
公
民
的
教

養
の
育
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
補
導
生
を
そ
の
集
団
生
活
を
つ

う
じ
て
他
人
の
人
格
を
尊
重
し
、
民
主
的
な
方
法
で
問
題
を
解
決
し
、
社
会
生
活
に
お
け

る
自
由
と
規
律
と
の
真
の
意
味
を
身
に
つ
い
た
具
体
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
作
業
時
間
中
に
お
け
る
勤
労
意
欲
、
責
任
感
、
協
調
性
等

の
好
ま
し
い
作
業
態
度
の
訓
練
と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
補
導
生
に
固
く
る
し
い
不
自
然
な
補
導
所
生
活
を
強
い
る
結
果
に
陥
る
こ
と

な
く
、
あ
く
ま
で
明
朗
で
自
律
的
な
生
活
を
な
し
得
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

②

余
暇
に
お
け
る
生
活
指
導

補
導
生
が
補
導
所
以
外
の
余
暇
生
活
に
お
い
て
不
健
全
な
生
活
に
陥
ら
な
い
よ
う
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
や
機
会
を
提
供
す
る
と
共
に
、
い
か
が
わ
し
い
映
画
や
読
物
を
補
導

生
自
ら
選
択
で
き
る
よ
う
指
導
し
助
言
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
社
会

環
境
の
暗
い
面
、
道
徳
的
に
望
ま
し
く
な
い
周
囲
の
影
き
ょ
う
が
あ
っ
て
も
決
し
て
そ
の

中
に
ま
ぎ
れ
こ
ま
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
批
判
す
る
こ
と
の
で
き

る
力
を
補
導
生
自
身
の
中
に
養
う
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
四
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
二
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
務
部
長
宛
（
補

発
第
五
六
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
台台
帳帳
のの
作作
製製
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
の
現
状
を
適
格
に
把
握
す
る
た
め
、
今
般
こ
れ
が
台
帳
を
作
製
し
、
本
省
、

都
道
府
県
、
一
般
及
び
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
そ
れ
ぞ
れ
保
管
活
用
す
る
こ
と
と
な

り
左
記
の
と
お
り
台
帳
用
紙
を
別
途
送
付
す
る
か
ら
別
紙
記
入
心
得
に
基
づ
き
作
製
の
上
職
業

補
導
事
業
運
営
の
一
助
と
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
右
台
帳
用
紙
中
に
は
本
省
分
も
含
め
て
あ
る
か
ら
、
貴
都
道
府
県
に
お
い
て
作
製
の

上
六
月
十
日
ま
で
に
当
省
必
着
を
期
し
て
送
付
願
い
た
い
。

記

種

類

枚

数

備

考

台
帳
甲
号
様
式

二
四
枚

本
省
、
都
道
府
県
、
補
導
所
各
１
部
宛

〃
乙
号

〃

二
四
枚

〃

〃
丙
号

〃

八
〇
枚

補
導
所
の
補
導
種
目
毎
一
部
宛

（
本
省
、
都
道
府
県
、
補
導
所
分
）

表
紙
（
都
道
府
県
分
）

一
組

補
導
所
毎
一
組
宛

〃

（
補
導
所
分
）

八
組

〃

別紙

（甲号様式）

１．本表は補導所毎に一枚使用することとし、昭和 27 年度本省より承認さ

れた事業承認書に基づいて作成すること。

２．「補導種目」欄には、本省承認の補導種目名を記入することとし、臨時

における定員増の場合は、その種目名は記入しないこと。

３．「補導種目」欄には、一回定員を記入し、臨時の定員は外数で（ ）に

包むこと。

４．「補導種目の開設年月日」欄には、一般の補導種目については上段に、

臨時の補導種目については下段に記入すること。

５．「補導方法」欄には昼、夜の別を記入すること。

６．「専任職員数」欄には、本省承認の職員定数について記入することとし、

「指導員」欄のみ、補導種目別に記入し、他の職員数欄には、下段の計

欄のみ記入すること。なお、（ ）内には、臨時の指導員数を外数とし

て記入すること。

７．「講師数」欄には専門講師（専門学科の講師）数を各補導種目毎に記入

し、普通講師（普通学科の講師）数を下段計欄にのみ、（ ）内に外数

として記入すること。

８．「備考」欄には、その他必要事項をその都度記入することとするも本省

に送付の分には、一切記入しないこと。
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記載例

補導種目の 補 補 補 専任職員数 講

補導種目 開設年月 導 導 導 所 指 書 用 計 師 備 考

日、閉鎖年 定 期 方 長 導 記 人 数

月日 員 間 法 員

機 械 27．４．１ 50 １年 昼 人 4人 人 人 人 人

27．４．１ (20) (6ｹ 夜 ( ) (1) （） ( ) ( ) 1
月)

木 工 27．４．１ 50 １年 昼 4
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

鍜 造 27．４．１ 30 １年 昼 3
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

電 機 器 27．４．１ 40 6ｹ月 昼 2
27．10．１ (30) 6ｹ月 夜 ( ) ( 2 ) ( ) ( ) ( )

計 170 1 13 2 2 18 2
(50) ( ) ( 3) ( ) ( ) ( 3) ( 1)

（乙号様式）

１．本表は補導所毎に一枚使用することとし、昭和 27年４月１日現在の状況について記入すること。

２．「補導種目」欄には、本省承認の補導種目と定員を記入することとし、臨時の店員は（ ）内に

外数として記入すること。

３．「建物」欄中「教室」及び「実習場」各補導種目別に記入し、二種目以上共用する教室又は実習

場については、当該補導種目の内、主として使用する補導種目の坪数を記入し、他の共用の借用す

る補導種目については、例えば、木工科の教室 30 坪を建築科で借用しているときは、（建築 30）
□（ ）内にその主たる種目及び借用する種目の定員を記入すること。なお教室及び実習上以外の

建物については、横掛一覧に使用区分毎に記入すること。

４．「建物規模基準」欄には、各種補導種目毎に実習場の規模基準による坪数のみ記入すること。

５．「敷地」欄には、一覧にその坪数を記入すること。

６．「備考」欄には、当該建物の使用区分毎にその耐用年限（27年度より起算）及び構造を例えば（〈事

務室・教室〉15年、木造瓦葺二階建）等と記入すること。

７．「建物、敷地」の所有区分欄には上記建物、敷地の所有区分別坪数の内訳を記入すること。

８．「新増改築部分の絡生年月日及び増改築年月日」欄には、先ず「及び増改築年月日」の文字を削

除することとし、昭和 27 年４月１日以降に新増改築した建物の使用区分、構造、坪数、落成年月

日、新増築の耐用年限及び所要額を記入すること。

９．「買収、借用部分の落成年月日及び買収、借用年月日」欄は先ず「落成年月日及び」の文字を削

除することとし、昭和 27 年４月１日以降買収、借用した建物については、買収、借用別に使用区

分、構造、坪数、買収又は借用年月日及び所要額を記入し、敷地については、買収、借用別に坪数、

買収又は借用年月日及び所要額を記入すること。

10．「摘要」欄には、その他必要事項をその都度記入することとするが本省に送分する分には一切記

入しないこと。

11．裏面には綴目を左側として敷地の境界線（入口を記入）、建物の各階別平面図を使用区分毎に使

用名（特に教室、実習上場は使用の補導種目名も記入）坪数を記入し、上部横書に補導所名、所在

地、電話番号及び方位線を附記すること。（別紙記載例の１参照）なお本用紙に記入し得ないとき

は、その外部（見取図）のみ記入し（別紙記載例の２参照）別葉に各階別平面図を作成添付するこ

と。
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（丙号様式）

１．本表は各補導所の補導種目毎に一枚使用することとし、昭和 27年４月１日現在の状況を記入すること。

２．（補導種目名）の次に当該補導種目名及び定員〔臨時の定員は（ ）内に外数として記入〕を記入する

こと。

３．「機械器具名」欄には（基準によるもの）と（基準以外）とに区分して記入すること。

４．「購入借用年月日欄には昭和 26 年度以降購入又は借上げた機械についてのみ記入することとし、これが

当該機械器具総数の内数の場合は、その数量をも記入すること。又同一機械器具で自己使用と借上げとが

有る場合は、購入年月日を上段に借上げ年月日を（）内下段に記入すること。

５．「耐用年限」欄には本年を起算とした当該機械器具の耐用年限を記入する（のであるが本省に送付する

分については記入する必要がない。）

６．「備考」及び「摘要」欄にはその他必要事項をその都度記入すること。（するが、本省に送付する分には

記入する必要がない。）

別紙記載例の２（編注：以下略） 『神綴り』

昭
和
二
七
年
七
月
二
三
日

〔
五
─
二
─
二
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
九
七
号
）

戦戦
傷傷
病病
者者
をを
中中
心心
とと
すす
るる
身身
体体
障障
害害
者者
のの
公公
共共
補補
導導
所所
利利
用用
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
の
重
要
施
策
と
し
て
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
あ
っ
旋

強
化
に
つ
い
て
は
「
身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱
」
並
に
昭
和
二
十
七
年
四
月
五
日

職
発
第
二
一
六
号
「
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
援
護
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ
り
着
々
御

配
意
中
の
こ
と
と
存
ず
る
が
、
特
に
戦
傷
病
者
に
対
す
る
優
先
的
措
置
を
考
慮
し
て
、
今
般
別

紙
の
と
お
り
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進
措
置
要
領
を
定
め
た
の
で
、
貴
職
に
お
か
れ
て
も
、

管
下
公
共
職
業
安
定
所
公
共
職
業
補
導
所
を
始
め
関
係
部
局
課
を
督
励
し
、
身
体
障
害
の
公
共

職
業
補
導
所
利
用
促
進
に
万
遺
憾
な
き
よ
う
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
職
業
補
導
手
引
一
六
〇
二
の
身
体
障
害
者
職
業
補
導
種
目
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
全

面
的
改
訂
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
今
回
は
取
敢
え
ず
、
そ
の
原
案
（
特
別
補
導
所
の
部
の
み
、

一
般
補
導
所
の
部
に
つ
い
て
は
、
後
日
送
付
の
予
定
）
を
添
付
し
た
の
で
、
参
考
と
せ
ら
れ
た

い
。（

別
紙
）

戦戦
傷傷
病病
者者
をを
中中
心心
とと
すす
るる
身身
体体
障障
害害
者者
のの
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
利利
用用
促促
進進
措措
置置
要要
領領

一
．
一
般
原
則

⑴

障
害
の
程
度
が
比
較
的
重
度
の
も
の
は
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
特
別
補

導
所
と
い
う
。
）
に
比
較
的
軽
度
の
者
は
一
般
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
一
般
補
導
所
と

い
う
。
）
に
入
所
せ
し
め
る
こ
と
と
し
そ
の
具
体
的
な
判
定
は
特
別
補
導
所
に
つ
い
て
は

差
当
り
別
表
傷
害
部
位
別
身
体
障
害
者
職
業
補
導
種
目
選
択
基
準
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ

と
。

⑵

戦
傷
病
者
に
つ
い
て
は
一
般
身
体
障
害
者
に
優
先
し
て
取
扱
う
こ
と
。
又
同
一
戦
病
者

に
つ
い
て
は
次
の
順
位
に
よ
る
こ
と
。

傷
病
軍
人

傷
痍
軍
属
（
外
地
部
隊
要
員
）

そ
の
他

（
一
般
被
徴
用
者
勤
労
報
告
隊
員
・
動
員
学
徒
・
女
子
挺
身
隊
員
等
）

二
．
特
別
補
導
所
に
つ
い
て

⑴

戦
傷
病
者
優
先
の
原
則
を
確
立
す
る
た
め
各
特
別
補
導
所
に
お
け
る
補
導
定
員
の
２
分

の
１
は
戦
傷
病
者
の
た
め
に
留
保
す
る
こ
と
。
但
し
新
設
の
愛
知
、
広
島
の
各
補
導
所
に

つ
い
て
は
そ
の
定
員
の
全
部
と
す
る
こ
と
。

⑵

前
号
の
戦
傷
病
者
定
員
を
充
足
す
る
た
め
、
毎
期
の
募
集
に
当
っ
て
は
原
則
と
し
て
募
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（丙号様式）

１．本表は各補導所の補導種目毎に一枚使用することとし、昭和 27年４月１日現在の状況を記入すること。

２．（補導種目名）の次に当該補導種目名及び定員〔臨時の定員は（ ）内に外数として記入〕を記入する

こと。

３．「機械器具名」欄には（基準によるもの）と（基準以外）とに区分して記入すること。

４．「購入借用年月日欄には昭和 26 年度以降購入又は借上げた機械についてのみ記入することとし、これが

当該機械器具総数の内数の場合は、その数量をも記入すること。又同一機械器具で自己使用と借上げとが

有る場合は、購入年月日を上段に借上げ年月日を（）内下段に記入すること。

５．「耐用年限」欄には本年を起算とした当該機械器具の耐用年限を記入する（のであるが本省に送付する

分については記入する必要がない。）

６．「備考」及び「摘要」欄にはその他必要事項をその都度記入すること。（するが、本省に送付する分には

記入する必要がない。）

別紙記載例の２（編注：以下略） 『神綴り』

昭
和
二
七
年
七
月
二
三
日

〔
五
─
二
─
二
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
九
七
号
）

戦戦
傷傷
病病
者者
をを
中中
心心
とと
すす
るる
身身
体体
障障
害害
者者
のの
公公
共共
補補
導導
所所
利利
用用
促促
進進
にに
つつ
いい
てて

身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
の
重
要
施
策
と
し
て
公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
あ
っ
旋

強
化
に
つ
い
て
は
「
身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱
」
並
に
昭
和
二
十
七
年
四
月
五
日

職
発
第
二
一
六
号
「
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
援
護
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ
り
着
々
御

配
意
中
の
こ
と
と
存
ず
る
が
、
特
に
戦
傷
病
者
に
対
す
る
優
先
的
措
置
を
考
慮
し
て
、
今
般
別

紙
の
と
お
り
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進
措
置
要
領
を
定
め
た
の
で
、
貴
職
に
お
か
れ
て
も
、

管
下
公
共
職
業
安
定
所
公
共
職
業
補
導
所
を
始
め
関
係
部
局
課
を
督
励
し
、
身
体
障
害
の
公
共

職
業
補
導
所
利
用
促
進
に
万
遺
憾
な
き
よ
う
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
職
業
補
導
手
引
一
六
〇
二
の
身
体
障
害
者
職
業
補
導
種
目
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
全

面
的
改
訂
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
今
回
は
取
敢
え
ず
、
そ
の
原
案
（
特
別
補
導
所
の
部
の
み
、

一
般
補
導
所
の
部
に
つ
い
て
は
、
後
日
送
付
の
予
定
）
を
添
付
し
た
の
で
、
参
考
と
せ
ら
れ
た

い
。（

別
紙
）

戦戦
傷傷
病病
者者
をを
中中
心心
とと
すす
るる
身身
体体
障障
害害
者者
のの
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
利利
用用
促促
進進
措措
置置
要要
領領

一
．
一
般
原
則

⑴

障
害
の
程
度
が
比
較
的
重
度
の
も
の
は
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
特
別
補

導
所
と
い
う
。
）
に
比
較
的
軽
度
の
者
は
一
般
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
一
般
補
導
所
と

い
う
。
）
に
入
所
せ
し
め
る
こ
と
と
し
そ
の
具
体
的
な
判
定
は
特
別
補
導
所
に
つ
い
て
は

差
当
り
別
表
傷
害
部
位
別
身
体
障
害
者
職
業
補
導
種
目
選
択
基
準
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ

と
。

⑵

戦
傷
病
者
に
つ
い
て
は
一
般
身
体
障
害
者
に
優
先
し
て
取
扱
う
こ
と
。
又
同
一
戦
病
者

に
つ
い
て
は
次
の
順
位
に
よ
る
こ
と
。

傷
病
軍
人

傷
痍
軍
属
（
外
地
部
隊
要
員
）

そ
の
他

（
一
般
被
徴
用
者
勤
労
報
告
隊
員
・
動
員
学
徒
・
女
子
挺
身
隊
員
等
）

二
．
特
別
補
導
所
に
つ
い
て

⑴

戦
傷
病
者
優
先
の
原
則
を
確
立
す
る
た
め
各
特
別
補
導
所
に
お
け
る
補
導
定
員
の
２
分

の
１
は
戦
傷
病
者
の
た
め
に
留
保
す
る
こ
と
。
但
し
新
設
の
愛
知
、
広
島
の
各
補
導
所
に

つ
い
て
は
そ
の
定
員
の
全
部
と
す
る
こ
と
。

⑵

前
号
の
戦
傷
病
者
定
員
を
充
足
す
る
た
め
、
毎
期
の
募
集
に
当
っ
て
は
原
則
と
し
て
募
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集
人
員
の
半
数
は
戦
傷
病
者
中
よ
り
採
用
す
る
こ
と
。

⑶

毎
期
の
募
集
人
員
は
次
の
手
続
に
よ
り
関
係
都
道
府
県
に
割
当
て
充
実
を
図
る
こ
と
。

㋑
特
別
補
導
所
所
在
地
の
都
道
府
県
は
入
所
日
の
３
ケ
月
前
に
当
該
募
集
期
に
お
け
る
都

道
府
県
別
募
集
計
画
者
を
労
働
省
に
提
出
す
る
こ
と
。

㋺
労
働
省
は
右
の
募
集
計
画
書
及
び
都
道
府
県
の
応
募
見
込
状
況
そ
の
他
を
勘
案
し
関
係

都
道
府
県
に
募
集
人
員
の
割
当
て
を
行
う
こ
と
。

㋩
募
集
人
員
の
割
当
を
つ
け
た
都
道
府
県
は
関
係
特
別
補
導
所
所
在
地
の
都
道
府
県
よ
り

の
情
報
に
基
き
管
内
公
共
職
業
安
定
所
、
公
共
職
業
導
所
の
み
な
ら
ず
身
体
障
害
者
更

生
相
談
所
身
体
障
害
者
福
祉
司
等
の
関
係
機
関
と
連
絡
の
上
管
内
身
体
障
害
者
に
周
知

徹
底
を
図
り
割
当
人
員
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

㋥
以
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、
な
お
募
集
人
員
の
充
足
で
き
な
い
と
き
は
特
別
補
導
所
は

未
充
足
分
を
一
般
身
体
障
害
者
を
以
て
補
充
す
る
こ
と
。

㋭
そ
の
他
募
集
連
絡
に
関
す
る
取
扱
手
続
は
「
公
共
職
業
補
導
所
入
所
あ
っ
旋
並
び
に
修

了
者
の
職
業
紹
介
業
務
手
引
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

⑷

補
導
所
修
了
者
の
就
職
あ
っ
旋
に
つ
い
て
は
身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
に
基
き

原
則
と
し
て
入
所
あ
っ
旋
し
た
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
そ
の
衝
に
当
た
り
で
き
る
限

り
出
身
地
に
お
い
て
就
職
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

３
．
一
般
補
導
所
に
つ
い
て

⑴

都
道
府
県
庁
所
在
地
の
一
般
補
導
所
に
お
い
て
は
障
害
部
位
別
身
体
障
害
者
職
業
補
導

種
目
選
択
基
準
を
参
照
の
上
、
そ
の
定
員
の
四
分
の
一
ま
で
は
戦
傷
病
者
を
以
て
充
足
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
そ
の
募
集
に
つ
い
て
は
前
項

の
例
に
準
じ
都
道
府
県

（3）

に
お
い
て
措
置
す
る
こ
と
。

⑵

補
導
所
修
了
後
の
就
職
あ
っ
旋
に
つ
い
て
は
特
別
補
導
所
の
例
に
準
じ
て
取
扱
う
こ
と
。

四
．
そ
の
他

⑴

こ
の
措
置
は
次
回
募
集
期
よ
り
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
。

⑵

結
核
回
復
者
に
つ
い
て
は
特
に
現
症
状
を
重
視
し
通
常
の
補
導
に
堪
え
る
者
以
外
は
す

べ
て
兵
庫
公
共
職
業
補
導
所
を
志
望
さ
せ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
旧
軍
人
に
つ
い
て
は
戦
病
者
（
一
等
症
又
は
一
種
症
）
を
平
病
者
（
二
等
症
又

は
二
種
症
）
に
優
先
せ
し
め
る
こ
と
。

訓 練 成 績 評 定 表

補導種目 科 考査名

昭 和 年 月 日 実 施

番 号

氏

名

評 定 項 目

作 業 態 度

作 業 管 理 力

普 通 学 科 成 績

専 門 学 科 成 績

実 仕 事 の 速 さ

技 仕 事 の 正 確 さ

成 仕 事 の 手 際 よ さ

績

主

要

な

実

習

項

目

と

成

績

成 績 順 位
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備
考

⑴

こ
の
基
準
は
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
特
別
補
導
所
）
の
各
補
導
種
目
に
は

補
導
を
可
能
と
す
る
障
害
の
最
高
限
度
を
障
害
部
位
別
に
示
し
た
の
も
の
で
あ
る
が
実
際

に
は
当
人
の
残
存
能
力
の
回
復
状
況
、
経
験
作
業
方
法
、
作
業
設
備
等
の
如
何
に
よ
り
多

少
の
相
異
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

⑵
本
表
中

㋑
視
力
に
つ
い
て
は
万
国
式
視
力
表
に
よ
り
測
定
し
た
も
の
と
す
る
。

㋺
聴
力
に
つ
い
て
は
全
聾
を
除
き
補
聴
の
効
果
を
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

㋩
そ
の
他
の
障
害
程
度
に
つ
い
て
は
必
要
な
人
工
補
装
具
を
装
用
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
。

⑶

精
神
障
害
に
つ
い
て
は
補
導
種
目
を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
不
的
確
と
す
る
。

⑷

慢
性
疾
患
に
つ
い
て
は
軽
度
で
症
状
増
悪
の
お
そ
れ
な
く
且
医
療
管
理
を
要
し
な
い
も

の
以
外
は
す
べ
て
不
的
確
と
す
る
。

⑸

快
復
期
の
結
核
性
疾
患
に
つ
い
て
は
そ
の
回
復
程
度
が
次
の
基
準
に
達
し
て
い
る
場

合
は
兵
庫
公
共
職
業
補
導
所
以
外
の
補
導
所
に
お
い
て
も
適
格
と
す
る
。

一
般
症
状

赤
沈
値

喀

痰

Ｘ
線
所
見

備

考

塗
抹

培
養

動
物
接
種

良

好

正
常
値

陰

性

陰
性

陰

性

病
巣
の
吸
収
石
炭
化
を

上
記
の
状
態
が
３
年
以
上
保

認
め
空
洞
の
完
全
に
閉

た
れ
一
日
六
～
七
時
間
の
軽

鎖
し
て
い
る
も
の
。

作
業
に
堪
え
え
る
も
の
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
八
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
二
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
五
三
三
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
補補
導導
生生
（（
戦戦
傷傷
病病
者者
））
のの
募募
集集
計計

画画
にに
つつ
いい
てて

戦
傷
病
者
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
の
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進
措
置
に
つ
い
て
は
昭

和
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
職
発
大
四
九
七
号
通
牒
に
よ
り
、
着
々
御
配
意
中
の
こ
と
と
存
ぜ

ら
れ
る
が
、
同
通
牒
別
紙
要
領
二
の
⑶
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
万
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
．
特
別
補
導
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
戦
傷
病
者
の
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進

措
置
要
領
㈡
の
⑶
㋑
補
導
生
募
集
計
画
書
は
、
別
紙
様
式
第
一
に
よ
り
補
導
生
募
集
要
綱
を

添
付
し
、
毎
入
所
期
日
、
三
ヶ
月
前
に
当
局
へ
提
出
す
る
こ
と
。

但
し
、
今
回
に
限
り
入
所
期
日
本
年
十
一
月
以
前
の
も
の
は
八
月
末
日
迄
に
提
出
す
る
こ

と
。

二
．
労
働
省
に
お
い
て
は
前
項
の
計
画
書
を
審
査
し
府
県
別
募
集
割
当
人
員
決
定
後
に
遅
滞
な

く
関
係
府
県
に
対
し
、
募
集
連
絡
を
行
う
こ
と
。

三
．
募
集
選
考
修
了
後
補
導
所
入
所
状
況
報
告
を
別
紙
第
二
に
よ
り
、
入
所
期
日
後
十
日
以
内

に
当
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
様
式
第
一
は
次
ペ
ー
ジ
）

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
九
日

〔
五
─
二
─
二
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
七
職
第
一
二
二
号
）

所所
外外
実実
習習
にに
伴伴
うう
補補
導導
生生
出出
張張
旅旅
費費
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

所
外
で
行
な
う
委
託
実
習
で
あ
っ
て
補
導
所
よ
り
実
習
作
業
現
場
ま
で
の
出
張
作
業
の
た

め
、
鉄
道
車
馬
等
の
有
償
の
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
旅
費
を
必
要
と
す
る
場
合
に

お
け
る
補
導
生
の
旅
費
の
支
給
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
次
に
よ
り
経
理
す
る

こ
と
と
し
た
か
ら
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
留
意
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
委
託
実
習
を
行
な
う
に
要
す
る
実
習
生
の
旅
費
（
以
下
実
習
旅
費
と
い
う
）
は
全
額
こ
れ

を
実
習
依
頼
者
（
以
下
発
注
者
と
い
う
）
の
負
担
と
す
る
。

二
、
実
習
旅
費
は
、
実
習
収
入
金
と
別
個
の
も
の
と
し
て
準
公
金
の
取
扱
い
を
す
る
。
従
っ
て

こ
の
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
委
託
実
習
契
約
金
の
中
に
含
め
ず
契
約
締
結
時
に
発
注

者
と
の
間
に
お
い
て
覚
書
そ
の
他
適
宜
の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
実
習
旅
費
の
授
受
は
原
則
と
し
て
実
習
終
了
後
清
算
し
て
一
括
受
領
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
補
導
所
長
の
受
領
書
を
発
行
す
る
も
の
と
の
す
る
。

四
、
実
習
旅
費
の
計
算
は
補
導
所
か
ら
実
習
作
業
現
場
ま
で
の
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及

び
方
法
に
よ
り
、
算
出
し
た
距
離
に
お
け
る
所
要
交
通
費
の
実
費
額
と
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
以
下

ペ
ー
ジ
に
続
く
）
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備
考

⑴

こ
の
基
準
は
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
特
別
補
導
所
）
の
各
補
導
種
目
に
は

補
導
を
可
能
と
す
る
障
害
の
最
高
限
度
を
障
害
部
位
別
に
示
し
た
の
も
の
で
あ
る
が
実
際

に
は
当
人
の
残
存
能
力
の
回
復
状
況
、
経
験
作
業
方
法
、
作
業
設
備
等
の
如
何
に
よ
り
多

少
の
相
異
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

⑵
本
表
中

㋑
視
力
に
つ
い
て
は
万
国
式
視
力
表
に
よ
り
測
定
し
た
も
の
と
す
る
。

㋺
聴
力
に
つ
い
て
は
全
聾
を
除
き
補
聴
の
効
果
を
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

㋩
そ
の
他
の
障
害
程
度
に
つ
い
て
は
必
要
な
人
工
補
装
具
を
装
用
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
。

⑶

精
神
障
害
に
つ
い
て
は
補
導
種
目
を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
不
的
確
と
す
る
。

⑷

慢
性
疾
患
に
つ
い
て
は
軽
度
で
症
状
増
悪
の
お
そ
れ
な
く
且
医
療
管
理
を
要
し
な
い
も

の
以
外
は
す
べ
て
不
的
確
と
す
る
。

⑸

快
復
期
の
結
核
性
疾
患
に
つ
い
て
は
そ
の
回
復
程
度
が
次
の
基
準
に
達
し
て
い
る
場

合
は
兵
庫
公
共
職
業
補
導
所
以
外
の
補
導
所
に
お
い
て
も
適
格
と
す
る
。

一
般
症
状

赤
沈
値

喀

痰

Ｘ
線
所
見

備

考

塗
抹

培
養

動
物
接
種

良

好

正
常
値

陰

性

陰
性

陰

性

病
巣
の
吸
収
石
炭
化
を

上
記
の
状
態
が
３
年
以
上
保

認
め
空
洞
の
完
全
に
閉

た
れ
一
日
六
～
七
時
間
の
軽

鎖
し
て
い
る
も
の
。

作
業
に
堪
え
え
る
も
の
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
八
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
二
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
五
三
三
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
補補
導導
生生
（（
戦戦
傷傷
病病
者者
））
のの
募募
集集
計計

画画
にに
つつ
いい
てて

戦
傷
病
者
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
の
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進
措
置
に
つ
い
て
は
昭

和
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
職
発
大
四
九
七
号
通
牒
に
よ
り
、
着
々
御
配
意
中
の
こ
と
と
存
ぜ

ら
れ
る
が
、
同
通
牒
別
紙
要
領
二
の
⑶
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
万
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
．
特
別
補
導
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
戦
傷
病
者
の
公
共
職
業
補
導
所
利
用
促
進

措
置
要
領
㈡
の
⑶
㋑
補
導
生
募
集
計
画
書
は
、
別
紙
様
式
第
一
に
よ
り
補
導
生
募
集
要
綱
を

添
付
し
、
毎
入
所
期
日
、
三
ヶ
月
前
に
当
局
へ
提
出
す
る
こ
と
。

但
し
、
今
回
に
限
り
入
所
期
日
本
年
十
一
月
以
前
の
も
の
は
八
月
末
日
迄
に
提
出
す
る
こ

と
。

二
．
労
働
省
に
お
い
て
は
前
項
の
計
画
書
を
審
査
し
府
県
別
募
集
割
当
人
員
決
定
後
に
遅
滞
な

く
関
係
府
県
に
対
し
、
募
集
連
絡
を
行
う
こ
と
。

三
．
募
集
選
考
修
了
後
補
導
所
入
所
状
況
報
告
を
別
紙
第
二
に
よ
り
、
入
所
期
日
後
十
日
以
内

に
当
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
様
式
第
一
は
次
ペ
ー
ジ
）

『
神
綴
り
』

昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
九
日

〔
五
─
二
─
二
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
七
職
第
一
二
二
号
）

所所
外外
実実
習習
にに
伴伴
うう
補補
導導
生生
出出
張張
旅旅
費費
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

所
外
で
行
な
う
委
託
実
習
で
あ
っ
て
補
導
所
よ
り
実
習
作
業
現
場
ま
で
の
出
張
作
業
の
た

め
、
鉄
道
車
馬
等
の
有
償
の
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
旅
費
を
必
要
と
す
る
場
合
に

お
け
る
補
導
生
の
旅
費
の
支
給
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
次
に
よ
り
経
理
す
る

こ
と
と
し
た
か
ら
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
留
意
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
委
託
実
習
を
行
な
う
に
要
す
る
実
習
生
の
旅
費
（
以
下
実
習
旅
費
と
い
う
）
は
全
額
こ
れ

を
実
習
依
頼
者
（
以
下
発
注
者
と
い
う
）
の
負
担
と
す
る
。

二
、
実
習
旅
費
は
、
実
習
収
入
金
と
別
個
の
も
の
と
し
て
準
公
金
の
取
扱
い
を
す
る
。
従
っ
て

こ
の
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
委
託
実
習
契
約
金
の
中
に
含
め
ず
契
約
締
結
時
に
発
注

者
と
の
間
に
お
い
て
覚
書
そ
の
他
適
宜
の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
実
習
旅
費
の
授
受
は
原
則
と
し
て
実
習
終
了
後
清
算
し
て
一
括
受
領
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
補
導
所
長
の
受
領
書
を
発
行
す
る
も
の
と
の
す
る
。

四
、
実
習
旅
費
の
計
算
は
補
導
所
か
ら
実
習
作
業
現
場
ま
で
の
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及

び
方
法
に
よ
り
、
算
出
し
た
距
離
に
お
け
る
所
要
交
通
費
の
実
費
額
と
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
以
下

ペ
ー
ジ
に
続
く
）
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（編注：〔五─二─二八〕の様式）

様式第一

補導生（戦傷病者）募集計画

身体障害者補導所

１．募集定員 名

戦 傷 病 者 名

一般身体障害者 名

２．補導種目毎定員

戦 傷 病 者 科 名 科 名

科 名 科 名

科 名 科 名

一般身体障害者 科 名 科 名

科 名 科 名

科 名 科 名

３．入所期日

昭和 年 月 日

４．募集期間

自 昭和 年 月 日

至 昭和 年 月 日

５．都道府県別募集人員

(A) 戦傷病者 (B)一般身体障害者

都 道 府 県 名 人 員 都 道 府 県 名 人 員

計

（備考）募集区域はブロック区域内を中心とし、且つ従来の都道府県出身人員数等を

考慮して定めること。 『神綴り』

- 129 -

（
編
注
：

ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

127

受
領
額
と
支
給
額
に
増
減
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
実
習
旅
費
額
は
前
「
四
」
に
よ
り
算
出
し
た
一
人
当
た
り
単

価
に
そ
の
者
の
実
習
従
事
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
各
人
に
対
す
る
支
給
は
受
領
後
直
ち
に
こ
れ
を
完
消
す
る
こ
と
。

六
、
実
習
旅
費
の
支
給
そ
の
他
こ
れ
に
つ
い
て
の
経
理
は
庶
務
係
に
お
い
て
こ
れ
を
行
な
う
こ

と
。

七
、
補
導
所
長
は
「
現
金
整
理
簿
」
（
様
式
第
一
）
及
び
「
補
導
生
実
習
旅
費
支
給
明
細
簿
」

（
様
式
第
二
）
を
備
え
付
け
こ
れ
が
経
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

様
式
第
一

実
習
旅
費
現
金
出
納
簿

年
月
日

摘
要

受
払

残

（註

）１
年
月
日
欄
に
は
受
払
年
月
日
を
記
入
す
る

。

２
摘
要
欄
に
は
指
図
番
号

、委
託
実
習
従
事
補
導
生
数
及
び
旅
費
単
価
を
記
入
す

る

。

様
式
第
二

補
導
生
実
習
旅
費
支
給
明
細
簿

整
理
番
号

指
実
習
期
間

紙
数

年
月
日

氏
名

実
習
地

実
習
従
事
日
数

旅
費
（
単
価
）

旅
費
支
給
額

受
領
印

『神
類
集

』

昭
和
二
七
年
一
二
月
一
三
日

〔
五
─
二
─
三
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
部
長
宛
（
補
発

第
一
三
七
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
部部
位位
別別
職職
業業
補補
導導
種種
目目
選選
定定
基基
準準
のの
作作
成成
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
別
紙
要
綱
に
よ
り
調
査
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
こ
れ
が
実
施
に

当
っ
て
は
貴
管
下
関
係
公
共
職
業
補
導
所
の
協
力
を
得
た
い
の
で
特
段
の
便
宜
供
与
方
を
お
願

い
す
る
。

な
お
、
具
体
的
事
項
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
連
絡
す
る
の
で
御
承
知
願
い
た
い
。

身身
体体
障障
害害
者者
部部
位位
別別
職職
業業
補補
導導
種種
目目
選選
定定
基基
準準
作作
成成
要要
綱綱

一
．
目
的

身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
身
体
障
害
者
の
障
害
部
位
程
度
に

応
じ
こ
れ
に
最
も
適
し
た
職
業
補
導
種
目
を
選
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
肝
要
で
あ
る
の
で
、
合

理
的
、
且
つ
実
用
的
な
職
業
補
導
種
目
選
定
の
基
準
を
確
立
し
、
以
っ
て
職
業
補
導
の
効
率
的

運
営
に
資
す
る
。

二
．
実
施
要
領

㈠
基
準
設
定
種
目

本
年
度
は
次
の
四
種
目
と
す
る
。

洋
服
、
洋
裁
、
時
計
修
理
、
木
工

㈡
基
準
設
定
調
査
委
員

基
準
設
定
調
査
委
員
を
依
嘱
し
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。

他
に
補
助
員
（
大
学
生
）
若
干
名
を
依
頼
す
る
。

㈢)

調
査
対
象

区

分

一
種
目
の
対
象
人
員

四
種
目
分
計

身
体
障
害
者

未
経
験

五
〇

二
〇
〇

補
導
生

五
〇

二
〇
〇

有
経
験
（
補
導
所
修
了
者
を
含
む
）

五
〇

二
〇
〇

小
計

一
五
〇

六
〇
〇

一
般
人未

経
験

五
〇

補
導
生

五
〇

二
〇
〇



- 129 -

（
編
注
：

ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

127

受
領
額
と
支
給
額
に
増
減
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
実
習
旅
費
額
は
前
「
四
」
に
よ
り
算
出
し
た
一
人
当
た
り
単

価
に
そ
の
者
の
実
習
従
事
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
各
人
に
対
す
る
支
給
は
受
領
後
直
ち
に
こ
れ
を
完
消
す
る
こ
と
。

六
、
実
習
旅
費
の
支
給
そ
の
他
こ
れ
に
つ
い
て
の
経
理
は
庶
務
係
に
お
い
て
こ
れ
を
行
な
う
こ

と
。

七
、
補
導
所
長
は
「
現
金
整
理
簿
」
（
様
式
第
一
）
及
び
「
補
導
生
実
習
旅
費
支
給
明
細
簿
」

（
様
式
第
二
）
を
備
え
付
け
こ
れ
が
経
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

様
式
第
一

実
習
旅
費
現
金
出
納
簿

年
月
日

摘
要

受
払

残

（註

）１
年
月
日
欄
に
は
受
払
年
月
日
を
記
入
す
る

。

２
摘
要
欄
に
は
指
図
番
号

、委
託
実
習
従
事
補
導
生
数
及
び
旅
費
単
価
を
記
入
す

る

。

様
式
第
二

補
導
生
実
習
旅
費
支
給
明
細
簿

整
理
番
号

指
実
習
期
間

紙
数

年
月
日

氏
名

実
習
地

実
習
従
事
日
数

旅
費
（
単
価
）

旅
費
支
給
額

受
領
印

『神
類
集

』

昭
和
二
七
年
一
二
月
一
三
日

〔
五
─
二
─
三
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
部
長
宛
（
補
発

第
一
三
七
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
部部
位位
別別
職職
業業
補補
導導
種種
目目
選選
定定
基基
準準
のの
作作
成成
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
別
紙
要
綱
に
よ
り
調
査
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
こ
れ
が
実
施
に

当
っ
て
は
貴
管
下
関
係
公
共
職
業
補
導
所
の
協
力
を
得
た
い
の
で
特
段
の
便
宜
供
与
方
を
お
願

い
す
る
。

な
お
、
具
体
的
事
項
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
連
絡
す
る
の
で
御
承
知
願
い
た
い
。

身身
体体
障障
害害
者者
部部
位位
別別
職職
業業
補補
導導
種種
目目
選選
定定
基基
準準
作作
成成
要要
綱綱

一
．
目
的

身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
身
体
障
害
者
の
障
害
部
位
程
度
に

応
じ
こ
れ
に
最
も
適
し
た
職
業
補
導
種
目
を
選
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
肝
要
で
あ
る
の
で
、
合

理
的
、
且
つ
実
用
的
な
職
業
補
導
種
目
選
定
の
基
準
を
確
立
し
、
以
っ
て
職
業
補
導
の
効
率
的

運
営
に
資
す
る
。

二
．
実
施
要
領

㈠
基
準
設
定
種
目

本
年
度
は
次
の
四
種
目
と
す
る
。

洋
服
、
洋
裁
、
時
計
修
理
、
木
工

㈡
基
準
設
定
調
査
委
員

基
準
設
定
調
査
委
員
を
依
嘱
し
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。

他
に
補
助
員
（
大
学
生
）
若
干
名
を
依
頼
す
る
。

㈢)

調
査
対
象

区

分

一
種
目
の
対
象
人
員

四
種
目
分
計

身
体
障
害
者

未
経
験

五
〇

二
〇
〇

補
導
生

五
〇

二
〇
〇

有
経
験
（
補
導
所
修
了
者
を
含
む
）

五
〇

二
〇
〇

小
計

一
五
〇

六
〇
〇

一
般
人未

経
験

五
〇

補
導
生

五
〇

二
〇
〇
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有
経
験
（
補
導
所
修
了
者
を
含
む
）

五
〇

二
〇
〇

小
計

一
五
〇

六
〇
〇

計

三
〇
〇

一
、
二
〇
〇

㈣
調
査
期
間
及
び
調
査
日
数

昭
和
二
十
八
年
一
月
八
日
よ
り
三
月
十
九
日
ま
で
毎
週
木
曜
日
及
び
土
曜
日
の
計
二
十

日
間

㈤
調
査
の
手
順

各
種
目
に
つ
き
職
務
分
析
表
を
作
成
す
る
。

(ｲ)
被
験
者
の
年
令
、
学
歴
、
職
歴
、
障
害
部
位
程
度
、
原
因
等
を
調
査
す
る
。

(ﾛ)
被
験
者
に
対
し
特
定
の
作
業
動
作
を
課
し
、
そ
の
全
課
程
の
観
察
、
単
位
動
作
の
所

(ﾊ)
要
時
間
の
測
定
及
び
そ
の
出
来
栄
え
の
品
等
を
行
う
。
（
測
定
機
器
中
ヒ
ッ
プ
ス
ク
ロ

メ
ー
タ
ー
は
借
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

次
の
テ
ス
ト
を
課
す
る
。

(ﾆ)
１
ク
レ
ッ
ペ
リ
ン
作
業
調
査

２
意
志
気
質
検
査

３
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ
、
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
テ
ス
ト

㈥
結
果
の
整
理

調
査
結
果
の
分
類
集
計
、
テ
ス
ト
の
採
点
、
相
間
係
数
の
算
出
、
総
括
表
（
イ
ン
ゲ
ノ

グ
ラ
ム
、
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
プ
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
含
む
）
の
為
、
臨
時
集
計
員
（
大
学
学

生
）
４
名
を
傭
上
げ
こ
れ
が
処
理
に
当
ら
せ
る
。

㈦
結
論
抽
出
及
び
そ
の
発
表

結
果
整
理
完
了
後
、
調
査
委
員
会
議
を
開
き
、
結
論
を
得
た
上
、
「
身
体
障
害
者
職
業
補

導
種
目
選
定
基
準
そ
の
一
」
と
し
て
編
集
、
職
業
安
定
機
関
に
配
布
し
実
用
に
供
す
る

も
の
と
す
る
。

㈧
そ
の
他

調
査
場
所
は
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
東
京
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導

所
及
び
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
と
し
一
般
人
に
つ
い
て
は
都
内
関
係
補

導
所
又
は
同
種
施
設
及
び
一
部
日
大
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

三
．
経
費

所
要
経
費
は
本
年
度
、
労
働
本
省
費
身
体
障
害
者
適
職
選
定
基
準
設
定
調
査
費
予
算
を
も

っ
て
支
弁
す
る
も
の
と
す
る
。

障
害
部
位
別
身
体
的
障
害
者
補
導
種
目
選
択
基
準
（
案
）
（
編
注
：
略
）『

神
綴
り
』

昭
和
二
八
年
六
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
三
一
〕
労
働
部
長
、
横
須
賀
作
業
所
長
宛
（
二
八
職
補
第
二
三
一
号
）

作作
業業
所所
作作
業業
員員
のの
縫縫
製製
加加
工工
賃賃
のの
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
神
横
共
第
七
一
号
を
以
っ
て
申
請
の
あ
っ
た
標
記
加
工
賃
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お

り
承
認
す
る
。

記

◎

左
記
は
別
紙

二
八
職
補
第
二
三
一
号
の
二

昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
〇
日

労
働
部
長

横
須
賀
作
業
所
長
殿

作作
業業
所所
作作
業業
員員
のの
縫縫
製製
加加
工工
賃賃
のの
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
横
共
第
一
七
二
号
を
以
っ
て
申
請
の
あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
左
記
の
と
お
り
承
認
す

る
。

記

◎

左
記
は
別
紙

二
八
職
補
第
二
三
一
号
の
三

昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
二
日

労
働
部
長

横
須
賀
作
業
所
長
殿

作作
業業
所所
作作
業業
員員
のの
縫縫
製製
加加
工工
賃賃
のの
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
横
共
第
一
二
三
号
（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
七
日
付
）
を
以
っ
て
申
請
の
あ
っ
た
標

記
に
つ
い
て
左
記
の
と
お
り
承
認
す
る
。

記◎

左
記
は
別
紙

（
別
紙
）

男
子
服
・
女
子
服
及
び
布
帛
製
品
等
縫
製
加
工
料
金

（
一
）

男
子
服
の
部
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品

名

縫
製
加
工
料

背
広

三
ッ
組

二
、
一
五
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
一
〇
改
正
）

上
衣

一
、
二
八
〇
円
（
（
昭
二
八
・
一
〇
・
一
〇
改
正
）

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

四
九
〇
円

中
衣
（
チ
ョ
ッ
キ
）

三
九
〇
円

夏
物
上
下
（
毛
織
物
を
除
く
）

一
、
〇
〇
〇
円

上
衣

六
七
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

三
三
〇
円

モ
ー
ニ
ン
グ
（
三
ッ
組
）

二
、
九
五
〇
円

上
衣

一
、
九
五
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

五
六
〇
円

中
衣
（
チ
ョ
ッ
キ
）

四
四
〇
円

学
生
服
上
下
（
詰
襟
）

一
、
三
五
〇
円

上
衣

八
六
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

四
九
〇
円

男
児
上
衣
（
Ｋ
・
Ｏ
型
詰
襟
）

五
〇
〇
円

下
衣
（
長
ズ
ボ
ン
）

二
三
〇
円

下
衣
（
半
ズ
ボ
ン
）

一
八
〇
円

オ
ー
バ
ー

一
、
五
八
〇
円

ジ
ャ
ン
パ
ー

七
〇
〇
円

（
二
）

女
子
服
の
部

オ
ー
バ
ー

一
、
一
〇
〇
円

ス
ー
ツ

一
、
〇
五
〇
円

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

八
〇
〇
円

ス
カ
ー
ト

二
五
〇
円

ワ
ン
ピ
ー
ス

八
〇
〇
円

ブ
ラ
ウ
ス

三
〇
〇
円

ズ
ボ
ン

三
五
〇
円

ト
ッ
パ
ー
（
盆
ボ
ッ
ク
ス
コ
ー
ト
）

九
〇
〇
円

ス
モ
ッ
ク

三
〇
〇
円

ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト
（
小
学
生
）

三
五
〇
円

セ
ー
ラ
ー
服
（
小
学
生
）

五
〇
〇
円

女
児
ブ
ラ
ウ
ス

二
〇
〇
円

婦
人
フ
ー
ド

二
〇
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
二
二
改
正
）

女
児
用
フ
ー
ド

一
五
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
二
二
改
正
）

布
帛
製
品
の
部

Ｙ
シ
ャ
ツ

一
六
〇
円

開
襟
シ
ャ
ツ

一
四
〇
円

一

本
縫
製
加
工
料
金
は
、
委
託
者
の
提
供
に
よ
る
原
材
料
（
糸
を
除
く
）
を
も
っ
て
共
同
作

業
所
の
作
業
員
が
加
工
品
と
引
換
え
に
受
領
す
る
加
工
賃
の
最
高
額
と
す
る
。

二

本
表
に
掲
げ
る
品
目
以
外
の
も
の
の
修
理
及
び
更
正
等
の
縫
製
加
工
料
金
は
、
本
表
に
掲

げ
る
も
の
と
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
定
め
る
。

三

本
表
に
掲
げ
る
品
目
の
裏
返
し
料
金
に
つ
い
て
も
本
加
工
料
金
を
適
用
す
る
。

四

本
表
料
金
は
昭
和
二
八
年
四
月
一
日
よ
り
こ
れ
を
実
施
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
八
年
七
月
一
日

〔
五
─
二
─
三
二
〕
職
業
安
定
局

職職
業業
訓訓
練練
のの
現現
況況
とと
展展
望望
とと
課課
題題

は
し
が
き

現
在
わ
が
国
に
行
わ
れ
て
い
る
職
業
訓
練
の
型
態
は
表
面
上
各
種
各
様
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は

帰
す
る
と
こ
ろ
わ
が
国
国
民
経
済
に
お
け
る
生
産
活
動
に
必
要
な
技
能
労
働
力
の
養
成
、
確
保
に
あ

る
点
で
は
す
べ
て
同
一
で
あ
る
。
で
は
、
現
在
い
か
な
る
型
態
の
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と

い
う
と
、
企
業
外
で
行
わ
れ
る
訓
練
（
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
、
公
共
職
業
補
導
所
乃
至
は
共
同

作
業
所
に
お
け
る
職
業
補
導
等
）
と
企
業
内
に
お
け
る
訓
練
（
短
期
初
歩
訓
練
、
技
能
者
養
成
、
監

督
者
訓
練
等
）
と
に
大
別
さ
れ
、
こ
の
他
職
業
訓
練
に
は
含
ま
れ
な
い
が
こ
れ
と
密
切
な
関
係
に
あ

マ
マ

る
職
業
指
導
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
が
近
年
ど
う
し
て
世
界
的
に
特
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
経

済
興
隆
の
中
核
を
な
す
も
の
は
結
局
に
お
い
て
は
社
会
的
総
生
産
力
の
増
大
以
外
に
は
あ
り
え
な
い

こ
と
は
近
代
経
済
学
の
定
説
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
的
生
産
力
を
規
定
す
る
も
の
は
、
一
方
に
お
い

て
生
産
力
の
担
い
手
た
る
労
働
力
の
「
量
」
即
ち
雇
用
量
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
「
質
」
即

ち
労
働
生
産
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
完
全
雇
用
の
達
成
」
と
「
労
働
生
産
性
の
向
上
」
と
が
、

戦
後
各
国
経
済
政
策
の
二
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な

い
。
し
か
し
て
こ
の
二
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
到
達
し
う
る
最
も
積
極
的
且
つ
効
果
的
な
労
働
政
策
と
し
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品

名

縫
製
加
工
料

背
広

三
ッ
組

二
、
一
五
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
一
〇
改
正
）

上
衣

一
、
二
八
〇
円
（
（
昭
二
八
・
一
〇
・
一
〇
改
正
）

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

四
九
〇
円

中
衣
（
チ
ョ
ッ
キ
）

三
九
〇
円

夏
物
上
下
（
毛
織
物
を
除
く
）

一
、
〇
〇
〇
円

上
衣

六
七
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

三
三
〇
円

モ
ー
ニ
ン
グ
（
三
ッ
組
）

二
、
九
五
〇
円

上
衣

一
、
九
五
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

五
六
〇
円

中
衣
（
チ
ョ
ッ
キ
）

四
四
〇
円

学
生
服
上
下
（
詰
襟
）

一
、
三
五
〇
円

上
衣

八
六
〇
円

下
衣
（
ズ
ボ
ン
）

四
九
〇
円

男
児
上
衣
（
Ｋ
・
Ｏ
型
詰
襟
）

五
〇
〇
円

下
衣
（
長
ズ
ボ
ン
）

二
三
〇
円

下
衣
（
半
ズ
ボ
ン
）

一
八
〇
円

オ
ー
バ
ー

一
、
五
八
〇
円

ジ
ャ
ン
パ
ー

七
〇
〇
円

（
二
）

女
子
服
の
部

オ
ー
バ
ー

一
、
一
〇
〇
円

ス
ー
ツ

一
、
〇
五
〇
円

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

八
〇
〇
円

ス
カ
ー
ト

二
五
〇
円

ワ
ン
ピ
ー
ス

八
〇
〇
円

ブ
ラ
ウ
ス

三
〇
〇
円

ズ
ボ
ン

三
五
〇
円

ト
ッ
パ
ー
（
盆
ボ
ッ
ク
ス
コ
ー
ト
）

九
〇
〇
円

ス
モ
ッ
ク

三
〇
〇
円

ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト
（
小
学
生
）

三
五
〇
円

セ
ー
ラ
ー
服
（
小
学
生
）

五
〇
〇
円

女
児
ブ
ラ
ウ
ス

二
〇
〇
円

婦
人
フ
ー
ド

二
〇
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
二
二
改
正
）

女
児
用
フ
ー
ド

一
五
〇
円
（
昭
二
八
・
一
〇
・
二
二
改
正
）

布
帛
製
品
の
部

Ｙ
シ
ャ
ツ

一
六
〇
円

開
襟
シ
ャ
ツ

一
四
〇
円

一

本
縫
製
加
工
料
金
は
、
委
託
者
の
提
供
に
よ
る
原
材
料
（
糸
を
除
く
）
を
も
っ
て
共
同
作

業
所
の
作
業
員
が
加
工
品
と
引
換
え
に
受
領
す
る
加
工
賃
の
最
高
額
と
す
る
。

二

本
表
に
掲
げ
る
品
目
以
外
の
も
の
の
修
理
及
び
更
正
等
の
縫
製
加
工
料
金
は
、
本
表
に
掲

げ
る
も
の
と
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
定
め
る
。

三

本
表
に
掲
げ
る
品
目
の
裏
返
し
料
金
に
つ
い
て
も
本
加
工
料
金
を
適
用
す
る
。

四

本
表
料
金
は
昭
和
二
八
年
四
月
一
日
よ
り
こ
れ
を
実
施
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
八
年
七
月
一
日

〔
五
─
二
─
三
二
〕
職
業
安
定
局

職職
業業
訓訓
練練
のの
現現
況況
とと
展展
望望
とと
課課
題題

は
し
が
き

現
在
わ
が
国
に
行
わ
れ
て
い
る
職
業
訓
練
の
型
態
は
表
面
上
各
種
各
様
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は

帰
す
る
と
こ
ろ
わ
が
国
国
民
経
済
に
お
け
る
生
産
活
動
に
必
要
な
技
能
労
働
力
の
養
成
、
確
保
に
あ

る
点
で
は
す
べ
て
同
一
で
あ
る
。
で
は
、
現
在
い
か
な
る
型
態
の
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と

い
う
と
、
企
業
外
で
行
わ
れ
る
訓
練
（
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
、
公
共
職
業
補
導
所
乃
至
は
共
同

作
業
所
に
お
け
る
職
業
補
導
等
）
と
企
業
内
に
お
け
る
訓
練
（
短
期
初
歩
訓
練
、
技
能
者
養
成
、
監

督
者
訓
練
等
）
と
に
大
別
さ
れ
、
こ
の
他
職
業
訓
練
に
は
含
ま
れ
な
い
が
こ
れ
と
密
切
な
関
係
に
あ

マ
マ

る
職
業
指
導
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
が
近
年
ど
う
し
て
世
界
的
に
特
に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
経

済
興
隆
の
中
核
を
な
す
も
の
は
結
局
に
お
い
て
は
社
会
的
総
生
産
力
の
増
大
以
外
に
は
あ
り
え
な
い

こ
と
は
近
代
経
済
学
の
定
説
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
的
生
産
力
を
規
定
す
る
も
の
は
、
一
方
に
お
い

て
生
産
力
の
担
い
手
た
る
労
働
力
の
「
量
」
即
ち
雇
用
量
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
「
質
」
即

ち
労
働
生
産
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
完
全
雇
用
の
達
成
」
と
「
労
働
生
産
性
の
向
上
」
と
が
、

戦
後
各
国
経
済
政
策
の
二
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な

い
。
し
か
し
て
こ
の
二
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
到
達
し
う
る
最
も
積
極
的
且
つ
効
果
的
な
労
働
政
策
と
し
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わわ
がが
国国
にに
おお
けけ
るる
職職
業業
訓訓
練練
のの
概概
況況

実

施

訓
練

根

拠

種

別

年
間
訓
練
実
績

目

的

施
設
数

期
間

法

令

一
、
六
八
二
、
二
三
九

人

勤
労
に
対
す
る
正
し
い
信
念
を
確
立

(

中
学)

(

昭
和
二
八

年
三

月
卒

一
二
四
、
五
五

(

三

年)

し
、
産
業
技
術
を
習
得
さ
せ
る
と
共

職
業
教

業
者)

に
、
工
夫
創
造
の
能
力
を
養
い
、
も

産

業

教

育

高

校

一
八
一
、
三
八
八

人

三
、
二
三
一

三
年

っ
て
経
済
自
立
に
貢
献
す
る
有
為
な

育

振

興

(

文

部

(

職
業)

(

同

右)

国
民
を
育
成
す
る
。

法

省
）

六
一
、
九
三
〇

人

二
年

企
業
外

大

学

(

同

右)

五
一
六

(

短
大)

訓
練

四
年

各

種

七
二
三
、
二
六
五

人

五
、
五
〇
三

私

立

学

学

校

(

二
七

年
五

月
現
員)

校
法

二
四
、
〇
七
〇

人

半
年

特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る
職
業
に

職
業
補

一

般

(

昭
和
二
七

年
四

月

－

二
六
八

又
は

就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
職

導

二

八

年
三
月
修
了

一
年

業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た

職

業

安

(

職

業

者)

め
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
て
適

定
法

安

定

職
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
産
業
に

局)

身

体

一
、
〇
〇
三

人

七

一
年

必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
以
て
職
業

障
害
者

(

同

右)

の
安
定
を
図
る
と
共
に
経
済
の
興
隆

に
寄
与
す
る
。

短
期
初
歩
訓
練(

通

全
企
業
の

企
業
組
織
へ
の
同
化

産
省)

半
数
位

四
、
五
〇
二

人

五
、
三
六
二

(

二
六

年
五

月

－

二
七

年

事
業
場

徒
弟
の
弊
害
を
排
除
し
、
技
能
労
働

労

働

基

技
能
者
養
成

三
月
修
了
者)

四
、
五
八
〇

三
年

力
の
向
上
を
図
る
。

準
法

(

労
働
基
準
局)

(

二
七

年
三

月
末
日
の

共
同
養

企
業
内

現
員
は
五
〇
、
〇
〇
三

人)

成
体
七
八
二

訓
練

Ｔ

Ｗ

Ｉ

一
九
九
、
〇
五
三

人

監
督
者
の
指
導
監
督
能
力
を
向
上
せ

(

職
業
安

(

一
〇

時
間
講
習
受

二
、
四
五
四

し
め
て
、
労
働
力
を
最
も
有
効
に
活

職

業

安

監
督
者

定
局)

講
者)

四
、
五
五
九

人

用
し
、
わ
が
国
経
済
の
興
隆
に
寄
与

定
法

(

ト
レ
ー
ナ
ー)

す
る
。

訓
練

(

二
五

年
五

月

－

二
㈧

年

三
月
受
講
者)

監
督
者
に
管
理
技
能
を
体
得
さ
せ
効

Ｍ

Ｔ

Ｐ

果
的
に
人
を
使
い
、
積
極
的
、
自
発

(

通
産

的
に
生
産
に
協
力
さ
せ
、
最
高
の
能

省)

率
を
上
げ
る
。

Ｔ

Ｔ

Ｔ

知
識
及
び
技
能
を
正
確
且
つ
能
率
的

(

電
電
公

六
、
三
一
〇

人

一

に
教
え
込
む
教
育
訓
練
を
体
得
さ
せ

社)

る
。

第第
一一
表表

戦戦
後後
常常
用用
雇雇
用用
量量
のの
推推
移移

第第
二二
表表

戦戦
後後
労労
働働
生生
産産
性性
のの
推推
移移

年

次

指

数

年

次

指

数

昭
和
二
十
二
年

一
〇
〇
・
〇

昭
和
七
～
十
一
年

一
〇
〇
・
〇

″

二
十
三
年

一
〇
一
・
〇

昭
和
二
十
二
年

二
六
・
八

″

二
十
四
年

一
〇
一
・
二

昭
和
二
十
四
年

五
四
・
○

″

二
十
五
年

九
五
・
一

昭
和
二
十
六
年

一
〇
一
・
三

″

二
十
六
年

一
〇
〇
・
〇

（
製
造
工
業
）

（
製
造
工
業
）

（
註
）
右
の
参
考
表
を
見
る
と
特
徴
的
な
こ
と
は
、
雇
用
量
に
お
い
て
は
終
戦
後
殆
ん
ど
増
加
を

見
せ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
労
働
生
産
性
は
戦
後
の
低
位
か
ら
一
躍
四
倍
ほ
ど
に
は
ね
上

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

て
職
業
訓
練
が
着
目
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

現現

況況

次
に
現
在
行
わ
れ
て
い
る
各
種
職
業
訓
練
の
概
況
を
見
る
と
、
別
表
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

一
方
わ
が
国
に
お
い
て
職
業
訓
練
の
対
象
と
し
て
問
題
に
な
る
労
働
力
は
、
非
農
林

就
業
者
中
で
職
業
訓
練
施
設
に
よ
る
技
能
労
働
力
養
成
能
力
は
、
年
々
目
ざ
ま
し
い
拡

充
を
と
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
量
的
に
は
ま
だ
前
表
に
見
る
よ
う
に
年
間
実
績
二
十
一

万
人
（
高
校
、
大
学
、
職
業
補
導
及
び
技
能
者
養
成
等
基
底
的
な
も
の
）
で
あ
り
、
全

産
業
機
能
か
ら
考
え
て
労
働
市
場
の
充
分
な
要
望
に
応
じ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
状
態

で
あ
る
。

展展

望望

従
来
労
働
政
策
と
い
う
と
ま
ず
労
働
関
係
（
労
政
）
次
に
労
働
保
護
（
労
働
基
準
）

及
び
失
業
対
策
等
が
表
面
に
出
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
真
に
経
済
政
策
の
一
環

と
し
て
国
民
経
済
発
展
の
筋
金
に
な
る
た
め
に
は
、
社
会
的
総
生
産
力
者
大
の
基
礎
と

し
て
の
雇
用
量
及
び
労
働
生
産
性
の
向
上
に
積
極
的
に
機
能
す
る
職
業
訓
練
が
今
後
に

お
い
て
は
表
面
に
浮
び
上
る
時
期
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
か
ら

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
お
い
て
は
一
九
三
九
年
職
業
訓
練
勧
告
に
加
え
て
、
先
年
、
一
九
五
〇
年
職

業
訓
練
（
成
人
者
）
勧
告
を
採
択
し
、
国
際
的
見
地
か
ら
本
問
題
の
重
要
性
が
裏
ず
け
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ら
れ
た
。
更
に
一
九
五
一
年
バ
ン
コ
ッ
ク
に
ア
ジ
ア
地
域
人
力
技
術
会
議
が
開
か
れ
、
後
進
資
本
主

義
国
と
し
て
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
力
活
用
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
決
定
に
基
き
本
年
二
月
か
ら

濠
洲
、
比
島
及
び
わ
が
国
を
舞
台
と
し
て
ア
ジ
ア
地
域
職
業
訓
練
講
習
会
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
て

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
職
業
訓
練
計
画
の
中
核
と
し
て
の
日
本
の
地
位
は
、
全
世
界
の
注
目
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
既
に
前
記
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
結
果
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
及
び
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
（
国
連
ア
ジ
ア
極

東
経
済
委
員
会
）
で
は
、
日
本
に
ア
ジ
ア
地
域
各
国
の
職
業
補
導
所
指
導
員
に
対
す
る
養
成
も
、
殆

ん
ど
主
と
し
て
製
造
工
業
部
門
で
あ
り
、
こ
れ
に
年
間
新
た
に
入
職
す
る
労
働
者
（
昭
和
二
十
七
年

入
職
率
二
十
五
％
で
あ
る
か
ら
一
六
七
万
人
）
で
あ
る
。
こ
の
他
鉱
業
及
び
建
設
部
門
が
若
干
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
構
想
の
下
に
、
わ
が
国
に
照
会
を
し
て
来
た
。

又
、
こ
れ
と
は
別
に
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
に
基
く
（
Ｔ
Ｃ
Ａ
（
技
術
協
力
局
）
資
金
に
よ
る
ア
ジ
ア

マ
マ

諸
国
技
能
労
働
者
の
日
本
に
お
け
る
職
業
訓
練
も
考
え
ら
れ
て
い
て
、
近
く
実
現
を
見
る
よ
う
で
あ

る
。
か
く
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
は
単
に
国
内
的
見
地
か
ら
の
み
で
な
く
、
国
際.

的
視
野

か
ら
、
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

課課

題題

一
九
五
〇
年
職
業
訓
練
勧
告
に
は
職
業
訓
練
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
技
術
的
、
職
業
的

又
は
監
督
的
知
識
又
は
技
能
を
習
得
し
又
は
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
雇
用
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

訓
練
方
法
を
言
い
且
つ
再
訓
練
を
含
み
、
訓
練
が
企
業
内
で
施
さ
れ
る
と
企
業
外
で
施
さ
れ
る
と
を

問
わ
な
い
。」

こ
の
見
地
か
ら
、
わ
が
国
の
そ
れ
を
省
み
る
と
、
今
後
次
の
よ
う
な
課
題
が
考
え
ら
れ
る
。

１

職
業
訓
練
の
組
織
化

現
在
わ
が
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
行
政
の
運
営
は
、
各
省
各
局
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
総
合
性

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
練
型
態
に
よ
り
、
そ
の
特
質
や
趣
旨
も
甚
だ
異

る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
後
職
業
訓
練
の
強
力
な
推
進
の
た
め
に
は
、
こ
れ
を
広
汎
な
視
野
か
ら
総

合
的
計
画
の
下
に
管
理
運
営
し
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
組
織
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
段

階
と
し
て
訓
練
方
式
、
教
程
基
準
、
最
新
技
術
等
に
つ
い
て
共
同
的
に
研
究
し
た
り
、
指
導
員
の

交
流
融
通
を
図
る
た
め
の
連
絡
協
議
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

２

職
業
訓
練
の
適
正
化

今
後
は
真
に
産
業
の
要
求
す
る
あ
ら
ゆ
る
技
術
労
働
力
を
、
完
全
迅
速
に
供
給
し
う
る
よ
う
な
、

形
式
や
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
効
率
的
職
業
訓
練
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
各
種
訓

練
施
設
、
機
械
器
具
、
指
導
員
等
の
拡
充
改
善
は
も
と
よ
り
、
職
業
訓
練
実
施
種
目
選
定
の
適
性

化
、
訓
練
対
象
及
び
方
法
の
拡
大
（
例－

職
業
補
導
所
に
お
け
る
夜
間
補
導
の
活
用
に
よ
る
転
職

に
手
の
と
ど
く
よ
う
な
）
産
業
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。

３

職
業
訓
練
の
国
際
化

前
述
の
如
く
今
後
わ
が
国
の
職
業
訓
練
は
国
際
的
に
、
特
に
ア
ジ
ア
地
域
的
規
模
に
お
い
て
考

え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
訓
練
内
容
、
技
能
標
準
、
使
用
器
具
等
は
出
来

う
る
限
り
国
際
的
に
普
遍
性
の
あ
る
よ
う
に
計
画
す
る
と
と
も
に
、
海
外
の
資
料
、
情
報
の
入
手
、

わ
が
国
の
施
設
や
計
画
の
海
外
広
報
、
更
に
指
導
員
等
の
語
学
能
力
の
培
養
等
に
力
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『
時
報
』

昭
和
二
八
年
七
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
三
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
務
部
長
宛
（
補

発
第
六
九
号
）

自自
動動
車車
整整
備備
士士
受受
験験
資資
格格
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
者
に
対
す
る
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
技
能

検
定
の
受
験
資
格
が
、
左
記
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
で
御
了
知
ね
が
い
た
い
。
な
お
、
こ
の

改
正
は
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
四
日
付
運
輸
大
臣
達
第
４
号
に
よ
っ
て
各
陸
運
局
長
に
通
知
済

で
あ
る
か
ら
念
の
た
め
申
添
え
る
。

記

㈠

一
ケ
年
の
自
動
車
整
備
科
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
修
了
後
直
ち
に
三
級
及
び
初
級

自
動
整
備
士
の
受
験
資
格
を
認
め
る
。

㈡

六
ケ
月
の
自
動
車
整
備
科
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
工
場
に
お
け
る
自
動
車
整
備
作

業
に
関
す
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
れ
ば
、
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
受

験
資
格
を
認
め
る
。

（
注
）
従
来
の
受
験
資
格
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
昭
和
二
十
六
年
九
月
二
十
日
付
職
発
第

五
九
〇
号
記
載
）

㈠

一
年
制
の
自
動
車
修
理
科
を
卒
業
し
た
者
で
、
旧
制
甲
種
工
業
学
校
卒
業
者
及
び
運

輸
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
卒
業
後
直

ち
に
、
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
は
工
場
に
お
け
る
自
動
車
整
備
作
業
に
関
す
る
一
年

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
れ
ば
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
受
験
資
格
を
認
め

る
。

㈡

半
年
制
の
自
動
車
整
備
科
を
卒
業
し
た
者
で
、
旧
制
甲
種
工
業
学
校
卒
業
者
及
び
運

輸
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
工
場
に
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ら
れ
た
。
更
に
一
九
五
一
年
バ
ン
コ
ッ
ク
に
ア
ジ
ア
地
域
人
力
技
術
会
議
が
開
か
れ
、
後
進
資
本
主

義
国
と
し
て
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
力
活
用
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
決
定
に
基
き
本
年
二
月
か
ら

濠
洲
、
比
島
及
び
わ
が
国
を
舞
台
と
し
て
ア
ジ
ア
地
域
職
業
訓
練
講
習
会
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
て

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
職
業
訓
練
計
画
の
中
核
と
し
て
の
日
本
の
地
位
は
、
全
世
界
の
注
目
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
既
に
前
記
バ
ン
コ
ッ
ク
会
議
の
結
果
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
及
び
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
（
国
連
ア
ジ
ア
極

東
経
済
委
員
会
）
で
は
、
日
本
に
ア
ジ
ア
地
域
各
国
の
職
業
補
導
所
指
導
員
に
対
す
る
養
成
も
、
殆

ん
ど
主
と
し
て
製
造
工
業
部
門
で
あ
り
、
こ
れ
に
年
間
新
た
に
入
職
す
る
労
働
者
（
昭
和
二
十
七
年

入
職
率
二
十
五
％
で
あ
る
か
ら
一
六
七
万
人
）
で
あ
る
。
こ
の
他
鉱
業
及
び
建
設
部
門
が
若
干
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
構
想
の
下
に
、
わ
が
国
に
照
会
を
し
て
来
た
。

又
、
こ
れ
と
は
別
に
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
に
基
く
（
Ｔ
Ｃ
Ａ
（
技
術
協
力
局
）
資
金
に
よ
る
ア
ジ
ア

マ
マ

諸
国
技
能
労
働
者
の
日
本
に
お
け
る
職
業
訓
練
も
考
え
ら
れ
て
い
て
、
近
く
実
現
を
見
る
よ
う
で
あ

る
。
か
く
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
は
単
に
国
内
的
見
地
か
ら
の
み
で
な
く
、
国
際.

的
視
野

か
ら
、
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

課課

題題

一
九
五
〇
年
職
業
訓
練
勧
告
に
は
職
業
訓
練
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
技
術
的
、
職
業
的

又
は
監
督
的
知
識
又
は
技
能
を
習
得
し
又
は
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
雇
用
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

訓
練
方
法
を
言
い
且
つ
再
訓
練
を
含
み
、
訓
練
が
企
業
内
で
施
さ
れ
る
と
企
業
外
で
施
さ
れ
る
と
を

問
わ
な
い
。」

こ
の
見
地
か
ら
、
わ
が
国
の
そ
れ
を
省
み
る
と
、
今
後
次
の
よ
う
な
課
題
が
考
え
ら
れ
る
。

１

職
業
訓
練
の
組
織
化

現
在
わ
が
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
行
政
の
運
営
は
、
各
省
各
局
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
総
合
性

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
勿
論
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
練
型
態
に
よ
り
、
そ
の
特
質
や
趣
旨
も
甚
だ
異

る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
後
職
業
訓
練
の
強
力
な
推
進
の
た
め
に
は
、
こ
れ
を
広
汎
な
視
野
か
ら
総

合
的
計
画
の
下
に
管
理
運
営
し
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
組
織
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
段

階
と
し
て
訓
練
方
式
、
教
程
基
準
、
最
新
技
術
等
に
つ
い
て
共
同
的
に
研
究
し
た
り
、
指
導
員
の

交
流
融
通
を
図
る
た
め
の
連
絡
協
議
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

２

職
業
訓
練
の
適
正
化

今
後
は
真
に
産
業
の
要
求
す
る
あ
ら
ゆ
る
技
術
労
働
力
を
、
完
全
迅
速
に
供
給
し
う
る
よ
う
な
、

形
式
や
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
効
率
的
職
業
訓
練
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
各
種
訓

練
施
設
、
機
械
器
具
、
指
導
員
等
の
拡
充
改
善
は
も
と
よ
り
、
職
業
訓
練
実
施
種
目
選
定
の
適
性

化
、
訓
練
対
象
及
び
方
法
の
拡
大
（
例－

職
業
補
導
所
に
お
け
る
夜
間
補
導
の
活
用
に
よ
る
転
職

に
手
の
と
ど
く
よ
う
な
）
産
業
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。

３

職
業
訓
練
の
国
際
化

前
述
の
如
く
今
後
わ
が
国
の
職
業
訓
練
は
国
際
的
に
、
特
に
ア
ジ
ア
地
域
的
規
模
に
お
い
て
考

え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
訓
練
内
容
、
技
能
標
準
、
使
用
器
具
等
は
出
来

う
る
限
り
国
際
的
に
普
遍
性
の
あ
る
よ
う
に
計
画
す
る
と
と
も
に
、
海
外
の
資
料
、
情
報
の
入
手
、

わ
が
国
の
施
設
や
計
画
の
海
外
広
報
、
更
に
指
導
員
等
の
語
学
能
力
の
培
養
等
に
力
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『
時
報
』

昭
和
二
八
年
七
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
三
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
務
部
長
宛
（
補

発
第
六
九
号
）

自自
動動
車車
整整
備備
士士
受受
験験
資資
格格
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
修
了
者
に
対
す
る
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
技
能

検
定
の
受
験
資
格
が
、
左
記
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
で
御
了
知
ね
が
い
た
い
。
な
お
、
こ
の

改
正
は
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
四
日
付
運
輸
大
臣
達
第
４
号
に
よ
っ
て
各
陸
運
局
長
に
通
知
済

で
あ
る
か
ら
念
の
た
め
申
添
え
る
。

記

㈠

一
ケ
年
の
自
動
車
整
備
科
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
修
了
後
直
ち
に
三
級
及
び
初
級

自
動
整
備
士
の
受
験
資
格
を
認
め
る
。

㈡

六
ケ
月
の
自
動
車
整
備
科
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
工
場
に
お
け
る
自
動
車
整
備
作

業
に
関
す
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
れ
ば
、
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
受

験
資
格
を
認
め
る
。

（
注
）
従
来
の
受
験
資
格
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
昭
和
二
十
六
年
九
月
二
十
日
付
職
発
第

五
九
〇
号
記
載
）

㈠

一
年
制
の
自
動
車
修
理
科
を
卒
業
し
た
者
で
、
旧
制
甲
種
工
業
学
校
卒
業
者
及
び
運

輸
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
卒
業
後
直

ち
に
、
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
は
工
場
に
お
け
る
自
動
車
整
備
作
業
に
関
す
る
一
年

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
れ
ば
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
受
験
資
格
を
認
め

る
。

㈡

半
年
制
の
自
動
車
整
備
科
を
卒
業
し
た
者
で
、
旧
制
甲
種
工
業
学
校
卒
業
者
及
び
運

輸
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
工
場
に
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お
け
る
自
動
車
整
備
作
業
に
関
す
る
一
年
以
上
の
、
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
は
二
年

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
れ
ば
、
三
級
及
び
初
級
自
動
車
整
備
士
の
受
験
資
格
を
認

め
る
。

（
写
）

達
第
四
号

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
に
基
づ
く
技
能
検
定
の
受
験
資
格
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を

定
め
る
件
（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
達
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
二
月
十
四
日

運
輸
大
臣

石
井

光
次
郎

第
四
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
．
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
に
よ
る
公
共
職
業
補

導
所
の
半
年
制
の
自
動
車
修
理
科
を
卒
業
し
た
者
で
自
動
車
の
整
備
作
業
に
関
し
て
一

年
以
上
（
補
導
期
間
を
除
く
）
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
一
年
制
の
自
動
車
修

理
科
を
卒
業
し
た
者
。

手手
引引
施施
行行
後後
もも
効効
力力
をを
有有
すす
るる
通通
達達

〔
分
類
は
例
規
総
覧
（
旧
手
引
）
に
よ
る
〕

第
一
部

組
織
及
び
管
理

第
一
章

一
般
方
針

一
．
法
律
施
行
通
達

年

月

日

文

書

番

号

件

名

二
三
．
七
．
一
〇

二
三
職

五
五
八

職
業
安
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
施
行
に
関
す
る
件

二
五
．
六
．.

九

二
五
職

四
〇
三

労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
つ
い
て

二
四
．
六

緊
急
失
業
対
策
法
の
実
施
に
つ
い
て

二
五
．
九
．
一
二

二
五
職

五
五
八

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
公
布
に
つ
い
て

二
七
．
七
．
一
一

二
七
職

七
三
〇

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

二
三
．
三
．

三

二
三
職

八
四

職
業
安
定
法
並
び
に
同
施
行
規
則
の
公
布
に
関
す
る
件

二
三
．
九
．
一
〇

二
三
職

七
二
三

職
業
安
定
法
及
び
労
働
基
準
法
施
行
に
関
し
て
職
業
安
定
機
関
と
労
働
基
準

監
督
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
件

第
六
部

職
業
補
導

第
三
章

職
業
補
導
所
の
設
置
及
び
経
営

二
六
．

九
．
二
〇

二
六
職
一
、
〇
六
四

公
共
職
業
補
導
所
の
火
災
未
然
防
止
措
置
に
つ
い
て

二
三
．
一
一
．
一
一

二
六
職

七
八
〇

職
業
補
導
の
実
習
と
労
働
基
準
法
の
規
定
並
び
に
職
業
安
定
法
に
定
め
る

労
働
者
供
給
事
業
禁
止
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て

二
五
．
一
一
．
二
一

「
公
共
職
業
補
導
所
生
産
品
並
び
に
実
習
収
入
金
処
理
要
項
の
改
正
に
つ

い
て
」
添
付
「
公
共
職
業
補
導
所
台
帳
に
お
け
る
実
習
に
つ
い
て
」

『
神
綴
り
』

昭
和
二
八
年
八
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
三
四
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
八
職
補
第
一
八
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
用用
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
旅
客
及
び
荷
物
運
送
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
六
日
日
本
国
有
鉄

道
工
事
一
一
〇
号)

第
六
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
「
通
学
定
期
券
」
の
発
売
指
定
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
取
扱
に
つ
い
て
は
爾
後
左
記
に

よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
了
知
の
上
そ
の
取
扱
に
万
遺
憾
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記

一
、
「
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
」
（
以
下
単
に
割
引
証
と
い
う
）
の
配
布
申
請
手
続

き
に
つ
い
て
「
割
引
証
」
は
県
職
業
補
導
課
に
お
い
て
各
公
共
職
業
補
導
所
に
配
布
す

る
が
、
そ
の
申
請
手
続
き
は
、
（
別
紙
様
式
一
）
に
よ
る
配
布
申
請
書
を
必
要
に
応
じ
て

提
出
し
配
布
を
受
け
る
こ
と
。

二
、
「
割
引
証
」
の
発
給
手
続
き
に
つ
い
て

一
に
よ
っ
て
配
布
を
受
け
た
割
引
証
は
別
紙
様
式
㈡
に
示
す
受
渡
法
に
よ
っ
て
整
理
し
置

き
補
導
生
よ
り
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
請
求
内
容
を
審
査
し
適
当
と
認
め

た
場
合
に
限
り
別
紙
様
式
㈢
に
示
す
受
渡
明
細
表
に
所
要
事
項
を
記
入
し
受
領
印
を
押

印
せ
し
め
交
付
す
る
こ
と
。

三
、
割
引
証
受
渡
状
況
の
報
告
に
つ
い
て

各
公
共
職
業
補
導
所
は
毎
年
一
月
現
在
を
以
っ
て
二
月
十
五
日
ま
で
に
県
職
業
補
導
課
へ

別
紙
様
式
㈣
に
よ
り
当
該
年
度
に
お
け
る
受
渡
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
。

別
紙
様
式
㈠

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
配配
布布
申申
請請
書書

当
所
補
導
生
用
と
し
て
標
記
運
賃
割
引
証
を
左
記
の
と
お
り
配
布
い
た
さ
れ
た
く
申
請
い
た
し
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ま
す
。

記

学
校
学
生
生
徒
割
引
証

枚

昭
和

年

月

日

○
○
公
共
職
業
補
導
所
長

神
奈
川
県
労
働
部
職
業
補
導
課
長
殿

様
式
㈡
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
三
五
〕
労
働
部
長
、
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
達
（
二
八
職

補
第
二
四
三
号
）

神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱
のの
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
改
正
さ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
が
取
扱
い
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
御

配
慮
願
い
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
支支
給給
要要
綱綱

第
一

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
四
一
号
）
第
二
八
条
第
二
項
に
基
づ
く
神
奈

川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。
）
に
お
け
る
補
導
生
手

当
て
の
支
給
に
つ
い
て
は
す
べ
て
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二

こ
の
要
綱
に
示
し
た
補
導
手
当
と
は
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を
受
け
て
い
る
者

（
以
下
補
導
生
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
補
導
期
間
中
職
業
補
導
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
経
費
の
負
担
の
軽
減
を
計
り
、
補
導
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
支

給
す
る
手
当
を
い
う
。

第
三

補
導
手
当
は
補
導
所
の
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
補
習
生
に
対
し
て
は
こ
れ

を
支
給
し
な
い
。

第
四

補
導
手
当
は
日
曜
、
祝
祭
日
で
あ
っ
て
職
業
補
導
を
実
施
し
な
い
日
及
び
欠
席
し
た
日

な
ら
び
に
休
暇
・
休
学
の
日
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
。

⑵
遅
刻
・
早
退
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
席
時
間
が
所
定
の
一
日
の
補
導
時
間
の
二
分
の

一
以
上
の
場
合
は
第
六
に
定
め
る
支
給
日
額
の
全
額
を
支
給
す
る
。

第
五

補
導
生
は
補
導
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
生
活
保
護
法
の
適
用
及
び
失
業
保
険
金
の
受
給

等
そ
の
他
一
切
の
経
済
的
条
件
に
よ
り
そ
の
支
給
の
制
限
を
受
け
な
い
。

第
六

補
導
手
当
の
支
給
額
は
日
額
計
算
と
し
、
そ
の
支
給
日
額
は
歳
出
予
算
の
範
囲
内
で
別

に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
七

補
導
手
当
は
原
則
と
し
て
所
長
の
定
め
る
毎
月
一
定
日
に
前
月
分
を
取
り
ま
と
め
て
こ

れ
を
支
給
す
る
。
但
し
修
了
月
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
八

所
長
は
補
導
手
当
支
給
明
細
簿
（
様
式
一
）
を
備
え
つ
け
、
こ
れ
が
経
理
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九

こ
の
要
綱
実
施
に
必
要
な
事
項
は
労
働
部
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十

こ
の
要
綱
は
昭
和
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

第
十
一

昭
和
二
十
四
年
八
月
六
日
付
二
四
職
第
五
四
七
号
神
奈
川
県
補
導
手
当
支
給
要
綱
は

こ
れ
を
廃
止
す
る
。

補補

導導

手手

当当

支支

給給

明明

細細

簿簿

様
式

支
給
年
月
日

受
給
者
氏
名

単
価

出
席
日
数

支
給
額

受
領
印

摘
要

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
三
月
二
九
日

〔
五
─
二
─
三
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
七
〇
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
ララ
ヂヂ
オオ
聴聴
取取
料料
のの
免免
除除
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
今
般
財
団
法
人
日
本
放
送
協
会
と
協
議
し
た
結
果
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導

生
教
育
の
用
に
供
す
る
ラ
ヂ
オ
放
送
受
信
料
は
四
月
一
日
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
ヽ
な
っ
た
の

で
、
貴
管
下
公
共
職
業
補
導
所
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
早
急
に
管
内
日
本
放
送
協
会
支
局

に
対
し
ラ
ヂ
オ
聴
取
料
の
免
除
申
請
を
せ
ら
れ
た
い
。
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ま
す
。

記

学
校
学
生
生
徒
割
引
証

枚

昭
和

年

月

日

○
○
公
共
職
業
補
導
所
長

神
奈
川
県
労
働
部
職
業
補
導
課
長
殿

様
式
㈡
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
三
五
〕
労
働
部
長
、
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
達
（
二
八
職

補
第
二
四
三
号
）

神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱
のの
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
改
正
さ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
が
取
扱
い
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
御

配
慮
願
い
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
支支
給給
要要
綱綱

第
一

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
四
一
号
）
第
二
八
条
第
二
項
に
基
づ
く
神
奈

川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。
）
に
お
け
る
補
導
生
手

当
て
の
支
給
に
つ
い
て
は
す
べ
て
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二

こ
の
要
綱
に
示
し
た
補
導
手
当
と
は
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を
受
け
て
い
る
者

（
以
下
補
導
生
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
補
導
期
間
中
職
業
補
導
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
経
費
の
負
担
の
軽
減
を
計
り
、
補
導
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
支

給
す
る
手
当
を
い
う
。

第
三

補
導
手
当
は
補
導
所
の
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
補
習
生
に
対
し
て
は
こ
れ

を
支
給
し
な
い
。

第
四

補
導
手
当
は
日
曜
、
祝
祭
日
で
あ
っ
て
職
業
補
導
を
実
施
し
な
い
日
及
び
欠
席
し
た
日

な
ら
び
に
休
暇
・
休
学
の
日
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
。

⑵
遅
刻
・
早
退
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
席
時
間
が
所
定
の
一
日
の
補
導
時
間
の
二
分
の

一
以
上
の
場
合
は
第
六
に
定
め
る
支
給
日
額
の
全
額
を
支
給
す
る
。

第
五

補
導
生
は
補
導
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
生
活
保
護
法
の
適
用
及
び
失
業
保
険
金
の
受
給

等
そ
の
他
一
切
の
経
済
的
条
件
に
よ
り
そ
の
支
給
の
制
限
を
受
け
な
い
。

第
六

補
導
手
当
の
支
給
額
は
日
額
計
算
と
し
、
そ
の
支
給
日
額
は
歳
出
予
算
の
範
囲
内
で
別

に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
七

補
導
手
当
は
原
則
と
し
て
所
長
の
定
め
る
毎
月
一
定
日
に
前
月
分
を
取
り
ま
と
め
て
こ

れ
を
支
給
す
る
。
但
し
修
了
月
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
八

所
長
は
補
導
手
当
支
給
明
細
簿
（
様
式
一
）
を
備
え
つ
け
、
こ
れ
が
経
理
を
明
確
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九

こ
の
要
綱
実
施
に
必
要
な
事
項
は
労
働
部
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十

こ
の
要
綱
は
昭
和
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

第
十
一

昭
和
二
十
四
年
八
月
六
日
付
二
四
職
第
五
四
七
号
神
奈
川
県
補
導
手
当
支
給
要
綱
は

こ
れ
を
廃
止
す
る
。

補補

導導

手手

当当

支支

給給

明明

細細

簿簿

様
式

支
給
年
月
日

受
給
者
氏
名

単
価

出
席
日
数

支
給
額

受
領
印

摘
要

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
三
月
二
九
日

〔
五
─
二
─
三
六
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
七
〇
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
ララ
ヂヂ
オオ
聴聴
取取
料料
のの
免免
除除
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
今
般
財
団
法
人
日
本
放
送
協
会
と
協
議
し
た
結
果
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導

生
教
育
の
用
に
供
す
る
ラ
ヂ
オ
放
送
受
信
料
は
四
月
一
日
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
ヽ
な
っ
た
の

で
、
貴
管
下
公
共
職
業
補
導
所
に
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
早
急
に
管
内
日
本
放
送
協
会
支
局

に
対
し
ラ
ヂ
オ
聴
取
料
の
免
除
申
請
を
せ
ら
れ
た
い
。
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な
お
日
本
放
送
協
会
加
入
部
長
か
ら
各
支
局
に
対
し
別
添
寫
の
と
お
り
通
知
さ
れ
て
い
る
の

で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

昭
和
二
九
年
三
月
二
四
日

加
入
部
長

殿

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
受受
信信
設設
備備
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

右
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
法
に
規
定
す
る
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
入
所
者
教
養
の

専
用
に
供
す
る
受
信
設
備
は
、
四
月
一
日
以
降
免
除
に
準
じ
た
取
扱
（
統
計
上
は
基
準
の
第
四

号
に
入
れ
、
別
保
管
）
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
よ
ろ
し
く
取
計
ら
れ
た
い
。

な
お
、
昭
和
二
九
年
三
月
一
日
現
在
の
貴
局
管
内
公
共
職
業
補
導
所
は
別
紙
の
と
お
り
で
あ

る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
三
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
七
八
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
（
昭
和
二
九
年
三
月
三
十
一
日
付
基

発
第
一
五
九
号
（
別
添
寫
一
、
参
照
）
に
よ
り
、
そ
の
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

左
記
に
よ
り
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
、
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
慮
願
い
た
い
。

記記

一
、
公
共
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
及
び
実
施
方
法
は
、
労
働

安
全
衛
生
規
則
第
四
百
条
に
基
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士

試
験
」
と
同
一
基
準
の
も
の
（
別
添
写
二
、
参
照
）
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
（
別
添
寫
二
、

参
照
）
に
達
し
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
（
様

式
一
、
参
照
）
を
申
請
書
（
様
式
二
、
参
照
）
に
添
付
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
職
業
補
導
所
長
は
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全

衛
生
・
関
係
法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
上
、
緊
密
な
連

繋
を
保
つ
て
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

三
、
こ
の
措
置
に
よ
り
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
の
結
果
、
労
働
安
全
衛
生
規

則
に
定
め
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
労
働
安
全
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
貴
職
に
お
い
て
も
試
験
の
厳
正
な
実
施
に
つ
い
て

十
全
の
指
導
、
監
督
を
加
え
、
そ
の
適
正
を
期
す
る
こ
と
。

参
考

労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
抜抜
粋粋

第
四
百
条

溶
接
士
試
験
は
、
左
の
科
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
都
道
府
県
労
働

基
準
局
長
が
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
よ
り
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た

者
に
つ
い
て
は
、
試
験
科
目
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
実
技

二

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

三

ア
セ
チ
レ
ン
、
カ
ー
バ
イ
ト
及
び
酸
素
に
関
す
る
事
項

四

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令

第
四
百
一
条

溶
接
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
十
七
号
に
よ
る
申
請
書
を

所
轄
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
一

様
式
二

修

了

成

績

証

明

書

労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
三
十
七
号

（

）
試

験

申

請

書

氏

最

本

籍

（
表
面
）

名

終

地

溶
接
科

学

住

所

生

年

年

月

日

歴

現

住

氏

名

月
日

所

生
年
月
日

受
験
種
目

級
（
種
）

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
成
績
表

取
扱
者
氏
名

㊞

労
働
基
準
局
長
殿

学

科

実

技

（
備
考
）
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一
、
表
題
の
（

）
内
は
、
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接

成

溶
接
装
置
の

カ
─
バ
イ
ト
、
ア

ア
セ
チ
レ
ン

合
計

溶
接
装
置

溶
接
（
切

合

計

備

考

士
、
映
寫
技
術
者
の
該
当
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

構
造
及
び
取

セ
チ
レ
ン
及
び
酸

溶
接
に
関
す

の
取
扱

断
）
の
作

二
、
申
請
前
六
ヵ
月
い
な
い
に
撮
影
し
た
る
名
刺
形
半
身
脱
帽
の
寫
真
一
葉
を
添
付
す
る
こ
と
。

扱
概
要

素
に
関
す
る
事
項

る
法
令

業

三
、
試
験
免
許
に
関
す
る
資
格
そ
の
他
参
考
と
な
る
証
明
書
が
あ
る
も
の
は
そ
の
寫
を
添
付
す

積

る
こ
と
。

（
裏
面
）

学
歴
及
び
職
歴
に
関
す
る
事
項

右
の
と
お
り
証
明
す
る
。

昭
和

年

月

日

○
○
県
○
○
公
共
職
業
補
導
所
長
㊞

（
別
添
一
）

基
発
第
一
五
九
号

昭
和
二
九
年
三
月
三
十
一
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
通
達

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
補補
導導
課課
程程
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第

四四
百百
条条
但但
書書
のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
四
百
条
但
書
の
規
定
に
基
き
左
記
に
示
す
基
準
に
よ
り
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
百
一
条
の
規
定
に
基
き
第

三
十
七
号
様
式
に
よ
る
試
験
申
請
書
に
公
共
職
業
補
導
所
長
の
発
行
す
る
修
了
成
績
証
明
書
を

添
付
せ
し
め
ら
れ
た
い
。

記

一
、
補
導
生
に
対
し
て
行
う
溶
接
科
に
関
す
る
修
了
試
験
の
う
ち
、
そ
の
科
目
の
範
囲
、
内
容

の
程
度
及
び
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」
（
昭
和

二
十
四
年
四
月
十
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の

う
ち
試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
及
び
公
共
職
業
補
導
所
長
が
予
め

協
議
の
上
作
製
し
た
も
の
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
右
の
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
の
成
績
は
、「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」

（
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
及
落
決
定
の
基
準
以
上
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
別
添
二
）

各各
種種
技技
能能
試試
験験
のの
施施
行行
にに
関関
すす
るる
件件

（
昭
和
二
四
・
四
・
一
六
日
基
発
四
四
七
号
）

（
改
正
昭
和
二
六
・
二
・
一
二
日
基
発
一
〇
五
号
）

（
改
正
昭
和
二
七
・
二
・
一
九
基
発
七
八
号
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
施
行
に
伴
う
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ

ン
溶
接
士
及
び
映
写
技
術
者
の
技
能
試
験
に
関
す
る
試
験
施
行
要
領
並
び
に
労
働
省
労
働
基
準

局
長
の
示
す
試
験
免
許
基
準
に
つ
い
て
は
昭
和
二
三
年
二
月
一
三
日
基
発
二
四
三
号
「
各
種
技

能
試
験
の
施
行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
二
月
一
九
日
基
発
第
二
六
八
号
「
各
種
技
能
試
験

の
施
行
要
領
中
追
加
並
び
に
訂
正
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
二
月
二
〇
日
基
発
第
二
九
六
号
「
汽

罐
溶
接
士
試
験
の
施
行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
三
月
一
五
日
基
発
第
四
四
九
号
「
技
能
試

験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
四
月
一
五
日
基
発
第
六
〇
五
号
「
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三

一
四
条
の
汽
罐
士
試
験
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
四
月
二
〇
日
基
発
第
六
二
六
号
「
技
能
試
験

免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
基
発
第
一
〇
〇
四
号
「
地
方
鉄
道
及
び
軌
道
に
お

け
る
機
関
車
乗
務
員
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
七
月
三
〇
日
基
発
第
一
〇
九
四
号

「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
及
び
昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
一
日
基
発
第
一
五
二
七
号
「
汽
罐

士
試
験
免
除
基
準
の
追
加
に
つ
い
て
」
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
爾
後
こ
れ
等
を
廃
止
し

本
件
に
よ
り
左
記
事
項
を
留
意
の
上
別
紙
要
領
並
び
に
基
準
に
よ
り
実
施
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
試
験
の
施
行
に
つ
い
て
は
左
記
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

イ

試
験
は
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
、
な
る
べ
く
毎
年
二
回
以
上
行
う
こ
と
。
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一
、
表
題
の
（

）
内
は
、
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接

成

溶
接
装
置
の

カ
─
バ
イ
ト
、
ア

ア
セ
チ
レ
ン

合
計

溶
接
装
置

溶
接
（
切

合

計

備

考

士
、
映
寫
技
術
者
の
該
当
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

構
造
及
び
取

セ
チ
レ
ン
及
び
酸

溶
接
に
関
す

の
取
扱

断
）
の
作

二
、
申
請
前
六
ヵ
月
い
な
い
に
撮
影
し
た
る
名
刺
形
半
身
脱
帽
の
寫
真
一
葉
を
添
付
す
る
こ
と
。

扱
概
要

素
に
関
す
る
事
項

る
法
令

業

三
、
試
験
免
許
に
関
す
る
資
格
そ
の
他
参
考
と
な
る
証
明
書
が
あ
る
も
の
は
そ
の
寫
を
添
付
す

積

る
こ
と
。

（
裏
面
）

学
歴
及
び
職
歴
に
関
す
る
事
項

右
の
と
お
り
証
明
す
る
。

昭
和

年

月

日

○
○
県
○
○
公
共
職
業
補
導
所
長
㊞

（
別
添
一
）

基
発
第
一
五
九
号

昭
和
二
九
年
三
月
三
十
一
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
通
達

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
補補
導導
課課
程程
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第

四四
百百
条条
但但
書書
のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
四
百
条
但
書
の
規
定
に
基
き
左
記
に
示
す
基
準
に
よ
り
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
百
一
条
の
規
定
に
基
き
第

三
十
七
号
様
式
に
よ
る
試
験
申
請
書
に
公
共
職
業
補
導
所
長
の
発
行
す
る
修
了
成
績
証
明
書
を

添
付
せ
し
め
ら
れ
た
い
。

記

一
、
補
導
生
に
対
し
て
行
う
溶
接
科
に
関
す
る
修
了
試
験
の
う
ち
、
そ
の
科
目
の
範
囲
、
内
容

の
程
度
及
び
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」
（
昭
和

二
十
四
年
四
月
十
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の

う
ち
試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
及
び
公
共
職
業
補
導
所
長
が
予
め

協
議
の
上
作
製
し
た
も
の
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
右
の
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
の
成
績
は
、「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」

（
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
及
落
決
定
の
基
準
以
上
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
別
添
二
）

各各
種種
技技
能能
試試
験験
のの
施施
行行
にに
関関
すす
るる
件件

（
昭
和
二
四
・
四
・
一
六
日
基
発
四
四
七
号
）

（
改
正
昭
和
二
六
・
二
・
一
二
日
基
発
一
〇
五
号
）

（
改
正
昭
和
二
七
・
二
・
一
九
基
発
七
八
号
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
施
行
に
伴
う
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ

ン
溶
接
士
及
び
映
写
技
術
者
の
技
能
試
験
に
関
す
る
試
験
施
行
要
領
並
び
に
労
働
省
労
働
基
準

局
長
の
示
す
試
験
免
許
基
準
に
つ
い
て
は
昭
和
二
三
年
二
月
一
三
日
基
発
二
四
三
号
「
各
種
技

能
試
験
の
施
行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
二
月
一
九
日
基
発
第
二
六
八
号
「
各
種
技
能
試
験

の
施
行
要
領
中
追
加
並
び
に
訂
正
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
二
月
二
〇
日
基
発
第
二
九
六
号
「
汽

罐
溶
接
士
試
験
の
施
行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
三
月
一
五
日
基
発
第
四
四
九
号
「
技
能
試

験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
四
月
一
五
日
基
発
第
六
〇
五
号
「
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三

一
四
条
の
汽
罐
士
試
験
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
四
月
二
〇
日
基
発
第
六
二
六
号
「
技
能
試
験

免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
基
発
第
一
〇
〇
四
号
「
地
方
鉄
道
及
び
軌
道
に
お

け
る
機
関
車
乗
務
員
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
七
月
三
〇
日
基
発
第
一
〇
九
四
号

「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
及
び
昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
一
日
基
発
第
一
五
二
七
号
「
汽
罐

士
試
験
免
除
基
準
の
追
加
に
つ
い
て
」
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
爾
後
こ
れ
等
を
廃
止
し

本
件
に
よ
り
左
記
事
項
を
留
意
の
上
別
紙
要
領
並
び
に
基
準
に
よ
り
実
施
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
試
験
の
施
行
に
つ
い
て
は
左
記
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

イ

試
験
は
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
、
な
る
べ
く
毎
年
二
回
以
上
行
う
こ
と
。
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ロ

試
験
の
期
日
、
場
所
、
手
続
等
施
行
に
関
す
る
発
表
は
受
験
希
望
者
の
準
備
を
考
慮
し
、

相
当
期
間
の
余
裕
を
置
く
と
共
に
各
方
面
に
徹
底
を
図
る
こ
と
。

ハ

試
験
場
は
地
理
的
事
情
を
考
慮
し
、
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
数
ヶ
所
に
分
け
て
行
う

も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

ニ

試
験
の
結
果
発
表
は
試
験
終
了
後
な
る
べ
く
二
週
間
以
内
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

ホ

試
験
の
全
部
又
は
一
部
免
除
の
資
格
を
附
与
す
る
講
習
会
（
昭
和
二
三
年
四
月
二
八
日

基
案
発
第
三
五
号
及
び
昭
和
二
三
年
六
月
一
六
日
基
発
第
八
九
六
号
（
基
収
第
一
八
二
三

号
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
。
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
予

め
本
省
に
稟
議
す
る
こ
と
。

二
、
試
験
問
題
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
作
成
に
よ
る
を
原
則
と
す
る
が
必
要
が
あ
れ
ば

労
働
省
労
働
基
準
局
長
に
予
め
照
会
す
る
こ
と
。
但
し
、
特
級
汽
罐
士
及
び
汽
罐
溶
接
士
の

試
験
問
題
並
び
に
試
験
日
程
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
本
省
よ
り
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
こ

と
。

三
、
試
験
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
問
題
及
び
そ
の
結
果
を
昭
和
二
三
年
五
月
一
四

日
基
発
第
七
六
五
号
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
安
全
課
に
報
告
す
る
こ
と
。

四
、
別
紙
要
領
及
び
基
準
は
努
め
て
受
験
希
望
者
に
周
知
せ
し
め
る
様
取
は
か
ら
う
こ
と
。

アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士

第
一

技
能
試
験
の
施
行
要
領

一
、
試
験
内
容
の
程
度

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
作
業
及
び
溶
接
装
置
取
扱
の
全
般
に
通
じ
そ
の
作
業
者
を
し
て
安
全
且

つ
正
確
な
業
務
を
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
技
能

二
、
試
験
科
目
の
範
囲

１

学
科
試
験

イ

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

⑴

発
生
器
の
種
類
、
構
造
、
設
置
及
び
取
扱

⑵

安
全
器
の
構
造
、
取
付
及
び
取
扱

⑶

清
浄
器
、
導
管
及
び
吹
管
の
構
造
、
機
能
並
び
に
取
扱

⑶

酸
素
容
器
の
運
搬
及
び
取
扱

⑷

調
整
器
の
取
付
及
び
調
整

⑸

発
生
器
室
、
格
納
室
及
び
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め

ロ

カ
ー
バ
イ
ド
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
酸
素
に
関
す
る
事
項

⑴

カ
ー
バ
イ
ド
の
性
状
、
貯
蔵
及
び
取
扱

⑵

ア
セ
チ
レ
ン
の
発
生
、
一
般
性
状
及
び
危
険
性

⑶

ア
セ
チ
レ
ン
の
清
浄

⑷

溶
解
ア
セ
チ
レ
ン

５

圧
縮
酸
素
の
危
険
性

ハ

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
一
編
及
び
第
二
編
第
九
章
中

必
要
な
事
項
並
び
に
第
四
編
第
三
章

２

実
技
試
験

イ

溶
接
装
置
の
取
扱

⑴

溶
接
装
置
の
配
置
（
移
動
式
に
あ
っ
て
は
据
付
）
点
検
及
び
準
備
作
業

⑵

溶
接
装
置
の
手
入
れ
及
び
使
用
後
の
始
末

⑶

カ
ー
バ
イ
ド
の
投
入
、
注
水
及
び
水
位
の
調
節

⑷

安
全
器
（
水
封
式
）
の
取
付
、
注
水
及
び
水
位
の
点
検

⑸

吹
管
及
び
火
口
の
選
択
、
点
検
並
び
に
火
焔
の
調
節

⑹

調
整
器
の
取
付
及
び
調
整
方
法

⑺

事
故
の
未
然
発
見
及
び
応
急
処
置
法

ロ

溶
接
（
切
断
）
作
業

種

目

型

式

材

質

厚
さ
（
粍

長
さ
（
粍
）

備
考

下
向
突
合
溶
接

Ｉ

型

軟
鋼
板

一
─

五

一
〇
〇
─
一
五
〇

前
進
又
は
後
退

下
向
突
合
溶
接

Ｉ
型
又
は
Ｖ
型

軟
鋼
板

三
─
一
〇

一
〇
〇
─
一
五
〇

溶
接
に
つ
い
て

水
平
下
向
す
み
肉
溶
接

Ｔ

接

手

軟
鋼
板

三
─
一
〇

一
〇
〇
─
五
五
〇

垂

直

溶

接

重

合

せ

軟
鋼
板

二
─
一
二

一
〇
〇
─
一
五
五

切

断

軟
鋼
板

一
〇
─
二
〇

一
〇
〇
─
五
〇
〇

三
、
試
験
の
方
法

１

学
科
試
験

筆
記
試
験
を
原
則
と
す
る
。
但
し
そ
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
口
頭
試
問
に
よ
る
こ
と
が
出

来
る
。

２

実
技
試
験

溶
接
切
断
作
業
は
、
実
際
に
つ
い
て
行
わ
せ
溶
接
装
置
取
扱
の
項
は
単
に
操
法
つ
い
て
の

み
行
わ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
。

実
技
試
験
は
溶
接
装
置
の
取
扱
及
び
溶
接
（
切
断
）
作
業
を
含
む
適
宜
の
種
目
を
選
択
し

概
ね
三
〇
分
以
内
で
出
来
る
範
囲
と
す
る
。
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四
、
採
点
の
方
法

１

学
科
及
び
実
技
の
点
数
配
分
は
左
の
通
り
と
す
る
。

区
分

科

目

点
数

合
計
点

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

三
〇

学
科

カ
ー
バ
イ
ド
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
酸
素
に
関
す
る
事
項

三
〇

一
〇
〇

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令

四
〇

溶
接
装
置
の
取
扱

五
〇

実
技

一
〇
〇

溶
接
（
切
断
）
作
業

五
〇

２

及
第
の
決
定
は
左
の
基
準
に
よ
る
。

イ

学
科
、
実
技
共
一
〇
〇
点
を
も
っ
て
満
点
と
す
る
。

ロ

学
科
及
び
実
技
共
六
〇
点
以
上
の
も
の
を
合
格
と
す
る
。
但
し
学
科
試
験
が
五
〇
点

以
上
の
場
合
に
限
り
、
学
科
と
実
技
の
平
均
点
が
六
〇
点
以
上
の
と
き
こ
れ
を
合
格
と

す
る
。

ハ

学
科
試
験
は
各
項
目
中
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
下
の
科
目
が
あ
る
場
合
は
前
号
に
拘
ら

ず
こ
れ
を
不
合
格
と
す
る
。

３

不
合
格
の
場
合
に
学
科
又
は
実
技
試
験
の
成
績
中
七
〇
点
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
き
は

そ
の
試
験
施
行
後
同
一
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
一
年
以
内
に
行
う
技
能
試
験
に

限
り
当
該
学
科
又
は
実
技
の
試
験
は
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
九
日

〔
五
─
二
─
三
八
〕
労
働
部
長
よ
り
横
須
賀
共
同
作
業
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
一
〇
一
号
）

業業
務務
運運
営営
状状
況況
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

従
来
毎
月
翌
月
十
日
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
標
記
報
告
を
こ
の
た
び
左
記
要
領
の
と
お
り

改
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
致
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
本
改
正
要
領
に
よ
る
報
告
は
、
本
年
四
月
分
の
報
告
よ
り
と
す
る
の
で
承
知
さ
れ
た

い
。

横横
須須
賀賀
共共
同同
作作
業業
所所
業業
務務
運運
営営
状状
況況
調調
査査
作作
成成
提提
出出
要要
領領

一
、
本
調
査
の
目
的

作
業
所
作
業
員
に
つ
い
て
の
入
所
前
よ
り
退
所
に
至
る
ま
で
の
実
態
を
色
々
の
角
度
か
ら

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
作
業
所
の
各
種
業
務
運
営
上
の
参
考
資
料
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

二
、
報
告
と
形
式
の
内
容

本
報
告
の
形
式
は
毎
月
提
出
す
る
「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」
様
式
㈠
と
年
を
上
（
四

月
～
九
月
）
下
（
十
月
～
三
月
）
二
半
期
に
分
け
て
提
出
す
る
「
共
同
作
業
所
業
務
運

営
状
況
」
様
式
㈡
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
。

報
告
の
内
容
は
月
報
の
場
合
は
、
種
目
、
作
業
員
の
入
退
所
状
況
、
作
業
員
の
作
業
賃
の

状
況
等
で
あ
り
又
期
報
の
場
合
は
作
業
員
に
つ
い
て
の
入
退
所
状
況
、
年
齢
、
学
歴
、

家
族
関
係
、
作
業
内
容
、
作
業
収
入
状
況
、
身
体
状
況
、
作
業
員
の
就
職
状
況
等
の
十

四
項
目
で
あ
る
。

三
、
報
告
の
作
成
及
び
提
出
期
日

「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」
に
つ
い
て
は
、
毎
月
そ
の
月
の
状
況
を
翌
月
五
日
ま
で

に
県
職
業
補
導
課
と
管
轄
地
公
共
職
業
安
定
所
に
各
一
部
ず
つ
提
出
す
る
こ
と
。

「
共
同
作
業
所
業
務
運
営
状
況
」
に
つ
い
て
は
毎
半
期
の
状
況
を
当
該
期
の
終
了
の
月
の

翌
月
十
日
ま
で
に
県
職
業
補
導
課
と
管
轄
地
公
共
職
業
安
定
所
に
各
一
部
ず
つ
提
出
す

る
こ
と
。

四
、
報
告
の
作
成
要
領

㈠

「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」

⑴
報
告
に
含
ま
れ
る
期
間

報
告
内
容
で
あ
る
が
例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
四
月
の
場
合
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
～
昭
和
二

十
九
年
四
月
三
十
日
と
い
う
よ
う
に
月
の
始
め
と
終
り
の
日
を
明
記
す
る
こ
と
。

⑵
共
同
作
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

共
同
作
業
所
に
定
め
ら
れ
た
名
称
と
そ
の
所
在
地
を
記
入
す
る
。

⑶
報
告
提
出
年
月
日

こ
の
報
告
を
提
出
す
る
年
月
日

⑷
報
告
責
任
者
職
氏
名

こ
の
報
告
を
実
際
に
作
成
し
た
職
員
の
職
氏
名
を
記
入
す
る
。

⑸
作
業
種
目

作
業
種
目
を
記
入
す
る
。
数
個
の
作
業
種
目
を
有
す
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
別
欄
に
一
種
目
ず
つ
記

入
す
る
。

⑹
収
容
定
員

そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
種
目
に
定
め
ら
れ
た
収
容
定
員
数
を
記
入
す
る
。

⑺
在
所
者
数
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四
、
採
点
の
方
法

１

学
科
及
び
実
技
の
点
数
配
分
は
左
の
通
り
と
す
る
。

区
分

科

目

点
数

合
計
点

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

三
〇

学
科

カ
ー
バ
イ
ド
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
酸
素
に
関
す
る
事
項

三
〇

一
〇
〇

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令

四
〇

溶
接
装
置
の
取
扱

五
〇

実
技

一
〇
〇

溶
接
（
切
断
）
作
業

五
〇

２

及
第
の
決
定
は
左
の
基
準
に
よ
る
。

イ

学
科
、
実
技
共
一
〇
〇
点
を
も
っ
て
満
点
と
す
る
。

ロ

学
科
及
び
実
技
共
六
〇
点
以
上
の
も
の
を
合
格
と
す
る
。
但
し
学
科
試
験
が
五
〇
点

以
上
の
場
合
に
限
り
、
学
科
と
実
技
の
平
均
点
が
六
〇
点
以
上
の
と
き
こ
れ
を
合
格
と

す
る
。

ハ

学
科
試
験
は
各
項
目
中
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
下
の
科
目
が
あ
る
場
合
は
前
号
に
拘
ら

ず
こ
れ
を
不
合
格
と
す
る
。

３

不
合
格
の
場
合
に
学
科
又
は
実
技
試
験
の
成
績
中
七
〇
点
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
き
は

そ
の
試
験
施
行
後
同
一
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
一
年
以
内
に
行
う
技
能
試
験
に

限
り
当
該
学
科
又
は
実
技
の
試
験
は
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
九
日

〔
五
─
二
─
三
八
〕
労
働
部
長
よ
り
横
須
賀
共
同
作
業
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
一
〇
一
号
）

業業
務務
運運
営営
状状
況況
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

従
来
毎
月
翌
月
十
日
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
標
記
報
告
を
こ
の
た
び
左
記
要
領
の
と
お
り

改
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
致
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
本
改
正
要
領
に
よ
る
報
告
は
、
本
年
四
月
分
の
報
告
よ
り
と
す
る
の
で
承
知
さ
れ
た

い
。

横横
須須
賀賀
共共
同同
作作
業業
所所
業業
務務
運運
営営
状状
況況
調調
査査
作作
成成
提提
出出
要要
領領

一
、
本
調
査
の
目
的

作
業
所
作
業
員
に
つ
い
て
の
入
所
前
よ
り
退
所
に
至
る
ま
で
の
実
態
を
色
々
の
角
度
か
ら

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
作
業
所
の
各
種
業
務
運
営
上
の
参
考
資
料
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

二
、
報
告
と
形
式
の
内
容

本
報
告
の
形
式
は
毎
月
提
出
す
る
「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」
様
式
㈠
と
年
を
上
（
四

月
～
九
月
）
下
（
十
月
～
三
月
）
二
半
期
に
分
け
て
提
出
す
る
「
共
同
作
業
所
業
務
運

営
状
況
」
様
式
㈡
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
。

報
告
の
内
容
は
月
報
の
場
合
は
、
種
目
、
作
業
員
の
入
退
所
状
況
、
作
業
員
の
作
業
賃
の

状
況
等
で
あ
り
又
期
報
の
場
合
は
作
業
員
に
つ
い
て
の
入
退
所
状
況
、
年
齢
、
学
歴
、

家
族
関
係
、
作
業
内
容
、
作
業
収
入
状
況
、
身
体
状
況
、
作
業
員
の
就
職
状
況
等
の
十

四
項
目
で
あ
る
。

三
、
報
告
の
作
成
及
び
提
出
期
日

「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」
に
つ
い
て
は
、
毎
月
そ
の
月
の
状
況
を
翌
月
五
日
ま
で

に
県
職
業
補
導
課
と
管
轄
地
公
共
職
業
安
定
所
に
各
一
部
ず
つ
提
出
す
る
こ
と
。

「
共
同
作
業
所
業
務
運
営
状
況
」
に
つ
い
て
は
毎
半
期
の
状
況
を
当
該
期
の
終
了
の
月
の

翌
月
十
日
ま
で
に
県
職
業
補
導
課
と
管
轄
地
公
共
職
業
安
定
所
に
各
一
部
ず
つ
提
出
す

る
こ
と
。

四
、
報
告
の
作
成
要
領

㈠

「
共
同
作
業
所
業
務
状
況
月
報
」

⑴
報
告
に
含
ま
れ
る
期
間

報
告
内
容
で
あ
る
が
例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
四
月
の
場
合
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
～
昭
和
二

十
九
年
四
月
三
十
日
と
い
う
よ
う
に
月
の
始
め
と
終
り
の
日
を
明
記
す
る
こ
と
。

⑵
共
同
作
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

共
同
作
業
所
に
定
め
ら
れ
た
名
称
と
そ
の
所
在
地
を
記
入
す
る
。

⑶
報
告
提
出
年
月
日

こ
の
報
告
を
提
出
す
る
年
月
日

⑷
報
告
責
任
者
職
氏
名

こ
の
報
告
を
実
際
に
作
成
し
た
職
員
の
職
氏
名
を
記
入
す
る
。

⑸
作
業
種
目

作
業
種
目
を
記
入
す
る
。
数
個
の
作
業
種
目
を
有
す
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
別
欄
に
一
種
目
ず
つ
記

入
す
る
。

⑹
収
容
定
員

そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
種
目
に
定
め
ら
れ
た
収
容
定
員
数
を
記
入
す
る
。

⑺
在
所
者
数
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報
告
す
る
月
の
末
日
現
在
の
在
所
者
数
を

施
設

居
宅
作
業
者
の
数
を
男
女
別
に
記
入
す
る
。

(a)

(b)

⑻
月
間
中
の
移
動

報
告
す
る
月
の
月
間
中
の
入
退
所
者
数
を
記
入
す
る
。
こ
の
場
合
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
、
あ

っ
旋
に
よ
っ
て
入
退
所
し
た
も
の
の
数
は
当
該
欄
の

内
に
内
数
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

( )

⑼
作
業
日
数

⑺
の
在
所
の
中
の
施
設
作
業
者
の
月
間
の

作
業
延
日
数

一
人
平
均
作
業
日
数
即
ち
延
日
数

(a)

(b)

を
作
業
者
数
で
除
い
た
数
を
記
入
す
る
。

⑽
作
業
員

作
業
員
別
作
業
収
入
を

日
額
の
最
高
・
最
低
額
と
そ
の
相
加
平
均
額
を
記
入
す
る
。

(a)

月
間
支
払
総
額
は
共
同
作
業
所
に
お
い
て
そ
の
月
中
に
作
業
員
に
支
払
っ
た
作
業
賃
の
総
額
を

(b)施
設
作
業
者
と
居
宅
作
業
者
分
を
分
け
て
記
入
す
る
。

㈡

「
共
同
作
業
所
業
務
運
営
状
況
」

⑴
共
同
作
業
所
の
名
称

共
同
作
業
所
に
定
め
ら
れ
た
名
称
を
記
入
す
る
。

⑵
所
在
地

⑴
の
所
在
地
を
記
入
す
る
。

⑶
経
営
主
体

共
同
作
業
所
を
経
営
し
て
い
る
も
の
の
名
称
を
記
入
す
る
。

⑷
所
長
職
氏
名

共
同
作
業
所
の
所
見
の
職
氏
名
を
記
入
す
る
。

⑸
作
業
種
目

こ
の
報
告
は
作
業
日
毎
に
別
々
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
そ
の
種
目
名
を
記
入
す
る
。

⑹
報
告
に
含
ま
れ
る
期
間

報
告
内
容
で
あ
る
期
例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
度
の
上
半
期
の
分
で
あ
れ
ば
昭
和
二
十
九
年
四
月
一

日
～
昭
和
二
十
九
年
九
月
三
十
日
に
よ
う
に
期
の
始
め
と
終
り
の
日
を
記
入
す
る
。

⑺
提
出
年
月
日

報
告
を
提
出
す
る
年
月
日
を
記
入
す
る
。

⑻
報
告
作
成
者
職
氏
名

こ
の
報
告
を
実
際
に
作
成
し
た
職
員
の
職
氏
名
を
記
入
す
る
。

Ⅰ

定
員

１

収
容
定
員
こ
の
報
告
に
記
入
す
る
作
業
種
目
に
定
め
ら
れ
た
定
員
数
を
記
入
す
る
。

Ⅱ

所
在
者

２

前
期
末
所
在
者
報
告
期
の
前
の
期
の
末
日
例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
四
月
～
同
年
九
月
三

十
日
（
昭
和
二
十
九
年
度
上
期
分
）
の
報
告
の
場
合
は
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
現
在
の
在
所
者
数
を
記
入
す
る
。

３

今
期
入
所
者
報
告
の
期
の
間
に
入
所
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

Ⅲ

退
所
者

４

今
期
退
所
者
報
告
に
含
ま
れ
る
期
間
中
に
退
所
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

Ⅳ

在
所
者
の
年
齢

５
～

Ⅱ
の
２
、
３
行
目
を
合
計
し
た
者
の
年
齢
別
を
記
入
す
る
。

11

Ⅴ

在
所
者
の
学
歴

～

Ⅱ
の
２
、
３
行
目
を
合
計
し
た
者
の
学
歴
別
を
記
入
す
る
。

12

15

Ⅵ

在
所
者
の
前
職

～

Ⅱ
の
２
、
３
行
目
を
合
計
し
た
者
が
共
同
作
業
所
入
所
以
前
に
就
い
て
い
た
職
業

16

24

を
記
入
す
る
。

Ⅶ

家
族
関
係

～

Ⅱ
の
２
、
３
を
合
計
し
た
者
の
家
族
関
係
を
記
入
す
る
。

25

29

Ⅷ

在
所
者
の
作
業
所
外
作
業
収
入
の
有
無

～

Ⅱ
の
２
、
３
を
合
計
し
た
者
で
作
業
所
に
お
け
る
作
業
に
よ
る
収
入
以
外
に
収

30

33

入
が
あ
る
者
に
つ
い
て
の
、
そ
の
収
入
状
況
を
記
入
す
る
。

Ⅸ

入
所
の
動
機

～

Ⅱ
の
３
に
記
入
し
た
者
の
入
所
動
機
を
記
入
す
る
。

34

39

Ⅹ

入
所
経
路

～

の
Ⅸ
に
記
入
し
た
者
の
入
所
経
路
を
記
入
す
る
。

40

43

Ⅺ

退
所
理
由

～

Ⅲ
の
４
に
記
入
し
た
者
の
退
所
理
由
を
記
入
す
る
。

44

49

Ⅻ

就
職
状
況

～

Ⅲ
の
４
に
記
入
し
た
者
の
中

Ⅺ

の

行
目
に
記
入
さ
れ
た
者
の
就
職
の
状
況
を
記

50

53

47

入
す
る
。

⒀

就
職
者
の
初
給
賃
金

～

前

Ⅻ

の
者
の
初
給
賃
金
の
状
況
を
記
入
す
る
。

54

62

⒁

身
体
障
害
部
位

～

Ⅱ
の
２
、
３
の
合
計
さ
れ
た
者
の
中
の
身
体
障
害
者
の
障
害
部
位
を
記
入
す
る
。

63

71
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様
式
（
編
注
：
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
一
〇
日

自
動
車
整
備

〔
五
─
二
─
三
九
〕
労
働
部
長
、

各
公
共
職
業
補
導
長
宛
（
二
九
職
補
第
九
一
号
）

平
塚
相
模
原

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
今
般
（
労
働
省
基
準
局
長
通
達
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付
基
発
第
一
五
九
号
別
添

写
一
参
照
）
そ
の
試
験
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
左
記
に
よ
り
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
遺
憾

の
な
い
よ
う
に
い
た
さ
れ
た
い
。記記

一
、
公
共
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
お
よ
び
実
施
方
法
は
、
労
働
安
全
衛

生
規
則
第
四
百
条
に
も
と
ず
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
」
と

同
一
基
準
の
も
の
（
別
添
写
二
参
照
）
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
（
別
添
写
二
参
照
）
に
達
し
た
者
に

つ
い
て
は
当
該
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
許
の

申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
（
樣
式
）
に
添
付
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
職
業
補
導
所
長
は
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全
衛
生
関
係

法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
神
奈
川
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
う
え
緊
密
な
連
け
い
を
保
っ
て
、
そ

の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
四
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
一
〇
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
が
災
害
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
災
害
を
補
償
し
て
補
導
生
の
保
護
を
図
る
こ
と
は
、
職
業
補
導

を
効
果
的
に
実
施
す
る
上
か
ら
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
般
別
添
の
と
お
り
基
準
を
定
め
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償
の
内
容
を
一
定
し

て
、
こ
れ
を
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
左
記
御
了
知
の
上
昭
和
二
九
年
度
か
ら
災
害
補
償

は
こ
れ
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
い
。

記

一
．
一
般
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償

（
一
）
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
は
本
年
一
月
二
十
七
日
付
職
発
第
三
二
号
に
よ
る
昭
和
二
九
年
度
一

般
職
業
補
導
事
業
国
庫
補
助
要
綱
三
ノ
１
１
災
害
治
療
費
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
。

（
二
）
災
害
治
療
費
の
国
庫
補
助
金
は
、
同
号
通
達
に
よ
る
昭
和
二
九
年
度
一
般
公
共
職
業
補
導
所
予

算
基
準
に
基
づ
く
積
算
額
を
そ
の
所
要
見
込
額
と
し
、
そ
の
４
分
の
１
を
と
り
あ
え
ず
第
一
─
四

半
期
に
概
算
補
助
し
、
第
二
─
四
半
期
以
降
は
そ
の
経
理
状
況
に
よ
り
国
庫
補
助
額
を
決
定
す
る

こ
と
。

二
．
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償
費

（
一
）
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
は
、
本
年
二
月
五
日
付
職
発
第
四
九
号
通
達
に
よ
る
「
昭
和
二
九
年

度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
交
付
基
準
」
に
拘
ら
ず
第
一
─
四
半
期
に
本
省
で

算
定
し
た
年
間
所
要
見
込
額
の
四
分
の
一
を
と
り
あ
え
ず
概
算
交
付
し
、
第
二
─
四
半
期
以
降
は

そ
の
経
理
状
況
に
よ
り
交
付
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

三
．
一
般
公
共
職
業
補
導
所
に
要
す
る
災
害
補
償
費
（
国
庫
補
助
金
）
と
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所

に
要
す
る
災
害
補
償
費
（
経
営
委
託
費
）
は
、
予
算
種
目
が
異
な
る
か
ら
相
互
融
通
し
て
支
給
し
て

は
な
ら
な
い
。

四
．
災
害
補
償
基
準
に
該
当
す
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
速
や
か
に
そ
の
支
給
を

な
し
、
四
半
期
ご
と
に
そ
の
支
給
状
況
を
翌
月
ま
で
に
別
紙
様
式
に
よ
り
本
省
あ
て
報
告
す
る
こ
と
。

五
．
災
害
補
償
の
支
給
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
に
取
扱
い
、
証
拠
書
類
は
十
分
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

六
．
災
害
補
償
基
準
第
四
項
の
「
都
道
府
県
知
事
が
相
当
と
認
め
る
療
養
補
償
支
給
の
範
囲
」
と
は
、
健

康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
等
の
社
会
保
険
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
の
と
同
等
の
範
囲
（
昭
和
十
八
年

二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六
十
六
号
「
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
ノ
規
定
ニ
依
ル
療
養
ニ
要
ス

ル
費
用
ノ
額
ノ
算
定
方
法
」
第
一
項
の
別
表
、
診
療
報
酬
点
数
表
参
照
）
を
い
い
、
そ
れ
を
著
し
く

こ
え
た
場
合
は
、
国
庫
補
助
金
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
同
項
の
第
四
号
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容
か
ら
第
六
号
移
送
ま
で
は
、
や
む
を
え
な
い
場

合
の
み
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
は
本
省
へ
の
報
告
書
に
そ
の
内
訳
明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

別
紙公

共
職
業
補
導
所
補
導
生
災
害
補
償
費
支
給
状
況
報
告
書
（
第

期
分
）

都
道
府
県
名

公
共
職
業

補
導

補
導
生

災
害
の

災
害
発
生

災
害
発
生
の

治

療

補
償
の

支
給

備
考

補
導
所

種
目

氏

名

年
齢

種

類

年

月

日

原
因
と
状
況

期

間

種

類

金
額
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様
式
（
編
注
：
略
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
一
〇
日

自
動
車
整
備

〔
五
─
二
─
三
九
〕
労
働
部
長
、

各
公
共
職
業
補
導
長
宛
（
二
九
職
補
第
九
一
号
）

平
塚
相
模
原

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
今
般
（
労
働
省
基
準
局
長
通
達
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付
基
発
第
一
五
九
号
別
添

写
一
参
照
）
そ
の
試
験
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
左
記
に
よ
り
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
遺
憾

の
な
い
よ
う
に
い
た
さ
れ
た
い
。記記

一
、
公
共
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
お
よ
び
実
施
方
法
は
、
労
働
安
全
衛

生
規
則
第
四
百
条
に
も
と
ず
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
」
と

同
一
基
準
の
も
の
（
別
添
写
二
参
照
）
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
（
別
添
写
二
参
照
）
に
達
し
た
者
に

つ
い
て
は
当
該
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
許
の

申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
（
樣
式
）
に
添
付
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
職
業
補
導
所
長
は
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全
衛
生
関
係

法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
神
奈
川
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
う
え
緊
密
な
連
け
い
を
保
っ
て
、
そ

の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
四
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
四
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
一
〇
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
が
災
害
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
災
害
を
補
償
し
て
補
導
生
の
保
護
を
図
る
こ
と
は
、
職
業
補
導

を
効
果
的
に
実
施
す
る
上
か
ら
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
般
別
添
の
と
お
り
基
準
を
定
め
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償
の
内
容
を
一
定
し

て
、
こ
れ
を
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
、
左
記
御
了
知
の
上
昭
和
二
九
年
度
か
ら
災
害
補
償

は
こ
れ
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
い
。

記

一
．
一
般
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償

（
一
）
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
は
本
年
一
月
二
十
七
日
付
職
発
第
三
二
号
に
よ
る
昭
和
二
九
年
度
一

般
職
業
補
導
事
業
国
庫
補
助
要
綱
三
ノ
１
１
災
害
治
療
費
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
。

（
二
）
災
害
治
療
費
の
国
庫
補
助
金
は
、
同
号
通
達
に
よ
る
昭
和
二
九
年
度
一
般
公
共
職
業
補
導
所
予

算
基
準
に
基
づ
く
積
算
額
を
そ
の
所
要
見
込
額
と
し
、
そ
の
４
分
の
１
を
と
り
あ
え
ず
第
一
─
四

半
期
に
概
算
補
助
し
、
第
二
─
四
半
期
以
降
は
そ
の
経
理
状
況
に
よ
り
国
庫
補
助
額
を
決
定
す
る

こ
と
。

二
．
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
災
害
補
償
費

（
一
）
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
は
、
本
年
二
月
五
日
付
職
発
第
四
九
号
通
達
に
よ
る
「
昭
和
二
九
年

度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
経
営
委
託
費
交
付
基
準
」
に
拘
ら
ず
第
一
─
四
半
期
に
本
省
で

算
定
し
た
年
間
所
要
見
込
額
の
四
分
の
一
を
と
り
あ
え
ず
概
算
交
付
し
、
第
二
─
四
半
期
以
降
は

そ
の
経
理
状
況
に
よ
り
交
付
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

三
．
一
般
公
共
職
業
補
導
所
に
要
す
る
災
害
補
償
費
（
国
庫
補
助
金
）
と
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所

に
要
す
る
災
害
補
償
費
（
経
営
委
託
費
）
は
、
予
算
種
目
が
異
な
る
か
ら
相
互
融
通
し
て
支
給
し
て

は
な
ら
な
い
。

四
．
災
害
補
償
基
準
に
該
当
す
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
速
や
か
に
そ
の
支
給
を

な
し
、
四
半
期
ご
と
に
そ
の
支
給
状
況
を
翌
月
ま
で
に
別
紙
様
式
に
よ
り
本
省
あ
て
報
告
す
る
こ
と
。

五
．
災
害
補
償
の
支
給
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
に
取
扱
い
、
証
拠
書
類
は
十
分
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

六
．
災
害
補
償
基
準
第
四
項
の
「
都
道
府
県
知
事
が
相
当
と
認
め
る
療
養
補
償
支
給
の
範
囲
」
と
は
、
健

康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
等
の
社
会
保
険
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
の
と
同
等
の
範
囲
（
昭
和
十
八
年

二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六
十
六
号
「
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
ノ
規
定
ニ
依
ル
療
養
ニ
要
ス

ル
費
用
ノ
額
ノ
算
定
方
法
」
第
一
項
の
別
表
、
診
療
報
酬
点
数
表
参
照
）
を
い
い
、
そ
れ
を
著
し
く

こ
え
た
場
合
は
、
国
庫
補
助
金
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
同
項
の
第
四
号
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容
か
ら
第
六
号
移
送
ま
で
は
、
や
む
を
え
な
い
場

合
の
み
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
は
本
省
へ
の
報
告
書
に
そ
の
内
訳
明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

別
紙公

共
職
業
補
導
所
補
導
生
災
害
補
償
費
支
給
状
況
報
告
書
（
第

期
分
）

都
道
府
県
名

公
共
職
業

補
導

補
導
生

災
害
の

災
害
発
生

災
害
発
生
の

治

療

補
償
の

支
給

備
考

補
導
所

種
目

氏

名

年
齢

種

類

年

月

日

原
因
と
状
況

期

間

種

類

金
額
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公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
基基
準準

一
．
定
義

こ
の
基
準
で
災
害
補
償
と
は
、
補
導
生
の
負
傷
、
廃
症
（
疾
病
を
除
く
）
及
び
死
亡
に

対
し
て
、
金
銭
を
支
給
し
て
、
そ
の
損
失
を
償
い
又
は
慰
謝
す
る
こ
と
を
い
う
。

二
．
適
用
の
範
囲

こ
の
災
害
補
償
は
、
補
導
生
が
訓
練
（
学
習
及
び
実
習
）
上
の
事
由
に
よ
り
災
害
を
受
け

た
場
合
に
適
用
す
る
。
従
っ
て
補
習
生
の
災
害
又
は
補
導
生
で
あ
っ
て
も
、
通
学
の
途
中
、

遠
足
、
運
動
会
な
ど
訓
練
以
外
で
受
け
た
災
害
に
は
適
用
し
な
い
。
又
、
公
共
職
業
補
導
所

備
付
の
救
急
薬
品
で
治
療
で
き
る
程
度
の
軽
微
な
災
害
に
は
適
用
し
な
い
。

三
．
補
償
の
種
類

補
償
の
種
類
は
左
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
療
養
補
償
費

⑵
障
害
慰
謝
費

⑶
打
切
補
償
費

⑷
葬
祭
費

四
．
療
養
補
償
費

補
導
生
が
負
傷
し
た
場
合
に
、
療
養
補
償
費
を
支
給
す
る
。

療
養
補
償
支
給
の
範
囲
は
、
都
道
府
県
知
事
が
療
養
上
相
当
と
認
め
る
左
の
と
お
り
の
も

の
と
す
る
。

⑴
診
療

⑵
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

⑶
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療

⑷
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容

⑸
看
護

⑹
移
送

療
養
補
償
費
は
原
則
と
し
て
療
養
に
要
し
た
費
用
の
全
額
と
す
る
。

五
．
障
害
慰
謝
料

補
導
生
が
負
傷
し
、
そ
れ
が
治
っ
た
と
き
に
、
別
表
に
定
め
る
程
度
の
身
体
障
害
が
存
す

る
場
合
に
は
、
障
害
慰
謝
料
を
支
給
す
る
。

障
害
慰
謝
料
の
金
額
は
、
別
表
の
障
害
等
級
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。

別
表
に
定
め
る
程
度
の
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
重
度
の
等
級
に
よ
る
。

既
に
身
体
に
障
害
が
あ
る
者
が
、
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度
を
加
重
し
た
と
き
は
、

そ
の
障
害
慰
謝
料
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
従
前
の
障
害
に
応
ず
る
額
を
差
引
い
た
額
を
支
給

す
る
。

補
導
生
が
故
意
又
は
自
己
の
重
大
な
過
失
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
は
、
障
害
慰
謝
料

を
支
給
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
認
定
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

六
．
打
切
補
償
費

療
養
補
償
費
を
支
給
さ
れ
て
い
る
補
導
生
が
、
療
養
開
始
後
半
か
年
を
経
過
し
て
も
負
傷

が
治
ら
な
い
場
合
は
、
打
切
補
償
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
打
切
補
償
費
は
二
万
円

と
す
る
。

七
．
葬
祭
費

補
導
生
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
葬
儀
を
行
う
者
に
対
し
て
葬
祭
費
を
支
給
す
る
。
葬
祭
料

は
二
万
円
と
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
四
月
二
二
日

〔
五
─
二
─
四
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
二
三
一
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
のの
作作
成成
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
職
発
第
一
七
一
号
を
も
っ
て
通
達
し
た
標
記
に
つ
い
て
は
別

紙
「
補
導
生
補
導
記
録
作
成
要
領
」
に
基
づ
き
作
成
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
本
要
領
は
近
く
の
職
業
安
定
行
政
手
引
に
収
□
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
か
ら
申
し
添
え

る
。

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

一
、
序
説

⑴
記
録
の
目
的
及
び
意
義

身
体
障
害
者
を
職
業
補
導
す
る
に
当
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
如
何
に
す
れ
ば
効
果
あ

る
職
業
補
導
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
残
存
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
換
言
す
れ
ば
如
何
に
し
て
普
通
人
に
近
い
職
業
能
力
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
作
業
方
法
の
改
善
、
人
工
補
装
具
や
作
業
施
設
改
善
、
作
業
環
境
の

改
善
等
い
ろ
い
ろ
の
試
み
が
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
訓
練
方
法
如
何
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。

さ
て
、
経
験
上
明
ら
か
な
よ
う
に
一
口
に
身
体
障
害
者
と
い
っ
て
も
障
害
部
位
、
程
度
は
ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、
そ
の
上
、
精
神
的
能
力
、
個
性
の
面
に
お
い
て
も
、
夫
々
個
人
差
が
あ
っ
て
、
職
業
に
対
す
る

適
応
関
係
も
種
々
雑
多
な
様
相
を
示
す
の
が
常
で
あ
る
。
む
ろ
ん
健
全
者
で
も
個
人
差
は
あ
る
が
そ
れ

は
多
く
の
場
合
量
的
な
差
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
身
体
障
害
者
の
場
合
、
個
人
間
の
差
異
は
そ
れ
の
み
で
な
く
質
的
な
差
異
が
大
き
な
比
重
を

占
め
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
量
的
に
も
質
的
に
も
差
異
の
甚
し
い
人
々
を
集
め
て
同
時
に
同
一
の
や
り
方
で
画
一
的
に

取
扱
う
場
合
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）
に
は
種
々
の
困
難
と
支
障
を
伴
い
、
ど
う
し
て
も
個
々
の
特
質
に

応
じ
た
取
扱
い
（
ケ
ー
ス
、
ワ
ー
ク
）
が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
方
が
効
果
が
大
き
い
。
身
体
障
害

者
の
職
業
補
導
が
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
説
す
る
い
と
ま
を
持
た
な
い
が
、
簡
単
に
い
う
と
そ
れ
は
本
来

医
学
上
の
用
語
で
、
臨
床
上
、
同
じ
病
気
で
も
人
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
の
症
状
や
経
過
を
と
ら
な

い
。
そ
の
人
の
体
質
、
生
活
環
境
、
年
令
等
、
あ
ら
ゆ
る
内
的
、
外
的
条
件
に
よ
っ
て
大
き
く
変
貌
す

る
。
こ
れ
が
た
め
個
人
個
人
の
病
状
に
応
じ
た
個
別
的
診
療
が
必
要
で
あ
る
。
診
療
に
は
必
ず
診
療
の

記
録
（
俗
に
カ
ル
テ
と
呼
ぶ
）
が
作
成
さ
れ
又
一
人
前
の
臨
床
家
と
し
て
は
多
く
の
診
療
ケ
ー
ス
の
経

験
及
び
研
究
が
必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

身
体
障
害
者
の
職
業
補
導
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
で
あ
る
限
り
個
々

の
補
導
生
の
補
導
記
録
（
ケ
ー
ス
レ
コ
ー
ド
）
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
記
録
に
よ
っ
て
個
々
の
身
体
障
害
者
の
特
質
と
職
業
補
導
へ
の
適
応
課
程
を
明
ら
か
に
し
、
適
切

な
指
導
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
補
導
効
果
の
発
揚
に
資
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
記
録
は
、
そ
の
後
の
同
類
の
補
導
生
の
取
扱
い
に
際
し
て
、
有
力
な
参
考
資
料
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
身
体
障
害
者
職
業
補
導
の
実
際
家
の
臨
床
経
験
を
豊
富
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
新
に
こ
の
仕

事
に
携
わ
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
を
ひ
も
と
け
ば
好
個
の
指
導
指
針
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

⑵
記
録
の
様
式
及
び
構
成

こ
の
記
録
の
様
式
内
容
は
別
紙
の
と
お
り
で
表
紙
、
身
上
関
係
個
性
調
査
、
補
導
成
績
等
の
総
括
的

(A)
事
項
を
記
入
す
る
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）、
身
体
能
力
調
査
票
健
康
管
理
票
お
よ
び
そ
れ
等
の

補
充
記
載
並
び
に
経
過
等
を
記
入
す
る
補
助
紙
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

㋑
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
標
準
規
格
Ｂ
列
５
番
（
一
八
二
㎜×

二
五
七
㎜
）
と
す
る
。

㋺
外
枠
は
下
、
表
面
右
、
裏
面
左
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
㎜
、
上
、
表
面
左
、
裏
面
右
を
二
〇
㎜
あ
け
て

作
成
す
る
。

㋩
各
葉
と
も
綴
込
用
の
孔
を
あ
け
る
。

㋥
印
刷
は
黒
色
刷
と
す
る
。

㋭
用
紙
は
八
〇
斤
以
上
の
も
の
を
用
い
る
。

補
助
紙
は
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
式
と
し
必
要
に
応
じ
幾
枚
で
も
追
加
で
き
る
仕
組
と
す
る
。

(B)
⑶
記
録
の
活
用
方
法

こ
の
記
録
は
、
当
該
補
導
生
の
全
部
が
一
元
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
次
の
順
序
に
表
紙
を
附
し
て
編

(A)
綴
す
る
こ
と
。

㋑
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）

一
頁

―

六
頁

㋺
身
体
能
力
調
査
票

一
頁

―

四
頁

㋩
健
康
管
理
票

一
頁

―

二
頁

補
助
紙
は
そ
の
内
容
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）
、
身
体
能
力
調
査

（B）
票
及
び
健
康
管
理
票
の
末
尾
に
順
次
に
追
加
編
綴
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
記
録
は
当
該
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
主
務
課
（
係
）
長
の
総
括
の

(C)
下
に
、
そ
の
指
名
す
る
訓
練
事
務
担
当
者
が
主
管
し
、
概
ね
次
の
区
分
に
よ
り
記
入
を

分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）

訓
練
係

身
体
能
力
調
査
票

訓
練
係

健
康
管
理
票

医
務
職
員

補
助
紙

訓
練
関
係

指
導
員

身
上
関
係
、
生
活
指
導
関
係

生
徒
主
事
、
舎
監

健
康
管
理
係

医
務
職
員

実
際
問
題
と
し
て
個
々
の
事
実
に
つ
い
て
の
記
入
分
担
が
明
瞭
で
な
い
場
合
も
で
て
く

る
の
で
主
管
者
の
手
許
で
調
整
す
る
こ
と
。

⑷
記
録
作
成
上
の
一
般
的
心
得

こ
の
記
録
の
生
命
は
、
専
ら
補
助
紙
の
活
用
如
何
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(A)
そ
れ
故
に
こ
の
記
録
に
携
わ
る
者
は
常
に
補
導
生
の
実
態
を
観
察
し
、
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
実
は
も
れ
な
く
収
録
す
る
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
。

こ
の
記
録
は
い
わ
ば
補
導
生
の
入
所
か
ら
退
所
ま
で
の
日
誌
で
あ
る
か
ら
た
と
え
少
量

(B)
で
も
そ
の
都
度
、
記
憶
の
新
し
い
う
ち
に
記
録
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

こ
の
記
録
は
自
己
の
日
記
と
思
い
、
あ
り
の
ま
ま
を
率
直
に
記
載
す
る
の
は
勿
論
、
他

(C)
の
担
当
者
の
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
も
目
を
通
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
必
要
と
考
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こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
訓
練
方
法
如
何
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。

さ
て
、
経
験
上
明
ら
か
な
よ
う
に
一
口
に
身
体
障
害
者
と
い
っ
て
も
障
害
部
位
、
程
度
は
ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、
そ
の
上
、
精
神
的
能
力
、
個
性
の
面
に
お
い
て
も
、
夫
々
個
人
差
が
あ
っ
て
、
職
業
に
対
す
る

適
応
関
係
も
種
々
雑
多
な
様
相
を
示
す
の
が
常
で
あ
る
。
む
ろ
ん
健
全
者
で
も
個
人
差
は
あ
る
が
そ
れ

は
多
く
の
場
合
量
的
な
差
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
身
体
障
害
者
の
場
合
、
個
人
間
の
差
異
は
そ
れ
の
み
で
な
く
質
的
な
差
異
が
大
き
な
比
重
を

占
め
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
量
的
に
も
質
的
に
も
差
異
の
甚
し
い
人
々
を
集
め
て
同
時
に
同
一
の
や
り
方
で
画
一
的
に

取
扱
う
場
合
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）
に
は
種
々
の
困
難
と
支
障
を
伴
い
、
ど
う
し
て
も
個
々
の
特
質
に

応
じ
た
取
扱
い
（
ケ
ー
ス
、
ワ
ー
ク
）
が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
方
が
効
果
が
大
き
い
。
身
体
障
害

者
の
職
業
補
導
が
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
説
す
る
い
と
ま
を
持
た
な
い
が
、
簡
単
に
い
う
と
そ
れ
は
本
来

医
学
上
の
用
語
で
、
臨
床
上
、
同
じ
病
気
で
も
人
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
の
症
状
や
経
過
を
と
ら
な

い
。
そ
の
人
の
体
質
、
生
活
環
境
、
年
令
等
、
あ
ら
ゆ
る
内
的
、
外
的
条
件
に
よ
っ
て
大
き
く
変
貌
す

る
。
こ
れ
が
た
め
個
人
個
人
の
病
状
に
応
じ
た
個
別
的
診
療
が
必
要
で
あ
る
。
診
療
に
は
必
ず
診
療
の

記
録
（
俗
に
カ
ル
テ
と
呼
ぶ
）
が
作
成
さ
れ
又
一
人
前
の
臨
床
家
と
し
て
は
多
く
の
診
療
ケ
ー
ス
の
経

験
及
び
研
究
が
必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

身
体
障
害
者
の
職
業
補
導
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
で
あ
る
限
り
個
々

の
補
導
生
の
補
導
記
録
（
ケ
ー
ス
レ
コ
ー
ド
）
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
記
録
に
よ
っ
て
個
々
の
身
体
障
害
者
の
特
質
と
職
業
補
導
へ
の
適
応
課
程
を
明
ら
か
に
し
、
適
切

な
指
導
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
補
導
効
果
の
発
揚
に
資
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
記
録
は
、
そ
の
後
の
同
類
の
補
導
生
の
取
扱
い
に
際
し
て
、
有
力
な
参
考
資
料
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
身
体
障
害
者
職
業
補
導
の
実
際
家
の
臨
床
経
験
を
豊
富
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
新
に
こ
の
仕

事
に
携
わ
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
を
ひ
も
と
け
ば
好
個
の
指
導
指
針
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

⑵
記
録
の
様
式
及
び
構
成

こ
の
記
録
の
様
式
内
容
は
別
紙
の
と
お
り
で
表
紙
、
身
上
関
係
個
性
調
査
、
補
導
成
績
等
の
総
括
的

(A)
事
項
を
記
入
す
る
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）、
身
体
能
力
調
査
票
健
康
管
理
票
お
よ
び
そ
れ
等
の

補
充
記
載
並
び
に
経
過
等
を
記
入
す
る
補
助
紙
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

㋑
用
紙
の
大
き
さ
は
日
本
標
準
規
格
Ｂ
列
５
番
（
一
八
二
㎜×

二
五
七
㎜
）
と
す
る
。

㋺
外
枠
は
下
、
表
面
右
、
裏
面
左
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
㎜
、
上
、
表
面
左
、
裏
面
右
を
二
〇
㎜
あ
け
て

作
成
す
る
。

㋩
各
葉
と
も
綴
込
用
の
孔
を
あ
け
る
。

㋥
印
刷
は
黒
色
刷
と
す
る
。

㋭
用
紙
は
八
〇
斤
以
上
の
も
の
を
用
い
る
。

補
助
紙
は
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
式
と
し
必
要
に
応
じ
幾
枚
で
も
追
加
で
き
る
仕
組
と
す
る
。

(B)
⑶
記
録
の
活
用
方
法

こ
の
記
録
は
、
当
該
補
導
生
の
全
部
が
一
元
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
次
の
順
序
に
表
紙
を
附
し
て
編

(A)
綴
す
る
こ
と
。

㋑
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）

一
頁

―

六
頁

㋺
身
体
能
力
調
査
票

一
頁

―

四
頁

㋩
健
康
管
理
票

一
頁

―

二
頁

補
助
紙
は
そ
の
内
容
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）
、
身
体
能
力
調
査

（B）
票
及
び
健
康
管
理
票
の
末
尾
に
順
次
に
追
加
編
綴
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
記
録
は
当
該
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
主
務
課
（
係
）
長
の
総
括
の

(C)
下
に
、
そ
の
指
名
す
る
訓
練
事
務
担
当
者
が
主
管
し
、
概
ね
次
の
区
分
に
よ
り
記
入
を

分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）

訓
練
係

身
体
能
力
調
査
票

訓
練
係

健
康
管
理
票

医
務
職
員

補
助
紙

訓
練
関
係

指
導
員

身
上
関
係
、
生
活
指
導
関
係

生
徒
主
事
、
舎
監

健
康
管
理
係

医
務
職
員

実
際
問
題
と
し
て
個
々
の
事
実
に
つ
い
て
の
記
入
分
担
が
明
瞭
で
な
い
場
合
も
で
て
く

る
の
で
主
管
者
の
手
許
で
調
整
す
る
こ
と
。

⑷
記
録
作
成
上
の
一
般
的
心
得

こ
の
記
録
の
生
命
は
、
専
ら
補
助
紙
の
活
用
如
何
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(A)
そ
れ
故
に
こ
の
記
録
に
携
わ
る
者
は
常
に
補
導
生
の
実
態
を
観
察
し
、
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
実
は
も
れ
な
く
収
録
す
る
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
。

こ
の
記
録
は
い
わ
ば
補
導
生
の
入
所
か
ら
退
所
ま
で
の
日
誌
で
あ
る
か
ら
た
と
え
少
量

(B)
で
も
そ
の
都
度
、
記
憶
の
新
し
い
う
ち
に
記
録
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

こ
の
記
録
は
自
己
の
日
記
と
思
い
、
あ
り
の
ま
ま
を
率
直
に
記
載
す
る
の
は
勿
論
、
他

(C)
の
担
当
者
の
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
も
目
を
通
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
必
要
と
考
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え
ら
れ
る
事
柄
、
参
考
意
見
等
に
つ
い
て
は
進
ん
で
記
載
す
る
労
を
惜
し
ま
な
い
よ

う
心
掛
け
る
こ
と
。

補
助
紙
の
記
入
は
自
由
記
述
と
す
る
。

(D)
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
は
図
解
を
施
す
こ
と
。

(E)
文
章
は
平
易
を
旨
と
し
功
拙
を
問
わ
な
い
。

(F)
⑸
他
の
記
録
調
書
等
と
の
関
係

こ
の
記
録
は
補
導
生
に
関
す
る
一
切
の
必
要
な
記
録
を
網
羅
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い

る
の
で
、
無
駄
を
省
く
た
め
現
に
補
導
所
で
実
施
中
の
す
べ
て
の
調
書
台
帳
等
（
各
都

道
府
県
単
独
で
制
定
し
た
も
の
、
補
導
所
独
自
の
も
の
等
）
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
。

二
、
記
載
要
領

こ
の
記
録
は
次
の
要
領
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
事
項
に
充
分
留
意
す
る

こ
と
。
然
し
自
明
と
思
わ
れ
る
項
目
に
つ
い
て
は
特
別
な
注
意
は
つ
け
て
な
い
。

⑴
こ
の
記
録
は
補
導
生
の
す
べ
て
の
動
静
に
つ
い
て
克
明
に
記
入
す
べ
き
で
あ
る
が
必
要
可

能
な
欄
又
は
事
項
の
み
の
記
載
で
も
差
支
え
な
い
。

⑵
記
載
事
項
を
変
更
す
る
場
合
は
必
ず
朱
線
を
引
い
て
訂
正
す
る
こ
と
。

⑶
こ
の
記
録
内
容
が
現
在
の
状
況
と
著
し
く
異
な
り
、
訂
正
が
き
か
な
く
な
っ
た
場
合
は
新

用
紙
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
場
合
旧
用
紙
も
一
括
し
て
添
付
し
て
お
く
こ
と
。

⑷
こ
の
記
録
は
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
医
師
、
福
祉
事
務
所
、
身
体
障
害
者
厚
生
相
談
所
、

同
指
導
所
等
に
記
載
を
依
頼
又
は
援
助
を
求
め
て
も
よ
い
。

⑸
各
用
紙
別
の
記
載
要
領
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
紙

(A)「N
o.

」

保
管
整
理
上
の
番
号
で
あ
る
か
ら
科
別
及
び
期
別
毎
の
一
連
番

号
を
記
入
す
る
。

補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）

（B）
「
あ
っ
旋
安
定
所
名
」

補
導
所
へ
の
あ
っ
旋
安
定
所
名
を
記
入
す
る
も
の
と
し
安
定

所
名
は
名
称
の
み
を
記
入
す
る
。

都
道
府
県
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
退
所
年
月
日
」

修
了
、
中
退
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。
中
退
の
場
合
は
表
紙

に
中
退
と
朱
記
し
て
理
由
を
添
書
す
る
。

「
氏

名
」

男
女
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
現

住

所
」

補
導
所
へ
入
所
す
る
以
前
の
住
所
を
記
入
す
る
。
終
了
後
の

住
所
及
び
爾
後
の
住
所
変
更
も
す
べ
て
こ
の
欄
に
記
入
す

る
。

「
傷

病

名
」

身
体
障
害
者
手
帖
の
傷
病
名
を
記
入
す
る
。
手
帖
を
有
し
な

い
も
の
は
そ
れ
に
準
じ
て
わ
か
り
や
す
く
記
入
す
る
。

「
障
害
の
原
因
」

物
語
式
に
簡
単
に
記
入
す
る
。

「
受
傷
・
発
病
年
月
日
」

明
治
、
大
正
、
昭
和
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
身
体
障
害
の
概
要
」

「
部
位
」
身
体
障
害
の
部
位
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
記
入

す
る
。

「
現
症
状
」
身
体
障
害
の
程
度
及
び
現
症
状
に
つ
い
て
詳
細

に
記
入
す
る
。

「
身
体
障
害
部
位
図
」
は
次
の
要
領
に
よ
り
記
号
を
つ
け
、

必
要
が
あ
れ
ば
同
欄
下
部
の
記
事
欄
に
説
明
す
る
。

１
．
欠
損
部
分
は
黒
く
塗
る
こ
と
。

２
．
負
傷
そ
の
他
の
た
め
故
障
の
あ
る
部
分
に
は
「×

」
印

を
つ
け
る
。

３
．
知
覚
麻
ひ
、
機
能
障
害
そ
の
他
広
い
範
囲
に
わ
た
り
傷

害
が
有
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
に
斜
線
を
引
く
こ
と
。

な
お
結
核
回
復
者
施
設
に
お
い
て
は
「
身
体
障
害
部
位
図
」

を
「
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
」
に
置
換
え
レ
ン
ト
ゲ
ン
所
見
を
記

事
欄
に
記
入
す
る
。

こ
の
場
合
直
接
、
間
接
、
透
視
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
既
往
症
」

「
傷
病
名
」
身
体
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
以
外
の
傷
病
名

を
記
入
す
る
。

「
罹
患
年
月
」
明
治
、
大
正
、
昭
和
○
年
○
月
の
如
く
記

入
す
る
。

「
罹
患
期
間
」
罹
患
期
間
を
○
年
○
月
の
如
く
記
入
す
る
。

「
義
肢
補
装
具
」

「
種
類
及
び
名
称
」
作
業
用
大
腿
義
足
、
肩
関
節
用
装
具

保
持
用
等
の
如
く
記
入
す
る
。

「
入
寮
通
学
の
別
」

入
寮
通
学
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
家
庭
環
境
」

「
世
帯
の
構
成
」
同
居
家
族
を
記
入
す
る
も
の
と
し
本
欄

に
記
入
し
得
な
い
場
合
は
同
型
の
補
助
紙
を
下
部
に
の
り

付
け
し
て
記
入
す
る
。
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「
職
業
」
で
き
る
だ
け
詳
細
に
職
務
ま
で
記
入
す
る
。

「
収
入
」
月
収
を
記
入
す
る
。

「
家
計
状
況
」
資
産
収
入
状
況
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す

る
。
農
家
の
場
合
に
は
耕
作
反
別
も
記
入
す
る
こ
と
。

「
家
庭
の
特
殊
事
情
」
公
的
扶
助
又
は
家
族
等
の
特
殊
問
題

に
つ
い
て
記
入
す
る
。
公
的
扶
助
の
適
用
あ
る
場
合
に
は
、

生
活
扶
助
、
医
療
扶
助
、
教
育
扶
助
，
生
涯
扶
助
等
の
種

類
、
金
額
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。

「
補
導
期
間
中
の
生
活
維
持
」
公
的
扶
助
、
家
庭
の
援
助
、

貯
蓄
、
年
金
等
種
類
及
び
金
額
等
を
記
入
す
る
。

「
生

育

歴
」

「
生
育
地
」
主
と
し
て
生
育
し
た
場
所
を
記
入
す
る
。

「
養
育
状
況
」
誰
に
ど
の
よ
う
に
し
て
ら
れ
た
か
及
び
発
育

上
の
欠
陥
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

「
性
癖
そ
の
他
」
特
異
な
性
格
、
癖
、
遺
伝
等
に
つ
い
て
記

入
す
る
。

「
学
校
関
係
」

「
学
歴
」
当
初
及
び
最
終
学
歴
を
記
入
す
る
。

「
卒
業
中
退
年
月
日
」
卒
業
中
退
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
そ
の
他
」
卒
業
成
績
、
好
き
な
学
科
、
嫌
い
な
学
科
、
転

学
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

「
職

歴
」

新
し
い
も
の
か
ら
旧
い
も
の
へ
遡
及
し
て
記
入
す
る
。

「
備
考
」
特
殊
技
能
、
転
退
職
の
理
由
等
を
記
入
す
る
。

「
社
会
生
活
」

結
婚
、
交
友
関
係
、
思
想
、
信
仰
、
団
体
参
加
の
有
無
、

対
社
会
感
情
等
社
会
生
活
に
お
け
る
事
項
を
記
入
す
る
。

「
各
種
検
査
の
結
果
」

そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
た
結
果
を
記
入
す
る
。

「
終
了
後
の
更
正
計
画
」

本
人
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
分
析
の
結
論
と
し
て
樹
立

せ
ら
れ
た
本
人
に
最
も
適
す
る
職
業
更
正
計
画
を
記
入
す

る
。「

そ
の
他
」
授
産
所
、
共
同
作
業
所
、
内
職
等
を
記
入
す

る
。

「
綜
合
所
見
」

本
人
の
身
上
関
係
、
個
性
、
身
体
状
況
、
補
導
成
績
等
あ

ら
ゆ
る
観
点
か
ら
観
察
し
た
綜
合
所
見
を
記
入
す
る
。

「
訓
練
成
績
の
評
定
」

訓
練
成
績
の
評
定
要
領
に
つ
い
て
は
別
項
の
と
お
り
で
あ

る
。

「
修
了
後
の
就
職
状
況
」

「
収
入
」
月
収
を
記
入
す
る
。

「
通
勤
住
込
の
別
」
通
勤
住
込
の
何
れ
か
を
記
入
す
る
。

「
所
在
地
」
は
「
現
住
所
」
欄
に
変
更
の
都
度
転
記
す
る
も

の
と
す
る
。

身
体
能
力
調
査
票

(C)
身
体
能
力
の
調
査
は
医
師
に
よ
る
身
体
検
査
の
結
果
又
は
臨
床
情
報
の
資
料
に
基
い
て
記

入
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
本
調
査
票
の
的
確
な
記
入
に
よ
っ
て
補
導
種
目
の
身
体
的
要

件
と
照
合
し
て
本
人
の
身
体
能
力
の
適
合
性
を
定
め
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

「
一
般
的
注
意
」

判
定
の
書
き
方
は
各
項
目
及
び
各
細
目
に
つ
い
て
普
通
人
に
比
べ
て
殆
ん
ど
同
じ
場
合
に

は
ⓒ
、
大
体
で
き
る
場
合
に
は
○
、
や
っ
と
で
き
る
場
合
に
は
△
、
で
き
な
い
場
合
に
は

×

印
を
も
っ
て
記
入
し
、
義
肢
補
装
具
を
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
を
つ
け
た
と
こ
ろ

の
能
力
で
判
定
す
る
。

但
し
備
考
欄
に
注
記
し
て
あ
る
動
作
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
従
っ
て
記
入
す
る
。

各
項
目
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
歩
く
」

前
進
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
歩
行
、
横
歩
き
、
う
し
ろ
歩
き
は
含
ま
な
い
。

「
跳
ぶ
」

足
と
脚
の
筋
肉
作
用
に
よ
り
上
下
ま
た
は
水
平
に
体
を
空
中
に
浮
か
す
。

「
走
る
」

走
る
動
作
、
歩
行
す
る
の
を
含
ま
な
い
。

「
平
衡
を
と
る
」
狭
い
と
こ
ろ
、
滑
り
や
す
い
と
こ
ろ
、
高
所
等
か
ら
落
ち
ぬ
よ
う
に
身
体

の
平
均
を
保
ち
な
が
ら
そ
の
上
を
歩
き
、
立
ち
、
ま
た
は
は
し
る
。

「
登
る
」

梯
子
、
階
段
、
足
場
、
柱
、
綱
等
を
手
、
腕
、
脚
、
足
等
を
適
時
に
使
っ

て
昇
り
降
り
す
る
。

「
は
う
」

手
と
膝
、
手
と
足
を
使
い
身
体
を
地
面
に
つ
け
た
ま
ま
移
動
す
る
。

「
立
つ
」

静
止
し
て
真
直
に
立
っ
た
姿
勢
。

「
身
体
を
ま
わ
す
」
立
っ
て
い
る
状
態
又
は
座
っ
た
り
腰
か
け
た
り
し
て
い
る
静
止
状
態
か

ら
部
分
的
に
身
体
を
横
、
後
方
に
廻
す
。

「
か
が
む
」

膝
を
の
ば
し
た
ま
ま
腰
の
と
こ
ろ
ま
で
脊
椎
を
曲
げ
、
下
前
方
に
上
半
身

を
曲
げ
る
。

「
う
づ
く
ま
る
」
膝
と
脊
椎
を
曲
げ
て
低
い
姿
勢
を
と
り
、
下
前
取
に
身
体
を
曲
げ
る
。

「
か
が
む
」
と
「
う
づ
く
ま
る
」
は
混
同
し
や
す
い
か
ら
特
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
職
業
」
で
き
る
だ
け
詳
細
に
職
務
ま
で
記
入
す
る
。

「
収
入
」
月
収
を
記
入
す
る
。

「
家
計
状
況
」
資
産
収
入
状
況
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す

る
。
農
家
の
場
合
に
は
耕
作
反
別
も
記
入
す
る
こ
と
。

「
家
庭
の
特
殊
事
情
」
公
的
扶
助
又
は
家
族
等
の
特
殊
問
題

に
つ
い
て
記
入
す
る
。
公
的
扶
助
の
適
用
あ
る
場
合
に
は
、

生
活
扶
助
、
医
療
扶
助
、
教
育
扶
助
，
生
涯
扶
助
等
の
種

類
、
金
額
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。

「
補
導
期
間
中
の
生
活
維
持
」
公
的
扶
助
、
家
庭
の
援
助
、

貯
蓄
、
年
金
等
種
類
及
び
金
額
等
を
記
入
す
る
。

「
生

育

歴
」

「
生
育
地
」
主
と
し
て
生
育
し
た
場
所
を
記
入
す
る
。

「
養
育
状
況
」
誰
に
ど
の
よ
う
に
し
て
ら
れ
た
か
及
び
発
育

上
の
欠
陥
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

「
性
癖
そ
の
他
」
特
異
な
性
格
、
癖
、
遺
伝
等
に
つ
い
て
記

入
す
る
。

「
学
校
関
係
」

「
学
歴
」
当
初
及
び
最
終
学
歴
を
記
入
す
る
。

「
卒
業
中
退
年
月
日
」
卒
業
中
退
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
そ
の
他
」
卒
業
成
績
、
好
き
な
学
科
、
嫌
い
な
学
科
、
転

学
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

「
職

歴
」

新
し
い
も
の
か
ら
旧
い
も
の
へ
遡
及
し
て
記
入
す
る
。

「
備
考
」
特
殊
技
能
、
転
退
職
の
理
由
等
を
記
入
す
る
。

「
社
会
生
活
」

結
婚
、
交
友
関
係
、
思
想
、
信
仰
、
団
体
参
加
の
有
無
、

対
社
会
感
情
等
社
会
生
活
に
お
け
る
事
項
を
記
入
す
る
。

「
各
種
検
査
の
結
果
」

そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
た
結
果
を
記
入
す
る
。

「
終
了
後
の
更
正
計
画
」

本
人
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
分
析
の
結
論
と
し
て
樹
立

せ
ら
れ
た
本
人
に
最
も
適
す
る
職
業
更
正
計
画
を
記
入
す

る
。「

そ
の
他
」
授
産
所
、
共
同
作
業
所
、
内
職
等
を
記
入
す

る
。

「
綜
合
所
見
」

本
人
の
身
上
関
係
、
個
性
、
身
体
状
況
、
補
導
成
績
等
あ

ら
ゆ
る
観
点
か
ら
観
察
し
た
綜
合
所
見
を
記
入
す
る
。

「
訓
練
成
績
の
評
定
」

訓
練
成
績
の
評
定
要
領
に
つ
い
て
は
別
項
の
と
お
り
で
あ

る
。

「
修
了
後
の
就
職
状
況
」

「
収
入
」
月
収
を
記
入
す
る
。

「
通
勤
住
込
の
別
」
通
勤
住
込
の
何
れ
か
を
記
入
す
る
。

「
所
在
地
」
は
「
現
住
所
」
欄
に
変
更
の
都
度
転
記
す
る
も

の
と
す
る
。

身
体
能
力
調
査
票

(C)
身
体
能
力
の
調
査
は
医
師
に
よ
る
身
体
検
査
の
結
果
又
は
臨
床
情
報
の
資
料
に
基
い
て
記

入
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
本
調
査
票
の
的
確
な
記
入
に
よ
っ
て
補
導
種
目
の
身
体
的
要

件
と
照
合
し
て
本
人
の
身
体
能
力
の
適
合
性
を
定
め
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

「
一
般
的
注
意
」

判
定
の
書
き
方
は
各
項
目
及
び
各
細
目
に
つ
い
て
普
通
人
に
比
べ
て
殆
ん
ど
同
じ
場
合
に

は
ⓒ
、
大
体
で
き
る
場
合
に
は
○
、
や
っ
と
で
き
る
場
合
に
は
△
、
で
き
な
い
場
合
に
は

×

印
を
も
っ
て
記
入
し
、
義
肢
補
装
具
を
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
を
つ
け
た
と
こ
ろ

の
能
力
で
判
定
す
る
。

但
し
備
考
欄
に
注
記
し
て
あ
る
動
作
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
従
っ
て
記
入
す
る
。

各
項
目
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
歩
く
」

前
進
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
歩
行
、
横
歩
き
、
う
し
ろ
歩
き
は
含
ま
な
い
。

「
跳
ぶ
」

足
と
脚
の
筋
肉
作
用
に
よ
り
上
下
ま
た
は
水
平
に
体
を
空
中
に
浮
か
す
。

「
走
る
」

走
る
動
作
、
歩
行
す
る
の
を
含
ま
な
い
。

「
平
衡
を
と
る
」
狭
い
と
こ
ろ
、
滑
り
や
す
い
と
こ
ろ
、
高
所
等
か
ら
落
ち
ぬ
よ
う
に
身
体

の
平
均
を
保
ち
な
が
ら
そ
の
上
を
歩
き
、
立
ち
、
ま
た
は
は
し
る
。

「
登
る
」

梯
子
、
階
段
、
足
場
、
柱
、
綱
等
を
手
、
腕
、
脚
、
足
等
を
適
時
に
使
っ

て
昇
り
降
り
す
る
。

「
は
う
」

手
と
膝
、
手
と
足
を
使
い
身
体
を
地
面
に
つ
け
た
ま
ま
移
動
す
る
。

「
立
つ
」

静
止
し
て
真
直
に
立
っ
た
姿
勢
。

「
身
体
を
ま
わ
す
」
立
っ
て
い
る
状
態
又
は
座
っ
た
り
腰
か
け
た
り
し
て
い
る
静
止
状
態
か

ら
部
分
的
に
身
体
を
横
、
後
方
に
廻
す
。

「
か
が
む
」

膝
を
の
ば
し
た
ま
ま
腰
の
と
こ
ろ
ま
で
脊
椎
を
曲
げ
、
下
前
方
に
上
半
身

を
曲
げ
る
。

「
う
づ
く
ま
る
」
膝
と
脊
椎
を
曲
げ
て
低
い
姿
勢
を
と
り
、
下
前
取
に
身
体
を
曲
げ
る
。

「
か
が
む
」
と
「
う
づ
く
ま
る
」
は
混
同
し
や
す
い
か
ら
特
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
ひ
ざ
ま
づ
く
」
脚
を
膝
の
と
こ
ろ
ま
で
曲
げ
、
片
膝
又
は
両
膝
で
座
る
。

「
腰
か
け
る
」

脚
を
膝
の
と
こ
ろ
ま
で
曲
げ
、
腰
掛
、
椅
子
な
ど
に
座
る
。

臀
部
の
上
に
上
体
を
置
い
た
姿
勢
。

「
手
を
の
ば
す
」
手
と
腕
を
凡
て
の
方
向
に
つ
き
出
す
。

「
持
ち
あ
げ
る
」
対
象
物
を
あ
る
水
準
か
ら
他
の
水
準
え
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
。
上
方

に
引
張
る
の
を
含
む
。

「
運
ぶ
」

対
象
物
を
移
動
す
る
。
手
と
腕
で
運
ぶ
ほ
か
天
び
ん
、
運
搬
車
な
ど
機
械

補
助
具
を
使
っ
て
行
う
動
作
を
含
む
。

「
投
げ
る
」

手
と
腕
、
又
は
多
少
機
械
補
助
具
を
使
い
主
と
し
て
手
と
腕
と
筋
力
に
よ

っ
て
対
象
物
を
投
げ
る
。

「
押
す
」

対
象
物
に
力
を
働
か
せ
例
え
ば
平
手
打
ち
、
打
つ
、
蹴
る
な
ど
し
て
そ
の

対
象
の
力
点
か
ら
向
う
に
動
か
す
。

ペ
ダ
ル
を
踏
む
作
用
は
こ
れ
に
含
む
。

「
引
く
」

対
象
物
に
力
を
働
か
せ
力
点
に
向
っ
て
動
か
す
。

「
手
を
使
う
」

片
手
又
は
両
手
で
把
え
る
。
持
つ
、
握
る
、
廻
す
、
又
は
そ
の
他
の
動
き

を
す
る
。
但
し
指
を
使
う
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
指
を
使
う
」

指
で
む
し
り
、
ひ
ね
り
、
廻
す
、
又
は
そ
の
他
の
動
き
を
す
る
。
物
を
持

つ
場
合
の
よ
う
に
手
、
又
は
腕
全
体
を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
五
指
の

動
作
を
い
う
。

「
な
で
る
」

大
き
さ
、
形
、
温
度
、
ま
た
は
構
造
の
よ
う
な
対
象
の
状
態
を
皮
膚
の
感

覚
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
。

主
と
し
て
指
先
、
手
の
ひ
ら
に
よ
る
。

「
打
つ
」

片
手
又
は
両
手
で
対
象
物
に
力
を
加
え
る
い
わ
ゆ
る
た
た
く
動
作
を
い
う
。

し
か
し
対
象
物
は
移
動
し
な
い
点
に
お
い
て
「
押
す
」
動
作
と
異
な
る
。

「
話
す
」

言
葉
に
よ
っ
て
意
志
を
表
現
し
交
換
す
る
。

「
聞
く
」

耳
に
よ
っ
て
音
の
性
質
を
知
覚
す
る
。
例
え
ば
機
械
の
異
常
音
を
き
き
わ

け
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

「
見
る
」

視
力
に
よ
っ
て
対
象
の
性
質
を
知
覚
す
る
。

健
康
管
理
票

(D)
「
氏
名
」

男
女
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
生
年
月
日
」

明
治
、
大
正
、
昭
和
の
何
れ
か
を
○
で
囲
む
。

「
既
往
症
」

身
体
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
以
外
の
傷
病
に
つ
い
て
傷
病
名
、
罹
患
期

間
、
療
養
経
過
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

「
身
体
障
害
の
概
要
」

補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）
の
該
当
欄
に
準
じ
て
詳
細
に
記
入
す

る
。

「
疾
病
の
概
要
」

「
療
養
経
過
」
受
傷
又
は
発
病
後
の
医
療
、
物
資
そ
の
他
の
療
養
経
過

に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

「
現
症
状
」
現
症
状
及
び
将
来
予
想
さ
れ
る
病
状
そ
の
他
に
つ
い
て
詳

細
に
記
入
す
る
。

「
人
工
補
装
装
着
の
状
況
」
装
着
の
有
無
、
補
装
具
の
種
類
、
及
び
名
称
、
現
在
装
着
し
て

い
る
補
装
具
の
適
否
、
並
び
に
爾
後
装
着
又
は
改
造
の
要
否
そ
の
他
に

つ
い
て
記
入
す
る
。

「
身
体
状
況
」

各
項
目
に
つ
い
て
記
入
す
る
ほ
か
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
空
欄
を
利

用
し
て
記
入
す
る
。

「
レ
ン
ト
ゲ
ン
所
見
」

直
接
、
間
接
、
透
視
の
何
れ
か
を
○
で
囲
み
必
要
あ
る
場
合
は
所

見
を
空
白
の
部
分
に
記
入
す
る
。

「
体
重
測
定
」

中
央
の
太
線
を
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
の
本
人
の
体
重
の
最
近
似
値
と

し
、
上
下
に
各
々
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
巾
を
持
た
せ
た
数
字
を
左
の
空

白
部
分
に
記
入
し
毎
月
の
測
定
値
を
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
記
入
す
る
。

「
医
学
的
諸
検
査
」

実
施
し
た
諸
検
査
に
つ
い
て
種
類
、
実
施
年
月
日
、
結
果
を
記
入
す

る
。

喀
痰
検
査
に
つ
い
て
は
塗
抹
、
栽
培
、
集
菌
等
を
括
弧
書
き
す
る
。

補
助
紙

(E)
こ
の
記
録
は
補
助
紙
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
と
い

(ｲ)

っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
従
っ
て
補
導
生
に
関
す
る
す
べ
て
の
動
静
は
最
大
も
ら
さ
ず
記

入
す
る
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
案
外
軽
意
に
考
え
、

記
述
の
要
な
し
と
放
置
し
た
よ
う
な
こ
と
が
将
来
種
々
の
問
題
を
起
こ
す
緒
口
と
も
な
る

場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
、
記
述
の
巧
拙
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
し
か
も
問
題
の
要

点
を
見
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
克
明
に
あ
り
の
ま
ま
を
記
述
す
る
よ
う
特
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

記
述
は
で
き
る
だ
け
簡
潔
を
旨
と
し
物
語
式
に
記
述
す
る
こ
と
。

(ﾛ)
補
助
紙
を
追
加
す
る
場
合
に
は
上
部
括
弧
欄
に
分
類
項
目
、
番
号
及
び
氏
名
を
、
又
下

(ﾊ)
部
横
線
に
は
本
票
の
頁
数
と
補
助
紙
の
頁
数
を
記
入
す
る
。

補
導
生
補
導
記
録
（
本
票
）
に
追
加
さ
れ
る
補
助
紙
は
次
の
四
に
分
類
し
て
使
用
す
る

(ﾆ)
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こ
と
。

１
．
訓
練
記
録

２
．
生
活
指
導
記
録

３
．
修
了
後
の
記
録

４
．
そ
の
他

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
六
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
四
二
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
一
〇
二
号
）

神神
奈奈
川川
県県
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
防
止
に
つ
い
て
は
各
所
と
も
鋭
意
配
慮
さ
れ
、
そ
の
発
生
率
は

極
め
て
低
位
に
あ
る
が
、
全
国
的
に
は
相
当
の
件
数
に
上
が
っ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。

よ
っ
て
こ
れ
ら
不
測
の
災
害
に
対
処
し
、
補
導
生
の
保
護
を
図
る
こ
と
は
、
職
業
補
導
事
業

の
適
正
な
運
営
を
図
る
上
に
極
め
て
緊
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
ね
て
労
働
省
の
指
示

に
基
づ
き
、
補
導
生
に
対
す
る
災
害
補
償
制
度
を
設
く
べ
く
準
備
の
と
こ
ろ
、
今
般
別
紙
の
と

お
り
支
給
要
綱
を
作
成
し
た
の
で
、
今
後
、
補
導
生
の
訓
練
上
の
災
害
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ

り
処
置
さ
れ
る
と
共
に
災
害
の
防
止
に
つ
い
て
は
倍
旧
の
配
慮
を
い
た
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
、
補
導
生
の
災
害
は
す
べ
て
こ
の
要
綱
に
よ
っ
て
処
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
来

の
嘱
託
医
制
度
は
大
部
分
そ
の
意
義
を
失
う
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い

た
し
た
く
、
ご
諒
知
願
い
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
災災
害害
補補
償償
実実
施施
要要
綱綱

第
一

目
的

神
奈
川
県
職
業
補
導
所
の
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
負
傷
、
廃
疾
、
死
亡
等
の

災
害
を
受
け
た
場
合
こ
れ
を
補
償
し
、
職
業
補
導
事
業
の
円
滑
な
る
運
営
を
期
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
二

定
義

こ
の
要
綱
で
災
害
補
償
と
は
補
導
生
の
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
負
傷
、
廃
疾
、
（
疾
病
を

除
く
）
及
び
死
亡
に
対
し
、
金
銭
を
支
給
し
、
そ
の
損
害
を
償
い
又
は
慰
謝
す
る
こ
と

を
い
う
。

こ
の
要
綱
で
補
導
生
と
は
神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
、
神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所

及
び
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
職
業
補
導
所
と
い
う
）
に
在
籍

す
る
補
導
生
を
い
う
。

但
し
、
災
害
補
償
を
受
け
て
い
る
者
が
そ
の
中
途
に
お
い
て
修
了
又
は
退
所
し
た
と
き

は
災
害
補
償
の
終
了
す
る
ま
で
補
導
生
と
看
做
す
。

こ
の
要
綱
で
訓
練
と
は
職
業
に
関
す
る
知
識
、
技
能
の
補
導
を
目
的
と
し
た
訓
練
計
画

に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
学
習
・
見
学
及
び
実
習
と
補
導
生
の
生
活
態
度
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
職
業
補
導
所
長
、
指
導
員
、
そ
の
他
補
導
生
の
指
導
監
督
に
当
た

る
者
の
監
督
の
下
に
行
わ
れ
る
生
活
指
導
を
い
う
。

第
三

適
用
の
範
囲

災
害
補
償
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
自
由
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
に
適
用
す
る
。
但
し
、

災
害
の
程
度
が
公
共
職
業
補
導
所
備
付
け
の
救
急
薬
品
で
治
療
で
き
る
程
度
の
軽
微
な

も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
摘
要
し
な
い
。

第
四

補
償
の
種
類

災
害
補
償
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

療
養
補
償

２

障
害
慰
謝

３

打
切
補
償

４

葬
祭
料

第
五

療
養
補
償

療
養
補
償
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
り
負
傷
し
た
場
合
に
行
う
。

療
養
補
償
の
範
囲
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
但
し
第
４
号
以
下
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
止
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
補
償
す
る
。

１

診
療
費

２

薬
材
又
は
治
療
材
料
費

３

処
置
料
、
手
術
料
そ
の
他
の
治
療
費

４

病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容
に
要
し
た
費
用

５

看
護
に
要
し
た
費
用

療
養
補
償
の
額
は
原
則
と
し
て
療
養
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
の
全
額
と
す
る
。
但
し
、

昭
和
十
八
年
二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六
十
六
号
「
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
算
定
方
法
」
に
準
拠
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
社

会
保
険
診
療
報
酬
額
と
い
う
）
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

補
導
生
が
療
養
中
死
亡
し
た
場
合
、
療
養
補
償
費
は
本
人
の
配
偶
者
、
子
、
本
人
と
生

計
を
一
に
す
る
者
に
し
て
葬
祭
を
行
う
者
の
順
位
に
従
い
支
給
す
る
。
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こ
と
。

１
．
訓
練
記
録

２
．
生
活
指
導
記
録

３
．
修
了
後
の
記
録

４
．
そ
の
他

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
六
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
四
二
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
一
〇
二
号
）

神神
奈奈
川川
県県
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
補
導
生
の
災
害
防
止
に
つ
い
て
は
各
所
と
も
鋭
意
配
慮
さ
れ
、
そ
の
発
生
率
は

極
め
て
低
位
に
あ
る
が
、
全
国
的
に
は
相
当
の
件
数
に
上
が
っ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。

よ
っ
て
こ
れ
ら
不
測
の
災
害
に
対
処
し
、
補
導
生
の
保
護
を
図
る
こ
と
は
、
職
業
補
導
事
業

の
適
正
な
運
営
を
図
る
上
に
極
め
て
緊
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
ね
て
労
働
省
の
指
示

に
基
づ
き
、
補
導
生
に
対
す
る
災
害
補
償
制
度
を
設
く
べ
く
準
備
の
と
こ
ろ
、
今
般
別
紙
の
と

お
り
支
給
要
綱
を
作
成
し
た
の
で
、
今
後
、
補
導
生
の
訓
練
上
の
災
害
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ

り
処
置
さ
れ
る
と
共
に
災
害
の
防
止
に
つ
い
て
は
倍
旧
の
配
慮
を
い
た
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
、
補
導
生
の
災
害
は
す
べ
て
こ
の
要
綱
に
よ
っ
て
処
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
来

の
嘱
託
医
制
度
は
大
部
分
そ
の
意
義
を
失
う
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い

た
し
た
く
、
ご
諒
知
願
い
た
い
。

神神
奈奈
川川
県県
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
災災
害害
補補
償償
実実
施施
要要
綱綱

第
一

目
的

神
奈
川
県
職
業
補
導
所
の
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
負
傷
、
廃
疾
、
死
亡
等
の

災
害
を
受
け
た
場
合
こ
れ
を
補
償
し
、
職
業
補
導
事
業
の
円
滑
な
る
運
営
を
期
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
二

定
義

こ
の
要
綱
で
災
害
補
償
と
は
補
導
生
の
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
負
傷
、
廃
疾
、
（
疾
病
を

除
く
）
及
び
死
亡
に
対
し
、
金
銭
を
支
給
し
、
そ
の
損
害
を
償
い
又
は
慰
謝
す
る
こ
と

を
い
う
。

こ
の
要
綱
で
補
導
生
と
は
神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
、
神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所

及
び
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
職
業
補
導
所
と
い
う
）
に
在
籍

す
る
補
導
生
を
い
う
。

但
し
、
災
害
補
償
を
受
け
て
い
る
者
が
そ
の
中
途
に
お
い
て
修
了
又
は
退
所
し
た
と
き

は
災
害
補
償
の
終
了
す
る
ま
で
補
導
生
と
看
做
す
。

こ
の
要
綱
で
訓
練
と
は
職
業
に
関
す
る
知
識
、
技
能
の
補
導
を
目
的
と
し
た
訓
練
計
画

に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
学
習
・
見
学
及
び
実
習
と
補
導
生
の
生
活
態
度
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
職
業
補
導
所
長
、
指
導
員
、
そ
の
他
補
導
生
の
指
導
監
督
に
当
た

る
者
の
監
督
の
下
に
行
わ
れ
る
生
活
指
導
を
い
う
。

第
三

適
用
の
範
囲

災
害
補
償
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
自
由
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
に
適
用
す
る
。
但
し
、

災
害
の
程
度
が
公
共
職
業
補
導
所
備
付
け
の
救
急
薬
品
で
治
療
で
き
る
程
度
の
軽
微
な

も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
摘
要
し
な
い
。

第
四

補
償
の
種
類

災
害
補
償
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

療
養
補
償

２

障
害
慰
謝

３

打
切
補
償

４

葬
祭
料

第
五

療
養
補
償

療
養
補
償
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
り
負
傷
し
た
場
合
に
行
う
。

療
養
補
償
の
範
囲
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
但
し
第
４
号
以
下
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
止
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
補
償
す
る
。

１

診
療
費

２

薬
材
又
は
治
療
材
料
費

３

処
置
料
、
手
術
料
そ
の
他
の
治
療
費

４

病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容
に
要
し
た
費
用

５

看
護
に
要
し
た
費
用

療
養
補
償
の
額
は
原
則
と
し
て
療
養
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
の
全
額
と
す
る
。
但
し
、

昭
和
十
八
年
二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六
十
六
号
「
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
算
定
方
法
」
に
準
拠
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
社

会
保
険
診
療
報
酬
額
と
い
う
）
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

補
導
生
が
療
養
中
死
亡
し
た
場
合
、
療
養
補
償
費
は
本
人
の
配
偶
者
、
子
、
本
人
と
生

計
を
一
に
す
る
者
に
し
て
葬
祭
を
行
う
者
の
順
位
に
従
い
支
給
す
る
。
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第
六

障
害
慰
謝

障
害
慰
謝
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
り
負
傷
し
、
そ
れ
が
治
癒
し
た
時
に
別
表
に

定
め
る
程
度
の
身
体
障
害
が
残
存
す
る
場
合
に
行
う
。
但
し
、
第
七
に
定
め
る
打
切
補

償
を
受
け
た
者
に
対
し
は
行
わ
な
い
。

障
害
慰
謝
の
金
額
は
別
表
の
障
害
等
級
表
に
よ
る
額
と
す
る
。

別
表
に
定
め
る
程
度
の
障
害
が
二
つ
以
上
あ
る
場
合
は
重
度
の
等
級
に
よ
る
こ
と
と
し
、

既
に
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
が
同
一
部
位
に
障
害
の
程
度
と
加
重
し
た
と
き
は
そ
の
障

害
慰
謝
に
相
当
す
る
額
か
ら
従
前
の
障
害
に
応
ず
る
額
を
差
し
引
い
た
額
を
支
給
す
る

も
の
と
す
る
。

補
導
生
が
故
意
又
は
自
己
の
重
大
な
過
失
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
は
知
事
の
認
定

に
よ
り
障
害
慰
謝
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第
七

打
切
補
償

打
切
補
償
は
療
養
補
償
を
受
け
て
い
る
補
導
生
が
療
養
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
過
す
る
も
治

癒
し
な
い
と
き
に
行
う
。
但
し
、
知
事
が
現
在
の
症
状
・
治
癒
の
見
込
み
等
を
勘
案
し

療
養
補
償
の
打
切
を
不
当
と
認
め
た
と
き
は
打
切
補
償
を
行
わ
な
い
。

打
切
補
償
の
額
は
二
万
円
以
内
と
す
る
。

第
八

葬
祭
料

葬
祭
料
は
補
導
生
が
訓
練
上
の
事
由
に
よ
り
災
害
を
受
け
、
死
亡
し
た
場
合
に
そ
の
葬
祭

を
行
う
者
に
対
し
支
給
す
る
。
但
し
、
第
七
の
打
切
補
償
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場

合
は
こ
れ
を
支
給
し
な
い
。
葬
祭
料
の
額
は
二
万
円
と
す
る
。

第
九

災
害
補
償
の
時
期

災
害
補
償
は
療
養
補
償
に
あ
っ
て
は
療
養
の
終
わ
っ
た
時
、
又
は
災
害
発
生
の
時
よ
り
三

十
日
目
毎
に
行
い
、
そ
の
他
の
補
償
に
つ
い
て
は
補
償
す
べ
き
事
実
の
発
生
し
た
時
に

行
う
も
の
と
す
る
。
災
害
補
償
は
補
償
す
べ
き
事
実
の
発
生
し
た
日
か
ら
三
ヶ
月
を
経

過
し
た
場
合
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

第
一
〇

災
害
補
償
の
手
続
き

療
養
補
助
、
障
害
慰
謝
、
打
切
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
一
号
及

び
第
二
号
に
定
め
る
知
事
あ
て
の
請
求
書
に
診
療
担
当
医
の
証
明
又
は
認
定
を
受
け
、
之

を
当
該
職
業
補
導
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

葬
祭
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
定
め
る
知
事
あ
て
の
請
求
書

に
死
亡
診
断
書
、
検
死
調
書
、
火
葬
許
可
書
、
そ
の
他
補
導
生
の
死
亡
を
証
明
す
る
書

類
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
し
、
当
該
職
業
補
導
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

職
業
補
導
所
長
は
請
求
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
請
求
書
に
所
定
の
証
明
又
は
意
見

を
付
し
、
請
求
書
受
領
後
七
日
以
内
に
知
事
あ
て
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

知
事
は
災
害
補
償
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
こ
れ
を
審
査
し
、
補
償
の
有
無
並
び
に
補
償

額
を
決
定
し
て
請
求
者
に
示
達
す
る
と
共
に
職
業
補
導
所
を
し
て
支
給
手
続
き
を
と
ら

し
め
る
も
の
と
す
る
。
災
害
補
償
の
請
求
書
は
知
事
の
決
定
に
対
し
、
異
議
あ
る
と
き

は
知
事
に
対
し
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
再
審
査
請
求
の
期
限
は
、
補
償
の

通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
と
す
る
。

第
一
一

災
害
補
償
の
制
限

災
害
補
償
は
他
の
法
令
に
よ
っ
て
補
償
を
受
け
又
は
補
償
を
受
け
得
る
べ
き
場
合
及
び

加
害
者
た
る
第
三
者
が
損
害
賠
償
を
行
っ
た
場
合
は
そ
の
分
に
つ
い
て
の
補
償
を
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。

災
害
補
償
を
受
く
べ
き
権
利
は
こ
れ
を
他
人
に
譲
渡
し
得
な
い
も
の
と
す
る
。

第
一
二

災
害
補
償
審
査
会

補
導
生
の
災
害
原
因
の
認
定
、
補
償
額
の
査
定
、
そ
の
他
こ
の
要
綱
実
施
に
伴
っ
て
生
ず

る
紛
議
の
審
査
、
或
い
は
知
事
の
諮
問
に
答
え
る
た
め
災
害
補
償
審
査
会
を
設
け
る
。

審
査
会
は
労
働
部
長
、
職
業
補
導
課
長
、
職
業
補
導
所
長
（
三
名
）
及
び
学
識
経
験
者
（
二

名
）
計
七
名
を
以
っ
て
構
成
し
、
必
要
の
都
度
知
事
が
召
集
す
る
。

第
一
三

其
の
他

こ
の
要
綱
は
昭
和
三
〇
年
七
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。

こ
の
要
綱
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

備
考

１
災
害
の
原
因
及
び
発
生
の
状
況
は
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
様
式
中
該
当
し
な
い
文
字
は
斜
線
を
引
く
こ
と

。

３

「入
院
料

」「看
護
料

」「移
送
費

」に
つ
い
て
は

、

そ
れ
を
必
要
と
し
た

理
由
と費

用

の
領
収
書
及
び
明
細
書
添
付
す
る
こ
と

。

４

「上
記
以
外
の
療
養
費

」に
つ
い
て
は
他
の
医
師
等
に
つ
き
療
養
し
た
費
用
を
記
載
し

、

そ
の
理
由
と
費
用
の
領
収
書
及
び
そ
の
内
訳
を
添
付
す
る
こ
と

。
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様式第一号 補 導 生 療 養 補 償 請 求 書

第　　　　　回

　　科　　　期 氏名 生年月日

傷病発生の年月日時 負傷の場所

傷病の部位

点数 金額

初診

往診 距離片道　　科

特殊薬

検査名

レントゲン

濃　　　　　　度 数　　　　　　　　　　量

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

処置料

手術料

その他

入院科 給食の有無 有　　　　　　無

理学的療養法

（同一疾病

　について）

注射料

品　　　　　　　　　名

上記以外の療養費（内訳、別紙、領収書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚のとおり）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

　　　　上記のとおり療養補償を請求します

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　　　　　　請求者住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

看護科

移送科

自　　　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日間　（看護婦の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　から　　　　　　　　　　　　　　まで　片道、往復　　　　　　　　　　　　　粁　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

上記の事項は事実と相違なく又、療養費を領収した事を証明します

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院又は診療所の　  所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

医

　

　

　

師

　

　

　

の

　

　

　

証

　

　

　

明

自　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日間

療法名　　　　　　　　　　　　　　回　療法名　　　　　　　　　　　　　　　　　　回

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

検査　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　検査　　　　　　　　　　　　　　　　回

透視　　　　　　　　回撮影　　　　　　　　　枚（使用フィルム　　　　　　　　　　　切）

療

　

　

養

　

　

の

　

　

内

　

　

訳

水薬　　日分、散薬　　日分、其の他　　　剤、授与　　日分

薬名　　　　　　　　　　1日分使用量　　　　　　　　瓶　　　　　　　日分

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

他の法令による

療養の有無

容　　　　　　　　　　　量

手術名　　　　　　　　　　　　　　　　　手術　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　　　　　　　　　日施行

昼間　　　回、夜間　　　回、暴風雨　　　回、診療1時間をこえた場合　　　回

外用薬 薬名
1剤　　　ｃｃ　　　　剤分　　

薬名
1剤　　　ｃｃ　　　　剤分　　

検査料

公

共

職

業

補

導

所

長

の

証

明

所属

災害の原因

及び

発生状況

年　　月　　日　　時頃

処置名　　　　　　　　　　　　処置　　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　処置　　　　　　　　　　  回

　年　月　日（満　　才）

　　　　　　　　　　　　　　上記のとおり相違ないことを証明します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　日　　　　公共職業補導所長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

療養の内容

内服薬

傷病の経

過の概要

傷病名

種別

年月日

年　　　月　　日　　治癒、死亡、転医、継続中

期間　　年　月　日から

　　　　　年　　月　　日まで診療日数　　　　　　　　日間 有　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

法令名（　　　　　　　　　　　　　　　）
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様式第一号 補 導 生 療 養 補 償 請 求 書

第　　　　　回

　　科　　　期 氏名 生年月日

傷病発生の年月日時 負傷の場所

傷病の部位

点数 金額

初診

往診 距離片道　　科

特殊薬

検査名

レントゲン

濃　　　　　　度 数　　　　　　　　　　量

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　回

処置料

手術料

その他

入院科 給食の有無 有　　　　　　無

理学的療養法

（同一疾病

　について）

注射料

品　　　　　　　　　名

上記以外の療養費（内訳、別紙、領収書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚のとおり）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

　　　　上記のとおり療養補償を請求します

　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　　　　　　請求者住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

看護科

移送科

自　　　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日間　（看護婦の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　から　　　　　　　　　　　　　　まで　片道、往復　　　　　　　　　　　　　粁　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

上記の事項は事実と相違なく又、療養費を領収した事を証明します

　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院又は診療所の　  所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

医

　

　

　

師

　

　

　

の

　

　

　

証

　

　

　

明

自　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日間

療法名　　　　　　　　　　　　　　回　療法名　　　　　　　　　　　　　　　　　　回

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

検査　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　検査　　　　　　　　　　　　　　　　回

透視　　　　　　　　回撮影　　　　　　　　　枚（使用フィルム　　　　　　　　　　　切）

療

　

　

養

　

　

の

　

　

内

　

　

訳

水薬　　日分、散薬　　日分、其の他　　　剤、授与　　日分

薬名　　　　　　　　　　1日分使用量　　　　　　　　瓶　　　　　　　日分

　　　　　　　　　　　　　　　ｃｃ

他の法令による

療養の有無

容　　　　　　　　　　　量

手術名　　　　　　　　　　　　　　　　　手術　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　　　　　　　　　日施行

昼間　　　回、夜間　　　回、暴風雨　　　回、診療1時間をこえた場合　　　回

外用薬 薬名
1剤　　　ｃｃ　　　　剤分　　

薬名
1剤　　　ｃｃ　　　　剤分　　

検査料

公

共

職

業

補

導

所

長

の

証

明

所属

災害の原因

及び

発生状況

年　　月　　日　　時頃

処置名　　　　　　　　　　　　処置　　　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　処置　　　　　　　　　　  回

　年　月　日（満　　才）

　　　　　　　　　　　　　　上記のとおり相違ないことを証明します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　日　　　　公共職業補導所長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

療養の内容

内服薬

傷病の経

過の概要

傷病名

種別

年月日

年　　　月　　日　　治癒、死亡、転医、継続中

期間　　年　月　日から

　　　　　年　　月　　日まで診療日数　　　　　　　　日間 有　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

法令名（　　　　　　　　　　　　　　　）
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補導生
障 害
打 切

補償請求書

　所　属 　氏　名 　生年月日

負傷の場所

　　　　　　　　年　　　月　　　日

上記の通り
　障　害

　打　切

住　所

氏　名 ㊞

備考

1　補導所長「所見」欄は障害程度又は打切を必要とする理由についての所見を記載すること。

3　様式中該当しない欄及び文字は斜線に引くこと。

2　「障害状態又現症の詳細」については記載欄が不足するときは敵宜補助紙を用いること。障害

　　が外部か明らかに認められない時は、レントゲンフィルム又は写真等を添付する。

様式第二号

補償を請求します。

　　　年　　月　　日　　　　請求者

神奈川県知事　　内山岩太郎殿

（
打

切

補

償

の

場

合

の

詳

細

）

障

害

状

態

又

は

現

在

　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　（満　　　　　　才）

災害の原因及び

発生の状況

科　　　期

傷病発生の年月日日時 　年　　月　　　日　　　時頃

所　　　　　　　見

　　　　　上記の通りであるものと認めます。

　　　　　　　　年　　　月　　　日　病院又は診療所　所　在　地

　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　 　名　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　上記の通り相違ないことを証明します。

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共職業補導所長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

公

共

職

業

補

導

所

長

の

証

明

　療養開始　年　月　日

　傷　　　病　　　名

年　　　月　　　日 傷病の治癒した年月日

障　　害　　の　　部　位

（図　　　　　　解）

障害補償

現在の障害等級 既往の障害等級

支給額

打切補償

療　養　期　間

打切を必要

とする理由

　診療開始　　　　　　年　　月　　日より　　　　　　　　　　月　間　　　経　過
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補 導 生 災 害 補 償 葬 祭 料 請 求 書

年月日

備考

様式第三号

所属

負傷年月日

災害の原因

及び

発生状況

内山岩太郎殿

年　　　月　　　日 死　亡　年　月　日 年　　　月　　　日

　　　　　　上記のとおり相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　公共職業補導所長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

科　　　　期 死亡補導生氏名 年　　月　　日

上記のとおり請求します。

年　　月　　日 請求者の住所

請求者の氏名

葬祭料を受けるべき

者と死亡者との続柄

葬祭料を受けるべき

者と死亡者との関係

2　災害の原因及び発生状況はできるだけ詳細に記載すること。

3　様式中該当のない文字は斜線を引くこと。

　　　　　　　　　　　　　　㊞

神奈川県知事

1　本請求書には補導生の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他補導生の死亡を記する

   書類又は写しを添付すること。
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補 導 生 災 害 補 償 葬 祭 料 請 求 書

年月日

備考

様式第三号

所属

負傷年月日

災害の原因

及び

発生状況

内山岩太郎殿

年　　　月　　　日 死　亡　年　月　日 年　　　月　　　日

　　　　　　上記のとおり相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　公共職業補導所長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

科　　　　期 死亡補導生氏名 年　　月　　日

上記のとおり請求します。

年　　月　　日 請求者の住所

請求者の氏名

葬祭料を受けるべき

者と死亡者との続柄

葬祭料を受けるべき

者と死亡者との関係

2　災害の原因及び発生状況はできるだけ詳細に記載すること。

3　様式中該当のない文字は斜線を引くこと。

　　　　　　　　　　　　　　㊞

神奈川県知事

1　本請求書には補導生の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他補導生の死亡を記する

   書類又は写しを添付すること。
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別
表

身
体
障
害

等
級
表

等
級

金
額（
円
）

身

体

障

害

第
一
級

二
万
円

一
、

両
目
が
失
明
し
た
も
の

二
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
、

精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
、

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
、

半
身
不
随
と
な
っ
た
も
の

六
、

両
上
肢
を
肘
間
接
以
上
で
失
っ
た
も
の

七
、

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
、

両
下
肢
を
膝
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

九
、

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

一
万
八
千

一

一
目
が
失
明
し
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

円

二

両
目
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

三

両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

四

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

第
三
級

一
万
六
千

一
、
一
目
が
失
明
し
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

円

二
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
、

精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
、

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

五
、

十
指
を
失
っ
た
も
の

第
四
級

一
万
四
千

一
、

両
目
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

円

二
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
、

鼓
膜
の
全
部
の
欠
損
そ
の
他
に
因
り
両
耳
を
全
く
聾
し
た
も
の

四
、

一
上
肢
を
肘
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五
、

一
下
肢
を
膝
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六
、

十
指
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
、

両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

第
五
級

一
万
二
千

一
、

一
目
が
失
明
し
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

円

二
、

一
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

三
、

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

四
、

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

五
、

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

六
、

十
趾
を
失
っ
た
も
の

第
六
級

一

万

円

一
、

両
目
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
、

鼓
膜
の
大
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
両
耳
の
聴
力
が
耳
穀
に
接
し
な
け
れ

ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
、

背
柱
に
著
し
い
畸
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

五
、

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

六
、

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
七
級

九

千

円

一
、

一
眼
が
失
明
し
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

鼓
膜
の
中
等
度
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
─
ト

ル
以
上
で
は
尋
常
の
話
し
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

三
、

精
神
に
障
害
を
残
し
軽
易
な
労
務
の
外
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
、

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
軽
易
な
労
務
の
外
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の

五
、

一
手
の
拇
指
及
び
示
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
拇
指
若
し
く
は
示
指
を
併
せ
三

指
以
上
を
失
っ
た
も
の

六
、

一
手
の
五
指
又
は
拇
指
及
び
示
指
を
併
せ
四
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
、

一
足
を
リ
ス
フ
テ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

八
、

十
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
、

女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
の
こ
す
も
の

一
〇

、
両
側
の
睾
丸
を
失
っ
た
も
の

第
八
級

八

千

円

一

一
眼
が
失
明
し
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

背
柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
軽
易
な
労
務
の
外
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四

一
手
の
拇
指
を
併
せ
二
指
を
失
っ
た
も
の

五

一
手
の
拇
指
及
び
示
指
若
し
く
は
示
指
を
併
せ
三
指
以
上
の
用
を
廃
し
た
も
の

六

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

七

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
、

一
上
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の
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一
〇
、
一
下
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

一
一
、
一
足
の
五
趾
を
失
っ
た
も
の

一
二
、

脾
臓
又
は
一
側
の
臓
器
を
失
っ
た
も
の

第
九
級

七

千

円

一
、

両
目
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

三
、

両
目
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
、

両
岸
の
眼
瞼
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
、

鼻
を
欠
損
し
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
、

鼓
膜
の
全
部
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
を
全
く
聾
し
た
も
の

八
、

一
手
の
拇
指
を
失
っ
た
も
の
示
指
を
併
せ
二
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
拇
指
及

び
示
指
以
外
の
三
指
を
失
っ
た
も
の

九
、

一
手
の
拇
指
を
併
せ
二
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇
、

一
足
の
第
一
趾
を
併
せ
二
趾
以
上
を
失
っ
た
も
の

一
一
、
一
足
の
五
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
二
、
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
一
〇
級

六

千

円

一
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

三
、

十
四
歯
以
上
に
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

四
、

鼓
膜
の
大
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
の
聴
力
が
耳
穀
に
接
し
な
け
れ

ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
、

一
手
の
示
指
又
は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
二
指
を
失
っ
た
も
の

六
、

一
手
の
拇
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
示
指
を
併
せ
二
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又

は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
三
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
、

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

八
、

一
足
の
第
一
趾
又
は
四
趾
を
失
っ
た
も
の

九
、

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

一
〇
、

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
一
級

五

千

円

一
、

両
目
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
、

両
目
の
眼
瞼
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
、

一
眼
の
眼
瞼
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
、

鼓
膜
の
中
等
度
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
は
尋
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
、

背
柱
に
畸
形
を
残
す
も
の

六
、

一
手
の
中
指
又
は
環
指
を
失
っ
た
も
の

七
、

一
手
の
示
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
二
指
の
用
を

廃
し
た
も
の

八
、

一
足
の
第
一
趾
を
併
せ
二
趾
以
上
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
、

胸
腹
部
臓
器
に
障
害
を
残
す
も
の

第
十
二
級

四

千

円

一
、

一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
の
こ
す
も
の

二
、

一
眼
の
眼
瞼
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
、

七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

四
、

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
、

鎖
骨
、
胸
骨
、
助
骨
、
肩
胛
骨
、
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
畸
形
を
残
す
も
の

六
、

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
、

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八
、

長
管
骨
に
畸
形
を
残
す
も
の

九
、

一
手
の
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇
、
一
足
の
第
二
趾
を
失
っ
た
も
の
、
第
二
趾
を
併
せ
二
趾
を
失
っ
た
も
の
又
は

第
三
趾
以
下
の
三
趾
を
失
っ
た
も
の

一
一
、
一
足
の
第
一
趾
又
は
他
の
四
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
二
、
局
部
に
頑
固
な
神
経
症
を
残
す
も
の

一
三
、
男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

一
四
、
女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第
十
三
級

三

千

円

一
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

眼
の
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

三
、

両
目
の
眼
瞼
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
睫
毛
禿
を
残
す
も
の

四
、

一
手
の
外
指
を
失
っ
た
も
の

五
、

一
手
の
拇
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

六
、

一
手
の
示
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七
、

一
手
の
示
指
の
未
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八
、

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九
、

一
足
の
第
三
趾
以
下
の
一
趾
又
は
二
趾
を
失
っ
た
も
の

一
〇
、
一
足
の
第
二
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
趾
を
併
せ
二
趾
の
用
を
廃
し
た
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一
〇
、
一
下
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

一
一
、
一
足
の
五
趾
を
失
っ
た
も
の

一
二
、

脾
臓
又
は
一
側
の
臓
器
を
失
っ
た
も
の

第
九
級

七

千

円

一
、

両
目
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

三
、

両
目
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
、

両
岸
の
眼
瞼
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
、

鼻
を
欠
損
し
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
、

鼓
膜
の
全
部
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
を
全
く
聾
し
た
も
の

八
、

一
手
の
拇
指
を
失
っ
た
も
の
示
指
を
併
せ
二
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
拇
指
及

び
示
指
以
外
の
三
指
を
失
っ
た
も
の

九
、

一
手
の
拇
指
を
併
せ
二
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇
、

一
足
の
第
一
趾
を
併
せ
二
趾
以
上
を
失
っ
た
も
の

一
一
、
一
足
の
五
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
二
、
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
一
〇
級

六

千

円

一
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

三
、

十
四
歯
以
上
に
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

四
、

鼓
膜
の
大
部
分
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
の
聴
力
が
耳
穀
に
接
し
な
け
れ

ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
、

一
手
の
示
指
又
は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
二
指
を
失
っ
た
も
の

六
、

一
手
の
拇
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
示
指
を
併
せ
二
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又

は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
三
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
、

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
─
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

八
、

一
足
の
第
一
趾
又
は
四
趾
を
失
っ
た
も
の

九
、

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

一
〇
、

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
一
級

五

千

円

一
、

両
目
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
、

両
目
の
眼
瞼
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
、

一
眼
の
眼
瞼
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
、

鼓
膜
の
中
等
度
の
欠
損
そ
の
他
に
よ
り
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
は
尋
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
、

背
柱
に
畸
形
を
残
す
も
の

六
、

一
手
の
中
指
又
は
環
指
を
失
っ
た
も
の

七
、

一
手
の
示
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
二
指
の
用
を

廃
し
た
も
の

八
、

一
足
の
第
一
趾
を
併
せ
二
趾
以
上
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
、

胸
腹
部
臓
器
に
障
害
を
残
す
も
の

第
十
二
級

四

千

円

一
、

一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
の
こ
す
も
の

二
、

一
眼
の
眼
瞼
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
、

七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

四
、

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
、

鎖
骨
、
胸
骨
、
助
骨
、
肩
胛
骨
、
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
畸
形
を
残
す
も
の

六
、

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
、

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八
、

長
管
骨
に
畸
形
を
残
す
も
の

九
、

一
手
の
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
〇
、
一
足
の
第
二
趾
を
失
っ
た
も
の
、
第
二
趾
を
併
せ
二
趾
を
失
っ
た
も
の
又
は

第
三
趾
以
下
の
三
趾
を
失
っ
た
も
の

一
一
、
一
足
の
第
一
趾
又
は
他
の
四
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

一
二
、
局
部
に
頑
固
な
神
経
症
を
残
す
も
の

一
三
、
男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

一
四
、
女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第
十
三
級

三

千

円

一
、

一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二
、

眼
の
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

三
、

両
目
の
眼
瞼
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
睫
毛
禿
を
残
す
も
の

四
、

一
手
の
外
指
を
失
っ
た
も
の

五
、

一
手
の
拇
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

六
、

一
手
の
示
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七
、

一
手
の
示
指
の
未
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八
、

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九
、

一
足
の
第
三
趾
以
下
の
一
趾
又
は
二
趾
を
失
っ
た
も
の

一
〇
、
一
足
の
第
二
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
趾
を
併
せ
二
趾
の
用
を
廃
し
た
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も
の
、
又
は
第
三
趾
以
下
の
三
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
一
四
級

二

千

円

一
、

一
眼
の
眼
瞼
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
睫
毛
禿
を
残
す
も
の

二
、

三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

三
、

上
歯
の
露
出
面
に
手
掌
面
大
の
醜
痕
を
残
す
も
の

四
、

下
肢
の
露
出
面
に
手
掌
面
大
の
醜
痕
を
残
す
も
の

五
、

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

六
、

一
手
の
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七
、

一
手
の
拇
指
及
び
示
指
以
外
の
指
の
未
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
も
の

八
、

一
足
の
第
三
趾
以
下
の
一
趾
又
は
二
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
、

局
部
に
神
経
症
を
残
す
も
の

一
〇
、

男
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

備
考

一
、
視
力
の
測
定
は
万
国
式
視
試
力
表
に
よ
る
。
屈
折
異
常
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
矯
正
視

力
に
つ
い
て
測
定
す
る
。

二
、
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
拇
指
は
指
関
節
、
そ
の
他
の
指
は
第
一
指
関
節
以
上
を
失
っ
た
も

の
を
い
う
。

三
、
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
指
の
未
関
節
を
半
分
以
上
を
失
い
又
は
掌
指
関
節
若
し
く
は

第
一
指
関
節
（
拇
指
に
あ
っ
て
は
関
節
）
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の
を
い
う
。

四
、
趾
を
失
っ
た
も
の
と
は
そ
の
全
部
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
。

五
、
趾
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
第
一
趾
は
未
関
節
の
半
分
以
上
、
そ
の
他
の
趾
は
未
関
節
以

上
を
失
っ
た
も
の
又
は
踱
趾
関
節
若
し
く
は
第
一
趾
関
節
（
第
一
に
あ
っ
て
は
趾
関
節
）

に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の
を
い
う
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
七
月
八
日

〔
五
─
二
─
四
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
二
一
〇
号
一
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
九
年
六
月
三
日
二
九
職
補
第
一
〇
二
号
に
よ
り
、
貴
県
労
働
部
長
か
ら
本
省
職
業
補

導
課
長
あ
て
に
照
会
の
あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
回
答
す
る
。

記記

一
、
「
定
義
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病
は
補
償
の
対
象
と
し
な
い
の
か
。

例
え
ば
、
胸
部
の
強
打
に
よ
っ
て
肺
炎
を
誘
発
し
た
場
合
、
負
傷
部
位
に
細
菌
が
附
着

し
て
ほ
か
の
疾
病
が
付
着
し
た
場
合
等

答
．
疾
病
は
補
償
の
対
象
と
し
な
い
。

二
、
「
適
用
の
範
囲
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
「
訓
練
」
に
は
生
活
指
導
が
含
ま
れ
る
か
。

例
え
ば
機
械
器
具
の
手
入
れ
、
掃
除
、
場
内
の
清
掃
規
律
保
持
の
た
め
の
週
番
制
実
施

朝
礼
等
直
接
訓
練
に
関
係
な
く
、
補
導
生
の
躾
面
の
指
導
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
作

業
又
は
職
務
の
遂
行
。

答
．
補
導
所
長
又
は
指
導
員
等
補
導
生
の
指
導
監
督
に
当
た
る
者
の
監
督
の
も
と
に
、
技

能
訓
練
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
生
活
指
導
は
含
ま
れ
る
。

問
．
直
接
訓
練
に
起
因
す
る
事
故
の
外
単
に
訓
練
中
に
起
こ
っ
た
事
故
も
「
訓
練
上
の
事

由
」
に
含
ま
れ
る
か
。

例
え
ば
、
実
習
中
に
天
井
が
落
ち
た
と
か
、
見
学
旅
行
の
途
次
自
動
車
事
故
に
よ
り
負

傷
し
た
場
合
。

答
．
例
示
の
前
段
の
場
合
は
含
ま
れ
る
。
後
段
に
つ
い
て
は
、
技
能
訓
練
の
目
的
で
工
場

事
業
場
等
を
見
学
す
る
場
合
の
事
故
は
含
ま
れ
る
。

（
此
の
場
合
「
旅
行
」
と
い
う
程
の
遠
方
に
出
か
け
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
か
ら
、
念

の
た
め
。
）

問
１
．
災
害
発
生
の
原
因
の
う
ち
左
の
次
の
う
ち
い
ず
れ
を
適
用
範
囲
と
す
る
か
。

（
イ
）
補
導
所
側
の
責
任
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場
合

（
ロ
）
補
導
生
側
の
責
任
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
っ
て
発
生
し
た
場
合

（
ハ
）
第
三
者
の
側
の
責
任
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
発
生
し
た
場
合

（
ニ
）
天
災
に
起
因
す
る
場
合

２
．
又
、
補
導
生
の
故
意
又
は
過
失
に
つ
い
て
「
基
準
五
」
の
障
害
慰
謝
に
つ
い
て
の

み
制
限
規
定
を
設
け
て
い
る
理
由
如
何
。

答
１
．
訓
練
中
の
災
害
に
つ
い
て
は
す
べ
て
適
用
さ
れ
る
。
但
し
、
（
ハ
）
の
場
合
に
つ
い

て
、
加
害
者
た
る
第
三
者
が
損
害
賠
償
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
分
に
つ
い
て
は
補
償
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し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
「
慰
謝
料
」
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
制
限
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

問
．
適
用
の
範
囲
は
、
補
導
種
目
に
関
係
な
く
全
種
目
適
用
さ
れ
る
か
。

答
．
全
種
目
適
用
さ
れ
る
。

問
１
．
補
償
は
補
導
生
の
身
分
に
関
係
な
く
行
わ
れ
る
か
。

例
え
ば
、
療
養
費
は
修
了
後
も
引
続
き
支
給
し
修
了
後
に
お
い
て
在
所
中
の
災
害
に
起

因
し
て
発
病
又
は
死
亡
し
た
場
合
も
療
養
費
の
補
償
障
害
慰
謝
、
葬
祭
費
の
支
給
を
行

っ
て
よ
い
か
。

２
．
又
右
に
関
し
補
償
の
期
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
期
限
が
必
要

か
。

答
．
補
導
生
の
災
害
補
償
で
あ
る
の
で
補
導
生
で
な
く
な
っ
た
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に

つ
い
て
は
、
補
償
の
限
り
で
は
な
い
。
但
し
、
補
導
生
と
し
て
在
所
中
に
負
傷
し
、
療

養
中
に
補
導
生
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
修
了
、
中
途
退
所
を
問
わ
ず
）
は
、
そ
の
負
傷

が
治
る
ま
で
は
引
続
き
療
養
補
償
の
支
給
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
そ
の
者
に
つ

き
障
害
、
死
亡
等
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
は
、
障
害
慰
謝
料
、
葬
祭
料
の
支
給
を
行
う

も
の
と
す
る
。

三
、
「
療
養
補
償
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
療
養
費
の
支
給
に
代
え
て
診
療
医
を
指
定
し
、
療
養
の
給
付
を
行
っ
て
も
さ
し
つ
か

え
な
い
か
。

答
．
療
養
の
給
付
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
但
し
、
適
切
な
療
養
が
な
さ
れ
る
よ
う

充
分
な
配
慮
の
上
で
、
診
療
医
を
指
定
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

問
．
健
康
保
険
被
扶
養
者
等
他
の
法
令
に
よ
る
補
償
と
重
複
す
る
場
合
、
重
複
額
に
つ
い

て
は
支
給
し
な
く
て
よ
い
の
か
。

答
．
御
見
解
の
と
お
り
。

四
、
「
障
害
慰
謝
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
障
害
等
級
の
繰
上
げ
は
行
わ
な
い
か
。

答
．
労
災
保
険
法
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
よ
う
な
障
害
等
級
の
繰
上
げ
は
行
わ
な

い
。

五
、
「
打
切
補
償
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
打
切
補
償
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
は
、
ど
ん
な
場
合
を
指
す
か
。

答
．
療
養
開
始
後
半
ヶ
年
を
経
過
し
て
も
負
傷
が
治
ら
ず
、
な
お
療
養
が
長
期
に
わ
た
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
指
す
。
従
っ
て
、
療
養
半
ヶ
年
経
過
し
て
も
、
あ
と
僅
少
な
治

療
費
の
支
給
に
よ
っ
て
治
る
見
込
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
方
が
適
当

で
あ
る
。

問
．
打
切
補
償
後
に
お
け
る
身
体
障
害
の
発
生
死
亡
等
に
つ
い
て
は
補
償
し
な
く
て
よ
い

か
。

答
．
打
切
り
補
償
後
の
災
害
に
つ
い
て
は
補
償
し
な
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
七
月
九
日

〔
五
─
二
─
四
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三

八
五
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
のの
技技
能能
者者
養養
成成
認認
可可
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養

成
の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
左
記
に
留
意
し
技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
の

実
施
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
種
目

が
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
の
職
種
に
か
ヽ
る
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
は
「
公
共
職
業
補
導

所
で
受
け
た
職
業
訓
練
種
目
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
種
の
技
能
者
養
成
を
行
う
場
合
に

於
て
は
」
の
意
で
あ
る
こ
と
。
養
成
職
種
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
業
補
導
種
目
は
別
表

の
通
り
で
あ
り
、
同
表
補
導
種
目
欄
に
掲
げ
る
補
導
種
目
に
つ
い
て
職
業
補
導
を
受
け
た
者

を
同
表
職
種
欄
に
掲
げ
る
職
種
の
技
能
養
成
工
と
す
る
場
合
、
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
課
程

に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
は
、
「
教
習
事

項
の
基
準
に
準
拠
し
て
定
め
る
べ
き
教
習
事
項
中
か
ら
職
業
訓
練
に
お
い
て
う
け
た
課
程
に

相
当
す
る
部
分
を
除
外
し
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
意
で
あ
り
、
職
業

補
導
所
一
年
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
教
習
事
項
の
制
定
に
当
っ
て
は
、
次
の
範
囲
に

お
い
て
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
「
慰
謝
料
」
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
制
限
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

問
．
適
用
の
範
囲
は
、
補
導
種
目
に
関
係
な
く
全
種
目
適
用
さ
れ
る
か
。

答
．
全
種
目
適
用
さ
れ
る
。

問
１
．
補
償
は
補
導
生
の
身
分
に
関
係
な
く
行
わ
れ
る
か
。

例
え
ば
、
療
養
費
は
修
了
後
も
引
続
き
支
給
し
修
了
後
に
お
い
て
在
所
中
の
災
害
に
起

因
し
て
発
病
又
は
死
亡
し
た
場
合
も
療
養
費
の
補
償
障
害
慰
謝
、
葬
祭
費
の
支
給
を
行

っ
て
よ
い
か
。

２
．
又
右
に
関
し
補
償
の
期
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
期
限
が
必
要

か
。

答
．
補
導
生
の
災
害
補
償
で
あ
る
の
で
補
導
生
で
な
く
な
っ
た
以
後
に
発
生
し
た
災
害
に

つ
い
て
は
、
補
償
の
限
り
で
は
な
い
。
但
し
、
補
導
生
と
し
て
在
所
中
に
負
傷
し
、
療

養
中
に
補
導
生
で
な
く
な
っ
た
場
合
（
修
了
、
中
途
退
所
を
問
わ
ず
）
は
、
そ
の
負
傷

が
治
る
ま
で
は
引
続
き
療
養
補
償
の
支
給
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
そ
の
者
に
つ

き
障
害
、
死
亡
等
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
は
、
障
害
慰
謝
料
、
葬
祭
料
の
支
給
を
行
う

も
の
と
す
る
。

三
、
「
療
養
補
償
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
療
養
費
の
支
給
に
代
え
て
診
療
医
を
指
定
し
、
療
養
の
給
付
を
行
っ
て
も
さ
し
つ
か

え
な
い
か
。

答
．
療
養
の
給
付
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
但
し
、
適
切
な
療
養
が
な
さ
れ
る
よ
う

充
分
な
配
慮
の
上
で
、
診
療
医
を
指
定
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

問
．
健
康
保
険
被
扶
養
者
等
他
の
法
令
に
よ
る
補
償
と
重
複
す
る
場
合
、
重
複
額
に
つ
い

て
は
支
給
し
な
く
て
よ
い
の
か
。

答
．
御
見
解
の
と
お
り
。

四
、
「
障
害
慰
謝
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
障
害
等
級
の
繰
上
げ
は
行
わ
な
い
か
。

答
．
労
災
保
険
法
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
よ
う
な
障
害
等
級
の
繰
上
げ
は
行
わ
な

い
。

五
、
「
打
切
補
償
」
の
項
に
つ
い
て

問
．
打
切
補
償
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
は
、
ど
ん
な
場
合
を
指
す
か
。

答
．
療
養
開
始
後
半
ヶ
年
を
経
過
し
て
も
負
傷
が
治
ら
ず
、
な
お
療
養
が
長
期
に
わ
た
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
指
す
。
従
っ
て
、
療
養
半
ヶ
年
経
過
し
て
も
、
あ
と
僅
少
な
治

療
費
の
支
給
に
よ
っ
て
治
る
見
込
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
方
が
適
当

で
あ
る
。

問
．
打
切
補
償
後
に
お
け
る
身
体
障
害
の
発
生
死
亡
等
に
つ
い
て
は
補
償
し
な
く
て
よ
い

か
。

答
．
打
切
り
補
償
後
の
災
害
に
つ
い
て
は
補
償
し
な
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
七
月
九
日

〔
五
─
二
─
四
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三

八
五
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
のの
技技
能能
者者
養養
成成
認認
可可
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養

成
の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
左
記
に
留
意
し
技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
の

実
施
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
種
目

が
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
の
職
種
に
か
ヽ
る
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
は
「
公
共
職
業
補
導

所
で
受
け
た
職
業
訓
練
種
目
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
種
の
技
能
者
養
成
を
行
う
場
合
に

於
て
は
」
の
意
で
あ
る
こ
と
。
養
成
職
種
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
業
補
導
種
目
は
別
表

の
通
り
で
あ
り
、
同
表
補
導
種
目
欄
に
掲
げ
る
補
導
種
目
に
つ
い
て
職
業
補
導
を
受
け
た
者

を
同
表
職
種
欄
に
掲
げ
る
職
種
の
技
能
養
成
工
と
す
る
場
合
、
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
課
程

に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
は
、
「
教
習
事

項
の
基
準
に
準
拠
し
て
定
め
る
べ
き
教
習
事
項
中
か
ら
職
業
訓
練
に
お
い
て
う
け
た
課
程
に

相
当
す
る
部
分
を
除
外
し
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
意
で
あ
り
、
職
業

補
導
所
一
年
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
教
習
事
項
の
制
定
に
当
っ
て
は
、
次
の
範
囲
に

お
い
て
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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㈠

教
習
年
度

第
一
教
習
年
度

㈡

教
習
時
間

第
一
教
習
年
度
に
属
す
べ
き
教
習
時
間

㈢

社
会
科
及
び
体
育

第
一
教
習
年
度
に
お
け
る
社
会
科
及
び
体
育

㈣

関
連
学
科
及
び
実
技

今
回
の
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
に
応
し
て
職
業
補
導
教
程
の

内
容
に
対
し
て
も
、
教
習
事
項
に
関
連
づ
け
る
為
に
必
要
な
調

整
が
加
え
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
補
導
教
程
の
改
訂
が
行
わ

れ
る
迄
の
間
は
、
別
表
に
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

三
、
職
業
補
導
種
目

竹
細
工
、
鋳
造
、
鍍
金
、
電
工
、
塗
装
、
製
紙
及
び
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

は
そ
れ
ぞ
れ
養
成
職
種
編
組
工
、
鋳
物
工
、
メ
ッ
キ
工
、
電
路
工
、
機
械
塗
装
工
又
は
塗
装

工
、
製
紙
工
及
び
印
刷
工
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
全
国
的
な
標
準
を
定
め

た
職
業
補
導
教
程
基
準
が
未
定
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
職
種
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認

可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
追
っ
て
通
牒
す
る
ま
で
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
の
寫
及
び

参
考
書
類
を
添
付
の
上
、
そ
の
つ
ど
稟
伺
す
る
こ
と
。

四
、
補
導
期
間
一
ヶ
年
以
外
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認
可
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
も
、
三
の
場
合
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
。

五
、
第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
す
る
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了
生

は
、
出
席
率
八
〇
％
以
上
の
者
に
限
る
こ
と
ヽ
し
、
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
備
考
欄
に
そ

の
旨
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
。

別

表

除

く

こ

と

が

で

き

る

教

習

科

目

職
種

職
業
補
導
種
目

関
連
学
科

実

技

基
本
実
習

応
用
実
習

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学

彫
金
工

彫
金
科
彫
金

実
用
外
国
語

工
具
製
作
法

専
修

意
匠
図
案
の
う
ち
図
案

工
作
法
の
う
ち
基
本
彫
金
法

工
具
使
用
法

材
料
の
う
ち
金
属
材
料
の
一
般
的
性
質

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学

鋳
金
工

銅
器
科
鋳
金

実
用
外
国
語

工
具
製
作
法

専
修

意
匠
図
案
の
う
ち
図
案

工
作
法
の
う
ち
基
本
鋳
金
法

工
具
使
用
法

材
料
の
う
ち
金
属
材
料
の
一
般
的
性
質

物
理
及
び
化
学

成
型
専
修
者
に
は
成
型
法

実
用
外
国
語

焼
成
専
修
者
に
は
焼
成
法

陶
工

陶
磁
器
科

窯
業
学
大
意

絵
付
専
修
者
に
は
絵
付
法

陶
磁
器
製
作
法

意
匠
図
案
の
う
ち
図
案

物
理
及
び
化
学

塗
及
び
加
飾
基
本
実
習
の

実
用
外
国
語

基
本
業

漆
工

漆
器
科

漆
器
製
作
法
の
う
ち
漆
塗
、
加
飾

意
匠
図
案
の
う
ち
模
様
、
漆
器
、
図
案
、

色
彩
と
配
色

被
服
科
学
の
う
ち
衣
類
整
理

ミ
シ
ン
及
び
使
用
法

洋
服
工

男
子
服

実
用
外
国
語

基
本
製
図
基
礎
縫

採
寸
法

洋
服
工

洋
裁
科

被
服
科
学
の
う
ち
衣
類
整
理

ミ
シ
ン
及
び
使
用
法

服
飾
手
芸

基
本
製
図
採
寸
法

工
業
数
学

工
業
器
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

火
造
基
本
作
業

鍛
工

鍛
造
科

機
械
工
作
法

熱
処
理
基
本
作
業

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
鋼
の
熱
処
理

火
床
基
本
作
業

製
図

工
業
数
学

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学

物
理
及
び
化
学

実
用
外
国
語

実
用
外
国
語

板
金
工

板
金
科

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
鋼
の
熱
処
理

金
属
材
料
の
う
ち
熱
処
理
法

非
金
属
材
料

非
金
属
材
料

機
械
工
作
法
の
う
ち
板
金
加
工

機
械
工
作
法
の
う
ち
板
金
加

工

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学
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実
用
外
国
語

工
具
器
具
使
用
法

電
弧
溶
接
工

溶
接
科

溶
接
法
の
う
ち
電
弧
溶
接
機
の

溶
接
各
種
運
行
法

取
扱
法
、
ガ
ス
溶
接
法

切
断
基
本
作
業

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
及
び
鋼
の

通
性

鉄
鋼
の
熱
処
理

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学

工
具
器
具
使
用
法

実
用
外
国
語

各
種
切
断
基
本
作
業

溶
接
法
の
う
ち
ガ
ス
溶
接
機
の

板
棒
の
溶
接
と
吹
管
の
運
行

法

ガ
ス
溶
接
工

溶
接
科

取
扱
法
、
電
弧
溶
接
法

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
及
び
鋼
の
通
性

鉄
鋼
の
熱
処
理

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

仕
上
基
本
作
業

電
気
器
具
修
理

電
気
理
論

巻
線
絶
縁
作
業

電
気
組
立
工

科

電
気
機
械
器
具
の
う
ち
電
気
機
械
電
力

応
用

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

製
図
用
具
使
用
法
法

実
用
外
国
語

文
学
、
数
学
の
書
き
方

電
気
製
図
工

製
図
科

機
械
工
学
大
意

直
線
、
曲
線
、
円
の
墨
入
れ

材
料

電
気
製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

物
理

時
計
工

時
計
修
理
科

実
用
外
国
語

工
具
使
用
法

計
測
機
器
の
う
ち
時
計

機
械
工
作
法
の
う
ち
時
計
修
理
法

機
械
科
旋
盤

工
業
数
学

工
具
使
用
法

専
修

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

機
械
工

機
械
工
作
法
の
う
ち
時
計
修
理
法

仕
上
基
本
作
業

旋
盤
科

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

各
種
工
作
機
械
基
本
作
業
の

機
械
工
学
大
意

う
ち
旋
盤
基
本
作
業

機
械
科
仕
上

工
業
数
学

工
具
使
用
法

専
修

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

仕
上
工

機
械
工
学
大
意

仕
上
基
本
作
業

仕
上
科

機
械
工
法

火
造
熱
処
理
基
本
作
業

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

工
具
使
用
法

物
理

仕
上
基
本
作
業

内
燃
機
関

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

組
立
工

内
燃
機
関
修
理

機
械
工
作
法
の
う
ち
内
燃
機
関
修
理
法

科

内
燃
機
関

材
料
の
う
ち
鉄
と
鋼
の
通
性

非
金
属
の
通
性

工
業
数
学

製
図
用
具
使
用
法
法

実
用
外
国
語

文
字
、
数
学
の
書
き
方

機
械
製
図
工

製
図
科

機
械
工
作
法

直
線
、
曲
線
、
円
の
墨
入
れ

材
料

機
械
要
素
の
写
図

機
械
製
図
の
う
ち
基
本
図
法
及
び
基
本

機
械
設
計
法

工
業
数
学

木
工
具
製
作
法
及
び
使
用
法

船
大
工

木
船
科

物
理

実
用
外
国
語

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

洗
じ
ょ
う

内
燃
自
動
車

自
動
車
整
備
科

実
用
外
国
語

工
具
器
具
使
用
法

工

自
動
車
工
学

計
測

仕
上
基
本
作
業

火
造
り
基
本
作
業
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実
用
外
国
語

工
具
器
具
使
用
法

電
弧
溶
接
工

溶
接
科

溶
接
法
の
う
ち
電
弧
溶
接
機
の

溶
接
各
種
運
行
法

取
扱
法
、
ガ
ス
溶
接
法

切
断
基
本
作
業

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
及
び
鋼
の

通
性

鉄
鋼
の
熱
処
理

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

物
理
及
び
化
学

工
具
器
具
使
用
法

実
用
外
国
語

各
種
切
断
基
本
作
業

溶
接
法
の
う
ち
ガ
ス
溶
接
機
の

板
棒
の
溶
接
と
吹
管
の
運
行

法

ガ
ス
溶
接
工

溶
接
科

取
扱
法
、
電
弧
溶
接
法

金
属
材
料
の
う
ち
鉄
及
び
鋼
の
通
性

鉄
鋼
の
熱
処
理

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

仕
上
基
本
作
業

電
気
器
具
修
理

電
気
理
論

巻
線
絶
縁
作
業

電
気
組
立
工

科

電
気
機
械
器
具
の
う
ち
電
気
機
械
電
力

応
用

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

製
図
用
具
使
用
法
法

実
用
外
国
語

文
学
、
数
学
の
書
き
方

電
気
製
図
工

製
図
科

機
械
工
学
大
意

直
線
、
曲
線
、
円
の
墨
入
れ

材
料

電
気
製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

物
理

時
計
工

時
計
修
理
科

実
用
外
国
語

工
具
使
用
法

計
測
機
器
の
う
ち
時
計

機
械
工
作
法
の
う
ち
時
計
修
理
法

機
械
科
旋
盤

工
業
数
学

工
具
使
用
法

専
修

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

機
械
工

機
械
工
作
法
の
う
ち
時
計
修
理
法

仕
上
基
本
作
業

旋
盤
科

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

各
種
工
作
機
械
基
本
作
業
の

機
械
工
学
大
意

う
ち
旋
盤
基
本
作
業

機
械
科
仕
上

工
業
数
学

工
具
使
用
法

専
修

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

仕
上
工

機
械
工
学
大
意

仕
上
基
本
作
業

仕
上
科

機
械
工
法

火
造
熱
処
理
基
本
作
業

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

工
具
使
用
法

物
理

仕
上
基
本
作
業

内
燃
機
関

実
用
外
国
語

計
測
及
び
ケ
ガ
キ

組
立
工

内
燃
機
関
修
理

機
械
工
作
法
の
う
ち
内
燃
機
関
修
理
法

科

内
燃
機
関

材
料
の
う
ち
鉄
と
鋼
の
通
性

非
金
属
の
通
性

工
業
数
学

製
図
用
具
使
用
法
法

実
用
外
国
語

文
字
、
数
学
の
書
き
方

機
械
製
図
工

製
図
科

機
械
工
作
法

直
線
、
曲
線
、
円
の
墨
入
れ

材
料

機
械
要
素
の
写
図

機
械
製
図
の
う
ち
基
本
図
法
及
び
基
本

機
械
設
計
法

工
業
数
学

木
工
具
製
作
法
及
び
使
用
法

船
大
工

木
船
科

物
理

実
用
外
国
語

製
図
の
う
ち
基
本
図
法

工
業
数
学

洗
じ
ょ
う

内
燃
自
動
車

自
動
車
整
備
科

実
用
外
国
語

工
具
器
具
使
用
法

工

自
動
車
工
学

計
測

仕
上
基
本
作
業

火
造
り
基
本
作
業
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溶
接
基
本
作
業

板
金
基
本
作
業

塗
装
及
び
内
張
作
業
の
う
ち

塗
装
作
業

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

架
設
工
事

実
用
外
国
語

型
わ
く
講
じ

大
工

建
築
科

設
計
及
び
製
図
の
う
ち
基
本
製
図

遺
型
墨
出

建
設
工
学
大
意
の
う
ち
建
設
設
計
及
び

建
設
法
規

建
築
構
造
学

工
業
数
学

機
械
工
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

組
立
基
本
作
業

建
具
工

木
工
科

工
作
法
の
う
ち
木
工
具

木
工
機
械

材
料

製
図
の
う
ち
基
本
製
図

工
業
数
学

木
地
作
業
の
う
ち
機
械
工
具

物
理
及
び
化
学

使
用
法

家
具
工

木
工
科

工
作
法
の
う
ち
木
工
具
木
工
機
械

木
地
基
本
作
業

材
料
の
う
ち
木
材
、
金
属
、
各
種
接
着

組
立
作
業

剤設
計
及
び
製
図
の
う
ち
基
本
製
図

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

施
工
法
の
う
ち
基
礎
工
作
法

測
量
墨
出

左
官

左
官
科

材
料
の
う
ち
モ
ル
タ
ル
、
セ
メ
ン
ト
、

タ
イ
ル
、
つ
た

上
塗
壁
剤

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

物
理
及
び
化
学

計
測
及
び
墨
出

石
工

石
材
加
工
科

材
料

石
割
基
本
作
業

工
作
法
の
う
ち
大
割
、
仕
上

石
材
加
工
基
本
作
業

機
械
工
具
及
び
火
薬
取
扱

製
図
の
う
ち
基
本
製
図

製
版
印
刷
大
意

工
具
器
具
使
用
法

製
版
法
の
う
ち
活
版
印
刷
法

各
種
印
刷
機
械

基
本
作
業
の
う
ち
活
版
印

印
刷
工

刷
機
械
基
本
作
業

活
版
印
刷
科

印
刷
法
の
う
ち
活
版
印
刷
法

各
種
製
版
機
械
基
本
作
業

の
う
ち
活
版
印
刷
用
製
版

機
械
基
本
作
業

工
業
数
学

工
具
器
具
使
用
法

く
つ
工

物
理
及
び
化
学

基
本
製
甲
作
業

製
靴
科

く
つ
製
造
法
の
う
ち
基
本
製
甲

基
本
底
付
作
業

工
作
法
及
び
基
底
付
工
作
方

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
七
月
十
七
日

〔
五
─
二
─
四
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
一
三
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
とと
のの
連連
携携
にに
伴伴
うう
職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

今
般
技
能
者
養
成
規
程
が
改
正
せ
ら
れ
、
技
能
者
養
成
制
度
と
職
業
補
導
事
業
と
の
連
繋
の

緊
密
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
年
六
月
二
十
九
日
そ
の
施
行
通
達
（
別
紙
寫
）
が
発

せ
ら
れ
こ
れ
に
附
随
し
て
職
業
安
定
局
長
及
び
労
働
基
準
局
長
連
名
に
よ
る
「
技
能
者
養
成
と

職
業
補
導
と
の
提
携
協
力
に
つ
い
て
」
の
通
達
及
び
労
働
基
準
局
長
名
に
よ
る
「
公
共
職
業
補

導
所
修
了
生
の
技
能
者
養
成
認
可
に
つ
い
て
」
（
別
紙
職
発
第
四
二
号
通
達
に
添
付
）
の
両
通

達
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
後
は
右
通
達
の
趣
旨
に
基
き
職
業
訓
練
計
画
に
関
し
、

職
業
安
定
機
関
は
労
働
基
準
監
督
機
関
と
常
に
緊
密
な
る
協
力
体
制
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
特
に
左
記
諸
点
に
留
意
せ
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
一
五
条
改
正
の
趣
旨
は
、
総
合
的
職
業
訓
練
計
画
の
確
立
と
い
う
見

地
か
ら
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
連
携
を
図
る
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
両
制
度
の
本
質

的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

二
、
改
正
規
程
第
一
五
条
第
二
項
は
同
条
第
一
項
と
異
り
、
習
得
し
た
課
程
を
免
除
す
る
こ
と
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を
義
務
づ
け
る
趣
旨
で
は
な
く
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
職
業
安

定
所
長
は
補
導
所
修
了
生
を
技
能
養
成
工
と
し
て
、
就
職
あ
っ
旋
す
る
際
は
今
回
の
改
正
の

趣
旨
に
か
ん
が
み
な
る
べ
く
同
条
同
項
の
制
度
を
認
識
活
用
す
る
よ
う
事
業
場
に
対
し
て
勧

奨
す
べ
き
こ
と
。

三
、
公
共
職
業
補
導
所
修
了
後
技
能
養
成
工
に
採
用
さ
れ
た
者
の
技
能
水
準
が
、
他
の
養
成
工

に
比
し
て
低
く
、
そ
の
た
め
事
業
場
の
技
能
者
養
成
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今

後
と
も
一
層
補
導
の
質
的
向
上
の
た
め
に
努
力
す
べ
き
こ
と
。

四
、
職
業
補
導
施
設
の
貸
与
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。

㋑

あ
く
ま
で
も
本
来
の
職
業
補
導
事
業
に
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

㋺

技
能
者
養
成
に
対
し
て
職
業
補
導
所
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
の
は
、
主
と
し
て
学
科
及

び
必
要
あ
る
と
き
は
基
本
実
習
を
習
得
す
る
場
合
と
し
、
応
用
実
習
は
事
業
場
内
で
実
施

さ
せ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
事
。

㋩

施
設
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
監
督
機
関
と
協
議
の
う
え
、
事
前
に

詳
細
、
且
つ
、
具
体
的
に
規
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
の
た
め
に
使
用

す
る
原
材
料
、
光
熱
水
料
等
に
つ
い
て
は
、
当
然
当
該
事
業
場
ま
た
は
共
同
養
成
対
に
負

担
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
補
導
所
修
了
生
を
技
能
者
養
成
に
編
入
す
る
場
合
に
免
除
し
得
る
科
目
に
つ
い
て
は
、「
公

共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養
成
認
可
に
つ
い
て
」
の
通
達
に
詳
細
に
明
示
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
補
導
教
程
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
う
え
、

必
要
あ
る
場
合
は
そ
の
改
訂
を
行
い
、
調
整
を
図
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

六
、
補
導
所
修
了
生
を
技
能
者
養
成
に
編
入
す
る
場
合
教
習
事
項
か
ら
免
除
し
得
る
学
科
の
う

ち
「
安
全
作
業
法
」
が
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
し
て
、
当
然
他
の

実
習
の
中
に
含
ま
れ
て
習
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
「
除
く
こ
と
が
で
き
る
教
習

科
目
」
に
附
随
し
て
習
得
し
た
分
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
さ
し
つ
か
え
も
な
い
こ
と
。

七
、
応
用
実
習
に
つ
い
て
は
、
洋
裁
の
服
飾
手
芸
を
除
い
て
何
れ
の
科
目
も
教
習
事
項
か
ら
免

除
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
技
能
者
養
成
制
度
の
性
質
上
、
応
用
実
習
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
場
の
特
色
を
い
か
し
て
実
施
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
免
除
か

ら
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
紙

基
発
第
三
五
五
号

昭
和
二
九
年
六
月
二
十
九
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

労
働
基
準
局
長

殿

労労
働働
基基
準準
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令
、、
女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則
、、
技技
能能

者者
養養
成成
規規
程程
等等
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて
（（
抜抜
））

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
、

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
三
号
）
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭

和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
昭
和
二
九
年
六
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
技
能
者
養
成

指
導
員
免
許
証
の
交
付
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る

省
令
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
五
号
）
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
告
示

第
三
十
一
号
）
、
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
（
昭
和
二
九
年
労
働
省

告
示
第
三
十
二
号
）
と
と
も
に
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
化
と
法
令
の
体
系
の
整
備
と
の
見
地
か
ら
労
働
基
準
法

に
基
く
諸
規
則
に
つ
い
て
、
法
律
に
根
拠
が
薄
弱
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
廃
止
、
許
可
、
認
可
、

届
出
、
報
告
等
の
手
続
の
簡
素
化
、
現
下
の
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
実
情
、
特
に
中
小
企
業
に

過
重
な
負
担
を
お
わ
せ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
改
正
、
啓
蒙
的
な
規
定
の
廃
止
等
を
中

心
と
し
て
全
面
的
に
再
検
討
を
加
え
、
か
つ
改
正
に
当
っ
て
は
、
労
働
条
件
の
国
際
的
水
準
を

下
廻
ら
な
い
こ
と
及
び
労
働
者
の
身
体
生
命
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
安
全
衛
生
に
関

す
る
基
準
を
定
め
た
規
定
は
改
正
し
な
い
こ
と
を
基
本
的
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
労
働
基
準
法
の
精
神
と
こ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
労
働
条
件
の
基
準
は
、
こ
の
改
正
に

よ
っ
て
も
毫
も
変
改
を
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
労
働
者
の
実
質
的
労
働
条

件
の
低
下
を
き
た
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

労
働
基
準
法
及
び
改
正
三
規
則
の
運
営
に
当
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
今
回
の
改
正
の
趣
旨
を

充
分
に
理
解
し
、
部
内
は
勿
論
、
労
使
一
般
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
次
の
諸
点
に
留
意

し
て
、
労
働
基
準
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

第
三

技
能
者
養
成
規
程
関
係

二
、
第
四
条
関
係

㈠

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
は
廃
止
さ
れ
、
別
表
第
二
と
し
て
、
技
能
者
養
成

規
程
中
に
挿
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
の
中
改
正
さ
れ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
こ
と
。

⒈

技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
経
験
年
数
を
「
そ
の
修
了

時
に
勤
務
す
る
事
業
場
」
に
お
け
る
も
の
に
限
っ
て
い
た
従
来
の
制
限
を
と
る
一
方
、
必

要
経
験
年
数
三
年
を
四
年
に
延
長
し
た
こ
と
。
（
第
四
号
）

⒉

短
期
大
学
卒
業
者
に
指
導
員
資
格
を
認
め
た
こ
と
。
（
第
八
号
）
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を
義
務
づ
け
る
趣
旨
で
は
な
く
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
職
業
安

定
所
長
は
補
導
所
修
了
生
を
技
能
養
成
工
と
し
て
、
就
職
あ
っ
旋
す
る
際
は
今
回
の
改
正
の

趣
旨
に
か
ん
が
み
な
る
べ
く
同
条
同
項
の
制
度
を
認
識
活
用
す
る
よ
う
事
業
場
に
対
し
て
勧

奨
す
べ
き
こ
と
。

三
、
公
共
職
業
補
導
所
修
了
後
技
能
養
成
工
に
採
用
さ
れ
た
者
の
技
能
水
準
が
、
他
の
養
成
工

に
比
し
て
低
く
、
そ
の
た
め
事
業
場
の
技
能
者
養
成
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今

後
と
も
一
層
補
導
の
質
的
向
上
の
た
め
に
努
力
す
べ
き
こ
と
。

四
、
職
業
補
導
施
設
の
貸
与
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。

㋑

あ
く
ま
で
も
本
来
の
職
業
補
導
事
業
に
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

㋺

技
能
者
養
成
に
対
し
て
職
業
補
導
所
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
の
は
、
主
と
し
て
学
科
及

び
必
要
あ
る
と
き
は
基
本
実
習
を
習
得
す
る
場
合
と
し
、
応
用
実
習
は
事
業
場
内
で
実
施

さ
せ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
事
。

㋩

施
設
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
監
督
機
関
と
協
議
の
う
え
、
事
前
に

詳
細
、
且
つ
、
具
体
的
に
規
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
の
た
め
に
使
用

す
る
原
材
料
、
光
熱
水
料
等
に
つ
い
て
は
、
当
然
当
該
事
業
場
ま
た
は
共
同
養
成
対
に
負

担
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
補
導
所
修
了
生
を
技
能
者
養
成
に
編
入
す
る
場
合
に
免
除
し
得
る
科
目
に
つ
い
て
は
、「
公

共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養
成
認
可
に
つ
い
て
」
の
通
達
に
詳
細
に
明
示
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
補
導
教
程
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
う
え
、

必
要
あ
る
場
合
は
そ
の
改
訂
を
行
い
、
調
整
を
図
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

六
、
補
導
所
修
了
生
を
技
能
者
養
成
に
編
入
す
る
場
合
教
習
事
項
か
ら
免
除
し
得
る
学
科
の
う

ち
「
安
全
作
業
法
」
が
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
し
て
、
当
然
他
の

実
習
の
中
に
含
ま
れ
て
習
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
「
除
く
こ
と
が
で
き
る
教
習

科
目
」
に
附
随
し
て
習
得
し
た
分
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
さ
し
つ
か
え
も
な
い
こ
と
。

七
、
応
用
実
習
に
つ
い
て
は
、
洋
裁
の
服
飾
手
芸
を
除
い
て
何
れ
の
科
目
も
教
習
事
項
か
ら
免

除
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
技
能
者
養
成
制
度
の
性
質
上
、
応
用
実
習
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
場
の
特
色
を
い
か
し
て
実
施
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
免
除
か

ら
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
紙

基
発
第
三
五
五
号

昭
和
二
九
年
六
月
二
十
九
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

労
働
基
準
局
長

殿

労労
働働
基基
準準
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令
、、
女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則
、、
技技
能能

者者
養養
成成
規規
程程
等等
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて
（（
抜抜
））

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
、

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
三
号
）
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭

和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
昭
和
二
九
年
六
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
技
能
者
養
成

指
導
員
免
許
証
の
交
付
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る

省
令
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
令
第
十
五
号
）
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
告
示

第
三
十
一
号
）
、
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
（
昭
和
二
九
年
労
働
省

告
示
第
三
十
二
号
）
と
と
も
に
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
化
と
法
令
の
体
系
の
整
備
と
の
見
地
か
ら
労
働
基
準
法

に
基
く
諸
規
則
に
つ
い
て
、
法
律
に
根
拠
が
薄
弱
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
廃
止
、
許
可
、
認
可
、

届
出
、
報
告
等
の
手
続
の
簡
素
化
、
現
下
の
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
実
情
、
特
に
中
小
企
業
に

過
重
な
負
担
を
お
わ
せ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
改
正
、
啓
蒙
的
な
規
定
の
廃
止
等
を
中

心
と
し
て
全
面
的
に
再
検
討
を
加
え
、
か
つ
改
正
に
当
っ
て
は
、
労
働
条
件
の
国
際
的
水
準
を

下
廻
ら
な
い
こ
と
及
び
労
働
者
の
身
体
生
命
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
安
全
衛
生
に
関

す
る
基
準
を
定
め
た
規
定
は
改
正
し
な
い
こ
と
を
基
本
的
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
労
働
基
準
法
の
精
神
と
こ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
労
働
条
件
の
基
準
は
、
こ
の
改
正
に

よ
っ
て
も
毫
も
変
改
を
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
労
働
者
の
実
質
的
労
働
条

件
の
低
下
を
き
た
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

労
働
基
準
法
及
び
改
正
三
規
則
の
運
営
に
当
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
今
回
の
改
正
の
趣
旨
を

充
分
に
理
解
し
、
部
内
は
勿
論
、
労
使
一
般
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
次
の
諸
点
に
留
意

し
て
、
労
働
基
準
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

第
三

技
能
者
養
成
規
程
関
係

二
、
第
四
条
関
係

㈠

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
は
廃
止
さ
れ
、
別
表
第
二
と
し
て
、
技
能
者
養
成

規
程
中
に
挿
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
の
中
改
正
さ
れ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
こ
と
。

⒈

技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
経
験
年
数
を
「
そ
の
修
了

時
に
勤
務
す
る
事
業
場
」
に
お
け
る
も
の
に
限
っ
て
い
た
従
来
の
制
限
を
と
る
一
方
、
必

要
経
験
年
数
三
年
を
四
年
に
延
長
し
た
こ
と
。
（
第
四
号
）

⒉

短
期
大
学
卒
業
者
に
指
導
員
資
格
を
認
め
た
こ
と
。
（
第
八
号
）
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⒊

旧
制
大
学
及
び
旧
制
専
門
学
校
卒
業
者
と
新
制
大
学
卒
業
者
の
必
要
経
験
年
数
を
同
一

に
し
た
こ
と
。
（
第
九
号
）

⒋

公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
の
指
導
員
に
指
導
員
資
格
を

認
め
た
こ
と
。

⒌

認
定
基
準
第
十
号
を
削
除
し
た
こ
と
。

八
、
第
十
五
条
関
係

㈠

第
二
項
は
、
今
回
の
改
正
の
主
要
点
で
あ
る
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の

行
う
職
業
補
導
と
の
連
携
を
図
る
為
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
補
導

と
技
能
者
養
成
と
は
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
相
違
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
同
じ
く
職
業
訓
練

制
度
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
又
、
同
じ
労
働
省
の
所
管
す
る
も
の
で
も

あ
る
の
で
職
業
訓
練
制
度
の
体
系
化
の
趣
旨
に
沿
い
必
要
な
範
囲
で
、
両
制
度
の
連
携
を

図
る
途
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練

を
受
け
た
者
を
技
能
者
養
成
工
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
そ
の
者
が
受
け
た
職
業
訓
練
課

程
の
範
囲
内
で
そ
れ
に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
、
様
式
第
五
号

に
よ
り
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
技
能
者
養
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
趣

旨
で
あ
る
が
認
可
基
準
そ
の
他
実
施
上
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

㈡

第
二
項
の
適
用
を
受
け
得
る
者
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了
生
そ
の
他
指
定
施
設
に

お
け
る
職
業
訓
練
の
全
課
程
を
終
了
し
た
者
で
あ
り
、
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
に
は
適

用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

旧
規
程
第
十
五
条
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
下
廻
ら
な
い
範
囲
内
で
の
一
部
変
更
で
あ

れ
ば
、
特
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
教
習
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
教
習
事
項

の
基
準
を
下
廻
る
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
に
そ
の
必
要
も
少
く
実
益
も
少
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
、
第
十
八
条
関
係

教
習
事
項
の
一
部
除
外
を
受
け
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
の
修
了
生
の
労
働
契

約
の
期
間
は
、
除
外
す
る
教
習
事
項
の
範
囲
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
職
業
訓
練

を
受
け
た
期
間
を
養
成
期
間
か
ら
空
除
し
た
期
間
の
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
、
第
十
九
条
関
係

㈢

第
二
項
の
「
当
該
期
間
」
と
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
に
つ

い
て
は
「
養
成
期
間
か
ら
習
得
期
間
を
空
除
し
た
期
間
」
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
能

養
成
工
に
つ
い
て
は
「
養
成
期
間
か
ら
訓
練
期
間
を
空
除
し
た
期
間
」
を
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
七
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
四
六
〕
労
働
部
長
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
長
宛
（
二
九
失
第
二
五
九
号
）

補補
導導
生生
にに
対対
すす
るる
失失
業業
のの
認認
定定
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
に
対
す
る
失
業
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
定
め
た
か
ら
関
係
公
共
職
業

補
導
所
長
と
連
絡
を
密
に
し
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
、
無
断
欠
席
、
十
五
日
以
上
の
病
気
欠
席
等
、
労
働
の
意
思
及
び

能
力
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
日
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
日
に
つ
い
て
失
業
の
認
定
を
行
わ

な
い
こ
と
。

二
、
所
定
の
認
定
日
に
欠
席
で
あ
っ
て
も
、
補
導
所
に
入
所
中
の
者
に
つ
い
て
は
、
安
定
所
に

出
頭
し
な
く
て
差
支
え
な
い
こ
と
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
通
常
の
欠
席
と
同
様
に
扱
う

も
の
と
す
る
。

従
っ
て
認
定
日
に
欠
席
の
場
合
で
も
、
補
導
証
明
に
よ
り
認
定
期
間
中
に
、
補
導
を
受
け

た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
分
の
失
業
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

三
、
右
の
取
扱
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
公
共
職
業
補
導
所
長
に
対
し

証
明
書
を
発
行
す
る
際
に
欠
席
の
事
実
を
記
載
す
る
よ
う
依
頼
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
八
月
一
〇
日

〔
五
─
二
─
四
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
五
三
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
追追
補補
導導
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

最
近
の
産
業
界
で
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
優
秀
な
技
能
労
働
力
の
充
足

を
強
く
要
請
し
て
い
る
実
情
に
か
ん
が
み
、
本
年
度
か
ら
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
期

間
は
、
原
則
と
し
て
一
年
と
す
る
。
従
っ
て
現
在
所
内
補
導
期
間
六
ヶ
月
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

職
業
安
定
行
政
手
引
第
七
編
職
業
補
導
の
部
一
九
〇
〇
を
活
用
し
て
、
そ
の
後
六
ヶ
月
を
追
補

導
期
間
と
定
め
、
こ
の
期
間
中
に
補
導
所
内
の
訓
練
で
習
っ
た
技
能
を
工
場
、
事
業
場
に
お
け

る
現
場
実
習
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
か
ら
、
了
知
せ
ら
れ
た
い
。
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追
補
導
の
過
程
に
お
い
て
は
、
所
内
補
導
で
訓
練
し
た
基
本
実
習
及
び
応
用
実
習
の
過
程
を

総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
左
記
の
よ
う
な
方
法
の
中
、
実
情
勘
案
の
上
、
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
び
、
こ
れ
を
重
点
的
、
計
画
的
に
実
施
し
て
、
補
導
生
の
技
能
向
上

を
図
る
も
の
と
す
る
か
ら
、
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

記記

一

通
信
に
よ
る
補
導

通
信
に
よ
り
絶
え
ず
補
導
生
の
技
能
程
度
、
作
業
態
度
、
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
把
握
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
応
じ
た
指
示
援
助
を
与
え
、
あ
わ
せ
て
、
現
場
実
習
責
任
者
と
文
書

連
絡
を
と
り
、
補
導
生
の
効
率
的
訓
練
を
図
る
こ
と
。

二

指
導
員
の
巡
回

週
一
回
以
上
担
当
指
導
員
が
実
習
現
場
に
お
も
む
き
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

ス
ク
ー
リ
ン
グ

補
導
生
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
月
一
回
以
上
補
導
所
に
集
合
さ
せ
て
、
学
科
及
び
実
技
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
。

四

レ
ポ
ー
ト
の
提
出

補
導
生
に
、
技
術
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ
、
そ
の
技
能
向
上
の
一
助
に
資
す

る
と
と
も
に
、
技
能
判
定
の
資
料
と
す
る
こ
と
。

五

再
訓
練

以
上
の
方
法
を
実
施
し
て
も
、
な
お
不
充
分
な
場
合
に
は
、
補
習
生
制
度
を
利
用
し
て
、

再
訓
練
を
行
う
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
八
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
四
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
主
務
部
長
宛

（
補
発
第
五
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
にに
対対
すす
るる
旅旅
客客
運運
賃賃
のの
学学
生生
割割
引引
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
公
共
職
業
補
導
所
（
総
合
職
業
補
導
所
を
含
む
。
）
補
導
生
の
福
利
厚
生
施
策
推
進

の
一
環
と
し
て
、
所
内
補
導
期
間
六
ヶ
月
の
種
目
に
在
所
す
る
補
導
生
に
つ
い
て
も
、
日
本
国

有
鉄
道
営
業
局
旅
客
課
の
了
承
を
得
て
、
そ
の
旅
客
運
賃
に
つ
い
て
学
生
割
引
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
よ
り
遺
憾
の
な
い
よ
う
配
慮
せ
ら

れ
た
い
。

記

一
、
県
規
則
、
告
示
あ
る
い
は
要
綱
等
期
間
に
つ
い
て
の
正
式
規
定
の
中
に
次
の
例
文
に
よ
り

追
補
導
の
実
施
に
つ
い
て
、
表
示
す
る
こ
と
。

例
文第

○
条
○
○
公
共
（
総
合
）
職
業
補
導
所
の
種
目
、
定
員
及
び
補
導
期
間
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

種
目

定
員

期
間

機
械

三
〇

一
年

板
金

三
〇

一
年

溶
接

三
〇

所
内
補
導
六
ヶ
月

追

補

導
六
ヶ
月

一
年

二
、
右
手
続
き
が
完
了
し
た
種
目
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
日
本
国
有
鉄
道
地
方
鉄
道
管
理
局
に

必
要
書
類
を
添
え
申
請
の
上
適
用
を
受
け
る
こ
と
。

三
、
追
補
導
期
間
中
の
補
導
生
に
つ
い
て
は
、
右
割
引
制
度
の
適
用
が
な
い
こ
と
。『

神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
九
月
二
二
日

〔
五
─
二
─
四
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
二
六
一
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
にに
対対
すす
るる
身身
分分
証証
明明
書書
のの
発発
行行
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
た
る
身
分
を
明
ら
か
に
し
、
常
に
補
導
生
た
る
の
き
ん
じ
を
保
た

し
め
、
併
せ
て
国
鉄
そ
の
他
の
交
通
機
関
利
用
等
の
身
分
証
明
の
た
め
、
来
る
十
月
入
所
及
び

明
年
三
月
修
了
予
定
以
降
の
補
導
生
に
対
し
て
左
記
に
よ
り
身
分
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
万
遺
憾
の
な
い
よ
う
さ
れ
た
い
。

記

公公
共共
職職
業業
補補
導導
生生
身身
分分
証証
明明
書書
所所
持持
規規
程程

一
、

こ
の
証
明
書
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
生
た
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
常
に
所

持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、

こ
の
証
明
書
は
、
他
人
に
貸
与
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
、

こ
の
証
明
書
記
載
の
事
実
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
発
行
者
に
証
明
書
事
実

の
書
換
え
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、

こ
の
証
明
書
を
亡
失
し
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
所
定
の
手
続
き
を
経
て
発
行
者
か
ら
再

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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追
補
導
の
過
程
に
お
い
て
は
、
所
内
補
導
で
訓
練
し
た
基
本
実
習
及
び
応
用
実
習
の
過
程
を

総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
左
記
の
よ
う
な
方
法
の
中
、
実
情
勘
案
の
上
、
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
び
、
こ
れ
を
重
点
的
、
計
画
的
に
実
施
し
て
、
補
導
生
の
技
能
向
上

を
図
る
も
の
と
す
る
か
ら
、
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

記記

一

通
信
に
よ
る
補
導

通
信
に
よ
り
絶
え
ず
補
導
生
の
技
能
程
度
、
作
業
態
度
、
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
把
握
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
応
じ
た
指
示
援
助
を
与
え
、
あ
わ
せ
て
、
現
場
実
習
責
任
者
と
文
書

連
絡
を
と
り
、
補
導
生
の
効
率
的
訓
練
を
図
る
こ
と
。

二

指
導
員
の
巡
回

週
一
回
以
上
担
当
指
導
員
が
実
習
現
場
に
お
も
む
き
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

ス
ク
ー
リ
ン
グ

補
導
生
を
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
月
一
回
以
上
補
導
所
に
集
合
さ
せ
て
、
学
科
及
び
実
技
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
。

四

レ
ポ
ー
ト
の
提
出

補
導
生
に
、
技
術
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ
、
そ
の
技
能
向
上
の
一
助
に
資
す

る
と
と
も
に
、
技
能
判
定
の
資
料
と
す
る
こ
と
。

五

再
訓
練

以
上
の
方
法
を
実
施
し
て
も
、
な
お
不
充
分
な
場
合
に
は
、
補
習
生
制
度
を
利
用
し
て
、

再
訓
練
を
行
う
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
八
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
四
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
主
務
部
長
宛

（
補
発
第
五
七
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
にに
対対
すす
るる
旅旅
客客
運運
賃賃
のの
学学
生生
割割
引引
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
公
共
職
業
補
導
所
（
総
合
職
業
補
導
所
を
含
む
。
）
補
導
生
の
福
利
厚
生
施
策
推
進

の
一
環
と
し
て
、
所
内
補
導
期
間
六
ヶ
月
の
種
目
に
在
所
す
る
補
導
生
に
つ
い
て
も
、
日
本
国

有
鉄
道
営
業
局
旅
客
課
の
了
承
を
得
て
、
そ
の
旅
客
運
賃
に
つ
い
て
学
生
割
引
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
よ
り
遺
憾
の
な
い
よ
う
配
慮
せ
ら

れ
た
い
。

記

一
、
県
規
則
、
告
示
あ
る
い
は
要
綱
等
期
間
に
つ
い
て
の
正
式
規
定
の
中
に
次
の
例
文
に
よ
り

追
補
導
の
実
施
に
つ
い
て
、
表
示
す
る
こ
と
。

例
文第

○
条
○
○
公
共
（
総
合
）
職
業
補
導
所
の
種
目
、
定
員
及
び
補
導
期
間
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

種
目

定
員

期
間

機
械

三
〇

一
年

板
金

三
〇

一
年

溶
接

三
〇

所
内
補
導
六
ヶ
月

追

補

導
六
ヶ
月

一
年

二
、
右
手
続
き
が
完
了
し
た
種
目
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
日
本
国
有
鉄
道
地
方
鉄
道
管
理
局
に

必
要
書
類
を
添
え
申
請
の
上
適
用
を
受
け
る
こ
と
。

三
、
追
補
導
期
間
中
の
補
導
生
に
つ
い
て
は
、
右
割
引
制
度
の
適
用
が
な
い
こ
と
。『

神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
九
月
二
二
日

〔
五
─
二
─
四
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
二
六
一
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
にに
対対
すす
るる
身身
分分
証証
明明
書書
のの
発発
行行
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
た
る
身
分
を
明
ら
か
に
し
、
常
に
補
導
生
た
る
の
き
ん
じ
を
保
た

し
め
、
併
せ
て
国
鉄
そ
の
他
の
交
通
機
関
利
用
等
の
身
分
証
明
の
た
め
、
来
る
十
月
入
所
及
び

明
年
三
月
修
了
予
定
以
降
の
補
導
生
に
対
し
て
左
記
に
よ
り
身
分
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
い
に
万
遺
憾
の
な
い
よ
う
さ
れ
た
い
。

記

公公
共共
職職
業業
補補
導導
生生
身身
分分
証証
明明
書書
所所
持持
規規
程程

一
、

こ
の
証
明
書
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
生
た
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
常
に
所

持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、

こ
の
証
明
書
は
、
他
人
に
貸
与
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

三
、

こ
の
証
明
書
記
載
の
事
実
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
発
行
者
に
証
明
書
事
実

の
書
換
え
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、

こ
の
証
明
書
を
亡
失
し
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
所
定
の
手
続
き
を
経
て
発
行
者
か
ら
再

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五
、

こ
の
証
明
書
は
、
退
所
、
修
了
等
に
よ
っ
て
補
導
生
た
る
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
直
ち

に
発
行
者
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、

こ
の
証
明
書
の
発
行
者
は
、
当
該
公
共
職
業
補
導
所
長
と
し
、
そ
の
証
明
記
載
事
項
は

次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

身
分
証
明
書
の
番
号
。

㈡

当
該
公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
生
で
あ
る
こ
と
の
証
明
。

㈢

補
導
生
の
科
別
及
び
期
別
。

㈣

補
導
生
の
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月
日
、
住
所
。

㈤

発
行
年
月
日
、
発
行
者
の
所
在
地
、
所
名
、
職
名
。

㈥

通
学
定
期
乗
車
券
、
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
明
発
行
の
指
定
番
号
。

㈦

証
明
書
の
有
効
期
間
。

七
、

こ
の
証
明
書
は
、
補
導
生
の
入
所
後
五
日
以
内
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、

証
明
書
の
書
換
え
は
、
発
行
者
に
証
明
書
を
提
出
し
書
換
え
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
亡

失
又
は
損
傷
等
に
よ
る
再
発
行
は
、
身
分
証
明
書
再
交
付
願
（
別
表
様
式
）
を
、
又
損

傷
し
た
場
合
は
、
こ
れ
に
損
傷
し
た
証
明
書
を
添
え
て
、
発
行
者
か
ら
再
交
付
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
、

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
九
年
十
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

別
表
様
式

身

分

証

明

書

再

交

付

願

一
、

身
分
証
明
書
番
号

一
、

再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

亡
失

右
に
よ
り
身
分
証
明
書
を

し
た
の
で
再
交
付
を
願
い
た
く
始
末
書
を
添
え
て
申

損
傷

請
し
ま
す
。

年

月

日○

○

公

共

補

導

所

○

○

科

○

期
氏
名

㊞

○

○

公

共

職

業

補

導

所

長

殿

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
一
〇
月
一
三
日

〔
五
─
二
─
五
〇
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
二
九
職
補
第
二
七
九
号
）

生生
活活
指指
導導
要要
領領
のの
送送
付付
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
の
生
活
指
導
に
つ
い
て
最
近
産
業
界
の
要
望
も
あ
り
、
そ
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
処
で
あ
り
、
各
所
と
も
技
能
訓
練
を
通
じ
、
各
自
治
会
、
ク
ラ
ブ
組
織
、
父
兄
会
等
を
組

織
し
、
補
導
生
の
善
導
に
努
め
て
い
る
が
方
法
要
領
に
つ
い
て
適
当
な
資
料
が
な
く
、
計
画
的

な
指
導
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
今
般
別
冊
生
活
指
導
要
領
を
印
刷
し
配
布
す
る
こ
と
と
し
た

か
ら
活
用
さ
れ
た
い
。

生
活
指
導
は
補
導
生
の
多
く
が
終
戦
後
の
混
乱
期
を
経
た
青
年
前
期
に
あ
り
、
特
に
生
活
指

導
を
必
要
と
す
る
事
情
に
あ
る
が
産
業
界
の
要
求
も
結
局
、
自
己
の
身
に
つ
け
た
技
術
を
誠
実

に
発
揮
し
よ
う
と
す
る
〝
働
く
人
間
〟
を
要
望
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
従
来
の
技
術
偏
重
の
指

導
に
対
す
る
批
判
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
今
後
は
先
ず
人
間
の
完
成
と
い
う
こ
と

を
目
標
と
し
て
、
所
長
を
中
心
と
し
全
職
員
協
力
の
下
に
指
導
す
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
煩
わ

し
た
い
。

（
註
、
要
領
、
略
、
別
途
印
刷
の
上
配
布
す
る
。
）

『
神
類
集
』

昭
和
二
九
年
一
〇
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
五
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
〇
九
号
）

夜夜
間間
職職
業業
補補
導導
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
九
年
初
頭
に
始
ま
っ
た
デ
フ
レ
政
策
の
影
響
に
よ
る
中
小
企
業
倒
産
に
伴
う
離
職
者
の

増
加
と
、
ア
メ
リ
カ
占
領
政
策
の
推
移
に
よ
る
駐
留
軍
労
務
者
の
大
量
解
雇
や
、
現
在
浮
動
的
な

職
業
に
い
る
た
め
に
転
職
を
希
望
す
る
者
に
対
す
る
緊
急
措
置
と
し
て
、
昭
和
二
九
年
一
〇
月
二

〇
日
、「
夜
開
職
業
補
導
実
施
要
領
」
が
施
行
せ
ら
れ
た
。

即
ち
、
こ
の
補
導
に
は
、
主
と
し
て
大
都
市
所
在
の
公
共
職
業
補
導
所
で
あ
っ
て
、
新
た
に
設

備
を
必
要
と
し
な
い
所
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
種
目
は
原
則
と
し
て
、
機
械
、
自
動
車
整
備
、

板
金
、
塗
装
、
熔
接
等
工
業
部
門
よ
り
選
定
し
、
定
員
は
一
種
目
三
〇
人
と
す
る
。

そ
の
教
程
基
準
は
、
お
お
む
ね
、
昼
間
の
教
程
基
準
に
準
拠
す
る
が
、
特
に
実
技
に
重
点
を
お

く
こ
と
は
夜
間
補
導
の
性
格
上
当
然
で
、
補
導
時
間
は
毎
日
午
後
五
時
よ
り
午
後
八
時
ま
で
、
期

間
は
六
ヵ
月
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
実
施
に
要
す
る
経
費
は
、
定
め
ら
れ
た
基
準
の
二
分
の
一
を
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補
助
す
る
。

現
在
夜
間
補
導
を
行
っ
て
い
る
都
道
府
県
、
種
目
数
、
補
導
定
員
は
次
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

『
要
覧
』

昭
和
二
九
年
一
一
月
一
〇
日

〔
五
─
二
─
五
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
六
五
号
）

夜夜
間間
職職
業業
補補
導導
にに
おお
けけ
るる
訓訓
練練
方方
法法
にに
つつ
いい
てて

本
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
夜
間
職
業
補
導
（
客
月
二
十
日
付
職
発
第
六
〇
九
号
通
達
）
に

お
け
る
訓
練
方
法
は
左
記
の
と
お
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
か
ら
御
了
知
願
い
た
い
。

記記

一
、
技
能
標
準
及
び
教
程
の
作
成

都
道
府
県
は
補
導
開
始
前
技
能
標
準
及
び
教
程
を
作
成
し
、
職
業
安
定
局
長
に
提
出
す
る

こ
と
。

技
能
標
準
及
び
教
程
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

⒈
補
導
時
間
は
四
三
二
時
間
（
一
日
三
時
間
、
週
六
日
、
月
四
週
、
六
ヵ
月
間
）
を
基
準

と
す
る
。

⒉
補
導
内
容
は
基
本
実
習
及
び
専
門
学
科
に
重
点
を
お
く
こ
と
。

⒊
新
設
種
目
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
、
関
係
事
業
所
又
は
団
体
の
意
見
を
き
く

等
に
よ
り
、
労
働
市
場
の
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

⒋
様
式
、
区
分
方
法
等
作
成
要
領
は
既
に
制
定
さ
れ
て
い
る
技
能
標
準
及
び
教
程
を
倣
う

こ
と
。

二
、
補
導
予
定
表
の
作
成
及
び
実
施

夜
間
職
業
補
導
の
訓
練
を
計
画
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
補
導
予
定
表
（
職
業
補
導
提
要
上

都道府県 種目数 定 員

埼玉 2 50

東京 8 190

神奈川 6 210

大阪 4 100

兵庫 3 80

福岡 4 100

計 27 730

巻
五
〇
～
五
二
頁
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
特
に
指
導
員
、
講
師
等
の
連
絡
を
緊
密
に
し
て
訓
練
を
効
果
的

な
ら
し
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
事
故
防
止

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
補
導
生
の
災
害
防
止
、
火
災
そ
の
他
の
事
故
防

止
に
萬
全
を
期
す
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
二
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
五
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
第
二
〇
九
号
）

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
別
紙
写
の
と
お
り
、
日
本
国
有
鉄
道
営
業
局
長
よ
り
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
こ
れ
を
貴
管
下
職
業
補
導
事
業
関
係
の
取
扱
責
任
者
に
徹
底
し
、
そ
の
運
営
の
遺
憾
の

な
い
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

写営
旅
第
五
〇
号

昭
和
三
十
年
一
月
二
十
七
日

日
本
国
有
鉄
道
営
業
局
長

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて
（（
通通
知知
））

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
配
布
に
当
っ
て
は
種
々
御
配
意
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
が
、
従
来
、
し
ば
し
ば
疑
義
が
あ
り
ま
し
た
学
割
証
の
取
扱
の
こ
と
に
つ
い
て
、
文
部
省
当

局
と
協
議
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
そ
の
取
扱
を
統
一
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
趣

旨
を
貴
職
関
係
の
国
鉄
の
指
定
学
校
に
お
け
る
学
割
証
取
扱
責
任
者
に
徹
底
さ
れ
る
よ
う
御
配

意
を
お
願
い
し
ま
す
。記記

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
発発
行行
要要
領領

一

発
行
者
に
つ
い
て

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
（
以
下
「
学
割
証
」
と
い
う
。
）
の
発
行
者
は
、
日
本

国
有
鉄
道
の
指
定
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の
長
と
す
る
。

二

入
学
者
に
対
す
る
発
行
に
つ
い
て
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補
助
す
る
。

現
在
夜
間
補
導
を
行
っ
て
い
る
都
道
府
県
、
種
目
数
、
補
導
定
員
は
次
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

『
要
覧
』

昭
和
二
九
年
一
一
月
一
〇
日

〔
五
─
二
─
五
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
六
六
五
号
）

夜夜
間間
職職
業業
補補
導導
にに
おお
けけ
るる
訓訓
練練
方方
法法
にに
つつ
いい
てて

本
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
夜
間
職
業
補
導
（
客
月
二
十
日
付
職
発
第
六
〇
九
号
通
達
）
に

お
け
る
訓
練
方
法
は
左
記
の
と
お
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
か
ら
御
了
知
願
い
た
い
。

記記

一
、
技
能
標
準
及
び
教
程
の
作
成

都
道
府
県
は
補
導
開
始
前
技
能
標
準
及
び
教
程
を
作
成
し
、
職
業
安
定
局
長
に
提
出
す
る

こ
と
。

技
能
標
準
及
び
教
程
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

⒈
補
導
時
間
は
四
三
二
時
間
（
一
日
三
時
間
、
週
六
日
、
月
四
週
、
六
ヵ
月
間
）
を
基
準

と
す
る
。

⒉
補
導
内
容
は
基
本
実
習
及
び
専
門
学
科
に
重
点
を
お
く
こ
と
。

⒊
新
設
種
目
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
、
関
係
事
業
所
又
は
団
体
の
意
見
を
き
く

等
に
よ
り
、
労
働
市
場
の
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

⒋
様
式
、
区
分
方
法
等
作
成
要
領
は
既
に
制
定
さ
れ
て
い
る
技
能
標
準
及
び
教
程
を
倣
う

こ
と
。

二
、
補
導
予
定
表
の
作
成
及
び
実
施

夜
間
職
業
補
導
の
訓
練
を
計
画
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
補
導
予
定
表
（
職
業
補
導
提
要
上

都道府県 種目数 定 員

埼玉 2 50

東京 8 190

神奈川 6 210

大阪 4 100

兵庫 3 80

福岡 4 100

計 27 730

巻
五
〇
～
五
二
頁
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
特
に
指
導
員
、
講
師
等
の
連
絡
を
緊
密
に
し
て
訓
練
を
効
果
的

な
ら
し
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
事
故
防
止

夜
間
職
業
補
導
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
補
導
生
の
災
害
防
止
、
火
災
そ
の
他
の
事
故
防

止
に
萬
全
を
期
す
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
二
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
五
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
第
二
〇
九
号
）

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
別
紙
写
の
と
お
り
、
日
本
国
有
鉄
道
営
業
局
長
よ
り
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
こ
れ
を
貴
管
下
職
業
補
導
事
業
関
係
の
取
扱
責
任
者
に
徹
底
し
、
そ
の
運
営
の
遺
憾
の

な
い
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

写営
旅
第
五
〇
号

昭
和
三
十
年
一
月
二
十
七
日

日
本
国
有
鉄
道
営
業
局
長

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて
（（
通通
知知
））

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
の
配
布
に
当
っ
て
は
種
々
御
配
意
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
が
、
従
来
、
し
ば
し
ば
疑
義
が
あ
り
ま
し
た
学
割
証
の
取
扱
の
こ
と
に
つ
い
て
、
文
部
省
当

局
と
協
議
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
そ
の
取
扱
を
統
一
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
趣

旨
を
貴
職
関
係
の
国
鉄
の
指
定
学
校
に
お
け
る
学
割
証
取
扱
責
任
者
に
徹
底
さ
れ
る
よ
う
御
配

意
を
お
願
い
し
ま
す
。記記

学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
発発
行行
要要
領領

一

発
行
者
に
つ
い
て

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
（
以
下
「
学
割
証
」
と
い
う
。
）
の
発
行
者
は
、
日
本

国
有
鉄
道
の
指
定
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の
長
と
す
る
。

二

入
学
者
に
対
す
る
発
行
に
つ
い
て
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学
校
に
新
た
に
入
学
す
る
者
に
対
し
て
は
、
本
人
が
当
該
学
校
の
所
定
の
入
学
手
続
を
完

了
し
、
学
校
の
長
が
、
日
本
国
有
鉄
道
の
指
定
す
る
身
分
証
明
書
を
本
人
に
交
付
し
た
者
に

つ
い
て
、
学
年
の
始
期
以
後
に
学
割
証
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

卒
業
予
定
者
に
対
す
る
発
行
に
つ
い
て

学
校
を
卒
業
す
る
予
定
の
者
に
対
し
て
は
、
学
年
の
終
期
ま
で
学
割
証
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
学
年
終
期
前
三
箇
月
か
ら
学
年
の
終
期
ま
で
の
間
に
発
行
す
る
学
割
証

の
有
効
期
限
は
、
そ
の
学
年
の
終
期
ま
で
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
学
割
証
及
び

日
本
国
有
鉄
道
の
指
定
す
る
身
分
証
明
書
に
、
そ
の
有
効
期
限
を
必
ず
朱
書
す
る
こ
と
。

な
お
、
身
分
証
明
書
は
、
卒
業
等
に
よ
り
学
生
生
徒
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
す
み
や

か
に
回
収
す
る
こ
と
。

四
、
学
割
証
発
行
上
の
注
意
に
つ
い
て

学
生
生
徒
に
対
し
て
学
割
証
を
発
行
す
る
際
に
は
、
次
の
事
項
に
注
意
す
る
こ
と
。

㈠

年
間
各
期
の
学
割
証
所
要
枚
数
を
勘
案
し
、
割
当
枚
数
の
範
囲
内
で
最
も
利
用
効
果
を

高
め
る
よ
う
発
行
計
画
を
た
て
る
こ
と
。

㈡

単
に
各
個
人
当
り
の
枚
数
を
機
械
的
に
発
行
す
る
こ
と
な
く
、
使
用
の
目
的
を
確
か
め

て
、
発
行
し
、
不
正
使
用
の
防
止
に
つ
い
て
も
適
切
な
指
導
を
与
え
る
こ
と
。『

神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
二
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
五
四
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
三
六
号
）

補補
導導
生生
用用
学学
校校
学学
生生
生生
徒徒
旅旅
客客
運運
賃賃
割割
引引
証証
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
割
引
証
の
配
布
に
つ
い
て
は
種
々
配
意
を
煩
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
部
取

扱
に
統
一
を
欠
い
て
い
た
向
き
が
あ
る
の
で
今
後
に
お
け
る
配
布
に
つ
い
て
は
、
特
に
左
記
事

項
留
意
の
上
、
そ
の
取
扱
に
万
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記

一
、
発
行
者
に
つ
い
て

学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
（
以
下
学
割
証
と
い
う
）
の
発
行
者
は
補
導
所
長
と
す

る
こ
と
。

二
、
新
規
入
所
に
対
す
る
発
行
に
つ
い
て

新
た
に
補
導
所
に
入
所
し
た
者
に
対
し
て
は
、
入
所
者
が
所
定
の
入
所
手
続
き
を
完
了
し

て
身
分
証
明
書
（
別
途
配
布
し
て
あ
る
も
の
）
を
交
付
し
た
者
に
つ
い
て
補
導
開
始
以
後
に

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
修
了
者
に
対
す
る
発
行
に
つ
い
て

修
了
者
に
つ
い
て
は
修
了
式
当
日
ま
で
学
割
証
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
修
了

前
三
ヶ
月
か
ら
修
了
式
当
日
ま
で
の
間
に
発
行
す
る
学
割
証
の
有
効
期
限
は
修
了
式
当
日
ま

で
と
す
る
。
従
っ
て
身
分
証
明
書
に
は
確
実
に
身
分
証
明
書
の
有
効
期
限
を
明
記
（
朱
記
）

し
て
お
く
こ
と
。

四
、
学
割
証
発
行
上
の
注
意
に
つ
い
て

㈠

学
割
証
は
補
導
生
の
請
求
に
応
じ
徒
ら
に
発
行
す
る
こ
と
な
く
で
き
得
る
限
り
年
間
配

布
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
発
行
計
画
を
た
て
発
行
す
る
こ
と
。

㈡

使
用
目
的
の
確
認
、
不
正
使
用
の
防
止
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
意
を
用
い
適
切
な
指
導

に
よ
り
こ
れ
ら
に
よ
る
事
故
等
の
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
三
月
二
日

〔
五
─
二
─
五
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
収
第
一
七
四
九
号
の

二
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
理理
容容
科科
並並
びび
にに
美美
容容
科科
にに
通通
信信
課課
程程
併併
設設
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宮
崎
県
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
別
紙
の
と
お
り
回
答
し
た
か
ら
御

了
知
あ
り
た
い
。

写二
九
職
収
第
一
七
四
九
号

昭
和
三
十
年
三
月
二
日

労
働
職
業
安
定
局
長

宮
崎
県
知
事
殿宮

崎
公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
四
日
付
発
職
第
三
八
八
号
で
照
会
の
あ
っ
た
右
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
職
業
補
導
の
運
営
に
よ
り
み
て
承
認
で
き
な
い
の
で
ご
了
承
願
い
た
い
。

す
な
わ
ち
、
現
行
の
職
業
補
導
は
職
業
補
導
所
内
訓
練
を
基
本
方
針
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
に
右
の
方
針
を
あ
ら
た
め
、
通
信
課
程
を
実
施
す
る
考
え
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は
な
い
。

な
お
、
公
共
職
業
補
導
所
が
財
団
法
人
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
事
務
局
に
加
入
し
、
通
信
課
程

を
実
施
す
る
こ
と
は
職
業
補
導
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
の
で
特
に
注
意
願
い
た
い
。

発
職
第
三
八
八
号

昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
四
日

宮
崎
県
知
事

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

宮
崎
公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

昭
和
二
十
八
年
度
よ
り
設
置
承
認
を
受
け
補
導
実
施
中
の
宮
崎
公
共
職
業
補
導
所
理
容
科

は
年
毎
に
応
募
者
、
求
人
共
に
激
増
の
一
途
を
辿
り
、
よ
っ
て
関
係
方
面
よ
り
内
容
充
実
の
要

望
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
こ
れ
が
対
策
と
し
て
理
容
師
美
容
師
法
に
基
づ
く
理
容
師
養
成
施
設

と
し
て
の
通
信
課
程
を
併
設
し
た
く
又
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
別
添
誓
約
書
の
と

お
り
宮
崎
県
理
容
師
連
合
会
の
寄
附
に
よ
る
こ
と
と
致
し
た
い
の
で
、
こ
れ
が
実
施
方
に
つ
き

よ
ろ
し
く
御
了
承
願
い
ま
す
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日

〔
五
─
二
─
五
六
〕
労
働
大
臣
・
神
奈
川
県
知
事

委委
託託
契契
約約
書書

失
業
保
険
施
設
と
し
て
行
う
神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
（
以
下
「
職
業
補
導
所
」

と
い
う
。
）
の
経
営
委
託
に
つ
い
て
労
働
大
臣
西
田
隆
男
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
理
者
副
知
事
矢
柴
信
雄
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に

左
の
と
お
り
契
約
を
結
び
甲
と
乙
と
は
互
に
そ
の
条
項
を
守
り
使
命
達
成
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
一
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
を
乙
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

甲
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
る
職
業
補
導
所
の
建
物
及
び
そ
の
附
帯
設
備
を
設

置
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
と
認
め
る
機
械
器
具
を

装
備
す
る
ほ
か
、
人
件
費
の
全
部
又
は
、
一
部
を
経
営
委
託
費
と
し
て
交
付
す
る
も

の
と
し
、
乙
は
そ
の
他
の
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
を
神
奈
川
県
財
務
規
則
に
基
き
、
か
い
に
指
定
す
る
も

マ

マ

の
と
す
る
。

第
五
条

乙
は
、
失
業
保
険
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
対

象
と
し
て
甲
の
定
め
る
補
導
種
目
、
補
導
定
員
、
補
導
期
間
並
び
に
運
営
及
び
訓
練

の
基
本
方
針
に
従
い
、
職
業
補
導
所
を
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

甲
は
職
業
補
導
所
の
運
営
に
つ
い
て
、
必
要
な
技
術
的
援
助
を
行
う
も
の
と

す
る
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
に
必
要
な
機
械
器
具
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
甲
の
定
め

る
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
経
営
委
託
費
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

そ
の
適
正
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
に
お
い
て
甲
の
設
置
並
び
に
装
備
し
た
施
設
設
備
以
外

の
施
設
設
備
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の
必
要
な
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
〇
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
状
況
及
び
、
経
理
状
況
の
監
査
を
行
う
こ
と
並
び
に

必
要
と
認
め
る
帳
簿
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
一
条

乙
は
、
会
計
年
度
終
了
後
精
算
の
結
果
、
甲
の
交
付
し
た
経
費
委
託
費
に

残
額
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

甲
は
、
次
の
各
項
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
場
合
は
、
経
営
委
託
費
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
交
付
を
停
止
し
、
返
納
を
命
じ
、
又
は
こ
の
契
約
を
解
除
す

る
と
が
出
来
る
。

一

乙
が
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

二

事
業
の
成
績
が
き
わ
め
て
不
振
で
あ
る
と
き
。

第
十
三
条

乙
は
、
甲
が
こ
の
契
約
に
定
め
る
経
営
委
託
費
を
交
付
し
な
い
と
き
は
こ

の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

こ
の
契
約
は
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

甲

労
働
大
臣

西

田

隆

男

乙

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
理
者

副
知
事

矢

柴

信

雄

『
デ
ジ
』
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は
な
い
。

な
お
、
公
共
職
業
補
導
所
が
財
団
法
人
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
事
務
局
に
加
入
し
、
通
信
課
程

を
実
施
す
る
こ
と
は
職
業
補
導
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
の
で
特
に
注
意
願
い
た
い
。

発
職
第
三
八
八
号

昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
四
日

宮
崎
県
知
事

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

宮
崎
公
共
職
業
補
導
所
理
容
科
に
通
信
課
程
併
設
に
つ
い
て

昭
和
二
十
八
年
度
よ
り
設
置
承
認
を
受
け
補
導
実
施
中
の
宮
崎
公
共
職
業
補
導
所
理
容
科

は
年
毎
に
応
募
者
、
求
人
共
に
激
増
の
一
途
を
辿
り
、
よ
っ
て
関
係
方
面
よ
り
内
容
充
実
の
要

望
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
こ
れ
が
対
策
と
し
て
理
容
師
美
容
師
法
に
基
づ
く
理
容
師
養
成
施
設

と
し
て
の
通
信
課
程
を
併
設
し
た
く
又
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
別
添
誓
約
書
の
と

お
り
宮
崎
県
理
容
師
連
合
会
の
寄
附
に
よ
る
こ
と
と
致
し
た
い
の
で
、
こ
れ
が
実
施
方
に
つ
き

よ
ろ
し
く
御
了
承
願
い
ま
す
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日

〔
五
─
二
─
五
六
〕
労
働
大
臣
・
神
奈
川
県
知
事

委委
託託
契契
約約
書書

失
業
保
険
施
設
と
し
て
行
う
神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
（
以
下
「
職
業
補
導
所
」

と
い
う
。
）
の
経
営
委
託
に
つ
い
て
労
働
大
臣
西
田
隆
男
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
理
者
副
知
事
矢
柴
信
雄
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に

左
の
と
お
り
契
約
を
結
び
甲
と
乙
と
は
互
に
そ
の
条
項
を
守
り
使
命
達
成
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
一
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
を
乙
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

甲
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
る
職
業
補
導
所
の
建
物
及
び
そ
の
附
帯
設
備
を
設

置
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
と
認
め
る
機
械
器
具
を

装
備
す
る
ほ
か
、
人
件
費
の
全
部
又
は
、
一
部
を
経
営
委
託
費
と
し
て
交
付
す
る
も

の
と
し
、
乙
は
そ
の
他
の
経
費
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
を
神
奈
川
県
財
務
規
則
に
基
き
、
か
い
に
指
定
す
る
も

マ

マ

の
と
す
る
。

第
五
条

乙
は
、
失
業
保
険
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
対

象
と
し
て
甲
の
定
め
る
補
導
種
目
、
補
導
定
員
、
補
導
期
間
並
び
に
運
営
及
び
訓
練

の
基
本
方
針
に
従
い
、
職
業
補
導
所
を
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

甲
は
職
業
補
導
所
の
運
営
に
つ
い
て
、
必
要
な
技
術
的
援
助
を
行
う
も
の
と

す
る
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
に
必
要
な
機
械
器
具
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
甲
の
定
め

る
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
経
営
委
託
費
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

そ
の
適
正
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
に
お
い
て
甲
の
設
置
並
び
に
装
備
し
た
施
設
設
備
以
外

の
施
設
設
備
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
の
必
要
な
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
〇
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
状
況
及
び
、
経
理
状
況
の
監
査
を
行
う
こ
と
並
び
に

必
要
と
認
め
る
帳
簿
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
一
条

乙
は
、
会
計
年
度
終
了
後
精
算
の
結
果
、
甲
の
交
付
し
た
経
費
委
託
費
に

残
額
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

甲
は
、
次
の
各
項
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
場
合
は
、
経
営
委
託
費
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の
交
付
を
停
止
し
、
返
納
を
命
じ
、
又
は
こ
の
契
約
を
解
除
す

る
と
が
出
来
る
。

一

乙
が
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

二

事
業
の
成
績
が
き
わ
め
て
不
振
で
あ
る
と
き
。

第
十
三
条

乙
は
、
甲
が
こ
の
契
約
に
定
め
る
経
営
委
託
費
を
交
付
し
な
い
と
き
は
こ

の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

こ
の
契
約
は
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

甲

労
働
大
臣

西

田

隆

男

乙

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
理
者

副
知
事

矢

柴

信

雄

『
デ
ジ
』
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昭
和
三
〇
年
四
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
五
七
〕
神
奈
川
県
規
則
第
三
四
号

神神
奈奈
川川
総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
規規
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
神
奈
川
県
が
国
か
ら
経
営
を
受
託
し
た
神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
（
以
下

総
合
補
導
所
と
い
う
。）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
科
目
、
入
所
時
期
、
期
間
及
び
定
員
）

第
一
条

総
合
補
導
所
の
補
導
科
目
、
入
所
時
期
、
補
導
期
間
及
び
補
導
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り

と
す
る
。

（
入
所
資
格
）

第
三
条

総
合
補
導
所
へ
入
所
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る

者
で
公
共
職
業
安
定
所
が
選
考
し
入
所
予
定
者
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
日
）

第
四
条

休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
、
所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
休
業
日
に

学
科
又
は
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
未
、
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で
）

四

開
所
記
念
日

五

前
四
号
の
外
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

（
入
所
決
定
）

第
五
条

所
長
は
、
入
所
予
定
者
の
う
ち
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
長
と
協
議
し
て
入
所
者
を
決
定
し
、

公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
本
人
に
通
知
す
る
。

（
誓
約
書
）

第
六
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
い
う
。
）
は
、
入
所
後
一
週
間
以
内
に
誓
約
書
（
第

一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遅
刻
及
び
早
退
）

第
七
条

補
導
生
は
、
遅
刻
し
た
と
き
又
は
早
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
事
由
を
、
す
み
や
か

に
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
）

第
八
条

補
導
生
が
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
欠
席
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

補
導
生
が
引
き
続
き
一
週
間
を
越
え
て
欠
席
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
又
は

欠
席
の
事
由
書
を
添
え
所
長
に
願
い
出
て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
九
条
。
所
長
は
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て
い
る
補

導
生
に
対
し
て
休
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
十
条

補
導
生
が
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
所
願
（
第
二
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

所
長
は
、
補
導
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二

身
心
の
故
障
又
は
成
績
不
良
で
技
術
習
得
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
欠
席
日
数
が
多
い
者

（
修
了
）

第
十
二
条

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
補
導
生
に
対
し
て
修
了
証
書
（
第
三
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

（
ほ
う
賞
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
修
了
者
の
う
ち
成
績
優
秀
な
者
に
賞
状
（
第
四
号
様
式
）
を
、
精

励
皆
勤
し
た
者
に
皆
勤
賞
（
第
五
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
必
要
な
事
項
は
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

別

表

補

導

科

目

入
所
時
期

補
導
期
間

補
導
人
員

電
気
機
器
修
理

四
月

一
箇
年

三
〇
人

塗

装

科

同

同

三
〇
人

自
動
車
整
備
科

同

同

六
〇
人

板

金

科

同

同

三
〇
人

溶

接

科

同

同

三
〇
人
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第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
三
十
年
四
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
五
八
〕
労
働
部
長
よ
り
各
（
施
設
）
長
宛
（
三
〇
職
補
第
一
四
号
二
）

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
一
月
十
三
日
付
本
号
を
以
っ
て
通
達
し
た
標
記
に
つ
い
て
は
左
記
に
よ
り
、
本
年
四

月
以
降
在
所
補
導
生
よ
り
作
成
整
備
し
訓
練
そ
の
他
に
つ
い
て
の
適
切
な
資
料
と
し
て
活
用
す

る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
作
成
上
必
要
と
す
る
用
紙
等
に
つ
い
て
は
、
一
括
印
刷
の
上
別
途
配
布
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
承
知
さ
れ
た
い
。

補補
導導
生生
指指
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

一
、
作
成
の
目
的

公
共
職
業
補
導
所
、
総
合
職
業
補
導
所
の
補
導
生
に
つ
い
て
、
入
所
前
よ
り
終
了
後
に
わ

た
る
訓
練
そ
の
他
に
必
要
な
諸
記
録
を
確
実
・
克
明
に
記
述
し
て
職
業
補
導
業
務
運
営
の

諸
材
料
と
す
る
に
あ
る
。

二
、
作
成
方
法

㈠

様
式
及
び
規
格

別
紙
様
式
㈠
～
㈢
に
よ
る
。
規
格
は
Ａ
３
版
二
〇
〇
斤
洋
白
紙

㈡

作
成
者訓

練
担
当
職
員
と
し
、
補
導
生
自
身
に
記
述
作
成
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。

㈢

記
述
方
法

（
ⅰ
）

「
補
導
生
指
導
記
録
」
（
以
下
単
に
「
記
録
」
と
い
う
）
は
補
導
訓
練
上
は
勿

論
補
導
業
務
運
営
上
の
最
も
重
要
な
基
礎
的
資
料
で
あ
り
特
に
訓
練
に
当
た

っ
て
は
、
こ
の
満
足
な
記
述
（
即
ち
、
作
成
者
以
外
の
者
が
見
て
も
内
容
が

用
意
に
和
悉
す
る
こ
と
が
で
き
、
補
導
生
個
人
の
全
体
が
知
り
得
る
程
度
に

記
述
す
る
。
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
各

欄
と
も
具
体
的
詳
細
且
つ
判
然
と
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
記
述
事
項
の
な
い
欄
に
つ
い
て
は
必
ず
斜
線
を
引
い
て
抹
消
す
る
。（
記

述
が
全
く
終
わ
っ
て
か
ら
）
こ
と
に
よ
っ
て
不
要
欄
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
ⅱ
）

こ
の
「
記
録
」
は
補
導
生
の
入
所
時
に
個
々
の
補
導
生
に
つ
い
て
面
接
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
調
査
記
述
す
る
こ
と
は
勿
論
、
更
に
入
所
中
、
修
了
後
に
お

い
て
も
、
訓
練
経
過
そ
の
他
か
ら
し
て
必
要
の
都
度
記
述
し
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
（
ⅰ
）
に
示
す
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
、
又

そ
の
段
階
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
単
に
入
所
時
に
記
述
し
た
不
備
事

項
（
大
き
な
意
味
で
は
こ
う
な
る
が
）
の
補
正
に
止
ら
ず
訓
練
過
程
、
修
了

後
に
お
け
る
補
導
及
び
そ
の
他
の
作
業
上
必
要
充
分
な
記
述
で
あ
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

㈣

「
記
録
」
の
取
扱
方
法

（
ⅰ
）

「
記
録
」
は
、
毎
期
入
所
補
導
生
に
つ
い
て
入
所
当
初
で
き
る
限
り
早
い
機
会

に
補
導
生
個
々
に
各
一
枚
作
成
す
る
こ
と
。

（
ⅱ
）

補
導
生
の
在
所
期
間
中
は
、
様
式
㈡
の
中
表
紙
に
よ
り
各
科
別
に
仮
綴
じ
に
し

て
置
き
記
述
担
当
責
任
者
に
お
い
て
保
管
し
部
外
者
に
対
し
て
は
記
述
事
項

に
つ
い
て
の
秘
密
を
守
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。
そ
の
取
扱
は
粗
雑
に
な
る

が
如
き
こ
と
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ⅲ
）

補
導
生
の
修
了
後
に
お
い
て
は
、
様
式
㈢
に
よ
り
各
期
毎
に
編
綴
し
文
書
取
扱

責
任
者
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
。

三
、

「
記
録
」
の
記
述
要
領

㈠

別
添
様
式
㈠
の
記
載
要
領

公

共

職

業

補

導

所
＝
当
該
補
導
所
に
与
え
ら
れ
た
名
簿

第

号
＝
「
記
録
」
の
整
理
上
便
宜
な
番
号

科

別
＝
当
該
「
記
録
」
作
成
の
補
導
生
（
以
下
補
導
生
と
い
う
）

の
入
所
科
目
名

期

別
＝
補
導
生
の
期
別

番

号
＝
補
導
生
に
与
え
た
番
号

入

所

・

修

了
＝
補
導
生
の
入
所
、
修
了
或
い
は
中
退
し
た
年
月
日

氏

名
＝
補
導
生
の
氏
名
を
「
ふ
り
が
な
」
付
で
記
入
す
る

年

月

日
＝
補
導
生
の
生
年
月
日
、
年
号
別
は
当
該
年
号
以
外
を
＝
で

抹
消
す
る

性

別
＝
当
該
性
別
以
外
は
＝
で
抹
消
す
る
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第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
三
十
年
四
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
五
八
〕
労
働
部
長
よ
り
各
（
施
設
）
長
宛
（
三
〇
職
補
第
一
四
号
二
）

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
一
月
十
三
日
付
本
号
を
以
っ
て
通
達
し
た
標
記
に
つ
い
て
は
左
記
に
よ
り
、
本
年
四

月
以
降
在
所
補
導
生
よ
り
作
成
整
備
し
訓
練
そ
の
他
に
つ
い
て
の
適
切
な
資
料
と
し
て
活
用
す

る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
作
成
上
必
要
と
す
る
用
紙
等
に
つ
い
て
は
、
一
括
印
刷
の
上
別
途
配
布
す
る
こ
と
と

し
た
の
で
承
知
さ
れ
た
い
。

補補
導導
生生
指指
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

一
、
作
成
の
目
的

公
共
職
業
補
導
所
、
総
合
職
業
補
導
所
の
補
導
生
に
つ
い
て
、
入
所
前
よ
り
終
了
後
に
わ

た
る
訓
練
そ
の
他
に
必
要
な
諸
記
録
を
確
実
・
克
明
に
記
述
し
て
職
業
補
導
業
務
運
営
の

諸
材
料
と
す
る
に
あ
る
。

二
、
作
成
方
法

㈠

様
式
及
び
規
格

別
紙
様
式
㈠
～
㈢
に
よ
る
。
規
格
は
Ａ
３
版
二
〇
〇
斤
洋
白
紙

㈡

作
成
者訓

練
担
当
職
員
と
し
、
補
導
生
自
身
に
記
述
作
成
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。

㈢

記
述
方
法

（
ⅰ
）

「
補
導
生
指
導
記
録
」
（
以
下
単
に
「
記
録
」
と
い
う
）
は
補
導
訓
練
上
は
勿

論
補
導
業
務
運
営
上
の
最
も
重
要
な
基
礎
的
資
料
で
あ
り
特
に
訓
練
に
当
た

っ
て
は
、
こ
の
満
足
な
記
述
（
即
ち
、
作
成
者
以
外
の
者
が
見
て
も
内
容
が

用
意
に
和
悉
す
る
こ
と
が
で
き
、
補
導
生
個
人
の
全
体
が
知
り
得
る
程
度
に

記
述
す
る
。
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
各

欄
と
も
具
体
的
詳
細
且
つ
判
然
と
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
記
述
事
項
の
な
い
欄
に
つ
い
て
は
必
ず
斜
線
を
引
い
て
抹
消
す
る
。（
記

述
が
全
く
終
わ
っ
て
か
ら
）
こ
と
に
よ
っ
て
不
要
欄
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
ⅱ
）

こ
の
「
記
録
」
は
補
導
生
の
入
所
時
に
個
々
の
補
導
生
に
つ
い
て
面
接
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
調
査
記
述
す
る
こ
と
は
勿
論
、
更
に
入
所
中
、
修
了
後
に
お

い
て
も
、
訓
練
経
過
そ
の
他
か
ら
し
て
必
要
の
都
度
記
述
し
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
（
ⅰ
）
に
示
す
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
、
又

そ
の
段
階
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
単
に
入
所
時
に
記
述
し
た
不
備
事

項
（
大
き
な
意
味
で
は
こ
う
な
る
が
）
の
補
正
に
止
ら
ず
訓
練
過
程
、
修
了

後
に
お
け
る
補
導
及
び
そ
の
他
の
作
業
上
必
要
充
分
な
記
述
で
あ
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

㈣

「
記
録
」
の
取
扱
方
法

（
ⅰ
）

「
記
録
」
は
、
毎
期
入
所
補
導
生
に
つ
い
て
入
所
当
初
で
き
る
限
り
早
い
機
会

に
補
導
生
個
々
に
各
一
枚
作
成
す
る
こ
と
。

（
ⅱ
）

補
導
生
の
在
所
期
間
中
は
、
様
式
㈡
の
中
表
紙
に
よ
り
各
科
別
に
仮
綴
じ
に
し

て
置
き
記
述
担
当
責
任
者
に
お
い
て
保
管
し
部
外
者
に
対
し
て
は
記
述
事
項

に
つ
い
て
の
秘
密
を
守
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。
そ
の
取
扱
は
粗
雑
に
な
る

が
如
き
こ
と
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ⅲ
）

補
導
生
の
修
了
後
に
お
い
て
は
、
様
式
㈢
に
よ
り
各
期
毎
に
編
綴
し
文
書
取
扱

責
任
者
に
お
い
て
保
管
す
る
こ
と
。

三
、

「
記
録
」
の
記
述
要
領

㈠

別
添
様
式
㈠
の
記
載
要
領

公

共

職

業

補

導

所
＝
当
該
補
導
所
に
与
え
ら
れ
た
名
簿

第

号
＝
「
記
録
」
の
整
理
上
便
宜
な
番
号

科

別
＝
当
該
「
記
録
」
作
成
の
補
導
生
（
以
下
補
導
生
と
い
う
）

の
入
所
科
目
名

期

別
＝
補
導
生
の
期
別

番

号
＝
補
導
生
に
与
え
た
番
号

入

所

・

修

了
＝
補
導
生
の
入
所
、
修
了
或
い
は
中
退
し
た
年
月
日

氏

名
＝
補
導
生
の
氏
名
を
「
ふ
り
が
な
」
付
で
記
入
す
る

年

月

日
＝
補
導
生
の
生
年
月
日
、
年
号
別
は
当
該
年
号
以
外
を
＝
で

抹
消
す
る

性

別
＝
当
該
性
別
以
外
は
＝
で
抹
消
す
る
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本

籍
＝
補
導
生
の
本
籍
地
を
記
入
す
る

住

所
＝
補
導
生
の
住
所
を
記
入
す
る
。
電
話
の
あ
る
場
合
は
番
号

及
び
通
所
所
要
時
間
を
記
入
す
る
。

最

寄

駅
＝
通
所
す
る
の
に
補
導
生
が
乗
車
す
る
駅
名
。

学

歴
＝
補
導
生
の
最
終
学
歴
と
そ
の
学
校
名

卒

業

・

修

了
＝
右
学
校
の
卒
業
・
修
了
・
中
退
の
状
況
及
び
年
月
日
該
当

以
外
は
＝
で
抹
消
す
る
。

特

技
＝
補
導
所
入
所
前
に
補
導
生
が
有
す
る
特
殊
技
能
。

職

歴
＝
補
導
生
の
入
所
前
の
職
業
歴
を
記
入
す
る
。
◎
勤
務
期
間

に
つ
い
て
は
自
年
月
日
至
年
月
日
と
記
入
の
こ
と
収
入
は

月
額
と
し
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
先
の
最
終
収
入
額
を
記
入
。

家

庭

の

状

況
＝
家
族
の
氏
名
、
続
柄
、
年
齢
、
職
業
、
収
入
、
家
庭
事
情
、

家
計
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

保

証

人
＝
補
導
生
の
保
証
人
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

入

所

動

機
＝
補
導
生
が
補
導
所
に
入
所
し
よ
う
と
し
た
動
機
を
そ
れ
ぞ

れ
の
項
目
に
○
印
（
数
字
の
所
）
を
附
け
て
表
わ
す
。
二

つ
以
上
あ
る
場
合
は
主
た
る
も
の
を
◎
と
す
る
。

そ
の
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
（

）
内
に

説
明
を
加
え
る
こ
と
。

入

所

経

路
＝
補
導
生
が
入
所
す
る
た
め
に
と
っ
た
最
初
の
経
路
、
記
入

方
法
は
前
項
に
同
じ
。

入
所
時
の
生
活
維
持
＝
補
導
生
の
入
所
中
の
生
活
維
持
の
方
法
を
記
入
す
る
。
記
入

方
法
に
つ
い
て
は
全2

項
に
同
じ
。

趣
味
・
娯
楽
・
運
動
＝
補
導
生
の
趣
味
、
嗜
好
、
娯
楽
、
運
動
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

職

業

適

性
＝
補
導
生
の
入
所
時
の
職
業
適
性
検
査
の
状
況
を
記
入
す

る
。

入

所

選

考

成

績
＝
補
導
生
の
入
所
選
考
時
の
成
績
を
記
入
す
る
。

身

体

状

況
＝
入
所
時
及
び
入
所
中
の
補
導
生
の
身
体
状
況
を
記
入
す

る
。

教

科

成

績
＝
補
導
生
の
入
所
中
の
普
通
、
専
門
学
科
、
基
本
、
応
用
実

習
等
の
教
科
成
績
と
そ
の
評
定
、
判
定
成
績
を
記
入
す
る
。

指
導
経
過
、
指
導
上
の
所
見
欄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
総
括
的

事
項
を
記
入
す
る
。

性

格
＝
補
導
生
の
性
格
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

出

席

状

況
＝
補
導
生
の
出
席
状
況
を
記
入
す
る
。

中

退

状

況
＝
補
導
生
が
中
途
退
所
し
た
場
合
に
自
己
退
所
、
退
所
命
令

に
分
け
て
記
入
す
る
。
こ
の
場
合
左
欄
に
は
理
由
を
右
欄

に
は
理
由
の
具
体
的
説
明
を
記
入
す
る
。

修

了

後

の

状

況
＝
修
了
後
の
就
業
状
況
を
記
入
す
る
。
進
学
そ
の
他
の
場
合

は
記
事
欄
を
利
用
す
る
。

記

事
＝
終
了
時
補
導
生
が
取
得
し
た
資
格
・
検
定
（
労
働
省
実
施

の
技
能
検
定
を
含
む
）
或
い
は
就
職
後
の
補
導
そ
の
他
・

修
了
後
の
状
況
等
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

指

導

経

過
＝
入
所
中
の
指
導
上
の
経
過
・
所
見
等
に
つ
い
て
各
項
目

（
教
科
、
実
技
、
生
活
指
導
、
指
導
上
の
意
見
）
に
大
別
し

て
記
入
す
る
。
こ
の
欄
は
補
導
生
の
入
所
中
指
導
上
の
み

で
な
く
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
常
時
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

参

考

事

項
＝
補
導
生
の
入
所
前
に
お
け
る
学
習
成
績
の
他
に
つ
い
て
学

校
、
家
庭
の
意
向
意
見
を
も
併
せ
て
記
入
す
る
。

㈡

様
式
㈡
～
㈢
は
省
略
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
六
月
七
日

〔
五
─
二
─
五
九
〕
神
奈
川
県
知
事
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局
長
宛
（
三
〇
職
補
第
一
五
一
号
）

神神
奈奈
川川
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
経経
営営
にに
つつ
いい
てて

職
発
第
五
九
六
号
を
も
っ
て
依
頼
さ
れ
た
標
記
に
つ
い
て
別
紙
契
約
書
に
よ
り
受
託
す
る
。

委委
託託
契契
約約
書書

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
「
補
導
所
」
と
い
う
。
）
の
経
営
委
託
に
つ

い
て
、
労
働
大
臣
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
受
託
経
営
責
任
者
で
あ
る
神
奈
川
県

知
事
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
と
左
の
と
お
り
契
約
を
結
び
、
甲
と
乙
と
は
互
い
に
そ
の
条

項
を
守
り
、
身
体
障
害
者
職
業
補
導
の
使
命
達
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る

第
一
条

乙
は
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て
は
職
業
安
定
法
、
同
法
施
行
規
則
及
び
こ
れ
ら
に
基
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き
甲
の
定
め
る
業
務
運
営
上
の
基
準
そ
の
他
甲
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
条

甲
は
、
乙
に
対
し
て
補
導
所
の
経
営
に
要
す
る
本
年
度
経
費
を
四
半
期
に
分
け
て
委

託
金
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

乙
は
、
補
導
所
を
神
奈
川
県
財
務
規
則
上
の
か
い
と
し
、
そ
の
組
織
規
程
に
つ
い
て

は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
補
導
所
長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

第
五
条

乙
は
補
導
種
目
、
補
導
定
員
、
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

甲
は
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て
必
要
な
技
術
的
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
に
必
要
な
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
甲
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
委
託
金
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
適
正

を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
、
補
導
所
の
実
習
収
入
金
を
職
業
補
導
以
外
の
経
費
に
使
用
し
な
い
も
の
と
す

る
。

第
十
条

乙
は
、
補
導
所
に
お
い
て
甲
の
配
布
す
る
予
算
額
を
超
え
る
経
費
を
必
要
と
す
る
事

業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
と
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
に
要

す
る
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

乙
は
、
委
託
金
を
も
っ
て
、
購
入
し
た
物
件
を
甲
の
所
有
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

第
十
二
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
そ
の
事
業
の
概
要
及
び
経
理
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
報
告

を
甲
に
提
出
し
て
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

甲
は
、
補
導
所
の
経
営
状
況
の
査
察
、
経
理
の
監
査
を
行
い
又
必
要
と
認
め
ら
れ

る
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

甲
は
、
次
の
場
合
に
は
委
託
金
の
全
部
又
は
一
部
の
交
付
を
停
止
し
、
返
納
を
命

じ
及
び
契
約
の
取
り
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
職
業
安
定
法
、
同
法
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
き
甲
の
定
め
る
業
務
運
営
上
の

基
準
又
は
本
契
約
に
違
反
し
た
と
認
め
た
と
き
。

二
、
本
事
業
の
成
績
が
極
め
て
不
振
と
認
め
た
と
き
。

第
十
五
条

乙
は
、
毎
年
度
末
に
お
い
て
精
算
の
結
果
、
甲
の
交
付
し
た
経
営
委
託
費
に
残
額

を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

乙
は
、
甲
が
委
託
金
を
交
付
し
な
い
と
き
は
、
本
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
七
条

本
規
約
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

甲

労
働
大
臣

西

田

隆

男

乙

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
行

副
知
事

矢

柴

信

雄

『
デ
ジ
』

昭
和
三
〇
年
六
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
六
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
三
六
号
）

体体
育育
科科
指指
導導
要要
領領
のの
制制
定定
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
生
の
体
育
指
導
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
方
法
に
つ
い

て
検
討
中
で
あ
っ
た
が
、
今
般
別
冊
の
と
お
り
体
育
科
指
導
要
領
を
制
定
し
た
の
で
、
左
記
に

留
意
の
上
管
下
職
業
補
導
所
に
お
け
る
体
育
の
実
施
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
願
い

た
い
。

記記

一
．
体
育
指
導
は
補
導
期
間
を
通
し
て
具
体
的
な
指
導
計
画
を
た
て
計
画
的
、
継
続
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

二
．
現
在
、
労
働
省
で
定
め
た
教
程
基
準
は
体
育
の
時
間
を
設
け
て
い
な
い
が
、
で
き
得
れ
ば

一
週
間
に
一
時
間
程
度
正
課
の
体
育
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
。

三
．
始
業
前
、
業
間
又
は
休
憩
時
間
等
職
業
補
導
所
の
実
情
に
応
じ
て
毎
日
十
分
～
十
五
分
の

体
育
の
時
間
を
設
け
体
操
を
実
施
す
る
こ
と

四
．
体
育
指
導
は
そ
の
職
業
補
導
所
の
指
導
職
員
が
担
当
す
る
こ
と
。

五
．
体
育
指
導
の
担
当
者
は
体
育
の
目
的
と
方
法
を
よ
く
理
解
し
、
正
し
い
指
導
を
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

六
．
補
導
生
の
男
女
別
、
年
齢
差
、
健
康
程
度
に
応
じ
て
適
切
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

七
．
補
導
生
に
体
育
の
目
的
と
そ
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
、
自
ら
進
ん
で
行
う
よ
う
指
導
す
る

こ
と
。

八
．
体
育
指
導
の
担
当
者
が
必
要
な
知
識
実
技
を
有
し
な
い
場
合
は
教
育
関
係
機
関
等
の
体
育
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き
甲
の
定
め
る
業
務
運
営
上
の
基
準
そ
の
他
甲
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
条

甲
は
、
乙
に
対
し
て
補
導
所
の
経
営
に
要
す
る
本
年
度
経
費
を
四
半
期
に
分
け
て
委

託
金
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

乙
は
、
補
導
所
を
神
奈
川
県
財
務
規
則
上
の
か
い
と
し
、
そ
の
組
織
規
程
に
つ
い
て

は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
補
導
所
長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

第
五
条

乙
は
補
導
種
目
、
補
導
定
員
、
補
導
期
間
に
つ
い
て
は
、
甲
と
協
議
の
う
え
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

甲
は
補
導
所
の
経
営
に
つ
い
て
必
要
な
技
術
的
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
に
必
要
な
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
甲
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
委
託
金
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
甲
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
適
正

を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

乙
は
、
補
導
所
の
実
習
収
入
金
を
職
業
補
導
以
外
の
経
費
に
使
用
し
な
い
も
の
と
す

る
。

第
十
条

乙
は
、
補
導
所
に
お
い
て
甲
の
配
布
す
る
予
算
額
を
超
え
る
経
費
を
必
要
と
す
る
事

業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
と
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
に
要

す
る
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条

乙
は
、
委
託
金
を
も
っ
て
、
購
入
し
た
物
件
を
甲
の
所
有
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。

第
十
二
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
そ
の
事
業
の
概
要
及
び
経
理
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
報
告

を
甲
に
提
出
し
て
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

甲
は
、
補
導
所
の
経
営
状
況
の
査
察
、
経
理
の
監
査
を
行
い
又
必
要
と
認
め
ら
れ

る
書
類
の
提
出
及
び
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

甲
は
、
次
の
場
合
に
は
委
託
金
の
全
部
又
は
一
部
の
交
付
を
停
止
し
、
返
納
を
命

じ
及
び
契
約
の
取
り
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
職
業
安
定
法
、
同
法
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
き
甲
の
定
め
る
業
務
運
営
上
の

基
準
又
は
本
契
約
に
違
反
し
た
と
認
め
た
と
き
。

二
、
本
事
業
の
成
績
が
極
め
て
不
振
と
認
め
た
と
き
。

第
十
五
条

乙
は
、
毎
年
度
末
に
お
い
て
精
算
の
結
果
、
甲
の
交
付
し
た
経
営
委
託
費
に
残
額

を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

乙
は
、
甲
が
委
託
金
を
交
付
し
な
い
と
き
は
、
本
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
七
条

本
規
約
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

甲

労
働
大
臣

西

田

隆

男

乙

神
奈
川
県
知
事
職
務
代
行

副
知
事

矢

柴

信

雄

『
デ
ジ
』

昭
和
三
〇
年
六
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
六
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
七
三
六
号
）

体体
育育
科科
指指
導導
要要
領領
のの
制制
定定
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
生
の
体
育
指
導
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
方
法
に
つ
い

て
検
討
中
で
あ
っ
た
が
、
今
般
別
冊
の
と
お
り
体
育
科
指
導
要
領
を
制
定
し
た
の
で
、
左
記
に

留
意
の
上
管
下
職
業
補
導
所
に
お
け
る
体
育
の
実
施
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
願
い

た
い
。

記記

一
．
体
育
指
導
は
補
導
期
間
を
通
し
て
具
体
的
な
指
導
計
画
を
た
て
計
画
的
、
継
続
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

二
．
現
在
、
労
働
省
で
定
め
た
教
程
基
準
は
体
育
の
時
間
を
設
け
て
い
な
い
が
、
で
き
得
れ
ば

一
週
間
に
一
時
間
程
度
正
課
の
体
育
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
。

三
．
始
業
前
、
業
間
又
は
休
憩
時
間
等
職
業
補
導
所
の
実
情
に
応
じ
て
毎
日
十
分
～
十
五
分
の

体
育
の
時
間
を
設
け
体
操
を
実
施
す
る
こ
と

四
．
体
育
指
導
は
そ
の
職
業
補
導
所
の
指
導
職
員
が
担
当
す
る
こ
と
。

五
．
体
育
指
導
の
担
当
者
は
体
育
の
目
的
と
方
法
を
よ
く
理
解
し
、
正
し
い
指
導
を
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

六
．
補
導
生
の
男
女
別
、
年
齢
差
、
健
康
程
度
に
応
じ
て
適
切
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
。

七
．
補
導
生
に
体
育
の
目
的
と
そ
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
、
自
ら
進
ん
で
行
う
よ
う
指
導
す
る

こ
と
。

八
．
体
育
指
導
の
担
当
者
が
必
要
な
知
識
実
技
を
有
し
な
い
場
合
は
教
育
関
係
機
関
等
の
体
育
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指
導
援
助
を
求
め
て
、
体
育
に
関
す
る
知
識
、
実
技
の
習
得
に
努
め
る
こ
と
。

九
．
職
業
補
導
所
に
お
け
る
補
導
生
の
一
般
保
健
体
操
と
し
て
職
業
補
導
所
体
操
（
指
導
要
領

一
一
の
㈠
の
Ａ
）
を
定
め
た
の
で
始
業
前
、
業
間
、
休
憩
時
間
等
の
体
育
時
間
お
よ
び
正
課

の
体
育
の
時
間
に
こ
れ
を
実
施
し
て
補
導
生
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
六
月
二
八
日

〔
五
─
二
─
六
一
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
一
六
六
号
）

補補
導導
所所
入入
所所
、、
修修
了了
、、
就就
職職
状状
況況
調調
査査
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
二
八
職
補
第
一
二
〇
号
（
昭
二
八
・
六
・
一
二
）
・
二
九
職
補
第
八
六
号

（
二
九
・
四
・
六
）
及
び
三
〇
職
補
第
九
六
号
（
三
〇
・
四･

六
）
の
各
号
通
達
を
以
て
指
示

し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
報
告
書
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
こ
れ

を
左
記
の
通
り
改
正
整
理
し
昭
和
三
〇
年
度
入
所
補
導
生
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

承
知
の
上
そ
の
取
扱
に
遺
憾
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

な
お
、
左
記
二
に
示
す
「
補
導
生
入
所
状
況
速
報
」
に
つ
い
て
は
昭
和
三
〇
年
四
月
入
所
補

導
生
に
限
り
報
告
の
必
要
は
な
い
か
ら
併
せ
承
知
さ
れ
た
い
。

記

補補
導導
生生
入入
所所
修修
了了
就就
職職
状状
況況
調調
査査
実実
施施
要要
領領

一
、
目
的公

共
職
業
補
導
所
、
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
、
総
合
職
業
補
導
所
の
補
導
生
に

つ
い
て
そ
の
入
所
前
よ
り
修
了
後
に
至
る
実
態
を
、
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
職
業
補
導
事
業
運
営
上
の
各
種
参
考
資
料
と
す
る
に
あ
る
。

二
、
調
査
報
告
の
形
式
及
び
内
容

別
紙
第
一
号
様
式
「
補
導
生
入
所
状
況
速
報
」

別
紙
第
二
号
様
式
⑴
及
び
⑵
「
補
導
生
入
所
状
況
調
査
」

別
紙
第
三
号
様
式
「
補
導
生
修
了
状
況
調
査
」

別
紙
第
四
号
様
式
「
補
導
生
就
職
状
況
調
査
」

以
下
各
報
告
と
も
様
式
番
号
を
以
っ
て
呼
称
す
る
。

三
、
報
告
の
提
出
日

㈠

第
一
号
様
式
に
つ
い
て
は
毎
朝
入
所
生
に
つ
い
て
入
所
式
挙
行
日
現
在
の
状
況
を
入
所

式
修
了
後
十
日
以
内
に
県
職
業
補
導
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

㈡

第
二
号
様
式
に
つ
い
て
は
毎
朝
入
所
生
に
つ
い
て
入
所
式
後
一
ヶ
月
以
内
に
県
職
業
補

導
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
第
二
号
様
式
⑴
に
つ
い
て
は
、
一
般
、
身
体
障
害
者
、
総
合
と
も
提
出
、
同
号

⑵
に
つ
い
て
は
身
体
障
害
者
の
み
提
出
を
必
要
と
す
る
。
又
様
式
第
二
号
に
つ
い
て
は

入
所
式
修
了
後
に
お
け
る
入
所
者
（
い
わ
ゆ
る
中
途
退
所
者
）
に
つ
い
て
も
提
出
を
必

要
と
す
る
。
提
出
の
時
期
は
第
三
号
様
式
の
提
出
期
と
す
る
。

㈢

第
三
号
様
式
に
つ
い
て
は
毎
朝
補
導
生
の
修
了
式
挙
行
日
現
在
に
お
い
て
修
了
式
後
十

日
以
内
に
県
職
業
補
導
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
第
三
号
様
式
⑴
に
つ
い
て
は
一
般
、
身
体
障
害
、
総
合
と
も
提
出
す
る
こ
と
。

㈣

第
四
号
様
式
に
つ
い
て
は
第
三
号
様
式
提
出
の
際
就
職
者
の
あ
っ
た
場
合
に
限
り
修
了

式
挙
行
日
以
後
未
就
職
者
の
無
く
な
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
ヶ
月
目
の
日
現
在
毎
に
一

ヶ
月
目
の
日
以
後
五
日
以
内
に
県
職
業
訓
練
補
導
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

四
、
報
告
の
作
成
提
出
部
数

各
号
様
式
の
報
告
と
も
、
各
々
二
部
作
成
し
そ
の
一
部
を
県
職
業
補
導
課
へ
提
出
す
る
こ

と
。

五
、
報
告
の
作
成
要
領

㈠

第
一
号
様
式

１

確
認
事
項

¡

所

名
・
各
職
業
補
導
所
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

入
所
年
月
日
・
報
告
に
含
ま
れ
る
期
の
補
導
生
の
入
所
年
月
日
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
者
官
職
氏
名
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
記
入
し
㊞
欄
に

捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
記
入
要
領

ａ

種
目
別
（
期
別
）

こ
の
報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
生
の
種
目
別
及
び
期
別
を
記
入
す
る
。
期
別
（

）

内
に
記
入
す
る
。

ｂ

補
導
定
員

そ
の
補
導
種
目
に
定
め
ら
れ
た
定
員
数
を
記
入
す
る
。

ｃ

性
別

こ
れ
は
男
女
別
計
を
し
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
あ
る
が
女
子
の
数
は
計
と
男
子
の

数
の
差
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
女
子
の
欄
は
省
略
し
て
あ
る
。

- 171 -

ｄ

応
募
数

報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
種
目
の
該
当
期
の
補
導
生
の
募
集
に
応
じ
た
者
全
部
の
数

を
記
入
す
る
。
従
っ
て
応
募
者
数
は
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
数
と
な

る
。

ｅ

受
験
数

ｄ
応
募
数
の
者
中

ｆ

入
所
数

入
所
決
定
に
出
願
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

ｅ
受
験
数
の
者
中
入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
補
導
生
と
な
っ
た
者
の
数
を
記
入
す

る
。

◎

ｄ
・
ｅ
・
ｆ
各
欄
の
（

）
内
に
は
第
二
・
第
三
志
望
に
よ
っ
て
応
募
、
受
験
、

入
所
者
数
を
概
数
で
記
入
す
る
こ
と
。

ｇ

年
齢
別

１
～
４
に
つ
い
て
は
入
所
者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
入
所
式
当
日
現
在
の
年
齢
別
数

を
記
入
す
る
。

５
は
最
高
年
齢
者
の
年
齢
を
、
６
に
は
最
低
年
齢
者
の
年
齢
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す

る
。

ｈ

学
歴

１

新
規
学
卒

こ
の
欄
に
は
入
所
者
（
ｇ
と
同
じ
）
の
中
の
新
規
学
校
卒
業
者
の
数
を
記
入
す

る
。

◎

新
規
学
卒
者
と
は
最
終
学
校
卒
業
後
六
ヶ
月
以
内
の
者
で
あ
っ
て
職
業
経
験

（
卒
業
後
）
の
な
い
も
の
を
言
う
。

２

そ
の
他

１
以
外
の
者
全
部
の
数
を
記
入
す
る
。

こ
の
欄
の
１
及
び
２
の
合
計
数
は
ｆ
欄
に
一
致
す
る
。

ｉ

前
職

１

有

こ
の
欄
に
は
入
所
前
職
業
経
験
の
あ
る
者
の
数
を
記
入
す
る
。

２

無

こ
の
欄
に
は
入
所
前
職
業
経
験
の
な
い
者
の
数
を
記
入
す
る
。

こ
の
欄
の
合
計
は
ｆ
欄
の
（

）
外
及
び
（

）
内
の
合
計
数
と
一
致
す
る
。

ｊ

合
計

こ
の
欄
は
各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

ｋ

備
考

こ
の
報
告
に
つ
い
て
調
査
項
目
以
外
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
実
を
記
入
す
る
。

㈡

第
二
号
様
式

⑴

１

確
認
事
項

¡

所
名

¡

各
職
業
補
導
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

補
導
種
目
名

こ
の
報
告
は
各
種
目
別
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
各
々
一
表
の
様
式
に
報
告

さ
れ
る
補
導
種
目
名
を
記
入
す
る
。

¡

期
別
・
第
何
期
生
分
に
つ
い
て
で
あ
る
か
を
記
入
す
る
。

¡

入
所
年
月
日
・
入
所
式
を
挙
行
し
た
年
月
日
。

¡

補
導
修
了
予
定
年
月
日
・
こ
の
報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
生
が
補
導
を
修
了
す
る

予
定
の
年
月
日
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
報
告
作
成
者
氏
名
、
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
。
こ

の
報
告
を
実
際
に
作
成
し
た
職
員
の
官
職
名
を
記
入
し
㊞
欄
に
捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
作
成
要
領

Ⅰ

定
員

報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
種
目
に
定
め
ら
れ
た
定
員
数
を
記
入
す
る
。

１
行
目

補
導
員
＝
入
所
者
計
の
欄

Ⅱ

応
募
・
入
所

こ
こ
に
は
そ
の
補
導
種
目
の
当
該
期
の
補
導
生
と
し
て
募
集
に
応
じ
た
者
の
数
及

び
入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
入
所
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

２
行
目
応
募
入
所
人
員

応
募
者
欄

申
込
者
（
応
募
申
込
を
し
た
者
の
数
）

受
験
者
（
入
所
決
定
に
出
願
し
た
者
の
数
）

入
所
者
欄

入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
入
所
し
た
者
の
数

◎

各
欄
の
（

）
内
に
は
第
二
、
第
三
志
望
に
よ
る
者
の
概
数
と
し
て
記
入

す
る
こ
と
。
以
下
各
調
査
項
目
の
（

）
内
の
数
も
同
様
と
す
る
。

Ⅲ
～
Ⅴ
及
び
Ⅶ
の
項
に
つ
い
て
は
応
募
者
と
入
所
者
相
方
共
調
査
す
る
。
従
っ
て

入
所
者
の
数
は
、
応
募
の
内
数
と
な
る
。

Ⅲ

補
導
生
の
年
齢
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ｄ

応
募
数

報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
種
目
の
該
当
期
の
補
導
生
の
募
集
に
応
じ
た
者
全
部
の
数

を
記
入
す
る
。
従
っ
て
応
募
者
数
は
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
数
と
な

る
。

ｅ

受
験
数

ｄ
応
募
数
の
者
中

ｆ

入
所
数

入
所
決
定
に
出
願
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

ｅ
受
験
数
の
者
中
入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
補
導
生
と
な
っ
た
者
の
数
を
記
入
す

る
。

◎

ｄ
・
ｅ
・
ｆ
各
欄
の
（

）
内
に
は
第
二
・
第
三
志
望
に
よ
っ
て
応
募
、
受
験
、

入
所
者
数
を
概
数
で
記
入
す
る
こ
と
。

ｇ

年
齢
別

１
～
４
に
つ
い
て
は
入
所
者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
入
所
式
当
日
現
在
の
年
齢
別
数

を
記
入
す
る
。

５
は
最
高
年
齢
者
の
年
齢
を
、
６
に
は
最
低
年
齢
者
の
年
齢
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す

る
。

ｈ

学
歴

１

新
規
学
卒

こ
の
欄
に
は
入
所
者
（
ｇ
と
同
じ
）
の
中
の
新
規
学
校
卒
業
者
の
数
を
記
入
す

る
。

◎

新
規
学
卒
者
と
は
最
終
学
校
卒
業
後
六
ヶ
月
以
内
の
者
で
あ
っ
て
職
業
経
験

（
卒
業
後
）
の
な
い
も
の
を
言
う
。

２

そ
の
他

１
以
外
の
者
全
部
の
数
を
記
入
す
る
。

こ
の
欄
の
１
及
び
２
の
合
計
数
は
ｆ
欄
に
一
致
す
る
。

ｉ

前
職

１

有

こ
の
欄
に
は
入
所
前
職
業
経
験
の
あ
る
者
の
数
を
記
入
す
る
。

２

無

こ
の
欄
に
は
入
所
前
職
業
経
験
の
な
い
者
の
数
を
記
入
す
る
。

こ
の
欄
の
合
計
は
ｆ
欄
の
（

）
外
及
び
（

）
内
の
合
計
数
と
一
致
す
る
。

ｊ

合
計

こ
の
欄
は
各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

ｋ

備
考

こ
の
報
告
に
つ
い
て
調
査
項
目
以
外
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
実
を
記
入
す
る
。

㈡

第
二
号
様
式

⑴

１

確
認
事
項

¡

所
名

¡

各
職
業
補
導
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

補
導
種
目
名

こ
の
報
告
は
各
種
目
別
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
各
々
一
表
の
様
式
に
報
告

さ
れ
る
補
導
種
目
名
を
記
入
す
る
。

¡

期
別
・
第
何
期
生
分
に
つ
い
て
で
あ
る
か
を
記
入
す
る
。

¡

入
所
年
月
日
・
入
所
式
を
挙
行
し
た
年
月
日
。

¡

補
導
修
了
予
定
年
月
日
・
こ
の
報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
生
が
補
導
を
修
了
す
る

予
定
の
年
月
日
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
報
告
作
成
者
氏
名
、
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
。
こ

の
報
告
を
実
際
に
作
成
し
た
職
員
の
官
職
名
を
記
入
し
㊞
欄
に
捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
作
成
要
領

Ⅰ

定
員

報
告
に
含
ま
れ
る
補
導
種
目
に
定
め
ら
れ
た
定
員
数
を
記
入
す
る
。

１
行
目

補
導
員
＝
入
所
者
計
の
欄

Ⅱ

応
募
・
入
所

こ
こ
に
は
そ
の
補
導
種
目
の
当
該
期
の
補
導
生
と
し
て
募
集
に
応
じ
た
者
の
数
及

び
入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
入
所
し
た
者
の
数
を
記
入
す
る
。

２
行
目
応
募
入
所
人
員

応
募
者
欄

申
込
者
（
応
募
申
込
を
し
た
者
の
数
）

受
験
者
（
入
所
決
定
に
出
願
し
た
者
の
数
）

入
所
者
欄

入
所
を
許
可
さ
れ
実
際
に
入
所
し
た
者
の
数

◎

各
欄
の
（

）
内
に
は
第
二
、
第
三
志
望
に
よ
る
者
の
概
数
と
し
て
記
入

す
る
こ
と
。
以
下
各
調
査
項
目
の
（

）
内
の
数
も
同
様
と
す
る
。

Ⅲ
～
Ⅴ
及
び
Ⅶ
の
項
に
つ
い
て
は
応
募
者
と
入
所
者
相
方
共
調
査
す
る
。
従
っ
て

入
所
者
の
数
は
、
応
募
の
内
数
と
な
る
。

Ⅲ

補
導
生
の
年
齢
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こ
の
欄
に
は
応
募
、
入
所
補
導
生
の
入
所
決
定
時
、
入
所
時
の
年
齢
別
数
を
記
入

す
る
。

Ⅳ

補
導
生
の
学
歴

こ
の
欄
に
は
、
応
募
入
所
補
導
生
の
最
終
学
歴
別
を
記
入
す
る
。
大
学
、
旧
高

等
専
門
そ
の
他
の
旧
制
学
校
及
び
不
就
学
者
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
欄

に
記
入
す
る
こ
と
。

記
入
に
際
し
て
は

行
目
、
そ
の
他
の
欄
は
合
計
数
を
ａ
～
に
は
そ
れ
ぞ
れ
各

12

種
別
の
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

Ⅴ

補
導
生
の
前
職

こ
の
欄
に
は
応
募
、
入
所
補
導
生
の
補
導
所
応
募
入
所
前
の
最
終
学
歴
別
を
記
入

す
る
こ
と
。

◎

職
業
別
は
職
業
安
定
行
政
に
共
通
し
て
使
用
す
る
職
業
分
類
（
労
働
省
編

職
業
辞
典
に
集
録
）
の
小
分
類
に
よ
る
こ
と
。
職
業
分
類
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ

得
な
い
職
業
に
つ
い
て
は
そ
の
職
業
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
職
業
経
験
な
き
者

に
つ
い
て
は
「
職
業
経
験
な
き
者
」
欄
に
記
入
す
る
。

Ⅵ

家
庭
の
職
業

こ
の
欄
に
は
入
所
補
導
生
に
つ
い
て
の
み
そ
の
家
庭
の
職
業
を
前
Ⅴ
項
に
準
じ
て

記
入
す
る
。

◎

家
庭
の
職
業
は
、
主
た
る
家
計
の
担
当
者
の
職
業
と
し
若
し
補
導
生
自
身

が
主
た
る
家
計
の
担
当
者
の
場
合
は
、
無
業
の
欄
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

Ⅶ

家
族
関
係

こ
の
欄
に
は
応
募
、
入
所
者
に
つ
い
て
世
帯
主
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
し
、
記
入

す
る
こ
と
。

Ⅷ

補
導
期
間
中
の
生
活
維
持
法

こ
の
欄
に
は
入
所
補
導
生
に
つ
い
て
入
所
中
の
生
活
を
何
に
よ
っ
て
維
持
す
る
か

を
調
査
し
て
記
入
す
る
。
そ
の
他
の
欄
の
記
入
方
法
は
Ⅳ
学
歴
別
の
欄
と
同
一

要
領
と
す
る
。

Ⅸ

入
所
の
動
機

入
所
補
導
生
の
入
所
動
機
を
調
査
し
て
記
入
す
る
。
そ
の
他
の
欄
の
記
入
要
領
は

Ⅳ
に
同
じ
。

Ⅹ

入
所
の
経
路

入
所
補
導
生
が
如
何
な
る
経
路
を
経
て
入
所
し
た
か
を
調
査
し
て
記
入
す
る
。
そ

の
他
の
欄
の
記
入
要
領
は
Ⅳ
に
同
じ
。

Ⅺ

居
住
範
囲
及
び
通
所
所
要
時
間

入
所
補
導
生
の
居
住
範
囲
別
、
通
所
所
要
時
間
を
調
査
し
記
入
す
る
。

Ⅻ

備
考

こ
の
欄
は
各
調
査
項
目
以
外
に
特
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
項
を
記
入
す
る
。

㈢
第
二
号
様
式

⑵

こ
の
調
査
報
告
は
身
体
障
害
者
補
導
所
に
限
っ
て
作
成
提
出
を
必
要
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
項
目
の
記
載
要
領
は
職
業
安
定
行
政
手
引
（
区
労
働
市
場

及
び
業
務
報
告
・
公
共
職
業
補
導
生
実
態
調
査
第
二
二
〇
号
様
式
の
Ｂ
、
二
二
〇

〇
の
二
二
～
二
六
〇
⒀
傷
害
事
由
及
び
⒁
身
体
障
害
者
の
障
害
部
位
及
び
程
度
と

人
工
補
装
の
項
に
順
ず
る
こ
と
）

㈣
第
三
号
様
式

１

確
認
事
項

¡

所
名
・
各
職
業
補
導
所
に
対
し
て
定
め
ら
れ
る
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

修
了
年
月
日
・
報
告
に
含
ま
れ
る
期
の
補
導
生
の
修
了
年
月
日
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
。

¡

報
告
作
成
者
官
職
氏
名
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
記
入
し
、
㊞

欄
に
捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
記
入
要
領

１

１
～
３
、
こ
の
欄
は
第
一
号
様
式
ａ
～
ｃ
に
同
じ
。

４

入
所
者
、
こ
の
欄
は
入
所
し
た
補
導
生
を

ａ
当
所
＝
入
所
式
当
日
出
頭
し
た
者
の
数
。
即
ち
第
一
号
様
式
ｆ
項
及
び
第
二

号
様
式
Ⅱ
の
２
行
目
入
所
者
の
数
と
一
致
す
る
。

ｂ
中
途
＝
入
所
式
修
了
者
の
入
所
者
の
数
を
記
入
す
る
。

５

中
途
退
所
、
こ
の
欄
は
入
所
補
導
生
４
の
ａ
と
ｂ
の
合
計
数
の
者
の
中
、
中
途

で
退
所
し
た
者
数
を
記
入
す
る
。
ａ
は
中
途
退
所
者
の
総
数
、
ｂ
～
ｆ
は
そ

れ
ぞ
れ
の
退
所
理
由
別
人
数
を
記
入
す
る
。

６

修
了
者
数
、
こ
の
欄
は
補
導
所
を
修
了
し
た
補
導
生
の
数
を
記
入
す
る
。
従
っ

て
４
の
ａ
＋
ｂ
の
数
か
ら
５
の
ａ
の
数
を
差
し
引
い
た
数
に
合
致
す
る
。

７

就
職
状
況
、
こ
の
項
は
修
了
式
当
日
に
於
け
る
就
職
状
況
を
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ａ
就
職
＝
他
人
に
雇
用
さ
れ
た
者
の
数

ｂ
自
営
＝
自
営
又
は
家
事
従
事
者
の
数

ｃ
未
就
職
＝
ａ
に
も
ｂ
に
も
該
当
し
な
い
者
の
数

８
、
賃
金
、
こ
の
欄
に
は
ａ
就
職
ｂ
自
営
の
各
々
に
分
け
て
そ
の
最
高
と
最
低
の
額
を

記
入
す
る
。

◎

賃
金
は
そ
の
支
払
形
態
が
色
々
で
あ
る
が
、
一
か
月
分
賃
金
額
に
換
算
し
て

記
入
す
る
。
住
込
み
者
の
場
合
は
特
に
注
意
を
要
す
る
。

９
、
合
計
、
こ
の
欄
は
各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

⒑
、
備
考
、
こ
の
報
告
の
各
調
査
項
目
の
中
、
特
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
項
を
記
入

す
る
こ
と
。

㈤
第
四
号
様
式

１

確
認
事
項

¡

所
名
・
各
職
業
補
導
所
に
対
し
て
定
め
ら
れ
る
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

修
了
年
月
日
・
報
告
に
含
ま
れ
る
期
の
補
導
生
の
修
了
年
月
日
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
。

前
回
＝
第
二
回
目
以
後
の
提
出
の
場
合
の
前
回
の
提
出
の
年
月
日
を
記
入
す

る
。

今
回
＝
こ
の
報
告
提
出
の
第
一
回
目
の
際
の
年
月
日
及
び
二
回
以
上
提
出
の
場

合
そ
の
前
回
の
提
出
年
月
日
を
記
入
す
る
。

回
＝
提
出
回
数
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
者
官
職
氏
名

こ
の
報
告
を
作
成
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
記
入
し
、

㊞
欄
に
認
印
を
捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
記
入
要
領

１
～
３
に
つ
い
て
第
三
号
様
式
に
同
じ
。

４

調
査
対
象

こ
の
欄
は
こ
の
調
査
で
調
査
の
対
象
と
な
る
者
を
記
入
す
る
。

ａ

未
就
職
者
数

（
ⅰ
）
修
了
時
＝
修
了
式
挙
行
当
日
の
未
就
職
者
数
を
記
入
す
る
。
こ
の
数
は

第
三
号
様
式
７
の
ｃ
に
合
致
す
る
。

（
ⅱ
）
前
回
報
告
時
＝
第
二
回
以
降
の
報
告
の
際
に
前
回
の
未
就
職
者
数
を
記

入
す
る
。
こ
の
数
は
５
の
ｃ
の
数
に
合
致
す
る
。

５

就
職
状
況

ａ

就
職
＝
他
人
に
雇
用
さ
れ
た
者
の
数

ｂ

自
営
＝
自
営
又
は
家
事
従
事
者
数

ｃ

未
就
職
＝
未
就
職
者
数
⑴
ｃ･

･
･
･

は
未
就
職
理
由
の
内
訳
別
数
、
従
っ
て
未

就
職
欄
数
は
合
計
数
と
な
る
。

６

賃

金

こ
の
欄
は
就
職
者
の
賃
金
を
就
職
、
自
営
に
分
け
て
そ
の
最
高
、
最

低
及
び
平
均
額
を
記
入
す
る
。
最
高
、
最
低
額
の
記
入
要
領
は
第
三
号
様
式
８
に

同
じ
。
平
均
額
に
つ
い
て
は
就
職
者
全
員
の
賃
金
合
計
額
を
就
職
者
数
で
除
い
た

数
。

７

合

計

各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

８

備

考

こ
の
調
査
項
目
以
外
に
特
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
項
を
記
入
す

る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
七
月
四
日

〔
五
─
二
─
六
二
〕
労
働
部
長
、
各
公
共
職
業
補
導
所
長･

各
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
〇
職
補

第
一
七
一
号
）

昭昭
和和
三三
〇〇
年年
度度
事事
業業
計計
画画
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
十
年
三
月
三
〇
日
付
三
〇
職
補
第
八
九
号
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
標
託
事
業
計
画
に

つ
い
て
は
、
四
月
二
十
一
日
付
三
〇
職
安
二
〇
五
号
「
昭
和
三
〇
年
度
職
業
安
定
行
政
重
点
目

標
に
つ
い
て
」
及
び
去
る
五
月
実
施
し
た
所
長
会
議
に
お
い
て
説
明
配
布
し
た
「
昭
和
三
十
年

度
補
導
係
業
務
予
定
表
」
と
も
勘
案
の
上
、
そ
の
実
施
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
致
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
処
務
規
程
第
六
条
に
よ
る
実
施
状
況
の
報
告
は
爾
今
別

紙
様
式
に
よ
り
毎
年
四
半
期
終
了
後
十
日
ま
で
に
本
課
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
く
、
又
、
共
同
作

業
所
に
お
い
て
も
右
に
準
じ
提
出
願
い
た
い
。

な
お
、
昭
和
二
十
九
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
年
間
を
一
括
し
同
様
様
式
に
よ
り
今
期
報
告
に

併
せ
て
提
出
願
い
た
い
。

様
式

昭
和

年
度

第
四
期
事
業
状
況
報
告
書

所

名

一
、
行

事

関

係

月

日

計

画

事

項

実

施

状

況

所
要
経
費
並
び
に
効
果
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ａ
就
職
＝
他
人
に
雇
用
さ
れ
た
者
の
数

ｂ
自
営
＝
自
営
又
は
家
事
従
事
者
の
数

ｃ
未
就
職
＝
ａ
に
も
ｂ
に
も
該
当
し
な
い
者
の
数

８
、
賃
金
、
こ
の
欄
に
は
ａ
就
職
ｂ
自
営
の
各
々
に
分
け
て
そ
の
最
高
と
最
低
の
額
を

記
入
す
る
。

◎

賃
金
は
そ
の
支
払
形
態
が
色
々
で
あ
る
が
、
一
か
月
分
賃
金
額
に
換
算
し
て

記
入
す
る
。
住
込
み
者
の
場
合
は
特
に
注
意
を
要
す
る
。

９
、
合
計
、
こ
の
欄
は
各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

⒑
、
備
考
、
こ
の
報
告
の
各
調
査
項
目
の
中
、
特
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
項
を
記
入

す
る
こ
と
。

㈤
第
四
号
様
式

１

確
認
事
項

¡

所
名
・
各
職
業
補
導
所
に
対
し
て
定
め
ら
れ
る
名
称
を
記
入
す
る
。

¡

修
了
年
月
日
・
報
告
に
含
ま
れ
る
期
の
補
導
生
の
修
了
年
月
日
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
年
月
日
・
こ
の
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日
。

前
回
＝
第
二
回
目
以
後
の
提
出
の
場
合
の
前
回
の
提
出
の
年
月
日
を
記
入
す

る
。

今
回
＝
こ
の
報
告
提
出
の
第
一
回
目
の
際
の
年
月
日
及
び
二
回
以
上
提
出
の
場

合
そ
の
前
回
の
提
出
年
月
日
を
記
入
す
る
。

回
＝
提
出
回
数
を
記
入
す
る
。

¡

報
告
作
成
者
官
職
氏
名

こ
の
報
告
を
作
成
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
記
入
し
、

㊞
欄
に
認
印
を
捺
印
す
る
。

２

調
査
項
目
記
入
要
領

１
～
３
に
つ
い
て
第
三
号
様
式
に
同
じ
。

４

調
査
対
象

こ
の
欄
は
こ
の
調
査
で
調
査
の
対
象
と
な
る
者
を
記
入
す
る
。

ａ

未
就
職
者
数

（
ⅰ
）
修
了
時
＝
修
了
式
挙
行
当
日
の
未
就
職
者
数
を
記
入
す
る
。
こ
の
数
は

第
三
号
様
式
７
の
ｃ
に
合
致
す
る
。

（
ⅱ
）
前
回
報
告
時
＝
第
二
回
以
降
の
報
告
の
際
に
前
回
の
未
就
職
者
数
を
記

入
す
る
。
こ
の
数
は
５
の
ｃ
の
数
に
合
致
す
る
。

５

就
職
状
況

ａ

就
職
＝
他
人
に
雇
用
さ
れ
た
者
の
数

ｂ

自
営
＝
自
営
又
は
家
事
従
事
者
数

ｃ

未
就
職
＝
未
就
職
者
数
⑴
ｃ･

･
･
･

は
未
就
職
理
由
の
内
訳
別
数
、
従
っ
て
未

就
職
欄
数
は
合
計
数
と
な
る
。

６

賃

金

こ
の
欄
は
就
職
者
の
賃
金
を
就
職
、
自
営
に
分
け
て
そ
の
最
高
、
最

低
及
び
平
均
額
を
記
入
す
る
。
最
高
、
最
低
額
の
記
入
要
領
は
第
三
号
様
式
８
に

同
じ
。
平
均
額
に
つ
い
て
は
就
職
者
全
員
の
賃
金
合
計
額
を
就
職
者
数
で
除
い
た

数
。

７

合

計

各
種
目
別
の
合
計
数
を
記
入
す
る
。

８

備

考

こ
の
調
査
項
目
以
外
に
特
に
記
入
を
必
要
と
す
る
事
項
を
記
入
す

る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
七
月
四
日

〔
五
─
二
─
六
二
〕
労
働
部
長
、
各
公
共
職
業
補
導
所
長･

各
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
〇
職
補

第
一
七
一
号
）

昭昭
和和
三三
〇〇
年年
度度
事事
業業
計計
画画
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
十
年
三
月
三
〇
日
付
三
〇
職
補
第
八
九
号
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
標
託
事
業
計
画
に

つ
い
て
は
、
四
月
二
十
一
日
付
三
〇
職
安
二
〇
五
号
「
昭
和
三
〇
年
度
職
業
安
定
行
政
重
点
目

標
に
つ
い
て
」
及
び
去
る
五
月
実
施
し
た
所
長
会
議
に
お
い
て
説
明
配
布
し
た
「
昭
和
三
十
年

度
補
導
係
業
務
予
定
表
」
と
も
勘
案
の
上
、
そ
の
実
施
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
致
さ
れ
た
い
。

お
っ
て
神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
処
務
規
程
第
六
条
に
よ
る
実
施
状
況
の
報
告
は
爾
今
別

紙
様
式
に
よ
り
毎
年
四
半
期
終
了
後
十
日
ま
で
に
本
課
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
く
、
又
、
共
同
作

業
所
に
お
い
て
も
右
に
準
じ
提
出
願
い
た
い
。

な
お
、
昭
和
二
十
九
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
年
間
を
一
括
し
同
様
様
式
に
よ
り
今
期
報
告
に

併
せ
て
提
出
願
い
た
い
。

様
式

昭
和

年
度

第
四
期
事
業
状
況
報
告
書

所

名

一
、
行

事

関

係

月

日

計

画

事

項

実

施

状

況

所
要
経
費
並
び
に
効
果
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註

実
施
に
当
た
り
資
料
を
作
成
し
た
場
合
は
添
付
す
る
こ
と
。

二
、
訓

練

関

係
（
公
共
職
業
補
導
所
の
み
）

１

訓
練
進
度
の
概
況
並
び
に
措
置

２

各
科
別
補
導
進
度
表
（
別
紙
例
示
）
（
編
注
：
次
ペ
ー
ジ
以
降
に
掲
載
）

昭
和
三
〇
年
七
月
三
一
日

〔
五
─
二
─
六
三
〕
労
働
大
臣
官
房
総
務
課

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
運運
営営
要要
領領

総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領
は
、
目
下
検
討
中
で
、
そ
の
決
定
は
昭
和
三
〇
年
度
初
頭
に

な
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
大
体
の
構
想
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
従
来
の
補
導
所
に
お
け
る
一
般
補
導
に
準
ず
る
普
通

過

程
を
お
く
と
と
も
に
、
よ
り
高
度
の

(

マ
マ)

技
能
者
過
程
、
技
術
者
過
程
等
の
コ
ー
ス
を
設
け
、
長
期
に
わ
た
り
専
門
的
な
知
識
技
能
を
授

け
る
。

二
、
産
業
界
内
部
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
特
に
受
託
補
導
の
制
度
を
設
け
、
事

業
場
よ
り
推
せ
ん
さ
れ
た
者
に
対
し
、
各
種
の
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
。

三
、
各
地
方
に
お
け
る
職
業
訓
練
関
係
指
導
員
、
技
能
者
養
成
指
導
員
等
を
集
め
て
、
技
術
訓

練
の
方
法
に
つ
い
て
研
修
会
を
行
う
。

四
、
夜
間
、
休
日
等
を
利
用
し
て
、
斯
界
の
権
威
者
を
講
師
と
し
て
、
講
習
会
等
を
開
催
し
て
、

新
し
い
産
業
技
術
、
海
外
の
職
業
訓
練
方
法
等
を
一
般
に
紹
介
す
る
。

五
、
資
料
室
を
設
け
て
、
内
外
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
参
考
文
献
、
教
材
等
を
備
え
つ
け
て
一
般

に
も
公
開
す
る
。

六
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
、
技
術
相
談
室
、
作
品
展
示
室
等
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
技
能
者
養

成
等
に
も
利
用
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
の
最
大
限
の
活
用
を
図
る
。

『
要
覧
』

昭和３０年８月５日

〔５─２─６４〕３０職補第１９８号の２

神神奈奈川川総総合合職職業業補補導導所所経経営営委委託託費費配配布布申申請請書書

労働大臣 西田 隆男 殿

神奈川県知事 内山 岩太郎

昭和 30年年度失業保険施設として行う神奈川総合職業補導所経営委託費第二・四半期分金五拾弐万萬壱阡参百弐百弐円也

（内訳別紙）を配布願いたい。

神奈川総合職業補導所経営委託費配布申請書
指導員の 配布を受けようと 当該補導所に採

職 名 氏 名 単価（月額） 金 額 備 考
担当職種名 する本期分の月数 用された年月日

所 長 （編注：氏名略） 12,105 2 18／ 30 31,473 30, 7,11
庶務部長 12,105 2 18／ 30 31,473 〃
訓練部長 12,105 2 18／ 30 31,473 〃
庶務課長 12,105 3 36,315 30, 4, 1
訓練課長 12,105 3 36,315
指 導 員 電気機器 12,105 ／ 3 36,315 30, 4,281

〃 自動車整備 12,105 3 36,315 30, 4, 1
〃 溶 接 12,105 3 36,315 〃
〃 自動車整備 12,105 3 36,315 〃
〃 板 金 12,105 3 36,315 〃
〃 溶 接 12,105 3 36,315 〃
〃 自動車整備 12,105 3 36,315 〃
〃 塗 装 12,105 3 36,315 30, 6,27

自動車整備 12,105 3 36,315 30, 4, 1
塗 装 12,105 2 8／ 30 27,438 30, 7,22

計 15 521,322
（編注：各所に赤字が入っているが、判読不能で略した。） 『デジ』
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（
例

示
）

旋
盤

科
補

導
進

度
表

第
四

半
期

末
現

在

過
程

第
一

過
程

第
二

過
程

第
三

過
程

月
１

ケ
月

２
ケ

月
３

ケ
月

４
ケ

月
５

ケ
月

６
ケ

月
区

科
時

（
４

月
）

（
５

月
）

（
６

月
）

（
７

月
）

（
８

月
）

（
９

月
）

分
目

間
週

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

公
民

10

普通
数

学
20

学科

30
力

学
機

械
の

要
素

機
械
大

意
動

力
要
素

専

12
総

説

機
械
製

図
製

図
上

の
要

項
門

20
総

説
非

鉄
金

属

材
料

鉄
と

銅
財

料
試

験
学

50
機

械
工

作
法

科

工
具
の

名
称

実
基

本
実

習
168

火
造
り

バ
イ
ト

研
磨

ン
ド
ル

操
作

テ
─

パ
─

削
セ

ン
タ

─
仕

事
ネ
ヂ

切
曲

面
削

孔
明

孔
ぐ
り

製
図

習
応

用
実

習
30

合
計

390
0

15
15

12
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

6
（
…
…
…

は
進

度
を

現
す

）
註

作
表

に
当

っ
て

は
進
度

は
赤

線
を

以
っ

て
現
す

こ
と

。
（

─
─

─
は

予
定
を

現
す

）
『

神
類

集
』

（編注：〔五─二─六二〕の表）
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（
例

示
）

旋
盤

科
補

導
進

度
表

第
四

半
期

末
現

在

過
程

第
一

過
程

第
二

過
程

第
三

過
程

月
１

ケ
月

２
ケ

月
３

ケ
月

４
ケ

月
５

ケ
月

６
ケ

月
区

科
時

（
４

月
）

（
５

月
）

（
６

月
）

（
７

月
）

（
８

月
）

（
９

月
）

分
目

間
週

１
２

３
４

５
６

７
８

９
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

公
民

10

普通
数

学
20

学科

30
力

学
機

械
の

要
素

機
械
大

意
動

力
要
素

専

12
総

説

機
械
製

図
製

図
上

の
要

項
門

20
総

説
非

鉄
金

属

材
料

鉄
と

銅
財

料
試

験
学

50
機

械
工

作
法

科

工
具
の

名
称

実
基

本
実

習
168

火
造
り

バ
イ
ト

研
磨

ン
ド
ル

操
作

テ
─

パ
─

削
セ

ン
タ

─
仕

事
ネ
ヂ

切
曲

面
削

孔
明

孔
ぐ
り

製
図

習
応

用
実

習
30

合
計

390
0

15
15

12
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
18

6
（
…
…
…

は
進

度
を

現
す

）
註

作
表

に
当

っ
て

は
進
度

は
赤

線
を

以
っ

て
現
す

こ
と

。
（

─
─

─
は

予
定
を

現
す

）
『

神
類

集
』

（編注：〔五─二─六二〕の表）
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第３号様式

補 導 生 修 了 状 況 調 査

修 了 報告作成 作成者

所 名 年 月 日 年 月 日 ㊞

年 月 日 年 月 日 氏 名

1 2 3 4 5 中 途 退 所 6 7就職状況 8 債 金 10
種目名 補導 性 入所者 修了 a 就職 b 自営

（期別） 定員 別 a b a総数 b 病気又 c退所 d自己 e就職 f 者数 a b c ⅰ ⅱ ⅰ ⅱ 備 考

当初 中途 は死亡 命令 退所 その他 就職 自営 未就職 最高 最低 最高 最低

男

計

男

男

計

男

計

9 男

合計 計

第４号様式

補 導 生 就 職 状 況 調 査

修 了 前 回 年 月 日 報告作成者

所 名 年 月 日 回 ㊞

年 月 日 今 回 年 月 日 官職氏名

1 2 3 4 調査対象 5 6 賃 金

種目別 補導 性 a 未就職者 就 職 状 況 a 就 職 b 自 営

（期別） 定員 別 ⅰ ⅱ前回 a b c 未就 (a) (b (c) ⅰ ⅱ ⅲ ⅰ ⅱ ⅲ 備 考

修了時 報告持 就職 自営 職 ⅰ ⅱ ⅳ 最高 最低 平均 最高 最低 平均

男

（ ） 計

男

（ ） 計

男

（ ） 計

男

（ ） 計

男

（ ） 計

男

（ ） 計

男

（ ） 計

7 男

合 計 計

『神類集』
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職業経験なき者 33 Ⅺ 横浜市

14 Ⅵ 34 川崎市

35 居 横須賀市

36 三浦市

家 37 住 逗子市

38 鎌倉市

39 の 藤沢市

40 茅ヶ崎市

41 範 平塚市

42 小田原市

庭 43 囲 相模原市

44 厚木市

45 及 秦野氏

46 高座郡

47 び 中郡

48 愛甲郡

の 49 通 三浦郡

50 足柄上郡

51 所 足柄下郡

52 津久井郡

53 々 その他

a.
職 要 b.

c.
時 d.

e.
間 f.

g.
業 h.

i.
54 Ⅻ

備

15 Ⅶ家族 世帯主 考

16 関係 その他

第 2号様式（２）

補導生入所状況調査

補導種目 報告作成年月日 昭和 年 月 日 作成者氏名 ㊞

調 査 調 査 総 数 重 度 中 度 軽 度

備 考

区 分 項 目 計 男 計 男 計 男 計 男

１ 先天的

２ 障 戦傷

３ 戦災

４ 害 産業災害

５ 交通災害

６ 事 その他

由 a
b
c

７
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職業経験なき者 33 Ⅺ 横浜市

14 Ⅵ 34 川崎市

35 居 横須賀市

36 三浦市

家 37 住 逗子市

38 鎌倉市

39 の 藤沢市

40 茅ヶ崎市

41 範 平塚市

42 小田原市

庭 43 囲 相模原市

44 厚木市

45 及 秦野氏

46 高座郡

47 び 中郡

48 愛甲郡

の 49 通 三浦郡

50 足柄上郡

51 所 足柄下郡

52 津久井郡

53 々 その他

a.
職 要 b.

c.
時 d.

e.
間 f.

g.
業 h.

i.
54 Ⅻ

備

15 Ⅶ家族 世帯主 考

16 関係 その他

第 2号様式（２）

補導生入所状況調査

補導種目 報告作成年月日 昭和 年 月 日 作成者氏名 ㊞

調 査 調 査 総 数 重 度 中 度 軽 度

備 考

区 分 項 目 計 男 計 男 計 男 計 男

１ 先天的

２ 障 戦傷

３ 戦災

４ 害 産業災害

５ 交通災害

６ 事 その他

由 a
b
c

７
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第 1号様式

補導生入所状況速報
報告作成 報告作成者

所 名 入所年月日 年 月 日 年 月 日 ㊞

年 月 日 氏 名

種目別 補 導 性 年 令 別 学 歴 前 職

応募数 受験数 入所数 備 考

（期別） 定 員 別 16才以下 17～ 19 20～ 24 25～ 29 30才以上 最高 最低 新規卒業 その他 有 無

男

計

男

計

男

男

計

男

計

男

合 計

計

第 2号様式の（１）

公共職業 報告作成年月日 昭和 年 日

補 導 所 入 所 状 況 調 査

補導所名 報告作成者氏名 ㊞

補導種目名 期別 第 期 入所年月日 昭和 年 月 日 修了予定年月日 昭和 年 月 日

調 区 応 募 者 入 所 者 調 項 入 所 者

申 込 者 受 験 者 計 男

査 分 計 男 計 男 査 目

１ Ⅰ定員 補導定員 ／ ／ ／ ／ ／ 17 Ⅷ 生活保護法の保護

２ Ⅱ応募 応募入所定員 18 補生 失業保險金の給付

３ Ⅲ 16才～以下 19 導活 生活保護法と失業保險

４ 補の 17～ 19才 20 期維 近 親 の 扶 助

５ 導年 20～ 24才 21 間持 そ の 他

６ 生令 25～ 29才 中法 ア

７ 30才以上 の イ

８ Ⅳ 中学校卒業 ウ

９ 補 〃 中退 d.
10 導 高等学校卒業 22 Ⅸ 離 職

11 生 〃 中退 23 入 職 業 の 転 換

12 の その他 24 所 新 規 求 職

学 a. 25 の そ の 他

歴 b. 動 a.
c.. 機 b.
d. c.

13 Ⅴ d.
26 Ⅹ 職業安定所の紹介

27 入 ラ ジ オ

28 所 新 聞

29 の ポ ス タ ─

30 経 知 人 の 紹 介

31 路 修 了 者 の 紹 介

32 そ の 他

a.
b.
c.
d.

30分 １時間 １時間 １時間

調 区 調 項 30分 3 0 分

査 分 査 目 以内 以内 以内 以上

計 男 計 男 計 男 計 男
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昭
和
三
〇
年
九
月
九
日

〔
五
─
二
─
六
五
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
二
二
五
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
年
六
月
十
五
日
付
二
九
職
補
第
一
〇
二
号
を
も
っ
て
通
達
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
災
害
補
償
の
う
ち
療
養
補
償
の
額
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
被
扶
養
者
の

適
用
あ
る
者
に
つ
い
て
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
額
の
半
額
、
適
用
な
き
者
に
つ
い
て
は
社
会
保

険
診
療
報
酬
額
を
超
え
な
い
額
と
な
っ
て
い
る
関
係
か
ら
社
会
保
険
の
適
用
な
い
者
に
つ
い
て

も
罹
災
療
養
の
場
合
適
用
者
と
同
様
取
扱
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
よ
っ
て
神
奈
川
県
医

師
会
を
通
じ
同
様
の
取
扱
を
受
け
る
べ
く
折
渉
し
た
が
、
全
医
師
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難

と
思
わ
れ
る
の
で
各
所
に
お
い
て
適
宜
医
師
を
選
定
し
個
々
に
折
渉
し
同
一
取
扱
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
御
取
計
い
願
い
た
い
。

な
お
、
今
後
、
療
養
補
償
の
請
求
を
行
う
場
合
は
、
請
求
書
様
式
中
「
療
養
内
訳
金
額
」
欄

に
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
よ
る
点
数
を
附
記
（
括
弧
書
）
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
九
月
二
七
日

〔
五
─
二
─
六
六
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
二
四
四
号
）

入入
所所
、、
修修
了了
式式
等等
式式
次次
第第
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
さ
き
に
九
月
一
〇
日
付
職
補
第
二
二
七
号
を
以
っ
て
別
途
経
費
節
減
等

に
つ
い
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
各
所
に
お
い
て
従
来
実
施
し
て
き
た
入
所
修
了
式
に

お
け
る
式
次
第
、
司
会
等
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
統
一
を
欠
く
き
ら
い
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
各

所
の
実
情
に
応
じ
爾
今
左
記
基
準
を
参
考
と
し
て
実
施
す
る
よ
う
御
配
慮
を
煩
わ
し
た
い
。

記記

１

式
次
第

⑴
開
式
の
辞

⑵
国
歌
斉
唱
（
一
曲
）

⑶
修
了
証
書
授
与

⑷
賞
状
授
与
（
優
秀
賞
、
皆
勤
賞
）

⑸
合
格
証
書
授
与

⑹
所
長
式
辞

⑺
知
事
訓
示
（
入
所
式
の
み
の
場
合
は
削
除
）

⑻
来
賓
祝
辞

⑼
補
導
生
答
辞
（
宣
誓
）

⑽
閉
式
の
辞

２

司
会

司
会
は
通
常
庶
務
係
長
、
又
は
庶
務
課
員
が
行
う
も
の
と
し
、
態
度
厳
正
、
音
吐
明
瞭
に

発
声
す
る
こ
と
。

発
声
例

補
導
生
、
来
賓
総
べ
て
式
場
に
参
集
着
席
の
あ
と

『
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
、
只
今
よ
り
神
奈
川
県
○
○
公
共
職
業
補
導
所
第
○
期
○
○

科
補
導
生
の
修
了
式
並
び
に
第
○
期
○
○
科
補
導
生
の
入
所
式
を
挙
行
い
た
し
ま
す
。
』

『
一
同
起
立
』
『
礼
』
『
国
歌
斉
唱
一
回
』
『
一
、
二
、
三
』
『
修
了
証
書
授
与
』
『
第
○
期

○
○
科
、
何
某
、
何
某
、
以
上
何
名
代
表
何
某
』
以
下
省
略

（
注
）
氏
名
点
呼
の
時
は
着
席
の
場
合
は
起
立
し
起
立
の
場
合
は
姿
勢
を
正
し
、
と
も
に
活

発
な
返
事
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

３

参
列
者

招
待
範
囲
も
出
来
る
だ
け
小
範
囲
に
止
め
、
各
廨
各
庁
の
業
務
運
営
に
迷
惑
を
来
た
さ
な

い
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
。

特
に
入
所
式
の
み
行
う
場
合
は
管
轄
安
定
所
長
そ
の
他
直
接
関
係
あ
る
者
等
の
参
加
の
み

に
限
定
し
簡
素
に
施
行
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
二
─
六
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
〇
九
二
号
）

作作
業業
指指
導導
票票
のの
作作
成成
利利
用用
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
に
お
け
る
指
導
の
方
法
は
、
年
々
進
歩
を
と
げ
、
指
導
案
、
作
業
分
解
シ
ー
ト

に
よ
る
指
導
の
方
法
も
漸
く
普
及
し
て
そ
の
効
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
が
、
実
習
指
導
の
方
法
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
改
善
、
向
上
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
特
に
、
訓
練
設
備
や
指
導
員
の

不
足
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
補
助
教
材
の
活
用
を
図
っ
て
実
習
指
導
の
効
果
を
よ
り
一

層
発
揚
さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
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昭
和
三
〇
年
九
月
九
日

〔
五
─
二
─
六
五
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
二
二
五
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
年
六
月
十
五
日
付
二
九
職
補
第
一
〇
二
号
を
も
っ
て
通
達
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
災
害
補
償
の
う
ち
療
養
補
償
の
額
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
被
扶
養
者
の

適
用
あ
る
者
に
つ
い
て
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
額
の
半
額
、
適
用
な
き
者
に
つ
い
て
は
社
会
保

険
診
療
報
酬
額
を
超
え
な
い
額
と
な
っ
て
い
る
関
係
か
ら
社
会
保
険
の
適
用
な
い
者
に
つ
い
て

も
罹
災
療
養
の
場
合
適
用
者
と
同
様
取
扱
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
よ
っ
て
神
奈
川
県
医

師
会
を
通
じ
同
様
の
取
扱
を
受
け
る
べ
く
折
渉
し
た
が
、
全
医
師
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難

と
思
わ
れ
る
の
で
各
所
に
お
い
て
適
宜
医
師
を
選
定
し
個
々
に
折
渉
し
同
一
取
扱
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
御
取
計
い
願
い
た
い
。

な
お
、
今
後
、
療
養
補
償
の
請
求
を
行
う
場
合
は
、
請
求
書
様
式
中
「
療
養
内
訳
金
額
」
欄

に
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
よ
る
点
数
を
附
記
（
括
弧
書
）
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
九
月
二
七
日

〔
五
─
二
─
六
六
〕
労
働
部
長
よ
り
各
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
第
二
四
四
号
）

入入
所所
、、
修修
了了
式式
等等
式式
次次
第第
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
さ
き
に
九
月
一
〇
日
付
職
補
第
二
二
七
号
を
以
っ
て
別
途
経
費
節
減
等

に
つ
い
て
通
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
各
所
に
お
い
て
従
来
実
施
し
て
き
た
入
所
修
了
式
に

お
け
る
式
次
第
、
司
会
等
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
統
一
を
欠
く
き
ら
い
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
各

所
の
実
情
に
応
じ
爾
今
左
記
基
準
を
参
考
と
し
て
実
施
す
る
よ
う
御
配
慮
を
煩
わ
し
た
い
。

記記

１

式
次
第

⑴
開
式
の
辞

⑵
国
歌
斉
唱
（
一
曲
）

⑶
修
了
証
書
授
与

⑷
賞
状
授
与
（
優
秀
賞
、
皆
勤
賞
）

⑸
合
格
証
書
授
与

⑹
所
長
式
辞

⑺
知
事
訓
示
（
入
所
式
の
み
の
場
合
は
削
除
）

⑻
来
賓
祝
辞

⑼
補
導
生
答
辞
（
宣
誓
）

⑽
閉
式
の
辞

２

司
会

司
会
は
通
常
庶
務
係
長
、
又
は
庶
務
課
員
が
行
う
も
の
と
し
、
態
度
厳
正
、
音
吐
明
瞭
に

発
声
す
る
こ
と
。

発
声
例

補
導
生
、
来
賓
総
べ
て
式
場
に
参
集
着
席
の
あ
と

『
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
、
只
今
よ
り
神
奈
川
県
○
○
公
共
職
業
補
導
所
第
○
期
○
○

科
補
導
生
の
修
了
式
並
び
に
第
○
期
○
○
科
補
導
生
の
入
所
式
を
挙
行
い
た
し
ま
す
。
』

『
一
同
起
立
』
『
礼
』
『
国
歌
斉
唱
一
回
』
『
一
、
二
、
三
』
『
修
了
証
書
授
与
』
『
第
○
期

○
○
科
、
何
某
、
何
某
、
以
上
何
名
代
表
何
某
』
以
下
省
略

（
注
）
氏
名
点
呼
の
時
は
着
席
の
場
合
は
起
立
し
起
立
の
場
合
は
姿
勢
を
正
し
、
と
も
に
活

発
な
返
事
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

３

参
列
者

招
待
範
囲
も
出
来
る
だ
け
小
範
囲
に
止
め
、
各
廨
各
庁
の
業
務
運
営
に
迷
惑
を
来
た
さ
な

い
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
。

特
に
入
所
式
の
み
行
う
場
合
は
管
轄
安
定
所
長
そ
の
他
直
接
関
係
あ
る
者
等
の
参
加
の
み

に
限
定
し
簡
素
に
施
行
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
〇
年
一
〇
月
七
日

〔
五
─
二
─
六
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
〇
九
二
号
）

作作
業業
指指
導導
票票
のの
作作
成成
利利
用用
にに
つつ
いい
てて

職
業
補
導
所
に
お
け
る
指
導
の
方
法
は
、
年
々
進
歩
を
と
げ
、
指
導
案
、
作
業
分
解
シ
ー
ト

に
よ
る
指
導
の
方
法
も
漸
く
普
及
し
て
そ
の
効
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
が
、
実
習
指
導
の
方
法
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
改
善
、
向
上
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
特
に
、
訓
練
設
備
や
指
導
員
の

不
足
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
補
助
教
材
の
活
用
を
図
っ
て
実
習
指
導
の
効
果
を
よ
り
一

層
発
揚
さ
せ
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
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右
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
今
般
別
添
の
と
お
り
「
作
業
指
導
票
作
成
要
領
」
を
定
め
た
の
で
、

管
下
職
業
補
導
所
に
対
し
て
、
そ
の
普
及
徹
底
に
務
め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

お
っ
て
、
旋
盤
、
仕
上
、
電
気
溶
接
及
び
ガ
ス
溶
接
の
四
種
目
に
つ
い
て
は
、
本
省
に
お
い

て
目
下
そ
の
作
成
を
進
め
て
お
り
、
本
年
度
中
に
発
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

作作
業業
指指
導導
票票
作作
成成
要要
領領

一
．
作
業
指
導
票
の
必
要
性

実
習
指
導
の
効
果
を
一
層
高
め
る
た
め
に
は
、
作
業
の
方
法
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
た
指

導
票
を
、
実
習
の
際
、
補
導
生
に
使
用
せ
し
め
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

特
に
、
訓
練
期
間
が
短
く
、
利
用
し
得
る
施
設
設
備
の
不
足
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、

そ
の
効
率
的
な
使
用
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

二
．
作
業
指
導
票
の
利
点

作
業
指
導
票
の
長
所
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
級
又
は
班
の
全
員
に
対
し
て
作
業
を
説
明
し
た
場
合
、
そ
の
作
業
を
十
分
理
解
し
な
い

補
導
生
に
対
し
て
そ
の
習
得
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
役
立
つ
。

２
．
指
導
員
が
説
明
を
繰
り
返
す
必
要
が
少
な
く
な
り
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
に
力
を
注
ぐ
こ

と
が
で
き
る
。

３
．
補
導
生
が
必
要
な
と
き
は
何
時
で
も
、
そ
の
作
業
指
導
票
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

す
で
に
説
明
し
た
こ
と
を
繰
り
返
す
必
要
が
な
く
、
指
導
員
は
計
画
に
従
っ
て
円
滑
に
指

導
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

４
．
作
業
指
導
票
の
使
用
に
よ
っ
て
、
補
導
生
が
作
業
に
つ
い
て
の
指
示
を
読
み
、
そ
れ
に

従
っ
て
作
業
を
す
る
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
補
導
生
か
ら
の

質
問
に
対
す
る
指
導
員
の
応
答
の
手
数
を
減
ず
る
。

５
．
補
導
生
の
作
業
指
導
票
の
用
い
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
補
導
生
の
能
力
の
程
度
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

６
．
補
導
生
の
能
力
に
応
じ
た
指
導
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
補
導
生
が
他
の
補
導

生
達
に
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
で
き
る
だ
け
早
く
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
．
作
業
指
導
票
の
内
容

作
業
指
導
票
は
、
実
習
に
お
け
る
作
業
を
指
導
す
る
際
に
補
導
生
に
使
用
さ
せ
る
も
の
で
、

一
つ
の
作
業
を
行
う
と
き
に
そ
の
順
序
や
急
所
等
を
明
確
に
指
導
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
作
業
分
解
シ
ー
ト
は
指
導
員
が
作
業
を
教
え
る
た
め
の
覚
書
で
あ
り
、
作
業
指
導
票
は

補
導
生
が
作
業
を
正
し
く
習
得
す
る
た
め
の
手
引
で
あ
る
。

一
般
に
用
い
ら
れ
る
作
業
指
導
票
に
は
、
そ
の
作
業
の
順
序
、
作
業
の
方
法
、
急
所
及
び

注
意
事
項
、
器
具
、
工
具
、
材
料
、
危
害
予
防
の
注
意
事
項
等
を
補
導
生
に
わ
か
り
や
す
く

書
く
。

な
お
、
製
品
を
作
る
た
め
に
必
要
な
作
業
指
導
票
を
作
成
す
る
際
に
は
、
製
品
の
寸
法
、

形
状
、
使
用
材
料
、
仕
上
の
程
度
等
の
明
細
と
必
要
な
作
業
の
順
序
な
ど
を
記
入
す
る
。
ま

た
、
関
連
あ
る
作
業
指
導
票
、
教
科
書
及
び
参
考
書
、
研
究
問
題
、
補
導
生
の
行
っ
た
作
業

を
考
査
す
る
基
準
等
も
記
入
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
此
の
作
業
指
導
票
に
は
そ
の

要
素
と
な
る
作
業
の
順
序
と
簡
単
な
指
示
を
記
入
し
、
作
業
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要

素
と
な
る
作
業
の
指
導
表
に
ゆ
ず
り
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の

場
合
、
そ
の
作
業
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
お
の
お
の
の
要
素
と
な
る
作
業
の
作
業
指
導
票
を

組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
。

四
．
作
業
指
導
表
作
成
使
用
上
の
注
意

１
．
作
業
指
導
票
は
、
指
導
案
と
密
接
な
関
連
を
持
つ
も
の
で
そ
の
目
的
は
同
一
の
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
適
切
な
指
導
案
を
用
意
す
る
こ
と
は
な
く
作
業
指
導
票
を
作
成
し
、
使
用

せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
何
等
説
明
な
し
に
作
業
指
導
票
を
補
導
生
に
使
用
さ
せ

る
こ
と
は
厳
に
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
作
業
指
導
票
は
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
た

め
で
き
る
だ
け
図
解
し
、
簡
明
に
説
明
す
る
こ
と
。

３
．
作
業
指
導
案
の
様
式
は
、
作
業
の
種
類
、
指
導
の
内
容
に
よ
っ
て
適
切
な
も
の
を
作
成

す
る
こ
と
。

４
．
補
導
生
に
作
業
指
導
票
の
正
し
い
使
い
方
を
示
す
こ
と
。

例
え
ば
、
作
業
指
導
票
に
よ
っ
て
は
段
階
毎
に
作
業
を
実
演
し
て
み
せ
た
後
、
作
業
指
導

票
に
基
い
て
作
業
さ
せ
る
。

６
．
補
導
生
が
常
に
作
業
指
導
票
を
用
い
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
こ
と
。

例
え
ば
、
補
導
生
が
作
業
指
導
票
を
よ
く
読
ま
ず
に
指
導
員
か
ら
そ
の
回
答
を
求
め
よ

う
と
し
た
ら
、
指
導
員
は
作
業
指
導
票
を
補
導
生
自
身
で
よ
く
読
む
よ
う
に
し
む
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

五
．
様
式
及
び
記
載
要
領

つ
ぎ
に
揚
げ
る
様
式
は
例
示
で
あ
る
か
ら
、
種
目
、
作
業
の
種
類
、
指
導
事
項
に
よ
っ
て

最
も
適
切
な
も
の
を
考
案
し
、
作
成
す
る
こ
と
。

１
．
作
業
名
欄
に
は
、
指
導
し
よ
う
と
す
る
作
業
の
一
般
的
名
称
を
、
主
眼
実
技
の
欄
に
は
、

補
導
生
に
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
主
眼
実
技
を
記
入
す
る
。

- 181 -

そ
の
他
、
作
業
種
類
に
よ
り
、
材
料
、
材
質
、
規
格
、
寸
法
、
重
量
等
を
記
入
し
、
所
要

時
間
の
欄
に
は
、
補
導
生
が
そ
の
作
業
を
習
得
す
る
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
を
記
入
す

る
。

２
．
左
上
部
の
空
欄
に
は
、
作
業
の
動
作
、
機
械
操
作
の
方
法
、
器
具
、
工
具
の
取
扱
い
方
、

製
品
あ
る
い
は
仕
事
の
結
果
等
の
絵
・
図
ま
た
は
写
真
を
入
れ
る
。

３
．
説
明
欄
に
は
、
作
業
の
方
法
、
急
所
や
注
意
事
項
を
簡
潔
に
分
か
り
易
い
表
現
で
、
し

か
も
、
補
導
生
が
理
解
で
き
る
程
度
に
詳
し
く
記
述
す
る
。
で
き
れ
ば
適
当
に
項
目
分
け

し
て
番
号
を
つ
け
見
や
す
く
す
る
。
特
に
急
所
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
す
か
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

を
引
く
。

４
．
所
要
機
械
工
具
及
び
副
資
材
の
欄
に
は
、
各
段
階
毎
に
使
用
す
る
機
械
工
具
、
必
要
な

副
資
材
を
記
入
す
る
。

５
．
摘
要
欄
に
は
、
作
業
遂
行
上
特
に
必
要
な
知
識
、
教
科
書
、
参
考
書
あ
る
い
は
危
害
防

止
上
の
注
意
等
を
記
入
す
る
。

ま
た
、
こ
の
欄
に
参
考
の
た
め
熟
練
工
の
標
準
的
な
作
業
所
要
時
間
を
記
入
し
て
お
く
こ

と
も
有
益
で
あ
る
。

６
．
作
業
の
中
に
幾
つ
か
の
要
所
と
な
る
作
業
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
要
素
と
な
る

作
業
を
既
に
作
業
指
導
票
の
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
参
照
す
べ
き
作
業

指
導
票
を
指
示
す
る
。

例
１

シ

─ト
№

作
業

名

主
眼
実
技

材
料

材
質

規
格

寸
法

重
量

所
要
時
間

番
号
作
業
の
順
序
及
び
図
解

説
明

所
要
機
械
器
具
所
要
副
資
材

１

２３摘要
熟
練
工
所
要
時
間

（
編
注
）
例
２
は
例
１
の
「
作
業
の
順
序
及
び
図
解
」
が
「
作
業
の
順
序
」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
省
略
。

例
３

シ

─ト
№

作
業

名

主
眼

実
技

材
料

材
質

規
格

寸
法

重
量

所
要

時
間

番
号
作

業
の

順
序
説

明
必

要
知

識

１
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そ
の
他
、
作
業
種
類
に
よ
り
、
材
料
、
材
質
、
規
格
、
寸
法
、
重
量
等
を
記
入
し
、
所
要

時
間
の
欄
に
は
、
補
導
生
が
そ
の
作
業
を
習
得
す
る
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
を
記
入
す

る
。

２
．
左
上
部
の
空
欄
に
は
、
作
業
の
動
作
、
機
械
操
作
の
方
法
、
器
具
、
工
具
の
取
扱
い
方
、

製
品
あ
る
い
は
仕
事
の
結
果
等
の
絵
・
図
ま
た
は
写
真
を
入
れ
る
。

３
．
説
明
欄
に
は
、
作
業
の
方
法
、
急
所
や
注
意
事
項
を
簡
潔
に
分
か
り
易
い
表
現
で
、
し

か
も
、
補
導
生
が
理
解
で
き
る
程
度
に
詳
し
く
記
述
す
る
。
で
き
れ
ば
適
当
に
項
目
分
け

し
て
番
号
を
つ
け
見
や
す
く
す
る
。
特
に
急
所
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
す
か
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

を
引
く
。

４
．
所
要
機
械
工
具
及
び
副
資
材
の
欄
に
は
、
各
段
階
毎
に
使
用
す
る
機
械
工
具
、
必
要
な

副
資
材
を
記
入
す
る
。

５
．
摘
要
欄
に
は
、
作
業
遂
行
上
特
に
必
要
な
知
識
、
教
科
書
、
参
考
書
あ
る
い
は
危
害
防

止
上
の
注
意
等
を
記
入
す
る
。

ま
た
、
こ
の
欄
に
参
考
の
た
め
熟
練
工
の
標
準
的
な
作
業
所
要
時
間
を
記
入
し
て
お
く
こ

と
も
有
益
で
あ
る
。

６
．
作
業
の
中
に
幾
つ
か
の
要
所
と
な
る
作
業
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
要
素
と
な
る

作
業
を
既
に
作
業
指
導
票
の
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
参
照
す
べ
き
作
業

指
導
票
を
指
示
す
る
。

例
１

シ

─ト
№

作
業

名

主
眼
実
技

材
料

材
質

規
格

寸
法

重
量

所
要
時
間

番
号
作
業
の
順
序
及
び
図
解

説
明

所
要
機
械
器
具
所
要
副
資
材

１

２３摘要
熟
練
工
所
要
時
間

（
編
注
）
例
２
は
例
１
の
「
作
業
の
順
序
及
び
図
解
」
が
「
作
業
の
順
序
」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
省
略
。

例
３

シ

─ト
№

作
業

名

主
眼

実
技

材
料

材
質

規
格

寸
法

重
量

所
要

時
間

番
号
作

業
の

順
序
説

明
必

要
知

識

１
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２

作
業
の
段
階
ご
と
に
作
業
に
必
要
な
知
識
を
指
導
す
る
必
要
あ
る

場
合
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

例
４

シ

─ト
№

作
業

名

主
眼

実
技

材
料

材
質

規
格

寸
法

重
量

所
要

時
間

番
作
業
の
順
序
速
度

送
り

切
込

説
明

所
要
機
械
工
具
所
要
副
資
材

号１２

こ
の
様
式
は
千
番
か
の
旋
盤
作
業
の
指
導
票

と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

摘要
熟
練
工
所
要
時
間

『
神
綴
り
』

昭
和
三
〇
年
一
一
月
一
六
日

〔
五
─
二
─
六
八
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
〇
職
補
二
二
五
の
二
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
のの
災災
害害
補補
償償
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
の
災
害
予
防
に
つ
い
て
は
鋭
意
配
慮
中
の
こ
と
と
存
ず
る
が
、
最
近
引
続
き
三
件
発

生
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
各
所
に
お
い
て
も
、
安
全
観
念
の
高
揚
、
防
止
装
置
の
整
備
に

つ
い
て
一
層
の
配
慮
を
煩
わ
し
た
い
。

な
お
、
災
害
発
生
の
場
合
は
予
め
そ
の
状
況
を
承
知
し
た
い
の
で
、
発
生
日
時
、
場
所
、
発

生
の
原
因
、
障
害
程
度
（
推
定
）
、
療
養
所
要
日
数
、
社
会
保
険
扶
養
者
の
別
等
に
つ
い
て
速

や
か
に
主
管
課
あ
て
報
告
願
い
た
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
一
月
一
三
日

〔
五
─
二
─
六
九
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
一
一
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
名名
簿簿
のの
提提
出出
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
の
入
所
・
修
了
生
状
況
に
つ
い
て
は
、
三
〇
職
補
第
一
六
六
号
通
達
に
基
づ
き
提
出

さ
れ
て
い
る
諸
報
告
に
よ
り
承
知
い
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
こ
れ
が
個
々

の
補
導
生
に
つ
い
て
の
状
況
を
も
承
知
い
た
し
職
業
補
導
業
務
運
営
上
の
諸
資
料
と
い
た
し
た

い
の
で
毎
期
修
了
生
に
つ
い
て
左
記
に
よ
り
標
記
名
簿
を
提
出
さ
れ
た
い
。

記記
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一
、

提
出
の
時
期

三
〇
職
補
第
一
六
六
号
通
達
左
記
の
二
の
第
三
号
様
式
及
び
四
号
様
式
と
一
緒
に
提
出
す

る
こ
と
。

二
、

名
簿
の
作
成
要
領
及
び
様
式

○
こ
の
名
簿
は
科
別
、
期
別
に
作
成
す
る
こ
と
。

○
作
成
時
期
は
、
修
了
式
当
日
現
在
及
び
就
職
状
況
調
査
（
第
四
号
様
式
）
の
作
成
日
現

在
（
修
了
式
後
一
ヶ
月
目
毎
の
日
）

○
名
簿
の
様
式
は
別
紙
様
式
と
し
提
出
部
数
は
一
部
と
す
る
。

三
、
様
式
の
記
載
要
領

○
確
認
事
項

㈠
所
名
及
番
号
＝
そ
の
所
に
与
え
ら
れ
た
名
称
及
び
番
号

㈡
科

名
＝
そ
の
科
に
与
え
ら
れ
た
科
の
名
称

㈢
期

別
＝
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
補
導
生
の
期
別

㈣
修
了
年
月
日
＝
修
了
式
挙
行
年
月
日

○
記
載
事
項

㈠
番

号
＝
一
連
番
号

㈡
氏

名
＝
修
了
生
の
氏
名

㈢
年

令
＝
㈡
の
修
了
生
の
修
了
時
の
年
令

㈣
性

別
＝
㈡
の
修
了
生
の
性
別

㈤
現

住

所
＝
修
了
生
の
住
所

㈥
就
職
先
の
名
称
＝
修
了
生
の
就
職
し
た
事
業
所
の
名
称
を
記
載
す
る
が
、
上
欄
に
は
名

称
と
し
、
下
欄
に
は
職
場
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

㈦
事
業
所
の
概
要
＝
㈥
事
業
概
要
を
記
載
し
（

）
内
に
は
そ
の
修
了
生
が
就
業
し
て
い

る
作
業
の
概
要

㈧
所

在

地
＝
就
職
先
の
事
業
所
の
所
在
地

四
、
記
載
上
の
注
意

第
一
回
の
提
出
時
（
修
了
状
況
報
告
と
一
緒
に
出
す
と
き
）
は
修
了
生
全
員
に
つ
い
て
記
載

し
、
第
二
回
以
降
は
変
更
の
あ
っ
た
修
了
生
に
つ
い
て
の
み
作
成
記
載
す
れ
ば
良
い
こ
と
。

別
紙
、
様
式

修

了

生

名

簿

所

名

科

別

科

期

別

第

期

修
了
年
月
日

年

月

日

令
別

事
業
の

番

号

氏

名

現

住

所

就
職
先
の
名
称

所

在

地

年
性

概

要

『
神
類
集
』

昭
和
三
十
一
年
二
月
十
三
日

〔
五
─
二
─
七
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
収
第
一
四
七
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
自自
動動
車車
整整
備備
科科
修修
了了
生生
のの
自自
動動
車車
整整
備備
士士
技技
能能
検検
定定
試試
験験
受受
験験

資資
格格
にに
つつ
いい
てて

失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所
の
自
動
車
整
備
科
（
補
導
期
間
一
年
制
）
を
終
了
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
今
般
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
に
基
づ
く
三
級
自
動
車
整
備
士
の
受
験
資

格
が
別
紙
の
と
お
り
与
え
ら
れ
た
の
で
、
貴
管
下
総
合
職
業
補
導
所
に
そ
の
旨
通
知
さ
れ
た
い
。

別
紙

◎
達
第
二
号

自
動
車
整
備
仕
技
能
検
定
規
則
に
基
づ
く
技
能
検
定
資
格
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る

件
（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
達
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
日

運
輸
大
臣

吉
野

信
次

第
四
項
第
六
号
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
．
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
に
よ
る
失
業
保

険
福
祉
総
合
職
業
補
導
所
の
一
年
制
の
自
動
車
整
備
科
を
卒
業
し
た
者

別
紙
三

建
設
管
発
第
六
十
七
号
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一
、

提
出
の
時
期

三
〇
職
補
第
一
六
六
号
通
達
左
記
の
二
の
第
三
号
様
式
及
び
四
号
様
式
と
一
緒
に
提
出
す

る
こ
と
。

二
、

名
簿
の
作
成
要
領
及
び
様
式

○
こ
の
名
簿
は
科
別
、
期
別
に
作
成
す
る
こ
と
。

○
作
成
時
期
は
、
修
了
式
当
日
現
在
及
び
就
職
状
況
調
査
（
第
四
号
様
式
）
の
作
成
日
現

在
（
修
了
式
後
一
ヶ
月
目
毎
の
日
）

○
名
簿
の
様
式
は
別
紙
様
式
と
し
提
出
部
数
は
一
部
と
す
る
。

三
、
様
式
の
記
載
要
領

○
確
認
事
項

㈠
所
名
及
番
号
＝
そ
の
所
に
与
え
ら
れ
た
名
称
及
び
番
号

㈡
科

名
＝
そ
の
科
に
与
え
ら
れ
た
科
の
名
称

㈢
期

別
＝
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
補
導
生
の
期
別

㈣
修
了
年
月
日
＝
修
了
式
挙
行
年
月
日

○
記
載
事
項

㈠
番

号
＝
一
連
番
号

㈡
氏

名
＝
修
了
生
の
氏
名

㈢
年

令
＝
㈡
の
修
了
生
の
修
了
時
の
年
令

㈣
性

別
＝
㈡
の
修
了
生
の
性
別

㈤
現

住

所
＝
修
了
生
の
住
所

㈥
就
職
先
の
名
称
＝
修
了
生
の
就
職
し
た
事
業
所
の
名
称
を
記
載
す
る
が
、
上
欄
に
は
名

称
と
し
、
下
欄
に
は
職
場
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

㈦
事
業
所
の
概
要
＝
㈥
事
業
概
要
を
記
載
し
（

）
内
に
は
そ
の
修
了
生
が
就
業
し
て
い

る
作
業
の
概
要

㈧
所

在

地
＝
就
職
先
の
事
業
所
の
所
在
地

四
、
記
載
上
の
注
意

第
一
回
の
提
出
時
（
修
了
状
況
報
告
と
一
緒
に
出
す
と
き
）
は
修
了
生
全
員
に
つ
い
て
記
載

し
、
第
二
回
以
降
は
変
更
の
あ
っ
た
修
了
生
に
つ
い
て
の
み
作
成
記
載
す
れ
ば
良
い
こ
と
。

別
紙
、
様
式

修

了

生

名

簿

所

名

科

別

科

期

別

第

期

修
了
年
月
日

年

月

日

令
別

事
業
の

番

号

氏

名

現

住

所

就
職
先
の
名
称

所

在

地

年
性

概

要

『
神
類
集
』

昭
和
三
十
一
年
二
月
十
三
日

〔
五
─
二
─
七
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
宛
（
収
第
一
四
七
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
自自
動動
車車
整整
備備
科科
修修
了了
生生
のの
自自
動動
車車
整整
備備
士士
技技
能能
検検
定定
試試
験験
受受
験験

資資
格格
にに
つつ
いい
てて

失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所
の
自
動
車
整
備
科
（
補
導
期
間
一
年
制
）
を
終
了
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
今
般
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
に
基
づ
く
三
級
自
動
車
整
備
士
の
受
験
資

格
が
別
紙
の
と
お
り
与
え
ら
れ
た
の
で
、
貴
管
下
総
合
職
業
補
導
所
に
そ
の
旨
通
知
さ
れ
た
い
。

別
紙

◎
達
第
二
号

自
動
車
整
備
仕
技
能
検
定
規
則
に
基
づ
く
技
能
検
定
資
格
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る

件
（
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
達
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
日

運
輸
大
臣

吉
野

信
次

第
四
項
第
六
号
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
．
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
に
よ
る
失
業
保

険
福
祉
総
合
職
業
補
導
所
の
一
年
制
の
自
動
車
整
備
科
を
卒
業
し
た
者

別
紙
三

建
設
管
発
第
六
十
七
号
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昭
和
二
十
五
年
六
月
十
三
日

建
設
省
管
理
局
長
㊞

労
働
省
職
業
安
定
局
長
殿

公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
建
設
工
事
に
関
す
る
実
習
と
建
設
業
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

六
月
九
日
付
職
発
第
四
六
九
号
の
三
を
も
っ
て
ご
照
会
に
か
か
る
標
記
の
件
に
つ
い
て
は
左

記
の
と
お
り
に
つ
き
御
了
知
あ
り
た
い
。

記記

建
設
業
法
は
建
設
工
事
の
完
成
を
請
け
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
を
そ
の
適
用
の
対
象
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
公
共
職
業
補
導
所
が
そ
の
補
導
生
に
対
し
て
知
識
、
技
能
を
授
け

職
業
を
与
え
る
た
め
に
実
習
と
し
て
他
か
ら
委
託
を
受
け
て
工
事
を
施
工
す
る
場
合
は
、
営
利

行
為
と
し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
本
法
の
適
用
を
受
け
な
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
三
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
七
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
六
三
号
）

補補
導導
生生
入入
所所
、、
修修
了了
、、
就就
職職
状状
況況
調調
査査
にに
つつ
いい
てて
（（
一一
部部
改改
正正
））

標
記
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
三
〇
職
補
第
一
六
六
号
（
昭
和
三
〇
年
六
月
二
八
日
）
を
以
っ

て
通
達
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
補
報
告
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
入
所
状

況
調
査
の
中
、
そ
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
承
知
の
上
、
そ
の
取
扱

に
万
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
左
記
五
の
㈠
の

の
ｄ
の
「
従
っ
て
応
募
者
数
は
、
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
数

2

と
な
る
」
を
削
り
、
次
の
事
項
を
入
れ
る
。

「
然
し
、
こ
こ
に
云
う
応
募
者
数
は
、
職
業
補
導
所
に
お
い
て
は
、
把
握
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
の
で
、
管
轄
地
公
共
職
業
安
定
所
に
問
合
せ
調
査
す
る
こ
と
。
」

二
、
左
記
の
五
の
㈠
の

の
ｅ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

「
ｄ
の
応
募
者
の
中
、
入
所
予
定
者
と
し
て
職
業
補
導
所
の
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た

者
の
数
を
記
入
し
、
入
所
決
定
の
選
考
に
出
願
し
た
者
の
数
を(

)

内
に
内
数
と
し

て
記
入
す
る
こ
と
。
」

三
、
左
記

の

の

の
ｆ
の

5

(1)

2

「
◎
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
各
欄
の･

・･
･
･

」
は
削
除
す
る
。

四
、
左
記
五
の
㈡
の

の
Ⅱ
の

2

２
行
目
、
応
募
入
所
人
員

応
募
者
欄
の
中
「
受
験
者
（
入
所
決
定
に
出
願
し
た
者
の
数
）
」
を

「
受
験
者
（
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
数
）
」
に
改
め
る
。

又「
◎
各
欄
の(

)

内
に
は
、･

･
･
･
･
･

」
は
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
◎
受
験
者
欄
に
は
、
（
受
験
者
数
、
入
所
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
数
）
の
外
、(

)

し

て
選
考
に
出
願
し
た
者
の
数
を
内
数
で
記
入
し
、
入
所
者
欄
に
は
又
第
二
、
第
三
志
望
に
よ
る

者
を
（

）
し
て
内
数
で
記
入
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
日

〔
五
─
二
─
七
二
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
八
四
号
）

職職
業業
補補
導導
用用
教教
科科
書書
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
教
科
書
に
つ
い
て
は
三
〇
、
四
、
二
〇
、
三
〇
職
補
第
一
〇
六
号
通
達
に
よ
り
そ
の
取

扱
を
指
示
し
て
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
左
記
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
か
ら
了

知
の
う
え
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

な
お
、
別
紙
記
載
の
教
科
書
は
労
働
省
に
申
込
し
て
あ
る
の
で
、
近
々
中
に
各
補
導
所
に
送

付
予
定
で
あ
る
か
ら
了
知
願
い
た
い
。

記記

一
、
普
通
学
科
の
教
科
書
（
公
民
・
実
用
数
学
・
工
業
数
学
・
物
象
・
産
業
安
全
）
は
各
補
導

所
に
お
い
て
購
入
し
補
導
生
に
貸
与
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合
は
貸
与
の
状
況
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
こ
と
。
但
し
貸
与
す
る
教
科
書
が
損
傷
し
使
用
に
た
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
主
務

課
あ
て
購
入
申
込
す
る
こ
と
。

二
、
専
門
教
科
書
（
代
用
教
科
書
も
含
む
）
は
補
導
生
に
購
入
さ
せ
使
用
す
る
こ
と
。
但
し
指

導
用
の
教
用
の
教
科
書
は
補
導
は
所
に
お
い
て
購
入
す
る
こ
と
。

（
別
紙
略
）

『
神
類
集
』
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昭
和
三
一
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
七
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
六
三
号
）

職職
業業
補補
導導
用用
代代
用用
教教
科科
書書
のの
指指
定定
にに
つつ
いい
てて

労
働
省
に
お
い
て
職
業
補
導
用
教
科
書
を
編
さ
ん
し
て
い
な
い
補
導
種
目
に
使
用
す
る
代
用

教
科
書
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
承
認
を
受
け
て
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
左
記
の
図
書
は
そ
の
内
容
が
職
業
補
導
用
教
科
書
と
し
て
適
切
で
あ
り
且
つ
利
用
度
も

高
い
の
で
こ
れ
を
上
欄
種
目
の
代
用
教
科
書
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
活
用
せ
ら
れ

た
い
。

な
お
、
指
定
さ
れ
た
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

記記

種
目
名

書

名

著
（
編
）
者
名

定

価

出

版

社

ラ
ジ
オ
・
テ
レ

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
（
基
礎
編
）

日
本
放
送
協
会

二
八
〇

東
京
都
目
黒
区
下
目
黒
一
ノ
─
一
三
五
Ｎ

ビ
組
立
修
理

Ｈ
Ｋ
ハ
ウ
ス
日
本
放
送
出
版
協
会

同
右

（
応
用
編
）

同
右

同
右

ア
マ
チ
ュ
ア
に
で
き
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ

三
熊

文
雄

三
八
〇

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二
の
七

ン
受
像
機
の
作
り
方
①
②
③

城
見

多
津
一

各

冊

一

理
工
学
社

石
橋

俊
夫

九
〇

理
容

理
容
技
学

平
良

盛
吉

二
二
〇

奈
良
市
高
天
町
四
五
番
地

美
容

砂
川

正
亮

奈
良
市
衛
生
文
化
協
会

美
容
技
学

同
右

二
七
〇

同
右

理
容

衛
生
読
本

同
右

上
下

同
右

美
容

四
五
〇

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

ブ
ロ
ッ
ク
、
タ
イ
ル
、
煉
瓦
の
施
工

中
島

義
明

四
五
〇

東
京
都
文
京
区
森
川
町
七
七

タ
イ
ル
煉
瓦

法

小
林

凱
金

有
明

書
房

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
七
四
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
〇
五
号
）

補補
導導
生生
用用
労労
務務
加加
配配
用用
普普
通通
外外
米米
のの
配配
給給
割割
りり
当当
てて
要要
領領
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
内
地
米
（
割
当
基
準
量
に
よ
っ
て
割
合
さ
れ
る
も
の
）
割
当
量
の

五
〇
％
を
申
請
量
に
加
算
し
て
割
合
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
来
る
六
月
配
給
分
（
四
月
実

績
分
）
よ
り
は
左
記
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
承
知
の
う
え
取
扱
に
は
遺
憾
の
な
い
よ
う
い

た
さ
れ
た
い
。

記記

一
．
趣
旨家

庭
配
給
に
お
い
て
、
大
幅
に
配
給
数
量
の
規
制
を
緩
和
さ
れ
た
の
で
労
務
加
配
用
に

つ
い
て
は
、
現
場
給
食
を
実
施
し
て
い
る
工
場
事
業
場
（
港
湾
荷
役
に
就
労
し
て
い
る

日
雇
労
務
者
で
現
場
給
食
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
）
を
除
い
て
は
極
力
一
般
消
費
（
生

産
）
世
帯
用
の
購
入
通
帳
に
よ
り
受
配
す
る
こ
と
と
し
割
当
事
務
及
び
個
人
別
配
分
の

煩
雑
等
の
簡
素
化
を
図
る
。

二
．
方
針

１

工
場
事
業
場
労
務
加
配
主
要
食
糧
購
入
通
帳
に
依
る
も
の

受
配
代
表
責
任
者
は
一
の
趣
旨
に
添
い
予
め
対
象
労
務
者
の
普
通
外
米
受
配
の
希
望

を
微
し
こ
れ
を
「
労
務
加
配
米
穀
割
当
申
請
書
」
の
一
割
当
申
請
量
欄
、
欄
外
に
「普

通
外
米

瓩
瓦

」
と
記
入
し
申
請
す
る
。

但
し
、
普
通
外
米
の
数
量
が
内
地
米
申
請
数
量
の
五
割
の
数
量
を
超
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

注

従
来
内
地
米
、
普
通
外
米
の
総
合
割
当
数
量
を
記
入
し
、
食
率
印
を
押
印
し
て
来

た
職
種
に
あ
っ
て
は
、
前
項
但
書
を
除
い
て
は
、
内
地
米
数
量
の
み
を
記
入
し
、
食

率
印
は
一
切
押
印
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

三
．
二
に
よ
り
普
通
外
米
の
割
当
申
請
を
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
普
通
外
米
の
配
給
割
当

を
実
施
し
な
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
七
五
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
〇
八
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
並並
びび
にに
実実
習習
製製
作作
品品
処処
理理
要要
綱綱
にに
つつ
いい
てて

現
行
の
標
記
に
関
す
る
処
理
要
綱
は
昭
和
二
十
八
年
一
月
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
後
県
財
務
規
則
の
制
定
が
あ
り
又
補
導
事
業
の
運
営
面
か
ら
も
多
少
の
変
更
を
行
な
う
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
新
た
に
標
記
処
理
要
綱
を
作
成
し
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
実
施
す

る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
左
記
御
留
意
の
上
、
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。
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昭
和
三
一
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
七
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
六
三
号
）

職職
業業
補補
導導
用用
代代
用用
教教
科科
書書
のの
指指
定定
にに
つつ
いい
てて

労
働
省
に
お
い
て
職
業
補
導
用
教
科
書
を
編
さ
ん
し
て
い
な
い
補
導
種
目
に
使
用
す
る
代
用

教
科
書
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
承
認
を
受
け
て
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
左
記
の
図
書
は
そ
の
内
容
が
職
業
補
導
用
教
科
書
と
し
て
適
切
で
あ
り
且
つ
利
用
度
も

高
い
の
で
こ
れ
を
上
欄
種
目
の
代
用
教
科
書
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
活
用
せ
ら
れ

た
い
。

な
お
、
指
定
さ
れ
た
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

記記

種
目
名

書

名

著
（
編
）
者
名

定

価

出

版

社

ラ
ジ
オ
・
テ
レ

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
（
基
礎
編
）

日
本
放
送
協
会

二
八
〇

東
京
都
目
黒
区
下
目
黒
一
ノ
─
一
三
五
Ｎ

ビ
組
立
修
理

Ｈ
Ｋ
ハ
ウ
ス
日
本
放
送
出
版
協
会

同
右

（
応
用
編
）

同
右

同
右

ア
マ
チ
ュ
ア
に
で
き
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ

三
熊

文
雄

三
八
〇

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二
の
七

ン
受
像
機
の
作
り
方
①
②
③

城
見

多
津
一

各

冊

一

理
工
学
社

石
橋

俊
夫

九
〇

理
容

理
容
技
学

平
良

盛
吉

二
二
〇

奈
良
市
高
天
町
四
五
番
地

美
容

砂
川

正
亮

奈
良
市
衛
生
文
化
協
会

美
容
技
学

同
右

二
七
〇

同
右

理
容

衛
生
読
本

同
右

上
下

同
右

美
容

四
五
〇

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

ブ
ロ
ッ
ク
、
タ
イ
ル
、
煉
瓦
の
施
工

中
島

義
明

四
五
〇

東
京
都
文
京
区
森
川
町
七
七

タ
イ
ル
煉
瓦

法

小
林

凱
金

有
明

書
房

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
七
四
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
〇
五
号
）

補補
導導
生生
用用
労労
務務
加加
配配
用用
普普
通通
外外
米米
のの
配配
給給
割割
りり
当当
てて
要要
領領
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
内
地
米
（
割
当
基
準
量
に
よ
っ
て
割
合
さ
れ
る
も
の
）
割
当
量
の

五
〇
％
を
申
請
量
に
加
算
し
て
割
合
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
来
る
六
月
配
給
分
（
四
月
実

績
分
）
よ
り
は
左
記
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
承
知
の
う
え
取
扱
に
は
遺
憾
の
な
い
よ
う
い

た
さ
れ
た
い
。

記記

一
．
趣
旨家

庭
配
給
に
お
い
て
、
大
幅
に
配
給
数
量
の
規
制
を
緩
和
さ
れ
た
の
で
労
務
加
配
用
に

つ
い
て
は
、
現
場
給
食
を
実
施
し
て
い
る
工
場
事
業
場
（
港
湾
荷
役
に
就
労
し
て
い
る

日
雇
労
務
者
で
現
場
給
食
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
）
を
除
い
て
は
極
力
一
般
消
費
（
生

産
）
世
帯
用
の
購
入
通
帳
に
よ
り
受
配
す
る
こ
と
と
し
割
当
事
務
及
び
個
人
別
配
分
の

煩
雑
等
の
簡
素
化
を
図
る
。

二
．
方
針

１

工
場
事
業
場
労
務
加
配
主
要
食
糧
購
入
通
帳
に
依
る
も
の

受
配
代
表
責
任
者
は
一
の
趣
旨
に
添
い
予
め
対
象
労
務
者
の
普
通
外
米
受
配
の
希
望

を
微
し
こ
れ
を
「
労
務
加
配
米
穀
割
当
申
請
書
」
の
一
割
当
申
請
量
欄
、
欄
外
に
「普

通
外
米

瓩
瓦

」
と
記
入
し
申
請
す
る
。

但
し
、
普
通
外
米
の
数
量
が
内
地
米
申
請
数
量
の
五
割
の
数
量
を
超
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

注

従
来
内
地
米
、
普
通
外
米
の
総
合
割
当
数
量
を
記
入
し
、
食
率
印
を
押
印
し
て
来

た
職
種
に
あ
っ
て
は
、
前
項
但
書
を
除
い
て
は
、
内
地
米
数
量
の
み
を
記
入
し
、
食

率
印
は
一
切
押
印
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

三
．
二
に
よ
り
普
通
外
米
の
割
当
申
請
を
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
普
通
外
米
の
配
給
割
当

を
実
施
し
な
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
七
五
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
〇
八
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
並並
びび
にに
実実
習習
製製
作作
品品
処処
理理
要要
綱綱
にに
つつ
いい
てて

現
行
の
標
記
に
関
す
る
処
理
要
綱
は
昭
和
二
十
八
年
一
月
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
後
県
財
務
規
則
の
制
定
が
あ
り
又
補
導
事
業
の
運
営
面
か
ら
も
多
少
の
変
更
を
行
な
う
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
新
た
に
標
記
処
理
要
綱
を
作
成
し
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
実
施
す

る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
左
記
御
留
意
の
上
、
そ
の
取
扱
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。
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記記

一
、
前
要
綱
と
の
主
た
る
相
違
点

１
、

補
導
所
に
お
け
る
実
習
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。

補
導
所
の
実
習
は
言
う
ま
で
も
な
く
指
導
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
補
導
期
の
当
初
に
立

て
ら
れ
た
訓
練
計
画
に
基
づ
い
て
計
画
的
に
実
施
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
所
謂
自
家
資
材
の
一
部
の
提
供
を
受
け
て
行
な
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
し

た
。

２
、

委
託
計
画
を
締
結
す
べ
き
範
囲
を
縮
小
し
た
こ
と
。

前
項
要
綱
で
は
す
べ
て
委
託
契
約
を
締
結
し
、
契
約
金
額
五
千
円
以
上
の
場
合
は
契
約

書
を
作
り
三
万
円
以
上
は
労
働
部
長
の
承
認
を
得
る
よ
う
規
制
し
て
い
た
が
、
こ
の

締
結
に
つ
い
て
は
条
例
規
則
等
に
別
段
の
定
め
が
な
く
、
た
だ
安
全
を
期
す
る
事
前

措
置
と
し
て
行
な
う
よ
う
規
制
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
回
は
之
を
所
長
の
責
に

一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
建
設
工
事
等
代
金
の
不
払
が
あ
っ
た
場
合
に
現
物
の

回
収
や
処
分
に
煩
鎖
な
手
続
き
を
要
す
る
作
業
に
つ
い
て
の
み
念
の
た
め
予
の
書
面

を
も
っ
て
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
規
制
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
労
働
部
長
の
承

認
は
不
要
と
し
た
。

３
、

補
導
用
原
材
料
の
取
扱
要
領
を
廃
止
し
、
要
綱
に
含
め
た
こ
と
。

取
扱
要
領
を
簡
略
化
し
た
の
で
形
式
上
問
題
は
あ
る
が
要
綱
に
う
た
う
こ
と
ゝ
し
た
。

４
、

製
作
品
の
引
継
ぎ
時
の
評
価
と
処
分
時
の
評
価
と
を
区
分
し
た
こ
と
。

製
作
品
の
引
継
ぎ
時
の
評
価
は
物
品
会
計
規
則
に
よ
り
、
処
分
時
の
評
価
は
契
約
条
例

財
務
規
則
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
前
者
は
所
謂
製
作
原
価
の
算
出

と
な
り
、
後
者
は
販
売
予
定
価
格
の
算
出
と
な
る
。
販
売
予
定
価
格
は
そ
の
商
品
価

値
と
需
給
関
係
等
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
来
は
こ
の
評
価
の
区
分

が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
で
両
者
を
は
っ
き
り
区
分
し
、
製
品
の
引
継
ぎ
価
格
は
原

材
料
に
製
作
費
を
加
え
た
も
の
、
処
分
価
格
は
販
売
可
能
額
と
し
た
。

５
、

実
習
収
入
金
の
一
部
に
つ
い
て
分
割
後
納
制
を
認
め
た
こ
と
。

教
材
の
確
保
と
製
作
品
の
処
分
と
を
容
易
に
す
る
た
め
財
務
規
則
第
三
〇
条
第
二
項
但

書
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
場
合
に
限
り
認
め
る
こ
と
と
し
た
。

二
、

要
綱
連
用
上
の
注
意

第
二
関
係

補
導
用
原
材
料･
･
･
･
･

応
用
実
習
を
行
な
う
場
合
「
原
材
料
費
」
を
も
っ
て
購
入
で
き

な
い
例
え
ば
石
炭
コ
ー
ク
ス
酸
素
、
カ
ー
バ
イ
ト
、
溶
接
棒
、
洗
油
シ

ン
ナ
ー
等
は
別
枠
を
も
っ
て
収
入
見
合
い
の
「
消
耗
品
」
「
燃
料
費
」

と
し
て
「
原
材
料
費
」
か
ら
流
用
し
て
計
上
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

之
等
の
資
材
も
、
補
導
用
原
材
料
と
看
做
し
処
理
す
る
こ
と
ゝ
し
た
。

従
っ
て
か
か
る
資
材
を
必
要
と
す
る
場
合
は
予
め
余
裕
を
も
っ
て
本
課

あ
て
流
用
令
達
を
要
求
さ
れ
た
い
。

製

作

品･
･
･
･
･
･

修
理
加
工
を
行
な
っ
た
場
合
、
之
を
物
品
会
計
規
則
上
の
製
作

品
と
し
て
扱
う
こ
と
に
疑
問
は
あ
る
が
主
管
課
の
見
解
が
は
っ
き
り
す

る
ま
で
便
宜
上
製
作
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
い
。

第
三
関
係

教
程
作
業
に
お
い
て
は
教
材
は
製
作
品
の
処
分
が
可
能
な
も
の
を
選
定
し
、
又
そ
の
処

分
方
法
に
つ
い
て
も
充
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
補

導
目
的
に
反
す
る
よ
う
に
と
れ
る
が
、
そ
れ
は
訓
練
を
主
と
す
べ
き
か
作
品
の
処
分

に
重
点
を
お
く
べ
き
か
と
言
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
補
導
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て

調
整
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
を
了
承
さ
れ
た
い
。

第
四
関
係

こ
こ
で
云
う
基
本
実
習
と
応
用
実
習
の
区
別
は
「
用
語
の
意
義
」
の
項
に
示
す
と
お
り
、

物
の
製
作
が
行
な
わ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。
従
っ
て
教
程
基
準
に
云

う
基
本
実
習
、
応
用
実
習
の
概
念
と
は
相
違
し
て
い
る
点
を
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
れ

は
従
来
の
観
点
を
改
め
、
物
の
製
作
が
行
な
わ
れ
る
実
習
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
基
本
段

階
で
あ
っ
て
も
原
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
消
耗
品
の
節
約
を
図
ろ
う
と
い
う

趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

第
七
関
係

実
習
資
材
の
受
渡
は
実
習
伺
毎
に
行
な
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
各
実
習
に
共
通
し
て

使
用
さ
れ
る
資
材
に
つ
い
て
は
予
め
一
括
し
て
指
導
員
に
渡
し
て
お
く
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
場
合
は
物
品
取
扱
主
任
は
資
材
の
保
管
使
用
状
況
に
つ
い
て
常
に
指
導
監

督
す
る
責
任
が
あ
る
。

実
習
資
材
は
事
務
用
品
と
異
な
り
、
そ
の
性
質
数
量
か
ら
云
っ
て
、
そ
の
使
途
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
出
納
に
当
た
っ
て
は
用
途
を
明
ら
か
に
す
る
証
拠
書

類
に
基
い
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
所
に
お
い
て
は
分
割
又
は
一
括

受
渡
に
使
用
す
る
便
宜
な
伝
票
の
様
式
を
一
定
し
お
か
れ
た
い
。
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第
八
関
係

製
作
品
の
評
価
額
は
物
品
会
計
規
則
に
よ
り
材
料
費
に
製
作
費
を
加
え
た
額
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
材
料
費
の
中
に
は
収
入
見
合
い
の
燃
料
費
、
消
耗
品
費
を
も
っ
て
購

入
し
た
資
材
も
含
ま
れ
る
。
製
作
費
の
中
に
含
ま
れ
る
べ
き
経
費
の
範
囲
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
こ
こ
で
は
労
務
賃
、
委
託
加
工
料
等
、
原
材
料
以
外
の
直
接
経
費
を
含

む
も
の
と
し
、
間
接
経
費
た
る
動
力
費
、
光
熱
水
料
、
器
具
損
耗
等
の
経
費
は
含
め

な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
之
等
の
間
接
経
費
は
処
分
価
格
に
含
め
回
収
し
よ
う
と
い

う
。
立
□
で
あ
る
か
ら
了
知
さ
れ
た
い
。

「
引
継
製
作
品
証
明
書
」
は
「
実
習
伺
」
に
対
す
る
実
習
報
告
で
あ
る
と
共
に
、
製
作

品
の
評
価
額
算
定
資
料
で
あ
り
之
に
よ
っ
て
評
価
額
と
処
分
予
定
価
格
を
決
め
る
こ

と
と
な
る
。

第
九
関
係

製
作
品
は
成
る
べ
く
年
度
内
に
処
分
し
次
年
度
に
繰
り
越
さ
な
い
こ
と
。
従
来
売
残
品

が
何
年
も
繰
り
越
さ
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
が
、
之
等
に
つ
い
て
は
処
分
不
能
の
原
因

を
検
討
し
、
価
格
が
高
す
ぎ
る
な
ら
ば
評
価
額
を
下
回
っ
て
処
分
す
る
こ
と
も
止
む

を
得
な
い
。
但
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
全
体
と
し
て
歳
入
欠
陥
を
生
じ
な
い
よ
う

配
慮
さ
れ
た
い
。

第
十
関
係

分
割
後
納
制
は
財
務
規
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
に
よ
る
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
所
管
地
方
出
納
室
と
も
充
分
連
絡
の
上
そ
の
取
扱
に
は
慎
重
を
期
さ

れ
た
い
。

「
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
」
と
は
教
材
の
確
保
、
製
作
品
の
処
分
が
困
難
な
場
合
を

指
す
。

な
お
、
こ
の
制
度
を
実
施
す
る
場
合
は
、
実
施
種
目
、
適
用
金
額
、
後
納
期
間
、
分
割

回
数
等
を
定
め
、
予
め
労
働
部
長
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
い
。

職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
並並
びび
にに
実実
習習
製製
品品
処処
理理
要要
綱綱
（（
内内
規規
））

（
目

的
）

第
一

公
共
職
業
補
導
所
及
び
総
合
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。
）
各
科
（
但
し

美
容
科
を
除
く
）
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
、
規
則

そ
の
他
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
外
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一
、

基
本
実
習
、
基
本
的
な
動
作
、
操
作
、
工
作
法
の
基
本
実
技
を
指
導
す
る
た
め
の
実

習
を
い
う
。

二
、

応
用
実
習
、
基
本
実
技
の
応
用
と
し
て
行
な
わ
れ
る
物
の
製
造
、
加
工
、
修
理
等
を

内
容
と
す
る
実
習
に
し
て
製
作
品
の
生
産
を
伴
う
も
の
を
い
う
。

三
、

実
習
教
材
、
補
導
教
程
に
基
づ
き
実
習
を
指
導
す
る
た
め
の
指
導
材
料
を
い
う
。

四
、

実
習
資
材
、
実
習
教
材
に
よ
り
実
習
を
指
導
す
る
に
当
た
り
使
用
又
は
消
費
さ
れ
る

諸
教
材
を
い
う
。

五
、

補
導
用
消
耗
品
、
予
算
科
目
節
「
消
耗
品
費
」
及
び
他
の
節
の
う
ち
「
収
入
見
合
以

外
」
の
分
を
も
っ
て
購
入
し
た
実
習
資
材
を
い
う
。

六
、

補
導
用
教
材
、
予
算
科
目
節
「
原
材
料
費
」
及
び
そ
の
他
の
節
の
う
ち
「
収
入
見
合
」

分
を
も
っ
て
購
入
し
た
実
習
資
材
を
い
う
。

七
、

製
作
品
、
応
用
実
習
の
結
果
製
作
さ
れ
た
実
習
作
品
を
ゆ
い
修
理
品
、
加
工
品
等
を

含
む
も
の
と
す
る
。

八
、

実
習
収
入
金
、
製
作
品
を
処
分
し
た
代
償
と
し
て
得
た
諸
収
入
を
い
う
。

（
補
導
所
の
実
習
及
び
実
習
教
材
）

第
三

補
導
所
に
お
け
る
実
習
は
訓
練
予
定
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す

る
。

２
、

応
用
実
習
に
お
け
る
実
習
教
材
は
指
導
目
的
に
合
致
し
、
且
つ
製
作
品
の
処
分
と
の

関
係
を
考
慮
し
処
分
可
能
の
も
の
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
、

補
導
所
に
お
い
て
適
当
な
教
材
の
選
定
が
困
難
若
し
く
は
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
補
導
所
以
外
か
ら
実
習
教
材
の
提
供
を
受
け
る
事
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
実
習
資
材
）

第
四

実
習
資
材
は
す
べ
て
補
導
所
に
お
い
て
予
算
に
基
づ
い
て
購
入
し
た
資
材
を
も
っ
て

こ
れ
に
あ
て
、
基
本
実
習
に
あ
っ
て
は
補
導
用
消
耗
品
を
、
応
用
実
習
に
あ
っ
て
は

補
導
用
原
材
料
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
第
六
の
委
託
実
習
に
お
い
て
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
実
習
資
材
の
一
部
に
つ
い
て
委
託
者
の
提
供
す
る
資
材

（
以
下
委
託
資
材
と
い
う
。
）
を
使
用
し
得
る
も
の
と
す
る
。

２

委
託
資
材
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
委
託
者
に
損
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
万
全
を
期
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
応
用
実
習
の
実
施
）
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第
八
関
係

製
作
品
の
評
価
額
は
物
品
会
計
規
則
に
よ
り
材
料
費
に
製
作
費
を
加
え
た
額
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
材
料
費
の
中
に
は
収
入
見
合
い
の
燃
料
費
、
消
耗
品
費
を
も
っ
て
購

入
し
た
資
材
も
含
ま
れ
る
。
製
作
費
の
中
に
含
ま
れ
る
べ
き
経
費
の
範
囲
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
こ
こ
で
は
労
務
賃
、
委
託
加
工
料
等
、
原
材
料
以
外
の
直
接
経
費
を
含

む
も
の
と
し
、
間
接
経
費
た
る
動
力
費
、
光
熱
水
料
、
器
具
損
耗
等
の
経
費
は
含
め

な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
之
等
の
間
接
経
費
は
処
分
価
格
に
含
め
回
収
し
よ
う
と
い

う
。
立
□
で
あ
る
か
ら
了
知
さ
れ
た
い
。

「
引
継
製
作
品
証
明
書
」
は
「
実
習
伺
」
に
対
す
る
実
習
報
告
で
あ
る
と
共
に
、
製
作

品
の
評
価
額
算
定
資
料
で
あ
り
之
に
よ
っ
て
評
価
額
と
処
分
予
定
価
格
を
決
め
る
こ

と
と
な
る
。

第
九
関
係

製
作
品
は
成
る
べ
く
年
度
内
に
処
分
し
次
年
度
に
繰
り
越
さ
な
い
こ
と
。
従
来
売
残
品

が
何
年
も
繰
り
越
さ
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
が
、
之
等
に
つ
い
て
は
処
分
不
能
の
原
因

を
検
討
し
、
価
格
が
高
す
ぎ
る
な
ら
ば
評
価
額
を
下
回
っ
て
処
分
す
る
こ
と
も
止
む

を
得
な
い
。
但
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
全
体
と
し
て
歳
入
欠
陥
を
生
じ
な
い
よ
う

配
慮
さ
れ
た
い
。

第
十
関
係

分
割
後
納
制
は
財
務
規
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
に
よ
る
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
所
管
地
方
出
納
室
と
も
充
分
連
絡
の
上
そ
の
取
扱
に
は
慎
重
を
期
さ

れ
た
い
。

「
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
」
と
は
教
材
の
確
保
、
製
作
品
の
処
分
が
困
難
な
場
合
を

指
す
。

な
お
、
こ
の
制
度
を
実
施
す
る
場
合
は
、
実
施
種
目
、
適
用
金
額
、
後
納
期
間
、
分
割

回
数
等
を
定
め
、
予
め
労
働
部
長
の
承
認
を
受
け
ら
れ
た
い
。

職職
業業
補補
導導
所所
のの
実実
習習
並並
びび
にに
実実
習習
製製
品品
処処
理理
要要
綱綱
（（
内内
規規
））

（
目

的
）

第
一

公
共
職
業
補
導
所
及
び
総
合
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。
）
各
科
（
但
し

美
容
科
を
除
く
）
の
実
習
並
び
に
実
習
製
作
品
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
、
規
則

そ
の
他
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
外
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
当
該
各
号
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一
、

基
本
実
習
、
基
本
的
な
動
作
、
操
作
、
工
作
法
の
基
本
実
技
を
指
導
す
る
た
め
の
実

習
を
い
う
。

二
、

応
用
実
習
、
基
本
実
技
の
応
用
と
し
て
行
な
わ
れ
る
物
の
製
造
、
加
工
、
修
理
等
を

内
容
と
す
る
実
習
に
し
て
製
作
品
の
生
産
を
伴
う
も
の
を
い
う
。

三
、

実
習
教
材
、
補
導
教
程
に
基
づ
き
実
習
を
指
導
す
る
た
め
の
指
導
材
料
を
い
う
。

四
、

実
習
資
材
、
実
習
教
材
に
よ
り
実
習
を
指
導
す
る
に
当
た
り
使
用
又
は
消
費
さ
れ
る

諸
教
材
を
い
う
。

五
、

補
導
用
消
耗
品
、
予
算
科
目
節
「
消
耗
品
費
」
及
び
他
の
節
の
う
ち
「
収
入
見
合
以

外
」
の
分
を
も
っ
て
購
入
し
た
実
習
資
材
を
い
う
。

六
、

補
導
用
教
材
、
予
算
科
目
節
「
原
材
料
費
」
及
び
そ
の
他
の
節
の
う
ち
「
収
入
見
合
」

分
を
も
っ
て
購
入
し
た
実
習
資
材
を
い
う
。

七
、

製
作
品
、
応
用
実
習
の
結
果
製
作
さ
れ
た
実
習
作
品
を
ゆ
い
修
理
品
、
加
工
品
等
を

含
む
も
の
と
す
る
。

八
、

実
習
収
入
金
、
製
作
品
を
処
分
し
た
代
償
と
し
て
得
た
諸
収
入
を
い
う
。

（
補
導
所
の
実
習
及
び
実
習
教
材
）

第
三

補
導
所
に
お
け
る
実
習
は
訓
練
予
定
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す

る
。

２
、

応
用
実
習
に
お
け
る
実
習
教
材
は
指
導
目
的
に
合
致
し
、
且
つ
製
作
品
の
処
分
と
の

関
係
を
考
慮
し
処
分
可
能
の
も
の
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
、

補
導
所
に
お
い
て
適
当
な
教
材
の
選
定
が
困
難
若
し
く
は
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
補
導
所
以
外
か
ら
実
習
教
材
の
提
供
を
受
け
る
事
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
実
習
資
材
）

第
四

実
習
資
材
は
す
べ
て
補
導
所
に
お
い
て
予
算
に
基
づ
い
て
購
入
し
た
資
材
を
も
っ
て

こ
れ
に
あ
て
、
基
本
実
習
に
あ
っ
て
は
補
導
用
消
耗
品
を
、
応
用
実
習
に
あ
っ
て
は

補
導
用
原
材
料
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
第
六
の
委
託
実
習
に
お
い
て
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
実
習
資
材
の
一
部
に
つ
い
て
委
託
者
の
提
供
す
る
資
材

（
以
下
委
託
資
材
と
い
う
。
）
を
使
用
し
得
る
も
の
と
す
る
。

２

委
託
資
材
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
委
託
者
に
損
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
万
全
を
期
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
応
用
実
習
の
実
施
）
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第
五

応
用
実
習
は
す
べ
て
様
式
一
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
、
補
導
所
長
の
承
認
を
得
て
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
実
習
）

第
六

補
導
所
以
外
か
ら
実
習
教
材
の
提
供
を
受
け
る
場
合
（
以
下
委
託
実
習
と
い
う
。
）

に
は
、
補
導
助
長
は
委
託
の
取
消
代
金
の
不
拂
等
に
よ
っ
て
損
害
を
こ
う
む
ら
な
い

よ
う
教
材
提
供
者
（
以
下
委
託
者
と
い
う
。
）
の
選
定
を
慎
重
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

補
導
助
長
は
建
設
工
事
等
代
金
不
払
の
場
合
、
現
物
の
回
収
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

委
託
実
習
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
を
も
っ
て
次
に
掲
げ
る

事
項
を
内
容
と
す
る
委
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

契
約
の
内
容

二

契
約
金
額

三

数
量

四

物
件
の
引
渡
期
限
及
び
場
所

五

契
約
金
の
支
払
期
日
及
び
方
法

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

３

契
約
金
額
の
算
出
は
第
九
の
２
に
準
じ
て
行
い
、
必
要
に
よ
り
そ
の
一
部
を
前
納
せ

し
め
る
も
の
と
す
る
。

（
実
習
資
材
の
授
受
）

第
７

実
習
資
材
の
授
受
手
続
き
は
神
奈
川
県
費
所
属
物
品
会
計
規
則
（
以
下
物
品
会
計
規
則

と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

実
習
資
材
の
授
受
は
、
実
習
項
目
毎
に
実
習
の
都
度
行
な
う
も
の
す
る
。
但
し
、
各
実

習
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
資
材
は
あ
ら
か
じ
め
一
括
し
て
受
渡
が
で
き
る
も
の
と

し
、
こ
の
場
合
は
定
期
的
に
使
用
資
材
の
清
算
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
作
品
の
引
継
ぎ
）

第
八

製
作
品
の
引
継
ぎ
及
び
出
納
方
法
は
物
品
会
計
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

製
作
品
の
評
価
額
は
製
作
に
使
用
し
た
補
導
用
原
材
料
の
購
入
価
格
に
外
注
加
工
料
を

加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

３

製
作
品
を
引
継
ぐ
と
き
は
「
生
産
物
引
継
書
」
に
「
引
継
製
作
品
明
細
書
」（
様
式
二
）

を
添
付
し
、
評
価
額
の
算
定
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
製
作
品
の
処
分
及
び
引
渡
）

第
九

製
作
品
の
処
分
及
び
引
渡
は
原
則
と
し
て
当
該
会
計
年
度
内
に
完
了
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
手
続
き
は
神
奈
川
県
契
約
条
例
及
び
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
但
し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

製
作
品
を
処
分
す
る
場
合
の
予
定
価
格
は
評
価
額
及
び
商
品
価
値
を
勘
案
し
て
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
そ
の
価
格
は
原
則
と
し
て
評
価
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
と

す
る
。

（
実
習
収
入
金
の
収
納
）

第
十

実
習
収
入
金
の
収
入
方
法
は
神
奈
川
県
財
務
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

補
導
所
長
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
労
働
部
長

の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
実
習
収
入
金
の
一
部
に
つ
い
て
の
分
割
及
び
後
納

制
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
後
納
期
限
は
製
作
品
の
引
渡

後5

ヶ
月
以
内
と
し
、
か
つ
年
度
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

分
割
回
数
は
引
渡
時
の
納
入
を
含
め
六
回
い
な
い
と
す
る
。

３

分
割
後
納
制
を
実
施
す
る
場
合
は
「
分
割
後
納
個
人
別
整
理
簿
」
（
様
式
三)

及
び

「
分
割
後
納
月
別
整
理
簿
」
（
様
式
四
）
を
備
え
そ
の
収
納
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
十
一

補
導
助
長
は
実
習
収
入
金
の
収
入
状
況
に
つ
い
て
当
月
分
を
「
実
習
収
入
金
納
入
状

況
報
告
書
（
様
式
五)

に
よ
り
翌
月
十
日
ま
で
に
労
働
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

補
導
助
長
は
製
作
品
及
び
補
導
用
原
材
料
の
数
量
に
つ
い
て
そ
の
所
属
会
計
年
度
末

に
お
け
る
現
在
数
を
「
製
作
品
及
び
補
導
用
原
材
料
決
算
報
告
書
」
（
様
式
六
）
に
よ

り
次
会
計
年
度
の
五
月
十
日
ま
で
に
労
働
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
二

こ
の
要
綱
は
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
昭
和
二
十
八
年

一
月
二
十
六
日
二
八
職
補
第
三
三
号
通
達
に
よ
る
「
公
共
職
業
補
導
所
実
習
教
材
並

び
に
実
習
収
入
金
処
理
要
綱
」
及
び
「
補
導
用
原
材
料
取
扱
要
領
」
は
廃
止
す
る
。

様
式
１
〈
以
下
略
〉

『
神
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（〔5─ 2─ 76〕の別紙） 予予 算算 経経 理理 状状 況況 説説 明明 表表

内 訳 庁 用 補 導 所 備 考

節 ○ ○ 科 ○ ○ 科 ○ ○ 科

高 熱 水 費

水 道 料

電 気 料

注（1）高熱水費は水道料、電気料及びその他に、通信運搬費は電話料、郵便料、その他分ける事。

（2）備品費、工事請負費、施設費は件名又は品名を数量、単価、金額等を記した明細書を付けること。

但し簡単な事項である場合は節の欄又は備考欄に適宜記入のこと。

（3）共同作業所においては以上の様式に準じて作成のとこ。

労 働 部 長 備第 号

昭和 年 月 日

職 業 補 導 所 長

予予 算算 経経 理理 状状 況況 報報 告告（（事事 業業 費費））

昭 和 年 月 分

1 予 算 令 達 額 2 執 行 伺 額 3 4
区 分 計 B A 計 差し引き残額 備 考

前月迄冷達額 本月冷達額 前月まで執行伺額 当月執行伺額 （ 計 ）

節 （及び支出額） 及び支出額

（ 目 ） （ 支 出 額 ） （ 支 出 額 ）（ 支 出 額 ） （ 残 額 ） 令達に対する

支出額との差

注 ②の執行伺額の欄中（ ）内は執行伺額と支出額との差がある場合のみ記入のこと。

労 働 部 長 殿 補第 号

昭和 年 月 日

職 業 補 導 所 長

予予 算算 経経 理理 状状 況況 報報 告告（（人人 件件 費費））

昭 和 年 月 分

区 分 (1) 予 算 額 支 出 額 差引残額 備 考

科 目 (4)前月迄令達額 (5)当月令達額 計 前月迄支出額 当月支出額 計

県 職 員 費

(1)職 員 給

(2)吏 員 給

主 事 給

技 術 給

(3)給 料

雇 給

嘱 託 給

偏 人 給

（ 2） 諸 手 当

（ 5） 職 員

（ 3） 旅 費

注 （1）細節まで記入のこと。

（2）人事異動及び扶養家族の移動があった場合は各節の備考欄に記入のこと。

『神類集』



- 189 -

（〔5─ 2─ 76〕の別紙） 予予 算算 経経 理理 状状 況況 説説 明明 表表

内 訳 庁 用 補 導 所 備 考

節 ○ ○ 科 ○ ○ 科 ○ ○ 科

高 熱 水 費

水 道 料

電 気 料

注（1）高熱水費は水道料、電気料及びその他に、通信運搬費は電話料、郵便料、その他分ける事。

（2）備品費、工事請負費、施設費は件名又は品名を数量、単価、金額等を記した明細書を付けること。

但し簡単な事項である場合は節の欄又は備考欄に適宜記入のこと。

（3）共同作業所においては以上の様式に準じて作成のとこ。

労 働 部 長 備第 号

昭和 年 月 日

職 業 補 導 所 長

予予 算算 経経 理理 状状 況況 報報 告告（（事事 業業 費費））

昭 和 年 月 分

1 予 算 令 達 額 2 執 行 伺 額 3 4
区 分 計 B A 計 差し引き残額 備 考

前月迄冷達額 本月冷達額 前月まで執行伺額 当月執行伺額 （ 計 ）

節 （及び支出額） 及び支出額

（ 目 ） （ 支 出 額 ） （ 支 出 額 ）（ 支 出 額 ） （ 残 額 ） 令達に対する

支出額との差

注 ②の執行伺額の欄中（ ）内は執行伺額と支出額との差がある場合のみ記入のこと。

労 働 部 長 殿 補第 号

昭和 年 月 日

職 業 補 導 所 長

予予 算算 経経 理理 状状 況況 報報 告告（（人人 件件 費費））

昭 和 年 月 分

区 分 (1) 予 算 額 支 出 額 差引残額 備 考

科 目 (4)前月迄令達額 (5)当月令達額 計 前月迄支出額 当月支出額 計

県 職 員 費

(1)職 員 給

(2)吏 員 給

主 事 給

技 術 給

(3)給 料

雇 給

嘱 託 給

偏 人 給

（ 2） 諸 手 当

（ 5） 職 員

（ 3） 旅 費

注 （1）細節まで記入のこと。

（2）人事異動及び扶養家族の移動があった場合は各節の備考欄に記入のこと。

『神類集』
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昭
和
三
一
年
四
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
七
六
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
一
職
発
第
一
〇
九
号
）

予予
算算
経経
理理
状状
況況
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
従
来
提
出
願
っ
て
い
た
報
告
様
式
を
昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
別
紙
様
式
に

改
め
て
報
告
願
い
た
い
。

こ
れ
が
提
出
期
日
は
毎
月
分
を
翌
月
の
十
日
ま
で
と
す
る
が
で
き
る
限
り
期
日
以
前
に
提
出

さ
れ
る
よ
う
努
力
願
い
た
い
。

な
お
年
度
最
終
決
算
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
を
も
っ
て
毎
年
五
月
十
日
ま
で
に
標
題
を
「
昭

和
○
○
年
度
決
算
報
告
」
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
別
紙
様
式
は

ペ
ー
ジ
）

189

昭
和
三
一
年
五
月
一
〇
日
〔
五
─
二
─
七
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈

川
県
知
事
宛
（
職
発
第
五
三
〇
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
補
導
生
補
導
記
録
の
様
式
を
今
般
別
紙
の
と
お
り
改
正
し
た
の
で
、
昭
和
二
九
年
四
月

二
二
日
付
職
発
第
二
三
一
号
補
導
生
補
導
記
録
作
成
要
領
な
ら
び
に
先
事
項
を
参
考
の
う
え
、

よ
り
一
層
の
利
用
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
特
設
の
御
配
慮
を
願
い
た
い
。

な
お
用
紙
は
別
途
一
五
〇
部
（
補
導
定
員
分
）
送
付
す
る
。

記記

一
．
改
正
の
要
点

従
来
の
補
導
生
補
導
記
録
、
身
体
能
力
調
査
票
お
よ
び
健
康
管
理
票
に
つ
い
て
従
来
の
実

績
に
鑑
み
、
身
上
関
係
等
の
欄
、
健
康
管
理
の
欄
な
ら
び
に
訓
練
に
関
す
る
欄
等
に
大
別
し
、

合
理
的
に
こ
れ
を
一
本
化
し
、
補
導
生
補
導
記
録
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑴

第
一
頁
、
第
二
頁
を
身
上
調
査
欄
と
し
て
、
写
真
欄
を
従
来
よ
り
大
き
く
し
て
貼
り
や

す
く
し
、
担
当
福
祉
事
務
所
欄
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
と
し
た
が
家
庭
環
境
欄
を
整
備

し
、
障
害
に
関
す
る
事
項
な
ら
び
に
生
育
欄
を
削
除
し
た
。

⑵

第
三
頁
を
学
歴
職
歴
社
会
生
活
欄
と
し
、
従
来
細
分
し
て
い
た
社
会
生
活
、
趣
味
し
好

欄
を
改
正
し
た
。

⑶

第
四
頁
は
個
性
調
査
欄
と
し
て
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を

行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
特
に
参
考
と
す
べ
き
知
識
、
環
境
性
格
、
職
業
適
性
の
三
テ
ス

ト
欄
を
備
け
、
こ
れ
以
外
で
特
に
必
要
と
認
め
て
実
施
し
た
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
そ
の

他
の
テ
ス
ト
欄
に
記
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑷

第
五,

六
頁
を
従
来
の
健
康
管
理
票
に
か
わ
る
も
の
と
し
、
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日

等
の
欄
を
削
除
し
た
が
、
身
体
状
況
欄
の
項
目
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、

結
核
回
復
者
を
対
象
と
す
る
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
「
結
核
回
復
者
補

導
所
」
と
い
う
）
に
お
い
て
も
併
用
で
き
う
る
よ
う
、
呼
吸
器
関
係
欄
を
詳
細
に
し
た
。

⑸

第
七
頁
は
補
導
状
況
欄
と
し
た
が
、
出
席
状
況
欄
を
簡
略
に
し
各
種
の
検
定
、
考
査
等

の
記
入
欄
を
新
た
に
設
け
た
ほ
か
、
訓
練
成
績
設
定
欄
は
一
般
公
共
職
業
補
導
所
で
使

用
し
て
い
る
様
式
に
準
ず
る
こ
と
と
し
た
。

⑹

第
八
頁
は
身
体
能
力
欄
と
し
た
が
、
制
限
さ
れ
る
動
作
に
重
点
を
お
っ
て
そ
れ
を
詳
細

に
記
入
す
る
欄
を
設
け
た
。

⑺

補
助
紙
は
必
要
に
応
じ
て
末
尾
に
順
次
追
加
編
綴
す
る
も
の
と
す
る
。

二
．
改
正
し
た
欄
の
記
載
要
領

⑴
担
当
福
祉
事
業
所

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
し
た
と
き
、
す
で
に
登
録
し
て
あ
る
福
祉

事
務
所
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
福
祉
事
務
所
名
を
記
入
す
る
。

⑵
家
庭
環
境

㋑
世
帯
構
成

ａ

性
別男

女
別
を
記
入
す
る

ｂ

職
業
ま
た
は
学
校

会
社
名
、
学
校
名
等
を
具
体
的
に
記
入
す
る

㋺
家
庭
環
境

ａ

資
産
、
収
入
、
公
的
補
助

資
産
と
目
さ
れ
る
も
の
は
、
動
産
、
不
動
産
に
か
か
わ
ら
ず
記
入
し
、

収
入
そ
の
他
公
的
補
助
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
記
入
す
る

ｂ

環
境
そ
の
他

生
育
歴
（
遺
伝
、
発
育
等
）
、
職
業
関
係
（
父
兄
、
地
方
産
業)

等
に
つ
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い
て
具
体
的
に
記
入
す
る
。

⑶
応
募
経
路

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
し
た
動
機
そ
の
他
を
記
入
す
る
。

⑷
社
会
生
活

こ
の
欄
は
自
由
記
載
方
法
に
よ
る
。

⑸
身
体
障
害
の
状
況

㋑
障
害
の
等
級

身
体
障
害
者
福
祉
法
で
い
う
身
体
障
害
の
等
級
の
ほ
か
に
、
労
働
者
災
害
補
償

で
は
ど
の
等
級
に
該
当
す
る
か
を
記
入
す
る
。

㋺
レ
ン
ト
ゲ
ン
所
見

結
核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑹
血
沈結

核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑺
検
痰

結
核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑻
そ
の
他
の
所
見

健
康
管
理
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
、
そ
の
他
の
事
項
を
記
入
す
る
。

⑼
検
定

技
能
検
定
、
そ
の
他
の
検
定
、
考
査
等
に
合
格
し
た
場
合
は
そ
れ
を
記
入
す
る
。

⑽
追
指
導
の
記
録

実
施
し
た
追
指
導
の
状
況
を
記
入
す
る
。

⑪
身
体
能
力

㋑
評
価

普
通
人
と
変
わ
ら
な
い
場
合
は
、
空
欄
、
能
力
に
制
限
の
あ
る
場
合
は
レ
、
全

く
能
力
の
な
い
場
合
は
○
と
す
る
。

㋺
身
体
動
作
制
限
の
詳
細

動
作
項
目
と
そ
の
定
義
は
身
体
障
害
者
公
共
補
導
所
入
所
選
考
基
準
に
よ
る
こ

と
と
し
、
能
力
に
制
限
の
あ
る
項
目
の
み
具
体
的
に
記
入
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
五
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
七
八
〕
労
働
部
長
よ
り
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
二
一
号
）

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
金金
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱
のの

実実
施施
にに
つつ
いい
てて

標
記
処
理
要
項
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
先
に
三
一
職
補
第
八
七
号
を
以
っ
て
通
達
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
が
実
施
に
当
た
っ
て
は
左
記
の
点
に
御
留
意
の
上
、
運
営
の
万
全

を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
加
工
料
の
決
定

加
工
料
は
従
前
の
料
金
額
を
も
っ
て
、
本
要
項
に
よ
る
加
工
料
と
す
る
。
お
っ
て
、
従
前
の

料
金
額
を
改
訂
す
る
必
要
あ
る
場
合
は
要
項
第
三
に
よ
り
手
続
き
さ
れ
た
い
。

二
、
製
作
指
図
書
の
使
用

所
長
名
を
持
っ
て
締
結
さ
れ
る
受
注
又
は
受
託
契
約
に
基
づ
き
、
製
作
を
指
示
す
る
場
合
は

「
製
作
指
図
書
」
に
よ
り
行
う
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。
な
お
こ
の
様
式
に
つ
い
て
は
別
途

印
刷
の
上
配
布
す
る
。

三
、
受
注
製
作
品
の
引
渡
価
格
の
算
定

要
項
第
九
に
よ
り
引
渡
価
格
は
評
価
格
─
原
材
料
価
格
に
委
託
料
を
加
え
て
得
た
額
─
と
な

っ
て
い
る
が
、
靴
製
作
修
理
、
鞄
袋
物
製
作
修
理
等
、
使
用
し
た
原
材
料
価
格
の
算
定
が
困

難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
予
め
標
準
の
価
格
を
算
定
し
お
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
便
宜
上
引
渡

価
格
と
決
定
し
て
お
い
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

こ
の
場
合
は
最
終
的
に
は
、
実
際
の
評
価
格
と
若
干
の
相
違
を
生
ず
る
が
、
こ
の
場
合
に
も

収
入
総
額
が
実
際
の
評
価
総
額
を
下
回
り
歳
入
欠
陥
を
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

四
、
作
業
収
入
金
の
区
分
表
示

作
業
収
入
金
は
「
共
同
作
業
所
作
業
員
委
託
収
入
」
と
「
共
同
作
業
所
作
業
収
入
」
と
に
区

分
し
収
納
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
表
示
は
現
金
領
収
書
の
元
符
に
記
入
し
収
入
手
続
き
の

際
混
同
し
な
い
よ
う
充
分
注
意
さ
れ
た
い
。

五
、
分
割
後
納
制
の
実
施

分
割
後
納
制
は
財
務
規
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
、
教
材
の
確
保
が
困
難
な

場
合
に
限
り
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
特
に
慎
重



- 191 -

い
て
具
体
的
に
記
入
す
る
。

⑶
応
募
経
路

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
し
た
動
機
そ
の
他
を
記
入
す
る
。

⑷
社
会
生
活

こ
の
欄
は
自
由
記
載
方
法
に
よ
る
。

⑸
身
体
障
害
の
状
況

㋑
障
害
の
等
級

身
体
障
害
者
福
祉
法
で
い
う
身
体
障
害
の
等
級
の
ほ
か
に
、
労
働
者
災
害
補
償

で
は
ど
の
等
級
に
該
当
す
る
か
を
記
入
す
る
。

㋺
レ
ン
ト
ゲ
ン
所
見

結
核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑹
血
沈結

核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑺
検
痰

結
核
回
復
者
補
導
所
に
お
い
て
使
用
す
る
。

⑻
そ
の
他
の
所
見

健
康
管
理
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
、
そ
の
他
の
事
項
を
記
入
す
る
。

⑼
検
定

技
能
検
定
、
そ
の
他
の
検
定
、
考
査
等
に
合
格
し
た
場
合
は
そ
れ
を
記
入
す
る
。

⑽
追
指
導
の
記
録

実
施
し
た
追
指
導
の
状
況
を
記
入
す
る
。

⑪
身
体
能
力

㋑
評
価

普
通
人
と
変
わ
ら
な
い
場
合
は
、
空
欄
、
能
力
に
制
限
の
あ
る
場
合
は
レ
、
全

く
能
力
の
な
い
場
合
は
○
と
す
る
。

㋺
身
体
動
作
制
限
の
詳
細

動
作
項
目
と
そ
の
定
義
は
身
体
障
害
者
公
共
補
導
所
入
所
選
考
基
準
に
よ
る
こ

と
と
し
、
能
力
に
制
限
の
あ
る
項
目
の
み
具
体
的
に
記
入
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
五
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
七
八
〕
労
働
部
長
よ
り
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
一
職
発
第
一
二
一
号
）

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
のの
作作
業業
及及
びび
作作
業業
収収
入入
金金
並並
びび
にに
委委
託託
料料
等等
処処
理理
要要
綱綱
のの

実実
施施
にに
つつ
いい
てて

標
記
処
理
要
項
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
先
に
三
一
職
補
第
八
七
号
を
以
っ
て
通
達
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
が
実
施
に
当
た
っ
て
は
左
記
の
点
に
御
留
意
の
上
、
運
営
の
万
全

を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
加
工
料
の
決
定

加
工
料
は
従
前
の
料
金
額
を
も
っ
て
、
本
要
項
に
よ
る
加
工
料
と
す
る
。
お
っ
て
、
従
前
の

料
金
額
を
改
訂
す
る
必
要
あ
る
場
合
は
要
項
第
三
に
よ
り
手
続
き
さ
れ
た
い
。

二
、
製
作
指
図
書
の
使
用

所
長
名
を
持
っ
て
締
結
さ
れ
る
受
注
又
は
受
託
契
約
に
基
づ
き
、
製
作
を
指
示
す
る
場
合
は

「
製
作
指
図
書
」
に
よ
り
行
う
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。
な
お
こ
の
様
式
に
つ
い
て
は
別
途

印
刷
の
上
配
布
す
る
。

三
、
受
注
製
作
品
の
引
渡
価
格
の
算
定

要
項
第
九
に
よ
り
引
渡
価
格
は
評
価
格
─
原
材
料
価
格
に
委
託
料
を
加
え
て
得
た
額
─
と
な

っ
て
い
る
が
、
靴
製
作
修
理
、
鞄
袋
物
製
作
修
理
等
、
使
用
し
た
原
材
料
価
格
の
算
定
が
困

難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
予
め
標
準
の
価
格
を
算
定
し
お
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
便
宜
上
引
渡

価
格
と
決
定
し
て
お
い
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

こ
の
場
合
は
最
終
的
に
は
、
実
際
の
評
価
格
と
若
干
の
相
違
を
生
ず
る
が
、
こ
の
場
合
に
も

収
入
総
額
が
実
際
の
評
価
総
額
を
下
回
り
歳
入
欠
陥
を
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

四
、
作
業
収
入
金
の
区
分
表
示

作
業
収
入
金
は
「
共
同
作
業
所
作
業
員
委
託
収
入
」
と
「
共
同
作
業
所
作
業
収
入
」
と
に
区

分
し
収
納
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
表
示
は
現
金
領
収
書
の
元
符
に
記
入
し
収
入
手
続
き
の

際
混
同
し
な
い
よ
う
充
分
注
意
さ
れ
た
い
。

五
、
分
割
後
納
制
の
実
施

分
割
後
納
制
は
財
務
規
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
、
教
材
の
確
保
が
困
難
な

場
合
に
限
り
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
特
に
慎
重
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を
期
す
る
と
共
に
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
所
管
地
方
出
納
室
と
も
連
絡
を
密
に
し
遺
憾
の
な

い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

な
お
、
分
割
後
納
を
認
め
る
場
合
は
概
ね
左
の
基
準
に
よ
ら
れ
た
い
。

１
．
製
作
品
の
出
来
栄
え
等
の
関
係
か
ら
教
材
確
保
が
困
難
な
も
の

⑴

種
目
：
神
奈
川
共
同
作
業
所
の
男
子
服
、
婦
人
子
供
服
、
靴
、
鞄
袋
物
、
義
肢

（
法
令
に
基
く
補
装
具
の
場
合
を
除
く
）

⑵

適
用
金
額

男
子
服
、
婦
人
子
供
服
一
件

三
、
〇
〇
〇
円
以
上
の
も
の

そ
の
他

一
件

一
、
〇
〇
〇
円
以
上
の
も
の
。

⑶

分
割
許
容
回
数
お
よ
び
期
限

二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
回

一
ヶ
月

五
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
回

二
ヶ
月

一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

四
回

三
ヶ
月

一
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

五
回

四
ヶ
月

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
回

五
ヶ
月

２
．
価
格
が
高
額
な
た
め
教
材
確
保
が
困
難
な
も
の

⑴

種

目

横
須
賀
共
同
作
業
所
の
男
子
服
、
婦
人
子
供
服

⑵

適
用
金
額

一
件

五
、
〇
〇
〇
円
以
上
の
も
の
。

⑶

分
割
許
容
回
数
及
び
期
間

六
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
回

一
ヶ
月

一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
回

二
ヶ
月

一
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

四
回

三
ヶ
月

一
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
回

四
ヶ
月

３
．
代
金
支
払
い
機
関
の
支
出
手
続
き
上
、
引
替
払
の
困
難
な
も
の
。

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
戦
傷
病
者
援
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
結
核
予
防
法
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
に
基
づ
く
補
装
具
に
つ
い
て
は
後
納
制
を
認
め
る
こ
と
ゝ
す
る
。『

神
類
集
』

昭
和
三
一
年
五
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
七
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各

宛
（
三
一
職
発
第
一
二
一
号
の
二
）

神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
実実
習習
収収
入入
金金
のの
分分
割割
後後
納納
制制
のの
承承

認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
貴
所
よ
り
五
月
一
日
付
に
て
承
認
申
請
の
あ
っ
た
実
習
収
入
金
の
分
割
、
後
納
制
に

つ
い
て
は
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
た
結
果
「
神
奈
川
県
財
務
規
則
」
第
三
十
条
の
三
項
但
書
に

よ
る
「
特
別
の
事
情
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
「
職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実

習
製
作
品
処
分
要
綱
」
第
十
条
の
二
に
基
づ
き
、
左
記
の
範
囲
内
に
お
い
て
分
割
及
び
後
納
を

行
な
う
こ
と
を
承
認
す
る
。

な
お
分
割
後
納
は
、
教
材
の
確
保
が
困
難
な
場
合
に
限
り
特
例
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
か

ら
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
特
に
慎
重
を
期
す
る
と
と
も
に
、
手
続
き
に
つ
い
て
は
所
管
出
納
室

と
も
連
絡
を
密
に
し
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
い
。

記記

分
納
を
行
な
う
場
合
は
概
ね
左
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
、

製
作
品
の
出
来
栄
え
等
の
関
係
か
ら
教
材
確
保
が
困
難
な
も
の
。

１
、

男
子
服
、
婦
人
子
供
服
、
靴
、
鞄
袋
物
、
時
計
、
義
肢
（
法
令
に
基
づ
く
補
装
具
の

場
合
を
除
く
）

２
、
、

適
用
金
額

一
件
一
、
〇
〇
〇
円
以
上
の
も
の
。

３

分
割
許
容
回
数
及
び
期
限

二
、
〇
〇
〇
円
未
満

二
回

一
ヶ
月

五
、
〇
〇
〇
円
未
満

三
回

二
ヶ
月

一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

四
回

三
ヶ
月

一
、
五
〇
〇
〇
円
未
満

五
回

四
ヶ
月

一
、
五
〇
〇
〇
円
以
上

六
回

五
ヶ
月

二
、

代
金
支
払
期
間
の
支
出
手
続
上
引
替
え
困
難
な
も
の
。

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
戦
傷
病
者
援
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
結
核
予
防
法
、
労
働
者
災

害
補
償
保
険
に
基
づ
く
補
装
具
に
つ
い
て
は
後
納
制
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。『

神
類
集
』

昭
和
三
十
一
年
七
月
二
十
七
日

〔
五
─
二
─
八
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
知
事
宛
（
職
発
第
八
二
五
号
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
所所
台台
帳帳
のの
整整
備備
にに
つつ
いい
てて

公
共
職
業
補
導
所
補
導
所
の
現
況
を
明
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
事
業
計
画
の
策
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定
等
に
質
す
る
た
め
、
今
般
新
た
に
公
共
職
業
補
導
所
補
導
所
台
帳
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た

の
で
、
左
記
ご
留
意
の
上
、
こ
れ
が
記
入
な
ら
び
に
整
備
等
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置

願
い
た
い
。

記記

一
．
こ
の
台
帳
は
、
公
共
職
業
補
導
所
補
導
所
（
分
所
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
昭
和
三
十
一

年
四
月
一
日
現
在
に
よ
り
三
部
作
成
し
、
各
一
部
を
都
道
府
県
主
務
課
、
公
共
職
業
補
導
所

補
導
所
に
保
管
す
る
こ
と
と
し
、
残
余
の
一
部
は
本
省
（
職
業
安
定
局
）
に
八
月
二
十
日
ま

で
提
出
す
る
こ
と
。

二
．
台
帳
作
成
後
、
新
規
記
入
又
は
訂
正
等
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
記
入
又
は

訂
正
し
、
常
に
現
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
移
動
事
項
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
毎
年
三
月

末
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
翌
月
十
五
日
ま
で
、
そ
の
期
間
中
の
移
動
顛
末
に
つ
い
て
報
告

す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
場
合
の
報
告
書
様
式
は
適
宜
と
す
る
。

三
．
こ
の
台
帳
の
後
部
に
庁
舎
の
正
面
写
真
及
び
で
き
得
れ
ば
庁
舎
の
全
体
写
真
（
手
札
判
と

す
る
こ
と
。
）
並
び
に
参
考
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

四
．
職
業
安
定
行
政
手
引
（
職
業
補
導
）
八
九
五
二
に
定
め
ら
れ
て
い
る
公
共
職
業
補
導
所
台

帳
様
式
は
廃
止
す
る
。

五
．
台
帳
の
作
成
記
入
に
つ
い
て
は
、
別
紙
記
載
要
綱
を
参
照
し
誤
記
の
な
い
よ
う
留
意
す
る

こ
と
。

六
．
台
帳
用
紙
の
配
布
枚
数
は
次
に
よ
っ
た
が
不
足
す
る
と
き
は
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
あ

て
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
用
紙

公
共
職
業
補
導
所
一
ヶ
所
に
つ
き

三
組
（
六
枚
）

機
械
器
具
内
訳

補
導
種
目
一
種
目
に
つ
き

三
組
（
六
枚
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
台台
帳帳
記記
載載
要要
領領

こ
の
台
帳
は

′公
共
職
業
補
導
所

′同
分
所
の
現
況
を
明
確
に
把
握
し

′公
共
職
業
補
導
所

関
係
施
設
の
維
持
管
理
及
び
業
務
運
営
上
の
参
考
に
資
す
る
た
め
本
省

（職
業
安
定
局
職
業
補

導
課

）都
道
府
県
主
務
課

′及
び
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
関
係
分
を
各
１
部
あ
て
備
付
け

る
も
の
と
す
る

゜

た
だ
し
分
所
の
台
帳
は
本
所
に
お
い
て
あ
わ
せ
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る

゜な
お

′こ
の
台

帳
は
、
昭
和
３
１
年
４
月
１
日
現
在
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
し

′作
成
後
に
お
い
て
訂
正

又
は
新
規
に
記
入
す
る
必
要
の
生
じ
た
場
合
は

′そ
の
都
度
記
入
訂
正
し

′異
動
事
項
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
本
省
備
付
台
帳
の
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
毎
年
３
月
末
日
の
状
況
に
つ
い
て
適

宜
の
様
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と

゜

〔記
入
上
の
注
意
事
項

〕

１

．公
共
職
業
補
導
所
台
帳

（１

）都
道
府
県
名

当
該
都
道
府
県
名
を
記
入
す
る

゜

（２

）名
称

当
該
公
共
職
業
補
導
所
名
を
記
入
す
る
こ
と

゜分
所
に
つ
い
て
は

本
所
の
名
称
の
前
部
に
分
所
名
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と

゜

（例

）
（真

壁

）稲
田

（３

）所
在

地
庁
舎
名
の
所
在
番
地
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（４

）電
話
番
号
局

局
及
び
番
号
を
記
入
す
る
こ
と

゜
（例

）(39
)6284~6

（５

）設
立
年
月
日

当
該
補
導
所
の
設
立
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（６

）年
月
日
及
び
沿
革

現
在
の
名
称
に
至
る
ま
で
の
職
業
補
導
施
設
と
し
て
の
経
過
並

び
に
庁
舎
の
移
転

′新
築

、

増
改
築
及
び
名
称

′所
在
地

′坪
数

′庁
舎
敷
地
の
所
要
区
分
の
変
動
事
項
に
つ
い
て
年
を
お
っ
て
記

入
す
る
こ
と

゜な
お

′記
入
欄
不
足
の
場
合
は
次
葉
に
記
入
す
る

こ
と

゜

（７

）補
導
種
目

事
業
承
認
を
受
け
て
い
る
正
式
の
補
導
種
目
名
を
記
入
す
る
こ

と

゜

（８

）開
設
年
月
日

当
該
補
導
種
目
の
開
設
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（９

）廃
止
年
月
日

当
該
補
導
所
を
廃
止
し
た
場
合
そ
の
廃
止
年
月
日
を
記
入
す
る

こ
と

゜

（10

）補
導
定
員

事
業
承
認
を
う
け
て
い
る
当
該
補
導
種
目
の
補
導
定
員
を
記
入

す
る
こ
と

゜

な
お

′補
導
定
員
に
増
減
の
あ
っ
た
場
合
に
は
朱
線
を
引
き
上
部

に
変
更
定
員
を
記
入
す
る
と
と
も
に
摘
要
欄
に
変
更
年
月
日
を
記

入
す
る
こ
と

゜

（11

）補
導
期
間

当
該
補
導
種
目
の
補
導
期
間
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（12

）補
導
方
法

当
該
補
導
種
目
の
補
導
方
法
に
つ
い
て
昼
夜
の
別
を
記
入
す
る

こ
と

゜な
お

′夜
間
職
業
補
導
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
は
昼
間

と
区
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
小
計
を
記
入
す
る
こ
と

゜
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定
等
に
質
す
る
た
め
、
今
般
新
た
に
公
共
職
業
補
導
所
補
導
所
台
帳
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た

の
で
、
左
記
ご
留
意
の
上
、
こ
れ
が
記
入
な
ら
び
に
整
備
等
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置

願
い
た
い
。

記記

一
．
こ
の
台
帳
は
、
公
共
職
業
補
導
所
補
導
所
（
分
所
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
昭
和
三
十
一

年
四
月
一
日
現
在
に
よ
り
三
部
作
成
し
、
各
一
部
を
都
道
府
県
主
務
課
、
公
共
職
業
補
導
所

補
導
所
に
保
管
す
る
こ
と
と
し
、
残
余
の
一
部
は
本
省
（
職
業
安
定
局
）
に
八
月
二
十
日
ま

で
提
出
す
る
こ
と
。

二
．
台
帳
作
成
後
、
新
規
記
入
又
は
訂
正
等
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
記
入
又
は

訂
正
し
、
常
に
現
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
移
動
事
項
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
毎
年
三
月

末
日
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
翌
月
十
五
日
ま
で
、
そ
の
期
間
中
の
移
動
顛
末
に
つ
い
て
報
告

す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
場
合
の
報
告
書
様
式
は
適
宜
と
す
る
。

三
．
こ
の
台
帳
の
後
部
に
庁
舎
の
正
面
写
真
及
び
で
き
得
れ
ば
庁
舎
の
全
体
写
真
（
手
札
判
と

す
る
こ
と
。
）
並
び
に
参
考
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

四
．
職
業
安
定
行
政
手
引
（
職
業
補
導
）
八
九
五
二
に
定
め
ら
れ
て
い
る
公
共
職
業
補
導
所
台

帳
様
式
は
廃
止
す
る
。

五
．
台
帳
の
作
成
記
入
に
つ
い
て
は
、
別
紙
記
載
要
綱
を
参
照
し
誤
記
の
な
い
よ
う
留
意
す
る

こ
と
。

六
．
台
帳
用
紙
の
配
布
枚
数
は
次
に
よ
っ
た
が
不
足
す
る
と
き
は
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
あ

て
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
用
紙

公
共
職
業
補
導
所
一
ヶ
所
に
つ
き

三
組
（
六
枚
）

機
械
器
具
内
訳

補
導
種
目
一
種
目
に
つ
き

三
組
（
六
枚
）

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
台台
帳帳
記記
載載
要要
領領

こ
の
台
帳
は

′公
共
職
業
補
導
所

′同
分
所
の
現
況
を
明
確
に
把
握
し

′公
共
職
業
補
導
所

関
係
施
設
の
維
持
管
理
及
び
業
務
運
営
上
の
参
考
に
資
す
る
た
め
本
省

（職
業
安
定
局
職
業
補

導
課

）都
道
府
県
主
務
課

′及
び
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
関
係
分
を
各
１
部
あ
て
備
付
け

る
も
の
と
す
る

゜

た
だ
し
分
所
の
台
帳
は
本
所
に
お
い
て
あ
わ
せ
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る

゜な
お

′こ
の
台

帳
は
、
昭
和
３
１
年
４
月
１
日
現
在
を
も
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
し

′作
成
後
に
お
い
て
訂
正

又
は
新
規
に
記
入
す
る
必
要
の
生
じ
た
場
合
は

′そ
の
都
度
記
入
訂
正
し

′異
動
事
項
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
本
省
備
付
台
帳
の
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
毎
年
３
月
末
日
の
状
況
に
つ
い
て
適

宜
の
様
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と

゜

〔記
入
上
の
注
意
事
項

〕

１

．公
共
職
業
補
導
所
台
帳

（１

）都
道
府
県
名

当
該
都
道
府
県
名
を
記
入
す
る

゜

（２

）名
称

当
該
公
共
職
業
補
導
所
名
を
記
入
す
る
こ
と

゜分
所
に
つ
い
て
は

本
所
の
名
称
の
前
部
に
分
所
名
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と

゜

（例

）
（真

壁

）稲
田

（３

）所
在

地
庁
舎
名
の
所
在
番
地
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（４

）電
話
番
号
局

局
及
び
番
号
を
記
入
す
る
こ
と

゜
（例

）(39
)6284~6

（５

）設
立
年
月
日

当
該
補
導
所
の
設
立
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（６

）年
月
日
及
び
沿
革

現
在
の
名
称
に
至
る
ま
で
の
職
業
補
導
施
設
と
し
て
の
経
過
並

び
に
庁
舎
の
移
転

′新
築

、

増
改
築
及
び
名
称

′所
在
地

′坪
数

′庁
舎
敷
地
の
所
要
区
分
の
変
動
事
項
に
つ
い
て
年
を
お
っ
て
記

入
す
る
こ
と

゜な
お

′記
入
欄
不
足
の
場
合
は
次
葉
に
記
入
す
る

こ
と

゜

（７

）補
導
種
目

事
業
承
認
を
受
け
て
い
る
正
式
の
補
導
種
目
名
を
記
入
す
る
こ

と

゜

（８

）開
設
年
月
日

当
該
補
導
種
目
の
開
設
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（９

）廃
止
年
月
日

当
該
補
導
所
を
廃
止
し
た
場
合
そ
の
廃
止
年
月
日
を
記
入
す
る

こ
と

゜

（10

）補
導
定
員

事
業
承
認
を
う
け
て
い
る
当
該
補
導
種
目
の
補
導
定
員
を
記
入

す
る
こ
と

゜

な
お

′補
導
定
員
に
増
減
の
あ
っ
た
場
合
に
は
朱
線
を
引
き
上
部

に
変
更
定
員
を
記
入
す
る
と
と
も
に
摘
要
欄
に
変
更
年
月
日
を
記

入
す
る
こ
と

゜

（11

）補
導
期
間

当
該
補
導
種
目
の
補
導
期
間
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（12

）補
導
方
法

当
該
補
導
種
目
の
補
導
方
法
に
つ
い
て
昼
夜
の
別
を
記
入
す
る

こ
と

゜な
お

′夜
間
職
業
補
導
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
は
昼
間

と
区
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
小
計
を
記
入
す
る
こ
と

゜
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（13

）職
員
構
成

当
該
欄
に
補
導
種
目
別
職
員
数
を
記
入
す
る
こ
と

。

た
だ
し

′所

長

′書
記

′用
人
に
つ
い
て
は
計
(
小
計
)
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜

な
お

′摘
要
欄
に
は
講
師
の
常
勤

′非
常
勤

（時
間

）の
内
訳
を

記
入
す
る
こ
と

゜

（14

）庁
舎
概
要

庁
舎
の
建
築
年
次
毎
に
当
該
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜構
造
概
要

は

「木
造
瓦
葺
二
階
建
一
部
平
屋
建

」等
の
如
く
記
入
す
る

゜所

有
区
分
に
は
国
有

′都
道
府
県
有

′市
町
村
有

′私
有
の
区
分
を

記
入
す
る
こ
と

゜坪
数
は
述
坪
と
し
建
坪
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と゚

借
上
料
は
年
額
を
記
入
す
る
こ
と

゜な
お

′建
築
年
月
日
の
異

な
る
庁
舎
に
つ
い
て
は
そ
の
区
分

（実
習
場

′教
室
等

）を
摘
要

欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜

（15

）敷
地
概
要

敷
地
の
状
況
を
当
該
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜借
上
料
は
年
額
を

記
入
す
る
こ
と

゜

（16

）庁
舎
現
況
拡
充
分

現
況
欄
は
補
導
種
目
別
に
区
分
に
従
い
記
入
す
る
こ
と

゜た
だ

し
事
務
室

、

倉
庫

（補
導
種
目
別
に
区
分
で
き
な
い
場
合

）
′宿

舎
そ
の
他
に
つ
い
て
は

′計
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜

摘
要
欄
に
は
参
考
事
項
を
記
入
す
る
こ
と

゜

拡
充
欄
に
は

′台
帳
作
成
後
に
お
い
て
拡
充
し
た
も
の
に
つ
い

て
当
該
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜摘
要
欄
に
は
拡
充
年
月
日
及
び
整

備
費
を
記
入
す
る
こ
と

゜な
お
整
備
に
つ
い
て
補
助
金
の
交
付
を

受
け
た
場
合
は
そ
の
補
助
額
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と

゜

２

．庁
舎
平
面
図

（１

）都
道
府
県
名

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
記
入
注
意
に
同
じ

（２

）名
称

同
上

（３

）配
置

図
余
白
欄
に
は

′配
置
図
を
記
入
す
る
こ
と

゜な
お

′建
物
別
に

Ａ

′Ｂ

′Ｃ
・
・
・
・
の
記
号
を
用
い
各
室
毎
に
算
用
数
字
を
Ａ

─

１
等
の
如
く
番
号
を
つ
け
る
こ
と

゜な
お

′配
置
図
に
は
方
位
を
示

す
こ
と
。

（４

）位
置

図
補
導
所
を
中
心
と
し
た
隣
接
建
造
物
等
の
見
取
図
を
記
入
す
る
こ

と

゜

（５

）番
号

配
置
図
の
番
号
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（６

）区
分

当
該
番
号
で
示
さ
れ
た
建
物
に
つ
い
て

′教
室

′○
○
科
実
習

場
等
の
区
分
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（７

）構
造

木
造

′防
火
構
造

′ス
レ

─

ト
葺
当
明
記
す
る
こ
と

゜

（８

）坪
数

区
分
毎
の
坪
数
を
記
入
し

′Ａ

′Ｂ

′Ｃ
の
建
物
毎
に
小
計
の

欄
を
設
け
て
そ
の
建
物
の
坪
数
を
記
入
す
る
こ
と
。
坪
数
は
延

坪
と
し

′建
坪
は
括
弧
書
き
す
る
こ
と

゜

（９

）建
築
年
月
日

当
該
建
物
の
建
築
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と゚

若
し
不
明
の
場

合
は
推
定
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と゚

た
だ
し

′こ
の
場
合
は

同
欄
の
右
余
白
部
に

（推

）と
記
入
す
る
こ
と゚

３
．
機
械
器
具
内
訳

（１

）補
導
種
目
名

事
業
承
認
を
う
け
て
い
る
正
式
の
補
導
種
目
名
を
記
入
す
る
こ

と゚

（２

）都
道
府
県
名

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
記
入
注
意
に
同
じ

（３

）補
導
所
名

公
共
職
業
補
導
所
台
帳
記
入
注
意
に
同
じ

（４

）機
械
器
具
名

（イ

）現
有
の
施
設

（炉

′モ
ノ
レ

─

ル

′検
車
用
ピ
ッ
ト
等

）及
び
機
械
の
す
べ
て
を

記
入
す
る
こ
と
゜

（ロ

）器
工
具
に
つ
い
て
は

′価
格
が
１
点
3,000

円
以
上
及
び
単
価

×

所
要
個
数
の
価
格

が
10,000

円
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
記
入
す
る
こ
と゚

（ハ

）名
称
の
異
な
る
機
械
器
具
で
あ
っ
て
も

′機
能
の
同
じ
も
の
は

′同
一
の
機
械
器

具
と
し
て
取
扱
う
こ
と゚

（ニ

）２
つ
以
上
の
機
械
器
具
の
機
能
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
た
め

′基
準
に
記
載
さ
れ

て
い
る
他
の
機
械
器
具
が
不
要
と
な
る
場
合
は
当
該
摘
要
欄
に
○
○
○
を
兼
用
と
記

入
す
る
こ
と゚

（ホ

）他
の
科
と
共
用
す
る
た
め
専
用
の
施
設
機
械
器
具
を
所
有
し
な
い
場
合
は

′所
有

し
て
い
る
種
目
に
お
い
て
完
全
に
記
入
し

′他
の
科
に
お
い
て
は
機
械
器
具
欄
の
み

を
記
入
し

′当
該
摘
要
欄
に
○
○
科
と
共
用
と
記
入
す
る
こ
と゚

（ヘ

）機
械
に
当
□
□
□
□
□
□
□
旋
盤
に
対
す
る
チ
ャ
ッ
ク

′面
取
等

）は
記
入
を
要

し
な
い
こ
と゚

（ト

）記
入
の
順
序
は

′規
□
基
準
に
示
さ
れ
た
順
序
に
よ
る
こ
と゚

た
だ
し
次
の
補
導

種
目
に
つ
い
て
は

′別
表
の
施
設
、
機
械
器
具
名
の
順
に
よ
り
記
入
し

′そ
の
他
の

機
械
器
具
に
つ
い
て
は

′
（１

）に
準
じ
て
記
入
す
る
こ
と゚

機
械

′板
金

′溶
接

′自
動
車
整
備

′塗
装

′木
工

′建
築

′経
理
事
務

′謄
写
印
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刷

′和
文
タ
イ
プ

′男
子
服

′洋
裁

（チ

）同
一
の
機
械
器
具
の
う
ち

′規
格
の
異
な
る
も
の
が
各
種
あ
る
場
合
は

′小
さ
な

も
の
か
ら
大
き
な
も
の
の
順
に
行
を
か
え
て
記
入
す
る
こ
と゚

（リ

）基
準
外
の
施
設
お
よ
び
機
械
器
具
に
つ
い
て
は

′基
準
に
示
さ
れ
た
施
設
お
よ
び

機
械
器
具
の
末
尾
に
記
入
す
る
こ
と

゜ま
た

′各
葉
の
下
段
に
は
２

～３
行
の
空
欄

を
設
け
る
こ
と

゜

（５

）規
模
基
準
数
量

本
省
に
お
い
て
制
定
又
は
承
認
し
た
規
模
基
準
数
量
を
記
入
す

る
こ
と゚

（６

）設
備
数
量

（イ

）施
設
及
び
機
械
器
具
を
自
己
所
有
と
借
上
の
区
分
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
欄
に

数
量
を
記
入
し

′そ
の
計
を
合
計
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜

（ロ

）自
己
所
有
の
も
の
に
つ
い
て
は

′製
作
年
月
日
及
び
昭
和
３
１
年
４
月
１
日
現
在

に
お
い
て
職
業
補
導
用
と
し
て
今
後
使
用
可
能
と
思
わ
れ
る
年
数
を
当
該
欄
に
記
入

す
る
こ
と

゜

た
だ
し

′器
工
具
に
つ
い
て
は
耐
用
年
数
を
記
入
す
る
必
要
は
な
い
こ
と

゜

（ハ

）製
作
年
月
日
が
不
明
で
推
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
は

′摘
要
欄
に

（推

）と
記
入
す

る
こ
と

゜

（７

）規
格

機
械
器
具
の
規
格
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（８

）摘
要

破
損

′使
用
不
能

′そ
の
他
特
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
入
す

る
こ
と

゜

４
．
そ
の
他

こ
の
台
帳
に
は

′庁
舎
正
面
写
真
及
び
で
き
得
れ
ば
庁
舎
全
体
写
真

（手
札
判

）を
別
紙

に
貼
付
し
説
明
を
附
し
て
編
綴
す
る
こ
と

゜

別
紙

(機
械
科

）

（自
動
車
整
備
科

）

鍛
造
炉

ツ

─ル
ポ
ス
ト
グ
ラ
イ
ン
ダ
パ
イ
ロ
メ

─タ
鍛
造
炉

油
圧
ジ
ャ
ッ
キ

モ
ノ
レ

ール

ー

ー

検
車
設
備

ス
ク
リ
ュ

ージ
ャ
ッ
キ

ア

ーバ

ープ
レ
ス

製
図
器

洗
車
設
備

チ
ェ
ン
ブ
ロ
ッ
ク

旋
盤

ダ
イ
ヘ
ッ
ド

製
図
板

モ
ノ
レ

ール
オ
イ
ル
バ
ケ
ッ
ト
ポ
ン
プ

万
能
フ
ラ
イ
ス
盤

摺
合
せ
定
盤

計
算
尺

旋
盤

直
立
ボ

ール
盤

横
万
力

青
図
焼
付
枠

卓
上
ボ

ール
盤

直
立
ボ

ール
盤

卓
上
ボ

ール
盤

堅
万
力

台
ば
か
り

電
気
ド
リ
ル

ポ

ータ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

電
気
ド
リ
ル

ブ
ロ
ッ
ク
ゲ

ージ
作
業
台

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

エ
ア
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

ー

形
削
盤

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
ジ
ゲ

ータ

ー

シ
リ
ン
ダ

ーボ
ーリ

ン
ブ
レ

ーキ
ラ
イ
ニ
ン
グ
ホ

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

マ
イ
ク
ロ
メ

ータ

ー

グ
マ
シ
ン

ン
ダ

ー
鋸
盤

ノ
ギ
ス

ホ

ーニ
ン
グ
マ
シ
ン

カ
ーリ

フ
ト

硬
度
計

バ
ブ
ル
リ
フ
ェ

ーサ

ー

カ

ーワ
ッ
シ
ャ

ー
タ
レ
ッ
ト
旋
盤

け
が
き
定
盤

油
圧
プ
レ
ス

エ
ア

ーラ
イ
ン
ブ
リ
ケ

ータ

堅
フ
ラ
イ
ス
盤

金
床

ラ
イ
ニ
ン
グ
張
替
機

ー

刃
物
研
磨
盤

蜂
の
巣

充
電
器

オ
イ
ル
バ
ケ
ッ
ト
ポ
ン
プ

焼
入
炉

ガ
レ

ージ
ジ
ャ
ッ
キ

エ
ン
ジ
ン
ス
タ
ン
ド

焼
入
槽

押
切

（板
金
科

）

三
本
ロ

ー

ル
プ

ーラ

ー

エ
ン
ジ
ン
ア
ナ
ラ
イ
鍛
造
炉

形
削
盤

鋸
盤

ボ
ッ
ク
ス
レ
ン
チ

ザ

ー

定
置
式
ガ
ス
発
生
器

直
立
ボ

ール
盤

ラ
イ
ン
ボ

ーリ
ン
グ
マ
シ
ン
オ
フ
セ
ッ
ト
レ
ン
チ

ブ
レ

ーキ
テ
ス
タ

ー

ガ
ス
溶
接
用
配
管

エ
ア

ーコ
ン
プ
レ
ッ
サ

コ
ン
ロ
ッ
ド
フ
ァ
イ
ン
ボ

ーリ
両
口
ス
パ
ナ

キ
ャ
ン
バ

ーキ
ャ
サ
ン
ソ
ビ
ン
立
て

ー

ン
グ
マ
シ
ン

横
万
力

ス
タ

ーゲ

ージ
卓
上
ボ

ール
盤

ポ

ータ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン

メ
タ
ル
鋸
込
器

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
ジ
ゲ

ータ

ー

タ

ーニ
ン
グ
ア
ラ
電
気
ド
リ
ル

ダ

ー

バ
ブ
ル
シ

ート
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

マ
イ
ク
ロ
メ

ータ

ー

ジ
ア
ス
ゲ

ージ
両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

フ
レ
ク
シ
ョ
ン
プ
レ
ス

サ

ーフ
ェ
ス
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

ノ
ギ
ス

ト

ーイ
ン
ゲ

ージ
パ
ワ

ープ
レ
ス

動
力
シ
ャ

ー

エ
ン
ジ
ン
摺
合
機

コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ゲ

ージ
け
が
き
定
盤

ハ
ン
ド
ス
キ
ュ
リ
ュ

ー

雲
形
シ
ャ

ー

ピ
ス
ト
ン
ヒ

ータ

ー

バ
ッ
キ
ュ

ーム
ゲ

ージ
移
動
式
ガ
ス

プ
レ
ス

電
気
ば
さ
み

チ
ェ
ン
ブ
ロ
ッ
ク

シ
リ
ン
ダ

ーゲ

ージ
発
生
器

足
踏
シ
ャ

ー

万
能
折
曲
機

教
材
用
自
動
車

ノ
ズ
ル
テ
ス
タ

ー

交
流
ア

ーク
溶
接
レ
バ

ーシ
ャ

ー

ホ
イ
リ
ン
グ
ロ

ーラ

ー

教
材
用
エ
ン
ジ
ン

バ
ブ
ル
ス
プ
リ
ン
グ
テ
ス
タ

ー

機
紐
出
し
シ
ャ

ー

リ
ベ
ッ
ト
ホ

ージ

カ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン

メ
ガ

ー

ス
プ
レ

ーガ
ン

三
本
ロ

ーラ
た
た
き
定
盤

自
動
車
整
備
技
術
講
習
ア
マ
チ
ュ
ア
テ
ス
タ

ー

金
床

エ
キ
セ
ン
プ
レ
ス

ニ
ュ

ーマ
チ
ッ
ク
ハ
ン

用
ス
ラ
イ
ド

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
テ
ス
タ

ー

蜂
の
巣

マ

ー

バ
ブ
ル
シ

ート
座
ぐ
り
音
量
計

製
図
器

旋
盤

つ
ち

機
製
図
版

金
切
ば
さ
み

バ
ブ
ル
シ

ート
カ
ッ
タ

ー

作
業
台

横
万
力
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刷

′和
文
タ
イ
プ

′男
子
服

′洋
裁

（チ

）同
一
の
機
械
器
具
の
う
ち

′規
格
の
異
な
る
も
の
が
各
種
あ
る
場
合
は

′小
さ
な

も
の
か
ら
大
き
な
も
の
の
順
に
行
を
か
え
て
記
入
す
る
こ
と゚

（リ

）基
準
外
の
施
設
お
よ
び
機
械
器
具
に
つ
い
て
は

′基
準
に
示
さ
れ
た
施
設
お
よ
び

機
械
器
具
の
末
尾
に
記
入
す
る
こ
と

゜ま
た

′各
葉
の
下
段
に
は
２

～３
行
の
空
欄

を
設
け
る
こ
と

゜

（５

）規
模
基
準
数
量

本
省
に
お
い
て
制
定
又
は
承
認
し
た
規
模
基
準
数
量
を
記
入
す

る
こ
と゚

（６

）設
備
数
量

（イ

）施
設
及
び
機
械
器
具
を
自
己
所
有
と
借
上
の
区
分
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
欄
に

数
量
を
記
入
し

′そ
の
計
を
合
計
欄
に
記
入
す
る
こ
と

゜

（ロ

）自
己
所
有
の
も
の
に
つ
い
て
は

′製
作
年
月
日
及
び
昭
和
３
１
年
４
月
１
日
現
在

に
お
い
て
職
業
補
導
用
と
し
て
今
後
使
用
可
能
と
思
わ
れ
る
年
数
を
当
該
欄
に
記
入

す
る
こ
と

゜

た
だ
し

′器
工
具
に
つ
い
て
は
耐
用
年
数
を
記
入
す
る
必
要
は
な
い
こ
と

゜

（ハ

）製
作
年
月
日
が
不
明
で
推
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
は

′摘
要
欄
に

（推

）と
記
入
す

る
こ
と

゜

（７

）規
格

機
械
器
具
の
規
格
を
記
入
す
る
こ
と

゜

（８

）摘
要

破
損

′使
用
不
能

′そ
の
他
特
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
入
す

る
こ
と

゜

４
．
そ
の
他

こ
の
台
帳
に
は

′庁
舎
正
面
写
真
及
び
で
き
得
れ
ば
庁
舎
全
体
写
真

（手
札
判

）を
別
紙

に
貼
付
し
説
明
を
附
し
て
編
綴
す
る
こ
と

゜

別
紙

(機
械
科

）

（自
動
車
整
備
科

）

鍛
造
炉

ツ

─ル
ポ
ス
ト
グ
ラ
イ
ン
ダ
パ
イ
ロ
メ

─タ
鍛
造
炉

油
圧
ジ
ャ
ッ
キ

モ
ノ
レ

ール

ー

ー

検
車
設
備

ス
ク
リ
ュ

ージ
ャ
ッ
キ

ア

ーバ

ープ
レ
ス

製
図
器

洗
車
設
備

チ
ェ
ン
ブ
ロ
ッ
ク

旋
盤

ダ
イ
ヘ
ッ
ド

製
図
板

モ
ノ
レ

ール
オ
イ
ル
バ
ケ
ッ
ト
ポ
ン
プ

万
能
フ
ラ
イ
ス
盤

摺
合
せ
定
盤

計
算
尺

旋
盤

直
立
ボ

ール
盤

横
万
力

青
図
焼
付
枠

卓
上
ボ

ール
盤

直
立
ボ

ール
盤

卓
上
ボ

ール
盤

堅
万
力

台
ば
か
り

電
気
ド
リ
ル

ポ

ータ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

電
気
ド
リ
ル

ブ
ロ
ッ
ク
ゲ

ージ
作
業
台

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

エ
ア
コ
ン
プ
レ
ッ
サ

ー

形
削
盤

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
ジ
ゲ

ータ

ー

シ
リ
ン
ダ

ーボ

ーリ
ン
ブ
レ

ーキ
ラ
イ
ニ
ン
グ
ホ

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

マ
イ
ク
ロ
メ

ータ

ー

グ
マ
シ
ン

ン
ダ

ー

鋸
盤

ノ
ギ
ス

ホ

ーニ
ン
グ
マ
シ
ン

カ

ーリ
フ
ト

硬
度
計

バ
ブ
ル
リ
フ
ェ

ーサ

ー

カ

ーワ
ッ
シ
ャ

ー

タ
レ
ッ
ト
旋
盤

け
が
き
定
盤

油
圧
プ
レ
ス

エ
ア

ーラ
イ
ン
ブ
リ
ケ

ータ

堅
フ
ラ
イ
ス
盤

金
床

ラ
イ
ニ
ン
グ
張
替
機

ー

刃
物
研
磨
盤

蜂
の
巣

充
電
器

オ
イ
ル
バ
ケ
ッ
ト
ポ
ン
プ

焼
入
炉

ガ
レ

ージ
ジ
ャ
ッ
キ

エ
ン
ジ
ン
ス
タ
ン
ド

焼
入
槽

押
切

（板
金
科

）

三
本
ロ

ー

ル
プ

ーラ

ー

エ
ン
ジ
ン
ア
ナ
ラ
イ
鍛
造
炉

形
削
盤

鋸
盤

ボ
ッ
ク
ス
レ
ン
チ

ザ

ー

定
置
式
ガ
ス
発
生
器

直
立
ボ

ール
盤

ラ
イ
ン
ボ

ーリ
ン
グ
マ
シ
ン
オ
フ
セ
ッ
ト
レ
ン
チ

ブ
レ

ーキ
テ
ス
タ

ー

ガ
ス
溶
接
用
配
管

エ
ア

ーコ
ン
プ
レ
ッ
サ

コ
ン
ロ
ッ
ド
フ
ァ
イ
ン
ボ

ーリ
両
口
ス
パ
ナ

キ
ャ
ン
バ

ーキ
ャ
サ
ン
ソ
ビ
ン
立
て

ー

ン
グ
マ
シ
ン

横
万
力

ス
タ

ーゲ

ージ
卓
上
ボ

ール
盤

ポ

ータ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン

メ
タ
ル
鋸
込
器

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
ジ
ゲ

ータ

ー

タ

ーニ
ン
グ
ア
ラ
電
気
ド
リ
ル

ダ

ー

バ
ブ
ル
シ

ート
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

マ
イ
ク
ロ
メ

ータ

ー

ジ
ア
ス
ゲ

ージ
両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

フ
レ
ク
シ
ョ
ン
プ
レ
ス

サ

ーフ
ェ
ス
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

ノ
ギ
ス

ト

ーイ
ン
ゲ

ージ
パ
ワ

ープ
レ
ス

動
力
シ
ャ

ー

エ
ン
ジ
ン
摺
合
機

コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ゲ

ージ
け
が
き
定
盤

ハ
ン
ド
ス
キ
ュ
リ
ュ

ー

雲
形
シ
ャ

ー

ピ
ス
ト
ン
ヒ

ータ

ー

バ
ッ
キ
ュ

ーム
ゲ

ージ
移
動
式
ガ
ス

プ
レ
ス

電
気
ば
さ
み

チ
ェ
ン
ブ
ロ
ッ
ク

シ
リ
ン
ダ

ーゲ

ージ
発
生
器

足
踏
シ
ャ

ー

万
能
折
曲
機

教
材
用
自
動
車

ノ
ズ
ル
テ
ス
タ

ー

交
流
ア

ーク
溶
接
レ
バ

ーシ
ャ

ー

ホ
イ
リ
ン
グ
ロ

ーラ

ー

教
材
用
エ
ン
ジ
ン

バ
ブ
ル
ス
プ
リ
ン
グ
テ
ス
タ

ー

機
紐
出
し
シ
ャ

ー

リ
ベ
ッ
ト
ホ

ージ

カ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン

メ
ガ

ー

ス
プ
レ

ーガ
ン

三
本
ロ

ーラ
た
た
き
定
盤

自
動
車
整
備
技
術
講
習
ア
マ
チ
ュ
ア
テ
ス
タ

ー

金
床

エ
キ
セ
ン
プ
レ
ス

ニ
ュ

ーマ
チ
ッ
ク
ハ
ン

用
ス
ラ
イ
ド

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
テ
ス
タ

ー

蜂
の
巣

マ

ー

バ
ブ
ル
シ

ート
座
ぐ
り
音
量
計

製
図
器

旋
盤

つ
ち

機
製
図
版

金
切
ば
さ
み

バ
ブ
ル
シ

ート
カ
ッ
タ

ー

作
業
台

横
万
力
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コ
ン
ロ
ッ
ド
ア
ラ
イ
サ

ー

ツ

ール
ス
タ
ン
ド

マ
イ
ク
ロ
メ

ータ

ー

（溶
接
科

）

（塗
装
科

）

ノ
ギ
ス

鍛
造
炉

硬
度
計

蜂
の
巣

灰
塵
装
置

け
が
き
定
盤

定
期
式
ガ
ス

金
属
顕
微
鏡

製
図
器

と
ぎ
場

移
動
用
ガ
ス

発
生
器

圧
力
調
整
器

製
図
板

流
し

（コ
ン
ク
リ

ート

）

発
生
器

ガ
ス
溶
接
用

安
全
器

作
業
台

エ
ア
コ
ン
プ

交
流
ア

ーク
溶

配
管

溶
接
吹
管

レ
ッ
サ

ー

接
機

サ
ン
ソ
ビ
ン

切
断
吹
管

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

金
床

立
て

ガ
ウ
ジ
ン
グ
吹
管

高
温
硬
化
炉

蜂
の
巣

電
気
ド
リ
ル

遮
光
衝
立

赤
外
線
乾
燥
ス
タ
ン
ド

ス
プ
レ

ーガ
ン

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

溶
接
作
業
台

ポ

ータ
ブ
ル
サ
ン
ダ

ー

製
図
器

移
動
式
ガ
ス
発
生
器

横
万
力

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ

ー

製
図
版

交
流
ア

ーク
溶
接
機

ノ
ギ
ス

ス
プ
レ

ーガ
ン

作
業
台

点
溶
接
機

電
流
計

す
じ
か
い
ば
け

卓
上
ボ

ール
盤

電
圧
計

寸
筒
ば
け

ポ

ータ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン
た
た
き
定
盤

う
る
し
ば
け

ダ

ー

孔
明
定
盤

直
流
ア

ーク
溶
接
機

け
が
き
定
盤

ア
ル
ゴ
ン
溶
接
機

金
床

自
動
切
断
機

破
壊
試
験
機

（木
工
科

）

（経
理
事
務
科

）

は
か
り

木
工
機
械
廃
塵
装
置

ロ
ク
ロ
盤

ス
プ
レ

ー

計
算
器

流
速
粘
度
計

塗
装
室
用
廃
塵
装
置

糸
鋸
盤

ガ
ン

計
算
尺

塗
膜
硬
度
計

帯
鋸
盤

木
工
切
断
機

製
図
器

そ
ろ
ば
ん

塗
膜
折
曲
試
験
機

万
能
丸
鋸
盤

ベ
ル
ト
サ
ン
ダ

ー

製
図
板

謄
写
印
刷
機

塗
膜
肉
厚
測
定
機

角
の
み
盤

ポ

ータ
ブ
ル
サ
ン
ダ

ー

作
業
台

製
図
器

木
工
旋
盤

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ

ー

立
削
台

製
図
板

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

高
周
波
発
振
装
置

坐
削
台

塗
装
作
業
台

電
気
ド
リ
ル

鋸
目
立
機

横
挽
丸
鋸
盤

帯
鋸
ア
サ
リ
出
し

自
動
一
面
鉋
盤

器

超
仕
上
鉋
盤

丸
鋸
ア
サ
リ
出
し

面
取
盤

器

ほ
ぞ
取
盤

鉋
刃
研
磨
機

高
速
ル

ータ

ー

鋸鉋の
み

含
水
率
計

エ
ア

ーコ
ン
プ
レ
ッ
サ

ー

（和
文
タ
イ
プ
科

）

（謄
写
印
刷
科

）

（建
築
科

）

（洋
裁
科

）

（男
子
服
科

）

和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ

ー

謄
写
印
刷
機

手
押
鉋
盤

ミ
シ
ン

ミ
シ
ン

輪
転
機

自
動
鉋
盤

ア
イ
ロ
ン

ア
イ
ロ
ン

断
裁
器

万
能
丸
鋸
盤

ま
ん
じ
ゅ
う

ま
ん
じ
ゅ
う

や
す
り

角
の
み
盤

人
体

人
体

両
頭
グ
ラ
イ
ン
ダ

ー

三
面
鏡

三
面
鏡

電
気
ド
リ
ル

作
業
台

作
業
台

レ
ベ
ル

裁
台

裁
台

削
台

製
図
器

製
図
板

鋸鉋の
み

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
八
月
六
日

〔
五
─
二
─
八
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
八
五
四
号
）

代代
用用
教教
科科
書書
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
一
日
職
発
第
六
〇
八
号｢

訓
練
基
準
制
定
と
補
導
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方
法
の
改
善
実
施
計
画
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
情
勢
の
変
化

に
よ
り
右
通
達
所
定
の
取
扱
い
が
適
切
を
欠
く
に
至
り
、
そ
の
結
果
、
各
都
道
府
県
か
ら
の
代

用
教
科
書
承
認
申
請
手
続
も
区
々
に
な
り
、
あ
る
い
は
同
手
続
未
済
の
ま
ま
代
用
教
科
書
を
使

用
す
る
向
き
も
あ
る
。

か
か
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
こ
の
度
左
記
の
要
領
で
代
用
教
科
書
の
取
扱
の
改
善
統
一
を

は
か
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
今
後
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
本
要
領
に
よ
ら
れ
た
く
、
貴
管
下
各

職
業
補
導
所
の
代
用
教
科
書
使
用
に
つ
い
て
充
分
指
導
監
督
さ
れ
る
と
共
に
、
承
認
申
請
手
続

未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
至
急
手
続
を
と
ら
れ
た
い
。

な
お
、
今
後
の
教
科
書
編
さ
ん
発
行
に
資
す
る
た
め
、
各
職
業
補
導
所
で
現
在
使
用
中
の

代
用
教
科
書
全
般
に
つ
い
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
貴
管
下
各
職
業
補
導
所
で
現
在
使

用
中
の
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
取
り
ま
と
め
、
八
月
末
日
ま
で
に
職
業

補
導
課
長
あ
て
提
出
さ
れ
た
い
。記

代代
用用
教教
科科
書書
取取
扱扱
要要
領領

一
．
代
用
教
科
書
の
使
用
は
、
本
省
に
お
い
て
教
科
書
を
編
さ
ん
し
て
い
な
い
補
導
種
目
に
つ

い
て
の
み
行
な
う
こ
と
。

二
．
代
用
教
科
書
を
分
け
て
指
定
代
用
教
科
書
と
承
認
代
用
教
科
書
と
す
る
。

三
．
指
定
代
用
教
科
書
と
は
、
本
省
が
代
用
教
科
書
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
も
の
を
い

い
、
こ
の
通
牒
施
行
日
に
お
い
て
は
、
本
年
四
月
二
十
一
日
職
発
第
四
六
三
号｢

職
業
補
導

用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

四
．
指
定
代
用
教
科
書
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
あ
た
っ

て
は
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

五
．
承
認
代
用
教
科
書
と
は
、
労
働
省
に
お
い
て
編
さ
ん
し
た
教
科
書
及
び
指
定
代
用
教
科
書

以
外
の
教
科
書
で
あ
っ
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
そ
の
使
用
を
承
認
し
た
も
の
を
い
う
。

六
．
都
道
府
県
知
事
は
前
項
の
承
認
を
も
う
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
使
用
し
よ

う
と
す
る
教
科
書
を
一
部
添
付
し
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
承
認
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
紙

代
用
教
科
書
使
用
状
況
報
告

都
道
府
県

代
用
教
科
書
名

使
用
補
導
所

補
導
種
目

編
集
者

発
行
所
（
者
）

定
価

備

考

註
１

備
考
欄
に
は
次
の
区
分
に
従
っ
て
そ
の
記
号
を
書
き
入
れ
る
こ
と
゜

Ａ

本
通
達
に
従
い
、
承
認
申
請
手
続
き
の
と
ら
れ
る
代
用
教
科
書

Ｂ

本
年
七
月
末
日
現
在
に
お
い
て
、
承
認
申
請
手
続
を
と
り
本
省
の
承
認
し
た
代
用
教
科

書
Ｃ

本
年
七
月
末
日
迄
に
承
認
申
請
手
続
を
と
っ
た
が
未
だ
本
省
が
承
認
し
て
い
な
い
代
用

教
科
書

Ｄ

本
年
四
月
二
十
一
日
職
発
第
四
六
三
号
「
職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
代
用
教
科
書

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
八
月
一
四
日

〔
五
─
二
─
八
二
〕
労
働
部
長
よ
り
小
田
原
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
二
二
二
号
）

小小
田田
原原
婦婦
人人
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
美美
容容
科科
にに
おお
けけ
るる
実実
習習
モモ
デデ
ルル
とと
なな
るる
者者
及及
びび
そそ

のの
者者
かか
らら
徴徴
収収
すす
るる
料料
金金
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
〇
年
厚
生
省
令
第
二
〇
号
に
よ
り
「
理
容
師
美
容
師
法
施
行
規
則
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

貴
所
に
於
て
応
用
実
習
を
行
う
場
合
に
モ
デ
ル
と
な
る
者
は
、
生
計
困
難
者
で
あ
り
、
そ
の
者
か
ら

徴
収
す
る
料
金
は
、
実
費
程
度
と
規
定
せ
ら
れ
た
の
で
、
左
記
の
要
領
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
実
習
モ
デ
ル
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
各
種
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
世
帯
の
構
成
員
及
び
同
法
実
施
機
関
が
要

保
護
者
と
認
め
た
も
の
。

２
、
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
該
当
す
る
女
子
、
及
び
児
童
。

３
、
失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
金
を
受
給
中
の
も
の
、
及
び
日
雇
労
働
保
険
者
。

４
、
緊
急
失
業
対
策
法
に
よ
る
失
業
対
策
事
業
の
就
労
適
格
者
。

５
、
求
職
者
及
び
浮
動
的
職
業
に
就
労
中
の
も
の
。

一
、
徴
収
料
金
は
実
費
程
度
と
し
、
そ
の
基
準
料
金
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
、
原
材
料
は
購

入
価
格
の
変
動
等
に
伴
い
若
干
、
上
下
す
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
の
で
、
実
習
の
都
度
使
用
原
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方
法
の
改
善
実
施
計
画
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
情
勢
の
変
化

に
よ
り
右
通
達
所
定
の
取
扱
い
が
適
切
を
欠
く
に
至
り
、
そ
の
結
果
、
各
都
道
府
県
か
ら
の
代

用
教
科
書
承
認
申
請
手
続
も
区
々
に
な
り
、
あ
る
い
は
同
手
続
未
済
の
ま
ま
代
用
教
科
書
を
使

用
す
る
向
き
も
あ
る
。

か
か
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
こ
の
度
左
記
の
要
領
で
代
用
教
科
書
の
取
扱
の
改
善
統
一
を

は
か
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
今
後
そ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
本
要
領
に
よ
ら
れ
た
く
、
貴
管
下
各

職
業
補
導
所
の
代
用
教
科
書
使
用
に
つ
い
て
充
分
指
導
監
督
さ
れ
る
と
共
に
、
承
認
申
請
手
続

未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
至
急
手
続
を
と
ら
れ
た
い
。

な
お
、
今
後
の
教
科
書
編
さ
ん
発
行
に
資
す
る
た
め
、
各
職
業
補
導
所
で
現
在
使
用
中
の

代
用
教
科
書
全
般
に
つ
い
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
貴
管
下
各
職
業
補
導
所
で
現
在
使

用
中
の
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
取
り
ま
と
め
、
八
月
末
日
ま
で
に
職
業

補
導
課
長
あ
て
提
出
さ
れ
た
い
。記

代代
用用
教教
科科
書書
取取
扱扱
要要
領領

一
．
代
用
教
科
書
の
使
用
は
、
本
省
に
お
い
て
教
科
書
を
編
さ
ん
し
て
い
な
い
補
導
種
目
に
つ

い
て
の
み
行
な
う
こ
と
。

二
．
代
用
教
科
書
を
分
け
て
指
定
代
用
教
科
書
と
承
認
代
用
教
科
書
と
す
る
。

三
．
指
定
代
用
教
科
書
と
は
、
本
省
が
代
用
教
科
書
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
も
の
を
い

い
、
こ
の
通
牒
施
行
日
に
お
い
て
は
、
本
年
四
月
二
十
一
日
職
発
第
四
六
三
号｢

職
業
補
導

用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

四
．
指
定
代
用
教
科
書
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
あ
た
っ

て
は
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

五
．
承
認
代
用
教
科
書
と
は
、
労
働
省
に
お
い
て
編
さ
ん
し
た
教
科
書
及
び
指
定
代
用
教
科
書

以
外
の
教
科
書
で
あ
っ
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
そ
の
使
用
を
承
認
し
た
も
の
を
い
う
。

六
．
都
道
府
県
知
事
は
前
項
の
承
認
を
も
う
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
使
用
し
よ

う
と
す
る
教
科
書
を
一
部
添
付
し
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
承
認
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
紙

代
用
教
科
書
使
用
状
況
報
告

都
道
府
県

代
用
教
科
書
名

使
用
補
導
所

補
導
種
目

編
集
者

発
行
所
（
者
）

定
価

備

考

註
１

備
考
欄
に
は
次
の
区
分
に
従
っ
て
そ
の
記
号
を
書
き
入
れ
る
こ
と
゜

Ａ

本
通
達
に
従
い
、
承
認
申
請
手
続
き
の
と
ら
れ
る
代
用
教
科
書

Ｂ

本
年
七
月
末
日
現
在
に
お
い
て
、
承
認
申
請
手
続
を
と
り
本
省
の
承
認
し
た
代
用
教
科

書
Ｃ

本
年
七
月
末
日
迄
に
承
認
申
請
手
続
を
と
っ
た
が
未
だ
本
省
が
承
認
し
て
い
な
い
代
用

教
科
書

Ｄ

本
年
四
月
二
十
一
日
職
発
第
四
六
三
号
「
職
業
補
導
用
代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て｣

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
代
用
教
科
書

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
八
月
一
四
日

〔
五
─
二
─
八
二
〕
労
働
部
長
よ
り
小
田
原
公
共
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
二
二
二
号
）

小小
田田
原原
婦婦
人人
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
美美
容容
科科
にに
おお
けけ
るる
実実
習習
モモ
デデ
ルル
とと
なな
るる
者者
及及
びび
そそ

のの
者者
かか
らら
徴徴
収収
すす
るる
料料
金金
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
〇
年
厚
生
省
令
第
二
〇
号
に
よ
り
「
理
容
師
美
容
師
法
施
行
規
則
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

貴
所
に
於
て
応
用
実
習
を
行
う
場
合
に
モ
デ
ル
と
な
る
者
は
、
生
計
困
難
者
で
あ
り
、
そ
の
者
か
ら

徴
収
す
る
料
金
は
、
実
費
程
度
と
規
定
せ
ら
れ
た
の
で
、
左
記
の
要
領
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
実
習
モ
デ
ル
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
各
種
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
世
帯
の
構
成
員
及
び
同
法
実
施
機
関
が
要

保
護
者
と
認
め
た
も
の
。

２
、
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
該
当
す
る
女
子
、
及
び
児
童
。

３
、
失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
金
を
受
給
中
の
も
の
、
及
び
日
雇
労
働
保
険
者
。

４
、
緊
急
失
業
対
策
法
に
よ
る
失
業
対
策
事
業
の
就
労
適
格
者
。

５
、
求
職
者
及
び
浮
動
的
職
業
に
就
労
中
の
も
の
。

一
、
徴
収
料
金
は
実
費
程
度
と
し
、
そ
の
基
準
料
金
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
、
原
材
料
は
購

入
価
格
の
変
動
等
に
伴
い
若
干
、
上
下
す
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
の
で
、
実
習
の
都
度
使
用
原
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材
料
の
額
及
び
附
帶
的
諸
経
費
を
算
出
し
、
基
準
額
を
勘
案
の
う
え
、
妥
当
な
料
金
を
徴
収
す
る

も
の
と
す
る
。

１
、
コ
ー
ル
ド
パ
ー
マ
ネ
ン
ト

二
〇
〇
円

（
セ
ッ
ト
を
含
ま
ず
）

２
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト

六
〇
円

３
、
セ
ッ
ト

五
〇
円

４
、
美
顔
料

一
三
Ｏ
円

５
、
カ
ッ
ト

三
〇
円

６
、
シ
ャ
ン
プ

四
〇
円

附

記

一
、
二
九
職
補
第
二
三
四
号
に
よ
る
「
小
田
原
夫
人
公
共
職
業
補
導
所
美
容
科
の
実
習
収
入
金
に
つ

い
て
」
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

一
、
実
習
モ
デ
ル
と
な
る
者
、
及
び
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
料
金
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
凡
て
、

三
一
職
補
第
一
〇
八
号
「
職
業
補
導
所
の
実
習
並
び
に
実
習
作
品
処
理
要
綱
」（
内
規
）
に
準
じ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

一
、
実
施
に
当
っ
て
は
、
地
元
福
祉
事
務
所
、
及
び
公
共
職
業
安
定
所
、
並
び
に
地
万
出
衲
室
と
連

絡
の
う
え
、
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
五
日

〔
五
─
二
─
八
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
務
局
部
長
宛

（
補
発
第
六
〇
号
）

職職
業業
補補
導導
用用
代代
用用
教教
科科
書書
のの
承承
認認
申申
請請
手手
続続
きき
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
八
月
六
日
付
職
発
第
八
五
四
号｢

代
用
教
科
書
の
取
扱

に
つ
い
て｣

を
も
っ
て
、
未
承
認
の
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
承
認
手
続
き
を
と
ら
れ
る
よ
う
、

お
願
い
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
手
続
き
不
備
の
向
が
少
な
く
な
い
の
で
、
今

後
は
左
記
に
よ
り
遺
憾
の
な
い
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

な
お
、
右
通
達
に
よ
る
「
代
用
教
科
書
使
用
状
況
報
告｣

を
未
提
出
の
向
は
至
急
提
出
さ
れ

た
い
。
（
貴
県
は
未
提
出
で
あ
る
か
ら
至
急
提
出
さ
れ
た
い
）

記記

一
、
一
職
業
補
導
所
の
一
補
導
種
目
に
つ
い
て
承
認
申
請
の
な
さ
れ
た
代
用
教
科
書
の
数
が
多

す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
次
の
（
イ
）
又
は
（
ロ
）
に
よ
る
こ

と
゜

（
イ
）
当
該
職
業
補
導
所
に
お
い
て
、
代
用
教
科
書
と
し
て
主
に
使
用
す
る
も
の
を
決
め

て
、
そ
れ
の
み
に
つ
い
て
承
認
代
用
教
科
書
と
し
て
の
承
認
申
請
を
な
し
、
他
は
参

考
書
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

（
ロ
）
多
数
の
書
物
か
ら
抜
粋
し
て
、
当
該
補
導
種
目
の
教
程
基
準
に
合
致
す
る
よ
う
と

り
ま
と
め
、
プ
リ
ン
ト
、
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
承
認
申
請
を
す
る

こ
と
゜

二
、
「
代
用
教
科
書
使
用
状
況
報
告
」
の
み
提
出
し
、
承
認
未
済
の
も
の
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
承
認
申
請
を
し
て
い
な
い
向
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
直
ち
に
承
認
申
請
す
る
こ
と
。

三
、
承
認
申
請
書
の
み
提
出
し
、
現
物
を
未
だ
提
出
し
て
い
な
い
向
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は

直
ち
に
現
物
を
提
出
す
る
こ
と
゜

承
認
代
用
教
科
書

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

発
行
所

発
行
所

事
務
科

楷
書
体
製
版
要
約

昭
和
謄
写
堂

電
気
関
係
最
新
制
電
気
一
般

竹
内
春
太
郎

電
気
関
係
初
等
電
気

電
気
学
園

〃
初
歩
の
電
気
工
学

理
工
学
社

〃
初
等
電
気
機
械

〃
〃

交
流
理
論
１
．

松
井
弘

〃
モ

ータ

ー修
理
の
実
際
オ

ーム
社

〃
電
気
理
論
２
．

（長
崎
県

）

〃
小
型
ト
ラ
ン
ス
修
理
の

〃
和
裁
科

和
裁
縫
製

光
文
社

〃
実
際

〃
和
裁
裁
縫

〃
藤
田
と
ら

〃
最
新
内
線
工
事

電
気
学
園

男
子
服
科
文
化
服
装
講
座

（男
子
服
文
化
服
装
学
園

〃
電
気
工
作
物
規
程

〃
編

）

出
版
局

〃
最
新
電
気
磁
気
測
定

〃
〃

洋
裁
服
技
能
者
養
成
用
教
紳
士
服
協
会

〃
最
新
交
流
理
論

科
書

（東
京

）

〃
改
訂
解
説
電
気
工
学

青
木
武
コ
ロ
ナ
社

〃
裁
断
・
縫
製

洋
裁
社

〃
電
力
電
路

〃
〃

紳
士
服
の
裁
断
と
縫
方

竹
村
克
己
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〃
電
気
材
料

オ

ーム
社

み
ど
り
研
究
所

〃
家
庭
よ
り
発
電
所
ま
で

〃
洋
裁
科

文
化
洋
裁
婦
人
服
前
後
編

野
口
益
栄

〃
電
気
工
作
法

電
気
書
院

〃
文
化
洋
裁

（子
供
服

）

〃

〃
電
気
通
論

〃
師
範
被
服

文
部
省

〃
内
線
工
事
故
障
対
策

自
転
車
及
び
自
転
車
及
び
自
動
車
(ﾌﾟ

ﾘ
(東
京
)

〃
電
気
機
器
設
計

竹
内
寿
太
郎

自
動
車
科

ﾝﾄ)

〃
電
気
機
器
実
験
要
綱

二
見
一
雄

自
転
車
組
立
自
転
車
技
術
便
覧

〃
電
気
数
学

日
本
電
気
協
会

自
動
車
整
備
ジ

ーゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

〃
電
気
工
事

ﾐｼﾝ製
法
科
編
物
の
基
礎
知
識

別
紙
１
．

〃
解
説
電
気
工
学

コ
ロ
ナ
社

〃
衣
類
整
理

別
紙
2

〃
送
配
・
配
電

1,2
実
教
出
版
k.k.

〃
縫
製
法

実
用
図
書
出
版

〃
電
気
応
用

k.k.

電
気
工
作
物
規
程

田
中
剛
三
郎

〃
最
新
ミ
シ
ン
教
科
書
全
書

吉
田
元

〃
オ

ーム
社

〃
採
寸
法

（原
型

）

労
働
省

〃
新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
山
本
勇
・
オ

ーム
社

ﾐｼﾝ修
理
組
ミ
シ
ン
修
理
組
立

（金
属
大
野
宗
平

（基
礎
編

）

立
科

材
料

）

田
中
重
芳

〃
電
磁
事
象
1.2.3

実
教
出
版
k.k.

〃
機
械
工
作

（ミ
シ
ン
編

）

実
教
出
版
k.k.

〃
電
気

山
本
勇

鍛
造
科

鍛
工
法

大
塚
大
吉

実
教
出
版
k.k.

産
業
図
書
k.k.

〃
初
等
電
気

電
気
学
院

〃
新
制
鍛
造
作
業
法

〃
屋
内
配
線
図

〃
〃

実
用
鋳
物
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

川
口
鋳
物
指
導
所

〃
電
気
工
事
読
本
1.2.3

池
田
栄
一

〃
機
械
工
作
１
．
鍛
造

徳
丸
芳
男

オ

ーム
社

実
教
出
版
k.k.

〃
初
等
電
気
機
械

電
気
学
校
編

〃
増
補
木
型
工
作
法

大
田
正
吉

木
型
製
作
法

印
刷
科

印
刷
製
本
科

印
刷
講
座
刊
行
会

〃
印
刷
製
本
独
補
導
教
程
基
準

〃

〃
印
刷
製
本
独
規
模
基
準

〃

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

発
行
所

発
行
所

無
線
通
信
無
線
通
信
1.2

実
教
出
版
k.k.

通
訳
科

□
□
の
概
観

大
阪
図
書
KK

科
高
周
波
短
路

〃
〃

会
話

谷
垣
勝
美

〃
基
礎
無
線
工
学

（測
定

）無
線
従
事
者
通
信

〃
日
常
英
語
会
話
の
秘
訣

北
星
書
院

教
育
委
員
会

〃
新
高
等
英
文
法

（英
文
法

（広
島
県

）

〃
無
線
機
器

〃
英
作
用
)

〃
電
波
の
伝
り
方

〃
〃

英
語
副
読
本

（巻
二

）
〃

〃
無
線
実
験

〃
〃

（英
文
和
約
用

）

〃
電
気
通
信
術

〃
英
文
通
訳

（商
業
英
語

）

〃

〃
国
際
無
線
通
信
法
規

石
井
武
三
石
井
孝
二
陶
磁
器
科
窯

業
実
教
出
版

k.k.

〃
内
国
電
波
法
規
大
要

滝
波
健
吉

〃

（京
都

）

〃
基
礎
無
線
工
学

（真
空
無
線
従
事
者
教
育

図
案
の
手
引
き

佐
賀
陶
器
工
芸

〃
管

）

委
員
会

〃
補
導
所

〃
国
際
電
気
通
信
条
約
同

〃
窯

業
窯
業
教
科
書

〃
附
属
無
線
通
信
規
則

〃
k.k.

〃
通
信
交
通
地
理

電
波
振
興
会

〃
用
器
画

（製
図

）

伊
予
窯
業
補
導

〃
図
示
電
気
通
信
条
約

〃
〃

所

〃
同
附
属
無
線
通
信
規
則

〃
美
術
工
芸
史
及
び
製
図

（愛
媛

）

〃
基
礎
工
学
測
定

無
線
従
事
者
教
育

〃
窯
業
概
論

〃

〃
委
員
会

〃
製
陶
法

〃

〃
無
線
実
験

〃
〃

図
案

〃

〃
国
際
無
線
法
通
信
法
規

〃
ア
ト
リ
エ
美
術
大
講
座
図
ア
ト
リ
エ
社

〃
大
要

〃
案
科
基
礎
学

（１
冊

）

〃
初
級
通
信
用
英
語

〃
〃

窯
業
概
説

窯
業
教
科
書

〃
最
新
無
線
学

電
波
振
興
会

.

〃
k.k.

無
線
通
信
業
務
用
英
語
大
塚
高
信

窯
業
陶
磁
器

（１
冊

）

〃

〃
The

new
and

to
渡
辺
精

〃
製
陶
法

〃
praatical

D
igert

and
製
磁
器

lelight
図
案
法

真
珠
装
具
図
案
の
概
念

(三
重
県
)

（修
正

）理
美
容
科
理
容
衛
生
読
本

(
奈
良
)
平
良
盛

科
金
属
材
料
の
常
識

〃
雄

〃
渡
金
と
溶
接
の
話

〃

.

〃
理
容
衛
生
読
本

衛
生
文
化
協
会

工
作
法

〃
〃

理
容
□
□
美
容
□
□

〃

左
官
科

左
官
実
用
百
科
事
典

中
村
勝
弥

〃
理
美
容
衛
生
読
本

平
良
盛
雄
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〃
電
気
材
料

オ

ーム
社

み
ど
り
研
究
所

〃
家
庭
よ
り
発
電
所
ま
で

〃
洋
裁
科

文
化
洋
裁
婦
人
服
前
後
編

野
口
益
栄

〃
電
気
工
作
法

電
気
書
院

〃
文
化
洋
裁

（子
供
服

）

〃

〃
電
気
通
論

〃
師
範
被
服

文
部
省

〃
内
線
工
事
故
障
対
策

自
転
車
及
び
自
転
車
及
び
自
動
車
(ﾌﾟ

ﾘ
(東
京
)

〃
電
気
機
器
設
計

竹
内
寿
太
郎

自
動
車
科

ﾝﾄ)

〃
電
気
機
器
実
験
要
綱

二
見
一
雄

自
転
車
組
立
自
転
車
技
術
便
覧

〃
電
気
数
学

日
本
電
気
協
会

自
動
車
整
備
ジ

ーゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

〃
電
気
工
事

ﾐｼﾝ製
法
科
編
物
の
基
礎
知
識

別
紙
１
．

〃
解
説
電
気
工
学

コ
ロ
ナ
社

〃
衣
類
整
理

別
紙
2

〃
送
配
・
配
電

1,2
実
教
出
版
k.k.

〃
縫
製
法

実
用
図
書
出
版

〃
電
気
応
用

k.k.

電
気
工
作
物
規
程

田
中
剛
三
郎

〃
最
新
ミ
シ
ン
教
科
書
全
書

吉
田
元

〃
オ

ーム
社

〃
採
寸
法

（原
型

）

労
働
省

〃
新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
山
本
勇
・
オ

ーム
社

ﾐｼﾝ修
理
組
ミ
シ
ン
修
理
組
立

（金
属
大
野
宗
平

（基
礎
編

）

立
科

材
料

）
田
中
重
芳

〃
電
磁
事
象
1.2.3

実
教
出
版
k.k.

〃
機
械
工
作
（ミ

シ
ン
編

）

実
教
出
版
k.k.

〃
電
気

山
本
勇

鍛
造
科

鍛
工
法

大
塚
大
吉

実
教
出
版
k.k.

産
業
図
書
k.k.

〃
初
等
電
気

電
気
学
院

〃
新
制
鍛
造
作
業
法

〃
屋
内
配
線
図

〃
〃

実
用
鋳
物
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

川
口
鋳
物
指
導
所

〃
電
気
工
事
読
本
1.2.3

池
田
栄
一

〃
機
械
工
作
１
．
鍛
造

徳
丸
芳
男

オ

ーム
社

実
教
出
版
k.k.

〃
初
等
電
気
機
械

電
気
学
校
編

〃
増
補
木
型
工
作
法

大
田
正
吉

木
型
製
作
法

印
刷
科

印
刷
製
本
科

印
刷
講
座
刊
行
会

〃
印
刷
製
本
独
補
導
教
程
基
準

〃

〃
印
刷
製
本
独
規
模
基
準

〃

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

発
行
所

発
行
所

無
線
通
信
無
線
通
信
1.2

実
教
出
版
k.k.

通
訳
科

□
□
の
概
観

大
阪
図
書
KK

科
高
周
波
短
路

〃
〃

会
話

谷
垣
勝
美

〃
基
礎
無
線
工
学

（測
定

）無
線
従
事
者
通
信

〃
日
常
英
語
会
話
の
秘
訣

北
星
書
院

教
育
委
員
会

〃
新
高
等
英
文
法

（英
文
法

（広
島
県

）

〃
無
線
機
器

〃
英
作
用
)

〃
電
波
の
伝
り
方

〃
〃

英
語
副
読
本

（巻
二

）

〃

〃
無
線
実
験

〃
〃

（英
文
和
約
用

）

〃
電
気
通
信
術

〃
英
文
通
訳

（商
業
英
語

）

〃

〃
国
際
無
線
通
信
法
規

石
井
武
三
石
井
孝
二
陶
磁
器
科
窯

業
実
教
出
版

k.k.

〃
内
国
電
波
法
規
大
要

滝
波
健
吉

〃

（京
都

）

〃
基
礎
無
線
工
学

（真
空
無
線
従
事
者
教
育

図
案
の
手
引
き

佐
賀
陶
器
工
芸

〃
管

）

委
員
会

〃
補
導
所

〃
国
際
電
気
通
信
条
約
同

〃
窯

業
窯
業
教
科
書

〃
附
属
無
線
通
信
規
則

〃
k.k.

〃
通
信
交
通
地
理

電
波
振
興
会

〃
用
器
画

（製
図

）

伊
予
窯
業
補
導

〃
図
示
電
気
通
信
条
約

〃
〃

所

〃
同
附
属
無
線
通
信
規
則

〃
美
術
工
芸
史
及
び
製
図

（愛
媛

）

〃
基
礎
工
学
測
定

無
線
従
事
者
教
育

〃
窯
業
概
論

〃

〃
委
員
会

〃
製
陶
法

〃

〃
無
線
実
験

〃
〃

図
案

〃

〃
国
際
無
線
法
通
信
法
規

〃
ア
ト
リ
エ
美
術
大
講
座
図
ア
ト
リ
エ
社

〃
大
要

〃
案
科
基
礎
学

（１
冊

）

〃
初
級
通
信
用
英
語

〃
〃

窯
業
概
説

窯
業
教
科
書

〃
最
新
無
線
学

電
波
振
興
会

.

〃
k.k.

無
線
通
信
業
務
用
英
語
大
塚
高
信

窯
業
陶
磁
器

（１
冊

）

〃

〃
The

new
and

to
渡
辺
精

〃
製
陶
法

〃
praatical

D
igert

and
製
磁
器

lelight
図
案
法

真
珠
装
具
図
案
の
概
念

(三
重
県
)

（修
正

）理
美
容
科
理
容
衛
生
読
本

(
奈
良
)
平
良
盛

科
金
属
材
料
の
常
識

〃
雄

〃
渡
金
と
溶
接
の
話

〃

.

〃
理
容
衛
生
読
本

衛
生
文
化
協
会

工
作
法

〃
〃

理
容
□
□
美
容
□
□

〃

左
官
科

左
官
実
用
百
科
事
典

中
村
勝
弥

〃
理
美
容
衛
生
読
本

平
良
盛
雄
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渡
金
科

め
っ
き
化
学

渡
金
友
会

砂
川
正
高

〃
め
っ
き
読
本

終
教
社
・
村
上
造

〃
理
美
容
基
礎
学
(上
・
下
)
奈
良
衛
生
文
化

木
竹
工
芸
木
竹
工
芸

協
会
平
良
盛
雄

科

S

式
高
速
度
編
物
全
集
大
日
本
編
物
研
究

〃
伝
染
病
学
・
公
衆
衛
生
学

砂
川
正
高

手
芸
科

新
型
編
物
毛
糸
集

会
平
良
盛
雄

〃
棒
編
の
基
礎
と
物
差
立
婦
人
図
書
出
版
社
化
学
科

化
学

（上
巻

）

千
谷
利
三

〃
て
で
作
る
型
紙

竹
内
華

精
密
機
械

JIS
に
も
と
ず
く
仕
上
工
作
法
久
保
義
久

水
産
加
工
水
産
通
論
・
水
産
製
造

（宮
城
県

）

測
量
科

最
新
測
量
学

丸
善

科
論

農
機
具
修
農
機
具
入
門

二
瓶
貞
一

〃
水
産
製
造

館
山
公
共
職
業
補
理

導
所

謄
写
印
刷
国
語
の
書
き
表
し
方

文
部
省
・
立
春
社

水
産
加
工
1,2

配
管
科

造
船
艤
造

造
船
協
会
鋼
船

工
作
法
研
究
会

海
文
堂

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

補
導
種
目

承
認
代
用
教
科
書
名

編
集
者

発
行
所

発
行
所

ブ
ロ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
・
タ
イ
ル

有
明
書
房

.

ラ
ジ
オ
科

ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
上
・
下

日
本
放
送
協
会

建
築
科

ラ
ジ
オ
工
学
新
ラ
ジ
オ
技
術
書

〃

鋸
目
立
科
製
材
技
術
者
必
携

武
田
正
三

ラ
ジ
オ

電
磁
事
象
1.2.

電
気
教
育
研
究
会

〃
帯
鋸
の
目
立
技
術

坂
井
秀
春

〃
電
気
通
論

北
海
道
労
働
部

〃
日
刊
工
業
新
聞
社

ラ
ジ
オ
修
理
初
歩
の
電
波
工
学

理
工
学
社

〃
丸
鋸
の
目
立
技
術

〃
科

内
燃
機
関
内
燃
機
関

北
海
道
労
働
部

製
図
科

機
械
設
計
1,2

実
教
出
版
k.k.

〃
デ
ィ

ーゼ
ル
自
動
車
整
備
解
説
南
林
之
裕

〃
金
属
材
料

〃

柴
田
書
院

〃
機
械
材
料

〃

染
色
科

染
色

文
部
省

〃
金
属
工
作

〃

〃
実
教
出
版
k.k.

〃
実
修
機
械
製
図

鈴
木
忠
治

染
色
及
び
仕
上

菱
山
衡
平

実
教
出
版
k.k.

〃
鉄
筋
科

〃
意

匠
宮
下
孝
雄

〃
手
芸
科

実
教
出
版
k.k.

〃
設
計
製
図
工

徳
丸
芳
男

〃
織
物
繊
維

成
田
時
治

〃
標
準
製
図
法

大
西
清

機
織

機
械

（２

）

広
川
治
雄

〃
標
準
機
械
製
図
及
び
設
計

二
反
田
孝

〃
機
械

（１

）

文
部
省

基
礎
機
械
製
図

清
家
正
パ
ワ

ー社

石
工
科

石
材
採
掘
科
教
科
書

岡
山
補
導
所

〃
製
図
用
文
字

〃

〃
石

工

（長
野
県

）

〃
JIS
製
図
通
則

石
材
加
工
石
材
加
工

(香
川
県
)

〃
新
制
機
械
設
計
上
下

倉
西
正
□

景
山
克
三

（
編
注
：
取
消
ラ
イ
ン
は
、
通
達
後
に
別
途
指
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
）

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
五
日

〔
五
─
二
─
八
四
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
一
職
補
第
三
一
三
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
のの
事事
業業
状状
況況
のの
報報
告告
にに
つつ
いい
てて

標
記
事
業
状
況
の
報
告
に
つ
い
て
、
公
共
職
業
補
導
所
に
対
し
て
は
昭
和
三
十
年
七
月
四
日

付
三
〇
職
補
第
一
七
一
号
を
も
っ
て
、
総
合
職
業
補
導
所
に
対
し
て
は
同
年
十
二
月
十
三
日
付

三
〇
職
補
第
一
七
一
の
二
号
を
も
っ
て
報
告
様
式
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
十
月

一
日
付
神
奈
川
県
訓
令
第
三
十
二
号
を
も
っ
て
、
こ
れ
等
報
告
の
根
拠
規
定
で
あ
る
神
奈
川
県

公
共
職
業
補
導
所
処
務
規
定
、
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
処
務
規
程
及
び
神
奈

川
県
総
合
職
業
補
導
所
処
務
規
程
が
廃
止
さ
れ
た
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
規
定
が
制

定
さ
れ
る
ま
で
引
続
き
従
前
の
方
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
八
五
〕
神
奈
川
県
規
則
第
七
九
号

神神
奈奈
川川
県県
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
にに
関関
すす
るる
規規
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
神
奈
川
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
神
奈
川
県
規
則
第
六
十

四
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
公
共
職
業
補
導
所
並
び
に
神
奈
川
県
が
国
か
ら
経
営

を
受
託
し
た
神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所
及
び
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導

所
と
総
称
す
る
。）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
科
目
、
期
間
及
び
定
員
）
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第
二
条

補
導
所
の
補
導
科
目
、
補
導
期
間
及
び
補
導
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
入
所
資
格
）

第
三
条

補
導
所
へ
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る

者
で
、
公
共
職
業
安
定
所
が
選
考
し
、
入
所
予
定
者
と
し
た
も
の
と
す
る
。

（
入
所
の
決
定
）

第
四
条

所
長
は
、
入
所
予
定
者
の
う
ち
か
ら
、
公
共
職
業
安
定
所
長
と
協
議
し
て
入
所
者
を
決
定

し
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
本
人
に
通
知
す
る
。

（
誓
約
書
）

第
五
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
い
う
。
）
は
、
入
所
後
一
週
問
以
内
に
誓
約
書
（
第

一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
寮
）

第
六
条

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
輔
導
生
は
、
原
則
と
し
て
入
寮
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
所
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
業
日
）

第
七
条

休
業
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
休
業
日

に
学
科
又
は
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で
）

四

開
所
記
念
日

五

前
四
号
の
ほ
か
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

（
遅
刻
及
び
早
退
）

第
八
条

補
導
生
は
、
遅
刻
し
た
と
き
又
は
早
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
す
み
や
か

に
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
）

第
九
条

補
導
生
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

補
導
生
が
引
き
続
き
一
週
間
を
こ
え
て
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
又
は
欠

席
の
理
由
書
を
添
え
、
所
長
に
願
い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
十
条

所
長
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て
い
る
補

導
生
に
対
し
て
休
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
十
一
条

補
導
生
が
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
所
願
（
第
二
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し

て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

所
長
は
、
補
導
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二

身
心
の
故
障
又
は
成
績
不
良
で
技
術
習
得
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
か
つ
、
欠
席
日
数
が
多
い
者

（
修
了
）

第
十
三
条

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
補
導
生
に
対
し
て
は
、
修
了
証
書
（
第
三
号
様
式
）
を
授
与

す
る
。

（
ほ
う
賞
）

第
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
修
了
者
の
う
ち
成
績
優
秀
な
者
に
賞
状
（
第
四
号
様
式
）
を
、
精

励
皆
勤
し
た
者
に
皆
勤
賞
（
第
五
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
補
導
期
間
が
満
六
箇
月
に

満
た
な
い
補
導
科
目
の
補
導
生
に
つ
い
て
は
、
授
与
し
な
い
。

（
委
任
規
定
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が
定

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
規
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
神
奈
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

別

表職

業

補

導

所

名

補
導
課
程

補

導

科

目

補
導
期
間

補
導
定
員

第
一
部

謄
写
印
刷
科

六
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業
補
導
所

同

経
理
事
務
科

同

五
〇
人

第
二
部

経
理
事
務
科

六
個
月

三
〇
人

同

和
文
タ
イ
プ
科

同

同

同

（
分
教
場
）

第
一
部

通
訳
科

一
箇
年

三
〇
人

同

英
文
タ
イ
プ
科

六
個
月

同

第
二
部

自
動
車
電
気
科

九
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
希
望
ヶ
丘
公
共
職
業
補
導

同

小
型
自
動
車
整
備
科

同

四
〇
人
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第
二
条

補
導
所
の
補
導
科
目
、
補
導
期
間
及
び
補
導
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
入
所
資
格
）

第
三
条

補
導
所
へ
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る

者
で
、
公
共
職
業
安
定
所
が
選
考
し
、
入
所
予
定
者
と
し
た
も
の
と
す
る
。

（
入
所
の
決
定
）

第
四
条

所
長
は
、
入
所
予
定
者
の
う
ち
か
ら
、
公
共
職
業
安
定
所
長
と
協
議
し
て
入
所
者
を
決
定

し
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
本
人
に
通
知
す
る
。

（
誓
約
書
）

第
五
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
補
導
生
と
い
う
。
）
は
、
入
所
後
一
週
問
以
内
に
誓
約
書
（
第

一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
寮
）

第
六
条

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
輔
導
生
は
、
原
則
と
し
て
入
寮
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
所
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
業
日
）

第
七
条

休
業
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
休
業
日

に
学
科
又
は
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で
）

四

開
所
記
念
日

五

前
四
号
の
ほ
か
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

（
遅
刻
及
び
早
退
）

第
八
条

補
導
生
は
、
遅
刻
し
た
と
き
又
は
早
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
す
み
や
か

に
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
）

第
九
条

補
導
生
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

補
導
生
が
引
き
続
き
一
週
間
を
こ
え
て
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
又
は
欠

席
の
理
由
書
を
添
え
、
所
長
に
願
い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
十
条

所
長
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て
い
る
補

導
生
に
対
し
て
休
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
十
一
条

補
導
生
が
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
所
願
（
第
二
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し

て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

所
長
は
、
補
導
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二

身
心
の
故
障
又
は
成
績
不
良
で
技
術
習
得
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
か
つ
、
欠
席
日
数
が
多
い
者

（
修
了
）

第
十
三
条

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
補
導
生
に
対
し
て
は
、
修
了
証
書
（
第
三
号
様
式
）
を
授
与

す
る
。

（
ほ
う
賞
）

第
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
修
了
者
の
う
ち
成
績
優
秀
な
者
に
賞
状
（
第
四
号
様
式
）
を
、
精

励
皆
勤
し
た
者
に
皆
勤
賞
（
第
五
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
補
導
期
間
が
満
六
箇
月
に

満
た
な
い
補
導
科
目
の
補
導
生
に
つ
い
て
は
、
授
与
し
な
い
。

（
委
任
規
定
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
経
て
所
長
が
定

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

神
奈
川
県
総
合
職
業
補
導
所
規
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
神
奈
川
県
規
則
第
三
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

別

表職

業

補

導

所

名

補
導
課
程

補

導

科

目

補
導
期
間

補
導
定
員

第
一
部

謄
写
印
刷
科

六
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
横
浜
公
共
職
業
補
導
所

同

経
理
事
務
科

同

五
〇
人

第
二
部

経
理
事
務
科

六
個
月

三
〇
人

同

和
文
タ
イ
プ
科

同

同

同

（
分
教
場
）

第
一
部

通
訳
科

一
箇
年

三
〇
人

同

英
文
タ
イ
プ
科

六
個
月

同

第
二
部

自
動
車
電
気
科

九
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
希
望
ヶ
丘
公
共
職
業
補
導

同

小
型
自
動
車
整
備
科

同

四
〇
人
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所

同

オ
ー
ト
三
輪
車
運
転
科

三
個
月

三
〇
人

同

溶
接
科

九
個
月

四
〇
人

第
一
部

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
科

六
個
月

三
〇
人

神
奈
川
県
鶴
見
公
共
職
業
補
導
所

同

建
築
科

一
箇
年

四
〇
人

第
二
部

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
科

六
個
月

三
〇
人

第
一
部

自
動
車
整
備
科

一
箇
年

四
〇
人

同

無
線
通
信
科

同

三
〇
人

神
奈
川
県
横
須
賀
公
共
職
業
補
導
所

同

無
線
通
信(

高
等)

科

同

同

同

溶
接
科

一
箇
年

三
〇
人

第
二
部

自
動
車
整
備
科

九
個
月

三
〇
人

同

溶
接
科

同

同

神
奈
川
県
横
須
賀
婦
人
公
共
職
業
補

第
一
部

経
理
事
務
科

六
個
月

三
〇
人

導
所

第
一
部

木
工
科

一
箇
年

三
〇
人

同

機
械
科

同

三
五
人

神
奈
川
県
川
崎
公
共
職
業
補
導
所

同

電
気
科

同

同

同

製
図
科

同

三
〇
人

第
二
部

旋
盤
科

九
個
月

三
〇
人

同

機
械
科

同

同

第
一
部

建
築
科

一
箇
年

三
五
人

神
奈
川
県
平
塚
公
共
職
業
補
導
所

同

木
工
科

同

同

同

板
金
科

同

三
〇
人

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
公
共
職
業
補
導

第
一
部

洋
裁
科

一
箇
年

四
〇
人

所

同

男
子
服
科

同

二
〇
人

第
一
部

洋
裁
科

一
箇
年

六
〇
人

神
奈
川
県
小
田
原
婦
人
公
共
職
業
補

同

手
芸
科

六
個
月

三
〇
人

導
所

同

美
容
科

一
箇
年

同

同

経
理
事
務
科

六
個
月

三
五
人

第
一
部

自
動
車
整
備
科

一
箇
年

三
五
人

神
奈
川
県
相
模
原
公
共
職
業
補
導
所

同

溶
接
科

同

同

同

板
金
科

同

四
〇
人

第
一
部

自
動
車
整
備
科

一
箇
年

六
〇
人

同

板
金
科

同

四
〇
人

同

溶
接
科

同

五
〇
人

神

奈

川

総

合

職

業

補

導

同

電
気
機
器
修
理
科

同

三
〇
人

所

同

塗
装
科

同

四
〇
人

同

土
木
機
械
科

同

同

同

内
燃
機
修
理
科

同

同

同

配
管
科

同

三
〇
人

第
一
部

洋
裁
科

一
箇
年

二
五
人

同

男
子
服
科

同

同

同

時
計
修
理
科

同

一
五
人

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補

同

経
理
事
務
科

同

三
〇
人

導
所

同

製
靴
科

同

二
五
人

同

か
ば
ん
袋
物
科

同

二
〇
人

同

義
肢
科

同

一
〇
人

注

こ
の
表
中
第
一
部
と
は
昼
間
の
補
導
課
程
を
、
第
二
部
と
は
夜
間
の
補
導
課
程
を
い
う
。

第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
八
六
〕
神
奈
川
県
規
則
第
八
〇
号

神神
奈奈
川川
県県
共共
同同
作作
業業
所所
等等
にに
関関
すす
るる
規規
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
神
奈
川
県
行
政
組
織
規
則(

昭
和
三
十
一
年
十
月
神
奈
川
県
規
則
第
六
十
四

号)

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所
及
び
神
奈
川
県
が
国
か

ら
経
営
を
受
託
し
た
神
奈
川
共
同
作
業
所
（
以
下
共
同
作
業
所
と
総
称
す
る
。）
の
運
営
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
科
目
及
び
収
容
定
員
）

第
二
条

共
同
作
業
所
の
作
業
科
目
及
び
収
容
定
員
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
入
所
許
可
）

第
三
条

所
長
は
、
失
業
者
で
あ
っ
て
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の
申
込
を
し
、
そ
の
紹
介
あ
っ
せ

ん
に
よ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
次
の
事
項
を
調
査
し
、
随
時
入
所
を
許
可
す
る
。
た
だ
し
、
作
業
の

状
況
そ
の
他
に
よ
り
入
所
を
延
期
す
る
こ
と
が
あ
る
。

- 203 -

一

技
能
程
度

二

身
上
関
係

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
誓
約
書
）

第
四
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
作
業
員
と
い
う
。
）
は
、
入
所
後
一
週
間
以
内
に
誓
約
書
（
第

一
号
様
式
）
を
所
長
に
堤
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
日
）

第
五
条

休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
休
業
日

に
作
業
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で

三

開
所
記
念
日

五

前
四
号
の
ほ
か
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

（
欠
席
）

第
六
条

作
業
員
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
に
届
け
出
で
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
七
条

所
長
は
、
病
気
そ
の
他
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て
い
る
作
業
員
に
対
し
、
休
所

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
八
条

所
長
は
、
作
業
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
よ
り
作
業
員
と
し
て
適
格
で
な
い
と
認
め
た
者

二

規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
わ
な
い
者

三

他
に
就
職
が
決
定
し
た
者

四

そ
の
他
所
長
が
退
所
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
者

（
委
任
規
定
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
作
業
所
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承

認
を
得
て
所
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

別

表共

同

作

業

所

名

作

業

科

目

収
容
定
員

神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所

ミ
シ
ン
縫
製
作
業

七
〇
人

手
芸
、
編
物
作
業

く
つ
製
作
及
び
修
理
作
業

一
〇
人

か
ば
ん
袋
物
製
作
及
び
修
理
作
業

同

神

奈

川

県

共

同

作

業

所

義
肢
製
作
及
び
修
理
作
業

五
人

婦
人
子
供
服
製
作
及
び
修
理
作
業

二
五
人

男
子
服
製
作
及
び
修
理
作
業

第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
一
七
日

〔
五
─
二
─
八
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
管
部
局
長
宛

（
補
発
第
七
一
号
）

自自
動動
車車
整整
備備
士士
技技
能能
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
九
日
付
運
輸
省
令
第
六
十
三
号
に
よ
り
、
自
動
車
整
備
士
技

能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
の
で
、
別
添

の
と
お
り
関
係
正
条
項
を
通
知
す
る
か
ら
、
貴
官
下
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
関
係
者
を
し

て
周
知
せ
し
め
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験
の
取
扱
い
に
遺
憾
な
き
よ
う
期
さ
れ
た
い
。

な
お
、
本
年
度
は
修
了
見
込
を
以
っ
て
受
験
資
格
と
す
る
措
置
は
講
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の

旨
了
知
あ
り
た
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
一
二
月
三
日

〔
五
─
二
─
八
八
〕
労
働
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
三
四
八
号
）

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
標
記
記
録
の
一
部
を
別
紙
の
と
お
り
改
正
し
た
の
で
左
記
に
よ
り
補
導
生
の
訓
練
上

適
切
な
資
料
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記

一
、
本
指
導
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
指
導
記
録
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ
る
記
載
要
領
に
よ

り
作
成
す
る
こ
と
゜

二
、
旧
記
録
に
よ
り
作
成
中
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
次
期
補
導
生
に
よ
り
改
正
し
た
記

録
用
紙
を
作
成
す
る
こ
と
゜

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
月
二
二
日
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一

技
能
程
度

二

身
上
関
係

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
誓
約
書
）

第
四
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
作
業
員
と
い
う
。
）
は
、
入
所
後
一
週
間
以
内
に
誓
約
書
（
第

一
号
様
式
）
を
所
長
に
堤
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
日
）

第
五
条

休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
所
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
休
業
日

に
作
業
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で

三

開
所
記
念
日

五

前
四
号
の
ほ
か
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

（
欠
席
）

第
六
条

作
業
員
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
に
届
け
出
で
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
七
条

所
長
は
、
病
気
そ
の
他
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
し
て
い
る
作
業
員
に
対
し
、
休
所

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
八
条

所
長
は
、
作
業
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

素
行
不
良
又
は
心
身
の
状
況
に
よ
り
作
業
員
と
し
て
適
格
で
な
い
と
認
め
た
者

二

規
律
に
違
反
し
又
は
所
長
の
命
に
従
わ
な
い
者

三

他
に
就
職
が
決
定
し
た
者

四

そ
の
他
所
長
が
退
所
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
者

（
委
任
規
定
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
作
業
所
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承

認
を
得
て
所
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

別

表共

同

作

業

所

名

作

業

科

目

収
容
定
員

神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所

ミ
シ
ン
縫
製
作
業

七
〇
人

手
芸
、
編
物
作
業

く
つ
製
作
及
び
修
理
作
業

一
〇
人

か
ば
ん
袋
物
製
作
及
び
修
理
作
業

同

神

奈

川

県

共

同

作

業

所

義
肢
製
作
及
び
修
理
作
業

五
人

婦
人
子
供
服
製
作
及
び
修
理
作
業

二
五
人

男
子
服
製
作
及
び
修
理
作
業

第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
一
七
日

〔
五
─
二
─
八
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
神
奈
川
県
労
働
主
管
部
局
長
宛

（
補
発
第
七
一
号
）

自自
動動
車車
整整
備備
士士
技技
能能
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
九
日
付
運
輸
省
令
第
六
十
三
号
に
よ
り
、
自
動
車
整
備
士
技

能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
の
で
、
別
添

の
と
お
り
関
係
正
条
項
を
通
知
す
る
か
ら
、
貴
官
下
職
業
補
導
所
自
動
車
整
備
科
関
係
者
を
し

て
周
知
せ
し
め
、
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
試
験
の
取
扱
い
に
遺
憾
な
き
よ
う
期
さ
れ
た
い
。

な
お
、
本
年
度
は
修
了
見
込
を
以
っ
て
受
験
資
格
と
す
る
措
置
は
講
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の

旨
了
知
あ
り
た
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
一
年
一
二
月
三
日

〔
五
─
二
─
八
八
〕
労
働
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
一
職
補
第
三
四
八
号
）

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
標
記
記
録
の
一
部
を
別
紙
の
と
お
り
改
正
し
た
の
で
左
記
に
よ
り
補
導
生
の
訓
練
上

適
切
な
資
料
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記

一
、
本
指
導
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
指
導
記
録
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ
る
記
載
要
領
に
よ

り
作
成
す
る
こ
と
゜

二
、
旧
記
録
に
よ
り
作
成
中
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
使
用
し
、
次
期
補
導
生
に
よ
り
改
正
し
た
記

録
用
紙
を
作
成
す
る
こ
と
゜

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
月
二
二
日



- 204 -

〔
五
─
二
─
八
九
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
五
九
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
一一
五五
條條
第第
二二
項項
のの
施施
設設
とと
しし
てて
のの
指指
定定

にに
つつ
いい
てて

今
般
昭
和
三
十
二
年
労
働
省
告
示
第
一
号
を
も
っ
て
別
紙
寫
の
と
お
り
総
合
職
業
補
導
所
が

技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
条
第
二
項
の
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
で
御
了
知
あ
り
た
い
。

な
お
、
こ
の
指
定
に
よ
り
総
合
職
業
補
導
所
の
一
般
補
導
普
通
課
程
の
修
了
生
は
す
べ
て
今

後
技
能
者
養
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
該
職
種
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了

生
と
同
様
に
既
に
本
人
の
受
け
た
職
業
補
導
に
対
し
て
同
規
程
第
十
五
条
第
二
項
既
教
習
事
項

の
除
外
、
お
よ
び
第
十
八
条
第
三
項
の
養
成
の
た
め
の
契
約
期
間
よ
り
訓
練
期
間
の
控
除
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
念
の
た
め
申
し
そ
え
る
。

○写◎
労
働
省
告
示
第
一
号
（
編
注
：
略
）

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
二
月
七
日

〔
五
─
二
─
九
〇
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
一
〇
四
号
）

職職
業業
補補
導導
用用
代代
用用
教教
科科
書書
のの
承承
認認
申申
請請
にに
対対
すす
るる
決決
定定
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
一
年
一
〇
月
一
二
日
付
三
一
職
第
二
九
六
号
を
も
っ
て
承
認
方
申
請
の
あ
っ
た
職
業

補
導
用
代
用
教
科
書
に
つ
い
て
左
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
通
知
す
る
。

記

承
認
・
不
祥

補
導
種
目

申
請
代
用
教
科
書
名

編
集
者
名

備

考

認
の
別

承

認

男
子
服

紳
士
服
図
解
裁
縫
の
要
点

貝
島
正
高

本
省
編
さ
ん
の
「
電
気
機
器
修
理
」
お
よ
び
「
電

〃

電

気

内
線
工
事

電
気
学
園

工
」
の
教
科
書
が
そ
れ
ぞ
れ
５
月
中
旬
、
６

月
中
旬
に
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
か
ら
そ
れ

〃

〃

電
気
工
事

沢

荘
平

以
後
は
右
教
科
書
を
使
用
さ
れ
た
い

〃

製

図

設
計
製
図
２

徳
丸
芳
夫

〃

〃

標
準
製
図
法

大
西

清

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
四
月
四
日

〔
五
─
二
─
九
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
主
務
（
局
）

部
長
宛
（
補
発
第
一
八
号
）

補補
導導
生生
指指
導導
要要
録録
、、
補補
導導
生生
指指
導導
手手
帳帳
のの
改改
訂訂
及及
びび
補補
導導
所所
体体
操操
用用
レレ
ココ
ーー
ドド
にに

つつ
いい
てて

標
記
の
補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お
り
こ
れ
を
整
備

改
訂
し
て
三
十
二
年
度
か
ら
用
い
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
補
導
所
体
操
用
レ
コ
ー
ド
に
つ
い

て
は
、
作
製
後
相
当
年
月
を
経
過
し
た
の
で
、
今
回
一
括
発
注
す
る
か
ら
必
要
の
向
は
、
枚
数
、

送
付
先
を
お
知
ら
せ
願
い
た
い
。

な
お
、
レ
コ
ー
ド
の
値
段
は
、
従
来
ど
お
り
送
料
共
三
五
〇
円
で
あ
る
。

記記

一
．
補
導
生
指
導
要
録
に
つ
い
て

１
．

綴
込
式
の
専
用
表
紙
と
索
引
表
を
設
け
、
台
帳
使
用
上
の
利
便
を
図
る
と
共
に
保
存

を
容
易
に
し
、
な
お
、
記
入
事
項
等
の
内
容
は
、
別
紙
の
と
お
り
と
し
た
こ
と
。

２
．

従
来
の
要
録
一
枚
一
円
が
改
訂
後
一
円
五
〇
銭
と
な
っ
た
こ
と
。

３
．

表
紙(

索
引
も
含
む)

は
、
一
組
三
五
円
で
、
あ
る
が
一
〇
〇
枚
の
要
録
を
綴
込
む
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

二
．
補
導
生
指
導
手
帳
に
つ
い
て

１
．

ル
ー
ズ
リ
ー
フ
式
（
万
年
手
帳
）
と
し
、
各
欄
用
紙
の
増
減
を
容
易
に
し
て
指
導
員

個
々
の
利
便
を
図
っ
た
こ
と
。

２
．

手
帳
使
用
第
二
年
度
か
ら
は
、
必
要
と
す
る
用
紙
の
み
を
購
入
し
、
所
要
枚
数
の
補

充
を
容
易
に
す
る
と
共
に
、
差
し
入
れ
に
よ
っ
て
手
帳
と
し
て
の
使
用
が
可
能
と
な

る
よ
う
考
慮
し
て
あ
る
こ
と
。

３
．

各
欄
の
行
数
、
巾
を
統
一
し
、
氏
名
欄
は
補
導
生
要
覧
（
始
め
の
氏
名
欄
）
に
の
み

記
入
し
、
他
欄
の
氏
名
欄
は
、
整
理
番
号
で
示
す
こ
と
と
し
、
記
入
手
数
を
省
い
た

こ
と
。

４
．

手
帳
記
入
要
領
を
作
成
し
、
記
入
方
法
の
統
一
を
図
っ
た
こ
と
。

５
．

新
た
に
差
し
入
れ
た
主
な
る
項
目

⑴

職
業
補
導
関
係
法
令
抜
粋
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⑵

国
民
の
祝
日
、
二
十
四
節
季
及
び
雑
節

⑶

作
業
指
導
票
作
制
取
扱
要
領

⑷

指
導
案
作
成
要
領

⑸

補
導
生
指
導
手
帳
記
入
要
領

⑹

度
量
衡
換
算
法

６
．

大
き
さ
は
、
従
来
の
手
帳
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

７
．

従
来
の
手
帳
一
冊
七
〇
円
が
改
訂
後
一
五
〇
円
と
な
り
、
な
お
、
差
し
入
れ
て
使
用

す
る
用
紙
の
値
段
は
、
お
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
。

三
．

そ
の
他

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
共
に
そ
の
必
要
枚
（
冊
）
数
及
び
送
付
先
は
、
さ

き
に
三
十
二
年
度
分
と
し
て
貴
都
道
府
県
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
処
に
よ
っ
て
今
回
は
送
付

す
る
が
、
変
更
し
た
い
向
に
お
い
て
は
、
改
め
て
至
急
報
告
す
る
と
共
に
補
導
生
要
録
の

表
紙
の
必
要
部
数
も
あ
わ
せ
て
報
告
願
い
た
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
四
月
八
日

〔
五
─
二
─
九
二
〕
労
働
部
長
よ
り
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
二
職
補
第

一
一
〇
号
）

補補
導導
手手
当当
のの
支支
給給
額額
改改
定定
にに
つつ
いい
てて

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
第
六
に
も
と
づ
く
補
導
手

当
の
支
給
日
額
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
三
一
職
補
第
一
〇
〇
号
に
よ

り
従
来
一
人
一
日
弐
拾
円
を
支
給
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か

ら
は
一
人
一
日
五
十
円
に
増
額
す
る
。

な
お
、
本
改
訂
は
貴
所
に
お
け
る
入
所
対
象
層
の
拡
大
等
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

主
旨
に
そ
う
よ
う
今
後
募
集
等
に
当
た
っ
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
い
た
さ
れ
た
い
。『

神
類
集
』

昭
和
三
二
年
四
月
一
九
日

〔
五
─
二
─
九
三
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
第
一
二
六
号
）

代代
用用
教教
科科
書書
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
九
日
付
職
補
発
第
九
〇
号
「
代
用
教
科
書
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
に
よ
り
通
達
し
て
あ
る
が
、
今
般
労
働
省
に
お
い
て
別
添
要
領
に
よ
り
標
記
教
材

の
取
扱
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
今
後
本
要
領
及
び
左
記
了
知
の
上
そ
の
取
扱
に
遺
憾

の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

な
お
、
承
認
申
請
手
続
未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
至
急
手
続
き
を
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
代
用
教
科
書
を
使
用
す
る
と
き
は
別
添
取
扱
要
領
中

に
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の

（6）

承
認
を
必
要
と
す
る
の
で
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
教
科
書
を
二
部
添
付
し
、
労
働
部
長

に
申
請
す
る
こ
と
。

二
、
労
働
省
指
定
の
代
用
教
科
書

⒈

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
（
基
礎
・
応
用
編
）

日
本
放
送
出
版
協
会
出
版
発
行

⒉

ア
マ
チ
ュ
ア
に
で
き
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
像
機
の
作
り
方

理
工
学
社
出
版
発
行

⒊

理
容
技
学
・
美
容
技
学
・
理
容
美
容
衛
生
読
本

衛
生
文
化
協
会
出
版
発
行

⒋

ブ
ロ
ッ
ク
・
タ
イ
ル
煉
瓦
の
施
行
法

有
明
書
房
出
版
発
行

三
、
本
県
で
承
認
済
の
代
用
教
科
書

⒈

紳
士
服
図
解
裁
断
裁
縫
の
要
点

洋
文
社
出
版
発
行

⒉

電
気
工
学

理
工
学
社
出
版
発
行

⒊

内
線
工
事

電
気
学
園
出
版
発
行

⒋

設
計
製
図

実
数
出
版
㈱
出
版
発
行

⒌

標
準
製
図
法

理
工
学
社
出
版
発
行

四
、
右
記
㈡
㈢
の
教
科
書
を
使
用
す
る
と
き
は
労
働
部
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

五
、
代
用
教
科
書
の
選
定
に
つ
い
て
は
左
記
に
留
意
す
る
こ
と
。

⒈

補
導
教
程
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

⒉

内
容
及
び
表
現
方
法
が
補
導
生
の
程
度
よ
り
み
て
難
解
ま
た
は
容
易
す
ぎ
な
い
も
の
と

す
る
。

⒊

な
る
べ
く
広
範
囲
の
図
書
中
よ
り
選
択
す
る
こ
と
。

⒋

内
容
が
最
近
の
産
業
界
の
状
況
に
お
く
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

六
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
九
日
付
二
九
職
補
発
第
九
〇
号
「
代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て
」

通
牒
は
廃
止
す
る
。

別
添

代代
用用
教教
科科
書書
取取
扱扱
要要
領領
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⑵

国
民
の
祝
日
、
二
十
四
節
季
及
び
雑
節

⑶

作
業
指
導
票
作
制
取
扱
要
領

⑷

指
導
案
作
成
要
領

⑸

補
導
生
指
導
手
帳
記
入
要
領

⑹

度
量
衡
換
算
法

６
．

大
き
さ
は
、
従
来
の
手
帳
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

７
．

従
来
の
手
帳
一
冊
七
〇
円
が
改
訂
後
一
五
〇
円
と
な
り
、
な
お
、
差
し
入
れ
て
使
用

す
る
用
紙
の
値
段
は
、
お
っ
て
連
絡
す
る
こ
と
。

三
．

そ
の
他

補
導
生
指
導
要
録
、
補
導
生
指
導
手
帳
共
に
そ
の
必
要
枚
（
冊
）
数
及
び
送
付
先
は
、
さ

き
に
三
十
二
年
度
分
と
し
て
貴
都
道
府
県
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
処
に
よ
っ
て
今
回
は
送
付

す
る
が
、
変
更
し
た
い
向
に
お
い
て
は
、
改
め
て
至
急
報
告
す
る
と
共
に
補
導
生
要
録
の

表
紙
の
必
要
部
数
も
あ
わ
せ
て
報
告
願
い
た
い
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
四
月
八
日

〔
五
─
二
─
九
二
〕
労
働
部
長
よ
り
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
二
職
補
第

一
一
〇
号
）

補補
導導
手手
当当
のの
支支
給給
額額
改改
定定
にに
つつ
いい
てて

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
手
当
支
給
要
綱
」
第
六
に
も
と
づ
く
補
導
手

当
の
支
給
日
額
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
三
一
職
補
第
一
〇
〇
号
に
よ

り
従
来
一
人
一
日
弐
拾
円
を
支
給
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か

ら
は
一
人
一
日
五
十
円
に
増
額
す
る
。

な
お
、
本
改
訂
は
貴
所
に
お
け
る
入
所
対
象
層
の
拡
大
等
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

主
旨
に
そ
う
よ
う
今
後
募
集
等
に
当
た
っ
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
い
た
さ
れ
た
い
。『

神
類
集
』

昭
和
三
二
年
四
月
一
九
日

〔
五
─
二
─
九
三
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
第
一
二
六
号
）

代代
用用
教教
科科
書書
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
九
日
付
職
補
発
第
九
〇
号
「
代
用
教
科
書
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」
に
よ
り
通
達
し
て
あ
る
が
、
今
般
労
働
省
に
お
い
て
別
添
要
領
に
よ
り
標
記
教
材

の
取
扱
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
今
後
本
要
領
及
び
左
記
了
知
の
上
そ
の
取
扱
に
遺
憾

の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

な
お
、
承
認
申
請
手
続
未
済
の
も
の
に
つ
い
て
は
至
急
手
続
き
を
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
代
用
教
科
書
を
使
用
す
る
と
き
は
別
添
取
扱
要
領
中

に
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の

（6）

承
認
を
必
要
と
す
る
の
で
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
教
科
書
を
二
部
添
付
し
、
労
働
部
長

に
申
請
す
る
こ
と
。

二
、
労
働
省
指
定
の
代
用
教
科
書

⒈

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
科
書
（
基
礎
・
応
用
編
）

日
本
放
送
出
版
協
会
出
版
発
行

⒉

ア
マ
チ
ュ
ア
に
で
き
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
像
機
の
作
り
方

理
工
学
社
出
版
発
行

⒊

理
容
技
学
・
美
容
技
学
・
理
容
美
容
衛
生
読
本

衛
生
文
化
協
会
出
版
発
行

⒋

ブ
ロ
ッ
ク
・
タ
イ
ル
煉
瓦
の
施
行
法

有
明
書
房
出
版
発
行

三
、
本
県
で
承
認
済
の
代
用
教
科
書

⒈

紳
士
服
図
解
裁
断
裁
縫
の
要
点

洋
文
社
出
版
発
行

⒉

電
気
工
学

理
工
学
社
出
版
発
行

⒊

内
線
工
事

電
気
学
園
出
版
発
行

⒋

設
計
製
図

実
数
出
版
㈱
出
版
発
行

⒌

標
準
製
図
法

理
工
学
社
出
版
発
行

四
、
右
記
㈡
㈢
の
教
科
書
を
使
用
す
る
と
き
は
労
働
部
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

五
、
代
用
教
科
書
の
選
定
に
つ
い
て
は
左
記
に
留
意
す
る
こ
と
。

⒈

補
導
教
程
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

⒉

内
容
及
び
表
現
方
法
が
補
導
生
の
程
度
よ
り
み
て
難
解
ま
た
は
容
易
す
ぎ
な
い
も
の
と

す
る
。

⒊

な
る
べ
く
広
範
囲
の
図
書
中
よ
り
選
択
す
る
こ
と
。

⒋

内
容
が
最
近
の
産
業
界
の
状
況
に
お
く
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

六
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
九
日
付
二
九
職
補
発
第
九
〇
号
「
代
用
教
科
書
の
取
扱
に
つ
い
て
」

通
牒
は
廃
止
す
る
。

別
添

代代
用用
教教
科科
書書
取取
扱扱
要要
領領
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一
、
代
用
教
科
書
の
使
用
は
、
本
省
に
お
い
て
教
科
書
を
編
さ
ん
し
て
い
な
い
補
導
種
目
に
つ

い
て
の
み
行
う
こ
と
。

二
、
代
用
教
科
書
を
分
け
て
指
定
代
用
教
科
書
と
承
認
代
用
教
科
書
と
す
る
。

三
、
指
定
代
用
教
科
書
と
は
、
本
省
が
代
用
教
科
書
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
も
の
を
い

い
、
こ
の
通
牒
施
行
日
に
お
い
て
は
、
本
年
四
月
二
十
一
日
職
発
第
四
六
三
号
「
職
業
補
導

代
用
教
科
書
の
指
定
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
指
定
代
用
教
科
書
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
承
認
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
に
あ
た
っ

て
は
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

五
、
承
認
代
用
教
科
書
と
は
、
労
働
省
に
お
い
て
編
さ
ん
し
た
教
科
書
及
び
指
定
代
用
教
科
書

以
外
の
教
科
書
で
あ
っ
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
そ
の
使
用
を
承
認
し
た
も
の
を
い
う
。

六
、
都
道
府
県
知
事
は
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
使
用
し
よ
う

と
す
る
教
科
書
を
一
部
添
付
し
て
そ
の
使
用
に
つ
い
て
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
承
認
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
四
月
二
二
日

〔
五
─
二
─
九
四
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
三
二
七
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
指指
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領
のの
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
補
導
生
補
導
記
録
は
昭
和
三
十
一
年
五
月
十
日
職
発
第
五
三
〇
号
「
身
体
障
害
者
公
共

職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
今
般
様
式
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
記
載
内
容
を
整
備
し
た
の
で
今
後
本
記
録
の
作

成
は
、
別
紙
「
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
」
に
基
づ
き
、
よ
り
一
層
の
利
用
効
果
を
あ
げ
る

よ
う
特
段
の
御
配
意
を
願
い
た
い
。

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

一
、
一
般
的
注
意

㈠

指
導
記
録
は
、
補
導
生
の
全
員
に
つ
い
て
入
所
の
直
後
作
成
し
、
補
導
生
在
所
中
の
技

能
訓
練
お
よ
び
生
活
指
導
の
記
録
と
し
て
、
そ
の
活
用
を
図
る
こ
と
。

㈡

記
録
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
補
導
生
の
実
態
を
よ
く
観
察
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事

実
は
も
れ
な
く
収
録
す
る
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
。

㈢

指
導
記
録
は
、
補
導
主
務
課
（
係
）
長
の
下
に
、
そ
の
指
名
す
る
訓
練
事
務
担
当
者
が

主
管
し
、
指
導
員
、
医
務
職
員
、
生
徒
主
事
、
舎
監
が
そ
れ
ぞ
れ
関
係
記
事
を
分
担
し
、

あ
る
い
は
協
議
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

㈣

指
導
記
録
は
、
補
導
生
の
全
般
が
よ
く
掌
握
で
き
る
よ
う
次
の
順
序
に
編
成
し
て
あ
る

が
、
そ
の
整
理
に
当
た
っ
て
は
補
導
種
目
別
お
よ
び
期
別
に
つ
づ
り
、
整
理
の
順
序
は
入

所
時
の
出
席
簿
番
号
と
す
る
こ
と
。

身
上
調
査
欄

一

―

二
ペ
ー
ジ

学
歴
・
職
歴
・
社
会
生
活
欄

三
ペ
ー
ジ

個
性
調
査
欄

四
ペ
ー
ジ

健
康
管
理
欄

五

―

六
ペ
ー
ジ

補
導
状
況
欄

七
ペ
ー
ジ

身
体
能
力
欄

八
ペ
ー
ジ

補
助
紙
は
必
要
に
応
じ
て
末
尾
に
順
次
つ
づ
り
込
む
こ
と
。

㈤

指
導
記
録
は
、
補
導
生
に
関
す
る
一
切
の
記
録
の
集
成
で
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
職

業
安
定
行
政
手
引
職
業
補
導
編
八
八
〇
一
の
補
導
生
調
査
票
は
、
身
体
障
害
者
公
共
職
業

補
導
所
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈥

指
導
記
録
は
、
巻
首
に
索
引
表
を
付
し
、
所
定
の
表
紙
に
つ
づ
り
込
み
永
年
保
存
と
す

る
こ
と
。

二
、
作
成
の
要
領

㈠

表
紙
見
出
欄

「
番

号
」

整
理
番
号
を
記
入
す
る
。

「
修
了
・
中
退
」

該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
。

㈡

身
上
調
査

「
氏

名
」

年
齢
は
、
入
所
当
日
の
満
年
齢
を
記
入
し
、
性
別
の
項
は
、
該
当

す
る
も
の
を
○
で
囲
む
。
（
以
下
こ
の
種
の
欄
は
こ
の
方
法
に
よ

る
。
）

「
番

号
」

入
所
時
の
出
席
番
号
を
記
入
す
る
。

「
期

別
」

入
所
期
別
を
記
入
す
る
。

「
現

住

所
」

補
導
所
へ
入
所
す
る
以
前
の
住
所
を
記
入
す
る
。
な
お
終
了
後
の

住
所
変
更
も
こ
の
欄
に
記
入
す
る
。

「
担
当
福
祉
事
務
所
」

補
導
所
へ
入
所
し
た
と
き
、
す
で
に
登
録
し
て
あ
る
福
祉
事
務

所
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事
務
所
名
を
記
入
す
る
。

「
身
体
障
害
者
手
帳
」

手
帳
所
持
者
に
つ
い
て
手
帳
の
交
付
受
け
た
都
道
府
県
名
、
交

付
番
号
、
交
付
年
月
日
を
記
入
す
る
。
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「
世

帯

構

成
」

同
居
家
族
を
記
入
す
る
。

「
続

柄
」

本
人
を
基
準
と
し
た
関
係
を
記
入
す
る
。

「
資

産
」

不
動
産
を
記
入
す
る
。

「
収

入
」

月
収
を
記
入
す
る
。

「
公

的

扶
助
」

生
活
援
護
に
よ
る
各
種
扶
助
、
恩
給
、
障
害
年
金
、
そ
の
他
公
的

ま
た
は
有
資
格
者
と
し
て
支
給
を
受
け
て
い
る
も
の
を
具
体
的
に
記

入
す
る
。

「
環
境
そ
の
他
」

生
育
歴
（
遺
伝
・
発
育
）
生
活
（
家
庭
・
結
婚
・
交
友
・
社
会
）

な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
す
る
。

「
職
業
又
は
勤
務
先
」
職
業
は
最
近
の
も
の
を
記
入
す
る
。

「
摘

要
」

本
人
の
一
身
上
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
人
ま
た
は
世
話
し
て
く
れ

る
よ
う
な
人
の
状
況
を
記
入
す
る
。

「
応

募

経

路
」

補
導
所
へ
入
所
し
た
動
機
、
経
路
（
安
定
所
・
学
校
・
ラ
ジ
オ
・

新
聞
・
ポ
ス
タ
ー
・
ビ
ラ
・
修
了
生
父
兄
）
を
記
入
す
る
。

㈢

学
歴
・
職
歴
・
社
会
生
活
欄

「
学

歴
」

最
終
の
も
の
よ
り
順
次
記
入
す
る
。
備
考
の
項
に
は
学
校
中
退
の

理
由
そ
の
他
特
記
す
べ
き
こ
と
を
記
入
す
る
。

「
そ

の

他
」

卒
業
成
績
、
好
き
な
学
科
、
嫌
い
な
学
科
、
転
学
な
ど
に
つ
い
て

記
入
す
る
。

「
職

務
」

販
売
店
員
、
経
理
事
務
員
、
ラ
ジ
オ
組
立
修
理
工
な
ど
実
際
に
従

事
し
た
職
務
の
内
容
を
記
入
す
る
。

「
従

事

期

間
」

月
収
を
記
入
す
る
。

「
社

会

生

活
」

結
婚
、
交
友
、
思
想
、
信
仰
、
団
体
参
加
の
有
無
、
対
社
会
感
情

な
ど
社
会
生
活
に
お
け
る
事
項
を
記
入
す
る
。

㈣

個
性
欄

「
適

性

検

査
」

鈴
木
式
知
能
検
査
、
環
境
性
格
検
査
、
職
業
適
性
検
査
お
よ
び
そ

の
他
の
検
査
に
つ
い
て
実
施
結
果
を
記
入
す
る
。

「
総

合

所

見
」

各
種
検
査
結
果
に
つ
い
て
観
察
し
た
総
合
所
見
を
記
入
す
る
。

㈤

健
康
管
理
欄

「
傷

病

名
」

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
傷
病
名
を
記
入
す
る
。

⒈

視
覚
障
害

白
（
緑
）
内
障
、
角
膜
混
濁
、
瞳
孔
閉
鎖
症
、
眼
球
症
、
網
膜
包
素
変
性
症
、

視
神
経
萎
縮
、
綱
昹
結
膜
萎
縮
、
半
盲
症
等
。

⒉

聴
覚
障
害

慢
性
中
耳
炎
、
耳
硬
化
病
、
職
業
性
難
聴
、
ス
ト
マ
イ
難
聴
、
先
天
性
難
聴

等
。

⒊

平
衡
機
能
障
害

メ
ヌ
エ
ル
氏
病
。

⒋

音
声
機
能
障
害

無
喉
頭
、
高
度
の
吃
音
（
音
声
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
等
。

⒌

言
語
機
能
障
害

ろ
う
に
よ
る
言
語
障
害
、
失
語
症
、
高
度
の
吃
音
、
口
蓋
破
裂
症
等
。

⒍

肢
体
不
自
由

骨
髄
炎
、
肉
腫
、
複
雑
骨
折
、
瓦
斯
壊
疽
、
轢
断
創
、
脊
髄
性
小
児
麻
痺
、

脳
（
脊
髄
）
損
傷
、
先
天
性
奇
形
、
は
ん
こ
ん
拘
し
ゅ
く
、
結
核
（
等
）
関

節
炎
後
胎
症
等
。

「
障
害
の
原
因
」

次
の
区
分
に
よ
り
記
入
す
る
。

⒈

疾
病
の
場
合

先
天
性
、
後
天
性

⒉

災
害
の
場
合

戦
傷
、
戦
災
、
産
業
災
害
、
交
通
事
故
等

「
障

害

の
等
級
」

身
体
障
害
者
福
祉
法
で
い
う
身
体
障
害
の
等
級
の
ほ
か
に
労
働
者

災
害
補
償
保
除
法
に
よ
る
等
級
を
記
入
す
る
。

「
療

養

経

過
」

受
傷
又
は
発
病
後
補
導
所
へ
入
所
す
る
ま
で
の
間
の
療
養
経
過
を

記
入
す
る
。

「
現

症

状
」

身
体
障
害
の
程
度
お
よ
び
現
症
状
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

な
お
身
体
障
害
部
位
図
は
次
の
要
領
に
よ
り
記
号
を
つ
け
る
。

⒈

欠
損
部
分
は
黒
く
塗
る
。

⒉

負
傷
そ
の
他
の
た
め
故
障
の
あ
る
部
分
に
は
「×

」
印
を
つ
け
る
。

⒊

知
覚
麻
痺
、
機
能
障
害
そ
の
他
広
い
範
囲
に
わ
た
り
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
部
分
に
斜
線
を
引
く
。

⒋

結
核
回
復
者
施
設
に
お
い
て
は
「
身
体
障
害
部
位
図
」
を
「
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
」

に
置
換
え
る
。

「
補

装

具
」

装
着
の
有
無
、
装
着
補
装
具
の
種
類
、
名
称
及
び
適
否
、
今
後
の
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「
世

帯

構

成
」

同
居
家
族
を
記
入
す
る
。

「
続

柄
」

本
人
を
基
準
と
し
た
関
係
を
記
入
す
る
。

「
資

産
」

不
動
産
を
記
入
す
る
。

「
収

入
」

月
収
を
記
入
す
る
。

「
公

的

扶
助
」

生
活
援
護
に
よ
る
各
種
扶
助
、
恩
給
、
障
害
年
金
、
そ
の
他
公
的

ま
た
は
有
資
格
者
と
し
て
支
給
を
受
け
て
い
る
も
の
を
具
体
的
に
記

入
す
る
。

「
環
境
そ
の
他
」

生
育
歴
（
遺
伝
・
発
育
）
生
活
（
家
庭
・
結
婚
・
交
友
・
社
会
）

な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
す
る
。

「
職
業
又
は
勤
務
先
」
職
業
は
最
近
の
も
の
を
記
入
す
る
。

「
摘

要
」

本
人
の
一
身
上
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
人
ま
た
は
世
話
し
て
く
れ

る
よ
う
な
人
の
状
況
を
記
入
す
る
。

「
応

募

経

路
」

補
導
所
へ
入
所
し
た
動
機
、
経
路
（
安
定
所
・
学
校
・
ラ
ジ
オ
・

新
聞
・
ポ
ス
タ
ー
・
ビ
ラ
・
修
了
生
父
兄
）
を
記
入
す
る
。

㈢

学
歴
・
職
歴
・
社
会
生
活
欄

「
学

歴
」

最
終
の
も
の
よ
り
順
次
記
入
す
る
。
備
考
の
項
に
は
学
校
中
退
の

理
由
そ
の
他
特
記
す
べ
き
こ
と
を
記
入
す
る
。

「
そ

の

他
」

卒
業
成
績
、
好
き
な
学
科
、
嫌
い
な
学
科
、
転
学
な
ど
に
つ
い
て

記
入
す
る
。

「
職

務
」

販
売
店
員
、
経
理
事
務
員
、
ラ
ジ
オ
組
立
修
理
工
な
ど
実
際
に
従

事
し
た
職
務
の
内
容
を
記
入
す
る
。

「
従

事

期

間
」

月
収
を
記
入
す
る
。

「
社

会

生

活
」

結
婚
、
交
友
、
思
想
、
信
仰
、
団
体
参
加
の
有
無
、
対
社
会
感
情

な
ど
社
会
生
活
に
お
け
る
事
項
を
記
入
す
る
。

㈣

個
性
欄

「
適

性

検

査
」

鈴
木
式
知
能
検
査
、
環
境
性
格
検
査
、
職
業
適
性
検
査
お
よ
び
そ

の
他
の
検
査
に
つ
い
て
実
施
結
果
を
記
入
す
る
。

「
総

合

所

見
」

各
種
検
査
結
果
に
つ
い
て
観
察
し
た
総
合
所
見
を
記
入
す
る
。

㈤

健
康
管
理
欄

「
傷

病

名
」

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
次
の
傷
病
名
を
記
入
す
る
。

⒈

視
覚
障
害

白
（
緑
）
内
障
、
角
膜
混
濁
、
瞳
孔
閉
鎖
症
、
眼
球
症
、
網
膜
包
素
変
性
症
、

視
神
経
萎
縮
、
綱
昹
結
膜
萎
縮
、
半
盲
症
等
。

⒉

聴
覚
障
害

慢
性
中
耳
炎
、
耳
硬
化
病
、
職
業
性
難
聴
、
ス
ト
マ
イ
難
聴
、
先
天
性
難
聴

等
。

⒊

平
衡
機
能
障
害

メ
ヌ
エ
ル
氏
病
。

⒋

音
声
機
能
障
害

無
喉
頭
、
高
度
の
吃
音
（
音
声
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
等
。

⒌

言
語
機
能
障
害

ろ
う
に
よ
る
言
語
障
害
、
失
語
症
、
高
度
の
吃
音
、
口
蓋
破
裂
症
等
。

⒍

肢
体
不
自
由

骨
髄
炎
、
肉
腫
、
複
雑
骨
折
、
瓦
斯
壊
疽
、
轢
断
創
、
脊
髄
性
小
児
麻
痺
、

脳
（
脊
髄
）
損
傷
、
先
天
性
奇
形
、
は
ん
こ
ん
拘
し
ゅ
く
、
結
核
（
等
）
関

節
炎
後
胎
症
等
。

「
障
害
の
原
因
」

次
の
区
分
に
よ
り
記
入
す
る
。

⒈

疾
病
の
場
合

先
天
性
、
後
天
性

⒉

災
害
の
場
合

戦
傷
、
戦
災
、
産
業
災
害
、
交
通
事
故
等

「
障

害

の
等
級
」

身
体
障
害
者
福
祉
法
で
い
う
身
体
障
害
の
等
級
の
ほ
か
に
労
働
者

災
害
補
償
保
除
法
に
よ
る
等
級
を
記
入
す
る
。

「
療

養

経

過
」

受
傷
又
は
発
病
後
補
導
所
へ
入
所
す
る
ま
で
の
間
の
療
養
経
過
を

記
入
す
る
。

「
現

症

状
」

身
体
障
害
の
程
度
お
よ
び
現
症
状
に
つ
い
て
詳
細
に
記
入
す
る
。

な
お
身
体
障
害
部
位
図
は
次
の
要
領
に
よ
り
記
号
を
つ
け
る
。

⒈

欠
損
部
分
は
黒
く
塗
る
。

⒉

負
傷
そ
の
他
の
た
め
故
障
の
あ
る
部
分
に
は
「×

」
印
を
つ
け
る
。

⒊

知
覚
麻
痺
、
機
能
障
害
そ
の
他
広
い
範
囲
に
わ
た
り
障
害
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
部
分
に
斜
線
を
引
く
。

⒋

結
核
回
復
者
施
設
に
お
い
て
は
「
身
体
障
害
部
位
図
」
を
「
レ
ン
ト
ゲ
ン
像
」

に
置
換
え
る
。

「
補

装

具
」

装
着
の
有
無
、
装
着
補
装
具
の
種
類
、
名
称
及
び
適
否
、
今
後
の
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着
装
、
改
装
の
要
否
な
ど
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

「
レ
ン
ト
ゲ
ン
所
見
」

直
接
・
間
接
透
視
に
分
け
、
所
見
を
空
白
に
記
入
す
る
。

「
体

重

測
定
」

中
央
の
太
線
を
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
位
の
本
人
の
体
重
の
最
近
値
と

し
、
上
下
に
各
々
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
幅
を
持
た
せ
た
数
字
を
左
の
空

白
部
分
に
記
入
し
、
毎
月
の
測
定
値
を
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
記
入
す
る
。

「
血
沈
・
検
痰
」

結
核
回
復
者
施
設
に
お
い
て
喀
痰
検
査
の
結
果
を
記
入
す
る
。

「
医
学
的
諸
検
査
」

実
施
し
た
諸
検
査
に
つ
い
て
、
種
類
、
実
施
年
月
日
結
果
を
記
入

す
る
。

「
そ
の
他
所
見
」

健
康
管
理
に
つ
い
て
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
を
記
入
す
る
。

㈥

補
導
状
況
欄

「
出

欠

状
況
」

月
別
の
出
欠
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
留
意
す

べ
き
事
項
を
備
考
欄
に
記
入
す
る
。

「
訓
練
成
績
の
評
定
」

学
科
に
つ
い
て
は
、
教
程
基
準
に
示
さ
れ
た
科
目
毎
に
、
そ
の

得
点
を
百
点
満
点
と
す
る
。

実
技
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
の
合
計
が
百
点
満
点
に
な
る
よ
う
に

各
項
目
毎
に
評
価
せ
ら
れ
た
得
点
を
記
入
す
る
。

こ
こ
に
記
入
さ
れ
る
得
点
は
、
補
導
期
間
中
に
実
施
せ
ら
れ
た
個

々
の
実
技
に
関
す
る
テ
ス
ト
の
得
点
の
総
合
平
均
で
あ
る
。
学
科
に

お
け
る
各
科
目
相
互
間
あ
る
い
は
、
実
技
の
各
項
目
間
に
は
適
当
な

ウ
エ
イ
ト
（
重
要
度
の
比
率
）
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

こ
の
ウ
エ
イ
ト
は
種
目
毎
に
、
都
道
府
県
に
お
い
て
統
一
し
た
基
準

を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

「
検

定
」

技
能
検
定
そ
の
他
の
検
定
、
試
験
な
ど
に
合
格
し
た
場
合
に
記
入

す
る
。

「
修
了
後
の
更
生
計
画
」

本
人
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
分
析
の
結
論
と
し
て
樹
立
せ

ら
れ
た
本
人
に
最
も
適
す
る
就
職
更
生
計
画
を
記
入
す
る
。

「
追
指
導
の
記
録
」

補
導
所
の
職
員
が
就
職
後
の
補
導
を
実
施
し
た
場
合
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
す
る
。

㈦

身
体
能
力
欄

「
評

価
」

普
通
人
と
変
わ
ら
な
い
場
合
は
空
欄
、
能
力
に
制
限
が
あ
る
場
合

は
レ
。
ま
っ
た
く
能
力
の
な
い
場
合
は
○
と
す
る
。

な
お
、
義
肢
、
補
装
具
を
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
を
つ
け
た

と
こ
ろ
の
能
力
で
判
断
す
る
。

「
身
体
動
作
制
限
の
評
価
」

動
作
項
目
と
そ
の
定
義
は
、
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導

所
入
所
選
考
基
準
に
よ
る
こ
と
と
し
、
能
力
に
制
限
の
あ
る
項
目
に

つ
い
て
の
み
具
体
的
に
記
入
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
四
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
九
五
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
一
三
四
号
）

補補
導導
生生
入入
所所
、、
修修
了了
、、
就就
職職
状状
況況
調調
査査
実実
施施
要要
領領
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
〇
年
六
月
二
八
日
付
三
〇
職
補
第
一
六
六
号
を
以
っ
て
通
達
し
た
標
記
実
施
要
領
の

一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
正
し
、
本
年
度
前
記
の
「
補
導
生
入
所
状
況
調
査
」
か
ら
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
か
ら
御
承
知
の
上
報
告
の
適
正
を
記
さ
れ
た
い
。

記記

実
施
要
領
「
五
報
告
の
作
成
要
領
」
の
う
ち
、

一
、
第
一
号
様
式
に
つ
い
て

２
、
調
査
項
目
記
入
要
領
の
ｂ
の
次
の
項

「
◎
ｄ
ｅ
ｆ
各
欄
の
（

）
内
に
は
第
二
、
第
三
志
望
に
よ
っ
て
応
募
、
受
験
、
入
所
者

数
を
外
数
で
記
入
す
る
こ
と
」
を
削
除
し
、
新
た
に
、

「
ｄ
ｅ
ｆ
各
欄
の
（

）
内
に
は
駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在
職
者
の
数
を

内
数
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
。
」
を
挿
入
す
る
。

従
っ
て
以
下
削
除
さ
れ
た
事
項
に
関
係
す
る
箇
所
を
抹
消
す
る
。

二
、
第
二
号
様
式

２
、
調
査
項
目
記
入
要
領
の
「
応
募
入
所
」
項
の
う
ち
、

「
◎
各
欄
の
（

）
に
は
第
二
、
第
三
志
望
に
よ
る
者
を
外
数
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

以
下
各
調
査
項
目
の
（

）
内
の
数
も
同
様
と
す
る
」
と
あ
る
の
を
削
除
し
「
◎
各
欄

の
（

）
内
に
は
駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在
職
の
数
を
内
数
と
し
て
記

入
す
る
こ
と
。
以
下
Ⅲ
Ⅳ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
の
各
調
査
項
目
の
（

）
内
の
数
も
同
様
と
す
る
。
」

を
挿
入
す
る
。

三
、
第
三
号
様
式
に
つ
い
て

２
、
調
査
項
目
記
入
要
領
の
「

備
考
」
の
次
に
左
の
項
を
加
え
る
。

10

「
◎
４
入
所
者
、
５
中
途
退
所
の
ａ
総
数
、
６
修
了
者
数
、
７
就
職
状
況
の
各
欄
に
は
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駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在
職
者
を
内
数
と
し
て
（

）
内
に
記
入
す
る

こ
と
。
」

四
、
第
四
号
様
式
に
つ
い
て

２
、
調
査
項
目
記
入
要
領
の
「
８
備
考
」
の
左
に
項
を
加
え
る

「
◎
４
調
査
対
象
、
５
就
職
状
況
の
各
欄
に
は
駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在

職
者
を
内
数
と
し
て
（

）
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
」

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
五
月
九
日

〔
五
─
二
─
九
六
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
一
三
五
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
指指
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領
のの
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
補
導
生
補
導
記
録
は
昭
和
二
九
・
四
・
三
〇
付
二
九
職
補
第
八
八
号
及
び
昭
和
三
一
・

五
・
二
三
付
職
補
第
一
二
七
号
「
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
」
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
今
般
様
式
の
一
部
を
別
添
の
と

お
り
改
正
さ
れ
た
の
で
今
後
本
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
別
紙
「
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
」

に
基
づ
き
よ
り
一
層
の
利
用
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

（
編
注
：
本
要
領
は
四
月
二
二
日
の
労
働
省
職
業
安
定
局
長
職
発
第
三
二
七
号
の
要
領
の
若
干

の
て
に
を
は
、
句
読
点
、
漢
字
変
換
の
有
無
、
順
序
の
入
れ
替
え
が
あ
る
が
、
大
要
に
変

わ
り
な
い
の
で
省
略
す
る
。
）

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
五
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
九
七
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
一
六
〇
号
）

「「
神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱
」」
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ

いい
てて

今
般
労
働
省
か
ら
身
体
障
害
者
補
導
手
当
の
交
付
に
つ
い
て
指
示
が
あ
っ
た
の
で
本
主
旨
に

そ
う
た
め
現
在
貴
所
で
運
営
さ
れ
て
い
る
標
記
要
綱
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
正
す
る
か

ら
、
そ
の
運
営
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記記

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
手
当
支
給
要
綱
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
」

第
三
関
係

「
補
導
手
当
は
補
導
所
の
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
補
習
生
に
対
し
て
は
こ
れ
を

支
給
し
な
い
。
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
は
補
導
生
全
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
経
済
状

況
等
を
考
慮
し
、
良
好
な
る
も
の
に
対
し
て
は
減
額
す
る
こ
と
が
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
の
第
一
項
関
係

「
補
導
手
当
は
、
日
曜
、
祝
祭
日
で
あ
っ
て
職
業
補
導
を
実
施
し
な
い
日
及
び
欠
席
し
た
日
、

並
び
に
休
暇
（
休
学
）
の
日
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
は
入
所
式
の

翌
日
以
降
補
導
の
開
始
さ
れ
た
日
よ
り
修
了
式
の
前
日
ま
で
と
し
、
「
神
奈
川
県
公
共
職
業
補

導
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
神
奈
川
県
規
則
第
七
十
九
号
）
第
七
条
に
定
め
る
休

業
日
及
び
、
「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
規
則
（
内
規
）
第
十
一
条
に
定
め
る

日
並
び
に
欠
席
し
た
日
を
除
く
も
の
と
す
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
日
に
あ
っ
て
も
補
導
を
実
施
し

た
日
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
関
係

「
補
導
手
当
は
原
則
と
し
て
所
長
の
定
め
る
毎
月
一
定
日
に
前
月
分
を
と
り
ま
と
め
、
こ
れ

を
支
給
す
る
。
但
し
終
了
日
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
の
支
給
日
は
月

別
と
し
翌
月
の
一
〇
日
ま
で
に
当
該
月
分
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
注
）
こ
の
改
正
は
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
六
月
一
九
日

〔
五
─
二
─
九
八
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
二
〇
二
号
）

「「
神神
奈奈
川川
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
及及
びび
神神
奈奈
川川
共共
同同
作作
業業
所所
にに
おお
けけ
るる
給給

食食
実実
施施
要要
綱綱
」」
のの
策策
定定
にに
つつ
いい
てて

給
食
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
か
ね

ぐ
御
努
力
を
払
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
よ
り

合
理
的
な
運
営
と
経
理
の
明
確
を
期
す
る
た
め
今
般
標
記
要
綱
を
制
定
し
た
か
ら
、
今
後
は
こ

れ
に
よ
り
運
営
さ
れ
た
い
。

な
お
実
施
に
あ
た
っ
て
は
所
管
地
方
出
納
と
連
絡
の
上
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
い
た
さ
れ

た
い
。
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駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在
職
者
を
内
数
と
し
て
（

）
内
に
記
入
す
る

こ
と
。
」

四
、
第
四
号
様
式
に
つ
い
て

２
、
調
査
項
目
記
入
要
領
の
「
８
備
考
」
の
左
に
項
を
加
え
る

「
◎
４
調
査
対
象
、
５
就
職
状
況
の
各
欄
に
は
駐
留
軍
又
は
特
需
会
社
の
離
職
者
及
び
在

職
者
を
内
数
と
し
て
（

）
内
に
記
入
す
る
こ
と
。
」

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
五
月
九
日

〔
五
─
二
─
九
六
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
一
三
五
号
）

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
生生
指指
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領
のの
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

標
記
補
導
生
補
導
記
録
は
昭
和
二
九
・
四
・
三
〇
付
二
九
職
補
第
八
八
号
及
び
昭
和
三
一
・

五
・
二
三
付
職
補
第
一
二
七
号
「
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
補
導
生
補
導
記
録
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
」
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
今
般
様
式
の
一
部
を
別
添
の
と

お
り
改
正
さ
れ
た
の
で
今
後
本
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
別
紙
「
補
導
生
指
導
記
録
作
成
要
領
」

に
基
づ
き
よ
り
一
層
の
利
用
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

補補
導導
生生
補補
導導
記記
録録
作作
成成
要要
領領

（
編
注
：
本
要
領
は
四
月
二
二
日
の
労
働
省
職
業
安
定
局
長
職
発
第
三
二
七
号
の
要
領
の
若
干

の
て
に
を
は
、
句
読
点
、
漢
字
変
換
の
有
無
、
順
序
の
入
れ
替
え
が
あ
る
が
、
大
要
に
変

わ
り
な
い
の
で
省
略
す
る
。
）

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
五
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
九
七
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
一
六
〇
号
）

「「
神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
補補
導導
所所
補補
導導
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱
」」
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ

いい
てて

今
般
労
働
省
か
ら
身
体
障
害
者
補
導
手
当
の
交
付
に
つ
い
て
指
示
が
あ
っ
た
の
で
本
主
旨
に

そ
う
た
め
現
在
貴
所
で
運
営
さ
れ
て
い
る
標
記
要
綱
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
正
す
る
か

ら
、
そ
の
運
営
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記記

「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
手
当
支
給
要
綱
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
」

第
三
関
係

「
補
導
手
当
は
補
導
所
の
補
導
生
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
補
習
生
に
対
し
て
は
こ
れ
を

支
給
し
な
い
。
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
は
補
導
生
全
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
但
し
経
済
状

況
等
を
考
慮
し
、
良
好
な
る
も
の
に
対
し
て
は
減
額
す
る
こ
と
が
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
の
第
一
項
関
係

「
補
導
手
当
は
、
日
曜
、
祝
祭
日
で
あ
っ
て
職
業
補
導
を
実
施
し
な
い
日
及
び
欠
席
し
た
日
、

並
び
に
休
暇
（
休
学
）
の
日
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
は
入
所
式
の

翌
日
以
降
補
導
の
開
始
さ
れ
た
日
よ
り
修
了
式
の
前
日
ま
で
と
し
、
「
神
奈
川
県
公
共
職
業
補

導
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
神
奈
川
県
規
則
第
七
十
九
号
）
第
七
条
に
定
め
る
休

業
日
及
び
、
「
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
規
則
（
内
規
）
第
十
一
条
に
定
め
る

日
並
び
に
欠
席
し
た
日
を
除
く
も
の
と
す
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
日
に
あ
っ
て
も
補
導
を
実
施
し

た
日
は
交
付
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
関
係

「
補
導
手
当
は
原
則
と
し
て
所
長
の
定
め
る
毎
月
一
定
日
に
前
月
分
を
と
り
ま
と
め
、
こ
れ

を
支
給
す
る
。
但
し
終
了
日
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
あ
る
を
「
補
導
手
当
の
支
給
日
は
月

別
と
し
翌
月
の
一
〇
日
ま
で
に
当
該
月
分
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（
注
）
こ
の
改
正
は
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
六
月
一
九
日

〔
五
─
二
─
九
八
〕
労
働
部
長
よ
り

長
宛
（
三
二
職
補
第
二
〇
二
号
）

「「
神神
奈奈
川川
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
及及
びび
神神
奈奈
川川
共共
同同
作作
業業
所所
にに
おお
けけ
るる
給給

食食
実実
施施
要要
綱綱
」」
のの
策策
定定
にに
つつ
いい
てて

給
食
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
か
ね

ぐ
御
努
力
を
払
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
よ
り

合
理
的
な
運
営
と
経
理
の
明
確
を
期
す
る
た
め
今
般
標
記
要
綱
を
制
定
し
た
か
ら
、
今
後
は
こ

れ
に
よ
り
運
営
さ
れ
た
い
。

な
お
実
施
に
あ
た
っ
て
は
所
管
地
方
出
納
と
連
絡
の
上
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
い
た
さ
れ

た
い
。
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神神
奈奈
川川
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
及及
びび
神神
奈奈
川川
共共
同同
作作
業業
所所
にに
おお
けけ
るる
給給
食食
実実
施施
要要
綱綱

（
目

的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
（
以
下
補
導
所
と
い
う
。
）

及
び
神
奈
川
共
同
作
業
所
（
以
下
作
業
所
と
い
う
。)

に
お
い
て
行
な
う
給
食
に
つ
い
て
、

条
例
、
規
則
そ
の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

補
導
生

補
導
所
に
入
所
を
許
可
さ
れ
、
現
に
職
業
補
導
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

二

作
業
員

作
業
所
に
入
所
を
許
可
さ
れ
、
現
に
作
業
を
行
っ
て
い
る
者
を
い
う
。

三

食
糧
費

予
算
科
目
、
節
「
食
糧
費
」
の
う
ち
収
入
見
合
の
も
の
を
い
う
。

四

食

費

補
導
生
及
び
作
業
員
が
支
払
う
食
事
代
金
を
い
う
。

五

食
料
品

給
食
実
施
に
必
要
と
す
る
諸
食
料
品
を
い
う
。

（
給
食
の
対
象
）

第
三
条

給
食
は
、
原
則
と
し
て
入
寮
中
の
補
導
生
及
び
作
業
員
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
・
保
健
）

第
四
条

所
長
は
給
食
の
実
施
に
あ
た
り
、
衛
生
及
び
栄
養
等
に
つ
い
て
、
常
に
万
全
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
食
主
任
者
及
び
そ
の
任
務
）

第
五
条

所
長
は
給
食
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
給
食
主
任
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
給
食
主
任
者
は
、
所
長
の
指
揮
、
監
督
の
も
と
に
次
の
各
号
の

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

常
に
受
給
食
者
の
健
康
を
保
持
す
る
に
必
要
な
カ
ロ
リ
ー
等
の
按
分
に
留
意
し
て
「
献

立
表
」
（
様
式
一
）
を
作
成
し
、
あ
ら
か
じ
め
所
長
の
承
認
を
受
け
て
計
画
的
に
給
食
を

実
施
す
る
。

二

炊
事
係
を
し
て
常
に
衛
生
的
か
つ
良
心
的
に
給
食
を
実
施
す
る
よ
う
指
導
、
監
督
を
行

う
。

三

「
食
券
」
（
様
式
二
）
及
び
「
食
需
伝
票
」
（
様
式
三
）
の
発
行
、
並
び
に
確
認
を
行

う
。

（
食

料

品
）

第
六
条

食
料
品
は
す
べ
て
食
糧
費
に
よ
り
購
入
し
た
も
の
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
食

費
）

第
七
条

食
費
は
必
要
な
栄
養
の
維
持
と
、
受
給
食
者
の
経
済
能
力
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

食
費
の
額
は
、
前
項
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
も
の
と
し
、
一
人
一
日
（
朝
、
昼
、
晩
）

七
拾
円
と
す
る
。

（
給
食
手
続
き
及
び
材
料
の
請
求
）

第
八
条

給
食
を
享
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
「
給
食
申
込
書
」
（
様
式
四
）
を
提
出
し
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
者
は
、
「
食
券
」
及
び
「
食
需
伝
票
」
を
前
日
の
正
午
ま
で

に
代
表
者
が
一
括
し
て
炊
事
係
り
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

炊
事
係
り
は
、
前
項
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
食
券
」
及
び
「
食
需
伝
票
」
に
基
づ
き
、
「
食

料
品
請
求
並
び
に
払
出
伝
票
」
（
様
式
五
）
を
作
成
し
て
、
給
食
主
任
者
に
対
し
、
当
日
分

の
食
料
品
の
払
出
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
食
費
の
徴
収
）

第
九
条

食
費
の
徴
収
は
、
提
出
さ
れ
た
食
券
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
毎
月
末
に
集
計
し
て
本

人
か
ら
徴
収
す
る
。

た
だ
し
、
月
末
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
前
日
を
も
っ
て
徴
収
日
と
す
る
。

（
給
食
の
停
止
）

第
十
条

所
長
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
、
一
時
又
は
長
期
に
わ
た
っ
て
給
食
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

医
師
の
診
断
の
結
果
、
食
事
を
禁
じ
ら
れ
た
者
。

２

非
衛
生
的
な
行
為
を
な
し
、
他
の
も
の
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
と
認
め
た
者
。

３

所
定
の
給
食
手
続
き
を
行
わ
ず
、
又
は
食
費
を
支
払
う
意
思
が
な
い
と
認
め
た
者
。

（
報

告

書
）

第
十
一
条

所
長
は
給
食
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
「
給
食
実
施
状
況
報
告
書
」
（
様
式
六
）
を

毎
四
半
期
後
二
十
日
以
内
に
、
「
給
食
決
算
報
告
書
」
（
様
式
七
）
を
翌
年
度
の
五
月
十
日

ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
部
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
事
項
）

第
十
二
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ

ど
所
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

様
式
（
編
者
略
）
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（
編
注
：
本
要
綱
は
冊
子
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
）

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
六
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
九
九
〕
労
働
部
長
か
ら
神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
二
〇

六
号
）

作作
業業
所所
作作
業業
員員
のの
加加
工工
料料
のの
額額
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
横
共
第
六
五
号
を
も
っ
て
追
加
申
請
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
と
お
り

承
認
す
る
。

記

種

別

品

名

加
工
料
金
（
単
位
円
）

内

容

備

考

男
子
服

背
広
三
つ
揃
え

九
五
〇

修
理

〃

背
広
上
衣

五
〇
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

一
五
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン

三
〇
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

六
〇
〇

〃

〃

モ
ー
ニ
ン
グ
上
衣

一
、
〇
〇
〇

〃

〃

背
広
三
つ
揃
え

三
〇
〇

ほ
ど
き

〃

背
広
上
衣

一
六
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン

八
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

一
五
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

六
〇

〃

女
子
服

レ
イ
ン
コ
ー
ト

一
〇
〇
〇

新
調

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
（
夏
物
）

四
〇
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

三
五
〇

〃

〃

ワ
ン
ピ
ー
ス
（
夏
物
）

六
五
〇

〃

〃

ブ
ラ
ウ
ス
（
夏
物
）

二
五
〇

〃

〃

デ
ッ
キ
ー

一
〇
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン
（
半
）

二
五
〇

〃

〃

ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト

四
〇
〇

〃

〃

ス
リ
ッ
プ

一
五
〇

〃

〃

和
服
コ
ー
ト
（
長
）

一
、
〇
〇
〇

〃

〃

和
服
コ
ー
ト
（
半
）

五
五
〇

〃

ボ
レ
ロ
（
夏
）

二
〇
〇

〃

ボ
レ
ロ
（
冬
）

五
〇
〇

〃

〃

ヒ
ダ
ブ
ル
マ
ー

三
〇
〇

〃

〃

運
動
シ
ャ
ツ

二
二
〇

〃

〃

女
児
オ
ー
バ
ー

六
〇
〇

〃

〃

女
児
ト
ッ
パ
ー

五
〇
〇

〃

〃

女
児
ス
カ
ー
ト

一
五
〇

〃

〃

女
児
ワ
ン
ピ
ー
ス
（
冬
）

四
五
〇

〃

〃

女
児
ワ
ン
ピ
ー
ス
（
夏
）

三
五
〇

〃

〃

女
児
ブ
ラ
ウ
ス
（
夏
）

一
五
〇

〃

〃

ス
リ
ッ
プ

一
〇
〇

〃

〃

ベ
ビ
ー
服
上
下

三
五
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

五
〇
〇

修
理

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

四
〇
〇

〃

〃

ト
ッ
パ
ー

四
〇
〇

〃

〃

ス
カ
ー
ト

一
〇
〇

〃

〃

ワ
イ
シ
ャ
ツ

一
〇
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

一
〇
〇

ほ
ど
き

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

一
〇
〇

〃

〃

ス
カ
ー
ト

二
五

〃

〃

ズ
ボ
ン

二
五

〃

布

帛

ゆ
か
た

七
〇

新
調

〃

カ
ー
テ
ン

五
〇

〃

一
間
に
つ
き

〃

椅
子
カ
バ
ー

三
五
〇

〃

〃

布
団
カ
バ
ー

七
〇

〃

男
子
服

背
広
三
ッ
組
裁
断
料

一
〇
〇

〃

注一

本
加
工
料
金
は
最
高
額
と
す
る
。

二

本
表
に
掲
げ
る
品
目
以
外
の
も
の
の
修
理
及
び
製
作
加
工
料
に
つ
い
て
は
、
本
表
に
お
け

る
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
定
め
る
。

三

裏
返
し
は
、
新
調
の
加
工
料
か
ら
仮
縫
い
料
を
差
引
い
た
額
に
、
ほ
ど
き
料
を
加
え
て
得
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（
編
注
：
本
要
綱
は
冊
子
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
）

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
六
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
九
九
〕
労
働
部
長
か
ら
神
奈
川
県
横
須
賀
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
二
〇

六
号
）

作作
業業
所所
作作
業業
員員
のの
加加
工工
料料
のの
額額
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
横
共
第
六
五
号
を
も
っ
て
追
加
申
請
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
と
お
り

承
認
す
る
。

記

種

別

品

名

加
工
料
金
（
単
位
円
）

内

容

備

考

男
子
服

背
広
三
つ
揃
え

九
五
〇

修
理

〃

背
広
上
衣

五
〇
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

一
五
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン

三
〇
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

六
〇
〇

〃

〃

モ
ー
ニ
ン
グ
上
衣

一
、
〇
〇
〇

〃

〃

背
広
三
つ
揃
え

三
〇
〇

ほ
ど
き

〃

背
広
上
衣

一
六
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン

八
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

一
五
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

六
〇

〃

女
子
服

レ
イ
ン
コ
ー
ト

一
〇
〇
〇

新
調

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
（
夏
物
）

四
〇
〇

〃

〃

チ
ョ
ッ
キ

三
五
〇

〃

〃

ワ
ン
ピ
ー
ス
（
夏
物
）

六
五
〇

〃

〃

ブ
ラ
ウ
ス
（
夏
物
）

二
五
〇

〃

〃

デ
ッ
キ
ー

一
〇
〇

〃

〃

ズ
ボ
ン
（
半
）

二
五
〇

〃

〃

ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト

四
〇
〇

〃

〃

ス
リ
ッ
プ

一
五
〇

〃

〃

和
服
コ
ー
ト
（
長
）

一
、
〇
〇
〇

〃

〃

和
服
コ
ー
ト
（
半
）

五
五
〇

〃

ボ
レ
ロ
（
夏
）

二
〇
〇

〃

ボ
レ
ロ
（
冬
）

五
〇
〇

〃

〃

ヒ
ダ
ブ
ル
マ
ー

三
〇
〇

〃

〃

運
動
シ
ャ
ツ

二
二
〇

〃

〃

女
児
オ
ー
バ
ー

六
〇
〇

〃

〃

女
児
ト
ッ
パ
ー

五
〇
〇

〃

〃

女
児
ス
カ
ー
ト

一
五
〇

〃

〃

女
児
ワ
ン
ピ
ー
ス
（
冬
）

四
五
〇

〃

〃

女
児
ワ
ン
ピ
ー
ス
（
夏
）

三
五
〇

〃

〃

女
児
ブ
ラ
ウ
ス
（
夏
）

一
五
〇

〃

〃

ス
リ
ッ
プ

一
〇
〇

〃

〃

ベ
ビ
ー
服
上
下

三
五
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

五
〇
〇

修
理

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

四
〇
〇

〃

〃

ト
ッ
パ
ー

四
〇
〇

〃

〃

ス
カ
ー
ト

一
〇
〇

〃

〃

ワ
イ
シ
ャ
ツ

一
〇
〇

〃

〃

オ
ー
バ
ー

一
〇
〇

ほ
ど
き

〃

ジ
ャ
ケ
ッ
ト

一
〇
〇

〃

〃

ス
カ
ー
ト

二
五

〃

〃

ズ
ボ
ン

二
五

〃

布

帛

ゆ
か
た

七
〇

新
調

〃

カ
ー
テ
ン

五
〇

〃

一
間
に
つ
き

〃

椅
子
カ
バ
ー

三
五
〇

〃

〃

布
団
カ
バ
ー

七
〇

〃

男
子
服

背
広
三
ッ
組
裁
断
料

一
〇
〇

〃

注一

本
加
工
料
金
は
最
高
額
と
す
る
。

二

本
表
に
掲
げ
る
品
目
以
外
の
も
の
の
修
理
及
び
製
作
加
工
料
に
つ
い
て
は
、
本
表
に
お
け

る
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
定
め
る
。

三

裏
返
し
は
、
新
調
の
加
工
料
か
ら
仮
縫
い
料
を
差
引
い
た
額
に
、
ほ
ど
き
料
を
加
え
て
得
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た
額
を
も
っ
て
加
工
料
と
す
る
。

四

本
加
工
賃
は
、
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
八
月
七
日

〔
五
─
二
─
一
〇
〇
〕
労
働
部
長
か
ら
神
奈
川
共
同
作
業
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
二
六
二
号
）

作作
業業
員員
のの
加加
工工
料料
のの
額額
承承
認認
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
十
二
年
七
月
二
十
五
日
付
神
作
発
第
八
三
号
を
も
っ
て
承
認
申
請
の
あ
っ
た
標
記
の

件
に
つ
い
て
は
別
添
の
と
お
り
承
認
す
る
。

神
奈
川
共
同
作
業
所
加
工
料

（委
託
料

）

種
目

品
名

区
分

加
工
料

適
用

男
子
服

背
広
三
ッ
組

新
調

1,260

〃
上
衣

〃
680

〃
チ
ョ
ッ
キ

〃
240

〃
ズ
ボ
ン

〃
340

〃
オ

ーバ

ーコ

ート
〃

900

〃
ス
プ
リ
ン
グ
コ

ート
〃

900

〃
レ
イ
ン
コ

ート
〃

560

〃
背
広
三
ッ
組

裏
返
し

920

〃
上
衣

〃
540

〃
チ
ョ
ッ
キ

〃
90

〃
ズ
ボ
ン

〃
290

〃
オ

ーバ

ーコ

ート
〃

650

〃
ス
プ
リ
ン
グ
コ

ート
〃

650

〃
レ
イ
ン
コ

ート
〃

440

〃
背
広
三
ッ
組

裏
地
交
換

720

〃
上
衣

〃
420

〃
チ
ョ
ッ
キ

〃
100

〃
ズ
ボ
ン

〃
200

〃
オ

ーバ

ーコ

ート
〃

480

〃
ス
プ
リ
ン
グ
コ

ート
〃

480

〃
レ
イ
ン
コ

ート
〃

240

種
目

品
名

区
分

加
工
料

適
用

洋
裁

婦
人
用
ス
カ

ート
新

調
240

〃
婦
人
用
ワ
ン
ピ

ース
〃

360
冬
物

〃
婦
人
用
ブ
ラ
ウ
ス

〃
120

木
綿
物

〃
婦
人
用
ブ
ラ
ウ
ス

〃
230

毛
織
物

〃
婦
人
用
ス
モ
ッ
ク

〃
160

〃
婦
人
用
ス
リ
ッ
プ

〃
80

〃
婦
人
用
ト
ッ
パ

ー

〃
440

〃
婦
人
用
オ

ーバ

ーコ

ート
〃

800

〃
婦
人
用
ズ
ボ
ン

〃
240

〃
婦
人
用
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ス
カ

ート
〃

800

〃
婦
人
用
ス
プ
リ
ン
グ
コ

ート
〃

800

〃
婦
人
用
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

〃
400

～600

〃
男
子
用
ワ
イ
シ
ャ
ツ

〃
100

〃
子
供
用
ス
カ

ート
〃

70

〃
子
供
用
ワ
ン
ピ

ース
〃

290
冬
物

〃
子
供
用
ブ
ラ
ウ
ス

〃
130

木
綿

〃
子
供
用
ブ
ラ
ウ
ス

〃
180

毛
織

〃
子
供
用
ス
モ
ッ
ク

〃
110

〃
子
供
用
ス
リ
ッ
プ

〃
20

〃
子
供
用
ト
ッ
パ

ー

〃
300

～400

〃
子
供
用
ス
カ

ート
オ

ーバ

ーコ

ート
〃

400

～500

〃
子
供
用
ズ
ボ
ン

〃

洋裁
料

学
生
服

新
調

480

～600
上
下

靴
料

男
子
靴

製
甲

〃
120

〃
男
子
靴
底
付

〃
360

〃
婦
人
靴
製
甲

〃
120

〃
婦
人
靴
底
付

〃
360

〃
サ
ン
ダ
ル
製
甲

〃
60

〃
サ
ン
ダ
ル
底
付

〃
180
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〃
半
長
靴
製
甲

〃
150

〃
半
長
靴

底
付

〃
400

〃
院
内
靴
製
甲

〃
120

〃
院
内
靴
製
甲

〃
360

〃
補
助
靴
製
甲

〃
300

〃
補
助
靴
底
付

新
調

720

鞄
袋
物
料
抱
袋
牛
尺
三

〃
350

〃
抱
袋

牛
尺
二

〃
350

〃
抱
袋
豚
尺
三

〃
240

〃
抱
袋

豚
尺
二

〃
240

〃
ダ
レ
ス
鞄
牛
尺
三

〃
350

〃
ダ
レ
ス
鞄
豚
尺
三

〃
240

〃
引
手
鞄
牛
尺
三

〃
350

〃
引
手
鞄

豚
尺
三

〃
240

〃
ボ
ス
ト
ン
バ
ッ
ク

牛
22

～24
吋

〃
420

〃
〃

牛
20

～18
吋

〃
370

〃
〃

牛
16
吋

〃
320

〃
〃

牛
14
吋

〃
320

〃
〃

牛
12
吋

〃
300

〃
〃

豚
20
吋

〃
240

〃
〃

豚
18
吋

〃
240

〃
〃

豚
16
吋

〃
240

〃
〃

豚
14
吋

〃
220

〃
〃

豚
12
吋

〃
180

鞄
袋
物
料
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
牛
24
吋

新
調

400

〃
牛
20

～2
吋

〃
350

〃
牛
16

～18
吋

〃
300

〃
三
方
チ
ャ
ッ
ク
ケ

ース
〃

250

〃
引
手
付

ケ

ース
〃

300

記

（
１
）

本
加
工
料
を
も
っ
て
各
品
目
毎
の
最
高
額
と
す
る
。

（
２
）

義
肢
（
補
装
具
）
関
係
の
新
調
及
び
修
理
の
加
工
料
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
告
示

第
一
二
八
号
「
補
装
具
の
種
目
、
受
託
報
酬
の
額
等
に
関
す
る
基
準
」
に
掲
げ
る

額
の
２
割
以
内
と
す
る
。

（
３
）

今
回
承
認
し
た
品
目
以
外
の
新
調
及
び
修
理
加
工
料
に
つ
い
て
は
、
今
回
承
認
の
う

ち
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
決
め
る
。

（
４
）

本
加
工
料
は
昭
和
三
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
し
、
三
〇
職
補
第
二
二
〇
号
に
よ

り
承
認
し
た
加
工
賃
は
廃
止
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
〇
月
二
三
日

〔
五
─
二
─
一
〇
一
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
三
七
一
号
）

要要
綱綱
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

三
一
職
補
第
一
二
一
号
「
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託
料

等
処
理
要
綱
」
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
正
し
た
の
で
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
遺
憾
の
な
い

よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
三
一
職
補
第
一
二
一
号
「
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託

料
等
処
理
要
綱
」
第
九
の
第
一
項
中
「
引
渡
価
格
は
第
八
の
二
の
評
価
額
と
す
る
。
但

し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
を
「
引
渡
価
格
は
製
作

価
格
及
び
商
品
価
値
を
勘
案
し
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

二
、
同
様
様
式
第
六
「
製
作
品
引
継
明
細
書
」
の
う
ち
「
処
分
価
格
」
を
「
処
分
予
定
価
格
」

に
改
め
る
。

附

記

こ
の
改
正
は
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
一
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
一
〇
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
九
六
二
号
）

承承
認認
代代
用用
教教
科科
書書
のの
申申
請請
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
今
後
左
記
の
方
法
に
よ
り
申
請
さ
れ
る
よ
う
願
い
た
い
。
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〃
半
長
靴
製
甲

〃
150

〃
半
長
靴

底
付

〃
400

〃
院
内
靴
製
甲

〃
120

〃
院
内
靴
製
甲

〃
360

〃
補
助
靴
製
甲

〃
300

〃
補
助
靴
底
付

新
調

720

鞄
袋
物
料
抱
袋
牛
尺
三

〃
350

〃
抱
袋

牛
尺
二

〃
350

〃
抱
袋
豚
尺
三

〃
240

〃
抱
袋

豚
尺
二

〃
240

〃
ダ
レ
ス
鞄
牛
尺
三

〃
350

〃
ダ
レ
ス
鞄
豚
尺
三

〃
240

〃
引
手
鞄
牛
尺
三

〃
350

〃
引
手
鞄

豚
尺
三

〃
240

〃
ボ
ス
ト
ン
バ
ッ
ク

牛
22

～24
吋

〃
420

〃
〃

牛
20

～18
吋

〃
370

〃
〃

牛
16
吋

〃
320

〃
〃

牛
14
吋

〃
320

〃
〃

牛
12
吋

〃
300

〃
〃

豚
20
吋

〃
240

〃
〃

豚
18
吋

〃
240

〃
〃

豚
16
吋

〃
240

〃
〃

豚
14
吋

〃
220

〃
〃

豚
12
吋

〃
180

鞄
袋
物
料
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
牛
24
吋

新
調

400

〃
牛
20

～2
吋

〃
350

〃
牛
16

～18
吋

〃
300

〃
三
方
チ
ャ
ッ
ク
ケ

ース
〃

250

〃
引
手
付

ケ

ース
〃

300

記

（
１
）

本
加
工
料
を
も
っ
て
各
品
目
毎
の
最
高
額
と
す
る
。

（
２
）

義
肢
（
補
装
具
）
関
係
の
新
調
及
び
修
理
の
加
工
料
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
告
示

第
一
二
八
号
「
補
装
具
の
種
目
、
受
託
報
酬
の
額
等
に
関
す
る
基
準
」
に
掲
げ
る

額
の
２
割
以
内
と
す
る
。

（
３
）

今
回
承
認
し
た
品
目
以
外
の
新
調
及
び
修
理
加
工
料
に
つ
い
て
は
、
今
回
承
認
の
う

ち
最
も
類
似
し
た
品
目
の
加
工
料
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
所
長
が
決
め
る
。

（
４
）

本
加
工
料
は
昭
和
三
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
し
、
三
〇
職
補
第
二
二
〇
号
に
よ

り
承
認
し
た
加
工
賃
は
廃
止
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
〇
月
二
三
日

〔
五
─
二
─
一
〇
一
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
二
職
補
第
三
七
一
号
）

要要
綱綱
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

三
一
職
補
第
一
二
一
号
「
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託
料

等
処
理
要
綱
」
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
改
正
し
た
の
で
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
遺
憾
の
な
い

よ
う
い
た
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
三
一
職
補
第
一
二
一
号
「
神
奈
川
県
共
同
作
業
所
の
作
業
及
び
作
業
収
入
金
並
び
に
委
託

料
等
処
理
要
綱
」
第
九
の
第
一
項
中
「
引
渡
価
格
は
第
八
の
二
の
評
価
額
と
す
る
。
但

し
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
を
「
引
渡
価
格
は
製
作

価
格
及
び
商
品
価
値
を
勘
案
し
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

二
、
同
様
様
式
第
六
「
製
作
品
引
継
明
細
書
」
の
う
ち
「
処
分
価
格
」
を
「
処
分
予
定
価
格
」

に
改
め
る
。

附

記

こ
の
改
正
は
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
二
年
一
一
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
一
〇
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
神
奈
川
県
知
事
宛
（
職
発
第
九
六
二
号
）

承承
認認
代代
用用
教教
科科
書書
のの
申申
請請
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
今
後
左
記
の
方
法
に
よ
り
申
請
さ
れ
る
よ
う
願
い
た
い
。
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記記

承
認
代
用
教
科
書
と
し
て
使
用
す
る
本

補
導
種
目

教
科
書
名

編
者
名

発
行
所

定
価

既
承
認
代
用
教
科
書
の
取
り
消
し
す
る
本

補
導
種
目

教
科
書
名

編
者
名

発
行
所

定
価

理
由
（
教
科
書
名
記
入
）

⒈

□
□
全
般

⒉

新
し
い
技
術

⒊

□
□
□

（
註
）
取
り
消
し
す
る
教
科
書
に
つ
い
て
の
理
由
は
省
略
す
る
。

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
一
一
月
三
〇
日

〔
五
─
二
─
一
〇
三
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
九
六
三
号
）

指指
定定
代代
用用
教教
科科
書書
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
今
般
左
記
の
と
お
り
追
加
（
取
消)

す
る
か
ら
、
こ
れ
が
取
り
扱
い
に
遺
憾

の
な
い
よ
う
内
容
せ
ら
れ
た
い
。

記記

１
．
代
用
教
科
書
と
し
て
指
定
す
る
教
科
書
名

補
導
種
目

教
科
書
名

編
著
者

発
行
所

定

価

備

考

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

日
本
放
送
協
会

日
本
放
送
協
会

六
〇
〇
円

組
立
修
理
科

技
術
教
科
書

生
理
解
剖
学(

二
冊
分)

社
団
法
人

五
〇
円
程
度

理
容
美
容
科
の
教
科
書
は
逐
次

理
・
美
容
科

皮
膚
科
学

日
本
理
・
美
容
通
信
教

〃

改
訂
し
て
お
り
注
文
部
数
の
多

伝
染
病
学

育
サ
─
ビ
ス
セ
ン
タ
─

〃

少
に
よ
り
価
格
に
若
干
の
変
動

消
毒
法

（
一
冊
分
）

が
あ
る
。

公
衆
衛
生

（
四
冊
分
）

二
五
円
程
度

物
理
及
び
化
学(

二
冊
分)

一
一
〇
円

衛
生
法
規

（
四
冊
分
）

一
〇
〇
円

理
容
理
論(

二
冊
分)

一
〇
〇
円

美
容
理
論

（
二
冊
分
）

一
九
〇
円

基
礎
学

上
下

平
良
盛
吉

一
九
〇
円

衛
生
法
規

〃

衛
生
文
化
協
会

計

〃

八
六
三
円

２
．
指
定
代
用
教
科
書
を
取
消
す
る
教
科
書
名

補
導
種
目

教
科
書
名

編
著
者

発
行
所

備
考

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

ア
マ
チ
ュ
ア
に
出
来
る
テ
レ
三
熊
文
雄
外

理
工
学
社

組
立
修
理
科

ビ
ジ
ョ
ン
受
像
の
作
り
方

二
名

理
・
美
容
科

平
良
盛
吉

衛
生
文
化
協
会

指
定
代
用
教
科
書

補
導
種
目

指
定
代
用
教
科
書
名

著
者
、
発
行
所

理
容
・
美
容
科

理
容
技
学

平
良
盛
吉
・
衛
生
文
化
協
会

〃
美
容
技
学

〃

〃
理
容
・
美
容
基
礎
学

(

上

)
(

下

)

〃

〃
衛
生
法
規

〃

〃
生
理
解
剖
学

社
団
法
人
日
本
理
容
美
容
通
信
協
会
セ
ン
タ
─

〃
皮
膚
科
学
（
２
冊
分
）

〃
伝
染
病
学
（
２
冊
分
）

〃
消
毒
法
（
１
冊
分
）

〃
公
衆
衛
生
学
（
４
冊
分
）

〃
物
理
及
び
化
学
（
３
冊
分
）

〃
衛
生
法
規

(

２
冊
分

)
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〃
理
容
理
論

(
３
冊
分

)

〃
美
容
理
論

(
３
冊
分

)

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
組
立
修
理

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
書
（
基
礎
編
）

日
本
放
送
協
会

〃
〃

（
応
用
編
）

〃

〃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
技
術
教
科
書

〃

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

ブ
ロ
ッ
ク
・
タ
イ
ル
煉
瓦
の
施
工
法

有
明
書
房

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
一
二
月
六
日

〔
五
─
二
─
一
〇
四
〕
理
事
長
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第
三
五
七
号
）

訓訓
練練
生生
のの
所所
外外
実実
習習
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

首
題
の
件
に
つ
い
て
、
従
来
一
部
総
合
職
業
補
導
所
に
お
い
て
訓
練
生
が
応
用
実
習
の
段
階
に
入

っ
て
就
職
を
円
滑
に
す
る
等
の
目
的
の
も
と
に
長
期
間
に
わ
た
り
、
工
場
、
事
業
場
等
に
雇
用
契
約

に
よ
る
こ
と
な
く
臨
時
工
の
如
き
取
扱
い
を
も
っ
て
所
外
実
習
を
行
わ
し
め
て
お
る
向
き
も
あ
る
が

訓
練
生
は
原
則
と
し
て
所
内
に
お
い
て
教
程
に
よ
り
所
定
の
技
能
標
準
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
訓
練

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
若
し
、
訓
練
生
が
所
外
実
習
を
行
う
場
合
指
導
員
の
指
導
監
督
の
徹
底
を
欠

き
計
画
的
訓
練
も
行
わ
れ
難
く
、
か
つ
訓
練
生
が
災
害
を
蒙
っ
た
場
合
、
こ
れ
が
取
扱
い
に
支
障
を

来
た
す
お
そ
れ
も
あ
り
、
訓
練
事
業
の
円
滑
な
運
営
が
期
せ
ら
れ
な
い
結
果
と
な
る
の
で
、
応
用
実

習
の
段
階
に
お
い
て
は
、
労
働
市
場
の
要
請
す
る
技
能
を
十
分
取
り
入
れ
て
実
習
せ
し
め
る
ほ
か
、

受
託
作
業
を
も
考
慮
す
る
等
工
夫
を
凝
ら
し
所
内
実
習
に
重
点
を
お
い
て
訓
練
の
実
施
に
当
ら
れ
た

い
。な

お
、
止
む
を
得
ず
長
期
間
に
わ
た
り
所
外
実
習
を
実
施
す
る
場
合
は
、
左
記
の
場
合
に
限
ら
れ

た
い
。

記記

１
．
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
電
工
等
所
外
作
業
を
必
要
と
す
る
場
合

２
．
各
種
目
の
機
械
設
備
が
国
の
定
め
る
設
備
基
準
の
第
一
整
備
順
位(

六
〇
％)

以
下
の
場
合

『
福
祉
』

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
一
〇
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
知
事
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
職

発
第
一
、
〇
三
〇
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
対対
すす
るる
委委
託託
料料
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

都
道
府
県
が
そ
の
行
う
職
業
補
導
事
業
の
一
部
を
労
働
福
祉
事
業
団
の
経
営
す
る
総
合
職
業

補
導
所
に
委
託
す
る
場
合
の
都
道
府
県
の
負
担
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
自

治
庁
と
協
議
中
の
と
こ
ろ
今
般
協
議
が
と
と
の
い
別
紙
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
の
で
予
算
措
置

等
に
つ
い
て
よ
ろ
し
く
御
配
意
方
煩
わ
し
た
い
。

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
委委
託託
料料
基基
準準

一
、
委
託
料
の
適
正
額
は

㈠

種
目
別
の
補
導
生
一
人
当
た
り
の
訓
練
事
業
費
基
準
額
（
内
訳
別
表
の
と
お
り
）
に
補

導
生
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、

㈡

総
合
職
業
補
導
所
別
の
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
か
ら
一
割
を
削
除
し
た
額
と

の
、
合
計
額
を
も
っ
て
そ
の
標
準
と
す
る
。

二
、
計
算
の
基
準
と
な
る
補
導
生
数
は
、
都
道
府
県
の
委
託
予
定
人
員
と
す
る
。

た
ゞ
し
、
入
所
生
数
の
実
績
が
当
初
の
予
定
人
員
と
著
し
く
相
違
す
る
場
合
は
、
協
議
の

う
え
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
計
算
の
基
礎
と
な
る
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
は
、
当
該
年
度
の
契
約
キ
ロ
数
に

よ
る
年
間
所
要
額
と
す
る
。
た
ゞ
し
、
都
道
府
県
以
外
か
ら
の
委
託
に
よ
る
職
業
補
導
事
業

を
行
う
と
き
は
、
そ
の
人
員
と
都
道
府
県
の
委
託
人
員
と
の
割
合
に
よ
り
計
算
の
基
礎
と
し

て
の
電
気
基
本
料
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

（
編
注
：
別
表
は
次
ペ
ー
ジ
の
二
表
）

職
発
第
一
〇
三
〇
号
の
二

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日

労
働
省
職
業
安
定
局
長

労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長

殿

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
対対
すす
るる
都都
道道
府府
県県
のの
委委
託託
料料
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

貴
職
管
下
の
総
合
職
業
補
導
所
に
お
い
て
都
道
府
県
の
委
託
を
う
け
て
職
業
補
導
事
業
を
実

施
す
る
場
合
の
都
道
府
県
の
負
担
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て
か
ね
て
自
治
庁
と
の
間
に
協

議
中
で
あ
っ
た
が
、
今
回
別
紙
の
と
お
り
決
定
し
関
係
都
道
府
県
に
対
し
別
添
の
と
お
り
通
知

し
た
か
ら
了
知
願
い
た
い
。

（
編
注
：
基
準
表
同
一
に
つ
き
略
）

『
デ
ジ
』
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〃
理
容
理
論

(

３
冊
分

)

〃
美
容
理
論

(

３
冊
分

)

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
組
立
修
理

新
ラ
ジ
オ
技
術
教
書
（
基
礎
編
）

日
本
放
送
協
会

〃
〃

（
応
用
編
）

〃

〃
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
技
術
教
科
書

〃

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

ブ
ロ
ッ
ク
・
タ
イ
ル
煉
瓦
の
施
工
法

有
明
書
房

『
神
綴
り
』

昭
和
三
二
年
一
二
月
六
日

〔
五
─
二
─
一
〇
四
〕
理
事
長
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第
三
五
七
号
）

訓訓
練練
生生
のの
所所
外外
実実
習習
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

首
題
の
件
に
つ
い
て
、
従
来
一
部
総
合
職
業
補
導
所
に
お
い
て
訓
練
生
が
応
用
実
習
の
段
階
に
入

っ
て
就
職
を
円
滑
に
す
る
等
の
目
的
の
も
と
に
長
期
間
に
わ
た
り
、
工
場
、
事
業
場
等
に
雇
用
契
約

に
よ
る
こ
と
な
く
臨
時
工
の
如
き
取
扱
い
を
も
っ
て
所
外
実
習
を
行
わ
し
め
て
お
る
向
き
も
あ
る
が

訓
練
生
は
原
則
と
し
て
所
内
に
お
い
て
教
程
に
よ
り
所
定
の
技
能
標
準
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
訓
練

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
若
し
、
訓
練
生
が
所
外
実
習
を
行
う
場
合
指
導
員
の
指
導
監
督
の
徹
底
を
欠

き
計
画
的
訓
練
も
行
わ
れ
難
く
、
か
つ
訓
練
生
が
災
害
を
蒙
っ
た
場
合
、
こ
れ
が
取
扱
い
に
支
障
を

来
た
す
お
そ
れ
も
あ
り
、
訓
練
事
業
の
円
滑
な
運
営
が
期
せ
ら
れ
な
い
結
果
と
な
る
の
で
、
応
用
実

習
の
段
階
に
お
い
て
は
、
労
働
市
場
の
要
請
す
る
技
能
を
十
分
取
り
入
れ
て
実
習
せ
し
め
る
ほ
か
、

受
託
作
業
を
も
考
慮
す
る
等
工
夫
を
凝
ら
し
所
内
実
習
に
重
点
を
お
い
て
訓
練
の
実
施
に
当
ら
れ
た

い
。な

お
、
止
む
を
得
ず
長
期
間
に
わ
た
り
所
外
実
習
を
実
施
す
る
場
合
は
、
左
記
の
場
合
に
限
ら
れ

た
い
。

記記

１
．
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
電
工
等
所
外
作
業
を
必
要
と
す
る
場
合

２
．
各
種
目
の
機
械
設
備
が
国
の
定
め
る
設
備
基
準
の
第
一
整
備
順
位(

六
〇
％)

以
下
の
場
合

『
福
祉
』

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
一
〇
五
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
知
事
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
職

発
第
一
、
〇
三
〇
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
対対
すす
るる
委委
託託
料料
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

都
道
府
県
が
そ
の
行
う
職
業
補
導
事
業
の
一
部
を
労
働
福
祉
事
業
団
の
経
営
す
る
総
合
職
業

補
導
所
に
委
託
す
る
場
合
の
都
道
府
県
の
負
担
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
自

治
庁
と
協
議
中
の
と
こ
ろ
今
般
協
議
が
と
と
の
い
別
紙
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
の
で
予
算
措
置

等
に
つ
い
て
よ
ろ
し
く
御
配
意
方
煩
わ
し
た
い
。

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
委委
託託
料料
基基
準準

一
、
委
託
料
の
適
正
額
は

㈠

種
目
別
の
補
導
生
一
人
当
た
り
の
訓
練
事
業
費
基
準
額
（
内
訳
別
表
の
と
お
り
）
に
補

導
生
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、

㈡

総
合
職
業
補
導
所
別
の
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
か
ら
一
割
を
削
除
し
た
額
と

の
、
合
計
額
を
も
っ
て
そ
の
標
準
と
す
る
。

二
、
計
算
の
基
準
と
な
る
補
導
生
数
は
、
都
道
府
県
の
委
託
予
定
人
員
と
す
る
。

た
ゞ
し
、
入
所
生
数
の
実
績
が
当
初
の
予
定
人
員
と
著
し
く
相
違
す
る
場
合
は
、
協
議
の

う
え
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
計
算
の
基
礎
と
な
る
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
は
、
当
該
年
度
の
契
約
キ
ロ
数
に

よ
る
年
間
所
要
額
と
す
る
。
た
ゞ
し
、
都
道
府
県
以
外
か
ら
の
委
託
に
よ
る
職
業
補
導
事
業

を
行
う
と
き
は
、
そ
の
人
員
と
都
道
府
県
の
委
託
人
員
と
の
割
合
に
よ
り
計
算
の
基
礎
と
し

て
の
電
気
基
本
料
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

（
編
注
：
別
表
は
次
ペ
ー
ジ
の
二
表
）

職
発
第
一
〇
三
〇
号
の
二

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日

労
働
省
職
業
安
定
局
長

労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長

殿

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
対対
すす
るる
都都
道道
府府
県県
のの
委委
託託
料料
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

貴
職
管
下
の
総
合
職
業
補
導
所
に
お
い
て
都
道
府
県
の
委
託
を
う
け
て
職
業
補
導
事
業
を
実

施
す
る
場
合
の
都
道
府
県
の
負
担
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て
か
ね
て
自
治
庁
と
の
間
に
協

議
中
で
あ
っ
た
が
、
今
回
別
紙
の
と
お
り
決
定
し
関
係
都
道
府
県
に
対
し
別
添
の
と
お
り
通
知

し
た
か
ら
了
知
願
い
た
い
。

（
編
注
：
基
準
表
同
一
に
つ
き
略
）

『
デ
ジ
』
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（5－ 2－ 105別表）総総合合職職業業補補導導所所、、種種目目別別、、補補導導生生１１人人当当りり訓訓練練事事業業費費基基準準額額表表

区 分 同 左 の 内 訳
事 業 費 収 入 差引委託金

種 目 基本実習 応用実習

機 械 １７，６９０ ４，０５０ １３，６４０ ９，３２０ ４，３２０

仕 上 １４，７００ ３，８７０ １０，８３０ ７，８７０ ２，９６０

自 動 車整備 ２８，３７０ １６，７２０ １１，６５０ ５，９９０ ５，６６０

内 燃 機修理 ２２，９３０ １１，４３０ １１、５００ ６，７１０ ４，７９０

溶 接 ３０，７４０ ６，５３０ ２４，２１０ １１，５５０ １２，６６０

板 金 １５，７４０ ８，４５０ ７，４９０ ３，９８０ ３，５１０

電気機器修理 １５，３４０ ４，９３０ １０，４１０ ３，４４０ ６，９７０

塗 装 ２３，３９０ １２，４００ １０，９９０ ８，４８０ ２，５１０

建 設 機 械 ２１，４１０ ３，１８０ １８，２３０ ７，２７０ １０，９６０

配 管 １７，１５０ ９８０ １６，１７０ ７，２７０ ８，９００

電 工 ６，８４０ １，３４０ ５，５００ ２，５１０ ２，９９０

鋳 造 ３７，４００ ２７，１１０ １０，２９０ ５，６３０ ４，６６０

精 密 機 械 １９，０６０ ５，１００ １３，９６０ ６，６６０ ７，３００

無 線 通 信 ７，０７０ － ７，０７０ ２，７００ ４，３７０

ブロック建築 ２０，３６０ １５，２７０ ５，０９０ ３，２２０ １，８７０

ブロックタイル １９，７４０ ５，１４０ １４，６００ １，５２０ １３，０８０

活 版 印 刷 １５，０７０ １１，３００ ３，７７０ ３，３５０ ４２０

オフセット印刷 １３，２７０ ４，７１０ ８，５６０ ３，９１０ ４，６５０

木 工 １９，３３０ １３，０３０ ６，３００ ３，０８０ ３，２２０

ラジオテレビ ２４，３７０ １６，３１０ ８，０６０ ５，８９０ ２，１７０

製 図 ５，７７０ ２５０ ５，５２０ ２，４６０ ３，０６０

織 布 １４，４７０ １１，０２０ ３，４５０ ３，３２０ １３０

義 肢 ２２，９７０ １７，１８０ ５，７９０ ４，１３０ １，６６０

洋 裁 １９，５００ １２，８９０ ６，６１０ ４，０３０ ２，５８０

男 子 服 ２４，５５０ １８，８３０ ５、７２０ ４，７７０ ９５０

和文 タイプ ４，９１０ １，０１０ ３，９００ １，７２０ ２，１８０

事 務 ４，８８０ １，０１０ ３，８７０ １，９８０ １，８９０

経 理 事 務 ３，２９０ － ３，２９０ １，４５０ １，８４０

謄 写 印 刷 ６，４００ ２，０２０ ４，３８０ ２，６６０ １，７２０

鋸 目 立 ９，８９０ ６，２３０ ３，６６０ ２，６１０ １，０５０

（注）本基準表には所別訓練事業に必要な電気基本料は含まない
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総総
合合

職職
業業

補補
導導

所所
種種

目目
別別

補補
導導

生生
１１

人人
ああ

たた
りり

訓訓
練練

事事
業業
費費

基基
準準

額額
明明

細細
表表

(
単

位
円
)

基
本

実
習

応
用

実
習

合
計

種
目

資
材
費

機
工

具
光

熱
水

機
械

修
雑

費
小

計
収

入
資
材
費

機
工

具
光

熱
水

機
械

修
雑

費
小

計
収

入
計

収
入

差
引

費
量

理
費

費
量

理
費

委
託
金

機
械

2,710
5,020

1,190
160

710
9,790

470
2,800

1,270
2,370

400
1,060

7,900
3,580

17,690
4,050

13,640
仕

上
2,450

4,580
680

70
710

8,490
620

2,080
1,490

1,360
220

1,060
6,210

3,250
14,700

3,870
10,830

自
動
車

整
備

4,990
450

690
110

710
6,950

960
16,530

890
1,390

1,550
1,060

21,420
15,760

28,370
16,720

11,650
内
燃
機

修
理

4,990
450

910
50

710
7,110

400
11,690

1,030
1,830

210
1,060

15,820
11,030

22,930
11,430

11,500
溶

接
9,970

400
1,490

200
710

12,770
1,220

12,550
930

2,980
450

1,060
17,970

5,310
30,740

6,530
24,210

板
金

2,960
590

380
50

710
4,690

710
8,760

510
750

170
1,060

11,250
7,740

15,940
8,450

7,490
電
機
機
器
修
理

1,780
260

850
40

710
3,640

200
7,430

1,350
1,700

160
1,060

11,700
4,730

15,340
4,930

10,410
塗

装
6,280

1,570
560

40
710

9,160
680

9,420
2,360

1,300
90

1,060
14,230

11,720
23,390

12,400
10,990

建
設

機
械

4,310
530

1,570
150

710
7,270

0
2,910

530
3,140

6,500
1,060

14,140
3,180

21,410
3,180

18,230
配

管
4,840

500
810

410
710

7,270
0

5,820
500

1,610
890

1,060
9,880

980
17,150

980
16,170

電
工

850
130

770
50

710
2,510

0
1,290

260
1,630

90
1,060

4,330
1,340

6,840
1,340

5,500
鋳

造
5,900

610
270

70
710

7,560
1,930

26,740
1,210

550
280

1,060
29,,840

25,180
37,400

27,110
10,290

精
密

機
械

3,420
2,400

580
100

710
7,210

550
6,020

3,340
1,240

190
1,060

11,850
4,550

19,060
5,100

13,960
無

線
通

信
1,030

280
680

0
710

2,700
0

1,540
340

1,430
0

1,060
4,370

0
7,070

0
7,070

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

1,920
140

340
110

710
3,220

0
14,640

410
680

350
1,060

17,140
15,270

20,360
15,270

5,090
ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
ル

1,500
220

550
30

710
3,010

1,490
14,080

330
1,200

60
1,060

16,730
3,650

19,740
5,140

14,600
活

版
印

刷
3,170

230
480

110
710

4,700
1,350

7,770
250

1,080
210

1,060
10,370

9,950
15,070

11,300
3,770

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

2,400
230

750
470

710
4,560

650
4,810

350
1,500

990
1,060

8,710
4,060

13,270
4,710

8,560
木

工
1,920

320
480

50
710

3,480
400

12,400
630

1,630
130

1,060
15,850

12,630
19,330

13,030
5,790

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

6,210
300

290
0

710
7,510

1,620
13,490

1,620
690

0
1,060

16,860
14,690

24,370
16,310

8,060
製

図
1,270

310
150

20
710

2,460
0

1,370
460

380
40

1,060
3,310

250
5,770

250
5,520

織
布

3,640
140

330
110

710
4,930

1,610
7,270

280
650

280
1,060

9,540
9,410

14,470
11,020

3,450
義

肢
4,490

440
280

230
710

6,150
2,020

13,470
1,330

530
430

1,060
16,820

15,160
22,970

17,180
5,790

洋
裁

3,280
350

350
30

710
4,720

690
12,200

700
760

60
1,060

14,780
12,200

19,500
12,890

6,610
男

子
服

4,150
220

460
30

710
5,570

800
16,380

440
1,030

70
1,060

18,980
18,030

24,550
18,830

5,720
和
文

タ
イ
プ

730
170

60
50

710
1,720

0
1,500

320
170

140
1,060

3,190
1,010

4,910
1,010

3,900
事

務
1,130

100
50

50
710

2,040
60

1,440
170

80
90

1,060
2,840

950
4,880

1,010
3,870

経
理

事
務

650
0

50
40

710
1,450

0
650

0
80

50
1,060

1,840
0

3,290
0

3,290
謄

写
印

刷
1,640

470
20

20
710

2,860
200

1,850
460

60
110

1,060
3,540

1,820
6,400

2,020
4,380

鋸
目

立
2,360

210
520

90
710

3,890
1,280

3,120
490

1,160
170

1,060
6,000

4,950
9,890

6,230
3,660

(
注
)
本

基
準

額
表

に
は

所
別
訓
練

事
業

に
必

要
な
電

気
基

本
料

を
含

ま
な
い

。
『
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総総
合合

職職
業業

補補
導導

所所
種種

目目
別別

補補
導導

生生
１１

人人
ああ

たた
りり

訓訓
練練

事事
業業
費費

基基
準準

額額
明明

細細
表表

(
単

位
円
)

基
本

実
習

応
用

実
習

合
計

種
目

資
材
費

機
工

具
光

熱
水

機
械

修
雑

費
小

計
収

入
資
材
費

機
工

具
光

熱
水

機
械

修
雑

費
小

計
収

入
計

収
入

差
引

費
量

理
費

費
量

理
費

委
託
金

機
械

2,710
5,020

1,190
160

710
9,790

470
2,800

1,270
2,370

400
1,060

7,900
3,580

17,690
4,050

13,640
仕

上
2,450

4,580
680

70
710

8,490
620

2,080
1,490

1,360
220

1,060
6,210

3,250
14,700

3,870
10,830

自
動
車

整
備

4,990
450

690
110

710
6,950

960
16,530

890
1,390

1,550
1,060

21,420
15,760

28,370
16,720

11,650
内
燃
機

修
理

4,990
450

910
50

710
7,110

400
11,690

1,030
1,830

210
1,060

15,820
11,030

22,930
11,430

11,500
溶

接
9,970

400
1,490

200
710

12,770
1,220

12,550
930

2,980
450

1,060
17,970

5,310
30,740

6,530
24,210

板
金

2,960
590

380
50

710
4,690

710
8,760

510
750

170
1,060

11,250
7,740

15,940
8,450

7,490
電
機
機
器
修
理

1,780
260

850
40

710
3,640

200
7,430

1,350
1,700

160
1,060

11,700
4,730

15,340
4,930

10,410
塗

装
6,280

1,570
560

40
710

9,160
680

9,420
2,360

1,300
90

1,060
14,230

11,720
23,390

12,400
10,990

建
設

機
械

4,310
530

1,570
150

710
7,270

0
2,910

530
3,140

6,500
1,060

14,140
3,180

21,410
3,180

18,230
配

管
4,840

500
810

410
710

7,270
0

5,820
500

1,610
890

1,060
9,880

980
17,150

980
16,170

電
工

850
130

770
50

710
2,510

0
1,290

260
1,630

90
1,060

4,330
1,340

6,840
1,340

5,500
鋳

造
5,900

610
270

70
710

7,560
1,930

26,740
1,210

550
280

1,060
29,,840

25,180
37,400

27,110
10,290

精
密

機
械

3,420
2,400

580
100

710
7,210

550
6,020

3,340
1,240

190
1,060

11,850
4,550

19,060
5,100

13,960
無

線
通

信
1,030

280
680

0
710

2,700
0

1,540
340

1,430
0

1,060
4,370

0
7,070

0
7,070

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

1,920
140

340
110

710
3,220

0
14,640

410
680

350
1,060

17,140
15,270

20,360
15,270

5,090
ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
ル

1,500
220

550
30

710
3,010

1,490
14,080

330
1,200

60
1,060

16,730
3,650

19,740
5,140

14,600
活

版
印

刷
3,170

230
480

110
710

4,700
1,350

7,770
250

1,080
210

1,060
10,370

9,950
15,070

11,300
3,770

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

2,400
230

750
470

710
4,560

650
4,810

350
1,500

990
1,060

8,710
4,060

13,270
4,710

8,560
木

工
1,920

320
480

50
710

3,480
400

12,400
630

1,630
130

1,060
15,850

12,630
19,330

13,030
5,790

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

6,210
300

290
0

710
7,510

1,620
13,490

1,620
690

0
1,060

16,860
14,690

24,370
16,310

8,060
製

図
1,270

310
150

20
710

2,460
0

1,370
460

380
40

1,060
3,310

250
5,770

250
5,520

織
布

3,640
140

330
110

710
4,930

1,610
7,270

280
650

280
1,060

9,540
9,410

14,470
11,020

3,450
義

肢
4,490

440
280

230
710

6,150
2,020

13,470
1,330

530
430

1,060
16,820

15,160
22,970

17,180
5,790

洋
裁

3,280
350

350
30

710
4,720

690
12,200

700
760

60
1,060

14,780
12,200

19,500
12,890

6,610
男

子
服

4,150
220

460
30

710
5,570

800
16,380

440
1,030

70
1,060

18,980
18,030

24,550
18,830

5,720
和
文

タ
イ
プ

730
170

60
50

710
1,720

0
1,500

320
170

140
1,060

3,190
1,010

4,910
1,010

3,900
事

務
1,130

100
50

50
710

2,040
60

1,440
170

80
90

1,060
2,840

950
4,880

1,010
3,870

経
理

事
務

650
0

50
40

710
1,450

0
650

0
80

50
1,060

1,840
0

3,290
0

3,290
謄

写
印

刷
1,640

470
20

20
710

2,860
200

1,850
460

60
110

1,060
3,540

1,820
6,400

2,020
4,380

鋸
目

立
2,360

210
520

90
710

3,890
1,280

3,120
490

1,160
170

1,060
6,000

4,950
9,890

6,230
3,660

(
注
)
本

基
準

額
表

に
は

所
別
訓

練
事

業
に

必
要

な
電

気
基

本
料

を
含

ま
な
い

。
『

デ
ジ

』
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昭
和
三
三
年
一
月
一
三
日

〔
五
─
二
─
一
〇
六
〕
理
事
長
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第23

号
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
委委
託託
料料
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

都
道
府
県
が
そ
の
行
う
職
業
補
導
事
業
の
一
部
を
総
合
職
業
補
導
所
に
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合

の
適
正
な
委
託
料
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
、
別
添
「
写｣

の
と
お
り
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日
職
発

第
一
〇
三
〇
号
の
一
を
も
っ
て
職
業
安
定
局
長
よ
り
関
係
都
道
府
県
知
事
あ
て
通
達
が
あ
り
、
本
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
関
係
都
道
府
県
と
連
絡
の
う
え
、
職
業
訓
練
事

業
の
た
め
の
委
託
料
の
折
衝
そ
の
他
こ
れ
が
取
扱
い
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
配
意
願
い
た
い
。

別
紙(

写
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
対対
すす
るる
委委
託託
料料
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日

職
業
安
定
局
長
よ
り

知
事
あ
て
（
職
発
第
一
〇
三
〇
号
の
一
）

都
道
府
県
が
行
う
職
業
補
導
事
業
の
一
部
を
労
働
福
祉
事
業
団
の
経
営
す
る
総
合
職
業
補
導
所
に

委
託
す
る
場
合
の
都
道
府
県
の
負
担
す
る
委
託
料
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
自
治
庁
と
協
議
中

の
と
こ
ろ
今
般
協
議
が
と
と
の
い
別
紙
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
の
で
予
算
措
置
等
に
つ
い
て
よ
ろ
し

く
御
配
意
方
煩
わ
し
た
い
。

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
委委
託託
料料
算算
定定
基基
準準

１

委
託
料
の
適
正
額
は

⑴

種
目
別
の
補
導
生
１
人
当
り
の
訓
練
事
業
費
基
準
額(

内
訳
別
表
の
と
お
り)
に
補
導
生
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と

⑵

総
合
職
業
補
導
所
別
の
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
か
ら
一
割
を
控
除
し
た
額
と
の
合

計
額
を
も
っ
て
そ
の
標
準
と
す
る
。

２

計
算
の
基
礎
と
な
る
補
導
生
数
は
、
都
道
府
県
の
委
託
予
定
人
員
と
す
る
。

た
だ
し
、
入
所
生
数
の
実
績
が
当
初
の
予
定
人
員
と
著
し
く
相
違
す
る
場
合
は
、
協
議
の
う
え

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

計
算
の
基
礎
と
な
る
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
は
、
当
該
年
度
の
契
約
キ
ロ
数
に
よ
る

年
間
所
要
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
以
外
か
ら
の
委
託
に
よ
る
職
業
補
導
事
業
を
行
う
と

き
は
、
そ
の
人
員
と
都
道
府
県
の
委
託
人
員
と
の
割
合
に
よ
り
計
算
の
基
礎
と
し
て
の
電
気
基
本

料
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

事
業
費

収
入

差
引

同
左
の
内
訳

区
分

科
目

委
託
金

基
本
実
習

応
用
実
習

機
械

17,690
4,050

13,640
9,320

4,320

仕
上

14,700
3,870

10,830
7,870

2,960
自
動
車
整
備

28,370
16,720

11,650
5,990

5,660
内
燃
機
修
理

22,930
11,430

11,500
6,710

4,790
溶

接
30,740

6,530
24,210

11,550
12,660

板
金

15,940
8,450

7,490
3,980

3,510
電
気
機
器
修
理

15,340
4,930

10,410
3,440

6,970
塗

装
23,390

12,400
10,990

8,480
2,510

建
設
機
械

21,410
3,180

18,230
7,270

10,960
配

管
17,150

980
16,170

7,270
8,900

電
工

6,840
1,340

5,500
2,510

2,990
鋳

造
37,400

27,110
10,290

5,630
4,660

精
密
機
械

19,060
5,100

13,960
6,660

7,300
無
線
通
信

7,070

─

7,070
2,700

4,370

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

20,360
15,270

5,090
3,220

1,870

ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
ル

19,740
5,140

14,600
1,520

13,080

活
版
印
刷

15,070
11,300

3,770
3,350

420

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

13,270
4,710

8,560
3,910

4,650
木

工
19,330

13,030
6,300

3,080
3,220

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ

24,370
16,310

8,060
5,890

2,170
製

図
5,770

250
5,520

2,460
3,060

織
布

14,470
11,020

3,450
3,320

130
義

肢
22,970

17,180
5,790

4,130
1,660

洋
裁

19,500
12,890

6,610
4,030

2,580
男

子
服

24,550
18,830

5,720
4,770

950
和
文
タ
イ
プ

4,910
1,010

3,900
1,720

2,180
事

務
4,880

1,010
3,870

1,980
1,890

経
理
事
務

3,290

─

3,290
1,450

1,840
謄
写
印
刷

6,400
2,020

4,380
2,660

1,720
鋸

目
立

9,890
6,230

3,660
02,610

1,050

（註

）本
基
準
表
に
は
所
別
訓
練
事
業
に
必
要
な
電
気
基
本
料
は
含
ま
な
い

。
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総
合
職
業
補
導
所
科
目
別
訓
練
生
１
人

基
本

実
習

科
目

資
材
費

機
工
光

熱
機

械
雑

費
小

計
収

入
具

費
水

道
修
理
費

機
械

2,710
5,020

1,190
160

710
9,790

470
仕

上
2,450

4,580
680

70
710

8,490
620

自
動
車
整
備

4,990
450

690
110

710
6,950

960
内
燃
機
修
理

4,990
450

910
50

710
7,110

400
溶

接
9,970

400
1,490

200
710

12,770
1,220

板
金

2,960
590

380
50

710
4,690

710
電
気
機
器
修
理

1,780
260

850
40

710
3,640

200
塗

装
6,280

1,570
560

40
710

9,160
680

建
設

機
械

4,310
530

1,570
150

710
7,270

0
配

管
4,840

500
810

410
710

7,270
0

電
工

850
130

770
50

710
2,510

0
鋳

造
5,900

610
270

70
710

7,560
1,930

精
密

機
械

3,420
2,400

580
100

710
7,210

550
無

線
通
信

1,030
280

680
0

710
2,700

0
ブ
ロ
ッ
ク
建
築

1,920
140

340
110

710
3,220

0
ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
ル

1,500
220

550
30

710
3,010

1,490
活

版
印
刷

3,170
230

480
110

710
4,700

1,350
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

2,400
230

750
470

710
4,560

650
木

工
1,920

320
480

50
710

3,480
400

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ

6,210
300

290
0

710
7,510

1,620
製

図
1,270

310
50

20
710

2,460
0

織
布

3,640
140

330
110

710
4,930

1,610
義

肢
4,490

440
280

230
710

6,150
2,020

洋
裁

3,280
350

350
30

710
4,720

690
男

子
服

4,150
220

460
30

710
5,570

800
和
文
タ
イ
プ

730
170

60
50

710
1,720

0
事

務
1,130

100
50

50
710

2,040
60

経
理

事
務

650
0

50
40

710
1,450

0
謄

写
印
刷

1,640
470

20
20

710
2,860

200
鋸

目
立

2,360
210

520
90

710
3,890

1,280

当
り
訓
練
事
業
費
基
準
額
明
細
表

応
用

実
習

合
計

資
材
費

機
工

光
熱

機
械

雑
費

小
計

収
入

計
収
入

差
引

具
費

水
道

修
理
費

委
託
費

2,800
1,270

2,370
400

1,060
7,900

3,580
17,690

4,050
13,640

2,080
1,490

1,360
220

1,060
6,210

3,250
14,700

3,870
10,830

16,530
890

1,390
1,550

1,060
21,420

15,760
28,370

16,720
11,650

11,690
1,030

1,830
210

1,060
15,820

11,030
22,930

11,430
11,550

12,550
930

2,980
450

1,060
17,970

5,310
30,740

6,530
24,210

8,760
510

750
170

1,060
11,250

7,740
15,940

8,450
7,490

7,430
1,350

1,700
160

1,060
11,700

4,730
15,340

4,930
10,410

9,420
2,360

1,300
90

1,060
14,230

11,720
23,390

12,400
10,990

2,910
530

3,140
6,500

1,060
14,140

3,180
21,410

3,180
18,230

5,820
500

1,640
890

1,060
9,880

980
17,150

980
16,170

1,290
260

1,630
90

1,060
4,330

1,340
6,840

1,340
5,500

26,740
1,210

550
280

1,060
29,840

25,180
37,400

27,110
10,290

6,020
3,340

1,240
190

1,060
11,850

4,550
19,060

5,100
13,960

1,540
340

1,430
0
1,060

4,370
0

7,070
0

7,070
14,640

410
680

350
1,060

17,140
15,270

20,60
15,270

5,090
14,080

330
1,200

60
1,060

16,730
3,650

19,740
5,140

14,600
7,770

250
1,080

210
1,060

10,370
9,950

15,070
11,300

3,770
4,810

350
1,500

990
1,060

8,710
4,060

13,270
,710

8,560
12,400

630
1,630

130
1,060

15,850
12,630

19,330
13,030

6,300
13,490

1,620
690

0
1,060

16,860
14,690

24,370
16,310

8,060
1,370

460
380

40
1,060

3,310
250

5,770
250

5,520
7,270

280
650

280
1,060

9,540
9,410

14,470
11,020

3,450
13,470

1,330
530

430
1,060

16,820
15,160

22,970
17,180

5,790
12,200

700
760

60
1,060

14,780
12,200

19,500
12,890

6,610
16,380

440
1,030

70
1,060

18,980
18,030

24,550
18,830

5,720
1,500

320
170

140
1,060

3,190
1,010

4,910
1,010

3,900
1,440

170
80

90
1,060

2,840
950

4,880
1,010

3,870
650

0
80

50
1,060

1,840
0

3,290
0

,290
1,850

460
60

110
1,060

3,540
1,820

6,400
2,020

4,380
3,120

490
1,160

170
1,060

6,000
4,950

9,890
6,230

3,660

『福
祉

』
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総
合
職
業
補
導
所
科
目
別
訓
練
生
１
人

基
本

実
習

科
目

資
材
費

機
工
光

熱
機

械
雑

費
小

計
収

入
具

費
水

道
修
理
費

機
械

2,710
5,020

1,190
160

710
9,790

470
仕

上
2,450

4,580
680

70
710

8,490
620

自
動
車
整
備

4,990
450

690
110

710
6,950

960
内
燃
機
修
理

4,990
450

910
50

710
7,110

400
溶

接
9,970

400
1,490

200
710

12,770
1,220

板
金

2,960
590

380
50

710
4,690

710
電
気
機
器
修
理

1,780
260

850
40

710
3,640

200
塗

装
6,280

1,570
560

40
710

9,160
680

建
設

機
械

4,310
530

1,570
150

710
7,270

0
配

管
4,840

500
810

410
710

7,270
0

電
工

850
130

770
50

710
2,510

0
鋳

造
5,900

610
270

70
710

7,560
1,930

精
密

機
械

3,420
2,400

580
100

710
7,210

550
無

線
通
信

1,030
280

680
0

710
2,700

0
ブ
ロ
ッ
ク
建
築

1,920
140

340
110

710
3,220

0
ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
ル

1,500
220

550
30

710
3,010

1,490
活

版
印
刷

3,170
230

480
110

710
4,700

1,350
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

2,400
230

750
470

710
4,560

650
木

工
1,920

320
480

50
710

3,480
400

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ

6,210
300

290
0

710
7,510

1,620
製

図
1,270

310
50

20
710

2,460
0

織
布

3,640
140

330
110

710
4,930

1,610
義

肢
4,490

440
280

230
710

6,150
2,020

洋
裁

3,280
350

350
30

710
4,720

690
男

子
服

4,150
220

460
30

710
5,570

800
和
文
タ
イ
プ

730
170

60
50

710
1,720

0
事

務
1,130

100
50

50
710

2,040
60

経
理

事
務

650
0

50
40

710
1,450

0
謄

写
印
刷

1,640
470

20
20

710
2,860

200
鋸

目
立

2,360
210

520
90

710
3,890

1,280

当
り
訓
練
事
業
費
基
準
額
明
細
表

応
用

実
習

合
計

資
材
費

機
工

光
熱

機
械

雑
費

小
計

収
入

計
収
入

差
引

具
費

水
道

修
理
費

委
託
費

2,800
1,270

2,370
400

1,060
7,900

3,580
17,690

4,050
13,640

2,080
1,490

1,360
220

1,060
6,210

3,250
14,700

3,870
10,830

16,530
890

1,390
1,550

1,060
21,420

15,760
28,370

16,720
11,650

11,690
1,030

1,830
210

1,060
15,820

11,030
22,930

11,430
11,550

12,550
930

2,980
450

1,060
17,970

5,310
30,740

6,530
24,210

8,760
510

750
170

1,060
11,250

7,740
15,940

8,450
7,490

7,430
1,350

1,700
160

1,060
11,700

4,730
15,340

4,930
10,410

9,420
2,360

1,300
90

1,060
14,230

11,720
23,390

12,400
10,990

2,910
530

3,140
6,500

1,060
14,140

3,180
21,410

3,180
18,230

5,820
500

1,640
890

1,060
9,880

980
17,150

980
16,170

1,290
260

1,630
90

1,060
4,330

1,340
6,840

1,340
5,500

26,740
1,210

550
280

1,060
29,840

25,180
37,400

27,110
10,290

6,020
3,340

1,240
190

1,060
11,850

4,550
19,060

5,100
13,960

1,540
340

1,430
0
1,060

4,370
0

7,070
0

7,070
14,640

410
680

350
1,060

17,140
15,270

20,60
15,270

5,090
14,080

330
1,200

60
1,060

16,730
3,650

19,740
5,140

14,600
7,770

250
1,080

210
1,060

10,370
9,950

15,070
11,300

3,770
4,810

350
1,500

990
1,060

8,710
4,060

13,270
,710

8,560
12,400

630
1,630

130
1,060

15,850
12,630

19,330
13,030

6,300
13,490

1,620
690

0
1,060

16,860
14,690

24,370
16,310

8,060
1,370

460
380

40
1,060

3,310
250

5,770
250

5,520
7,270

280
650

280
1,060

9,540
9,410

14,470
11,020

3,450
13,470

1,330
530

430
1,060

16,820
15,160

22,970
17,180

5,790
12,200

700
760

60
1,060

14,780
12,200

19,500
12,890

6,610
16,380

440
1,030

70
1,060

18,980
18,030

24,550
18,830

5,720
1,500

320
170

140
1,060

3,190
1,010

4,910
1,010

3,900
1,440

170
80

90
1,060

2,840
950

4,880
1,010

3,870
650

0
80

50
1,060

1,840
0

3,290
0

,290
1,850

460
60

110
1,060

3,540
1,820

6,400
2,020

4,380
3,120

490
1,160

170
1,060

6,000
4,950

9,890
6,230

3,660

『福
祉

』
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昭
和
三
三
年
二
月
二
〇
日

〔
五
─
二
─
一
〇
七
〕
業
務
担
当
理
事
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第
一
五

三
号
）

通通
学学
定定
期期
乗乗
車車
券券
発発
売売
対対
象象
施施
設設
とと
しし
てて
のの
指指
定定
手手
続続
きき
にに
つつ
いい
てて

首
記
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
々
御
配
意
を
煩
わ
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
が
取

扱
い
に
つ
い
て
は
爾
今
下
記
に
よ
り
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記

１

旅
客
及
び
荷
物
運
送
規
則(
以
下
「
規
則｣

と
い
う
。)

第
六
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
き

国
鉄
の
指
定
を
う
け
て｢

指
定
学
校｣

と
な
っ
た
場
合
は
、
通
学
定
期
乗
車
券
の
購
入
並
び
に
規
則

第73

条
に
よ
る
旅
客
運
賃
学
生
割
引
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
が
、
右
指
定
取
扱
い
は
、
各
職
業
訓|

練
種
目
毎
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
訓
練
種
目
が
国
鉄
指
定
に
な
る
た
め
の
基
準
は
、
職
業
訓
練

の
期
間
１
箇
年
、
年
間
授
業
時
間
七
〇
〇
時
間
以
上
を
必
要
と
し
、
か
つ
当
該
種
目
の
訓
練
定
員

二
〇
名
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
右
基
準
に
該
当
す
る
職
業
訓
練
種
目
を
有
し
、
い
ま
だ
国

鉄
指
定
の
取
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
す
み
や
か
に｢
学
校
指
定
申
請
書｣

又
は
「
指
定
部

科
の
追
加
申
請
書
」
を
総
合
職
業
補
導
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
鉄
道
管
理
局
長(

管
理
局
が
遠
隔

地
に
あ
る
と
き
は
、
最
寄
り
の
国
鉄
駅
を
経
由)

に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
う
る
こ
と
。

３

事
業
計
画
の
変
更
等
に
よ
り
職
業
訓
練
期
間
が
国
鉄
指
定
の
基
準
に
満
た
な
く
な
っ
た
職
業
訓

練
種
目
或
い
は
廃
止
さ
れ
た
職
業
訓
練
種
目
で
、
い
ま
だ
国
鉄
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、「
学

校
指
定
変
更
申
請
書
」
を
管
轄
の
鉄
道
管
理
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

４

職
業
訓
練
種
目
又
は
総
合
職
業
補
導
所
の
名
称
を
変
更
し
た
と
き
は
、「
学
校
指
定
変
更
申
請
書｣

を
管
轄
の
鉄
道
管
理
局
長
に
提
出
し
、
名
称
変
更
の
承
認
を
う
る
こ
と
。

５

前
各
号
に
示
し
た
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
総
合
職
業
補
導
所
は
、
規
則
第
六
九

条
に
基
づ
く
諸
手
続
を
と
り
常
に
指
定
職
業
訓
練
種
目
を
整
備
し
お
く
こ
と
。

６

前
項
の
手
続
き
を
し
た
総
合
職
業
補
導
所
は
、
そ
の
都
度
管
轄
の
鉄
道
管
理
局
長
に
提
出
し
た

書
類
の
「
写
」
二
部
を
本
部
に
送
付
す
る
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
二
月
二
四
日

〔
五
─
二
─
一
〇
八
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
宛
（
職
発
第
一
三

七
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
、
労
働
省
労
労
働
基
準
局
長
通
達
（
昭
和
三
十
三
年
二
月
十
四
日
付
基

発
第
九
五
号
、
別
添
写
参
照
。）
に
よ
り
そ
の
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
に
よ
り

こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
慮
願
い
た
い
。

記記

一
、
総
合
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
及
び
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
百
条
に
基
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士

試
験
」
と
同
一
基
準
の
も
の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
に
達
し
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
試
験
の
全
部

を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
除
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
を
申
請
書

に
添
付
す
る
こ
と
。

二
、
総
合
職
業
補
導
所
は
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全
関
係

法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
う
え
緊
密
な
連
携
を
保
っ
て

そ
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と

三
、
こ
の
措
置
に
よ
り
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
の
結
果
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に

定
め
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
安

全
の
重
要
性
に
鑑
み
、
貴
職
に
お
い
て
も
試
験
の
厳
正
な
実
施
に
つ
い
て
万
全
の
指
導
監
督
を
加

え
、
そ
の
適
正
を
期
す
る
こ
と
。

（
別
添

写
）
昭
三
三
・
二
・
一
四
、
基
発
第
九
五
号
通
達

公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
料
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付

基
発
第
一
五
九
号
を
も
っ
て
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
し
、
そ
の
取

扱
方
に
つ
い
て
通
ち
ょ
う
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
で
あ
る
総
合
職
業

補
導
所
の
溶
接
科
修
了
者
に
つ
い
て
も
、
右
と
同
様
の
取
扱
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
さ
れ
た

い
。

『
時
報
』

昭
和
三
三
年
三
月
七
日

〔
五
─
二
─
一
〇
九
〕
業
務
部
長
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第
一
八
八
号
）

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
にに
おお
けけ
るる
訓訓
練練
生生
等等
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
訓
練
生
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
と
も
そ
れ
ぞ
れ
事
業
団

に
移
管
さ
れ
る
前
の
都
道
府
県
所
則
、
規
則
等
に
よ
っ
て
暫
定
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
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の
で
、
近
く
、
職
業
訓
練
法
の
制
定
と
も
関
連
し
て
、
事
業
団
と
し
て
の
所
則
（
準
則
）
を
示
し
、

こ
れ
が
取
扱
い
に
つ
い
て
統
一
を
期
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
訓
練
生
の
募
集
、
学
校
学

生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
配
付
申
請
の
手
続
等
、
特
に
新
設
の
施
設
に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
制
定
が
急

が
れ
て
い
る
の
で
、
別
添
「
労
働
福
祉
事
業
団
○
○
総
合
職
業
補
導
所
所
則
」
を
参
考
と
し
て
応
急

的
に
各
施
設
に
お
い
て
所
則
を
制
定
し
、
訓
練
生
等
の
取
扱
い
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
別
添
所
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
労
働

大
臣
の
定
め
る
教
程
基
準
に
拠
り
作
成
す
る
こ
と
。

お
っ
て
、
所
則
制
定
後
、
そ
の
写
二
部
を
添
え
て
そ
の
旨
報
告
願
い
た
い
。

労労
働働
福福
祉祉
亊亊
業業
団団
○○
○○
総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
所所
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
所
則
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
の
組
織
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
四
号
）
第
十
三
条

の
規
定
に
基
い
て
設
置
さ
れ
た
○
○
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
失
業
保
険
の
被
保
険
者
及

び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
等
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
。）
の
養
成
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と

と
も
に
訓
練
生
の
遵
守
す
べ
き
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
基
本
方
針
）

第
二
条

○
○
総
合
職
業
訓
練
所
（
以
下
「
訓
練
所
」
と
い
う
。）
は
、
訓
練
生
に
対
し
、
職
業
に
必

要
な
専
門
的
技
能
を
習
得
さ
せ
、
又
は
向
上
さ
せ
る
た
め
適
切
か
つ
効
率
的
な
職
業
訓
練
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
種
目
、
訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓|

練
の
期
間
）

第
三
条

職
業
訓
練
の
種
目
、
訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓
練
の
期
間
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
）

第
四
条

訓
練
生
が
職
業
訓
練
期
間
中
に
習
得
す
べ
き
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
は
、
訓
練

所
の
所
長(

以
下
「
所
長
」
と
い
う
。

)

が
別
に
定
め
る
。

(

訓
練
生
と
な
る
べ
き
者
の
資
格)

第
五
条

訓
練
生
は
、
教
育
基
本
法
第
４
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
の
修
了
者
又
は
こ
れ
と
同
程
度

以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

訓
練
生
の
選
考
及
び
決
定)

第
六
条

所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
訓
練
生
を
選
考
し
決
定
す
る
。

⑴
公
共
職
業
安
定
所
が
前
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
推
せ
ん
し
た
者

⑵
事
業
主
の
委
任
を
受
け
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
主
が
推
せ
ん
し
た

者⑶
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
理
事
長
の
承
認
を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
者

２

所
長
は､

訓
練
生
を
決
定
し
た
と
き
は､

す
み
や
か
に
当
該
本
人
及
び
関
係
公
共
職
業
安
定
所
又

は
関
係
事
業
主
そ
の
他
特
に
通
知
を
必
要
と
認
め
た
者
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期)

第
七
条

職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
四
月
及
び
一
〇
月
と
す
る
。
た
ゞ
し
、

特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
所
長
は
、
職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訓
練
生
と
な
る
手
続)

第
八
条

訓
練
生
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
○
○
総
合
職
業
訓
練
所
入
所
願
書(

様
式
１)

に

履
歴
書
を
添
え
て
訓
練
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
願
書
の
提
出
は
、
第
六
条
第
一
号
も
し
く
は
第
二
号
の
推
せ
ん
者
又
は
理
事
長
の
承
認

を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
者
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

誓
約
書)

第
九
条

訓
練
生
は
、
入
所
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
誓
約
書(

様
式
２)

を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻)

第
十
条

職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

始
業
時
刻

午
前
八
持
三
〇
分

終
業
時
刻

午
後
四
持
三
〇
分(

土
曜
日
に
あ
っ
て
は
正
午)

２

所
長
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訓
練
生
の
休
日)

第
十
一
条

休
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
ゞ
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
休
日
に
学
科
又
は

実
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

日

曜

日

国
民
の
祝
日

年
末
・
年
始(

一
二
月
二
八
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で)

労
働
福
祉
事
業
団
の
設
立
の
日(

七
月
一
日)
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の
で
、
近
く
、
職
業
訓
練
法
の
制
定
と
も
関
連
し
て
、
事
業
団
と
し
て
の
所
則
（
準
則
）
を
示
し
、

こ
れ
が
取
扱
い
に
つ
い
て
統
一
を
期
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
訓
練
生
の
募
集
、
学
校
学

生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
配
付
申
請
の
手
続
等
、
特
に
新
設
の
施
設
に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
制
定
が
急

が
れ
て
い
る
の
で
、
別
添
「
労
働
福
祉
事
業
団
○
○
総
合
職
業
補
導
所
所
則
」
を
参
考
と
し
て
応
急

的
に
各
施
設
に
お
い
て
所
則
を
制
定
し
、
訓
練
生
等
の
取
扱
い
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
別
添
所
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
労
働

大
臣
の
定
め
る
教
程
基
準
に
拠
り
作
成
す
る
こ
と
。

お
っ
て
、
所
則
制
定
後
、
そ
の
写
二
部
を
添
え
て
そ
の
旨
報
告
願
い
た
い
。

労労
働働
福福
祉祉
亊亊
業業
団団
○○
○○
総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
所所
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
所
則
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
の
組
織
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
四
号
）
第
十
三
条

の
規
定
に
基
い
て
設
置
さ
れ
た
○
○
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
失
業
保
険
の
被
保
険
者
及

び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
等
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
。）
の
養
成
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と

と
も
に
訓
練
生
の
遵
守
す
べ
き
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
基
本
方
針
）

第
二
条

○
○
総
合
職
業
訓
練
所
（
以
下
「
訓
練
所
」
と
い
う
。）
は
、
訓
練
生
に
対
し
、
職
業
に
必

要
な
専
門
的
技
能
を
習
得
さ
せ
、
又
は
向
上
さ
せ
る
た
め
適
切
か
つ
効
率
的
な
職
業
訓
練
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
種
目
、
訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓|

練
の
期
間
）

第
三
条

職
業
訓
練
の
種
目
、
訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓
練
の
期
間
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
）

第
四
条

訓
練
生
が
職
業
訓
練
期
間
中
に
習
得
す
べ
き
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間
は
、
訓
練

所
の
所
長(

以
下
「
所
長
」
と
い
う
。

)

が
別
に
定
め
る
。

(

訓
練
生
と
な
る
べ
き
者
の
資
格)

第
五
条

訓
練
生
は
、
教
育
基
本
法
第
４
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
の
修
了
者
又
は
こ
れ
と
同
程
度

以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

訓
練
生
の
選
考
及
び
決
定)

第
六
条

所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
訓
練
生
を
選
考
し
決
定
す
る
。

⑴
公
共
職
業
安
定
所
が
前
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
推
せ
ん
し
た
者

⑵
事
業
主
の
委
任
を
受
け
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
主
が
推
せ
ん
し
た

者⑶
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
理
事
長
の
承
認
を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
者

２

所
長
は､

訓
練
生
を
決
定
し
た
と
き
は､

す
み
や
か
に
当
該
本
人
及
び
関
係
公
共
職
業
安
定
所
又

は
関
係
事
業
主
そ
の
他
特
に
通
知
を
必
要
と
認
め
た
者
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期)

第
七
条

職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
四
月
及
び
一
〇
月
と
す
る
。
た
ゞ
し
、

特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
所
長
は
、
職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訓
練
生
と
な
る
手
続)

第
八
条

訓
練
生
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
○
○
総
合
職
業
訓
練
所
入
所
願
書(

様
式
１)

に

履
歴
書
を
添
え
て
訓
練
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
願
書
の
提
出
は
、
第
六
条
第
一
号
も
し
く
は
第
二
号
の
推
せ
ん
者
又
は
理
事
長
の
承
認

を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
者
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

誓
約
書)

第
九
条

訓
練
生
は
、
入
所
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
誓
約
書(

様
式
２)

を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻)

第
十
条

職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

始
業
時
刻

午
前
八
持
三
〇
分

終
業
時
刻

午
後
四
持
三
〇
分(

土
曜
日
に
あ
っ
て
は
正
午)

２

所
長
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訓
練
生
の
休
日)

第
十
一
条

休
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
ゞ
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
休
日
に
学
科
又
は

実
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

日

曜

日

国
民
の
祝
日

年
末
・
年
始(
一
二
月
二
八
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で)

労
働
福
祉
事
業
団
の
設
立
の
日(

七
月
一
日)
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２

所
長
は
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
休
日
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

(

欠
席
及
び
休
所)

第
十
二
条

訓
練
生
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又

は
欠
席
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
又
は
す
み
や
か
に
、
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

欠
席
が
引
続
き
七
日
を
超
え
る
と
き
は
、
欠
席
届(

様
式
三)

に
医
師
の
診
断
書
等
欠
席
の
理
由

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
所
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

長
期
に
わ
た
り
欠
席
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
休
所
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(

退
所)

第
十
三
条

訓
練
生
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
で
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
所

願(

様
式
４)

を
所
長
に
提
出
し
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
長
は
、
訓
練
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

⑵
成
業
の
見
込
み
が
な
い
者

⑶
正
当
な
理
由
が
な
く
て
引
続
き
１
ヶ
月
以
上
欠
席
し
た
者
又
は
出
席
常
で
な
い
者

⑷
所
則
そ
の
他
訓
練
所
が
定
め
る
諸
規
定
に
違
背
す
る
等
訓
練
所
の
秩
序
を
乱
す
行
為
の
あ
っ
た

者

(

ほ
う
賞)

第
十
四
条

所
長
は
、
習
得
知
識
及
び
技
能
が
優
秀
な
者
又
は
他
の
訓
練
生
の
模
範
と
な
る
者
を
表

彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

修
了)

第
十
五
条

職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
訓
練
生
に
対
し
て
は
、
修
了
に
あ
た
り
、

修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

(

証
明
書)

第
十
六
条

訓
練
生
は
、
在
所
中
又
は
修
了
後
必
要
な
証
明
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
習)

第
十
七
条

職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
更
に
知
識
及
び
技
能
の
習
得
又
は
向
上
を

図
る
た
め
引
き
続
き
訓
練
所
に
在
所
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
所
長
は
、
訓
練

生
の
職
業
訓
練
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
職
業
訓
練
の
補
習
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
を
補
習
生
と
い
う
。

３

補
習
生
に
関
し
て
は
、
所
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
十
八
条

こ
の
所
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
訓
練
生
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
、
訓
練
生
の

遵
守
す
べ
き
事
項
等
こ
の
所
則
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
別
に
所
長
が
定
め
る
も
の
と
す

る
。

附

則

１

こ
の
所
則
は
、
昭
和
○
年
○
月
○
日
か
ら
実
施
す
る
。

２

こ
の
所
則
中
「
総
合
職
業
訓
練
所
」
の
名
称
は
、
組
織
規
程
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
理
事
長

が
別
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、「
総
合
職
業
補
導
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表

（
例
示
）

（
昼

間
）

職
業
訓
練
の
種
目

訓
練
生
の
定
員

職
業
訓
練
の
期
間

板
金
科

四
〇
名

一
年

自
動
車
整
備
科

五
〇
名

一
年

溶

接

科

三
〇
名

一
年

（
夜

間
）

職
業
訓
練
の
種
目

訓
練
生
の
定
員

職
業
訓
練
の
期
間

塗
装
科

二
〇
名

六
ケ
月

仕
上
科

三
〇
名

一

年

様
式
一
（
編
注
：
以
下
略
）

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
三
月
二
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
〇
〕
理
事
長
よ
り
各
総
合
職
業
補
導
所
長
宛
（
労
働
福
祉
発
第
二
四
〇
号
）
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溶溶
接接
科科
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
労
働
基
準
局
長
通
達
（
昭
和
三
三
年
二
月
一
四
日
付
基
発
第
九
五
号
、

別
添
写
し
⑴
参
照
）
に
よ
り
そ
の
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
当
該
種
目
を
有
す
る
施

設
に
あ
っ
て
は
、
下
記
に
よ
り
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
願
い
た
い
。

記記

１

総
合
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
及
び
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇
〇
条
に
基
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接

士
試
験
」
と
同
一
基
準
の
も
の
（
別
添
写
⑵
参
照
）
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
に
達
し
た
者
に
つ
い

て
は
当
該
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
（
様
式
一
参

照
。）
を
申
請
書
（
様
式
二
参
照
）
に
添
付
す
る
こ
と
。

２

総
合
職
業
補
導
所
長
は
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全
関

係
法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
う
え
緊
密
な
連
け
い
を
保
っ
て

そ
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

３

こ
の
措
置
に
よ
り
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
の
結
果
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に

定
め
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
安

全
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
各
施
設
に
お
い
て
も
試
験
の
厳
正
な
実
施
に
つ
い
て
万
全
の
指
導
監

督
を
加
え
、
そ
の
適
正
を
期
す
る
こ
と
。

様
式
一
・
二
（
編
注
：
最
後
の
所
長
名
を
除
き
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
職
発
第
一
七
八
号
と
同

様
式
の
た
め
略
す
。
）

別
添

写
⑴

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第
四四
〇〇
〇〇
条条
但但
書書

のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
二
月
一
四
日

労
働
基
準
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
法
局
長
宛
（
基
発
第
九
五
号
）

公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
付
基
発

第
一
五
九
号｢

公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇

〇
条
但
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て｣

を
も
っ
て
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
試
験
科
目
の
全
部
を

免
除
し
、
そ
の
取
扱
方
に
つ
い
て
通
牒
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
で
あ

る
総
合
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
修
了
者
に
つ
い
て
も
、
右
と
同
様
の
取
扱
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で

了
知
さ
れ
た
い
。

別
添

写
⑵

各各
種種
技技
能能
試試
験験
のの
施施
行行
にに
関関
すす
るる
件件
〔
昭
和
二
四
年
四
月
一
六
日

基
発
第
四
四
七
号
〕

改
正

昭
和
二
六
年
二
月
一
二
日

基
発
第
一
〇
五
号

昭
和
二
七
年
二
月
一
九
日

基
発
第
七
八
号

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
施
行
に
伴
う
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶

接
士
及
び
映
写
技
術
者
の
技
能
試
験
に
関
す
る
試
験
施
行
要
領
並
び
に
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示

す
試
験
免
許
基
準
に
つ
い
て
は
昭
和
二
三
年
二
月
一
三
日
基
発
第
二
四
三
号
「
各
種
技
能
試
験
の
施

行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
二
月
一
九
日
基
発
第
二
六
八
号
「
各
種
技
能
試
験
の
施
行
要
領
中
追

加
並
び
に
訂
正
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
二
月
二
〇
日
基
発
第
二
九
六
号
「
汽
罐
溶
接
士
試
験
の
施

行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
三
月
一
五
日
基
発
第
四
四
九
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和

二
三
年
四
月
一
五
日
基
発
第
六
〇
五
号
「
労
働
安
全
規
則
第
三
一
四
条
の
汽
罐
士
試
験
に
つ
い
て
」

昭
和
二
三
年
四
月
二
〇
日
基
発
六
二
六
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日

基
発
第
一
〇
〇
四
号
「
地
方
鉄
道
及
び
軌
道
に
お
け
る
機
関
車
乗
務
員
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
」
昭

和
二
三
年
七
月
三
〇
日
基
発
第
一
〇
九
四
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
及
び
昭
和
二
三
年
一
〇

月
二
一
日
基
発
第
一
五
二
七
号
「
汽
罐
士
試
験
免
除
基
準
の
追
加
に
つ
い
て
」
に
よ
り
運
営
さ
れ
て

い
た
が
、
爾
後
こ
れ
等
を
廃
止
し
本
件
に
よ
り
左
記
事
項
を
留
意
の
上
別
紙
要
領
並
び
に
基
準
に
よ

り
実
施
せ
ら
れ
た
い
。

記

１

試
験
の
施
行
に
つ
い
て
は
左
記
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

イ

試
験
は
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
、
な
る
べ
く
毎
年
二
回
以
上
行
う
こ
と
。

ロ

試
験
の
期
日
、
場
所
、
手
続
等
施
行
に
関
す
る
発
表
は
受
験
希
望
者
の
準
備
を
考
慮
し
、
相

当
期
間
の
余
裕
を
置
く
と
共
に
各
方
面
に
徹
底
を
計
る
こ
と
。

ハ

試
験
場
は
地
理
的
事
情
を
考
慮
し
、
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
数
ヶ
所
に
分
け
て
行
う
も
差

し
支
え
な
い
こ
と
。

ニ

試
験
の
結
果
発
表
は
試
験
終
了
後
な
る
べ
く
二
週
間
以
内
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

ホ

試
験
の
全
部
又
は
一
部
免
除
の
資
格
を
附
与
す
る
講
習
会
（
昭
和
二
三
年
四
月
二
八
日
基
安

発
第
三
五
号
及
び
昭
和
二
三
年
六
月
一
六
日
基
発
第
八
九
六
号
（
基
収
第
一
八
二
三
号
）
に
よ

る
も
の
を
除
く
。

）
は
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
予
め
本
省
に
禀
議
す

る
こ
と
。
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溶溶
接接
科科
修修
了了
生生
にに
対対
すす
るる
アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
試試
験験
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
今
般
労
働
基
準
局
長
通
達
（
昭
和
三
三
年
二
月
一
四
日
付
基
発
第
九
五
号
、

別
添
写
し
⑴
参
照
）
に
よ
り
そ
の
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
当
該
種
目
を
有
す
る
施

設
に
あ
っ
て
は
、
下
記
に
よ
り
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
御
配
意
願
い
た
い
。

記記

１

総
合
職
業
補
導
所
溶
接
科
の
修
了
試
験
の
範
囲
、
内
容
の
程
度
及
び
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇
〇
条
に
基
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
「
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接

士
試
験
」
と
同
一
基
準
の
も
の
（
別
添
写
⑵
参
照
）
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
に
達
し
た
者
に
つ
い

て
は
当
該
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
修
了
成
績
証
明
書
（
様
式
一
参

照
。）
を
申
請
書
（
様
式
二
参
照
）
に
添
付
す
る
こ
と
。

２

総
合
職
業
補
導
所
長
は
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
問
題
の
作
成
、
労
働
安
全
関

係
法
規
の
教
育
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
協
議
の
う
え
緊
密
な
連
け
い
を
保
っ
て

そ
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

３

こ
の
措
置
に
よ
り
、
総
合
職
業
補
導
所
に
お
け
る
修
了
試
験
の
結
果
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に

定
め
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
安

全
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
各
施
設
に
お
い
て
も
試
験
の
厳
正
な
実
施
に
つ
い
て
万
全
の
指
導
監

督
を
加
え
、
そ
の
適
正
を
期
す
る
こ
と
。

様
式
一
・
二
（
編
注
：
最
後
の
所
長
名
を
除
き
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
職
発
第
一
七
八
号
と
同

様
式
の
た
め
略
す
。
）

別
添

写
⑴

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第
四四
〇〇
〇〇
条条
但但
書書

のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
二
月
一
四
日

労
働
基
準
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
法
局
長
宛
（
基
発
第
九
五
号
）

公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
付
基
発

第
一
五
九
号｢

公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
す
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇

〇
条
但
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て｣

を
も
っ
て
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
試
験
の
試
験
科
目
の
全
部
を

免
除
し
、
そ
の
取
扱
方
に
つ
い
て
通
牒
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
で
あ

る
総
合
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
修
了
者
に
つ
い
て
も
、
右
と
同
様
の
取
扱
を
す
る
こ
と
と
し
た
の
で

了
知
さ
れ
た
い
。

別
添

写
⑵

各各
種種
技技
能能
試試
験験
のの
施施
行行
にに
関関
すす
るる
件件
〔
昭
和
二
四
年
四
月
一
六
日

基
発
第
四
四
七
号
〕

改
正

昭
和
二
六
年
二
月
一
二
日

基
発
第
一
〇
五
号

昭
和
二
七
年
二
月
一
九
日

基
発
第
七
八
号

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
施
行
に
伴
う
汽
罐
士
、
汽
罐
溶
接
士
、
起
重
機
運
転
士
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶

接
士
及
び
映
写
技
術
者
の
技
能
試
験
に
関
す
る
試
験
施
行
要
領
並
び
に
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示

す
試
験
免
許
基
準
に
つ
い
て
は
昭
和
二
三
年
二
月
一
三
日
基
発
第
二
四
三
号
「
各
種
技
能
試
験
の
施

行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
二
月
一
九
日
基
発
第
二
六
八
号
「
各
種
技
能
試
験
の
施
行
要
領
中
追

加
並
び
に
訂
正
に
つ
い
て
」
昭
和
二
三
年
二
月
二
〇
日
基
発
第
二
九
六
号
「
汽
罐
溶
接
士
試
験
の
施

行
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
三
年
三
月
一
五
日
基
発
第
四
四
九
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和

二
三
年
四
月
一
五
日
基
発
第
六
〇
五
号
「
労
働
安
全
規
則
第
三
一
四
条
の
汽
罐
士
試
験
に
つ
い
て
」

昭
和
二
三
年
四
月
二
〇
日
基
発
六
二
六
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日

基
発
第
一
〇
〇
四
号
「
地
方
鉄
道
及
び
軌
道
に
お
け
る
機
関
車
乗
務
員
の
技
能
試
験
に
つ
い
て
」
昭

和
二
三
年
七
月
三
〇
日
基
発
第
一
〇
九
四
号
「
技
能
試
験
免
除
基
準
の
件
」
及
び
昭
和
二
三
年
一
〇

月
二
一
日
基
発
第
一
五
二
七
号
「
汽
罐
士
試
験
免
除
基
準
の
追
加
に
つ
い
て
」
に
よ
り
運
営
さ
れ
て

い
た
が
、
爾
後
こ
れ
等
を
廃
止
し
本
件
に
よ
り
左
記
事
項
を
留
意
の
上
別
紙
要
領
並
び
に
基
準
に
よ

り
実
施
せ
ら
れ
た
い
。

記

１

試
験
の
施
行
に
つ
い
て
は
左
記
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

イ

試
験
は
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
、
な
る
べ
く
毎
年
二
回
以
上
行
う
こ
と
。

ロ

試
験
の
期
日
、
場
所
、
手
続
等
施
行
に
関
す
る
発
表
は
受
験
希
望
者
の
準
備
を
考
慮
し
、
相

当
期
間
の
余
裕
を
置
く
と
共
に
各
方
面
に
徹
底
を
計
る
こ
と
。

ハ

試
験
場
は
地
理
的
事
情
を
考
慮
し
、
受
験
者
の
便
宜
を
は
か
り
数
ヶ
所
に
分
け
て
行
う
も
差

し
支
え
な
い
こ
と
。

ニ

試
験
の
結
果
発
表
は
試
験
終
了
後
な
る
べ
く
二
週
間
以
内
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

ホ

試
験
の
全
部
又
は
一
部
免
除
の
資
格
を
附
与
す
る
講
習
会
（
昭
和
二
三
年
四
月
二
八
日
基
安

発
第
三
五
号
及
び
昭
和
二
三
年
六
月
一
六
日
基
発
第
八
九
六
号
（
基
収
第
一
八
二
三
号
）
に
よ

る
も
の
を
除
く
。

）
は
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
予
め
本
省
に
禀
議
す

る
こ
と
。
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２

試
験
問
題
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
作
成
に
よ
る
を
原
則
と
す
る
が
必
要
が
あ
れ
ば
労
働

省
労
働
基
準
局
長
に
予
め
照
会
す
る
こ
と
。
但
し
、
特
級
汽
罐
士
及
び
汽
罐
溶
接
士
の
試
験
問
題

並
び
に
試
験
日
時
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
本
省
よ
り
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

３

試
験
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
問
題
及
び
そ
の
結
果
を
昭
和
二
三
年
五
月
一
四
日
基

発
第
七
六
五
号
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
安
全
課
に
報
告
す
る
こ
と
。

４

別
紙
要
領
及
び
基
準
は
努
め
て
受
験
希
望
者
に
周
知
せ
し
め
る
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
。

アア
セセ
チチ
レレ
ンン
溶溶
接接
士士
技技
能能
試試
験験
のの
施施
行行
要要
領領

１

試
験
内
容
の
程
度

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
作
業
及
び
溶
接
装
置
取
扱
の
全
般
に
通
じ
そ
の
作
業
者
を
し
て
安
全
且
つ

正
確
な
業
務
を
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
技
能

２

試
験
科
目
の
範
囲

⒈

学
科
試
験

イ

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

⑴

発
生
器
の
種
類
、
構
造
、
設
置
及
び
取
扱

⑵

安
全
器
の
構
造
、
取
付
及
び
取
扱

⑶

清
浄
器
、
導
管
及
び
吹
管
の
構
造
、
機
能
並
び
に
取
扱

⑷

駿
素
容
器
の
運
搬
及
び
取
扱

⑸

調
整
器
の
取
付
及
び
調
整

⑹

発
生
器
室
、
格
納
室
及
び
カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め

ロ

カ
ー
バ
イ
ド
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
酸
素
に
関
す
る
事
項

⑴

カ
ー
バ
イ
の
性
状
、
貯
蔵
及
び
取
扱

⑵

ア
セ
チ
レ
ン
の
発
生
、
一
般
性
状
及
び
危
険
性

⑶

ア
セ
チ
レ
ン
の
清
浄

⑷

溶
解
ア
セ
チ
レ
ン

⑸

圧
縮
酸
素
の
危
険
性

ハ

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
１
編
及
び
第
２
編
第
９
章
中

必
要
な
事
項
並
び
に
第
四
編
第
三
章

⒉

実
技
試
験

イ

溶
接
装
置
の
取
扱

⑴

溶
接
装
置
Ｃ
配
置
（
蔘
動
式
に
あ
つ
て
は
棚
鍠
）
点
検
及
び
準
備
作
業

⑵

溶
接
装
置
○
手
入
及
び
使
用
後
の
始
末

⑶

カ
ー
バ
イ
ト
の
投
入
、
注
水
及
び
水
位
の
調
節

⑷

安
全
器
（
水
封
式
）
の
取
付
、
注
水
及
び
水
位
の
点
検

⑸

吹
管
及
び
火
口
の
選
択
、
点
検
点
火
並
び
に
火
焔
の
調
節

⑹

調
整
器
の
取
付
及
び
調
整
方
法

⑺

事
故
の
未
然
発
見
及
び
応
急
処
置
法

ロ

溶
接
（
切
断
）
作
業

種
目

形
式

材
質

厚
さ

（粍

）

長
さ

（粍

）

備
考

下
向
突
合
溶
接

Ｉ
型

軟
鋼
板

１

─５
100

─150
前
進
又
は
後
退
溶

下
向
突
合
溶
接

Ｉ
型
又
は
Ｖ
型

軟
鋼
板

3

─10
100

─150
接
に
つ
い
て

水
平
下
向
す
み
肉
溶
接
Ｔ
接
手

軟
鋼
板

3

─10
100

─550

垂
直
溶
接

重
合
せ

軟
鋼
板

2

─12
100

─155

切
断

軟
鋼
板

10

─20
100

─500

３

試
験
の
方
法

⒈

学
科
試
験

筆
記
試
験
を
原
則
と
す
る
。
但
し
そ
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
口
答
試
問
に
よ
る
こ
と
が
出
来

る
。

⒉

実
技
試
験

溶
接
切
断
作
業
は
、
実
際
に
つ
い
て
行
わ
せ
溶
接
装
置
取
扱
の
項
は
単
に
操
法
に
つ
い
て
の

み
行
わ
せ
る
こ
と
も
出
来
る
。

実
技
試
験
は
溶
接
装
置
の
取
扱
及
び
溶
接
（
切
断
）
作
業
を
含
む
適
宜
の
種
目
を
選
択
し
概

ね30

分
以
内
で
出
来
る
範
囲
と
す
る
。

４

採
点
の
方
法

⒈

学
科
及
び
実
技
の
点
数
配
分
は
左
の
通
り
と
す
る
。

区
分

科
目

点
数

溶
接
装
置
の
構
造
及
び
取
扱
概
要

30
学
科

カ
ーバ

イ
ト
、
ア
セ
チ
レ
ン
及
び
酸
素
に
関
す
る
事

30
100

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
に
関
す
る
法
令

40
実
技

溶
接
装
置
の
取
扱

50
100

溶
接

（切
断

）作
業

50
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⒉

及
第
の
決
定
は
左
の
基
準
に
よ
る
。

イ

学
科
、
実
技
共
一
〇
〇
点
を
も
っ
て
満
点
と
す
る
。

ロ

学
科
及
び
実
技
共
六
〇
点
以
上
の
も
の
を
合
格
と
す
る
。
但
し
学
科
試
験
が
五
〇
点
以

上
の
場
合
に
限
り
学
科
と
実
技
の
平
均
点
が
六
〇
点
以
上
の
と
き
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。

ハ

学
科
試
験
は
各
項
目
中
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
下
の
科
目
が
あ
る
場
合
は
前
号
に
拘
ら
ず

こ
れ
を
不
合
格
と
す
る
。

⒉

不
合
格
の
場
合
に
学
科
又
は
実
技
試
験
の
成
績
中
七
〇
点
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
そ
の

試
験
施
行
後
同
一
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
一
年
以
内
に
行
う
技
能
試
験
に
限
り
当
該

学
科
又
は
実
技
の
試
験
は
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別

添

写
⑶公公

共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
補補
導導
課課
程程
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第440000

条条
但但
書書
のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日

労
働
基
準
法
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
法
局
長
宛
（
基
発
第
一
五
九
号
）

今
般
公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇

〇
条
但
書
の
規
定
に
基
き
、
左
記
に
示
す
基
準
に
よ
り
、
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と

と
し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
に
遣
憾
の
な
い
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇
一
条
の
規
定
に
基
き
、
第
三

七
号
様
式
に
よ
る
試
験
申
請
書
に
公
共
職
業
補
導
所
長
の
発
行
す
る
修
了
成
績
証
明
書
を
添
付
せ
し

め
ら
れ
た
い
。

記記

１

補
導
生
に
対
し
て
行
う
溶
接
科
に
関
す
る
修
了
試
験
の
う
ち
、
そ
の
科
目
の
範
囲
、
内
容
の
程

度
及
び
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」（
昭
和
二
四
年
四
月
一

六
日
基
発
第
四
四
七
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
試
験
問
題
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
の
労
働
基
準
局
長
及
び
公
共
職
業
補
導
所
長
が
予
め
協
議
の
う
え
作
成
し
た
も
の

に
よ
っ
て
実
施
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

右
の
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
の
成
績
は
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」（
昭
和

二
四
年
四
月
一
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
及
落
決
定
の
基
準
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
五
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
一
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
三
職
補
第
一
四
一
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
安安
全全
週週
（（
旬旬
））
間間
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
に
対
す
る
安
全
教
育
に
つ
い
て
は
鋭
意
配
慮
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
り
ま
す
が
、
昨

年
度
中
の
災
害
発
生
状
況
は
既
報
の
と
お
り
、
発
生
件
数
一
八
、
補
償
額
三
万
円
に
達
し
、
中

に
障
害
を
残
す
も
の
二
件
を
含
む
状
況
で
あ
り
ま
す
。

安
全
作
業
の
徹
底
、
安
全
観
念
の
高
揚
を
図
る
こ
と
は
、
災
害
予
防
の
見
地
か
ら
ば
か
り

で
な
く
職
業
人
と
し
て
の
生
活
指
導
上
に
も
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
今
後
と
も
一
層
の
御
配
慮
を
煩
わ
し
た
く
、
つ
い
て
は
今
後
、
機
械
、
電
気
、
溶

接
、
板
金
、
木
工
そ
の
他
危
険
作
業
を
伴
う
補
導
種
目
を
有
す
る
補
導
所
に
お
い
て
は
、
所
行

事
の
一
つ
と
し
て
年
間
少
な
く
と
も
二
回
適
当
な
時
期
を
選
び
安
全
週
（
旬
）
間
を
設
定
し
て

右
趣
旨
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。

安
全
週
（
旬
）
間
中
に
お
け
る
行
事
と
し
て
左
記
事
項
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
計
画

の
樹
立
及
び
実
施
に
当
っ
て
は
成
る
べ
く
補
導
生
（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、
自
治
会
）
の
積
極
的
な

参
加
協
力
を
得
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
お
っ
て
第
一
回
分
に
つ
い
て
は
、
基
準
局
に

対
す
る
依
頼
、
ス
ラ
イ
ド
、
録
音
テ
ー
プ
の
手
配
等
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
成
る
べ
く
五
月
下

旬
か
ら
六
月
上
旬
の
間
を
選
定
し
、
計
画
日
程
を
主
管
課
あ
て
通
知
願
い
た
い
。

週
（
旬
）
間
中
に
行
わ
れ
る
行
事

１

環
境
の
整
備

安
全
の
見
地
か
ら
所
内
実
習
場
、
教
室
等
の
整
理
、
整
頓
、
清
掃
を
行
う
。

２

安
全
施
設
・
設
備
・
装
置
の
点
検

監
督
署
の
係
官
に
依
頼
し
て
点
検
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

３

安
全
作
業
の
徹
底

期
間
中
、
所
定
の
安
全
作
業
に
つ
い
て
特
に
観
察
し
、
そ
の
必
要
を
強
調
す
る
。

４

服
装
検
査
の
実
施

期
間
中
、
毎
朝
安
全
の
見
地
よ
り
補
導
生
の
服
装
検
査
を
行
い
、
必
要
な
指
導
を
す
る
。

５

安
全
講
和
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⒉

及
第
の
決
定
は
左
の
基
準
に
よ
る
。

イ

学
科
、
実
技
共
一
〇
〇
点
を
も
っ
て
満
点
と
す
る
。

ロ

学
科
及
び
実
技
共
六
〇
点
以
上
の
も
の
を
合
格
と
す
る
。
但
し
学
科
試
験
が
五
〇
点
以

上
の
場
合
に
限
り
学
科
と
実
技
の
平
均
点
が
六
〇
点
以
上
の
と
き
こ
れ
を
合
格
と
す
る
。

ハ

学
科
試
験
は
各
項
目
中
一
〇
〇
分
の
二
〇
以
下
の
科
目
が
あ
る
場
合
は
前
号
に
拘
ら
ず

こ
れ
を
不
合
格
と
す
る
。

⒉

不
合
格
の
場
合
に
学
科
又
は
実
技
試
験
の
成
績
中
七
〇
点
以
上
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
そ
の

試
験
施
行
後
同
一
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
一
年
以
内
に
行
う
技
能
試
験
に
限
り
当
該

学
科
又
は
実
技
の
試
験
は
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別

添

写
⑶公公

共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
溶溶
接接
科科
補補
導導
課課
程程
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第440000

条条
但但
書書
のの
規規
定定
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日

労
働
基
準
法
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
法
局
長
宛
（
基
発
第
一
五
九
号
）

今
般
公
共
職
業
補
導
所
の
溶
接
科
補
導
課
程
修
了
者
に
対
し
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇

〇
条
但
書
の
規
定
に
基
き
、
左
記
に
示
す
基
準
に
よ
り
、
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と

と
し
た
の
で
、
そ
の
取
扱
に
遣
憾
の
な
い
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

な
お
、
免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
〇
一
条
の
規
定
に
基
き
、
第
三

七
号
様
式
に
よ
る
試
験
申
請
書
に
公
共
職
業
補
導
所
長
の
発
行
す
る
修
了
成
績
証
明
書
を
添
付
せ
し

め
ら
れ
た
い
。

記記

１

補
導
生
に
対
し
て
行
う
溶
接
科
に
関
す
る
修
了
試
験
の
う
ち
、
そ
の
科
目
の
範
囲
、
内
容
の
程

度
及
び
実
施
の
方
法
に
つ
い
て
は
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」（
昭
和
二
四
年
四
月
一

六
日
基
発
第
四
四
七
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
試
験
問
題
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
の
労
働
基
準
局
長
及
び
公
共
職
業
補
導
所
長
が
予
め
協
議
の
う
え
作
成
し
た
も
の

に
よ
っ
て
実
施
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

右
の
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
試
験
の
成
績
は
「
各
種
技
能
試
験
の
実
施
に
関
す
る
件
」（
昭
和

二
四
年
四
月
一
六
日
基
発
第
四
四
七
号
）
に
定
め
る
及
落
決
定
の
基
準
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
五
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
一
〕
労
働
部
長
よ
り
職
業
補
導
所
長
宛
（
三
三
職
補
第
一
四
一
号
）

職職
業業
補補
導導
所所
安安
全全
週週
（（
旬旬
））
間間
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

補
導
生
に
対
す
る
安
全
教
育
に
つ
い
て
は
鋭
意
配
慮
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
り
ま
す
が
、
昨

年
度
中
の
災
害
発
生
状
況
は
既
報
の
と
お
り
、
発
生
件
数
一
八
、
補
償
額
三
万
円
に
達
し
、
中

に
障
害
を
残
す
も
の
二
件
を
含
む
状
況
で
あ
り
ま
す
。

安
全
作
業
の
徹
底
、
安
全
観
念
の
高
揚
を
図
る
こ
と
は
、
災
害
予
防
の
見
地
か
ら
ば
か
り

で
な
く
職
業
人
と
し
て
の
生
活
指
導
上
に
も
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
今
後
と
も
一
層
の
御
配
慮
を
煩
わ
し
た
く
、
つ
い
て
は
今
後
、
機
械
、
電
気
、
溶

接
、
板
金
、
木
工
そ
の
他
危
険
作
業
を
伴
う
補
導
種
目
を
有
す
る
補
導
所
に
お
い
て
は
、
所
行

事
の
一
つ
と
し
て
年
間
少
な
く
と
も
二
回
適
当
な
時
期
を
選
び
安
全
週
（
旬
）
間
を
設
定
し
て

右
趣
旨
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
と
い
た
さ
れ
た
い
。

安
全
週
（
旬
）
間
中
に
お
け
る
行
事
と
し
て
左
記
事
項
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
計
画

の
樹
立
及
び
実
施
に
当
っ
て
は
成
る
べ
く
補
導
生
（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、
自
治
会
）
の
積
極
的
な

参
加
協
力
を
得
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
お
っ
て
第
一
回
分
に
つ
い
て
は
、
基
準
局
に

対
す
る
依
頼
、
ス
ラ
イ
ド
、
録
音
テ
ー
プ
の
手
配
等
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
成
る
べ
く
五
月
下

旬
か
ら
六
月
上
旬
の
間
を
選
定
し
、
計
画
日
程
を
主
管
課
あ
て
通
知
願
い
た
い
。

週
（
旬
）
間
中
に
行
わ
れ
る
行
事

１

環
境
の
整
備

安
全
の
見
地
か
ら
所
内
実
習
場
、
教
室
等
の
整
理
、
整
頓
、
清
掃
を
行
う
。

２

安
全
施
設
・
設
備
・
装
置
の
点
検

監
督
署
の
係
官
に
依
頼
し
て
点
検
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

３

安
全
作
業
の
徹
底

期
間
中
、
所
定
の
安
全
作
業
に
つ
い
て
特
に
観
察
し
、
そ
の
必
要
を
強
調
す
る
。

４

服
装
検
査
の
実
施

期
間
中
、
毎
朝
安
全
の
見
地
よ
り
補
導
生
の
服
装
検
査
を
行
い
、
必
要
な
指
導
を
す
る
。

５

安
全
講
和
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基
準
局
、
監
督
署
に
依
頼
し
、
安
全
に
関
す
る
講
和
を
行
う
。

６

幻
灯
の
映
写

安
全
を
主
題
と
す
る
幻
灯
映
写
会
を
開
催
す
る
。
安
全
関
係
の
ス
ラ
イ
ド
及
び
録
音
テ

ー
プ
は
本
科
に
お
い
て
用
意
す
る
。
映
写
器
具
及
び
そ
の
他
の
ス
ラ
イ
ド
等
は
各
所
に

お
い
て
市
教
育
委
員
会
図
書
館
等
か
ら
借
用
手
配
す
る

７

安
全
に
関
す
る
座
談
会
の
開
催

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
に
お
い
て
取
り
上
げ
実
施
す
る
。

８

標
語
、
ポ
ス
タ
ー
の
募
集
・
掲
示

期
間
中
、
補
導
生
か
ら
標
語
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
、
こ
れ
を
掲
示
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
三
年
五
月
二
六
日

〔
五
─
二
─
一
一
二
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
長
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
（
職
発
第
四
一
六
号
）

職職
業業
訓訓
練練
法法
制制
定定
にに
伴伴
うう
準準
備備
事事
務務
にに
つつ
いい
てて

既
に
御
承
知
の
と
お
り
第
二
十
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
職
業
訓
練
法
案
は
、
四
月
二
十
二
日
成

立
を
み
、
五
月
二
日
法
律
第
一
三
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
が
、
同
法
は
七
月
一
日
施
行
を
予
定
さ

れ
、
目
下
こ
れ
が
た
め
諸
般
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
職
業
訓
練
法
は
、
労
働
者
に

対
し
て
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
に
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
工
業
そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
技
能
労
働
者
を
養
成
し
、
も
っ
て
職
業
の
安
定
と
労
働
者

の
地
位
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
事
務
は

都
道
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
都
道
府
県
知
事
各
位
の
格
段
の
御
配
意
と
御
協
力

を
煩
し
た
い
。
よ
っ
て
標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
過
般
の
労
働
主
管
部
長
会
議
に
お
い
て
も
そ
の
概
要

を
説
明
し
た
次
第
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
具
体
的
処
理
に
つ
い
て
は
左
記
御
諒
承
の
う
え
準
備
事
務
を

進
め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

記記

一

公
共
職
業
訓
練
に
つ
い
て

公
共
職
業
訓
練
は
、
一
般
職
業
訓
練
所
、
総
合
職
業
訓
練
所
、
中
央
職
業
訓
練
所
及
び
身
体
障
害

者
職
業
訓
練
所
並
び
に
職
業
訓
練
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
が

委
託
を
受
け
て
行
う
職
業
訓
練
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
公
共
職
業
訓
練
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
は
、

当
面
次
の
方
針
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

一
般
職
業
訓
練
所

法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
は
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
を
法
第
五
条
の

一
般
職
業
訓
練
所
と
し
て
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
措
置
と
し
て
次
に
よ
り
職
業
訓
練
所
設
置
に
関
す
る

条
例
を
制
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

法
施
行
の
日
（
七
月
一
日
予
定
）
ま
で
に
お
け
る
都
道
府
県
議
会
に
お
い
て
、
職
業
訓
練

所
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
を
制
定
す
る
こ
と
。

２

職
業
訓
練
所
の
名
称
は
、「
職
業
訓
練
所
」
の
文
字
を
用
い
る
と
と
も
に
必
ず
設
置
主
体
及

び
所
在
地
の
名
称
等
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
例
）

東
京
都
品
川
職
業
訓
練
所

３

職
業
訓
練
所
の
訓
練
職
種
、
訓
練
生
定
員
、
訓
練
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
法
の
規

定
に
よ
る
職
業
訓
練
計
画
及
び
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
に
従
っ
て
、
別
に
都
道
府
県
知
事
が

（
規
則
等
で
）
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

条
例
施
行
の
際
。
現
に
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
の
職
員
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
用

い
ず
し
て
当
該
職
業
訓
練
所
の
各
相
当
の
職
員
と
な
り
、
ま
た
補
導
生
で
あ
る
者
は
訓
練
生

と
な
り
、
補
導
期
間
は
、
訓
練
期
間
に
通
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

右
の
ほ
か
、
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
に
関
係
あ
る
条
例
、
規
則
が
あ
る
場
合
に
は
、
改

正
し
又
は
読
み
替
え
規
定
を
す
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

家
事
サ
ー
ビ
ス
公
共
職
業
補
導
所
又
は
内
職
公
共
職
業
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
別
途
条
例

等
に
よ
っ
て
設
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

７

条
例
は
別
紙
職
業
訓
練
所
設
置
条
例
準
則
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

一
般
職
紫
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
も
っ
ぱ
ら
法
第
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
求
職
者
に

対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
に
よ
る
雇
用
労
働

者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
指
示
す
る
ま
で
は
こ
れ

を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

㈡

総
合
職
業
訓
練
所

従
前
の
失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所
は
、
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
よ
り
総
合
職

業
訓
練
所
と
な
る
。

総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
に
よ
り
、
雇
用
労
働
者
又
は
求
職
者
に

対
し
て
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
ほ
か
職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
、
事
業

内
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
業
務
等
を
行
う
と
と
も
に
法
第
九
条
に
よ
り
、
都

道
府
県
の
委
託
を
受
け
て
求
職
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
も

の
と
す
る
。

㈢

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
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従
前
の
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
よ
り
、
国
が
設
置
し

た
身
体
障
害
職
業
訓
練
所
と
な
り
、
こ
れ
が
運
営
は
従
前
の
と
お
り
、
関
係
都
道
府
県
に
委

託
す
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
当
骸
都
道
府
県
知

事
が
規
則
等
で
、
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈣

職
業
訓
練
の
基
準

公
共
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
法
第
十
条
に
よ
り
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ
い
て
基

礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
又
は
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
関
し
そ
れ
ぞ

れ
の
基
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
年
度
に
お
い
て
は
既
に
従
前
の
職
業
安
定
法

に
基
く
職
業
補
導
と
し
て
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
実
情
に
鑑
み
、
法
施
行
の
際
は
、
と
り

あ
え
ず
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
に
係
る
職
種
、
訓
練
期
間
、
訓
練
内
容
、
設
備
に
関
す
る

基
準
、
訓
練
生
編
成
基
準
、
職
業
訓
練
指
導
員
定
数
基
準
等
を
整
理
し
て
暫
定
的
に
こ
れ
を

マ
マ

定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
の
議
を
経
て
本
格
的
職
業
訓
練
基
準
を
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。

㈤

市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練

市
町
村
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
、
そ

の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
が
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
労
働
大
臣
が
認
可
し

た
場
合
に
限
っ
て
公
共
職
業
訓
練
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
事
務
処
理

に
つ
い
て
は
、
別
に
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

二

事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て

事
業
内
職
業
訓
練
は
、
従
来
労
働
基
準
法
に
基
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
技
能
者
養
成
を
拡
充
強

化
す
る
と
と
も
に
技
能
者
養
成
を
修
了
し
た
者
等
に
対
す
る
追
加
訓
練
、
技
術
の
進
歩
、
設
備
の

改
善
等
に
対
処
す
る
た
め
の
技
能
労
働
者
の
再
訓
練
、
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督

に
関
す
る
訓
練
を
加
え
て
事
業
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
職
業
訓
練
を

含
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
、
当
面
次
の
方
針
に
よ
る
予
定
で
あ
る
。

㈠

事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定

事
業
内
職
業
訓
練
は
、
事
業
主
の
自
由
に
行
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
第
十
五
条
に
よ
り
、

事
業
主
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
知
事
は
技
能
労
働
者
に
対
し
て
行
う
追
加
訓
練
再
訓
練

及
び
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
を
除
き
、
事
業
内
職
業
訓
練
の

基
準
が
設
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
認
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

右
の
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
法
第
十
四
条
に
よ
り
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
法
施
行
の
際
は
、
と
り
あ
え
ず
従
前
の
労
働
基

準
法
に
基
い
て
定
め
ら
れ
た
基
準
を
整
理
し
暫
定
的
に
こ
れ
を
定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓

練
審
識
会
の
議
を
経
て
本
格
的
職
業
訓
練
基
準
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

事
業
内
職
業
訓
練
に
関
し
、
従
来
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局

か
ら
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
五
月
十
六
日
職
発
第
三
九
一

号
「
職
業
訓
練
法
の
制
定
に
伴
う
技
能
者
養
成
関
係
事
務
の
移
管
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
承
知

せ
ら
れ
た
い
。

な
お
法
施
行
日
現
在
に
お
い
て
、
労
働
基
準
法
に
基
き
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
て
い
る
技

能
者
の
養
成
は
、
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
よ
り
法
施
行
後
一
年
間
は
認
定
職
業
訓
練
と
み
な

さ
れ
、
又
法
施
行
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
技
能
者
養
成
を
受
け
て
い
る
技
能
者
養
成
工
に
つ

い
て
は
、
そ
の
養
成
が
終
る
ま
で
の
間
、
認
定
職
業
訓
練
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道

府
県
労
働
基
準
局
か
ら
の
技
能
者
養
成
関
係
事
務
の
移
管
に
当
っ
て
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事

業
場
及
び
技
能
者
養
成
工
で
あ
る
者
の
把
握
に
遺
漏
な
き
を
期
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
に
改
正
労
働
基
準
法
第
七
十
条
に
よ
り
、
事
業
主
が
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
認
可
を
受

け
た
場
合
に
は
、
認
定
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
、
危
険
有
害
業
務

の
就
業
制
限
、
坑
内
労
働
の
禁
止
に
つ
い
て
特
別
措
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
都
道
府

県
知
事
は
認
定
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
が
、
右
の
許
可
に
基
く
特
例
措
置
を
受
け
る
べ
き

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
意
見
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
と
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
許
可
と
は
、
そ
ご
を
来
さ
な
い
よ

．
．

う
都
道
府
県
に
お
い
て
は
認
定
に
際
し
及
び
認
定
後
に
お
い
て
も
常
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局

と
密
接
な
連
絡
を
保
つ
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
認
定
と
許
可
の
申
請
に
関
し
て
は
、
事
業
主

の
利
便
を
図
り
及
び
両
者
の
間
の
連
絡
を
保
持
す
る
た
め
、
書
類
堤
出
の
窓
口
を
で
き
る
だ
け

統
一
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

㈡

共
同
職
業
訓
練

中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
実
施
を
容
易
な
ら
し
め
、
そ
の
振
興
を
図
る
た
め
、
二
以
上

の
事
業
主
が
共
同
し
て
事
業
内
職
業
訓
練
を
行
う
べ
く
組
織
し
た
団
体
そ
の
他
事
業
協
同
組
合

等
の
事
業
主
の
団
体
（
共
同
職
業
訓
練
団
体
）
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
労
働

者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
訓
練
が
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
に
適
合
す
る

と
き
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
は
認
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
認
定
を
受

け
た
共
同
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
財
政
援
助
そ
の
他
の
助
成
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
た
共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
格
を
取
得
す

る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
共
同
技
能
者
養
成
を
行
う
事
業
場
は
二
二
、
一
四
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従
前
の
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
よ
り
、
国
が
設
置
し

た
身
体
障
害
職
業
訓
練
所
と
な
り
、
こ
れ
が
運
営
は
従
前
の
と
お
り
、
関
係
都
道
府
県
に
委

託
す
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
当
骸
都
道
府
県
知

事
が
規
則
等
で
、
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈣

職
業
訓
練
の
基
準

公
共
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
法
第
十
条
に
よ
り
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ
い
て
基

礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
又
は
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
関
し
そ
れ
ぞ

れ
の
基
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
年
度
に
お
い
て
は
既
に
従
前
の
職
業
安
定
法

に
基
く
職
業
補
導
と
し
て
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
実
情
に
鑑
み
、
法
施
行
の
際
は
、
と
り

あ
え
ず
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
に
係
る
職
種
、
訓
練
期
間
、
訓
練
内
容
、
設
備
に
関
す
る

基
準
、
訓
練
生
編
成
基
準
、
職
業
訓
練
指
導
員
定
数
基
準
等
を
整
理
し
て
暫
定
的
に
こ
れ
を

マ
マ

定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
の
議
を
経
て
本
格
的
職
業
訓
練
基
準
を
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。

㈤

市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練

市
町
村
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
、
そ

の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
が
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
労
働
大
臣
が
認
可
し

た
場
合
に
限
っ
て
公
共
職
業
訓
練
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
事
務
処
理

に
つ
い
て
は
、
別
に
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

二

事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て

事
業
内
職
業
訓
練
は
、
従
来
労
働
基
準
法
に
基
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
技
能
者
養
成
を
拡
充
強

化
す
る
と
と
も
に
技
能
者
養
成
を
修
了
し
た
者
等
に
対
す
る
追
加
訓
練
、
技
術
の
進
歩
、
設
備
の

改
善
等
に
対
処
す
る
た
め
の
技
能
労
働
者
の
再
訓
練
、
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督

に
関
す
る
訓
練
を
加
え
て
事
業
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
職
業
訓
練
を

含
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
、
当
面
次
の
方
針
に
よ
る
予
定
で
あ
る
。

㈠

事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定

事
業
内
職
業
訓
練
は
、
事
業
主
の
自
由
に
行
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
第
十
五
条
に
よ
り
、

事
業
主
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
知
事
は
技
能
労
働
者
に
対
し
て
行
う
追
加
訓
練
再
訓
練

及
び
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
を
除
き
、
事
業
内
職
業
訓
練
の

基
準
が
設
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
認
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

右
の
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
法
第
十
四
条
に
よ
り
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
法
施
行
の
際
は
、
と
り
あ
え
ず
従
前
の
労
働
基

準
法
に
基
い
て
定
め
ら
れ
た
基
準
を
整
理
し
暫
定
的
に
こ
れ
を
定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓

練
審
識
会
の
議
を
経
て
本
格
的
職
業
訓
練
基
準
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

事
業
内
職
業
訓
練
に
関
し
、
従
来
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局

か
ら
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
五
月
十
六
日
職
発
第
三
九
一

号
「
職
業
訓
練
法
の
制
定
に
伴
う
技
能
者
養
成
関
係
事
務
の
移
管
に
つ
い
て
」
に
よ
っ
て
承
知

せ
ら
れ
た
い
。

な
お
法
施
行
日
現
在
に
お
い
て
、
労
働
基
準
法
に
基
き
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
て
い
る
技

能
者
の
養
成
は
、
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
よ
り
法
施
行
後
一
年
間
は
認
定
職
業
訓
練
と
み
な

さ
れ
、
又
法
施
行
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
技
能
者
養
成
を
受
け
て
い
る
技
能
者
養
成
工
に
つ

い
て
は
、
そ
の
養
成
が
終
る
ま
で
の
間
、
認
定
職
業
訓
練
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道

府
県
労
働
基
準
局
か
ら
の
技
能
者
養
成
関
係
事
務
の
移
管
に
当
っ
て
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事

業
場
及
び
技
能
者
養
成
工
で
あ
る
者
の
把
握
に
遺
漏
な
き
を
期
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
に
改
正
労
働
基
準
法
第
七
十
条
に
よ
り
、
事
業
主
が
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
認
可
を
受

け
た
場
合
に
は
、
認
定
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
、
危
険
有
害
業
務

の
就
業
制
限
、
坑
内
労
働
の
禁
止
に
つ
い
て
特
別
措
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
都
道
府

県
知
事
は
認
定
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
が
、
右
の
許
可
に
基
く
特
例
措
置
を
受
け
る
べ
き

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
意
見
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
都
道
府
県
知
事
の
認
定
と
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
許
可
と
は
、
そ
ご
を
来
さ
な
い
よ

．
．

う
都
道
府
県
に
お
い
て
は
認
定
に
際
し
及
び
認
定
後
に
お
い
て
も
常
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局

と
密
接
な
連
絡
を
保
つ
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
認
定
と
許
可
の
申
請
に
関
し
て
は
、
事
業
主

の
利
便
を
図
り
及
び
両
者
の
間
の
連
絡
を
保
持
す
る
た
め
、
書
類
堤
出
の
窓
口
を
で
き
る
だ
け

統
一
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。

㈡

共
同
職
業
訓
練

中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
実
施
を
容
易
な
ら
し
め
、
そ
の
振
興
を
図
る
た
め
、
二
以
上

の
事
業
主
が
共
同
し
て
事
業
内
職
業
訓
練
を
行
う
べ
く
組
織
し
た
団
体
そ
の
他
事
業
協
同
組
合

等
の
事
業
主
の
団
体
（
共
同
職
業
訓
練
団
体
）
が
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
労
働

者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
訓
練
が
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
に
適
合
す
る

と
き
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
は
認
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
認
定
を
受

け
た
共
同
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
財
政
援
助
そ
の
他
の
助
成
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
た
共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
格
を
取
得
す

る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
共
同
技
能
者
養
成
を
行
う
事
業
場
は
二
二
、
一
四
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四
件
、
こ
れ
ら
の
事
業
場
が
構
成
す
る
共
同
団
休
は
六
六
二
件
を
数
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
㈠
と

異
な
り
、
財
政
援
助
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
に
共
同
職
業
訓
練
団
休
と
し
て
の
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
関
係
事
務
の
移
管
に
当
っ
て
、
特

に
共
同
団
体
の
実
態
把
握
に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

な
お
労
働
基
準
法
に
関
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
前
記
㈠
と
同
様
で
あ
る
。

三

職
業
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て

優
秀
な
職
業
訓
練
指
導
員
を
確
保
し
、
職
業
訓
練
の
実
効
を
お
さ
め
る
た
め
、
公
共
職
業
訓
練
及

び
事
業
内
職
業
訓
練
の
両
者
に
通
ず
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
制
度
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
こ
れ
が
運
用
は
当
面
次
の
方
針
に
よ
る
予
定
で
あ
る
。

㈠

職
業
訓
練
指
導
貝
免
許

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
に
関
す
る
事
務
は
、
す
べ
て
都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
る
。

従
来
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
た
技
能
者
養
成
指
導
員
に
関
す
る
事

務
は
、
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
が
事
務
移
管
に
関
し
て
は
、
前
記
五

月
十
六
日
職
発
第
三
九
一
号
・
記
の
五
の
㈡
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
訓
練
指
導
員
試
験

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
は
、
準
備
で
き
次
第
逐
次
実
施
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
が
実
施
は
都
道

府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
る
。

㈢

公
共
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員

法
施
行
の
際
現
に
公
共
職
業
補
導
所
又
は
総
合
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
担
当
す
る

者
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
相
当
の
職
種
に
つ

い
て
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
法
施
行
後
二
年
を
経
過
し
た

後
に
お
い
て
、
引
続
き
公
共
職
業
訓
練
に
お
い
て
職
業
訓
練
指
導
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、

法
第
二
十
二
条
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
に
当
る
者
に
つ
い
て
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を
受
け
る
必
要

は
な
く
、
ま
た
講
師
等
と
し
て
職
業
訓
練
の
一
部
（
普
通
学
科
の
全
部
又
は
、
関
連
学
科
の
一

部
）
を
担
当
す
る
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

㈣

事
業
内
職
業
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員

法
施
行
前
に
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
を
有
す
る
者
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
同
免
許

証
記
載
の
職
種
に
つ
い
て
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
法
施

行
後
二
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
二
条
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を

受
け
な
け
れ
ば
認
定
職
業
訓
練
に
お
け
る
指
導
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

事
業
内
職
業
訓
練
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
担
当
す
る
者
で
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を
必
要

と
す
る
者
は
、
認
定
職
業
訓
練
を
担
当
す
る
者
の
み
で
あ
り
、
技
能
労
働
者
に
対
す
る
追
加
訓

練
、
再
訓
練
又
は
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
に
お
け
る
指
導
員

に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
免
許
を
必
要
と
し
な
い
。

ま
た
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
も
、
講
師
等
と
し
て
そ
の
一
部
を
担
当
す
る
者
に
つ
い
て
も
公

共
職
業
訓
練
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

㈤

手
数
料

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
証
の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
手
数
料
を
納
付
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
務
が
都
道
府

県
知
事
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
手
数
料
納
付
も
都
道
府
県
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

従
っ
て
地
方
公
共
団
体
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
三
三
〇
号
）
を
一
部
改
正
す
る
予
定

で
あ
る
。

な
お
手
数
料
の
種
類
及
び
金
額
に
つ
い
て
は
追
っ
て
連
絡
す
る
。

四

経
費
の
負
担
等

㈠

一
般
職
業
訓
練
所
及
び
都
道
府
県
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
関
す
る
経
費
の

負
担

一
般
職
業
訓
練
所
及
び
都
道
府
県
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費
に
関

す
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
概
ね
次
の
と
お
り
と
な
る
予
定
で
あ
る
。

㋑

国
の
負
担
は
、
都
道
府
県
知
事
が
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
労
働
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、

そ
の
承
認
は
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
設
置
及
び
運
営
が
法
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
計
画
及
び
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の

基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
右
の
場
合
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
職
業
訓
練
所
と
し
て
存
続
す
る
こ

と
に
な
っ
た
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
は
、
当
面
右
の
計
画
及
び
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も

の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
す
る
。

㋺

国
の
負
担
す
る
経
費
は
、
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
施
設
費
及

び
運
営
費
と
し
、
そ
の
負
担
の
割
合
は
二
分
の
一
と
す
る
。

㋩

右
の
経
費
の
範
囲
は
、
施
設
費
に
つ
い
て
は
、
建
物
及
び
機
械
器
具
そ
の
他
の
施
設
の
施

設
費
又
は
借
上
料
及
び
敷
地
の
借
上
料
と
し
、
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条
第
一
項
又
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は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
職
業
訓
練
実
習
費
及
び
災
害
治
療
費
、

職
業
訓
練
指
導
員
そ
の
他
の
職
員
の
人
件
費
、
建
物
、
機
械
器
具
そ
の
他
の
施
設
の
維
持
費
、

そ
の
他
の
諸
雑
費
並
び
に
そ
の
他
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
経
費
と
し
、
そ
の
算
定
基
準

は
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
国
の
負
担
す
る
交
付
金
の
交
付
の
申
請
及
び
決
定
そ
の
他
の
諸
手
続
は
従
前
の
と
お

り
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋥

共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
す
る
補
助

都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
し
認
定
職
業
訓
練
に
必
要
な
経

費
の
一
部
を
都
道
府
県
が
補
助
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
よ
り
当

該
都
道
府
県
に
対
し
予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
補
助
に
要
し
た
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
年
度
に
お
け
る
こ
れ
が
基
本
方
針
は
、
概
ね
次
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

１

補
助
対
象
は
基
幹
産
業
部
門
、
輸
出
産
業
部
門
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し
、
基
幹
産
業

部
門
に
属
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
、
現
在
訓
練
を
受
け
て
い
る
養
成
工
を
対
象
と
す
る
ほ

か
、
更
に
基
幹
産
業
、
輸
出
産
業
等
の
部
門
に
属
す
る
職
種
の
共
同
職
業
訓
練
の
実
施
促

進
を
図
る
こ
と
と
し
、
そ
の
増
加
分
を
も
併
せ
補
助
対
象
と
し
て
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

２

そ
の
他
の
部
門
に
図
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
こ
の
際
検
討
を
加
え
、
訓
練
上
の
効
果
を

期
待
し
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
補
助
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

認
定
共
同
職
業
訓
練
に
必
要
な
経
費
は
、
事
業
主
が
そ
の
１
／
２
を
負
担
し
、
都
道
府

県
が
残
余
の
１
／
２
を
補
助
す
る
も
の
と
し
、
国
は
都
道
府
県
の
補
助
す
る
半
額
（
全
休

の
１
／
４
）
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
右
の
補
助
金
を
交
付
す
る
に
当
り
、
補
助
対
象
経
費
、
補
助

金
交
付
手
続
等
に
つ
い
て
、
交
付
規
程
等
を
定
め
て
こ
れ
を
行
う
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

五

技

能

検

定

昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
は
検
定
基
準
、
検
定
実
施
方
法
等
の
検
討
そ
の
他
実
施
準
備
に
重

点
が
お
か
れ
、
技
能
検
定
の
具
体
的
実
施
は
昭
和
三
十
四
年
度
以
降
と
な
る
見
込
で
あ
る
が
、
こ

の
実
施
に
つ
い
て
は
、
別
に
指
示
す
る
。

職職
業業
訓訓
練練
所所
設設
置置
条条
例例
準準
則則

（
設
置
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
一
三
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
き
、
求
職
者
に

対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
等
を
行
う
た
め
、
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
。

２

職
業
訓
練
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

○
○
県
○
○
職
業
訓
練
所

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

（
委
任
）

第
二
条

職
業
訓
練
所
の
訓
練
職
種
、
訓
練
生
定
員
、
訓
練
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
職
業
訓

練
法
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
計
画
及
び
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
に
従
っ
て
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
職
業
訓
練
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
の
職
員
で
あ
る
も
の
は
、
別
に
辞
令
を

用
い
ず
し
て
、
当
該
職
業
訓
練
所
の
各
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を
受
け
て
い
る
者

は
、
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
も
の
と
な
り
、
従
前
の
職
業
補
導
を
受
け
た
期

間
は
、
職
業
訓
練
の
期
間
に
通
算
す
る
。

『
通
達
Ⅰ
』

昭
和
三
三
年
六
月
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
三
〕
労
働
部
長
よ
り
（
各
施
設
長
）
宛
（
三
三
職
補
第
一
五
八
号
）

職職
業業
訓訓
練練
法法
のの
要要
点点
及及
びび
施施
行行
にに
伴伴
うう
当当
面面
のの
措措
置置
事事
項項
にに
つつ
いい
てて

既
に
ご
承
知
の
と
お
り
職
業
訓
練
法
は
五
月
二
日
法
律
第
一
三
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
来

る
七
月
施
行
を
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
職
業
訓
練
事
業
は
従
来
の
職
業
安

定
法
に
基
づ
く
職
業
補
導
及
び
監
督
者
訓
練
の
制
度
と
、
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
技
能
者
養
成

制
度
が
統
合
再
編
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
系
統
的
か
つ
一
貫
し
た
体
系
と
し
て
組
織
的
に
行
な
わ
れ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
本
県
に
お
い
て
も
事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
及
び
こ
れ
に
対
す

る
援
助
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
試
験
及
び
免
許
制
の
実
施
、
技
能
検
定
の
実
施
等
が
新
た
な
業

務
と
し
て
加
わ
る
の
で
施
行
後
に
お
け
る
職
業
訓
練
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
つ
い
て
左
記
事
項

御
諒
知
の
う
え
、
準
備
に
ご
配
意
願
い
ま
す
。

記記

一
．
職
業
訓
練
法
の
要
旨
に
つ
い
て

１

根
拠
法
令

現
行
の
職
業
補
導
事
業
の
根
拠
法
令
は
、
職
業
安
定
法
（
第
二
十
六
条
～
第
三
十
一
条
）

及
び
同
施
行
規
則
（
第
十
八
条
～
第
三
十
二
条
）
で
あ
る
が
、
施
行
後
は
す
べ
て
こ
れ
に
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は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
職
業
訓
練
実
習
費
及
び
災
害
治
療
費
、

職
業
訓
練
指
導
員
そ
の
他
の
職
員
の
人
件
費
、
建
物
、
機
械
器
具
そ
の
他
の
施
設
の
維
持
費
、

そ
の
他
の
諸
雑
費
並
び
に
そ
の
他
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
経
費
と
し
、
そ
の
算
定
基
準

は
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

な
お
、
国
の
負
担
す
る
交
付
金
の
交
付
の
申
請
及
び
決
定
そ
の
他
の
諸
手
続
は
従
前
の
と
お

り
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋥

共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
す
る
補
助

都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
共
同
職
業
訓
練
団
体
に
対
し
認
定
職
業
訓
練
に
必
要
な
経

費
の
一
部
を
都
道
府
県
が
補
助
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
よ
り
当

該
都
道
府
県
に
対
し
予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
補
助
に
要
し
た
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
年
度
に
お
け
る
こ
れ
が
基
本
方
針
は
、
概
ね
次
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

１

補
助
対
象
は
基
幹
産
業
部
門
、
輸
出
産
業
部
門
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し
、
基
幹
産
業

部
門
に
属
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
、
現
在
訓
練
を
受
け
て
い
る
養
成
工
を
対
象
と
す
る
ほ

か
、
更
に
基
幹
産
業
、
輸
出
産
業
等
の
部
門
に
属
す
る
職
種
の
共
同
職
業
訓
練
の
実
施
促

進
を
図
る
こ
と
と
し
、
そ
の
増
加
分
を
も
併
せ
補
助
対
象
と
し
て
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

２

そ
の
他
の
部
門
に
図
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
こ
の
際
検
討
を
加
え
、
訓
練
上
の
効
果
を

期
待
し
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
補
助
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

認
定
共
同
職
業
訓
練
に
必
要
な
経
費
は
、
事
業
主
が
そ
の
１
／
２
を
負
担
し
、
都
道
府

県
が
残
余
の
１
／
２
を
補
助
す
る
も
の
と
し
、
国
は
都
道
府
県
の
補
助
す
る
半
額
（
全
休

の
１
／
４
）
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
右
の
補
助
金
を
交
付
す
る
に
当
り
、
補
助
対
象
経
費
、
補
助

金
交
付
手
続
等
に
つ
い
て
、
交
付
規
程
等
を
定
め
て
こ
れ
を
行
う
よ
う
せ
ら
れ
た
い
。

五

技

能

検

定

昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
は
検
定
基
準
、
検
定
実
施
方
法
等
の
検
討
そ
の
他
実
施
準
備
に
重

点
が
お
か
れ
、
技
能
検
定
の
具
体
的
実
施
は
昭
和
三
十
四
年
度
以
降
と
な
る
見
込
で
あ
る
が
、
こ

の
実
施
に
つ
い
て
は
、
別
に
指
示
す
る
。

職職
業業
訓訓
練練
所所
設設
置置
条条
例例
準準
則則

（
設
置
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
一
三
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
き
、
求
職
者
に

対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
等
を
行
う
た
め
、
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
。

２

職
業
訓
練
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

○
○
県
○
○
職
業
訓
練
所

○
○
市
○
○
町
○
○
番
地

（
委
任
）

第
二
条

職
業
訓
練
所
の
訓
練
職
種
、
訓
練
生
定
員
、
訓
練
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
職
業
訓

練
法
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
計
画
及
び
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
に
従
っ
て
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
職
業
訓
練
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
の
職
員
で
あ
る
も
の
は
、
別
に
辞
令
を

用
い
ず
し
て
、
当
該
職
業
訓
練
所
の
各
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
例
施
行
の
際
、
現
に
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を
受
け
て
い
る
者

は
、
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
も
の
と
な
り
、
従
前
の
職
業
補
導
を
受
け
た
期

間
は
、
職
業
訓
練
の
期
間
に
通
算
す
る
。

『
通
達
Ⅰ
』

昭
和
三
三
年
六
月
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
三
〕
労
働
部
長
よ
り
（
各
施
設
長
）
宛
（
三
三
職
補
第
一
五
八
号
）

職職
業業
訓訓
練練
法法
のの
要要
点点
及及
びび
施施
行行
にに
伴伴
うう
当当
面面
のの
措措
置置
事事
項項
にに
つつ
いい
てて

既
に
ご
承
知
の
と
お
り
職
業
訓
練
法
は
五
月
二
日
法
律
第
一
三
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
来

る
七
月
施
行
を
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
職
業
訓
練
事
業
は
従
来
の
職
業
安

定
法
に
基
づ
く
職
業
補
導
及
び
監
督
者
訓
練
の
制
度
と
、
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
技
能
者
養
成

制
度
が
統
合
再
編
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
系
統
的
か
つ
一
貫
し
た
体
系
と
し
て
組
織
的
に
行
な
わ
れ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
本
県
に
お
い
て
も
事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
及
び
こ
れ
に
対
す

る
援
助
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
試
験
及
び
免
許
制
の
実
施
、
技
能
検
定
の
実
施
等
が
新
た
な
業

務
と
し
て
加
わ
る
の
で
施
行
後
に
お
け
る
職
業
訓
練
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
つ
い
て
左
記
事
項

御
諒
知
の
う
え
、
準
備
に
ご
配
意
願
い
ま
す
。

記記

一
．
職
業
訓
練
法
の
要
旨
に
つ
い
て

１

根
拠
法
令

現
行
の
職
業
補
導
事
業
の
根
拠
法
令
は
、
職
業
安
定
法
（
第
二
十
六
条
～
第
三
十
一
条
）

及
び
同
施
行
規
則
（
第
十
八
条
～
第
三
十
二
条
）
で
あ
る
が
、
施
行
後
は
す
べ
て
こ
れ
に
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よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

公
共
職
業
補
導
所
の
名
称
変
更
と
設
置
に
関
す
る
条
例
の
制
定
及
び
関
係
所
規
則
の
改

正従
来
の
「
公
共
職
業
補
導
所
」
は
「
職
業
訓
練
所
」
と
名
称
を
変
更
し
、
第
五
条
第
四

項
の
規
程
に
よ
り
一
般
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
、
そ
の
他
所
要
事
項
に
つ
い
て
は
条

例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

而
し
て
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
程
に
よ
り
、
県
で
は
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
さ

せ
る
に
必
要
な
措
置
を
と
る
た
め
、
法
施
行
の
日
（
七
月
一
日
予
定
）
ま
で
に
、
県
議
会

に
お
い
て
「
神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
設
置
条
例
」
（
仮
称
）
を
制
定
す
る
と
と
も
に

「
神
奈
川
県
行
政
組
織
規
則
」
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
（
別
表
）
「
神

奈
川
県
財
務
規
則
」
（
別
表
）
の
一
部
改
正
及
び
「
神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関

す
る
規
則
」
の
改
廃
を
行
な
う
べ
く
準
備
を
進
め
て
い
る
。

な
お
職
業
訓
練
所
の
名
称
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。

例

神
奈
川
県
横
浜
職
業
訓
練
所

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
職
業
訓
練
所

神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

３

事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
及
び
こ
れ
に
対
す
る
援
助

こ
の
法
律
で
は
新
た
に
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
技
能
者
養
成
制
度
が
統
合
再
編
さ
れ
た

た
め
、
法
第
十
五
条
に
基
づ
く
事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
並
び
に
第
十
七
条
に
基
づ
く
援

助
に
関
す
る
事
項
が
、
職
権
の
委
任
に
よ
り
県
の
業
務
と
し
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

４

職
業
訓
練
指
導
員

優
秀
な
職
業
訓
練
指
導
員
を
確
保
し
、
職
業
訓
練
の
実
効
を
お
さ
め
る
た
め
、
公
共
職

業
訓
練
及
び
事
業
内
職
業
訓
練
の
両
者
に
通
ず
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
制
度
が
、
採

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
法
施
行
の
際
現
に
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
訓
練

を
担
当
す
る
も
の
は
、
法
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
相
当
の
職
種
に
つ
い
て
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
法

施
行
後
二
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
、
引
続
き
公
共
職
業
訓
練
に
お
い
て
、
職
業
訓
練

指
導
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
二
条
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を
受

け
る
必
要
が
あ
る
。

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
に
当
た
る
に
付
い
て
は
、
当
面
職
業
訓
練
指
導
員
の
免
許
を

受
け
る
必
要
は
な
い
方
針
で
あ
り
、
ま
た
講
師
等
と
し
て
職
業
訓
練
の
一
部
（
普
通
学
科

の
全
部
又
は
関
連
の
一
部
）
を
担
当
す
る
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

５

技
能
検
定

法
第
二
十
五
条
に
よ
る
技
能
検
定
は
、
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
は
検
定
基
準
、
検

定
実
施
方
法
等
の
検
討
そ
の
他
実
施
準
備
に
重
点
が
置
か
れ
、
技
能
検
定
の
具
体
的
実
施

は
昭
和
三
十
四
年
度
以
降
と
な
る
見
込
で
あ
る
。
従
っ
て
従
前
の
技
能
検
定
は
廃
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
が
、
本
年
度
は
修
了
試
験
と
い
う
形
式
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

る
の
で
了
知
さ
れ
た
い
。

な
お
実
施
に
当
た
っ
て
は
職
権
の
委
任
に
よ
り
県
の
業
務
と
し
て
行
な
う
も
の
で
あ

る
。

二
．
各
職
業
補
導
所
に
お
い
て
行
な
う
当
面
の
措
置
事
項
に
つ
い
て

１
．
公
印
の
廃
止
並
び
に
新
調
に
つ
い
て

現
在
使
用
し
て
い
る
貴
所
の
「
公
共
職
業
補
導
所
印
」
「
公
共
職
業
補
導
所
長
印
」
及

び
「
分
任
出
納
員
印
」
は
こ
れ
を
廃
止
し
新
た
に
「
職
業
訓
練
所
印
」
「
職
業
訓
練
所
長

印
」
及
び
「
分
任
出
納
員
印
」
を
新
調
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
が
事
務
は
神
奈
川
県
公

印
規
程
及
び
神
奈
川
県
出
納
職
員
公
印
規
程
（
以
下
規
程
と
い
う
）
に
基
づ
き
処
理
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
統
一
を
取
る
た
め
概
ね
次
の
要
領
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
い
。

㋑

規
定
に
基
づ
く
新
調
届
け
の
手
続
き
は
一
括
職
業
補
導
課
に
お
い
て
行
な
う
。

㋺

法
の
施
行
期
日
は
七
月
一
日
予
定
で
あ
る
か
ら
、
各
所
に
追
い
手
は
六
月
二
五
日
ま

で
に
公
印
を
新
調
す
る
よ
う
準
備
す
る
こ
と
。
（
ひ
な
形
、
寸
法
に
つ
い
て
は
規
程
に

よ
り
七
分×

七
分
と
す
る
）
七
月
一
日
以
降
の
使
用
に
つ
い
て
は
別
段
の
指
示
が
な
い

限
り
新
調
し
た
公
印
を
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
。

印
・
登
録
・
公
示
等
に
つ
い
て
は
現
物
を
必
要
と
す
る
場
合
は
追
っ
て
連
絡
す
る
。

㋩

廃
止
し
た
当
該
各
公
印
（
分
任
出
納
員
印
を
除
く
）
は
七
月
五
日
ま
で
に
職
業
補
導

課
へ
持
参
す
る
こ
と
。

但
し
分
任
出
納
員
印
は
各
所
に
お
い
て
確
実
に
廃
棄
処
分
す
る
も
の
と
す
る
。

２
．
文
書
記
号
に
つ
い
て

神
奈
川
県
出
先
機
関
文
書
取
扱
規
程
第
十
条
に
基
づ
く
文
書
の
記
号
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

新
規
の
記
号

従
来
の
記
号

横

訓

横

補

川

訓

川

補

藤

訓

藤

補

鶴

訓

鶴

補

- 231 -

平

訓

平

補

小

訓

小

補

相

訓

相

補

須

訓

須

補

横
婦
訓

横
婦
補

神
身
訓

神
身
補

秦

訓

秦

補

３
．
補
導
生
の
旅
客
運
賃
学
生
割
引
に
関
す
る
学
校
指
定
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

所
名
に
変
更
を
見
た
場
合
は
、
「
学
校
指
定
変
更
申
請
書
」
を
所
轄
鉄
道
管
理
局
長
に

提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
貴
所
に
お
い
て
は
法
施
後
直
ち
に
所
定
の
手
続
き

を
行
な
う
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
事
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
二
十
四
日
職
補
第
六
〇
号
「
職

業
補
導
生
の
旅
客
運
賃
に
関
す
る
事
務
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
り
取
扱
わ
れ
た
い
。

４
．
法
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
事
業
内
職
業
訓
練
の
援
助
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て

一
般
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
も
っ
ぱ
ら
法
第
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
求

職
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
術
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
に

よ
る
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て

指
示
す
る
ま
で
は
こ
れ
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

５
．
例
規
・
通
達
等
に
つ
い
て

法
施
行
の
際
、
現
に
効
力
を
有
し
て
い
る
通
牒
、
要
綱
、
内
規
等
の
「
職
業
補
導
所
」

或
は
「
職
業
補
導
生
」
等
の
語
句
は
、
当
分
の
間
「
職
業
訓
練
所
」
或
は
「
職
業
訓
練
生
」

等
と
読
み
か
え
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

６
．
門
札
、
標
示
板
の
書
換
に
つ
い
て

七
月
一
日
を
予
定
に
準
備
す
る
こ
と
。

７
．
職
業
訓
練
の
基
準
に
つ
い
て

公
共
職
業
訓
練
の
基
準
は
法
第
十
条
に
よ
り
教
科
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ
い
て
基

準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
法
施
行
の
際
は
と
り
あ
え
ず
、
従
前
の
基
準
を
整
理
し

て
暫
定
的
に
之
を
定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
の
議
を
経
て
本
格
的
基
準
が

設
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
従
っ
て
教
程
基
準
等
は
別
段
の
指
示
で
あ
る
ま
で
現
行
の
も

の
基
準
と
し
て
処
理
す
る
。

な
お
訓
練
生
の
募
集
、
就
職
あ
っ
旋
、
訓
練
生
の
処
遇
等
に
つ
い
て
も
別
に
定
め
ら
れ

る
ま
で
な
お
従
前
通
り
と
す
る
こ
と

８
．
予
算
科
目
に
つ
い
て

予
算
科
目
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
現
行
通
り
と
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
三
年
六
月
九
日

〔
五
─
二
─
一
一
四
〕
理
事
会
決
定

総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
訓訓
練練
生生
災災
害害
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
総
合
職
業
訓
練
所
の
訓
練
生
（
以
下
「
訓
練

生
」
と
い
う
。）
の
負
傷
、
廃
疾
又
は
死
亡
に
対
し
て
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
す
る
た
め
、
災
害

手
当
を
支
給
し
、
も
っ
て
訓
練
生
の
福
祉
を
図
る
と
と
も
に
職
業
訓
練
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
期

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
で
「
災
害
手
当
」
と
は
、
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
訓
練
生
の
負
傷
、
廃
疾

又
は
死
亡
に
対
し
、
当
該
訓
練
生
又
は
そ
の
遺
族
等
に
金
銭
を
支
給
し
て
そ
の
損
害
を
軽
減
し
、

又
は
慰
謝
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

こ
の
要
綱
で
「
職
業
訓
練
」
と
は
、
訓
練
生
に
対
し
、
職
業
に
関
す
る
知
識
、
技
能
を
習
得
さ

せ
、
及
び
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
訓
練
計
画
に
基
い
て
実
施
さ
れ
る
学
習
、
見
学
及
び

実
習
指
導
と
、
訓
練
生
の
生
活
態
度
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
総
合
職
業
訓
練
所
長
（
以

下
「
所
長
」
と
い
う
。
）、
そ
の
他
訓
練
生
の
指
導
監
督
に
当
る
者
の
監
督
の
も
と
に
行
わ
れ
る
生

活
指
導
を
い
う
。

３

こ
の
要
綱
で
「
訓
練
生
」
と
は
、
職
業
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
総
合
職
業
訓
練
所
（
以
下
「
訓

練
所
」
と
い
う
。）
に
在
籍
し
て
い
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
災
害
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

が
そ
の
中
途
に
お
い
て
修
了
又
は
退
所
し
た
と
き
は
、
災
害
手
当
の
支
給
を
要
す
る
事
由
の
存
続

す
る
間
又
は
災
害
手
当
の
支
給
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
要
綱
に
か
か
る
訓
練
生
と
み
な

す
。

(

実
施
の
範
囲)

第
三
条

災
害
手
当
は
、
訓
練
生
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
災
害
を
受
け
た
場
合
に
こ
れ
を

支
給
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
の
程
度
が
訓
練
所
備
付
の
救
急
薬
品
で
治
療
で
き
る
程
度
の
軽
徴
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

災
害
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
訓
練
生
の
故
意
又
は
重
大
な
過
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平

訓

平

補

小

訓

小

補

相

訓

相

補

須

訓

須

補

横
婦
訓

横
婦
補

神
身
訓

神
身
補

秦

訓

秦

補

３
．
補
導
生
の
旅
客
運
賃
学
生
割
引
に
関
す
る
学
校
指
定
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

所
名
に
変
更
を
見
た
場
合
は
、
「
学
校
指
定
変
更
申
請
書
」
を
所
轄
鉄
道
管
理
局
長
に

提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
貴
所
に
お
い
て
は
法
施
後
直
ち
に
所
定
の
手
続
き

を
行
な
う
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
事
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
二
十
四
日
職
補
第
六
〇
号
「
職

業
補
導
生
の
旅
客
運
賃
に
関
す
る
事
務
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
り
取
扱
わ
れ
た
い
。

４
．
法
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
事
業
内
職
業
訓
練
の
援
助
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て

一
般
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
も
っ
ぱ
ら
法
第
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
求

職
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
術
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
に

よ
る
雇
用
労
働
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て

指
示
す
る
ま
で
は
こ
れ
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

５
．
例
規
・
通
達
等
に
つ
い
て

法
施
行
の
際
、
現
に
効
力
を
有
し
て
い
る
通
牒
、
要
綱
、
内
規
等
の
「
職
業
補
導
所
」

或
は
「
職
業
補
導
生
」
等
の
語
句
は
、
当
分
の
間
「
職
業
訓
練
所
」
或
は
「
職
業
訓
練
生
」

等
と
読
み
か
え
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

６
．
門
札
、
標
示
板
の
書
換
に
つ
い
て

七
月
一
日
を
予
定
に
準
備
す
る
こ
と
。

７
．
職
業
訓
練
の
基
準
に
つ
い
て

公
共
職
業
訓
練
の
基
準
は
法
第
十
条
に
よ
り
教
科
訓
練
期
間
及
び
設
備
等
に
つ
い
て
基

準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
法
施
行
の
際
は
と
り
あ
え
ず
、
従
前
の
基
準
を
整
理
し

て
暫
定
的
に
之
を
定
め
、
法
施
行
後
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
の
議
を
経
て
本
格
的
基
準
が

設
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
従
っ
て
教
程
基
準
等
は
別
段
の
指
示
で
あ
る
ま
で
現
行
の
も

の
基
準
と
し
て
処
理
す
る
。

な
お
訓
練
生
の
募
集
、
就
職
あ
っ
旋
、
訓
練
生
の
処
遇
等
に
つ
い
て
も
別
に
定
め
ら
れ

る
ま
で
な
お
従
前
通
り
と
す
る
こ
と

８
．
予
算
科
目
に
つ
い
て

予
算
科
目
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
現
行
通
り
と
す
る
こ
と
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
三
年
六
月
九
日

〔
五
─
二
─
一
一
四
〕
理
事
会
決
定

総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
訓訓
練練
生生
災災
害害
手手
当当
支支
給給
要要
綱綱

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
総
合
職
業
訓
練
所
の
訓
練
生
（
以
下
「
訓
練

生
」
と
い
う
。）
の
負
傷
、
廃
疾
又
は
死
亡
に
対
し
て
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
す
る
た
め
、
災
害

手
当
を
支
給
し
、
も
っ
て
訓
練
生
の
福
祉
を
図
る
と
と
も
に
職
業
訓
練
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
期

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
で
「
災
害
手
当
」
と
は
、
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
訓
練
生
の
負
傷
、
廃
疾

又
は
死
亡
に
対
し
、
当
該
訓
練
生
又
は
そ
の
遺
族
等
に
金
銭
を
支
給
し
て
そ
の
損
害
を
軽
減
し
、

又
は
慰
謝
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

こ
の
要
綱
で
「
職
業
訓
練
」
と
は
、
訓
練
生
に
対
し
、
職
業
に
関
す
る
知
識
、
技
能
を
習
得
さ

せ
、
及
び
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
訓
練
計
画
に
基
い
て
実
施
さ
れ
る
学
習
、
見
学
及
び

実
習
指
導
と
、
訓
練
生
の
生
活
態
度
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
総
合
職
業
訓
練
所
長
（
以

下
「
所
長
」
と
い
う
。
）、
そ
の
他
訓
練
生
の
指
導
監
督
に
当
る
者
の
監
督
の
も
と
に
行
わ
れ
る
生

活
指
導
を
い
う
。

３

こ
の
要
綱
で
「
訓
練
生
」
と
は
、
職
業
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
総
合
職
業
訓
練
所
（
以
下
「
訓

練
所
」
と
い
う
。）
に
在
籍
し
て
い
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
災
害
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

が
そ
の
中
途
に
お
い
て
修
了
又
は
退
所
し
た
と
き
は
、
災
害
手
当
の
支
給
を
要
す
る
事
由
の
存
続

す
る
間
又
は
災
害
手
当
の
支
給
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
要
綱
に
か
か
る
訓
練
生
と
み
な

す
。

(

実
施
の
範
囲)

第
三
条

災
害
手
当
は
、
訓
練
生
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
災
害
を
受
け
た
場
合
に
こ
れ
を

支
給
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
の
程
度
が
訓
練
所
備
付
の
救
急
薬
品
で
治
療
で
き
る
程
度
の
軽
徴
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

災
害
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
訓
練
生
の
故
意
又
は
重
大
な
過
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失
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
災
害
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

災
害
手
当
の
範
囲

第
四
条

災
害
手
当
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
療

養

手

当

⑵
障

害

手

当

⑶
葬

祭

手

当

⑷
打

切

手

当

（
受
給
者
）

第
五
条

前
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
手
当
は
、
災
害
を
受
け
た
訓
練
生
又
は
当

該
訓
練
生
の
親
権
を
行
う
者
等
に
こ
れ
を
支
給
す
る
。

２

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
葬
祭
手
当
は
、
葬
祭
を
営
む
者
に
こ
れ
を
支
給
す
る
。

(

療
養
手
当)

第
六
条

療
養
手
当
は
、
訓
練
生
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
場
合
に
こ
れ
を
支
給

す
る
。

２

前
項
の
療
養
手
当
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
支
給
す
る
も
の

と
す
る
。

⑴
診

察

⑵
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

⑶
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療

⑷
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容

⑸
看

護

⑹
移

送

３

療
養
手
当
は
、
原
則
と
し
て
、
前
項
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
お
い
て
要
し
た
費
用
の
全
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
昭
和
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
一
七
七
号(

健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法)

に
準
拠
し
て
算
定
し
た
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

障
害
手
当)

第
七
条

障
害
手
当
は
、
訓
練
生
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
負
傷
し
、
そ
れ
が
治
ゆ
し
た
と

き
に
、
な
お
別
表
に
定
め
る
程
度
の
身
体
障
害
が
残
存
す
る
場
合
に
こ
れ
を
支
給
す
る
。

２

障
害
手
当
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
身
体
障
害
の
等
級
に
対
応
す
る
額
と
す
る
。

３

別
表
に
定
め
る
身
体
障
害
が
二
以
上
残
存
し
た
場
合
に
は
、
最
も
重
い
身
体
障
害
の
該
当
す
る

等
級
に
よ
る
こ
と
と
し
、
既
に
身
体
障
害
の
あ
っ
た
者
が
、
同
一
部
位
に
つ
い
て
身
体
障
害
の
程

度
を
加
重
し
た
場
合
に
は
、
現
在
の
身
体
障
害
の
該
当
す
る
等
級
に
よ
る
障
害
手
当
の
額
か
ら
、

既
に
あ
っ
た
身
体
障
害
の
該
当
す
る
等
級
に
よ
る
障
害
手
当
の
額
を
差
引
い
た
額
と
す
る
。

(

葬
祭
手
当)

第
八
条

葬
祭
手
当
は
、
訓
練
生
が
職
業
訓
練
上
の
事
由
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
場
合
に
こ
れ
を
支
給

す
る
。

２

葬
祭
手
当
の
額
は
、
二
万
円
と
す
る
。

(

打
切
手
当)

第
九
条

打
切
手
当
は
、
療
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
、
療
養
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
過
し

て
も
、
な
お
当
該
負
傷
が
治
ゆ
し
な
い
場
合
に
こ
れ
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

打
切
手
当
の
額
は
、
二
万
円
以
内
と
す
る
。

３

打
切
手
当
の
支
給
及
び
そ
の
額
の
決
定
は
、
療
養
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
過
し
た
と
き
に
お
い
て
、

当
該
負
傷
の
症
状
、
治
ゆ
の
見
込
み
等
を
勘
案
し
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
判
断
し

て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

災
害
手
当
の
請
求)

第
十
条

療
養
手
当
、
障
害
手
当
、
打
切
手
当
の
支
給
を
受
け
こ
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
請
求

書(

様
式
一
又
は
二)

に
診
療
担
当
医
師
等
の
証
明
又
は
認
定
を
受
け
、
こ
れ
を
所
長
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

２

葬
祭
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
請
求
書(

様
式
三)

に
死
亡
診
断
書
、
検
死
調
書
、

火
葬
許
可
書
及
び
埋
葬
許
可
書
、
そ
の
鮑
訓
練
生
の
死
亡
を
証
明
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
を
添
付

し
、
こ
れ
を
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

(

支
給
に
つ
い
て
の
決
定
等)

第
十
一
条

所
長
は
、
前
条
の
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
て
災
害
手
当
支
給
の

要
否
及
び
支
給
金
額
の
決
定
を
行
い
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら

七
日
以
内
に
請
求
者
に
そ
の
支
給
に
関
す
る
通
知
を
行
う
と
と
も
に
、
す
み
や
か
に
災
害
手
当
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２

療
養
手
当
は
、
毎
月
一
回
以
上
こ
れ
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
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(

災
害
手
当
支
給
の
制
限)

第
十
二
条

こ
の
要
綱
に
か
か
る
災
害
手
当
は
、
他
の
法
令
に
よ
っ
て
補
償
又
は
手
当
等
を
受
け
、

又
は
受
け
得
べ
き
場
合
及
び
加
害
者
た
る
第
三
者
が
損
害
賠
償
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
分
に

つ
い
て
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(

手
当
の
返
還)

第
十
三
条

虚
偽
の
請
求
書
の
提
出
に
よ
り
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
全
額
を
返
還
せ

し
め
る
も
の
と
す
る
。

(

報
告)

第
十
四
条

所
長
は
、
災
害
が
発
生
し
、
こ
れ
に
災
害
手
当
を
支
給
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
労

四
福
祉
事
業
団
理
事
長
に
対
し
、
報
告
書
（
様
式
４
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
注
）
障
害
等
級
に
応
ず
る
身
体
障
害
の
区
分
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

〇
年
労
働
省
令
第
二
二
号
）
の
別
表
第
一
（
身
体
障
害
等
級
表
）
を
準
用
す
る
。

様
式
一
（
編
注
：
以
下
略
）

『
福
祉
』

別
表等

級
手
当
の
額

等
級

手
当
の
額

第
１
級

20,000
円

第
８
級

8,000
円

第
２
級

18,000
円

第
９
級

7,000
円

第
３

級
16,000

円
第
１
０
級

6,000
円

第
４

級
14,000

円
第
１
１
級

5,000
円

第
５
級

12,000
円

第
１
２
級

4,000
円

第
６
級

10,000
円

第
１
３
級

3,000
円

第
７
級

9,000
円

第
１
４
級

2,000
円

昭
和
三
三
年
六
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
五
〕
神
奈
川
県
労
働
部
長
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
宛(

三

三
職
補
第
二
九
号
の
二)

神神
奈奈
川川
新新
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
経経
営営
委委
託託
契契
約約
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
十
三
年
六
月
二
十
か
付
補
発
第
四
〇
号
を
も
っ
て
標
記
の
契
約
書
を
別
添
の
と
お
り

再
提
出
す
る
か
ら
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

委委

託託

契契

約約

書書

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所(

以
下
「
職
業
補
導
所
」
と
い
う)

の
経
営
委
託
に
つ

い
て
、
労
働
大
臣(

以
下
「
甲
」
と
い
う)

と
神
奈
川
県
知
事(

以
下
「
乙
」
と
い
う)

と
は
、
次

の
と
お
り
契
約
を
締
結
す
る

第
一
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
を
乙
に
委
託
す
る
。

第
二
条

乙
は
、
職
業
安
定
法
及
び
同
法
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
き
甲
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
職
業
補
導
所
を
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

乙
は
、
別
紙
一
「
昭
和
三
十
三
年
度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
事
業
内
容
」(

以

下
「
事
業
内
容
」
と
い
う)

に
よ
り
、
身
体
障
害
者
の
職
業
補
導
事
業(

以
下
「
職
業
補
導
事

業
」
と
い
う)

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
甲
の
承
認
を
得
な
い
で
事
業
内
容
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
甲
は
事
業
内

容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乙
と
協
議
の
う
え
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

甲
は
、
乙
に
対
し
て
職
業
補
導
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
を
委
託
金
と
し
て
、

別
紙
二
「
昭
和
三
十
三
年
度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
所
経
営
委
託
金
交
付
書
」
の
と
お
り
交

付
す
る
。

前
項
の
委
託
金
は
、
原
則
と
し
て
各
四
半
期
毎
に
交
付
す
る
。

第
六
条

甲
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
前
条
の
委
託
金
を
増
額
し
、
又
は
減

額
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
事
業
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

二
、
施
設
設
備
の
整
備
計
画
に
い
て
変
更
し
た
と
き
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
の
施
設
設
備
の
整
備
拡
充
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
甲
の
承
認
を
得
た
施
設
設
備

の
整
備
拡
充
に
つ
い
て
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
委
託
金
を
職
業
補
導
事
業
以
外
の
経
費
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

乙
は
、
委
託
金
を
神
奈
川
県
の
歳
入
歳
出
と
し
て
予
算
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。
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(
災
害
手
当
支
給
の
制
限)

第
十
二
条

こ
の
要
綱
に
か
か
る
災
害
手
当
は
、
他
の
法
令
に
よ
っ
て
補
償
又
は
手
当
等
を
受
け
、

又
は
受
け
得
べ
き
場
合
及
び
加
害
者
た
る
第
三
者
が
損
害
賠
償
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
分
に

つ
い
て
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(

手
当
の
返
還)

第
十
三
条

虚
偽
の
請
求
書
の
提
出
に
よ
り
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
全
額
を
返
還
せ

し
め
る
も
の
と
す
る
。

(

報
告)

第
十
四
条

所
長
は
、
災
害
が
発
生
し
、
こ
れ
に
災
害
手
当
を
支
給
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
労

四
福
祉
事
業
団
理
事
長
に
対
し
、
報
告
書
（
様
式
４
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
注
）
障
害
等
級
に
応
ず
る
身
体
障
害
の
区
分
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

〇
年
労
働
省
令
第
二
二
号
）
の
別
表
第
一
（
身
体
障
害
等
級
表
）
を
準
用
す
る
。

様
式
一
（
編
注
：
以
下
略
）

『
福
祉
』

別
表等

級
手
当
の
額

等
級

手
当
の
額

第
１
級

20,000
円

第
８
級

8,000
円

第
２
級

18,000
円

第
９
級

7,000
円

第
３

級
16,000

円
第
１
０
級

6,000
円

第
４

級
14,000

円
第
１
１
級

5,000
円

第
５
級

12,000
円

第
１
２
級

4,000
円

第
６
級

10,000
円

第
１
３
級

3,000
円

第
７
級

9,000
円

第
１
４
級

2,000
円

昭
和
三
三
年
六
月
二
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
五
〕
神
奈
川
県
労
働
部
長
よ
り
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
長
宛(

三

三
職
補
第
二
九
号
の
二)

神神
奈奈
川川
新新
身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
経経
営営
委委
託託
契契
約約
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
十
三
年
六
月
二
十
か
付
補
発
第
四
〇
号
を
も
っ
て
標
記
の
契
約
書
を
別
添
の
と
お
り

再
提
出
す
る
か
ら
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

委委

託託

契契

約約

書書

神
奈
川
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所(

以
下
「
職
業
補
導
所
」
と
い
う)

の
経
営
委
託
に
つ

い
て
、
労
働
大
臣(

以
下
「
甲
」
と
い
う)

と
神
奈
川
県
知
事(

以
下
「
乙
」
と
い
う)

と
は
、
次

の
と
お
り
契
約
を
締
結
す
る

第
一
条

甲
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
を
乙
に
委
託
す
る
。

第
二
条

乙
は
、
職
業
安
定
法
及
び
同
法
施
行
規
則
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
き
甲
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
職
業
補
導
所
を
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

乙
は
、
別
紙
一
「
昭
和
三
十
三
年
度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
事
業
内
容
」(

以

下
「
事
業
内
容
」
と
い
う)

に
よ
り
、
身
体
障
害
者
の
職
業
補
導
事
業(

以
下
「
職
業
補
導
事

業
」
と
い
う)

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
甲
の
承
認
を
得
な
い
で
事
業
内
容
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
甲
は
事
業
内

容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乙
と
協
議
の
う
え
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
条

甲
は
、
乙
に
対
し
て
職
業
補
導
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
を
委
託
金
と
し
て
、

別
紙
二
「
昭
和
三
十
三
年
度
身
体
障
害
者
公
共
職
業
所
経
営
委
託
金
交
付
書
」
の
と
お
り
交

付
す
る
。

前
項
の
委
託
金
は
、
原
則
と
し
て
各
四
半
期
毎
に
交
付
す
る
。

第
六
条

甲
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
前
条
の
委
託
金
を
増
額
し
、
又
は
減

額
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
事
業
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

二
、
施
設
設
備
の
整
備
計
画
に
い
て
変
更
し
た
と
き
。

第
七
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
の
施
設
設
備
の
整
備
拡
充
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
甲
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
甲
の
承
認
を
得
た
施
設
設
備

の
整
備
拡
充
に
つ
い
て
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
八
条

乙
は
、
委
託
金
を
職
業
補
導
事
業
以
外
の
経
費
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

乙
は
、
委
託
金
を
神
奈
川
県
の
歳
入
歳
出
と
し
て
予
算
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
条

乙
は
、
職
業
補
導
所
を
神
奈
川
県
の
か
い
と
す
る
。

第
十
一
条

乙
は
、
委
託
金
と
し
て
交
付
さ
れ
た
人
件
費
、
事
業
費
及
び
施
設
費
を
相
互
に
流

用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
甲
の
承
認
を
得
た
場
合
に
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条

乙
は
、
実
習
収
入
金
を
神
奈
川
県
の
歳
入
と
し
て
予
算
に
編
入
し
、
補
導
事
業
の

予
算
化
経
費
と
し
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

乙
は
、
甲
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
導
生
に
対
し
て
補
導
手
当
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
四
条

乙
は
、
委
託
金
を
も
っ
て
取
得
し
た
物
件
を
甲
の
所
有
に
帰
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
五
条

乙
は
、
甲
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
業
補
導
事
業
の
実
施
状
況
に
関
す
る
報

告
を
甲
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

甲
は
、
職
業
補
導
事
業
の
実
施
状
況
に
関
し
て
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
乙
に
対
し
て
帳
簿
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
七
条

甲
は
、
乙
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
委
託
金
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
交
付
を
停
止
し
、
返
還
を
命
じ
、
又
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
第
二
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
又
は
第
十
五

条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
、
職
業
補
導
事
業
の
成
績
が
著
し
く
悪
い
と
き
。

第
十
八
条

乙
は
、
昭
和
三
十
三
年
度
末
に
お
い
て
、
甲
の
交
付
し
た
委
託
金
に
残
額
を
生
じ

た
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
甲
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

甲
は
、
こ
の
契
約
の
有
効
期
間
中
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
乙
と
協
議
の

う
え
こ
の
契
約
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

こ
の
契
約
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
効
力
を
有
す
る
。

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日

甲

労

働

大

臣

石

田

博

英

乙

神
奈
川
県
知
事

内
山
岩
太
郎
［
印
］

『
デ
ジ
』

別紙一 昭和３３年度身体障害者公共職業補導所事業内容

区 分 補導 補導 職員
補導種目 備 考

所 名 定員 期間 定員

洋 裁 20人 1年
男 子 服 20人 1年
時計修理 15人 1年

神奈川身体障 経理事務 20人 1年 33 年 6 月 30
害者公共職業 日 ま で 定 員

補導所 25名
製 靴 20人 1年 〃 〃

鞄 袋 物 10人 1年 〃定員 15名
製 図 15人 1年 33 年 7 月 1

日補導開始

義 肢 10人 1年
計 ８種目 130人 2 4

人

別紙二 昭和３３年度身体障害者公共職業補導所経営委託金交付書
神 奈 川 県

委 託 金 金 9,067,000円

内 訳
人 件 費 事 業 費 施 設 費 備 考

6,387,100円 2,479,900円 200,000円

建 設 費 内 訳

内 訳 金 額 備 考

製図科機械
200,000

器具購入費

計 200,000
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昭
和
三
三
年
六
月
二
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
六
〕
達
第
六
号

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
名名
称称
変変
更更
にに
関関
すす
るる
件件

総
合
職
業
補
導
所
の
名
称
変
更
に
関
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条

組
織
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
四
号
）
附
則
第
三
項
、
職
員
の
職
位
に
関
す
る
規
程
（
昭

和
三
二
年
規
程
第
八
号
）
附
則
第
二
項
、
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
一
四
号
）
附
則

第
七
項
、
内
国
旅
費
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
一
五
号
）
附
則
第
二
項
、
職
員
健
康
管
理
規
程

（
昭
和
三
三
年
規
程
第
一
一
号
）
附
則
第
二
項
及
び
一
般
会
計
視
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
昭

和
三
三
年
規
程
第
一
五
号
）
附
則
第
２
項
の
理
事
長
が
別
に
定
め
る
日
は
、
昭
和
三
三
年
六
月
三

〇
日
と
す
る
。

第
二
条

次
長
を
置
く
総
合
職
業
補
導
所
の
指
定
に
閃
す
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
七
号
）
附
則
第

二
項
及
び
職
務
手
当
の
支
給
率
を
一
〇
〇
分
の
二
〇
と
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
長
の
指
定
に
関
す

る
件
（
昭
和
三
三
年
達
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
理
事
長
が
別
に
定
め
る
日
は
、
昭
和
三
三
年
六

月
三
十
日
と
す
る
。

第
三
条

北
九
州
総
合
職
業
補
導
所
の
部
の
組
織
四
を
定
め
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
の
部
の
組
織
を
定
め
る
件

第
一
条
中
「
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所
小
倉
職
業
補
導
部
及
び
八
幡
職
業
補
導
部
」
を
「
北
九

州
総
合
職
業
訓
練
所
小
倉
職
業
訓
練
部
及
び
八
幡
職
業
訓
練
部
」
に
改
め
る
。

第
四
条

一
般
会
計
の
会
計
機
関
の
設
置
及
び
任
命
に
関
す
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

失
業
保
険
施
設
の
項
中
「
総
合
職
業
補
導
所
」
を
「
総
合
職
業
訓
練
所
」
に
、「
北
九
州
総
合
職

業
補
導
所
に
あ
つ
て
は
各
職
業
補
導
部
長
」
を
「
北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
に
あ
っ
て
は
各
職
業

訓
練
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
達
は
、
昭
和
三
三
年
六
月
二
五
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定

は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
七
〕
神
奈
川
県
条
例
（
第
一
九
号
）

神神
奈奈
川川
県県
一一
般般
職職
業業
訓訓
練練
所所
設設
置置
条条
例例

（
設

置
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
き
、
求
職
者

に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
等
を
行
わ
せ
る
た
め
、
一
般
職
業
訓
練
所
（
以
下

「
訓
練
所
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

２

訓
練
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

神
奈
川
県
横
浜
職
業
訓
練
所

横
浜
市
西
区
紅
葉
ヶ
丘
五
九
番
地

神
奈
川
県
鶴
見
職
業
訓
練
所

横
浜
市
鶴
見
区
市
場
町
五
〇
四
番
地

神
奈
川
県
横
須
賀
職
業
訓
練
所

横
須
賀
市
浦
郷
町
四
丁
目
三
一
番
地

神
奈
川
県
横
須
賀
婦
人
職
業
訓
練
所

横
須
賀
市
公
郷
町
三
丁
目
七
六
番
地

神
奈
川
県
川
崎
職
業
訓
練
所

川
崎
市
境
町
四
（
番
地

神
奈
川
県
平
塚
職
業
訓
練
所

平
塚
市
平
塚
一
、
二
七
五
番
地

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
職
業
訓
練
所

藤
沢
市
藤
沢
九
六
五
番
地

神
奈
川
県
小
田
原
婦
人
職
業
訓
練
所

小
田
原
市
幸
一
丁
目
九
〇
〇
番
地
の
三

神
奈
川
県
相
模
原
職
業
訓
練
所

相
模
原
市
上
鶴
間
四
、
七
六
〇
番
地

神
奈
川
県
秦
野
職
業
訓
練
所

秦
野
市
曽
屋
字
清
水
窪
一
、
二
ー
○
番
地
の
二

（
委

任
）

第
二
条

訓
練
所
の
訓
練
職
種
、
訓
練
生
定
員
、
訓
練
期
間
そ
の
他
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
職
業
訓
練
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

『
神
公
報
』

昭
和
三
三
年
七
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
八
〕
神
奈
川
県
規
則
（
第
六
八
号
）

神神
奈奈
川川
県県
一一
般般
職職
業業
訓訓
練練
所所
等等
にに
関関
すす
るる
規規
則則

（
総
則
）
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昭
和
三
三
年
六
月
二
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
六
〕
達
第
六
号

総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
名名
称称
変変
更更
にに
関関
すす
るる
件件

総
合
職
業
補
導
所
の
名
称
変
更
に
関
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条

組
織
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
四
号
）
附
則
第
三
項
、
職
員
の
職
位
に
関
す
る
規
程
（
昭

和
三
二
年
規
程
第
八
号
）
附
則
第
二
項
、
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
一
四
号
）
附
則

第
七
項
、
内
国
旅
費
規
程
（
昭
和
三
二
年
規
程
第
一
五
号
）
附
則
第
二
項
、
職
員
健
康
管
理
規
程

（
昭
和
三
三
年
規
程
第
一
一
号
）
附
則
第
二
項
及
び
一
般
会
計
視
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
昭

和
三
三
年
規
程
第
一
五
号
）
附
則
第
２
項
の
理
事
長
が
別
に
定
め
る
日
は
、
昭
和
三
三
年
六
月
三

〇
日
と
す
る
。

第
二
条

次
長
を
置
く
総
合
職
業
補
導
所
の
指
定
に
閃
す
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
七
号
）
附
則
第

二
項
及
び
職
務
手
当
の
支
給
率
を
一
〇
〇
分
の
二
〇
と
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
長
の
指
定
に
関
す

る
件
（
昭
和
三
三
年
達
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
理
事
長
が
別
に
定
め
る
日
は
、
昭
和
三
三
年
六

月
三
十
日
と
す
る
。

第
三
条

北
九
州
総
合
職
業
補
導
所
の
部
の
組
織
四
を
定
め
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
の
部
の
組
織
を
定
め
る
件

第
一
条
中
「
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所
小
倉
職
業
補
導
部
及
び
八
幡
職
業
補
導
部
」
を
「
北
九

州
総
合
職
業
訓
練
所
小
倉
職
業
訓
練
部
及
び
八
幡
職
業
訓
練
部
」
に
改
め
る
。

第
四
条

一
般
会
計
の
会
計
機
関
の
設
置
及
び
任
命
に
関
す
る
件
（
昭
和
三
二
年
達
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

失
業
保
険
施
設
の
項
中
「
総
合
職
業
補
導
所
」
を
「
総
合
職
業
訓
練
所
」
に
、「
北
九
州
総
合
職

業
補
導
所
に
あ
つ
て
は
各
職
業
補
導
部
長
」
を
「
北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
に
あ
っ
て
は
各
職
業

訓
練
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
達
は
、
昭
和
三
三
年
六
月
二
五
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定

は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

『
福
祉
』

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
七
〕
神
奈
川
県
条
例
（
第
一
九
号
）

神神
奈奈
川川
県県
一一
般般
職職
業業
訓訓
練練
所所
設設
置置
条条
例例

（
設

置
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
き
、
求
職
者

に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
等
を
行
わ
せ
る
た
め
、
一
般
職
業
訓
練
所
（
以
下

「
訓
練
所
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

２

訓
練
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

神
奈
川
県
横
浜
職
業
訓
練
所

横
浜
市
西
区
紅
葉
ヶ
丘
五
九
番
地

神
奈
川
県
鶴
見
職
業
訓
練
所

横
浜
市
鶴
見
区
市
場
町
五
〇
四
番
地

神
奈
川
県
横
須
賀
職
業
訓
練
所

横
須
賀
市
浦
郷
町
四
丁
目
三
一
番
地

神
奈
川
県
横
須
賀
婦
人
職
業
訓
練
所

横
須
賀
市
公
郷
町
三
丁
目
七
六
番
地

神
奈
川
県
川
崎
職
業
訓
練
所

川
崎
市
境
町
四
（
番
地

神
奈
川
県
平
塚
職
業
訓
練
所

平
塚
市
平
塚
一
、
二
七
五
番
地

神
奈
川
県
藤
沢
婦
人
職
業
訓
練
所

藤
沢
市
藤
沢
九
六
五
番
地

神
奈
川
県
小
田
原
婦
人
職
業
訓
練
所

小
田
原
市
幸
一
丁
目
九
〇
〇
番
地
の
三

神
奈
川
県
相
模
原
職
業
訓
練
所

相
模
原
市
上
鶴
間
四
、
七
六
〇
番
地

神
奈
川
県
秦
野
職
業
訓
練
所

秦
野
市
曽
屋
字
清
水
窪
一
、
二
ー
○
番
地
の
二

（
委

任
）

第
二
条

訓
練
所
の
訓
練
職
種
、
訓
練
生
定
員
、
訓
練
期
間
そ
の
他
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
職
業
訓
練
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

『
神
公
報
』

昭
和
三
三
年
七
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
一
一
八
〕
神
奈
川
県
規
則
（
第
六
八
号
）

神神
奈奈
川川
県県
一一
般般
職職
業業
訓訓
練練
所所
等等
にに
関関
すす
るる
規規
則則

（
総
則
）
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第
一
条

神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
神
奈
川
県
条
例
第
十
九
号
）
に

よ
り
設
置
さ
れ
た
一
般
職
業
訓
練
所
及
び
県
が
国
か
ら
経
営
を
受
託
し
た
神
奈
川
身
体
障
害
者
職

業
訓
練
所
（
以
下
「
訓
練
所
」
と
い
う
。）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
て
は
、
別
に
定
が

あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
入
所
資
格
）

第
二
条

訓
練
所
へ
入
所
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
義
務
教
育
修
了
程
度
以
上
の
学
力
を
有
す
る

者
で
、
公
共
職
業
安
定
所
か
ら
あ
つ
旋
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
入
所
予
定
者
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

（
入
所
の
決
定
）

第
三
条

訓
練
所
の
長
（
以
下
「
所
長｣

と
い
う
。
）
は
、
入
所
予
定
者
の
５
ち
か
ら
入
所
者
を
決
定

し
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

（
誓
約
書
）

第
四
条

入
所
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
。）
は
、
入
所
後
一
週
間
以
内
に
誓
約

書
（
第
一
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
寮
）

第
五
条

神
奈
川
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
訓
練
生
は
、
同
所
の
寮
に
は
い
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
所
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
業
日
）

第
六
条

訓
練
所
の
休
業
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
民
の
祝
日

二

日
曜
日

三

年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で
）

四

開
所
記
念
日

五

前
四
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
所
長
が
知
事
の
許
可
を
得
て
定
め
る
日

２

所
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
休
業
日
に
お
い
て
も
学
科
又
は
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
遅
刻
及
び
早
退
）

第
七
条

訓
練
生
は
、
遅
刻
し
た
と
き
又
は
早
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
を
す

み
や
か
に
所
長
に
屈
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
）

第
八
条

訓
練
生
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

訓
練
生
が
引
き
続
き
一
週
間
を
こ
え
て
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
又
は
欠

席
の
理
由
書
を
添
え
、
所
長
に
願
い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
所
）

第
九
条

所
長
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
欠
席
を
必
要
と
認

め
る
訓
練
生
に
対
し
て
休
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
退
所
）

第
十
条

訓
練
生
が
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
所
願
（
第
二
号
様
式
）
を
所
長
に
提
出
し
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

所
長
は
、
訓
練
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

素
行
不
良
で
改
し
ゆ
ん
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

二

身
心
の
故
障
又
は
成
績
不
良
で
技
術
習
得
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

三

正
当
な
理
由
が
な
く
別
に
所
長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
数
以
上
欠
席
し
た
者

（
修
了
）

第
十
二
条

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
訓
練
生
に
対
し
て
は
、
修
了
証
書
（
第
三
号
様
式
）
を
授
与

す
る
。

（
ほ
う
賞
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
修
了
者
の
う
ち
成
績
優
秀
な
者
に
は
賞
状
（
第
四
号
様
式
）
を
、

精
励
皆
勤
し
た
者
に
は
皆
勍
賞
（
第
五
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
訓
練
期
間
が
満
六
箇

月
に
満
た
な
い
訓
練
職
種
の
修
了
者
に
つ
い
て
は
授
与
し
な
い
。

２

前
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
神
奈
川
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
修
了
者
の
う
ち
、

精
励
し
た
者
に
は
精
勤
賞
（
第
六
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
所
長
が
定

め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

神
奈
川
県
公
共
職
業
補
導
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
神
奈
川
県
規
則
第
七
十
九
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

３

こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ

り
訓
練
所
に
入
所
し
た
者
と
み
な
す
。

第
一
号
様
式
（
編
注
：
以
下
略
）

『
神
公
報
』
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昭
和
三
三
年
九
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
訓
練
所
長
宛
（
三
三
職
訓
第
二
三
八
号
）

所所
則則
のの
内内
規規
のの
制制
定定
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
公
布
さ
れ
た
神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
神
奈

川
県
規
則
第
六
十
八
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な

事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
所
長
が
定
め
る
の
で
、
従
来
の
所
則
を
改
正
す
る
に
当
た
り
、

内
容
の
統
一
を
図
る
た
め
、
別
添
の
と
お
り
制
定
の
基
準
を
定
め
た
か
ら
、
こ
れ
に
準
じ
、
諸

事
項
御
留
意
の
上
作
成
し
、
承
認
手
続
き
を
な
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
準
則
第
五
条
に
示
す
始
業
、
終
業
、
休
憩
時
間
は
一
応
の
基
準
で
あ
る
か
ら
、
列
車
時
刻
、

寮
に
お
け
る
給
食
時
間
等
の
都
合
に
よ
り
、
若
干
の
繰
上
げ
又
は
繰
り
下
げ
は
差
し
支
え

な
い
。

二
、
準
則
第
九
条
の
夏
季
休
暇
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
八
月
中
に
七
日
間
、

一
般
職
業
訓
練
所
は
八
月
中
に
三
日
間
と
す
る
。

冬
期
休
暇
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七

日
ま
で
、
一
般
職
業
訓
練
所
は
、
規
則
第
六
条
第
三
号
の
年
末
年
始
の
み
と
す
る
。
従
っ
て

所
則
（
内
規
）
に
は
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
※
印
の
箇
条
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
み
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般

職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
箇
条
を
削
り
、
以
下
順
次
繰
上
げ
る
こ
と
。

四
、
承
認
手
続
き
は
知
事
宛
と
し
、
所
則
案
二
部
添
付
の
う
え
来
る
九
月
二
十
日
ま
で
に
職
業

訓
練
課
へ
必
着
の
こ
と
。

五
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
十
日
付
職
補
第
三
七
四
号
に
よ
る
準
則
は
廃
止
す
る
。

六
、
従
来
の
所
側
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
五
日
付
職
補
第
一
五
八
号
の
通
牒
に
基
づ
き
、
新

所
則
が
承
認
さ
れ
る
ま
で
の
間
効
力
を
有
す
る
。

別

記

横
浜
、
川
崎
、
鶴
見
、
藤
沢
、
平
塚
、
小
田
原
、
横
須
賀
、
横
須
賀
婦
人
、
相
模
原
、

秦
野
身
体
障
害
者
、
各
職
業
訓
練
所
。

神神
奈奈
川川
県県
○○
○○
職職
業業
訓訓
練練
所所
（（
又又
はは
神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
訓訓
練練
所所
））
所所
則則
準準
則則

（
総
則
）

第
一
条

こ
の
所
則
は
、
神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
神

奈
川
県
規
則
第
六
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

神
奈
川
県
○
○
職
業
訓
練
所
（
又
は
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
）（
以
下
「
訓

練
所
」
と
い
う
）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
訓
練
所
に
入
所

を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
）
の
心
得
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
訓
練
生
心
得
）

第
二
条

訓
練
生
は
、
常
に
訓
練
生
と
し
て
の
本
分
を
自
覚
し
、
規
則
そ
の
他
指
示
事
項
を
守

り
、
知
識
、
技
能
の
習
得
に
努
め
る
と
と
も
に
、
人
格
を
鍛
錬
し
、
明
朗
な
気
持
ち
を

堅
持
し
、
健
康
の
増
進
に
留
意
し
て
、
将
来
有
能
な
技
能
者
と
し
て
社
会
に
貢
献
し
え

る
よ
う
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
規
定
）

第
三
条

訓
練
生
は
、
訓
練
期
間
中
訓
練
に
関
連
の
な
い
業
務
に
強
制
的
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。

（
訓
練
内
容
）

第
四
条

訓
練
所
に
お
い
て
履
修
す
べ
き
訓
練
内
容
は
、
普
通
学
科
、
専
門
学
科
及
び
実
習
と

し
、
各
訓
練
職
種
別
訓
練
教
科
及
び
訓
練
時
間
数
は
、
所
長
が
決
め
る
。

（
訓
練
時
間
）

第
五
条

訓
練
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
部

第
二
部

始
業

午
前
九
時

午
後

五
時
三
〇
分

終
業

午
後
四
時
三
〇
分
（
土
曜
日
は
正
午
）

午
後
九
時

休
憩

午
後
零
時
か
ら
同
一
時
ま
で

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
訓
練
時
間
外
又
は
休
憩
時
間
中

に
お
い
て
特
別
講
義
又
は
実
験
、
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
所
外
実
習
）

第
六
条

所
長
は
、
訓
練
期
間
中
、
訓
練
上
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
訓
練
生
を
訓
練
所
以
外

の
場
所
又
は
施
設
に
お
い
て
実
習
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遅
刻
・
早
退
・
欠
席
の
免
除
）

第
七
条

所
長
は
、
訓
練
生
が
忌
引
き
・
法
事
・
結
婚
・
公
民
権
行
使
そ
の
他
止
む
を
得
な
い

理
由
の
た
め
出
席
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
所
長
の
認
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
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昭
和
三
三
年
九
月
一
五
日

〔
五
─
二
─
一
一
九
〕
労
働
部
長
よ
り
各
職
業
訓
練
所
長
宛
（
三
三
職
訓
第
二
三
八
号
）

所所
則則
のの
内内
規規
のの
制制
定定
にに
つつ
いい
てて

さ
き
に
公
布
さ
れ
た
神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
神
奈

川
県
規
則
第
六
十
八
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な

事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
所
長
が
定
め
る
の
で
、
従
来
の
所
則
を
改
正
す
る
に
当
た
り
、

内
容
の
統
一
を
図
る
た
め
、
別
添
の
と
お
り
制
定
の
基
準
を
定
め
た
か
ら
、
こ
れ
に
準
じ
、
諸

事
項
御
留
意
の
上
作
成
し
、
承
認
手
続
き
を
な
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
準
則
第
五
条
に
示
す
始
業
、
終
業
、
休
憩
時
間
は
一
応
の
基
準
で
あ
る
か
ら
、
列
車
時
刻
、

寮
に
お
け
る
給
食
時
間
等
の
都
合
に
よ
り
、
若
干
の
繰
上
げ
又
は
繰
り
下
げ
は
差
し
支
え

な
い
。

二
、
準
則
第
九
条
の
夏
季
休
暇
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
八
月
中
に
七
日
間
、

一
般
職
業
訓
練
所
は
八
月
中
に
三
日
間
と
す
る
。

冬
期
休
暇
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七

日
ま
で
、
一
般
職
業
訓
練
所
は
、
規
則
第
六
条
第
三
号
の
年
末
年
始
の
み
と
す
る
。
従
っ
て

所
則
（
内
規
）
に
は
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
※
印
の
箇
条
は
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
み
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般

職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
箇
条
を
削
り
、
以
下
順
次
繰
上
げ
る
こ
と
。

四
、
承
認
手
続
き
は
知
事
宛
と
し
、
所
則
案
二
部
添
付
の
う
え
来
る
九
月
二
十
日
ま
で
に
職
業

訓
練
課
へ
必
着
の
こ
と
。

五
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
十
日
付
職
補
第
三
七
四
号
に
よ
る
準
則
は
廃
止
す
る
。

六
、
従
来
の
所
側
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
五
日
付
職
補
第
一
五
八
号
の
通
牒
に
基
づ
き
、
新

所
則
が
承
認
さ
れ
る
ま
で
の
間
効
力
を
有
す
る
。

別

記

横
浜
、
川
崎
、
鶴
見
、
藤
沢
、
平
塚
、
小
田
原
、
横
須
賀
、
横
須
賀
婦
人
、
相
模
原
、

秦
野
身
体
障
害
者
、
各
職
業
訓
練
所
。

神神
奈奈
川川
県県
○○
○○
職職
業業
訓訓
練練
所所
（（
又又
はは
神神
奈奈
川川
県県
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
訓訓
練練
所所
））
所所
則則
準準
則則

（
総
則
）

第
一
条

こ
の
所
則
は
、
神
奈
川
県
一
般
職
業
訓
練
所
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
神

奈
川
県
規
則
第
六
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

神
奈
川
県
○
○
職
業
訓
練
所
（
又
は
神
奈
川
県
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
）（
以
下
「
訓

練
所
」
と
い
う
）
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
訓
練
所
に
入
所

を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
）
の
心
得
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
訓
練
生
心
得
）

第
二
条

訓
練
生
は
、
常
に
訓
練
生
と
し
て
の
本
分
を
自
覚
し
、
規
則
そ
の
他
指
示
事
項
を
守

り
、
知
識
、
技
能
の
習
得
に
努
め
る
と
と
も
に
、
人
格
を
鍛
錬
し
、
明
朗
な
気
持
ち
を

堅
持
し
、
健
康
の
増
進
に
留
意
し
て
、
将
来
有
能
な
技
能
者
と
し
て
社
会
に
貢
献
し
え

る
よ
う
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
規
定
）

第
三
条

訓
練
生
は
、
訓
練
期
間
中
訓
練
に
関
連
の
な
い
業
務
に
強
制
的
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。

（
訓
練
内
容
）

第
四
条

訓
練
所
に
お
い
て
履
修
す
べ
き
訓
練
内
容
は
、
普
通
学
科
、
専
門
学
科
及
び
実
習
と

し
、
各
訓
練
職
種
別
訓
練
教
科
及
び
訓
練
時
間
数
は
、
所
長
が
決
め
る
。

（
訓
練
時
間
）

第
五
条

訓
練
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
部

第
二
部

始
業

午
前
九
時

午
後

五
時
三
〇
分

終
業

午
後
四
時
三
〇
分
（
土
曜
日
は
正
午
）

午
後
九
時

休
憩

午
後
零
時
か
ら
同
一
時
ま
で

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
訓
練
時
間
外
又
は
休
憩
時
間
中

に
お
い
て
特
別
講
義
又
は
実
験
、
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
所
外
実
習
）

第
六
条

所
長
は
、
訓
練
期
間
中
、
訓
練
上
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
訓
練
生
を
訓
練
所
以
外

の
場
所
又
は
施
設
に
お
い
て
実
習
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遅
刻
・
早
退
・
欠
席
の
免
除
）

第
七
条

所
長
は
、
訓
練
生
が
忌
引
き
・
法
事
・
結
婚
・
公
民
権
行
使
そ
の
他
止
む
を
得
な
い

理
由
の
た
め
出
席
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
所
長
の
認
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
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遅
刻
・
早
退
又
は
欠
席
の
取
扱
を
し
な
い
こ
と
が
出
来
る
。

（
出
席
の
制
限
）

第
八
条

所
長
は
、
訓
練
生
が
、
つ
ぎ
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
出
席
を
許
さ
な
い
。

一

修
学
に
不
必
要
な
危
険
物
を
携
帯
す
る
者

二

酒
気
を
帯
び
又
は
挙
動
不
穏
と
認
め
た
者

三

修
学
上
不
適
当
な
服
装
を
し
て
い
る
者

四

前
各
号
に
掲
げ
る
理
由
の
ほ
か
、
所
長
が
出
席
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
認
め
た
者

（
休
業
日
）

第
九
条

規
則
第
六
条
第
五
号
に
基
づ
く
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
但
し
、
夏
季
休

暇
中
他
の
休
業
日
と
重
複
す
る
日
が
あ
る
時
は
、
そ
の
日
数
を
延
長
す
る
。

一

開
所
記
念
日

月

日

一

夏
季
休
暇

月

日
か
ら

月

日
ま
で

一

冬
期
休
暇

月

日
か
ら

月

日
ま
で

（
成
績
評
定
）

第
一
〇
条

所
長
は
、
第
四
条
の
履
修
学
科
及
び
実
習
に
つ
い
て
随
時
試
験
又
は
観
察
を
行
い
、

そ
の
成
績
を
評
定
す
る
。

（
履
修
基
準
等
）

第
一
一
条

修
了
は
、
学
習
成
績
及
び
出
席
日
数
が
お
お
む
ね
次
の
基
準
に
適
合
す
る
者
に
つ

い
て
所
長
が
認
定
す
る
。

一

学
習
成
績
の
評
定
点
が
、
訓
練
教
科
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者

二

全
期
間
の
出
席
率
が
八
五
％
以
上
で
あ
る
者

２

所
定
の
訓
練
期
間
内
に
修
了
の
判
定
を
与
え
ら
れ
な
い
者
は
、
訓
練
期
間
満
了
と
同
時

に
退
所
さ
せ
る
。

（
特

典
）

第
一
二
条

授
業
料
は
無
料
と
す
る
。

第
一
三
条

教
材
及
び
実
習
に
要
す
る
機
械
・
器
具
は
訓
練
期
間
中
無
料
で
貸
与
す
る
。
但
し

訓
練
生
が
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
で
き
損
又
は
亡
失
し
た
場
合
は
、
現
品
又
は
代

価
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
四
条

訓
練
期
間
一
ヵ
年
の
課
程
を
履
修
す
る
訓
練
生
に
対
し
て
は
、
学
生
割
引
定
期
券

の
購
入
又
は
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
の
割
引
を
受
け
る
に
必
要
な
通
学
証
明
書
そ
の
他
の

証
明
書
を
発
行
し
、
交
付
す
る
。

第
一
五
条

訓
練
生
に
対
し
て
は
、
失
業
保
険
法
に
基
づ
く
失
業
の
認
定
及
び
生
活
保
護
法
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
戦
傷
病
者
援
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
母
子
福
祉
法
等
の
適
用
に

つ
い
て
必
要
な
便
宜
を
与
え
る
。

第
一
六
条

訓
練
生
は
、
訓
練
職
種
に
よ
り
、
労
務
加
配
米
の
配
給
を
受
け
る
事
が
出
来
る
。

２

前
項
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
「
配
給
要
領
」
に
よ
る
。

第
一
七
条

訓
練
生
が
訓
練
上
の
理
由
に
よ
り
負
傷
・
廃
疾
・
死
亡
等
の
災
害
を
受
け
た
場
合

は
、
別
に
定
め
る
「
要
綱
」
に
よ
り
こ
れ
を
補
償
す
る
。

第
一
八
条

修
了
後
就
職
を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
就
職

の
あ
っ
旋
を
し
、
自
営
を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
自
営
に
必
要
な
助
言
援
助
を

す
る
。

第
一
九
条

訓
練
生
に
対
し
て
は
、
入
所
中
若
干
の
訓
練
手
当
て
を
支
給
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

２

訓
練
手
当
て
の
支
給
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
「
支
給
要
綱
」
に
よ
る
。

第
二
〇
条

規
則
第
五
条
に
基
づ
く
入
寮
者
に
対
し
て
は
、
食
費
は
一
日
○
円
（
朝
・
昼
・
晩

三
食
）
と
し
、
そ
の
他
は
全
て
無
料
と
な
る
。

２

前
項
の
外
寮
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
、
所
長
が
別
に
定
め
る
。

（
雑

則
）

第
二
一
条

規
則
第
四
条
に
基
づ
く
誓
約
書
の
保
証
人
は
、
父
兄
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
身
元
引

受
人
と
し
、
所
在
中
保
証
人
を
変
更
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
所
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二
条

訓
練
生
は
、
そ
の
住
所
又
は
戸
籍
に
移
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
所
則
は
、
昭
和

年

月

日
か
ら
適
用
す
る
。

２

神
奈
川
県
○
○
公
共
職
業
補
導
所
所
則
（
昭
和
三

年
○
補
等
○
○
号
）
は
廃
止
す
る
。

『
神
類
集
』

昭
和
三
三
年
一
〇
月
一
一
日

〔
五
─
二
─
一
二
〇
〕
理
事
長
よ
り
各
総
合
職
業
訓
練
所
長
宛
（
労
働
福
祉
収
第
二
五
九
三
号
）

総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて
のの
都都
道道
府府
県県
知知
事事
のの
指指
導導
監監
督督
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
七
月
七
日
付
事
務
連
絡
を
も
っ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
般
別
添
の
と
お
り
そ
の
具
体
的
事
務
に
つ
い
て
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
か
ら
都
道
府
県
知
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事
あ
て
通
達
さ
れ
た
旨
連
絡
が
あ
っ
た
の
で
、
同
通
達
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
下
記
に
留
意
の

う
え
都
道
府
県
と
密
接
に
連
絡
を
と
り
、
職
業
訓
練
事
業
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
特
に
配

慮
さ
れ
た
い
。

記

⑴

九
月
二
〇
日
付
職
発
第
六
九
三
号
通
達
（
以
下
単
に
「
通
達
」
と
い
う
。
）
の
記
一
に

つ
い
て
、

各
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
次
年
度
の
予
算
案
及
び
事
業
計
画
案
を
本
部
に
お

い
て
作
成
す
る
前
に
、
当
該
訓
練
所
の
次
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
案
（
主
と
し
て
種
目

別
訓
練
生
定
員
等
）
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
予
算
（
主
と
し
て
訓
練
事
業
費
（
都

道
府
県
の
委
託
費
を
含
む｡

）
）
等
を
推
計
し
て
都
道
府
県
と
協
議
し
、
そ
の
結
果
を
本

部
に
報
告
す
る
こ
と
。

協
議
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
と
協
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
つ
と
め
て

運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
し
た
結
論
に
基
づ
い
て
、
文
書
で
知
事
あ
て
協
議
す
る
の
が

望
ま
し
い｡

⑵

通
達
記
の
二
に
つ
い
て
は
、
本
部
が
直
接
関
係
都
道
府
県
に
送
付
す
る
こ
と
。

⑶

通
達
記
の
三
及
び
４
に
つ
い
て
は
、
運
営
協
議
会
の
活
用
等
に
よ
り
常
に
連
絡
を
密
に

す
る
こ
と
。

⑷

通
達
記
の
五
に
つ
い
て
は
、
本
部
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
。

別

紙

［
写
］

職職
業業
訓訓
練練
法法
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
九
月
二
四
日

監
発
第
六
号
の
三

労
働
大
臣
官
房
労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
よ
り

労
働
福
福
祉
事
業

団
理
事
長
あ
て

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
七
月
三
日
付
監
発
第
６
号
を
も
っ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
同
通
知
記
二
の
（
１
）
の
（
ヘ
）
「
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
に
関

す
る
事
務
」
の
内
容
に
つ
い
て
今
般
別
添
写
の
と
お
り
職
業
安
定
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
あ

て
通
達
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
実
施
に
あ
た
り
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

別

紙

［
写
］

総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
九
月
二
〇
日

職
発
第
六
九
三
号

労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り

各
都
道
府
県
知
事
あ
て

職
業
訓
練
法
第
三
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
は
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉
事
業
岡
に
対
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
の

運
営
に
関
し
て
、
報
告
を
求
め
、
及
び
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
が
職
権
は
、
職
業
訓
練
法
第
三
六
条
及
び
同
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る｡

右
に
関
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
く
、

御
了
承
願
い
た
い｡

な
お
、
本
件
に
関
し
て
は
、
自
治
庁
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
と
協
議
ず
み
で
あ
る
の
で
念
の

た
め
申
し
添
え
る｡

記記

１

労
働
福
祉
事
業
団
（
総
合
職
業
訓
練
所
）
は
、
事
業
年
度
ご
と
の
予
算
及
び
事
業
計
画
を

作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
総
合
職
業
訓
練
所
に
関
す
る
部

分
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

２

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
事
業
年
度
ご
と
の
予
算
事
業
計
画
及

び
資
金
計
画
並
び
に
財
務
諸
表
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
管
轄
区
域
内
に
所
在
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
を
利
用
す
る
者
の

選
定
、
訓
練
、
福
利
厚
生
、
修
了
後
の
取
扱
い
、
そ
の
他
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し

都
道
府
県
の
行
う
職
業
訓
練
と
関
連
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
管
轄
区
域
内
に
所
在
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
求

職
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

５

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
総
合
職
業
訓
練
所
の
職
員
の
主
要
な
人
事
に
つ
い
て
関
係
都
道
府

県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
３
６
年
４
月
１
日
改
正

〔５

─２

─１
２
１

〕北北
九九
州州
総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
所所
則則

（目
的

）

第
１
条

こ
の
所
則
は
労
働
福
祉
事
業
団
の
組
織
規
程

（昭
和
３
２
年
規
程
第
４
号

）第
１
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事
あ
て
通
達
さ
れ
た
旨
連
絡
が
あ
っ
た
の
で
、
同
通
達
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
下
記
に
留
意
の

う
え
都
道
府
県
と
密
接
に
連
絡
を
と
り
、
職
業
訓
練
事
業
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
特
に
配

慮
さ
れ
た
い
。

記

⑴

九
月
二
〇
日
付
職
発
第
六
九
三
号
通
達
（
以
下
単
に
「
通
達
」
と
い
う
。
）
の
記
一
に

つ
い
て
、

各
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
次
年
度
の
予
算
案
及
び
事
業
計
画
案
を
本
部
に
お

い
て
作
成
す
る
前
に
、
当
該
訓
練
所
の
次
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
案
（
主
と
し
て
種
目

別
訓
練
生
定
員
等
）
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
予
算
（
主
と
し
て
訓
練
事
業
費
（
都

道
府
県
の
委
託
費
を
含
む｡
）
）
等
を
推
計
し
て
都
道
府
県
と
協
議
し
、
そ
の
結
果
を
本

部
に
報
告
す
る
こ
と
。

協
議
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
と
協
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
つ
と
め
て

運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
し
た
結
論
に
基
づ
い
て
、
文
書
で
知
事
あ
て
協
議
す
る
の
が

望
ま
し
い｡

⑵

通
達
記
の
二
に
つ
い
て
は
、
本
部
が
直
接
関
係
都
道
府
県
に
送
付
す
る
こ
と
。

⑶

通
達
記
の
三
及
び
４
に
つ
い
て
は
、
運
営
協
議
会
の
活
用
等
に
よ
り
常
に
連
絡
を
密
に

す
る
こ
と
。

⑷

通
達
記
の
五
に
つ
い
て
は
、
本
部
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
。

別

紙

［
写
］

職職
業業
訓訓
練練
法法
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
九
月
二
四
日

監
発
第
六
号
の
三

労
働
大
臣
官
房
労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
よ
り

労
働
福
福
祉
事
業

団
理
事
長
あ
て

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
七
月
三
日
付
監
発
第
６
号
を
も
っ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
同
通
知
記
二
の
（
１
）
の
（
ヘ
）
「
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
の
指
導
監
督
に
関

す
る
事
務
」
の
内
容
に
つ
い
て
今
般
別
添
写
の
と
お
り
職
業
安
定
局
長
よ
り
都
道
府
県
知
事
あ

て
通
達
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
実
施
に
あ
た
り
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

別

紙

［
写
］

総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

昭
和
三
三
年
九
月
二
〇
日

職
発
第
六
九
三
号

労
働
省
職
業
安
定
局
長
よ
り

各
都
道
府
県
知
事
あ
て

職
業
訓
練
法
第
三
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
は
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉
事
業
岡
に
対
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
の

運
営
に
関
し
て
、
報
告
を
求
め
、
及
び
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
が
職
権
は
、
職
業
訓
練
法
第
三
六
条
及
び
同
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
て
い
る｡

右
に
関
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
左
記
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
く
、

御
了
承
願
い
た
い｡

な
お
、
本
件
に
関
し
て
は
、
自
治
庁
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
と
協
議
ず
み
で
あ
る
の
で
念
の

た
め
申
し
添
え
る｡

記記

１

労
働
福
祉
事
業
団
（
総
合
職
業
訓
練
所
）
は
、
事
業
年
度
ご
と
の
予
算
及
び
事
業
計
画
を

作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
の
総
合
職
業
訓
練
所
に
関
す
る
部

分
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

２

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
事
業
年
度
ご
と
の
予
算
事
業
計
画
及

び
資
金
計
画
並
び
に
財
務
諸
表
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
管
轄
区
域
内
に
所
在
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
を
利
用
す
る
者
の

選
定
、
訓
練
、
福
利
厚
生
、
修
了
後
の
取
扱
い
、
そ
の
他
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し

都
道
府
県
の
行
う
職
業
訓
練
と
関
連
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
管
轄
区
域
内
に
所
在
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
求

職
者
に
対
す
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
指
導
監
督
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

５

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
総
合
職
業
訓
練
所
の
職
員
の
主
要
な
人
事
に
つ
い
て
関
係
都
道
府

県
知
事
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
福
祉
』

昭
和
３
６
年
４
月
１
日
改
正

〔５

─２

─１
２
１

〕北北
九九
州州
総総
合合
職職
業業
訓訓
練練
所所
所所
則則

（目
的

）

第
１
条

こ
の
所
則
は
労
働
福
祉
事
業
団
の
組
織
規
程

（昭
和
３
２
年
規
程
第
４
号

）第
１
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３
条
の
規
程
に
基
ず
い
て
設
置
さ
れ
た
北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
失
業
保

険
の
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
等

（以
下

「訓
練
生

」と
い
う

）の
養
成
に

必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
共
に
訓
練
生
の
遵
守
す
べ
き
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る゚

（職
業
訓
練
の
基
本
方
針

）

第
２
条

北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所

（以
下

「訓
練
所

」と
い
う

）は
訓
練
生
に
対
し
職
業

に
必
要
な
専
門
技
能
を
習
得
さ
せ

′ま
た
は
向
上
さ
せ
る
た
め
適
切
か
つ
効
率
的
な
職
業

訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る

゜

（職
業
訓
練
の
種
目

′訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓
練
の
期
間

）

第
３
条

職
業
訓
練
の
種
目

′訓
練
生
の
定
員
及
び
職
業
訓
練
の
期
間
は
下
表
の
と
お
り
と

す
る
。

職
業
訓
練
の
種
目

訓
練
の
定
員

訓
練
の
期
間

備
考

機
械
科

２
５

２
年

小
倉
職
業
訓
練
部

塗
装
科

２
５

〃
〃

自
動
車
整
備
科

３
０

〃
〃

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
科

２
５

〃
〃

活
版
印
刷
科

２
５

〃
〃

機
械
科

５
０

２
年

八
幡
職
業
訓
練
部

板
金
科

２
５

〃
〃

溶
接
科

２
０

〃
〃

鋳
造
科

２
０

〃
〃

電
工
科

３
０

〃
〃

（職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間

）

第
４
条

訓
練
生
が
職
業
訓
練
期
間
中
に
修
得
す
べ
き
職
業
訓
練
の
内
容
及
び
そ
の
時
間

は

′所
長
が
別
に
定
め
る

゜

（訓
練
生
と
な
る
べ
き
者
の
資
格

）

第
５
条

訓
練
生
は
教
育
基
本
法
第
４
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
の
修
了
者
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

（訓
練
生
の
選
考
及
び
決
定

）

第
６
条

所
長
は
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
訓
練
生
を
選
考
し
決
定
す
る゚

(
１
)
公
共
職
業
安
定
所
が
前
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
推
せ
ん
し
た
者

(
２
)
事
業
主
の
委
任
を
受
け
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
あ
た
っ
て
は

′当
該
事
業
主

が
推
せ
ん
し
た
者

(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
理
事
長
の
承
認
を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
者

２

′所
長
は
訓
練
生
を
決
定
し
た
と
き
は
す
み
や
か
に
当
該
本
人
及
び
関
係
公
共
職
業
安
定

所
長
ま
た
は
関
係
事
業
主
そ
の
他
特
に
通
知
を
必
要
と
す
る
者
に

′そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

（職
業
訓
練
開
始
の
時
期

）

第
７
条

職
業
訓
練
開
始
の
時
期
は
毎
年
四
月
と
す
る

゜た
だ
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き

は

′所
長
職
業
訓
練
開
始
の
時
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（訓
練
生
と
な
る
手
続

）

第
８
条

訓
練
生
と
な
る
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は

′北
九
州
総
合
職
業
訓
練
所
入
所
願

書

（様
式
１
号

）に
履
歴
書
を
添
え
て
訓
練
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

２

′前
項
の
願
書
の
提
出
は
第
６
条
第
１
号
も
し
く
は
第
２
号
の
推
せ
ん
者
ま
た
は
理
事
長

の
承
認
を
得
て
所
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る

゜

（誓
約
書

）

第
９
条

訓
練
生
は
入
所
し
た
日
か
ら
７
日
以
内
に
誓
約
書

（様
式
２
号

）を
所
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

（職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

）

第
１
０
条

職
業
訓
練
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
次
の
と
お
り
と
す
る

゜

始
業
時
刻

午
前
８
時
３
０
分

終
業
時
刻

午
後
４
時
３
０
分

（土
曜
日
に
あ
っ
て
は
正
午

）

２

′所
長
は
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
拘
ら
ず
始
業
及
び
終
業
の
時
刻

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（訓
練
生
の
休
日

）

第
１
１
条

休
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る゚

た
だ
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
休
日
に
学
科
又
は

学
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る

゜

日
曜
日

国
民
の
祝
日

年
末
年
始

（１
２
月
２
８
日
か
ら
翌
年
１
月
５
日
ま
で

）

労
働
福
祉
事
業
団
設
立
の
日

（７
月
１
日

）

２

′所
長
は
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は

′前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
別
に
休
日
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（欠
席
及
び
休
所

）

第
１
２
条

訓
練
生
は
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
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は
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
ま
た
は
す
み
や
か
に
所
長
に
届
出
無
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

２

′欠
席
が
引
続
き
７
日
を
超
え
る
と
き
は
欠
席
届

（様
式
３
号

）に
医
師
の
診
断
書
等
欠

席
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
所
長
に
提
出
し
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

゜

３

′長
期
に
わ
た
り
欠
席
す
る
こ
と
か
明
ら
か
な
と
き
は

′休
所
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る

゜

（退
所

）

第
１
３
条

訓
練
生
は
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
で
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
退

所
願

（様
式
４
号

）を
所
長
に
提
出
し
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

（懲
戒

）

第
１
４
条

所
長
は
訓
練
生
が
次
の
１
に
該
当
す
る
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
程
度
に
よ

り
退
所

′登
所
停
止
又
は
戒
告
処
分
を
行
う

゜

１

′退
所
処
分
は
次
の
何
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う゚

(
イ
)
素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
の
見
込
が
無
い
と
認
め
ら
れ
る
者

゜

(
ロ
)
成
業
の
見
込
が
な
い
者

゜

(
ハ
)
正
当
の
理
由
が
な
く
て
引
続
き
１
ヶ
月
以
上
欠
席
し
た
者
又
は
出
席
常
で
な
い

者

゜

(
ニ
)
所
則
そ
の
他
訓
練
所
が
定
め
る
諸
規
定
に
違
背
す
る
等
訓
練
所
の
秩
序
を
乱
す

行
為
の
あ
っ
た
者

２

′登
所
停
止
処
分
は
(
戒
告
)
次
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う

゜

過
失
の
程
度
が
前
項
に
準
ず
る
が
或
期
間
の
登
所
停
止
に
よ
り
又
は
情
状
に
よ
っ
て

は
戒
告
に
よ
っ
て
反
省
悔
悟
し
正
道
に
返
り
得
る
と
認
め
ら
れ
る
者

゜

（ほ
う
賞

）

第
１
５
条

所
長
は
習
得
知
識
技
能
が
優
秀
な
者
ま
た
は
訓
練
生
の
模
範
と
な
る
者
を
表
彰

す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（修
了

）

第
１
６
条

訓
練
課
程
を
修
了
は
出
席
を
要
す
る
日
数
の
８
０
％
以
上
の
出
席
者
で
あ
っ

て

′平
素
の
成
績
及
び
考
査
に
よ
っ
て
所
長
が
認
定
す
る

゜

２

′職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
訓
練
生
に
対
し
て
は
修
了
に
当
り
修
了

証
書

（様
式
５
号

）を
授
与
す
る

゜

（修
了
書

）

第
１
７
条

訓
練
生
は
在
所
中
又
は
修
了
後
必
要
な
修
了
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（補
習

）

第
１
８
条

職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
更
に
知
識
及
び
技
能
の
習
得
又
は

向
上
を
図
る
た
め
引
続
き
訓
練
所
に
在
所
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は

′所

長
は
訓
練
生
の
職
業
訓
練
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
者
に
職
業
訓
練
の
補
習

を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

２

′前
項
の
訓
練
を
受
け
る
者
を
補
習
生
と
い
う

゜

３

′補
習
生
に
関
し
て
は

′所
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と

す
る

゜

（実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

）

第
１
９
条

こ
の
所
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
訓
練
生
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項

′訓
練

生
の
遵
守
す
べ
き
事
項
等
こ
の
所
則
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
も
の
と
す

る

゜

附
則

１

′こ
の
所
則
は
昭
和
３
３
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る

゜

附
則

１

′こ
の
所
則
は
昭
和
３
６
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る

゜

様
式
一
(
編
注

：以
下
略
)
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は
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
ま
た
は
す
み
や
か
に
所
長
に
届
出
無
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

２
′欠

席
が
引
続
き
７
日
を
超
え
る
と
き
は
欠
席
届

（様
式
３
号

）に
医
師
の
診
断
書
等
欠

席
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
所
長
に
提
出
し
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

゜
３

′長
期
に
わ
た
り
欠
席
す
る
こ
と
か
明
ら
か
な
と
き
は

′休
所
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る

゜

（退
所

）

第
１
３
条

訓
練
生
は
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
で
退
所
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
退

所
願

（様
式
４
号

）を
所
長
に
提
出
し
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

゜

（懲
戒

）

第
１
４
条

所
長
は
訓
練
生
が
次
の
１
に
該
当
す
る
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
程
度
に
よ

り
退
所

′登
所
停
止
又
は
戒
告
処
分
を
行
う

゜
１

′退
所
処
分
は
次
の
何
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う゚

(
イ
)
素
行
不
良
で
改
し
ゅ
ん
の
の
見
込
が
無
い
と
認
め
ら
れ
る
者

゜

(
ロ
)
成
業
の
見
込
が
な
い
者

゜

(
ハ
)
正
当
の
理
由
が
な
く
て
引
続
き
１
ヶ
月
以
上
欠
席
し
た
者
又
は
出
席
常
で
な
い

者

゜

(
ニ
)
所
則
そ
の
他
訓
練
所
が
定
め
る
諸
規
定
に
違
背
す
る
等
訓
練
所
の
秩
序
を
乱
す

行
為
の
あ
っ
た
者

２

′登
所
停
止
処
分
は
(
戒
告
)
次
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う

゜

過
失
の
程
度
が
前
項
に
準
ず
る
が
或
期
間
の
登
所
停
止
に
よ
り
又
は
情
状
に
よ
っ
て

は
戒
告
に
よ
っ
て
反
省
悔
悟
し
正
道
に
返
り
得
る
と
認
め
ら
れ
る
者

゜

（ほ
う
賞

）

第
１
５
条

所
長
は
習
得
知
識
技
能
が
優
秀
な
者
ま
た
は
訓
練
生
の
模
範
と
な
る
者
を
表
彰

す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（修
了

）

第
１
６
条

訓
練
課
程
を
修
了
は
出
席
を
要
す
る
日
数
の
８
０
％
以
上
の
出
席
者
で
あ
っ

て

′平
素
の
成
績
及
び
考
査
に
よ
っ
て
所
長
が
認
定
す
る

゜

２

′職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
訓
練
生
に
対
し
て
は
修
了
に
当
り
修
了

証
書

（様
式
５
号

）を
授
与
す
る

゜

（修
了
書

）

第
１
７
条

訓
練
生
は
在
所
中
又
は
修
了
後
必
要
な
修
了
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

（補
習

）

第
１
８
条

職
業
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
更
に
知
識
及
び
技
能
の
習
得
又
は

向
上
を
図
る
た
め
引
続
き
訓
練
所
に
在
所
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は

′所

長
は
訓
練
生
の
職
業
訓
練
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
者
に
職
業
訓
練
の
補
習

を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る

゜

２

′前
項
の
訓
練
を
受
け
る
者
を
補
習
生
と
い
う

゜

３

′補
習
生
に
関
し
て
は

′所
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と

す
る

゜

（実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

）

第
１
９
条

こ
の
所
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
訓
練
生
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項

′訓
練

生
の
遵
守
す
べ
き
事
項
等
こ
の
所
則
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
も
の
と
す

る

゜

附
則

１

′こ
の
所
則
は
昭
和
３
３
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る

゜

附
則

１

′こ
の
所
則
は
昭
和
３
６
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る

゜

様
式
一
(
編
注

：以
下
略
)
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ⅤⅤ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

昭
和
二
二
年
一
二
月
九
日

〔
五
─
三
─
一
〕
労
働
次
官
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
労
働
省
発
第
五
三
号
）

労労
働働
基基
準準
法法
中中
技技
能能
者者
のの
養養
成成
にに
関関
すす
るる
規規
程程
のの
施施
行行
にに
関関
すす
るる
件件

労
働
基
準
法
中
、
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
は
、
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
十
月
三
十
一
日
附
官
報
号
外
を
以
て
「
技
能
者
養
成
委
員
会
官
制
」
及
び
「
技
能
者
養
成
規
程
」

が
公
布
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
規
程
は
、
わ
が
国
の
劣
悪
労
働
条
件
の
一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
徒
弟

制
度
の
旧
来
の
悪
習
慣
を
是
正
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
併
せ
て
労
働
の
過
程
に
お
い
て
技
能
者
を

養
成
す
る
必
要
の
あ
る
特
定
の
業
務
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
の
原
則
的
な
諸
条
件
を
一
定
の
基
準

ま
で
調
整
し
て
技
能
の
習
得
を
促
進
し
、
以
て
合
理
化
し
た
技
能
者
養
成
制
度
を
確
立
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
わ
が
国
労
働
の
民
主
化
及
び
産
業
の
再
建
に
と
っ
て
重
大
な
意
義
を
持
つ
も

の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
並
び
に
使
用
者
は
も
と
よ
り
、
一
般
国
民
に
対
し
て
も
充
分
に
法
の
趣
旨

徹
底
を
図
る
と
共
に
、
特
に
左
記
事
項
に
留
意
し
て
運
用
の
萬
全
を
期
せ
ら
れ
た
く
、
命
に
よ
っ
て

通
牒
す
る
。

記記

法
第
六
十
九
条
関
係

㈠

本
条
は
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
徒
弟
制
度
に
ま
っ
わ
る
悪
慣
習
を
是
正
し
、
特
に
酷
使
の
典

型
で
あ
る
雑
役
へ
の
使
用
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
監
督
取
締
を
厳
格
に
行
う
こ
と
。

特
に
今
な
お
封
建
的
色
彩
の
強
い
中
小
規
模
の
事
業
の
使
用
者
に
対
し
て
は
、
先
づ
本
節
の
趣
旨

を
周
知
徹
底
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

㈡

本
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
技
能
の
習
得
を
目
的
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
な
い
場

合
は
、
労
働
者
を
酷
使
し
て
も
よ
い
と
い
う
反
対
解
釈
を
許
す
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
。

㈢

本
条
第
二
項
の
「
家
事
そ
の
他
技
能
の
習
得
に
関
係
の
な
い
作
業
」
中
に
は
、
機
械
、
道
具
、

器
材
等
の
出
し
入
れ
、
整
備
、
事
業
場
の
整
頓
、
清
掃
等
当
該
技
能
を
習
得
す
る
に
必
要
と
認
め

ら
れ
る
作
業
は
含
ま
れ
な
い
が
、
従
来
免
角
か
ゝ
る
作
業
の
範
囲
を
超
え
て
雑
役
に
使
用
し
た
弊

が
多
か
っ
た
実
情
に
鑑
み
、
個
々
の
場
合
に
つ
き
そ
の
範
囲
を
具
体
的
に
判
断
し
、
監
督
取
締
を

適
切
に
行
う
こ
と
。

法
第
七
十
条
関
係

㈠

規
程
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

逐
次
こ
れ
を
追
加
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。
な
ほ
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
以
外
の
も
の

に
つ
い
て
指
定
の
希
望
が
あ
り
、
貴
局
に
於
て
こ
れ
を
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
的

事
情
に
つ
い
て
本
省
に
意
見
具
申
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

㈡

規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
教
程
、
関
連
学
科
及
び
そ
の
他
の
教
習
事
項
の
基
準
並
び

に
規
程
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
検
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
途
告
示
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈢

規
程
第
十
八
条
第
四
号
の
「
他
の
法
令
」
と
は
、
学
校
教
員
の
資
格
並
び
に
免
許
に
関
す
る
法

令
等
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
目
下
関
係
当
局
と
協
議
中
で
あ
る
こ
と
。

㈣

使
用
者
の
規
定
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
つ
て
技
能
者
を
養
成
す
る
資
格
が
な
い

場
合
で
も
、
規
程
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
右
の
資
格
を
有
す
る
他
の
者
を
し
て
技
能
者
の
養
成

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

㈤

養
成
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
規
程
第
七
条
乃
至
第
九
条
の
規
定
は
契
約
の
当
事
者
に
、
民

法
第
五
百
四
十
条
に
い
う
「
解
除
権
」
を
有
せ
し
め
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。
従
つ
て
此
の
場
合
に

於
け
る
解
除
は
、
損
害
賠
償
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
又
右
の
規
定
は
、

法
第
二
十
条
の
解
雇
予
告
に
つ
い
て
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

㈥

規
定
第
十
条
の
認
可
は
、
解
除
し
よ
う
と
す
る
事
由
に
つ
き
、
そ
の
具
体
的
状
況
を
特
に
客
観

的
基
礎
に
お
い
て
判
断
し
、
解
除
が
己
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
な
す
こ

と
。
特
に
規
程
第
九
条
第
三
号
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
精
神
又
は
身
体
の
鑑
別
若
し

く
は
診
断
に
基
て
解
除
の
、
認
可
申
請
が
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
許
可
す
る
こ
と
。

㈦

規
程
第
二
十
四
条
中
「
に
要
す
る
時
間
」
と
は
、
既
習
事
項
を
習
得
す
る
場
所
（
こ
の
場
所
が

事
業
場
内
に
あ
る
場
合
を
含
む
）
へ
の
往
復
に
要
す
る
時
間
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
含
め
る
趣
旨

で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
技
能
習
得
者
で
あ
る
と
の
事
由
に
よ
る
、
時
間
外
及
び
休
日
の
労
働
並
び
に
深
夜
の
労

働
に
関
す
る
特
例
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
法
の
一
般
の
取
扱
ひ
に
よ
る

こ
と
。

㈧

規
程
第
二
十
五
条
第
二
項
の
「
提
供
」
と
は
、
與
へ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
貸
す
場
合
を
含
む
趣

旨
で
あ
る
こ
と
。

㈨

規
程
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
別
表
第
三
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
決
定
の
上
こ
れ
を
追
加
す
る

予
定
で
あ
る
こ
と
。

法
第
七
十
一
条
関
係

㈠

本
条
第
一
項
の
認
可
は
、
次
の
基
準
に
よ
っ
て
取
扱
う
こ
と
。

⑴

賃
金
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
く
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
る
迄
は
、
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当
該
事
業
の
所
在
す
る
地
方
に
お
け
る
そ
の
事
業
の
一
般
の
賃
金
事
情
を
考
慮
し
て
、
技
能
習

得
者
と
し
て
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
。（
規
程
第
二
十
六
条
は
、

最
低
賃
金
の
定
め
ら
れ
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
。）

⑵

賃
金
の
支
払
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
規
程
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
特
に
そ
の
賃
金
支
払
の
方

法
の
欄
に
、
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
に
よ
り
控
除
し
よ
う
と
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
控

除
額
を
記
入
せ
し
め
、
そ
れ
が
受
容
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
。

⑶

賃
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
経
済
事
情
等
の
変
動
に
留
意
し
、
必
要
な
る
修
正
を
怠
ら
ざ
る
様

且
つ
認
可
申
請
書
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
変
更
認
可
申
請
を
行
は
し

め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

本
条
第
二
項
の
証
明
書
の
用
紙
は
配
布
が
遅
れ
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
規
程
様
式
第
五
号
に
よ

っ
て
便
宜
作
成
の
上
交
付
さ
れ
た
い
こ
と
。

法
第
七
十
二
条
関
係

本
条
は
、
法
第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
は
、
或
る
種
の
労
働

条
件
に
つ
い
て
一
般
労
働
者
よ
り
不
利
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
特
に
そ
の
内
の

未
成
年
者
に
対
し
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、
一
般
労
働
者
よ
り
高
い
基
準
に
よ
っ
て
取

扱
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
三
月
一
〇
日

〔
五
─
三
─
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
三
八

号
）

東東
京京
都都
立立
工工
業業
専専
門門
学学
校校
技技
術術
専専
修修
科科
生生
募募
集集
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
別
紙
の
通
り
東
京
都
立
工
業
専
門
学
校
長
よ
り
依
頼
し
て
来
た
が
、
右
は
目
下
の
所
技
能

者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
に
適
応
す
る
者
の
養
成
に
適
切
な
る
全
国
唯
一

の
施
設
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
貴
管
下
監
督
署
を
し
て
関
係
あ
る
公
共
職
業
安
定
所
と
協
力
し
て
本

施
設
の
周
知
方
御
取
計
い
願
い
た
い
。

工
専
発
第
一
一
一
三
号

昭
和
二
十
三
年
三
月
十
一
日

都
立
工
業
専
門
学
校
長

清

家

正

労
働
基
準
局
長

江
口
見
登
留
殿

新新
入入
生生
募募
集集
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

当
校
技
術
専
修
科
は
元
厚
生
省
機
械
技
術
員
養
成
所
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
般

施
行
せ
ら
れ
た
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
に
適
応
す
る
者
の
養
成
を

念
願
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
処
当
時
は
全
国
よ
り
新
入
生
の
募
集
が
出
来
ま
し
た
が
、
都

立
の
現
在
に
於
て
は
応
募
者
が
東
京
地
方
に
偏
す
る
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
全
国
的
に
優
秀
な
青
年
を
募

集
せ
ん
と
す
る
創
立
当
初
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
、
こ
の
施
設
の
周
知
方
に
つ
き
貴
局
の
御
援
助
を

受
け
た
く
別
紙
概
要
を
添
へ
御
依
頼
申
上
げ
ま
す
。

（
別
紙
）
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
及
指
導
員
養
成
科
生
徒
募
集
案
内
（
編
注
：
略
）『

デ
ジ
』

昭
和
二
三
年
三
月
一
六
日

〔
五
─
三
─
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
五
四

号
）

技技
能能
者者
養養
成成
既既
定定
中中
別別
表表
第第
一一
にに
指指
定定
すす
るる
技技
能能
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
指
定
技
能
の
内
容
に
つ
い
て
疑
義
が
多
い
と
思
は
れ
る
の
で
、
之
が
取
扱
方
別
紙

の
通
り
取
り
図
ら
わ
れ
た
い
。

技

能

技

能

概

要

試
験
検
査
機
械
器
具
、
理
科
学
用
機
械
器
具
、
医
療
用
機
械
器
具
、

一
、
理
科
学
機
械
工

測
量
用
機
械
器
具
、
度
量
衡
器
等
の
理
科
学
用
機
械
器
具
の
仕
上

組
立
、
調
整
修
理
に
お
け
る
技
能

光
学
機
械
（
写
真
機
を
含
む
。
）
軸
受
、
ミ
シ
ン
、
時
計
（
電
気

二
、
精
密
機
械
工

時
計
を
除
く
。
）
等
の
精
密
機
械
器
具
の
仕
上
、
組
立
、
調
整
、

修
理
に
お
け
る
技
能
（
所
謂
治
工
具
及
び
金
型
仕
上
を
除
く
。
）

発
電
機
、
電
動
機
、
変
圧
器
、
整
流
器
、
配
電
盤
、
コ
ン
ト
ロ
ー

三
、
電
気
機
械
組
立
工

ラ
ー
等
の
所
謂
重
電
機
の
巻
線
、
配
線
、
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能

銑
鉄
鋳
物
、
可
鍛
鋳
鉄
、
綱
鋳
物
、
合
金
鋳
物
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

四
、
鋳

物

工

鋳
物
等
の
工
業
用
鋳
物
の
鋳
型
、
熔
解
、
鋳
込
等
鋳
造
に
お
け
る

技
能
（
工
芸
的
鋳
金
を
除
く
。
）

五
、
鍛

工

鍛
治
、
機
械
火
造
、
刃
物
、
農
具
等
の
鍛
造
に
お
け
る
技
能
（
所

謂
農
鍛
治
を
含
み
、
工
芸
的
鍛
金
は
除
く
。
）
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当
該
事
業
の
所
在
す
る
地
方
に
お
け
る
そ
の
事
業
の
一
般
の
賃
金
事
情
を
考
慮
し
て
、
技
能
習

得
者
と
し
て
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
。（
規
程
第
二
十
六
条
は
、

最
低
賃
金
の
定
め
ら
れ
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
。）

⑵

賃
金
の
支
払
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
規
程
様
式
第
三
号
に
よ
り
、
特
に
そ
の
賃
金
支
払
の
方

法
の
欄
に
、
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
に
よ
り
控
除
し
よ
う
と
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
控

除
額
を
記
入
せ
し
め
、
そ
れ
が
受
容
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
こ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
。

⑶

賃
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
経
済
事
情
等
の
変
動
に
留
意
し
、
必
要
な
る
修
正
を
怠
ら
ざ
る
様

且
つ
認
可
申
請
書
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
変
更
認
可
申
請
を
行
は
し

め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

本
条
第
二
項
の
証
明
書
の
用
紙
は
配
布
が
遅
れ
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
規
程
様
式
第
五
号
に
よ

っ
て
便
宜
作
成
の
上
交
付
さ
れ
た
い
こ
と
。

法
第
七
十
二
条
関
係

本
条
は
、
法
第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
は
、
或
る
種
の
労
働

条
件
に
つ
い
て
一
般
労
働
者
よ
り
不
利
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
特
に
そ
の
内
の

未
成
年
者
に
対
し
て
は
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、
一
般
労
働
者
よ
り
高
い
基
準
に
よ
っ
て
取

扱
う
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
三
月
一
〇
日

〔
五
─
三
─
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
三
八

号
）

東東
京京
都都
立立
工工
業業
専専
門門
学学
校校
技技
術術
専専
修修
科科
生生
募募
集集
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
別
紙
の
通
り
東
京
都
立
工
業
専
門
学
校
長
よ
り
依
頼
し
て
来
た
が
、
右
は
目
下
の
所
技
能

者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
に
適
応
す
る
者
の
養
成
に
適
切
な
る
全
国
唯
一

の
施
設
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
貴
管
下
監
督
署
を
し
て
関
係
あ
る
公
共
職
業
安
定
所
と
協
力
し
て
本

施
設
の
周
知
方
御
取
計
い
願
い
た
い
。

工
専
発
第
一
一
一
三
号

昭
和
二
十
三
年
三
月
十
一
日

都
立
工
業
専
門
学
校
長

清

家

正

労
働
基
準
局
長

江
口
見
登
留
殿

新新
入入
生生
募募
集集
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

当
校
技
術
専
修
科
は
元
厚
生
省
機
械
技
術
員
養
成
所
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
般

施
行
せ
ら
れ
た
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
に
適
応
す
る
者
の
養
成
を

念
願
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
処
当
時
は
全
国
よ
り
新
入
生
の
募
集
が
出
来
ま
し
た
が
、
都

立
の
現
在
に
於
て
は
応
募
者
が
東
京
地
方
に
偏
す
る
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
全
国
的
に
優
秀
な
青
年
を
募

集
せ
ん
と
す
る
創
立
当
初
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
、
こ
の
施
設
の
周
知
方
に
つ
き
貴
局
の
御
援
助
を

受
け
た
く
別
紙
概
要
を
添
へ
御
依
頼
申
上
げ
ま
す
。

（
別
紙
）
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
及
指
導
員
養
成
科
生
徒
募
集
案
内
（
編
注
：
略
）『

デ
ジ
』

昭
和
二
三
年
三
月
一
六
日

〔
五
─
三
─
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
五
四

号
）

技技
能能
者者
養養
成成
既既
定定
中中
別別
表表
第第
一一
にに
指指
定定
すす
るる
技技
能能
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
指
定
技
能
の
内
容
に
つ
い
て
疑
義
が
多
い
と
思
は
れ
る
の
で
、
之
が
取
扱
方
別
紙

の
通
り
取
り
図
ら
わ
れ
た
い
。

技

能

技

能

概

要

試
験
検
査
機
械
器
具
、
理
科
学
用
機
械
器
具
、
医
療
用
機
械
器
具
、

一
、
理
科
学
機
械
工

測
量
用
機
械
器
具
、
度
量
衡
器
等
の
理
科
学
用
機
械
器
具
の
仕
上

組
立
、
調
整
修
理
に
お
け
る
技
能

光
学
機
械
（
写
真
機
を
含
む
。
）
軸
受
、
ミ
シ
ン
、
時
計
（
電
気

二
、
精
密
機
械
工

時
計
を
除
く
。
）
等
の
精
密
機
械
器
具
の
仕
上
、
組
立
、
調
整
、

修
理
に
お
け
る
技
能
（
所
謂
治
工
具
及
び
金
型
仕
上
を
除
く
。
）

発
電
機
、
電
動
機
、
変
圧
器
、
整
流
器
、
配
電
盤
、
コ
ン
ト
ロ
ー

三
、
電
気
機
械
組
立
工

ラ
ー
等
の
所
謂
重
電
機
の
巻
線
、
配
線
、
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能

銑
鉄
鋳
物
、
可
鍛
鋳
鉄
、
綱
鋳
物
、
合
金
鋳
物
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

四
、
鋳

物

工

鋳
物
等
の
工
業
用
鋳
物
の
鋳
型
、
熔
解
、
鋳
込
等
鋳
造
に
お
け
る

技
能
（
工
芸
的
鋳
金
を
除
く
。
）

五
、
鍛

工

鍛
治
、
機
械
火
造
、
刃
物
、
農
具
等
の
鍛
造
に
お
け
る
技
能
（
所

謂
農
鍛
治
を
含
み
、
工
芸
的
鍛
金
は
除
く
。
）
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捺
染
ロ
ー
ル
、
印
刷
製
版
等
の
金
属
製
の
版
の
彫
刻
に
お
け
る
技

六
、
彫

刻

版

工

能
（
腐
蝕
法
に
よ
る
も
の
を
含
み
、
木
、
石
、
骨
、
甲
牙
の
工
芸

的
彫
刻
は
除
く
。
）

七
、
精

密

印

刷

工

紙
幣
、
証
券
類
、
地
図
等
の
如
く
極
め
て
精
巧
な
る
印
刷
に
お
け

る
技
能

八
、
鎚

金

工

鎚
金
、
彫
金
、
鋳
金
及
び
錺
等
金
属
工
芸
品
制
作
に
お
け
る
技
能

九
、
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

所
謂
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
（
切
子
ガ
ラ
ス
）
の
制
作
お
け
る
技
能
（
所

謂
グ
ラ
ヴ
ー
ル
の
製
作
を
除
く
。
）

十
、
レ
ン
ズ
研
磨
工

光
学
機
械
用
レ
ン
ズ
の
粗
研
、
芯
出
し
、
芯
取
り
等
の
研
磨
に
お

け
る
技
能

十
一
、
陶

工

陶
磁
器
の
原
料
配
合
、
成
型
、
施
紬
、
焼
成
、
絵
付
け
等
の
作
業

に
お
け
る
技
能

十
二
、
漆

工

漆
器
の
素
地
、
漆
加
飾
（
蒔
絵
等
）
等
の
作
業
に
お
け
る
技
能

十
三
、
竹
藤
細
工
職

工
芸
的
な
竹
藤
細
工
に
於
け
る
技
能
（
台
所
用
品
の
製
作
を
除

く
。
）

十
四
、
手

捺

染

職

型
紙
捺
染
、
描
友
禅
、
ス
ク
リ
ン
捺
染
等
の
手
捺
染
に
お
け
る
技

能

十
五
、
手

織

工

織
物
の
手
織
り
に
お
け
る
技
能
（
意
匠
、
図
案
及
び
調
紋
を
含
ま

ず
。
）

『
時
報
』

昭
和
二
三
年
六
月
二
九
日

〔
五
─
三
─
四
〕
労
働
次
官
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
一
一
八
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
中中
別別
表表
改改
正正
並並
びび
にに
同同
規規
程程
第第
十十
三三
条条
のの
規規
定定
にに
基基
くく
告告
示示
にに

関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
は
別
紙
の
と
お
り
六
月
丗
日
公
布
さ
れ
、
即
日
施
行(

六
月
丗
日
官
報
号
外
登
載

の
予
定)

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
右
は
、

㈠
同
規
程
第
十
七
条
の
規
定
に
基
く
別
表
第
第
三(

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示(

教
習
事
項
に
関
す
る
告
示
が
従
来
欠
如
し
て
い
た

の
に
対
し
そ
の
一
部
を
定
め

㈡
同
規
程
第
二
条
の
規
定
に
基
く
別
表
第
一(

指
定
技
能
表)

に
つ
い
て
は
、
指
定
の
範
囲
を
拡

張
し
て
、
従
来
の
十
五
種
を
四
十
七
種
に
改
め
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
別
表
第
二(

養
成
期
間

表)

及
び
、
第
四(

使
用
者
資
格
表)

を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

技
能
者
養
成
規
程
は
、
一
面
に
お
い
て
従
来
の
徒
弟
制
度
の
弊
害
排
除
を
目
的
と
し
、
他
面

に
お
い
て
産
業
再
建
の
た
め
特
定
技
能
者
の
積
極
的
養
成
を
目
途
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
九
日
労
働
省
発
基
第
五
十
三
号
次
官
通
牒

に
よ
る
の
外
、
左
記
事
項
に
留
意
し
て
こ
れ
が
運
用
上
萬
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一

別
表
第
一
関
係

㈠

今
回
の
改
正
は
、
戦
後
の
荒
廃
せ
る
わ
が
国
の
産
業
を
再
建
し
、
他
面
貿
易
再
開
を
目

睫
に
ひ
か
え
、
将
来
之
が
振
興
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
技
能
、
即
ち
㋑
わ

が
国
古
来
の
伝
統
に
基
く
工
芸
方
面
に
お
け
る
特
定
の
技
能

㋺
通
常
の
事
業
場
に
お
い

て
も
将
来
の
中
堅
と
し
て
、
そ
の
所
属
労
働
者
中
一
定
割
合
の
員
数
に
つ
き
特
別
の
組
織

的
教
育
を
要
す
る
技
能

㋩
通
常
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
習
得
し
得
ぬ
特
殊
の
技
術
が

要
求
せ
ら
れ
る
技
能
を
中
心
と
し
て
改
正
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
こ
の
指
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
技
能
に
該
当
す
る
年
少
労
働
者
は
全
部
特
別
扱
い

と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
。
特
に
前
段
㋺
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
三
号
の
「
技
能
習
得

者
数
及
び
そ
れ
以
外
の
労
働
者
現
在
数
」
欄
及
び
「
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
い
入
れ
よ
う

と
す
る
者
の
年
間
概
数
」
欄
に
お
い
て
十
分
制
限
し
、
規
程
の
乱
用
に
流
れ
ぬ
よ
う
慎
重

を
期
す
る
こ
と
。

㈡

別
表
第
一
指
定
技
能
に
関
し
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
が
あ
っ
た
場
合

は
、
従
来
の
徒
弟
制
度
に
趨
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
こ
れ
を
行
う
こ
と

㈢

こ
の
場
合
左
に
掲
げ
る
技
能
は
、
従
来
の
徒
弟
制
度
に
趨
る
お
そ
れ
が
多
い
も
の
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
認
可
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
趣
旨
に
従
い
特
に
慎
重
を
期
す
る

こ
と
。

一
ノ
一
金
属
工
芸
師

一
ノ
二
金
属
彫
刻
工

一
ノ
三
七
宝
細
工
職

一
ノ
四
宝
石
細
工
職

一
ノ
五
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

一
ノ
六
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
工

一
ノ
七
陶
工

一
ノ
八
漆
器
師

一
ノ
九
竹
藤
細
工
色

一
ノ
十
金
属
玩
具
工

二
ノ
一
織
物
工

二
ノ
四
染
色
工

二
ノ
二
十
三

船
大
工

二
ノ
二
十
四

義
肢
工

三
ノ
二
十
五

自
動
車
修
理
工

五
ノ
一
電
気
工

五
ノ
㈡
電
路
工

六
ノ
一
大
工

六
ノ
三
建
具
職

六
ノ
三
家
具
職

六
ノ
四
タ
イ
ル
張
工

六
ノ
五
配
管
工

㈣

従
来
の
徒
弟
制
度
に
趨
る
お
そ
れ
な
か
ら
し
め
る
に
は
、
各
事
業
場
が
夫
々
単
独
で
養
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成
施
設
を
設
け
る
の
外
、
例
え
ば
同
業
組
合
の
経
営
に
係
る
施
設
等
を
設
け
る
こ
と
が
適

当
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
共
同
養
成
施
設
等
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
と
考
え

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
使
用
者
が
自
発
的
に
か
か
る
措
置
を
講
ず
る

よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈤

認
可
申
請
の
あ
っ
た
技
能
で
、
別
表
第
一
に
該
当
す
る
か
し
な
い
か
明
確
で
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
具
し
て
本
省
に
稟
伺
す
る
こ
と
。

二

認
可
後
の
雇
入
関
係

別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
で
、
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
う
け
た
場
合
に

お
い
て
も
、
技
能
習
得
の
暁
に
お
い
て
従
事
す
べ
き
業
務
が
女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
第

十
四
条
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
こ
と
明
ら
か
な
る
と
き
は
、
技
能
習
得
者
と
し
て
女

子
を
雇
い
入
れ
さ
せ
な
い
も
の
と
し
、
様
式
第
三
号
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
末
尾
「
そ

の
他
必
要
な
事
項
」
欄
に
そ
の
旨
記
載
さ
せ
る
こ
と
。

三

別
表
第
二
関
係

別
表
第
二
に
示
す
養
成
期
間
は
、
従
来
の
徒
弟
制
度
を
改
め
る
た
め
、
養
成
上
必
要
な
最

少
限
度
の
期
間
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
実
行
す
る
に
当
っ
て
は
使
用
者
側
に

お
い
て
相
当
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

四

別
表
第
三
関
係

㈠

就
業
可
能
業
務
は
、
教
習
受
講
を
習
得
す
る
に
必
要
な
る
も
の
の
み
に
つ
い
て
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
に
定

め
る
危
険
有
害
業
務
で
右
に
掲
げ
ら
れ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
た
と
え
技
能
習
得
者
と

雖
も
之
が
就
業
を
認
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

な
お
、
個
々
の
具
体
的
業
務
が
就
業
可
能
業
務
に
該
当
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
疑

義
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
添
え
て
本
省
に
稟
伺
す
る
こ
と
。

㈡

防
護
の
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
概
ね
㋑
指
導
者
の
監
視

㋺
保
護
具
の
使
用

㋩

作
業
時
間
の
制
限

㋥
作
業
条
件
の
制
限

㋭
作
業
後
の
措
置
の
諸
点
か
ら
考
究
の
上
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
の
要
素
を
理
解
し
て
適
切
な
る
監
督
を
行
う
こ
と
。

㈢

前
二
項
に
関
し
て
は
、
随
時
実
情
を
臨
検
の
上
、
違
反
の
あ
る
場
合
は
、
直
ち
に
法
第

七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

㈣

別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
た
技
能
の
中
、
今
回
別
表
第
三
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
技
能
に

つ
い
て
は
、
目
下
鋭
意
研
究
中
で
あ
る
が
、
右
は
技
能
習
得
上
絶
対
必
要
な
も
の
の
外
、

規
定
さ
れ
な
い
方
針
で
あ
る
か
ら
、
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
で
、
満
十

八
歳
未
満
の
年
少
者
の
危
険
有
害
業
務
就
業
を
含
む
申
請
に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
認
可

し
な
い
こ
と
。

特
に
三
ノ
四
電
弧
溶
接
工
、
三
ノ
五
ガ
ス
溶
接
工
、
三
ノ
二
十
三
艤
装
工
、
五
ノ
二
電

路
工
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
い
て
も
、
そ
の
業
務
の
性
質
上
満
十
八
歳
以
上
に
お
い
て

は
じ
め
て
実
習
を
為
し
得
る
こ
と
と
な
る
見
込
で
あ
る
こ
と
。

但
し
三
ノ
三
製
罐
工
、
三
ノ
八
鍛
工
、
六
ノ
一
大
工
、
六
ノ
二
建
具
職
、
六
ノ
三
家
具

職
等
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
第
一
年
度
の
実
習
事
項
に
之
等
の
制
限
業
務
を
含
ま
な

い
場
合
に
限
り
一
応
認
可
し
て
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈤

規
程
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
機
関
車
乗
務
員
に
関
す
る
「
就
業
可
能
業
務

及
び
防
護
方
法
基
準
の
表
」
は
既
に
成
案
を
得
た
が
、
手
続
き
の
関
係
上
公
布
に
若
干
の

日
時
を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
か
ら
、
之
が
公
布
せ
ら
れ
る
ま
で
は
違
反
と
し
て
は
取
扱

わ
な
い
こ
と
。

五

教
程
告
示
関
係

㈠

告
示
に
示
さ
れ
て
あ
る
教
習
時
間
は
最
低
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
年
間
一
四
七
〇

時
間
以
外
の
労
働
時
間(

法
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
労
働
時
間
を
含
む)

も
勿
論
教
習
に
充
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
は
、
主

と
し
て
実
習
に
あ
て
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
た
技
能
の
中
今
回
の
告
示
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
技
能
の
教
習

事
項
に
関
し
て
は
、
別
途
告
示
さ
れ
る
ま
で
使
用
者
を
し
て
今
回
告
示
の
教
程
に
準
じ
て

教
習
事
項
を
作
成
せ
し
め
、
暫
定
的
に
認
可
す
る
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈢

規
程
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
機
関
車
乗
務
員
に
関
す
る
教
習
事
項
に
つ
い

て
は
、
別
表
第
三
関
係
第
五
項
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

㈣

な
お
、
本
省
に
お
い
て
は
、
本
規
程
の
適
用
を
う
け
る
技
能
習
得
者
の
数
を
勘
案
し
、

将
来
教
習
細
目
及
び
教
科
書
を
編
さ
ん
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
三
年
七
月
八
日

〔
五
─
三
─
五
〕
労
働
次
官
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
九
八
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
所所
教教
職職
員員
適適
確確
審審
査査
のの
伺伺
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
横
浜
市
文
寿
堂
工
場
付
設
技
能
者
養
成
庶
務
係
よ
り
、
別
紙
写
甲
の
如

く
照
会
が
あ
っ
た
の
で
、
別
紙
乙
の
通
り
回
答
し
た
か
ら
了
知
有
り
た
い
。

別
紙
写
甲
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成
施
設
を
設
け
る
の
外
、
例
え
ば
同
業
組
合
の
経
営
に
係
る
施
設
等
を
設
け
る
こ
と
が
適

当
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
共
同
養
成
施
設
等
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
と
考
え

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
使
用
者
が
自
発
的
に
か
か
る
措
置
を
講
ず
る

よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈤

認
可
申
請
の
あ
っ
た
技
能
で
、
別
表
第
一
に
該
当
す
る
か
し
な
い
か
明
確
で
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
具
し
て
本
省
に
稟
伺
す
る
こ
と
。

二

認
可
後
の
雇
入
関
係

別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
で
、
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
う
け
た
場
合
に

お
い
て
も
、
技
能
習
得
の
暁
に
お
い
て
従
事
す
べ
き
業
務
が
女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
第

十
四
条
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
こ
と
明
ら
か
な
る
と
き
は
、
技
能
習
得
者
と
し
て
女

子
を
雇
い
入
れ
さ
せ
な
い
も
の
と
し
、
様
式
第
三
号
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
末
尾
「
そ

の
他
必
要
な
事
項
」
欄
に
そ
の
旨
記
載
さ
せ
る
こ
と
。

三

別
表
第
二
関
係

別
表
第
二
に
示
す
養
成
期
間
は
、
従
来
の
徒
弟
制
度
を
改
め
る
た
め
、
養
成
上
必
要
な
最

少
限
度
の
期
間
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
実
行
す
る
に
当
っ
て
は
使
用
者
側
に

お
い
て
相
当
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

四

別
表
第
三
関
係

㈠

就
業
可
能
業
務
は
、
教
習
受
講
を
習
得
す
る
に
必
要
な
る
も
の
の
み
に
つ
い
て
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
に
定

め
る
危
険
有
害
業
務
で
右
に
掲
げ
ら
れ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
た
と
え
技
能
習
得
者
と

雖
も
之
が
就
業
を
認
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

な
お
、
個
々
の
具
体
的
業
務
が
就
業
可
能
業
務
に
該
当
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
疑

義
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
添
え
て
本
省
に
稟
伺
す
る
こ
と
。

㈡

防
護
の
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
概
ね
㋑
指
導
者
の
監
視

㋺
保
護
具
の
使
用

㋩

作
業
時
間
の
制
限

㋥
作
業
条
件
の
制
限

㋭
作
業
後
の
措
置
の
諸
点
か
ら
考
究
の
上
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
の
要
素
を
理
解
し
て
適
切
な
る
監
督
を
行
う
こ
と
。

㈢

前
二
項
に
関
し
て
は
、
随
時
実
情
を
臨
検
の
上
、
違
反
の
あ
る
場
合
は
、
直
ち
に
法
第

七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

㈣

別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
た
技
能
の
中
、
今
回
別
表
第
三
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
技
能
に

つ
い
て
は
、
目
下
鋭
意
研
究
中
で
あ
る
が
、
右
は
技
能
習
得
上
絶
対
必
要
な
も
の
の
外
、

規
定
さ
れ
な
い
方
針
で
あ
る
か
ら
、
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
で
、
満
十

八
歳
未
満
の
年
少
者
の
危
険
有
害
業
務
就
業
を
含
む
申
請
に
対
し
て
は
、
当
分
の
間
認
可

し
な
い
こ
と
。

特
に
三
ノ
四
電
弧
溶
接
工
、
三
ノ
五
ガ
ス
溶
接
工
、
三
ノ
二
十
三
艤
装
工
、
五
ノ
二
電

路
工
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
い
て
も
、
そ
の
業
務
の
性
質
上
満
十
八
歳
以
上
に
お
い
て

は
じ
め
て
実
習
を
為
し
得
る
こ
と
と
な
る
見
込
で
あ
る
こ
と
。

但
し
三
ノ
三
製
罐
工
、
三
ノ
八
鍛
工
、
六
ノ
一
大
工
、
六
ノ
二
建
具
職
、
六
ノ
三
家
具

職
等
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
第
一
年
度
の
実
習
事
項
に
之
等
の
制
限
業
務
を
含
ま
な

い
場
合
に
限
り
一
応
認
可
し
て
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈤

規
程
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
機
関
車
乗
務
員
に
関
す
る
「
就
業
可
能
業
務

及
び
防
護
方
法
基
準
の
表
」
は
既
に
成
案
を
得
た
が
、
手
続
き
の
関
係
上
公
布
に
若
干
の

日
時
を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
か
ら
、
之
が
公
布
せ
ら
れ
る
ま
で
は
違
反
と
し
て
は
取
扱

わ
な
い
こ
と
。

五

教
程
告
示
関
係

㈠

告
示
に
示
さ
れ
て
あ
る
教
習
時
間
は
最
低
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
年
間
一
四
七
〇

時
間
以
外
の
労
働
時
間(

法
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
労
働
時
間
を
含
む)

も
勿
論
教
習
に
充
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
は
、
主

と
し
て
実
習
に
あ
て
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
た
技
能
の
中
今
回
の
告
示
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
技
能
の
教
習

事
項
に
関
し
て
は
、
別
途
告
示
さ
れ
る
ま
で
使
用
者
を
し
て
今
回
告
示
の
教
程
に
準
じ
て

教
習
事
項
を
作
成
せ
し
め
、
暫
定
的
に
認
可
す
る
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈢

規
程
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
機
関
車
乗
務
員
に
関
す
る
教
習
事
項
に
つ
い

て
は
、
別
表
第
三
関
係
第
五
項
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

㈣

な
お
、
本
省
に
お
い
て
は
、
本
規
程
の
適
用
を
う
け
る
技
能
習
得
者
の
数
を
勘
案
し
、

将
来
教
習
細
目
及
び
教
科
書
を
編
さ
ん
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
三
年
七
月
八
日

〔
五
─
三
─
五
〕
労
働
次
官
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
九
八
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
所所
教教
職職
員員
適適
確確
審審
査査
のの
伺伺
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
横
浜
市
文
寿
堂
工
場
付
設
技
能
者
養
成
庶
務
係
よ
り
、
別
紙
写
甲
の
如

く
照
会
が
あ
っ
た
の
で
、
別
紙
乙
の
通
り
回
答
し
た
か
ら
了
知
有
り
た
い
。

別
紙
写
甲
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昭
和
二
十
三
年
五
月
廿
四
日

横
浜
市
中
区
簑
沢
二
十
九
番
地

文
寿
堂
工
場
付
属

技
能
者
養
成
所
庶
務

労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課

御
中

技
能
者
養
成
所
教
職
員
適
確
審
査
の
伺
い
に
つ
い
て
右
に
つ
い
て
恐
縮
な
が
ら
左
記
の
点
御

教
示
願
い
ま
す
。

⑴
労
働
基
準
法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
技
能
者
の
養
成
を
す
る
教
職
員
は
、
所
定

の
教
職
員
適
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

⑵
右
を
受
け
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
方
法
手
続
に
よ
る
か
。

⑶
労
働
省
令
第
六
号
技
能
者
養
成
規
程
第
三
十
二
条
に
よ
る
技
能
者
養
成
所
の
教
職
員
（
講
師
）

は
教
職
員
適
確
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

⑷
右
受
け
る
と
す
れ
ば
如
何
な
る
方
法
手
続
に
よ
る
か
。
以
上
四
件
に
つ
き
至
急
御
回
答
願
い

挙
げ
ま
す
。

別
紙
写
乙

基
発
第
九
二
四
号

昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

神
奈
川
労
働
基
準
局
長

殿

技技
能能
者者
養養
成成
所所
教教
職職
員員
適適
確確
審審
査査
のの
伺伺
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
五
月
廿
四
日
付
文
書
を
以
て
貴
管
下
文
寿
堂
工
場
付
属
技
能
者
養
成
所

庶
務
係
よ
り
当
局
監
督
課
宛
照
会
が
あ
っ
た
か
ら
貴
局
よ
り
次
の
よ
う
に
回
答
せ
ら
れ
た
い
。

記

㈠
及
び
㈡

技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
使
用
者
は
、
「
教
職
員
の
除
去
、
就
業
禁
止
及
び
復
職

等
に
関
す
る
政
令
」
第
二
条
に
該
当
し
な
い
か
ら
教
職
員
適
確
審
査
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。

㈢
及
び
㈣

技
能
者
養
成
規
程
第
三
十
二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
技
能
者
の
養
成
に
つ
い
て

は
、
「
教
職
員
の
除
去
、
就
業
禁
止
及
び
復
職
等
に
関
す
る
政
令
」
の
施
行
に
関
す
る
規
則

別
表
第
二
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
い
限
り
教
職
員
適
確
審
査
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
二
月
八
日

〔
五
─
三
─
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
一
五
三

号
）

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
のの
運運
用用
にに
関関
すす
るる
件件

労
働
基
準
法
の
施
行
に
伴
つ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
技
能
者
養
成
制
度
は
各
地
区
に
お
い
て
漸
次

活
用
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
昨
年
十
二
月
日
現
在
に
お
け
る
そ
の
状
況
は
別
紙
の
通
り
で
あ
っ
て
認
可

件
数
六
七
件
、
之
に
基
く
雇
入
技
能
習
得
者
数
、
一
、
九
六
八
名
に
及
ん
で
い
る
が
、
謂
う
ま
で
も

な
く
新
し
い
技
能
者
養
成
制
度
は
劣
悪
な
労
働
条
件
の
温
床
で
あ
っ
た
徒
弟
制
度
の
悪
幤
を
排
除
す

る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
併
せ
て
、
日
本
経
済
の
再
建
輸
出
振
興
上
現
下
の
急
務
で
あ
る
技
能
の
向
上

を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
達
成
す
る
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
封
建
的
徒
弟
制
度
に
対

す
る
監
督
実
施
の
実
質
的
な
裏
付
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
指
定
職
種
に
関
係
す
る
事
業
場

で
懇
談
会
を
開
催
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
労
働
者
並
び
に
使
用
者
は
も
と
よ
り
一
般
国
民
に
対
し
て

も
充
分
に
本
制
度
の
趣
旨
を
徹
底
せ
し
め
、
本
制
度
の
積
極
的
活
用
を
計
る
よ
う
指
導
せ
ら
れ
た
い
。

尚
、
指
定
職
種
に
つ
い
て
の
教
習
事
項
防
護
基
準
の
未
決
定
分
及
び
検
定
基
準
も
近
く
決
定
せ
ら

れ
る
運
び
で
あ
る
か
ら
申
し
添
え
る
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
四
日

〔
五
─
三
─
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
一
、
四
四

〇
号)

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正
並並
びび
にに
同同
規規
程程
第第
十十
八八
条条
のの
規規
定定
にに
基基
くく
技技
能能
者者

養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
十
一
月
十
六
日
付
労
働
省
令
第
二
十
七
号
及
び
労
働
省
令
第
三
十
一
号
を

以
て
、
公
布
さ
れ
即
日
施
行
さ
れ
た
が
、
右
は
技
能
者
養
成
規
程
の
円
滑
な
る
運
用
を
図
る
た

め
従
来
解
釈
に
分
明
を
欠
い
た
字
句
の
修
正
、
技
能
者
養
成
使
用
者
資
格
の
免
許
制
度
実
施
に

伴
う
規
定
の
改
正
又
は
追
加
、
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
対
す
る
公
的
証
明
制
度
採
用
に
関

す
る
規
定
の
挿
入
、
形
式
的
事
務
の
簡
素
化
の
た
め
の
規
定
の
追
加
等
諸
規
定
を
整
備
す
る
と

共
に
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
を
具
体
化
し
速
か
に
之
を
実
施
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
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然
る
に
わ
が
国
現
在
の
経
済
情
勢
下
に
お
い
て
技
能
者
の
養
成
を
促
進
、
助
長
す
る
は
、
極

め
て
多
く
の
困
難
な
問
題
を
伴
い
、
動
と
も
す
れ
ば
技
能
者
養
成
制
度
の
本
来
の
目
的
を
遂
行

し
得
な
い
結
果
を
招
来
す
る
虞
な
し
と
し
な
い
の
で
、
本
規
程
の
運
用
に
当
っ
て
は
従
来
の
通

牒
は
勿
論
の
こ
と
、
左
記
事
項
に
つ
き
充
分
了
解
の
上
、
所
期
の
成
果
を
収
め
得
る
よ
う
格
段

の
力
を
致
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
関
係

㈠

第
十
三
条

旧
条
文
中
に
お
け
る
「
技
能
教
程
」
の
字
句
は
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
昭
和
二
十
三

年
六
月
）
に
示
す
教
習
事
項
中
の
「
実
技
」
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
も
の

を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
明
確
化
す
る
た
め
「
実
技
」
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

な
お
、
「
実
技
」
の
順
位
の
変
更
は
右
の
教
習
事
項
に
倣
い
、
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

第
十
四
条
関
連

旧
条
文
中
に
お
け
る
「
技
能
教
程
」
の
字
句
は
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
昭
和
二
十
三

年
六
月
）
に
示
す
職
種
毎
に
定
め
ら
れ
夫
々
の
教
習
事
項
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
条

の
字
句
の
修
正
と
相
ま
っ
て
、
こ
れ
を
明
確
化
す
る
た
め
「
教
習
」
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。
但
し
右
の
「
教
習
」
の
進
度
に
応
じ
た
技
能
の
検
定
は
当
分
の
間
関
連
学
科
及

び
「
実
技
」
に
つ
い
て
こ
れ
を
実
施
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
実
施
し
な
く
て
も
差

支
え
な
い
こ
と
。

㈢

第
十
八
条
関
係

本
条
の
改
正
は
事
業
場
臨
検
の
際
、
技
能
者
養
成
の
指
導
員
な
る
資
格
を
有
す
る
か
否
か
、

監
督
す
る
場
合
の
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
ら
の
点
か
ら
技
能
者
養
成
の
た
め
の
免

許
制
度
採
用
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

第
十
八
条
の
三
関
係

本
条
は
従
来
前
条
第
一
号
の
か
ゝ
る
検
定
制
度
の
実
績
に
鑑
み
、
第
十
条
第
二
号
乃
至
第

四
号
に
該
当
す
る
者
の
免
許
制
度
申
請
が
相
当
広
範
囲
に
亘
り
予
想
さ
れ
る
が
、
指
導
員
と

し
て
の
人
格
の
面
を
加
味
し
て
適
当
な
る
人
材
を
選
定
す
る
た
め
に
免
許
申
請
関
係
書
類
の

審
査
に
当
っ
て
は
十
分
に
本
条
各
号
の
規
定
に
留
意
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
。

第
一
号
に
つ
い
て
は
精
神
又
は
身
体
の
鑑
別
若
し
く
は
診
断
に
基
き
、
第
三
号
に
つ
い
て

は
第
一
号
の
場
合
に
該
当
せ
ざ
る
も
実
質
的
に
こ
れ
に
相
当
す
る
状
況
下
に
あ
る
者
、
例
え

ば
、
浪
費
者
、
賭
博
常
習
者
、
盗
癖
あ
る
者
、
其
の
他
人
物
素
行
が
指
導
員
と
し
て
不
適
格

で
あ
る
者
、
指
導
員
検
定
規
則
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
よ
り
指
導
員
検
定
の
受
検
資

格
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
第
十
八
条
第
二
号
乃
至
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
等
に
つ

い
て
も
そ
の
具
体
的
状
況
を
把
握
し
、
こ
れ
ら
を
客
観
的
基
礎
の
下
に
判
断
し
て
決
定
す
る

こ
と
。
但
し
、
こ
れ
が
事
由
に
つ
き
判
定
困
難
な
場
合
は
本
省
に
協
議
す
る
こ
と
。

㈤

第
十
八
条

三
関
係

本
条
は
技
能
者
養
成
の
効
果
を
一
層
高
め
且
つ
指
導
監
督
を
有
効
に
す
る
た
め
免
許
証
を

与
え
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
保
存
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
せ
し
め
る
と
共
に
こ
れ
を

交
付
し
た
場
合
は
そ
の
交
付
（
再
交
付
）
番
号
、
交
付
（
再
交
付
又
は
取
消
）
年
月
日
、
氏

名
、
性
別
、
年
令
、
本
籍
地
、
現
住
所
、
勤
務
場
所
、
再
交
付
又
は
取
消
の
事
由
、
其
の
他

当
該
種
目
等
の
欄
を
設
け
た
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
交
付
台
帳
を
各
監
督
署
別
に
備
え
付

け
る
こ
と
。

右
の
免
許
証
は
本
年
度
分
を
本
省
に
お
い
て
一
括
印
刷
の
上
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
こ

と
。な

お
、
免
許
証
交
付
に
要
す
る
手
数
料
は
別
途
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈥

第
十
八
条
の
五
関
係

本
条
は
従
来
か
ゝ
る
免
許
証
が
一
般
的
に
濫
用
さ
れ
易
か
っ
た
実
情
に
鑑
み
、
こ
れ
が
弊

害
を
防
止
し
こ
の
免
許
制
度
の
目
的
を
達
成
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
常
に
濫
用
を
せ
ざ
る

よ
う
指
導
に
努
め
る
こ
と
。
特
に
こ
の
免
許
証
は
写
真
を
用
い
な
い
た
め
実
際
上
の
識
別
は

容
易
で
は
な
い
の
で
、
常
時
注
意
を
怠
ら
ず
、
悪
質
の
も
の
に
対
し
て
は
、
厳
重
に
監
督
取

締
を
行
う
こ
と
。

㈦

第
二
十
二
条
関
係

本
条
の
改
正
は
使
用
者
の
便
乗
的
養
成
を
戒
し
め
る
と
共
に
当
該
技
能
習
得
者
の
技
能
各

付
の
信
憑
性
の
確
保
ま
た
は
招
来
の
労
働
条
件
の
優
位
性
の
保
持
等
の
た
め
技
能
者
養
成
修

了
証
明
書
を
一
層
権
威
あ
ら
し
め
る
手
段
と
し
て
の
公
的
証
明
制
度
を
採
用
し
た
の
も
で
あ

る
こ
と
。

こ
の
証
明
制
度
は
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
労
使
双
方
そ
れ

ぐ
の
立
場
に
お
い
て
証

明
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
本
制
度
の
趣
旨
か
ら
な
る
べ
く
使
用
者
を
し
て

こ
れ
を
な
さ
し
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

な
お
、
証
明
方
法
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
通
牒
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈧

第
三
十
二
条
の
二
関
係

技
能
者
養
成
上
特
別
必
要
な
も
の
を
除
き
な
る
べ
く
形
式
的
な
手
続
事
務
の
簡
素
化
を
図
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然
る
に
わ
が
国
現
在
の
経
済
情
勢
下
に
お
い
て
技
能
者
の
養
成
を
促
進
、
助
長
す
る
は
、
極

め
て
多
く
の
困
難
な
問
題
を
伴
い
、
動
と
も
す
れ
ば
技
能
者
養
成
制
度
の
本
来
の
目
的
を
遂
行

し
得
な
い
結
果
を
招
来
す
る
虞
な
し
と
し
な
い
の
で
、
本
規
程
の
運
用
に
当
っ
て
は
従
来
の
通

牒
は
勿
論
の
こ
と
、
左
記
事
項
に
つ
き
充
分
了
解
の
上
、
所
期
の
成
果
を
収
め
得
る
よ
う
格
段

の
力
を
致
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
関
係

㈠

第
十
三
条

旧
条
文
中
に
お
け
る
「
技
能
教
程
」
の
字
句
は
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
昭
和
二
十
三

年
六
月
）
に
示
す
教
習
事
項
中
の
「
実
技
」
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
も
の

を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
明
確
化
す
る
た
め
「
実
技
」
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

な
お
、
「
実
技
」
の
順
位
の
変
更
は
右
の
教
習
事
項
に
倣
い
、
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

第
十
四
条
関
連

旧
条
文
中
に
お
け
る
「
技
能
教
程
」
の
字
句
は
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
昭
和
二
十
三

年
六
月
）
に
示
す
職
種
毎
に
定
め
ら
れ
夫
々
の
教
習
事
項
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
条

の
字
句
の
修
正
と
相
ま
っ
て
、
こ
れ
を
明
確
化
す
る
た
め
「
教
習
」
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。
但
し
右
の
「
教
習
」
の
進
度
に
応
じ
た
技
能
の
検
定
は
当
分
の
間
関
連
学
科
及

び
「
実
技
」
に
つ
い
て
こ
れ
を
実
施
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
実
施
し
な
く
て
も
差

支
え
な
い
こ
と
。

㈢

第
十
八
条
関
係

本
条
の
改
正
は
事
業
場
臨
検
の
際
、
技
能
者
養
成
の
指
導
員
な
る
資
格
を
有
す
る
か
否
か
、

監
督
す
る
場
合
の
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
の
で
こ
れ
ら
の
点
か
ら
技
能
者
養
成
の
た
め
の
免

許
制
度
採
用
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

第
十
八
条
の
三
関
係

本
条
は
従
来
前
条
第
一
号
の
か
ゝ
る
検
定
制
度
の
実
績
に
鑑
み
、
第
十
条
第
二
号
乃
至
第

四
号
に
該
当
す
る
者
の
免
許
制
度
申
請
が
相
当
広
範
囲
に
亘
り
予
想
さ
れ
る
が
、
指
導
員
と

し
て
の
人
格
の
面
を
加
味
し
て
適
当
な
る
人
材
を
選
定
す
る
た
め
に
免
許
申
請
関
係
書
類
の

審
査
に
当
っ
て
は
十
分
に
本
条
各
号
の
規
定
に
留
意
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
。

第
一
号
に
つ
い
て
は
精
神
又
は
身
体
の
鑑
別
若
し
く
は
診
断
に
基
き
、
第
三
号
に
つ
い
て

は
第
一
号
の
場
合
に
該
当
せ
ざ
る
も
実
質
的
に
こ
れ
に
相
当
す
る
状
況
下
に
あ
る
者
、
例
え

ば
、
浪
費
者
、
賭
博
常
習
者
、
盗
癖
あ
る
者
、
其
の
他
人
物
素
行
が
指
導
員
と
し
て
不
適
格

で
あ
る
者
、
指
導
員
検
定
規
則
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
よ
り
指
導
員
検
定
の
受
検
資

格
を
有
し
な
か
っ
た
者
で
第
十
八
条
第
二
号
乃
至
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
等
に
つ

い
て
も
そ
の
具
体
的
状
況
を
把
握
し
、
こ
れ
ら
を
客
観
的
基
礎
の
下
に
判
断
し
て
決
定
す
る

こ
と
。
但
し
、
こ
れ
が
事
由
に
つ
き
判
定
困
難
な
場
合
は
本
省
に
協
議
す
る
こ
と
。

㈤

第
十
八
条

三
関
係

本
条
は
技
能
者
養
成
の
効
果
を
一
層
高
め
且
つ
指
導
監
督
を
有
効
に
す
る
た
め
免
許
証
を

与
え
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
保
存
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
せ
し
め
る
と
共
に
こ
れ
を

交
付
し
た
場
合
は
そ
の
交
付
（
再
交
付
）
番
号
、
交
付
（
再
交
付
又
は
取
消
）
年
月
日
、
氏

名
、
性
別
、
年
令
、
本
籍
地
、
現
住
所
、
勤
務
場
所
、
再
交
付
又
は
取
消
の
事
由
、
其
の
他

当
該
種
目
等
の
欄
を
設
け
た
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
交
付
台
帳
を
各
監
督
署
別
に
備
え
付

け
る
こ
と
。

右
の
免
許
証
は
本
年
度
分
を
本
省
に
お
い
て
一
括
印
刷
の
上
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
こ

と
。な

お
、
免
許
証
交
付
に
要
す
る
手
数
料
は
別
途
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈥

第
十
八
条
の
五
関
係

本
条
は
従
来
か
ゝ
る
免
許
証
が
一
般
的
に
濫
用
さ
れ
易
か
っ
た
実
情
に
鑑
み
、
こ
れ
が
弊

害
を
防
止
し
こ
の
免
許
制
度
の
目
的
を
達
成
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
常
に
濫
用
を
せ
ざ
る

よ
う
指
導
に
努
め
る
こ
と
。
特
に
こ
の
免
許
証
は
写
真
を
用
い
な
い
た
め
実
際
上
の
識
別
は

容
易
で
は
な
い
の
で
、
常
時
注
意
を
怠
ら
ず
、
悪
質
の
も
の
に
対
し
て
は
、
厳
重
に
監
督
取

締
を
行
う
こ
と
。

㈦

第
二
十
二
条
関
係

本
条
の
改
正
は
使
用
者
の
便
乗
的
養
成
を
戒
し
め
る
と
共
に
当
該
技
能
習
得
者
の
技
能
各

付
の
信
憑
性
の
確
保
ま
た
は
招
来
の
労
働
条
件
の
優
位
性
の
保
持
等
の
た
め
技
能
者
養
成
修

了
証
明
書
を
一
層
権
威
あ
ら
し
め
る
手
段
と
し
て
の
公
的
証
明
制
度
を
採
用
し
た
の
も
で
あ

る
こ
と
。

こ
の
証
明
制
度
は
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
労
使
双
方
そ
れ

ぐ
の
立
場
に
お
い
て
証

明
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
本
制
度
の
趣
旨
か
ら
な
る
べ
く
使
用
者
を
し
て

こ
れ
を
な
さ
し
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

な
お
、
証
明
方
法
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
通
牒
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈧

第
三
十
二
条
の
二
関
係

技
能
者
養
成
上
特
別
必
要
な
も
の
を
除
き
な
る
べ
く
形
式
的
な
手
続
事
務
の
簡
素
化
を
図
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ら
ん
と
す
る
趣
旨
の
追
加
規
定
で
あ
る
が
、
免
許
申
請
又
は
報
告
に
用
う
べ
き
様
式
は
こ
れ

を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
関
係

㈠

第
四
条
及
び
第
五
条
関
係

本
条
の
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
領
を
追
て
通
牒
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
検
定
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
予
め
実
施
職
種
等
に
つ
き
本
省
へ
協
議
す

る
と
共
に
、
隣
接
都
道
府
県
労
働
基
準
局
と
連
絡
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
自
都
道
府

県
に
お
い
て
実
施
せ
ざ
る
職
種
に
つ
い
て
は
該
職
種
に
つ
き
受
検
希
望
者
の
あ
る
場
合
も
予

想
さ
れ
る
の
で
右
実
施
職
種
の
周
知
を
図
り
な
る
べ
く
受
検
希
望
者
に
便
宜
を
与
え
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

㈡

第
六
条
関
係

本
条
の
申
請
は
、
現
在
養
成
実
施
工
場
、
事
業
場
に
在
籍
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
優
秀
な

る
指
導
者
を
選
定
確
保
す
る
上
か
ら
広
範
囲
に
亘
り
之
を
受
理
す
る
こ
と
。

受
検
料
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
検
定
合
格
者
に
対
し
て
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
。
但
し
、
本
年
度
分
は
本

省
に
お
い
て
一
括
印
刷
の
上
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
六
日

〔
五
─
三
─
八
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(
基
発
第
一
、
四
四

一
号)

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
にに
関関
すす
るる
件件

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
に
基
く
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
つ
い
て
は

左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
別
紙
検
定
実
施
要
領
に
よ
り
実
施
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
検
定
の
公
示

指
導
員
検
定
を
行
う
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
（
以
下
局
長
と
い
う
）
は
検
定
技
能
種
目
、

検
定
実
施
場
、
日
時
、
申
請
書
の
受
付
期
間
、
そ
の
他
検
定
に
必
要
な
事
項
を
、
受
検
志
願

者
の
準
備
を
考
慮
し
て
相
当
期
間
の
余
裕
を
お
き
掲
示
、
報
道
機
関
そ
の
他
適
当
な
方
法
に

よ
り
公
示
す
る
こ
と
。

他
の
労
働
基
準
局
に
お
い
て
検
定
を
行
う
技
能
種
目
に
つ
い
て
受
検
者
よ
り
問
合
せ
あ
り

た
る
場
合
に
は
、
親
切
に
受
検
す
べ
き
基
準
局
名
及
び
そ
の
所
在
地
等
に
つ
き
知
ら
し
め
る

こ
と
。

二
、
受
検
の
申
請

㈠

受
検
の
申
請
は
、
所
定
期
間
中
に
所
定
の
様
式
（
検
定
規
則
様
式
第
一
）
の
検
定
申
請

書
に
検
定
料
を
添
え
提
出
せ
し
め
る
こ
と
。

㈡

出
願
の
締
切
り
は
受
検
の
日
よ
り
な
る
べ
く
一
ヶ
月
前
と
す
る
こ
と
。

三
、
検
定
実
施
場

実
技
の
検
定
実
施
場
は
職
種
毎
に
一
ヶ
所
を
選
定
し
て
同
時
に
行
う
を
原
則
と
す
る
。

四
、
検
定
所
要
時
間

検
定
は
一
日
八
時
間
以
内
に
お
い
て
実
施
す
る
を
原
則
と
す
る
。

五
、
検
定
委
員

局
長
は
、
必
要
に
応
じ
検
定
を
補
助
せ
し
め
且
つ
左
の
事
項
に
つ
き
諮
問
す
る
た
め
、
便

宜
検
定
委
員
（
検
定
技
能
種
目
毎
に
学
識
経
験
者
五
名
以
内
と
す
る
）
を
依
願
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

㈠

検
定
技
能
種
目
の
選
定
に
関
す
る
事
項

㈡

検
定
実
施
の
日
時
及
び
場
所
の
決
定
に
関
す
る
事
項

㈢

検
定
試
験
問
題
の
作
成
に
関
す
る
事
項

㈣

検
定
に
必
要
な
る
資
材
、
道
具
等
の
選
定
に
関
す
る
事
項

㈤

学
科
目
及
び
実
技
の
採
点
に
関
す
る
事
項

㈥

免
除
科
目
の
審
査
に
関
す
る
事
項

㈦

そ
の
他
検
定
に
必
要
な
る
事
項

六
、
合
格
者
の
発
表

合
格
者
の
発
表
は
検
定
終
了
後
な
る
べ
く
二
週
間
以
内
に
掲
示
す
る
と
共
に
合
格
者
に
対

す
る
通
知
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

七
、
合
格
者
名
簿

当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
お
い
て
様
式
第
一
号
に
よ
る
合
格
者
名
簿
を
作
成
し
、

保
管
す
る
こ
と
。

八
、
そ
の
他

㈠

検
定
科
目
の
一
部
免
除
の
資
格
を
付
与
す
る
講
習
会
は
認
め
な
い
こ
と
。

㈡

検
定
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
発
表
後
一
ヶ
月
以
内
に
問
題
及
び
そ
の
結
果
を
様
式
第

二
に
よ
り
労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課
に
報
告
す
る
こ
と
。

㈢

本
年
度
の
検
定
に
お
け
る
学
科
試
験
問
題
は
本
省
で
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
紙
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技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
実実
施施
要要
領領

一
、
検
定
の
程
度

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
以
下
検
定
規
則
と
い
う
）
に
よ
る
指
導
員
の
検
定

は
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
習
得
者
を
、
事
業
場
に
お
い
て
養
成
す
る
資
格
が
あ
る

か
否
か
を
検
定
す
る
も
の
で
、
そ
の
試
験
及
び
試
問
の
程
度
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
技
能

者
の
養
成
に
相
当
期
間
を
従
事
し
、
且
つ
、
事
業
場
の
実
務
に
通
暁
し
、
現
に
技
能
者
の
養

成
に
あ
た
る
者
、
例
え
ば
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
四
使
用
者
資
格
表
に
掲
げ
る
者
の
通
常

保
有
す
る
知
識
技
能
に
相
当
す
る
程
度
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
検
定
の
範
囲

検
定
は
筆
記
試
験
、
実
技
試
験
及
び
口
頭
試
問
と
す
る
。

関
連
学
科
、
技
能
習
得
者
の
指
導
方
法
及
び
技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令
は
、
筆
記
試
験

及
び
口
頭
試
問
に
よ
り
指
導
員
と
し
て
の
一
般
的
な
常
識
を
有
す
る
か
否
か
を
試
験
す
る
。

㈠

関
連
学
科

検
定
規
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
た
科
目
に
つ
い
て
行
う
。
但
し
規
程
第
十
三
条
に
基
く
教

習
事
項
の
基
準
の
範
囲
内
で
、
検
定
規
則
別
表
に
掲
げ
る
検
定
科
目
に
関
連
し
た
必
要
あ

る
事
項
に
つ
い
て
試
験
若
し
く
は
試
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡

技
能
習
得
者
の
指
導
方
法

⑴

指
導
方
法
の
基
本
的
心
得
に
関
す
る
事
項

⑵

適
正
作
業
及
び
能
率
に
関
す
る
事
項

⑶

技
能
進
度
の
測
定
に
関
す
る
事
項

⑷

教
習
事
項
の
作
成
に
関
す
る
事
項

㈢

技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令

労
働
基
準
法
第
七
章
及
び
技
能
者
養
成
規
程

㈣

実
技

実
技
の
試
験
は
概
ね
左
の
事
項
に
つ
き
規
程
第
十
三
条
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
事

項
の
範
囲
に
お
け
る
作
業
と
す
る
。

⑴

教
習
事
項
（
規
程
第
十
三
条
）
に
示
さ
れ
た
基
本
工
作
或
は
基
本
作
業

⑵

応
用
作
業

前
項
の
⑴
及
び
⑵
は
併
せ
て
問
題
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
技
試
験
に
お
け
る
課
題
、
製
作
品
若
し
く
は
加
工
品
の
規
格
及
び
作
業
の
範
囲
は
概

ね
別
表
の
通
り
と
す
る
。
但
し
、
一
応
の
基
準
で
あ
る
か
ら
、
設
備
、
材
料
、
地
域
の
事

情
を
勘
案
し
て
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
の
課
題
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
材
料
は
当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
も
一
定
の
も
の
を
支
給
す
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
も
局
長
が
所
定
の
も
の
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
受
検
者
の
持
参
し

た
も
の
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
採
点
方
法
及
び
合
格
基
準

㈠

採
点
の
基
準
は
左
の
通
り

科

目

満

点

備

考

学

科

一
〇
〇
点

学
科
と
は
関
連
学
科
（
四
〇
点
）
指
導
方
法
（
三
〇
点
）

法
令
（
三
〇
点
）
を
い
う

実

技

一
五
〇
点

工
作
法
、
製
品
の
出
来
上
り
の
他
に
作
業
の
段
取
、
作

業
速
度
、
作
業
態
度
等
の
採
点
を
加
味
す
る
。

㈡

合
格
基
準
は
総
点
数
百
五
十
点
以
上
（
学
科
及
実
技
に
つ
い
て
、
免
除
科
目
が
あ
る
場

合
は
そ
の
科
目
を
除
い
た
総
点
数
の
六
〇
％
以
上
）
と
す
る
。
但
し
、
総
点
数
百
五
十
点

以
上
の
者
で
も
実
技
に
つ
い
て
九
十
点
以
下
の
者
は
不
合
格
と
す
る
。

四
、
検
定
科
目
免
除
の
基
準

㈠

学
科
目
免
除
基
準

⑴

関
連
学
科

旧
制
大
、
旧
制
専
門
学
校
及
び
新
制
大
学
に
お
け
て
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修

め
卒
業
し
た
者

⑵

実
技

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
同
業
組
合
、
技
能
者
の
団
体
、
そ
の
他
公
的
団
体

の
行
う
技
能
協
議
会
に
お
い
て
技
能
優
秀
と
認
め
ら
れ
た
者
に
は
局
長
の
指
定
す
る
実

技
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
、
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
し
現
に
養
成

の
実
務
に
あ
た
る
者

ロ
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
或
は
、
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
養

成
施
設
の
教
育
又
は
課
程
を
修
了
し
た
後
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

ハ
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
旧
制
大
学
、
旧
制
専
門
学
校
及
び
新
制
大
学
（
例
え
ば
美

術
学
校
、
工
芸
専
門
学
校
）
を
卒
業
し
引
き
つ
づ
き
一
年
以
上
実
地
作
業
に
従
事
し

て
い
る
者
に
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
当
該
技
能
に
つ
い
て
養
成
を
終
了
し
、
三

年
以
上
実
地
経
験
を
有
す
る
者

㈡

指
導
方
法
関
係
□
□
に
つ
い
て
は
免
除
せ
ざ
る
も
の
と
す
る
。
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技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
実実
施施
要要
領領

一
、
検
定
の
程
度

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
以
下
検
定
規
則
と
い
う
）
に
よ
る
指
導
員
の
検
定

は
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
習
得
者
を
、
事
業
場
に
お
い
て
養
成
す
る
資
格
が
あ
る

か
否
か
を
検
定
す
る
も
の
で
、
そ
の
試
験
及
び
試
問
の
程
度
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
技
能

者
の
養
成
に
相
当
期
間
を
従
事
し
、
且
つ
、
事
業
場
の
実
務
に
通
暁
し
、
現
に
技
能
者
の
養

成
に
あ
た
る
者
、
例
え
ば
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
四
使
用
者
資
格
表
に
掲
げ
る
者
の
通
常

保
有
す
る
知
識
技
能
に
相
当
す
る
程
度
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
検
定
の
範
囲

検
定
は
筆
記
試
験
、
実
技
試
験
及
び
口
頭
試
問
と
す
る
。

関
連
学
科
、
技
能
習
得
者
の
指
導
方
法
及
び
技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令
は
、
筆
記
試
験

及
び
口
頭
試
問
に
よ
り
指
導
員
と
し
て
の
一
般
的
な
常
識
を
有
す
る
か
否
か
を
試
験
す
る
。

㈠

関
連
学
科

検
定
規
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
た
科
目
に
つ
い
て
行
う
。
但
し
規
程
第
十
三
条
に
基
く
教

習
事
項
の
基
準
の
範
囲
内
で
、
検
定
規
則
別
表
に
掲
げ
る
検
定
科
目
に
関
連
し
た
必
要
あ

る
事
項
に
つ
い
て
試
験
若
し
く
は
試
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡

技
能
習
得
者
の
指
導
方
法

⑴

指
導
方
法
の
基
本
的
心
得
に
関
す
る
事
項

⑵

適
正
作
業
及
び
能
率
に
関
す
る
事
項

⑶

技
能
進
度
の
測
定
に
関
す
る
事
項

⑷

教
習
事
項
の
作
成
に
関
す
る
事
項

㈢

技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令

労
働
基
準
法
第
七
章
及
び
技
能
者
養
成
規
程

㈣

実
技

実
技
の
試
験
は
概
ね
左
の
事
項
に
つ
き
規
程
第
十
三
条
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
事

項
の
範
囲
に
お
け
る
作
業
と
す
る
。

⑴

教
習
事
項
（
規
程
第
十
三
条
）
に
示
さ
れ
た
基
本
工
作
或
は
基
本
作
業

⑵

応
用
作
業

前
項
の
⑴
及
び
⑵
は
併
せ
て
問
題
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
技
試
験
に
お
け
る
課
題
、
製
作
品
若
し
く
は
加
工
品
の
規
格
及
び
作
業
の
範
囲
は
概

ね
別
表
の
通
り
と
す
る
。
但
し
、
一
応
の
基
準
で
あ
る
か
ら
、
設
備
、
材
料
、
地
域
の
事

情
を
勘
案
し
て
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
の
課
題
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
材
料
は
当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
お
い
て
も
一
定
の
も
の
を
支
給
す
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
も
局
長
が
所
定
の
も
の
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
受
検
者
の
持
参
し

た
も
の
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
採
点
方
法
及
び
合
格
基
準

㈠

採
点
の
基
準
は
左
の
通
り

科

目

満

点

備

考

学

科

一
〇
〇
点

学
科
と
は
関
連
学
科
（
四
〇
点
）
指
導
方
法
（
三
〇
点
）

法
令
（
三
〇
点
）
を
い
う

実

技

一
五
〇
点

工
作
法
、
製
品
の
出
来
上
り
の
他
に
作
業
の
段
取
、
作

業
速
度
、
作
業
態
度
等
の
採
点
を
加
味
す
る
。

㈡

合
格
基
準
は
総
点
数
百
五
十
点
以
上
（
学
科
及
実
技
に
つ
い
て
、
免
除
科
目
が
あ
る
場

合
は
そ
の
科
目
を
除
い
た
総
点
数
の
六
〇
％
以
上
）
と
す
る
。
但
し
、
総
点
数
百
五
十
点

以
上
の
者
で
も
実
技
に
つ
い
て
九
十
点
以
下
の
者
は
不
合
格
と
す
る
。

四
、
検
定
科
目
免
除
の
基
準

㈠

学
科
目
免
除
基
準

⑴

関
連
学
科

旧
制
大
、
旧
制
専
門
学
校
及
び
新
制
大
学
に
お
け
て
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修

め
卒
業
し
た
者

⑵

実
技

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
同
業
組
合
、
技
能
者
の
団
体
、
そ
の
他
公
的
団
体

の
行
う
技
能
協
議
会
に
お
い
て
技
能
優
秀
と
認
め
ら
れ
た
者
に
は
局
長
の
指
定
す
る
実

技
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
、
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
し
現
に
養
成

の
実
務
に
あ
た
る
者

ロ
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
或
は
、
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
養

成
施
設
の
教
育
又
は
課
程
を
修
了
し
た
後
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

ハ
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
旧
制
大
学
、
旧
制
専
門
学
校
及
び
新
制
大
学
（
例
え
ば
美

術
学
校
、
工
芸
専
門
学
校
）
を
卒
業
し
引
き
つ
づ
き
一
年
以
上
実
地
作
業
に
従
事
し

て
い
る
者
に
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
当
該
技
能
に
つ
い
て
養
成
を
終
了
し
、
三

年
以
上
実
地
経
験
を
有
す
る
者

㈡

指
導
方
法
関
係
□
□
に
つ
い
て
は
免
除
せ
ざ
る
も
の
と
す
る
。
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別
表

実
技
課
題
の
基
準
（
編
注
：
略
）

様
式
第
一

合
格
者
名
簿
（
編
注
：
略
）

検
定
実
施
計
画
報
告
（
編
注
：
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
七
日

〔
五
─
三
─
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
、
〇
一

七
号
）

告告
示示
ささ
れれ
てて
いい
なな
いい
指指
定定
技技
能能
のの
養養
成成
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

十
二
月
十
日
付
滋
基
監
一
七
六
六
号
で
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に
回
答

し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

別
紙
乙
号

基
収
第
四
、
〇
一
七
号

年

月

日

局
長

滋
賀
労
働
基
準
局
長
宛

告告
示示
ささ
れれ
てて
いい
なな
いい
指指
定定
技技
能能
のの
養養
成成
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

十
二
月
十
日
付
滋
基
監
一
七
六
六
号
を
以
て
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
は
、
昭
和
二
十
三
年

六
月
二
十
九
日
付
け
発
基
第
一
一
八
号
通
牒
記
の
五
教
程
告
示
関
係
㈡
及
び
本
年
六
月
二
十
三

日
付
け
基
収
第
一
六
九
五
号
の
通
り
取
扱
っ
て
差
支
え
な
い
が
、
織
機
調
整
工
の
教
習
事
項
は
、

関
連
学
科
に
つ
い
て
は
織
物
工
の
関
連
学
科
中
図
案
を
除
く
他
の
関
連
学
科
目
及
び
教
習
時
間

と
、
実
技
に
つ
い
て
は
織
物
工
の
実
技
種
目
及
教
習
時
間
と
同
じ
よ
う
に
き
め
ら
れ
る
予
定
で

あ
る
か
ら
右
お
含
み
の
上
指
導
さ
れ
た
い
。

別
紙
甲
号

滋
基
監
一
七
六
六
号

昭
和
二
四
年
一
二
月
十
日

滋
賀
労
働
省
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
殿

告告
示示
ささ
れれ
てて
いい
なな
いい
指指
定定
技技
能能
のの
養養
成成
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
当
管
内
織
物
関
係
工
場
に
お
い
て
は
織
物
調
整
工
（
二
ノ
三
）
を
共
同

組
織
で
養
成
す
べ
く
計
画
を
進
め
て
い
る
が
、
教
習
事
項
未
定
の
た
め
行
詰
り
の
形
に
あ
り
織

物
工
の
教
習
内
容
に
は
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
相
当
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
れ
を
基

準
と
し
て
織
物
機
調
整
工
に
は
如
何
な
る
も
の
を
追
加
す
べ
き
で
あ
り
如
何
な
る
も
の
が
不
必

要
で
あ
る
か
、
又
時
間
の
配
分
に
つ
い
て
も
至
急
御
指
示
煩
わ
し
た
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
一
月
二
六
日

〔
五
─
三
─
一
〇
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
発
第
二

二
六
号
ノ
二
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
のの
検検
定定
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
一
月
十
九
日
附
広
基
発
第
六
四
号
で
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ

う
に
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

（
別
紙
乙
）

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
に
つ
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
六
日
基
収
第
二
二
六
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

広
島
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
一
月
十
九
日
附
広
基
発
第
六
四
号
で
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
次
の
通
り
回
答
す

る
。

記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
一
号
に
規
程
す
る
指
導
員
と
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
直
接
実

技
及
び
関
連
学
科
の
教
習
に
あ
た
る
者
を
謂
う
。
従
っ
て
、
関
連
学
科
、
社
会
科
若
し
く
は
体
育

の
み
の
指
導
に
あ
た
る
者
は
指
導
員
で
は
な
い
か
ら
検
定
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。

二
、
検
定
実
施
要
領
二
、
検
定
範
囲
（
四
）
の
⑵
中
「
加
工
品
の
規
格
及
び
時
間
」
に
つ
い
て
は
追

っ
て
学
科
試
驗
問
題
と
共
に
送
付
す
る
「
実
技
課
題
」
の
中
に
示
す
予
定
で
あ
る
。

三
、
貴
見
の
通
り

四
、
昭
和
二
十
四
年
度
中
に
検
定
を
実
施
す
べ
き
労
働
基
準
局
、
技
能
種
目
及
び
検
定
期
日
は
昭
和

二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
基
発
第
五
九
号
通
牒
の
通
り
で
あ
る
。

検
定
科
は
昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
付
労
働
省
令
第
四
号
に
よ
り
三
〇
〇
円
と
決
定
し
た
。

他
局
に
お
い
て
実
施
さ
る
べ
き
検
定
技
能
種
目
は
技
能
情
報
創
刊
号
「
指
導
員
検
定
実
施
予
定
速

報
」
及
び
右
の
基
発
第
五
九
号
通
牒
を
參
照
さ
れ
た
い
。

五
、
試
驗
間
題
は
三
月
五
日
頃
迄
に
送
付
す
る
予
定
で
あ
る
。
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六
、
検
定
実
施
に
要
す
る
経
費
は
二
十
四
年
度
中
実
施
の
府
県
に
は
近
く
追
加
配
賦
の
予
定
で
あ
る
。

（
別
紙
甲
）

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
に
つ
い
て
御
伺
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
九
日
広
基
発
六
四
号
）

広
島
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
至
急
御
回
答
煩
わ
し
た
く
御
願
い
申
上

げ
ま
す
。

記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
員
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
者
を
指
す

か
。
例
え
ば
現
に
技
能
者
養
成
を
大
規
模
に
実
施
し
て
い
る
事
業
場
で
は
、
指
導
員
は
関
連
学
科
、

実
技
等
に
つ
い
て
は
夫
々
専
門
的
に
限
ら
れ
た
一
部
の
関
連
学
科
、
実
技
等
の
指
導
を
な
し
て
い

る
の
が
実
状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
も
一
率
に
所
謂
指
導
員
と
し
て
指
導
員
資
格
の
検
定
は
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
科
体
育
の
指
導
に
当
っ
て
い
る
者
若
し
く
は
当
ら
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
も
検
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

二
、
検
定
実
施
要
綱
二
、
検
定
範
囲
（
四
）
の
⑵
中
「
加
工
品
の
規
格
及
び
時
間
」
に
つ
い
て
は
別

表
に
示
す
通
り
と
あ
る
に
か
ゝ
わ
ら
ず
別
表
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
今
後
示
さ
れ
る
か
。

三
、
検
定
委
員
は
二
以
上
の
種
目
に
つ
い
て
兼
ね
て
依
嘱
し
て
差
支
え
な
い
か
。

四
、
検
定
の
公
示
、
受
驗
の
申
請
、
検
定
実
施
場
の
選
定
、
検
定
委
員
の
依
嘱
等
の
必
要
も
あ
り
、

当
局
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
検
定
技
能
種
目
、
検
定
期
日
及
び
検
定
料
を
明
示
さ
れ
た
い
。

又
、
他
局
に
お
い
て
実
施
さ
る
べ
き
検
定
種
目
を
も
明
示
さ
れ
た
い
。

五
、
本
局
に
お
い
て
検
定
期
日
を
決
定
し
て
も
学
科
試
驗
問
題
が
な
け
れ
ば
検
定
は
実
施
さ
れ
な
い

の
で
検
定
期
日
を
も
決
定
で
き
な
い
が
、
本
局
に
お
い
て
期
日
を
決
定
し
本
省
に
報
告
す
れ
ば
検

定
当
日
ま
で
に
学
科
試
驗
問
題
を
送
付
し
て
頂
け
る
か
。

六
、
検
定
実
施
に
要
す
る
会
場
借
上
費
、
材
料
贄
委
員
手
当
、
委
員
旅
費
等
の
予
算
は
第
四
四
半
期

の
支
出
負
担
行
為
計
画
、
並
に
支
払
計
画
中
に
は
計
上
し
て
無
い
よ
う
で
あ
る
が
追
加
配
賦
し
て

頂
け
る
か
。

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
二
月
一
一
日

〔
五
─
三
─
一
一
〕
技
能
者
養
成
監
督
官
伺

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
作作
成成
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

首
題
の
件
に
つ
き
通
商
産
業
省
工
業
技
術
庁
長
官
に
対
し
別
紙
案
の
如
く
依
頼
し
て
よ
ろ
し
い

か
お
伺
い
す
る
。

案

年

月

日

通
商
産
業
省

工
業
技
術
庁
長
官
宛

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
作作
成成
にに
つつ
いい
てて
（（
依依
頼頼
））

昨
年
十
一
月
十
六
日
労
働
省
令
第
三
十
一
号
を
も
っ
て
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
の

公
布
を
み
た
の
で
あ
る
が
こ
れ
が
第
一
回
の
検
定
を
来
る
三
月
中
旬
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
貴
庁
機
械
試
験
所
長
に
新
し
い
こ
の
検
定
問
題
の
作
成
を
左
記
に
よ
り
依
頼
致
し
た
く

御
繁
忙
の
処
、
甚
だ
恐
縮
で
あ
る
が
格
別
の
御
配
慮
を
賜
り
た
い
。

追
っ
て

施
行
期
日
も
切
迫
し
取
り
急
い
だ
の
で
貴
庁
機
械
試
験
所
長
と
は
下
打
合
済
で
あ
る

の
で
念
の
た
め
申
添
え
る
。記記

問
題
作
成
依
頼
技
能
職
種
名

機
械
工
、
仕
上
工
、
精
密
器
械
工
、
理
科
学
機
械
工
、

程

度

別
添
付
の
別
紙(

一)

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
実
施
要
領
「
一
、
検
定
の
程
度
」

の
通
り
。

範

囲

関
連
学
科

別
添
付
の
別
紙(

二)

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
規
則

別
表

実

技

右
「
実
施
要
領
の
別
表
「
実
技
課
題
の
基
準
」
に
掲
げ
ら
れ
た
右
職

種
該
当
の
科
目

作
成
期
限

昭
和
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日

以
上

（
編
注
：
本
案
は
二
月
一
六
日
に
基
発
第
一
二
五
号
で
発
信
さ
れ
た
模
様
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
二
月
二
八
日

〔
五
─
三
─
一
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
一
五
〇
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
免免
許許
証証
のの
交交
付付
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
客
年
十
二
月
二
十
四
日
付
基
発
第
一
四
四
〇
号
通
牒
に
よ
り
種
々
配
慮
中

の
こ
と
ゝ
思
慮
せ
ら
れ
る
も
技
能
者
養
成
使
用
者
資
格
の
免
許
制
度
採
用
の
趣
旨
に
鑑
み
特
に
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六
、
検
定
実
施
に
要
す
る
経
費
は
二
十
四
年
度
中
実
施
の
府
県
に
は
近
く
追
加
配
賦
の
予
定
で
あ
る
。

（
別
紙
甲
）

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
検
定
に
つ
い
て
御
伺
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
九
日
広
基
発
六
四
号
）

広
島
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
至
急
御
回
答
煩
わ
し
た
く
御
願
い
申
上

げ
ま
す
。

記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
指
導
員
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
者
を
指
す

か
。
例
え
ば
現
に
技
能
者
養
成
を
大
規
模
に
実
施
し
て
い
る
事
業
場
で
は
、
指
導
員
は
関
連
学
科
、

実
技
等
に
つ
い
て
は
夫
々
専
門
的
に
限
ら
れ
た
一
部
の
関
連
学
科
、
実
技
等
の
指
導
を
な
し
て
い

る
の
が
実
状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
も
一
率
に
所
謂
指
導
員
と
し
て
指
導
員
資
格
の
検
定
は
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
が
、
社
会
科
体
育
の
指
導
に
当
っ
て
い
る
者
若
し
く
は
当
ら
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
も
検
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

二
、
検
定
実
施
要
綱
二
、
検
定
範
囲
（
四
）
の
⑵
中
「
加
工
品
の
規
格
及
び
時
間
」
に
つ
い
て
は
別

表
に
示
す
通
り
と
あ
る
に
か
ゝ
わ
ら
ず
別
表
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
今
後
示
さ
れ
る
か
。

三
、
検
定
委
員
は
二
以
上
の
種
目
に
つ
い
て
兼
ね
て
依
嘱
し
て
差
支
え
な
い
か
。

四
、
検
定
の
公
示
、
受
驗
の
申
請
、
検
定
実
施
場
の
選
定
、
検
定
委
員
の
依
嘱
等
の
必
要
も
あ
り
、

当
局
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
検
定
技
能
種
目
、
検
定
期
日
及
び
検
定
料
を
明
示
さ
れ
た
い
。

又
、
他
局
に
お
い
て
実
施
さ
る
べ
き
検
定
種
目
を
も
明
示
さ
れ
た
い
。

五
、
本
局
に
お
い
て
検
定
期
日
を
決
定
し
て
も
学
科
試
驗
問
題
が
な
け
れ
ば
検
定
は
実
施
さ
れ
な
い

の
で
検
定
期
日
を
も
決
定
で
き
な
い
が
、
本
局
に
お
い
て
期
日
を
決
定
し
本
省
に
報
告
す
れ
ば
検

定
当
日
ま
で
に
学
科
試
驗
問
題
を
送
付
し
て
頂
け
る
か
。

六
、
検
定
実
施
に
要
す
る
会
場
借
上
費
、
材
料
贄
委
員
手
当
、
委
員
旅
費
等
の
予
算
は
第
四
四
半
期

の
支
出
負
担
行
為
計
画
、
並
に
支
払
計
画
中
に
は
計
上
し
て
無
い
よ
う
で
あ
る
が
追
加
配
賦
し
て

頂
け
る
か
。

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
二
月
一
一
日

〔
五
─
三
─
一
一
〕
技
能
者
養
成
監
督
官
伺

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
作作
成成
依依
頼頼
にに
つつ
いい
てて

首
題
の
件
に
つ
き
通
商
産
業
省
工
業
技
術
庁
長
官
に
対
し
別
紙
案
の
如
く
依
頼
し
て
よ
ろ
し
い

か
お
伺
い
す
る
。

案

年

月

日

通
商
産
業
省

工
業
技
術
庁
長
官
宛

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
作作
成成
にに
つつ
いい
てて
（（
依依
頼頼
））

昨
年
十
一
月
十
六
日
労
働
省
令
第
三
十
一
号
を
も
っ
て
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
の

公
布
を
み
た
の
で
あ
る
が
こ
れ
が
第
一
回
の
検
定
を
来
る
三
月
中
旬
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
貴
庁
機
械
試
験
所
長
に
新
し
い
こ
の
検
定
問
題
の
作
成
を
左
記
に
よ
り
依
頼
致
し
た
く

御
繁
忙
の
処
、
甚
だ
恐
縮
で
あ
る
が
格
別
の
御
配
慮
を
賜
り
た
い
。

追
っ
て

施
行
期
日
も
切
迫
し
取
り
急
い
だ
の
で
貴
庁
機
械
試
験
所
長
と
は
下
打
合
済
で
あ
る

の
で
念
の
た
め
申
添
え
る
。記記

問
題
作
成
依
頼
技
能
職
種
名

機
械
工
、
仕
上
工
、
精
密
器
械
工
、
理
科
学
機
械
工
、

程

度

別
添
付
の
別
紙(

一)

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
実
施
要
領
「
一
、
検
定
の
程
度
」

の
通
り
。

範

囲

関
連
学
科

別
添
付
の
別
紙(

二)

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
規
則

別
表

実

技

右
「
実
施
要
領
の
別
表
「
実
技
課
題
の
基
準
」
に
掲
げ
ら
れ
た
右
職

種
該
当
の
科
目

作
成
期
限

昭
和
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日

以
上

（
編
注
：
本
案
は
二
月
一
六
日
に
基
発
第
一
二
五
号
で
発
信
さ
れ
た
模
様
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
二
月
二
八
日

〔
五
─
三
─
一
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
一
五
〇
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
免免
許許
証証
のの
交交
付付
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
客
年
十
二
月
二
十
四
日
付
基
発
第
一
四
四
〇
号
通
牒
に
よ
り
種
々
配
慮
中

の
こ
と
ゝ
思
慮
せ
ら
れ
る
も
技
能
者
養
成
使
用
者
資
格
の
免
許
制
度
採
用
の
趣
旨
に
鑑
み
特
に
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左
記
事
項
留
意
の
上
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
従
来
の
資
格
を
有
す
る
使
用
者
に
対
す
る
免
許
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
相
当
広
範
囲
に
わ

た
る
申
請
が
予
想
さ
れ
る
の
で
こ
れ
が
資
格
審
査
に
あ
た
っ
て
は
書
類
審
査
の
み
に
限
定
せ

ず
必
要
に
応
じ
て
面
接
を
行
う
等
慎
重
を
記
す
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
合
格
者
に
し
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
更
め
て
技
能
者
養
成
資
格
免
許
申
請
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。『

デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
二
月
二
八
日

〔
五
─
三
─
一
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
一
五
号)

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
二二
十十
二二
条条
第第
三三
項項
のの
規規
定定
にに
基基
くく
証証
明明
のの
取取
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
対
す

る
証
明
は
左
記
の
要
領
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

記記

一
、
使
用
者
が
交
付
す
る
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
対
す
る
証
明
は
昭
和
二
十
四
年
十
二
月

二
十
四
日
付
基
発
第
一
四
四
〇
号
通
牒
の
通
り
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が

取
扱
は
慎
重
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
使
用
者
又
は
技
能
習
得
者
よ
り
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
対
す
る
証
明
の
申
請
は
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
を
経
由
せ
し
め
、
又
審
査
に
あ
た
っ
て
は
技
能
習
得
者
の
教
習
状
況
、

指
導
員
の
資
格
、
規
程
第
十
四
条
の
技
能
検
定
の
結
果
に
基
く
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

の
意
見
そ
の
他
技
能
者
養
成
の
参
考
資
料
を
厳
密
に
調
査
し
、
技
能
者
養
成
規
程
に
定
め
る

教
習
の
過
程
を
修
了
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
証
明
を
行
う
こ
と
。

マ
マ

三
、
使
用
者
が
交
付
す
る
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
の
形
式
は
一
定
さ
れ
て
い
な
い
が
証
明
の

必
要
も
あ
る
の
で
な
る
べ
く
そ
の
形
式
は
次
に
よ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

日
本
標
準
規
格
Ｂ
４
判

番

号
（

）
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書

本
籍

都
道
府
県

氏

名

生
年
月
日

右
者
当
社
（
所
）
に
お
け
る
（

）
と
し
て
の
技
能
者

養
成
に
関
す
る
教
習
過
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

年

月

日

事
業
主

氏

名

印

番

号
審
査
の
結
果
技
能
者
養
成
規
程
に
定
め
る
（

）

と
し
て
の
教
習
の
過
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

年

月

日

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

氏

名

印

記
載
心
得

標
題
の
（

）
内
は
技
能
種
目
の
該
当
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
四
日

〔
五
─
三
─
一
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
八
九
四

号
）

労労
働働
基基
準準
法法
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
別
紙
甲
の
如
き
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙
乙
の
通
り
回
答
し
た
か
ら
了
知
あ

り
た
い
。

別
紙
乙

労
働
基
準
法
の
疑
義
に
つ
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
四
月
四
日
基
收
第
八
九
四
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

日
本
国
有
鉄
道
運
輸
総
局
職
員
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
三
月
七
日
附
職
労
第
一
三
九
号
を
以
て
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記

の
通
り
回
答
す
る
。

記記

保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
法
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
の
指
定
を
う
け
た
看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
は

原
則
と
し
て
労
働
者
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
が
そ
の
実
態
に
お
い
て
労
働
基
準
法
第
九
条
に
い
う

労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
場
合
も
少
く
な
い
の
で
生
徒
の
身
分
を
一
般
職
員
と
明
確
に
区
別
し
昭
和
二
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十
四
年
六
月
二
十
四
日
付
基
発
第
六
四
八
号
「
看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適

用
に
つ
い
て
」
通
牒
に
よ
る
労
働
基
準
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
の
各
号
に
該
当
せ
ざ
る
場
合
は
貴
見

の
通
り
取
扱
っ
て
差
支
え
な
い
。

別
紙
甲

労
働
基
準
法
の
疑
義
に
つ
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
四
月
四
日
基
収
第
八
九
四
号
）

（
昭
和
二
十
五
年
三
月
七
日
職
労
第
一
三
九
号
）

日
本
国
有
鉄
道
運
輸
総
局
職
員
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

国
有
鉄
道
に
お
け
る
鉄
道
病
院
附
属
看
護
婦
養
成
所
は
、
本
年
四
月
以
降
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護

婦
法
（
昭
和
二
三
、
七
、
三
〇
法
律
第
二
○
三
号
）
に
基
き
、
厚
生
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
看
謹
婦

養
成
所
と
し
て
、
看
護
婦
の
養
成
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
養
成
所
の
生
徒
に
つ
い
て

は
左
の
理
由
に
よ
っ
て
労
働
基
法
上
の
労
働
者
に
該
当
し
な
い
者
と
解
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
取
扱
方

に
つ
い
て
何
分
の
御
指
示
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
こ
の
養
成
所
は
、
前
記
法
律
に
基
い
て
設
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
学
校
教
育
法

（
昭
二
二
、
三
、
三
一
法
律
第
二
六
号
）
第
一
条
又
は
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
及
び
こ

れ
ら
の
学
校
に
附
設
す
る
同
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
従
っ
て
国
有
鉄
道
に
お
い
て
は
、
こ
の
養
成
所
に
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
法
上
の

労
働
契
約
は
一
切
行
わ
ず
且
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
給
与
を
与
え
な
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
三
─
一
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
〇

五
七
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
のの
免免
許許
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
付
富
基
監
第
三
八
八
号
で
別
紙
甲
の
照
会
が
あ

っ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

（
別
紙
乙
）

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
一
十
一
日
（
基
収
第
一
○
五
七
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

富
山
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
付
富
基
監
第
三
八
八
号
で
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
次
の

通
り
回
答
す
る
。

記

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
は
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
を
具
備
し

且
つ
同
規
程
第
十
八
条
の
二
に
定
め
る
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
年
令
の
如
何
に

拘
ら
ず
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
設
問
一
の
場
合
は
、
満
十
五
才
未
満
の
者
で
も
規
程
第
十

八
条
の
二
の
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
与
え
て
差
支

な
い
。

設
問
二
の
場
合
は
、
満
十
八
才
未
満
の
者
で
も
規
程
第
十
八
条
第
一
号
の
検
定
に
合
格
し
而
も
規

程
第
十
八
条
の
二
の
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
、
免
許
の
申
請
が
あ
れ
ば
技
能
者

養
成
資
格
の
免
許
は
與
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
般
的
に
は
満
十
八
才
未
満
の
者
は
技
能

習
得
者
の
指
導
に
あ
た
る
に
必
ず
し
も
十
分
な
人
物
、
学
識
及
び
技
能
を
具
備
し
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
、
技
能
者
養
成
の
資
格
あ
り
と
は
認
め
難
い
場
合
が
多
い
。

従
っ
て
か
か
る
場
合
は
規
程
第
十
八
条
の
二
第
三
号
に
よ
っ
て
取
扱
う
べ
き
か
否
か
個
々
の
場
合

に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
別
紙
甲
）

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
に
つ
い
て

（
照
会
）

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
（
富
基
監
第
三
八
八
号
）

富
山
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
は
與
え
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
次
の
者
に
対
し
て
は
免
許
を
與
え
て
も
よ
い
か
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
の

で
至
急
何
分
の
御
指
示
を
願
い
た
い
。

記

一
、
規
程
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
を
具
備
す
る
満
二
十
五
才
未
満
の
者

二
、
規
程
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
検
定
に
合
格
し
た
満
十
八
才
未
満
の
者

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
三
─
一
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
一
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十
四
年
六
月
二
十
四
日
付
基
発
第
六
四
八
号
「
看
護
婦
養
成
所
の
生
徒
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適

用
に
つ
い
て
」
通
牒
に
よ
る
労
働
基
準
法
を
適
用
す
べ
き
も
の
の
各
号
に
該
当
せ
ざ
る
場
合
は
貴
見

の
通
り
取
扱
っ
て
差
支
え
な
い
。

別
紙
甲

労
働
基
準
法
の
疑
義
に
つ
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
昭
和
二
十
五
年
四
月
四
日
基
収
第
八
九
四
号
）

（
昭
和
二
十
五
年
三
月
七
日
職
労
第
一
三
九
号
）

日
本
国
有
鉄
道
運
輸
総
局
職
員
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

国
有
鉄
道
に
お
け
る
鉄
道
病
院
附
属
看
護
婦
養
成
所
は
、
本
年
四
月
以
降
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護

婦
法
（
昭
和
二
三
、
七
、
三
〇
法
律
第
二
○
三
号
）
に
基
き
、
厚
生
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
看
謹
婦

養
成
所
と
し
て
、
看
護
婦
の
養
成
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
養
成
所
の
生
徒
に
つ
い
て

は
左
の
理
由
に
よ
っ
て
労
働
基
法
上
の
労
働
者
に
該
当
し
な
い
者
と
解
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
取
扱
方

に
つ
い
て
何
分
の
御
指
示
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
こ
の
養
成
所
は
、
前
記
法
律
に
基
い
て
設
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
学
校
教
育
法

（
昭
二
二
、
三
、
三
一
法
律
第
二
六
号
）
第
一
条
又
は
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
及
び
こ

れ
ら
の
学
校
に
附
設
す
る
同
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
従
っ
て
国
有
鉄
道
に
お
い
て
は
、
こ
の
養
成
所
に
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
法
上
の

労
働
契
約
は
一
切
行
わ
ず
且
国
有
鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
身
分
及
び
給
与
を
与
え
な
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
三
─
一
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
〇

五
七
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
のの
免免
許許
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
付
富
基
監
第
三
八
八
号
で
別
紙
甲
の
照
会
が
あ

っ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

（
別
紙
乙
）

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
一
十
一
日
（
基
収
第
一
○
五
七
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

富
山
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
付
富
基
監
第
三
八
八
号
で
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
次
の

通
り
回
答
す
る
。

記

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
は
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
を
具
備
し

且
つ
同
規
程
第
十
八
条
の
二
に
定
め
る
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
年
令
の
如
何
に

拘
ら
ず
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
設
問
一
の
場
合
は
、
満
十
五
才
未
満
の
者
で
も
規
程
第
十

八
条
の
二
の
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
与
え
て
差
支

な
い
。

設
問
二
の
場
合
は
、
満
十
八
才
未
満
の
者
で
も
規
程
第
十
八
条
第
一
号
の
検
定
に
合
格
し
而
も
規

程
第
十
八
条
の
二
の
欠
格
条
項
の
い
づ
れ
に
も
該
当
し
な
い
限
り
、
免
許
の
申
請
が
あ
れ
ば
技
能
者

養
成
資
格
の
免
許
は
與
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
般
的
に
は
満
十
八
才
未
満
の
者
は
技
能

習
得
者
の
指
導
に
あ
た
る
に
必
ず
し
も
十
分
な
人
物
、
学
識
及
び
技
能
を
具
備
し
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
、
技
能
者
養
成
の
資
格
あ
り
と
は
認
め
難
い
場
合
が
多
い
。

従
っ
て
か
か
る
場
合
は
規
程
第
十
八
条
の
二
第
三
号
に
よ
っ
て
取
扱
う
べ
き
か
否
か
個
々
の
場
合

に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
別
紙
甲
）

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
に
つ
い
て

（
照
会
）

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
二
日
（
富
基
監
第
三
八
八
号
）

富
山
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
は
與
え
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
次
の
者
に
対
し
て
は
免
許
を
與
え
て
も
よ
い
か
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
の

で
至
急
何
分
の
御
指
示
を
願
い
た
い
。

記

一
、
規
程
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
を
具
備
す
る
満
二
十
五
才
未
満
の
者

二
、
規
程
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
検
定
に
合
格
し
た
満
十
八
才
未
満
の
者

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
三
─
一
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
一
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三
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
のの
資資
格格
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
昭
和
廿
五
年
四
月
三
日
附
奈
労
基
監
第
二
八
三
号
で
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
っ

た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

（
別
紙
乙
）

技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
一
日
（
基
収
第
一
一
三
四
号
）

労
働
省
労
働
基
集
局
長

奈
良
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
四
月
三
日
附
奈
労
基
監
第
二
八
三
号
で
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
次
の

通
り
回
答
す
る
。

記

設
問
の
場
合
は
技
能
者
養
成
規
程
表
第
四
使
用
者
資
格
表
に
掲
げ
る
い
づ
れ
の
場
合
に
も
該
当
し

な
い
か
ら
、
免
許
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
に
よ
る
指
導
員
資
格
検
定
を
受

驗
せ
し
め
る
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
。

（
別
紙
甲
）

技
能
者
養
成
員
指
導
の
資
格
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
三
日
（
奈
労
基
監
第
二
八
三
号
）

奈
良
労
働
基
準
局
監
督
課
長

労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課
長
宛

左
記
の
様
な
経
驗
を
有
す
る
者
は
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
二
号
の
別
表
第
四
に
定
め
る
資

格
者
と
し
て
兔
許
し
て
よ
ろ
し
い
か
お
伺
い
す
る
。

記記

一
、
技
能

自
動
車
修
理
工

一
、
経
歴

昭
和
十
七
年
六
月
大
阪
工
学
校
第
三
学
年
第
一
学
期
終
了
後
中
退
、
昭
和
十
四
年
奈
良

ト
ヨ
タ
販
売
株
式
会
社
工
員
見
習
と
し
て
入
社
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
奈
良
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式

会
社
サ
ー
ビ
ス
部
職
長
勤
務

以

上

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
四
月
二
八
日

〔
五
─
三
─
一
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
二

三
二
号
）

指指
導導
員員
資資
格格
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
つ
い
て
大
阪
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
通
り
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙
乙
の
通
り

回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

（
別
紙
乙
）

指
導
員
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日
（
基
收
第
一
二
三
二
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

大
阪
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
の
件
に
つ
い
て
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
九
日
付
大
第
三
四
八
号
を
以
っ
て
貴
局
監
督
課
長
よ

り
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙
乙
の
通
り
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

記記

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
四
使
用
者
資
格
の
第
一
号
は
、
あ
き
ら
か
に
從
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟

契
約
を
締
結
し
そ
の
契
約
に
従
っ
て
一
定
期
間
技
能
を
習
得
し
、
然
る
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を

有
す
る
者
を
い
う
の
で
あ
っ
て
単
に
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者
を
い
う
の
で
は
な
い
。

（
別
紙
甲
）

指
導
員
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
四
月
十
九
日
（
大
監
第
三
四
八
号
）

大
阪
労
働
基
準
局
監
督
課
長

指
導
員
資
格
の
疑
義
に
つ
い
て

標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
何
分
の
御
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
四
使
用
者
資
格
の
第
一
号
は
「
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
、

十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
号
は
小
学
校
（
尋
常
科
又
は
高
等

科
）
卒
業
後
、
通
常
の
労
働
者
と
し
て
工
場
に
入
り
、
そ
の
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
が
、

い
わ
ゆ
る
徒
弟
契
約
を
経
て
い
な
い
者
を
も
含
む
か
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
六
月
六
日

〔
五
─
三
─
一
八
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
四

八
一
号
）
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技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
群
馬
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
つ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に

回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

別
紙
乙

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
六
月
六
日
（
基
収
第
一
四
八
一
五
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

群
馬
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
五
月
十
七
日
群
基
発
第
八
一
三
号
を
以
っ
て
照
会
に
係
る
標
記
の
件
に
つ
い
て
左

記
の
通
り
回
答
す
る
。

記記

設
問
の
場
合
は
、
規
程
第
十
八
条
第
二
号
に
よ
る
技
能
者
養
成
の
資
格
は
認
め
難
い
が
、
そ
の
者

が
徒
弟
契
約
を
締
結
し
た
他
人
た
る
徒
弟
と
同
様
に
、
使
用
者
た
る
父
親
の
下
で
技
能
習
得
に
専
念

し
た
事
実
が
、
同
県
組
合
又
は
技
能
者
の
団
体
等
に
よ
り
客
観
的
に
証
明
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

別
紙
甲

技
能
者
養
成
規
定
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
五
月
十
七
日
（
群
基
発
第
八
一
三
五
号
）

群
馬
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

右
規
程
第
十
八
条
第
二
号
の
資
格
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
差
迫
っ
て
疑
義
を
生
じ
た
の
で
至
急
何

分
の
御
回
示
を
願
い
た
い
。

記

一
、
徒
弟
契
約
は
了
せ
ざ
る
も
自
宅
に
於
て
父
親
等
よ
り
一
定
期
間
徒
弟
と
同
様
に
技
能
を
習
得
し

た
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
も
の
は
規
程
別
表
第
四
使
用
資
格
表
各
一
の
資
格
あ
る
も

の
と
同
様
に
取
扱
っ
て
よ
い
か
。

具
体
的
事
例

別
紙
履
歴
の
如
き
も
の
に
免
許
を
与
え
て
差
支
な
い
か
。

履
歴
書

本

籍

群
馬
県
邑
楽
郡
館
林
町
大
字
一
、
五
〇
三
番
地

現
住
所
群
馬
県
邑
楽
郡
館
林
町
大
字
一
、
四
九
八
番
地

野
村
徳
次
郎

明
治
四
十
五
年
一
月
二
十
八
日
生

学

業

一
、
大
正
八
年
四
月
八
日

館
林
尋
常
高
等
小
学
校
入
学

一
、
大
正
十
五
年
三
月
三
十
日

同
校
高
等
科
二
年
卒
業

一
、
昭
和
元
年
十
月
一
日

館
林
補
修
学
校
入
学

一
、
昭
和
三
年
一
月
三
十
日

同
校
二
年
卒
業

職

業

一
、
大
正
十
五
年
四
月
一
日
、
自
宅
に
於
て
建
具
職
修
業

一
、
昭
和
七
年
三
月
三
十
日
、
同
修
業
終
る

一
、
昭
和
七
年
四
月
一
日
、
自
宅
に
於
て
建
具
屋
を
営
業
現
在
に
至
る
。

賞

罰

一
、
な
し

右
の
通
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん

昭
和
二
十
五
年
三
月

日

右野
村
徳
太
郎
㊞

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
六
月
六
日

〔
五
─
三
─
一
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
六

六
一
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
十十
八八
条条
別別
表表
第第
四四
使使
用用
者者
資資
格格
第第
一一
号号
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
の
件
に
つ
い
で
石
川
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
つ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に

回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

別
紙
乙

技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
別
表
第
四
使
用
者
資
格
第
一
号
の
疑
義
に
つ
い
て
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技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
群
馬
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
つ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に

回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

別
紙
乙

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
六
月
六
日
（
基
収
第
一
四
八
一
五
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

群
馬
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
五
月
十
七
日
群
基
発
第
八
一
三
号
を
以
っ
て
照
会
に
係
る
標
記
の
件
に
つ
い
て
左

記
の
通
り
回
答
す
る
。

記記

設
問
の
場
合
は
、
規
程
第
十
八
条
第
二
号
に
よ
る
技
能
者
養
成
の
資
格
は
認
め
難
い
が
、
そ
の
者

が
徒
弟
契
約
を
締
結
し
た
他
人
た
る
徒
弟
と
同
様
に
、
使
用
者
た
る
父
親
の
下
で
技
能
習
得
に
専
念

し
た
事
実
が
、
同
県
組
合
又
は
技
能
者
の
団
体
等
に
よ
り
客
観
的
に
証
明
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

別
紙
甲

技
能
者
養
成
規
定
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
五
月
十
七
日
（
群
基
発
第
八
一
三
五
号
）

群
馬
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

右
規
程
第
十
八
条
第
二
号
の
資
格
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
差
迫
っ
て
疑
義
を
生
じ
た
の
で
至
急
何

分
の
御
回
示
を
願
い
た
い
。

記

一
、
徒
弟
契
約
は
了
せ
ざ
る
も
自
宅
に
於
て
父
親
等
よ
り
一
定
期
間
徒
弟
と
同
様
に
技
能
を
習
得
し

た
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
も
の
は
規
程
別
表
第
四
使
用
資
格
表
各
一
の
資
格
あ
る
も

の
と
同
様
に
取
扱
っ
て
よ
い
か
。

具
体
的
事
例

別
紙
履
歴
の
如
き
も
の
に
免
許
を
与
え
て
差
支
な
い
か
。

履
歴
書

本

籍

群
馬
県
邑
楽
郡
館
林
町
大
字
一
、
五
〇
三
番
地

現
住
所
群
馬
県
邑
楽
郡
館
林
町
大
字
一
、
四
九
八
番
地

野
村
徳
次
郎

明
治
四
十
五
年
一
月
二
十
八
日
生

学

業

一
、
大
正
八
年
四
月
八
日

館
林
尋
常
高
等
小
学
校
入
学

一
、
大
正
十
五
年
三
月
三
十
日

同
校
高
等
科
二
年
卒
業

一
、
昭
和
元
年
十
月
一
日

館
林
補
修
学
校
入
学

一
、
昭
和
三
年
一
月
三
十
日

同
校
二
年
卒
業

職

業

一
、
大
正
十
五
年
四
月
一
日
、
自
宅
に
於
て
建
具
職
修
業

一
、
昭
和
七
年
三
月
三
十
日
、
同
修
業
終
る

一
、
昭
和
七
年
四
月
一
日
、
自
宅
に
於
て
建
具
屋
を
営
業
現
在
に
至
る
。

賞

罰

一
、
な
し

右
の
通
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん

昭
和
二
十
五
年
三
月

日

右野
村
徳
太
郎
㊞

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
六
月
六
日

〔
五
─
三
─
一
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
一
、
六

六
一
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
十十
八八
条条
別別
表表
第第
四四
使使
用用
者者
資資
格格
第第
一一
号号
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
の
件
に
つ
い
で
石
川
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
照
会
が
あ
つ
た
の
で
別
紙
乙
の
よ
う
に

回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。

別
紙
乙

技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
別
表
第
四
使
用
者
資
格
第
一
号
の
疑
義
に
つ
い
て
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昭
和
二
十
五
年
六
月
六
日
（
基
収
第
一
六
六
一
号
）

労
働
省
労
働
基
準
局
長

石
川
労
働
基
準
局
長
宛

昭
和
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日
付
石
基
発
第
一
四
六
四
号
を
以
つ
て
照
会
の
あ
つ
た
標
記
の
件
に

つ
き
左
記
の
通
り
回
答
す
る
。記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
四
使
用
者
資
格
表
第
一
号
の
徒
弟
契
約
完
了
と
は
、
原
則
と
し
て
規

程
別
表
第
一
指
定
技
能
表
に
掲
げ
る
職
種
の
一
に
つ
い
て
（
例
外
的
に
は
密
接
に
関
連
あ
る
二
、

三
職
種
に
つ
い
て
例
え
ば
地
方
的
特
殊
事
情
に
よ
り
和
家
具
と
建
具
と
が
未
分
化
の
た
め
建
具
職
、

家
具
職
の
二
職
種
に
つ
い
て
教
習
を
う
け
る
場
合
等
が
あ
る
）
徒
弟
契
約
期
間
中
当
該
技
能
の
教

習
を
受
け
た
場
合
を
云
う
の
で
あ
つ
て
、
設
問
の
如
く
数
職
種
に
つ
い
て
業
務
に
従
事
し
て
も
各

職
種
共
に
十
分
な
基
本
的
訓
練
を
受
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
た
と
い
徒
弟
契
約
完
了
後

十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
付
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
あ
り
と

は
認
め
難
い
。
但
し
、
そ
の
者
が
数
職
種
の
中
特
に
専
門
と
す
る
職
種
が
あ
り
、
徒
弟
契
約
期
間

中
そ
の
技
能
に
つ
い
て
主
と
し
て
教
習
を
受
け
、
担
当
概
職
種
に
関
し
て
十
年
以
上
の
実
地
経
験

を
有
す
る
場
合
は
技
能
者
養
成
、
指
導
員
の
資
格
を
与
え
て
差
支
え
な
い
。

な
お
、
二
以
上
の
職
種
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
は
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
労
働
省
令
第
四
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
免
許
並

び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
の
諸
手
数
料
に
関
す
る
件
」
第
一
条
の
規
定
に
基
き
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
職
種
毎
に
申
請
書
を
提
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
念
の
為
。

二
、
昭
和
二
十
五
年
六
月
六
日
付
基
収
第
一
、
四
八
一
号
の
通
牒
に
よ
ら
れ
た
い
。

三
、
⑴
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
の
期
間
は
各
職
種
に
よ
っ
て
異
る
が
、
概
ね
五
、
六
年
以
上

を
普
通
と
す
る
。
従
来
の
徒
弟
制
度
に
お
い
て
は
、
三
年
未
満
の
契
約
期
間
で
は
、
十
分
な

基
本
的
訓
練
を
受
け
得
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
然
し
職
種
に
よ
っ
て
は
五
年
未
満
で
も

当
該
地
方
に
お
け
る
一
般
的
な
慣
行
で
あ
り
、
そ
の
契
約
期
間
中
技
能
の
教
習
を
受
け
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
徒
弟
契
約
完
了
と
し
て
取
扱
っ
て
差
支
え
な
い
。

⑵
貴
見
の
通
り
取
扱
つ
て
差
支
え
な
い
。

別
紙
甲

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
十十
八八
条条
別別
表表
第第
四四
使使
用用
者者
資資
格格
第第
一一
号号
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
五
月
廿
七
日
（
石
基
発
第
一
四
六
四
号
）

石
川
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

標
記
に
つ
い
て
左
記
の
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
御
回
答
を
御
願
い
し
ま
す
。

記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
別
表
第
四
使
用
者
資
格
の
第
一
号
の
該
当
者
に
し
て
一
人
で
機
械

工
、
仕
上
工
、
鍛
工
、
機
械
組
立
工
、
内
燃
機
組
組
立
工
、
ガ
ス
溶
接
工
の
六
技
能
種
目
に
つ
い

て
免
許
の
申
請
が
あ
る
が
、
右
の
取
扱
を
如
何
に
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
。

免
許
と
一
乃
至
二
技
能
種
日
に
限
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
多
能
工
の
養
成
の
趣
旨
よ
り
免

許
規
定
の
条
件
を
具
備
し
て
お
れ
ば
、
免
許
し
て
差
支
え
な
い
か
。
ち
な
み
に
申
請
人
の
履
歴
を

示
す
と
、
明
治
三
十
五
年
生
、
大
正
三
年
三
月
高
小
卒
、
大
正
五
年
徒
弟
契
約
に
よ
り
某
町
工
場

に
入
所
、
大
正
十
年
徒
弟
契
約
完
了
、
爾
後
同
所
に
勤
務
、
昭
和
四
年
自
営
鉄
工
業
開
業
今
日
に

至
る
。

尚
徒
弟
契
約
を
な
し
た
事
業
場
は
小
規
模
の
謂
ゆ
る
町
工
場
で
あ
つ
て
申
請
の
各
技
能
種
目
に

申
請
人
が
従
事
し
、
且
習
得
な
し
た
こ
と
を
右
工
場
は
証
明
し
て
お
り
、
且
ガ
ス
溶
接
工
に
つ
い

て
も
、
現
在
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
程
度
の
技
能
を
有
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

二
、
大
正
四
年
生
、
昭
和
六
年
三
月
高
小
卒
、
爾
後
家
業
（
漆
加
飾
）
の
蒔
絵
見
習
、
修
得
従
事
、

昭
和
十
五
年
文
部
省
主
催
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
入
選
以
後
六
回
入
選
。

右
の
履
歴
の
者
よ
り
、
漆
加
飾
師
の
技
能
者
養
成
資
格
免
許
の
申
請
が
あ
る
が
、
右
は
規
程
別

表
第
四
使
用
者
資
格
の
何
れ
の
号
に
も
該
当
し
な
い
が
、
使
用
者
資
格
第
一
号
の
「
従
来
の
慣
習

に
よ
る
徒
弟
契
約
」
に
家
業
（
漆
加
飾
）
の
従
事
を
準
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
、
又
欠
格
と

し
て
指
導
員
資
格
検
定
を
受
験
せ
し
む
べ
き
か
。

履
歴
に
示
す
技
能
よ
り
み
て
如
何
に
取
扱
い
す
べ
き
か
。

三
、
規
程
第
十
八
条
別
表
四
四
使
用
者
資
格
第
一
号
に
規
定
さ
れ
る
「
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契

約
完
了
」
に
つ
い
て
左
記
御
示
し
願
い
た
い
。

①
右
に
お
け
る
年
限
は
三
ヶ
年
も
あ
り
五
ヶ
年
も
あ
り
八
ヶ
年
も
あ
る
の
で
あ
る
が
「
従
来
の
慣

習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
」
は
そ
の
用
件
を
満
た
し
て
お
れ
ば
年
限
の
長
短
を
考
慮
し
な
い
で

よ
い
か
。

②
「
徒
弟
契
約
完
了
」
の
確
認
の
方
法
と
し
て
当
局
は
上
記
契
約
事
業
場
の
証
明
を
以
つ
て
な
し

て
い
る
が
何
分
に
も
年
を
経
て
い
る
関
係
上
該
事
業
場
の
証
明
を
得
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
っ
て

免
許
に
差
支
え
が
生
じ
て
い
る
が
、
右
確
認
に
つ
い
て
同
業
組
合
等
の
証
明
に
て
も
差
支
え
な

い
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
基
準
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

『
デ
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昭
和
二
十
五
年
六
月
三
〇
日

〔
五
─
三
─
二
〇
〕
茨
城
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛
（
茨
基
発
第
六
一
八
号
）

技技
能能
職職
種種
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

貴
監
督
署
管
内
青
山
医
療
器
製
造
株
式
会
社
に
お
け
る
注
射
筒
製
造
に
つ
い
て
事
業
主
側
の
積
極

的
な
希
望
も
あ
り
目
下
技
能
者
養
成
の
指
導
中
で
す
が
先
に
関
し
聠
か
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
至
急

ご
回
答
下
さ
る
よ
う
照
会
し
ま
す
。

記

一
、
注
射
筒
製
造
に
は
別
紙
の
通
り
の
作
業
工
程
を
必
要
と
し
ま
す
が
こ
の
よ
う
な
技
能
を
習
得
す

る
た
め
の
技
能
者
養
成
は
本
法
の
適
用
対
象
と
な
る
か
（
即
ち
長
期
の
教
習
を
必
要
と
す
る
特
定

の
技
能
に
該
当
す
る
か
）

二
、
適
用
対
象
と
な
る
場
合
、
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
一
指
定
技
能
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
。
何

れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
追
加
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

右
に
つ
い
て
の
当
局
の
意
見

⒈
一
に
つ
い
て
、
別
紙
記
載
の
技
能
習
得
に
必
要
と
す
る
年
限
は
事
業
場
の
申
立
て
に
基
き
調
査
し

た
結
果
一
応
妥
当
な
る
も
の
と
判
定
し
た
□
で
熱
処
理
、
研
磨
を
通
じ
て
体
得
す
る
技
能
は
長
期

の
教
習
を
必
要
と
す
る
技
能
に
該
当
す
る
よ
う
に
考
え
る
。

⒉
二
に
つ
い
て
、
⒈
に
よ
り
適
当
す
る
こ
と
の
可
能
な
職
種
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
注
射
筒
製
造
は

概
念
的
に
は
指
定
技
能
表
三
ノ
一
六
理
化
学
機
械
工
に
該
当
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
教
習

事
項
の
基
準
に
よ
る
と
寧
ろ
指
定
技
能
表
の
一
の
五
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
に
類
似
点
が
多
い
。
然
し

前
記
二
職
種
と
も
注
射
筒
製
造
の
教
習
事
項
と
し
て
は
不
適
切
な
点
が
多
い
の
で
新
に
一
職
種
を

指
定
し
、
そ
れ
に
基
く
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
最
も
適
切
と
考
え
る
。

別
紙
（
編
注
：
略
）

基
収
第
二
〇
七
八
号

昭
和
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

茨

城

労
働
基
準
局
長

殿

技技
能能
職職
種種
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
六
月
三
十
日
付
茨
監
発
第
六
一
八
号
を
以
っ
て
紹
介
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
答
す
る
。

記

質
疑
の
技
能
職
種
は
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
者
養
成
の
対
象
た
り
得
る
が
、
規
程
別
表
第

一
中
に
該
当
す
る
技
能
職
種
が
な
い
か
ら
追
加
指
定
す
る
ま
で
暫
定
的
に
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
に
準
じ

て
養
成
せ
し
め
ら
れ
た
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
八
月
三
〇
日

〔
五
─
三
─
二
一
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
七
九

一
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
とと
自自
動動
車車
整整
備備
士士
檢檢
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
に
基
づ
く
自
動
車
修
理
工
等
の
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検

定
と
自
動
車
整
備
士
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
三
日
運
輸
省
令
第
五
○
号
）
に
基
づ
く
自
動

車
整
備
土
検
定
と
は
そ
の
目
的
は
異
る
が
そ
の
検
定
方
法
に
つ
い
て
は
類
似
せ
る
点
が
あ
る
の
で
同

程
度
の
検
定
に
つ
い
て
は
一
方
の
検
定
の
合
格
者
に
対
し
他
方
の
検
定
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
等

受
格
者
の
便
宜
を
図
る
よ
う
に
運
輸
省
自
動
車
局
と
折
衝
中
で
あ
る
が
、
二
、
三
の
局
よ
り
照
会
も

マ
マ

あ
り
且
つ
結
論
を
得
る
ま
で
、
な
お
相
当
日
数
を
要
す
る
の
で
現
在
ま
で
の
折
衝
経
過
を
左
記
の
通

り
通
牒
す
る
。

追
て
、
本
件
に
つ
い
て
運
輸
省
自
動
車
局
整
備
部
長
よ
り
別
紙
写
の
通
り
交
渉
経
過
中
間
報
告
が

陸
運
局
整
備
部
長
宛
通
牒
さ
れ
て
い
る
か
ら
申
添
え
る
。

記記

一
、
自
動
車
整
備
士
一
級
に
合
格
し
た
者
は
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
際
し
、
技
能
者
養
成

に
関
す
る
法
令
又
び
指
導
方
法
を
除
き
他
の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
を
免
除
す
る
。

（
マ
マ
）

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
合
格
し
た
も
の
（
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
別
紙
第
四
使
用
者
資
格
表
に
掲
げ
る
者
を
除
く
）
は
自
動
車
整
備
士
一
級
の
検
定
試

験
に
際
し
、
自
動
車
整
備
に
関
す
る
法
規
の
試
験
を
除
い
た
他
の
学
科
試
験
及
び
実
地
試
験
を
免

除
す
る
。

三
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
養
成
終
了
者
に
対
し
て
は
、
終
了
の
際
の
技
能
検
定
の
内
容
を
検
討

し
て
自
動
車
整
備
士
三
級
の
検
定
試
験
の
免
除
を
考
慮
す
る
。

四
、
自
動
車
整
備
士
の
種
目
は
自
動
車
シ
ヤ
シ
ー
整
備
士
等
十
一
種
目
あ
り
、
技
能
者
養
成
指
導
員

の
技
能
種
目
中
自
動
車
整
備
土
と
関
係
あ
る
種
目
と
し
て
は
自
動
車
修
理
工
、
自
動
車
組
立
工
、

そ
の
他
機
械
工
、
電
気
工
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
種
目
中
相
瓦
に
試
験
を
免
除
し
あ
う
技
能
種

目
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
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昭
和
二
十
五
年
六
月
三
〇
日

〔
五
─
三
─
二
〇
〕
茨
城
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛
（
茨
基
発
第
六
一
八
号
）

技技
能能
職職
種種
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

貴
監
督
署
管
内
青
山
医
療
器
製
造
株
式
会
社
に
お
け
る
注
射
筒
製
造
に
つ
い
て
事
業
主
側
の
積
極

的
な
希
望
も
あ
り
目
下
技
能
者
養
成
の
指
導
中
で
す
が
先
に
関
し
聠
か
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
至
急

ご
回
答
下
さ
る
よ
う
照
会
し
ま
す
。

記

一
、
注
射
筒
製
造
に
は
別
紙
の
通
り
の
作
業
工
程
を
必
要
と
し
ま
す
が
こ
の
よ
う
な
技
能
を
習
得
す

る
た
め
の
技
能
者
養
成
は
本
法
の
適
用
対
象
と
な
る
か
（
即
ち
長
期
の
教
習
を
必
要
と
す
る
特
定

の
技
能
に
該
当
す
る
か
）

二
、
適
用
対
象
と
な
る
場
合
、
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
一
指
定
技
能
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
。
何

れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
追
加
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

右
に
つ
い
て
の
当
局
の
意
見

⒈
一
に
つ
い
て
、
別
紙
記
載
の
技
能
習
得
に
必
要
と
す
る
年
限
は
事
業
場
の
申
立
て
に
基
き
調
査
し

た
結
果
一
応
妥
当
な
る
も
の
と
判
定
し
た
□
で
熱
処
理
、
研
磨
を
通
じ
て
体
得
す
る
技
能
は
長
期

の
教
習
を
必
要
と
す
る
技
能
に
該
当
す
る
よ
う
に
考
え
る
。

⒉
二
に
つ
い
て
、
⒈
に
よ
り
適
当
す
る
こ
と
の
可
能
な
職
種
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
注
射
筒
製
造
は

概
念
的
に
は
指
定
技
能
表
三
ノ
一
六
理
化
学
機
械
工
に
該
当
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
教
習

事
項
の
基
準
に
よ
る
と
寧
ろ
指
定
技
能
表
の
一
の
五
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
に
類
似
点
が
多
い
。
然
し

前
記
二
職
種
と
も
注
射
筒
製
造
の
教
習
事
項
と
し
て
は
不
適
切
な
点
が
多
い
の
で
新
に
一
職
種
を

指
定
し
、
そ
れ
に
基
く
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
最
も
適
切
と
考
え
る
。

別
紙
（
編
注
：
略
）

基
収
第
二
〇
七
八
号

昭
和
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

茨

城

労
働
基
準
局
長

殿

技技
能能
職職
種種
にに
関関
すす
るる
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

昭
和
二
十
五
年
六
月
三
十
日
付
茨
監
発
第
六
一
八
号
を
以
っ
て
紹
介
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
答
す
る
。

記

質
疑
の
技
能
職
種
は
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
者
養
成
の
対
象
た
り
得
る
が
、
規
程
別
表
第

一
中
に
該
当
す
る
技
能
職
種
が
な
い
か
ら
追
加
指
定
す
る
ま
で
暫
定
的
に
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
に
準
じ

て
養
成
せ
し
め
ら
れ
た
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
五
年
八
月
三
〇
日

〔
五
─
三
─
二
一
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
七
九

一
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
とと
自自
動動
車車
整整
備備
士士
檢檢
定定
とと
のの
関関
係係
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
に
基
づ
く
自
動
車
修
理
工
等
の
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検

定
と
自
動
車
整
備
士
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
三
日
運
輸
省
令
第
五
○
号
）
に
基
づ
く
自
動

車
整
備
土
検
定
と
は
そ
の
目
的
は
異
る
が
そ
の
検
定
方
法
に
つ
い
て
は
類
似
せ
る
点
が
あ
る
の
で
同

程
度
の
検
定
に
つ
い
て
は
一
方
の
検
定
の
合
格
者
に
対
し
他
方
の
検
定
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
等

受
格
者
の
便
宜
を
図
る
よ
う
に
運
輸
省
自
動
車
局
と
折
衝
中
で
あ
る
が
、
二
、
三
の
局
よ
り
照
会
も

マ
マ

あ
り
且
つ
結
論
を
得
る
ま
で
、
な
お
相
当
日
数
を
要
す
る
の
で
現
在
ま
で
の
折
衝
経
過
を
左
記
の
通

り
通
牒
す
る
。

追
て
、
本
件
に
つ
い
て
運
輸
省
自
動
車
局
整
備
部
長
よ
り
別
紙
写
の
通
り
交
渉
経
過
中
間
報
告
が

陸
運
局
整
備
部
長
宛
通
牒
さ
れ
て
い
る
か
ら
申
添
え
る
。

記記

一
、
自
動
車
整
備
士
一
級
に
合
格
し
た
者
は
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
際
し
、
技
能
者
養
成

に
関
す
る
法
令
又
び
指
導
方
法
を
除
き
他
の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
を
免
除
す
る
。

（
マ
マ
）

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
合
格
し
た
も
の
（
技
能
者
養
成
規
程
第
十
八
条
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
別
紙
第
四
使
用
者
資
格
表
に
掲
げ
る
者
を
除
く
）
は
自
動
車
整
備
士
一
級
の
検
定
試

験
に
際
し
、
自
動
車
整
備
に
関
す
る
法
規
の
試
験
を
除
い
た
他
の
学
科
試
験
及
び
実
地
試
験
を
免

除
す
る
。

三
、
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
養
成
終
了
者
に
対
し
て
は
、
終
了
の
際
の
技
能
検
定
の
内
容
を
検
討

し
て
自
動
車
整
備
士
三
級
の
検
定
試
験
の
免
除
を
考
慮
す
る
。

四
、
自
動
車
整
備
士
の
種
目
は
自
動
車
シ
ヤ
シ
ー
整
備
士
等
十
一
種
目
あ
り
、
技
能
者
養
成
指
導
員

の
技
能
種
目
中
自
動
車
整
備
土
と
関
係
あ
る
種
目
と
し
て
は
自
動
車
修
理
工
、
自
動
車
組
立
工
、

そ
の
他
機
械
工
、
電
気
工
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
種
目
中
相
瓦
に
試
験
を
免
除
し
あ
う
技
能
種

目
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。
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自
助
車
整
備
士
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
関
す
る
労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課
と
の

交
渉
経
過
中
間
報
告
に
つ
い
て

昭
和
二
十
五
年
八
月
十
七
日
（
自
整
整
第
一
六
五
号
）

運
輸
省
自
動
車
局
整
備
部
長

陸
運
局
整
備
部
長
宛

自
整
整
第
一
〇
一
号
書
面
に
て
通
逹
ず
み
の
労
働
省
施
行
指
導
員
資
格
検
定
試
験
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
そ
の
後
も
引
続
き
交
渉
中
で
あ
り
、
結
論
を
得
る
ま
で
に
は
尚
期
日
を
要
す
る
の
で
現
在
ま

で
の
経
過
を
報
告
す
る
。

尚
技
能
者
養
成
指
導
員
に
関
す
る
別
紙
参
考
資
料
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
自
整
整
第
一
〇
一
号
第
四
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
折
衝
の
結
果
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

即
ち
労
働
省
と
し
て
無
試
験
検
定
に
お
い
て
、
自
動
車
整
備
士
三
級
の
資
格
有
し
な
け
れ
は
指

マ
マ

導
員
に
は
不
適
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
地
方
に
通
牒
す
る
こ
と
は
法
律
上
困
難
で
あ
る
の
で
運

用
に
よ
つ
て
、
整
備
士
三
級
の
者
が
指
導
員
の
免
許
を
う
け
る
際
に
特
別
の
考
慮
を
払
う
事
に
し

た
。尚

単
に
十
年
以
上
の
実
務
経
験
だ
け
で
は
指
導
員
の
免
許
を
受
け
る
資
格
は
な
く
、
従
来
の
慣

習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら

注
意
さ
れ
た
い
。

二
、
試
験
の
免
除
に
つ
い
て

自
動
車
修
理
工
等
の
指
導
員
資
格
検
定
試
験
は
我
々
が
実
施
し
て
い
る
自
動
車
整
備
士
の
検
定

試
験
と
類
似
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
の
で
同
程
度
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
相
互
に
試
験
を
免
除
し
、

受
験
者
の
便
宜
を
計
る
よ
う
折
衝
中
で
あ
る
が
現
在
ま
で
の
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
自
動
車
整
備
士
一
級
は
指
導
員
資
格
験
定
試
験
に
際
し
、
技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令
の

試
検
を
除
い
た
全
試
験
を
免
除
す
る
。

（
二
）
指
導
員
資
格
検
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
無
試
験
で
指
導
員
の
免
許
を
受
け
た
者
を
除
く
）

は
自
動
車
整
備
士
一
級
の
検
定
試
験
に
際
し
、
自
動
車
整
備
に
関
す
る
法
規
の
試
験
を
除
い

た
全
試
験
を
免
除
す
る
。

（
三
）
技
能
者
養
成
規
程
（
労
働
省
令
第
六
号
）
に
よ
る
養
成
終
了
者
に
対
し
て
は
、
終
了
の
際

の
技
能
者
検
定
試
験
の
内
容
を
験
討
し
て
自
動
車
整
備
士
三
級
の
試
験
の
免
除
を
考
慮
す
る
。

（
技
能
者
養
成
規
程

第
十
四
条
参
照
）

四
、
試
験
を
免
除
す
る
種
目
に
つ
い
て

自
動
車
整
備
士
の
種
目
は
十
一
種
目
あ
り
、
之
に
対
し
指
導
員
の
種
目
は
自
動
車
修
理
工
に
つ

い
て
は
一
種
で
あ
る
が
、
そ
の
他
機
械
工
、
電
気
工
等
も
あ
る
の
で
相
瓦
に
試
験
を
免
除
す
る
種

目
に
つ
い
て
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
相
互
に
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
当
然
整
備
士
検
定
規
則
も
一
部
改
正
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
う
。

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
八
日

〔
五
─
三
─
二
二
〕

労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
石
川
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
三
、
三
二

四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

十
月
六
日
石
基
第
二
七
三
二
号
に
よ
っ
て
照
会
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て
左
記
の
通
り

回
答
す
る
。

記記

東
京
機
械
技
術
員
養
成
所
は
、
昭
和
十
年
四
月
六
日
東
京
府
訓
令
第
十
号
告
示
第
一
八
六
号

及
び
第
一
八
七
号
に
よ
り
東
京
府
機
械
工
養
成
所
と
し
て
発
足
（
其
の
後
昭
和
十
六
年
五
月
二

十
四
日
勅
令
第
六
〇
四
号
及
び
商
工
省
令
第
五
二
号
に
よ
り
商
工
省
東
京
機
械
技
術
員
養
成
所

に
改
め
ら
れ
、
昭
和
十
八
年
十
月
丗
日
厚
生
省
に
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
丗
一
日
東
京
都
に
移

管
現
在
に
至
る
。
）
し
た
も
の
で
旧
制
中
学
校
又
は
甲
種
実
業
学
校
卒
業
者
に
修
業
期
間
一
ヶ

年
の
実
技
を
主
と
す
る
訓
練
に
よ
っ
て
中
堅
機
械
技
術
員
を
養
成
す
る
施
設
で
あ
る
。
従
っ
て

設
問
の
場
合
は
、
技
能
者
養
成
の
指
導
員
資
格
は
認
め
ら
れ
な
い
。

石
基
発
第
二
七
三
二
号

昭
和
二
十
五
年
十
月
六
日

石
川
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長

殿

技技
能能
者者
養養
成成
資資
格格
のの
疑疑
義義
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
資
格
申
請
者
中
に
昭
和
十
九
年
旧
制
中
学
校
卒
、
昭
和
二
十
年
七
月
厚
生
省
東

京
機
械
技
術
員
養
成
所
卒
以
来
機
械
工
と
し
て
今
日
ま
で
経
験
の
あ
る
履
歴
の
者
あ
り
機
械
工

の
免
許
申
請
を
な
し
て
お
る
が
、
厚
生
省
東
京
機
械
技
術
員
養
成
所
と
は
如
何
な
る
程
度
の
も

の
で
あ
る
か
御
指
示
あ
り
た
い
。

（
編
注
：
以
下
東
京
機
械
技
術
員
養
成
所
の
概
要
：
略
）

『
デ
ジ
』
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昭
和
二
六
年
二
月
一
四
日

〔
五
─
三
─
二
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
発
（
基
発
第
一
一
八
号
）

技技
能能
養養
成成
指指
導導
官官
規規
程程
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
二
日
労
働
省
訓
令
第
一
号
を
以
て
公
布
、
即
日

施
行
（
二
月
十
二
日
官
報
登
載
）
さ
れ
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
よ
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
右
は
、
国
際
経
済
へ
の
全
面
的
復
帰
を
目
前
に
控
え
、
特
に
わ
が
国
産
業
の
発
展
、

経
済
の
自
立
化
に
必
要
な
技
能
労
働
力
を
維
持
培
養
し
、
技
能
水
準
の
向
上
と
労
働
能
率
の
増

進
を
図
る
こ
と
の
緊
要
な
る
に
鑑
み
、
こ
の
際
積
極
的
に
技
能
行
政
を
円
滑
適
正
に
運
営
し
以

て
所
期
の
目
的
を
達
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
重
要
性
を
十
分
了

解
せ
ら
れ
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
養
成
指
導
官
制
度
設
置
の
趣
旨

㈠

技
能
行
政
は
、
指
導
、
助
長
行
政
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
従
来
の
実

例
に
徴
す
る
に
労
働
基
準
監
督
官
の
官
名
を
以
て
す
る
場
合
は
、
事
業
主
を
し
て
、
技
能

者
養
成
の
本
旨
を
曲
解
せ
し
め
る
結
果
を
生
ぜ
し
憾
あ
る
に
鑑
み
、
技
能
養
成
指
導
官
制

度
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈡

本
制
度
に
基
く
技
能
養
成
指
導
官
（
以
下
指
導
官
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
補
職
と
し
、

技
能
行
政
に
関
す
る
業
務
を
専
任
又
は
兼
任
せ
し
め
、
以
て
責
任
の
所
在
を
明
確
に
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

本
制
度
の
設
置
に
よ
り
指
導
官
た
る
補
職
を
受
け
な
い
者
は
技
能
行
政
に
関
与
す
る
必

要
が
な
く
な
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
。

㈣

指
導
官
は
、
技
能
者
養
成
規
程
に
基
く
技
能
者
の
養
成
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
技
能
者

養
成
指
導
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
所
期
的
、
後
期
的
訓
練
等
養
成
全
般
に
亘
り
、
各
種

産
業
の
健
全
な
る
発
展
の
た
め
に
、
積
極
的
に
協
力
指
導
し
、
技
術
的
援
助
を
与
え
る
相

談
役
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

本
制
度
設
置
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
能
う
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
こ
れ
が
周

知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
指
導
官
の
任
命

㈠

指
導
官
は
す
べ
て
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
な
る
に
つ
き
、
職
員
中
よ
り
適
格
者
を

選
定
し
、
そ
の
者
の
履
歴
書
を
添
付
の
上
内
申
す
る
こ
と
。

㈡

（
省
略
）

㈢

地
方
指
導
官
の
数
は
、
別
紙
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
数
は
暫
定
的
に
定
め

た
も
の
で
あ
り
、
将
来
は
技
能
訓
練
計
画
を
進
展
せ
し
め
る
た
め
の
増
員
を
図
る
見
込
で

あ
る
こ
と
。
（
別
紙
省
略
：
出
典
）

㈣

地
方
指
導
官
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
技
能
行
政
の
指
導
行
政
た
る
性
格
に
鑑
み
、
説
得

力
等
を
重
視
し
適
任
な
る
や
否
や
に
つ
き
慎
重
に
考
慮
す
る
こ
と
。

三
、
指
導
官
の
査
察
、
指
導

㈠

地
方
指
導
官
に
対
し
て
は
、
そ
の
職
務
を
円
滑
且
つ
適
正
に
遂
行
せ
し
め
る
た
め
、
貴

官
に
お
い
て
常
に
必
要
な
指
導
監
督
を
加
え
、
又
中
央
指
導
官
の
要
求
に
応
じ
、
適
格
な

る
報
告
を
な
し
得
る
如
く
担
当
地
域
内
の
技
能
行
政
の
執
行
状
況
を
的
確
に
把
握
せ
し
め

置
く
こ
と
。

㈡

二
名
以
上
の
地
方
指
導
官
の
お
か
れ
た
局
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
地
域
を
定
め

少
く
と
も
六
ヶ
月
を
限
度
と
し
て
変
更
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

（
マ
マ
）

㈢

局
、
署
に
対
す
る
査
察
、
指
導
等
は
、
そ
の
行
う
技
能
行
政
が
国
の
定
め
政
策
及
び
基

準
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
又
、
そ
れ
が
適
正
に
し
て
妥
当
性
を
も
つ
も
の

で
あ
る
か
否
か
、
且
つ
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
隘
路
と
な
っ
て
い
る
点
は
な
い
か
等
の
点

に
つ
き
、
具
体
的
に
詳
細
に
亘
り
実
情
に
応
じ
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

産
業
に
対
す
る
査
察
、
指
導
等
は
現
に
実
施
し
、
又
は
、
実
施
せ
ん
と
す
る
技
能
訓
練

計
画
が
、
そ
の
企
業
の
健
全
な
る
発
展
に
寄
与
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
国
の
定
め

る
政
策
及
び
基
準
に
照
ら
し
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
な
き
か
否
か
等
の
点
に
つ
き
、
又
、
現
に

技
能
訓
練
計
画
を
有
し
な
い
事
業
場
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
こ
れ
を
樹
立
実
施
し
得
る

よ
う
指
導
並
び
に
技
術
的
援
助
を
与
え
る
等
具
体
的
に
詳
細
に
亘
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情

に
応
じ
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

査
察
、
指
導
の
本
旨
は
、
技
能
訓
練
と
担
当
す
る
者
の
行
う
査
察
、
指
導
等
の
大
原
則

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
、
指
導
官
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
広
く
技
能

行
政
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
も
十
分
こ
の
本
旨
に
従
っ
て
こ
れ
を
行
わ
し
め
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
。

四
、
査
察
指
導
計
画

㈠

本
、
査
察
指
導
計
画
は
、
査
察
、
指
導
の
本
旨
を
具
体
化
し
、
且
つ
、
技
能
者
養
成
の

積
極
的
実
施
に
役
立
つ
に
十
分
な
る
如
く
組
織
的
、
合
理
的
に
樹
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
。

㈡

査
察
指
導
計
画
は
、
毎
四
半
期
に
こ
れ
を
定
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
計
画
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
を
対
象
と
す
る
も
の
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成成
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程程
のの
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行行
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
二
日
労
働
省
訓
令
第
一
号
を
以
て
公
布
、
即
日

施
行
（
二
月
十
二
日
官
報
登
載
）
さ
れ
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
よ
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
右
は
、
国
際
経
済
へ
の
全
面
的
復
帰
を
目
前
に
控
え
、
特
に
わ
が
国
産
業
の
発
展
、

経
済
の
自
立
化
に
必
要
な
技
能
労
働
力
を
維
持
培
養
し
、
技
能
水
準
の
向
上
と
労
働
能
率
の
増

進
を
図
る
こ
と
の
緊
要
な
る
に
鑑
み
、
こ
の
際
積
極
的
に
技
能
行
政
を
円
滑
適
正
に
運
営
し
以

て
所
期
の
目
的
を
達
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
重
要
性
を
十
分
了

解
せ
ら
れ
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
技
能
養
成
指
導
官
制
度
設
置
の
趣
旨

㈠

技
能
行
政
は
、
指
導
、
助
長
行
政
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
従
来
の
実

例
に
徴
す
る
に
労
働
基
準
監
督
官
の
官
名
を
以
て
す
る
場
合
は
、
事
業
主
を
し
て
、
技
能

者
養
成
の
本
旨
を
曲
解
せ
し
め
る
結
果
を
生
ぜ
し
憾
あ
る
に
鑑
み
、
技
能
養
成
指
導
官
制

度
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈡

本
制
度
に
基
く
技
能
養
成
指
導
官
（
以
下
指
導
官
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
補
職
と
し
、

技
能
行
政
に
関
す
る
業
務
を
専
任
又
は
兼
任
せ
し
め
、
以
て
責
任
の
所
在
を
明
確
に
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

本
制
度
の
設
置
に
よ
り
指
導
官
た
る
補
職
を
受
け
な
い
者
は
技
能
行
政
に
関
与
す
る
必

要
が
な
く
な
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
。

㈣

指
導
官
は
、
技
能
者
養
成
規
程
に
基
く
技
能
者
の
養
成
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
技
能
者

養
成
指
導
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
所
期
的
、
後
期
的
訓
練
等
養
成
全
般
に
亘
り
、
各
種

産
業
の
健
全
な
る
発
展
の
た
め
に
、
積
極
的
に
協
力
指
導
し
、
技
術
的
援
助
を
与
え
る
相

談
役
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

本
制
度
設
置
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
能
う
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
こ
れ
が
周

知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
指
導
官
の
任
命

㈠

指
導
官
は
す
べ
て
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
な
る
に
つ
き
、
職
員
中
よ
り
適
格
者
を

選
定
し
、
そ
の
者
の
履
歴
書
を
添
付
の
上
内
申
す
る
こ
と
。

㈡

（
省
略
）

㈢

地
方
指
導
官
の
数
は
、
別
紙
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
数
は
暫
定
的
に
定
め

た
も
の
で
あ
り
、
将
来
は
技
能
訓
練
計
画
を
進
展
せ
し
め
る
た
め
の
増
員
を
図
る
見
込
で

あ
る
こ
と
。
（
別
紙
省
略
：
出
典
）

㈣
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指
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官
の
選
定
に
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て
は
、
技
能
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、
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又
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に
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報
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能
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の
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行
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を
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に
把
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こ
と
。

㈡
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以
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方
指
導
官
の
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れ
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は
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担
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を
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と
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ヶ
月
を
限
度
と
し
て
変
更
す
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と
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す
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と
。
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マ
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行
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、
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に
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で
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か
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か
、
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つ
、
そ
の
実
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に
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て
隘
路
と
な
っ
て
い
る
点
は
な
い
か
等
の
点

に
つ
き
、
具
体
的
に
詳
細
に
亘
り
実
情
に
応
じ
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

産
業
に
対
す
る
査
察
、
指
導
等
は
現
に
実
施
し
、
又
は
、
実
施
せ
ん
と
す
る
技
能
訓
練

計
画
が
、
そ
の
企
業
の
健
全
な
る
発
展
に
寄
与
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
国
の
定
め

る
政
策
及
び
基
準
に
照
ら
し
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
な
き
か
否
か
等
の
点
に
つ
き
、
又
、
現
に

技
能
訓
練
計
画
を
有
し
な
い
事
業
場
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
こ
れ
を
樹
立
実
施
し
得
る

よ
う
指
導
並
び
に
技
術
的
援
助
を
与
え
る
等
具
体
的
に
詳
細
に
亘
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情

に
応
じ
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

査
察
、
指
導
の
本
旨
は
、
技
能
訓
練
と
担
当
す
る
者
の
行
う
査
察
、
指
導
等
の
大
原
則

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
、
指
導
官
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
広
く
技
能

行
政
の
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
も
十
分
こ
の
本
旨
に
従
っ
て
こ
れ
を
行
わ
し
め
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
。

四
、
査
察
指
導
計
画

㈠

本
、
査
察
指
導
計
画
は
、
査
察
、
指
導
の
本
旨
を
具
体
化
し
、
且
つ
、
技
能
者
養
成
の

積
極
的
実
施
に
役
立
つ
に
十
分
な
る
如
く
組
織
的
、
合
理
的
に
樹
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
。

㈡

査
察
指
導
計
画
は
、
毎
四
半
期
に
こ
れ
を
定
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
計
画
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
を
対
象
と
す
る
も
の
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及
び
未
実
施
事
業
場
を
対
象
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㈣

査
察
、
指
導
は
、
右
の
計
画
に
基
い
て
実
施
す
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
臨
時
に
こ
れ

を
行
う
必
要
の
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

㈤

査
察
、
指
導
を
実
施
し
た
場
合
は
、
査
察
指
導
計
画
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
臨
時
の
必

要
あ
る
事
項
毎
に
適
宜
そ
の
結
果
を
報
告
書
に
取
纏
め
報
告
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥

査
察
、
指
導
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
は
、
例
え
ば
、
如
何
な
る
点
に
つ
い
て
査
察

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
い
て
如
何
な
る
指
導
を
行
っ
た
か
、
あ
る
い
は
養
成
実
施
見
込

に
至
る
迄
の
経
緯
、
養
成
を
実
施
し
得
ざ
る
原
因
、
理
由
等
、
査
察
指
導
の
経
過
が
具
体

的
に
示
さ
れ
る
如
く
作
成
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈦

査
察
、
指
導
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
は
、
求
め
に
応
じ
て
何
時
に
て
も
示
し
得
る

如
く
常
に
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

五

指
導
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他

㈠

右
の
外
指
導
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
職
務
の
執
行
上
、
必
要
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

近
く
指
導
官
執
務
提
要
を
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

㈡
（
省
略
）

『
技
通
』

昭
和
二
六
年
五
月
八
日

〔
五
─
三
─
二
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三

四
六
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
及及
びび
技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
施施
行行
にに
つつ
いい

てて

経
済
的
自
主
権
を
回
復
せ
ん
と
す
る
日
も
愈
々
近
く
来
ら
ん
と
し
て
い
る
現
下
の
情
勢
か
ら
、
わ

が
国
産
業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
制
度
の
確
立
と
こ
れ
が
積
極
的
発
展
を
図
る
こ
と
の
極
め
て
緊
要

な
る
に
鑑
み
、
こ
れ
に
必
要
な
措
置
と
し
て
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
労
働
省
令
第
八
号
（
昭
和
二

十
六
年
四
月
一
日
付
官
報
号
外
登
載
）
を
も
っ
て
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
、
四
月
四
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
と
共
に
同
年
四
月
四
日
労
働
省
令
第
九
号
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
付
官
報
登
載
）

を
以
て
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
の
一
部
を
改
正
、
即
日
施
行
さ
れ
た
が
、

㈠
技
能
者
養
成
規
程
（
以
下
規
程
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
規
程
第
二
条
に
基
く
別
表
第
一
の
指
定
技

能
に
つ
き
、
従
来
の
四
十
七
技
能
で
は
そ
の
範
囲
が
狭
き
に
過
ぎ
、
こ
れ
を
百
二
十
技
能
に
大
幅

に
追
加
拡
張
し
、
併
せ
て
従
来
指
定
さ
れ
て
い
た
技
能
に
つ
い
て
も
産
業
の
実
態
に
即
す
る
よ
う

に
整
備
す
る
こ
と
の
必
要
上
規
程
中
こ
れ
に
関
係
あ
る
諸
規
定
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
り
、

㈡
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
以
下
規
則
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
規
程
の
改
正

に
即
応
す
る
と
共
に
、
今
後
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
を
円
滑
適
正
に
運
営
す
る
た
め
、
規

程
中
の
必
要
な
諸
規
定
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

就
て
は
、
こ
れ
等
の
運
営
に
当
っ
て
は
従
来
の
通
牒
は
勿
論
の
こ
と
、
左
記
事
項
に
つ
き
充
分
了

解
の
上
こ
れ
が
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
共
に
指
導
上
遺
憾
な
き
を
期
し
、
所
期
の
成
果
を
収
め
る
よ

う
格
段
の
努
力
を
致
さ
れ
た
い
。

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
関関
係係

一
、
第
十
二
条
関
係

本
条
は
別
表
第
二
「
養
成
期
間
表
」
を
削
除
し
、
従
来
の
別
表
第
一
「
指
定
技
能
表
」
を
「
指

定
技
能
及
び
養
成
期
間
の
表
」
と
し
て
統
合
し
た
の
に
伴
う
改
正
で
あ
る
こ
と
。

二
、
第
十
八
条
関
係

本
条
改
正
は
、
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
に
つ
い
て
過
去
の
実
例
に
徹
す
る
に
従
来
の
規
定
の

み
を
以
て
し
て
は
、
必
ず
し
も
優
秀
な
る
指
導
員
を
確
保
し
得
な
い
実
情
に
鑑
み
、
検
定
制
度
を

原
則
と
し
、
学
識
経
験
共
真
に
指
導
員
と
し
て
十
分
な
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
然
し
こ
の
原
則
を
貫
徹
す
れ
ば
、
今
回
の
指
定
技
能
の
追
加
拡
張
並
び
に
急
速
に
検
定
を

實
施
し
得
な
い
実
情
か
ら
必
要
な
指
導
員
は
確
保
し
難
く
、
養
成
の
促
進
上
支
障
を
来
す
と
認
め

ら
れ
、
な
お
認
定
制
度
の
存
置
を
必
要
と
す
る
の
で
、
従
来
の
資
格
認
定
上
の
不
均
衡
を
是
正
し
、

広
く
指
導
員
と
し
て
の
適
格
者
を
選
定
確
保
せ
ん
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
本
条
は
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
に
基
く
検
定
に
合
格
し
た
者
に
免
許
を
与

え
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
従
来
の
規
程
に
お
け
る
第
二
号
以
下
を
す
べ
て
削
除
し
、
新
た
に
技
能

者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
（
以
下
認
定
基
準
と
い
う
。）
を
定
め
、
そ
の
基
準
に
該
当
す
る
者

の
中
か
ら
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
適
当
と
認
め
た
場
合
に
免
許
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

認
定
基
準
は
昭
和
二
十
六
年
四
月
三
十
日
労
働
省
告
示
第
八
号
を
以
て
告
示
せ
ら
れ
た
の
で
、

こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
は
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

「
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
適
当
と
認
め
」
と
は
「
免
許
を
受
け
ん
と
す
る
者
が
規
程
第
十

八
条
の
二
の
規
定
の
各
号
に
該
当
せ
ず
、
学
識
経
験
並
び
に
素
行
人
物
に
つ
き
指
導
員
と
し
て
適

格
で
あ
り
且
つ
養
成
に
当
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
。

三
、
第
十
九
条
関
係

本
条
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
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（
大
正
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
廃
止
に
伴
う
改
正
で
あ
る
こ
と
。

四
、
別
表
第
一
関
係

規
程
第
二
条
に
基
く
別
表
第
一
「
指
定
技
能
表
」
の
改
正
は
指
定
技
能
を
百
二
十
技
能
に
追
加

拡
張
す
る
と
同
時
に
、
各
技
能
毎
の
養
成
期
間
を
同
表
に
統
合
す
る
を
便
宜
と
す
る
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

各
技
能
毎
の
技
能
概
要
に
つ
い
て
は
将
来
の
中
堅
工
た
る
に
十
分
な
「
多
能
工
た
る
べ
き
素
地
を

も
つ
熟
練
工
」
の
養
成
と
い
う
技
能
者
養
成
の
趣
旨
に
基
き
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
類
番
号
は
、
一
を
工
芸
関
係
、
二
を
繊
維
関
係
、
三
を
金
属
関
係
、
四
を
電
気
関
係
、
五
を
精

密
機
械
関
係
、
六
を
一
般
機
械
関
係
、
七
を
造
船
関
係
、
八
を
車
両
関
係
、
九
を
化
学
関
係
、
一

〇
を
建
設
関
係
、
〇
を
そ
の
他
雑
関
係
と
し
て
大
別
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

指
定
技
能
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
従
来
の
別
表
第
一
指
定
技
能

（
以
下
旧
技
能
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
改
正
後
の
別
表
第
一
指
定
技
能
（
以
下
新
技
能
と
い
う
。
）

の
い
ず
れ
の
技
能
に
該
当
す
る
か
、
又
旧
技
能
及
び
新
技
能
の
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
別
表
「
改
正
指
定
技
能
新
旧
対
照
表
」
参
照
の
こ
と
。

な
お
別
表
新
技
能
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
新
技
能
に
つ
い
て
は
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
と

解
す
る
こ
と
。

１
、
旧
技
能
中
、
過
去
の
実
績
そ
の
他
に
て
ら
し
現
段
階
に
お
い
て
は
指
定
の
必
要
度
の
薄
い
も

の
と
認
む
ら
れ
る
も
の
一
技
能
を
削
除
し
た
こ
と
。

２
、
技
能
名
に
変
更
な
き
も
、
技
能
概
要
に
つ
き
改
正
し
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。

イ
、
技
能
の
実
態
は
従
来
通
り
で
あ
る
が
、
従
来
の
技
能
概
要
中
の
字
句
を
変
更
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
二
十
三
技
能
に
つ
い
て
合
理
的
な
字
句
を
用
い

る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

ロ
、
技
能
の
実
態
に
つ
い
て
多
少
の
変
更
を
加
え
る
と
共
に
、
技
能
概
要
を
改
正
す
る
こ

と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
二
技
能
に
つ
き
そ
の
概
要
を
改
正
し
た
こ
と
。

３
、
技
能
名
を
改
め
る
と
共
に
技
能
概
要
を
改
正
し
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
、
技
能
の
実
態
は
従
来
通
り
で
あ
る
が
従
来
の
技
能
概
要
中
の
字
句
を
変
更
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
一
一
技
能
に
つ
い
て
合
理
的
な
字
句
を
用
い

る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

ロ
、
技
能
の
実
態
に
つ
い
て
多
少
の
変
更
を
加
え
る
と
共
に
、
技
能
概
要
を
改
正
す
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
五
技
能
に
つ
き
そ
の
概
要
を
改
正
し
た
こ
と
。

４
、
旧
技
能
中
二
以
上
の
技
能
を
一
技
能
に
吸
収
統
合
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
が
七
技
能
あ
っ
た
の
で
こ
れ
等
を
吸
収
統
合
し
三
技
能
と
し
た
こ
と
。

５
、
旧
技
能
中
一
技
能
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
こ
れ
を
二
以
上
の
技
能
に
分
離
し
、

新
た
に
指
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
三
技
能
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
分
離
し

六
技
能
と
し
た
こ
と
。

６
、
以
上
の
外
、
従
来
の
別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
七
〇
技
能
を
新
た
に

追
加
指
定
し
た
こ
と
。

新
旧
技
能
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
旧
技
能
中
、
織
物
工
、

木
型
工
、
鍛
工
、
艤
装
工
、
現
図
工
、
精
密
機
械
工
、
理
科
学
機
械
工
、
通
信
機
械
組
立
工

に
つ
い
て
は
新
技
能
に
切
り
換
え
る
に
当
り
、
次
の
事
項
に
留
意
の
上
取
扱
う
も
の
な
る
こ

と
。

⒈

織
物
工
に
つ
い
て
は
、
手
織
工
に
変
更
さ
れ
、
技
能
内
容
も
当
然
変
更
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
機
械
織
を
主
と
す
る
織
物
等
に
お
い
て
、
手
織
工
に
切
換
え
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
は
、
附
則
第
二
項
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
。

な
お
、
手
織
工
或
は
織
機
調
整
工
等
他
の
新
技
能
の
い
ず
れ
か
に
切
り
換
え
得
る
場
合

は
、
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒉

木
型
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
名
は
変
更
泣
き
も
現
図
作
業
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
、
木
型
工
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒊

鍛
工
に
つ
い
て
は
、
新
技
能
に
お
い
て
は
鍛
工
と
刃
物
工
に
分
離
指
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
当
然
技
能
概
要
も
こ
れ
に
伴
い
相
当
の
変
更
を
加
え
ら
れ
た
が
、
鍛
工
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒋

艤
装
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
名
が
造
船
艤
装
工
と
改
正
せ
ら
れ
た
の
み
で
、
そ
の
技
能

の
実
態
は
従
来
と
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒌

現
図
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
概
要
に
多
少
の
変
更
を
加
え
鋳
物
用
木
型
現
図
を
木
型
工

に
ふ
く
ま
し
め
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
図
工
の
技
能
概
要
に
い
う
鋳

物
用
木
型
現
図
と
は
一
般
鋳
物
用
木
型
現
図
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
鋳
物
用
木
型
現
図
と

い
え
ど
も
造
船
特
有
の
鋳
物
用
木
型
現
図
（
例
え
ば
船
舵
、
推
進
器
等
）
は
当
然
現
図
工

に
ふ
く
ま
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
は
、
出
来
る
限
り

附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒍

精
密
機
械
工
及
び
理
科
学
機
械
工
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
再
検
討
し
別
表
に
示
す
通

り
四
技
能
に
分
つ
こ
と
と
し
た
が
、
こ
れ
を
に
つ
い
て
は
教
習
事
項
の
基
準
に
て
ら
し
、

マ
マ

技
能
の
実
態
に
即
す
る
よ
う
十
分
検
討
の
上
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。
こ

の
場
合
測
量
用
器
具
に
つ
い
て
は
、
計
測
機
器
工
と
す
べ
き
も
の
と
光
学
機
器
工
と
す
べ
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（
大
正
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
廃
止
に
伴
う
改
正
で
あ
る
こ
と
。

四
、
別
表
第
一
関
係

規
程
第
二
条
に
基
く
別
表
第
一
「
指
定
技
能
表
」
の
改
正
は
指
定
技
能
を
百
二
十
技
能
に
追
加

拡
張
す
る
と
同
時
に
、
各
技
能
毎
の
養
成
期
間
を
同
表
に
統
合
す
る
を
便
宜
と
す
る
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

各
技
能
毎
の
技
能
概
要
に
つ
い
て
は
将
来
の
中
堅
工
た
る
に
十
分
な
「
多
能
工
た
る
べ
き
素
地
を

も
つ
熟
練
工
」
の
養
成
と
い
う
技
能
者
養
成
の
趣
旨
に
基
き
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
類
番
号
は
、
一
を
工
芸
関
係
、
二
を
繊
維
関
係
、
三
を
金
属
関
係
、
四
を
電
気
関
係
、
五
を
精

密
機
械
関
係
、
六
を
一
般
機
械
関
係
、
七
を
造
船
関
係
、
八
を
車
両
関
係
、
九
を
化
学
関
係
、
一

〇
を
建
設
関
係
、
〇
を
そ
の
他
雑
関
係
と
し
て
大
別
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

指
定
技
能
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
従
来
の
別
表
第
一
指
定
技
能

（
以
下
旧
技
能
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
改
正
後
の
別
表
第
一
指
定
技
能
（
以
下
新
技
能
と
い
う
。
）

の
い
ず
れ
の
技
能
に
該
当
す
る
か
、
又
旧
技
能
及
び
新
技
能
の
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
別
表
「
改
正
指
定
技
能
新
旧
対
照
表
」
参
照
の
こ
と
。

な
お
別
表
新
技
能
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
新
技
能
に
つ
い
て
は
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
と

解
す
る
こ
と
。

１
、
旧
技
能
中
、
過
去
の
実
績
そ
の
他
に
て
ら
し
現
段
階
に
お
い
て
は
指
定
の
必
要
度
の
薄
い
も

の
と
認
む
ら
れ
る
も
の
一
技
能
を
削
除
し
た
こ
と
。

２
、
技
能
名
に
変
更
な
き
も
、
技
能
概
要
に
つ
き
改
正
し
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。

イ
、
技
能
の
実
態
は
従
来
通
り
で
あ
る
が
、
従
来
の
技
能
概
要
中
の
字
句
を
変
更
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
二
十
三
技
能
に
つ
い
て
合
理
的
な
字
句
を
用
い

る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

ロ
、
技
能
の
実
態
に
つ
い
て
多
少
の
変
更
を
加
え
る
と
共
に
、
技
能
概
要
を
改
正
す
る
こ

と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
二
技
能
に
つ
き
そ
の
概
要
を
改
正
し
た
こ
と
。

３
、
技
能
名
を
改
め
る
と
共
に
技
能
概
要
を
改
正
し
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
、
技
能
の
実
態
は
従
来
通
り
で
あ
る
が
従
来
の
技
能
概
要
中
の
字
句
を
変
更
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
一
一
技
能
に
つ
い
て
合
理
的
な
字
句
を
用
い

る
こ
と
と
し
た
こ
と
。

ロ
、
技
能
の
実
態
に
つ
い
て
多
少
の
変
更
を
加
え
る
と
共
に
、
技
能
概
要
を
改
正
す
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
五
技
能
に
つ
き
そ
の
概
要
を
改
正
し
た
こ
と
。

４
、
旧
技
能
中
二
以
上
の
技
能
を
一
技
能
に
吸
収
統
合
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
が
七
技
能
あ
っ
た
の
で
こ
れ
等
を
吸
収
統
合
し
三
技
能
と
し
た
こ
と
。

５
、
旧
技
能
中
一
技
能
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
こ
れ
を
二
以
上
の
技
能
に
分
離
し
、

新
た
に
指
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
三
技
能
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
分
離
し

六
技
能
と
し
た
こ
と
。

６
、
以
上
の
外
、
従
来
の
別
表
第
一
に
指
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
七
〇
技
能
を
新
た
に

追
加
指
定
し
た
こ
と
。

新
旧
技
能
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
旧
技
能
中
、
織
物
工
、

木
型
工
、
鍛
工
、
艤
装
工
、
現
図
工
、
精
密
機
械
工
、
理
科
学
機
械
工
、
通
信
機
械
組
立
工

に
つ
い
て
は
新
技
能
に
切
り
換
え
る
に
当
り
、
次
の
事
項
に
留
意
の
上
取
扱
う
も
の
な
る
こ

と
。

⒈

織
物
工
に
つ
い
て
は
、
手
織
工
に
変
更
さ
れ
、
技
能
内
容
も
当
然
変
更
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
機
械
織
を
主
と
す
る
織
物
等
に
お
い
て
、
手
織
工
に
切
換
え
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
は
、
附
則
第
二
項
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
。

な
お
、
手
織
工
或
は
織
機
調
整
工
等
他
の
新
技
能
の
い
ず
れ
か
に
切
り
換
え
得
る
場
合

は
、
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒉

木
型
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
名
は
変
更
泣
き
も
現
図
作
業
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
、
木
型
工
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒊

鍛
工
に
つ
い
て
は
、
新
技
能
に
お
い
て
は
鍛
工
と
刃
物
工
に
分
離
指
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
当
然
技
能
概
要
も
こ
れ
に
伴
い
相
当
の
変
更
を
加
え
ら
れ
た
が
、
鍛
工
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒋

艤
装
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
名
が
造
船
艤
装
工
と
改
正
せ
ら
れ
た
の
み
で
、
そ
の
技
能

の
実
態
は
従
来
と
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒌

現
図
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
概
要
に
多
少
の
変
更
を
加
え
鋳
物
用
木
型
現
図
を
木
型
工

に
ふ
く
ま
し
め
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
図
工
の
技
能
概
要
に
い
う
鋳

物
用
木
型
現
図
と
は
一
般
鋳
物
用
木
型
現
図
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
鋳
物
用
木
型
現
図
と

い
え
ど
も
造
船
特
有
の
鋳
物
用
木
型
現
図
（
例
え
ば
船
舵
、
推
進
器
等
）
は
当
然
現
図
工

に
ふ
く
ま
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
は
、
出
来
る
限
り

附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。

⒍

精
密
機
械
工
及
び
理
科
学
機
械
工
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
再
検
討
し
別
表
に
示
す
通

り
四
技
能
に
分
つ
こ
と
と
し
た
が
、
こ
れ
を
に
つ
い
て
は
教
習
事
項
の
基
準
に
て
ら
し
、

マ
マ

技
能
の
実
態
に
即
す
る
よ
う
十
分
検
討
の
上
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
こ
と
。
こ

の
場
合
測
量
用
器
具
に
つ
い
て
は
、
計
測
機
器
工
と
す
べ
き
も
の
と
光
学
機
器
工
と
す
べ
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き
も
の
と
が
あ
る
点
、
度
量
衡
器
に
つ
い
て
は
計
測
機
器
工
と
す
べ
き
も
の
（
材
料
試
験

機
の
製
造
等
）
と
理
科
学
機
械
工
と
す
べ
き
も
の
（
パ
イ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
製
造
等
）
と
が

あ
る
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

従
来
精
密
機
械
工
に
属
し
、
別
表
に
示
す
四
新
技
能
に
ふ
く
ま
れ
な
い
も
の
、
例
え
ば

ミ
シ
ン
の
組
立
調
整
の
作
業
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
工
程
に
応
じ
、
機
械
組
立
工
等
に
ふ
く
ま

れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
こ
れ
等
の
点
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
の
適
用
に
つ
き
特
に

慎
重
を
期
す
る
こ
と
。

⒎

通
信
機
組
立
工
に
つ
い
て
は
、
技
能
概
要
に
つ
き
多
少
の
変
更
を
加
え
従
来
の
技
能
概

要
中
に
含
ま
れ
て
い
た
真
空
管
の
排
気
作
業
を
除
き
、
通
信
機
組
立
工
と
い
う
本
来
の
作

業
を
専
習
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
出
来
る
限
り
附
則
第
三
項
に
よ
る
の

は
勿
論
で
あ
る
が
、
指
導
上
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。
新
旧
技
能
の
関
係
に
つ
い
て
は

別
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
規
程
別
表
第
一
の
改
正
に
伴
い
附
則
第
三
項
の
適
用
に
つ

い
て
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
し
、
い
ず
れ
の
技
能
に
切
換
え
る
べ
き
か
に
つ
き
慎
重

に
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
例
え
ば
前
項
第
五
号
に
お
い
て
は
現
図
工
、
木
型
工
、

の
い
ず
れ
に
切
換
え
る
べ
き
か
に
つ
き
そ
の
実
態
を
充
分
検
討
の
上
決
定
せ
し
む
る
こ

と
。又

規
程
別
表
第
一
の
改
正
に
伴
い
当
該
事
業
場
に
い
づ
れ
の
技
能
が
含
ま
れ
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
も
充
分
研
究
す
る
こ
と
。
例
え
ば
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
製
造
に
お
い
て
は
、
レ

ン
ト
ゲ
ン
の
機
械
部
品
の
製
造
工
程
に
つ
い
て
は
機
械
工
、
ガ
ス
溶
接
工
、
電
弧
溶
接
工
、

仕
上
工
等
が
ふ
く
ま
れ
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
管
球
の
製
造
工
程
に
つ
い
て
は
特
殊
真
空
管
工
が

ふ
く
ま
れ
そ
の
他
の
工
程
に
つ
い
て
は
塗
装
工
、
メ
ッ
キ
工
、
プ
レ
ス
工
等
が
ふ
く
ま
れ
、

レ
ン
ト
ゲ
ン
の
組
立
調
整
の
工
程
に
つ
い
て
は
、
理
科
学
器
械
工
が
ふ
く
ま
れ
る
等
極
め

て
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
、
別
表
第
三
関
係

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
基
準
の
表
は
、
規
程
別
表
第
一
の
改
正
に
伴
う
改
正
で
あ
る
こ
と
。

六
、
様
式
第
三
号
記
載
心
得
関
係

「
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
記
載
心
得
の
改
正
は
、
免
許
制
度
の
採
用
並
び
に
今
回
の
規

程
第
十
八
条
の
規
定
の
改
正
に
即
応
す
る
た
め
□
□
の
」
で
あ
る
こ
と
。

「
規
程
第
十
八
条
但
書
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
明
記
す
る
こ
と
」

と
は
そ
の
事
実
を
適
宜
の
方
法
に
よ
り
明
示
す
べ
き
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
目
的
を
達
し
得
れ
ば
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

七
、
附
則
関
係

附
則
第
二
項
以
下
は
今
回
の
規
程
改
正
の
際
、
従
来
の
規
程
に
よ
っ
て
い
る
者
の
た
め
の

措
置
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
複
雑
な
事
項
も
あ
る
の
で
こ
れ
が
運
用
に
つ
き
過
誤
な
き

を
期
す
る
こ
と
。

１
、
第
二
項
関
係

本
項
は
、
改
正
の
際
現
に
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
て
養
成
を
実
施
中
の
使
用
者
は
、

現
在
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
い
入
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
行
う
養
成
に
関
し
て
は
、
そ
の

ま
ま
従
前
の
規
程
に
よ
り
養
成
を
継
続
終
了
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

本
項
に
よ
り
得
る
場
合
は
、
残
余
の
養
成
期
間
極
め
て
短
き
か
或
は
地
方
的
特
殊
事
情

マ

マ

そ
の
他
に
よ
り
旧
技
能
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
新
技
能
に
切
換
え
る
こ
と
が
全
く

不
可
能
で
あ
る
場
合
の
み
本
項
に
よ
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
。

従
前
の
例
に
よ
る
と
は
技
能
習
得
者
の
技
能
職
種
、
防
護
方
法
の
基
準
等
何
れ
も
改
正

前
の
規
程
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
継
続
実
施
し
て
行
く
べ
き
意
味
で
あ
る
こ
と
。

２
、
第
三
項
関
係

本
項
は
、
附
則
第
二
項
該
当
の
使
用
者
で
改
正
後
の
規
程
に
よ
ら
ん
と
す
る
場
合
は
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
、
改
正
後
の
規
程
に
よ
る
技
能
者
養
成
に
切

換
え
て
継
続
実
施
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
認
可
を
受
け
し
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
切
換
え
後
の
養
成
が
有
効
適
切
に
実

施
し
得
る
か
否
か
即
ち
指
導
員
の
補
充
、
教
習
事
項
の
変
更
並
び
に
運
営
等
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
か
否
か
の
点
に
つ
き
検
討
し
、
又
切
り
換
え
後
の
指
導
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ん
と
す
る

た
め
の
措
置
を
必
要
と
認
め
た
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

現
に
養
成
を
実
施
し
て
い
る
事
業
場
に
対
し
て
は
、
能
う
る
限
り
本
項
に
よ
ら
し
め
る
よ

う
指
導
す
る
こ
と
即
ち
残
余
の
養
成
期
間
が
一
年
以
上
あ
り
、
最
低
教
習
時
間
一
四
七
〇
時

間
の
合
理
的
運
営
に
よ
り
切
り
換
え
可
能
な
る
場
合
は
す
べ
て
本
項
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、

従
来
事
業
場
の
希
望
等
に
よ
り
旧
技
能
に
ふ
く
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
技
能
に
つ
き
便
宜
適
当

な
る
技
能
に
含
め
、
養
成
を
実
施
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
当
然
本
項
に
よ
ら
し
め
る
べ

き
で
あ
る
。

認
可
に
つ
い
て
は
別
記
様
式
に
よ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
し
、
認
可
に
当
っ
て
は
次
の

事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

⑴

教
習
事
項
に
つ
い
て
は
、
新
技
能
の
教
習
科
目
の
中
既
習
の
分
を
差
引
い
た
残
り
の
分

を
残
余
の
教
習
年
度
に
お
け
る
教
習
時
間
で
教
習
し
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。
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⑵

指
導
員
に
つ
い
て
は
、
切
換
え
る
べ
き
新
技
能
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資

格
の
免
許
を
有
す
る
指
導
員
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

認
可
し
た
場
合
に
は
、
養
成
契
約
書
及
び
技
能
習
得
者
名
簿
中
の
「
従
事
す
べ
き
業
務

の
種
類
」
を
新
技
能
名
に
書
き
改
め
し
め
る
と
共
に
技
能
習
得
者
雇
入
届
出
中
の
「
習
得

せ
し
め
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
」
を
新
技
能
に
訂
正
す
る
こ
と
。

３
、
第
四
項
関
係

本
項
は
改
正
の
際
現
に
旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
て
い
る
が
、
未
だ

養
成
を
実
施
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
使
用
者
は
、
当
該
認
可
の
条
件
に
変
更
の
な
い
限
り
新

技
能
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
改
め
て
認
可
申
請

を
し
な
お
す
こ
と
な
く
新
技
能
に
つ
い
て
養
成
を
実
施
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

右
の
場
合
新
技
能
中
何
れ
の
技
能
に
つ
き
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て

は
概
ね
別
表
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
別
表
に
よ
り
難
い
場
合
及
び
「
別
表
第
一
関
係
第
四

項
（
改
正
の
内
容
）
第
六
号
」
該
当
の
技
能
に
切
換
え
ん
と
す
る
場
合
は
、
実
施
せ
ん
と
す

る
技
能
者
養
成
の
実
施
に
即
し
決
定
す
る
こ
と
。

養
成
を
開
始
し
た
場
合
は
、
当
該
認
可
の
条
件
に
従
い
養
成
が
行
わ
れ
て
居
る
か
、
当
該

条
件
を
不
利
に
変
更
し
技
能
習
得
者
が
不
当
な
取
扱
を
う
け
る
こ
と
は
な
い
か
等
の
点
に
つ

き
充
分
監
督
し
、
指
導
に
遺
漏
な
き
を
記
す
る
こ
と
。

４
、
第
五
項
関
係

本
項
は
、
改
正
の
際
現
に
旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

は
、
新
た
に
免
許
の
申
請
を
す
る
こ
と
な
く
、
新
技
能
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者
養
成
資

格
の
免
許
を
受
け
た
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
新
技
能
中
の
何
れ
の
技
能
に
つ
き
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
べ
き
が
つ
い
て

マ
マ

は
別
表
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
。
但
し
「
別
表
第
一
関
係
第
四
項
（
改
正
の
内
容
）
第
五
号
」

該
当
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
許
所
有
者
が
現
に
指
導
に
当
り
又
は
当
ら
ん
と
す
る
新

技
能
の
い
ず
れ
か
一
技
能
に
つ
い
て
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
決
定
は
養
成
の

実
態
に
即
し
て
決
定
す
る
こ
と
。

旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
附
則
第
二
項
に
よ
る

場
合
は
当
該
免
許
証
に
記
載
さ
れ
た
旧
技
能
の
養
成
に
附
則
第
三
項
に
よ
る
場
合
は
、
旧
技

能
に
該
当
す
る
新
技
能
の
養
成
に
当
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
関関
係係

一
、
第
一
条
関
係

規
程
第
十
八
条
の
改
正
に
伴
い
、
本
条
中
第
一
号
の
字
句
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
第
四
条
関
係

第
一
項
中
「
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
」
を
削
り
、
第
二
項
を
「
前
項

の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

定
め
る
」
と
改
め
、
第
三
項
を
削
り
第
二
条
の
趣
旨
に
沿
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

但
し
、
全
国
的
に
調
整
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
五
月
一
日
付

基
発
第
三
二
四
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
関
す
る
件
に
よ
る
べ
き
こ
と
。

マ

マ

改改

正正

指指

定定

技技

能能

新新

旧旧

対対

照照

表表

旧

技

能

新

技

能

改
正
の
内
容

一
ノ
一

金
属
工
芸
師

３

⑴
鎚
金
師

一
の
一

つ
い
金
工

３

⑵
彫
金
師

一
の
二

彫
金
工

３

⑶
鋳
金
師

一
の
三

鋳
金
工

３
㋺

⑷
錺

師

一
の
四

か
ざ
り
工

３

一
ノ
二

金
属
彫
刻
師

二
の
六

捺
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

３

一
ノ
三

七
宝
細
工
師

一
の
五

七
宝
師
工

３

一
ノ
四

宝
石
細
工
職

一
の
六

宝
石
工

３

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

４

一
ノ
六

グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
工

一
ノ
七

陶
工

一
の
八

陶
工

２

一
ノ
八

漆
器
工

⑴
漆
素
地
師

⑵
漆
塗
師

一
の
九

漆
工

４

⑶
漆
加
飾
師

一
ノ
九

竹
籘
細
工
職

一
の
一
〇
編
組
工

３
㋺

一
ノ
一
〇
金
属
玩
具
工

一
の
一
二
金
属
が
ん
具
工

２

二
ノ
一

織
物
工

二
の
一

手
織
工

３
㋺

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

二
の
二

紡
機
調
整
工

２

二
ノ
三

織
機
調
整
工

二
の
三

織
機
調
整
工

２
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⑵

指
導
員
に
つ
い
て
は
、
切
換
え
る
べ
き
新
技
能
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資

格
の
免
許
を
有
す
る
指
導
員
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

認
可
し
た
場
合
に
は
、
養
成
契
約
書
及
び
技
能
習
得
者
名
簿
中
の
「
従
事
す
べ
き
業
務

の
種
類
」
を
新
技
能
名
に
書
き
改
め
し
め
る
と
共
に
技
能
習
得
者
雇
入
届
出
中
の
「
習
得

せ
し
め
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
」
を
新
技
能
に
訂
正
す
る
こ
と
。

３
、
第
四
項
関
係

本
項
は
改
正
の
際
現
に
旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
て
い
る
が
、
未
だ

養
成
を
実
施
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
使
用
者
は
、
当
該
認
可
の
条
件
に
変
更
の
な
い
限
り
新

技
能
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者
養
成
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
改
め
て
認
可
申
請

を
し
な
お
す
こ
と
な
く
新
技
能
に
つ
い
て
養
成
を
実
施
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

右
の
場
合
新
技
能
中
何
れ
の
技
能
に
つ
き
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て

は
概
ね
別
表
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
別
表
に
よ
り
難
い
場
合
及
び
「
別
表
第
一
関
係
第
四

項
（
改
正
の
内
容
）
第
六
号
」
該
当
の
技
能
に
切
換
え
ん
と
す
る
場
合
は
、
実
施
せ
ん
と
す

る
技
能
者
養
成
の
実
施
に
即
し
決
定
す
る
こ
と
。

養
成
を
開
始
し
た
場
合
は
、
当
該
認
可
の
条
件
に
従
い
養
成
が
行
わ
れ
て
居
る
か
、
当
該

条
件
を
不
利
に
変
更
し
技
能
習
得
者
が
不
当
な
取
扱
を
う
け
る
こ
と
は
な
い
か
等
の
点
に
つ

き
充
分
監
督
し
、
指
導
に
遺
漏
な
き
を
記
す
る
こ
と
。

４
、
第
五
項
関
係

本
項
は
、
改
正
の
際
現
に
旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

は
、
新
た
に
免
許
の
申
請
を
す
る
こ
と
な
く
、
新
技
能
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者
養
成
資

格
の
免
許
を
受
け
た
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
新
技
能
中
の
何
れ
の
技
能
に
つ
き
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
べ
き
が
つ
い
て

マ
マ

は
別
表
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
。
但
し
「
別
表
第
一
関
係
第
四
項
（
改
正
の
内
容
）
第
五
号
」

該
当
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
許
所
有
者
が
現
に
指
導
に
当
り
又
は
当
ら
ん
と
す
る
新

技
能
の
い
ず
れ
か
一
技
能
に
つ
い
て
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
決
定
は
養
成
の

実
態
に
即
し
て
決
定
す
る
こ
と
。

旧
技
能
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
附
則
第
二
項
に
よ
る

場
合
は
当
該
免
許
証
に
記
載
さ
れ
た
旧
技
能
の
養
成
に
附
則
第
三
項
に
よ
る
場
合
は
、
旧
技

能
に
該
当
す
る
新
技
能
の
養
成
に
当
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
関関
係係

一
、
第
一
条
関
係

規
程
第
十
八
条
の
改
正
に
伴
い
、
本
条
中
第
一
号
の
字
句
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
第
四
条
関
係

第
一
項
中
「
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
」
を
削
り
、
第
二
項
を
「
前
項

の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

定
め
る
」
と
改
め
、
第
三
項
を
削
り
第
二
条
の
趣
旨
に
沿
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

但
し
、
全
国
的
に
調
整
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
五
月
一
日
付

基
発
第
三
二
四
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
に
関
す
る
件
に
よ
る
べ
き
こ
と
。

マ

マ

改改

正正

指指

定定

技技

能能

新新

旧旧

対対

照照

表表

旧

技

能

新

技

能

改
正
の
内
容

一
ノ
一

金
属
工
芸
師

３

⑴
鎚
金
師

一
の
一

つ
い
金
工

３

⑵
彫
金
師

一
の
二

彫
金
工

３

⑶
鋳
金
師

一
の
三

鋳
金
工

３
㋺

⑷
錺

師

一
の
四

か
ざ
り
工

３

一
ノ
二

金
属
彫
刻
師

二
の
六

捺
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

３

一
ノ
三

七
宝
細
工
師

一
の
五

七
宝
師
工

３

一
ノ
四

宝
石
細
工
職

一
の
六

宝
石
工

３

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

４

一
ノ
六

グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
工

一
ノ
七

陶
工

一
の
八

陶
工

２

一
ノ
八

漆
器
工

⑴
漆
素
地
師

⑵
漆
塗
師

一
の
九

漆
工

４

⑶
漆
加
飾
師

一
ノ
九

竹
籘
細
工
職

一
の
一
〇
編
組
工

３
㋺

一
ノ
一
〇
金
属
玩
具
工

一
の
一
二
金
属
が
ん
具
工

２

二
ノ
一

織
物
工

二
の
一

手
織
工

３
㋺

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

二
の
二

紡
機
調
整
工

２

二
ノ
三

織
機
調
整
工

二
の
三

織
機
調
整
工

２
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二
ノ
四

染
色
工

二
の
五

染
色
工

２

三
ノ
一

機
械
工

六
の
一

機
械
工

２

三
ノ
二

板
金
工

三
の
十
三
板
金
工

２

三
ノ
三

製
罐
工

三
の
十
五
製
か
ん
工

２

三
ノ
四

電
機
溶
接
工

三
の
十
六
電
弧
溶
接
工

２

三
ノ
五

ガ
ス
溶
接
工

三
の
十
七
ガ
ス
溶
接
工

２

三
ノ
六

鋳
物
工

三
の
一
一
鋳
物
工

２

三
ノ
七

木
型
工

三
の
一
二
木
型
工

２

三
の
八

鍛
工

５

三
ノ
八

鍛
工

三
の
九

刃
物
工

５

八
の
四

車
両
木
工

２

三
ノ
九

車
両
木
工

七
の
八

造
船
木
工

２

三
ノ
一
〇
造
船
木
工

七
の
一
〇
現
図
工

２

三
ノ
一
一
現
図
工

六
の
二

仕
上
工

２

三
ノ
一
二
仕
上
工

六
の
三

治
工
具
仕
上
工

３

三
ノ
一
三
治
工
具
及

２

金
型
仕
上
工

五
の
五

レ
ン
ズ
研
磨
工

５

三
ノ
一
四
レ
ン
ズ
研
磨
工

五
の
一

光
学
機
械
工

５

五
の
二

計
測
機
器
工

５

三
ノ
一
五
精
密
器
械
工

五
の
三

時
計
工

５

三
ノ
一
六
理
科
学
機
械
工

五
の
四

理
科
学
器
械
工

５

三
ノ
一
七
電
気
機
械
組
立
工

四
の
五

電
機
組
立
工

３

三
ノ
一
八
通
信
機
組
立
工

四
の
六

通
信
機
組
立
工

２
㋺

三
ノ
一
九
内
燃
機
組
立
工

六
の
六

内
燃
機
組
立
工

２

三
ノ
二
〇
機
械
組
立
工

六
の
五

機
械
組
立
工

２

三
ノ
二
一
自
動
車
組
立
工

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

４

三
ノ
二
五
自
動
車
修
理
工

三
ノ
二
二
艤
装
工

七
の
一

造
船
艤
装
工

３

三
ノ
二
三
舟
大
工

七
の
九

舟
大
工

２

三
ノ
二
四
義
肢
工

削

除

四

精
密
印
刷
工

〇
の
一

印
刷
工

３
㋺

五
ノ
一

電
気
工

四
の
四

電
機
運
転
工

３
㋺

五
ノ
二

電
路
工

四
の
三

電
路
工

２

六
ノ
一

大
工

一
〇
の
一

大
工

２

六
ノ
二

建
具
職

一
〇
の
二

建
具
工

３

六
ノ
三

家
具
職

一
〇
の
三

家
具
職

３

六
ノ
四

タ
イ
ル
張
工

一
〇
の
六

タ
イ
ル
張
工

２

六
ノ
五

配
管
工

一
〇
の
七

配
管
工

２

『
基
準
』

昭
和
二
六
年
五
月
一
二
日

〔
五
─
三
─
二
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三

四
七
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
認認
定定
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
一
八
条
但
書
の
規
定
に
基
き
、
標
記
基
準
が
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
三

十
日
労
働
省
告
示
第
八
号
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
三
十
日
附
官
報
登
載
）
を
以
て
別
紙
の
通
り

告
示
せ
ら
れ
、
同
年
四
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
左
記
事
項
に
つ
き
留
意
の

上
こ
れ
が
運
用
上
万
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
申
請
に
当
っ
て
は
、
認
定
に
必
要
な
資
料
を
出
来
る
限
り
添
付

せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
単
に
履
歴
書
の
み
に
基
き
認
定
を
行
う
等
の
こ
と
は
、
こ
れ
を
避
け

参
考
資
料
を
も
併
せ
て
検
討
し
、
認
定
上
遺
憾
な
き
を
期
す
る
こ
と
。

二

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
は
、
工
芸
関
係
の
特
定
の
技
能
に
お
け
る
如
き
特
殊
の
事
情
あ

る
も
の
の
外
は
、
二
以
上
の
技
能
に
つ
き
免
許
を
与
え
得
る
場
合
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
が

二
以
上
の
技
能
に
つ
い
て
免
許
申
請
の
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
充
分
備
え
て
い
る
か
、

又
そ
れ
ら
の
技
能
に
つ
い
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
慎
重
に

検
討
の
上
免
許
を
与
え
る
こ
と
。

三

認
定
基
準
の
各
号
に
示
さ
れ
る
経
験
年
数
は
、
所
定
の
年
数
に
つ
き
継
続
し
て
経
験
を
有

す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

四

認
定
基
準
の
各
号
の
改
正
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

第
一
号
関
係

本
号
中
は
、
従
来
徒
弟
契
約
に
関
し
「
従
来
の
慣
習
に
よ
る
」
と
の
み
記
さ
れ
契
約
期
間

に
つ
い
て
は
明
確
に
示
さ
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
後
の
各
号
と
の
関
係
を
勘
案
し
、
三
年
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以
上
と
定
め
、
そ
の
期
間
を
明
確
に
す
る
と
共
に
所
謂
工
場
徒
弟
或
は
法
令
に
よ
ら
ず
事
業

場
独
自
の
立
場
に
お
い
て
実
施
し
た
三
年
以
上
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
課
程
も
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
号
関
係

本
号
は
従
来
の
規
定
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

第
三
号
関
係

本
号
は
、
従
来
「
機
械
技
術
者
検
定
令
に
合
格
し
た
こ
と
」
と
の
み
規
定
し
、
そ
の
作
業

試
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
等
定
め
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
指
定
技
能
の
拡
張

に
伴
い
、
作
業
試
験
に
つ
い
て
も
、
当
該
技
能
に
関
す
る
も
の
を
選
択
し
て
居
る
こ
と
を
要

す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
に
お
い
て
は
、
筆
記
試
験
と
作
業
試
験
を
課
し
て
居
り
、
作
業
試

験
は
製
図
及
び
専
門
作
業
に
分
れ
、
専
門
作
業
は
機
械
作
業
、
仕
上
及
び
組
立
作
業
、
木
型

及
び
鋳
造
作
業
、
火
造
り
及
び
熱
処
理
作
業
、
製
缶
及
び
溶
接
作
業
、
機
械
設
計
作
業
の
六

作
業
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
等
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
が
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
専
門

に
よ
り
選
択
す
る
こ
と
と
な
っ
て
居
た
も
の
で
あ
る
か
ら
認
定
上
こ
の
点
に
留
意
す
る
こ

と
。

第
四
号
関
係

本
号
は
、
従
来
養
成
修
了
者
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
今
回

新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
は
、
他
の
技
能
訓
練
制
度
に
比
し
、
そ
の
内
容
、
程
度
共
極
め
て
高
度
の
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
実
地
経
験
年
数
に
お
い
て
、
他
の
各
号
に
比
し
、
細
か
い

年
数
を
以
て
免
許
申
請
を
な
し
得
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

養
成
修
了
者
に
し
て
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
も
、
本
号
に
該
当
し
な
い
者
に
つ

い
て
は
、
第
十
号
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
。

第
五
号
及
び
第
六
号
関
係

第
五
号
及
び
第
六
号
は
、
従
来
の
規
定
に
お
い
て
「
実
業
学
校
」
と
の
み
規
定
し
、
所
謂

甲
種
、
乙
種
の
別
に
つ
き
明
確
を
欠
い
て
居
っ
た
点
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
号
は
所
謂
旧
制
甲
種
実
業
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
号
は
所
謂
旧
制
乙
種
実
業
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
機
械
工
に
あ
っ
て
は
機
械

科
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七
号
関
係

本
号
は
、
従
来
、
旧
制
高
等
学
校
卒
業
生
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ

た
の
で
、
今
回
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
は
、
所
謂
新
制
実
業
高
等
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
あ
る
こ
と
。

本
号
中
、
「
当
該
技
能
に
関
す
る
科
目
」
と
は
、
機
械
工
で
あ
れ
ば
機
械
関
係
の
単
元
を

指
す
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
当
該
技
能
に
関
す
る
単
元
を
修
め
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
機
械
工
に
つ
い
て
は
機
械
科
を
修
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八
号
関
係

本
号
は
、
従
来
の
規
定
に
お
い
て
は
、
実
地
経
験
三
年
を
必
要
と
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る

が
他
の
各
号
と
の
関
係
に
お
い
て
二
年
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
は
、
所
謂
旧
制
大
学
及
び
旧
制
専
門
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
中
、
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
単
に
当
該
技
能
に
関
す
る
単
位
又
は
科

目
を
修
め
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
機
械
工
に
つ
い
て
は
機
械
工
学
科
或
は
工
作
機

械
科
等
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
九
号
関
係

本
号
は
、
従
来
新
制
大
学
卒
業
生
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
、

今
回
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
中
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
第
八
号
関
係
第
三
項
に
準
ず
べ
き
こ
と
。

第
十
号
関
係

本
号
は
、
前
各
号
の
外
こ
れ
等
と
同
等
以
上
の
学
歴
又
は
資
格
及
び
経
験
年
数
を
有
し
指

導
員
と
し
て
適
格
で
あ
る
者
を
選
定
確
保
せ
ん
が
た
め
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
来
の
規
定
に
掲
げ
ら
れ
て
居
り
認
定
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
居
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
本
号
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
。

本
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
本
省
に
稟
伺
い
す
べ
き
こ
と
。

『
基
準
』

昭
和
二
六
年
七
月
一
日

〔
五
─
三
─
二
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四

九
九
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
十十
三三
条条
のの
規規
定定
にに
基基
くく
教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
五
月
四
日
労
働
省
告
示
第
九
号
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
四

日
付
官
報
号
外
登
載
）
を
も
っ
て
別
添
の
通
り
告
示
さ
れ
た
が
、
右
は
昭
和
二
十
六
年
四
月
一

日
労
働
省
令
第
八
号
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
に
よ
る
規
程
別
表
第
一
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以
上
と
定
め
、
そ
の
期
間
を
明
確
に
す
る
と
共
に
所
謂
工
場
徒
弟
或
は
法
令
に
よ
ら
ず
事
業

場
独
自
の
立
場
に
お
い
て
実
施
し
た
三
年
以
上
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
課
程
も
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
号
関
係

本
号
は
従
来
の
規
定
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

第
三
号
関
係

本
号
は
、
従
来
「
機
械
技
術
者
検
定
令
に
合
格
し
た
こ
と
」
と
の
み
規
定
し
、
そ
の
作
業

試
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
等
定
め
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
指
定
技
能
の
拡
張

に
伴
い
、
作
業
試
験
に
つ
い
て
も
、
当
該
技
能
に
関
す
る
も
の
を
選
択
し
て
居
る
こ
と
を
要

す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
に
お
い
て
は
、
筆
記
試
験
と
作
業
試
験
を
課
し
て
居
り
、
作
業
試

験
は
製
図
及
び
専
門
作
業
に
分
れ
、
専
門
作
業
は
機
械
作
業
、
仕
上
及
び
組
立
作
業
、
木
型

及
び
鋳
造
作
業
、
火
造
り
及
び
熱
処
理
作
業
、
製
缶
及
び
溶
接
作
業
、
機
械
設
計
作
業
の
六

作
業
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
等
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
が
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
専
門

に
よ
り
選
択
す
る
こ
と
と
な
っ
て
居
た
も
の
で
あ
る
か
ら
認
定
上
こ
の
点
に
留
意
す
る
こ

と
。

第
四
号
関
係

本
号
は
、
従
来
養
成
修
了
者
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
今
回

新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
は
、
他
の
技
能
訓
練
制
度
に
比
し
、
そ
の
内
容
、
程
度
共
極
め
て
高
度
の
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
実
地
経
験
年
数
に
お
い
て
、
他
の
各
号
に
比
し
、
細
か
い

年
数
を
以
て
免
許
申
請
を
な
し
得
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

養
成
修
了
者
に
し
て
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
も
、
本
号
に
該
当
し
な
い
者
に
つ

い
て
は
、
第
十
号
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
。

第
五
号
及
び
第
六
号
関
係

第
五
号
及
び
第
六
号
は
、
従
来
の
規
定
に
お
い
て
「
実
業
学
校
」
と
の
み
規
定
し
、
所
謂

甲
種
、
乙
種
の
別
に
つ
き
明
確
を
欠
い
て
居
っ
た
点
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
号
は
所
謂
旧
制
甲
種
実
業
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
号
は
所
謂
旧
制
乙
種
実
業
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
機
械
工
に
あ
っ
て
は
機
械

科
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
七
号
関
係

本
号
は
、
従
来
、
旧
制
高
等
学
校
卒
業
生
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ

た
の
で
、
今
回
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
は
、
所
謂
新
制
実
業
高
等
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
あ
る
こ
と
。

本
号
中
、
「
当
該
技
能
に
関
す
る
科
目
」
と
は
、
機
械
工
で
あ
れ
ば
機
械
関
係
の
単
元
を

指
す
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
当
該
技
能
に
関
す
る
単
元
を
修
め
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
機
械
工
に
つ
い
て
は
機
械
科
を
修
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八
号
関
係

本
号
は
、
従
来
の
規
定
に
お
い
て
は
、
実
地
経
験
三
年
を
必
要
と
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る

が
他
の
各
号
と
の
関
係
に
お
い
て
二
年
に
短
縮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
は
、
所
謂
旧
制
大
学
及
び
旧
制
専
門
学
校
卒
業
生
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
中
、
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
単
に
当
該
技
能
に
関
す
る
単
位
又
は
科

目
を
修
め
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
機
械
工
に
つ
い
て
は
機
械
工
学
科
或
は
工
作
機

械
科
等
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
九
号
関
係

本
号
は
、
従
来
新
制
大
学
卒
業
生
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
、

今
回
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

本
号
中
「
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
」
と
は
、
第
八
号
関
係
第
三
項
に
準
ず
べ
き
こ
と
。

第
十
号
関
係

本
号
は
、
前
各
号
の
外
こ
れ
等
と
同
等
以
上
の
学
歴
又
は
資
格
及
び
経
験
年
数
を
有
し
指

導
員
と
し
て
適
格
で
あ
る
者
を
選
定
確
保
せ
ん
が
た
め
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
来
の
規
定
に
掲
げ
ら
れ
て
居
り
認
定
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
居
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
本
号
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
。

本
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
本
省
に
稟
伺
い
す
べ
き
こ
と
。

『
基
準
』

昭
和
二
六
年
七
月
一
日

〔
五
─
三
─
二
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四

九
九
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
第第
十十
三三
条条
のの
規規
定定
にに
基基
くく
教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
五
月
四
日
労
働
省
告
示
第
九
号
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
四

日
付
官
報
号
外
登
載
）
を
も
っ
て
別
添
の
通
り
告
示
さ
れ
た
が
、
右
は
昭
和
二
十
六
年
四
月
一

日
労
働
省
令
第
八
号
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
に
よ
る
規
程
別
表
第
一
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の
指
定
技
能
の
改
正
に
伴
い
新
た
に
追
加
指
定
さ
れ
た
技
能
並
び
に
従
来
教
習
事
項
の
基
準
が

未
告
示
で
あ
っ
た
技
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て
も
全
面
的
に
検
討

を
加
え
、
一
層
合
理
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
左

記
事
項
に
留
意
の
上
こ
れ
が
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
教
習
事
項
の
基
準

教
習
事
項
の
基
準
は
、
将
来
の
中
堅
工
た
る
に
十
分
な
る
「
多
能
工
た
る
べ
き
素
地
を

1.
も
つ
熟
練
工
」
の
養
成
と
い
う
、
技
能
者
養
成
の
趣
旨
に
沿
っ
て
作
成
設
定
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
事
項
の
基
準
は
、
右
の
趣
旨
を
具
体
化
す
る
為
に
必
要
な
る
最
低
限
度
の
教
習
科

2.
目
並
び
に
教
習
時
間
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
事
項
の
基
準
は
、
各
教
習
科
目
（
社
会
科
、
体
育
、
関
連
学
科
、
実
技
）
並
び
に

3.
こ
れ
等
に
含
ま
る
べ
き
項
目
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
習
科
目
に
対
す
る
教
習
時
間
の
配
当
等
に

つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
習
科
目
毎
の
各
項
目
の
内
容
程
度
に
つ
い
て
は
、
当
該

事
業
場
に
お
い
て
決
定
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
事
項
の
基
準
に
お
い
て
、
各
教
習
科
目
毎
の
各
項
目
の
内
容
程
度
を
具
体
的
に
示

4.
す
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
異
に
す
る
各
事
業
場
に
お
け
る
技
能
者
養
成
を
画
一
化

す
る
こ
と
と
な
り
、
各
事
業
場
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
健
全
な
る
発
展
に
支
障
を
来
す

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
前
項
の
措
置
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

事
業
場
に
お
い
て
養
成
計
画
を
樹
立
す
る
に
当
り
、
そ
の
教
習
事
項
を
作
成
す
る
場
合

5.
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
基
と
し
て
、
当
該
事
業
場
に
於
て
要
求
さ
れ
る
具
体
的
事
情
を

考
慮
し
、
可
能
な
る
範
囲
に
お
い
て
基
準
を
上
廻
る
教
習
事
項
を
作
成
し
、
養
成
を
一
層

効
果
的
な
ら
し
む
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

右
の
場
合
に
は
、
労
使
代
表
者
、
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
当
該
事
業
場
の
各
部
門
の

6.
代
表
者
よ
り
な
る
技
能
者
養
成
に
関
す
る
企
画
運
営
機
関
を
設
置
せ
し
め
こ
れ
を
し
て
そ

の
衝
に
当
ら
し
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

教
習
時
間
は
す
べ
て
の
技
能
を
通
じ
て
年
間
一
、
四
七
〇
時
間
を
基
準
と
し
て
い
る
も

7.
の
で
あ
る
こ
と
。

右
は
労
働
時
間
を
一
日
七
時
間
、
労
働
日
を
年
間
三
五
週
と
し
て
算
定
し
た
も
の
で
あ

8.
る
こ
と
。

年
間
の
教
習
時
間
を
最
大
限
に
推
定
す
る
と
き
は
二
千
四
百
時
間
余
と
な
る
も
の
で
あ

9.
る
か
ら
、
年
間
の
教
習
時
間
を
基
準
以
上
に
し
て
、
当
該
技
能
の
教
習
内
容
を
豊
富
に
す

る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

右
の
場
合
に
お
い
て
は
、
技
能
者
養
成
の
趣
旨
か
ら
能
う
る
限
り
実
技
に
多
く
の
教
習

10.
時
間
を
配
当
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

教
習
事
項
の
基
準
は
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
（
昭
和
二
十
六

11.
年
労
働
省
令
第
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
一
二
〇
技
能
全
部
に
つ
い
て
こ
れ
を
定
め
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

新
た
に
追
加
指
定
さ
れ
た
技
能
七
〇
種
目
（
別
表
一
の
記
号
１
）
に
つ
い
て
定
め
た

ｲ.
こ
と
。

従
来
教
習
事
項
の
基
準
が
未
告
示
で
あ
っ
た
技
能
三
種
目
（
別
表
一
の
記
号
２
）
に

ﾛ.
つ
い
て
定
め
た
こ
と
。

従
来
の
技
能
を
分
離
或
は
統
合
し
た
技
能
九
種
目
（
別
表
一
の
記
号
３
）
に
つ
い
て

ﾊ.
定
め
た
こ
と
。

従
来
の
技
能
中
そ
の
実
態
に
変
更
を
加
え
た
技
能
七
種
目
（
別
表
一
の
記
号
４
）
に

ﾆ.
つ
い
て
定
め
た
こ
と
。

従
来
の
技
能
中
そ
の
実
態
に
変
更
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
技
能
三
一
種
目
（
別
表
一

ﾎ.
の
記
号
５
）
に
つ
い
て
も
技
能
者
養
成
の
趣
旨
を
一
層
明
確
に
し
且
つ
従
来
の
教
習
事

項
の
基
準
の
内
容
中
用
語
、
教
習
科
目
並
び
に
そ
の
各
項
目
の
各
教
習
年
度
に
対
す
る

配
当
、
教
習
時
間
等
に
つ
い
て
調
整
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

整
備
し
、
適
性
を
期
さ
ん
と
し
た
こ
と
（
別
表
二
参
照
）
。

右
の
外
技
能
に
つ
い
て
は
特
に
安
全
作
業
法
を
追
加
し
た
こ
と
。

ﾍ.
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
令
第
八
号
）

12.
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
適
用
に
伴
う
教
習
事
項
の
基
準
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
昭
和

二
十
六
年
五
月
八
日
付
基
発
第
三
四
六
号
「
技
能
者
養
成
規
程
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員

資
格
検
定
規
則
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て
」
四
、
別
表
第
一
関
係
及
び
七
附
則
関
係
を

考
慮
の
上
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
新
基
準
に
満
た
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
は
残
余
の
養
成

期
間
に
お
い
て
基
準
に
達
す
る
如
く
教
習
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

前
項
の
ロ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
付
発
基

ｲ.
第
一
一
八
号
「
技
能
者
養
成
規
程
中
別
表
改
正
並
び
に
同
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基

く
告
示
に
関
す
る
件｣

五
、
教
程
告
示
関
係
第
二
項
に
よ
っ
て
取
扱
っ
て
来
た
が
、
今

回
教
習
事
項
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

前
項
の
ハ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
教
習
事
項
の
内
容
に
相
当
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ

ﾛ.
と
。
例
え
ば
、
従
来
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
と
し
て
養
成
し
て
い
た
も
の
は
、
ガ
ラ
ス
工
に
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切
換
え
ら
れ
た
こ
と
な
り
、
従
っ
て
そ
の
教
習
事
項
に
つ
い
て
は
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
工
の

教
習
事
項
其
の
他
が
追
加
さ
れ
、
又
従
来
鍛
工
と
し
て
養
成
し
て
い
た
も
の
を
刃
物
工

に
切
換
え
る
場
合
は
関
連
学
科
に
つ
い
て
は
熱
処
理
法
、
メ
ッ
キ
法
、
実
技
に
つ
い
て

は
仕
上
基
本
作
業
、
熱
処
理
基
本
作
業
、
刃
物
機
械
作
業
、
研
ま
作
業
等
が
含
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

前
項
の
ニ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
技
能
の
実
態
に
変
更
を
加
え
た
た
め
追
加
さ
れ
た

ﾊ.
部
分
及
び
従
来
の
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
き
検
討
の
結
果
、
新
た
に
追
加
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
た
め
追
加
し
た
部
分
の
あ
る
こ
と
。
例
え
ば
木
型
工
に
つ
い
て
は
、

基
本
現
図
画
法
、
安
全
作
業
法
、
現
図
作
業
、
材
料
仕
分
及
び
処
理
作
業
、
木
型
用
現

図
型
製
作
作
業
、
木
工
機
械
調
整
及
び
刃
物
の
研
ま
、
製
品
検
査
等
を
追
加
し
た
こ
と
。

前
項
の
ホ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
別
表
二
に
示
す
通
り
変
更
に
な
っ
た
部
分
が
あ
る

ﾆ.
こ
と
。

第
二
号
は
、
従
来
社
会
科
に
つ
い
て
は
各
技
能
毎
に
そ
の
項
目
を
教
習
事
項
の
基
準
の

13．
表
中
に
か
か
げ
て
い
た
が
、
こ
の
科
目
は
全
技
能
を
通
じ
て
共
通
的
な
事
項
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
第
二
号
と
し
て
統
合
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
従
来
の
そ
れ

よ
り
は
、
広
く
拡
張
し
弾
力
性
あ
る
も
の
と
し
、
又
体
育
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
示
し

て
体
育
の
趣
旨
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
号
は
、
使
用
者
が
養
成
計
画
樹
立
に
際
し
、
そ
の
主
た
る
内
容
と
な
る
教
習
事
項

14．
の
作
成
に
つ
い
て
当
該
事
業
場
の
実
情
に
適
し
た
合
理
的
な
教
習
事
項
た
ら
し
め
、
必
要

と
す
る
技
能
者
の
養
成
□
□
を
図
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
告
示
に
定
め
る
教
習

事
項
の
基
準
は
当
該
事
業
場
に
お
け
る
教
習
事
項
を
作
成
す
る
に
当
っ
て
の
基
準
と
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
社
会
科

社
会
科
の
趣
旨
は
、
技
能
習
得
者
の
体
験
す
る
労
働
生
活
を
中
心
と
し
て
社
会
生
活
上

1.
の
知
識
を
与
え
、
健
全
に
し
て
有
能
な
社
会
の
一
員
と
し
て
の
公
民
的
資
質
を
涵
養
せ
し

め
る
と
共
に
統
率
指
導
力
あ
る
中
堅
工
た
る
の
教
養
を
培
わ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

社
会
科
は
右
の
趣
旨
に
基
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
科
目
と
同
様
慎

2.
重
に
取
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
教
習
時
間
の
配
当
の
僅
少
で
あ
る
こ
と
を
以
て
、
こ
の
科
目

を
軽
視
す
る
が
如
き
こ
と
な
き
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

社
会
科
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、

3.
そ
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
適
宜
必
要
な
項
目
を
選
択
せ
し
め
る
こ
と
。

社
会
科
は
他
の
科
目
と
異
り
、
各
技
能
毎
に
そ
の
程
度
内
容
に
つ
い
て
特
に
相
違
あ
る

4.
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
な
お
、
養
成
期
間
四
年
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
第
四
年
度
に

お
い
て
社
会
科
を
課
す
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
等
の
技
能
に
つ
い
て
は
第
四
年

度
に
お
い
て
も
社
会
科
の
教
習
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

社
会
科
の
み
の
教
習
に
あ
た
る
者
は
、
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
を
有
す
る
こ
と
を
要

5.
し
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
、
こ
の
方
面
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を
以
て
こ
れ
に
当
ら
し

め
る
こ
と
。

社
会
科
の
教
習
に
当
っ
て
は
、
必
ず
し
も
定
期
的
に
行
う
必
要
は
な
く
、
当
該
事
業
場

6.
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
弾
力
性
あ
る
教
習
を
行
う
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

社
会
科
の
具
体
的
教
習
方
法
は
、
教
室
に
お
け
る
教
授
方
式
、
討
論
方
式
等
事
業
場
内

7.
で
の
教
習
の
み
な
ら
ず
事
業
場
外
に
お
け
る
見
学
等
も
効
果
あ
る
方
法
と
認
め
ら
れ
、
社

会
科
の
趣
旨
を
具
体
化
し
得
る
方
法
で
あ
れ
ば
い
づ
れ
の
方
法
に
よ
る
も
差
支
え
な
い
こ

と
。社

会
科
の
項
目
中
「
作
業
と
能
率
に
関
す
る
事
項｣

と
は
、
技
能
の
進
歩
の
様
相
、
技

8.
能
の
進
歩
と
作
業
能
率
と
の
関
係
及
び
能
率
増
進
の
た
め
の
各
種
管
理
方
法
等
を
習
得
せ

し
め
、
こ
の
教
習
に
よ
っ
て
技
能
習
得
者
を
し
て
職
場
管
理
に
つ
い
て
の
素
養
を
与
え
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
、
体
育体

育
の
趣
旨
は
、
健
康
を
維
持
し
、
進
ん
で
心
身
の
健
全
な
発
達
を
は
か
る
に
あ
り
、

1.
発
育
途
上
の
年
少
労
働
者
を
作
業
動
作
、
作
業
環
境
等
労
働
の
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず

る
奇
形
的
発
達
、
疾
病
及
び
危
害
よ
り
護
る
と
共
に
疲
労
の
回
復
を
図
り
、
さ
ら
に
労
働

に
適
す
る
体
力
並
び
に
明
朗
健
全
な
る
精
神
を
育
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

体
育
は
右
の
趣
旨
に
基
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
科
目
の
教
習
は
必

2.
ず
厳
重
に
実
施
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

体
育
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
そ

3.
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
、
当
該
技
能
に
即
し
た
種
目
を
適
宜
選
定
せ
し
め
る
こ
と
。

体
育
の
教
習
に
当
っ
て
は
、
一
年
中
平
均
し
て
教
習
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4.
但
し
、
毎
日
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
能
又
は
不
適
当
な
場
合
は
、
一
週
に
三
十
分
宛
二
回

又
は
一
時
間
一
回
行
う
等
企
業
の
実
情
を
考
慮
に
入
れ
、
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は

差
支
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
と
い
え
ど
も
毎
週
一
回
一
時
間
を
下
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。

体
育
の
教
習
に
当
る
者
に
つ
い
て
は
社
会
科
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

5.
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切
換
え
ら
れ
た
こ
と
な
り
、
従
っ
て
そ
の
教
習
事
項
に
つ
い
て
は
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
工
の

教
習
事
項
其
の
他
が
追
加
さ
れ
、
又
従
来
鍛
工
と
し
て
養
成
し
て
い
た
も
の
を
刃
物
工

に
切
換
え
る
場
合
は
関
連
学
科
に
つ
い
て
は
熱
処
理
法
、
メ
ッ
キ
法
、
実
技
に
つ
い
て

は
仕
上
基
本
作
業
、
熱
処
理
基
本
作
業
、
刃
物
機
械
作
業
、
研
ま
作
業
等
が
含
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。

前
項
の
ニ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
技
能
の
実
態
に
変
更
を
加
え
た
た
め
追
加
さ
れ
た

ﾊ.
部
分
及
び
従
来
の
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
き
検
討
の
結
果
、
新
た
に
追
加
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
た
め
追
加
し
た
部
分
の
あ
る
こ
と
。
例
え
ば
木
型
工
に
つ
い
て
は
、

基
本
現
図
画
法
、
安
全
作
業
法
、
現
図
作
業
、
材
料
仕
分
及
び
処
理
作
業
、
木
型
用
現

図
型
製
作
作
業
、
木
工
機
械
調
整
及
び
刃
物
の
研
ま
、
製
品
検
査
等
を
追
加
し
た
こ
と
。

前
項
の
ホ
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
別
表
二
に
示
す
通
り
変
更
に
な
っ
た
部
分
が
あ
る

ﾆ.
こ
と
。

第
二
号
は
、
従
来
社
会
科
に
つ
い
て
は
各
技
能
毎
に
そ
の
項
目
を
教
習
事
項
の
基
準
の

13．
表
中
に
か
か
げ
て
い
た
が
、
こ
の
科
目
は
全
技
能
を
通
じ
て
共
通
的
な
事
項
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
第
二
号
と
し
て
統
合
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
従
来
の
そ
れ

よ
り
は
、
広
く
拡
張
し
弾
力
性
あ
る
も
の
と
し
、
又
体
育
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
示
し

て
体
育
の
趣
旨
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
号
は
、
使
用
者
が
養
成
計
画
樹
立
に
際
し
、
そ
の
主
た
る
内
容
と
な
る
教
習
事
項

14．
の
作
成
に
つ
い
て
当
該
事
業
場
の
実
情
に
適
し
た
合
理
的
な
教
習
事
項
た
ら
し
め
、
必
要

と
す
る
技
能
者
の
養
成
□
□
を
図
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
告
示
に
定
め
る
教
習

事
項
の
基
準
は
当
該
事
業
場
に
お
け
る
教
習
事
項
を
作
成
す
る
に
当
っ
て
の
基
準
と
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
社
会
科

社
会
科
の
趣
旨
は
、
技
能
習
得
者
の
体
験
す
る
労
働
生
活
を
中
心
と
し
て
社
会
生
活
上

1.
の
知
識
を
与
え
、
健
全
に
し
て
有
能
な
社
会
の
一
員
と
し
て
の
公
民
的
資
質
を
涵
養
せ
し

め
る
と
共
に
統
率
指
導
力
あ
る
中
堅
工
た
る
の
教
養
を
培
わ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

社
会
科
は
右
の
趣
旨
に
基
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
科
目
と
同
様
慎

2.
重
に
取
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
教
習
時
間
の
配
当
の
僅
少
で
あ
る
こ
と
を
以
て
、
こ
の
科
目

を
軽
視
す
る
が
如
き
こ
と
な
き
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

社
会
科
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、

3.
そ
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
適
宜
必
要
な
項
目
を
選
択
せ
し
め
る
こ
と
。

社
会
科
は
他
の
科
目
と
異
り
、
各
技
能
毎
に
そ
の
程
度
内
容
に
つ
い
て
特
に
相
違
あ
る

4.
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
な
お
、
養
成
期
間
四
年
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
第
四
年
度
に

お
い
て
社
会
科
を
課
す
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
等
の
技
能
に
つ
い
て
は
第
四
年

度
に
お
い
て
も
社
会
科
の
教
習
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

社
会
科
の
み
の
教
習
に
あ
た
る
者
は
、
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
を
有
す
る
こ
と
を
要

5.
し
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
、
こ
の
方
面
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を
以
て
こ
れ
に
当
ら
し

め
る
こ
と
。

社
会
科
の
教
習
に
当
っ
て
は
、
必
ず
し
も
定
期
的
に
行
う
必
要
は
な
く
、
当
該
事
業
場

6.
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
弾
力
性
あ
る
教
習
を
行
う
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

社
会
科
の
具
体
的
教
習
方
法
は
、
教
室
に
お
け
る
教
授
方
式
、
討
論
方
式
等
事
業
場
内

7.
で
の
教
習
の
み
な
ら
ず
事
業
場
外
に
お
け
る
見
学
等
も
効
果
あ
る
方
法
と
認
め
ら
れ
、
社

会
科
の
趣
旨
を
具
体
化
し
得
る
方
法
で
あ
れ
ば
い
づ
れ
の
方
法
に
よ
る
も
差
支
え
な
い
こ

と
。社

会
科
の
項
目
中
「
作
業
と
能
率
に
関
す
る
事
項｣

と
は
、
技
能
の
進
歩
の
様
相
、
技

8.
能
の
進
歩
と
作
業
能
率
と
の
関
係
及
び
能
率
増
進
の
た
め
の
各
種
管
理
方
法
等
を
習
得
せ

し
め
、
こ
の
教
習
に
よ
っ
て
技
能
習
得
者
を
し
て
職
場
管
理
に
つ
い
て
の
素
養
を
与
え
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
、
体
育体

育
の
趣
旨
は
、
健
康
を
維
持
し
、
進
ん
で
心
身
の
健
全
な
発
達
を
は
か
る
に
あ
り
、

1.
発
育
途
上
の
年
少
労
働
者
を
作
業
動
作
、
作
業
環
境
等
労
働
の
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず

る
奇
形
的
発
達
、
疾
病
及
び
危
害
よ
り
護
る
と
共
に
疲
労
の
回
復
を
図
り
、
さ
ら
に
労
働

に
適
す
る
体
力
並
び
に
明
朗
健
全
な
る
精
神
を
育
成
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

体
育
は
右
の
趣
旨
に
基
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
科
目
の
教
習
は
必

2.
ず
厳
重
に
実
施
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

体
育
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
そ

3.
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
、
当
該
技
能
に
即
し
た
種
目
を
適
宜
選
定
せ
し
め
る
こ
と
。

体
育
の
教
習
に
当
っ
て
は
、
一
年
中
平
均
し
て
教
習
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

4.
但
し
、
毎
日
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
能
又
は
不
適
当
な
場
合
は
、
一
週
に
三
十
分
宛
二
回

又
は
一
時
間
一
回
行
う
等
企
業
の
実
情
を
考
慮
に
入
れ
、
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は

差
支
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
と
い
え
ど
も
毎
週
一
回
一
時
間
を
下
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。

体
育
の
教
習
に
当
る
者
に
つ
い
て
は
社
会
科
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

5.
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体
育
の
具
体
的
教
習
方
法
は
毎
日
或
は
特
定
の
日
に
一
定
時
間
、
一
定
の
体
操
或
は
体

6.
育
競
技
を
講
ず
る
方
法
、
毎
日
作
業
の
前
後
或
は
中
途
に
お
い
て
行
う
方
法
等
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
体
育
の
趣
旨
を
具
体
化
し
得
る
方
法
で
あ
れ
ば
い
づ
れ
の
方
法
に
よ
る
も
差
支

え
な
い
こ
と
。
但
し
特
に
座
業
を
主
と
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
後
者
の
方
法
を
採
用
す

る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
。

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
、
運
動
会
等
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
之
を
実
施
す
る
日

7.
の
ふ
く
ま
れ
る
週
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
等
の
行
事
を
以
て
体
育
に
か
え
る
こ
と
は
差
支
え

な
い
こ
と
。
従
っ
て
他
の
週
に
つ
い
て
は
、
前
記

の
方
針
に
よ
っ
て
実
施
す
る
よ
う
指

4.

導
す
る
こ
と
。

四
、
関
連
学
科

関
連
学
科
の
趣
旨
は
、
実
技
の
理
論
的
裏
付
け
と
し
て
、
体
系
的
知
識
を
与
え
る
と
共

1.
に
、
作
業
に
対
す
る
総
合
的
分
析
的
思
考
能
力
を
涵
養
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

関
連
学
科
の
教
習
に
よ
り
旧
来
の
直
観
的
経
験
的
教
習
を
排
除
し
、
組
織
的
系
統
的
訓
練

を
施
し
技
能
の
習
得
を
効
果
的
な
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

関
連
学
科
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て

2.
行
う
実
技
の
教
習
の
内
容
程
度
に
応
じ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
関
連
学
科

の
内
容
と
実
技
の
内
容
と
は
遊
離
せ
ざ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
。

関
連
学
科
の
教
習
に
あ
た
る
者
は
、
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
を
有
す
る
こ
と
を
建
前

3.
と
す
る
が
、
昭
和
二
十
六
年
五
月
一
日
付
基
発
第
三
二
四
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格

検
定
に
関
す
る
件｣

別
紙
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
実
施
要
領
」
九
、
検
定
科
目

免
除
の
基
準
㈠
学
科
免
除
の
基
準
⑴
に
該
当
す
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
れ
ば
差

支
え
な
い
こ
と
。

関
連
学
科
の
教
習
に
つ
い
て
は
、
併
行
式
（
実
技
の
教
習
と
併
行
し
て
相
互
関
連
せ
し

4.
め
つ
つ
教
え
る
）
綾
織
式
（
一
週
間
程
度
の
期
間
に
つ
い
て
計
画
を
た
て
、
例
え
ば
一
週

間
の
は
じ
め
の
二
日
を
学
科
に
あ
て
、
他
の
四
日
を
実
技
に
あ
て
る
等
の
如
く
、
学
科
と

実
技
を
交
互
に
教
え
る
）
段
落
式
（
長
期
の
期
間
に
つ
い
て
計
画
を
た
て
、
そ
の
期
間
の

初
め
、
中
途
又
は
終
り
の
一
定
期
間
を
定
め
て
、
学
科
を
ま
と
め
て
教
え
る
）
等
の
方
式

が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
等
の
う
ち
い
ず
れ
の
方
式
を
採
用
す
る
か
は
当
該
事
業
場
の
事
情
に

よ
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
い
づ
れ
の
方
式
を
採
用
す
る
差
支
え
な
い
が
な
る
べ
く
、

併
行
式
を
□
一
と
し
、
綾
織
式
を
□
二
と
し
、
段
落
式
を
□
三
と
し
て
こ
れ
を
□
わ
し
め

る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

段
落
式
を
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
を
あ
ま
り
に
長
期
に
わ
た
っ
て
設

5.

定
す
る
こ
と
は
、
養
成
の
効
果
を
減
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
三
ヶ
月
程
度
を
以
て
そ

の
一
期
間
と
し
て
そ
の
間
に
綾
織
式
を
併
用
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

関
連
学
科
の
具
体
的
教
習
方
法
は
、
特
別
に
教
室
を
設
け
て
教
習
す
る
必
要
は
な
く
、

6.
む
し
ろ
作
業
現
場
で
実
技
の
教
習
中
そ
の
都
度
実
技
の
裏
付
け
と
な
る
べ
き
学
科
を
教
習

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
従
っ
て
教
室
を
設
け
る
場
合
と
い
え
ど
も
特
定
の
設
備
を

施
す
必
要
は
な
く
、
工
場
の
一
隅
、
休
憩
室
、
食
堂
等
を
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
も
差
支
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

関
連
学
科
の
教
習
順
序
は
実
技
の
教
習
進
度
に
合
致
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
但
し

7.
比
較
的
類
似
の
数
技
能
に
つ
き
関
連
学
科
を
同
時
に
教
習
す
る
場
合
等
の
如
く
両
者
の
進

度
を
一
致
さ
せ
難
い
場
合
は
、
前
述
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
企
画
運
営
機
関
に
お
い
て

実
技
と
関
連
学
科
と
の
関
連
を
十
分
検
討
の
上
予
め
相
互
の
関
連
を
技
能
習
得
者
に
徹
底

せ
し
め
る
等
の
措
置
を
講
ぜ
し
め
る
こ
と
。

教
習
事
項
の
基
準
の
表
に
は
、
各
教
習
年
度
に
対
す
る
関
連
学
科
の
各
項
目
の
配
当
をマ

マ

8.
◎
印
を
以
て
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
教
習
年
度
に
そ
の
教
習
を
行
は
し

め
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
応
の
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

関
連
学
科
の
教
習
は
当
該
事
業
場
で
行
う
実
技
の
教
習
に
密
接
に
関
連
せ
し
め
る
こ
と

9.
が
肝
要
で
あ
る
か
ら
、
必
要
あ
る
場
合
は
、
関
連
学
科
の
各
項
目
の
各
教
習
年
度
に
対
す

る
配
当
を
実
技
の
教
習
順
序
に
応
じ
て
変
更
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

但
し
、
右
の
場
合
と
い
え
ど
も
初
年
度
に
学
科
の
教
習
を
集
中
し
自
余
の
年
度
に
お
い

10.
て
関
連
学
科
の
教
習
を
全
く
行
は
ぬ
こ
と
と
な
る
が
如
き
は
厳
に
い
ま
し
め
ら
る
べ
き
こ

と
。関

連
学
科
の
各
項
目
の
各
教
習
年
度
へ
の
配
当
を
変
更
し
た
場
合
、
関
連
学
科
の
教
習

11.
総
時
間
（
例
え
ば
つ
い
金
工
で
は
六
三
〇
時
間
、
製
鉄
工
で
は
五
六
〇
時
間
、
光
学
機
械

工
で
は
六
六
五
時
間
）
を
下
廻
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

関
連
学
科
の
項
目
中
、
工
業
数
学
は
物
理
及
び
化
学
、
並
び
に
実
用
外
国
語
は
全
技
能

12.
に
わ
た
り
共
通
に
講
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
こ
れ
等
の
内
容
程
度
は
当
該
産
業
の
要
求
す
る

必
要
限
度
以
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
差
支
え
な
い
こ
と
。

㋑
工
業
の
数
学
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
工
芸
関
係
の
技
能
で
は
、
数
学
を
実
際
の
生
産
面

に
利
用
し
得
る
能
力
を
与
え
る
程
度
、

㋺
物
理
及
び
化
学
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
陶
工
で
は
無
機
化
学
を
主
と
し
物
理
は
概
念
を

与
え
る
程
度
、
機
械
工
で
は
物
理
に
お
い
て
力
学
、
電
気
等
に
重
点
を
お
き
、
化
学
は

概
念
を
与
え
る
程
度
、
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㋩
実
用
外
国
語
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
用
語
を
解
読
出
来
る
程
度
、

五
、
実
技実

技
を
分
っ
て
基
本
実
習
、
応
用
実
習
と
し
た
の
は
、
生
産
作
業
の
基
礎
と
な
る
単
純

1.
な
作
業
よ
り
、
こ
れ
等
の
集
成
総
合
さ
れ
た
作
業
と
し
て
の
実
際
の
生
産
に
お
け
る
作
業

と
段
階
を
ふ
ん
で
組
織
的
系
統
的
教
習
を
行
わ
し
め
、
養
成
を
一
層
効
果
的
な
ら
し
め
ん

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
に
よ
っ
て
は
実
技
が
基
本
実
習
と
応
用
実
習
と
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

2.
る
が
こ
れ
ら
の
技
能
に
つ
い
て
も
右
の
趣
旨
に
基
き
指
導
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

基
本
実
習
は
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
各
種
作

3.業
の
基
礎
と
な
る
べ
き
作
業
法
全
般
に
つ
い
て
習
得
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

基
本
実
習
に
お
い
て
は
そ
の
項
目
全
般
に
わ
た
り
一
通
り
の
□
習
を
行
う
べ
き
も
の
で

4.
あ
る
こ
と
。

応
用
実
習
は
、
実
際
生
産
に
つ
か
せ
な
が
ら
各
種
基
本
実
習
に
よ
り
得
た
る
単
純
技
能

5.
の
結
合
、
応
用
を
通
じ
て
直
接
生
産
に
必
要
な
複
雑
多
様
な
技
能
を
習
得
せ
し
め
真
に
技

能
的
熟
練
を
体
得
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

応
用
実
習
に
お
い
て
は
、
当
該
産
業
に
お
い
て
其
の
要
と
な
る
項
目
に
主
き
を
お
き
他

6.
の
項
目
に
つ
い
て
は
一
通
り
の
技
能
を
習
得
せ
し
め
る
よ
う
教
習
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

右
の
場
合
、
重
点
を
お
く
べ
き
項
目
の
み
に
教
習
時
間
の
配
当
を
集
中
し
、
他
の
項
目

7.
の
教
習
が
名
目
的
に
行
は
れ
る
等
の
こ
と
は
厳
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

実
技
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
の
要
求
す
る
程
度

8.
に
応
じ
決
定
せ
し
め
る
こ
と
。

実
技
の
教
習
順
序
は
、
前
述
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
企
画
運
営
機
関
に
お
い
て
充
分

9.
検
討
の
上
、
生
産
と
直
結
せ
る
組
織
的
教
習
を
通
じ
て
養
成
の
効
果
を
十
分
あ
げ
得
る
如

く
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
り
、
現
場
生
産
よ
り
遊
離
し
た
実
習
工
場
等
に
見

ら
れ
る
如
き
公
式
的
訓
練
に
堕
す
る
こ
と
な
き
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

実
技
に
つ
い
て
は
各
教
習
項
目
の
各
教
習
年
度
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
、
何
等
の
定

10.
め
も
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
各
事
業
場
に
お
い
て
生
産
現
場
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ

決
定
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
一
（
編
注
：
以
下
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
六
日

〔
五
─
三
─
二
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
（
基
発
第
七
〇
五
号
）

査査
察察
指指
導導
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

査
察
指
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
種
々
配
慮
中
の
こ
と
と
存
ぜ
ら
れ
る
が
、
講
和
条
約
の
締
結

に
伴
い
愈
々
技
能
水
準
を
積
極
的
に
向
上
せ
し
め
、
労
働
生
産
水
準
を
高
め
る
こ
と
の
緊
要
な

る
に
鑑
み
、
す
べ
て
の
産
業
に
お
け
る
合
理
的
技
能
者
養
成
計
画
が
特
に
要
請
せ
ら
る
ゝ
に
至

っ
た
。

就
て
は
本
年
二
月
一
四
日
付
基
発
第
一
一
八
号
「
技
能
者
養
成
指
導
官
規
程
の
施
行
に
つ
い

て
」
通
牒
に
よ
る
は
勿
論
、
左
記
事
項
料
地
の
上
有
効
適
切
な
計
画
を
樹
立
し
、
査
察
指
導
の

実
施
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
査
察
指
導
は
一
般
的
に
形
式
に
流
れ
、
一
定
の
計
画
の
下
に
な
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ

る
の
で
今
後
必
ず
合
理
的
組
織
的
計
画
に
基
い
て
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
査
察
指
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
形
式
違
反
に
対
す
る
厳
重
取
締
等
に
よ
り
事
業
場
を
徒
ら

に
刺
激
し
、
誤
解
に
よ
っ
て
技
能
行
政
の
目
的
達
成
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す

る
こ
と
。

三
、
事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
は
画
一
的
に
実
施
す
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
応
じ
て
弾
力
性

を
有
す
る
有
効
適
切
な
方
法
に
よ
り
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
査
察
指
導
は
単
に
技
能
養
成
指
導
官
に
限
る
こ
と
な
く
、
職
員
全
体
を
し
て
能
率
的
に
活

動
せ
し
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
局
長
、
課
長
、
署
長
自
ら
こ
れ
に
当
る
こ
と
。

五
、
査
察
指
導
計
画
に
つ
い
て
は
机
上
の
計
画
と
せ
ず
、
職
員
数
、
能
力
、
事
業
場
の
分
布
状

況
、
交
通
事
情
等
を
勘
案
し
、
実
施
可
能
の
範
囲
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
得
る
よ
う
綿
密
周

到
に
樹
立
す
べ
き
こ
と
。

六
、
査
察
指
導
計
画
の
樹
立
に
当
っ
て
は
金
属
工
業
、
機
械
工
業
、
化
学
工
業
、
紡
織
工
業
等

基
幹
的
重
要
産
業
及
び
地
方
的
特
殊
産
業
よ
り
順
次
選
定
す
る
こ
と
。

七
、
同
一
業
種
に
あ
た
っ
て
は
、
大
規
模
事
業
場
を
優
先
順
位
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
経

営
状
況
、
所
在
地
、
実
施
の
可
能
性
そ
の
他
の
諸
要
素
を
勘
案
の
上
選
定
す
る
こ
と
。

八
、
計
画
は
そ
の
大
綱
に
つ
き
各
四
半
期
毎
に
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
が
、
別
に
査
察
指
導
の
対

象
、
実
施
の
日
時
、
実
施
担
当
者
等
を
定
め
た
月
間
実
施
細
目
を
作
成
す
る
こ
と
。

九
、
査
察
指
導
は
対
象
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
重
点
、
方
法
等
が
異
る
か
ら
、
監
督
署
、
要

請
実
施
事
業
場
、
未
実
施
事
業
場
毎
に
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

十
、
監
督
署
に
対
し
て
は
主
と
し
て
左
の
事
項
に
つ
い
て
査
察
指
導
を
行
う
こ
と
。
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㋩
実
用
外
国
語
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
用
語
を
解
読
出
来
る
程
度
、

五
、
実
技実

技
を
分
っ
て
基
本
実
習
、
応
用
実
習
と
し
た
の
は
、
生
産
作
業
の
基
礎
と
な
る
単
純

1.
な
作
業
よ
り
、
こ
れ
等
の
集
成
総
合
さ
れ
た
作
業
と
し
て
の
実
際
の
生
産
に
お
け
る
作
業

と
段
階
を
ふ
ん
で
組
織
的
系
統
的
教
習
を
行
わ
し
め
、
養
成
を
一
層
効
果
的
な
ら
し
め
ん

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
に
よ
っ
て
は
実
技
が
基
本
実
習
と
応
用
実
習
と
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

2.
る
が
こ
れ
ら
の
技
能
に
つ
い
て
も
右
の
趣
旨
に
基
き
指
導
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

基
本
実
習
は
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
各
種
作

3.業
の
基
礎
と
な
る
べ
き
作
業
法
全
般
に
つ
い
て
習
得
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

基
本
実
習
に
お
い
て
は
そ
の
項
目
全
般
に
わ
た
り
一
通
り
の
□
習
を
行
う
べ
き
も
の
で

4.
あ
る
こ
と
。

応
用
実
習
は
、
実
際
生
産
に
つ
か
せ
な
が
ら
各
種
基
本
実
習
に
よ
り
得
た
る
単
純
技
能

5.
の
結
合
、
応
用
を
通
じ
て
直
接
生
産
に
必
要
な
複
雑
多
様
な
技
能
を
習
得
せ
し
め
真
に
技

能
的
熟
練
を
体
得
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

応
用
実
習
に
お
い
て
は
、
当
該
産
業
に
お
い
て
其
の
要
と
な
る
項
目
に
主
き
を
お
き
他

6.
の
項
目
に
つ
い
て
は
一
通
り
の
技
能
を
習
得
せ
し
め
る
よ
う
教
習
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

右
の
場
合
、
重
点
を
お
く
べ
き
項
目
の
み
に
教
習
時
間
の
配
当
を
集
中
し
、
他
の
項
目

7.
の
教
習
が
名
目
的
に
行
は
れ
る
等
の
こ
と
は
厳
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

実
技
に
お
い
て
教
習
す
べ
き
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
の
要
求
す
る
程
度

8.
に
応
じ
決
定
せ
し
め
る
こ
と
。

実
技
の
教
習
順
序
は
、
前
述
の
技
能
者
養
成
に
関
す
る
企
画
運
営
機
関
に
お
い
て
充
分

9.
検
討
の
上
、
生
産
と
直
結
せ
る
組
織
的
教
習
を
通
じ
て
養
成
の
効
果
を
十
分
あ
げ
得
る
如

く
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
り
、
現
場
生
産
よ
り
遊
離
し
た
実
習
工
場
等
に
見

ら
れ
る
如
き
公
式
的
訓
練
に
堕
す
る
こ
と
な
き
よ
う
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

実
技
に
つ
い
て
は
各
教
習
項
目
の
各
教
習
年
度
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
、
何
等
の
定

10.
め
も
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
各
事
業
場
に
お
い
て
生
産
現
場
の
事
情
を
勘
案
し
つ
つ

決
定
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
一
（
編
注
：
以
下
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
六
日

〔
五
─
三
─
二
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
（
基
発
第
七
〇
五
号
）

査査
察察
指指
導導
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

査
察
指
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
種
々
配
慮
中
の
こ
と
と
存
ぜ
ら
れ
る
が
、
講
和
条
約
の
締
結

に
伴
い
愈
々
技
能
水
準
を
積
極
的
に
向
上
せ
し
め
、
労
働
生
産
水
準
を
高
め
る
こ
と
の
緊
要
な

る
に
鑑
み
、
す
べ
て
の
産
業
に
お
け
る
合
理
的
技
能
者
養
成
計
画
が
特
に
要
請
せ
ら
る
ゝ
に
至

っ
た
。

就
て
は
本
年
二
月
一
四
日
付
基
発
第
一
一
八
号
「
技
能
者
養
成
指
導
官
規
程
の
施
行
に
つ
い

て
」
通
牒
に
よ
る
は
勿
論
、
左
記
事
項
料
地
の
上
有
効
適
切
な
計
画
を
樹
立
し
、
査
察
指
導
の

実
施
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一
、
査
察
指
導
は
一
般
的
に
形
式
に
流
れ
、
一
定
の
計
画
の
下
に
な
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ

る
の
で
今
後
必
ず
合
理
的
組
織
的
計
画
に
基
い
て
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
査
察
指
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
形
式
違
反
に
対
す
る
厳
重
取
締
等
に
よ
り
事
業
場
を
徒
ら

に
刺
激
し
、
誤
解
に
よ
っ
て
技
能
行
政
の
目
的
達
成
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す

る
こ
と
。

三
、
事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
は
画
一
的
に
実
施
す
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
応
じ
て
弾
力
性

を
有
す
る
有
効
適
切
な
方
法
に
よ
り
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
査
察
指
導
は
単
に
技
能
養
成
指
導
官
に
限
る
こ
と
な
く
、
職
員
全
体
を
し
て
能
率
的
に
活

動
せ
し
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
局
長
、
課
長
、
署
長
自
ら
こ
れ
に
当
る
こ
と
。

五
、
査
察
指
導
計
画
に
つ
い
て
は
机
上
の
計
画
と
せ
ず
、
職
員
数
、
能
力
、
事
業
場
の
分
布
状

況
、
交
通
事
情
等
を
勘
案
し
、
実
施
可
能
の
範
囲
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
得
る
よ
う
綿
密
周

到
に
樹
立
す
べ
き
こ
と
。

六
、
査
察
指
導
計
画
の
樹
立
に
当
っ
て
は
金
属
工
業
、
機
械
工
業
、
化
学
工
業
、
紡
織
工
業
等

基
幹
的
重
要
産
業
及
び
地
方
的
特
殊
産
業
よ
り
順
次
選
定
す
る
こ
と
。

七
、
同
一
業
種
に
あ
た
っ
て
は
、
大
規
模
事
業
場
を
優
先
順
位
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
経

営
状
況
、
所
在
地
、
実
施
の
可
能
性
そ
の
他
の
諸
要
素
を
勘
案
の
上
選
定
す
る
こ
と
。

八
、
計
画
は
そ
の
大
綱
に
つ
き
各
四
半
期
毎
に
樹
立
す
べ
き
で
あ
る
が
、
別
に
査
察
指
導
の
対

象
、
実
施
の
日
時
、
実
施
担
当
者
等
を
定
め
た
月
間
実
施
細
目
を
作
成
す
る
こ
と
。

九
、
査
察
指
導
は
対
象
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
重
点
、
方
法
等
が
異
る
か
ら
、
監
督
署
、
要

請
実
施
事
業
場
、
未
実
施
事
業
場
毎
に
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

十
、
監
督
署
に
対
し
て
は
主
と
し
て
左
の
事
項
に
つ
い
て
査
察
指
導
を
行
う
こ
と
。
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㈠

技
能
行
政
の
運
営
状
況

署
に
お
け
る
技
能
行
政
運
営
組
織
状
況

署
員
の
技
能
行
政
に
対
す
る
認
識
程
度

担
当
官
の
資
質

事
業
場
の
把
握
状
況

管
内
の
技
能
者
養
成
状
況

他
の
業
務
と
の
関
連
性

㈡

査
察
指
導
計
画
及
び
そ
の
実
施
状
況

計
画
樹
立
の
適
否

計
画
の
実
施
状
況

対
象
事
業
場
の
選
定
状
況

㈢

査
察
指
導
方
法

実
施
事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
方
法

未
実
施
事
業
場
に
対
す
る
査
察
指
導
方
法

他
官
庁
、
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
協
調
状
況

十
一
、
実
施
事
業
場
に
対
し
て
は
主
と
し
て
左
の
事
項
に
つ
い
て
査
察
指
導
を
行
う
こ
と
。

㈠

養
成
組
織
及
び
そ
の
運
営
状
況

事
業
場
の
養
成
に
対
す
る
認
識
程
度

労
働
者
又
は
労
働
組
合
の
要
請
に
対
す
る
関
心
協
力
程
度

技
能
者
養
成
運
営
委
員
会
の
運
営
状
況

養
成
組
織
と
現
場
と
の
関
連
性

㈡

養
成
計
画

教
習
計
画
の
状
況

技
能
養
成
工
技
能
試
験
状
況

技
能
者
養
成
指
導
員
に
関
す
る
事
項

技
能
養
成
工
に
関
す
る
事
項

㈢

そ
の
他
訓
練
計
画

㈣

生
活
管
理
対
策

㈤

定
着
対
策

㈥

労
働
能
率
増
進
対
策

十
二
、
未
実
施
事
業
場
は
概
ね
左
の
通
り
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
合
し
た
有
効
な
査
察
指

導
を
行
う
こ
と
。

㈠

実
施
予
定
事
業
場

㈡

実
施
の
意
志
を
有
し
、
又
は
過
去
に
お
い
て
養
成
の
経
験
を
有
す
る
事
業
場

㈢

養
成
に
対
す
る
認
識
を
有
せ
ざ
る
事
業
場

十
三
、
実
施
事
業
場
は
勿
論
、
未
実
施
事
業
場
中
特
に
技
能
者
養
成
の
実
施
が
必
要
且
つ
可
能

と
認
め
ら
れ
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
台
帳
を
作
成
し
置
く
こ
と
。

な
お
情
報
資
料
の
蒐
集
に
努
め
整
備
す
る
こ
と
。

十
四
、
養
成
実
施
の
促
進
指
導
の
具
体
的
細
目
に
つ
い
て
は
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。『

技
通
』

昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
六
日

〔
五
─
三
─
二
八
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
（
基
発
第
七
〇
六
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
促促
進進
指指
導導
のの
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

査
察
指
導
の
実
施
に
つ
い
て
は
本
日
基
発
第
七
〇
五
号
を
以
て
通
牒
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

標
記
に
つ
い
て
は
従
来
の
実
績
に
徴
し
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
の
解
明
に
努
め
今
後
一
層
の
成

果
を
収
め
た
く
、
つ
い
て
は
別
紙
要
目
に
よ
り
個
々
の
事
業
場
の
経
営
状
態
に
即
し
妥
当
性
あ

る
適
切
な
勧
奨
を
行
い
積
極
的
且
つ
強
力
な
促
進
指
導
を
展
開
す
る
よ
う
万
全
を
期
さ
れ
た

い
。

技技
能能
者者
養養
成成
促促
進進
指指
導導
実実
施施
要要
目目

一
、
技
能
者
養
成
未
実
施
事
業
場
に
対
す
る
促
進
指
導

未
実
施
事
業
場
に
対
し
て
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
留
意
し
強
力
な
指
導
を
行
い
、
事
業
の

重
要
性
、
経
営
の
状
態
等
諸
般
の
状
況
か
ら
み
て
、
技
能
者
養
成
を
必
要
と
し
、
且
つ
実
施

可
能
と
認
め
ら
れ
る
事
業
場
に
対
し
て
は
反
覆
継
続
し
て
指
導
勧
奨
す
る
こ
と
。

㈠

綜
合
促
進
指
導
班
に
よ
る
促
進

⑴

大
規
模
事
業
場
又
は
そ
の
地
方
に
お
け
る
有
力
事
業
場
に
対
し
て
、
技
能
者
養
成
を

実
施
せ
し
め
る
こ
と
は
、
国
及
び
そ
の
地
方
の
産
業
振
興
上
緊
要
で
あ
る
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
種
事
業
場
に
お
け
る
養
成
実
施
の
有
無
は
他
の
事
業
場
に
及
ぼ

す
影
響
が
極
め
て
多
大
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
他
に
先
じ
て
促
進
す
る
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
。

⑵

こ
の
種
事
業
場
に
対
し
て
は
、
よ
う
す
れ
ば
局
長
、
給
与
課
長
、
署
長
が
率
先
し
て

綜
合
促
進
指
導
班
を
編
成
し
、
対
象
事
業
場
の
生
産
と
技
能
の
関
係
に
つ
い
て
概
ね
次

の
項
目
に
つ
き
技
能
診
断
を
行
い
、
客
観
的
資
料
に
基
き
技
能
者
養
成
の
必
要
性
を
強
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調
し
積
極
的
に
促
進
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋑

事
業
の
概
要

㋺

労
務
配
置
状
況

㋩

技
能
構
成
状
況

㋥

一
般
工
と
熟
練
工
と
の
比
率

㋭

熟
練
工
の
減
耗
状
況

㋬

職
場
訓
練
状
況

㋣

技
能
未
熟
に
起
因
す
る
災
害
発
生
状
況

㋠

参
考
事
項

ａ

養
成
経
験
の
有
無

ｂ

技
能
者
養
成
希
望
の
有
無

ｃ

そ
の
他

㈡

生
産
、
労
務
管
理
部
門
並
び
に
現
場
作
業
者
の
意
見
聴
取

⑴

前
号
以
外
の
対
象
事
業
場
に
つ
い
て
も
、
生
産
管
理
、
労
務
管
理
部
門
等
（
例
え
ば

生
産
課
、
技
術
課
、
労
務
課
等
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門
）
に
つ
き
、
前
号
、

⑵
に
掲
げ
た
事
項
に
準
じ
て
調
査
し
、
技
能
者
養
成
に
関
す
る
意
見
を
き
き
、
技
能
者

養
成
の
必
要
度
、
実
施
可
能
性
の
有
無
を
把
握
し
て
促
進
指
導
の
手
立
を
た
て
、
こ
れ

に
基
き
着
実
な
勧
奨
を
行
う
こ
と
。

⑵

熟
練
工
の
過
不
足
、
技
能
者
養
成
の
要
否
に
つ
い
て
は
必
ず
現
場
作
業
者
の
意
見
を

き
き
、
出
来
得
れ
ば
熟
練
工
需
要
の
見
透
し
等
計
数
的
観
察
を
行
い
、
促
進
勧
奨
の
有

力
な
資
料
と
す
る
こ
と
。

㈢

事
業
主
と
の
面
接
勧
奨

従
来
の
事
例
に
徴
す
る
と
、
技
能
者
養
成
制
度
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
理
解
に
乏
し

い
場
合
、
或
は
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門
の
無
理
解
又
は
発
言
力
の
稀
薄
か
ら

事
業
主
に
通
じ
な
い
場
合
等
が
あ
る
か
ら
、
実
施
の
成
否
は
、
そ
の
事
業
の
最
高
責
任

者
が
決
定
す
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
弁
え
、
単
に
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門

に
対
す
る
勧
奨
に
止
め
る
こ
と
な
く
、
必
ず
事
業
主
に
面
接
し
て
相
手
の
意
見
を
充
分

聴
取
の
上
、
具
体
的
詳
細
に
解
明
し
、
前
号
に
よ
る
資
料
を
活
用
し
て
勧
奨
す
る
こ
と
。

㈣

養
成
計
画
運
営
機
関

⑴

技
能
者
養
成
の
開
始
に
は
、
ど
の
よ
う
に
養
成
す
る
か
と
い
う
養
成
計
画
が
そ
の
要

旨
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
理
解
不
充
分
の
た
め
養
成
実
施
を
躊
躇
す
る
向

も
な
い
と
し
な
い
か
ら
、
概
ね
次
の
項
目
に
つ
い
て
養
成
計
画
の
樹
て
方
を
説
明
す
る

こ
と
。

㋑

養
成
対
象
職
種

㋺

養
成
対
象
人
数

㋩

指
導
員
の
選
定

㋥

養
成
形
態

㋭

教
習
事
項

㋬

教
習
程
度

㋣

養
成
期
間

⑵

養
成
計
画
は
そ
の
事
業
場
に
最
も
適
切
に
樹
て
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
か
ら
、

適
当
な
実
例
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
紹
介
す
る
等
、
指
導
助
言
を
与
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は

共
に
計
画
作
成
に
あ
た
る
等
労
を
い
と
は
ず
援
助
す
る
こ
と
が
、
養
成
を
実
現
せ
し
め

る
方
途
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

⑶

養
成
実
施
運
営
の
良
否
は
、
養
成
制
度
の
存
廃
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運

営
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
例
え
ば
養
成
委
員
会
、
運
営
委
員
会
等
）
を
必
ず
設
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
さ
せ
る
こ
と
。

⑷

右
の
機
関
は
、
養
成
効
果
を
た
か
め
且
つ
教
習
の
た
め
に
種
々
な
損
失
を
生
ぜ
し
め

な
い
た
め
に
、
教
習
と
生
産
を
関
連
あ
ら
し
め
る
よ
う
運
営
方
針
を
決
定
す
べ
き
任
務

を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

⑸

右
の
任
務
を
十
分
円
滑
に
遂
行
し
、
技
能
者
養
成
制
度
が
事
業
経
営
か
ら
浮
き
上
っ

た
存
在
と
な
ら
な
い
よ
う
考
慮
し
こ
の
機
関
の
構
成
員
に
は
、
使
用
者
、
労
働
者
を
代

表
す
る
者
、
養
成
労
務
担
当
部
門
に
属
す
る
者
の
外
、
少
く
と
も
次
の
如
き
者
を
参
加

さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

製
造
（
生
産
現
場
）
部
門
に
属
す
る
者

㋺

企
画
部
門
に
属
す
る
者

㋩

現
場
指
導
者

㋥

営
業
部
門
に
属
す
る
者

㈤

指
定
職
種
の
選
定

⑴

指
定
職
種
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
や
ゝ
も
す
る
と
労
働
者
数
の
多
い
代
表
的
部
門

の
み
に
偏
し
、
補
助
部
門
を
忘
却
し
や
す
く
、
又
事
業
場
に
お
け
る
呼
稱
職
名
に
と
ら

わ
れ
技
能
の
内
容
程
度
の
検
討
を
軽
視
し
勝
ち
で
あ
り
、
た
め
に
こ
の
制
度
の
目
的
を

逸
脱
し
て
一
般
工
の
養
成
を
勧
奨
し
、
勧
奨
す
べ
き
職
種
を
看
過
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
充
分
注
意
す
る
こ
と
。
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調
し
積
極
的
に
促
進
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋑

事
業
の
概
要

㋺

労
務
配
置
状
況

㋩

技
能
構
成
状
況

㋥

一
般
工
と
熟
練
工
と
の
比
率

㋭

熟
練
工
の
減
耗
状
況

㋬

職
場
訓
練
状
況

㋣

技
能
未
熟
に
起
因
す
る
災
害
発
生
状
況

㋠

参
考
事
項

ａ

養
成
経
験
の
有
無

ｂ

技
能
者
養
成
希
望
の
有
無

ｃ

そ
の
他

㈡

生
産
、
労
務
管
理
部
門
並
び
に
現
場
作
業
者
の
意
見
聴
取

⑴

前
号
以
外
の
対
象
事
業
場
に
つ
い
て
も
、
生
産
管
理
、
労
務
管
理
部
門
等
（
例
え
ば

生
産
課
、
技
術
課
、
労
務
課
等
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門
）
に
つ
き
、
前
号
、

⑵
に
掲
げ
た
事
項
に
準
じ
て
調
査
し
、
技
能
者
養
成
に
関
す
る
意
見
を
き
き
、
技
能
者

養
成
の
必
要
度
、
実
施
可
能
性
の
有
無
を
把
握
し
て
促
進
指
導
の
手
立
を
た
て
、
こ
れ

に
基
き
着
実
な
勧
奨
を
行
う
こ
と
。

⑵

熟
練
工
の
過
不
足
、
技
能
者
養
成
の
要
否
に
つ
い
て
は
必
ず
現
場
作
業
者
の
意
見
を

き
き
、
出
来
得
れ
ば
熟
練
工
需
要
の
見
透
し
等
計
数
的
観
察
を
行
い
、
促
進
勧
奨
の
有

力
な
資
料
と
す
る
こ
と
。

㈢

事
業
主
と
の
面
接
勧
奨

従
来
の
事
例
に
徴
す
る
と
、
技
能
者
養
成
制
度
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
理
解
に
乏
し

い
場
合
、
或
は
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門
の
無
理
解
又
は
発
言
力
の
稀
薄
か
ら

事
業
主
に
通
じ
な
い
場
合
等
が
あ
る
か
ら
、
実
施
の
成
否
は
、
そ
の
事
業
の
最
高
責
任

者
が
決
定
す
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
弁
え
、
単
に
技
能
者
養
成
を
担
当
す
べ
き
部
門

に
対
す
る
勧
奨
に
止
め
る
こ
と
な
く
、
必
ず
事
業
主
に
面
接
し
て
相
手
の
意
見
を
充
分

聴
取
の
上
、
具
体
的
詳
細
に
解
明
し
、
前
号
に
よ
る
資
料
を
活
用
し
て
勧
奨
す
る
こ
と
。

㈣

養
成
計
画
運
営
機
関

⑴

技
能
者
養
成
の
開
始
に
は
、
ど
の
よ
う
に
養
成
す
る
か
と
い
う
養
成
計
画
が
そ
の
要

旨
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
理
解
不
充
分
の
た
め
養
成
実
施
を
躊
躇
す
る
向

も
な
い
と
し
な
い
か
ら
、
概
ね
次
の
項
目
に
つ
い
て
養
成
計
画
の
樹
て
方
を
説
明
す
る

こ
と
。

㋑

養
成
対
象
職
種

㋺

養
成
対
象
人
数

㋩

指
導
員
の
選
定

㋥

養
成
形
態

㋭

教
習
事
項

㋬

教
習
程
度

㋣

養
成
期
間

⑵

養
成
計
画
は
そ
の
事
業
場
に
最
も
適
切
に
樹
て
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
か
ら
、

適
当
な
実
例
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
紹
介
す
る
等
、
指
導
助
言
を
与
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は

共
に
計
画
作
成
に
あ
た
る
等
労
を
い
と
は
ず
援
助
す
る
こ
と
が
、
養
成
を
実
現
せ
し
め

る
方
途
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

⑶

養
成
実
施
運
営
の
良
否
は
、
養
成
制
度
の
存
廃
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運

営
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
例
え
ば
養
成
委
員
会
、
運
営
委
員
会
等
）
を
必
ず
設
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
さ
せ
る
こ
と
。

⑷

右
の
機
関
は
、
養
成
効
果
を
た
か
め
且
つ
教
習
の
た
め
に
種
々
な
損
失
を
生
ぜ
し
め

な
い
た
め
に
、
教
習
と
生
産
を
関
連
あ
ら
し
め
る
よ
う
運
営
方
針
を
決
定
す
べ
き
任
務

を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

⑸

右
の
任
務
を
十
分
円
滑
に
遂
行
し
、
技
能
者
養
成
制
度
が
事
業
経
営
か
ら
浮
き
上
っ

た
存
在
と
な
ら
な
い
よ
う
考
慮
し
こ
の
機
関
の
構
成
員
に
は
、
使
用
者
、
労
働
者
を
代

表
す
る
者
、
養
成
労
務
担
当
部
門
に
属
す
る
者
の
外
、
少
く
と
も
次
の
如
き
者
を
参
加

さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

製
造
（
生
産
現
場
）
部
門
に
属
す
る
者

㋺

企
画
部
門
に
属
す
る
者

㋩

現
場
指
導
者

㋥

営
業
部
門
に
属
す
る
者

㈤

指
定
職
種
の
選
定

⑴

指
定
職
種
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
や
ゝ
も
す
る
と
労
働
者
数
の
多
い
代
表
的
部
門

の
み
に
偏
し
、
補
助
部
門
を
忘
却
し
や
す
く
、
又
事
業
場
に
お
け
る
呼
稱
職
名
に
と
ら

わ
れ
技
能
の
内
容
程
度
の
検
討
を
軽
視
し
勝
ち
で
あ
り
、
た
め
に
こ
の
制
度
の
目
的
を

逸
脱
し
て
一
般
工
の
養
成
を
勧
奨
し
、
勧
奨
す
べ
き
職
種
を
看
過
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
充
分
注
意
す
る
こ
と
。
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⑵

従
前
織
物
工
場
に
対
し
、
一
般
女
子
工
員
全
員
を
対
象
と
し
て
、
織
物
工
の
養
成
実

施
を
勧
奨
し
た
事
例
が
あ
っ
た
が
、
技
能
者
養
成
の
狙
い
は
、
将
来
一
般
女
子
工
員
を

指
導
す
る
立
場
に
立
つ
多
能
工
た
る
べ
き
素
地
を
有
す
る
者
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
指
定
職
種
名
と
同
一
呼
稱
名
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、

そ
の
必
要
と
す
る
技
能
の
内
容
と
程
度
を
把
握
し
、
徒
ら
に
養
成
制
度
の
主
旨
に
つ
い

て
事
業
主
に
混
乱
を
抱
か
し
め
る
よ
う
な
観
念
的
、
機
械
的
勧
奨
は
厳
に
慎
む
こ
と
。

⑶

従
っ
て
、
本
年
五
月
十
二
日
付
基
技
発
第
二
二
号
を
も
っ
て
送
付
し
た
産
業
別
指
定

技
能
名
一
覧
を
参
照
し
、
工
程
毎
に
技
能
構
成
、
技
能
程
度
を
検
討
し
、
呼
稱
名
の
如

何
に
拘
ら
ず
指
定
職
種
に
相
当
す
る
技
能
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
職
種
に
従

事
す
る
熟
練
工
の
需
要
減
耗
の
見
透
し
を
た
し
か
め
、
必
要
な
職
種
を
選
定
す
る
よ
う

助
言
指
導
す
る
こ
と
。

㈥

養
成
の
対
象
範
囲

従
来
の
徒
弟
、
見
習
工
、
養
成
工
の
観
念
に
左
右
さ
れ
、
技
能
養
成
工
の
対
象
を
、
年

少
労
働
者
の
み
に
限
定
す
る
よ
う
な
誤
解
を
抱
き
易
く
、
又
新
た
に
雇
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
曲
解
し
て
い
る
向
も
あ
る
か
ら
、
次
の
こ
と
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

㋑

満
十
五
才
以
上
で
あ
れ
ば
年
令
に
制
限
が
な
い
こ
と
。

㋺

性
別
を
問
わ
な
い
こ
と
。

㋩

現
に
雇
用
中
の
労
働
者
を
対
象
と
し
て
差
支
え
な
い
こ
と
。

㈦

雇
入
技
能
養
成
工
の
数

⑴

技
能
養
成
工
数
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
将
来
の
見
透
、
事
業
の
規
模
、

熟
練
工
減
耗
状
況
、
熟
練
工
対
一
般
工
の
比
率
等
諸
般
の
具
体
的
実
情
を
綜
合
勘
案
し
、

労
働
者
移
動
率
に
よ
り
歩
止
り
を
見
込
み
、
技
能
職
種
毎
に
、
毎
年
何
名
又
は
現
熟
練

工
の
何
割
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
導
し
、
考
慮
す
べ
き
要
素
及
び
算
定
方
法

に
つ
い
て
適
切
な
援
助
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

⑵

技
能
養
成
工
数
の
決
定
は
、
飽
く
ま
で
そ
の
事
業
場
に
自
ら
各
職
種
毎
に
必
要
数
を

算
出
さ
せ
決
定
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
前
記
に
よ
る
援
助
助
言

に
止
め
、
す
べ
て
熟
練
工
の
一
割
と
い
う
如
く
一
定
率
で
機
械
的
に
算
出
決
定
さ
せ
る

等
は
厳
に
慎
む
こ
と
。

㈧

教
習
方
法

⑴

社
会
科
、
体
育
、
関
連
学
科
の
教
習
に
つ
い
て
、
必
要
以
上
に
厳
格
に
或
は
大
袈
裟

に
考
え
た
り
、
又
教
習
時
間
の
配
当
に
つ
い
て
窮
屈
に
考
え
、
教
習
方
法
の
難
渋
を
あ

げ
て
実
施
の
隘
路
と
し
て
い
る
事
例
も
多
い
か
ら
、
本
年
七
月
七
日
付
基
発
第
四
九
九

号
「
技
能
者
養
成
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
通

牒
に
も
と
ず
き
懇
切
に
説
明
し
、
そ
の
事
業
の
実
情
に
即
し
た
指
導
を
行
う
は
勿
論
、

同
業
種
の
優
良
実
施
事
業
場
の
実
例
を
紹
介
す
る
等
、
凡
そ
の
範
囲
程
度
等
を
理
解
さ

せ
、
無
用
に
誇
大
な
負
担
感
或
は
煩
瑣
感
を
抱
か
し
め
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。

⑵

関
連
学
科
の
教
習
と
実
技
の
教
習
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
養
成
効
果
の
上
か
ら
両

者
が
遊
離
し
な
い
よ
う
併
行
式
に
よ
っ
て
行
う
の
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
よ
う
に
努
め
ら
れ
た
い
が
、
画
一
的
に
併
行
式
を
採
用
出
来
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
、

こ
の
方
式
を
盲
目
的
に
強
制
す
る
が
如
き
感
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

⑶

事
情
に
よ
り
併
行
式
を
採
用
出
来
な
い
場
合
は
、
教
習
効
果
を
考
慮
し
つ
ゝ
、
し
か

も
実
施
に
容
易
感
を
も
た
せ
る
よ
う
工
夫
し
出
来
る
だ
け
併
行
式
の
線
か
ら
遠
ざ
か
ら

な
い
程
度
に
お
い
て
そ
の
事
業
場
の
実
情
に
即
し
た
各
種
方
式
を
紹
介
し
促
進
に
努
め

る
こ
と
。

⑷

業
務
が
一
時
的
に
繁
忙
と
な
る
と
か
、
技
能
者
養
成
指
導
員
が
連
日
の
教
習
に
あ
た

れ
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
技
と
関
連
学
科
を
数
日
お
き
に
交
互
教
習
す

る
綾
織
式
を
紹
介
指
導
す
る
こ
と
。

⑸

各
技
能
養
成
工
の
配
属
し
て
い
る
作
業
場
が
地
域
的
に
遠
距
離
の
と
こ
ろ
に
散
在
し

て
い
る
と
か
或
い
は
一
定
期
間
出
張
作
業
に
従
事
す
る
場
合
で
出
張
地
に
お
い
て
は
関

連
学
科
の
教
習
を
う
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
等
は
、
一
定
期
間
毎
に
、
実
技
と
関
連

学
科
を
交
互
に
教
習
す
る
段
落
式
を
紹
介
指
導
す
る
こ
と
。

⑹

教
習
時
間
の
算
定
基
礎
を
説
明
し
、
特
に
関
連
学
科
の
教
習
時
間
を
週
又
は
日
に
割

当
て
て
示
し
、
時
間
的
負
担
の
少
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

㈨

養
成
形
態

⑴

中
小
企
業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
実
施
の
成
否
は
、
関
連
学
科
の
教
習
に
あ
た
る
技

能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
）
の
確
保
難
そ
の
他
養
成
経
費
の
問
題
に
か
ゝ
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
か
ら
、
適
切
な
養
成
形
態
、
養
成
方
法
の
事
例
を
示
し
、
こ
の
隘
路
を
打
開

す
る
た
め
の
援
助
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

⑵

そ
の
一
方
途
と
し
て
、
地
域
的
に
近
接
し
て
い
る
二
以
上
の
事
業
場
に
対
し
て
は
、

関
連
学
科
の
教
習
に
あ
た
る
技
能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
）
及
び
養
成
施
設
を
確
保
し
、

且
つ
養
成
経
費
の
節
減
を
図
る
た
め
、
学
校
官
公
立
各
種
試
験
場
そ
の
他
団
体
に
委
託

し
て
行
う
共
同
養
成
（
同
一
職
種
）
又
は
集
団
要
請
（
多
種
職
種
）
の
方
法
を
周
知
さ

せ
る
と
共
に
、
事
業
主
と
の
斡
旋
に
努
め
る
こ
と
。

㈩

養
成
の
利
益
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技
能
者
養
成
の
利
益
に
つ
い
て
、
避
難
が
ま
し
い
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
一
般
的
利
点
を
あ
げ
る
外
、
質
疑
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
具
体

的
に
解
明
し
、
現
に
養
成
を
実
施
し
て
い
る
事
業
場
の
生
の
意
見
を
伝
え
、
技
能
者
養
成

は
必
ず
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
。

㋑

技
能
養
成
工
は
同
時
に
採
用
し
た
一
般
労
働
者
の
約
二
倍
の
速
度
で
技
能
を
習
得

し
、
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

㋺

創
意
工
夫
判
断
力
が
涵
養
さ
れ
、
生
産
能
率
を
た
か
め
る
こ
と
。

㋩

応
用
力
が
培
養
さ
れ
、
新
生
産
方
式
の
採
用
、
施
設
設
備
の
改
新
に
際
し
速
か
に

対
応
で
き
る
こ
と
。

㋥

責
任
感
が
た
か
ま
り
、
信
用
が
お
け
る
こ
と
。

㋭

一
般
労
働
者
に
好
影
響
を
与
え
、
職
場
規
律
が
確
保
さ
れ
、
全
体
的
技
能
水
準
、

生
産
能
率
が
た
か
ま
る
こ
と
。

㋬

教
習
が
生
産
と
直
結
す
る
よ
う
工
夫
計
画
す
れ
ば
養
成
経
費
は
損
失
と
な
ら
な
い

こ
と
。

⑾

労
働
組
合
の
養
成
に
対
す
る
認
識
啓
培

労
働
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
理
由
で
、
労
働
組
合
が
技
能
者
養
成
に
反
対
で
あ
る
か

ら
と
い
う
事
由
を
養
成
実
施
の
隘
路
と
し
て
指
摘
す
る
向
も
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
は

早
期
に
技
能
を
向
上
さ
せ
、
災
害
を
防
止
し
、
労
働
生
産
性
を
た
か
め
る
結
果
、
労
働

条
件
の
改
善
向
上
を
推
進
し
、
全
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
習

の
た
め
の
や
む
を
得
な
い
事
項
に
つ
い
て
技
能
養
成
工
の
労
働
条
件
が
緩
和
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
全
労
働
者
の
労
働
条
件
を
索
制
す
る
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
阻

止
す
る
上
か
ら
も
、
寧
ろ
労
働
組
合
は
積
極
的
に
技
能
者
養
成
に
関
す
る
労
働
協
約
を

締
結
し
、
率
先
養
成
実
施
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
認
識
啓
培
に
つ
い
て
指
導
を

加
え
る
こ
と
。

⑿

技
能
養
成
工
の
労
働
条
件

技
能
養
成
工
の
労
働
条
件
が
一
般
労
働
者
の
そ
れ
と
異
な
る
扱
い
と
な
り
一
般
労
働

者
の
反
対
を
買
う
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
養
成
を
渋
る
向
も
あ
る
が
、
例
え
ば
未
成
年

の
技
能
養
成
工
に
は
、
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
一
二
労
働
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
技
能
を
習
得
す
る
特
殊
的
立
場
か
ら
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
低
い
基
準

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
能
う
限
り
保
護
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
そ
の

他
技
能
者
養
成
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
必
須
の
要
件
か
ら
一
般
労
働
者
と
異
な
る

取
扱
と
な
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
。

⒀

定
着
措
置

①

技
能
養
成
工
の
退
職
移
動
等
離
脱
に
よ
る
損
失
を
あ
げ
て
養
成
を
実
施
し
な
い
向
に

対
し
て
は
、
労
働
条
件
の
再
検
討
を
行
わ
せ
、
向
上
改
善
に
努
め
さ
せ
る
よ
う
助
言
す

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
技
能
習
得
に
対
し
適
切
な
生
活
指
導
（
本
要
目
二
の

㈤
参
照
）
を
行
う
と
共
に
、
地
域
的
に
養
成
実
施
事
業
場
の
会
合
を
設
け
る
等
の
方
途

に
よ
り
、
事
業
主
相
互
が
徳
義
的
連
携
を
保
つ
こ
と
も
、
定
着
措
置
と
し
て
有
効
且
つ

重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

②

現
に
各
事
業
場
が
採
用
し
て
い
る
定
着
対
策
を
大
別
分
類
す
る
こ
と
、
概
ね
次
の
如

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
紹
介
し
、
前
記
理
解
の
裏
付
け
と
す
る
と
共
に

対
策
樹
立
の
資
に
供
す
る
こ
と
。

㋑

身
分
待
遇
上
他
の
一
般
労
働
者
よ
り
優
遇
す
る
こ
と
。

㋺

精
神
的
方
面
か
ら
定
着
を
図
る
こ
と
。

㋩

職
場
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

㋥

外
部
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と
。

㋭

技
能
養
成
工
雇
入
の
際
定
着
性
あ
る
者
を
採
用
す
る
こ
と
。

⒁

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
そ
の
他
監
督
者
訓
練
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係

①

最
近
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
（Training

W
ithin

Industry

）
Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ
（M

anagem
ent

Training
Program

）
Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
・
（Civil

Com
m
unication

Service

）
等
の
訓

練
方
式
に
よ
っ
て
技
能
者
の
養
成
が
可
能
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
向
が
可
成
り
多
い

の
で
あ
る
が
、
次
に
摘
録
す
る
如
く
監
督
者
訓
練
は
技
能
者
の
養
成
確
保
を
目
的
と
し

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
技
能
者
養
成
制
度
の
み
が
技
能
者
を
育
成
確
保
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
誤
解
の
一
掃
に
努
め
る
こ
と
。

②

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
は
主
任
、
伍
長
、
職
長
、
係
長
等
監
督
者
の
監
督
技
術
の
訓
練
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
統
率
及
び
組
織
能
力
の
基
礎
訓
練
を
行
い
、
労
働
者

の
管
理
と
統
率
及
び
作
業
の
編
成
と
遂
行
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ｍ
・
Ｔ
・

Ｐ
、
Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
は
部
、
課
長
級
を
対
象
と
し
て
監
督
技
術
を
訓
練
す
る
の
が
目
的
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
監
督
者
訓
練
の
目
的
と
技
能
者
養
成
の
目
的
の
異
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

⒂

職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係

職
業
補
導
は
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
補
導
及
び
失
業
者
に
職
業
を
与
え

る
目
的
で
経
営
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
新
規
就
職
希
望
者
転
廃
業
者
、
失
業
者
等
に
対
し
、
一
つ
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技
能
者
養
成
の
利
益
に
つ
い
て
、
避
難
が
ま
し
い
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
一
般
的
利
点
を
あ
げ
る
外
、
質
疑
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
具
体

的
に
解
明
し
、
現
に
養
成
を
実
施
し
て
い
る
事
業
場
の
生
の
意
見
を
伝
え
、
技
能
者
養
成

は
必
ず
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
。

㋑

技
能
養
成
工
は
同
時
に
採
用
し
た
一
般
労
働
者
の
約
二
倍
の
速
度
で
技
能
を
習
得

し
、
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

㋺

創
意
工
夫
判
断
力
が
涵
養
さ
れ
、
生
産
能
率
を
た
か
め
る
こ
と
。

㋩

応
用
力
が
培
養
さ
れ
、
新
生
産
方
式
の
採
用
、
施
設
設
備
の
改
新
に
際
し
速
か
に

対
応
で
き
る
こ
と
。

㋥

責
任
感
が
た
か
ま
り
、
信
用
が
お
け
る
こ
と
。

㋭

一
般
労
働
者
に
好
影
響
を
与
え
、
職
場
規
律
が
確
保
さ
れ
、
全
体
的
技
能
水
準
、

生
産
能
率
が
た
か
ま
る
こ
と
。

㋬

教
習
が
生
産
と
直
結
す
る
よ
う
工
夫
計
画
す
れ
ば
養
成
経
費
は
損
失
と
な
ら
な
い

こ
と
。

⑾

労
働
組
合
の
養
成
に
対
す
る
認
識
啓
培

労
働
条
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
理
由
で
、
労
働
組
合
が
技
能
者
養
成
に
反
対
で
あ
る
か

ら
と
い
う
事
由
を
養
成
実
施
の
隘
路
と
し
て
指
摘
す
る
向
も
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
は

早
期
に
技
能
を
向
上
さ
せ
、
災
害
を
防
止
し
、
労
働
生
産
性
を
た
か
め
る
結
果
、
労
働

条
件
の
改
善
向
上
を
推
進
し
、
全
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
習

の
た
め
の
や
む
を
得
な
い
事
項
に
つ
い
て
技
能
養
成
工
の
労
働
条
件
が
緩
和
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
全
労
働
者
の
労
働
条
件
を
索
制
す
る
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
阻

止
す
る
上
か
ら
も
、
寧
ろ
労
働
組
合
は
積
極
的
に
技
能
者
養
成
に
関
す
る
労
働
協
約
を

締
結
し
、
率
先
養
成
実
施
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
認
識
啓
培
に
つ
い
て
指
導
を

加
え
る
こ
と
。

⑿

技
能
養
成
工
の
労
働
条
件

技
能
養
成
工
の
労
働
条
件
が
一
般
労
働
者
の
そ
れ
と
異
な
る
扱
い
と
な
り
一
般
労
働

者
の
反
対
を
買
う
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
養
成
を
渋
る
向
も
あ
る
が
、
例
え
ば
未
成
年

の
技
能
養
成
工
に
は
、
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
一
二
労
働
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
技
能
を
習
得
す
る
特
殊
的
立
場
か
ら
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
低
い
基
準

で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
能
う
限
り
保
護
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
そ
の

他
技
能
者
養
成
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
必
須
の
要
件
か
ら
一
般
労
働
者
と
異
な
る

取
扱
と
な
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
。

⒀

定
着
措
置

①

技
能
養
成
工
の
退
職
移
動
等
離
脱
に
よ
る
損
失
を
あ
げ
て
養
成
を
実
施
し
な
い
向
に

対
し
て
は
、
労
働
条
件
の
再
検
討
を
行
わ
せ
、
向
上
改
善
に
努
め
さ
せ
る
よ
う
助
言
す

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
技
能
習
得
に
対
し
適
切
な
生
活
指
導
（
本
要
目
二
の

㈤
参
照
）
を
行
う
と
共
に
、
地
域
的
に
養
成
実
施
事
業
場
の
会
合
を
設
け
る
等
の
方
途

に
よ
り
、
事
業
主
相
互
が
徳
義
的
連
携
を
保
つ
こ
と
も
、
定
着
措
置
と
し
て
有
効
且
つ

重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

②

現
に
各
事
業
場
が
採
用
し
て
い
る
定
着
対
策
を
大
別
分
類
す
る
こ
と
、
概
ね
次
の
如

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
紹
介
し
、
前
記
理
解
の
裏
付
け
と
す
る
と
共
に

対
策
樹
立
の
資
に
供
す
る
こ
と
。

㋑

身
分
待
遇
上
他
の
一
般
労
働
者
よ
り
優
遇
す
る
こ
と
。

㋺

精
神
的
方
面
か
ら
定
着
を
図
る
こ
と
。

㋩

職
場
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

㋥

外
部
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と
。

㋭

技
能
養
成
工
雇
入
の
際
定
着
性
あ
る
者
を
採
用
す
る
こ
と
。

⒁

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
そ
の
他
監
督
者
訓
練
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係

①

最
近
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
（Training

W
ithin

Industry

）
Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ
（M

anagem
ent

Training
Program

）
Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
・
（Civil

Com
m
unication

Service

）
等
の
訓

練
方
式
に
よ
っ
て
技
能
者
の
養
成
が
可
能
で
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
向
が
可
成
り
多
い

の
で
あ
る
が
、
次
に
摘
録
す
る
如
く
監
督
者
訓
練
は
技
能
者
の
養
成
確
保
を
目
的
と
し

て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
技
能
者
養
成
制
度
の
み
が
技
能
者
を
育
成
確
保
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
誤
解
の
一
掃
に
努
め
る
こ
と
。

②

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
は
主
任
、
伍
長
、
職
長
、
係
長
等
監
督
者
の
監
督
技
術
の
訓
練
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
統
率
及
び
組
織
能
力
の
基
礎
訓
練
を
行
い
、
労
働
者

の
管
理
と
統
率
及
び
作
業
の
編
成
と
遂
行
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ｍ
・
Ｔ
・

Ｐ
、
Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
は
部
、
課
長
級
を
対
象
と
し
て
監
督
技
術
を
訓
練
す
る
の
が
目
的
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
監
督
者
訓
練
の
目
的
と
技
能
者
養
成
の
目
的
の
異
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

⒂

職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係

職
業
補
導
は
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
補
導
及
び
失
業
者
に
職
業
を
与
え

る
目
的
で
経
営
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
新
規
就
職
希
望
者
転
廃
業
者
、
失
業
者
等
に
対
し
、
一
つ
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の
仕
事
に
つ
い
て
初
期
的
訓
練
を
施
し
、
職
業
に
就
く
必
要
な
職
業
的
知
識
技
能
を
与

え
ん
と
す
る
に
あ
る
か
ら
、
職
業
補
導
の
み
で
は
、
そ
の
修
了
者
に
直
ち
に
技
能
者
養

成
制
度
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
概
ね
次
の
如
き
本
質
的
要
素
を
そ
な
え
た
技
能
者
た

る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

㋑

事
業
場
の
実
態
に
即
し
た
技
能
を
そ
な
え
る
こ
と
。

㋺

多
能
工
或
は
多
能
工
た
る
素
地
を
有
す
る
こ
と
。

㋩

将
来
の
基
幹
中
堅
工
た
り
得
る
こ
と
。

㋥

事
業
場
の
技
能
水
準
を
維
持
し
且
つ
向
上
を
図
り
得
る
こ
と
。

⒃

学
校
教
育
と
技
能
者
養
成
と
の
関
係

定
時
制
高
等
学
校
、
各
種
学
校
を
設
置
し
て
い
る
事
業
場
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育

に
よ
っ
て
技
能
者
の
養
成
が
実
現
し
得
る
と
思
い
違
い
を
し
て
い
る
向
も
あ
る
か
ら
、

次
の
点
に
留
意
し
、
技
能
者
養
成
制
度
と
併
置
し
て
彼
此
の
機
能
を
活
用
し
て
こ
そ
熟

練
技
能
者
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
。

㋑

次
の
例
に
よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
学
校
教
育
の
み
で
は
実
地
技
能
が
不
充
分
で
あ

る
こ
と
。某

事
業
場
に
設
置
し
て
あ
る

技
能
者
養
成
規
程
機
械
工
（
三
ヶ
年
）

各
種
学
校
機
械
科
（
三
ヶ
年
）時
間

時
間

社

会

科

一
五
〇

二
一
〇

体

育

八
〇

一
〇
五

関
連
学
科

一
，
二
七
〇

六
六
五

実

技

一
，
〇
〇
〇

三
，
四
三
〇

計

二
，
五
〇
〇

四
，
四
一
〇

㋺

実
技
に
つ
い
て
も
相
当
教
習
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
多
能
工
と
し
て
の
素
地
を
与

え
る
に
充
分
で
あ
る
か

否
か
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

㋩

技
能
者
養
成
規
程
の
定
め
に
よ
っ
て
う
け
る
利
益
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。

⒄

諸
手
続
等
の
指
導
と
援
助

①

技
能
者
養
成
実
施
に
関
す
る
諸
手
続
は
懇
切
に
指
導
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
申
請

書
、
届
等
を
代
書
し
て
や
る
程
度
迄
に
積
極
的
に
援
助
す
る
こ
と
。

②

養
成
契
約
の
雛
型
、
模
範
的
技
能
者
養
成
運
営
規
程
の
実
例
等
を
示
し
て
参
考
に
供

す
る
こ
と
。

③

技
能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
）
又
は
養
成
施
設
の
斡
旋
に
つ
い
て
も
労
を
惜
ま
ず
援

助
を
与
え
る
こ
と
。

⒅

局
相
互
間
の
連
絡

①

対
象
事
業
場
の
本
社
に
対
し
又
は
他
の
事
業
場
に
指
導
、
影
響
力
を
も
つ
事
業
場
に

対
し
て
促
進
勧
奨
を
行
う
こ
と
が
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
そ

れ
が
他
局
管
内
に
所
在
す
る
場
合
は
、
そ
の
勧
奨
を
所
轄
局
に
依
頼
協
力
を
求
め
、
相

互
に
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
実
施
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

②

本
社
が
東
京
に
所
在
し
、
全
国
的
組
織
を
有
す
る
事
業
で
、
本
省
に
お
い
て
促
進
指

導
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
本
省
に
連
絡
す
る
こ

と
。

⒆

要
望
事
項
の
報
告

勧
奨
促
進
に
あ
た
っ
て
各
事
業
場
か
ら
要
望
又
は
苦
情
の
あ
っ
た
事
項
で
、
技
能
行

政
の
円
滑
な
運
営
上
参
考
と
な
る
事
項
は
速
か
に
本
省
に
報
告
す
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
に
対
す
る
指
導

実
施
事
業
場
に
対
す
る
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
技
能
者
養
成
制
度
の
合
理
化
を
中
心

に
技
能
水
準
の
向
上
、
労
働
能
率
の
増
進
、
そ
の
他
労
働
条
件
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と

を
本
旨
と
し
、
違
反
事
実
の
発
見
を
事
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
戒
し
む
べ
き
で
あ
り
、

次
の
事
項
に
留
意
し
て
、
養
成
が
よ
り
や
り
易
く
且
つ
効
果
を
あ
げ
得
る
よ
う
配
慮
す
る
こ

と
。

㈠

養
成
計
画
の
有
無
と
適
否

⑴

養
成
計
画
の
有
無
又
は
適
否
が
、
養
成
制
度
合
理
化
の
成
否
と
養
成
効
果
の
優
劣
を

決
す
る
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

⑵

無
計
画
の
事
業
場
に
対
し
て
は
計
画
の
重
要
さ
を
理
解
さ
せ
、
模
範
的
養
成
計
画
を

紹
介
す
る
等
計
画
樹
立
に
つ
い
て
具
体
的
詳
細
に
亘
り
指
導
す
る
こ
と
。

⑶

計
画
を
有
す
る
事
業
場
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
、
事
業
場
の
実
情
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
よ
う
、
又
現
実
に
実
施
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑷

養
成
計
画
に
つ
い
て
の
指
導
は
、
概
括
的
で
あ
っ
て
は
効
果
が
稀
薄
と
な
る
虞
が
あ

り
、
各
項
目
夫
々
重
要
で
あ
る
か
ら
次
に
掲
げ
る
主
な
点
に
留
意
し
、
項
目
毎
に
検
討

し
て
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

養
成
計
画
は
事
業
場
の
事
情
を
充
分
反
映
せ
し
め
、
且
つ
実
施
せ
し
め
得
る
者

に
よ
っ
て
、
樹
て
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
要
目
一･

㈣
、
二･

㈠
参
照
）

㋺

養
成
計
画
職
種
は
、
そ
の
事
業
場
の
全
工
程
に
亘
っ
て
検
討
し
決
定
す
べ
き
も

- 275 -

の
で
あ
る
。
（
要
目
一･

㈤
参
照
）

㋩

技
能
養
成
工
の
技
能
職
種
の
決
定
は
、
定
着
対
策
の
上
か
ら
も
ゆ
る
が
せ
に
出

来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
能
力
の
検
査
、
性
格
、
希
望
、
両
親
兄
弟
の
職
業
等
を

勘
案
し
て
合
理
的
に
慎
重
に
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥

教
習
計
画
は
、
学
校
教
育
的
弊
を
拝
し
、
技
能
養
成
工
の
個
人
差
を
も
考
慮
し

て
、
真
に
技
能
者
養
成
制
度
の
妙
味
を
活
か
す
よ
う
に
、
短
期
間
毎
に
細
密
に
樹

て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋭

関
連
学
科
の
教
習
と
実
技
の
教
習
と
の
関
連
は
、
事
業
場
の
実
情
に
即
し
、
し

か
も
充
分
養
成
効
果
が
期
待
し
得
る
如
き
方
式
を
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。
（
要
目
一･

㈨
、
二･

㈢
参
照
）

㋬

指
導
員
は
適
任
者
を
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

運
営
機
関
の
有
無
と
適
否

⑴

事
業
場
の
実
情
に
即
し
、
生
産
と
直
結
す
る
養
成
を
行
う
た
め
の
運
営
方
針
の
決
定
、

養
成
計
画
の
樹
立
等
に
あ
た
る
機
関
（
例
え
ば
養
成
委
員
会
、
運
営
委
員
会
等
）
が
設

置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
必
要
な
る
指
導
を
加
え
る
こ
と
。

⑵

こ
の
機
関
が
事
業
（
生
産
）
経
営
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
機
関
本
来
の
目

的
が
完
全
に
果
し
得
る
よ
う
少
く
と
も
前
記
一
の
㈡
に
掲
げ
た
各
部
門
に
属
す
る
者
が

構
成
員
に
参
加
し
て
い
る
か
を
検
討
し
適
切
な
指
導
を
加
え
る
こ
と
。

⑶

こ
の
機
関
が
活
発
に
活
動
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
毎
月
一
回
は
会
合
を
も
ち
、

そ
の
記
録
を
備
え
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑷

特
に
共
同
又
は
集
団
養
成
の
場
合
は
、
参
加
事
業
場
が
概
ね
小
規
模
で
あ
り
、
し
か

も
地
域
的
に
散
在
し
て
い
る
等
の
関
係
か
ら
、
こ
の
機
関
を
設
置
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

が
多
く
、
又
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
単
に
形
式
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、

こ
の
機
関
の
持
つ
養
成
実
施
運
営
上
の
諸
般
の
事
項
に
つ
い
て
の
重
要
な
任
務
の
あ
る

こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

㈢

教
習
方
法
の
適
否

⑴

教
習
方
法
に
つ
い
て
は
、
教
習
計
画
が
、
告
示
の
教
習
事
項
に
準
じ
、
そ
の
事
業

場
の
実
情
に
適
合
し
た
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
且
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
本
年
七
月
七
日
附
基
発
第
四
九
九
号
通
牒
に
基
き
検
討
し
、

更
に
次
の
点
に
注
意
し
て
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

体
育
の
教
習
は
休
憩
時
間
中
に
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
又
ハ
イ
キ
ン
グ
、
野
球
等

に
そ
の
週
の
教
習
時
間
を
あ
て
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
が
、
殆
ど
年
間
の
全
教
習

時
間
を
こ
れ
に
ま
と
め
て
振
当
て
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

㋺

実
技
の
教
習
に
つ
い
て
は
、
何
ら
組
織
的
、
系
統
的
な
も
の
で
な
く
只
漫
然
と

野
放
し
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋩

基
本
実
習
は
、
直
接
生
産
に
関
連
な
い
た
め
、
往
々
粗
略
に
取
扱
わ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
か
ら
直
ち
に
生
産
に
利
用
出
来
る
如
く
教
材
を
使
用
す
る
よ
う
工
夫

研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥

関
連
学
科
と
実
技
は
、
原
則
的
に
は
併
行
し
て
教
習
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
調
整
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋭

共
同
又
は
集
団
養
成
に
お
い
て
は
、
実
技
と
関
連
学
科
の
教
習
進
度
が
計
画
的

連
絡
な
く
放
恣
に
流
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。鋳

物
工
を
例
に
と
る
と
、
各
事
業
場
の
実
際
作
業
順
序
は
、
午
前
中
型
込
作
業

を
行
い
、
午
後
は
注
湯
作
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
関
連
学
科
の
教
習
を
事
業

場
外
の
施
設
で
午
前
中
に
行
い
、
午
後
か
ら
実
技
教
習
を
各
自
事
業
場
で
行
う
よ

う
な
年
間
教
習
計
画
で
あ
れ
ば
、
型
込
作
業
の
実
技
教
習
は
う
け
ら
れ
な
い
結
果

を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
画
一
的
形
式
的
教
習
計
画
で
あ
る
た
め
、
事
業
場
の
実
情
に
即
さ

ず
、
実
技
と
関
連
学
科
の
関
連
が
は
ば
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

技
能
者
養
成
指
導
員
指
導
書
は
、
関
連
学
科
及
び
実
技
の
指
導
要
項
と
し
て
理
想
的

な
教
習
範
囲
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
書
に
示
す
各
教
習
要
領
に
も
と
づ
く
詳
細

な
教
習
を
必
ず
し
も
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
細
目
を
取
捨
選
択
し
て
個
々

の
事
業
場
の
実
情
に
即
応
す
る
よ
う
教
習
内
容
を
決
定
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈣

技
能
養
成
工
の
技
能
試
験

技
能
養
成
工
の
技
能
試
験
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
養
成
の
効
果
、
教
習
の
進
度
を
適
格
に

把
握
し
、
又
事
後
の
養
成
方
法
の
基
礎
的
資
料
と
な
し
、
或
は
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書

に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
証
明
を
う
け
る
際
の
重
要
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

な
ど
を
徹
底
さ
せ
る
と
共
に
特
に
次
の
点
を
注
意
し
て
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

試
験
を
合
理
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
適
任
者
を
以
て
構
成
す
る
実
施
運
営
機
関
（
技

能
試
験
評
議
会
等
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

㋺

右
の
機
関
に
お
い
て
、
試
験
実
施
計
画
を
樹
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員
に
の
み
委
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の
で
あ
る
。
（
要
目
一･

㈤
参
照
）

㋩

技
能
養
成
工
の
技
能
職
種
の
決
定
は
、
定
着
対
策
の
上
か
ら
も
ゆ
る
が
せ
に
出

来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
能
力
の
検
査
、
性
格
、
希
望
、
両
親
兄
弟
の
職
業
等
を

勘
案
し
て
合
理
的
に
慎
重
に
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥

教
習
計
画
は
、
学
校
教
育
的
弊
を
拝
し
、
技
能
養
成
工
の
個
人
差
を
も
考
慮
し

て
、
真
に
技
能
者
養
成
制
度
の
妙
味
を
活
か
す
よ
う
に
、
短
期
間
毎
に
細
密
に
樹

て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋭

関
連
学
科
の
教
習
と
実
技
の
教
習
と
の
関
連
は
、
事
業
場
の
実
情
に
即
し
、
し

か
も
充
分
養
成
効
果
が
期
待
し
得
る
如
き
方
式
を
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。
（
要
目
一･

㈨
、
二･

㈢
参
照
）

㋬

指
導
員
は
適
任
者
を
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

運
営
機
関
の
有
無
と
適
否

⑴

事
業
場
の
実
情
に
即
し
、
生
産
と
直
結
す
る
養
成
を
行
う
た
め
の
運
営
方
針
の
決
定
、

養
成
計
画
の
樹
立
等
に
あ
た
る
機
関
（
例
え
ば
養
成
委
員
会
、
運
営
委
員
会
等
）
が
設

置
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
必
要
な
る
指
導
を
加
え
る
こ
と
。

⑵

こ
の
機
関
が
事
業
（
生
産
）
経
営
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
機
関
本
来
の
目

的
が
完
全
に
果
し
得
る
よ
う
少
く
と
も
前
記
一
の
㈡
に
掲
げ
た
各
部
門
に
属
す
る
者
が

構
成
員
に
参
加
し
て
い
る
か
を
検
討
し
適
切
な
指
導
を
加
え
る
こ
と
。

⑶

こ
の
機
関
が
活
発
に
活
動
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
毎
月
一
回
は
会
合
を
も
ち
、

そ
の
記
録
を
備
え
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑷

特
に
共
同
又
は
集
団
養
成
の
場
合
は
、
参
加
事
業
場
が
概
ね
小
規
模
で
あ
り
、
し
か

も
地
域
的
に
散
在
し
て
い
る
等
の
関
係
か
ら
、
こ
の
機
関
を
設
置
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

が
多
く
、
又
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
単
に
形
式
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、

こ
の
機
関
の
持
つ
養
成
実
施
運
営
上
の
諸
般
の
事
項
に
つ
い
て
の
重
要
な
任
務
の
あ
る

こ
と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

㈢

教
習
方
法
の
適
否

⑴

教
習
方
法
に
つ
い
て
は
、
教
習
計
画
が
、
告
示
の
教
習
事
項
に
準
じ
、
そ
の
事
業

場
の
実
情
に
適
合
し
た
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
且
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
本
年
七
月
七
日
附
基
発
第
四
九
九
号
通
牒
に
基
き
検
討
し
、

更
に
次
の
点
に
注
意
し
て
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

体
育
の
教
習
は
休
憩
時
間
中
に
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
又
ハ
イ
キ
ン
グ
、
野
球
等

に
そ
の
週
の
教
習
時
間
を
あ
て
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
が
、
殆
ど
年
間
の
全
教
習

時
間
を
こ
れ
に
ま
と
め
て
振
当
て
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

㋺

実
技
の
教
習
に
つ
い
て
は
、
何
ら
組
織
的
、
系
統
的
な
も
の
で
な
く
只
漫
然
と

野
放
し
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋩

基
本
実
習
は
、
直
接
生
産
に
関
連
な
い
た
め
、
往
々
粗
略
に
取
扱
わ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
か
ら
直
ち
に
生
産
に
利
用
出
来
る
如
く
教
材
を
使
用
す
る
よ
う
工
夫

研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥

関
連
学
科
と
実
技
は
、
原
則
的
に
は
併
行
し
て
教
習
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
調
整
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋭

共
同
又
は
集
団
養
成
に
お
い
て
は
、
実
技
と
関
連
学
科
の
教
習
進
度
が
計
画
的

連
絡
な
く
放
恣
に
流
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。鋳

物
工
を
例
に
と
る
と
、
各
事
業
場
の
実
際
作
業
順
序
は
、
午
前
中
型
込
作
業

を
行
い
、
午
後
は
注
湯
作
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
関
連
学
科
の
教
習
を
事
業

場
外
の
施
設
で
午
前
中
に
行
い
、
午
後
か
ら
実
技
教
習
を
各
自
事
業
場
で
行
う
よ

う
な
年
間
教
習
計
画
で
あ
れ
ば
、
型
込
作
業
の
実
技
教
習
は
う
け
ら
れ
な
い
結
果

を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
画
一
的
形
式
的
教
習
計
画
で
あ
る
た
め
、
事
業
場
の
実
情
に
即
さ

ず
、
実
技
と
関
連
学
科
の
関
連
が
は
ば
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

技
能
者
養
成
指
導
員
指
導
書
は
、
関
連
学
科
及
び
実
技
の
指
導
要
項
と
し
て
理
想
的

な
教
習
範
囲
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
書
に
示
す
各
教
習
要
領
に
も
と
づ
く
詳
細

な
教
習
を
必
ず
し
も
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
細
目
を
取
捨
選
択
し
て
個
々

の
事
業
場
の
実
情
に
即
応
す
る
よ
う
教
習
内
容
を
決
定
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈣

技
能
養
成
工
の
技
能
試
験

技
能
養
成
工
の
技
能
試
験
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
養
成
の
効
果
、
教
習
の
進
度
を
適
格
に

把
握
し
、
又
事
後
の
養
成
方
法
の
基
礎
的
資
料
と
な
し
、
或
は
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書

に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
証
明
を
う
け
る
際
の
重
要
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

な
ど
を
徹
底
さ
せ
る
と
共
に
特
に
次
の
点
を
注
意
し
て
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

試
験
を
合
理
的
な
ら
し
め
る
た
め
、
適
任
者
を
以
て
構
成
す
る
実
施
運
営
機
関
（
技

能
試
験
評
議
会
等
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

㋺

右
の
機
関
に
お
い
て
、
試
験
実
施
計
画
を
樹
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員
に
の
み
委
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か
せ
る
こ
と
な
く
、
一
切
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
。

㋩

そ
の
事
業
場
で
定
め
た
技
能
等
級
の
基
準
は
、
各
教
習
年
度
に
応
じ
て
、
事
業
の

実
態
に
則
し
定
め
ら
れ
よ
う
、
又
教
習
事
項
の
内
容
と
遊
離
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㋥

検
定
試
験
問
題
の
内
容
、
程
度
は
、
そ
の
事
業
場
で
定
め
た
技
能
等
級
の
基
準
に

示
す
能
力
を
充
分
判
定
し
得
る
綜
合
的
な
も
の
で
、
且
つ
実
際
的
な
も
の
を
選
定
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋭

技
能
試
験
に
は
必
ず
平
常
の
習
得
成
績
を
加
味
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋬

平
常
の
習
得
成
績
は
習
得
態
度
、
教
育
中
計
画
的
に
課
し
た
口
頭
又
は
筆
記
諮
問

の
成
績
等
に
よ
っ
て
常
に
整
備
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋣

実
技
の
判
定
は
単
に
製
品
の
出
来
上
が
り
に
つ
い
て
の
み
行
う
だ
け
で
な
く
、
作

業
段
取
、
作
業
方
法
作
業
速
度
、
作
業
態
度
等
技
能
の
各
要
素
に
つ
い
て
も
行
う
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋠

試
験
結
果
は
記
録
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
又
養
成
計
画
、
指

導
方
法
、
技
能
者
養
成
修
了
者
の
各
付
等
に
こ
の
検
定
結
果
を
検
討
し
利
用
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

技
能
養
成
工
の
生
活
指
導

⑴

技
能
者
養
成
は
優
秀
な
技
能
と
円
満
な
人
格
を
備
え
た
労
働
者
を
輩
出
す
る
こ
と
に

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
常
時
技
能
養
成
工
の
生
活
を
通
じ
て
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

大
き
な
効
果
を
収
め
る
も
の
で
あ
り
、
又
技
能
養
成
工
の
浮
動
性
は
、
交
友
の
示
唆
に

よ
る
場
合
が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
事
例
か
ら
み
て
も
、
定
着
対
策
の
一
つ
と
し
て

生
活
指
導
が
如
何
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
を
充
分
認
識
さ
せ
る
こ
と
。

⑵

技
能
者
養
成
担
当
者
と
技
能
養
成
工
並
び
に
そ
の
家
族
相
互
の
意
志
の
疎
通
を
は
か

る
と
共
に
、
家
庭
の
協
力
を
求
め
て
生
活
管
理
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
、
概
ね
次
の
如

き
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
奨
指
導
す
る
こ
と
。

㋑

父
兄
会
等
技
能
養
成
工
の
家
庭
と
技
能
者
養
成
担
当
者
の
連
絡
を
は
か
る
会
合
を

設
け
る
こ
と
。

㋺

技
能
養
成
工
の
自
治
会
を
組
織
せ
し
め
、
こ
の
会
を
通
じ
て
示
唆
と
援
助
を
与
え
、

自
主
的
に
生
活
を
管
理
さ
せ
る
こ
と
。

㋩

技
能
者
養
成
担
当
者
と
技
能
養
成
工
の
家
庭
と
の
相
互
訪
問
又
は
通
信
を
行
い
家

庭
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と
。

㋥

趣
味
の
会
合
等
を
設
け
余
暇
指
導
を
は
か
る
こ
と
。

㈥

指
導
員
の
資
質
向
上

⑴

技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
質
の
良
否
は
、
技
能
者
養
成
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
な
る

も
の
が
あ
る
か
ら
、
指
導
員
に
対
し
て
は
絶
え
ず
実
地
に
つ
い
て
の
技
能
の
錬
磨
と
実

技
指
導
法
並
び
に
技
術
的
知
識
と
一
般
教
養
等
の
向
上
を
は
か
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
。

⑵

特
に
技
能
者
養
成
規
程
第
四
条
第
一
号
該
当
者
と
し
て
無
試
験
検
定
で
免
許
を
う
け

た
者
は
、
現
技
能
者
養
成
指
導
員
中
九
七
％
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
現
在
）
を
占
め
て

お
り
、
そ
の
大
部
分
が
所
詮
徒
弟
上
り
の
親
方
で
あ
る
事
実
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
れ

ら
指
導
員
を
対
象
と
し
て
常
に
資
質
向
上
を
は
か
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
こ
と
。

⑶

右
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
事
業
場
を
し
て
概
ね
各
種
講
習
会
、
研
究
会
、
懇
談
会
の

開
催
、
模
範
事
業
場
の
視
察
等
を
実
施
さ
せ
、
相
互
の
意
見
、
経
験
等
を
交
換
さ
せ
る

措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
奨
指
導
す
る
こ
と
。

⑷

局
、
署
に
お
い
て
も
自
ら
又
は
関
係
団
体
に
委
託
し
て
次
の
点
に
注
意
し
、
講
習
、

研
修
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

㋑

対
象
は
原
則
と
し
て
、
職
種
単
位
又
は
親
近
性
あ
る
職
種
群
を
単
位
と
す
る
こ
と
。

㋺

実
施
期
間
、
日
時
、
場
所
に
つ
い
て
は
作
業
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
周
到
に
配

意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

㋩

講
習
、
研
修
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
象
指
導
員
の
知
識
程
度
に
応
じ
、
講
習
、

研
修
等
の
科
目
中
特
に
重
点
を
置
く
べ
き
科
目
を
選
択
す
る
よ
う
配
意
す
る
は
勿

論
、
教
習
手
順
の
樹
て
方
、
実
技
教
習
方
法
（
作
業
分
析
を
含
め
て
）
テ
ス
ト
の
構

成
、
成
績
評
価
等
に
つ
い
て
充
分
勘
案
す
る
こ
と
。

㈦

養
成
記
録
の
整
備

⑴

養
成
の
状
況
、
即
ち
教
習
事
項
、
教
習
時
間
、
教
習
進
度
、
技
能
養
成
工
の
習
得
状

況
、
技
能
試
験
状
況
等
を
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
教
習
指
導
上
か
ら
云
っ
て
も
亦
査

察
指
導
上
か
ら
云
っ
て
も
極
め
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
別
表
一
各
月
習
得
記
録

票
、
別
表
二
年
度
別
習
得
記
録
簿
を
備
付
け
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑵

習
得
状
況
に
つ
い
て
別
表
三
実
習
日
誌
を
技
能
養
成
工
に
対
し
て
記
載
さ
せ
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
。

⑶

共
同
又
は
集
団
養
成
に
お
い
て
は
、
関
連
学
科
の
教
習
が
殆
ど
事
業
場
外
で
行
わ
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
関
連
学
科
教
習
に
出
席
す
る
と
称
し
て
外
出
し
、
教
習
を
う
け
て

い
な
い
事
例
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
怠
業
を
防
止
す
る
た
め
出
席
簿
等
の
使
用
に

よ
っ
て
常
に
養
成
状
況
を
明
瞭
に
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
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㈧

技
能
者
養
成
修
了
者
の
指
導

技
能
養
成
工
が
中
堅
工
と
し
て
完
成
す
る
た
め
に
は
、
養
成
修
了
後
の
指
導
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
十
分
留
意
し
、
そ
れ
が
善
導
に
つ
い
て
適
切
な

る
助
言
を
与
え
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
。

㈨

地
域
的
養
成
関
係
事
業
場
の
連
絡
協
調

⑴

技
能
者
養
成
の
効
果
、
養
成
経
費
、
そ
の
他
養
成
業
務
全
般
に
つ
い
て
合
理
的
運
営

を
図
る
た
め
に
は
、
養
成
実
施
事
業
場
相
互
間
に
お
い
て
知
識
経
験
を
交
換
し
、
研
究

し
あ
う
こ
と
が
最
も
肝
要
で
あ
る
か
ら
、
よ
う
す
れ
ば
地
域
的
に
養
成
実
施
事
業
場
が

自
発
的
に
研
究
会
等
を
設
け
る
よ
う
そ
の
気
運
の
醸
成
に
努
め
る
こ
と
。

⑵

右
の
如
き
会
合
に
は
な
る
べ
く
出
席
す
る
よ
う
配
意
し
、
こ
の
会
合
が
真
に
技
能
者

養
成
制
度
の
合
理
化
に
貢
献
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈩

養
成
事
業
場
に
対
す
る
激
励

事
業
主
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
技
能
養
成
工
を
鼓
舞
激
励
す
る
こ
と
は
、
技

能
者
養
成
に
対
す
る
熱
意
を
高
揚
し
、
養
成
効
果
を
た
か
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
入
所
、

終
了
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
る
は
勿
論
、
査
察
指
導
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て

講
演
、
懇
談
を
行
う
な
ど
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
啓
蒙
宣
伝

技
能
者
養
成
制
度
の
よ
り
飛
躍
的
促
進
を
期
す
る
た
め
に
は
、
特
に
宣
伝
普
及
期
間
等
を

設
け
る
要
は
な
い
が
次
の
事
項
に
留
意
し
、
引
続
き
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
実
行
あ
る
方

策
を
講
ず
る
こ
と
。

㈠

公
共
団
体
そ
の
他
各
種
団
体
と
の
連
絡
提
携

⑴

技
能
者
の
養
成
は
、
一
事
業
場
の
繁
栄
に
止
ま
ら
ず
地
方
産
業
の
発
展
に
裨
益
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
都
道
府
県
等
公
共
団
体
又
は
各
種
団
体
の
理
解
に
努
め
る
と
共
に

積
極
的
な
協
力
を
求
め
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⑵

そ
の
一
方
途
と
し
て
、
教
育
委
員
会
、
職
業
安
定
機
関
、
労
政
機
関
、
市
町
村
教
育

課
関
係
等
の
代
表
を
も
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
促
進
連
絡
会
議
等
を
設
け
、
各
機
関

を
し
て
便
宜
の
供
与
そ
の
他
啓
蒙
宣
伝
に
協
力
を
得
る
よ
う
措
置
を
と
る
こ
と
。

㈡

技
能
者
養
成
関
係
団
体
の
育
成
指
導

技
能
者
養
成
関
係
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
こ
の
種
団
体
結
成
の
気
運
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
育
成
助
長
に
努
め
、
健
全
な
発
展
に
可
及
的
援
助
を
与
え
技
能
者
養
成

制
度
の
発
展
に
寄
与
さ
せ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㈢

宣
伝
機
関
の
利
用
と
普
及
会
の
開
催

各
事
業
場
並
び
に
各
事
業
団
体
に
対
し
、
技
能
者
養
成
制
度
を
普
及
徹
底
さ
せ
る
こ
と

は
勿
論
一
般
に
対
し
て
も
こ
の
制
度
に
関
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
は
、
養
成
の
促
進
と
合
理

化
に
間
接
的
推
進
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
か
ら
概
ね
次
の
様
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

㋑

講
演
会
、
座
談
会
等
出
来
る
だ
け
頻
繁
に
開
催
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㋺

地
方
新
聞
、
又
は
各
種
団
体
、
各
事
業
場
の
機
関
紙
、
或
は
ロ
ー
カ
ル
放
送
等
を
積

極
的
に
利
用
す
る
こ
と
。

㈣

養
成
所
の
標
示

⑴

技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
又
は
共
同
、
集
団
養
成
施
設
掲
示
す
る
標
示
は
、
こ
の
制

度
の
普
及
と
当
該
事
業
場
に
矜
持
を
も
た
せ
、
養
成
に
対
す
る
熱
意
を
涵
養
す
る
上
に

効
果
の
多
い
も
の
で
あ
る
か
ら
「
労
働
省
認
可
」
の
文
字
を
当
該
技
能
者
養
成
所
名
に

冠
さ
せ
る
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

⑵

標
示
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
は
逆
効
果
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
か
ら
、
指
導
に
あ
た
っ

て
は
強
制
感
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
し
、
学
校
又
は
学
院
等
技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨

を
没
却
す
る
感
の
あ
る
名
称
は
避
け
さ
せ
る
こ
と
。

各
月
習
得
記
録
票
（
編
注
：
略
）

年
度
別
習
得
記
録
簿
（
編
注
：
略
）

実
習
日
誌
（
編
注
：
略
）

『
技
通
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
二
七
日

〔
五
─
三
─
二
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
工
業
技
術
庁
長
官
宛
（
基
発
第
八
四
三
号
の

三
）

技技
能能
者者
養養
成成
実実
施施
促促
進進
にに
関関
すす
るる
協協
力力
方方
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
本
日
別
紙
の
通
り
、
工
業
技
術
庁
長
官
並
び
に
都
道
府
県
知
事
宛
依
頼
し
た

か
ら
右
了
知
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
絡
を
図
り
、
技
能
者
養
成
制
度
の
確
立

発
展
に
努
め
ら
れ
た
い
。

基
発
第
八
四
三
号

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

工
業
技
術
庁
長
官
殿
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㈧

技
能
者
養
成
修
了
者
の
指
導

技
能
養
成
工
が
中
堅
工
と
し
て
完
成
す
る
た
め
に
は
、
養
成
修
了
後
の
指
導
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
十
分
留
意
し
、
そ
れ
が
善
導
に
つ
い
て
適
切
な

る
助
言
を
与
え
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
。

㈨

地
域
的
養
成
関
係
事
業
場
の
連
絡
協
調

⑴

技
能
者
養
成
の
効
果
、
養
成
経
費
、
そ
の
他
養
成
業
務
全
般
に
つ
い
て
合
理
的
運
営

を
図
る
た
め
に
は
、
養
成
実
施
事
業
場
相
互
間
に
お
い
て
知
識
経
験
を
交
換
し
、
研
究

し
あ
う
こ
と
が
最
も
肝
要
で
あ
る
か
ら
、
よ
う
す
れ
ば
地
域
的
に
養
成
実
施
事
業
場
が

自
発
的
に
研
究
会
等
を
設
け
る
よ
う
そ
の
気
運
の
醸
成
に
努
め
る
こ
と
。

⑵

右
の
如
き
会
合
に
は
な
る
べ
く
出
席
す
る
よ
う
配
意
し
、
こ
の
会
合
が
真
に
技
能
者

養
成
制
度
の
合
理
化
に
貢
献
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈩

養
成
事
業
場
に
対
す
る
激
励

事
業
主
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
技
能
養
成
工
を
鼓
舞
激
励
す
る
こ
と
は
、
技

能
者
養
成
に
対
す
る
熱
意
を
高
揚
し
、
養
成
効
果
を
た
か
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
入
所
、

終
了
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
る
は
勿
論
、
査
察
指
導
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て

講
演
、
懇
談
を
行
う
な
ど
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
啓
蒙
宣
伝

技
能
者
養
成
制
度
の
よ
り
飛
躍
的
促
進
を
期
す
る
た
め
に
は
、
特
に
宣
伝
普
及
期
間
等
を

設
け
る
要
は
な
い
が
次
の
事
項
に
留
意
し
、
引
続
き
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
実
行
あ
る
方

策
を
講
ず
る
こ
と
。

㈠

公
共
団
体
そ
の
他
各
種
団
体
と
の
連
絡
提
携

⑴

技
能
者
の
養
成
は
、
一
事
業
場
の
繁
栄
に
止
ま
ら
ず
地
方
産
業
の
発
展
に
裨
益
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
都
道
府
県
等
公
共
団
体
又
は
各
種
団
体
の
理
解
に
努
め
る
と
共
に

積
極
的
な
協
力
を
求
め
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⑵

そ
の
一
方
途
と
し
て
、
教
育
委
員
会
、
職
業
安
定
機
関
、
労
政
機
関
、
市
町
村
教
育

課
関
係
等
の
代
表
を
も
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
促
進
連
絡
会
議
等
を
設
け
、
各
機
関

を
し
て
便
宜
の
供
与
そ
の
他
啓
蒙
宣
伝
に
協
力
を
得
る
よ
う
措
置
を
と
る
こ
と
。

㈡

技
能
者
養
成
関
係
団
体
の
育
成
指
導

技
能
者
養
成
関
係
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
こ
の
種
団
体
結
成
の
気
運
あ
る

場
合
に
は
、
こ
の
育
成
助
長
に
努
め
、
健
全
な
発
展
に
可
及
的
援
助
を
与
え
技
能
者
養
成

制
度
の
発
展
に
寄
与
さ
せ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㈢

宣
伝
機
関
の
利
用
と
普
及
会
の
開
催

各
事
業
場
並
び
に
各
事
業
団
体
に
対
し
、
技
能
者
養
成
制
度
を
普
及
徹
底
さ
せ
る
こ
と

は
勿
論
一
般
に
対
し
て
も
こ
の
制
度
に
関
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
は
、
養
成
の
促
進
と
合
理

化
に
間
接
的
推
進
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
か
ら
概
ね
次
の
様
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

㋑

講
演
会
、
座
談
会
等
出
来
る
だ
け
頻
繁
に
開
催
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㋺

地
方
新
聞
、
又
は
各
種
団
体
、
各
事
業
場
の
機
関
紙
、
或
は
ロ
ー
カ
ル
放
送
等
を
積

極
的
に
利
用
す
る
こ
と
。

㈣

養
成
所
の
標
示

⑴

技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
又
は
共
同
、
集
団
養
成
施
設
掲
示
す
る
標
示
は
、
こ
の
制

度
の
普
及
と
当
該
事
業
場
に
矜
持
を
も
た
せ
、
養
成
に
対
す
る
熱
意
を
涵
養
す
る
上
に

効
果
の
多
い
も
の
で
あ
る
か
ら
「
労
働
省
認
可
」
の
文
字
を
当
該
技
能
者
養
成
所
名
に

冠
さ
せ
る
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

⑵

標
示
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
は
逆
効
果
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
か
ら
、
指
導
に
あ
た
っ

て
は
強
制
感
を
与
え
な
い
よ
う
留
意
し
、
学
校
又
は
学
院
等
技
能
者
養
成
制
度
の
趣
旨

を
没
却
す
る
感
の
あ
る
名
称
は
避
け
さ
せ
る
こ
と
。

各
月
習
得
記
録
票
（
編
注
：
略
）

年
度
別
習
得
記
録
簿
（
編
注
：
略
）

実
習
日
誌
（
編
注
：
略
）

『
技
通
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
二
七
日

〔
五
─
三
─
二
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
工
業
技
術
庁
長
官
宛
（
基
発
第
八
四
三
号
の

三
）

技技
能能
者者
養養
成成
実実
施施
促促
進進
にに
関関
すす
るる
協協
力力
方方
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
本
日
別
紙
の
通
り
、
工
業
技
術
庁
長
官
並
び
に
都
道
府
県
知
事
宛
依
頼
し
た

か
ら
右
了
知
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
絡
を
図
り
、
技
能
者
養
成
制
度
の
確
立

発
展
に
努
め
ら
れ
た
い
。

基
発
第
八
四
三
号

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

工
業
技
術
庁
長
官
殿
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技技
能能
者者
養養
成成
実実
施施
促促
進進
にに
関関
すす
るる
協協
力力
にに
つつ
いい
てて

今
回
の
講
和
条
約
批
准
を
契
機
と
し
て
、
わ
が
国
経
済
の
急
速
な
自
立
化
が
強
く
要
請
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
今
後
積
極
的
に
技
能
労
働
力
の
維

持
培
養
を
図
り
、
労
働
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
而
し
て
又
、
こ
の
問
題
の

解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
企
業
に
お
け
る
合
理
的
な
技
能
者
養
成
制
度
の
確
立
発
展
を
図
る
こ

と
が
最
も
肝
要
な
措
置
で
あ
る
と
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

幸
い
近
時
同
業
組
合
等
が
中
心
と
な
り
関
係
官
公
署
の
指
導
援
助
を
受
け
、
共
同
又
は
集
団

的
な
技
能
者
養
成
の
実
施
を
み
る
に
至
り
、
漸
次
各
地
に
こ
の
制
度
の
浸
透
を
み
て
い
る
状
況

で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
企
業
経
営
上
幾
多
の
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
中
小
企
業
に
お
い

て
、
技
能
者
の
養
成
を
推
進
す
る
こ
と
は
至
難
な
実
情
に
あ
り
ま
す
。
殊
に
教
習
用
資
材
、
用

具
、
施
設
等
に
要
す
る
経
費
、
適
切
な
指
導
者
の
確
保
等
に
な
お
多
く
の
隘
路
が
残
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
中
小
企
業
に
お
い
て
技
能
者
養
成
制
度
が
発
展
向
上
を
期
す
る
た

め
に
は
、
本
制
度
に
対
す
る
関
係
御
当
局
の
深
い
御
理
解
と
御
援
助
を
得
る
こ
と
が
何
よ
り
も

肝
要
な
こ
と
と
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
て
は
右
の
趣
旨
を
御
了
承
の
上
、
今
後
一
層
本
制
度
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
御
協
力

を
得
た
い
の
で
、
左
記
事
項
に
つ
き
特
別
の
御
配
慮
を
煩
わ
し
た
く
御
依
頼
致
し
ま
す
。

記

一
、
技
能
者
養
成
実
施
の
た
め
、
要
請
あ
る
場
合
に
は
、
積
極
的
に
次
の
協
力
を
得
た
い
こ
と
。

㋑

貴
庁
所
管
に
か
か
る
技
術
指
導
機
関
の
施
設
を
利
用
せ
し
め
る
等
の
物
的
協
力

㋺

技
能
養
成
工
の
関
連
学
科
及
び
実
技
の
教
習
等
に
つ
い
て
、
貴
庁
所
管
に
か
か
る
技
術

指
導
機
関
の
人
的
協
力

二
、
貴
庁
及
び
貴
庁
所
管
技
術
指
導
機
関
主
催
の
諸
会
合
等
の
際
、
で
き
う
る
限
り
本
制
度
の

趣
旨
徹
底
に
つ
い
て
配
慮
を
得
た
い
こ
と
。

右
の
場
合
、
必
要
に
応
じ
労
働
基
準
監
督
機
関
を
利
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

三
、
其
の
他
技
能
者
養
成
制
度
運
営
に
関
し
、
労
働
基
準
監
督
機
関
よ
り
協
力
方
申
出
あ
る
場

合
は
で
き
う
る
限
り
便
宜
を
得
た
い
こ
と
。

基
発
第
八
四
三
号
の
二

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

都
道
府
県
知
事

殿

技
能
者
養
成
実
施
促
進
に
関
す
る
協
力
方
に
つ
い
て

（
編
注
：
工
業
技
術
庁
長
官
宛
と
同
様
内
容
の
た
め
略
）

『
技
通
』

昭
和
二
七
年
二
月
七
日
（
編
注
：
起
案
日
）

〔
五
─
三
─
三
〇
〕
（
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
二
十
六
基
収
第
四
、
九
二
八
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
にに
おお
けけ
るる
関関
連連
学学
科科
のの
集集
団団
教教
育育
をを
実実
施施
すす
るる
教教
育育
施施
設設
にに
つつ
いい
てて

別
紙
乙

案
の
一

年

月

日

局
長
名

岐
阜
労
働
基
準
局
長
宛

技技
能能
者者
養養
成成
にに
おお
けけ
るる
関関
連連
学学
科科
のの
集集
団団
教教
育育
をを
実実
施施
すす
るる
教教
育育
施施
設設
にに
つつ
いい
てて

客
年
十
月
十
五
日
付
二
十
六
岐
労
第
七
六
九
号
を
も
っ
て
照
会
に
係
る
標
記
に
つ
い
て
は
、

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
の
除
外
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
見
解
の
通
り
。

な
お
本
件
に
つ
い
て
は
文
部
省
と
打
合
せ
済
み
で
あ
る
か
ら
念
の
た
め
。

案
の
二

年

月

日

局
長
名

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛

技技
能能
者者
養養
成成
にに
おお
けけ
るる
関関
連連
学学
科科
のの
集集
団団
教教
育育
をを
実実
施施
すす
るる
教教
育育
施施
設設
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
、
岐
阜
労
働
基
準
局
長
よ
り
別
紙
甲
の
通
り
照
会
が
あ
っ
た
の
で
別
紙

乙
の
よ
う
に
回
答
し
た
か
ら
了
知
せ
ら
れ
た
い
。
（
編
注
：
甲
乙
は
次
ペ
ー
ジ
）

二
十
六
岐
労
第
七
六
九
号

昭
和
二
十
六
年
十
月
十
五
日岐

阜
労
働
基
準
局
長

労
働
省
労
働
基
準
局
長
殿

技技
能能
者者
養養
成成
にに
おお
けけ
るる
関関
連連
学学
科科
のの
集集
団団
教教
育育
をを
実実
施施
すす
るる
教教
育育
施施
設設
にに
つつ
いい
てて

法
第
七
十
条
に
基
く
技
能
者
の
養
成
に
お
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
教
育
施
設
が
相
当
数
の
養

成
事
業
場
よ
り
技
能
者
養
成
規
程
第
二
十
条
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
関
連
学
科
の
集
団
教
育
を

行
う
場
合
、
当
該
施
設
は
学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
各
種
学
校
の
適
用
を
受
け
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な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
ま
す
が
関
係
監
督
庁
に
お
い
て
は
こ
れ
に
関
す
る
通
牒
が
な
い
た
め
そ

の
取
扱
い
に
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
の
で
何
分
の
御
指
示
を
仰
ぎ
た
く
稟
伺
致
し
ま
す
。

な
お
、
監
督
庁
は
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育
所
、
職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
補
導
所
に
限
り

通
牒
に
よ
っ
て
適
用
を
排
除
し
て
お
り
ま
す
か
ら
念
の
た
め
。

（乙）

昭和２７年２月２５日

労働省労働基準局長 殿

文部省大臣官房総務課長

相 良 准 一

技能者養成における関連学科の

集団教育を実施する教育施設に

ついて

御協議にかかる標記の件について下記の通

り回答します。

記

本件については労働基準局長御回答の通り

と解します。

（甲）

昭和２６年１０月１６日

岐阜県教育長 殿

文部省中等教育局庶務課長

内 藤 誉 三 郎

学校教育法第８３条の除外規定に

ついて（回答）

御照会の件についてお答えします。

労働基準法第７０条に規定する技能者養成に

関する□□は、その養成期間、教習事項、教習

時間及び技能者養成資格に関し、技能者養成規

程（昭和２２年労働省令第６号）及び技能者養

成規程第１３条の規定に基き教習事項に関し指

定の件（昭和２３年労働省告示第２３号）によ

って労働大臣が定めていること、その他労働基

準法第７章の他の規定によると解して、学校教

育法第８３条の除外規定に該当するものと考え

られます。

御協議にかかる標記の件について下記の通り

回答します。

記記

一
、
学
校
の
名
称

大
垣
技
能
専
門
学
校

二
、
所

在

地

事
務
所

大
垣
市
郭
町
三
丁
目

大
垣
商
工
会
議
所
大
垣
市
精
算
協
同
組
合
内

校

舎

大
垣
市
南
頬
町

大
垣
市
東
中
学
校
内

三
、
開
校
年
月
日

昭
和
二
十
六
年
九
月
一
日

四
、
生

徒

数

機
械
科
五
十
名

木
工
科
四
十
五
名

計
九
十
五
名

五
、
運
営
方
法

別
紙
運
営
会
会
則
に
よ
る

六
、
教

官

校
長

中
島
徳
松

朝
日
興
業
株
式
会
社

社
長

教
官

（
社
会
）
稲
川
行
雄

大
垣
市
生
産
協
同
組
合

専
務
理
事

（
英
語
）
茨
木
定
徳

大
垣
商
工
会
議
所

業
務
課
長

（
数
学
）
宇
野
敏
之

大
垣
工
業
高
等
学
校

教
官

（
物
理
）
右
に
同
じ

右
に
同
じ

（
木
工
）
渡
辺
憲
吉

右
に
同
じ

（
機
械
）
松
岡
和
男

日
本
合
成
化
学
㈱
大
垣
工
場
設
計
課
勤
務

七
、
教
習
科
目
及
び
時
間

イ

英

語

毎
週
二
時
間

ロ

数

学

〃

〃

ハ

物

理

〃

〃

ニ

機
械
工
作

毎
週
二
時
間
（
機
械
科
）

ホ

木
工
工
作

〃

〃

（
木
工
科
）

ヘ

社

会

〃

〃

ト

製

図

〃

〃

計

十
二
時
間

八
、
授
業
日
数

毎
週

月
、
水
、
金
曜
日

九
、
教

材

文
部
省
検
定
工
業
高
等
学
校
用
教
科
書

十
、
設
立
の
経
過

本
年
五
月
以
降
、
当
局
は
大
垣
監
督
署
を
指
導
し
て
集
団
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
を
勧
奨

し
来
っ
た
処
、
大
垣
市
生
産
協
同
組
合
に
お
い
て
規
程
に
基
く
関
連
学
科
の
教
育
を
目
的
と

す
る
前
記
学
校
の
設
立
を
み
た
。
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な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
ま
す
が
関
係
監
督
庁
に
お
い
て
は
こ
れ
に
関
す
る
通
牒
が
な
い
た
め
そ

の
取
扱
い
に
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
の
で
何
分
の
御
指
示
を
仰
ぎ
た
く
稟
伺
致
し
ま
す
。

な
お
、
監
督
庁
は
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育
所
、
職
業
安
定
法
に
よ
る
職
業
補
導
所
に
限
り

通
牒
に
よ
っ
て
適
用
を
排
除
し
て
お
り
ま
す
か
ら
念
の
た
め
。

（乙）

昭和２７年２月２５日

労働省労働基準局長 殿

文部省大臣官房総務課長

相 良 准 一

技能者養成における関連学科の

集団教育を実施する教育施設に

ついて

御協議にかかる標記の件について下記の通

り回答します。

記

本件については労働基準局長御回答の通り

と解します。

（甲）

昭和２６年１０月１６日

岐阜県教育長 殿

文部省中等教育局庶務課長

内 藤 誉 三 郎

学校教育法第８３条の除外規定に

ついて（回答）

御照会の件についてお答えします。

労働基準法第７０条に規定する技能者養成に

関する□□は、その養成期間、教習事項、教習

時間及び技能者養成資格に関し、技能者養成規

程（昭和２２年労働省令第６号）及び技能者養

成規程第１３条の規定に基き教習事項に関し指

定の件（昭和２３年労働省告示第２３号）によ

って労働大臣が定めていること、その他労働基

準法第７章の他の規定によると解して、学校教

育法第８３条の除外規定に該当するものと考え

られます。

御協議にかかる標記の件について下記の通り

回答します。

記記

一
、
学
校
の
名
称

大
垣
技
能
専
門
学
校

二
、
所

在

地

事
務
所

大
垣
市
郭
町
三
丁
目

大
垣
商
工
会
議
所
大
垣
市
精
算
協
同
組
合
内

校

舎

大
垣
市
南
頬
町

大
垣
市
東
中
学
校
内

三
、
開
校
年
月
日

昭
和
二
十
六
年
九
月
一
日

四
、
生

徒

数

機
械
科
五
十
名

木
工
科
四
十
五
名

計
九
十
五
名

五
、
運
営
方
法

別
紙
運
営
会
会
則
に
よ
る

六
、
教

官

校
長

中
島
徳
松

朝
日
興
業
株
式
会
社

社
長

教
官

（
社
会
）
稲
川
行
雄

大
垣
市
生
産
協
同
組
合

専
務
理
事

（
英
語
）
茨
木
定
徳

大
垣
商
工
会
議
所

業
務
課
長

（
数
学
）
宇
野
敏
之

大
垣
工
業
高
等
学
校

教
官

（
物
理
）
右
に
同
じ

右
に
同
じ

（
木
工
）
渡
辺
憲
吉

右
に
同
じ

（
機
械
）
松
岡
和
男

日
本
合
成
化
学
㈱
大
垣
工
場
設
計
課
勤
務

七
、
教
習
科
目
及
び
時
間

イ

英

語

毎
週
二
時
間

ロ

数

学

〃

〃

ハ

物

理

〃

〃

ニ

機
械
工
作

毎
週
二
時
間
（
機
械
科
）

ホ

木
工
工
作

〃

〃

（
木
工
科
）

ヘ

社

会

〃

〃

ト

製

図

〃

〃

計

十
二
時
間

八
、
授
業
日
数

毎
週

月
、
水
、
金
曜
日

九
、
教

材

文
部
省
検
定
工
業
高
等
学
校
用
教
科
書

十
、
設
立
の
経
過

本
年
五
月
以
降
、
当
局
は
大
垣
監
督
署
を
指
導
し
て
集
団
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
を
勧
奨

し
来
っ
た
処
、
大
垣
市
生
産
協
同
組
合
に
お
い
て
規
程
に
基
く
関
連
学
科
の
教
育
を
目
的
と

す
る
前
記
学
校
の
設
立
を
み
た
。
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大大
垣垣
技技
能能
高高
等等
学学
校校
設設
立立
趣趣
意意
書書
（
編
注
：
略
）

（

マ

マ

）

二
十
六
基
収
第
四
、
九
二
八
号

昭
和
二
十
七
年
二
月
二
七
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

岐

阜

労
働
省
労
働
基
準
局
長

殿

技
能
者
養
成
に
お
け
る
関
連
学
科
の
集
団
教
育
を
実
施
す
る
教
育
施
設
に
つ
い
て

客
年
十
月
一
五
日
付
二
十
六
岐
労
第
七
六
九
号
を
も
っ
て
照
会
に
係
る
標
記
に
つ
い
て
は
、

学
校
教
育
法
第
八
十
三
条
の
除
外
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
見
解
の
通
り
。

な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
文
部
省
と
打
合
せ
済
み
で
あ
る
が
こ
の
種
の
施
設
に
つ
い
て
「
専

門
学
校
」
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
思
料
さ
れ
る
の
で
、
他
の
名
称
を
使
用

す
る
よ
う
指
導
せ
ら
れ
た
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
三
月
五
日
（
編
注
：
起
案
）

〔
五
─
三
─
三
一
〕
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
一
二
九
号
）

（
案
）

年
月
日

製製
パパ
ンン
工工
技技
能能
者者
養養
成成
運運
営営
機機
関関
のの
設設
置置
にに
つつ
いい
てて

製
パ
ン
工
の
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
、
近
時
全
国
的
に
活
発
化
す
る
趨
勢
に
あ
る
の
で
、

こ
れ
が
合
理
的
運
営
に
つ
い
て
種
々
配
慮
中
の
こ
と
と
存
ず
る
が
、
製
パ
ン
企
業
は
大
部
分
が

小
企
業
に
属
し
、
そ
の
労
働
条
件
に
は
、
今
な
お
封
建
的
慣
習
の
残
存
し
て
い
る
虞
な
し
と
せ

ず
、
且
つ
概
し
て
養
成
制
度
に
対
す
る
理
解
が
浅
く
又
経
費
の
負
担
能
力
が
乏
し
い
等
の
諸
条

件
が
た
め
養
成
実
施
上
の
隘
路
と
な
っ
て
い
る
。

右
の
実
情
に
鑑
み
、
所
期
の
養
成
目
的
を
達
成
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
運
営
の
母
体
と

な
る
強
力
な
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
な
お
既
に
右
の
如
き
機
関
の
設
置
し
着
々

そ
の
成
果
を
収
め
つ
ゝ
あ
る
地
方
よ
り
は
、
更
に
全
国
的
運
営
機
関
の
設
置
方
に
つ
き
強
き
要

請
が
な
さ
れ
て
い
る
に
つ
い
て
は
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
特
段
の
配
意
を
な
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
全
国
的
運
営
機
関
は
、
一
貫
せ
る
事
業
運
営
を
期
す
る
た
め
、
各
地
方
運
営
機
関
を
基
盤

と
す
る
組
織
と
し
、
各
地
方
運
営
機
関
の
設
置
を
ま
っ
て
そ
れ
ら
の
代
表
者
の
協
議
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
全
国
的
運
営
機
関
の
発
足
は
四
月
末
日
を
目
標
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
、
全
国
的
運
営
機
関
が
行
う
事
業
項
目
は
、
概
ね
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒈
養
成
制
度
の
調
査
研
究

⒉
合
理
的
教
習
計
画
の
樹
立

⒊
指
導
方
法
の
研
究

⒋
指
導
員
の
資
質
向
上
対
策
の
樹
立
及
び
実
施

⒌
技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
並
び
に
技
能
等
級
の
基
準
の
作
成

⒍
テ
キ
ス
ト
及
び
参
考
書
の
編
集
並
び
に
刊
行

⒎
巡
回
教
習
及
び
通
信
教
育
、
そ
の
他
講
習
会
等
の
開
催

⒏
技
能
習
得
者
の
生
活
指
導
の
研
究

⒐
技
能
習
得
者
の
労
働
条
件
の
調
査
研
究

⒑
そ
の
他
必
要
事
項

四
、
地
方
的
運
営
機
関
は
、
運
営
の
調
整
、
統
一
を
図
り
且
つ
強
力
な
実
施
効
果
を
挙
げ
る
た

め
権
威
あ
る
指
導
力
を
確
保
す
る
要
が
あ
る
の
で
、
原
則
と
し
て
都
道
府
県
単
位
に
設
置
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

五
、
右
の
如
き
機
関
が
既
に
さ
れ
て
い
る
地
方
に
お
い
て
は
、
そ
の
機
関
に
対
し
、
全
国
的
運

営
機
関
設
置
の
意
義
に
つ
い
て
了
解
せ
し
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六
、
地
方
的
運
営
機
関
の
未
設
置
の
地
方
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
運
営
機
関
の

必
要
性
を
周
知
さ
せ
、
こ
れ
が
設
置
機
運
の
生
じ
た
と
き
は
充
分
こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
。

⒈
対
象
は
製
パ
ン
業
者
の
団
体
あ
る
場
合
は
そ
の
団
体
、
そ
の
他
の
場
合
は
養
成
実
施
事
業

場
及
び
養
成
実
施
予
定
事
業
場
と
し
、
予
め
業
界
の
実
情
を
充
分
把
握
の
上
偏
倚
の
そ
し

り
を
招
く
こ
と
等
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。

⒉
都
道
府
県
食
糧
関
係
主
務
部
局
又
は
課
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
と
緊
密
に
連
絡
を
保
つ
こ
と
。

七
、
地
方
的
運
営
機
関
の
設
置
を
み
た
場
合
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
。

⒈
名
称

⒉
所
在
地

⒊
役
員
の
使
命
及
び
所
属
団
体
名

⒋
設
置
年
月
日

⒌
規
則
等
そ
の
他
参
考
資
料

八
、
右
の
報
告
は
設
置
を
み
た
地
方
に
お
い
て
は
四
月
十
五
日
ま
で
と
し
、
設
置
を
み
ざ
る
地
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方
に
お
い
て
は
、
設
置
さ
れ
た
際
速
や
か
に
な
す
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
四
月
八
日

〔
五
─
三
─
三
二
〕
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
二
〇
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

本
年
度
第
一
回
の
標
記
検
査
に
つ
い
て
は
、
来
る
五
月
下
旬
実
施
の
予
定
で
あ
る
が
、
こ
れ

迄
の
検
定
結
果
に
徴
す
る
に
本
制
度
が
優
秀
な
る
指
導
員
の
選
定
確
保
に
つ
い
て
充
分
な
る
効

果
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
憾
な
し
と
し
な
い
実
情
に
鑑
み
、
今
後
の
検
定
実
施
に
当
っ
て
は
客

年
五
月
一
日
付
基
発
第
三
二
四
号
通
牒
中
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
実
施
要
領
」
に
よ

る
は
勿
論
、
特
に
左
記
事
項
留
意
の
上
遺
漏
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

追
っ
て
、
次
回
の
検
定
実
施
期
日
、
そ
の
他
必
要
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
近
く
別
途
通
牒
す

る
に
つ
き
申
し
添
え
る
。

記記

一
、
検
定
委
員
の
選
定

①
適
確
な
る
検
定
の
実
施
は
一
に
適
当
な
検
定
委
員
の
選
定
に
か
ゝ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

検
定
委
員
の
選
定
に
当
っ
て
は
、
形
式
的
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
委
員
の
現
職
、
学
歴
、

経
験
年
数
等
を
充
分
検
討
し
、
技
能
種
目
毎
に
必
ら
ず
二
名
以
上
と
す
る
こ
と
。

②
検
定
委
員
を
一
事
業
場
か
ら
の
み
選
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
検
定
が

委
員
所
属
の
事
象
の
技
能
に
偏
し
た
り
、
或
は
公
平
に
行
わ
れ
な
い
虞
れ
が
あ
る
か
ら
必

ず
二
以
上
の
事
業
場
か
ら
選
定
す
る
こ
と
。

③
関
連
学
科
に
つ
い
て
は
検
定
能
力
を
有
す
る
も
、
実
技
の
検
定
能
力
に
つ
い
て
は
充
分
で

な
い
者
を
選
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
ら
斯
る
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ

と
。

④
又
従
来
検
定
委
員
を
同
業
者
団
体
の
役
員
か
ら
選
定
し
て
い
る
む
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
者
の
中
に
は

必
ら
ず
し
も
充
分
な
る
検
定
能
力
を
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
選
定
に
当
っ
て
は
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

二
、
検
定
範
囲
並
び
に
程
度

検
定
範
囲
及
び
程
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
通
牒
済
み
で
あ
る
が
、
特
に
関
連
学
科
に
お
い

て
は
、
右
通
牒
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
た
各
項
目
の
範
囲
に
よ
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
又
よ

っ
て
は
居
る
が
出
題
箇
所
が
余
り
に
小
部
分
に
限
ら
れ
て
い
た
り
、
或
は
余
り
に
地
域
産
業

の
特
殊
の
み
に
偏
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
は
実
技
検
定
が
検
定
時
間
、
検
定
の
た

め
の
機
械
、
設
備
、
材
料
及
び
費
用
等
の
諸
般
の
事
情
よ
り
そ
の
内
容
に
相
当
の
制
限
を
受

け
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
技
能
の
検
定
を
充
分
に
な
し
得
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
検
定
委
員
に
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
」
及
び
後
日
送
付
す
る
「
昭
和
二

十
六
年
度
第
二
回
検
定
文
部
省
と
打
合
せ
」
等
の
資
料
を
提
示
す
る
等
の
処
置
に
よ
っ
て
検

定
の
範
囲
並
び
に
程
度
を
徹
底
さ
せ
た
上
問
題
作
成
に
当
ら
せ
る
こ
と
。

三
、
検
定
問
題
作
成

①
検
定
問
題
の
作
成
を
検
定
委
員
に
依
頼
す
る
場
合
は
特
定
の
委
員
の
み
に
そ
の
作
成
を
委

す
で
な
く
、
必
ず
全
委
員
に
充
分
な
る
説
明
を
行
い
且
つ
審
議
を
行
わ
せ
た
上
で
作
成
す

る
こ
と
。

②
関
連
学
科
各
項
目
の
検
定
問
題
は
所
要
時
間
を
一
時
間
程
度
と
し
て
、
問
題
の
数
及
び
内

容
を
選
定
す
る
こ
と
。
従
っ
て
、
出
題
数
は
問
題
の
内
容
程
度
か
ら
一
概
に
言
え
な
い
が

概
ね
各
項
目
に
つ
い
て
四
題
乃
至
五
題
程
度
と
す
る
こ
と
。

③
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
」
及
び
「
昭
和
二
十
六
年
度
第
二
回
検
定
問
題
」

は
飽
く
ま
で
検
定
の
範
囲
並
び
に
程
度
（
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
の
一
部
の

技
能
種
目
に
つ
い
て
は
充
分
検
定
範
囲
を
示
し
得
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
注
意
の
こ

と
。
）
を
示
す
た
め
の
参
考
資
料
で
あ
る
か
ら
、
出
題
の
全
部
を
こ
れ
ら
の
中
か
ら
出
題

す
る
こ
と
は
厳
に
避
け
る
こ
と
。
但
し
、
問
題
の
形
態
或
は
そ
の
ね
ら
い
を
変
更
し
た
り
、

若
し
く
は
一
部
分
の
出
題
に
止
め
る
が
如
き
程
度
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

④
問
題
中
の
用
語
、
図
面
、
規
格
等
に
つ
い
て
は
誤
り
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。
こ

れ
ら
の
誤
は
題
意
を
不
明
確
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
甚
だ
し
き
場
合
は
解
答
不
可
能
の
も

の
と
な
し
、
国
家
検
定
の
権
威
を
失
墜
す
る
が
如
き
結
果
と
な
る
の
で
こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
慎
重
に
注
意
を
払
う
こ
と
。

⑤
技
術
的
用
語
、
図
面
、
規
格
は
努
め
て
標
準
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
。
但
し
、
地
方
の
事

情
に
よ
っ
て
は
こ
れ
の
み
に
て
は
受
検
者
に
よ
く
理
解
出
来
な
い
場
合
は
地
方
で
用
い
ら

れ
る
も
の
を
併
記
す
る
こ
と
。

⑥
関
連
学
科
の
問
題
の
形
式
は
機
械
工
学
大
意
、
造
船
学
大
意
、
建
設
工
学
大
意
等
の
如
き

特
定
の
項
目
は
別
と
し
て
一
般
の
も
の
に
つ
い
て
は
学
術
的
、
理
論
的
問
題
よ
り
も
直
接

生
産
に
関
係
あ
る
実
際
的
且
つ
具
体
的
問
題
を
出
題
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

例
え
ば
、
家
具
工
、
大
工
の
材
料
の
問
題
と
し
て
「
木
材
の
材
積
を
求
め
る
計
算
式
を

示
せ
」
と
だ
す
よ
り
も
「
次
の
寸
法
数
量
の
木
材
の
石
数
は
い
く
ら
か
」
と
出
し
、
機
械

工
の
製
図
の
問
題
と
し
て
特
殊
な
立
体
図
形
の
相
貫
体
の
問
題
を
出
す
よ
り
も
機
械
部
品

を
与
え
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
せ
る
と
か
、
或
は
機
械
部
品
の
見
取
図
か
ら
工
作
図
を
製
図
さ
せ
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方
に
お
い
て
は
、
設
置
さ
れ
た
際
速
や
か
に
な
す
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
四
月
八
日

〔
五
─
三
─
三
二
〕
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
二
〇
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
実実
施施
にに
つつ
いい
てて

本
年
度
第
一
回
の
標
記
検
査
に
つ
い
て
は
、
来
る
五
月
下
旬
実
施
の
予
定
で
あ
る
が
、
こ
れ

迄
の
検
定
結
果
に
徴
す
る
に
本
制
度
が
優
秀
な
る
指
導
員
の
選
定
確
保
に
つ
い
て
充
分
な
る
効

果
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
憾
な
し
と
し
な
い
実
情
に
鑑
み
、
今
後
の
検
定
実
施
に
当
っ
て
は
客

年
五
月
一
日
付
基
発
第
三
二
四
号
通
牒
中
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
実
施
要
領
」
に
よ

る
は
勿
論
、
特
に
左
記
事
項
留
意
の
上
遺
漏
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。

追
っ
て
、
次
回
の
検
定
実
施
期
日
、
そ
の
他
必
要
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
近
く
別
途
通
牒
す

る
に
つ
き
申
し
添
え
る
。

記記

一
、
検
定
委
員
の
選
定

①
適
確
な
る
検
定
の
実
施
は
一
に
適
当
な
検
定
委
員
の
選
定
に
か
ゝ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

検
定
委
員
の
選
定
に
当
っ
て
は
、
形
式
的
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
委
員
の
現
職
、
学
歴
、

経
験
年
数
等
を
充
分
検
討
し
、
技
能
種
目
毎
に
必
ら
ず
二
名
以
上
と
す
る
こ
と
。

②
検
定
委
員
を
一
事
業
場
か
ら
の
み
選
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
検
定
が

委
員
所
属
の
事
象
の
技
能
に
偏
し
た
り
、
或
は
公
平
に
行
わ
れ
な
い
虞
れ
が
あ
る
か
ら
必

ず
二
以
上
の
事
業
場
か
ら
選
定
す
る
こ
と
。

③
関
連
学
科
に
つ
い
て
は
検
定
能
力
を
有
す
る
も
、
実
技
の
検
定
能
力
に
つ
い
て
は
充
分
で

な
い
者
を
選
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
ら
斯
る
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
す
る
こ

と
。

④
又
従
来
検
定
委
員
を
同
業
者
団
体
の
役
員
か
ら
選
定
し
て
い
る
む
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
者
の
中
に
は

必
ら
ず
し
も
充
分
な
る
検
定
能
力
を
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
選
定
に
当
っ
て
は
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

二
、
検
定
範
囲
並
び
に
程
度

検
定
範
囲
及
び
程
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
通
牒
済
み
で
あ
る
が
、
特
に
関
連
学
科
に
お
い

て
は
、
右
通
牒
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
た
各
項
目
の
範
囲
に
よ
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
又
よ

っ
て
は
居
る
が
出
題
箇
所
が
余
り
に
小
部
分
に
限
ら
れ
て
い
た
り
、
或
は
余
り
に
地
域
産
業

の
特
殊
の
み
に
偏
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
は
実
技
検
定
が
検
定
時
間
、
検
定
の
た

め
の
機
械
、
設
備
、
材
料
及
び
費
用
等
の
諸
般
の
事
情
よ
り
そ
の
内
容
に
相
当
の
制
限
を
受

け
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
技
能
の
検
定
を
充
分
に
な
し
得
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
検
定
委
員
に
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
」
及
び
後
日
送
付
す
る
「
昭
和
二

十
六
年
度
第
二
回
検
定
文
部
省
と
打
合
せ
」
等
の
資
料
を
提
示
す
る
等
の
処
置
に
よ
っ
て
検

定
の
範
囲
並
び
に
程
度
を
徹
底
さ
せ
た
上
問
題
作
成
に
当
ら
せ
る
こ
と
。

三
、
検
定
問
題
作
成

①
検
定
問
題
の
作
成
を
検
定
委
員
に
依
頼
す
る
場
合
は
特
定
の
委
員
の
み
に
そ
の
作
成
を
委

す
で
な
く
、
必
ず
全
委
員
に
充
分
な
る
説
明
を
行
い
且
つ
審
議
を
行
わ
せ
た
上
で
作
成
す

る
こ
と
。

②
関
連
学
科
各
項
目
の
検
定
問
題
は
所
要
時
間
を
一
時
間
程
度
と
し
て
、
問
題
の
数
及
び
内

容
を
選
定
す
る
こ
と
。
従
っ
て
、
出
題
数
は
問
題
の
内
容
程
度
か
ら
一
概
に
言
え
な
い
が

概
ね
各
項
目
に
つ
い
て
四
題
乃
至
五
題
程
度
と
す
る
こ
と
。

③
「
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
」
及
び
「
昭
和
二
十
六
年
度
第
二
回
検
定
問
題
」

は
飽
く
ま
で
検
定
の
範
囲
並
び
に
程
度
（
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
基
準
の
一
部
の

技
能
種
目
に
つ
い
て
は
充
分
検
定
範
囲
を
示
し
得
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
注
意
の
こ

と
。
）
を
示
す
た
め
の
参
考
資
料
で
あ
る
か
ら
、
出
題
の
全
部
を
こ
れ
ら
の
中
か
ら
出
題

す
る
こ
と
は
厳
に
避
け
る
こ
と
。
但
し
、
問
題
の
形
態
或
は
そ
の
ね
ら
い
を
変
更
し
た
り
、

若
し
く
は
一
部
分
の
出
題
に
止
め
る
が
如
き
程
度
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

④
問
題
中
の
用
語
、
図
面
、
規
格
等
に
つ
い
て
は
誤
り
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
。
こ

れ
ら
の
誤
は
題
意
を
不
明
確
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
甚
だ
し
き
場
合
は
解
答
不
可
能
の
も

の
と
な
し
、
国
家
検
定
の
権
威
を
失
墜
す
る
が
如
き
結
果
と
な
る
の
で
こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
慎
重
に
注
意
を
払
う
こ
と
。

⑤
技
術
的
用
語
、
図
面
、
規
格
は
努
め
て
標
準
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
。
但
し
、
地
方
の
事

情
に
よ
っ
て
は
こ
れ
の
み
に
て
は
受
検
者
に
よ
く
理
解
出
来
な
い
場
合
は
地
方
で
用
い
ら

れ
る
も
の
を
併
記
す
る
こ
と
。

⑥
関
連
学
科
の
問
題
の
形
式
は
機
械
工
学
大
意
、
造
船
学
大
意
、
建
設
工
学
大
意
等
の
如
き

特
定
の
項
目
は
別
と
し
て
一
般
の
も
の
に
つ
い
て
は
学
術
的
、
理
論
的
問
題
よ
り
も
直
接

生
産
に
関
係
あ
る
実
際
的
且
つ
具
体
的
問
題
を
出
題
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

例
え
ば
、
家
具
工
、
大
工
の
材
料
の
問
題
と
し
て
「
木
材
の
材
積
を
求
め
る
計
算
式
を

示
せ
」
と
だ
す
よ
り
も
「
次
の
寸
法
数
量
の
木
材
の
石
数
は
い
く
ら
か
」
と
出
し
、
機
械

工
の
製
図
の
問
題
と
し
て
特
殊
な
立
体
図
形
の
相
貫
体
の
問
題
を
出
す
よ
り
も
機
械
部
品

を
与
え
て
ス
ケ
ッ
チ
さ
せ
る
と
か
、
或
は
機
械
部
品
の
見
取
図
か
ら
工
作
図
を
製
図
さ
せ
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る
問
題
の
方
が
好
ま
し
い
こ
と
。

⑧
口
述
実
技
の
検
定
問
題
は
そ
の
技
能
の
特
殊
性
か
ら
し
て
実
地
作
業
を
行
わ
せ
難
い
た
め

マ
マ

に
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
検
定
問
題
の
内
容
も
こ
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
現
場
作
業

に
お
い
て
直
接
作
業
に
関
係
あ
る
実
際
的
事
項
、
即
ち
、
生
産
工
程
中
技
能
上
重
要
な
箇

所
に
お
け
る
機
械
器
具
装
置
の
運
転
操
作
、
各
種
測
定
要
領
、
資
材
、
材
料
、
製
品
等
の

取
扱
要
領
、
安
全
作
業
法
等
に
つ
い
て
試
問
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
検
定
実
施

①
配
点
基
準
は
学
科
、
実
技
と
も
あ
ら
か
じ
め
、
問
題
作
成
の
際
定
め
て
お
き
実
技
に
つ
い

て
は
そ
の
審
査
を
適
確
且
つ
公
平
な
ら
し
め
る
た
め
、
作
業
の
要
素
毎
の
観
察
点
並
び
に

観
察
点
毎
の
配
点
を
詳
細
に
定
め
て
実
技
検
定
個
人
審
査
表
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
。

②
検
定
に
使
用
す
る
機
械
、
器
具
、
工
具
、
材
料
等
は
検
定
実
施
の
際
支
障
を
来
た
さ
な
い

よ
う
、
厳
重
な
点
検
を
行
い
準
備
し
て
お
く
こ
と
。

学
科
検
定
と
い
え
ど
も
技
能
種
目
に
よ
っ
て
は
、
特
殊
な
用
紙
、
或
は
絵
具
、
製
図
器

具
等
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
注
意
す
る
こ
と
。

③
実
技
検
定
問
題
は
受
検
者
の
有
す
る
技
能
を
広
く
検
定
し
得
る
も
の
を
出
題
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
問
題
内
容
に
或
る
程
度
の
制
限
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
審
査
は
問
題

に
必
要
な
技
能
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
作
業
内
容
を
通
じ
て
受
検
者
が
有
し
て
い
る

技
能
の
す
べ
て
を
も
勘
案
し
て
審
査
す
る
こ
と
。

④
右
は
受
検
者
の
作
業
に
対
す
る
馴
れ
等
か
ら
し
て
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
作
業
の

段
取
、
工
作
法
、
作
業
態
度
の
採
点
結
果
に
も
表
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

の
作
業
の
要
素
に
つ
い
て
も
厳
密
に
審
査
す
る
こ
と
。

⑤
個
人
審
査
表
に
定
め
る
観
察
点
は
別
紙
記
載
例
の
通
り
出
来
る
だ
け
詳
細
に
定
め
審
査
結

果
も
具
体
的
に
記
入
さ
せ
る
こ
と
。

（
編
注
：
審
査
評
は
次
ペ
ー
ジ
）

昭
和
二
七
年
四
月
一
五
日

〔
五
─
三
─
三
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
三
二
二

号)技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
の
養
成
は
、
急
速
に
進
歩
発
達
し
つ
つ
あ
る
技
術
を
理
解
吸
収
し
、
こ
れ
を
伝
授
し

得
る
に
足
る
知
識
と
能
力
を
備
え
た
技
能
者
養
成
指
導
員
に
よ
っ
て
こ
そ
遅
滞
な
く
所
期
の
効

果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
る
に
現
在
指
導
員
の
中
に
は
、
新
た
な
技
術
の
知
識
に
欠
け
る
者
も
な
し
と
し
な
い
の

で
、
こ
れ
ら
指
導
員
に
対
す
る
資
質
向
上
の
措
置
が
強
く
要
請
さ
れ
る
に
到
っ
た
。

つ
い
て
は
、
今
般
実
技
の
理
論
的
裏
付
と
な
る
関
連
学
科
及
び
指
導
方
法
に
関
す
る
科
目
等

を
主
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
別
添
技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
要
領
に
基
き

実
効
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
要要
領領

一
、
目
的

こ
の
研
修
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
と
し
て
の
教
養
を
高
め
且
つ
技
術
の
発
達
に
対
応
し

得
る
に
必
要
な
知
識
を
涵
養
し
、
そ
の
資
質
向
上
を
図
る
を
以
て
目
的
と
す
る
。

二
、
対
象

⑴
研
修
の
対
象
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
今
後
免
許
を
う
け
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
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実実 技技 検検 定定 個個 人人 審審 査査 表表

技能種目 鋳 物 工 課題番号 ２７Ａ－２１ 局 名 ⭕⭕労働基準局

配点成

績 観 察 配点 受検者の成績及び検定委員の意見 採点 累計作

業要素

養成工を指導する指導として鋳造全般に渉って 採点通りの結果を得たので指導員としての資

段 の工程段取りの能力の有無を方案、中子製作造型 格はあると認めた。

に三つに分けて観察した。 ⑴ 木型、拾型、湯口について行ったが受検者 ⑴ 11
⑴ 方 案 ⑴ 25 簡単なマリエーブル製品のみ製造しているの

⑵ 中子製作 ⑵ 5 でこの様な複雑な木型については余り知らず

取 ⑶ 造型 ⑶ 10 木型方案が出来が悪かった。今后 大いに勉

40 強の要を認める。

⑵ 中子製作 ⑵ 5
何れも大体良好であった。 ⑶ 8 24

⑶ 造 型

実技の指導に当って全般の実技の指導をするに 採点通りの結果を得たので指導員として

工 足る工作の技能の有無を観察した。 の資格はあると認めた。

⑴ 方案 ⑴ 15 ⑴ 段取の項に記載した如く木型について は ⑴ 8
作 ⑵ 中子製作 ⑵ 5 充分な知識なく点が悪い。今后大いに 勉強の

造型については製品としての出来上がりに於て 20 必要がある。 ⑵ 5 13
法 審査観察した。 ⑵ 良好であった。

実技の程度を出来上った成品によって採点した 受検者の成績は検査豪華君で実際に使用出来

製 出来上りとして外観、疵、寸度、歪等を見た。 るものであったのでまたその結果も下の如くで

品 ⑴ 湯廻り、中子の入れ違ひ、型崩れ、□の身喰 ⑴ 20 指導技術あるものと認める。 ⑴ 20
出 ひ、その他の疵なく模型通りで致命的な傷のな ⑴有料であって ⑵ 3
来 い合格品であること。 ⑵肌については不充分な点が認められた

上 ⑵小砂の荒され等がなく肌の良好なもの ⑵ 5 ⑶湯じわが認められた ⑶ 8
り ⑶湯じわ、外ひけ、歪のないもの ⑶ 9 ⑷バリが少々あった ⑷ 5

⑷砂かみ、ノロかみ、型の喰い違い、フクレ、バ ⑷ 6
リのないもの但し⑵以下については合格した成

品について採点した。 40 36

当該課題の標準時間内に於て完成されるか否かを 標準時間内で完成しなかったが余裕

作 観察した 時間内にて終了した

業 制限時間は１時間 作業時間は１時間半で余裕時間一杯

速 余裕時間は３０分としそれ以后は作業を 使用したので１０分につき２点減点し

度 行わせない。 計６点の原点となった。

１０分毎に遅れる毎に２点減点する。 20 14 14

作 指導員として恥ざる態度を用うるか否かを観察 人格的に見て優秀と認めるが、やゝあがり気

業 した 味であった様に認める技術の指導も大切である

態 ⑴造型作業を始めてより終了するまでの作業態度 ⑴ 20 が、実際に作業する場合において態度の悪いも

度 及び工具の選択、取扱い方 のは優秀な製品が出来ない思考されるのでこの

２注湯作業より砂落しまでの作業態度 ⑵ 10 点について受検者にも充分に注意しておいた

30 ⑴作業（造型）中の態度は上記の理由により良 ⑴ 10
好ではなかった。 ⑵ 5

⑵注湯後の態度も同様理由で良好でなかった。 15

検定委員 （編注：氏名略） 合計 102

『デジ』
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実実 技技 検検 定定 個個 人人 審審 査査 表表

技能種目 鋳 物 工 課題番号 ２７Ａ－２１ 局 名 ⭕⭕労働基準局

配点成

績 観 察 配点 受検者の成績及び検定委員の意見 採点 累計作

業要素

養成工を指導する指導として鋳造全般に渉って 採点通りの結果を得たので指導員としての資

段 の工程段取りの能力の有無を方案、中子製作造型 格はあると認めた。

に三つに分けて観察した。 ⑴ 木型、拾型、湯口について行ったが受検者 ⑴ 11
⑴ 方 案 ⑴ 25 簡単なマリエーブル製品のみ製造しているの

⑵ 中子製作 ⑵ 5 でこの様な複雑な木型については余り知らず

取 ⑶ 造型 ⑶ 10 木型方案が出来が悪かった。今后 大いに勉

40 強の要を認める。

⑵ 中子製作 ⑵ 5
何れも大体良好であった。 ⑶ 8 24

⑶ 造 型

実技の指導に当って全般の実技の指導をするに 採点通りの結果を得たので指導員として

工 足る工作の技能の有無を観察した。 の資格はあると認めた。

⑴ 方案 ⑴ 15 ⑴ 段取の項に記載した如く木型について は ⑴ 8
作 ⑵ 中子製作 ⑵ 5 充分な知識なく点が悪い。今后大いに 勉強の

造型については製品としての出来上がりに於て 20 必要がある。 ⑵ 5 13
法 審査観察した。 ⑵ 良好であった。

実技の程度を出来上った成品によって採点した 受検者の成績は検査豪華君で実際に使用出来

製 出来上りとして外観、疵、寸度、歪等を見た。 るものであったのでまたその結果も下の如くで

品 ⑴ 湯廻り、中子の入れ違ひ、型崩れ、□の身喰 ⑴ 20 指導技術あるものと認める。 ⑴ 20
出 ひ、その他の疵なく模型通りで致命的な傷のな ⑴有料であって ⑵ 3
来 い合格品であること。 ⑵肌については不充分な点が認められた

上 ⑵小砂の荒され等がなく肌の良好なもの ⑵ 5 ⑶湯じわが認められた ⑶ 8
り ⑶湯じわ、外ひけ、歪のないもの ⑶ 9 ⑷バリが少々あった ⑷ 5

⑷砂かみ、ノロかみ、型の喰い違い、フクレ、バ ⑷ 6
リのないもの但し⑵以下については合格した成

品について採点した。 40 36

当該課題の標準時間内に於て完成されるか否かを 標準時間内で完成しなかったが余裕

作 観察した 時間内にて終了した

業 制限時間は１時間 作業時間は１時間半で余裕時間一杯

速 余裕時間は３０分としそれ以后は作業を 使用したので１０分につき２点減点し

度 行わせない。 計６点の原点となった。

１０分毎に遅れる毎に２点減点する。 20 14 14

作 指導員として恥ざる態度を用うるか否かを観察 人格的に見て優秀と認めるが、やゝあがり気

業 した 味であった様に認める技術の指導も大切である

態 ⑴造型作業を始めてより終了するまでの作業態度 ⑴ 20 が、実際に作業する場合において態度の悪いも

度 及び工具の選択、取扱い方 のは優秀な製品が出来ない思考されるのでこの

２注湯作業より砂落しまでの作業態度 ⑵ 10 点について受検者にも充分に注意しておいた

30 ⑴作業（造型）中の態度は上記の理由により良 ⑴ 10
好ではなかった。 ⑵ 5

⑵注湯後の態度も同様理由で良好でなかった。 15

検定委員 （編注：氏名略） 合計 102

『デジ』
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こ
と
。

⑵
研
修
員
数
は
、
経
費
、
研
修
効
果
、
会
場
の
収
容
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
考
量
し
、
適

宜
決
定
し
て
差
支
え
な
い
が
、
な
る
べ
く
多
数
研
修
せ
し
め
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

三
、
主
催

都
道
府
県
労
働
基
準
局
と
す
る
こ
と
。

四
、
開
催
時
期

五
月
乃
至
六
月
中
と
す
る
こ
と
。

五
、
開
催
期
間

指
導
員
が
職
場
を
離
れ
る
た
め
に
生
産
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
止
め
、
且
つ
研
修
の
充

実
を
期
す
る
よ
う
配
慮
し
、
お
お
む
ね
次
の
目
標
に
よ
り
効
果
的
な
開
催
期
間
を
決
定
す
る
こ

と
。⑴

昼
間
の
場
合

三
日
間

⑵

夜
間
の
場
合

六
日
間

六
、
開
催
場
所

指
導
員
の
便
宜
を
考
慮
し
、
事
情
の
許
す
限
り
数
地
区
に
開
催
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

七
、
研
修
科
目

⑴
主
と
し
て
養
成
計
画
、
指
導
方
法
に
重
点
を
お
き
、
各
技
能
種
目
に
共
通
す
る
お
お
む
ね

次
の
科
目
を
選
定
す
る
こ
と
。

㋑

養
成
計
画
の
樹
立
方
法

㋺

実
技
及
び
関
連
学
科
の
指
導
方
法

㋩

防
護
方
法
の
基
準

㋥

技
能
検
定
方
法

㋭

作
業
能
率

㋬

労
働
関
係
法
令
解
説

⑵
単
一
ま
た
は
近
似
性
の
あ
る
技
能
種
目
に
つ
い
て
の
み
養
成
を
実
施
し
て
い
る
地
方
に
お

い
て
は
、
関
連
学
科
を
併
せ
選
定
す
る
も
差
支
え
な
い
こ
と
。

八
、
研
修
範
囲

㋑

養
成
計
画
の
樹
立
方
法
に
つ
い
て
は
、
運
営
の
要
点
、
教
習
計
画
の
要
点
。

㋺

実
技
及
び
関
連
学
科
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
は
、
教
え
る
た
め
の
準
備
、
停
止(

説

明)

、
応
用(

実
習)

、
試
験
、
討
論
、
批
評
等
の
教
習
段
階
に
関
す
る
概
要
。

㋩

防
護
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
危
険
有
害
業
務
、
教
習
上
の
防
護
基
準
の
意
義
、

安
全
作
業
法
に
関
す
る
事
項
。

㋥

技
能
検
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
検
定
計
画
の
樹
立
方
法
、
技
能
等
級
基
準
、
検
定

委
員
の
選
定
等
に
関
す
る
事
項
。

㋭

作
業
能
率
に
つ
い
て
は
、
適
正
作
業
及
び
作
業
能
率
に
関
す
る
事
項
。

㋬

労
働
関
係
法
令
解
説
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
、
労
組
法
等
の
概
説
。

㋣

関
連
学
科
に
つ
い
て
は
、
教
習
の
範
囲
と
程
度
、
教
育
の
重
点
、
教
習
上
特
に
注
意

す
べ
き
事
項
。

九
、
研
修
日
程
の
編
成

研
修
日
程
編
成
の
如
何
が
研
修
の
実
効
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

㋑
研
修
者
の
能
力

㋺
研
修
者
の
便
宜

㋩
研
修
科
目
の
範
囲

㋥
講
師
の
確
保
状
況

そ
の
他
諸
条
件
を
考
慮

し
、
次
の
例
示
を
参
考
と
し
て
慎
重
に
編
成
す
る
こ
と
。

昼
間
の
場
合

研

修

科

目

日
程

研
修
時
間

午
前
九
時
～
十
二
時

午
後
一
時
～
四
時

第

一

局
長
挨
拶

養
成
計
画
樹
立
方
法

実
技
及
び
関
連
学

六
時
間

日

労
働
関
係
法
令
解
説

科
指
導
方
法

第

二

各
国
養
成
状
況

時
事
解
説

防
護
方
法
の
基
準

技
能
検
定
方
法

〃

日

又
は
関
連
学
科

又
は
関
連
学
科

経
営
者
及
び
労
働
組

第

三

作
業
能
率

産
業
事
情

合
の
立
場
よ
り
み
た

研
究
懇
談
会

〃

日

技
能
者
養
成

修
了
証
授
与

又
は
関
連
学
科

計

一
八
時
間

夜
間
の
場
合

研

修

科

目

日
程

研
修
時
間

午
後
五
時
～
六
時
三
十
分

午
後
七
時
～
八
時
三
十
分

第
一
日

局
長
挨
拶

労
働
関
係
法
令
解
説

三
時
間

第
二
日

養
成
計
画
樹
立
方
法

実
技
及
び
関
連
学
科
指
導
方
法

〃
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第
三
日

各
国
の
養
成
状
況
又
は
関
連
学
科

時
事
解
説
又
は
関
連
学
科

〃

第
四
日

防
護
方
法
の
基
準

技
能
検
定
方
法

〃

第
五
日

作
業
能
率

産
業
事
情

〃

経
営
者
及
び
労
働
組
合
の
立
場
よ

研
究
懇
談
会

第
六
日

り
み
た
技
能
者
養
成

修
了
証
授
与

〃

又
は
関
連
学
科

計

一
八
時
間

一
〇
、
講
師
の
選
定

講
師
は
、
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
と
研
修
科
目
に
応
じ
適
当
員
数
を
選

定
す
る
こ
と
。

⑴

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
、
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
充
分
な
能
力
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

⑶

関
連
学
科
担
当
講
師
に
つ
い
て
は
、
実
技
と
関
連
学
科
の
両
面
に
つ
い
て
広
い
知
識
・

経
建
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

一
一
、
修
了
証
書
の
授
与

履
修
者
に
は
、
事
情
の
許
す
限
り
次
の
様
式
に
よ
る
修
了
証
を
授
与
す
る
こ
と
。

修

了

証

書

⭕
⭕

工
技
能
者
養
成
指
導
員

何

某

右
者
昭
和
二
十
七
年

月
本
局
主
催
の
技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
会
に
お
い
て

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

昭
和

年

月

日

⭕
⭕

労
働
省
労
働
基
準
局
長

何

某

㊞

一
二
、
公
告

こ
の
要
領
に
基
き
慎
重
に
研
修
計
画
を
樹
て
、
細
目
的
実
施
要
綱
を
定
め
て
、
少
な
く
と

も
実
施
二
週
間
前
に
公
告
し
、
周
知
を
図
る
こ
と
。

一
三
、
報
告

研
修
終
了
後
十
日
以
内
に
、
実
施
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
。

一
四
、
経
費

講
師
謝
礼
そ
の
他
の
経
費
は
配
布
済
み
で
あ
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
四
月
一
七
日

〔
五
─
三
─
三
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
高
知
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛(
基
収
第
一
、

三
八
六
号)

職職
業業
補補
導導
所所
にに
於於
けけ
るる
既既
往往
のの
教教
育育
をを
受受
けけ
たた
者者
にに
対対
すす
るる
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

本
年
三
月
二
〇
日
付
二
七
高
基
監
第
一
五
七
号
を
も
っ
て
照
会
に
か
ゝ
る
標
記
の
件
に
つ
い

て
回
答
す
る
。

記記

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
は
そ
れ

ぐ
異
っ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
の
教
習
内
容
は
当
然
一

致
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
職
業
補
導
に
お
い
て
履
修
し
た
事
項
が
技
能
者
養
成
の

教
習
事
項
の
一
部
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る

教
習
課
程
を
修
め
た
も
の
と
は
認
め
難
い
。

な
お
、
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
客
年
十
月
一
六
日
付
基
発

第
七
〇
六
号
通
牒
「
技
能
者
養
成
促
進
指
導
に
つ
い
て
」
一
の(

一
五)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
七
高
基
監
第
一
五
七
号

昭
和
二
七
年
三
月
二
十
日

高
知
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

労
働
省
労
働
基
準
局
長
殿

職職
業業
補補
導導
所所
にに
於於
けけ
るる
既既
往往
のの
教教
育育
をを
受受
けけ
たた
者者
にに
対対
すす
るる
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて
照照
会会

右
に
関
し
管
内
高
知
県
立
職
業
補
導
所
は
就
職
の
た
め
の
職
業
補
導
と
し
て
一
年
間

内
燃

自
動
車
工
、
家
具
工
、
建
具
工
に
対
し
別
紙
科
目
を
教
授
し
て
お
り
技
能
者
養
成
科
程
程
に
お

マ
マ

け
る
第
一
年
度
を
免
除
し
各
事
業
場
に
就
職
後
第
二
年
目
に
編
入
す
る
よ
う
申
立
が
あ
り
ま
し

た
が
、
聊
か
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
何
分
の
御
指
示
賜
り
た
く
照
会
致
し
ま
す
。

尚
内
燃
自
動
車
工
に
於
て
は
各
事
業
主
に
於
て
も
二
年
目
に
編
入
す
る
を
妥
当
と
し
て
受
入

を
承
諾
し
て
い
ま
す
の
で
申
添
え
ま
す
。

昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日

自
動
車
修
理
科
教
授
要
目

高
知
県
総
合
公
共
職
業
補
導
所
（
編



- 285 -

第
三
日

各
国
の
養
成
状
況
又
は
関
連
学
科

時
事
解
説
又
は
関
連
学
科

〃

第
四
日

防
護
方
法
の
基
準

技
能
検
定
方
法

〃

第
五
日

作
業
能
率

産
業
事
情

〃

経
営
者
及
び
労
働
組
合
の
立
場
よ

研
究
懇
談
会

第
六
日

り
み
た
技
能
者
養
成

修
了
証
授
与

〃

又
は
関
連
学
科

計

一
八
時
間

一
〇
、
講
師
の
選
定

講
師
は
、
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
と
研
修
科
目
に
応
じ
適
当
員
数
を
選

定
す
る
こ
と
。

⑴

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
、
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
充
分
な
能
力
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

⑶

関
連
学
科
担
当
講
師
に
つ
い
て
は
、
実
技
と
関
連
学
科
の
両
面
に
つ
い
て
広
い
知
識
・

経
建
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

一
一
、
修
了
証
書
の
授
与

履
修
者
に
は
、
事
情
の
許
す
限
り
次
の
様
式
に
よ
る
修
了
証
を
授
与
す
る
こ
と
。

修

了

証

書

⭕
⭕

工
技
能
者
養
成
指
導
員

何

某

右
者
昭
和
二
十
七
年

月
本
局
主
催
の
技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
会
に
お
い
て

所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

昭
和

年

月

日

⭕
⭕

労
働
省
労
働
基
準
局
長

何

某

㊞

一
二
、
公
告

こ
の
要
領
に
基
き
慎
重
に
研
修
計
画
を
樹
て
、
細
目
的
実
施
要
綱
を
定
め
て
、
少
な
く
と

も
実
施
二
週
間
前
に
公
告
し
、
周
知
を
図
る
こ
と
。

一
三
、
報
告

研
修
終
了
後
十
日
以
内
に
、
実
施
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
。

一
四
、
経
費

講
師
謝
礼
そ
の
他
の
経
費
は
配
布
済
み
で
あ
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
四
月
一
七
日

〔
五
─
三
─
三
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
高
知
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛(

基
収
第
一
、

三
八
六
号)

職職
業業
補補
導導
所所
にに
於於
けけ
るる
既既
往往
のの
教教
育育
をを
受受
けけ
たた
者者
にに
対対
すす
るる
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

本
年
三
月
二
〇
日
付
二
七
高
基
監
第
一
五
七
号
を
も
っ
て
照
会
に
か
ゝ
る
標
記
の
件
に
つ
い

て
回
答
す
る
。

記記

技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
は
そ
れ

ぐ
異
っ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
の
教
習
内
容
は
当
然
一

致
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
職
業
補
導
に
お
い
て
履
修
し
た
事
項
が
技
能
者
養
成
の

教
習
事
項
の
一
部
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る

教
習
課
程
を
修
め
た
も
の
と
は
認
め
難
い
。

な
お
、
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
客
年
十
月
一
六
日
付
基
発

第
七
〇
六
号
通
牒
「
技
能
者
養
成
促
進
指
導
に
つ
い
て
」
一
の(

一
五)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
七
高
基
監
第
一
五
七
号

昭
和
二
七
年
三
月
二
十
日

高
知
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛

労
働
省
労
働
基
準
局
長
殿

職職
業業
補補
導導
所所
にに
於於
けけ
るる
既既
往往
のの
教教
育育
をを
受受
けけ
たた
者者
にに
対対
すす
るる
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて
照照
会会

右
に
関
し
管
内
高
知
県
立
職
業
補
導
所
は
就
職
の
た
め
の
職
業
補
導
と
し
て
一
年
間

内
燃

自
動
車
工
、
家
具
工
、
建
具
工
に
対
し
別
紙
科
目
を
教
授
し
て
お
り
技
能
者
養
成
科
程
程
に
お

マ
マ

け
る
第
一
年
度
を
免
除
し
各
事
業
場
に
就
職
後
第
二
年
目
に
編
入
す
る
よ
う
申
立
が
あ
り
ま
し

た
が
、
聊
か
疑
義
が
あ
り
ま
す
の
で
何
分
の
御
指
示
賜
り
た
く
照
会
致
し
ま
す
。

尚
内
燃
自
動
車
工
に
於
て
は
各
事
業
主
に
於
て
も
二
年
目
に
編
入
す
る
を
妥
当
と
し
て
受
入

を
承
諾
し
て
い
ま
す
の
で
申
添
え
ま
す
。

昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日

自
動
車
修
理
科
教
授
要
目

高
知
県
総
合
公
共
職
業
補
導
所
（
編
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注
：
略
）

同
木
工
科
（
編
注
：
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
四
月
二
一
日

〔
五
─
三
─
三
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
三
三
五

号)技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
参参
考考
資資
料料
送送
付付
にに
つつ
いい
てて

四
月
十
日
付
基
発
第
二
〇
八
号
に
よ
り
予
め
通
牒
し
て
お
い
た
標
記
検
定
問
題
作
成
の
た
め

の
資
料
と
し
て
別
添
の
通
り
送
付
す
る
か
ら
参
考
と
さ
れ
た
い
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
参参
考考
資資
料料

（
昭
和
廿
六
年
度
第
二
回
検
定
問
題
な
科
本
省
に
よ
っ
て
作
成
し
た
十
五
技
能
種
目
の
分
）

マ

マ

労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課

紡
機
調
整
工
（
編
注
：
以
下
、
各
工
科
と
も
問
題
参
考
資
料
は
略
）

織
機
調
整
工

染
色
工

洋
服
裁
縫
工

電
弧
溶
接
工

ガ
ス
溶
接
工

仕
上
工

機
械
製
図
工

舟
大
工

内
燃
自
動
車
工

大
工

家
具
工

建
具
工

製
パ
ン
工

『
デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
一
一
月
五
日

〔
五
─
三
─
三
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
収
第
七
六
七
号
）

昭昭
和和
二二
十十
七七
年年
度度
第第
二二
回回
技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
問問
題題
基基
準準
答答
案案
にに
つつ
いい

てて

昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
付
基
発
第
七
三
五
号
を
も
っ
て
送
付
し
た
標
記
検
定
問
題
に

関
す
る
基
準
答
案
を
別
添
の
通
り
送
付
す
る
か
ら
遺
憾
の
な
い
よ
う
取
扱
わ
れ
た
い
。

な
お
、
洋
服
工
の
基
準
答
案
は
、
被
服
専
門
審
議
会
開
催
の
関
係
も
あ
り
十
一
月
八
日
送
付
す

る
か
ら
了
承
さ
れ
た
い
。

記記

技

能

名

部
数

洋

裁

工

部

内
燃
自
動
車
工

部

大

工

部

建

具

工

部

家

具

工

部

製

パ

ン

工

部

指

導

方

法

一
部『

デ
ジ
』

昭
和
二
七
年
一
一
月
二
五
日

〔
五
─
三
─
三
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
八
一
一

号)技技
能能
者者
養養
成成
にに
対対
すす
るる
地地
方方
公公
共共
団団
体体
等等
のの
援援
助助
にに
つつ
いい
てて

標
記
に
つ
い
て
は
去
る
三
月
、
調
査
を
煩
わ
し
た
処
で
あ
る
が
、
其
の
後
、
中
小
企
業
の
各

方
面
か
ら
技
能
者
養
成
に
対
す
る
国
家
的
助
成
金
制
度
を
確
立
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
さ
れ
て

来
、
又
関
係
方
面
に
お
い
て
も
そ
の
対
策
研
究
を
始
め
た
実
情
に
鑑
み
、
今
後
の
施
策
の
資
料

と
し
て
技
能
者
養
成
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
等
の
金
銭
的
援
助
に
つ
い
て
調
査
し
た
い
の

で
、
別
紙
様
式
に
よ
り
十
二
月
十
五
火
ま
で
に
必
着
を
期
し
報
告
さ
れ
た
い
。

『
デ
ジ
』

（
編
注
：
別
紙
様
式
は
次
ペ
ー
ジ
）
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（編注：［5－ 3－ 37］の様式）

様式（記載例）

技技能能者者養養成成にに対対すするる地地方方公公共共団団体体等等のの援援助助調調

昭和２７年１１月１日現在 （ ）労働基準局

援 助 団 援 助 金 額

体名 養成体名 昭和２７年度 昭和２８年度 備 考

決定額 要求額 確定額

人件費 設備費 そ の 計 人件費 設備費 そ の 計 人件費 設備費 そ の 計

他 他 他

⭕⭕市 単 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

大工養成所 50,000 200,000 0 250,000 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 （主計部）

⭕⭕町 共

家具工共同 50,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 100,000 50,000 50,000 0 100,000 （々 上）

養成所

⭕⭕町 共 知事の査定

⭕⭕県 鋳物工共同 50,000 200,000 0 250,000 50,000 250,000 0 300,000 50,000 250,000 0 300,000 終了（々上）

養成所

⭕⭕町 共

機械工共同 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 （々 上）

養成所

計 150,000 400,000 0 550,000 200,000 500,000 0 700,000 200,000 500,000 0 700,000

⭕⭕市 単

自動車修理 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000

工養成所

⭕⭕市 共 市長の査定は

⭕⭕市 建設業共同 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 終わらないが

養成所 確定的なり。

計 0 0 0 0 100,000 200,000 0 300,000 100,000 200,000 0 300,000

⭕⭕市 共 二十八年度分

⭕⭕ 織物共 0 0 0 0 100,000 100,000 0 200,000 未定 未定 未定 未定 未定

同養成所

⭕⭕市 ⭕⭕市 共 150,000 二十八年度

⭕⭕ 機械工 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 略確定

共同養成所

計 0 0 0 0 150,000 200,000 0 350,000 50,000 100,000 0 150,000

○○町 ○○町 集 二十八年度分

⭕⭕ 共同養 50,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 100,000 未定 未定 未定 未定 未定

成所

○○町 ○○町 集

⭕⭕ 地区共 50,000 50,000 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000

同養成所

： ：

： ：

○○町 集 230,000

⭕⭕ 共同 ⭕⭕ 共同養 50,000 100,000 0 150,000 50,000 150,000 30,000 230,000 50,000 150,000 30,000

組合 成所

○○町 集

⭕⭕ 共同 ⭕⭕ 共同養 100,000 200,000 50,000 350,000 100,000 250,000 50,000 400,000 100,000 250,000 50,000 400,000

組合 成所

合 計 750,000 1,350,000 50,000 2,150,000 1,200,000 1,200,000 80,000 298,000 950,000 1,450,000 80,000 2,480,000
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（編注：［5－ 3－ 37］の様式）

様式（記載例）

技技能能者者養養成成にに対対すするる地地方方公公共共団団体体等等のの援援助助調調

昭和２７年１１月１日現在 （ ）労働基準局

援 助 団 援 助 金 額

体名 養成体名 昭和２７年度 昭和２８年度 備 考

決定額 要求額 確定額

人件費 設備費 そ の 計 人件費 設備費 そ の 計 人件費 設備費 そ の 計

他 他 他

⭕⭕市 単 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

大工養成所 50,000 200,000 0 250,000 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 （主計部）

⭕⭕町 共

家具工共同 50,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 100,000 50,000 50,000 0 100,000 （々 上）

養成所

⭕⭕町 共 知事の査定

⭕⭕県 鋳物工共同 50,000 200,000 0 250,000 50,000 250,000 0 300,000 50,000 250,000 0 300,000 終了（々上）

養成所

⭕⭕町 共

機械工共同 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 （々 上）

養成所

計 150,000 400,000 0 550,000 200,000 500,000 0 700,000 200,000 500,000 0 700,000

⭕⭕市 単

自動車修理 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000

工養成所

⭕⭕市 共 市長の査定は

⭕⭕市 建設業共同 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000 終わらないが

養成所 確定的なり。

計 0 0 0 0 100,000 200,000 0 300,000 100,000 200,000 0 300,000

⭕⭕市 共 二十八年度分

⭕⭕ 織物共 0 0 0 0 100,000 100,000 0 200,000 未定 未定 未定 未定 未定

同養成所

⭕⭕市 ⭕⭕市 共 150,000 二十八年度

⭕⭕ 機械工 0 0 0 0 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 略確定

共同養成所

計 0 0 0 0 150,000 200,000 0 350,000 50,000 100,000 0 150,000

○○町 ○○町 集 二十八年度分

⭕⭕ 共同養 50,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 100,000 未定 未定 未定 未定 未定

成所

○○町 ○○町 集

⭕⭕ 地区共 50,000 50,000 50,000 100,000 0 150,000 50,000 100,000 0 150,000

同養成所

： ：

： ：

○○町 集 230,000

⭕⭕ 共同 ⭕⭕ 共同養 50,000 100,000 0 150,000 50,000 150,000 30,000 230,000 50,000 150,000 30,000

組合 成所

○○町 集

⭕⭕ 共同 ⭕⭕ 共同養 100,000 200,000 50,000 350,000 100,000 250,000 50,000 400,000 100,000 250,000 50,000 400,000

組合 成所

合 計 750,000 1,350,000 50,000 2,150,000 1,200,000 1,200,000 80,000 298,000 950,000 1,450,000 80,000 2,480,000
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（編注：［5－ 3－ 37］の様式の裏書き）

☆ 記 載 上 の 注 意 事 項 ☆

⑴ 本調査は県・市・町・村及び各種団体等が単独及び共同又は

集団技能者養成体に対して行っている金銭的援助（支払金額）の実

際について調査するものであること。

従って、県・市・町・村及び各種団体等が提供（有償無償をとわず）

している施設・器材等の評価額は除外する者であること。

⑵ 調査基準時は和二十七年十一月一日現在であること。

⑶ 援助金額については昭和二十七年度における決定額及び昭和二十八

年度における要求額並びにその確定額を援助団体別・養成体別に

「人件費」「設備費」「その他」「計」に区分して記入し、援助団体

別にその計を記入するものであること。

従って、二以上の援助団体から援助を受けている養成体は夫々の援助

団体別にその援助金額を記入するものであること。

⑷ 養成形体欄には単独は「単」、共同は「共」、集団は「集」と夫々

記入すること。

⑸ 備考欄には各養成体に対する援助団体内の所管部局名を記入

すること 『デジ』

昭
和
二
七
年
一
二
月
五
日

〔
五
─
三
─
三
八
〕
労
働
基
準
局
技
能
課
長
、
（
（
編
注
：
局
長
宛
伺
か
）
基
発
第
八
四
二
号
）

技技
能能
習習
得得
者者
のの
技技
能能
検検
定定
問問
題題
のの
調調
査査
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
十
四
条
に
基
く
技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
に
つ
い
て
は
さ
き
に
昭
和
二

十
六
年
十
月
十
五
日
付
基
技
発
第
四
十
三
号
「
技
能
習
得
者
技
能
検
定
基
準
案
」
を
も
っ
て
参

考
に
供
し
た
が
、
同
検
定
は
養
成
効
果
の
実
際
を
把
握
し
養
成
計
画
の
再
検
討
資
材
と
し
て
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
本
制
度
実
施
以
来
三
年
有
半
を
経
過
し
、
地
方
局
に
お
い
て
も
検
定
課
題
の
内
容
、

程
度
に
つ
い
て
充
分
研
究
し
、
指
導
監
督
に
遺
憾
の
な
い
よ
う
実
施
し
つ
ゝ
あ
る
と
思
料
さ
れ

る
の
で
、
先
ず
技
能
習
得
者
数
千
人
以
上
を
超
え
た
る
織
機
調
整
工
、
染
色
工
、
洋
服
工
、
鋳

物
工
、
機
械
工
、
仕
上
工
、
内
燃
自
動
車
工
、
大
工
、
建
具
工
、
家
具
工
、
製
パ
ン
工
の
十
職

種
に
つ
い
て
技
能
検
定
問
題
を
年
次
別
に
左
記
要
領
に
よ
っ
て
調
査
し
、
こ
れ
を
収
録
し
て
今

後
の
技
能
検
定
実
施
の
資
に
供
し
た
い
。

な
お
、
御
高
裁
の
上
は
別
紙
案
に
よ
り
関
係
労
働
基
準
局
長
宛
施
行
し
て
よ
ろ
し
い
か
併
せ

て
お
伺
い
致
し
ま
す
。

記記

⒈

こ
の
調
査
は
年
度
末
検
定
実
施
の
参
考
資
料
と
し
て
送
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉

検
定
問
題
の
記
入
は
別
紙
様
式
に
よ
り
職
種
別
、
年
次
別
、
実
施
事
業
場
別
に
記
入
す
る
。

⒊

同
一
職
種
に
つ
い
て
多
数
の
事
業
場
が
検
定
を
実
施
し
た
る
場
合
は
そ
の
す
べ
て
を
報
告

す
る
要
は
な
く
、
そ
の
代
表
的
二
、
三
の
事
業
場
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
る
問
題
を
記
入
す

れ
ば
よ
い
こ
と
。

⒋

基
準
答
案
並
び
に
配
点
基
準
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
こ
と
。

⒌

標
記
通
牒
中
、
技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
（
案
）
に
よ
ら
ず
、
特

殊
な
検
定
実
施
に
つ
い
て
有
効
と
思
料
さ
れ
る
も
の
は
資
料
添
付
の
上
併
せ
て
報
告
す
る
こ

と
。

（
職
種
名
別
技
能
検
定
問
題
調
べ
）
（
編
注
：
略
）

（
別
紙
）
案
（
編
注
：
次
の
技
能
習
得
者
数
と
入
れ
替
え
）

（
編
注
：
こ
こ
に
次
ペ
ー
ジ
の
表
が
入
る
）
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（編注：前ページの（別紙）の表）

織 染 洋 鋳 機 仕 内 大 家 建 製

職 機 燃 パ

種 調 色 服 物 械 上 自 具 具 ン

府 整 動 工

県 工 工 工 工 工 工 車 工 工 工

別 工

⑴北海道 18 3 1504 27 77 49 11 217 67 138 332
⑵青 森 320 4 12 1 54 74 8 4 31
⑶岩 手 44 1 90 6 13 90
⑷宮 城 6 282 23 13 36 53 65 45 118
⑸秋 田 91 39 23 10 4 14 31
⑹山 形 34 191 6
⑺福 島 4 32 30 21 87
⑻茨 城 162 10 75 32 30
⑼栃 木 81 60 15 41 10 6 13 10 90
⑽群 馬 154 455 12 21 9 11 190 35 26 298
⑾埼 玉 77 122 25 247 169 21 17
⑿千 葉 274 6 101 26 47 42 54 210
⒀東 京 30 8 20 273 75 415
⒁神奈川 3 178 131 76 295 135 6 73 463
⒂新 潟 1 16 12 5 1 1
⒃富 山 82 310 18 15 44
⒄石 川 105 25 37 9 4 89 4 58
⒅福 井 69 50 8
⒆山 梨 64 9 9
⒇長 野 151 58 137 35 47 818 283 157 55
㉑岐 阜 62 66 30
㉒静 岡 10 440 98 10 10 19 690 139 86
㉓愛 知 12 38 521 196 231 140 5 19
㉔三 重 145 44 11 10 30 10 35 42
㉕滋 賀 44 23 1 30
㉖京 都 556 854 477 87 248 68 71 39 2 20 234
㉗大 阪 45 4 65 166 30 213
㉘兵 庫 123 337 222 8
㉙奈 良 97 9 5 2 44 12 23 8 6
㉚和歌山 105 30 35 28 65 13 13 41
㉛鳥 取 98 54
㉜島 根 17 366 21 33 2 17 77 3 11 42
㉝岡 山 57 27 31 51 90 35 61 23 26
㉞広 島 219 175 449 208 92 15 38 110 216 173 701
㉟山 口 21 30 46 72 194 70 94 71 130 117
㊱徳 島 10 3 4 18 4 90
㊲香 川 6 24 45 6 6 38 7
㊳愛 媛 41 247 6 21 8 38 31 26
㊴高 知 208 45 214
㊵福 岡 21 554 30 62 17 30 18 9 188 254
㊶佐 賀 70 6 10 24 20 991 59 39
㊷長 崎 200 20 57 22
㊸熊 本 470 18 16 26 6 132 44 48
㊹大 分 18 23 16 10 11 63 4
㊺宮 崎 44 7 6 26 577 8 73 10
㊻鹿児島 221 2 193 6 3

合 計 1,214 1,786 8,818 1,685 3,124 1,216 1,100 4,893 1,450 1,684 4,149
（編注：「洋服工」の欄の取り消線は職種名を含めて入っている。）

『デジ』
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（編注：前ページの（別紙）の表）

織 染 洋 鋳 機 仕 内 大 家 建 製

職 機 燃 パ

種 調 色 服 物 械 上 自 具 具 ン

府 整 動 工

県 工 工 工 工 工 工 車 工 工 工

別 工

⑴北海道 18 3 1504 27 77 49 11 217 67 138 332
⑵青 森 320 4 12 1 54 74 8 4 31
⑶岩 手 44 1 90 6 13 90
⑷宮 城 6 282 23 13 36 53 65 45 118
⑸秋 田 91 39 23 10 4 14 31
⑹山 形 34 191 6
⑺福 島 4 32 30 21 87
⑻茨 城 162 10 75 32 30
⑼栃 木 81 60 15 41 10 6 13 10 90
⑽群 馬 154 455 12 21 9 11 190 35 26 298
⑾埼 玉 77 122 25 247 169 21 17
⑿千 葉 274 6 101 26 47 42 54 210
⒀東 京 30 8 20 273 75 415
⒁神奈川 3 178 131 76 295 135 6 73 463
⒂新 潟 1 16 12 5 1 1
⒃富 山 82 310 18 15 44
⒄石 川 105 25 37 9 4 89 4 58
⒅福 井 69 50 8
⒆山 梨 64 9 9
⒇長 野 151 58 137 35 47 818 283 157 55
㉑岐 阜 62 66 30
㉒静 岡 10 440 98 10 10 19 690 139 86
㉓愛 知 12 38 521 196 231 140 5 19
㉔三 重 145 44 11 10 30 10 35 42
㉕滋 賀 44 23 1 30
㉖京 都 556 854 477 87 248 68 71 39 2 20 234
㉗大 阪 45 4 65 166 30 213
㉘兵 庫 123 337 222 8
㉙奈 良 97 9 5 2 44 12 23 8 6
㉚和歌山 105 30 35 28 65 13 13 41
㉛鳥 取 98 54
㉜島 根 17 366 21 33 2 17 77 3 11 42
㉝岡 山 57 27 31 51 90 35 61 23 26
㉞広 島 219 175 449 208 92 15 38 110 216 173 701
㉟山 口 21 30 46 72 194 70 94 71 130 117
㊱徳 島 10 3 4 18 4 90
㊲香 川 6 24 45 6 6 38 7
㊳愛 媛 41 247 6 21 8 38 31 26
㊴高 知 208 45 214
㊵福 岡 21 554 30 62 17 30 18 9 188 254
㊶佐 賀 70 6 10 24 20 991 59 39
㊷長 崎 200 20 57 22
㊸熊 本 470 18 16 26 6 132 44 48
㊹大 分 18 23 16 10 11 63 4
㊺宮 崎 44 7 6 26 577 8 73 10
㊻鹿児島 221 2 193 6 3

合 計 1,214 1,786 8,818 1,685 3,124 1,216 1,100 4,893 1,450 1,684 4,149
（編注：「洋服工」の欄の取り消線は職種名を含めて入っている。）
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（
別
紙
）
案

年

月

日

局

長

名

関
係
（
別
添
）
労
働
基
準
局
長
宛

技技
能能
習習
得得
者者
のの
技技
能能
検検
定定
問問
題題
のの
調調
査査
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
十
四
条
に
基
く
技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
に
つ
い
て
は
さ
き
に
昭
和
二

十
六
年
十
月
十
五
日
付
基
技
発
第
四
十
三
号
「
技
能
習
得
者
技
能
検
定
基
準
案
」
を
も
っ
て
参

考
に
供
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
検
定
は
養
成
効
果
の
実
際
を
把
握
し
養
成
計
画
の
再
検
討

資
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
貴
局
に
お
い
て
も
、
本
制
度
実
施
以
来
三
年
有

半
を
経
過
し
、
検
定
課
題
の
内
容
、
程
度
に
つ
い
て
は
充
分
研
究
の
上
こ
れ
が
指
導
と
監
督
に

遺
憾
の
な
い
よ
う
実
施
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。
つ
い
て
は
同
検
定
の
重
要
性
か
ら
し

て
全
国
的
調
査
の
要
も
あ
り
、
標
記
調
査
を
す
る
こ
と
ゝ
し
た
か
ら
左
記
事
項
に
留
意
の
上
別

添
様
式
に
よ
り
調
査
し
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
十
五
日
ま
で
に
必
着
す
る
よ
う
報
告
せ
ら
れ
た

い
。

記記

施
行
注
意

伺
の
記
１
～
５
を
移
記
し
６
と
し
て
次
の
項
を
加
え
る
こ
と
。

⒍

貴
局
に
お
い
て
調
査
す
る
職
種
は
次
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

織
機
調
整
工
、
染
色
工
、
洋
服
工
、
鋳
物
工
、
機
械
工
、
仕
上
工
、
内
燃
自
動
車
工
、
大

工
、
建
具
工
、
家
具
工
、
製
パ
ン
工

施
行
注
意

関
係
局
に
て
不
要
の
職
種
は
消
削
す
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
八
年
五
月
二
九
日

〔
五
─
三
─
三
九
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
四
一
五
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

わ
が
国
経
済
力
の
基
盤
を
強
固
に
す
る
た
め
、
こ
れ
が
施
策
の
一
と
し
て
、
既
に
大
幅
に
指
定
技

能
を
拡
張
し
、
広
く
生
産
企
業
内
に
お
け
る
合
理
的
技
能
者
養
成
の
実
施
を
促
進
し
て
来
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
就
中
基
礎
産
業
た
る
鉱
山
に
お
け
る
こ
の
制
度
の
確
立
と
こ
れ
が
積
極
的
発
展
と
を
図

る
こ
と
は
、
極
め
て
緊
要
で
あ
る
に
鑑
み
、
客
年
七
月
労
働
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、
鉱
山
に
お
け
る

技
能
養
成
の
途
が
ひ
ら
か
れ
た
。

右
に
伴
い
今
般
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
技
能
者
養
成
実
施
上
の
必
要
な
措
置
と
し
て
技
能
者
養
成
審

議
会
の
議
を
経
て
昭
和
二
十
八
年
労
働
省
令
第
三
号
（
同
年
五
月
一
日
付
官
報
登
載
）
を
以
て
技
能

者
養
成
規
程
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
併
せ
て
昭
和
二
十
八
年
労
働
省
告
示
第
八
号
（
同
年
五
月
一
日

付
官
報
登
載
）
を
以
て
教
習
事
項
の
基
準
一
部
が
改
正
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
即
日
施
行
さ
れ
た
。

つ
い
て
は
、
今
回
の
改
正
の
趣
旨
に
則
り
、
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
積
極
的
な
実
施

を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
坑
内
作
業
環
境
が
、
年
少
労
働
者
の
心
身

に
及
ぼ
す
影
響
を
充
分
考
慮
し
、
防
護
の
措
置
に
遺
憾
な
き
よ
う
、
こ
れ
が
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

従
来
の
通
牒
に
よ
る
の
外
左
記
事
項
了
知
の
上
、
労
使
双
方
は
勿
論
関
係
団
体
等
に
対
し
て
周
知
徹

底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
指
導
上
万
全
を
期
し
、
所
期
の
成
果
を
収
め
る
よ
う
に
格
段
の
努
力
を
致

さ
れ
た
い
。

な
お
、
金
属
鉱
山
に
お
け
る
技
能
者
養
成
実
施
上
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
規
定
す

る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
目
下
検
討
中
で
あ
る
の
で
申
添
え
る
。

記記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
七
条
に
つ
い
て

本
条
は
、
法
第
七
十
条
の
改
正
に
伴
い
鉱
山
に
お
け
る
技
能
習
得
者
の
坑
内
労
働
を
実
施
す
る

上
に
、
必
要
な
措
置
を
と
る
た
め
、
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
別
表
第
一
に
つ
い
て

１
、
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
技
能
種
目
は
、
石
炭
坑
内
直
接
夫
、
石
炭
坑
内
機
電
夫
及
び
石
炭
鉱
山

測
量
夫
の
三
技
能
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
、
石
炭
坑
内
直
接
夫
は
、
一
般
に
採
炭
夫
、
掘
進
夫
、
支
柱
夫
（
仕
繰
夫
）
及
び
充
填
夫
と
呼

ば
れ
る
職
極
の
技
能
が
相
互
に
密
接
不
可
分
の
関
連
が
あ
る
の
で
、
こ
の
四
種
目
を
包
括
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。
右
技
能
の
内
容
に
は
発
破
作
業
に
お
け
る
技
能
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

３
、
石
炭
坑
内
機
電
夫
は
、
一
般
に
機
械
夫
及
び
電
気
夫
と
呼
ば
れ
る
職
種
の
技
能
を
包
括
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

右
技
能
の
内
容
に
は
機
関
車
等
の
運
営
に
お
け
る
技
能
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
、
技
能
概
要
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
五
月
八
日
付
基
発
第
三
四
六
号
「
技
能
者
養
成
規

程
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
規
則
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て
」
通
牒
と
同
様
、
将
来
の

中
堅
鉱
夫
た
る
に
十
分
な
「
多
能
鉱
夫
た
る
べ
き
素
地
を
も
つ
熟
練
鉱
夫
」
の
養
成
と
い
う
技

能
者
養
成
の
趣
旨
に
基
き
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
、
別
表
第
三
に
つ
い
て

㈠

就
業
可
能
業
務
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１
、
就
業
可
能
業
務
の
範
囲
及
び
就
業
可
能
業
務
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
作
業
の
呼
び
方
は
、
客
年

八
月
二
十
日
付
基
発
第
六
一
二
号
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て
」
通
牒
と

同
様
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
、「
遊
離
硅
酸
分
を
多
量
に
含
有
す
る
粉
じ
ん
が
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
」
と
は
、
昭
和
二
十
三

年
八
月
十
二
日
付
基
発
第
一
一
七
八
号
「
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
十
八
条
、
女
子
年
少
者
労

働
基
準
規
則
第
十
三
条
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
八
条
の
衛
生
上
有
害
な
業
務
の
取
扱

基
準
に
つ
い
て
」
通
牒
に
示
す
通
り
遊
離
珪
酸
分
五
〇
％
以
上
を
含
有
す
る
粉
じ
ん
が
、
作
業

す
る
場
所
の
空
気
一
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
中
に
粒
子
数
七
○
個
以
上
又
は
一
立
方
メ
ー
卜
ル

中
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
を
含
む
場
所
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
の
う
ち
、

就
業
可
能
業
務
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
例
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

４
、
個
々
の
具
体
的
業
務
が
、
就
業
可
能
業
務
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
敢
え
て
、
本
省
に
禀
伺
の
上
決
定
す
る
こ
と
。

㈡

防
護
方
法
の
基
準

１
、
労
働
者
の
危
害
防
止
の
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
、
例
え
ば
保
護
具
の
使
用
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
防
護
方
法
の
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
遵
守
せ
し
め
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
。

２
、
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
時
期
を
教
習
第
二
年
度
よ
り
認
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
第
一
年
度

に
お
い
て
、
災
害
に
対
す
る
心
構
を
養
い
、
併
せ
て
坑
内
労
働
に
必
要
な
基
礎
知
識
を
与
え
る

趣
旨
で
あ
り
、
且
つ
教
習
進
度
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
満
十
六
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て

も
教
習
第
一
年
度
に
お
い
て
は
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
、
技
能
習
得
者
の
体
格
及
び
健
康
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
際
に

お
い
て
当
該
年
令
の
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
満
十
六
才
で
入
坑
し
た
者

が
満
十
七
才
に
な
っ
た
と
き
に
改
め
て
当
該
年
令
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
。

４
、
初
め
て
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
際
に
行
う
健
康
診
断
及
び
年
三
回
以
上
行
う
健
康
診
断
の
記

録
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
三
条
に
準
じ
て
作
成
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

５
、「
技
能
者
養
成
指
導
員
の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に
」
と
は
技
能
習
得
者
を
坑
内

作
業
に
つ
か
せ
る
場
合
に
は
、
指
導
員
が
付
添
う
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

ゝ
に
い
う
「
監
督
」
と
は
、
教
習
上
必
要
な
指
導
監
督
の
趣
旨
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
項
に
基
い

て
技
能
者
養
成
指
導
員
に
鉱
山
保
安
法
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
権
能
を
附
与
す
る
意
味
で
は

な
い
こ
と
。

６
、「
出
水
、
ガ
ス
の
突
出
、
自
然
発
火
及
び
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
等
に
伴
う
特
に
危
険

な
作
業
」
と
は
出
水
の
場
合
に
お
け
る
え
ん
堤
の
閉
扉
及
び
築
堤
の
作
業
、
ガ
ス
の
突
出
に
よ

る
危
険
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い
場
合
の
先
進
さ
く
孔
の
作
業
、
自
然
発
火
の
場
合
に
お
け
る
充

て
ん
及
び
密
閉
の
作
業
、
断
層
を
通
過
す
る
際
の
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
支
柱
作
業
等
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７
、
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
出
水
、
ガ
ス
の
突
出
、
自
然
発
火

及
び
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
等
の
お
そ
れ
が
な
い
作
業
場
を
選
定
す
る
よ
う
配
意
さ
せ

る
こ
と
。

右
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
に
決
定
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

８
、
前
項
に
掲
げ
る
以
外
の
場
所
に
お
い
て
も
危
険
が
多
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
作
業
さ
せ
な
い
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

９
、
坑
内
気
温
は
、
乾
球
温
度
計
の
示
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
坑
内
気
温
に
関
す
る
防
護
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
教
習
年
度
に
よ
ら
ず
、
年
令
に
応
じ

10
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

、
満
十
六
才
以
上
満
十
七
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
の
摂
氏
二
十
度
以
下
の
作
業
場
に
お
け
る
作

11
業
時
間
並
び
に
満
十
七
才
以
上
満
十
八
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
の
摂
氏
二
十
四
度
以
下
の
作
業

場
に
お
け
る
作
業
時
間
は
、
労
働
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
一
般
原
則
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
防
護
方
法
の
基
準
に
定
め
る
作
業
時
間
は
、
当
該
場
所
に
お
け
る
作
業
又
は
当
該
作
業
に
従

12
事
す
る
時
間
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
入
坑
か
ら
出
坑
ま
で
に
要
す
る
時
間
を
い
う
も
の
で
は

な
い
こ
と
。

、
事
業
場
に
お
け
る
具
体
的
な
防
護
方
法
に
つ
い
て
は
、
防
護
方
法
の
基
準
に
よ
る
こ
と
は
も

13
と
よ
り
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
石
炭
鉱
山
保
安
規
則
中
の
関
係
諸
規
定
を
参
照
し
、
当
該
事

業
場
に
お
け
る
具
体
的
な
諸
事
情
を
も
充
分
考
慮
の
上
、
適
切
妥
当
な
防
護
方
法
を
定
め
さ
せ

る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て

１
、
体
育
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
作
業
環
境
の
も
と
で
作
業
に
つ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特

に
健
康
管
理
の
必
要
上
各
教
習
年
度
と
も
七
〇
時
間
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
、
探
鉱
学
大
意
は
、
石
炭
鉱
山
の
全
般
的
概
念
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
採
炭
学
大
意
を
教
習
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。

３
、
石
炭
鉱
山
測
量
夫
に
対
す
る
関
連
学
科
の
う
ち
、
工
業
数
学
及
び
鉱
山
測
量
学
は
、
こ
の
技
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１
、
就
業
可
能
業
務
の
範
囲
及
び
就
業
可
能
業
務
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
作
業
の
呼
び
方
は
、
客
年

八
月
二
十
日
付
基
発
第
六
一
二
号
「
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
改
正
施
行
に
つ
い
て
」
通
牒
と

同
様
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
、「
遊
離
硅
酸
分
を
多
量
に
含
有
す
る
粉
じ
ん
が
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
」
と
は
、
昭
和
二
十
三

年
八
月
十
二
日
付
基
発
第
一
一
七
八
号
「
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
十
八
条
、
女
子
年
少
者
労

働
基
準
規
則
第
十
三
条
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
四
十
八
条
の
衛
生
上
有
害
な
業
務
の
取
扱

基
準
に
つ
い
て
」
通
牒
に
示
す
通
り
遊
離
珪
酸
分
五
〇
％
以
上
を
含
有
す
る
粉
じ
ん
が
、
作
業

す
る
場
所
の
空
気
一
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
中
に
粒
子
数
七
○
個
以
上
又
は
一
立
方
メ
ー
卜
ル

中
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
を
含
む
場
所
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
の
う
ち
、

就
業
可
能
業
務
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
例
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

４
、
個
々
の
具
体
的
業
務
が
、
就
業
可
能
業
務
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
具
体
的
事
情
を
敢
え
て
、
本
省
に
禀
伺
の
上
決
定
す
る
こ
と
。

㈡

防
護
方
法
の
基
準

１
、
労
働
者
の
危
害
防
止
の
た
め
の
基
準
で
あ
っ
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
、
例
え
ば
保
護
具
の
使
用
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
防
護
方
法
の
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
遵
守
せ
し
め
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
。

２
、
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
時
期
を
教
習
第
二
年
度
よ
り
認
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
第
一
年
度

に
お
い
て
、
災
害
に
対
す
る
心
構
を
養
い
、
併
せ
て
坑
内
労
働
に
必
要
な
基
礎
知
識
を
与
え
る

趣
旨
で
あ
り
、
且
つ
教
習
進
度
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
満
十
六
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て

も
教
習
第
一
年
度
に
お
い
て
は
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
、
技
能
習
得
者
の
体
格
及
び
健
康
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
際
に

お
い
て
当
該
年
令
の
基
準
に
適
合
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
満
十
六
才
で
入
坑
し
た
者

が
満
十
七
才
に
な
っ
た
と
き
に
改
め
て
当
該
年
令
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
。

４
、
初
め
て
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
際
に
行
う
健
康
診
断
及
び
年
三
回
以
上
行
う
健
康
診
断
の
記

録
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
三
条
に
準
じ
て
作
成
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

５
、「
技
能
者
養
成
指
導
員
の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に
」
と
は
技
能
習
得
者
を
坑
内

作
業
に
つ
か
せ
る
場
合
に
は
、
指
導
員
が
付
添
う
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

ゝ
に
い
う
「
監
督
」
と
は
、
教
習
上
必
要
な
指
導
監
督
の
趣
旨
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
項
に
基
い

て
技
能
者
養
成
指
導
員
に
鉱
山
保
安
法
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
権
能
を
附
与
す
る
意
味
で
は

な
い
こ
と
。

６
、「
出
水
、
ガ
ス
の
突
出
、
自
然
発
火
及
び
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
等
に
伴
う
特
に
危
険

な
作
業
」
と
は
出
水
の
場
合
に
お
け
る
え
ん
堤
の
閉
扉
及
び
築
堤
の
作
業
、
ガ
ス
の
突
出
に
よ

る
危
険
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い
場
合
の
先
進
さ
く
孔
の
作
業
、
自
然
発
火
の
場
合
に
お
け
る
充

て
ん
及
び
密
閉
の
作
業
、
断
層
を
通
過
す
る
際
の
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
を
防
止
す
る

た
め
の
支
柱
作
業
等
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７
、
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
出
水
、
ガ
ス
の
突
出
、
自
然
発
火

及
び
大
規
模
の
落
ば
ん
ま
た
は
崩
壊
等
の
お
そ
れ
が
な
い
作
業
場
を
選
定
す
る
よ
う
配
意
さ
せ

る
こ
と
。

右
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
に
決
定
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

８
、
前
項
に
掲
げ
る
以
外
の
場
所
に
お
い
て
も
危
険
が
多
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
作
業
さ
せ
な
い
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

９
、
坑
内
気
温
は
、
乾
球
温
度
計
の
示
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
坑
内
気
温
に
関
す
る
防
護
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
教
習
年
度
に
よ
ら
ず
、
年
令
に
応
じ

10
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

、
満
十
六
才
以
上
満
十
七
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
の
摂
氏
二
十
度
以
下
の
作
業
場
に
お
け
る
作

11
業
時
間
並
び
に
満
十
七
才
以
上
満
十
八
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
の
摂
氏
二
十
四
度
以
下
の
作
業

場
に
お
け
る
作
業
時
間
は
、
労
働
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
一
般
原
則
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
防
護
方
法
の
基
準
に
定
め
る
作
業
時
間
は
、
当
該
場
所
に
お
け
る
作
業
又
は
当
該
作
業
に
従

12
事
す
る
時
間
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
入
坑
か
ら
出
坑
ま
で
に
要
す
る
時
間
を
い
う
も
の
で
は

な
い
こ
と
。

、
事
業
場
に
お
け
る
具
体
的
な
防
護
方
法
に
つ
い
て
は
、
防
護
方
法
の
基
準
に
よ
る
こ
と
は
も

13
と
よ
り
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
及
石
炭
鉱
山
保
安
規
則
中
の
関
係
諸
規
定
を
参
照
し
、
当
該
事

業
場
に
お
け
る
具
体
的
な
諸
事
情
を
も
充
分
考
慮
の
上
、
適
切
妥
当
な
防
護
方
法
を
定
め
さ
せ

る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て

１
、
体
育
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
作
業
環
境
の
も
と
で
作
業
に
つ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特

に
健
康
管
理
の
必
要
上
各
教
習
年
度
と
も
七
〇
時
間
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
、
探
鉱
学
大
意
は
、
石
炭
鉱
山
の
全
般
的
概
念
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
採
炭
学
大
意
を
教
習
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。

３
、
石
炭
鉱
山
測
量
夫
に
対
す
る
関
連
学
科
の
う
ち
、
工
業
数
学
及
び
鉱
山
測
量
学
は
、
こ
の
技
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能
に
つ
い
て
特
に
重
要
で
あ
る
か
ら
、
他
の
関
連
学
科
目
よ
り
多
く
の
教
習
時
間
を
配
当
せ
し

め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

４
、
そ
の
他
教
習
事
項
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
七
月
七
日
付
基
発
第
四
九
九
号
「
技
能
者
養

成
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
に
つ
い
て
」
通
牒
に
よ
り
指
導
す
る
こ
と
。

五
、
技
能
者
養
成
の
認
可
に
つ
い
て

１
、
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
認
可
は
、
慎
重
に
取
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
認
可

申
請
事
業
場
の
実
態
を
充
分
調
査
の
上
、
次
の
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
り
こ
れ
を
与
え
る
こ

と
。

㋑

技
能
者
養
成
の
必
要
性
を
充
分
認
識
し
て
お
り
便
乗
的
養
成
に
陥
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

㋺

施
業
計
画
及
び
経
営
状
況
か
ら
み
て
、
事
業
の
継
続
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

㋩

当
分
の
間
、
原
則
と
し
て
、
労
働
者
数
五
百
人
以
上
を
有
す
る
事
業
場
で
あ
る
こ
と
。

㋥

保
安
管
理
及
び
衛
生
管
理
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

㋭

労
働
基
準
法
及
び
鉱
山
保
安
法
の
遵
法
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

㋬

養
成
計
画
の
内
容
が
合
理
的
で
あ
り
且
つ
実
現
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋣

技
能
習
得
者
を
坑
内
作
業
に
つ
か
せ
る
際
作
業
場
毎
に
少
く
と
も
一
名
の
技
能
者
養
成
指

導
員
を
配
置
し
得
る
程
度
に
そ
の
数
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
養
成
実
施
の
た
め
の
組
織

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

㋠

坑
内
労
働
に
対
す
る
防
護
方
法
の
基
準
を
満
た
す
と
と
も
に
教
習
に
適
し
且
つ
技
能
習
得

者
を
適
切
に
配
置
し
得
る
だ
け
の
坑
内
作
業
を
有
す
る
こ
と
。

㋷

坑
外
に
教
習
の
た
め
必
要
な
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

㋦

教
習
計
画
の
内
容
が
、
暦
年
の
三
ヶ
年
を
満
た
す
よ
う
に
科
目
及
び
教
習
時
間
と
も
に
充

実
し
て
い
る
こ
と
。

２
、
そ
の
他
の
認
可
基
準
及
び
そ
の
運
営
方
針
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
九
日
付
労

働
省
発
基
第
五
三
号
「
労
働
基
準
法
中
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
の
施
行
に
関
す
る
件
」

通
牒
及
び
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
付
労
働
省
発
基
第
一
一
八
号
「
技
能
者
養
成
規
程
中

別
表
改
正
並
び
に
同
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
く
告
示
に
関
す
る
件
」
通
牒
等
に
よ
る
こ
と
。

３
．
認
可
の
可
否
を
検
討
す
る
際
、
保
安
管
理
状
況
及
び
鉱
山
保
安
法
の
遵
法
状
況
に
つ
い
て
は
、

所
轄
鉱
山
保
安
監
督
部
長
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
。

４
、
技
能
者
養
成
の
円
滑
な
実
施
を
図
り
所
期
の
目
的
を
達
成
せ
し
め
る
た
め
、
養
成
計
画
、
養

成
方
法
そ
の
他
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
し
、
そ
の
運
営
に
あ
た
る
、
技
能
者
養
成

運
営
機
関
を
設
置
せ
し
め
る
よ
う
、
認
可
の
際
特
に
指
導
す
る
こ
と
。

５
、
養
成
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
相
当
数
の
技
能
者
養
成
指
導
員
を
確
保
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る

か
ら
、
そ
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
差
当
り
認
定
制
度
に
よ
っ
て
免
許
を
与
え
る
よ
う
配
意
す
る

こ
と
。

六
、
そ
の
他

１
、
石
炭
鉱
山
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
鉱
山
保
安
監
督
部
そ
の
他

の
関
係
官
庁
並
び
に
関
係
各
種
団
体
と
緊
密
な
連
携
を
保
持
し
、
そ
の
積
極
的
な
協
力
を
得
る

よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

２
、
技
能
者
養
成
に
関
す
る
指
導
監
督
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
法
に
定
め
る
保

安
に
関
す
る
事
項
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関
の
権
限
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ

れ
た
い
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
八
年
九
月
二
九
日

〔
五
─
三
─
四
〇
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
よ
り
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
六

四
六
号
）

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
費費
補補
助助
金金
交交
付付
規規
程程
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

今
般
昭
和
二
十
八
年
労
働
省
告
示
第
二
十
号
（
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
付
官
報
登
載
）

を
も
っ
て
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
が
別
添
の
通
り
告
示
さ
れ
た
。

右
は
、
中
小
企
業
の
も
つ
特
殊
性
よ
り
し
て
こ
れ
ら
企
業
の
行
う
技
能
者
共
同
養
成
に
対
し
、

そ
の
充
実
発
展
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
る
に
鑑
み
、
昭
和
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て

新
た
に
技
能
者
共
同
養
成
に
対
す
る
国
家
的
助
成
制
度
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
こ
れ

が
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
取
扱
を
適
正
な
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
運
用
の
適
否
は
、
今
後
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
発
展
の
上
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
の
で
、
左
記
事
項
良
知
の
上
遺
憾
な
き
よ
う
格
段
の
配
慮
を

致
さ
れ
た
い
。

記記

第
二
条
関
係

一
、
こ
の
補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
の
内
容
の
充
実
と
そ
の
積
極
的
発
展
と
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
公
布
す
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
報
償
金
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
趣
旨
を
充

分
徹
底
周
知
せ
し
め
る
こ
と
。

二
、
補
助
金
は
予
算
の
範
囲
内
で
公
布
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
又
は
当
該
地
方
の
産
業
に
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お
け
る
重
要
度
、
技
能
者
共
同
養
成
の
実
績
並
び
に
将
来
の
み
透
し
を
綜
合
勘
案
の
上
、
補

助
金
交
付
の
目
的
に

合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
技
能
者
共
同
養
成
体
に
つ
い
て
補
助
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
、
第
二
項
に
掲
げ
る
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

１

第
一
号
の
経
費
は
、
技
能
者
共
同
養
成
施
設
に
お
い
て
実
際
に
社
会
科
、
関
連
学
科
等

の
教
習
に
当
る
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
給
料
又
は
手
当
に
要
す
る
経
費
を
い
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。

２

第
二
号
の
経
費
に
は
、
例
え
ば
次
ぎ
の
よ
う
な
経
費
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

各
種
の
測
定
用
器
具
、
試
験
器
等
実
験
用
機
械
器
具
の
維
持
及
び
更
新
に
要
す
る
経

費
ロ

黒
板
、
椅
子
、
机
そ
の
他
の
備
品
の
維
持
及
び
更
新
に
要
す
る
経
費

ハ

光
熱
水
料

ニ

建
物
の
借
上
に
要
す
る
経
費

３

第
三
号
の
経
費
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
経
費
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

教
科
書
の
購
入
、
作
成
に
要
す
る
経
費

ロ

掛
図
、
模
型
等
の
教
材
に
要
す
る
経
費

四
、
補
助
金
の
交
付
対
象
の
範
囲
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

１

補
助
金
の
対
象
と
な
る
「
技
能
者
共
同
養
成
体
」
と
は
、
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
第

一
項
の
認
可
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
場
の
事
業
主
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
合
体
で
、

事
業
主
に
代
っ
て
教
習
事
項
の
一
部
（
主
と
し
て
社
会
科
、
関
連
学
科
等
）
の
教
習
を
行

う
も
の
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

技
能
者
共
同
養
成
体
が
二
以
上
の
労
働
基
準
監
督
署
の
管
轄
区
域
に
跨
っ
て
い
る
場

合
、
例
え
ば
、
全
国
又
は
都
道
府
県
単
位
に
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て

労
働
基
準
監
督
署
所
轄
の
共
同
養
成
施
設
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
の
共
同
養
成
体
と
し
て

取
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
関
係

一
、
申
請
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
り
指
導
す
る
こ
と
。

１

申
請
書
は
、
労
働
基
準
監
督
署
単
位
の
技
能
者
共
同
養
成
体
毎
に
作
成
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

２

計
画
書
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
の
期
間
に
係
る
事
業
年
度
の
計
画
に

つ
い
て
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

事
業
年
度
が
右
と
異
る
も
の
、
例
え
ば
事
業
年
度
が
毎
年
六
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年

五
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
年
六
月
一
日
か
ら
当
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
の
事
業
計
画
及
び
当
年
六
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
事
業
計
画
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
残
余
の
期

間
が
極
め
て
僅
少
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
当
年
六
月
一
日
よ
り
開
始
さ
れ
る
事
業
計

画
に
つ
い
て
の
み
補
助
金
の
交
付
を
希
望
し
、
当
年
五
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
事
業
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
の
交
付
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
当
年
六
月
一
日
に
始
ま
り
、

翌
年
五
月
三
十
一
日
に
終
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
み
計
画
書
を
作
成
す
れ
ば
足
り
る
こ

と
。

４

計
画
書
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
計
画
の
内
容
が
誇
大
に
亙
ら
ぬ
よ
う
実
際
に
つ
い
て
こ

れ
を
記
載
す
る
こ
と
。

５

事
業
計
画
の
概
要
の
項
に
は
、
当
該
事
業
の
概
略
を
把
握
し
得
る
よ
う
記
載
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

６

事
業
運
営
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
共
同
養
成
体
の
代
表
者
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
が
、

な
お
、
実
際
に
事
業
計
画
の
運
営
に
当
る
役
職
員
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
。

７

事
業
の
運
営
組
織
の
項
に
は
、
共
同
養
成
体
の
代
表
者
を
中
心
に
当
該
事
業
が
如
何
な

る
組
織
系
統
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
し
得
る
よ
う
記
載
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

な
お
、
出
来
得
れ
ば
、
運
営
組
織
図
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
い
て
所
掌
す
る
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

８

技
能
種
別
教
習
年
度
別
技
能
習
得
者
数
の
表
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
技
能
習
得
者
の
内

訳
が
補
助
金
交
付
額
の
決
定
の
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
か
ら
特
に
正
確
を
期
す
る
こ

と
。

９

技
能
種
目
別
教
習
年
度
別
教
習
計
画
実
施
予
定
の
表
は
、
技
能
種
目
及
び
教
習
年
度
別

に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
種
目
別
教
習
年
度
別
教
習
計
画
実
施
予
定
の
表
中
、
備
考
欄
に
は
、
例
え
ば
段
落

10
式
を
採
用
し
、
関
連
学
科
の
教
習
が
特
定
の
月
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の

理
由
を
記
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
方
法
の
項
中
、
教
習
方
式
及
び
そ
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
共
同
養
成
施
設
に

11
お
い
て
連
日
教
習
を
行
う
か
、
一
週
の
う
ち
特
定
の
日
を
選
ん
で
教
習
を
行
う
か
、
又
は

特
定
の
時
期
に
集
中
的
に
教
習
を
行
う
か
等
の
い
ず
れ
の
方
式
に
よ
る
か
を
記
載
し
、
更

に
そ
の
具
体
的
実
施
方
法
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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お
け
る
重
要
度
、
技
能
者
共
同
養
成
の
実
績
並
び
に
将
来
の
み
透
し
を
綜
合
勘
案
の
上
、
補

助
金
交
付
の
目
的
に

合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
技
能
者
共
同
養
成
体
に
つ
い
て
補
助
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
、
第
二
項
に
掲
げ
る
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

１

第
一
号
の
経
費
は
、
技
能
者
共
同
養
成
施
設
に
お
い
て
実
際
に
社
会
科
、
関
連
学
科
等

の
教
習
に
当
る
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
給
料
又
は
手
当
に
要
す
る
経
費
を
い
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。

２

第
二
号
の
経
費
に
は
、
例
え
ば
次
ぎ
の
よ
う
な
経
費
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

各
種
の
測
定
用
器
具
、
試
験
器
等
実
験
用
機
械
器
具
の
維
持
及
び
更
新
に
要
す
る
経

費
ロ

黒
板
、
椅
子
、
机
そ
の
他
の
備
品
の
維
持
及
び
更
新
に
要
す
る
経
費

ハ

光
熱
水
料

ニ

建
物
の
借
上
に
要
す
る
経
費

３

第
三
号
の
経
費
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
経
費
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

教
科
書
の
購
入
、
作
成
に
要
す
る
経
費

ロ

掛
図
、
模
型
等
の
教
材
に
要
す
る
経
費

四
、
補
助
金
の
交
付
対
象
の
範
囲
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

１

補
助
金
の
対
象
と
な
る
「
技
能
者
共
同
養
成
体
」
と
は
、
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
第

一
項
の
認
可
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
場
の
事
業
主
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
合
体
で
、

事
業
主
に
代
っ
て
教
習
事
項
の
一
部
（
主
と
し
て
社
会
科
、
関
連
学
科
等
）
の
教
習
を
行

う
も
の
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

技
能
者
共
同
養
成
体
が
二
以
上
の
労
働
基
準
監
督
署
の
管
轄
区
域
に
跨
っ
て
い
る
場

合
、
例
え
ば
、
全
国
又
は
都
道
府
県
単
位
に
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て

労
働
基
準
監
督
署
所
轄
の
共
同
養
成
施
設
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
の
共
同
養
成
体
と
し
て

取
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
関
係

一
、
申
請
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
り
指
導
す
る
こ
と
。

１

申
請
書
は
、
労
働
基
準
監
督
署
単
位
の
技
能
者
共
同
養
成
体
毎
に
作
成
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

２

計
画
書
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
の
期
間
に
係
る
事
業
年
度
の
計
画
に

つ
い
て
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

事
業
年
度
が
右
と
異
る
も
の
、
例
え
ば
事
業
年
度
が
毎
年
六
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年

五
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
年
六
月
一
日
か
ら
当
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
の
事
業
計
画
及
び
当
年
六
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
事
業
計
画
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
残
余
の
期

間
が
極
め
て
僅
少
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
当
年
六
月
一
日
よ
り
開
始
さ
れ
る
事
業
計

画
に
つ
い
て
の
み
補
助
金
の
交
付
を
希
望
し
、
当
年
五
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
事
業
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
の
交
付
を
希
望
し
な
い
場
合
に
は
、
当
年
六
月
一
日
に
始
ま
り
、

翌
年
五
月
三
十
一
日
に
終
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
み
計
画
書
を
作
成
す
れ
ば
足
り
る
こ

と
。

４

計
画
書
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
計
画
の
内
容
が
誇
大
に
亙
ら
ぬ
よ
う
実
際
に
つ
い
て
こ

れ
を
記
載
す
る
こ
と
。

５

事
業
計
画
の
概
要
の
項
に
は
、
当
該
事
業
の
概
略
を
把
握
し
得
る
よ
う
記
載
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

６

事
業
運
営
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
共
同
養
成
体
の
代
表
者
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
が
、

な
お
、
実
際
に
事
業
計
画
の
運
営
に
当
る
役
職
員
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
こ
と
。

７

事
業
の
運
営
組
織
の
項
に
は
、
共
同
養
成
体
の
代
表
者
を
中
心
に
当
該
事
業
が
如
何
な

る
組
織
系
統
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
し
得
る
よ
う
記
載
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

な
お
、
出
来
得
れ
ば
、
運
営
組
織
図
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
お
い
て
所
掌
す
る
事
項

を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

８

技
能
種
別
教
習
年
度
別
技
能
習
得
者
数
の
表
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
技
能
習
得
者
の
内

訳
が
補
助
金
交
付
額
の
決
定
の
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
か
ら
特
に
正
確
を
期
す
る
こ

と
。

９

技
能
種
目
別
教
習
年
度
別
教
習
計
画
実
施
予
定
の
表
は
、
技
能
種
目
及
び
教
習
年
度
別

に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
種
目
別
教
習
年
度
別
教
習
計
画
実
施
予
定
の
表
中
、
備
考
欄
に
は
、
例
え
ば
段
落

10
式
を
採
用
し
、
関
連
学
科
の
教
習
が
特
定
の
月
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の

理
由
を
記
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
方
法
の
項
中
、
教
習
方
式
及
び
そ
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
共
同
養
成
施
設
に

11
お
い
て
連
日
教
習
を
行
う
か
、
一
週
の
う
ち
特
定
の
日
を
選
ん
で
教
習
を
行
う
か
、
又
は

特
定
の
時
期
に
集
中
的
に
教
習
を
行
う
か
等
の
い
ず
れ
の
方
式
に
よ
る
か
を
記
載
し
、
更

に
そ
の
具
体
的
実
施
方
法
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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教
習
方
法
の
項
中
、
共
同
養
成
施
設
に
お
け
る
教
習
と
事
業
場
に
お
け
る
教
習
と
の
連

12
絡
調
整
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
教
習
に
関
す
る
連
絡
簿
の
採
用
、
定
期
的
連
絡
会

議
の
開
催
等
連
絡
調
整
の
方
法
を
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
方
法
の
項
中
、
そ
の
他
教
習
上
特
に
配
慮
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

13
実
地
見
学
、
討
論
会
、
習
得
の
震
度
の
遅
れ
て
い
る
技
能
習
得
者
に
対
す
る
特
別
措
置
等

に
関
し
、
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
技
能
者
養
成
資
格
免
許
書
を

14
有
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
者
共
同
養
成
施
設
に
お
い
て
教
習
に
当
る
者
の
ず
て
に

つ
い
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
を
含
む
。
）
の
表
中
、
職
業
（
勤
務
先
）
欄
は
具
体
的
に

15
記
入
す
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
指
導
員
（
講
師
を
含
む
。
）
の
表
中
、
備
考
欄
に
は
、
資
格
そ
の
他
の
参

16
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
表
中
、
備
考
欄
に
は
借
料
そ
の
他
の
使
用
条
件
等
を
記
入
す
る

17
も
の
で
あ
る
こ
と
。

教
習
用
物
品
の
表
中
、
備
考
欄
に
は
、
貸
与
、
支
給
の
別
等
を
記
入
す
る
も
の
で
あ
る

18
こ
と
。

技
能
検
定
計
画
の
表
中
、
検
定
委
員
選
定
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
技
能
種
目
毎
に
技
能

19
検
定
の
検
定
委
員
選
出
の
具
体
的
方
法
、
例
え
ば
使
用
者
を
代
表
す
る
者
何
名
、
労
働
者

を
代
表
す
る
者
何
名
、
○
○
試
験
所
技
師
何
名
、
そ
の
他
○
○
共
同
組
合
幹
部
何
名
等
の

よ
う
に
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
事
業
計
画
の
項
に
は
、
例
え
ば
技
能
者
養
成
指
導
員
の
研
修
、
見
学
、
研
究

20
会
、
技
能
習
得
者
の
運
動
会
等
事
業
別
に
そ
の
実
施
予
定
時
期
、
参
加
予
定
人
員
、
実
施

方
法
等
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

所
要
総
経
費
の
項
中
、
支
出
の
表
に
は
、
事
業
計
画
の
実
施
に
要
す
る
総
経
費
に
つ
い

21
て
科
目
別
に
記
入
し
、
収
入
の
表
に
は
右
の
経
費
を
賄
う
た
め
に
要
す
る
収
入
に
つ
い
て

き
ょ
出
金
、
寄
付
金
、
補
助
金
等
科
目
別
に
記
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
共
同
養
成
開
始
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
実
績
の
項
中
、
技
能
習
得
者
の
出
席
率

22
に
つ
い
て
は
、
前
事
業
年
度
の
分
に
つ
き
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

延
出
席
時
間

出
席
率
は
、
延
出
席
時
間
を
延
教
習
時
間
で
除
し
て
算
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
算
式(

延
教
習
時
間

×

１
０
０
）
を
明
記
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

技
能
者
共
同
養
成
体
構
成
事
業
主
及
び
そ
の
事
業
場
の
項
に
は
、
構
成
事
業
場
の
名
称
、

23
所
在
地
、
事
業
主
氏
名
、
事
業
の
内
容
、
労
働
者
総
数
、
技
能
者
養
成
認
可
年
月
日
、
技

能
種
目
別
の
習
得
者
数
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
団
体
よ
り
の
援
助
状
況
の
項
に
は
、
各
年
度
別
に
過
去
に
於

24
け
る
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
補
助
金
の
交
付
、
建
物
又
は
設
備
の
提

供
、
人
的
物
的
援
助
に
つ
き
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

前
事
業
年
度
に
お
け
る
経
理
状
況
の
項
に
は
、
五
経
費
の
様
式
に
準
じ
そ
の
予
算
並
び

25
に
決
算
額
に
つ
い
て
詳
細
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
計
画
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
具
備
す
る
書
類
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
書
類
の

26
添
付
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
共
同
養
成
体
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
国
の
会
計
年
度
と
一
致
せ
し
め
る
よ

う
指
導
す
る
こ
と
。

三
、
昭
和
二
十
八
年
度
分
の
申
請
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
労
働
省
告

示
第
二
十
一
号
（
昭
和
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
付
官
報
登
載
）
を
も
っ
て
昭
和
二
十
八

年
十
一
月
三
十
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
四
条
関
係

補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
必
要
あ
る
場
合
そ
の

都
度
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
条
関
係

補
助
金
交
付
に
関
す
る
通
知
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
八
条
関
係

収
支
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
の
収
支
に
関
す
る
帳
簿
を
一
般
経
理
に
関
す
る
帳
簿
と

別
個
に
作
成
せ
し
め
る
趣
旨
で
は
な
く
、
補
助
金
の
使
途
が
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
な
帳
簿
を

作
成
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
九
条
関
係

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
変
更
し
た
部
分
に
つ
き
様
式
第
二
号
に
準
じ
て
作
成
提
出
せ

し
め
る
こ
と
。

第
十
一
条
関
係

一
、
労
働
基
準
監
督
署
長
が
「
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
」
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
内
容
を
充
分
審
査
の
上
、
意
見
を
付
し
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
進
達
す
る
こ
と
。

二
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
項
の
書
類
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
審
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査
の
上
、
意
見
を
付
し
て
労
働
大
臣
に
進
達
す
る
こ
と
。

三
、
特
に
申
請
書
の
進
達
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
労
働
行
政
上
必
要
あ
る
場

合
に
お
い
て
共
同
養
成
体
の
行
う
養
成
計
画
に
関
す
る
当
該
都
道
府
県
労
働
主
務
部
長
の

意
見
を
徴
す
る
と
と
も
に
計
画
実
施
に
つ
い
て
の
協
力
を
求
め
、
労
働
主
務
部
長
と
し
て

の
意
見
が
あ
れ
ば
そ
の
意
見
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
。

四
、
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
う
ち
、
副
本
一
通
を
労
働
基
準
監
督
署
長
、
他
の
副
本

一
通
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
そ
れ
ぞ
れ
保
管
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
関
係

一
、
補
助
金
の
経
理
に
関
す
る
監
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
能
者
共
同
養
成
体
の
全
般
的
事

業
内
容
と
照
合
し
つ
ヽ
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
監
査
の
実
施
は
、
当
該
会
計
年
度
内
に
適
宜
こ
れ
を
行
い
、
当
該
会
計
年
度
の
中
間
及

び
終
了
直
前
に
は
必
ず
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
「
そ
の
他
の
関
係
職
員
」
と
は
、
中
央
技
能
者
養
成
指
導
官
、
地
方
技
能
者
養
成
指
導

官
そ
の
他
労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
員
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
三
条
関
係

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
本
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
あ
り
と
認
め
る
場

合
に
は
、
意
見
を
付
し
て
遅
滞
な
く
労
働
大
臣
宛
報
告
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
関
係

本
条
第
二
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
「
代
表
者
た
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
」
は
、
労
働

基
準
監
督
署
長
の
証
明
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
二
月
二
二
日

〔
五
─
三
─
四
一
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
九
一

号
）

技技
能能
者者
養養
成成
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第
四四
十十
四四
条条
にに
定定
めめ
るる
特特
殊殊
技技
能能

者者
のの
免免
許許
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
汽
か
ん
工
、
起
重
機
運
転
工
及
び
ガ
ス
溶
接
工
の
技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
し
て
は
、
左

記
に
よ
り
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
十
四
条
、
第
三
百
七
十
二
条
及
び
第
四
百
条
但
書
の
規
定
に

基
き
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
し
て
、
汽
か
ん
工
に
つ
い
て
は
二
級
汽
罐
士
、
起
重
機
運
転
工

に
つ
い
て
は
起
重
機
運
転
士
、
ガ
ス
溶
接
工
に
つ
い
て
は
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
右
了
知
の
上
万
遣
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一

技
能
者
養
成
規
程
第
十
四
条
に
定
め
る
最
終
技
能
検
定
に
つ
い
て
は
、
別
添
検
定
の
基
準
を
勘

案
し
て
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

二

右
検
定
に
あ
た
っ
て
は
、
検
定
の
課
題
、
合
格
基
準
、
採
点
方
法
及
び
合
格
者
の
決
定
等
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
安
全
及
び
技
能
主
務
課
並
び
に
当
該
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場

の
検
定
責
任
者
が
、
予
め
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

三

右
検
定
の
公
正
を
期
す
る
た
め
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
又
は
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
が
立
合
う
こ
と
。

四

二
級
汽
罐
士
、
起
重
機
晦
運
転
士
及
び
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
は
、
当
該
技
能
の
こ
の
検

定
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
不
合
格
者
に
し
て
右
の
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
改
め
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
実
施
す
る
当
該
特
殊
技
能
者
試
験
を
受
験
せ
し

め
る
こ
と
。

五

免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
る
様
式
第
三
十
七
号
に
よ
る
試
験

申
請
書
に
技
能
者
養
成
規
程
第
二
十
二
条
第
三
項
に
よ
る
当
該
技
能
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書

及
び
最
終
技
能
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
せ
し
め
る
こ
と
。

別
添
「
検
定
基
準
」（
略
）

『
通
達
』

昭
和
二
九
年
六
月
二
九
日

〔
五
─
三
─
四
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三
五

五
号
）

労労
働働
基基
準準
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令
、、
女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則
、、
技技

能能
者者
養養
成成
規規
程程
等等
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
、

女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
三
号
）
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭

和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
技
能
者

養
成
指
導
員
免
許
証
の
公
布
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
手
数
料
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
五
号
）
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
九
年
労

働
省
告
示
第
二
十
一
号
）
、
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
（
昭
和
二
十

九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
二
号
）
と
と
も
に
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
化
と
法
令
の
体
系
の
整
備
と
の
見
地
か
ら
．
労
働
基
準

法
に
基
く
諸
規
則
に
つ
い
て
、
法
律
に
根
拠
が
薄
弱
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
廃
止
、
許
可
、
認
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査
の
上
、
意
見
を
付
し
て
労
働
大
臣
に
進
達
す
る
こ
と
。

三
、
特
に
申
請
書
の
進
達
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
に
お
け
る
労
働
行
政
上
必
要
あ
る
場

合
に
お
い
て
共
同
養
成
体
の
行
う
養
成
計
画
に
関
す
る
当
該
都
道
府
県
労
働
主
務
部
長
の

意
見
を
徴
す
る
と
と
も
に
計
画
実
施
に
つ
い
て
の
協
力
を
求
め
、
労
働
主
務
部
長
と
し
て

の
意
見
が
あ
れ
ば
そ
の
意
見
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
。

四
、
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
の
う
ち
、
副
本
一
通
を
労
働
基
準
監
督
署
長
、
他
の
副
本

一
通
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
そ
れ
ぞ
れ
保
管
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
関
係

一
、
補
助
金
の
経
理
に
関
す
る
監
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
能
者
共
同
養
成
体
の
全
般
的
事

業
内
容
と
照
合
し
つ
ヽ
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
監
査
の
実
施
は
、
当
該
会
計
年
度
内
に
適
宜
こ
れ
を
行
い
、
当
該
会
計
年
度
の
中
間
及

び
終
了
直
前
に
は
必
ず
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
「
そ
の
他
の
関
係
職
員
」
と
は
、
中
央
技
能
者
養
成
指
導
官
、
地
方
技
能
者
養
成
指
導

官
そ
の
他
労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
員
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
三
条
関
係

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
本
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
あ
り
と
認
め
る
場

合
に
は
、
意
見
を
付
し
て
遅
滞
な
く
労
働
大
臣
宛
報
告
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
関
係

本
条
第
二
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
「
代
表
者
た
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
」
は
、
労
働

基
準
監
督
署
長
の
証
明
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

『
神
綴
り
』

昭
和
二
九
年
二
月
二
二
日

〔
五
─
三
─
四
一
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
九
一

号
）

技技
能能
者者
養養
成成
修修
了了
者者
にに
対対
すす
るる
労労
働働
安安
全全
衛衛
生生
規規
則則
第第
四四
十十
四四
条条
にに
定定
めめ
るる
特特
殊殊
技技
能能

者者
のの
免免
許許
にに
つつ
いい
てて

今
般
、
汽
か
ん
工
、
起
重
機
運
転
工
及
び
ガ
ス
溶
接
工
の
技
能
者
養
成
修
了
者
に
対
し
て
は
、
左

記
に
よ
り
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
百
十
四
条
、
第
三
百
七
十
二
条
及
び
第
四
百
条
但
書
の
規
定
に

基
き
当
該
試
験
科
目
の
全
部
を
免
除
し
て
、
汽
か
ん
工
に
つ
い
て
は
二
級
汽
罐
士
、
起
重
機
運
転
工

に
つ
い
て
は
起
重
機
運
転
士
、
ガ
ス
溶
接
工
に
つ
い
て
は
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
右
了
知
の
上
万
遣
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記記

一

技
能
者
養
成
規
程
第
十
四
条
に
定
め
る
最
終
技
能
検
定
に
つ
い
て
は
、
別
添
検
定
の
基
準
を
勘

案
し
て
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

二

右
検
定
に
あ
た
っ
て
は
、
検
定
の
課
題
、
合
格
基
準
、
採
点
方
法
及
び
合
格
者
の
決
定
等
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
安
全
及
び
技
能
主
務
課
並
び
に
当
該
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場

の
検
定
責
任
者
が
、
予
め
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

三

右
検
定
の
公
正
を
期
す
る
た
め
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
又
は
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
が
立
合
う
こ
と
。

四

二
級
汽
罐
士
、
起
重
機
晦
運
転
士
及
び
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
士
の
免
許
は
、
当
該
技
能
の
こ
の
検

定
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
不
合
格
者
に
し
て
右
の
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
改
め
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
実
施
す
る
当
該
特
殊
技
能
者
試
験
を
受
験
せ
し

め
る
こ
と
。

五

免
許
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
定
め
る
様
式
第
三
十
七
号
に
よ
る
試
験

申
請
書
に
技
能
者
養
成
規
程
第
二
十
二
条
第
三
項
に
よ
る
当
該
技
能
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書

及
び
最
終
技
能
検
定
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
せ
し
め
る
こ
と
。

別
添
「
検
定
基
準
」（
略
）

『
通
達
』

昭
和
二
九
年
六
月
二
九
日

〔
五
─
三
─
四
二
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
（
基
発
第
三
五

五
号
）

労労
働働
基基
準準
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令
、、
女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則
、、
技技

能能
者者
養養
成成
規規
程程
等等
のの
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
、

女
子
年
少
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
三
号
）
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭

和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
は
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
技
能
者

養
成
指
導
員
免
許
証
の
公
布
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
手
数
料
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
五
号
）
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
九
年
労

働
省
告
示
第
二
十
一
号
）
、
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
（
昭
和
二
十

九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
二
号
）
と
と
も
に
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
行
政
事
務
の
簡
素
化
と
法
令
の
体
系
の
整
備
と
の
見
地
か
ら
．
労
働
基
準

法
に
基
く
諸
規
則
に
つ
い
て
、
法
律
に
根
拠
が
薄
弱
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
廃
止
、
許
可
、
認
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可
、
届
出
、
報
告
等
の
手
続
の
簡
素
化
．
現
下
の
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
実
情
、
特
に
中
小
企

業
に
過
重
な
負
担
を
お
わ
せ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
の
改
正
、
啓
蒙
的
な
規
定
の
廃
止
等

を
中
心
と
し
て
全
面
的
に
再
検
討
を
加
え
、
か
つ
、
改
正
に
当
っ
て
は
、
労
働
条
件
の
国
際
的

水
準
を
下
廻
ら
な
い
こ
と
及
び
労
働
者
の
身
体
生
命
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
安
全
衛

生
に
関
す
る
基
準
を
定
め
た
規
定
は
改
正
し
な
い
こ
と
を
基
本
的
方
針
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
法
の
精
神
と
こ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
労
働
条
件
の
基
準
は
、
こ
の

改
正
に
よ
っ
て
毫
も
変
改
を
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
労
働
者
の
実
質
的
労

働
条
件
の
低
下
を
き
た
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

労
働
基
準
法
及
び
改
正
三
規
則
の
運
営
に
当
っ
て
は
、
右
に
述
べ
た
今
回
の
改
正
の
趣
旨
を

充
分
に
理
解
し
、
部
内
は
勿
論
、
労
使
一
般
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
次
の
諸
点
に
留
意

し
て
、
労
働
基
準
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

記記

第
一

労
働
基
準
法
施
行
規
則
関
係
（
編
注
：
中
略
）

第
二

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
関
係
（
編
注
：
中
略
）

第
三

技
能
者
養
成
関
係

一
、
第
二
条
関
係

㈠

使
用
者
が
技
能
者
養
成
の
一
部
又
は
全
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
実
施
す
る
こ
と
は
、

禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
共
同
養
成
は
従
来
の
と
お
り
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

㈡

技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
た
る
使
用
者
が
指
導
員

免
許
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
申
請
者
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
で
な
い
場

合
に
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
が
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
こ
と
。

二
、
第
四
条
関
係

㈠

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
は
廃
止
さ
れ
、
別
表
第
二
と
し
て
技
能
者
養
成
規

程
中
に
挿
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
の
中
改
正
さ
れ
た
の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
こ
と
。

１
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
経
験
年
数
を
「
そ
の
修

了
時
に
勤
務
す
る
事
業
場
」
に
お
け
る
も
の
に
限
っ
て
い
た
従
来
の
制
限
を
と
る
一
方
、

必
要
経
験
年
数
三
年
を
四
年
に
延
長
し
た
こ
と
。
（
第
四
号
）

２
、
短
期
大
学
卒
業
者
に
指
導
員
資
格
を
認
め
た
こ
と
。
（
第
八
号
）

３
、
旧
制
大
学
及
び
旧
制
専
門
学
校
卒
業
者
と
新
制
大
学
卒
業
者
の
必
要
経
験
年
数
を
同

一
に
し
た
こ
と
。
（
第
九
号
）

４
、
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
労
働
大
臣
が
指
導
す
る
施
設
の
指
導
員
に
指
導
員
資
格

を
認
め
た
こ
と
。

５
、
認
定
基
準
第
十
号
を
削
除
し
た
こ
と
。

㈡

別
表
第
二
該
当
者
に
対
す
る
指
導
員
免
許
の
附
与
に
当
っ
て
は
、
単
に
履
歴
書
の
み
に

よ
る
こ
と
な
く
、
卒
業
証
明
書
そ
の
他
の
証
明
資
料
に
よ
っ
て
、
該
当
の
有
無
を
審
査
す

る
こ
と
。

㈢

別
表
第
二
に
定
め
る
「
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
」
の
具
体
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
別

途
通
牒
す
る
こ
と
。

㈣

新
規
程
施
行
の
際
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
申
請
し
て
い
る
者
は
、
あ
ら
た
め
て
新

規
程
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
が
、
（
附
則
第
六
項
）
そ
の
者
に
対
す
る

免
許
は
、
別
表
第
二
各
号
を
適
用
し
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
技
能
者
養

成
指
導
員
認
定
基
準
第
四
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
者
の
申
請
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

な
お
認
定
基
準
第
四
号
又
は
第
十
号
を
適
用
し
て
免
許
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附

則
第
七
項
）

三
、
第
五
条
関
係

㈠

第
一
号
乃
至
第
三
号
該
当
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
指
導
員
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き

履
歴
書
そ
の
他
の
書
類
に
そ
の
旨
を
記
載
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て
そ
の
記
載

内
容
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
。

㈡

第
四
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
破
廉
恥
罪
に
該
当
す
る
行
為
、
労
働
基
準
法
の
重
大
な

違
反
又
は
児
童
福
祉
法
に
違
反
す
る
虐
待
行
為
を
し
た
者
、
屡
々
暴
行
、
脅
迫
、
監
禁
又

は
卑
わ
い
行
為
を
行
う
者
、
賭
博
常
習
者
、
盗
癖
の
あ
る
者
等
、
そ
の
者
の
具
体
的
状
況

を
把
握
し
、
客
観
的
基
礎
の
下
に
判
断
し
て
行
う
も
の
と
し
、
本
号
を
適
用
し
た
場
合
に

は
、
事
後
に
本
省
に
報
告
す
る
こ
と
。

㈢

第
四
号
該
当
者
は
、
指
導
員
検
定
の
資
格
者
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
（
第
十
二

条
第
一
号
）
検
定
合
格
者
で
あ
っ
て
も
本
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
免
許
を
与
え

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
。

四
、
第
六
条
関
係

㈠

申
請
書
を
堤
出
す
べ
き
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
本
人
の
勤
務
す
る
事
業
場
の
所

在
地
（
勤
務
す
る
事
業
場
の
な
い
場
合
に
は
本
人
の
住
所
地
）
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局

長
で
あ
る
こ
と
。

㈡

但
書
の
規
定
は
、
検
定
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
免
許
申
請
書
を
提
出
す
る

こ
と
を
要
せ
ず
、
検
定
申
請
書
の
堤
出
を
も
つ
て
指
導
員
免
許
申
請
書
の
提
出
に
か
え
る
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こ
と
が
で
き
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

な
お
検
定
合
格
者
は
、
免
許
手
教
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
、
第
八
条
関
係

㈠

第
二
項
第
一
号
は
、
履
歴
詐
称
指
導
員
検
定
に
つ
い
て
の
不
行
為
等
の
不
正
の
事
実
に

基
い
て
免
許
を
与
え
ら
れ
た
場
合
を
い
い
、
第
二
号
は
免
許
証
を
不
正
の
目
的
を
も
っ
て

自
ら
使
用
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
他
人
に
貸
与
し
た
場
合
を
も

含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

免
許
の
取
消
し
の
処
分
を
す
る
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
本
人
の
勤
務
す
る
事
業

場
の
所
在
地
（
勤
務
す
る
事
業
場
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
の
住
所
）
の
都
道
府

県
労
働
基
準
局
長
で
あ
る
が
、
取
消
の
処
分
を
し
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
免
許
を

与
え
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
取
り
消
し
の
処
分
に

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
返
還
さ
れ
た
免
許
証
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
免
許
を
与
え

た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
通
知
す
る
こ
と
。

六
、
第
十
｜
条
第
十
三
条
関
係

指
導
員
検
定
の
学
科
、
実
技
の
免
除
基
準
そ
の
他
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定
す

る
指
導
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。
（
免
除

基
準
の
巾
を
若
干
拡
げ
る
外
は
、
概
ね
従
来
と
同
様
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
）

七
、
第
十
四
条
関
係

新
た
に
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
告
示
第
三
一
号
）
が
定
め
ら
れ
た
が
、

次
の
二
点
の
外
は
、
字
句
的
な
修
正
で
あ
る
こ
と
。

⒈

圧
延
伸
張
工
の
基
本
の
実
習
と
し
て
安
全
作
業
法
が
か
え
ら
れ
た
こ
と
。

マ
マ

⒉

製
パ
ン
工
の
実
技
の
教
習
時
間
が
第
一
教
習
年
度
一
一
二
〇
時
間
、
第
二
教
習
年
度
一

〇
八
五
時
間
、
第
三
教
習
年
度
一
一
五
五
時
間
と
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
た
こ
と
。
教
習
事

項
の
基
準
の
運
営
方
針
に
つ
い
て
は
概
ね
従
来
の
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

八
、
第
十
五
条
関
係

㈠

第
二
項
は
、
今
回
の
改
正
の
主
要
点
で
あ
る
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の

行
う
職
業
補
導
と
の
連
携
を
図
る
為
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
補
導

と
技
能
者
養
成
と
は
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
相
違
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
同
じ
く
職
業
訓
練

制
度
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
又
、
同
じ
労
働
省
の
所
管
す
る
も
の
で
も

あ
る
の
で
職
業
訓
練
制
度
の
体
系
化
の
趣
旨
に
沿
い
必
要
な
範
囲
で
、
両
制
度
の
連
携
を

図
る
途
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練

を
受
け
た
者
を
技
能
養
成
工
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
そ
の
者
が
受
け
た
職
業
訓
練
課
程

の
範
囲
内
で
そ
れ
に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
、
様
式
第
五
号
に

よ
り
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
技
能
者
養
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
趣
旨

で
あ
る
が
認
可
基
準
其
の
他
実
施
上
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

㈡

第
二
項
の
適
用
を
受
け
得
る
者
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了
生
そ
の
他
指
定
施
設
に

お
け
る
職
業
訓
練
の
全
課
程
を
終
了
し
た
者
で
あ
り
、
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
に
は
適

用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

旧
規
程
第
十
五
条
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
下
廻
ら
な
い
範
囲
内
で
の
一
部
変
更
で
あ

れ
ば
、
特
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
教
習
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
教
習
事
項

の
基
準
を
下
廻
る
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
に
そ
の
必
要
は
少
く
又
実
益
も
少
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
、
第
十
七
条
関
係

㈠

技
能
養
成
工
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
の
証
明
書
の
交
付
は
、
本
人
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
三
項
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
証
明
は
、
従
来
通
り
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十
、
第
十
八
条
関
係

教
習
事
項
の
一
部
除
外
を
受
け
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
の
修
了
生
の
労
働
契

約
の
期
間
は
、
除
外
す
る
教
習
事
項
の
範
囲
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
職
業
訓
練

を
受
け
た
期
間
を
養
成
期
間
か
ら
控
除
し
た
期
間
の
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
、
第
十
九
条
関
係

㈠

旧
規
程
に
於
て
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
で
技
能
習
得
者
の
養
成
期
間

を
定
め
、
そ
の
養
成
期
間
に
つ
い
て
労
働
契
約
の
期
間
を
定
め
る
べ
き
も
の
と
し
、
こ
の

契
約
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
先
づ
一
且
定
め
ら
れ
た
養
成
期
間
を
一
年
の
範
囲
内
で

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
延
長
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
労
働
契
約
の
期

間
が
延
長
さ
れ
る
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
た
が
別
表
第
一
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
養

成
期
間
を
超
え
て
こ
の
契
約
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
於
て
の
み
、
本
条
の
認
可
を
受
く

べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
。

な
お
、
養
成
期
間
内
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

変
更
せ
ん
と
す
る
契
約
期
間
に
つ
い
て
法
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
直
す
こ
と
に

よ
つ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

本
条
の
認
可
は
、
本
人
の
災
害
疾
病
等
に
よ
る
長
期
の
欠
勤
、
事
業
場
の
資
材
入
手
難
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こ
と
が
で
き
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
。

な
お
検
定
合
格
者
は
、
免
許
手
教
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
、
第
八
条
関
係

㈠

第
二
項
第
一
号
は
、
履
歴
詐
称
指
導
員
検
定
に
つ
い
て
の
不
行
為
等
の
不
正
の
事
実
に

基
い
て
免
許
を
与
え
ら
れ
た
場
合
を
い
い
、
第
二
号
は
免
許
証
を
不
正
の
目
的
を
も
っ
て

自
ら
使
用
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
他
人
に
貸
与
し
た
場
合
を
も

含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

免
許
の
取
消
し
の
処
分
を
す
る
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
本
人
の
勤
務
す
る
事
業

場
の
所
在
地
（
勤
務
す
る
事
業
場
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
の
住
所
）
の
都
道
府

県
労
働
基
準
局
長
で
あ
る
が
、
取
消
の
処
分
を
し
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
免
許
を

与
え
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
と
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
取
り
消
し
の
処
分
に

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
返
還
さ
れ
た
免
許
証
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
免
許
を
与
え

た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
通
知
す
る
こ
と
。

六
、
第
十
｜
条
第
十
三
条
関
係

指
導
員
検
定
の
学
科
、
実
技
の
免
除
基
準
そ
の
他
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定
す

る
指
導
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。
（
免
除

基
準
の
巾
を
若
干
拡
げ
る
外
は
、
概
ね
従
来
と
同
様
と
す
る
予
定
で
あ
る
。
）

七
、
第
十
四
条
関
係

新
た
に
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
九
年
労
働
省
告
示
第
三
一
号
）
が
定
め
ら
れ
た
が
、

次
の
二
点
の
外
は
、
字
句
的
な
修
正
で
あ
る
こ
と
。

⒈

圧
延
伸
張
工
の
基
本
の
実
習
と
し
て
安
全
作
業
法
が
か
え
ら
れ
た
こ
と
。

マ
マ

⒉

製
パ
ン
工
の
実
技
の
教
習
時
間
が
第
一
教
習
年
度
一
一
二
〇
時
間
、
第
二
教
習
年
度
一

〇
八
五
時
間
、
第
三
教
習
年
度
一
一
五
五
時
間
と
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
た
こ
と
。
教
習
事

項
の
基
準
の
運
営
方
針
に
つ
い
て
は
概
ね
従
来
の
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

八
、
第
十
五
条
関
係

㈠

第
二
項
は
、
今
回
の
改
正
の
主
要
点
で
あ
る
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の

行
う
職
業
補
導
と
の
連
携
を
図
る
為
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
補
導

と
技
能
者
養
成
と
は
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
相
違
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
同
じ
く
職
業
訓
練

制
度
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
又
、
同
じ
労
働
省
の
所
管
す
る
も
の
で
も

あ
る
の
で
職
業
訓
練
制
度
の
体
系
化
の
趣
旨
に
沿
い
必
要
な
範
囲
で
、
両
制
度
の
連
携
を

図
る
途
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練

を
受
け
た
者
を
技
能
養
成
工
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
そ
の
者
が
受
け
た
職
業
訓
練
課
程

の
範
囲
内
で
そ
れ
に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
、
様
式
第
五
号
に

よ
り
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
技
能
者
養
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
趣
旨

で
あ
る
が
認
可
基
準
其
の
他
実
施
上
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
牒
に
よ
る
こ
と
。

㈡

第
二
項
の
適
用
を
受
け
得
る
者
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了
生
そ
の
他
指
定
施
設
に

お
け
る
職
業
訓
練
の
全
課
程
を
終
了
し
た
者
で
あ
り
、
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
に
は
適

用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

旧
規
程
第
十
五
条
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
下
廻
ら
な
い
範
囲
内
で
の
一
部
変
更
で
あ

れ
ば
、
特
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
教
習
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
教
習
事
項

の
基
準
を
下
廻
る
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
に
そ
の
必
要
は
少
く
又
実
益
も
少
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
、
第
十
七
条
関
係

㈠

技
能
養
成
工
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
の
証
明
書
の
交
付
は
、
本
人
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

第
三
項
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
証
明
は
、
従
来
通
り
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十
、
第
十
八
条
関
係

教
習
事
項
の
一
部
除
外
を
受
け
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
施
設
の
修
了
生
の
労
働
契

約
の
期
間
は
、
除
外
す
る
教
習
事
項
の
範
囲
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
職
業
訓
練

を
受
け
た
期
間
を
養
成
期
間
か
ら
控
除
し
た
期
間
の
範
囲
内
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
、
第
十
九
条
関
係

㈠

旧
規
程
に
於
て
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
で
技
能
習
得
者
の
養
成
期
間

を
定
め
、
そ
の
養
成
期
間
に
つ
い
て
労
働
契
約
の
期
間
を
定
め
る
べ
き
も
の
と
し
、
こ
の

契
約
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
先
づ
一
且
定
め
ら
れ
た
養
成
期
間
を
一
年
の
範
囲
内
で

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
延
長
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
労
働
契
約
の
期

間
が
延
長
さ
れ
る
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い
た
が
別
表
第
一
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
養

成
期
間
を
超
え
て
こ
の
契
約
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
於
て
の
み
、
本
条
の
認
可
を
受
く

べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
。

な
お
、
養
成
期
間
内
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り

変
更
せ
ん
と
す
る
契
約
期
間
に
つ
い
て
法
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
直
す
こ
と
に

よ
つ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

本
条
の
認
可
は
、
本
人
の
災
害
疾
病
等
に
よ
る
長
期
の
欠
勤
、
事
業
場
の
資
材
入
手
難
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に
よ
る
休
業
等
技
能
養
成
工
自
身
又
は
事
業
場
の
諸
事
情
に
起
因
す
る
相
当
の
事
由
に
よ

り
養
成
期
間
内
に
所
定
の
教
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
み
て
困
難
と
認
め
ら
れ
る

に
至
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

第
二
項
の
「
当
該
期
間
」
と
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
に
つ

い
て
は
「
養
成
期
間
か
ら
習
得
期
間
を
控
除
し
た
期
間
」
同
条
同
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

技
能
養
成
工
に
つ
い
て
は
「
養
成
期
間
か
ら
訓
練
期
間
を
控
除
し
た
期
間
］
を
い
う
も
の

で
あ
る
こ
と
。

十
二
、
第
二
十
粂
関
係

㈠

旧
規
定
を
改
正
し
た
の
は
、
旧
規
定
に
よ
れ
ば
、
満
十
八
才
に
達
す
る
時
期
が
個
々
人

に
よ
っ
て
異
り
、
養
成
実
施
上
支
障
を
来
す
場
合
が
多
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
最

終
教
習
年
度
に
属
す
る
所
定
の
教
習
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
請
負
制
を
認
め
た
の
は
、
こ

の
時
期
に
は
、
体
力
の
面
か
ら
み
て
も
．
技
能
の
面
か
ら
み
て
も
、
請
負
制
の
採
用
に
よ

っ
て
養
成
効
果
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
、
本
来
本
文
の
趣
旨
は
、
従
来
の
趣
旨
と
同
様
で
あ
る
こ
と
。

㈡

「
最
終
の
教
習
年
度
に
属
す
る
所
定
の
教
習
を
行
う
期
間
」
と
は
、
当
該
事
業
場
に
お

い
て
定
め
た
教
習
事
項
中
、
最
終
教
習
年
度
に
教
習
す
べ
き
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
教

習
科
日
に
つ
い
て
教
習
を
行
う
期
間
の
意
味
で
あ
り
、
「
最
終
教
習
年
度
」
と
は
、
養
成

期
間
三
年
の
養
成
職
種
に
つ
い
て
は
、
第
三
教
習
年
度
、
養
成
期
間
四
年
の
養
成
職
種
に

つ
い
て
は
第
四
教
習
年
度
を
い
い
、
こ
れ
は
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
教
習
事
項
を
定
め
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
。

十
三
、
第
二
十
二
条
関
係

技
能
養
成
工
の
教
習
時
間
は
、
す
べ
て
労
働
基
準
法
に
い
う
労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
技
能
養
成
工
が
共
同
養
成
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
事
業
場
外
の

教
習
を
受
け
る
場
所
へ
往
復
す
る
に
要
す
る
時
間
も
労
働
時
間
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
従
来

通
り
で
あ
る
こ
と
。

十
四
、
第
二
十
三
条
関
係

別
表
第
三
に
つ
い
て
は
、
形
式
を
多
少
変
更
し
、
従
来
の
「
就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業

務
（
根
拠
規
定
）
」
の
欄
を
廃
止
し
、
「
同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の

方
法
の
基
準
」
を
「
防
護
方
法
」
に
、
「
同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き

る
」
を
「
就
業
可
能
業
務
」
に
改
め
た
外
は
、
内
容
、
趣
旨
と
も
従
来
と
全
く
同
じ
で
あ
る

こ
と
。

十
五
、
第
二
十
四
条
関
係

本
条
但
書
の
趣
旨
は
、
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
場
合
は
、
改
め

て
本
条
本
文
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

十
六
、
第
二
十
五
条
関
係

雇
入
れ
と
同
時
に
技
能
養
成
工
の
職
種
を
決
定
し
難
い
場
合
に
は
、
予
定
職
種
を
記
載
す

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
職
種
決
定
後
に
は
、
速
か
に
決
定
職
種
を
届
出
せ
し
め
る
よ
う
に
指

導
す
る
こ
と
。

十
七
、
附
則
第
十
四
項
関
係

㈠

昭
和
二
十
六
年
労
働
省
令
第
八
号
を
も
っ
て
養
成
職
種
が
百
二
十
職
種
に
追
加
拡
張
さ

れ
た
際
に
指
定
職
種
か
ら
除
外
さ
れ
、
或
い
は
技
能
概
要
が
変
更
さ
れ
た
職
種
の
技
能
者

養
成
に
つ
き
、
同
省
令
改
正
の
際
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
い
入
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

同
省
令
附
則
第
二
項
に
よ
り
従
前
の
規
定
に
よ
り
養
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
技
能
習
得
者
の
技
能
、
養
成
期
間
、
教
習
方
法
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
尚
そ
の
養
成
が
終
了
す
る
迄
従
来
の
規
定
に
よ
っ
て
技
能
者
養
成
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

本
項
に
該
当
す
る
職
種
は
、
金
属
彫
刻
工
、
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工
、
グ
ラ
ヴ
ィ
ル
工
、
漆

素
地
師
、
漆
塗
師
、
漆
加
飾
師
、
竹
籘
細
工
職
、
織
物
工
、
鍛
工
、
精
密
機
械
工
、
理
科

学
機
城
工
、
通
信
機
組
立
工
、
自
動
車
組
立
工
、
自
動
車
修
理
工
、
精
密
印
刷
工
、
電
気

工
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
に
留
意
し
、
当
該

技
能
者
養
成
が
支
障
な
く
終
了
し
得
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

十
八
、
削
除
規
定
関
係

㈠

養
成
契
約
に
関
す
る
規
定
は
、
今
回
の
改
正
で
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
養
成
契
約
を

書
面
に
よ
り
作
成
し
こ
れ
に
、
旧
規
程
第
三
条
各
号
に
規
定
さ
れ
た
事
項
を
記
載
せ
し
め

る
こ
と
は
、
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
で
き
得
れ
ば
書
面
に
よ
る
労
同
契
約
を
締
結

す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

㈡

旧
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
（
賃
金
の
一
部
控
除
）
の
削
除
に
よ
り
技
能
養
成
工
の
賃

金
よ
り
居
住
費
、
賄
費
を
控
除
す
る
為
に
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
但
書
に
定
め
る
書

面
に
よ
る
協
定
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
。

㈢

法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
能
養
成
工
の
証
明
書
の
様
式
は
、
旧
規
程
様
式

第
五
号
と
同
様
の
様
式
に
よ
る
こ
と
。

㈣

技
能
習
得
者
名
簿
の
調
製
及
び
備
付
義
務
旧
規
程
（
第
三
十
一
条
）
は
な
く
な
り
、
法

第
百
七
条
の
労
働
者
名
簿
を
備
付
け
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
が
、
改
正
に
伴
い
新
た
に
労
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働
者
名
簿
を
調
整
す
る
必
要
は
な
く
、
従
来
の
技
能
習
得
者
名
簿
が
そ
の
ま
ま
労
働
者
名

簿
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
参
照
）

『
労
政
』

昭
和
二
九
年
七
月
二
日

〔
五
─
三
─
四
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
三
六
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
教教
習習
指指
導導
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
の
進
展
に
伴
い
養
成
内
容
の
充
実
を
期
す
る
た
め
教
習
指
導
方
法
の
向
上
を
図

る
こ
と
が
最
も
喫
緊
の
要
務
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
に
か
ん
が
み
、
今
般
別
紙
の
通
り
技
能

者
養
成
教
習
指
導
要
領
を
作
成
し
た
か
ら
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
こ
れ
を
十
分
活
用
し
養

成
目
標
の
策
定
、
教
習
内
容
の
整
備
、
教
習
指
導
方
法
の
改
善
等
に
つ
き
、
事
業
場
の
実
情
に

即
し
、
適
切
な
指
導
援
助
を
行
い
、
養
成
の
実
効
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
指
導
の
実
施
に
先
立
ち
、
関
係
職
員
に
対
し
、
本
要
領
の
趣
旨
、
内
容
等
を
十
分
理
解
せ

し
め
、
教
習
指
導
に
関
す
る
知
識
の
涵
養
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
指
導
の
対
象
は
、
本
年
四
月
二
十
二
日
付
基
発
第
二
二
五
号
「
昭
和
二
十
九
年
度
労
働
基

準
行
政
運
営
の
細
部
に
つ
い
て
」
に
基
き
、
差
し
当
り
基
幹
産
業
部
門
に
属
す
る
大
規
模
事

業
場
と
し
、
管
下
養
成
実
施
状
況
に
応
じ
漸
次
他
に
及
ぼ
す
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
指
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
福
祉
行
政
の
本
旨
に
則
り
、
強
制
す
る
が
如
き
感
を
抱
か
し

め
な
い
よ
う
十
分
留
意
し
、
事
業
主
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
に
、
教
習
指
導
方
法
の
重
要

性
を
理
解
せ
し
め
た
上
、
本
要
領
の
諸
方
法
を
採
用
さ
せ
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

四
、
指
導
の
内
容
と
し
て
は
、
作
業
分
析
に
基
く
教
習
計
画
の
樹
立
、
教
習
票
及
び
指
導
票
に

よ
る
教
習
の
励
行
、
教
習
指
導
方
法
に
つ
い
て
の
理
解
の
徹
底
に
重
点
を
お
く
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
教教
習習
指指
導導
要要
領領

一
、
要
領
の
目
的

二
、
養
成
目
標

㈠

養
成
目
標
設
定
の
必
要
性

㈡

養
成
目
標
程
度

三
、
作
業
分
析

㈠

作
業
分
析
の
目
的

㈡

教
習
内
容
の
構
成
要
素

㈢

作
業
分
析
の
方
法

㈣

作
業
分
析
表
の
作
成

四
、
教
習
計
画

㈠

教
習
計
画
の
骨
子

㈡

教
習
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
の
選
定

㈢

教
習
内
容
の
選
択

㈣

教
習
内
容
の
配
列

㈤

教
習
時
間
の
配
分

㈥

年
間
、
月
間
、
週
間
教
習
計
画

㈦

教
習
票
及
び
各
種
指
導
票
の
作
成

五
、
教
習
指
導
方
法

㈠

指
導
上
の
心
得

㈡

教
習
の
準
備

㈢

技
能
養
成
工
の
習
得
準
備

㈣

呈

示

㈤

実

習

㈥

試

験

㈦

指
導
討
論

㈧

質
問
の
仕
方

㈨

教
習
補
助
用
具
の
使
用
法

六
、
習
得
方
法
の
指
導

㈠

習
得
方
法
の
指
導
の
重
要
性

㈡

習
得
方
法
の
指
導
上
の
注
意
事
項

七
、
生
活
指
導

㈠

生
活
指
導
の
意
義

㈡

生
活
指
導
上
の
基
本
的
心
得

㈢

生
活
指
導
の
方
法

一一
、、
要要

領領

のの

目目

的的

こ
の
要
領
は
、
企
業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
教
習
計
画
樹
立
方
法
、
教
習
指
導
方
法
等

に
つ
い
て
指
導
援
助
を
行
う
場
合
の
手
引
と
し
て
、
次
の
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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働
者
名
簿
を
調
整
す
る
必
要
は
な
く
、
従
来
の
技
能
習
得
者
名
簿
が
そ
の
ま
ま
労
働
者
名

簿
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
参
照
）

『
労
政
』

昭
和
二
九
年
七
月
二
日

〔
五
─
三
─
四
三
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
三
六
四
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
教教
習習
指指
導導
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
の
進
展
に
伴
い
養
成
内
容
の
充
実
を
期
す
る
た
め
教
習
指
導
方
法
の
向
上
を
図

る
こ
と
が
最
も
喫
緊
の
要
務
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
に
か
ん
が
み
、
今
般
別
紙
の
通
り
技
能

者
養
成
教
習
指
導
要
領
を
作
成
し
た
か
ら
、
左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
こ
れ
を
十
分
活
用
し
養

成
目
標
の
策
定
、
教
習
内
容
の
整
備
、
教
習
指
導
方
法
の
改
善
等
に
つ
き
、
事
業
場
の
実
情
に

即
し
、
適
切
な
指
導
援
助
を
行
い
、
養
成
の
実
効
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
万
全
を
期
さ
れ
た
い
。

記記

一
、
指
導
の
実
施
に
先
立
ち
、
関
係
職
員
に
対
し
、
本
要
領
の
趣
旨
、
内
容
等
を
十
分
理
解
せ

し
め
、
教
習
指
導
に
関
す
る
知
識
の
涵
養
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
指
導
の
対
象
は
、
本
年
四
月
二
十
二
日
付
基
発
第
二
二
五
号
「
昭
和
二
十
九
年
度
労
働
基

準
行
政
運
営
の
細
部
に
つ
い
て
」
に
基
き
、
差
し
当
り
基
幹
産
業
部
門
に
属
す
る
大
規
模
事

業
場
と
し
、
管
下
養
成
実
施
状
況
に
応
じ
漸
次
他
に
及
ぼ
す
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
指
導
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
福
祉
行
政
の
本
旨
に
則
り
、
強
制
す
る
が
如
き
感
を
抱
か
し

め
な
い
よ
う
十
分
留
意
し
、
事
業
主
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
に
、
教
習
指
導
方
法
の
重
要

性
を
理
解
せ
し
め
た
上
、
本
要
領
の
諸
方
法
を
採
用
さ
せ
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

四
、
指
導
の
内
容
と
し
て
は
、
作
業
分
析
に
基
く
教
習
計
画
の
樹
立
、
教
習
票
及
び
指
導
票
に

よ
る
教
習
の
励
行
、
教
習
指
導
方
法
に
つ
い
て
の
理
解
の
徹
底
に
重
点
を
お
く
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
教教
習習
指指
導導
要要
領領

一
、
要
領
の
目
的

二
、
養
成
目
標

㈠

養
成
目
標
設
定
の
必
要
性

㈡

養
成
目
標
程
度

三
、
作
業
分
析

㈠

作
業
分
析
の
目
的

㈡

教
習
内
容
の
構
成
要
素

㈢

作
業
分
析
の
方
法

㈣

作
業
分
析
表
の
作
成

四
、
教
習
計
画

㈠

教
習
計
画
の
骨
子

㈡

教
習
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
の
選
定

㈢

教
習
内
容
の
選
択

㈣

教
習
内
容
の
配
列

㈤

教
習
時
間
の
配
分

㈥

年
間
、
月
間
、
週
間
教
習
計
画

㈦

教
習
票
及
び
各
種
指
導
票
の
作
成

五
、
教
習
指
導
方
法

㈠

指
導
上
の
心
得

㈡

教
習
の
準
備

㈢

技
能
養
成
工
の
習
得
準
備

㈣

呈

示

㈤

実

習

㈥

試

験

㈦

指
導
討
論

㈧

質
問
の
仕
方

㈨

教
習
補
助
用
具
の
使
用
法

六
、
習
得
方
法
の
指
導

㈠

習
得
方
法
の
指
導
の
重
要
性

㈡

習
得
方
法
の
指
導
上
の
注
意
事
項

七
、
生
活
指
導

㈠

生
活
指
導
の
意
義

㈡

生
活
指
導
上
の
基
本
的
心
得

㈢

生
活
指
導
の
方
法

一一
、、
要要

領領

のの

目目

的的

こ
の
要
領
は
、
企
業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
教
習
計
画
樹
立
方
法
、
教
習
指
導
方
法
等

に
つ
い
て
指
導
援
助
を
行
う
場
合
の
手
引
と
し
て
、
次
の
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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１

技
能
者
養
成
の
目
標
を
定
め
る
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

２

具
体
的
教
習
計
画
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
の
考
え
方
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

３

養
成
の
目
標
を
実
現
す
る
に
最
も
適
し
た
教
習
内
容
の
選
定
方
法
及
び
そ
の
組
織
の
し

方
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

４

一
般
的
教
習
方
法
を
示
し
、
こ
れ
を
基
と
し
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員
が
創
意
工
夫
を

こ
ら
し
、
有
効
な
教
習
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

５

技
能
養
成
工
に
対
す
る
習
得
の
方
法
の
指
導
に
つ
い
て
、
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

６

技
能
養
成
工
の
生
活
を
理
解
補
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
習
得
を
完
遂
せ
し
め
る
よ

う
助
力
す
る
こ
と
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
こ
と
。

二二
、、
養養

成成

目目

標標

㈠

養
成
目
標
設
立
の
必
要
性

⒈

企
業
の
要
求
す
る
多
能
熟
練
工
た
る
に
必
要
な
技
能
、
知
識
、
態
度
を
習
得
さ
せ
る

に
は
、
そ
の
到
達
す
べ
き
具
体
的
目
標
が
た
て
ら
れ
て
こ
そ
、
合
理
的
に
、
こ
れ
を
実

現
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉

養
成
目
標
程
度
は
、
次
の
一
般
的
目
標
を
指
標
と
し
て
定
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

⑴

そ
の
企
業
に
お
い
て
必
要
と
す
る
計
画
設
計
及
び
製
図
の
技
能
、
材
料
の
加
工
及

び
組
立
の
技
能
、
製
品
の
製
造
の
技
能
、
工
具
及
び
機
械
の
使
用
、
調
整
、
修
繕
、

試
験
、
検
査
の
技
能
を
習
得
せ
し
め
る
こ
と
。

⑵

技
能
の
学
理
的
根
拠
を
理
解
せ
し
め
、
技
能
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
習

得
せ
し
め
る
こ
と
。

⑶

合
理
的
、
計
画
的
に
か
つ
正
確
に
活
動
す
る
能
力
を
涵
養
し
、
応
用
力
、
創
造
力

を
伸
ば
し
、
技
能
の
進
歩
向
上
に
寄
与
せ
し
め
得
る
能
力
を
備
え
し
め
る
こ
と
。

⑷

企
業
の
経
済
的
構
造
を
そ
の
社
会
的
意
義
を
理
解
せ
し
め
、
労
働
者
の
立
場
を
自

覚
せ
し
め
る
こ
と
。

⑸

共
同
的
に
責
任
あ
る
行
動
を
す
る
態
度
を
涵
養
す
る
こ
と
。

⒊

養
成
目
標
は
、
次
の
目
的
及
び
作
用
を
果
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⑴

目
指
す
方
向
と
終
局
の
目
的
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

目
標
が
達
成
さ
れ
る
時
期
を
決
定
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

教
習
内
容
を
決
定
す
る
手
引
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷

教
習
指
導
方
法
を
選
定
す
る
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑸

技
能
試
験
の
指
針
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒋

養
成
目
標
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
検
討
の
上
、
こ
れ
を
綜
合
勘
案
し
て
決

定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

企
業
の
現
状

⑵

企
業
の
将
来
の
計
画

⑶

企
業
の
生
産
計
画
と
の
調
和

⑷

同
種
産
業
の
他
の
企
業
に
お
け
る
技
能
程
度

⑸

企
業
が
必
要
と
す
る
技
能
及
び
知
識
の
目
標
程
度

㈡

養
成
目
標
程
度

⒈

養
成
目
標
の
程
度
は
、
技
能
職
種
別
、
教
習
年
度
別
、
実
技
及
び
関
連
学
科
別
に
定

め
し
め
る
こ
と
。

⒉

実
技
の
養
成
目
標
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
目
標
を
構
成
す
る
各
要
素
を
析

出
選
択
し
、
そ
の
要
素
毎
の
養
成
目
標
程
度
が
織
込
ま
れ
る
よ
う
配
慮
せ
し
め
る
こ
と
。

⒊

一
般
的
な
養
成
目
標
構
成
要
素
と
そ
の
各
教
習
年
度
に
お
い
て
到
達
す
べ
き
養
成
目

評
程
度
を
例
示
す
れ
ば
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

一

年

二

年

三

年

㋑
作
業
段
取
り

命
ぜ
ら
れ
た
範
囲
内
で
の
定
型
的
な
作
業
に
つ

普
通
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
上
級
指
導
者
よ
り
作

特
に
困
難
な
特
殊
作
業
に
つ
い
て
の
み
指
導
者
か
ら
技
術
的
に

作
業
手
順

い
て
は
そ
の
都
度
指
示
を
受
け
な
い
が
予
め
順
序

業
前
あ
ら
か
じ
め
大
略
の
指
示
を
受
け
作
業
を
行
い

指
導
を
受
け
つ
ゝ
作
業
を
行
い
普
通
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
は
そ

作
業
方
法

の
定
め
の
な
い
作
業
に
つ
い
て
は
作
業
中
し
ば
し

特
に
稍
高
い
程
度
の
□
習
又
は
稍
多
い
程
度
の
修
習

の
方
法
手
順
等
を
効
果
的
に
計
画
し
実
際
作
業
が
出
来
る
こ
と
。

作
業
速
度

ば
上
級
指
導
者
か
ら
詳
細
な
指
示
及
び
細
部
的
な

又
は
稍
多
い
経
験
を
要
す
る
作
業
に
つ
い
て
は
そ
の

製
品
の
出
来
上
が
り

検
閲
及
び
技
術
的
指
示
を
受
け
る
。

都
度
指
示
を
受
け
つ
ゝ
作
業
出
来
る
こ
と
。

作
業
態
度

㋺
安
全
作
業

自
己
の
担
当
す
る
作
業
に
つ
い
て
の
危
険
性
を

普
通
程
度
の
作
業
に
お
い
て
は
安
全
作
業
法
に
熟

該
当
技
能
に
つ
い
て
安
全
作
業
が
安
全
に
出
来
災
害
事
故
の
防
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認
識
し
基
本
作
業
の
安
全
作
業
が
出
来
る
こ
と
。

達
し
て
お
り
該
当
技
能
全
般
に
お
い
て
通
常
発
生
す

止
突
発
事
故
の
応
急
措
置
が
出
来
該
当
技
能
を
含
む
産
業
全
般
に

る
災
害
に
対
す
る
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

通
常
発
生
す
る
災
害
に
対
し
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

㋩
判
断
力

普
通
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
大
略
の
指
示
を
受
け

や
ゝ
高
い
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
指
導
者
か
ら
大
略
の
指
示
を
受

る
と
そ
の
作
業
方
法
に
対
し
て
正
し
い
判
断
を
下
し

け
本
人
の
存
す
る
知
識
と
経
験
を
基
礎
に
し
て
そ
の
作
業
の
作
業

得
る
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
或
る
程
度
の
判
断
を
下

方
法
、
作
業
手
順
、
製
品
の
不
良
原
因
及
び
そ
の
対
策
に
対
し
て

し
得
る
こ
と
。

判
断
を
速
や
か
に
下
し
得
る
こ
と
。

㋥
識
別
力

自
己
の
担
当
す
る
作
業
に
つ
い
て
は
そ
の
正
誤
優

該
当
技
能
全
般
に
お
い
て
通
常
の
対
象
と
な
る
事
物
に
つ
い
て

劣
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

の
正
誤
優
劣
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

㋭
独
創
力

作
業
上
有
益
な
新
し
い
着
想
創
意
工
夫
を
考
案
す
べ
き
心
が
け

が
あ
る
こ
と
。

㋬
統
率
指
導
力

同
程
度
の
技
能
者
の
た
集
り
に
お
い
て
は
自
然
的
に
そ
の
仲
間

の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
素
養
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

㋣
交
渉
力

仕
事
を
進
め
る
た
め
に
他
人
と
折
衝
し
て
自
己
の
意
図
目
的
を

相
手
方
に
了
承
さ
せ
相
互
の
作
業
連
携
協
力
を
な
し
う
る
こ
と
。

㋠
研
究
心

自
己
の
担
当
す
る
作
業
に
つ
い
て
絶
え
ず
関
心
を

該
当
職
種
全
般
の
作
業
業
務
絶
え
ず
関
心
を
持
ち
こ
れ
を
よ
り

持
ち
特
に
作
業
方
法
に
つ
い
て
優
良
な
製
品
が
作
ら

効
果
的
に
能
率
的
に
行
う
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

れ
る
よ
う
に
研
究
す
る
こ
と
。

㋷
作
業
業
務
に
関
す
る

該
当
技
能
に
関
す
る
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
事
項

該
当
技
能
に
お
け
る
根
幹
と
な
る
部
門
に
つ
い
て

該
当
技
能
に
直
接
関
係
す
る
専
門
的
な
学
理
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

に
関
し
て
基
礎
的
な
知
識
を
な
し
、
担
当
す
る
範

充
分
な
実
際
的
知
識
を
有
し
実
地
作
業
を
行
う
場
合

を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
該
当
技
能
を
含
む
産
業
全
般
に
つ
い
て
の

囲
内
で
限
定
さ
れ
た
程
度
に
応
用
し
う
る
。

そ
の
作
業
を
よ
り
よ
く
理
解
し
う
る
こ
と
。

概
略
の
知
識
を
有
し
自
ら
の
技
能
の
そ
の
産
業
に
お
け
る
立
場
に

つ
い
て
の
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

⒋

関
連
学
科
の
養
成
目
標
は
、
少
く
と
も
教
習
科
目
毎
に
定
め
し
め
る
こ
と
。

⒌

具
体
的
養
成
目
標
を
例
示
す
れ
ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

職
種

鍛
工

学

科

教

習

第

一

年

教

習

第

二

年

教

習

第

三

年

（
機
械
工
学
大
意
）

（
機
械
工
作
法
）

（
機
械
工
作
法
）

⒈
金
属
工
業
の
概
要
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒈
鍛
造
機
械
の
種
類
、
名
称
、
用
途
並
び
に
各
部
の
名
称
、
構
造
、

⒈
鍛
造
作
業
後
の
工
程
の
工
作
法
を
知
り
鍛
造
作
業
が
各
種
工
程
に
及
ぼ

⒉
機
械
の
主
要
部
分
の
要
素
に
つ
い
て
機
構
学
的
知
識

機
能
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

す
影
響
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

を
有
す
る
こ
と

⒉
各
種
加
熱
炉
の
名
称
、
構
造
、
機
能
及
び
使
用
す
る
炉
用
材
、

⒉
鍛
造
品
の
不
良
原
因
と
そ
の
対
策
及
び
検
査
法
に
関
す
る
知
識
を
有
す

⒊
原
動
機
の
種
類
用
途
及
び
鍛
造
の
概
要
に
つ
い
て
の

燃
料
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

る
こ
と

知
識
を
有
す
る
こ
と

⒊
型
鍛
造
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒊
金
型
の
製
作
法
の
が
い
よ
う
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と

⒋
一
般
産
業
機
械
の
名
称
用
途
、
構
造
の
概
要
の
知
識

⒋
鍛
造
温
度
、
仕
上
温
度
の
金
属
材
料
学
的
な
知
識
と
こ
れ
が
製

（
金
属
材
料
）

を
有
す
る
こ
と

品
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒈
表
面
硬
化
法
に
関
す
る
知
識
を
知
識
を
有
す
る
こ
と

（
機
械
工
作
法
）

⒌
材
料
取
り
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒉
非
鉄
合
金
一
般
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
知
っ
て
い
る
こ
と

⒈
金
属
加
工
法
全
般
の
概
要
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
す

（
金
属
材
料
）

⒊
材
料
識
別
法
、
材
料
試
験
法
に
つ
い
て
そ
の
概
要
の
知
識
を
有
す
る
こ

る
こ
と

⒈
金
属
材
料
学
的
用
語
を
理
解
し
て
い
る
こ
と

と

⒉
火
造
基
本
作
業
と
こ
れ
の
用
語
を
理
解
し
て
い
る
こ

⒉
組
成
変
形
に
よ
る
金
属
組
織
の
変
化
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る

⒋
材
料
規
格
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

と

こ
と

（
材
料
力
学
）

⒊
鍛
造
用
工
具
の
名
称
形
状
用
途
及
び
取
扱
に
つ
い
て

⒊
炭
素
の
変
化
に
よ
る
鋼
の
性
質
え
の
影
響
と
、
こ
れ
に
よ
る
熱

計
算
式
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ー
ピ
ン
、
コ
ッ
ク
、
ボ
ル
ト
、
軸
等

の
知
識
を
有
す
る
こ
と

処
理
々
論
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ

と

の
引
張
り
、
剪
断
、
曲
げ
に
対
す
る
基
礎
的
計
算
が
出
来
る
こ
と
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認
識
し
基
本
作
業
の
安
全
作
業
が
出
来
る
こ
と
。

達
し
て
お
り
該
当
技
能
全
般
に
お
い
て
通
常
発
生
す

止
突
発
事
故
の
応
急
措
置
が
出
来
該
当
技
能
を
含
む
産
業
全
般
に

る
災
害
に
対
す
る
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

通
常
発
生
す
る
災
害
に
対
し
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

㋩
判
断
力

普
通
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
大
略
の
指
示
を
受
け

や
ゝ
高
い
程
度
の
作
業
に
つ
い
て
指
導
者
か
ら
大
略
の
指
示
を
受

る
と
そ
の
作
業
方
法
に
対
し
て
正
し
い
判
断
を
下
し

け
本
人
の
存
す
る
知
識
と
経
験
を
基
礎
に
し
て
そ
の
作
業
の
作
業

得
る
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
或
る
程
度
の
判
断
を
下

方
法
、
作
業
手
順
、
製
品
の
不
良
原
因
及
び
そ
の
対
策
に
対
し
て

し
得
る
こ
と
。

判
断
を
速
や
か
に
下
し
得
る
こ
と
。

㋥
識
別
力

自
己
の
担
当
す
る
作
業
に
つ
い
て
は
そ
の
正
誤
優

該
当
技
能
全
般
に
お
い
て
通
常
の
対
象
と
な
る
事
物
に
つ
い
て

劣
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

の
正
誤
優
劣
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

㋭
独
創
力

作
業
上
有
益
な
新
し
い
着
想
創
意
工
夫
を
考
案
す
べ
き
心
が
け

が
あ
る
こ
と
。

㋬
統
率
指
導
力

同
程
度
の
技
能
者
の
た
集
り
に
お
い
て
は
自
然
的
に
そ
の
仲
間

の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
素
養
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

㋣
交
渉
力

仕
事
を
進
め
る
た
め
に
他
人
と
折
衝
し
て
自
己
の
意
図
目
的
を

相
手
方
に
了
承
さ
せ
相
互
の
作
業
連
携
協
力
を
な
し
う
る
こ
と
。

㋠
研
究
心

自
己
の
担
当
す
る
作
業
に
つ
い
て
絶
え
ず
関
心
を

該
当
職
種
全
般
の
作
業
業
務
絶
え
ず
関
心
を
持
ち
こ
れ
を
よ
り

持
ち
特
に
作
業
方
法
に
つ
い
て
優
良
な
製
品
が
作
ら

効
果
的
に
能
率
的
に
行
う
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

れ
る
よ
う
に
研
究
す
る
こ
と
。

㋷
作
業
業
務
に
関
す
る

該
当
技
能
に
関
す
る
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
事
項

該
当
技
能
に
お
け
る
根
幹
と
な
る
部
門
に
つ
い
て

該
当
技
能
に
直
接
関
係
す
る
専
門
的
な
学
理
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

に
関
し
て
基
礎
的
な
知
識
を
な
し
、
担
当
す
る
範

充
分
な
実
際
的
知
識
を
有
し
実
地
作
業
を
行
う
場
合

を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
該
当
技
能
を
含
む
産
業
全
般
に
つ
い
て
の

囲
内
で
限
定
さ
れ
た
程
度
に
応
用
し
う
る
。

そ
の
作
業
を
よ
り
よ
く
理
解
し
う
る
こ
と
。

概
略
の
知
識
を
有
し
自
ら
の
技
能
の
そ
の
産
業
に
お
け
る
立
場
に

つ
い
て
の
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

⒋

関
連
学
科
の
養
成
目
標
は
、
少
く
と
も
教
習
科
目
毎
に
定
め
し
め
る
こ
と
。

⒌

具
体
的
養
成
目
標
を
例
示
す
れ
ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

職
種

鍛
工

学

科

教

習

第

一

年

教

習

第

二

年

教

習

第

三

年

（
機
械
工
学
大
意
）

（
機
械
工
作
法
）

（
機
械
工
作
法
）

⒈
金
属
工
業
の
概
要
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒈
鍛
造
機
械
の
種
類
、
名
称
、
用
途
並
び
に
各
部
の
名
称
、
構
造
、

⒈
鍛
造
作
業
後
の
工
程
の
工
作
法
を
知
り
鍛
造
作
業
が
各
種
工
程
に
及
ぼ

⒉
機
械
の
主
要
部
分
の
要
素
に
つ
い
て
機
構
学
的
知
識

機
能
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

す
影
響
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

を
有
す
る
こ
と

⒉
各
種
加
熱
炉
の
名
称
、
構
造
、
機
能
及
び
使
用
す
る
炉
用
材
、

⒉
鍛
造
品
の
不
良
原
因
と
そ
の
対
策
及
び
検
査
法
に
関
す
る
知
識
を
有
す

⒊
原
動
機
の
種
類
用
途
及
び
鍛
造
の
概
要
に
つ
い
て
の

燃
料
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

る
こ
と

知
識
を
有
す
る
こ
と

⒊
型
鍛
造
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒊
金
型
の
製
作
法
の
が
い
よ
う
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と

⒋
一
般
産
業
機
械
の
名
称
用
途
、
構
造
の
概
要
の
知
識

⒋
鍛
造
温
度
、
仕
上
温
度
の
金
属
材
料
学
的
な
知
識
と
こ
れ
が
製

（
金
属
材
料
）

を
有
す
る
こ
と

品
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒈
表
面
硬
化
法
に
関
す
る
知
識
を
知
識
を
有
す
る
こ
と

（
機
械
工
作
法
）

⒌
材
料
取
り
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

⒉
非
鉄
合
金
一
般
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
知
っ
て
い
る
こ
と

⒈
金
属
加
工
法
全
般
の
概
要
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
す

（
金
属
材
料
）

⒊
材
料
識
別
法
、
材
料
試
験
法
に
つ
い
て
そ
の
概
要
の
知
識
を
有
す
る
こ

る
こ
と

⒈
金
属
材
料
学
的
用
語
を
理
解
し
て
い
る
こ
と

と

⒉
火
造
基
本
作
業
と
こ
れ
の
用
語
を
理
解
し
て
い
る
こ

⒉
組
成
変
形
に
よ
る
金
属
組
織
の
変
化
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る

⒋
材
料
規
格
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ
と

と

こ
と

（
材
料
力
学
）

⒊
鍛
造
用
工
具
の
名
称
形
状
用
途
及
び
取
扱
に
つ
い
て

⒊
炭
素
の
変
化
に
よ
る
鋼
の
性
質
え
の
影
響
と
、
こ
れ
に
よ
る
熱

計
算
式
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ー
ピ
ン
、
コ
ッ
ク
、
ボ
ル
ト
、
軸
等

の
知
識
を
有
す
る
こ
と

処
理
々
論
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
こ

と

の
引
張
り
、
剪
断
、
曲
げ
に
対
す
る
基
礎
的
計
算
が
出
来
る
こ
と
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⒋
一
般
的
加
熱
炉
及
び
そ
の
付
属
装
置
に
つ
い
て
構
造
、
⒋
特
殊
鋼
の
種
類
、
性
質
、
用
途
、
成
分
に
関
す
る
知
識
を
有
す

用
途
、
各
所
の
名
称
、
取
扱
い
に
つ
き
知
識
を
有
す

る
こ
と

る
こ
と

⒌
鋳
鉄
の
一
般
的
性
質
と
種
類
、
用
途
の
概
要
を
知
っ
て
い
る
こ

（
展

開
）

と

⒈
簡
単
に
物
体
の
基
本
的
画
法
が
出
来
る
こ
と

（
材
料
力
学
）

⒉
機
械
部
品
図
面
を
理
解
出
来
る
こ
と

材
料
力
学
の
基
本
的
用
語
を
理
解
し
て
い
る
こ
と

⒊
鍛
造
用
現
図
に
つ
い
て
概
要
の
知
識
を
有
す
る
こ
と

実

技

教

習

第

一

年

教

習

第

二

年

教

習

第

三

年

⒈
鍛
造
用
手
工
具
の
使
用
が
出
来
る
こ
と

⒈
先
手
と
し
て
簡
単
な
機
械
部
品
の
火
造
作
業
が
出
来
る
こ
と

⒈
一
般
的
機
械
部
品
の
火
造
作
業
が
出
来
る
こ
と

⒉
火
床
の
取
扱
石
炭
コ
ー
ク
ス
の
焚
焼
く
が
出
来
る
こ

⒉
先
手
を
指
揮
し
て
火
造
基
本
作
業
が
出
来
る
こ
と

⒉
材
料
の
見
積
が
ほ
ぼ
出
来
る
こ
と

と

⒊
簡
単
な
普
通
材
料
の
加
熱
作
業
が
出
来
る
こ
と

⒊
目
測
に
よ
り
普
通
材
料
の
温
度
の
判
断
が
出
来
る
こ
と

⒊
象
の
火
造
基
本
作
業
が
出
来
る
こ
と

⒋
鍛
造
用
機
械
の
基
本
的
取
扱
が
出
来
る
こ
と

⒋
一
般
的
機
械
部
品
の
鍛
造
段
取
が
出
来
る
こ
と

⒌
普
通
炭
素
鋼
の
簡
単
な
機
械
部
品
の
熱
処
理
作
業
が
出
来
る
こ

⒌
鍛
造
機
械
の
操
作
が
指
揮
を
受
け
れ
ば
一
般
的
機
械
部
品
の
鍛
造
が
出

と

来
る
こ
と

⒍
安
全
作
業
法
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と

⒍
鍛
造
製
品
の
不
良
箇
所
を
発
見
し
て
そ
の
原
因
を
ほ
ゞ
判
断
出
来
る
こ

と
⒎
特
殊
鋼
（
工
具
鋼
、
高
速
度
鋼
）
の
熱
処
理
が
出
来
る
こ
と

⒍
定
め
ら
れ
た
目
標
は
、
企
業
の
発
展
に
伴
い
進
歩
す
る
生
産
技
術
に
即
す
る
よ
う
常
に

検
討
を
怠
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
改
善
す
べ
き
者
で
有
る
こ
と

三三
、、
作作

業業

分分

析析

㈠

作
業
分
析
の
目
的

⒈
作
業
分
析
は
、
合
理
的
に
教
習
計
画
を
樹
立
す
る
上
に
教
習
す
べ
き
事
項
、
そ
の
内
容
、

教
習
順
序
等
を
選
定
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉
作
業
分
析
は
、
次
の
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
教
習
を
必
要
と
す
る
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
科
学
的
に
選
定
で
き
る
こ

と
。

⑵
教
習
上
の
重
要
点
を
相
対
的
に
明
瞭
な
ら
し
め
る
こ
と
。

⑶
適
切
な
教
習
指
導
の
順
序
を
明
か
に
す
る
こ
と
。

⑷
適
切
な
技
能
養
成
工
の
技
能
試
験
の
基
礎
資
料
と
な
る
こ
と
。

⑸
養
成
目
標
程
度
を
定
め
る
資
料
と
な
る
こ
と
。

㈡

教
習
内
容
の
構
成
要
素

⒈
教
習
内
容
は
、
次
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
要
素
作
業

⑵
関
係
知
識

⒉
一
の
仕
事
は
、
い
く
つ
か
の
単
位
と
な
る
作
業
の
複
合
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
単
位
と
な
る
作
業
を
要
素
作
業
と
い
う
こ
と
。

⒊
要
素
作
業
は
、
原
則
と
し
て
次
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
の
操
作
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑴
描
写
す
る
こ
と
。

⑵
成
形
す
る
こ
と

⑶
形
削
り
す
る
こ
と
。

⑷
組
み
立
て
る
こ
と
。

⒋
一
の
作
業
を
行
う
の
に
不
可
欠
或
は
一
層
よ
く
遂
行
す
る
た
め
に
役
立
つ
知
識
が
あ

る
。
こ
れ
を
関
係
知
識
と
い
い
、
更
に
分
類
し
て
前
者
を
基
礎
的
知
識
、
後
者
を
一
般

的
知
識
と
い
う
こ
と
。

⒌
基
礎
的
知
識
と
は
、
一
の
仕
事
を
す
る
場
合
に
、
必
ず
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

知
識
で
あ
る
こ
と
。

⒍
基
礎
的
知
識
は
、
他
の
関
係
知
識
に
先
立
っ
て
教
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⒎
一
般
的
知
識
と
は
、
一
の
仕
事
を
す
る
場
合
に
、
知
っ
て
い
る
方
が
よ
り
よ
い
知
識
で
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あ
っ
て
、
特
に
中
堅
幹
部
た
る
べ
き
多
能
熟
練
工
た
ら
し
め
る
者
に
対
し
て
は
重
要
な

知
識
で
あ
る
こ
と
。

㈢

作
業
分
析
の
方
法

⒈
作
業
分
析
は
、
次
の
順
序
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
職
種
の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分

⑵
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
的
仕
事
の
選
定

⑶
各
代
表
的
仕
事
の
要
素
作
業
の
折
出

マ
マ

⑷
各
要
素
作
業
ｋ
関
係
知
識
項
目
の
折
出

⒉
職
種
の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分

⑴
一
の
職
種
に
含
ま
れ
る
作
業
の
中
の
一
の
部
分
だ
け
で
、
十
分
一
の
仕
事
と
し
て
成

立
す
る
部
分
を
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
い
、
作
業
分
析
を
行
う
場
合
は
、
一
の
職
種
の
全
作

業
を
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
る
必
要
性
あ
る
こ
と
。

⑵
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
を
例
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

⑶
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
え
の
指
導
順
序

を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑷
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
は
、
各
事
業
場
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
的
仕
事
の
選
定

⑴
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
か
ら
、
そ
の
作
業
を
し
な
け
れ
ば
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、

そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
固
有
の
代
表
的
仕
事
を
選
定
す
る
こ
と
。

⑵
代
表
的
仕
事
を
、
旋
盤
作
業
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
例
を
と
る
と
次
の
よ
う
な

旋
盤
作
業

1

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業

2

工

ボ
ー
ル
盤
作
業

3

種

中
ぐ
り
盤
作
業

4

械

形
削
盤
作
業

5

職

平
削
盤
作
業

6

機

縦
削
盤
作
業

7

歯
切
盤
作
業

8

ブ
ロ
ー
チ
盤
作
業

9

精
密
表
面
仕
上
作
業

10

仕
事
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑶
作
業
分
析
は
代
表
的
仕
事
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
代
表
的
仕
事
の
呼
び
名
は
、
事
業
場
で
一
般
に
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
呼
び
名
で

適
宜
に
示
せ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒋
各
代
表
的
の
要
素
作
業
の
析
出

⑴
要
素
作
業
を
見
分
け
る
要
点
と
し
て
次
の
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

㋑
原
則
と
し
て
描
写
、
成
形
、
形
削
り
或
は
組
立
の
作
業
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
。

㋺
画
一
的
な
内
容
を
も
ち
、
一
つ
の
職
種
で
は
あ
ら
ゆ
る
事
業
場
で
一
定
し
て
い
る

こ
と
。

㋩
そ
の
要
素
作
業
を
完
成
し
た
と
き
に
、
あ
る
満
足
で
き
る
到
達
点
に
達
す
る
明
確

な
仕
事
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

㋥
他
の
要
素
作
業
と
組
合
わ
せ
た
と
き
に
、
要
素
作
業
相
互
間
に
間
隙
が
な
く
、
重

複
も
な
く
、
更
に
重
要
な
も
の
を
製
作
し
修
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

㋭
明
確
な
進
行
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
。

㋬
教
習
に
足
る
内
容
を
も
ち
、
実
技
の
教
習
に
適
す
る
程
度
の
時
間
的
長
さ
を
有
す

る
こ
と
。

⑵
描
写
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
ス
ケ
ッ
チ
、
設
計
又
は
製
図
に
関
係
が
あ
る
作
業

の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑶
成
形
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
加
熱
、
溶
接
、
鋳
造
、
曲
げ
等
に
よ
る
材
料
の
形

の
変
化
に
関
係
が
あ
る
作
業
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑷
形
削
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
刃
物
又
は
研
磨
機
に
よ
っ
て
材
料
の
形
を
変
え
る

こ
と
に
関
す
る
作
業
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑸
組
立
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
部
品
等
加
工
に
よ
っ
て
き
た
も
の
を
組
立
て
て
、

あ
る
も
の
を
製
作
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
。
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あ
っ
て
、
特
に
中
堅
幹
部
た
る
べ
き
多
能
熟
練
工
た
ら
し
め
る
者
に
対
し
て
は
重
要
な

知
識
で
あ
る
こ
と
。

㈢

作
業
分
析
の
方
法

⒈
作
業
分
析
は
、
次
の
順
序
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
職
種
の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分

⑵
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
的
仕
事
の
選
定

⑶
各
代
表
的
仕
事
の
要
素
作
業
の
折
出

マ
マ

⑷
各
要
素
作
業
ｋ
関
係
知
識
項
目
の
折
出

⒉
職
種
の
ブ
ロ
ッ
ク
区
分

⑴
一
の
職
種
に
含
ま
れ
る
作
業
の
中
の
一
の
部
分
だ
け
で
、
十
分
一
の
仕
事
と
し
て
成

立
す
る
部
分
を
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
い
、
作
業
分
析
を
行
う
場
合
は
、
一
の
職
種
の
全
作

業
を
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
る
必
要
性
あ
る
こ
と
。

⑵
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
を
例
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

⑶
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
え
の
指
導
順
序

を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

⑷
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
は
、
各
事
業
場
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
的
仕
事
の
選
定

⑴
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
か
ら
、
そ
の
作
業
を
し
な
け
れ
ば
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、

そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
固
有
の
代
表
的
仕
事
を
選
定
す
る
こ
と
。

⑵
代
表
的
仕
事
を
、
旋
盤
作
業
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
例
を
と
る
と
次
の
よ
う
な

旋
盤
作
業

1

フ
ラ
イ
ス
盤
作
業

2

工

ボ
ー
ル
盤
作
業

3

種

中
ぐ
り
盤
作
業

4

械

形
削
盤
作
業

5

職

平
削
盤
作
業

6

機

縦
削
盤
作
業

7

歯
切
盤
作
業

8

ブ
ロ
ー
チ
盤
作
業

9

精
密
表
面
仕
上
作
業

10

仕
事
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑶
作
業
分
析
は
代
表
的
仕
事
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
代
表
的
仕
事
の
呼
び
名
は
、
事
業
場
で
一
般
に
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
呼
び
名
で

適
宜
に
示
せ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒋
各
代
表
的
の
要
素
作
業
の
析
出

⑴
要
素
作
業
を
見
分
け
る
要
点
と
し
て
次
の
諸
点
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

㋑
原
則
と
し
て
描
写
、
成
形
、
形
削
り
或
は
組
立
の
作
業
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
。

㋺
画
一
的
な
内
容
を
も
ち
、
一
つ
の
職
種
で
は
あ
ら
ゆ
る
事
業
場
で
一
定
し
て
い
る

こ
と
。

㋩
そ
の
要
素
作
業
を
完
成
し
た
と
き
に
、
あ
る
満
足
で
き
る
到
達
点
に
達
す
る
明
確

な
仕
事
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

㋥
他
の
要
素
作
業
と
組
合
わ
せ
た
と
き
に
、
要
素
作
業
相
互
間
に
間
隙
が
な
く
、
重

複
も
な
く
、
更
に
重
要
な
も
の
を
製
作
し
修
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

㋭
明
確
な
進
行
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
。

㋬
教
習
に
足
る
内
容
を
も
ち
、
実
技
の
教
習
に
適
す
る
程
度
の
時
間
的
長
さ
を
有
す

る
こ
と
。

⑵
描
写
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
ス
ケ
ッ
チ
、
設
計
又
は
製
図
に
関
係
が
あ
る
作
業

の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑶
成
形
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
加
熱
、
溶
接
、
鋳
造
、
曲
げ
等
に
よ
る
材
料
の
形

の
変
化
に
関
係
が
あ
る
作
業
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑷
形
削
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
刃
物
又
は
研
磨
機
に
よ
っ
て
材
料
の
形
を
変
え
る

こ
と
に
関
す
る
作
業
の
単
位
で
あ
る
こ
と
。

⑸
組
立
に
関
す
る
要
素
作
業
と
は
、
部
品
等
加
工
に
よ
っ
て
き
た
も
の
を
組
立
て
て
、

あ
る
も
の
を
製
作
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
。
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⑹
要
素
作
業
に
は
、
関
係
知
識
の
項
目
と
し
て
採
り
上
げ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
程

度
に
知
識
を
含
ん
で
い

る
も
の
が
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
手
の
仕
事
、
或

は
機
械
の
仕
事
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を
要
素
作
業
と
す
る
こ
と
。

⑺
生
産
に
直
接
的
で
は
な
い
が
、
生
産
に
不
可
欠
な
補
助
的
性
質
を
も
つ
作
業
も
要
素

作
業
と
す
る
こ
と
。

⑻
ブ
ロ
ッ
ク
「
旋
盤
作
業
」
の
中
の
代
表
的
仕
事
「
円
筒
」
の
要
素
作
業
を
例
示
す
る

と
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
旋
盤
を
掃
除
、
注
油
、
点
検
す
る

㋺
旋
盤
を
指
導
、
停
止
、
逆
転
す
る

㋩
け
が
き
、
心
立
て
す
る

㋥
砥
石
車
に
ド
レ
ッ
サ
ー
を
か
け
る

㋭
バ
イ
ト
を
と
ぐ

㋬
バ
イ
ト
を
刃
物
台
に
取
付
け
る

㋣
両
セ
ン
タ
ー
を
そ
ろ
え
る

㋠
回
転
速
度
と
送
り
を
き
め
る

㋷
材
料
を
セ
ン
タ
ー
間
に
取
付
け
る

㋦
端
面
削
り
を
す
る

以

下

省

略

⒌
各
要
素
作
業
の
関
係
知
識
項
目
の
析
出

⑴
関
係
知
識
の
項
目
は
、
要
素
作
業
と
同
様
に
、
そ
れ
自
身
完
全
で
あ
り
、
重
要
で
あ

り
、
要
素
作
業
の
一
部
分
で
は
無
い
、
主
要
な
単
位
で
、
独
立
し
て
一
の
教
習
項
目

と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
基
礎
的
知
識
は
、
「
原
理｣
｢

事
実｣

と
言
わ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
こ
の
中
に
含
ま
れ

る
も
の
で
、
専
門
技
術

に
関
す
る
知
識
、
専
門
用
語
、
安
全
に
関
す
る
知

識
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
種
の
作
業
に
関
す
る
技
術
的
事
項
は
す
べ
て
こ
れ
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶
一
般
的
知
識
に
は
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
職
種
の
作
業
に
関
す
る
科
学
的
或

は
技
術
的
知
識
が
含
ま
れ
る
こ
と
。

㈣

作
業
分
析
表
の
作
成

⒈
作
業
分
析
の
結
果
は
、
次
表
の
如
き
分
析
表
を
作
成
記
録
せ
し
む
る
こ
と
。

職

種

ブ
ロ
ッ
ク

機
械
工

旋
盤
作
業
分
析
表
Ⅰ

某
写
真
機
製
造
工
場
に
お
け
る
教
習
第
一
年
度
の
機
械
工
の
技
能
養
成
工
に
対
す
る
代
表

者
は
仕
事
を
技
能
課
に
お
い
て
分
析
し
た
も
の

代

要

表

素

的
な

作

仕
事

業

旋
盤
を
掃
除
注
油
点
検
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

旋
盤
を
始
動
、
停
止
、
逆
転
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

け
が
き
、
心
立
て
を
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

砥
石
車
に
ド
レ
ッ
サ
ー
を
か
け
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

バ
イ
ト
を
と
ぐ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

チ
ャ
ッ
ク
に
材
料
を
取
付
け
る

○

○

○

○

○

○

○

バ
イ
ト
を
刃
物
台
に
取
付
け
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

両
セ
ン
タ
ー
を
そ
ろ
え
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

回
転
速
度
と
送
り
を
き
め
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

材
料
を
セ
ン
タ
ー
間
に
取
り
付
け
る

○

○

○

○

○

端
面
削
り
を
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

円
筒
削
り
を
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

段
付
削
り
を
す
る

○

○

○

○

寸
法
を
測
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

や
す
り
が
け
を
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

み
が
く

○

○

○

○

○

○

○

面
取
り
を
す
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

突
切
り
を
す
る

○

○

○

○

○

○

ド
リ
ル
で
孔
あ
け
を
す
る

○

○

○

○

○

ロ
ー
レ
ッ
ト
を
か
け
る

○

リ
ー
マ
仕
上
を
す
る

○

中
ぐ
り
を
す
る

○

○

ダ
イ
ス
で
さ
ら
う

○

○

タ
ッ
プ
を
立
て
る

○

複
式
刃
物
台
に
よ
り
テ
ー
パ
ー
削
り

○

を
す
る

刃
物
の
逃
げ
み
ぞ
を
き
る

○

換
え
歯
車
を
か
け
る

○

○

旋
盤
で
ね
じ
を
切
る

○

○

テ
ー
パ
ー
中
ぐ
り
を
す
る

○

⒉
作
業
分
析
表
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
、
代
表
的
仕
事
を
右
側
に
、
要
素
作
業
を
上
欄
に

列
挙
し
て
、
代
表
的
仕
事
に
対
す
る
要
素
作
業
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
作
成
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⒊
作
業
分
析
表
に
よ
っ
て
、
多
く
の
代
表
的
仕
事
に
対
し
共
通
の
要
素
作
業
と
、
極
く
少

数
の
代
表
的
仕
事
に
対

す
る
要
素
作
業
が
あ
る
こ
と
が
判
然
と
す
る
か
ら
、
必

要
な
教
習
の
実
技
課
題
と
教
習
の
順
序
を
選
定
す
る
基
礎
的
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る

円 筒

面 取 座 金

リング

ナット

平 小 ね じ

ボルト

カラー

丸棒ﾛｰﾚｯﾄ

栓 ゲ ー ジ

活心 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
ｿｹｯﾄ
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こ
と
。

⒋
前
項
に
よ
り
各
代
表
的
仕
事
に
含
ま
れ
る
要
素
作
業
の
多
い
も
の
か
ら
少
い
も
の
え
、

即
ち
用
い
ら
れ
る
頻
度
数
に
従
っ
て
要
素
作
業
を
並
べ
換
え
る
と
次
表
の
如
く
で
あ
る

こ
と
。

⒌
右
の
表
の
上
部
に
位
置
す
る
要
素
作
業
は
頻
度
数
が
多
く
、
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
表
の
代
表
的
仕
事
を
左
か
ら
右
の
順
序
に
教
習
す
れ
ば
、
基

礎
的
要
素
作
業
を
反
復
練
習
し
漸
次
新
し
い
少
数
の
要
素
作
業
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

⒍
各
要
素
作
業
別
の
関
係
知
識
項
目
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
如
く
配
列
表
を
作
成
せ
し
め

る
こ
と
。

職 種 ブロック

機械工 旋盤作業分析表Ⅲ

左の要素作業に関連し、これと前後して指導すべき関係知識

要 素 作 業

基 礎 的 知 識 一般的知識

旋盤を掃除注油点検する 旋盤の安全作業法:スパナの種類と 旋盤の種類,性能及び構造

決定

旋盤を始動、停止、逆転する 読図法:伝導装置取扱い方,電気機器 電気機器:
の取扱い

けがき、心立てをする 読図法:けがき放：仕事の段取りの

仕方:
砥石車にドレッサーをかける 研削材の種類と選定: 研削材の製造:
バイトをとぐ バイトの種類と選定：材料の工作上 工具用材料の性質:主要金

の特質 J.E.S の金材の分類:ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ 属材料の性質:
ｰの安全作業法

バイトを刃物台に取付ける スパナの種類と選定方法

両センターをそろえる

回転速度と送りをきめる 送りと速度の計算：歯車の速度比の

計算

端面削りをする

寸法を測る 測定器の読み方:
面取りをする

円筒削りをする 読図法:切削材と冷却材容合ヒ公差: 切削理論:ゲージの制作

やすりがけをする やすりの種類と選定 やすりの製作:
みがく

チャックに材料を取付ける チャックの種類と選定

突切りをする

ドリルで孔あけをする ドリルの種類と選定 ドリルの製作:治具の実例

材料をセンター間に取付ける :
段付削りをする

ローレットをかける ローレットの種類と選定

中ぐりをする

ダイスでさらう ダイスの種類と選定

タップを立てる タップの種類と選定 タップの制作

複式刃物台によりテーパー削 テーパーの種類と選定

りをする

刃物の逃げみぞをきる

換え歯車をかける 歯車の速度化の計算:
旋盤でねじを切る ねじの種類とねじの用□ 各種の歯形:各種の歯車:
リーマ仕上をする リーマの種類と選定

テーパー中ぐりをする マンドレルの種類

四四
、、
教教

習習

計計

画画

㈠
教
習
計
画
の
骨
子

教
習
計
画
は
、
技
能
職
種
別
に
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
の
上
各
教
習
年
度
別
に

樹
立
せ
し
め
る
こ
と
。

⒈
教
習
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
選
定
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こ
と
。

⒋
前
項
に
よ
り
各
代
表
的
仕
事
に
含
ま
れ
る
要
素
作
業
の
多
い
も
の
か
ら
少
い
も
の
え
、

即
ち
用
い
ら
れ
る
頻
度
数
に
従
っ
て
要
素
作
業
を
並
べ
換
え
る
と
次
表
の
如
く
で
あ
る

こ
と
。

⒌
右
の
表
の
上
部
に
位
置
す
る
要
素
作
業
は
頻
度
数
が
多
く
、
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
表
の
代
表
的
仕
事
を
左
か
ら
右
の
順
序
に
教
習
す
れ
ば
、
基

礎
的
要
素
作
業
を
反
復
練
習
し
漸
次
新
し
い
少
数
の
要
素
作
業
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

⒍
各
要
素
作
業
別
の
関
係
知
識
項
目
に
つ
い
て
は
、
次
表
の
如
く
配
列
表
を
作
成
せ
し
め

る
こ
と
。

職 種 ブロック

機械工 旋盤作業分析表Ⅲ

左の要素作業に関連し、これと前後して指導すべき関係知識

要 素 作 業

基 礎 的 知 識 一般的知識

旋盤を掃除注油点検する 旋盤の安全作業法:スパナの種類と 旋盤の種類,性能及び構造

決定

旋盤を始動、停止、逆転する 読図法:伝導装置取扱い方,電気機器 電気機器:
の取扱い

けがき、心立てをする 読図法:けがき放：仕事の段取りの

仕方:
砥石車にドレッサーをかける 研削材の種類と選定: 研削材の製造:
バイトをとぐ バイトの種類と選定：材料の工作上 工具用材料の性質:主要金

の特質 J.E.S の金材の分類:ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞ 属材料の性質:
ｰの安全作業法

バイトを刃物台に取付ける スパナの種類と選定方法

両センターをそろえる

回転速度と送りをきめる 送りと速度の計算：歯車の速度比の

計算

端面削りをする

寸法を測る 測定器の読み方:
面取りをする

円筒削りをする 読図法:切削材と冷却材容合ヒ公差: 切削理論:ゲージの制作

やすりがけをする やすりの種類と選定 やすりの製作:
みがく

チャックに材料を取付ける チャックの種類と選定

突切りをする

ドリルで孔あけをする ドリルの種類と選定 ドリルの製作:治具の実例

材料をセンター間に取付ける :
段付削りをする

ローレットをかける ローレットの種類と選定

中ぐりをする

ダイスでさらう ダイスの種類と選定

タップを立てる タップの種類と選定 タップの制作

複式刃物台によりテーパー削 テーパーの種類と選定

りをする

刃物の逃げみぞをきる

換え歯車をかける 歯車の速度化の計算:
旋盤でねじを切る ねじの種類とねじの用□ 各種の歯形:各種の歯車:
リーマ仕上をする リーマの種類と選定

テーパー中ぐりをする マンドレルの種類

四四
、、
教教

習習

計計

画画

㈠
教
習
計
画
の
骨
子

教
習
計
画
は
、
技
能
職
種
別
に
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
の
上
各
教
習
年
度
別
に

樹
立
せ
し
め
る
こ
と
。

⒈
教
習
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
選
定
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⒉
教
習
内
容
の
選
択

⒊
教
習
内
容
の
配
列

⒋
教
習
時
間
の
配
分

⒌
技
能
者
養
成
指
導
員
の
分
担
の
決
定

⒍
教
習
場
所
の
決
定

㈡
教
習
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
選
定

⒈
実
技
課
題
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
基
と
し
、
そ
の
技
能
職
種
に
つ
い
て
作
業
分
析
を

行
っ
た
結
果
析
出
さ
れ
た
使
用
頻
度
の
多
い
要
素
作
業
の
多
寡
、
そ
の
他
そ
の
仕
事
の

企
業
に
お
け
る
重
要
度
に
つ
い
て
彼
此
較
量
勘
案
し
て
選
定
せ
し
め
る
こ
と
。

⒉
関
連
学
科
の
項
目
は
、
教
習
事
項
の
基
準
を
基
と
し
、
前
項
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
実
技

課
題
の
作
業
分
析
の
際
析
出
さ
れ
た
関
係
知
識
を
包
含
す
る
も
の
に
つ
い
て
選
定
せ
し

め
る
こ
と
。

㈢
教
習
内
容
の
選
択

⒈
実
技
の
教
習
内
容
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
指
針
を
な
る
べ
く
多
く
満
た
す

よ
う
に
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
必
要
不
可
欠
の
基
本
的
な
み
の
は
必
ず
選
ぶ
こ
と
。

⑵
実
際
に
使
わ
れ
る
頻
度
を
勘
案
し
て
選
ぶ
こ
と
。

⑶
難
易
に
留
意
し
、
技
能
養
成
工
の
習
得
能
力
に
応
じ
て
選
ぶ
こ
と
。

⑷
企
業
的
特
色
及
び
必
要
度
を
勘
考
し
て
選
ぶ
こ
と
。

⑸
な
る
べ
く
生
産
に
参
加
し
得
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
。

⒉
関
連
学
科
の
教
習
内
容
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
指
針
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
。

⑴
実
技
の
科
学
的
根
拠
と
な
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
。

⑵
実
技
の
向
上
に
資
す
る
と
共
に
、
応
用
力
、
研
究
力
、
独
創
力
を
培
う
も
の
を
選
ぶ

こ
と
。

⑶
問
題
を
よ
り
理
解
し
易
く
す
る
上
に
必
要
な
基
本
的
、
付
随
的
知
識
の
範
囲
に
と
ど

め
、
習
得
能
力
に
応
じ
た
も
の
を
選
ぶ
こ
と
。

⒊
社
会
科
の
教
習
項
目
と
し
て
、
教
習
事
項
の
基
準
に
掲
げ
て
あ
る
「
そ
の
他
一
般
教
養

に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
の
教
習
内
容
は
、
概
ね
次
の
指
針
に
よ
り
選
択
せ
し
め
る
こ

と
。

⑴
職
業
人
と
し
て
、
権
利
と
義
務
と
を
十
分
履
行
で
き
る
資
質
を
涵
養
す
る
も
の
、
例

え
ば
一
般
社
会
、
産
業
経
済
、
時
事
問
題
、
労
働
問
題
等
を
選
ぶ
こ
と
。

⑵
一
般
教
養
を
高
め
、
立
派
な
人
格
の
形
成
に
資
す
る
も
の
、
例
え
ば
人
格
的
教
養
、

情
緒
的
教
養
、
歴
史
、
人
文
地
理
等
を
選
ぶ
こ
と
。

⒋
体
育
の
教
習
内
容
に
は
、
体
育
の
実
施
の
外
に
、
体
育
の
趣
旨
、
保
健
、
健
康
形
成
保

持
上
の
社
会
的
、
職
業
的
諸
条
件
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
含
ま
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。

㈣
教
習
内
容
の
配
列

実
技
及
び
関
連
学
科
の
教
習
内
容
の
配
列
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
指
針
に
よ
ら
し
め

る
こ
と
。

⒈
実
技
の
各
課
題
及
び
関
連
学
科
の
各
項
目
の
内
容
に
よ
り
、
基
本
的
な
も
の
と
関
係
的

な
も
の
の
二
つ
に
分
け
て
基
本
的
な
も
の
は
一
体
と
し
て
取
扱
い
、
そ
れ
に
関
係
的
な

も
の
を
配
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
こ
と
。

⒉
作
業
分
析
の
結
果
に
よ
り
、
要
素
作
業
及
び
こ
れ
に
関
係
す
る
知
識
の
実
際
使
用
さ
れ

る
頻
度
が
多
く
且
つ
基
礎
的
な
も
の
を
含
む
も
の
か
ら
先
行
す
る
こ
と
。

⒊
実
技
課
題
は
、
な
る
べ
く
一
の
要
素
作
業
に
対
し
て
、
こ
れ
に
関
係
す
る
知
識
を
一
体

と
し
て
教
習
で
き
る
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
。

⒋
前
項
の
構
成
が
不
可
能
な
場
合
は
、
相
互
の
関
係
を
考
慮
し
て
配
列
換
え
を
行
い
、
そ

の
順
序
で
各
課
題
を
夫
々
独
立
し
て
教
習
す
れ
ば
、
実
技
と
関
連
学
科
が
遊
離
す
る
こ

と
な
く
教
習
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒌
既
に
習
得
し
た
経
験
知
識
が
、
こ
れ
に
続
く
も
の
と
十
分
に
関
連
を
保
ち
、
既
習
の
経

験
知
識
が
十
分
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

⒍
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
難
易
を
十
分
考
慮
し
、
で
き
る
だ
け
漸
進
的
に
な
る

よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

⒎
第
二
号
及
び
第
三
号
を
考
慮
し
つ
ゝ
、
で
き
る
だ
け
作
業
工
程
の
順
序
と
一
致
さ
せ
る

よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

⒏
複
雑
に
し
て
総
合
的
な
実
技
課
題
に
つ
い
て
は
、
作
業
工
程
順
或
は
理
論
的
体
系
に
従

っ
て
配
慮
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

㈤
教
習
時
間
の
配
分

⒈
年
間
総
教
習
時
間
を
次
の
方
式
に
よ
り
算
出
し
、
技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
一
に
定
め

る
養
成
期
間
を
満
た
す
よ
う
に
定
め
し
め
る
こ
と
。

（年
間
総
日
数
－
年
間
所
定
休
日
休
暇
総
日
数

）×
一
日
の
所
定
労
働
時
間

⒉
各
教
習
科
目
の
教
習
時
間
の
配
分
に
は
、
概
ね
次
に
よ
っ
て
各
科
目
の
教
習
時
間
を
算

出
し
、
そ
の
総
和
が
、
年
間
総
教
習
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
各
科
目
の
算
出
さ
れ
た

教
習
時
間
の
比
及
び
重
要
度
に
よ
っ
て
調
整
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
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⑴
先
づ
実
技
教
習
課
題
の
う
ち
、
基
本
実
習
及
び
小
用
実
習
中
呈
示
を
要
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑵
次
に
基
礎
的
知
識
を
中
心
に
関
連
学
科
の
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑶
次
に
社
会
科
及
び
体
育
の
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑷
次
に
試
験
及
び
ク
ラ
ブ
活
動
等
以
外
の
活
動
、
そ
の
他
諸
行
事
に
要
す
る
時
間
を
算

出
す
る
こ
と
。

⑸
最
後
に
応
用
実
習
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑹
各
科
目
を
通
じ
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と
。

㋑
技
能
養
成
工
の
習
得
準
備
時
間

㋺
理
解
さ
せ
る
た
め
の
時
間

㋩
練
習
の
た
め
の
時
間

㋥
休
息
（
後
片
付
け
を
含
む
）
の
時
間

⒊
実
技
の
教
習
時
間
に
つ
い
て
は
、
概
ね
次
の
算
出
方
法
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
選
定
さ
れ
た
実
技
課
題
に
つ
い
て
、
呈
示
に
要
す
る
時
間
、
技
能
養
成
工
の
理
解
に

要
す
る
時
間
を
実
際
に
測
定
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
は
、
選
定
さ
れ
た
各
課
題
の
標
準
作
業
時
間
が
ほ
ぼ
近
似
な
も
の
を

グ
ル
ー
プ
に
し
て
、
各
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
代
表
的
と
認
め
ら
れ
る
も

の
を

選
び
、
こ
れ
に
つ
い
て
前
段
の
如
く
測
定
し
、
そ
れ
を
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
各

課
題
の
教
習
時
間
す
る
こ
と
。

⑵
要
素
作
業
が
多
数
含
ま
れ
且
つ
複
雑
な
課
題
に
つ
い
て
は
、
⑴
の
前
段
に
よ
り
個
々

に
実
際
測
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥
年
間
、
月
間
、
週
間
教
習
計
画

⒈
技
能
職
種
別
に
前
述
の
手
続
に
よ
っ
て
得
た
諸
項
目
を
、
教
習
事
項
の
基
準
に
基
い
て
、

各
教
習
年
度
に
適
す
る
よ
う
組
織
し
て
年
間
教
習
計
画
を
た
て
さ
せ
る
こ
と
。

⒉
年
間
教
習
計
画
は
、
教
習
に
関
す
る
事
項
、
試
験
に
関
す
る
事
項
の
外
、
年
間
に
行
う

す
べ
て
の
訓
練
活
動
を
包
括
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
年
間
教
習
計
画
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
を
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。

⑴
こ
の
年
間
計
画
は
、
最
終
養
成
目
標
に
対
し
、
ど
の
部
分
に
あ
た
る
か
を
検
討
し
、

そ
の
達
成
に
十
分
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
こ
の
年
間
の
養
成
目
標
を
達
成
す
る
に
十
分
な
程
度
に
各
教
習
科
目
共
具
体
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

⑶
実
技
と
関
連
学
科
の
関
連
は
勿
論
、
実
技
の
各
課
題
及
び
関
連
学
科
の
各
項
目
を
で

き
る
だ
け
相
互
に
関
連
を
も
た
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
生
産
計
画
に
そ
う
よ
う
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑸
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
が
適
切
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑹
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
内
容
を
考
慮
し
た
適
切
な
教
習
時
間
で
あ
る
こ

と
。

⑺
技
能
者
養
成
指
導
員
の
教
習
科
目
の
分
担
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

⑻
年
間
計
画
に
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
実
施
の
過
程
で
改
善
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑼
年
間
計
画
に
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
実
施
の
過
程
で
改
善
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⒋
年
間
教
習
計
画
に
基
い
て
生
産
計
画
と
の
調
和
、
教
習
活
動
の
具
体
的
発
展
、
諸
行
事

の
見
と
お
し
等
も
考
慮
し
更
に
具
体
的
確
定
的
に
計
画
す
る
た
め
、
月
間
教
習
計
画
及

び
習
慣
教
習
計
画
を
た
て
さ
せ
る
こ
と
。

㈦
教
習
票
及
び
各
種
指
導
標
の
作
成

⒈
教
習
計
画
に
基
き
、
各
要
素
を
組
織
的
計
画
的
に
周
到
に
教
習
す
る
た
め
、
選
定
さ
れ

た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
き
、
次
の
如
き
、
具
体
的
な
教
習
票
を
準
備
す

る
こ
と
が
、
養
成
の
要
と
も
い
わ
れ
る
最
も
大
切
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
。

（
編
注
：
次
ベ
ー
ジ
の
教
習
票
が
こ
こ
に
入
る
）

⒉
教
習
票
は
、
教
習
指
導
す
べ
き
細
目
を
組
織
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
る
か
ら
、
教
習
上

必
要
な
あ
ら
ゆ
る
要
点
を
簡
潔
に
記
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
教
習
票
に
記
入
す
べ
き
事
項
と
し
て
は
概
ね
次
如
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑴
実
習
課
題
又
は
学
科
項
目
名

何
の
教
習
か
を
示
す
こ
と
。

⑵
目
的
又
は
目
標

実
習
課
題
又
は
学
科
項
目
の
直
接
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
記
す
こ
と
。

⑶
設
備
、
材
料
、
工
具
そ
の
他

教
習
に
必
要
な
設
備
、
材
料
、
工
具
、
図
表
等
を
記
す
こ
と
。

⑷
教
習
設
備
毎
の
教
習
の
要
点

何
を
ど
ん
な
順
序
で
教
え
る
か
そ
の
教
習
の
要
点
を
そ
の
教
習
段
階
毎
に
簡
潔
に
記

す
こ
と
。

⑸
教
習
指
導
方
法

教
習
に
あ
た
っ
て
は
用
い
る
べ
き
方
法
及
び
技
能
養
成
工
に
行
は
す
べ
き
方
法
を
記
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⑴
先
づ
実
技
教
習
課
題
の
う
ち
、
基
本
実
習
及
び
小
用
実
習
中
呈
示
を
要
す
る
も
の
に

つ
い
て
、
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑵
次
に
基
礎
的
知
識
を
中
心
に
関
連
学
科
の
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑶
次
に
社
会
科
及
び
体
育
の
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑷
次
に
試
験
及
び
ク
ラ
ブ
活
動
等
以
外
の
活
動
、
そ
の
他
諸
行
事
に
要
す
る
時
間
を
算

出
す
る
こ
と
。

⑸
最
後
に
応
用
実
習
教
習
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
。

⑹
各
科
目
を
通
じ
次
の
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と
。

㋑
技
能
養
成
工
の
習
得
準
備
時
間

㋺
理
解
さ
せ
る
た
め
の
時
間

㋩
練
習
の
た
め
の
時
間

㋥
休
息
（
後
片
付
け
を
含
む
）
の
時
間

⒊
実
技
の
教
習
時
間
に
つ
い
て
は
、
概
ね
次
の
算
出
方
法
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
選
定
さ
れ
た
実
技
課
題
に
つ
い
て
、
呈
示
に
要
す
る
時
間
、
技
能
養
成
工
の
理
解
に

要
す
る
時
間
を
実
際
に
測
定
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
は
、
選
定
さ
れ
た
各
課
題
の
標
準
作
業
時
間
が
ほ
ぼ
近
似
な
も
の
を

グ
ル
ー
プ
に
し
て
、
各
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
代
表
的
と
認
め
ら
れ
る
も

の
を

選
び
、
こ
れ
に
つ
い
て
前
段
の
如
く
測
定
し
、
そ
れ
を
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
各

課
題
の
教
習
時
間
す
る
こ
と
。

⑵
要
素
作
業
が
多
数
含
ま
れ
且
つ
複
雑
な
課
題
に
つ
い
て
は
、
⑴
の
前
段
に
よ
り
個
々

に
実
際
測
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥
年
間
、
月
間
、
週
間
教
習
計
画

⒈
技
能
職
種
別
に
前
述
の
手
続
に
よ
っ
て
得
た
諸
項
目
を
、
教
習
事
項
の
基
準
に
基
い
て
、

各
教
習
年
度
に
適
す
る
よ
う
組
織
し
て
年
間
教
習
計
画
を
た
て
さ
せ
る
こ
と
。

⒉
年
間
教
習
計
画
は
、
教
習
に
関
す
る
事
項
、
試
験
に
関
す
る
事
項
の
外
、
年
間
に
行
う

す
べ
て
の
訓
練
活
動
を
包
括
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
年
間
教
習
計
画
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
を
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。

⑴
こ
の
年
間
計
画
は
、
最
終
養
成
目
標
に
対
し
、
ど
の
部
分
に
あ
た
る
か
を
検
討
し
、

そ
の
達
成
に
十
分
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
こ
の
年
間
の
養
成
目
標
を
達
成
す
る
に
十
分
な
程
度
に
各
教
習
科
目
共
具
体
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

⑶
実
技
と
関
連
学
科
の
関
連
は
勿
論
、
実
技
の
各
課
題
及
び
関
連
学
科
の
各
項
目
を
で

き
る
だ
け
相
互
に
関
連
を
も
た
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
生
産
計
画
に
そ
う
よ
う
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑸
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
が
適
切
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑹
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
内
容
を
考
慮
し
た
適
切
な
教
習
時
間
で
あ
る
こ

と
。

⑺
技
能
者
養
成
指
導
員
の
教
習
科
目
の
分
担
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

⑻
年
間
計
画
に
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
実
施
の
過
程
で
改
善
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑼
年
間
計
画
に
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
実
施
の
過
程
で
改
善
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⒋
年
間
教
習
計
画
に
基
い
て
生
産
計
画
と
の
調
和
、
教
習
活
動
の
具
体
的
発
展
、
諸
行
事

の
見
と
お
し
等
も
考
慮
し
更
に
具
体
的
確
定
的
に
計
画
す
る
た
め
、
月
間
教
習
計
画
及

び
習
慣
教
習
計
画
を
た
て
さ
せ
る
こ
と
。

㈦
教
習
票
及
び
各
種
指
導
標
の
作
成

⒈
教
習
計
画
に
基
き
、
各
要
素
を
組
織
的
計
画
的
に
周
到
に
教
習
す
る
た
め
、
選
定
さ
れ

た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
き
、
次
の
如
き
、
具
体
的
な
教
習
票
を
準
備
す

る
こ
と
が
、
養
成
の
要
と
も
い
わ
れ
る
最
も
大
切
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
。

（
編
注
：
次
ベ
ー
ジ
の
教
習
票
が
こ
こ
に
入
る
）

⒉
教
習
票
は
、
教
習
指
導
す
べ
き
細
目
を
組
織
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
る
か
ら
、
教
習
上

必
要
な
あ
ら
ゆ
る
要
点
を
簡
潔
に
記
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
教
習
票
に
記
入
す
べ
き
事
項
と
し
て
は
概
ね
次
如
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑴
実
習
課
題
又
は
学
科
項
目
名

何
の
教
習
か
を
示
す
こ
と
。

⑵
目
的
又
は
目
標

実
習
課
題
又
は
学
科
項
目
の
直
接
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
記
す
こ
と
。

⑶
設
備
、
材
料
、
工
具
そ
の
他

教
習
に
必
要
な
設
備
、
材
料
、
工
具
、
図
表
等
を
記
す
こ
と
。

⑷
教
習
設
備
毎
の
教
習
の
要
点

何
を
ど
ん
な
順
序
で
教
え
る
か
そ
の
教
習
の
要
点
を
そ
の
教
習
段
階
毎
に
簡
潔
に
記

す
こ
と
。

⑸
教
習
指
導
方
法

教
習
に
あ
た
っ
て
は
用
い
る
べ
き
方
法
及
び
技
能
養
成
工
に
行
は
す
べ
き
方
法
を
記
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す
こ
と
。

⑹
教
習
段
階
毎
教
習
所
要
時
間

教
習
を
計
画
的
能
率
的
に
行
う
た
め
、
教
習
段
階
毎
に
予
め
時
間
の
割
当
を
記
す
こ

と
。

⑺
平
常
試
験
問
題

養
成
工
の
習
得
結
果
を
測
定
す
る
た
め
の
問
題
又
は
養
成
工
に
行
わ
せ
る
べ
き
課
題

を
記
す
こ
と
。

⑻
新
語
及
び
術
語
解
説

⑼
参
考
資
料
そ
の
他

教 習 票

課 題 バイトをとぐ

⒈バイトの正しい角度を教える
目 標

⒉バイトの正しい研磨法を教えること

材 料 工 具 設 備 参 考 資 料

知識指導票 12 教習時間
バイト、油、砥石 バイト研磨盤

作業指導票 1 □□時間

⒈ バイトの正しい研磨をすることが、旋盤作業の基礎

⒈ 準 備 であることを強調する 5分
⒉ 既知程度を聞いて見る

⒈ バイトの種類を教習する
⒉ 切削作業の理論と角度が切削に及ぼす影響を教習する。

⒉ 呈 示 ⒊ 研磨の際バイトに対する熱の影響について教習する。 30分
⒋ 研磨砥石の正しい使い方を実演し、安全作業法について
は特に強調する。

⒊ 実 習 ⒈ 荒削り用バイト三角ネヂ切りバイトをとぐ。 20分

⒉ センターゲージで角度をはからせる。

⒈ 要点が頭に入っているかどうかをたしかめるため

⒋ 指 導 質問する。 5分
討 論 ⒉ 刃先の研き上げの意義とその方法について討論し

批評して仕上を行う。

作
業
指
導
票
、
知
識
指
導
票
、
参
考
図
書
等
の
リ
ス
ト
を
記
す
こ
と
。

⒋
教
習
票
は
次
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
教
習
上
の
す
べ
て
の
要
点
が
網
羅
さ
れ
る
こ
と
。

⑵
教
習
に
あ
た
っ
て
必
要
な
こ
と
を
脱
漏
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。

⑶
教
習
内
容
の
充
実
が
期
さ
れ
る
こ
と
。

⑷
教
習
内
容
が
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
。

⑸
自
信
を
も
っ
て
教
習
指
導
に
あ
た
れ
る
こ
と
。

⑹
教
習
の
改
善
の
資
と
な
る
こ
と
。

⒌
教
習
効
果
を
更
に
助
長
さ
せ
る
た
め
、
技
能
養
成
工
に
対
し
、
次
の
例
示
の
如
き
作
業

及
び
知
識
指
導
票
を
作
成
配
付
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

（
編
注
：
こ
こ
に
次
の
指
導
票
が
３
枚
入
る
。
）

⒍
個
へ
指
導
を
必
要
と
す
る
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
指
導
票
の
配
付
を
励
行
さ
せ
る

こ
と
。

⒎
指
導
票
と
は
、
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
教
習
指
導
補
足
し
、
理
解
不
充
分
で
あ
っ
た
技
能
養
成
工
の
習
得
を
促
す
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⑵
教
習
指
導
を
必
要
以
上
に
繰
返
す
無
駄
が
省
け
る
こ
と
。

⑶
技
能
養
成
工
に
対
し
文
書
に
よ
る
指
針
に
従
う
能
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五五
、、
教教
習習
指指
導導
方方
法法

㈠

指
導
上
の
心
得

⒈
技
能
者
養
成
指
導
員
が
、
教
習
指
導
に
あ
た
っ
て
予
め
理
解
し
、
心
得
て
お
く
べ
き
事

項
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
技
能
習
得
上
使
用
す
る
器
官
に
つ
い
て
、
そ
の
働
く
度
合
い
を
実
験
し
た
結
果
は
、

視
覚
器
官

％
、
聴
覚
器
官

％
、
触
覚
器
官

％
、
味
覚
器
官

％
、
臭
覚
器
官

60

20

15

3

％
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
教
習
す
る
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
応
じ
、

2こ
の
五
感
の
働
き
を
充
分
活
用
す
る
よ
う
に
配
意
す
る
こ
と
。

⑵
強
烈
な
刺
激
を
与
え
ま
た
繰
返
し
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
能
養
成
工
の
記

憶
が
永
く
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶
健
全
な
教
習
は
、
技
能
養
成
工
の
自
発
性
を
の
ば
し
創
意
工
夫
を
は
っ
て
ん
さ
せ
る

任
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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⑷
技
能
の
熟
練
に
は
勿
論
、
知
識
の
発
達
に
も
、
一
つ
の
過
程
を
反
復
練
習
さ
せ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
。

⑸
技
能
養
成
工
は
、
実
技
課
題
及
び
学
科
項
目
の
最
初
の
部
分
を
容
易
に
習
得
し
た
と

き
、
満
足
感
を
覚
え
、
残
り
の
部
分
を
す
す
ん
で
習
得
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
つ

よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
導
入
部
は
容
易
に
習
得
で
き
る
よ
う
教
材
の

呈
示
に
配
意
す
る
こ
と
。

⑹
賞
讃
と
確
認
と
を
適
当
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
習
得
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
技
能
や
知
識
は
、
永
い
間
使
用
さ
れ
な
い
と
き
は
次
第
に
減
退
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

⑻
最
初
に
得
た
経
験
は
、
容
易
に
身
に
つ
き
、
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
は
困
難
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
当
初
に
正
し
い
も
の
を
教
習
す
る
こ
と
。

⑼
教
習
は
、
現
実
的
具
体
的
で
あ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る

こ
と
。

⒉
技
能
養
成
工
は
、
以
前
に
う
け
た
教
育
、
経
験
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
見
解
、
態
度
等
が

異
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
の
知
能
、
性
格
、
体
力
と
う
に
つ
い
て
個
人
差
を
把
握

す
る
等
、
技
能
養
成
工
個
人
に
対
す
る
理
解
に
努
め
さ
せ
る
こ
と
。

⒊
技
能
養
成
工
に
対
す
る
一
般
的
な
指
導
の
指
針
を
示
せ
ば
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
習
得
の
速
度
が
一
般
の
技
能
養
成
工
に
く
ら
べ
相
当
渋
滞
す
る
技
能
養
成
工
に
つ
い

て
は
、
そ
の
原
因
例
え
ば
、
習
得
方
法
を
知
ら
な
い
が
、
知
能
が
あ
る
こ
と
等
を
明

か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
策
を
た
て
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
般
的
方
法
と
し
て
は
、

特
に
配
意
し
た
指
導
票
を
与
え
る
と
か
、
特
別
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
指
導
す
る
と
か
、

場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
指
導
を
行
う
等
の
処
置
を
と
る
こ
と
。

⑵
怠
慢
な
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
習
得
の
動
機
づ
け
に
留
意
し
、
出
来
る
だ
け
個
人
指
導

を
行
う
こ
と
。

⑶
喧
噪
で
不
注
意
な
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
正
し
い
習
得
の
動
機
づ
け
を
す
る
よ

う
留
意
し
、
一
般
の
技
能
養
成
工
よ
り
も
特
に
注
意
深
く
訓
練
す
る
こ
と
。

⑷
性
格
の
弱
い
、
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
激
励
す
る
と
か
、
そ
の
心
理
的
障
碍
を

除
去
す
る
よ
う
慎
重
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

⑸
優
秀
な
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
特
に
任
務
を
与
え
る
な
ど
の
方
法
で
そ
の
能
力

の
発
達
を
助
長
す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⒋
技
能
養
成
工
を
し
て
、
事
業
場
に
お
け
る
共
同
生
活
に
適
応
せ
し
め
、
安
定
感
、
自
信
、
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奉
仕
に
よ
る
満
足
感
、
創
意
工
夫
力
、
責
任
感
等
を
涵
養
せ
し
め
る
た
め
、
次
の
よ
う

な
方
法
を
と
り
、
職
場
に
お
け
る
定
着
を
図
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

⑴
適
正
に
応
じ
て
職
種
を
決
め
る
こ
と
。

⑵
昇
進
昇
給
等
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
、
不
平
不
満
は
正
直
に
相
談
さ
せ
る
よ
う
に
し
む

け
る
こ
と
。

⑶
仕
事
の
重
要
さ
や
果
す
役
割
を
認
識
せ
し
め
、
仕
事
に
自
覚
と
責
任
を
も
た
せ
る
こ

と
。

⑷
仕
事
し
の
目
標
を
示
し
、
仕
事
ぶ
り
を
批
評
し
て
や
る
こ
と
。

⑸
賞
罰
を
適
性
に
す
る
こ
と
。

⑹
指
示
、
暗
示
等
の
刺
戟
や
激
励
を
与
え
て
、
積
極
性
や
創
意
を
伸
ば
す
よ
う
努
め
る

こ
と
。

⑺
公
正
に
取
扱
う
こ
と
。

㈡

教
習
の
準
備

⒈
教
習
に
先
き
立
っ
て
の
準
備
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑴
選
定
さ
れ
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
い
て
作
業
分
析
に
よ
っ
て
析
出
さ

れ
た
要
素
作
業
、
八
草
的
知
識
及
び
一
般
的
知
識
を
、
教
習
に
最
も
効
果
的
な
単
位

に
分
解
或
は
組
織
す
る
こ
と
。

⑵
右
の
単
位
を
、
要
点
又
は
中
心
と
な
る
も
の
の
周
囲
に
組
織
し
、
実
技
課
題
に
ま
と

め
る
こ
と
。

⑶
教
具
、
設
備
、
施
設
、
参
考
資
料
等
を
準
備
す
る
こ
と
。

⑷
教
習
票
及
び
指
導
票
を
作
成
す
る
こ
と
。

⒉
一
般
的
な
教
習
の
順
序
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
技
能
養
成
工
に
習
得
の
た
め
の
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
。

⑵
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
、
説
話
、
広
義
、
討
論
、
実
験
、
実
演
、
図
表
等

に
よ
っ
て
呈
示
す
る
こ
と
。

⑶
実
技
課
題
を
実
習
さ
せ
る
こ
と
。

⑷
試
験
に
よ
っ
て
習
得
の
進
歩
を
た
し
か
め
る
こ
と
。

⑸
教
習
し
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
い
て
、
討
論
及
び
批
評
等
に
よ
り
、

そ
の
要
点
の
福
集
及
び
要
約
を
行
う
こ
と
。

㈢

技
能
養
成
工
の
習
得
準
備

⒈
教
習
の
第
一
段
階
と
し
て
、
技
能
養
成
工
を
し
て
、
教
習
活
動
に
活
発
に
参
加
さ
せ
る

た
め
の
習
得
に
対
す
る
心
的
準
備
を
整
え
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。

⒉
技
能
養
成
工
の
習
得
準
備
を
促
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
心
得
て
お

く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
教
習
し
よ
う
と
す
る
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
概
要
を
示
す
こ
と
。

⑵
習
得
に
興
味
を
も
つ
よ
う
な
動
機
づ
け
に
心
掛
け
る
こ
と
。

⑶
既
に
教
習
し
た
実
技
課
題
、
関
連
学
科
項
目
、
以
前
の
教
育
、
経
験
等
と
新
し
い
実

技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
と
が
如
何
に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
。

⑷
こ
の
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
職
業
に

必
要
な
知
識
、
技
能
が
進
歩
し
、
実
に
高
度
の
問
題
を
か
い
け
つ
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
示
す
こ
と
。

⑸
こ
の
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
重
大
性
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
二
，
三
の
質

問
を
行
う
こ
と
。

⑹
習
得
準
備
の
た
め
の
時
間
は
で
き
る
だ
け
十
分
以
内
と
す
る
こ
と
。

㈣

呈

示

⒈
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
心
得
て
お

く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
実
習
の
場
所
又
は
学
科
を
教
習
す
る
場
所
の
状
態
、
教
材
の
準
備
状
況
等
を
予
め
確

め
る
こ
と
。

⑵
呈
示
は
単
刀
直
入
に
行
う
こ
と
。

⑶
単
調
を
避
け
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

⑷
動
作
や
姿
勢
に
注
意
し
、
技
能
養
成
工
に
好
感
を
も
た
ら
せ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

⑸
気
お
く
れ
を
制
御
す
る
こ
と
。

⒉
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
話
す
法
、
見
せ
る
法
、
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
学
ば
せ
る
法
の
三

つ
の
方
法
を
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
、
最
も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
お

く
こ
と
。

⒊
呈
示
の
方
法
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
講
義
に
よ
る
呈
示

㋑
講
義
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
こ
れ
を
採
用
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
考
え
と
原
理
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓑ
複
雑
な
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
内
容
を
、
短
い
時
間
で
有
効
に
組
織
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奉
仕
に
よ
る
満
足
感
、
創
意
工
夫
力
、
責
任
感
等
を
涵
養
せ
し
め
る
た
め
、
次
の
よ
う

な
方
法
を
と
り
、
職
場
に
お
け
る
定
着
を
図
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

⑴
適
正
に
応
じ
て
職
種
を
決
め
る
こ
と
。

⑵
昇
進
昇
給
等
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
、
不
平
不
満
は
正
直
に
相
談
さ
せ
る
よ
う
に
し
む

け
る
こ
と
。

⑶
仕
事
の
重
要
さ
や
果
す
役
割
を
認
識
せ
し
め
、
仕
事
に
自
覚
と
責
任
を
も
た
せ
る
こ

と
。

⑷
仕
事
し
の
目
標
を
示
し
、
仕
事
ぶ
り
を
批
評
し
て
や
る
こ
と
。

⑸
賞
罰
を
適
性
に
す
る
こ
と
。

⑹
指
示
、
暗
示
等
の
刺
戟
や
激
励
を
与
え
て
、
積
極
性
や
創
意
を
伸
ば
す
よ
う
努
め
る

こ
と
。

⑺
公
正
に
取
扱
う
こ
と
。

㈡

教
習
の
準
備

⒈
教
習
に
先
き
立
っ
て
の
準
備
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑴
選
定
さ
れ
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
い
て
作
業
分
析
に
よ
っ
て
析
出
さ

れ
た
要
素
作
業
、
八
草
的
知
識
及
び
一
般
的
知
識
を
、
教
習
に
最
も
効
果
的
な
単
位

に
分
解
或
は
組
織
す
る
こ
と
。

⑵
右
の
単
位
を
、
要
点
又
は
中
心
と
な
る
も
の
の
周
囲
に
組
織
し
、
実
技
課
題
に
ま
と

め
る
こ
と
。

⑶
教
具
、
設
備
、
施
設
、
参
考
資
料
等
を
準
備
す
る
こ
と
。

⑷
教
習
票
及
び
指
導
票
を
作
成
す
る
こ
と
。

⒉
一
般
的
な
教
習
の
順
序
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
技
能
養
成
工
に
習
得
の
た
め
の
準
備
を
さ
せ
る
こ
と
。

⑵
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
、
説
話
、
広
義
、
討
論
、
実
験
、
実
演
、
図
表
等

に
よ
っ
て
呈
示
す
る
こ
と
。

⑶
実
技
課
題
を
実
習
さ
せ
る
こ
と
。

⑷
試
験
に
よ
っ
て
習
得
の
進
歩
を
た
し
か
め
る
こ
と
。

⑸
教
習
し
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
に
つ
い
て
、
討
論
及
び
批
評
等
に
よ
り
、

そ
の
要
点
の
福
集
及
び
要
約
を
行
う
こ
と
。

㈢

技
能
養
成
工
の
習
得
準
備

⒈
教
習
の
第
一
段
階
と
し
て
、
技
能
養
成
工
を
し
て
、
教
習
活
動
に
活
発
に
参
加
さ
せ
る

た
め
の
習
得
に
対
す
る
心
的
準
備
を
整
え
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。

⒉
技
能
養
成
工
の
習
得
準
備
を
促
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
心
得
て
お

く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
教
習
し
よ
う
と
す
る
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
概
要
を
示
す
こ
と
。

⑵
習
得
に
興
味
を
も
つ
よ
う
な
動
機
づ
け
に
心
掛
け
る
こ
と
。

⑶
既
に
教
習
し
た
実
技
課
題
、
関
連
学
科
項
目
、
以
前
の
教
育
、
経
験
等
と
新
し
い
実

技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
と
が
如
何
に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
。

⑷
こ
の
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
職
業
に

必
要
な
知
識
、
技
能
が
進
歩
し
、
実
に
高
度
の
問
題
を
か
い
け
つ
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
示
す
こ
と
。

⑸
こ
の
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
重
大
性
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
二
，
三
の
質

問
を
行
う
こ
と
。

⑹
習
得
準
備
の
た
め
の
時
間
は
で
き
る
だ
け
十
分
以
内
と
す
る
こ
と
。

㈣

呈

示

⒈
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
心
得
て
お

く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
実
習
の
場
所
又
は
学
科
を
教
習
す
る
場
所
の
状
態
、
教
材
の
準
備
状
況
等
を
予
め
確

め
る
こ
と
。

⑵
呈
示
は
単
刀
直
入
に
行
う
こ
と
。

⑶
単
調
を
避
け
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

⑷
動
作
や
姿
勢
に
注
意
し
、
技
能
養
成
工
に
好
感
を
も
た
ら
せ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

⑸
気
お
く
れ
を
制
御
す
る
こ
と
。

⒉
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
話
す
法
、
見
せ
る
法
、
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
学
ば
せ
る
法
の
三

つ
の
方
法
を
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
、
最
も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
常
に
念
頭
に
お

く
こ
と
。

⒊
呈
示
の
方
法
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
講
義
に
よ
る
呈
示

㋑
講
義
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
こ
れ
を
採
用
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
考
え
と
原
理
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓑ
複
雑
な
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
内
容
を
、
短
い
時
間
で
有
効
に
組
織
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し
、
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓒ
一
時
に
多
数
の
者
に
対
し
て
教
習
で
き
る
こ
と
。

ⓓ
講
義
以
外
の
教
習
指
導
方
法
を
実
施
す
る
場
合
の
有
効
な
手
引
と
な
る
こ
と
。

ⓔ
そ
の
と
き
の
事
情
に
応
じ
て
、
容
易
に
内
容
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓕ
実
技
の
教
習
に
は
適
当
で
な
い
こ
と
。

㋺
美
羽
儀
は
、
特
に
次
の
場
合
に
使
用
す
れ
ば
有
効
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
実
技
課
題
、
関
連
学
科
項
目
、
実
習
の
結
果
、
試
験
課
題
等
を
紹
介
説
明
す
る

と
き
。

ⓑ
技
能
養
成
工
の
習
得
し
た
事
項
に
つ
い
て
補
説
す
る
と
き
。

ⓒ
批
評
指
導
す
る
と
き
。

㋩
講
義
に
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
経
験
、
現
場
に
お
け
る
最
近
の
実
例
等
を
な

る
べ
く
織
込
む
よ
う
配
意
せ
し
め
る
こ
と
。

㋭
講
義
は
、
技
能
養
成
工
の
理
解
で
き
る
言
葉
を
使
用
し
、
具
体
的
な
表
現
を
用
い
、

マ
マ

記
述
は
で
き
る
だ
け
短
く
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

㋬
一
つ
の
考
え
か
ら
他
の
考
え
に
移
る
場
合
に
、
そ
の
推
移
を
鮮
明
に
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
。

㋣
講
義
の
終
り
に
は
、
そ
の
目
的
と
重
要
性
、
主
要
点
、
主
な
結
論
を
要
約
し
て
繰

返
し
、
技
能
養
成
工
が
簡
単
に
復
習
で
き
る
よ
う
配
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋠
講
義
の
時
間
は
、
長
く
と
も
一
時
間
を
超
え
な
い
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
が
望
ま

し
い
こ
と
。

⑵
図
示
に
よ
る
呈
示

㋑
図
示
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
こ
れ
を
採
用
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
説
明
だ
け
で
は
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
状
態
を
現
に
示
す
こ

と
が
不
可
能
な
構
造
や
作
用
の
詳
細
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓑ
図
示
は
断
片
的
で
あ
る
か
ら
、
相
互
の
関
連
あ
る
も
の
を
示
す
場
合
に
は
、
不

適
当
で
あ
る
こ
と
。

ⓒ
準
備
に
手
数
と
費
用
が
か
ゝ
る
こ
と
。

㋺
図
示
の
種
類
と
し
て
は
、
図
表
、
写
真
、
グ
ラ
フ
、
幻
灯
、
フ
イ
ル
ム
、
模
型
、

サ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
、
絵
図
等
が
あ
る
こ
と
。

㋩
図
示
は
、
他
の
教
習
指
導
方
法
と
併
せ
、
用
い
て
効
果
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥
図
示
は
、
教
書
の
要
点
を
強
調
し
、
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
に
使
用
す
べ
き
も
の

マ

マ

で
あ
る
こ
と
。

㋭
図
示
に
よ
る
呈
示
に
は
、
必
ず
説
明
を
つ
け
る
こ
と
。

㋬
図
示
の
数
が
多
き
に
過
ぎ
る
と
混
乱
し
て
効
果
が
少
い
か
ら
、
よ
く
選
択
さ
れ
た

適
当
な
図
示
を
少
数
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㋣
図
示
は
興
味
本
位
に
な
が
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
教
習
の
内
容
に
合
致
し
た

も
の
を
準
備
す
る
こ
と
。

⑶
実
演
に
よ
る
呈
示

㋑
実
演
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
こ
れ
を
採
用
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
実
演
は
、
実
際
の
手
順
ま
た
は
操
作
を
実
物
に
つ
い
て
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
他

の
教
習
指
導
方
法
の
よ
う
に
、
技
能
養
成
工
が
想
像
、
推
測
等
を
す
る
必
要
が

な
い
こ
と
。

ⓑ
動
く
も
の
に
対
す
る
興
味
を
抱
か
せ
る
こ
と
。

ⓒ
操
作
の
正
し
い
方
法
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓓ
多
数
の
技
能
養
成
工
を
一
度
に
参
加
さ
せ
る
に
は
、
や
や
も
す
る
と
困
難
な
場
合

が
あ
る
こ
と
。

㋺
実
演
に
よ
る
呈
示
は
、
次
の
四
つ
の
段
階
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓔ
そ
の
目
的
と
過
程
を
説
明
す
る
こ
と
。

ⓑ
普
通
の
速
度
で
完
全
な
過
程
を
実
演
す
る
こ
と
。

ⓒ
そ
の
過
程
を
繰
返
し
、
各
段
階
を
演
じ
つ
ゝ
説
明
し
、
留
意
す
べ
き
こ
と
を
明
確

に
示
す
こ
と
。

ⓓ
全
体
の
輪
郭
を
把
握
せ
し
め
る
た
め
に
、
全
体
を
通
じ
て
普
通
の
速
度
で
実
演
す

る
こ
と
。

㋩
実
演
に
よ
る
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ⓐ
手
間
ど
っ
た
り
、
合
間
を
お
い
た
り
し
て
、
興
味
を
失
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

円
滑
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ⓑ
実
演
の
進
行
中
要
点
を
指
摘
し
、
注
意
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
質
問
を
発
す
る
こ

と
。

ⓒ
技
能
養
成
工
の
不
明
な
点
を
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

ⓓ
す
べ
て
の
技
能
養
成
工
に
見
え
る
よ
う
に
行
う
こ
と
。

ⓔ
終
り
に
要
約
し
て
教
習
す
る
こ
と
。
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㋥
実
演
は
操
作
全
体
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
工
夫
し
、
操
作
を
わ
け
て
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
全
体
に
対
す
る
位
置
や
関
連
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
。

㋭
短
時
間
で
あ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。

㋬
必
要
に
応
じ
て
繰
返
し
行
う
こ
と
。

㋣
実
演
と
実
習
と
の
間
に
長
い
期
間
を
お
か
な
い
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㋠
実
演
に
は
、
す
ぐ
れ
た
熟
練
者
が
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

㋷
安
全
作
業
を
強
調
す
る
こ
と
。

⑷
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示

㋑
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
と
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
と
技
能
養
成
工
ま
た
は
技
能
養

成
工
同
志
の
会
議
を
手
段
と
す
る
教
習
指
導
方
法
で
あ
る
こ
と
。

㋺
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
が
座
長
ま
た
は
指
導
者
と

な
っ
て
、
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
提
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
や
知
識

を
発
表
さ
せ
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
な
る
べ
く
教
え
る
こ
と
を
避
け
、
列
席
者
に

も
れ
な
く
発
表
の
機
会
を
も
た
せ
る
よ
う
配
慮
し
、
教
習
の
目
的
へ
導
く
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋩
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
せ
し
め
る
こ
と
。

ⓐ
討
論
の
目
的
を
明
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓑ
討
論
は
無
秩
序
に
な
り
や
す
い
か
ら
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
主
な
傾
向
、
問

題
点
、
要
点
を
予
め
準
備
し
て
お
い
て
、
教
習
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
指

導
す
る
要
が
あ
る
こ
と
。

ⓒ
技
能
養
成
工
の
個
性
人
格
を
尊
重
し
、
全
員
の
参
加
意
識
と
満
足
感
を
助
長
す
る

よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

ⓓ
討
論
の
進
行
を
段
階
に
分
解
し
て
、
目
的
に
近
づ
く
よ
う
に
指
導
す
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ⓔ
思
考
の
展
開
を
し
て
い
る
の
は
、
技
能
養
成
工
で
あ
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員

は
、
そ
の
展
開
を
指
導
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ⓕ
リ
ー
ド
し
勝
ち
な
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
比
較
的
困
難
な
質
問
を
し
、
気
の

弱
い
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
比
較
的
安
易
な
質
問
を
発
し
て
勇
気
づ
け
る
等

総
て
の
技
能
養
成
工
を
討
論
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
こ
と
。

ⓖ
討
論
に
参
加
す
る
者
の
数
は
、
多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
効
果
が
う
す
く
、
十

二
人
内
外
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
、
二
十
五
人
を
超
え
る
と
困
難
な
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ⓗ
最
後
に
参
加
者
の
意
見
が
一
致
し
て
得
た
結
論
を
確
認
す
る
こ
と
。

㈤

実

習

⒈
実
習
と
は
、
技
能
養
成
工
が
習
得
し
た
知
識
、
技
能
を
応
用
し
て
、
技
能
者
養
成
指
導

員
の
監
督
と
援
助
の
下
に
、
実
際
に
仕
事
を
行
っ
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
こ
と
。

⒉
実
習
の
効
果
に
は
、
概
ね
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
技
能
養
成
工
を
単
独
で
、
各
自
の
速
度
で
作
業
さ
せ
、
個
々
に
つ
い
て
技
能
者
養
成

指
導
員
が
指
導
を
行
う
、
主
と
し
て
基
礎
的
実
習
に
用
い
ら
れ
る
個
人
実
習

⑵
技
能
養
成
工
と
同
一
の
速
度
で
全
員
作
業
さ
せ
、
主
と
し
て
作
業
動
作
を
指
導
す
る

集
団
指
導

⑶
技
能
養
成
工
が
交
互
に
志
度
者
被
指
導
者
と
な
っ
て
行
う
交
互
実
習

⑷
技
能
養
成
工
を
そ
れ
ぞ
れ
生
産
現
場
に
配
属
し
、
技
能
者
養
成
指
導
員
又
は
補
助
指

導
者
の
下
で
、
一
般
作
業
に
受
持
さ
せ
つ
つ
仕
事
を
習
得
さ
せ
る
現
場
実
習

⒊
実
習
の
機
会
は
、
呈
示
の
す
み
次
第
な
る
べ
く
速
か
に
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

⒋
実
習
を
行
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
優
秀
な
補
助
指
導
員
を
予
め
選
定
し
、
具
体
的
に
そ
の
担
任
を
定
め
る
こ
と
。

⑵
実
習
に
使
用
さ
せ
る
設
備
、
器
材
及
び
教
習
票
そ
の
他
参
考
資
料
等
を
慎
重
に
準
備

す
る
こ
と
。

⑶
実
習
に
つ
か
せ
る
前
に
、
そ
の
仕
事
の
概
要
、
手
順
、
到
達
す
べ
き
目
標
に
つ
い
て

説
明
し
、
で
き
れ
ば
実
際
に
行
っ
て
み
せ
、
安
全
作
業
そ
の
他
注
意
す
べ
き
事
項
を

強
調
す
る
こ
と
。

⑷
技
能
養
成
工
に
、
機
械
や
装
置
を
自
ら
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

⑸
実
習
は
予
定
の
技
能
に
達
す
る
ま
で
続
け
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
実
習

時
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
基
礎
的
原
則
的
な
も
の
に
つ
い
て
行
わ
せ
る
こ

と
。

⑹
誤
り
は
習
慣
と
な
ら
な
い
前
に
必
ず
訂
正
す
る
こ
と
。

⑺
技
能
養
成
工
に
、
実
習
ノ
ー
ト
或
は
実
習
日
誌
等
次
の
事
項
を
含
む
、
実
習
状
況
の

記
録
を
作
ら
せ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㋑
実
習
年
月
日

㋺
実
習
の
課
題

㋩
使
用
設
備
、
器
具
、
材
料

㋥
仕
事
の
手
順
、
標
準
作
業
時
間

㋭
仕
事
の
要
所
、
注
意
事
項
及
び
関
係
知
識
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㋥
実
演
は
操
作
全
体
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
工
夫
し
、
操
作
を
わ
け
て
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
全
体
に
対
す
る
位
置
や
関
連
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
。

㋭
短
時
間
で
あ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。

㋬
必
要
に
応
じ
て
繰
返
し
行
う
こ
と
。

㋣
実
演
と
実
習
と
の
間
に
長
い
期
間
を
お
か
な
い
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㋠
実
演
に
は
、
す
ぐ
れ
た
熟
練
者
が
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

㋷
安
全
作
業
を
強
調
す
る
こ
と
。

⑷
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示

㋑
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
と
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
と
技
能
養
成
工
ま
た
は
技
能
養

成
工
同
志
の
会
議
を
手
段
と
す
る
教
習
指
導
方
法
で
あ
る
こ
と
。

㋺
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
の
方
法
は
、
技
能
者
養
成
指
導
員
が
座
長
ま
た
は
指
導
者
と

な
っ
て
、
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
提
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
や
知
識

を
発
表
さ
せ
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
な
る
べ
く
教
え
る
こ
と
を
避
け
、
列
席
者
に

も
れ
な
く
発
表
の
機
会
を
も
た
せ
る
よ
う
配
慮
し
、
教
習
の
目
的
へ
導
く
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋩
指
導
討
論
に
よ
る
呈
示
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
せ
し
め
る
こ
と
。

ⓐ
討
論
の
目
的
を
明
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓑ
討
論
は
無
秩
序
に
な
り
や
す
い
か
ら
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
主
な
傾
向
、
問

題
点
、
要
点
を
予
め
準
備
し
て
お
い
て
、
教
習
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
指

導
す
る
要
が
あ
る
こ
と
。

ⓒ
技
能
養
成
工
の
個
性
人
格
を
尊
重
し
、
全
員
の
参
加
意
識
と
満
足
感
を
助
長
す
る

よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

ⓓ
討
論
の
進
行
を
段
階
に
分
解
し
て
、
目
的
に
近
づ
く
よ
う
に
指
導
す
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ⓔ
思
考
の
展
開
を
し
て
い
る
の
は
、
技
能
養
成
工
で
あ
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員

は
、
そ
の
展
開
を
指
導
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ⓕ
リ
ー
ド
し
勝
ち
な
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
比
較
的
困
難
な
質
問
を
し
、
気
の

弱
い
技
能
養
成
工
に
対
し
て
は
、
比
較
的
安
易
な
質
問
を
発
し
て
勇
気
づ
け
る
等

総
て
の
技
能
養
成
工
を
討
論
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
こ
と
。

ⓖ
討
論
に
参
加
す
る
者
の
数
は
、
多
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
効
果
が
う
す
く
、
十

二
人
内
外
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
、
二
十
五
人
を
超
え
る
と
困
難
な
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ⓗ
最
後
に
参
加
者
の
意
見
が
一
致
し
て
得
た
結
論
を
確
認
す
る
こ
と
。

㈤

実

習

⒈
実
習
と
は
、
技
能
養
成
工
が
習
得
し
た
知
識
、
技
能
を
応
用
し
て
、
技
能
者
養
成
指
導

員
の
監
督
と
援
助
の
下
に
、
実
際
に
仕
事
を
行
っ
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
こ
と
。

⒉
実
習
の
効
果
に
は
、
概
ね
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

⑴
技
能
養
成
工
を
単
独
で
、
各
自
の
速
度
で
作
業
さ
せ
、
個
々
に
つ
い
て
技
能
者
養
成

指
導
員
が
指
導
を
行
う
、
主
と
し
て
基
礎
的
実
習
に
用
い
ら
れ
る
個
人
実
習

⑵
技
能
養
成
工
と
同
一
の
速
度
で
全
員
作
業
さ
せ
、
主
と
し
て
作
業
動
作
を
指
導
す
る

集
団
指
導

⑶
技
能
養
成
工
が
交
互
に
志
度
者
被
指
導
者
と
な
っ
て
行
う
交
互
実
習

⑷
技
能
養
成
工
を
そ
れ
ぞ
れ
生
産
現
場
に
配
属
し
、
技
能
者
養
成
指
導
員
又
は
補
助
指

導
者
の
下
で
、
一
般
作
業
に
受
持
さ
せ
つ
つ
仕
事
を
習
得
さ
せ
る
現
場
実
習

⒊
実
習
の
機
会
は
、
呈
示
の
す
み
次
第
な
る
べ
く
速
か
に
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

⒋
実
習
を
行
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
優
秀
な
補
助
指
導
員
を
予
め
選
定
し
、
具
体
的
に
そ
の
担
任
を
定
め
る
こ
と
。

⑵
実
習
に
使
用
さ
せ
る
設
備
、
器
材
及
び
教
習
票
そ
の
他
参
考
資
料
等
を
慎
重
に
準
備

す
る
こ
と
。

⑶
実
習
に
つ
か
せ
る
前
に
、
そ
の
仕
事
の
概
要
、
手
順
、
到
達
す
べ
き
目
標
に
つ
い
て

説
明
し
、
で
き
れ
ば
実
際
に
行
っ
て
み
せ
、
安
全
作
業
そ
の
他
注
意
す
べ
き
事
項
を

強
調
す
る
こ
と
。

⑷
技
能
養
成
工
に
、
機
械
や
装
置
を
自
ら
点
検
さ
せ
る
こ
と
。

⑸
実
習
は
予
定
の
技
能
に
達
す
る
ま
で
続
け
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
実
習

時
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
基
礎
的
原
則
的
な
も
の
に
つ
い
て
行
わ
せ
る
こ

と
。

⑹
誤
り
は
習
慣
と
な
ら
な
い
前
に
必
ず
訂
正
す
る
こ
と
。

⑺
技
能
養
成
工
に
、
実
習
ノ
ー
ト
或
は
実
習
日
誌
等
次
の
事
項
を
含
む
、
実
習
状
況
の

記
録
を
作
ら
せ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㋑
実
習
年
月
日

㋺
実
習
の
課
題

㋩
使
用
設
備
、
器
具
、
材
料

㋥
仕
事
の
手
順
、
標
準
作
業
時
間

㋭
仕
事
の
要
所
、
注
意
事
項
及
び
関
係
知
識
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㋬
図

面

⒌
実
習
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
に
留
意
す
べ
き
こ
と
。

⑴
実
習
中
の
技
能
養
成
工
が
、
何
を
す
べ
き
か
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
め
る
こ

と
。

⑵
多
数
の
技
能
養
成
工
が
、
基
礎
的
な
重
要
点
を
誤
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
前
項
⑶
に
よ

る
説
明
と
実
演
を
繰
返
す
べ
き
こ
と
。

⑶
少
数
の
技
能
養
成
工
ｋ
み
が
追
加
指
導
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
に
必
要
な

教
習
を
繰
返
し
、
手
を
と
る
よ
う
に
指
導
す
る
か
、
ま
た
は
優
秀
な
技
能
養
成
工
に

つ
け
て
援
助
さ
せ
る
と
か
或
は
特
に
詳
細
な
作
業
指
導
票
を
作
成
し
て
与
え
る
よ
う

配
意
す
る
こ
と
。

⑷
技
能
養
成
工
は
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
、
何
故
し
て
い
る
か
、
成
功
す
る
か
ど

う
か
を
、
ど
う
し
た
ら
判
断
で
き
る
か
を
し
り
た
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
判
断
に
つ
い
て
の
知
識
、
指
針
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

⑸
実
習
の
書
㋭
の
段
階
に
お
い
て
は
、
正
確
度
に
重
点
を
お
き
、
段
階
の
進
む
に
従
っ

て
正
確
度
と
作
業
速
度
の
双
方
に
重
点
を
お
き
、
更
に
進
ん
だ
段
階
で
は
再
び
正
確

度
に
重
点
を
お
い
て
指
導
す
る
こ
と
。

㈥

試

験

⒈
試
験
の
目
的
及
び
分
類

⑴
試
験
の
目
的
は
概
ね
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
こ
と
。

㋑
技
能
養
成
工
の
習
得
の
程
度
と
能
力
を
測
定
す
る
こ
と
。

㋺
教
習
の
質
と
効
果
を
測
定
す
る
こ
と
。

㋩
技
能
養
成
工
自
ら
の
習
得
意
欲
を
促
進
す
る
こ
と
。

㋥
技
能
養
成
工
自
身
に
、
自
己
の
誤
謬
や
弱
点
を
認
識
せ
し
め
る
こ
と
。

㋭
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
要
約
と
復
習
の
作
用
を
す
る
こ
と
。

㋬
技
能
養
成
工
の
一
般
水
準
を
高
め
る
に
役
立
つ
こ
と
。

⑵
試
験
は
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
。

㋑
教
習
時
間
の
終
了
の
際
、
そ
の
時
間
中
の
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
を
復
習

さ
せ
る
た
め
或
は
技
能
養
成
工
が
習
得
し
た
と
こ
ろ
を
実
際
に
用
い
る
機
会
を
与

へ
る
た
め
の
試
験

㋺
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
一
の
指
導
単
位
の
終
了
時
に
、
技
能
養
成
工
の

習
得
程
度
の
測
定
或
は
教
習
方
法
の
効
果
の
測
定
の
た
め
の
試
験

㋩
実
技
課
題
終
了
し
た
と
き
、
技
能
養
成
工
の
技
能
熟
練
程
度
を
検
査
す
る
た
め
の

試
験

⑶
試
験
は
ま
た
そ
の
実
施
の
時
期
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
。

㋑
前
項
㋑
及
び
㋺
の
試
験
の
よ
う
な
平
常
試
験

㋺
教
習
年
度
を
何
期
か
に
区
分
し
、
そ
の
期
間
に
教
習
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
期

末
試
験
。

㋩
教
習
年
度
末
に
、
そ
の
年
間
に
教
習
し
た
も
の
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に

平
常
及
び
期
末
試
験
の
結
果
並
び
に
観
察
結
果
を
併
せ
て
評
価
す
る
教
習
年
度
末

試
験
。

⒉
試
験
の
方
法

⑴
試
験
の
方
法
は
、
概
ね
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

㋑
口
頭
に
よ
る
試
験

㋺
筆
答
に
よ
る
試
験

㋩
実
技
試
験

㋥
観
察
に
よ
る
試
験

⑵
試
験
の
方
法
は
、
そ
の
特
質
を
弁
え
、
教
習
の
目
的
及
び
内
容
、
試
験
時
期
、
試
験

時
間
、
利
用
施
設
等
を
勘
案
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
採
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑶
口
頭
に
よ
る
試
験
は
、
教
習
手
段
と
し
て
平
常
試
験
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
。

⑷
筆
答
に
よ
る
試
験

㋑
筆
答
に
よ
る
試
験
は
、
期
末
或
は
教
習
年
度
末
試
験
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
筆
答
に
よ
る
試
験
は
、
更
に
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ⓐ
論
文
や
自
由
解
答
の
形
式
を
と
る
主
観
的
試
験
。

ⓑ
数
、
形
、
語
、
短
文
の
形
式
等
短
い
解
答
を
ふ
く
む
客
観
的
試
験
。

㋩
主
観
的
筆
答
試
験
は
、
知
識
、
思
想
、
推
理
力
等
を
試
験
す
る
の
に
使
用
し
て
効

果
が
あ
る
こ
と
。

㋥
主
観
的
筆
答
試
験
に
は
、
次
の
形
式
の
も
の
が
あ
る
こ
と
。

ⓐ
論
文

ⓑ
「
主
な
る
も
の
を
五
つ
あ
げ
よ
」
「
知
る
と
こ
ろ
を
記
せ
」
等
の
再
生
法
。

㋭
主
観
的
筆
答
試
験
は
、
次
の
こ
と
を
心
得
て
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
当
該
仕
事
の
理
解
、
関
係
知
識
を
組
織
す
る
能
力
を
中
心
に
試
験
す
る
こ
と
。

ⓑ
試
験
課
題
は
、
技
能
養
成
工
が
当
該
事
項
を
実
際
に
適
用
す
る
能
力
或
は
習
得
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し
た
実
技
、
学
科
を
も
と
と
し
て
合
理
的
な
結
論
に
到
達
し
う
る
能
力
を
試
験

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
課
題
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
比
較
的
重
大
な
点
に
つ
い
て
の
知
識
を
試

験
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ⓓ
試
験
課
題
は
、
正
確
、
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ⓔ
一
の
試
験
課
題
に
、
い
く
つ
か
の
要
点
を
含
む
場
合
は
、
課
題
を
分
割
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
。

㋬
主
観
的
筆
答
試
験
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
概
ね
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
。

ⓐ
採
点
が
技
能
者
養
成
指
導
員
の
興
味
や
知
識
に
影
響
さ
れ
易
い
こ
と
。

ⓑ
解
答
作
成
並
び
に
採
点
に
相
当
長
い
時
間
を
要
す
る
こ
と
。

ⓒ
包
含
す
る
要
点
が
比
較
的
少
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
。

ⓓ
作
文
の
巧
拙
に
よ
っ
て
、
公
平
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

㋣
客
観
的
筆
答
試
験
は
、
特
殊
な
事
実
を
習
得
し
た
か
ど
う
か
を
試
験
す
る
に
効
果

が
あ
る
こ
と
。

㋠
客
観
的
筆
答
試
験
の
特
質
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

ⓐ
主
観
的
判
断
や
個
人
的
意
見
が
除
か
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
ら
整
一
な
採

マ
マ

点
が
で
き
る
こ
と
。

ⓑ
等
級
が
容
易
に
付
さ
れ
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
の
実
施
及
び
採
点
が
短
時
間
で
で
き
る
こ
と
。

ⓓ
標
準
化
が
で
き
る
こ
と
。

㋷
客
観
的
筆
答
試
験
に
は
、
一
般
的
に
次
の
形
式
の
も
の
が
あ
る
こ
と
。

ⓐ
正
誤
い
づ
れ
か
を
「
正
」
「
○
」
「×

」
等
で
記
載
さ
せ
る
正
誤
判
定
法
。

ⓑ
一
の
未
完
成
の
章
句
に
対
し
、
こ
れ
に
つ
ゞ
く
べ
き
数
個
の
章
句
を
提
出
し
、

完
成
し
た
章
句
に
な
る
よ
う
「
つ
な
が
せ
る
」
集
団
正
誤
判
定
法
。

ⓒ
目
的
、
方
法
、
結
果
等
そ
の
狙
う
と
こ
ろ
を
伏
せ
た
一
の
記
述
に
、
数
種
の
章

句
を
添
え
て
提
出
し
、
こ
の
数
種
の
章
句
の
中
か
ら
、
記
述
の
狙
う
も
の
を
選

び
出
せ
る
多
数
背
選
択
法
。

ⓓ
重
要
な
一
つ
以
上
の
語
句
が
省
略
さ
れ
て
い
る
記
述
に
、
省
略
さ
れ
て
い
る
部

分
を
適
当
な
語
句
で
補
足
さ
せ
る
補
足
法
。

ⓔ
教
習
し
た
術
語
、
法
則
、
要
点
等
を
列
挙
さ
せ
る
列
挙
法
。

ⓕ
一
方
の
他
項
目
と
他
方
の
各
項
目
と
最
も
関
係
深
い
項
目
を
組
合
わ
せ
る
組
合

せ
法
。

ⓖ
与
え
ら
れ
た
符
号
、
部
分
、
部
品
等
か
ら
そ
れ
の
表
わ
す
本
来
の
名
称
を
指
示

す
る
同
一
証
明
法
。

ⓗ
図
を
与
え
て
、
要
点
を
記
入
さ
せ
る
と
か
、
ま
た
は
指
示
し
て
図
示
さ
せ
る
図

解
法
。

⑸
実
技
試
験

㋑
実
技
試
験
は
、
物
の
作
製
、
修
理
、
操
作
、
組
立
等
の
仕
事
に
つ
い
て
、
そ
の
速

度
と
正
確
度
を
測
定
し
、
仕
事
に
関
す
る
複
雑
な
要
素
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

客
観
的
に
評
価
す
る
の
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
実
技
試
験
の
目
的
は
、
養
成
目
標
技
能
程
度
に
到
達
し
た
か
否
か
を
測
定
す
る
に

あ
る
こ
と
。

㋩
実
技
試
験
は
、
技
能
養
成
工
が
仕
事
を
す
る
と
き
に
経
験
す
る
特
殊
の
困
難
を
ど

の
種
類
の
試
験
よ
り
も
明
確
に
判
明
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥
実
技
試
験
は
、
技
能
養
成
工
が
仕
事
を
す
る
場
合
に
守
る
べ
き
概
ね
次
の
こ
と
を

か
ん
さ
つ
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
道
具
を
効
果
的
に
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓑ
安
全
手
段
を
講
ず
る
か
否
か
。

ⓒ
正
し
い
順
序
で
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓓ
正
し
い
姿
勢
、
動
作
で
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓔ
困
難
ま
た
は
仕
事
の
一
部
の
不
成
功
に
如
何
に
対
処
す
る
か
。

ⓕ
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
き
、
道
具
の
始
末
は
正
し
い
か
否
か
。

㋭
実
技
試
験
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
実
技
試
験
課
題
を
決
定
す
る
こ
と
。

ⓑ
実
技
試
験
の
正
確
な
目
的
と
実
施
す
べ
き
作
業
に
関
す
る
指
示
を
準
備
す
る
こ

と
。

ⓒ
実
技
試
験
観
察
点
、
配
点
基
準
を
定
め
、
そ
れ
ら
を
表
に
し
た
試
験
調
査
表
を

用
意
す
る
こ
と
。

ⓓ
実
技
試
験
を
終
了
し
た
と
き
は
、
技
能
養
成
工
に
対
し
、
正
し
い
手
順
、
原
則
、

各
段
階
の
理
由
ま
た
は
作
業
や
手
順
に
つ
い
て
期
待
す
る
結
果
に
関
し
、
適
当

な
質
問
を
発
し
て
、
仕
事
に
対
す
る
技
能
養
成
工
の
理
解
の
程
度
を
評
価
す
る

こ
と
。

⑹
観
察
に
よ
る
試
験
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し
た
実
技
、
学
科
を
も
と
と
し
て
合
理
的
な
結
論
に
到
達
し
う
る
能
力
を
試
験

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
課
題
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
比
較
的
重
大
な
点
に
つ
い
て
の
知
識
を
試

験
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ⓓ
試
験
課
題
は
、
正
確
、
明
瞭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ⓔ
一
の
試
験
課
題
に
、
い
く
つ
か
の
要
点
を
含
む
場
合
は
、
課
題
を
分
割
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
。

㋬
主
観
的
筆
答
試
験
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
概
ね
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
。

ⓐ
採
点
が
技
能
者
養
成
指
導
員
の
興
味
や
知
識
に
影
響
さ
れ
易
い
こ
と
。

ⓑ
解
答
作
成
並
び
に
採
点
に
相
当
長
い
時
間
を
要
す
る
こ
と
。

ⓒ
包
含
す
る
要
点
が
比
較
的
少
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
。

ⓓ
作
文
の
巧
拙
に
よ
っ
て
、
公
平
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

㋣
客
観
的
筆
答
試
験
は
、
特
殊
な
事
実
を
習
得
し
た
か
ど
う
か
を
試
験
す
る
に
効
果

が
あ
る
こ
と
。

㋠
客
観
的
筆
答
試
験
の
特
質
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

ⓐ
主
観
的
判
断
や
個
人
的
意
見
が
除
か
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
ら
整
一
な
採

マ
マ

点
が
で
き
る
こ
と
。

ⓑ
等
級
が
容
易
に
付
さ
れ
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
の
実
施
及
び
採
点
が
短
時
間
で
で
き
る
こ
と
。

ⓓ
標
準
化
が
で
き
る
こ
と
。

㋷
客
観
的
筆
答
試
験
に
は
、
一
般
的
に
次
の
形
式
の
も
の
が
あ
る
こ
と
。

ⓐ
正
誤
い
づ
れ
か
を
「
正
」
「
○
」
「×

」
等
で
記
載
さ
せ
る
正
誤
判
定
法
。

ⓑ
一
の
未
完
成
の
章
句
に
対
し
、
こ
れ
に
つ
ゞ
く
べ
き
数
個
の
章
句
を
提
出
し
、

完
成
し
た
章
句
に
な
る
よ
う
「
つ
な
が
せ
る
」
集
団
正
誤
判
定
法
。

ⓒ
目
的
、
方
法
、
結
果
等
そ
の
狙
う
と
こ
ろ
を
伏
せ
た
一
の
記
述
に
、
数
種
の
章

句
を
添
え
て
提
出
し
、
こ
の
数
種
の
章
句
の
中
か
ら
、
記
述
の
狙
う
も
の
を
選

び
出
せ
る
多
数
背
選
択
法
。

ⓓ
重
要
な
一
つ
以
上
の
語
句
が
省
略
さ
れ
て
い
る
記
述
に
、
省
略
さ
れ
て
い
る
部

分
を
適
当
な
語
句
で
補
足
さ
せ
る
補
足
法
。

ⓔ
教
習
し
た
術
語
、
法
則
、
要
点
等
を
列
挙
さ
せ
る
列
挙
法
。

ⓕ
一
方
の
他
項
目
と
他
方
の
各
項
目
と
最
も
関
係
深
い
項
目
を
組
合
わ
せ
る
組
合

せ
法
。

ⓖ
与
え
ら
れ
た
符
号
、
部
分
、
部
品
等
か
ら
そ
れ
の
表
わ
す
本
来
の
名
称
を
指
示

す
る
同
一
証
明
法
。

ⓗ
図
を
与
え
て
、
要
点
を
記
入
さ
せ
る
と
か
、
ま
た
は
指
示
し
て
図
示
さ
せ
る
図

解
法
。

⑸
実
技
試
験

㋑
実
技
試
験
は
、
物
の
作
製
、
修
理
、
操
作
、
組
立
等
の
仕
事
に
つ
い
て
、
そ
の
速

度
と
正
確
度
を
測
定
し
、
仕
事
に
関
す
る
複
雑
な
要
素
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

客
観
的
に
評
価
す
る
の
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
実
技
試
験
の
目
的
は
、
養
成
目
標
技
能
程
度
に
到
達
し
た
か
否
か
を
測
定
す
る
に

あ
る
こ
と
。

㋩
実
技
試
験
は
、
技
能
養
成
工
が
仕
事
を
す
る
と
き
に
経
験
す
る
特
殊
の
困
難
を
ど

の
種
類
の
試
験
よ
り
も
明
確
に
判
明
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥
実
技
試
験
は
、
技
能
養
成
工
が
仕
事
を
す
る
場
合
に
守
る
べ
き
概
ね
次
の
こ
と
を

か
ん
さ
つ
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
道
具
を
効
果
的
に
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓑ
安
全
手
段
を
講
ず
る
か
否
か
。

ⓒ
正
し
い
順
序
で
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓓ
正
し
い
姿
勢
、
動
作
で
操
作
す
る
か
否
か
。

ⓔ
困
難
ま
た
は
仕
事
の
一
部
の
不
成
功
に
如
何
に
対
処
す
る
か
。

ⓕ
仕
事
が
終
わ
っ
た
と
き
、
道
具
の
始
末
は
正
し
い
か
否
か
。

㋭
実
技
試
験
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
実
技
試
験
課
題
を
決
定
す
る
こ
と
。

ⓑ
実
技
試
験
の
正
確
な
目
的
と
実
施
す
べ
き
作
業
に
関
す
る
指
示
を
準
備
す
る
こ

と
。

ⓒ
実
技
試
験
観
察
点
、
配
点
基
準
を
定
め
、
そ
れ
ら
を
表
に
し
た
試
験
調
査
表
を

用
意
す
る
こ
と
。

ⓓ
実
技
試
験
を
終
了
し
た
と
き
は
、
技
能
養
成
工
に
対
し
、
正
し
い
手
順
、
原
則
、

各
段
階
の
理
由
ま
た
は
作
業
や
手
順
に
つ
い
て
期
待
す
る
結
果
に
関
し
、
適
当

な
質
問
を
発
し
て
、
仕
事
に
対
す
る
技
能
養
成
工
の
理
解
の
程
度
を
評
価
す
る

こ
と
。

⑹
観
察
に
よ
る
試
験
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㋑
指
導
能
力
、
仕
事
に
対
す
る
関
心
、
態
度
、
習
癖
籐
は
、
諸
種
の
状
況
下
に
お
い

る
技
能
養
成
工
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
試
験
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ

と
。

㋺
観
察
に
よ
る
試
験
は
、
実
技
試
験
の
際
に
併
せ
て
実
施
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
定

の
期
間
、
一
定
の
観
察
目
的
を
定
め
、
平
常
の
行
動
に
つ
い
て
も
行
う
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
。

㋩
観
察
に
よ
る
試
験
に
は
、
次
の
こ
と
が
留
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
幾
人
か
の
観
察
者
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
者
の
判
断
を
比
較
し
総
合
す
る

こ
と
。

ⓑ
指
導
能
力
を
観
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
技
能
養
成
工
に
、
他
の
技
能
養

成
工
を
指
導
さ
せ
て
、
そ
の
状
況
を
観
察
す
る
等
、
観
察
の
目
的
を
把
握
し
得

る
行
為
を
定
め
る
こ
と
。

ⓒ
態
度
に
つ
い
て
観
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
勤
労
心
の
程
度
、
協
同
性
の
程

度
、
責
任
感
の
有
無
等
に
つ
い
て
予
め
観
察
点
を
決
定
す
る
こ
と
。

ⓓ
観
察
は
、
個
人
的
特
徴
等
広
汎
に
亙
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓔ
観
察
を
客
観
的
な
ら
し
め
且
つ
正
確
を
図
る
た
め
、
観
察
点
、
配
点
基
準
を
明

瞭
に
定
め
て
、
観
察
票
を
作
成
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
観
察
せ
し
め
る
こ
と
。

ⓕ
観
察
状
況
は
、
観
察
直
後
完
全
詳
細
に
観
察
票
に
記
録
す
べ
き
こ
と
。

⑺
試
験
目
的
に
適
す
る
試
験
方
法
の
選
択

㋑
実
技
を
試
験
す
る
に
は
、
実
技
試
験
並
び
に
観
察
に
よ
る
試
験
。

㋺
事
実
、
原
則
、
手
順
等
の
理
解
力
を
試
験
す
る
に
は
、
口
頭
に
よ
る
試
験
、
論
文
、

正
誤
判
定
法
、
集
団
正
誤
判
定
法
、
多
数
選
択
法
、
補
足
法
、
列
挙
法
、
組
合
せ

法
、
同
一
証
明
法
、
並
び
に
観
察
に
よ
る
試
験
。

㋩
関
連
学
科
の
習
得
程
度
を
試
験
す
る
に
は
、
口
頭
に
よ
る
試
験
、
論
文
、
正
誤
判

定
法
、
集
団
正
誤
判
定
法
、
多
数
選
択
法
、
補
足
法
、
列
挙
法
、
並
び
に
組
合
せ

法
。

⒊
試
験
実
施
機
関

⑴
試
験
実
施
機
関
の
構
成

㋑
試
験
の
適
性
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
試
験
の
企
画
と
運
営
に
あ
た
る
試
験
実

施
機
関
を
設
け
し
め
る
こ
と
。

㋺
試
験
実
施
機
関
は
、
概
ね
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
せ
し
め
る
こ
と
。

ⓐ
使
用
者
を
代
表
す
る
者

ⓑ
労
働
者
を
代
表
す
る
者

ⓒ
技
能
者
養
成
指
導
員

ⓓ
現
場
に
お
け
る
監
督
の
職
に
あ
る
者

ⓔ
そ
の
他
技
術
団
体
の
代
表
者
等
試
験
実
施
上
必
要
と
認
め
る
者

㋩
共
同
養
成
の
場
合
も
、
勿
論
事
業
場
そ
の
他
の
中
か
ら
前
項
に
準
じ
適
当
な
者
を

選
定
せ
し
め
る
こ
と
。

㋥
構
成
人
員
は
、
技
能
職
種
、
技
能
養
成
工
の
員
数
に
応
じ
て
必
要
数
を
決
定
せ
し

め
る
こ
と
。

㋭
構
成
員
は
、
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
具
備
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
。

ⓐ
実
技
、
関
連
学
科
の
双
方
に
つ
い
て
知
識
と
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ⓑ
技
能
等
級
基
準
の
設
定
、
試
験
課
題
の
構
成
、
試
験
の
実
施
等
試
験
の
管
理
に

つ
い
て
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ⓒ
公
正
妥
当
な
判
断
を
な
し
得
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑵
試
験
実
施
機
関
の
任
務

㋑
試
験
実
施
機
関
は
、
概
ね
次
の
事
項
を
取
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
養
成
目
標
に
照
し
、
具
体
的
に
技
能
等
級
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

ⓑ
試
験
実
施
計
画
を
た
て
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
。
課
題
を
作
成
し
、
観
察
点
を
定
め
、
配
点
基
準
を
決
め
る
こ
と
。

ⓓ
試
験
に
必
要
な
工
具
、
機
械
設
備
等
の
選
定
及
び
準
備
に
あ
た
る
こ
と
。

ⓔ
試
験
の
実
施
に
あ
た
る
こ
と
。

ⓕ
試
験
結
果
の
採
点
に
あ
た
る
こ
と
。

ⓖ
必
要
な
試
験
記
録
の
作
成
及
び
こ
れ
の
保
管
に
あ
た
る
こ
と
。

㋺
試
験
の
実
施
計
画
は
、
技
能
職
種
別
に
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
慎
重
に
樹
立
す

る
こ
と
。

ⓐ
試
験
日
時

ⓑ
試
験
担
当
者

ⓒ
試
験
の
範
囲

ⓓ
試
験
課
題
作
成
手
順
の
予
定
と
期
限

ⓔ
使
用
工
具
、
機
械
器
具
、
材
料
資
材

ⓕ
試
験
実
施
要
領

ⓖ
技
能
等
級
判
定
要
領
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㋩
試
験
実
施
要
領
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ⓐ
試
験
場
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ⓑ
試
験
課
題
等
資
料
の
用
意
に
関
す
る
事
項

ⓒ
技
能
養
成
工
の
試
験
場
内
外
に
お
け
る
注
意
事
項

ⓓ
試
験
員
の
心
得
に
関
す
る
事
項

ⓔ
試
験
開
始
前
に
お
け
る
試
験
員
の
な
す
べ
き
事
項

ⓕ
試
験
開
始
手
順
に
関
す
る
事
項

ⓖ
試
験
終
了
後
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ⓗ
実
技
試
験
の
観
察
点
の
解
説
及
び
採
点
上
の
注
意
事
項

㋥
技
能
等
級
判
定
要
領
は
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ⓐ
試
験
員
の
心
得
に
関
す
る
事
項

ⓑ
実
技
と
関
連
学
科
と
の
比
重
に
関
す
る
事
項

ⓒ
期
日
の
定
め
あ
る
試
験
と
平
常
試
験
と
の
比
重
に
関
す
る
事
項

ⓓ
技
能
等
級
判
定
の
手
順
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項

ⓔ
技
能
等
級
基
準
の
解
説
に
関
す
る
事
項

⑶
技
能
等
級
基
準
策
定
上
の
注
意
事
項

㋑
技
能
等
級
基
準
は
、
技
能
職
種
別
に
、
そ
の
養
成
目
標
に
基
き
等
級
毎
に
関
連
学

科
及
び
実
技
に
つ
い
て
適
性
か
つ
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
技
能
等
級
は
、
最
終
養
成
目
標
技
能
程
度
を
一
級
と
し
、
目
標
程
度
の
段
階
に
応

じ
級
を
定
め
る
こ
と
。

㋩
定
め
ら
れ
た
技
能
等
級
基
準
は
、
進
歩
発
展
す
る
生
産
技
術
に
即
応
せ
し
め
る
よ

う
常
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
改
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒋
試
験
の
構
成

⑴
試
験
の
範
囲
は
概
ね
次
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
。

㋑
試
験
は
、
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
技
能
養
成
工
の
習
得
程
度
、
熟
練
程
度
、

態
度
並
び
に
能
力
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
広
汎
に
亙
っ
て
測
定
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋺
関
連
学
科
及
び
実
技
共
実
際
の
仕
事
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
教
習
し
た
重
要
点
を
包
含
せ
し
め
る
よ
う
次
の
事
項
に
つ
い
て
総
合
要
約
し
、
試
験

の
対
象
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
既
に
教
習
し
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
目
的
を
確
定
す
る
こ
と
。

㋺
技
能
養
成
工
の
習
得
す
べ
き
程
度
を
正
確
に
決
定
す
る
こ
と
。

⑶
試
験
課
題
は
、
重
要
な
実
技
、
関
連
学
科
は
悉
く
包
含
す
る
よ
う
慎
重
に
選
択
す
る

こ
と
。

⑷
試
験
の
目
的
に
応
じ
、
最
も
効
果
的
な
試
験
方
法
を
採
用
す
べ
き
こ
と
。

⑸
試
験
時
間
、
設
備
、
仕
事
の
性
質
等
に
よ
っ
て
、
最
も
試
験
目
的
に
適
合
す
る
試
験

方
法
を
採
用
し
難
い
場
合
、
例
え
ば
実
技
試
験
に
よ
っ
て
実
際
作
業
を
行
わ
せ
た
だ

け
で
は
技
能
の
測
定
に
不
充
分
で
あ
る
場
合
又
は
共
同
作
業
の
よ
う
に
実
技
試
験
が

困
難
な
場
合
に
は
、
口
頭
又
は
筆
答
に
よ
る
試
験
等
必
要
の
限
度
で
実
行
し
得
る
試

験
方
法
を
と
る
べ
き
こ
と
。

⑹
試
験
の
構
成
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
事
項
に
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
。

㋑
試
験
課
題
の
用
語
、
及
び
指
示
並
び
に
実
技
試
験
上
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
の
指

示
は
簡
明
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

㋺
試
験
は
無
理
の
な
い
妥
当
な
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

㋩
基
礎
的
事
項
の
習
得
程
度
を
試
験
す
る
場
合
は
、
教
習
し
て
い
る
仕
事
に
必
要
な

知
識
、
技
能
、
態
度
に
直
接
関
係
あ
る
項
目
の
み
を
包
含
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋥
一
の
程
度
の
全
般
に
亘
っ
て
習
得
程
度
を
試
験
す
る
場
合
は
、
非
常
に
難
し
い
課

題
と
非
常
に
易
し
い
課
題
を
そ
れ
ぞ
れ
少
数
づ
つ
包
含
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑺
試
験
課
題
は
、
試
験
実
施
機
関
に
お
い
て
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
き
検
討
せ
ら
る
べ

き
こ
と
。

㋑
試
験
の
目
的

㋺
試
験
の
方
法

㋩
重

点

㋥
試
験
の
構
成

㋭
試
験
時
間

㋬
評
価
基
準

⒌
成
績
の
評
価

⑴
成
績
評
価
の
目
的

㋑
試
験
の
目
的
は
適
切
な
評
価
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
成
績
の
評
価
は
、
次
の
点
で
教
習
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
技
能
養
成
工
の
習
得
を
促
進
す
る
こ
と
。
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㋩
試
験
実
施
要
領
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ⓐ
試
験
場
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ⓑ
試
験
課
題
等
資
料
の
用
意
に
関
す
る
事
項

ⓒ
技
能
養
成
工
の
試
験
場
内
外
に
お
け
る
注
意
事
項

ⓓ
試
験
員
の
心
得
に
関
す
る
事
項

ⓔ
試
験
開
始
前
に
お
け
る
試
験
員
の
な
す
べ
き
事
項

ⓕ
試
験
開
始
手
順
に
関
す
る
事
項

ⓖ
試
験
終
了
後
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

ⓗ
実
技
試
験
の
観
察
点
の
解
説
及
び
採
点
上
の
注
意
事
項

㋥
技
能
等
級
判
定
要
領
は
概
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

ⓐ
試
験
員
の
心
得
に
関
す
る
事
項

ⓑ
実
技
と
関
連
学
科
と
の
比
重
に
関
す
る
事
項

ⓒ
期
日
の
定
め
あ
る
試
験
と
平
常
試
験
と
の
比
重
に
関
す
る
事
項

ⓓ
技
能
等
級
判
定
の
手
順
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項

ⓔ
技
能
等
級
基
準
の
解
説
に
関
す
る
事
項

⑶
技
能
等
級
基
準
策
定
上
の
注
意
事
項

㋑
技
能
等
級
基
準
は
、
技
能
職
種
別
に
、
そ
の
養
成
目
標
に
基
き
等
級
毎
に
関
連
学

科
及
び
実
技
に
つ
い
て
適
性
か
つ
具
体
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
技
能
等
級
は
、
最
終
養
成
目
標
技
能
程
度
を
一
級
と
し
、
目
標
程
度
の
段
階
に
応

じ
級
を
定
め
る
こ
と
。

㋩
定
め
ら
れ
た
技
能
等
級
基
準
は
、
進
歩
発
展
す
る
生
産
技
術
に
即
応
せ
し
め
る
よ

う
常
に
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
改
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒋
試
験
の
構
成

⑴
試
験
の
範
囲
は
概
ね
次
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
。

㋑
試
験
は
、
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
技
能
養
成
工
の
習
得
程
度
、
熟
練
程
度
、

態
度
並
び
に
能
力
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
広
汎
に
亙
っ
て
測
定
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋺
関
連
学
科
及
び
実
技
共
実
際
の
仕
事
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
教
習
し
た
重
要
点
を
包
含
せ
し
め
る
よ
う
次
の
事
項
に
つ
い
て
総
合
要
約
し
、
試
験

の
対
象
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
既
に
教
習
し
た
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
目
的
を
確
定
す
る
こ
と
。

㋺
技
能
養
成
工
の
習
得
す
べ
き
程
度
を
正
確
に
決
定
す
る
こ
と
。

⑶
試
験
課
題
は
、
重
要
な
実
技
、
関
連
学
科
は
悉
く
包
含
す
る
よ
う
慎
重
に
選
択
す
る

こ
と
。

⑷
試
験
の
目
的
に
応
じ
、
最
も
効
果
的
な
試
験
方
法
を
採
用
す
べ
き
こ
と
。

⑸
試
験
時
間
、
設
備
、
仕
事
の
性
質
等
に
よ
っ
て
、
最
も
試
験
目
的
に
適
合
す
る
試
験

方
法
を
採
用
し
難
い
場
合
、
例
え
ば
実
技
試
験
に
よ
っ
て
実
際
作
業
を
行
わ
せ
た
だ

け
で
は
技
能
の
測
定
に
不
充
分
で
あ
る
場
合
又
は
共
同
作
業
の
よ
う
に
実
技
試
験
が

困
難
な
場
合
に
は
、
口
頭
又
は
筆
答
に
よ
る
試
験
等
必
要
の
限
度
で
実
行
し
得
る
試

験
方
法
を
と
る
べ
き
こ
と
。

⑹
試
験
の
構
成
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
事
項
に
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
。

㋑
試
験
課
題
の
用
語
、
及
び
指
示
並
び
に
実
技
試
験
上
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
の
指

示
は
簡
明
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

㋺
試
験
は
無
理
の
な
い
妥
当
な
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

㋩
基
礎
的
事
項
の
習
得
程
度
を
試
験
す
る
場
合
は
、
教
習
し
て
い
る
仕
事
に
必
要
な

知
識
、
技
能
、
態
度
に
直
接
関
係
あ
る
項
目
の
み
を
包
含
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㋥
一
の
程
度
の
全
般
に
亘
っ
て
習
得
程
度
を
試
験
す
る
場
合
は
、
非
常
に
難
し
い
課

題
と
非
常
に
易
し
い
課
題
を
そ
れ
ぞ
れ
少
数
づ
つ
包
含
せ
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る

こ
と
。

⑺
試
験
課
題
は
、
試
験
実
施
機
関
に
お
い
て
、
概
ね
次
の
事
項
に
つ
き
検
討
せ
ら
る
べ

き
こ
と
。

㋑
試
験
の
目
的

㋺
試
験
の
方
法

㋩
重

点

㋥
試
験
の
構
成

㋭
試
験
時
間

㋬
評
価
基
準

⒌
成
績
の
評
価

⑴
成
績
評
価
の
目
的

㋑
試
験
の
目
的
は
適
切
な
評
価
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
成
績
の
評
価
は
、
次
の
点
で
教
習
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
技
能
養
成
工
の
習
得
を
促
進
す
る
こ
と
。
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ⓑ
技
能
養
成
工
の
誤
解
ま
た
は
教
習
の
欠
陥
を
具
体
的
に
把
握
し
、
将
来
教
習
の

改
善
及
び
討
論
批
評
の
資
と
す
る
こ
と
。

ⓒ
技
能
養
成
工
の
適
性
を
把
握
し
、
能
力
を
助
長
す
る
資
と
す
る
こ
と
。

ⓓ
資
格
分
類
と
職
務
割
当
の
資
と
す
る
こ
と
。

⑵
評
価
の
要
素
と
基
準

㋑
評
価
の
要
素
は
、
養
成
目
標
の
要
素
と
ほ
ぼ
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
次
の

三
つ
の
面
か
ら
考
え
る
べ
き
こ
と
。

ⓐ
関
連
学
科
等
理
論
的
な
面

ⓑ
実
技
等
実
際
活
動
の
面

ⓒ
人
格
の
面

㋺
観
察
に
よ
る
試
験
及
び
実
技
試
験
に
お
い
て
は
、
特
に
前
項
の
要
素
は
、
で
き
る

だ
け
細
分
し
、
例
え
ば
製
品
出
来
上
り
、
作
業
速
度
、
作
業
態
度
等
を
選
定
す
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋩
評
価
の
基
準
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
関
連
学
科
又
は
実
技
の
い
づ
れ
に
重
点
を

お
く
べ
き
か
は
、
そ
の
事
業
の
実
情
及
び
仕
事
の
特
殊
性
に
応
じ
て
決
定
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋥
評
価
に
あ
た
っ
て
、
数
次
を
用
い
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
は
、
次
の

例
の
よ
う
な
記
述
尺
度
を
定
め
る
こ
と
。

評
価
要
素

記
述

尺
度

美
観

非
常
に
き
れ
い
で
あ
る゚

き
れ
い
で
あ
る゚

普
通゚

み
に
く
い゚

非
常
に
み
に
く
い゚

㋭
定
め
ら
れ
た
記
述
尺
度
を
（
非
常
に
き
れ
い
で
あ
）
は
５
、
（
き
れ
い
で
あ
る
）

は
４
、
（
普
通
）
は
３
、
の
如
く
数
次
で
表
現
す
る
こ
と
は
採
点
上
便
宜
で
あ
る

こ
と
。

㋬
採
点
は
、
数
次
、
記
号
、
言
葉
の
い
づ
れ
か
の
表
現
を
用
い
る
か
を
決
め
て
お
く

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶
評
価
の
手
順

㋑
採
点
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
よ
っ
て
、
試
験
課
題
毎
に
技
能
養
成
工
の
誤
っ
た
答

の
一
覧
表
を
作
成
す
る
こ
と
。

㋺
誤
っ
た
答
を
調
査
し
、
解
釈
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
に
項
目
に
分
類
し
、
集
約
的

に
行
う
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
教
習
目
標
に
関
す
る
項
目

こ
の
項
目
に
つ
い
て
誤
っ
た
答
を
調
べ
、
殆
ど
全
部
が
誤
っ
て
お
れ
ば
、
教
習

が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
の
立
証
で
あ
る
こ
と
。

ⓑ
同
一
内
容
の
項
目

こ
の
項
目
に
つ
い
て
各
種
試
験
方
法
を
と
っ
た
場
合
の
誤
り
を
調
べ
、
例
え
ば

同
一
内
容
に
つ
い
て
実
技
試
験
と
口
頭
に
よ
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
、
前
者
に

は
誤
っ
た
答
を
し
、
後
者
に
は
正
し
い
答
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
実
技
を
習

得
し
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
実
技
試
験
が
不
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
。

㋩
得
点
の
低
い
技
能
養
成
工
の
解
答
に
つ
い
て
は
、
注
意
深
く
検
討
し
、
そ
の
原
因

を
つ
き
と
め
て
、
個
人
指
導
ま
た
は
特
別
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
援
助
等
を
講
ず
べ
き

で
あ
る
こ
と
。

⑷
得
点
を
解
釈
す
る
上
の
注
意
事
項

㋑
得
点
は
、
零
点
が
全
然
何
も
知
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
満
点
は
す
べ
て

を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
得
点
に
の
み
頼
っ
て
、

全
体
と
し
て
の
評
価
を
軽
ろ
ん
じ
な
い
こ
と
。

㋺
異
っ
た
試
験
の
得
点
は
、
異
な
っ
た
内
容
、
試
験
構
成
等
を
勘
案
し
た
上
で
比
較

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑸
技
能
等
級
判
決
上
の
注
意
事
項

マ
マ

㋑
技
能
等
級
の
基
準
の
解
釈
を
誤
ら
ず
、
技
能
養
成
工
の
成
績
記
録
の
総
合
判
断
を

適
性
に
し
て
、
等
級
を
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
技
能
等
級
の
判
定
を
適
性
に
す
る
に
は
概
ね
次
に
よ
る
こ
と
。

ⓐ
個
々
の
試
験
の
重
要
度
を
比
較
し
、
そ
の
重
要
度
を
係
数
で
表
わ
す
こ
と
。

ⓑ
試
験
の
正
確
度
を
比
較
す
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
取
扱
い
、
そ
の
全
部
を
利
用
し
総
合
す
る
こ
と
。

ⅰ
す
べ
て
の
試
験
結
果
が
、
同
じ
数
次
採
点
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ⅱ
各
種
試
験
の
数
次
得
点
に
、
試
験
の
重
要
度
を
示
す
係
数
を
乗
ず
る
こ
と
。

ⅲ
右
に
よ
っ
て
得
た
数
次
得
点
を
す
べ
て
加
算
し
、
こ
れ
を
試
験
の
数
で
除
し
た
平

均
数
値
が
、
総
括
的
成
績
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋩
技
能
等
級
の
判
定
に
あ
た
り
、
試
験
員
の
判
断
を
適
性
公
平
に
す
る
た
め
に
は
、
次
の

こ
と
に
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ⓐ
手
順
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
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ⓑ
評
価
は
す
べ
て
一
貫
し
て
同
一
の
数
次
評
価
を
用
い
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
時
期
を
異
に
す
る
試
験
得
点
を
総
括
す
る
場
合
に
、
そ
の
重
要
度
は
、
同
一

の
数
次
評
価
（
係
数
）
を
用
い
る
こ
と
。

ⓓ
最
終
的
数
次
等
級
を
決
定
す
る
に
は
同
一
方
法
に
よ
る
総
括
方
法
を
用
い
る
こ

と
。

ⓔ
試
験
員
の
僻
見
を
排
除
す
る
こ
と
。

㈦

指
導
討
論

⒈
定
義
及
び
目
的

⑴
指
導
討
論
と
は
、
教
習
の
最
後
の
段
階
で
あ
っ
て
、
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
会

議
方
式
に
よ
り
要
約
し
、
復
習
せ
し
め
る
教
習
方
法
で
あ
る
こ
と
。

⑵
指
導
討
論
は
、
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
技
能
養
成
工
を
し
て
、
十
分
理
解
さ
せ
、

整
然
と
し
た
観
念
を
も
た
せ
る
よ
う
次
の
目
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
教
習
し
た
事
項
を
概
括
し
、
明
瞭
に
す
る
こ
と
。

㋺
実
技
の
過
誤
、
失
敗
を
是
正
す
る
方
法
を
示
す
こ
と
。

㋩
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
基
礎
的
要
点
を
強
調
し
、
実
技
の
手
順
或
は
理

論
的
解
明
に
つ
い
て
全
員
が
納
得
の
い
く
、
最
も
有
効
な
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
。

㋥
共
同
協
力
の
精
神
を
涵
養
せ
し
め
る
こ
と
。

⒉
指
導
討
論
の
実
施

⑴
一
般
的
な
準
備
は
概
ね
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
場
所
を
選
定
す
る
こ
と
。

㋺
技
能
が
多
数
の
場
合
は
、
二
十
五
人
以
内
で
組
を
編
成
す
る
こ
と
。

㋩
実
技
の
教
習
或
は
試
験
と
指
導
討
論
で
の
適
当
な
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

㋥
教
習
票
、
実
習
記
録
を
準
備
す
る
こ
と
。

㋭
必
要
教
習
要
具
を
整
え
る
こ
と
。

⑵
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
の
指
導
討
論
の
準
備
に
は
、
試
験
課
題
、
答
案
、
誤
り
の
一

覧
表
、
誤
り
の
種
類
原
因
と
う
に
つ
い
て
計
画
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
教
習
中
特
に
実
技
の
教
習
に
お
い
て
、
技
術
上
の
要
点
、

作
業
の
指
示
、
共
同
動
作
、
態
度
等
に
つ
い
て
記
録
し
、
こ
れ
ら
を
指
導
討
論
中
に

包
含
せ
し
め
る
よ
う
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
指
導
討
論
に
お
け
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
説
明
は
、
次
の
三
段
階
の
形
式
で
計
画

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

㋑
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
或
は
掲
げ
た
問
題
を
概
括
す
る
序
説

㋺
長
所
ま
た
は
欠
陥
の
討
議

㋩
要
点
を
強
調
す
る
た
め
の
簡
単
な
概
括

⑸
指
導
討
論
の
時
期
は
、
実
習
及
び
試
験
が
終
了
次
第
で
き
る
だ
け
早
く
行
う
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
指
導
討
論
に
関
す
る
注
意
事
項

⑴
率
直
に
非
個
人
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
個
人
的
に
指
導
を
要
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
だ
け
を
呼
ん
で
必
要
な
指
導
を
な
す
こ

と
。

⑶
既
に
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
注
意
を
喚
起
し
、
現
に
教
習
中
の
事
項
と
の
関
連

を
強
調
す
る
こ
と
。

⑷
試
験
に
つ
ゞ
い
て
の
指
導
討
論
に
お
い
て
は
、
個
々
の
試
験
課
題
に
対
す
る
解
明
の

理
由
を
繰
返
し
説
明
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

⑸
指
導
計
画
に
は
、
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
ま
た
は
試
験
課
題
の
特
殊
な
重
要

点
を
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

⑹
基
礎
的
事
項
を
強
調
す
べ
き
こ
と
。

⑺
賞
讃
及
び
承
認
を
利
用
し
、
冷
静
に
忍
耐
強
く
、
技
能
養
成
工
の
習
得
を
容
易
な
ら

し
め
る
よ
う
努
む
べ
き
こ
と
。

⑻
指
導
討
論
の
結
論
は
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
参
加
全
員
に
完
全
明
瞭
に
理
解

せ
し
め
る
こ
と
。

㈧

質
問
の
仕
方

⒈
質
問
は
、
技
能
養
成
工
の
記
憶
の
測
定
、
思
考
の
促
進
等
教
習
の
手
段
と
し
て
大
切
な

も
の
で
あ
り
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
質
問
の
仕
方
に
熟
達
し
て
お
く
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と

⒉
質
問
は
、
概
ね
次
目
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

⑴
技
能
養
成
工
に
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
。

⑵
技
能
養
成
工
の
注
意
を
促
す
こ
と
。

⑶
技
能
養
成
工
の
理
解
を
確
め
る
こ
と
。

⑷
技
能
養
成
工
の
誤
謬
や
誤
解
を
発
見
し
、
こ
れ
を
訂
正
す
る
こ
と
。

⑸
教
習
の
要
点
を
要
約
し
復
習
す
る
こ
と
。

⑹
教
習
効
果
を
測
る
こ
と
。

⒊
質
問
を
効
果
的
な
ら
し
め
る
に
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
質
問
は
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
、
形
式
や
方
法
が
異
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ⓑ
評
価
は
す
べ
て
一
貫
し
て
同
一
の
数
次
評
価
を
用
い
る
こ
と
。

ⓒ
試
験
時
期
を
異
に
す
る
試
験
得
点
を
総
括
す
る
場
合
に
、
そ
の
重
要
度
は
、
同
一

の
数
次
評
価
（
係
数
）
を
用
い
る
こ
と
。

ⓓ
最
終
的
数
次
等
級
を
決
定
す
る
に
は
同
一
方
法
に
よ
る
総
括
方
法
を
用
い
る
こ

と
。

ⓔ
試
験
員
の
僻
見
を
排
除
す
る
こ
と
。

㈦

指
導
討
論

⒈
定
義
及
び
目
的

⑴
指
導
討
論
と
は
、
教
習
の
最
後
の
段
階
で
あ
っ
て
、
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
会

議
方
式
に
よ
り
要
約
し
、
復
習
せ
し
め
る
教
習
方
法
で
あ
る
こ
と
。

⑵
指
導
討
論
は
、
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
技
能
養
成
工
を
し
て
、
十
分
理
解
さ
せ
、

整
然
と
し
た
観
念
を
も
た
せ
る
よ
う
次
の
目
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
教
習
し
た
事
項
を
概
括
し
、
明
瞭
に
す
る
こ
と
。

㋺
実
技
の
過
誤
、
失
敗
を
是
正
す
る
方
法
を
示
す
こ
と
。

㋩
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
の
基
礎
的
要
点
を
強
調
し
、
実
技
の
手
順
或
は
理

論
的
解
明
に
つ
い
て
全
員
が
納
得
の
い
く
、
最
も
有
効
な
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
。

㋥
共
同
協
力
の
精
神
を
涵
養
せ
し
め
る
こ
と
。

⒉
指
導
討
論
の
実
施

⑴
一
般
的
な
準
備
は
概
ね
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
場
所
を
選
定
す
る
こ
と
。

㋺
技
能
が
多
数
の
場
合
は
、
二
十
五
人
以
内
で
組
を
編
成
す
る
こ
と
。

㋩
実
技
の
教
習
或
は
試
験
と
指
導
討
論
で
の
適
当
な
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

㋥
教
習
票
、
実
習
記
録
を
準
備
す
る
こ
と
。

㋭
必
要
教
習
要
具
を
整
え
る
こ
と
。

⑵
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
の
指
導
討
論
の
準
備
に
は
、
試
験
課
題
、
答
案
、
誤
り
の
一

覧
表
、
誤
り
の
種
類
原
因
と
う
に
つ
い
て
計
画
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
教
習
中
特
に
実
技
の
教
習
に
お
い
て
、
技
術
上
の
要
点
、

作
業
の
指
示
、
共
同
動
作
、
態
度
等
に
つ
い
て
記
録
し
、
こ
れ
ら
を
指
導
討
論
中
に

包
含
せ
し
め
る
よ
う
準
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷
指
導
討
論
に
お
け
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
説
明
は
、
次
の
三
段
階
の
形
式
で
計
画

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

㋑
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
或
は
掲
げ
た
問
題
を
概
括
す
る
序
説

㋺
長
所
ま
た
は
欠
陥
の
討
議

㋩
要
点
を
強
調
す
る
た
め
の
簡
単
な
概
括

⑸
指
導
討
論
の
時
期
は
、
実
習
及
び
試
験
が
終
了
次
第
で
き
る
だ
け
早
く
行
う
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
指
導
討
論
に
関
す
る
注
意
事
項

⑴
率
直
に
非
個
人
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
個
人
的
に
指
導
を
要
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
だ
け
を
呼
ん
で
必
要
な
指
導
を
な
す
こ

と
。

⑶
既
に
教
習
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
注
意
を
喚
起
し
、
現
に
教
習
中
の
事
項
と
の
関
連

を
強
調
す
る
こ
と
。

⑷
試
験
に
つ
ゞ
い
て
の
指
導
討
論
に
お
い
て
は
、
個
々
の
試
験
課
題
に
対
す
る
解
明
の

理
由
を
繰
返
し
説
明
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

⑸
指
導
計
画
に
は
、
実
技
課
題
及
び
関
連
学
科
項
目
ま
た
は
試
験
課
題
の
特
殊
な
重
要

点
を
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

⑹
基
礎
的
事
項
を
強
調
す
べ
き
こ
と
。

⑺
賞
讃
及
び
承
認
を
利
用
し
、
冷
静
に
忍
耐
強
く
、
技
能
養
成
工
の
習
得
を
容
易
な
ら

し
め
る
よ
う
努
む
べ
き
こ
と
。

⑻
指
導
討
論
の
結
論
は
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
参
加
全
員
に
完
全
明
瞭
に
理
解

せ
し
め
る
こ
と
。

㈧

質
問
の
仕
方

⒈
質
問
は
、
技
能
養
成
工
の
記
憶
の
測
定
、
思
考
の
促
進
等
教
習
の
手
段
と
し
て
大
切
な

も
の
で
あ
り
、
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
質
問
の
仕
方
に
熟
達
し
て
お
く
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と

⒉
質
問
は
、
概
ね
次
目
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

⑴
技
能
養
成
工
に
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
。

⑵
技
能
養
成
工
の
注
意
を
促
す
こ
と
。

⑶
技
能
養
成
工
の
理
解
を
確
め
る
こ
と
。

⑷
技
能
養
成
工
の
誤
謬
や
誤
解
を
発
見
し
、
こ
れ
を
訂
正
す
る
こ
と
。

⑸
教
習
の
要
点
を
要
約
し
復
習
す
る
こ
と
。

⑹
教
習
効
果
を
測
る
こ
と
。

⒊
質
問
を
効
果
的
な
ら
し
め
る
に
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
質
問
は
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
、
形
式
や
方
法
が
異
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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⑵
一
時
に
一
つ
き
り
質
問
し
な
い
こ
と
。

マ

マ

⑶
質
問
は
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
言
葉
で
な
す
べ
き
こ
と
。

⑷
質
問
は
、
あ
ま
り
平
易
で
も
、
あ
ま
り
困
難
で
も
な
く
、
技
能
養
成
工
の
、
能
力
に

一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑸
当
推
量
を
助
長
す
る
よ
う
な
質
問
は
避
く
べ
き
こ
と
。

⒋
質
問
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
を
留
意
す
べ
き
こ
と
。

⑴
質
問
は
技
能
養
成
工
全
体
に
向
っ
て
呼
び
か
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

⑵
座
席
順
序
一
定
の
順
番
を
定
め
質
問
す
る
こ
と
は
避
く
べ
き
こ
と
。

⑶
質
問
は
常
に
中
心
的
基
礎
的
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
な
す
べ
き
こ
と
。

㈨

教
習
補
助
用
具
の
使
用
法

⒈
教
習
補
助
用
具
と
は
、
教
習
の
効
果
を
図
り
、
技
能
養
成
工
の
理
解
を
助
長
す
る
た
め

に
用
い
る
、
実
物
、
模
型
、
フ
イ
ル
ム
、
図
表
、
そ
の
他
の
例
示
物
で
あ
っ
て
、
教
習

及
び
習
得
の
過
程
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉
教
習
補
助
用
具
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
短
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
採
用
す
る
に

あ
た
っ
て
は
よ
く
検
討
し
、
教
習
目
的
に
最
も
有
効
な
も
の
を
選
択
す
る
よ
う
配
意
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
教
習
補
助
用
具
を
大
別
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
技
能
者
養
成
指
導
員
指
導
書
、
教
科
書
、
教
習
の
た
め
の
各
種
手
引
そ
の
他
参
考
書

等
教
習
準
備
の
た
め
の
も
の
。

⑵
模
型
、
実
物
、
図
表
、
フ
イ
ル
ム
、
ス
ラ
イ
ド
、
作
業
指
導
票
、
知
識
指
導
票
、
そ

の
他
習
得
の
た
め
の
手
引
等
技
能
養
成
工
に
教
材
を
呈
示
す
る
と
き
に
使
用
す
る
も

の
。

⒋
教
習
補
助
用
具
飲
む
利
用
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
、
種
類
毎
に
分
類
し
、
次
の
事
項
を

付
記
し
た
一
覧
表
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

⑴
所

属

⑵
数

量

⑶
形
状
、
寸
法
、
容
量

⑷
使
用
方
法

⑸
使
用
上
の
準
備
手
続

⑹
取
扱
注
意
事
項
及
び
参
考
事
項

⒌
教
習
補
助
用
具
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
こ
と
を
留
意
せ
し
め
る
こ
と
。

⑴
注
意
深
く
編
さ
ん
さ
れ
た
教
科
書
、
習
得
手
引
は
、
最
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
実
物
は
、
実
演
に
よ
る
呈
示
ま
た
は
実
習
に
使
用
さ
れ
る
が
実
物
の
一
部
分
を
使
用

す
れ
ば
足
る
よ
う
な
場
合
は
、
寧
ろ
模
型
、
図
表
、
フ
イ
ル
ム
等
を
使
用
し
て
説
明

す
る
方
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
こ
と
。

⑶
模
型
は
、
機
械
の
操
作
、
種
々
の
道
具
の
識
別
等
に
つ
い
て
の
呈
示
に
使
用
さ
れ
、

ま
た
施
設
や
資
材
の
関
係
を
示
す
の
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
。

⑷
図
表
は
、
使
用
し
な
い
と
き
は
覆
っ
て
お
く
か
、
伏
せ
て
お
く
こ
と
。

⑸
黒
板
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

㋑
文
字
や
図
形
は
、
読
み
易
く
、
全
員
に
見
え
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

㋺
黒
板
に
向
か
っ
た
ま
ゝ
で
説
明
し
な
い
こ
と
。

㋩
黒
板
に
書
か
れ
た
も
の
を
指
す
と
き
は
鞭
を
使
う
こ
と
。

㋥
不
必
要
な
文
字
図
形
等
は
必
ず
拭
去
す
る
こ
と
。

⑹
フ
イ
ル
ム
を
選
択
す
る
場
合
の
要
件
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋑
教
習
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
援
助
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋺
教
示
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㋩
適
当
な
長
さ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑺
フ
イ
ル
ム
を
使
用
し
た
場
合
は
、
使
用
後
直
ち
に
教
示
さ
れ
た
要
点
を
要
約
さ
せ
る

等
そ
の
効
果
を
確
か
め
る
こ
と
。

⑻
フ
イ
ル
ム
・
ス
ト
リ
ッ
プ
や
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
も
前
二
号
の
事
項
に
留
意
し
て
使

用
す
る
こ
と
。

六六
、、
習習
得得
方方
法法
のの
指指
導導

㈠

習
得
方
法
の
指
導
の
重
要
性

⒈
技
能
養
成
工
の
習
得
活
動
は
、
習
得
方
法
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

⒉
読
書
の
仕
方
、
実
際
活
動
へ
の
参
加
、
記
録
の
と
り
方
、
話
の
き
き
方
、
問
題
解
決
の

手
順
等
如
何
に
し
て
習
得
す
べ
き
か
の
方
法
の
指
導
は
、
教
習
の
骨
格
と
も
い
え
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

習
得
方
法
の
指
導
上
の
注
意
事
項

⒈
技
能
養
成
工
が
、
自
ら
習
得
す
る
能
力
を
発
展
せ
し
め
る
に
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
に

注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴
読
む
方
法
を
能
率
的
に
す
る
に
は
、
大
意
、
梗
概
、
要
点
、
要
約
の
仕
方
を
指
導
す

べ
き
こ
と
。
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⑵
観
察
を
正
し
く
行
わ
せ
る
に
は
、
観
察
し
た
事
物
、
活
動
を
記
録
さ
せ
、
報
告
さ
せ

る
方
法
に
よ
っ
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑶
記
録
す
る
方
法
は
、
要
点
を
掴
み
、
そ
れ
に
そ
の
他
の
副
次
的
な
点
を
と
ら
せ
る
よ

う
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑷
梗
概
を
掴
ま
せ
る
方
法
は
、
首
題
と
副
題
と
の
区
別
に
つ
い
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑸
記
録
す
る
方
法
は
、
記
憶
し
よ
う
と
す
る
事
項
と
事
項
と
の
関
係
を
判
然
さ
せ
、
理

解
と
反
覆
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
。

⒉
技
能
養
成
工
相
互
が
、
交
互
に
指
導
し
あ
う
方
法
が
、
習
得
に
有
効
あ
る
こ
と
。

⒊
時
間
割
に
よ
っ
て
、
予
習
復
習
を
す
る
習
慣
を
形
成
せ
し
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

七七
、、
生生
活活
指指
導導

㈠

生
活
指
導
の
意
義

⒈
優
秀
な
技
能
者
は
、
卓
越
し
た
技
能
を
体
得
さ
せ
、
こ
れ
に
関
す
る
専
門
的
知
識
、
を

具
備
せ
し
め
、
更
に
一
般
教
養
を
積
ま
せ
て
、
立
派
な
人
格
を
形
成
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
え
ず
技
能
養
成
工
の
全
人
格
を
指
導
す
る
こ

と
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉
従
っ
て
勤
労
観
の
確
立
、
責
任
感
の
醸
成
、
協
同
性
の
涵
養
、
態
度
の
訓
練
そ
の
他
余

暇
生
活
に
お
け
る
指
導
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
生
活
指
導
は
個
々
の
技
能
養
成
工
を
し
て
、
そ
の
能
力
、
素
質
等
を
十
分
発
達
発
揮
せ

し
め
る
よ
う
助
長
し
広
く
自
己
の
完
成
の
た
め
に
援
助
を
与
え
、
有
用
な
社
会
人
と
し

て
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

生
活
指
導
上
の
基
本
的
心
得

⒈
全
人
と
し
て
の
技
能
養
成
工
に
関
心
を
も
つ
べ
き
こ
と
。

⒉
技
能
養
成
工
に
、
は
っ
き
り
し
た
生
活
目
標
を
把
握
せ
し
め
る
よ
う
援
助
す
べ
き
こ
と
。

⒊
技
能
養
成
工
の
能
力
を
十
分
発
揮
せ
し
め
る
よ
う
援
助
す
べ
き
こ
と
。

⒋
技
能
養
成
工
の
生
活
範
囲
即
ち
事
業
場
、
家
庭
、
地
域
社
会
の
事
態
等
を
常
に
考
慮
す

べ
き
こ
と
。

⒌
技
能
養
成
工
の
年
令
、
性
格
、
知
能
、
体
力
、
趣
味
に
適
応
し
た
指
導
を
行
う
べ
き
こ

と
。

⒍
養
成
関
係
者
が
協
力
し
、
養
成
期
間
を
通
じ
て
連
続
的
に
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⒎
目
標
を
定
め
計
画
的
に
指
導
を
実
施
す
べ
き
こ
と
。

⒏
集
団
を
対
象
と
し
て
指
導
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
、
本
来
的
に
は
個
人
に
即
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

生
活
指
導
の
方
法

１
個
人
指
導

⑴
個
人
指
導
の
方
法
と
し
て
は
、
概
ね
面
接
、
相
談
、
援
助
等
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑵
個
人
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
技
能
養
成
工
の
年
令
個
性
、
生
活
環
境
、
学
歴
、
知
能
、

健
康
、
趣
味
、
家
庭
状
況
、
交
友
状
況
等
を
適
格
に
把
握
し
、
個
人
を
理
解
す
る
こ

と
。

⑶
常
に
技
能
養
成
工
の
行
動
、
行
為
に
注
意
を
払
い
、
長
期
の
欠
勤
、
異
常
な
振
舞
等

が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
原
因
事
実
を
よ
く
究
明
し
処
置
す
る
こ
と
。

⑷
個
々
に
指
導
目
標
を
定
め
、
関
係
者
に
協
力
を
求
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し

て
指
導
し
、
一
定
期
間
毎
に
関
係
者
の
連
絡
、
成
果
の
討
議
を
行
う
べ
き
こ
と
。

⑸
個
人
を
理
解
す
る
た
め
、
ま
た
指
導
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
次
の
活
動
が

効
果
的
で
あ
る
こ
と
。

㋑
生
活
調
査

㋺
家
庭
訪
問

㋩
父
兄
会

㋥
出
身
校
と
の
連
絡

⑹
余
暇
生
活
の
計
画
化
に
つ
い
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⒉
集
団
指
導

⑴
集
団
指
導
の
目
的
と
し
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

㋑
協
同
生
活
の
基
礎
的
訓
練
を
与
え
る
こ
と
。

㋺
人
間
関
係
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
。

㋩
余
暇
利
用
の
方
法
を
見
に
つ
け
さ
せ
、
そ
の
習
慣
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
。

⑵
集
団
の
類
型
と
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
こ
と
。

㋑
ク
ラ
ス

㋺
趣
味
、
能
力
等
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ

㋩
自
治
会
等
の
集
会

⑶
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
援
助
し
得
る
適
格
な
指
導
者
の
選
定
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

⑷
自
治
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、
自
治
活
動
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
目
次
（
章
・
節
の
み
）
は
元
資
料
で
は
最
後
に
記
さ
れ
て
い
た
が
最
初
に
回
し
た
。
）

『
技
通
』



- 321 -

⑵
観
察
を
正
し
く
行
わ
せ
る
に
は
、
観
察
し
た
事
物
、
活
動
を
記
録
さ
せ
、
報
告
さ
せ

る
方
法
に
よ
っ
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑶
記
録
す
る
方
法
は
、
要
点
を
掴
み
、
そ
れ
に
そ
の
他
の
副
次
的
な
点
を
と
ら
せ
る
よ

う
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑷
梗
概
を
掴
ま
せ
る
方
法
は
、
首
題
と
副
題
と
の
区
別
に
つ
い
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⑸
記
録
す
る
方
法
は
、
記
憶
し
よ
う
と
す
る
事
項
と
事
項
と
の
関
係
を
判
然
さ
せ
、
理

解
と
反
覆
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
。

⒉
技
能
養
成
工
相
互
が
、
交
互
に
指
導
し
あ
う
方
法
が
、
習
得
に
有
効
あ
る
こ
と
。

⒊
時
間
割
に
よ
っ
て
、
予
習
復
習
を
す
る
習
慣
を
形
成
せ
し
め
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

七七
、、
生生
活活
指指
導導

㈠

生
活
指
導
の
意
義

⒈
優
秀
な
技
能
者
は
、
卓
越
し
た
技
能
を
体
得
さ
せ
、
こ
れ
に
関
す
る
専
門
的
知
識
、
を

具
備
せ
し
め
、
更
に
一
般
教
養
を
積
ま
せ
て
、
立
派
な
人
格
を
形
成
せ
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
え
ず
技
能
養
成
工
の
全
人
格
を
指
導
す
る
こ

と
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒉
従
っ
て
勤
労
観
の
確
立
、
責
任
感
の
醸
成
、
協
同
性
の
涵
養
、
態
度
の
訓
練
そ
の
他
余

暇
生
活
に
お
け
る
指
導
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⒊
生
活
指
導
は
個
々
の
技
能
養
成
工
を
し
て
、
そ
の
能
力
、
素
質
等
を
十
分
発
達
発
揮
せ

し
め
る
よ
う
助
長
し
広
く
自
己
の
完
成
の
た
め
に
援
助
を
与
え
、
有
用
な
社
会
人
と
し

て
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

生
活
指
導
上
の
基
本
的
心
得

⒈
全
人
と
し
て
の
技
能
養
成
工
に
関
心
を
も
つ
べ
き
こ
と
。

⒉
技
能
養
成
工
に
、
は
っ
き
り
し
た
生
活
目
標
を
把
握
せ
し
め
る
よ
う
援
助
す
べ
き
こ
と
。

⒊
技
能
養
成
工
の
能
力
を
十
分
発
揮
せ
し
め
る
よ
う
援
助
す
べ
き
こ
と
。

⒋
技
能
養
成
工
の
生
活
範
囲
即
ち
事
業
場
、
家
庭
、
地
域
社
会
の
事
態
等
を
常
に
考
慮
す

べ
き
こ
と
。

⒌
技
能
養
成
工
の
年
令
、
性
格
、
知
能
、
体
力
、
趣
味
に
適
応
し
た
指
導
を
行
う
べ
き
こ

と
。

⒍
養
成
関
係
者
が
協
力
し
、
養
成
期
間
を
通
じ
て
連
続
的
に
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⒎
目
標
を
定
め
計
画
的
に
指
導
を
実
施
す
べ
き
こ
と
。

⒏
集
団
を
対
象
と
し
て
指
導
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
、
本
来
的
に
は
個
人
に
即
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

生
活
指
導
の
方
法

１
個
人
指
導

⑴
個
人
指
導
の
方
法
と
し
て
は
、
概
ね
面
接
、
相
談
、
援
助
等
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
。

⑵
個
人
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
技
能
養
成
工
の
年
令
個
性
、
生
活
環
境
、
学
歴
、
知
能
、

健
康
、
趣
味
、
家
庭
状
況
、
交
友
状
況
等
を
適
格
に
把
握
し
、
個
人
を
理
解
す
る
こ

と
。

⑶
常
に
技
能
養
成
工
の
行
動
、
行
為
に
注
意
を
払
い
、
長
期
の
欠
勤
、
異
常
な
振
舞
等

が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
原
因
事
実
を
よ
く
究
明
し
処
置
す
る
こ
と
。

⑷
個
々
に
指
導
目
標
を
定
め
、
関
係
者
に
協
力
を
求
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し

て
指
導
し
、
一
定
期
間
毎
に
関
係
者
の
連
絡
、
成
果
の
討
議
を
行
う
べ
き
こ
と
。

⑸
個
人
を
理
解
す
る
た
め
、
ま
た
指
導
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
次
の
活
動
が

効
果
的
で
あ
る
こ
と
。

㋑
生
活
調
査

㋺
家
庭
訪
問

㋩
父
兄
会

㋥
出
身
校
と
の
連
絡

⑹
余
暇
生
活
の
計
画
化
に
つ
い
て
指
導
す
べ
き
こ
と
。

⒉
集
団
指
導

⑴
集
団
指
導
の
目
的
と
し
て
は
、
概
ね
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

㋑
協
同
生
活
の
基
礎
的
訓
練
を
与
え
る
こ
と
。

㋺
人
間
関
係
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
。

㋩
余
暇
利
用
の
方
法
を
見
に
つ
け
さ
せ
、
そ
の
習
慣
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
。

⑵
集
団
の
類
型
と
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
こ
と
。

㋑
ク
ラ
ス

㋺
趣
味
、
能
力
等
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ

㋩
自
治
会
等
の
集
会

⑶
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
援
助
し
得
る
適
格
な
指
導
者
の
選
定
に
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

⑷
自
治
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、
自
治
活
動
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
目
次
（
章
・
節
の
み
）
は
元
資
料
で
は
最
後
に
記
さ
れ
て
い
た
が
最
初
に
回
し
た
。
）

『
技
通
』
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昭
和
二
九
年
七
月
六
日

〔
五
─
三
─
四
四
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
・
労
働
省
職
業
安
定
局
長
発
（
基
発
第
三
七
三
号

・
職
発
第
三
八
六
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
とと
職職
業業
補補
導導
とと
のの
提提
携携
協協
力力
にに
つつ
いい
てて

わ
が
国
の
経
済
自
立
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
技
能
労
働
力
を
維
持
培
養
し
、
労
働
生
産
性

の
向
上
を
期
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
。
し
か
し
て
労
働
力
の
技
能
化
を
図
る
に
は
、

企
業
内
訓
練
と
企
業
外
訓
練
と
が
綜
合
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
に
そ
の
目
的
が

達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

技
能
者
養
成
制
度
は
、
企
業
に
組
織
的
技
能
訓
練
を
確
立
発
展
せ
し
め
、
企
業
が
要
求
す
る

多
能
熟
練
工
を
、
労
働
の
過
程
に
お
い
て
、
自
ら
養
成
す
る
よ
う
に
指
導
援
助
を
与
え
ん
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
職
業
補
導
事
業
は
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
れ
に
必
要
な
知
識

及
び
技
能
を
習
得
又
は
向
上
せ
し
め
、
適
職
就
業
の
機
会
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
趣
旨
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
産
業
の
振
興
と
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
を
図
り
、
技
能
水
準
の
向
上
を
期
せ
ん
と
す
る
同
様
の
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

又
両
制
度
の
対
象
職
種
、
教
習
内
容
、
指
導
方
法
等
が
近
似
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
き
、

双
方
有
機
的
連
携
を
保
持
し
つ
ゝ
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
両
制
度
の
進
展
が
期

待
さ
れ
る
と
と
も
に
、
労
働
行
政
の
一
元
化
に
そ
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

右
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
今
回
の
技
能
者
養
成
規
程
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
職
業
補
導
所

修
了
生
を
技
能
者
養
成
の
相
当
教
習
年
度
に
編
入
し
う
る
方
策
を
講
じ
、
こ
れ
に
伴
い
補
導
教

程
を
そ
の
本
旨
を
逸
脱
し
な
い
程
度
に
お
い
て
、
技
能
者
養
成
教
習
事
項
の
基
準
に
関
連
づ
け

得
る
よ
う
調
整
を
行
う
と
と
も
に
技
能
者
養
成
制
度
に
お
い
て
も
亦
そ
の
趣
旨
に
反
し
な
い
程

度
に
お
い
て
教
習
事
項
の
一
部
除
外
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
両
制
度
の
提
携
が
規
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

つ
い
て
は
労
働
基
準
監
督
機
関
と
職
業
補
導
関
係
機
関
は
、
相
互
に
緊
密
な
連
絡
を
図
り
、

左
記
事
項
に
留
意
の
上
、
こ
れ
が
提
携
協
力
に
つ
い
て
特
段
の
配
意
を
煩
わ
し
た
い
。

記記

一
、
労
働
基
準
監
督
機
関
並
び
に
職
業
補
導
関
係
機
関
は
、
双
方
協
議
の
上
、
技
能
者
養
成
並

び
に
職
業
補
導
関
係
者
相
互
の
知
識
、
技
能
の
啓
発
、
交
流
、
練
磨
を
図
る
等
の
措
置
を
講

じ
、
両
制
度
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
。

二
、
職
業
補
導
施
設
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関
か
ら
、
技
能
者
養
成
実
施
に
関
し
、
施
設
の
供

与
、
補
導
所
指
導
員
の
援
助
等
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
業
務
上
可
能
な
範
囲
内
に
お
い

て
積
極
的
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
。

三
、
協
力
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
並
び
に
都
道
府
県
知
事
は
、

次
の
事
項
に
つ
き
調
査
を
行
い
、
協
議
の
上
予
め
協
力
計
画
の
大
綱
を
定
め
る
こ
と
。

⑴

協
力
を
要
望
す
る
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
並
び
に
共
同
養
成
体
ご
と
の
協
力
要
請
内

容
の
概
要

⑵

職
業
補
導
所
ご
と
の
協
力
実
施
可
能
の
状
況

四
、
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
協
力
計
画
の
大
綱
に
基
き
き
協
力
を
要
望
す
る
技
能
者
養
成
実

施
事
業
場
並
び
に
共
同
養
成
体
ご
と
に
協
力
を
要
望
す
る
教
習
場
の
規
模
、
補
導
所
指
導
員

担
当
科
目
、
利
用
曜
日
、
時
間
、
そ
の
他
詳
細
具
体
的
な
内
容
を
把
握
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
職

業
補
導
所
長
と
協
議
す
る
こ
と
。

五
、
職
業
補
導
所
長
は
、
協
力
計
画
の
大
綱
に
基
き
、
協
力
を
求
め
ら
れ
た
内
容
と
補
導
計
画

を
勘
案
し
、
で
き
る
限
り
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
配
意
し
、
施
設
管
理
上
特
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
と
協
議
の
上
予
め
定
め
て
お
く
こ
と
。

別
紙
（
編
注
：
冊
子
の
発
行
時
に
追
加
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
）

基
発
第
三
八
五
号

昭
和
二
十
九
年
七
月
九
日

労
働
省
労
働
基
準
局
長

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
殿

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
修修
了了
生生
のの
技技
能能
者者
養養
成成
認認
可可
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
修
了
生
の
技
能
者
養

成
の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
左
記
に
留
意
し
技
能
者
養
成
と
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
の

実
施
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記

一
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
種
目

が
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
の
職
種
に
か
ヽ
る
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
は
「
公
共
職
業
補
導

所
で
受
け
た
職
業
訓
練
種
目
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
種
の
技
能
者
養
成
を
行
う
場
合
に

於
て
は
」
の
意
で
あ
る
こ
と
。
養
成
職
種
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
職
業
補
導
種
目
は
別
表

の
通
り
で
あ
り
、
同
表
補
導
種
目
欄
に
掲
げ
る
補
導
種
目
に
つ
い
て
職
業
補
導
を
受
け
た
者

を
同
表
職
種
欄
に
掲
げ
る
職
種
の
技
能
養
成
工
と
す
る
場
合
、
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
二
、
技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
條
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ

の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
課
程
に
相
当
す
る
教
習
事
項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
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と
が
出
来
る
」
と
は
、
「
教
習
事
項
の
基
準
に
準
拠
し
て
定
め
る
べ
き
教
習
事
項
中
か
ら
職

業
訓
練
に
お
い
て
う
け
た
課
程
に
相
当
す
る
部
分
を
除
外
し
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
の
意
で
あ
り
、
職
業
補
導
所
一
年
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
教
習
事
項
の

制
定
に
当
っ
て
は
、
次
の
範
囲
に
お
い
て
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⑴

教
習
年
度

第
一
教
習
年
度

⑵

教
習
時
間

第
一
教
習
年
度
に
属
す
べ
き
教
習
時
間

⑶

社
会
科
及
び
体
育

第
一
教
習
年
度
に
お
け
る
社
会
科
及
び
体
育

⑷

関
連
学
科
及
び
実
技

今
回
の
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
に
応
し
て
職
業
補
導
教
程
の

内
容
に
対
し
て
も
、
教
習
事
項
に
関
連
づ
け
る
為
に
必
要
な
調
整
が
加
え
ら
れ
る
予
定
で

あ
る
が
、
補
導
教
程
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
迄
の
間
は
、
別
表
に
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。

二
、
職
業
補
導
種
目
、
竹
細
工
、
鋳
造
、
鍍
金
、
電
工
、
塗
装
、
製
紙
及
び
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

は
そ
れ
ぞ
れ
養
成
職
種
編
組
工
、
鋳
物
工
、
メ
ッ
キ
工
、
電
路
工
、
機
械
塗
装
工
又
は
塗
装

工
、
製
紙
工
及
び
印
刷
工
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
全
国
的
な
標
準
を
定
め

た
職
業
補
導
教
程
基
準
が
未
定
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
職
種
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認

可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
追
っ
て
通
牒
す
る
ま
で
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書

の
寫
及

び
参
考
書
類
を
添
付
の
上
、
そ
の
つ
ど
稟
伺
す
る
こ
と
。

⑴

補
導
期
間
一
ヶ
年
以
外
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
も
、
三
の
場
合
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
。

⑵

第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
す
る
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了

生
は
、
出
席
率
八
十
％
以
上
の
者
に
限
る
こ
と
ヽ
し
、
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
備
考
欄

に
そ
の
旨
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
（
編
注
：
以
下
〔
五
─
二
─
四
四
〕
参
照
）

『
技
通
』

昭
和
二
九
年
七
月
八
日

〔
五
─
三
─
四
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
三
七
八
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
別別
表表
第第
二二
にに
定定
めめ
るる
養養
成成
職職
種種
にに
関関
すす
るる
学学
科科
のの
判判
定定
にに
つつ
いい

てて

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
、
第
五
号
乃
至
第
九
号
中
の
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
（
新
制

高
等
学
校
及
び
新
制
大
学
に
於
て
は
課
程
）
の
判
定
に
つ
い
て
、
左
記
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
た

い
。

記

一
、
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

二
、
右
一
以
外
の
学
科
又
は
課
程
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
本
省
に
稟
伺
の
上
決
定
す

る
こ
と
。

別
表
（
編
注
：
略
）

『
技
通
』

昭
和
三
〇
年
九
月
二
六
日

〔
五
─
三
─
四
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
六
〇
五
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
が
所
期
の
成
果
を
修
め
る
た
め
に
は
技
能
者
養
成
指
導
員
を
し
て
必
要
な
知

識
、
技
能
、
指
導
能
力
に
つ
い
て
は
勿
論
、
技
術
の
発
達
に
対
処
し
得
る
資
質
を
不
断
に
研
鑽

涵
養
せ
し
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

か
か
る
見
地
か
ら
過
年
度
に
お
け
る
標
記
研
修
に
つ
い
て
は
種
々
御
配
意
を
煩
し
本
年
七
月

九
日
付
基
発
第
三
九
二
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
の
結
果
に
つ
い
て
」
を
も
っ
て
示
し
た

よ
う
に
多
大
の
効
果
を
収
め
た
が
本
年
度
に
お
い
て
は
研
修
の
経
過
に
か
ん
が
み
従
来
の
第
一

種
並
び
に
第
二
種
研
修
に
新
た
に
第
三
種
研
修
と
し
て
研
究
討
論
会
議
方
式
に
よ
る
専
門
的
研

修
を
設
け
別
添
要
領
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
こ
れ
に
基
き
所
期
の
成
果
を
収
め
る

よ
う
格
段
の
努
力
を
い
た
さ
れ
た
い
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
要要
領領

一
、
目

的

こ
の
研
修
は
技
能
者
養
成
指
導
員
と
し
て
の
教
養
を
高
め
且
つ
技
術
の
発
達
に
対
処
し
得

る
に
必
要
な
知
識
を
涵
養
し
併
せ
て
指
導
能
力
を
啓
培
し
以
て
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
を

目
的
と
す
る
。

二
、
対

象

⑴

研
修
の
対
象
は
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
の
見
込
の
あ
る
者

と
す
る
こ
と
。

⑵

研
修
員
数
は
経
費
、
会
場
の
収
容
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
適
宜
決
定
し
て
差
支

え
な
い
が
特
に
研
修
効
果
の
あ
が
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

三
、
研
修
の
種
類

⑴

研
修
は
左
の
如
く
区
分
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
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と
が
出
来
る
」
と
は
、
「
教
習
事
項
の
基
準
に
準
拠
し
て
定
め
る
べ
き
教
習
事
項
中
か
ら
職

業
訓
練
に
お
い
て
う
け
た
課
程
に
相
当
す
る
部
分
を
除
外
し
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
の
意
で
あ
り
、
職
業
補
導
所
一
年
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
教
習
事
項
の

制
定
に
当
っ
て
は
、
次
の
範
囲
に
お
い
て
教
習
事
項
の
一
部
除
外
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

⑴

教
習
年
度

第
一
教
習
年
度

⑵

教
習
時
間

第
一
教
習
年
度
に
属
す
べ
き
教
習
時
間

⑶

社
会
科
及
び
体
育

第
一
教
習
年
度
に
お
け
る
社
会
科
及
び
体
育

⑷

関
連
学
科
及
び
実
技

今
回
の
職
業
補
導
と
の
連
携
措
置
に
応
し
て
職
業
補
導
教
程
の

内
容
に
対
し
て
も
、
教
習
事
項
に
関
連
づ
け
る
為
に
必
要
な
調
整
が
加
え
ら
れ
る
予
定
で

あ
る
が
、
補
導
教
程
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
迄
の
間
は
、
別
表
に
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
。

二
、
職
業
補
導
種
目
、
竹
細
工
、
鋳
造
、
鍍
金
、
電
工
、
塗
装
、
製
紙
及
び
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷

は
そ
れ
ぞ
れ
養
成
職
種
編
組
工
、
鋳
物
工
、
メ
ッ
キ
工
、
電
路
工
、
機
械
塗
装
工
又
は
塗
装

工
、
製
紙
工
及
び
印
刷
工
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
全
国
的
な
標
準
を
定
め

た
職
業
補
導
教
程
基
準
が
未
定
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
職
種
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認

可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
追
っ
て
通
牒
す
る
ま
で
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書

の
寫
及

び
参
考
書
類
を
添
付
の
上
、
そ
の
つ
ど
稟
伺
す
る
こ
と
。

⑴

補
導
期
間
一
ヶ
年
以
外
の
課
程
の
修
了
生
に
つ
い
て
の
技
能
者
養
成
の
認
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
も
、
三
の
場
合
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
。

⑵

第
十
五
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
す
る
公
共
職
業
補
導
所
の
修
了

生
は
、
出
席
率
八
十
％
以
上
の
者
に
限
る
こ
と
ヽ
し
、
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
備
考
欄

に
そ
の
旨
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
。

別
表
（
編
注
：
以
下
〔
五
─
二
─
四
四
〕
参
照
）

『
技
通
』

昭
和
二
九
年
七
月
八
日

〔
五
─
三
─
四
五
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
三
七
八
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
別別
表表
第第
二二
にに
定定
めめ
るる
養養
成成
職職
種種
にに
関関
すす
るる
学学
科科
のの
判判
定定
にに
つつ
いい

てて

技
能
者
養
成
規
程
別
表
第
二
、
第
五
号
乃
至
第
九
号
中
の
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
（
新
制

高
等
学
校
及
び
新
制
大
学
に
於
て
は
課
程
）
の
判
定
に
つ
い
て
、
左
記
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
た

い
。

記

一
、
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
こ
と
。

二
、
右
一
以
外
の
学
科
又
は
課
程
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
本
省
に
稟
伺
の
上
決
定
す

る
こ
と
。

別
表
（
編
注
：
略
）

『
技
通
』

昭
和
三
〇
年
九
月
二
六
日

〔
五
─
三
─
四
六
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
（
基
発
第
六
〇
五
号
）

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
が
所
期
の
成
果
を
修
め
る
た
め
に
は
技
能
者
養
成
指
導
員
を
し
て
必
要
な
知

識
、
技
能
、
指
導
能
力
に
つ
い
て
は
勿
論
、
技
術
の
発
達
に
対
処
し
得
る
資
質
を
不
断
に
研
鑽

涵
養
せ
し
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

か
か
る
見
地
か
ら
過
年
度
に
お
け
る
標
記
研
修
に
つ
い
て
は
種
々
御
配
意
を
煩
し
本
年
七
月

九
日
付
基
発
第
三
九
二
号
「
技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
の
結
果
に
つ
い
て
」
を
も
っ
て
示
し
た

よ
う
に
多
大
の
効
果
を
収
め
た
が
本
年
度
に
お
い
て
は
研
修
の
経
過
に
か
ん
が
み
従
来
の
第
一

種
並
び
に
第
二
種
研
修
に
新
た
に
第
三
種
研
修
と
し
て
研
究
討
論
会
議
方
式
に
よ
る
専
門
的
研

修
を
設
け
別
添
要
領
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
か
ら
こ
れ
に
基
き
所
期
の
成
果
を
収
め
る

よ
う
格
段
の
努
力
を
い
た
さ
れ
た
い
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
研研
修修
要要
領領

一
、
目

的

こ
の
研
修
は
技
能
者
養
成
指
導
員
と
し
て
の
教
養
を
高
め
且
つ
技
術
の
発
達
に
対
処
し
得

る
に
必
要
な
知
識
を
涵
養
し
併
せ
て
指
導
能
力
を
啓
培
し
以
て
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
を

目
的
と
す
る
。

二
、
対

象

⑴

研
修
の
対
象
は
技
能
者
養
成
指
導
員
及
び
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
の
見
込
の
あ
る
者

と
す
る
こ
と
。

⑵

研
修
員
数
は
経
費
、
会
場
の
収
容
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
適
宜
決
定
し
て
差
支

え
な
い
が
特
に
研
修
効
果
の
あ
が
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

三
、
研
修
の
種
類

⑴

研
修
は
左
の
如
く
区
分
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
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㋑

第
一
種
研
修

は
じ
め
て
受
研
す
る
も
の
に
対
す
る
研
修
と
し
主
と
し
て
関
係
法
令
、
指
導
方
法
、

作
業
分
析
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
初
期
的
研
修
。

㋺

第
二
種
研
修

す
で
に
第
一
種
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
研
修
と
し
主
と
し
て
当
該
職

種
の
関
連
学
科
及
び
実
技
、
作
業
能
率
等
に
つ
い
て
実
施
す
る
職
種
別
の
後
期
的
研
修
。

㋩

第
三
種
研
修

第
一
種
及
び
第
三
種
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
研
修
と
し
、
各
職
種
毎

に
一
定
の
受
研
者
の
集
団
を
編
成
し
、
そ
の
集
団
が
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
た
専
門
的
事

項
の
討
論
課
題
に
つ
い
て
討
論
会
議
方
式
に
よ
り
研
修
を
実
施
す
る
専
門
的
研
修
。

四
、
主

催

都
道
府
県
労
働
基
準
局
と
す
る
こ
と
。
但
し
必
要
に
よ
り
関
係
団
体
と
の
共
催
と
す
る
こ

と
は
差
支
え
な
い
こ
と
。

五
、
開
催
時
期

研
修
対
象
職
種
の
業
務
の
繁
閑
等
を
考
慮
し
適
宜
実
施
す
る
こ
と
。

六
、
開
催
期
間

技
能
者
養
成
指
導
員
が
職
場
を
離
れ
る
た
め
生
産
に
与
え
る
影
響
を
最
少
限
に
止
め
る
よ

う
考
慮
す
る
と
共
に
研

修
の
効
果
が
最
も
挙
が
る
よ
う
充
分
配
意
し
、
お
ゝ
む
ね
次
の
基

準
に
よ
り
開
催
期
間
を
決
定
す
る
こ
と
。

⑴

第
一
種
研
修

㋑

昼
間
の
場
合

二
日
間

㋺

夜
間
の
場
合

四
日
間

⑵

第
二
種
研
修

㋑

昼
間
の
場
合

二
日
間

㋺

夜
間
の
場
合

四
日
間

⑶

第
三
種
研
修

㋑

昼
間
の
場
合

一
日
間

㋺

夜
間
の
場
合

二
日
間

七
、
研
修
別
実
施
要
領

㈠

第
一
種
研
修

⑴

研
修
科
目
及
び
範
囲

第
一
種
研
修
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
労
働
関
係
法
令
、
養
成
計
画
の
樹
立
方
法
、
実

技
及
び
関
連
学
科
の
指
導
方
法
、
作
業
分
析
、
技
能
者
養
成
工
の
生
活
指
導
に
重
点
を

置
き
お
ゝ
む
ね
次
の
科
目
及
び
範
囲
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
。

㋑

労
働
関
係
法
令

労
働
基
準
法
（
技
能
者
養
成
規
程
等
を
含
む
）
、
労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整

法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
に
関
す
る
事
項

㋺

養
成
計
画
の
樹
立
方
式

養
成
計
画
策
定
機
関
の
設
置
、
養
成
計
画
の
要
点
、
養
成
計
画
運
営
の
要
点
等
に

関
す
る
事
項

㋩

実
技
及
び
関
連
学
科
の
指
導
方
法

一
般
的
教
習
方
法
、
習
得
の
諸
要
件
、
指
導
訓
練
の
体
系
化
、
指
導
の
改
善
に
関

す
る
事
項

㋥

作
業
分
析

作
業
分
析
の
目
的
、
教
習
内
容
の
構
成
要
素
、
作
業
分
析
の
方
法
、
関
連
知
識
の

分
析
等
に
関
す
る
事
項

㋭

適
性
検
査
の
方
法

適
性
検
査
の
目
的
、
各
種
検
査
の
方
法
、
検
査
結
果
の
処
理
、
検
査
の
実
例
、
検

査
の
実
施
等
に
関
す
る
事
項

㋬

防
護
方
法

防
護
の
趣
旨
、
危
険
有
害
業
務
、
防
護
の
方
法
の
基
準
、
安
全
管
理
と
健
康
管
理

等
に
関
す
る
事
項

㋣

技
能
試
験
方
法

試
験
の
目
的
、
試
験
機
関
、
試
験
実
施
計
画
等
に
関
す
る
事
項

㋠

技
能
養
成
工
の
生
活
指
導

生
活
指
導
の
必
要
性
、
養
成
工
の
個
性
観
察
、
余
暇
の
善
用
、
寄
宿
舎
管
理
、
家

庭
と
の
連
絡
等
に
関
す
る
事
項

⑵

研
修
日
程
の
編
成

研
修
日
程
の
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
研
修
者
の
能
力
、
研
修
者
の
便
宜
、
研
修
科
目

の
範
囲
、
講
師
の
確
保
状
況
そ
の
他
の
諸
条
件
を
考
慮
し
編
成
す
る
こ
と
。

な
お
、
日
程
は
必
ず
し
も
連
日
の
必
要
は
な
く
、
研
実
施
の
諸
条
件
の
全
般
を
勘
案

し
て
最
も
適
切
妥
当
な
る
日
程
を
編
成
す
る
よ
う
と
く
に
配
意
し
次
の
例
示
を
参
考
と

し
て
編
成
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
日
程
表
中
略
）
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⑶

講
師
の
選
定

講
師
は
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
を
研
修
科
目
に
応
じ
選
定
す
る
こ

と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
充
分
な
表
現
能
力
を
有
す
る
と
共
に

技
能
者
養
成
の
実
際
に
つ
い
て
も
広
い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈡

第
二
種
研
修

⑴

研
修
科
目
及
び
範
囲

第
二
種
研
修
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
当
該
職
場
の
関
連
学
科
及
び
実
技
、
作
業
能
率

等
に
重
点
を
置
き
お
お
む
ね
次
の
範
囲
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
。

㋑

当
該
職
種
の
関
連
学
科
及
び
実
技

教
習
の
範
囲
と
程
度
、
教
習
の
重
点
、
技
術
の
進
歩
に
関
す
る
知
識
並
び
に
作
業
方
法
等

の
事
項

㋺

作
業
能
率

能
率
の
意
義
、
技
術
の
進
歩
と
作
業
能
率
、
生
産
と
管
理
、
科
学
的
管
理
法
等
に
関
す
る

事
項

⑵

研
修
日
程
の
構
成

研
修
日
程
の
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
種
の
場
合
と
同
様
、
研
修
計
画
全
般
の
諸

条
件
を
考
慮
し
次
の
例
示
を
参
考
と
し
て
編
成
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
日
程
表
略
）

⑶

講
師
の
選
定

講
師
は
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
備
え
た
適
格
者
を
研
修
科
目
に
応
じ
選
定
す
る
こ

と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
充
分
な
表
現
能
力
を
有
す
る
と
共
に

技
能
者
養
生
の
実
際
に
つ
い
て
も
広
い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

マ
マ

㈢

第
三
種
研
修

第
三
種
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
管
下
要
請
実
施
事
業
場
な
ら
び
に
共
同

養
成
体
の
養
成
担
当
者
は
勿
論
、
技
術
指
導
機
関
、
学
術
研
究
団
体
、
同
業
組
合
、
技
能

者
の
団
体
等
と
緊
密
に
練
け
い
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
討
論
課
題
の
選
定
、
授
研
者
の
集

団
の
編
成
、
座
長
の
選
定
、
使
用
す
べ
き
教
材
の
準
備
、
研
修
期
間
等
の
決
定
等
の
研
修

計
画
の
全
般
を
樹
立
す
る
こ
と
。

本
研
修
は
授
研
者
に
相
当
の
準
備
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
研
修
実
施
前
相
当
の

余
裕
期
間
を
み
て
授
研
者
に
充
分
そ
の
計
画
を
周
知
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
。

⑴

討
論
課
題
の
選
定

討
論
課
題
は
管
下
養
成
実
施
事
業
場
の
養
成
の
実
情
に
応
じ
当
該
職
種
の
教
習
上
平

常
問
題
点
に
な
っ
て
い
る
専
門
的
事
項
を
選
択
す
る
こ
と
と
し
、
と
く
に
関
連
学
科
な

ら
び
に
実
技
の
教
習
内
容
、
教
習
方
法
等
重
点
を
お
い
て
選
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

授
研
者
の
集
団
の
編
成

授
研
者
は
す
で
に
過
去
に
お
い
て
指
導
員
研
修
の
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
職

種
別
に
二
十
名
乃
至
三
十
名
程
度
を
一
集
団
と
し
て
編
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

座
長
の
選
定

第
三
種
研
修
の
成
果
は
座
長
の
選
定
如
何
に
か
か
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
か
ら
座
長
の

選
定
は
慎
重
に
こ
れ
を
行
い
、
技
術
指
導
機
関
、
学
術
研
究
団
体
、
同
業
組
合
、
技
能

者
の
団
体
等
の
積
極
的
協
力
を
得
て
出
来
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
を
選
定

す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
、
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
技
能
者
養
成
の
実
状
に
つ
い
て
も
広

い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋩

か
か
る
研
究
討
論
の
座
長
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑷

使
用
す
べ
き
教
材
の
準
備

研
修
効
果
を
あ
げ
る
た
め
ス
ラ
イ
ド
、
図
表
、
写
真
等
の
教
材
が
必
要
な
場
合
は
座

長
の
指
示
に
従
い
、
充
分
に
こ
れ
ら
教
材
を
利
用
し
う
る
よ
う
準
備
す
る
こ
と
。

八
、
本
要
領
に
基
く
研
修
々
了
者
に
は
修
了
証
書
の
授
与
が
望
ま
し
い
。

九
、
報
告

研
修
終
了
後
一
ヶ
月
以
内
に
そ
の
実
施
状
況
を
左
記
事
項
留
意
の
上
第
一
種
及
び
第
二
種

研
修
に
つ
い
て
は
別
紙
一
、
第
三
種
研
修
に
つ
い
て
は
別
紙
二
の
様
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ

と
。

⑴

こ
の
報
告
は
本
通
達
に
基
き
実
施
し
た
研
修
に
つ
い
て
研
修
箇
所
毎
に
報
告
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

⑵

研
修
実
施
の
結
果
を
顧
み
て
、
と
く
に
意
見
又
は
要
望
等
が
あ
れ
ば
記
載
の
上
添
付
す

る
こ
と
。

⑶

研
修
会
資
料
等
参
考
と
な
る
べ
き
書
類
を
必
ず
添
付
す
る
こ
と
。

十
、
経
費
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⑶

講
師
の
選
定

講
師
は
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
を
研
修
科
目
に
応
じ
選
定
す
る
こ

と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
充
分
な
表
現
能
力
を
有
す
る
と
共
に

技
能
者
養
成
の
実
際
に
つ
い
て
も
広
い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㈡

第
二
種
研
修

⑴

研
修
科
目
及
び
範
囲

第
二
種
研
修
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
当
該
職
場
の
関
連
学
科
及
び
実
技
、
作
業
能
率

等
に
重
点
を
置
き
お
お
む
ね
次
の
範
囲
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
。

㋑

当
該
職
種
の
関
連
学
科
及
び
実
技

教
習
の
範
囲
と
程
度
、
教
習
の
重
点
、
技
術
の
進
歩
に
関
す
る
知
識
並
び
に
作
業
方
法
等

の
事
項

㋺

作
業
能
率

能
率
の
意
義
、
技
術
の
進
歩
と
作
業
能
率
、
生
産
と
管
理
、
科
学
的
管
理
法
等
に
関
す
る

事
項

⑵

研
修
日
程
の
構
成

研
修
日
程
の
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
種
の
場
合
と
同
様
、
研
修
計
画
全
般
の
諸

条
件
を
考
慮
し
次
の
例
示
を
参
考
と
し
て
編
成
す
る
こ
と
。

（
編
注
：
日
程
表
略
）

⑶

講
師
の
選
定

講
師
は
で
き
る
限
り
次
の
要
件
を
備
え
た
適
格
者
を
研
修
科
目
に
応
じ
選
定
す
る
こ

と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
充
分
な
表
現
能
力
を
有
す
る
と
共
に

技
能
者
養
生
の
実
際
に
つ
い
て
も
広
い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

マ
マ

㈢

第
三
種
研
修

第
三
種
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
管
下
要
請
実
施
事
業
場
な
ら
び
に
共
同

養
成
体
の
養
成
担
当
者
は
勿
論
、
技
術
指
導
機
関
、
学
術
研
究
団
体
、
同
業
組
合
、
技
能

者
の
団
体
等
と
緊
密
に
練
け
い
し
、
次
の
要
領
に
よ
り
討
論
課
題
の
選
定
、
授
研
者
の
集

団
の
編
成
、
座
長
の
選
定
、
使
用
す
べ
き
教
材
の
準
備
、
研
修
期
間
等
の
決
定
等
の
研
修

計
画
の
全
般
を
樹
立
す
る
こ
と
。

本
研
修
は
授
研
者
に
相
当
の
準
備
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
研
修
実
施
前
相
当
の

余
裕
期
間
を
み
て
授
研
者
に
充
分
そ
の
計
画
を
周
知
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
。

⑴

討
論
課
題
の
選
定

討
論
課
題
は
管
下
養
成
実
施
事
業
場
の
養
成
の
実
情
に
応
じ
当
該
職
種
の
教
習
上
平

常
問
題
点
に
な
っ
て
い
る
専
門
的
事
項
を
選
択
す
る
こ
と
と
し
、
と
く
に
関
連
学
科
な

ら
び
に
実
技
の
教
習
内
容
、
教
習
方
法
等
重
点
を
お
い
て
選
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵

授
研
者
の
集
団
の
編
成

授
研
者
は
す
で
に
過
去
に
お
い
て
指
導
員
研
修
の
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
職

種
別
に
二
十
名
乃
至
三
十
名
程
度
を
一
集
団
と
し
て
編
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶

座
長
の
選
定

第
三
種
研
修
の
成
果
は
座
長
の
選
定
如
何
に
か
か
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
か
ら
座
長
の

選
定
は
慎
重
に
こ
れ
を
行
い
、
技
術
指
導
機
関
、
学
術
研
究
団
体
、
同
業
組
合
、
技
能

者
の
団
体
等
の
積
極
的
協
力
を
得
て
出
来
る
限
り
次
の
要
件
を
具
え
た
適
格
者
を
選
定

す
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

㋑

技
能
者
養
成
制
度
を
理
解
し
、
本
制
度
の
普
及
に
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㋺

担
当
科
目
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
技
能
者
養
成
の
実
状
に
つ
い
て
も
広

い
知
識
を
有
す
る
者
た
る
こ
と
。

㋩

か
か
る
研
究
討
論
の
座
長
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑷

使
用
す
べ
き
教
材
の
準
備

研
修
効
果
を
あ
げ
る
た
め
ス
ラ
イ
ド
、
図
表
、
写
真
等
の
教
材
が
必
要
な
場
合
は
座

長
の
指
示
に
従
い
、
充
分
に
こ
れ
ら
教
材
を
利
用
し
う
る
よ
う
準
備
す
る
こ
と
。

八
、
本
要
領
に
基
く
研
修
々
了
者
に
は
修
了
証
書
の
授
与
が
望
ま
し
い
。

九
、
報
告

研
修
終
了
後
一
ヶ
月
以
内
に
そ
の
実
施
状
況
を
左
記
事
項
留
意
の
上
第
一
種
及
び
第
二
種

研
修
に
つ
い
て
は
別
紙
一
、
第
三
種
研
修
に
つ
い
て
は
別
紙
二
の
様
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ

と
。

⑴

こ
の
報
告
は
本
通
達
に
基
き
実
施
し
た
研
修
に
つ
い
て
研
修
箇
所
毎
に
報
告
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

⑵

研
修
実
施
の
結
果
を
顧
み
て
、
と
く
に
意
見
又
は
要
望
等
が
あ
れ
ば
記
載
の
上
添
付
す

る
こ
と
。

⑶

研
修
会
資
料
等
参
考
と
な
る
べ
き
書
類
を
必
ず
添
付
す
る
こ
と
。

十
、
経
費
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略

別
紙
一

技
能
者
養
成
指
導
員
研
修
状
況
報
告
（
編
注
：
以
下
略
）

（
編
注
：
本
通
達
は
昭
和
二
九
年
九
月
二
日
通
達
の
再
送
と
推
測
さ
れ
る
。
）

『
技
通
』

昭
和
三
一
年
七
月
二
七
日

〔
五
─
三
─
四
七
〕
労
働
省
労
働
基
準
局
長
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛(

基
発
第
五
〇
四

号)

技技
能能
養養
成成
工工
にに
しし
てて
定定
時時
制制
高高
校校
生生
徒徒
たた
るる
者者
にに
かか
かか
るる
技技
能能
者者
養養
成成
のの
教教
習習
事事

項項
のの
取取
扱扱
にに
つつ
いい
てて

近
時
、
技
能
養
成
工
が
定
時
制
高
等
学
校
に
お
い
て
履
修
す
る
学
科
に
つ
き
技
能
者
養
成
に
関
す

る
教
習
内
容
の
一
部
省
略
を
認
め
ら
れ
た
い
旨
の
要
望
が
あ
る
に
臨
み
、
今
般
こ
れ
等
技
能
養
成
工

に
対
し
て
技
能
者
養
成
の
本
旨
を
逸
脱
し
な
い
限
度
に
お
い
て
一
般
教
科
に
つ
い
て
の
省
略
を
認
め

得
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
し
当
り
左
記
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
関
係
事
業

場
に
こ
の
趣
旨
を
充
分
周
知
せ
し
め
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
、
且
つ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事

業
場
に
つ
い
て
実
施
せ
し
め
る
よ
う
こ
れ
が
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

記

…
…
（
略
）
…
…

定
時
制
高
等
学
校
の

同
上
に
つ
き
養
成
期
間
中
既
に
履

省
略
す
る
こ
と
が
出
来
る

省
略
す
る
こ
と
が
出
来
る
技
能
者
養
成
の
教
習

教
科
及
び
科
目
名

修
し
た
か
又
は
履
修
す
べ
き
単
位
数

技
能
者
養
成
の
教
習
科
目

時
間

社
会
科
の
う
ち
社
会

三
単
位
（
一
○
五
時
間
）
以
上

社
会
科
の
一
部

養
成
期
間
を
通
じ
一
〇
五
時
問
を
超
え
な
い
こ

数

学

〃

関
連
学
科
の
う
ち
工
業
教
学

と

理
科
の
う
ち
物
理

〃

関
連
学
科
の
う
ち
物
理

養
成
期
間
を
通
じ
当
該
事
業
場
で
定
め
る
教

習

理
科
の
う
ち
化
学

〃

関
連
学
科
の
う
ち
化
学

事
項
の
う
ち
工
業
数
学
、
物
理
及
び
化
学
並
に

外
国
語
の
う
ち
英
語

〃

関
連
学
科
の
う
ち
実
用
外
国
語

実
用
外
国
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
数
の
範
囲
内

(

以

下

略)

『
連
繋
』
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ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

昭
和
二
五
年
九
月
三
〇
日

〔
五
─
四
─
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
、
職
業
安
定
行
政
手
引
の
一
部
改
正

四四
三三
〇〇
〇〇
――
四四
七七
九九
九九

工工
場場
事事
業業
場場
のの
行行
うう
監監
督督
者者
訓訓
練練
にに
封封
すす
るる
技技
術術
援援
助助

四四
三三
〇〇
〇〇
――
四四
三三
四四
九九

方方

針針

四
三
〇
〇

援
助
の
意
義
、
目
的

工
場
事
業
場
等
（
以
下
事
業
場
と
い
う
）
に
お
け
る
職
長
、
指
導
員
等
、
従
業
員
の
指
導
監
督

に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
）
の
能
力
如
何
は
、
部
下
労
働
者
の
労
働
生
産
力
を
左
右
す

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
等
の
監
督
者
の
監
督
能
力
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
は
、
従
業
員

の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
渾
せ
し
め
、
以
つ
て
我
が
国
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
真

に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
技
術
援
助
は
監
督
者
の
監
督
能
力
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
記
の
結
果
を
実
現
す
る
を
の
目
的
と
す
る
。

マ
マ

四
三
〇
一

援
助
の
発
動

援
助
は
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
い
て
行
い
、
こ
れ
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
三
〇
二

援
助
の
種
類

援
助
は
、（
イ
）
直
接
監
督
者
を
対
象
と
し
て
行
う
訓
練
に
対
す
る
援
助
と
、（
ロ
）
監
督
者
訓

練
に
当
る
者
の
養
成
訓
練
に
対
す
る
援
助
と
に
分
け
て
行
い
、
事
業
場
の
申
請
に
応
じ
、
そ
の

双
方
又
は
一
方
を
行
う
。

四
三
〇
三

援
助
事
業
の
主
体

前
項
（
イ
）
の
援
助
は
、
都
道
府
県
知
事
又
に
労
働
大
臣
が
行
う
。

そ
の
い
ず
れ
の
援
助
を
受
け
る
か
は
事
業
場
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、

な
る
べ
く
都
道
府
県
知
事
よ
り
受
け
る
よ
う
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
（
ロ
）
の
援
助
は
専
ら
労
働
大
臣
が
行
い
、
都
道
府
県
知
事
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

四
三
〇
四

援
助
の
対
象

援
助
は
職
業
安
定
法
（
以
下
四
七
九
九
ま
で
に
お
い
て
は
法
と
い
う
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
、
事
業
場
に
対
し
て
行
う
が
、
法
に
い
う
工
場
事
業
場
等
と
は
、
労
働
基
準
法
第
八
条
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
及
び
そ
の
他
の
官
公
署
又
は
、
そ
れ
ら
を
会
員
と
す
る

組
合
、
協
会
等
の
団
体
を
い
う
。

四
三
五
一

訓
練
項
目

（
１
）
監
督
者
の
具
備
す
べ
き
必
要
事
項

監
督
者
と
し
て
具
備
す
べ
き
必
要
事
項
は
、
次
に
挙
げ
る
五
つ
で
あ
る
。

（
イ
）

仕
事
に
つ
い
て
の
知
識

監
督
者
の
所
管
の
職
場
に
お
け
る
仕
事
に
関
す
る
知
識
、
即
ち
、
材
料
、
機
械
器
具
、
作

業
（
事
務
）
工
程
そ
の
他
必
要
な
基
礎
理
論
、
関
係
法
規
等
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。

（
ロ
）

責
任
に
つ
い
て
の
知
識

監
督
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
責
任
に
つ
い
て
の
知
識
即
ち
、
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
、
組

織
内
に
於
け
る
地
位
そ
の
他
監
督
者
が
所
管
の
職
場
に
お
い
て
有
す
る
権
利
義
務
等
に
関

す
る
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
文
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
慣
習
的
な
も
の
も
あ
る
。

（
ハ
）
仕
事
を
教
え
る
技
能

有
能
な
る
部
下
を
育
成
す
る
た
め
に
、
部
下
に
仕
事
の
仕
方
を
教
え
る
技
能
で
あ
る
。

（
ニ
）
作
業
を
改
善
す
る
技
能

部
下
の
労
働
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
、
作
業
を
簡
易
化
し
、
能
率
化
す
る
技
能
で
あ
る
。

（
ホ
）
人
を
扱
う
技
能

職
場
内
に
お
い
て
部
下
を
円
滑
に
統
卒
し
、
人
的
関
係
の
調
和
を
は
か
る
技
能
で
あ
る
。

（
２
）

項

目

前
号
に
挙
げ
た
五
つ
の
事
項
の
う
ち
、
仕
事
の
知
識
及
び
責
任
の
知
識
の
内
容
は
、
大
部
分
、

事
業
場
毎
に
独
時
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
の
知
識
を
与
え
る
た
め
の
訓
練
は
Ｔ
・
Ｗ

・
Ｉ
方
式
に
お
い
て
は
取
扱
わ
な
い
。

仕
事
を
教
え
る
技
能
、
作
業
を
改
善
す
る
技
能
、
人
を
扱
う
技
能
の
内
容
は
、
各
事
業
場
に

共
通
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
が
技
能
を
体
得
さ
せ

る
た
め
、
規
則
第
二
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
項
目
に
つ
い
て
訓
練
を
行
う
。

（
３
）
訓
練
項
目
相
互
間
の
関
係

前
号
後
段
に
掲
げ
る
三
つ
の
技
能
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
異
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら

の
技
能
を
体
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
わ
れ
る
。

四
三
五
二

職
場
補
導
員
の
派
遣

職
場
補
導
員
に
よ
り
指
導
さ
れ
る
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
事
業
場
か
ら
、

そ
の
訓
練
に
対
す
る
援
助
申
請
の
あ
つ
た
場
合
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各

号
に
従
っ
て
、
職
場
補
導
員
を
派
遣
す
る
。

（
１
）
職
場
補
導
員
の
派
遣
の
日
時
は
、
事
業
場
側
と
充
分
連
絡
協
議
の
上
、
な
る
べ
く
そ
の

ご
希
望
に
そ
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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ⅤⅤ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

昭
和
二
五
年
九
月
三
〇
日

〔
五
─
四
─
一
〕
労
働
省
職
業
安
定
局
、
職
業
安
定
行
政
手
引
の
一
部
改
正

四四
三三
〇〇
〇〇
――
四四
七七
九九
九九

工工
場場
事事
業業
場場
のの
行行
うう
監監
督督
者者
訓訓
練練
にに
封封
すす
るる
技技
術術
援援
助助

四四
三三
〇〇
〇〇
――
四四
三三
四四
九九

方方

針針

四
三
〇
〇

援
助
の
意
義
、
目
的

工
場
事
業
場
等
（
以
下
事
業
場
と
い
う
）
に
お
け
る
職
長
、
指
導
員
等
、
従
業
員
の
指
導
監
督

に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
）
の
能
力
如
何
は
、
部
下
労
働
者
の
労
働
生
産
力
を
左
右
す

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
等
の
監
督
者
の
監
督
能
力
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
は
、
従
業
員

の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
渾
せ
し
め
、
以
つ
て
我
が
国
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
真

に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
技
術
援
助
は
監
督
者
の
監
督
能
力
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
記
の
結
果
を
実
現
す
る
を
の
目
的
と
す
る
。

マ
マ

四
三
〇
一

援
助
の
発
動

援
助
は
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
い
て
行
い
、
こ
れ
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
三
〇
二

援
助
の
種
類

援
助
は
、（
イ
）
直
接
監
督
者
を
対
象
と
し
て
行
う
訓
練
に
対
す
る
援
助
と
、（
ロ
）
監
督
者
訓

練
に
当
る
者
の
養
成
訓
練
に
対
す
る
援
助
と
に
分
け
て
行
い
、
事
業
場
の
申
請
に
応
じ
、
そ
の

双
方
又
は
一
方
を
行
う
。

四
三
〇
三

援
助
事
業
の
主
体

前
項
（
イ
）
の
援
助
は
、
都
道
府
県
知
事
又
に
労
働
大
臣
が
行
う
。

そ
の
い
ず
れ
の
援
助
を
受
け
る
か
は
事
業
場
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、

な
る
べ
く
都
道
府
県
知
事
よ
り
受
け
る
よ
う
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
（
ロ
）
の
援
助
は
専
ら
労
働
大
臣
が
行
い
、
都
道
府
県
知
事
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

四
三
〇
四

援
助
の
対
象

援
助
は
職
業
安
定
法
（
以
下
四
七
九
九
ま
で
に
お
い
て
は
法
と
い
う
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
、
事
業
場
に
対
し
て
行
う
が
、
法
に
い
う
工
場
事
業
場
等
と
は
、
労
働
基
準
法
第
八
条
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
も
の
及
び
そ
の
他
の
官
公
署
又
は
、
そ
れ
ら
を
会
員
と
す
る

組
合
、
協
会
等
の
団
体
を
い
う
。

四
三
五
一

訓
練
項
目

（
１
）
監
督
者
の
具
備
す
べ
き
必
要
事
項

監
督
者
と
し
て
具
備
す
べ
き
必
要
事
項
は
、
次
に
挙
げ
る
五
つ
で
あ
る
。

（
イ
）

仕
事
に
つ
い
て
の
知
識

監
督
者
の
所
管
の
職
場
に
お
け
る
仕
事
に
関
す
る
知
識
、
即
ち
、
材
料
、
機
械
器
具
、
作

業
（
事
務
）
工
程
そ
の
他
必
要
な
基
礎
理
論
、
関
係
法
規
等
に
関
す
る
知
識
で
あ
る
。

（
ロ
）

責
任
に
つ
い
て
の
知
識

監
督
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
責
任
に
つ
い
て
の
知
識
即
ち
、
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
、
組

織
内
に
於
け
る
地
位
そ
の
他
監
督
者
が
所
管
の
職
場
に
お
い
て
有
す
る
権
利
義
務
等
に
関

す
る
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
文
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
慣
習
的
な
も
の
も
あ
る
。

（
ハ
）
仕
事
を
教
え
る
技
能

有
能
な
る
部
下
を
育
成
す
る
た
め
に
、
部
下
に
仕
事
の
仕
方
を
教
え
る
技
能
で
あ
る
。

（
ニ
）
作
業
を
改
善
す
る
技
能

部
下
の
労
働
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
、
作
業
を
簡
易
化
し
、
能
率
化
す
る
技
能
で
あ
る
。

（
ホ
）
人
を
扱
う
技
能

職
場
内
に
お
い
て
部
下
を
円
滑
に
統
卒
し
、
人
的
関
係
の
調
和
を
は
か
る
技
能
で
あ
る
。

（
２
）

項

目

前
号
に
挙
げ
た
五
つ
の
事
項
の
う
ち
、
仕
事
の
知
識
及
び
責
任
の
知
識
の
内
容
は
、
大
部
分
、

事
業
場
毎
に
独
時
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
等
の
知
識
を
与
え
る
た
め
の
訓
練
は
Ｔ
・
Ｗ

・
Ｉ
方
式
に
お
い
て
は
取
扱
わ
な
い
。

仕
事
を
教
え
る
技
能
、
作
業
を
改
善
す
る
技
能
、
人
を
扱
う
技
能
の
内
容
は
、
各
事
業
場
に

共
通
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
に
お
い
て
は
、
こ
れ
等
が
技
能
を
体
得
さ
せ

る
た
め
、
規
則
第
二
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
項
目
に
つ
い
て
訓
練
を
行
う
。

（
３
）
訓
練
項
目
相
互
間
の
関
係

前
号
後
段
に
掲
げ
る
三
つ
の
技
能
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
異
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら

の
技
能
を
体
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
わ
れ
る
。

四
三
五
二

職
場
補
導
員
の
派
遣

職
場
補
導
員
に
よ
り
指
導
さ
れ
る
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
事
業
場
か
ら
、

そ
の
訓
練
に
対
す
る
援
助
申
請
の
あ
つ
た
場
合
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各

号
に
従
っ
て
、
職
場
補
導
員
を
派
遣
す
る
。

（
１
）
職
場
補
導
員
の
派
遣
の
日
時
は
、
事
業
場
側
と
充
分
連
絡
協
議
の
上
、
な
る
べ
く
そ
の

ご
希
望
に
そ
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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（
２
）（
前
号
に
関
し
）
や
む
を
得
ず
、
事
業
場
側
の
希
望
に
そ
え
な
い
場
合
は
、
申
請
順
を
充

分
考
慮
す
る
と
共
に
特
定
の
一
事
業
場
又
は
産
業
に
偏
せ
ざ
る
よ
う
注
意
し
、
事
業
場
側
と

合
議
の
上
で
派
遣
の
日
時
を
決
定
す
る
こ
と
。

（
３
）
前
号
に
よ
り
派
遣
日
時
を
決
定
す
る
場
合
で
も
、
出
来
得
る
限
り
、
事
業
場
が
最
初
希

望
し
た
日
を
中
心
に
し
て
前
後
二
ヶ
月
以
内
の
日
に
定
め
る
よ
う
努
力
し
都
道
府
県
知
事
は

職
場
補
導
員
側
の
都
合
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
は
、
直
ち
に
労
働
省

職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

向
う
三
ヶ
月
間
、
又
は
そ
れ
以
上
に
亘
っ
て
、
新
た
な
援
助
申
請
に
よ
る
派
遣
が
不
可
能
な

場
合
も
、
同
様
、
報
告
す
る
こ
と
。

四
三
五
三

資
料
の
提
供

事
業
場
職
場
補
導
員
に
よ
り
指
導
さ
れ
る
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
事
業
場

か
ら
、
事
業
体
概
況
調
査
表
（
様
式
一
）
及
び
監
督
者
訓
練
計
画
書
（
様
式
二
）
を
そ
え
て
援

助
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
基
き
そ
の
希
望
す
る
訓
練

項
目
に
応
じ
、
次
の
種
類
及
び
数
量
の
資
料
を
提
供
す
る
。

（
１
）「
仕
事
の
教
え
方
」
を
希
望
し
た
場
合

資
料
名

数
量
（
受
講
者
十
名
に
つ
き
）

監
督
者
訓
練
報
告
書
（
様
式
三
）

二

「
仕
事
の
教
え
方
」
カ
ー
ド

一
一

問
題
シ
ー
ト

一
一

見
本
分
解
シ
ー
ト

一
一

分
解
シ
ー
ト

六
〇

（
２
）「
改
善
の
仕
方
」
を
希
望
し
た
場
合

監
督
者
訓
練
報
告
書
（
様
式
二
二
）

二

「
改
善
の
仕
方
」
カ
ー
ド

一
一

現
在
方
法
配
置
図

一
一

改
善
方
法
配
配
置
図

一
一

改
善
シ
ー
ト

五
〇

未
完
成
見
本
改
善
シ
ー
ト

完
成
見
本
改
善
シ
ー
ト

一
一

提
案
シ
ー
ト

一
一

見
本
提
案
シ
ー
ト

一
一

銅

板
（
厚
紙
）

七

黄
銅
板
（
厚
紙
）

七

（
３
）「
人
の
扱
い
方
」
を
希
望
し
た
場
合

資
料
を
提
供
す
る
と
き
は
、
手
交
、
郵
送
等
、
事
業
場
の
便
を
考
慮
し
て
そ
の
方
法
を
決
し
、

で
き
得
る
限
り
速
か
に
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
三
五
四

監
督
者
訓
練
講
習
会

職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
職
場
補
導
員
が
、
規
則
第
二
二
条
第
五
項
に
掲
げ
る
講
習
会
に
お
い

て
、
監
督
者
の
訓
練
を
実
施
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
一
講
習
会
に
つ
き
、
受
講
者
は
約
一
〇
名
と
す
る
こ
と
。

（
２
）
一
講
習
会
の
時
間
数
は
一
〇
時
間
と
し
、
こ
れ
を
一
日
一
回
二
時
間
ず
つ
、
五
回
に
分

け
て
行
い
、
一
〇
日
間
以
内
に
終
了
す
る
よ
う
に
行
う
こ
と
。
但
し
、
出
来
う
る
限
り
五
日

間
継
続
し
て
行
う
こ
と
。

（
３
）
開
催
の
場
所
は
原
則
と
し
て
実
施
事
業
場
内
と
す
る
こ
と
。

（
４
）
規
則
第
二
二
条
の
三
第
七
項
及
び
本
手
引
○
四
三
五
七
に
掲
げ
る
訓
練
用
図
書
に
正
し

く
従
っ
て
訓
練
を
行
う
こ
と
。

四
三
五
五

補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会

規
則
第
二
二
条
第
七
項
に
掲
げ
る
講
習
会
は
、
受
講
者
一
〇
名
に
達
す
る
ご
と
に
、
労
働
省
が

計
画
を
た
て
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。

開
催
の
場
所
は
成
る
べ
く
受
講
者
の
参
集
し
易
い
場
所
を
選
び
、
そ
の
準
備
は
労
働
省
の
指
示

に
従
い
そ
の
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
が
受
講
者
側
と
充
分
連
絡
の
上
、
こ
れ
を
行
う
。

こ
の
講
習
会
及
び
前
項
に
規
定
す
る
講
習
会
は
、
訓
練
項
目
ご
と
に
別
個
に
行
い
、
そ
の
名
称

に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
。

（
例
）「
仕
事
の
教
え
方
」
監
督
者
訓
練
講
習
会

「
改
善
の
仕
方
」
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会

四
三
五
六

訓
練
用
図
書
（
監
督
者
訓
練
手
引
、
又
は
手
引
と
も
い
う
）
及
び
職
場
補
導
カ
ー
ド

監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
、
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
職
場
補
導
員
が
監
督
者
を
訓
練
す

る
場
合
は
、
そ
の
講
習
会
の
運
営
の
手
順
、
方
法
等
を
詳
細
に
書
い
た
、
労
働
省
職
業
安
定
局

の
編
纂
に
か
ゝ
る
図
書
（
監
督
者
訓
練
手
引
）
に
正
し
く
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

監
督
者
訓
練
手
引
は
、
訓
練
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
用
意
せ
ら
れ
、
そ
の
名
称
に
は
、

お
の
お
の
訓
練
項
目
名
が
冠
せ
ら
れ
る
。

（
例
）「
改
善
の
仕
方
」
監
督
者
訓
練
手
引

こ
の
労
働
省
職
業
安
定
局
に
よ
っ
て
作
成
せ
ら
れ
、
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
受
け
た
者

に
配
布
さ
れ
る
。
こ
れ
を
職
場
補
導
カ
ー
ド
と
称
し
、
訓
練
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
用
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意
せ
ら
れ
、
そ
の
名
称
に
お
の
お
の
訓
練
項
目
が
冠
せ
ら
れ
る
。

（
例
）「
人
の
扱
い
方
」
職
場
補
導
カ
ー
ド
（
又
は
「
人
の
扱
い
方
」
カ
ー
ド
と
も
い
う
）

こ
の
カ
ー
ド
は
、
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
が
常
に
携
帯
し
、
自
己
の
職
場
に
応
用
し
、
習
得
事

項
を
充
分
体
得
す
る
た
め
の
便
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
三
五
七

追
指
導

訓
練
実
施
の
成
果
は
、
追
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
充
分
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
監
督
者
訓
練
講
習
会
終
了
後
二
ヶ
月
以
内
に
少
く
と
も
二
回
、
追
指
導
を
行

い
、
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
し
た
事
項
が
実
際
に
職
場
に
お
い
て
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
追
指
導
は
原
則
と
し
て
監
督
者
訓
練

講
習
会
を
指
導
し
た
職
場
補
導
員
、
も
し
く
は
事
業
場
補
導
員
が
事
業
場
に
行
う
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
困
難
な
時
は
他
の
適
当
な
者
、
又
は
他
の
適
切
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行

う
。

四四
四四
五五
〇〇

職職
場場
補補
導導
員員

四四
四四
九九
九九

四
四
五
〇

設

置

職
場
補
導
員
は
規
則
第
二
二
条
第
一
項
に
基
い
て
原
則
と
し
て
職
業
安
定
局
及
び
都
道
府

県
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
が
、
欠
員
あ
る
場
合
は
労
働
省
が
指
導
す
る
都
道
府
県
に
お
か
れ

た
職
場
補
導
員
が
こ
れ
を
代
行
す
る
。

四
四
五
一

資

格

職
場
補
導
員
の
能
力
如
何
は
、
こ
の
援
助
事
業
の
成
否
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
職

業
安
定
局
長
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
国
家
公
務
員
た
る
資
格
の
外
次
の
各
号
に
該
当
す

る
資
格
を
具
備
す
る
者
の
中
か
ら
、
単
に
官
公
庁
内
部
に
止
ら
ず
、
広
く
民
間
に
も
人
材

を
求
め
て
人
選
す
る
こ
と
。

（
１
）
規
則
第
二
二
条
の
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
学
歴
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
事
業
場
に
お
い
て
、
監
督
者
の
経
験
を
充
分
有
す
る
こ
と
。

（
３
）
闊
達
に
し
て
活
動
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
。

（
４
）
人
格
円
満
に
し
て
、
表
現
能
力
を
有
し
、
指
導
訓
練
に
興
味
を
有
す
る
こ
と
。

（
５
）
年
令
は
三
〇
才
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
四
五
二

職

務

職
場
補
導
員
の
職
務
は
、
規
則
第
二
二
条
の
二
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
も
の
外
、
次
の
と
う

マ

マ

マ

マ

り
で
あ
る
。

（
１
）
職
場
補
導
方
式
に
よ
る
授
助
事
業
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
の
実
施
。

マ
マ

（
２
）
事
業
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
訓
練
の
立
会

（
３
）
事
業
職
場
補
導
員
と
の
連
絡
。

（
４
）
そ
の
他
こ
の
援
助
事
業
執
行
上
の
事
務
処
理

四四
五五
〇〇
〇〇

事事
業業
職職
場場
補補
導導
員員

四四
五五
四四
九九

四
五
○
○

養
成
の
理
由

職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
職
場
補
導
員
の
み
で
は
、
活
動
に
お
の
づ
か
ら
限
度
が
あ
っ
て
全

国
各
種
事
業
場
の
要
望
に
よ
り
莫
大
な
数
の
監
督
者
に
当
る
こ
と
に
は
現
実
に
は
現
実
上
は
不

マ

マ

可
能
で
あ
る
。
一
方
、
援
助
を
申
請
す
る
事
業
場
、
特
に
大
規
模
な
事
業
場
は
、
寧
ろ
監
督
者

訓
練
計
画
の
一
環
と
し
て
、
専
属
の
補
導
員
の
養
成
を
計
画
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
援
助
を
要

請
す
る
場
合
が
多
い
。
故
に
現
実
の
事
態
に
即
応
し
、
一
般
の
要
望
に
応
え
、
こ
の
援
助
事
業

を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
労
働
大
臣
は
、
監
督
者
訓
練
に
対
す
る
援
助
事
業
の
一
環
と
し
て
、

職
場
補
導
員
以
外
に
、
事
業
場
内
に
お
い
て
監
督
者
の
訓
練
に
当
る
者
を
養
成
訓
練
し
、
こ
れ

に
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
、
こ
れ
を
事
業
場
職
場
補
導
員
と
称
し
、
労
働
大
臣
の
指
導
監

督
の
下
に
監
督
者
訓
練
を
行
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
如
き
趣
旨
に
沿
っ
て
、
こ
の
援
助
事
業
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
援
助

を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
内
、
監
督
者
数
一
〇
〇
名
以
上
の
も
の
に
対
し
て
は
、
で
き
得

る
限
り
事
業
職
場
補
導
員
を
養
成
す
る
よ
う
勧
め
る
も
の
と
す
る
。

四
五
〇
一

養
成
訓
練
の
実
施

事
業
場
職
場
補
導
員
の
養
成
訓
練
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
置
か
れ
た
職
場
補
導
員
が
そ

の
職
務
と
し
て
行
う
外
、
都
道
府
県
に
置
か
れ
た
職
場
補
導
員
、
そ
の
他
の
者
（
民
間
の
者
も

含
む
）
の
中
、
労
働
大
臣
が
命
じ
又
は
委
嘱
し
た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

四
五
○
二

受
講
資
格

受
講
者
は
少
く
と
も
「
仕
事
の
教
え
方
」
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
終
了
し
て
い
る
こ
と

が
強
く
要
望
さ
れ
る
。
故
に
「
改
善
の
仕
方
」
又
は
「
人
の
扱
い
方
」
補
導
養
成
訓
練
の

受
講
者
は
規
則
第
二
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
外
に
「
仕
事
の
教
え
方
」
監
督
者
訓
練

講
習
を
う
け
る
様
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
場
が
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
者
を
候
補
者
と
し
て

推
薦
す
る
こ
と
を
望
み
、
且
つ
、
そ
の
事
業
場
自
身
が
当
該
訓
練
を
行
う
機
会
に
乏
し
い

と
き
は
、
で
き
得
る
限
り
速
か
に
当
該
訓
練
を
受
け
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則
第
二
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
大
学
と
は
次
の
も
の
を
い
う
。
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意
せ
ら
れ
、
そ
の
名
称
に
お
の
お
の
訓
練
項
目
が
冠
せ
ら
れ
る
。

（
例
）「
人
の
扱
い
方
」
職
場
補
導
カ
ー
ド
（
又
は
「
人
の
扱
い
方
」
カ
ー
ド
と
も
い
う
）

こ
の
カ
ー
ド
は
、
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
が
常
に
携
帯
し
、
自
己
の
職
場
に
応
用
し
、
習
得
事

項
を
充
分
体
得
す
る
た
め
の
便
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
三
五
七

追
指
導

訓
練
実
施
の
成
果
は
、
追
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
充
分
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
監
督
者
訓
練
講
習
会
終
了
後
二
ヶ
月
以
内
に
少
く
と
も
二
回
、
追
指
導
を
行

い
、
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
し
た
事
項
が
実
際
に
職
場
に
お
い
て
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
追
指
導
は
原
則
と
し
て
監
督
者
訓
練

講
習
会
を
指
導
し
た
職
場
補
導
員
、
も
し
く
は
事
業
場
補
導
員
が
事
業
場
に
行
う
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
困
難
な
時
は
他
の
適
当
な
者
、
又
は
他
の
適
切
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行

う
。

四四
四四
五五
〇〇

職職
場場
補補
導導
員員

四四
四四
九九
九九

四
四
五
〇

設

置

職
場
補
導
員
は
規
則
第
二
二
条
第
一
項
に
基
い
て
原
則
と
し
て
職
業
安
定
局
及
び
都
道
府

県
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
が
、
欠
員
あ
る
場
合
は
労
働
省
が
指
導
す
る
都
道
府
県
に
お
か
れ

た
職
場
補
導
員
が
こ
れ
を
代
行
す
る
。

四
四
五
一

資

格

職
場
補
導
員
の
能
力
如
何
は
、
こ
の
援
助
事
業
の
成
否
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
職

業
安
定
局
長
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
国
家
公
務
員
た
る
資
格
の
外
次
の
各
号
に
該
当
す

る
資
格
を
具
備
す
る
者
の
中
か
ら
、
単
に
官
公
庁
内
部
に
止
ら
ず
、
広
く
民
間
に
も
人
材

を
求
め
て
人
選
す
る
こ
と
。

（
１
）
規
則
第
二
二
条
の
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
学
歴
を
有
す
る
こ
と
。

（
２
）
事
業
場
に
お
い
て
、
監
督
者
の
経
験
を
充
分
有
す
る
こ
と
。

（
３
）
闊
達
に
し
て
活
動
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
。

（
４
）
人
格
円
満
に
し
て
、
表
現
能
力
を
有
し
、
指
導
訓
練
に
興
味
を
有
す
る
こ
と
。

（
５
）
年
令
は
三
〇
才
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
四
五
二

職

務

職
場
補
導
員
の
職
務
は
、
規
則
第
二
二
条
の
二
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
も
の
外
、
次
の
と
う

マ

マ

マ

マ

り
で
あ
る
。

（
１
）
職
場
補
導
方
式
に
よ
る
授
助
事
業
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
の
実
施
。

マ
マ

（
２
）
事
業
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
訓
練
の
立
会

（
３
）
事
業
職
場
補
導
員
と
の
連
絡
。

（
４
）
そ
の
他
こ
の
援
助
事
業
執
行
上
の
事
務
処
理

四四
五五
〇〇
〇〇

事事
業業
職職
場場
補補
導導
員員

四四
五五
四四
九九

四
五
○
○

養
成
の
理
由

職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
職
場
補
導
員
の
み
で
は
、
活
動
に
お
の
づ
か
ら
限
度
が
あ
っ
て
全

国
各
種
事
業
場
の
要
望
に
よ
り
莫
大
な
数
の
監
督
者
に
当
る
こ
と
に
は
現
実
に
は
現
実
上
は
不

マ

マ

可
能
で
あ
る
。
一
方
、
援
助
を
申
請
す
る
事
業
場
、
特
に
大
規
模
な
事
業
場
は
、
寧
ろ
監
督
者

訓
練
計
画
の
一
環
と
し
て
、
専
属
の
補
導
員
の
養
成
を
計
画
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
援
助
を
要

請
す
る
場
合
が
多
い
。
故
に
現
実
の
事
態
に
即
応
し
、
一
般
の
要
望
に
応
え
、
こ
の
援
助
事
業

を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
労
働
大
臣
は
、
監
督
者
訓
練
に
対
す
る
援
助
事
業
の
一
環
と
し
て
、

職
場
補
導
員
以
外
に
、
事
業
場
内
に
お
い
て
監
督
者
の
訓
練
に
当
る
者
を
養
成
訓
練
し
、
こ
れ

に
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
、
こ
れ
を
事
業
場
職
場
補
導
員
と
称
し
、
労
働
大
臣
の
指
導
監

督
の
下
に
監
督
者
訓
練
を
行
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
如
き
趣
旨
に
沿
っ
て
、
こ
の
援
助
事
業
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
援
助

を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
内
、
監
督
者
数
一
〇
〇
名
以
上
の
も
の
に
対
し
て
は
、
で
き
得

る
限
り
事
業
職
場
補
導
員
を
養
成
す
る
よ
う
勧
め
る
も
の
と
す
る
。

四
五
〇
一

養
成
訓
練
の
実
施

事
業
場
職
場
補
導
員
の
養
成
訓
練
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
置
か
れ
た
職
場
補
導
員
が
そ

の
職
務
と
し
て
行
う
外
、
都
道
府
県
に
置
か
れ
た
職
場
補
導
員
、
そ
の
他
の
者
（
民
間
の
者
も

含
む
）
の
中
、
労
働
大
臣
が
命
じ
又
は
委
嘱
し
た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

四
五
○
二

受
講
資
格

受
講
者
は
少
く
と
も
「
仕
事
の
教
え
方
」
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
終
了
し
て
い
る
こ
と

が
強
く
要
望
さ
れ
る
。
故
に
「
改
善
の
仕
方
」
又
は
「
人
の
扱
い
方
」
補
導
養
成
訓
練
の

受
講
者
は
規
則
第
二
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
外
に
「
仕
事
の
教
え
方
」
監
督
者
訓
練

講
習
を
う
け
る
様
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
場
が
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
者
を
候
補
者
と
し
て

推
薦
す
る
こ
と
を
望
み
、
且
つ
、
そ
の
事
業
場
自
身
が
当
該
訓
練
を
行
う
機
会
に
乏
し
い

と
き
は
、
で
き
得
る
限
り
速
か
に
当
該
訓
練
を
受
け
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則
第
二
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
大
学
と
は
次
の
も
の
を
い
う
。
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（
１
）
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
八
八
号
）
に
よ
る
大
学

（
２
）
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
六
号
）
第
一
条
に
掲
げ
る
大
学
（
同
法
第

一
〇
九
条
に
規
定
す
る
短
期
大
学
を
除
く
。
）

（
３
）
外
国
の
学
校
で
、
そ
の
学
校
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
六
年
以
上
の

学
校
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
。

規
則
第
二
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
「
こ
れ
と

同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る

学
校
等
」
と
は
次
の
も
の
を
い
う
。

（
１
）
学
校
教
育
法
第
百
九
条
に
規
定
す
る
短
期
大
学
。

（
２
）
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
予
科
。

（
３
）
昭
和
一
八
年
三
月
八
日
以
降
の
法
令
に
よ
る
教
員
養
成
機
関
た
る
諸
学
校
又
は
養

成
所
。

（
４
）
大
正
七
年
勅
令
第
三
号
第
二
条
第
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
学
校
。

（
５
）
外
国
の
学
校
で
、
そ
の
学
校
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
四
年
以
上
の

学
校
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
。

規
則
第
二
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
「
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
学

位
養
成
所
等
」
と
は
、

（
１
）
学
校
教
育
法
第
一
条
に
掲
げ
る
高
等
学
校
。

（
２
）
旧
師
範
教
育
令
明
治
三
〇
年
勅
令
第
三
四
六
号
に
よ
る
師
範
学
校
本
科
又
は
専
攻

科
及
び
旧
青
年
学
校
教
員
養
成
所
令
（
昭
和
一
〇
年
勅
令
四
七
号
）
に
よ
る
青
年
学
校

数
員
養
成
所
。

（
３
）
旧
高
等
学
校
令
に
よ
る
高
等
学
校
尋
常
科

（
４
）
そ
の
他
の
学
校
養
成
所
等
（
外
国
の
も
の
を
含
む
）
で
、
そ
れ
を
修
了
す
る
こ
と

に
よ
り
、
一
〇
年
以
上
の
学
校
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
。

規
則
第
二
二
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
労
働
大
臣
が
特
に
認
め
た
者
」
と

は
、
概
ね
監
督
者
訓
練
に
必
要
な
知
識
、
経
験
、
教
養
等
を
充
分
有
す
る
実
証
の
あ
る
者
。

四
五
〇
三

欠
格
事
項

規
則
第
二
二
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
「
精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
職

場
補
導
員
と
し
て
不
適
格
と
認
め
ら
れ
る
者
」
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
者
で
あ
る
。

例
え
ば
精
神
病
者
（
社
会
通
念
上
の
）
、
人
格
に
お
い
て
円
満
な
ら
ざ
る
者
、
社
会
人
と

し
て
の
常
識
に
乏
し
い
者
、
相
当
強
度
の
き
つ
音
又
は
言
語
不
明
瞭
な
者
、
盲
者
、
聾
者
、

、
、

唖
者
、
読
書
不
能
の
者
等
の
ご
と
く
社
会
通
念
上
事
業
場
職
場
補
導
員
と
し
て
不
適
格
と

認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
の
で
あ
る
。

同
項
第
二
号
に
「
官
職
に
つ
く
能
力
を
有
し
な
い
者
」
と
あ
る
の
は
、
単
に
条
文
の
引

用
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
業
場
職
場
補
導
員
が
官
職
の
一
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。

同
項
第
三
号
は
、
提
出
さ
れ
た
文
書
に
偽
わ
り
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
作
成
者
が
事
業

主
で
あ
ろ
う
と
本
人
で
あ
ろ
う
と
、
又
は
未
遂
で
あ
ろ
う
と
既
遂
で
あ
ろ
う
と
を
問
わ
ず
、

本
人
は
そ
の
後
受
講
者
と
な
る
事
が
で
き
な
い
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

同
項
第
四
号
は
、
第
一
二
項
の
各
号
の
内
、
第
五
号
以
外
の
号
の
規
定
に
違
反
し
て
資

格
を
失
っ
て
も
、
再
び
講
習
会
を
受
講
し
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
事
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

四
五
〇
四

名
称
及
び
補
導
員
番
号

事
業
場
職
場
補
導
員
に
は
、
養
成
訓
練
を
受
け
た
項
目
名
を
冠
し
た
職
場
補
導
員
の
資

格
を
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
名
称
に
も
該
項
目
名
を
冠
せ
ら
れ
る
。

（
例
）

「
仕
事
の
教
え
方
」
事
業
場
職
場
補
導
員
。

又
、
職
場
補
導
員
及
び
事
業
場
補
導
員
個
々
に
、
訓
練
を
受
け
た
項
目
名
の
頭
字
を
冠

し
た
補
導
員
番
号
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
例
）
仕
二
三
、
改
一
〇
二
、
人
六
〇

等

四
五
〇
五

労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
の
事
業
場
、
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
訓
練

に
対
す
る
援
助
。

労
働
大
臣
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
に
監
督
者
訓
練
手
引
を
交
付
す
る
外
、
○
四
三
五

四
に
定
め
る
要
領
に
よ
っ
て
監
督
者
訓
練
講
習
会
用
の
資
料
を
提
供
す
る
と
共
に
、
事
業

場
職
場
補
導
員
に
対
し
、
労
働
省
に
お
け
る
調
査
研
究
の
結
果
を
通
知
し
、
事
業
場
職
場

補
導
員
相
互
間
の
連
絡
を
保
つ
等
迄
、
種
々
の
方
法
に
よ
っ
て
指
導
を
行
い
、
こ
れ
を
援

助
す
る
。
都
道
府
県
知
事
は
、
監
督
者
訓
練
手
引
の
交
付
を
除
き
、
労
働
大
臣
と
協
力
し

て
、
同
様
の
方
法
で
こ
れ
を
援
助
す
る
。

四
五
〇
六

労
働
大
臣
に
対
す
る
協
力

規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
一
項
に
掲
げ
る
「
や
む
を
得
な
い
事
由
に
あ
る
と
認
め
る
場

合
」
と
は
お
う
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
例
）
本
人
又
は
家
族
の
病
気
負
傷
等
、
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
冠
婚
葬
祭
。

公
用
出
張
。

本
務
た
る
仕
事
の
多
忙
等
。

同
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
者
の
中
、
こ
の
よ
う
な
事
由
の
た
め
、
監
督
者
訓
練
の
で
き

な
い
者
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

- 331 -

四
五
〇
七

報
告
書
の
様
式

規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
二
項
に
掲
げ
る
監
督
者
訓
練
報
告
書
（
様
式
三
、
様
式
二
二
、

様
式
四
二
）
の
様
式
は
訓
練
項
目
ご
と
に
異
り
、
お
の
お
の
項
目
名
を
冠
し
て
称
さ
れ
る
。

追
指
導
報
告
書
（
様
式
一
〇
二
）
は
各
項
目
を
通
じ
て
一
種
で
あ
る
。

四
五
○
八

失
格
事
項

規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
三
項
の
規
定
は
、
成
る
べ
く
寛
大
に
解
釈
し
、
善
意
で
同
項

各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

も
の
」
と
解
し
て
差
支
え
な
い
。

同
項
各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
の
中
、
善
意
で
こ
れ
を
な
し
た
者
は
、
直
ち
に

労
働
大
臣
あ
て
理
由
書
を
提
出
し
、
了
解
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

四
五
〇
九

職
場
補
導
員
と
の
関
係

事
業
場
職
場
補
導
員
と
職
場
補
導
員
と
は
身
分
上
何
等
関
係
が
な
い
。
故
に
、
例
え
ば
、

事
業
場
職
場
補
導
員
が
労
働
大
臣
か
ら
職
場
補
導
員
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
、
規
則
第
二
二
条

の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
資
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

四四
五五
五五
〇〇

援援
助助
申申
請請
のの
手手
続続

四四
五五
九九
九九

四
五
五
○

様

式

事
業
場
が
援
助
を
申
請
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
様
式
で
書
類
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

（
１
）
補
導
員
の
派
遣
を
申
請
す
る
場
合
は
、
監
督
者
訓
練
援
助
申
請
書
様
式
一
〇
一
を

提
出
す
る
こ
と
。

（
２
）
事
業
場
職
場
補
導
員
を
養
成
訓
練
し
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
規
則
第
二
十
二
条
の

第
三
号
の
規
定
に
基
き
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
提
出
す
る

こ
と
。

（
３
）
規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
〇
項
に
基
き
、
訓
練
に
必
要
な
資
料
の
提
供
を
申
請
す

る
場
合
は
事
業
体
概
説
調
査
表
（
様
式
一
）
及
び
監
督
者
訓
練
計
書
書
（
様
式
二
）

を
添
え
て
監
督
者
訓
練
援
助
申
請
書
（
様
式
一
〇
一
）
を
提
出
す
る
こ
と
。
但
し
、

同
一
の
事
業
場
が
数
度
に
亘
っ
て
こ
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
様
式
一
は
最
初
一
回

だ
け
提
出
し
、
様
式
二
及
び
様
式
一
〇
一
は
そ
の
都
度
提
出
す
る
こ
と
。

四
五
五
一

提

出

前
項
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
監
督
者
訓
練
に
関
し
労
働
大
臣
あ
て
の
書
類
は
、
す
べ
て
、

そ
れ
を
提
出
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
提
出
す

る
者
も
の
と
す
る
。

マ
マ

四
五
五
二

進

逹

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
か
に
労
働
省
職
業

安
定
局
職
業
補
導
課
あ
て
進
逹
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
監
督
者
訓
練
報
告
書
は
、
規
則

第
二
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
報
告
に
添
え
進
逹
す
る
も
の
と
す
る
。

四四
六六
〇〇
〇〇

そそ
のの
他他

四四
六六
四四
九九

四
六
〇
〇

都
道
府
県
知
事
の
行
う
報
告

規
則
第
二
二
条
第
九
号
一
に
規
定
す
る
報
告
は
、
職
業
補
導
事
業
月
間
報
告
書
（
様
式

一
〇
三
）
に
よ
り
、
毎
月
翌
月
一
〇
日
迄
に
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
に
到
着
す

る
様
に
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
六
〇
一

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
の
質
的
維
持

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
は
世
界
各
国
に
紹
介
若
し
く
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
既
に
そ
の
名
は

一
種
の
通
称
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
吾
国
に
お
い
て
は
全
く
最
初
の
試
み
で
あ
る

の
で
や
ゝ
も
す
れ
ば
そ
の
形
態
が
崩
れ
、
そ
の
通
称
に
対
す
る
信
用
を
落
す
恐
れ
が
あ
る

か
ら
、
都
道
府
県
労
働
省
と
絶
え
ず
密
接
に
連
絡
を
保
ち
、
か
か
る
事
態
を
起
さ
よ
な
い

マ

マ

よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
六
〇
二

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
の
研
究

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
は
欧
米
各
国
に
よ
り
広
く
採
用
せ
ら
れ
多
大
の
成
果
を
お
さ
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
我
が
国
に
於
て
実
施
す
る
に
は
、
我
が
国
に
於
け
る
各
種
の

事
情
に
よ
く
適
合
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
労
働
省
に
お
い
て
は
、

関
係
官
公
庁
、
事
業
場
及
び
学
識
経
験
者
と
緊
密
な
る
連
携
を
保
つ
と
共
に
、
中
央
職
業

安
定
審
議
会
に
は
か
り
、
又
必
要
に
応
じ
て
特
別
の
研
究
機
関
を
設
け
若
し
く
は
既
設
の

機
関
に
委
嘱
し
て
こ
の
方
式
の
調
査
研
究
を
行
う
。

四
六
〇
三

事
業
場
職
場
補
導
員
と
の
連
絡

都
道
府
県
は
、
管
下
事
業
場
所
属
の
（
所
属
事
業
場
な
き
事
業
場
職
場
補
導
員
に
つ
い
て
は

管
下
に
住
所
を
有
す
る
）
事
業
場
職
場
補
導
員
と
常
に
緊
密
な
連
絡
を
保
つ
と
共
に
関
係
職
員

は
適
時
管
下
事
業
場
に
お
け
る
事
業
場
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
立
合
い
、
そ
の
状

況
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

四
六
〇
四

隣
接
都
道
府
県
と
の
連
携

こ
の
事
業
は
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
い
て
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
都
道
府
県
に
よ
り
、
又
時

期
に
よ
っ
て
繁
閑
の
差
が
あ
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
に
隣
接
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四
五
〇
七

報
告
書
の
様
式

規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
二
項
に
掲
げ
る
監
督
者
訓
練
報
告
書
（
様
式
三
、
様
式
二
二
、

様
式
四
二
）
の
様
式
は
訓
練
項
目
ご
と
に
異
り
、
お
の
お
の
項
目
名
を
冠
し
て
称
さ
れ
る
。

追
指
導
報
告
書
（
様
式
一
〇
二
）
は
各
項
目
を
通
じ
て
一
種
で
あ
る
。

四
五
○
八

失
格
事
項

規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
三
項
の
規
定
は
、
成
る
べ
く
寛
大
に
解
釈
し
、
善
意
で
同
項

各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

も
の
」
と
解
し
て
差
支
え
な
い
。

同
項
各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
の
中
、
善
意
で
こ
れ
を
な
し
た
者
は
、
直
ち
に

労
働
大
臣
あ
て
理
由
書
を
提
出
し
、
了
解
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

四
五
〇
九

職
場
補
導
員
と
の
関
係

事
業
場
職
場
補
導
員
と
職
場
補
導
員
と
は
身
分
上
何
等
関
係
が
な
い
。
故
に
、
例
え
ば
、

事
業
場
職
場
補
導
員
が
労
働
大
臣
か
ら
職
場
補
導
員
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
、
規
則
第
二
二
条

の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
資
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

四四
五五
五五
〇〇

援援
助助
申申
請請
のの
手手
続続

四四
五五
九九
九九

四
五
五
○

様

式

事
業
場
が
援
助
を
申
請
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
様
式
で
書
類
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

（
１
）
補
導
員
の
派
遣
を
申
請
す
る
場
合
は
、
監
督
者
訓
練
援
助
申
請
書
様
式
一
〇
一
を

提
出
す
る
こ
と
。

（
２
）
事
業
場
職
場
補
導
員
を
養
成
訓
練
し
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
規
則
第
二
十
二
条
の

第
三
号
の
規
定
に
基
き
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
提
出
す
る

こ
と
。

（
３
）
規
則
第
二
二
条
の
三
第
一
〇
項
に
基
き
、
訓
練
に
必
要
な
資
料
の
提
供
を
申
請
す

る
場
合
は
事
業
体
概
説
調
査
表
（
様
式
一
）
及
び
監
督
者
訓
練
計
書
書
（
様
式
二
）

を
添
え
て
監
督
者
訓
練
援
助
申
請
書
（
様
式
一
〇
一
）
を
提
出
す
る
こ
と
。
但
し
、

同
一
の
事
業
場
が
数
度
に
亘
っ
て
こ
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
様
式
一
は
最
初
一
回

だ
け
提
出
し
、
様
式
二
及
び
様
式
一
〇
一
は
そ
の
都
度
提
出
す
る
こ
と
。

四
五
五
一

提

出

前
項
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
監
督
者
訓
練
に
関
し
労
働
大
臣
あ
て
の
書
類
は
、
す
べ
て
、

そ
れ
を
提
出
す
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
提
出
す

る
者
も
の
と
す
る
。

マ
マ

四
五
五
二

進

逹

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
か
に
労
働
省
職
業

安
定
局
職
業
補
導
課
あ
て
進
逹
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
監
督
者
訓
練
報
告
書
は
、
規
則

第
二
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
報
告
に
添
え
進
逹
す
る
も
の
と
す
る
。

四四
六六
〇〇
〇〇

そそ
のの
他他

四四
六六
四四
九九

四
六
〇
〇

都
道
府
県
知
事
の
行
う
報
告

規
則
第
二
二
条
第
九
号
一
に
規
定
す
る
報
告
は
、
職
業
補
導
事
業
月
間
報
告
書
（
様
式

一
〇
三
）
に
よ
り
、
毎
月
翌
月
一
〇
日
迄
に
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
に
到
着
す

る
様
に
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
六
〇
一

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
の
質
的
維
持

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
は
世
界
各
国
に
紹
介
若
し
く
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
既
に
そ
の
名
は

一
種
の
通
称
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
吾
国
に
お
い
て
は
全
く
最
初
の
試
み
で
あ
る

の
で
や
ゝ
も
す
れ
ば
そ
の
形
態
が
崩
れ
、
そ
の
通
称
に
対
す
る
信
用
を
落
す
恐
れ
が
あ
る

か
ら
、
都
道
府
県
労
働
省
と
絶
え
ず
密
接
に
連
絡
を
保
ち
、
か
か
る
事
態
を
起
さ
よ
な
い

マ

マ

よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
六
〇
二

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
の
研
究

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
は
欧
米
各
国
に
よ
り
広
く
採
用
せ
ら
れ
多
大
の
成
果
を
お
さ
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
我
が
国
に
於
て
実
施
す
る
に
は
、
我
が
国
に
於
け
る
各
種
の

事
情
に
よ
く
適
合
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
労
働
省
に
お
い
て
は
、

関
係
官
公
庁
、
事
業
場
及
び
学
識
経
験
者
と
緊
密
な
る
連
携
を
保
つ
と
共
に
、
中
央
職
業

安
定
審
議
会
に
は
か
り
、
又
必
要
に
応
じ
て
特
別
の
研
究
機
関
を
設
け
若
し
く
は
既
設
の

機
関
に
委
嘱
し
て
こ
の
方
式
の
調
査
研
究
を
行
う
。

四
六
〇
三

事
業
場
職
場
補
導
員
と
の
連
絡

都
道
府
県
は
、
管
下
事
業
場
所
属
の
（
所
属
事
業
場
な
き
事
業
場
職
場
補
導
員
に
つ
い
て
は

管
下
に
住
所
を
有
す
る
）
事
業
場
職
場
補
導
員
と
常
に
緊
密
な
連
絡
を
保
つ
と
共
に
関
係
職
員

は
適
時
管
下
事
業
場
に
お
け
る
事
業
場
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
訓
練
に
立
合
い
、
そ
の
状

況
を
労
働
省
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

四
六
〇
四

隣
接
都
道
府
県
と
の
連
携

こ
の
事
業
は
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
い
て
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
都
道
府
県
に
よ
り
、
又
時

期
に
よ
っ
て
繁
閑
の
差
が
あ
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
に
隣
接
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都
道
府
県
に
緊
密
た
る
連
携
を
保
ち
、
相
互
に
援
助
し
て
、
こ
の
事
業
の
発
展
に
資
す
る
も
の

と
す
る
。

四
六
〇
五

禁
止
事
項

規
則
第
二
二
条
第
八
項
の
規
定
は
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
職
場
補
導
員
で
な
い
者
が
監
督
者

訓
練
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
又
単
に
職
場
補
導
員
を
名
乗
る
こ
と
を
禁
じ

て
い
る
の
で
も
な
く
職
場
補
導
員
を
名
乗
っ
て
監
督
者
訓
練
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

四
六
〇
六

労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
と
の
関
係

法
第
三
○
条
に
「
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
養
成
を
除
き
」
と
あ
る
の
は
、
法
第
三
〇
条

に
規
定
す
る
監
督
者
訓
練
と
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
と
は
直
接
関
係
を
有
す
る

も
の
で
な
い
事
を
確
認
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
同
一
の
人
が
技
能

者
養
成
指
導
員
と
事
業
場
職
場
補
導
員
と
を
か
ね
て
も
何
等
差
支
え
が
な
い
。

四
六
〇
七

労
資
間
の
関
係

こ
の
事
業
は
、
監
督
者
の
監
督
能
力
を
向
上
せ
し
め
以
て
事
業
場
従
業
員
の
労
働
を
最
も
有
効

に
発
揮
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
単
に
企
業
者
の
利
益
に
の
み
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練
は
監
督
能
力
の
合
理
的
向
上
に
よ
っ
て
、
明
朗
且
安
定

に
し
て
能
率
的
な
職
場
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
強
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

監
督
者
訓
練
を
行
う
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
主
旨
を
徹
底
し
て
、
常
に
よ
く
労
資
双
方
の
理
解
を

求
め
、
両
者
の
提
携
に
よ
る
協
力
の
下
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
編
注
：
「
職
業
安
定
行
政
手
引
き
」
に
本
節
が
追
加
さ
れ
た
）
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職職
場場
補補
導導
員員
候候
補補
者者
のの
選選
定定
にに
つつ
いい
てて

職
場

補
導

員
を

養
成

す
る

に
当

り
、

そ
の

候
補

者
の

適
否

は
単

に
補

導
員

養
成

講
習

会
受

講
の

成

績
に

関
す

る
の

み
で

は
な

く
将

来
の

監
督

者
訓

練
の

展
開

及
び

成
果

に
も

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で
あ

る
と
思

料
せ

ら
れ

る
。

今
般

別
紙

「
職

場
補

導
員

候
補

者
選

考
要

領
」

を
作

成
し

適
格

な
る

候
補

者
の

選
考

を
図

る
こ

と

と
し

た
の

で
、

今
後

事
業

場
よ

り
職

場
補

導
員

養
成

の
申

請
等

の
あ

っ
た

場
合

に
は

、
本

要
領

に
よ

り
選
考

す
る
よ

う
特

段
の

御
指

導
を

お
願

い
す
る

。

別
紙

職職
場場

補補
導導
員員

候候
補補

者者
のの

選選
考考

にに
つつ

いい
てて

㈠
職

場
補
導

員
の

任
務

と
重

要
性

⑴
TW

I
職

場
補

導
員

の
候

補
者

は
、
精

神
的

に
も

身
体

的
に

も
優

秀
な

人
を
選

考
す
る

こ
と
が

大
切
で

あ
る

。

⑵
職

場
補

導
員

の
任

務
は

、
職

場
の

監
督

者
に

対
し

て
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
訓

練
の

基
礎

と
な

る
最

も
重

要
且
つ

困
難

な
基

礎
訓
練

を
施

す
こ

と
で

あ
る

。

基
礎

訓
練

は
、

所
定

の
手

引
に

従
っ

て
会

議
方

式
の

講
習

会
で

行
う

の
で

あ
る

が
、

こ
の

講
習
会

で
は

、
各

職
場
の

監
督

者
約

10
名
を

以
て

１
組

と
し

、
こ
れ

に
対

し
て

毎
日
２

時
間

宛
５

日
間

に
亘

り
、

監
督

者
に

必
要

な
技

能
に

つ
い

て
、

そ
の

原
則

と
方

法
と

を
、

説
明

や

実
演

、
或

は
討

議
や

指
導

に
よ

っ
て

教
え

、
監

督
者

に
充

分
理

解
さ

せ
る

と
共

に
、

実
際

の

職
場
で

も
活

用
す

る
こ
と

が
出

来
る

よ
う

に
し

よ
う

と
い
う

の
で

あ
る

。

⑶
即

ち
職

場
補

導
員

の
候

補
者

は
、

職
場

補
導

員
養

成
講

習
会

に
於

て
、

単
に

自
分

自
身

が
、

訓
練

を
受

け
る

だ
け

で
は

な
く

職
場

補
導

員
に

な
っ

た
暁

に
は

自
分

が
指

導
者

と
な

っ
て

、

監
督
者

を
訓

練
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
人

で
あ

る
。

㈡
職

場
補
導

員
に

な
る

た
め

に
受

け
る

訓
練
と

資
格

の
取

得

⑴
職
場
補

導
員

養
成

講
習

会
は

、
候

補
者
約

10
名

を
１

組
と
し

て
８

日
乃

至
10

日
間
の

会
場

訓
練

と
そ

れ
に

続
く

実
地

指
導

に
よ

っ
て

行
わ

れ
各

候
補

者
は

、
こ

の
期

間
内

に
於

て
監

督

者
を
訓

練
す

る
為

に
必
要

な
知

識
技

能
を

習
得

す
る

。

⑵
こ

の
訓

練
は

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
に

よ
り

、
所

定
の

日
程

に
従

っ
て

行
わ

れ
る

が
、

集
約

的
訓

練
と

な
っ

て
い

る
関

係
上

、
好

条
件

を
備

え
た

候
補

者
に

よ
っ

て
は

易
々

た
る

も
の

で

あ
る

に
反

し
、

悪
条

件
を

備
え
た

侯
補

者
に

よ
っ

て
は
極

め
て

困
難

で
あ

る
。

⑶
会

場
訓

練
を

修
了

し
た

後
で

、
各

侯
補

者
は

習
得

し
た

知
識

技
能

に
つ

い
て

実
地

検
定

を
受

け
る

。
こ

の
際

に
は

各
候

補
者

は
そ

れ
ぞ

れ
一

組
宛

、
実

際
の

監
督

者
の

組
を

担
当

し
て

、

講
習

会
を

指
導

す
る

の
で

あ
る

が
、

そ
の

成
績

が
一

定
の

水
準

以
上

で
あ

れ
ば

、
指

導
員

が

推
薦

し
、

労
働

大
臣

が
職

場
補
導

員
の

資
格

を
附

与
す
る

こ
と

に
な

る
。

㈢
職
場

補
導

員
候

補
者
の

選
考

⑴
職

場
補

導
員

候
補

者
を

選
考

す
る

に
当

っ
て
は

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則
第

二
十

二
条
の

四

に
規

定
す

る
条

件
の

他
、

次
の
条

件
を

も
考

慮
す

る
こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

①
主
と

し
て

身
体

的
条
件

②
主
と

し
て

心
理

的
条
件

⑵
別

紙
「

職
場

補
導

員
侯

補
者

選
考

要
領

」
は
、

こ
れ

ら
の

諸
条

件
を

一
括
と

し
て

表
に
し

た

も
の

で
あ

る
。

⑶
心

理
的

条
件

は
別

表
の

如
く

、
理

解
力

、
表
現

力
、

態
度

そ
の

他
に

大
別
す

る
こ

と
が
出

来

る
が

、
更

に
そ

れ
を

説
明

す
れ

ば
そ

れ
ぞ

れ
の

細
目

に
掲

げ
た

通
り

で
あ

る
。

こ
れ

ら
は

。

職
場

補
導

員
と

し
て

の
心

理
的

適
性

事
項

と
云

う
こ

と
が

出
来

、
こ

れ
ら

の
事

項
が

、
す

べ

て
充

分
に

備
わ

っ
て

い
る

人
が

最
も

望
ま

し
い

こ
と

は
勿

論
で

あ
る

が
、

少
く

と
も

、
こ

れ

ら
の

事
項

を
す

べ
て

著
通

程
度
以

上
に

具
備

し
て

い
る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

⑷
別

紙
要

領
に

よ
り

職
場

補
導

員
候

補
者

を
選
定

す
る

場
合

に
は

Ｔ
Ｗ

Ｉ
管
理

者
及

び
人
事

部

門
責

任
者

が
そ

の
候

補
者

の
所

属
す

る
部

門
の

責
任

者
と

共
に

、
充

分
に

協
議

す
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。

⑸
尚

既
に

職
場

補
導

員
の

お
る

と
こ

ろ
で

は
、
そ

の
人

の
意

見
を

聞
き

、
又
そ

の
候

補
者
の

基

礎
訓

練
を

担
当

し
た

職
場

補
導
員

の
意

見
を

も
聞

く
の
が

よ
い

。

⑹
職
場

補
導

員
の

任
務

は
、
重

要
で

あ
り

且
つ
精

神
的

に
も

肉
体

的
に

も
負
担

が
大

き
い

か
ら
、

一
定

期
間

は
な

る
べ

く
専

門
職
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い

。

⑺
職

場
補

導
員

候
補

者
は

、
ラ

イ
ン

の
中

か
ら
選

定
す

る
の

が
、

将
来

職
場
へ

の
浸

透
に
好

都

合
で

あ
る

と
云

わ
れ

て
い

る
。

職職
場場
補補

導導
員員

候候
補補
者者

選選
考考

要要
領領

一
、

職
業

安
定

法
施

行
規
則

第
二

二
条
の

四
に

あ
る

基
準
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を
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推
薦

し
、

労
働

大
臣

が
職

場
補
導

員
の

資
格

を
附

与
す
る

こ
と

に
な

る
。

㈢
職
場

補
導

員
候

補
者
の

選
考

⑴
職

場
補

導
員

候
補

者
を

選
考

す
る

に
当

っ
て
は

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則
第

二
十

二
条
の

四

に
規

定
す

る
条

件
の

他
、

次
の
条

件
を

も
考

慮
す

る
こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

①
主
と

し
て

身
体

的
条
件

②
主
と

し
て

心
理

的
条
件

⑵
別

紙
「

職
場

補
導

員
侯

補
者

選
考

要
領

」
は
、

こ
れ

ら
の

諸
条

件
を

一
括
と

し
て

表
に
し

た

も
の

で
あ

る
。

⑶
心

理
的

条
件

は
別

表
の

如
く

、
理

解
力

、
表
現

力
、

態
度

そ
の

他
に

大
別
す

る
こ

と
が
出

来

る
が

、
更

に
そ

れ
を

説
明

す
れ

ば
そ

れ
ぞ

れ
の

細
目

に
掲

げ
た

通
り

で
あ

る
。

こ
れ

ら
は

。

職
場

補
導

員
と

し
て

の
心

理
的

適
性

事
項

と
云

う
こ

と
が

出
来

、
こ

れ
ら

の
事

項
が

、
す

べ

て
充

分
に

備
わ

っ
て

い
る

人
が

最
も

望
ま

し
い

こ
と

は
勿

論
で

あ
る

が
、

少
く

と
も

、
こ

れ

ら
の

事
項

を
す

べ
て

著
通

程
度
以

上
に

具
備

し
て

い
る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

⑷
別

紙
要

領
に

よ
り

職
場

補
導

員
候

補
者

を
選
定

す
る

場
合

に
は

Ｔ
Ｗ

Ｉ
管
理

者
及

び
人
事

部

門
責

任
者

が
そ

の
候

補
者

の
所

属
す

る
部

門
の

責
任

者
と

共
に

、
充

分
に

協
議

す
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。

⑸
尚

既
に

職
場

補
導

員
の

お
る

と
こ

ろ
で

は
、
そ

の
人

の
意

見
を

聞
き

、
又
そ

の
候

補
者
の

基

礎
訓

練
を

担
当

し
た

職
場

補
導
員

の
意

見
を

も
聞

く
の
が

よ
い

。

⑹
職
場

補
導

員
の

任
務

は
、
重

要
で

あ
り

且
つ
精

神
的

に
も

肉
体

的
に

も
負
担

が
大

き
い

か
ら
、

一
定

期
間

は
な

る
べ

く
専

門
職
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い

。

⑺
職

場
補

導
員

候
補

者
は

、
ラ

イ
ン

の
中

か
ら
選

定
す

る
の

が
、

将
来

職
場
へ

の
浸

透
に
好

都

合
で

あ
る

と
云

わ
れ

て
い

る
。

職職
場場
補補

導導
員員

候候
補補
者者

選選
考考

要要
領領

一
、

職
業

安
定

法
施

行
規
則

第
二

二
条
の

四
に

あ
る

基
準
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㈠
年
令
は

25
才

以
上

で
あ

る
こ

と

㈡
監
督
者

経
験

を
１

年
以

上
経

て
い

る
こ
と

㈢
当

該
項

目
の
監

督
者

訓
練

講
習

会
を

修
了

し
て
い

る
こ

と

㈣
所
属
事

業
場

の
推

薦
に

よ
る

こ
と

二
、
所

属
事
業

場
の

推
薦

に
当

り
考

慮
を

要
す
べ

き
事

項

㈠
主
と
し

身
体

的
条

件

⒈
精

神
的

に
も

、
身

体
的

に
も

健
康

で
あ

っ
て

、
特

に
伝

染
性

疾
患

（
結

核
性

要
注

意
者

を
含
む

）
や

慢
性

病
が

な
い

。

⒉
視

力
は

、
矯

正
視
力

を
含

め
二

普
通

以
上

で
あ

る
。

⒊
聴

力
は

、
普

通
程
度

で
あ

っ
て

、
会

合
や

会
話

に
何
等

支
障

が
な

い
。

⒋
音

声
は

、
明

快
で
あ

っ
て

、
吃

音
が

な
い

。

㈡
主

と
し

て
心
理

的
条

件

⒈
理

解
力

○
も
の

ご
と

を
、

良
く

観
察

し
、
分

析
す

る
。

○
職
場

の
人

た
ち

の
考

え
や

、
空
気

を
、

正
し

く
つ

か
ん
で

い
る

。

○
情
況

判
断

が
良

く
、

臨
機

応
変
の

正
し

い
処

置
が

と
れ
る

。

○
話
の

内
容

を
、

正
確

に
、

而
も
速

く
理

解
す

る
。

〇
話
の

要
点

は
、

良
く

憶
え

て
い
る

。

○
人
の

話
し

た
意

見
や

、
考

え
を
簡

単
に

纏
め

て
、

再
表
現

で
き

る
。

⒉
表

現
力

○
常
に

要
点

を
と

ら
え

、
分

り
易
く

話
す

。

○
字
は

、
分

り
易

く
、

手
早

く
書
け

る
。

○
人

前
で
話

す
の

に
、

慣
れ

て
い
る

。

⒊
態
度

、
そ

の
他

○
他
人

の
云

う
こ

と
を

傾
聴

す
る
。

○
他
人

を
指

導
す

る
こ

と
を

い
と
わ

な
い

。

○
自
説

に
固

執
し

な
い

で
人

の
意
見

も
尊

重
す

る
。

○
自
分

に
も

不
足

や
、

誤
り

の
あ
る

こ
と

を
認

め
て

い
る
。

○
仕
事

に
は

熱
心

で
あ

っ
て

、
研
究

心
が

あ
る

。

○
時
間

は
、

常
に

守
ろ

う
と

す
る
。

○
動
作

は
緩

慢
で
あ

っ
た

り
、
粗

忽
で

は
な

い
。

○
自
分

の
責
任

は
、

自
分

で
果
す

よ
う

に
努

め
る

。

○
常
識

が
円
満

で
、

ユ
ー

モ
ア
を

解
し

て
い

る
。

○
明
朗

で
、
実

行
力

に
富

ん
で
い

る
。

○
意

見
や

、
態

度
は

、
協

調
的

で
、

而
も
建

設
的

で
あ

る
。

『
Ｔ

Ｗ
Ｉ

』

昭
和

28
年

10
月

17
日

〔
５

─
４

─
３

〕
労

働
省
職

業
安

定
局
監

督
者

訓
練

課
長
、
（
訓
発

第
49

号
）

職職
場場
補補
導導
員員
研研
修修
日日
程程
にに
つつ
いい
てて

Ｔ
Ｗ

Ｉ
方

式
を

企
業

内
に

浸
透

せ
し

め
生

産
上

に
充

分
な

る
効

果
を

期
待

す
る

た
め

に
は

、
そ

の

確
固

た
る

受
入

態
勢

の
下

に
Ｔ

Ｗ
Ｉ

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

堅
実

に
推

進
せ

し
め

な
く

て
は

な
ら

な
い

が
就

中
訓

練
実

施
の

技
術

的
中

核
体

と
も

称
す

べ
き

職
場

補
導

員
の

能
力

如
何

は
そ

の
事

業
場

に
お

け
る

Ｔ
Ｗ

Ｉ
の

成
否

を
決

定
す
る

重
大

な
要
素

で
あ

る
。
木

省
は

従
来
職

場
補

導
員

の
養

成
に

当
っ

て
は
、

そ
の

重
要

性
に

監
み

て
厳
格

な
る

訓
練

と
資

格
認

定
を
行

っ
て

職
場

補
導

員
の

質
の

維
持

に
努
め

て
マ

マ

来
た

の
で

あ
る

が
現

在
ま

で
に

養
成

さ
れ

た
多

く
の

職
場

補
導

員
中

に
は

初
期

の
養

成
訓

練
以

後
、

指
導

員
に

よ
る

指
導

を
受

け
る

機
会

に
乏

し
く

従
っ

て
一

〇
時

間
基

礎
訓

練
講

習
に

お
け

る
指

導
方

法
も

当
初

の
正

規
方

向
を

外
れ

て
自

己
流

に
堕

し
て

い
る

お
そ

れ
も

あ
り

、
ひ

い
て

は
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
の

健
全

な
普

及
発

展
を

阻
害

す
る

こ
と

と
も

な
る

の
で

、
こ

れ
ら

職
場

補
導

員
の

養
成

後
に

お
け

る
質

の
維

持
と

訓
練

上
の

新
し

い
知

識
を

拾
得

せ
し

め
る

た
め

の
積

極
的

な
る

措
置

が
極

め
て

緊
要

と
な

っ
て

い
る

。

別
紙

「
職

場
補

導
員

研
修

会
日

程
」

は
こ

の
目

的
の

た
め

実
施

さ
れ

る
職

場
補

導
員

研
修

の
一

つ

の
指

針
と

し
て

作
成

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

こ
れ

が
活

用
に

際
し

て
は

、
左

記
事

項
御

留
意

の
う

え
、

貴
管

下
事

業
場

の
実

情
を

勘
案

し
そ

の
理

解
と

協
力

を
得

て
自

発
的

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

指
導

方
宜

ろ
し

く
お

願
い

す
る
。

記記

１
、

こ
の

研
修

会
は

強
制

的
な

も
の

で
は

な
く

、
又

義
務

づ
け

ら
れ

た
も

の
で

も
な

い
が

そ
の

重
要

性
を

理
解

認
識
せ

し
め

る
こ

と
に

よ
っ

て
事

業
場
及

び
補

導
員

が
自

発
的

積
極
的

に
開

催
又
は

参

加
す

る
よ

う
特

に
指

導
さ

れ
た
い

こ
と

。

２
、

こ
の

研
修

会
は

補
導

員
の

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
も

、
現

在
又

は
将

来
補

導
員

と
し

て
活
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動
す
る

こ
と

が
な
い

と
認

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
は
必

要
が

な
い

こ
と
。

３
、

こ
の

研
修

会
は

Ｔ
Ｗ

Ｉ
協

会
等

を
し

て
主

催
せ

し
め

協
会

未
設

置
の

府
県

に
あ

っ
て

は
、

府
県

が
主

唱
す

る
か

、
又

は
管

下
事
業

場
或

は
補

導
員

の
提

唱
に

よ
っ

て
開

催
す

る
よ

う
指
導

さ
れ
た

い
こ
と

。

４
、

こ
の

研
修

会
に

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
を

し
て

出
来

る
だ

け
参

加
せ

し
め

必
要

に
応

じ
て

指
導

を
担
当

せ
し

め
る
こ

と
が

望
ま

し
い

こ
と

。

５
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
居

ら
な

い
府

県
に

於
い

て
は

便
宜

の
指

導
員

に
参

加
と

指
導

を
依

頼
す

る
等
の

援
助

を
与
え

ら
れ

た
い

こ
と

。

な
お
、
こ

の
場
合

依
頼

を
受

け
た
府

県
に

於
て

は
可

能
な

範
囲
で

こ
れ

に
応

ぜ
ら

れ
た
い

こ
と
。

６
、

管
下

に
於

い
て

、
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
居

る
事

業
場

が
、

単
独

に
研

修
会

を
行

う
場

合
、

事
情

が
許

せ
ば

他
の

事
業
場

の
補

導
員

を
も

こ
れ

に
参

加
す

る
こ

と
が

出
来

る
よ
う

依
頼
及

斡
旋
せ

ら
れ

た
い
こ

と
。

７
、
こ

の
研
修

会
に

参
加

し
な

い
補

導
員

と
い
え

ど
も

既
得

の
資
格

に
は

何
等

影
響

し
な

い
。

又
研

修
会

に
お

け
る

成
績

の
如

何
に

よ
っ

て
既

得
の

資
格

に
何

等
の

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
も

な
い
こ

と
。

８
、

都
道

府
県

の
補

導
員

も
事

業
場

補
導

員
と

同
様

、
こ

の
種

研
修

会
そ

の
他

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
利

用
し
技

能
の

向
上
に

努
め

ら
れ

た
い

こ
と

。

職職
場場

補補
導導
員員

研研
修修

会会
日日

程程
表表

のの
解解

説説

⑴
こ

の
日

程
は
、

単
な

る
１

例
で

あ
る

。

従
っ

て
、

こ
の

例
に

厳
格

に
従

う
必

要
は

な
く

、
個

々
の

研
、

修
会

の
実

情
に

合
せ

て
、

適
宜
内

容
に

修
正

を
加
え

て
実

施
し

て
差

支
え

な
い

。

⑵
こ

の
日

程
は

、
全

国
指

導
員
研

究
懇

談
会

に
於

け
る

、
各

指
導

員
の

意
見

に
基

い
て
作

っ
た
も

の
で
、

次
の

点
を

根
本
的

な
考

え
方

と
し

て
い

る
。

㋑
職

場
補

導
員

の
技
能

を
向

上
し

、
併

せ
て

訓
練

実
施
上

の
諸

問
題

を
研
究

す
る

。

㋺
実

演
を

主
体

と
し

て
、

こ
れ

に
、

訓
練

の
展

開
に

必
要

な
事

柄
を

添
加

し
、

会
場

訓
練

の
繰
返

し
に

陥
ら

な
い

よ
う

留
意
す

る
。

⑶
こ
の

日
程

は
次
の

よ
う

な
場

合
を

想
定

し
た

も
の
で

あ
る

。

(
従

っ
て

、
個

々
の

研
修

会
の

実
情

が
、

こ
の

想
定

と
距

り
が

あ
る

場
合

に
は

、
こ

の
日

程

に
修
正

を
施

す
必

要
が
あ

る
か

も
知

れ
な

い
)

㋑
県

内
の

各
地

各
社
の

補
導

員
が

参
集

す
る

。

従
っ

て
、

三
日

間
で

は
、

参
加

困
難

で
あ

る
し

、
又

一
日

間
で

は
、

充
分

な
研

修
が

で

き
な
い

。

㋺
出
席

者
は

、
凡

そ
一

〇
～
二

〇
名

で
あ

る
。

㋩
出
席

者
は
、
補
導

員
に

な
っ

た
後
、
始

め
て

こ
の

種
の

研
修
会

に
参

加
し

た
人

が
多

い
。

⑷
次
の

よ
う

な
場

合
に

は
、
研

修
内

容
を

適
宜
修

正
す

る
必

要
が

あ
る

と
考
え

ら
れ

る
。

㋑
事
情

が
許

す
場

合
－

期
間
の

延
長

㋺
事
情

が
許

さ
な

い
場

合
－
期

間
の

短
縮

㋩
こ

の
種

の
研

修
会

に
、

会
っ

て
参

加
し

た
経

験
の

あ
る

出
席

者
が

多
い

場
合

－
研

修
内

容
の
(
Ｄ
)
と
(
Ｅ
)の

比
重

を
変
更

－
問

題
の

在
り

方
に

よ
っ
て

は
、

期
間

の
短

縮
。

㋥
問
題

の
在

り
方

が
、

か
な
り

偏
っ

て
い

る
場

合
－
前

項
に

準
じ

て
修

正

⑸
こ
の

研
修

会
の

司
会

者
は
、

主
催

者
又

は
出
席

者
の

一
人

が
こ

れ
に

当
る
の

が
よ

い
。

指
導

員
は
、

参
加

者
の

一
人

と
し

て
出

席
し
て

居
り

、
必

要
が

あ
っ

た
時
に

発
言

す
る
の

が

よ
い

と
考

え
ら

れ
る

。

⑹
こ

の
研

修
会

に
は

、
必

要
を

認
め

た
時

は
、
日

程
の

一
部
(
例

え
ば
(
Ｅ
)
の
部

分
)
に

於
て

、

職
場

補
導

員
で

な
い

者
を

参
加
さ

せ
て

も
よ

い
。

⑺
都
合

に
よ

っ
て

は
、
(Ｄ
)の

一
部

又
は
(Ｅ
)の

一
部

の
位

置
を

変
更

し
て
も

よ
い

。

⑻
内
容

に
つ

い
て

略
説

す
れ
ば

、
次

の
通

り
で
あ

る
。

(
Ａ
)
開
会

の
挨

拶
は

、
主

催
者
が

簡
単

に
述

べ
る

。

(
Ｂ
)
各

出
席

者
が

、
自

分
の

補
導

員
経

験
と

、
直

面
し

て
い

る
問

題
点

を
簡

潔
に

述
べ

る
。

こ
こ

で
は

単
に

発
表

す
る
だ

け
で

、
討

議
は

し
な
い

。

し
か

し
。

こ
こ

で
述

べ
ら

れ
た

こ
と

か
ら

。
出

席
者

の
間

題
の

傾
向

を
知

り
、

そ
の

線

に
沿

っ
て

、
日

程
を

運
営

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

出
題

者
の

傾
向

に
よ

っ
て

は
(
Ｄ
)
と

(
Ｅ
)
の

比
重
を

大
い

に
変

更
し
な

け
れ

ば
々

ら
な

い
こ

と
も
あ

り
得

る
。

但
し

、
訓

練
展

開
上

の
問

題
の

中
で

、
補

導
員

の
技

能
の

程
度

に
因

る
も

の
も

少
く

な

い
か
ら

、
(
Ｄ
)
を
軽

視
し

な
い
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

（
Ｃ

）
企

業
の

合
理

化
、

従
業

員
訓

練
、

監
督

者
訓

練
等

の
全

般
か

ら
み

て
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
は

ど

う
い

う
位

置
を

占
め

る
か

、
他

の
合

理
化

方
策

や
他

の
監

督
者

訓
練

と
Ｔ

Ｗ
Ｉ

は
如

何
な

る
関

係
を

持
つ

か
、

企
業

内
に

於
て

Ｔ
Ｗ

Ｉ
を

展
開

す
る

に
は

、
誰

に
よ

っ
て

如
何

な
る

こ
と

が
為

さ
れ

ね
ば

な
ら

な
い

か
、

補
導

員
は

そ
の

中
の

ど
の

部
分

を
担

当
す

る
も

の
で

あ
る

か
等

を
、

指
導

は
又

は
そ

の
他

の
適

当
な

者
が

話
し

て
、

職
場

補
導

員
の

心
構

え
を
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動
す
る

こ
と

が
な
い

と
認

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
は
必

要
が

な
い

こ
と
。

３
、

こ
の

研
修

会
は

Ｔ
Ｗ

Ｉ
協

会
等

を
し

て
主

催
せ

し
め

協
会

未
設

置
の

府
県

に
あ

っ
て

は
、

府
県

が
主

唱
す

る
か

、
又

は
管

下
事
業

場
或

は
補

導
員

の
提

唱
に

よ
っ

て
開

催
す

る
よ

う
指
導

さ
れ
た

い
こ
と

。

４
、

こ
の

研
修

会
に

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
を

し
て

出
来

る
だ

け
参

加
せ

し
め

必
要

に
応

じ
て

指
導

を
担
当

せ
し

め
る
こ

と
が

望
ま

し
い

こ
と

。

５
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
居

ら
な

い
府

県
に

於
い

て
は

便
宜

の
指

導
員

に
参

加
と

指
導

を
依

頼
す

る
等
の

援
助

を
与
え

ら
れ

た
い

こ
と

。

な
お
、
こ

の
場
合

依
頼

を
受

け
た
府

県
に

於
て

は
可

能
な

範
囲
で

こ
れ

に
応

ぜ
ら

れ
た
い

こ
と
。

６
、

管
下

に
於

い
て

、
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
居

る
事

業
場

が
、

単
独

に
研

修
会

を
行

う
場

合
、

事
情

が
許

せ
ば

他
の

事
業
場

の
補

導
員

を
も

こ
れ

に
参

加
す

る
こ

と
が

出
来

る
よ
う

依
頼
及

斡
旋
せ

ら
れ

た
い
こ

と
。

７
、
こ

の
研
修

会
に

参
加

し
な

い
補

導
員

と
い
え

ど
も

既
得

の
資
格

に
は

何
等

影
響

し
な

い
。

又
研

修
会

に
お

け
る

成
績

の
如

何
に

よ
っ

て
既

得
の

資
格

に
何

等
の

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
も

な
い
こ

と
。

８
、

都
道

府
県

の
補

導
員

も
事

業
場

補
導

員
と

同
様

、
こ

の
種

研
修

会
そ

の
他

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
利

用
し
技

能
の

向
上
に

努
め

ら
れ

た
い

こ
と

。

職職
場場

補補
導導
員員

研研
修修

会会
日日

程程
表表

のの
解解

説説

⑴
こ

の
日

程
は
、

単
な

る
１

例
で

あ
る

。

従
っ

て
、

こ
の

例
に

厳
格

に
従

う
必

要
は

な
く

、
個

々
の

研
、

修
会

の
実

情
に

合
せ

て
、

適
宜
内

容
に

修
正

を
加
え

て
実

施
し

て
差

支
え

な
い

。

⑵
こ

の
日

程
は

、
全

国
指

導
員
研

究
懇

談
会

に
於

け
る

、
各

指
導

員
の

意
見

に
基

い
て
作

っ
た
も

の
で
、

次
の

点
を

根
本
的

な
考

え
方

と
し

て
い

る
。

㋑
職

場
補

導
員

の
技
能

を
向

上
し

、
併

せ
て

訓
練

実
施
上

の
諸

問
題

を
研
究

す
る

。

㋺
実

演
を

主
体

と
し

て
、

こ
れ

に
、

訓
練

の
展

開
に

必
要

な
事

柄
を

添
加

し
、

会
場

訓
練

の
繰
返

し
に

陥
ら

な
い

よ
う

留
意
す

る
。

⑶
こ
の

日
程

は
次
の

よ
う

な
場

合
を

想
定

し
た

も
の
で

あ
る

。

(
従

っ
て

、
個

々
の

研
修

会
の

実
情

が
、

こ
の

想
定

と
距

り
が

あ
る

場
合

に
は

、
こ

の
日

程

に
修
正

を
施

す
必

要
が
あ

る
か

も
知

れ
な

い
)

㋑
県

内
の

各
地

各
社
の

補
導

員
が

参
集

す
る

。

従
っ

て
、

三
日

間
で

は
、

参
加

困
難

で
あ

る
し

、
又

一
日

間
で

は
、

充
分

な
研

修
が

で

き
な
い

。

㋺
出
席

者
は

、
凡

そ
一

〇
～
二

〇
名

で
あ

る
。

㋩
出
席

者
は
、
補
導

員
に

な
っ

た
後
、
始

め
て

こ
の

種
の

研
修
会

に
参

加
し

た
人

が
多

い
。

⑷
次
の

よ
う

な
場

合
に

は
、
研

修
内

容
を

適
宜
修

正
す

る
必

要
が

あ
る

と
考
え

ら
れ

る
。

㋑
事
情

が
許

す
場

合
－

期
間
の

延
長

㋺
事
情

が
許

さ
な

い
場

合
－
期

間
の

短
縮

㋩
こ

の
種

の
研

修
会

に
、

会
っ

て
参

加
し

た
経

験
の

あ
る

出
席

者
が

多
い

場
合

－
研

修
内

容
の
(
Ｄ
)
と
(
Ｅ
)の

比
重

を
変
更

－
問

題
の

在
り

方
に

よ
っ
て

は
、

期
間

の
短

縮
。

㋥
問
題

の
在

り
方

が
、

か
な
り

偏
っ

て
い

る
場

合
－
前

項
に

準
じ

て
修

正

⑸
こ
の

研
修

会
の

司
会

者
は
、

主
催

者
又

は
出
席

者
の

一
人

が
こ

れ
に

当
る
の

が
よ

い
。

指
導

員
は
、

参
加

者
の

一
人

と
し

て
出

席
し
て

居
り

、
必

要
が

あ
っ

た
時
に

発
言

す
る
の

が

よ
い

と
考

え
ら

れ
る

。

⑹
こ

の
研

修
会

に
は

、
必

要
を

認
め

た
時

は
、
日

程
の

一
部
(
例

え
ば
(
Ｅ
)
の
部

分
)
に

於
て

、

職
場

補
導

員
で

な
い

者
を

参
加
さ

せ
て

も
よ

い
。

⑺
都
合

に
よ

っ
て

は
、
(Ｄ
)の

一
部

又
は
(Ｅ
)の

一
部

の
位

置
を

変
更

し
て
も

よ
い

。

⑻
内
容

に
つ

い
て

略
説

す
れ
ば

、
次

の
通

り
で
あ

る
。

(
Ａ
)
開
会

の
挨

拶
は

、
主

催
者
が

簡
単

に
述

べ
る

。

(
Ｂ
)
各

出
席

者
が

、
自

分
の

補
導

員
経

験
と

、
直

面
し

て
い

る
問

題
点

を
簡

潔
に

述
べ

る
。

こ
こ

で
は

単
に

発
表

す
る
だ

け
で

、
討

議
は

し
な
い

。

し
か

し
。

こ
こ

で
述

べ
ら

れ
た

こ
と

か
ら

。
出

席
者

の
間

題
の

傾
向

を
知

り
、

そ
の

線

に
沿

っ
て

、
日

程
を

運
営

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

出
題

者
の

傾
向

に
よ

っ
て

は
(
Ｄ
)
と

(
Ｅ
)
の

比
重
を

大
い

に
変

更
し
な

け
れ

ば
々

ら
な

い
こ

と
も
あ

り
得

る
。

但
し

、
訓

練
展

開
上

の
問

題
の

中
で

、
補

導
員

の
技

能
の

程
度

に
因

る
も

の
も

少
く

な

い
か
ら

、
(
Ｄ
)
を
軽

視
し

な
い
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

（
Ｃ

）
企

業
の

合
理

化
、

従
業

員
訓

練
、

監
督

者
訓

練
等

の
全

般
か

ら
み

て
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
は

ど

う
い

う
位

置
を

占
め

る
か

、
他

の
合

理
化

方
策

や
他

の
監

督
者

訓
練

と
Ｔ

Ｗ
Ｉ

は
如

何
な

る
関

係
を

持
つ

か
、

企
業

内
に

於
て

Ｔ
Ｗ

Ｉ
を

展
開

す
る

に
は

、
誰

に
よ

っ
て

如
何

な
る

こ
と

が
為

さ
れ

ね
ば

な
ら

な
い

か
、

補
導

員
は

そ
の

中
の

ど
の

部
分

を
担

当
す

る
も

の
で

あ
る

か
等

を
、

指
導

は
又

は
そ

の
他

の
適

当
な

者
が

話
し

て
、

職
場

補
導

員
の

心
構

え
を
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新
た
に

す
る

。

（
Ｅ

）
必

ず
し

も
掲

げ
て

あ
る

項
目

全
部

を
や

ら
な

く
て

も
よ

い
。

又
こ

こ
に

掲
げ

て
あ

る

項
目

以
外

に
も

、
必

要
が

あ
れ

ば
追

加
し

て
よ

い
。

出
席

者
の

問
題

点
の

在
り

方
に
応

じ

て
、
ど

れ
か

に
重

点
を

お
く

か
、
又

は
一

部
を

省
略

し
て
も

よ
い

。

又
そ

れ
ぞ

れ
の

項
目

は
、

斯
界

の
権

威
者

、
指

導
員

又
は

参
加

者
の

一
人

に
よ

っ
て

講

演
を

す
る

と
い

う
型

式
に

し
て

も
よ

い
し

、
又

皆
の

討
議

に
よ

っ
て

も
よ

い
し

、
あ
る

い

は
、
指

導
員

が
講

義
す

る
型

式
に
し

て
も

よ
い

。

①
有

識
経

験
者

に
依

頼
し

て
、

特
定

の
問

題
に

つ
い

て
講

演
を

し
て

貰
う

。
適

当
な

講
師

が
得
ら

れ
な

い
時

は
、

指
導

員
が
出

来
る

範
囲

で
、

必
要
な

事
柄

を
指

導
す

る
。

②
会

議
指

導
の

テ
ク

ニ
ッ

ク
を

補
強

す
る

た
め

、
会

議
及

び
会

議
指

導
に

つ
い

て
必

要
と

認
め
ら

れ
る

講
義

を
す

る

③
そ

れ
ぞ

れ
の

種
目

（
Ｊ

Ｉ
、

Ｊ
Ｍ

、
Ｊ
Ｒ
)
の

根
木

的
な

考
え

方
と

な
っ

て
い

る
重
要

点

を
再
認

識
さ

せ
る

か
、

又
は

一
層
理

解
を

深
め

る
た

め
に
討

議
す

る
。

④
訓

練
管

理
業

務
に

も
携

わ
っ

て
い

る
補

導
員

に
対

し
て

必
要

な
事

柄
に

つ
い

て
説

明
又

は
討
議

す
る

。

⑤
追

指
導

を
も

担
当

し
て

い
る

補
導

員
に

対
し

て
必

要
な

事
柄

又
は

追
指

導
の

重
要

性
等

に
つ
い

て
説

明
又

は
討

議
す

る
。

⑥
⑦

特
に

効
果

的
な
実

例
を

紹
介

す
る

。

⑧
最

初
に

発
表

さ
れ
た

問
題

点
の

中
で

、
残

っ
た

も
の
に

つ
い

て
討

議
を
す

る
。

⑥
出

席
者

の
中

で
、

特
に

皆
の

参
考

と
な

る
よ

う
な

研
究

結
果

を
持

っ
て

い
る

人
に

予
め

依
頼
し

て
お

い
て

、
発

表
し

て
貰
う

。

又
こ
の

発
表

の
後
で

そ
れ

を
中

心
と

し
て

皆
で

討
議
す

る
の

も
よ

い
。

⑩
最

近
の

ニ
ュ

ー
ス
と

し
て

、
皆

に
報

告
す

べ
き

事
柄
が

あ
っ

た
ら

話
す
。

（
Ｄ

）
各

種
目

（
Ｊ

Ｉ
、

Ｊ
Ｍ

、
Ｊ

Ｒ
)
特

有
の

研
修
内

容
は

そ
れ

ぞ
れ

別
紙

に
記

述
し
た

通

り
で
あ

る
。

研
修

会
の

出
席

補
導

員
が

一
〇

名
以

上
の

時
は

、
実

演
に

際
し

て
は

、
適

宜
一

〇
名

を
も

っ
て

監
督

者
グ

ル
ー

プ
形

成
し

、
会

場
も

こ
れ

に
応

ず
る

よ
う

に
配

置
す

る
と
よ

い

⑼
研

修
会
の

準
備

に
つ

い
て

㋑
講

演
又

は
発
表

を
す

る
人

に
、

予
め

依
頼

を
し
て

お
く

。

㋺
で

き
れ

ば
、
講

演
又

は
発

表
に

関
す

る
資

料
を
、

全
員

に
配

布
す
る

よ
う

に
作

る
。

㋩
Ｔ
Ｗ

Ｉ
の

実
施

状
況

に
つ
い

て
の

全
国

的
統
計

資
料

等
。

㋥
会
場

設
備

及
び

出
席

者
用
名

札
用

紙
。

㋭
出

席
す

る
補

導
員

に
は

、
実

演
用

の
作
:業

又
は

問
題

を
、

必
要

な
数

だ
け

持
参

す
る

よ
う

予
め

打
ち

合
せ

て
お

く
。

㋬
必

要
な

ら
ば

、
実

演
を

す
る

補
導

員
（

監
督
者

の
役

を
す

る
人

を
も

含
む
）

と
予

め
打
ち

合

せ
て

お
く

。

㋣
そ
の

他
必

要
な

こ
と

を
準
備

す
る

。

⑽
記
録

と
後

の
処

置
に
つ

い
て

研
修

会
を

開
催

し
た

場
合

は
、

記
録

を
と

っ
て

お
く

の
が

よ
い
。

そ
し

て
、

次
の
よ

う
な
項

目

に
つ

い
て

は
、

労
働

省
監

督
者
訓

練
課

あ
て

に
報
知

す
る

。

⒈
日

時

⒊
主
催

者

⒋
ご
出

席
者

－
補

導
員
番

号
及

び
氏
名

補
導
員

以
外

の
出
席

者

出
席
指

導
員

⒌
研
修

事
項

及
び

討
議
事

項

⒍
決
定

事
項

及
び

そ
の
処

置
に

つ
い
て

（
別

紙
）

「「
仕仕

事事
のの

教教
ええ

方方
」」

職職
場場
補補

導導
員員

研研
修修
会会

日日
程程

（
Ｄ

）
の

解
説

①
②

③
出

席
補

導
員

の
１

人
に

よ
っ

て
、

手
引

の
通

り
実

演
し

そ
れ

に
つ

い
て

皆
で

討
議

し
質

問

が
あ

れ
ば

受
け

る
。

討
議

や
質

問
は

、
一

〇
時

間
講

習
実

施
上

の
問

題
か

、
又

は
追

指
導
段

階
に

現
れ

る
問

題

に
重

点
を

お
く

。

④
講
習

会
第

１
回
全

般
に

亘
っ
て

、
討

議
又

は
質

問
を

す
る

。

又
出

席
者

が
古

い
補

導
員

の
時

に
は

、
手

引
第

２
版

の
修

正
点

に
つ
い

て
、

必
要

と
認

め

ら
れ

る
解

説
を

す
る

。

⑤
⑥

⑧
⑨

出
席

補
導

員
の

ｌ
人

に
よ

っ
て

、
手

引
の

通
り

実
演

し
そ

れ
に

つ
い

て
皆

で
討

議
し

、
質

問
が

あ
れ

ば
受

け
る

討
議

や
質

間
は

、
一

〇
時

間
講

習
実

施
上

の
問

題
か

、
又

は
追

指
導

段

階
に

現
れ

る
問

題
に

重
点

を
お

き
、

特
に

⑥
⑧

の
実

演
は

、
職

場
の

実
況

を
再

現
す

る
よ

う
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に
注
意

す
る

。

⑦
⑥

の
実

演
作

業
に

つ
い

て
、

出
席

補
導

員
の

一
人

が
、

手
引

の
通

り
実

演
し

、
そ

れ
に

つ
い

て

皆
で
討

議
し

、
質

問
が

あ
れ

ば
受

け
る
。

特
に

分
解
の

指
導

は
職

場
の

実
況

を
再

現
す
る

よ
う

に
注

意
す
る

。

⑩
⑪

講
習

会
第

二
回

～
第

五
回

全
般

に
亘
っ

て
、

討
議

又
は
質

問
を

す
る

。

又
出

席
者

が
古

い
補

導
員

の
時

に
は

、
手

引
第

２
版

の
修

正
点

に
つ

い
て

、
必

要

と
認
め

ら
れ

る
解

説
を

す
る

。

「「
改改
善善

のの
仕仕

方方
」」

職職
場場

補補
導導

員員
研研

修修
会会
日日

程程

（
Ｄ

）
の

解
説

①
～

⑤
章

を
追

っ
て

質
疑

応
答

、
説

明
指

導
、

実
演

を
出

席
補

導
員

が
順

番
に

行
う

。
出

席
者

の

全
員

が
研

究
発

表
で

き
る

よ
う

に
、

予
め

時
間

の
割

り
ふ

り
を

考
慮

し
て

お
く

こ
と

が
望
ま

し
い

。
又

全
員

に
公

平
に

発
言
と

実
演

の
機

会
を
与

え
る

よ
う

に
す

る
。

「「
人人
のの

扱扱
いい

方方
」」

職職
場場

補補
導導

員員
研研

修修
会会
日日

程程

（
Ｄ
）

の
解

説

①
～
⑤

手
引

の
各

項
目

に
従

っ
て

次
の

こ
と
を

す
る

。

㋑
実
演
（

手
順

を
伴

う
よ

う
な

所
及

び
特
に

必
要

な
部

分
）

㋺
質
疑
応

答

㋩
説
明
、

指
導

（
再

版
、

そ
の

他
の

理
由
か

ら
特

に
必

要
な
箇

所
）

（
Ｅ
）

の
解
説

の
追

加
事

項

有
識

、
経

験
者

に
依

頼
す

る
講

演
は

、
約

１
時

間
位

と
し

、
そ

の
題

目
に

は
、

次
の

よ
う

な

も
の
が
考

え
ち

れ
る

。

「
人

の
扱
い

方
」

基
礎

訓
練

受
講

者
の

そ
の
後

の
指

導
方

法
に
つ

い
て

「
人

の
扱
い

方
」

と
他

の
訓

練
と

の
関

連
に
つ

い
て

「
人

の
扱
い

方
」

の
効

果
の

確
認

方
法

に
つ
い

て

「
人

の
扱
い

方
」

の
浸

透
方

法
の

実
例

に
つ
い

て

Ｔ
Ｗ

Ｉ
の
職

制
協

力
の

実
例

に
つ

い
て

人
間

関
係
と

労
務

管
理

に
つ

い
て

監
督

者
訓
練

に
つ

い
て

職
長

制
度
に

つ
い

て

職
場

内
の
訓

練
に

つ
い

て

経
営
管

理
に

つ
い

て

そ
の
他

出
席
者

の
研

究
発

表
は
１

時
間

以
内
と

し
、
そ
の
題

目
に

は
、
次

の
よ

う
な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
。

「
人
の

扱
い

方
」

カ
ー
ド

の
研

究
に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

手
引
の

研
究

に
つ
い

て

「
人
の

扱
い

方
」

の
講
習

方
法

に
つ
い

て

「
人
の

扱
い

方
」

基
礎
訓

練
受

講
者
の

そ
の

後
の

指
導

方
法

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
追
指

導
に

つ
い
て

「
人
の

扱
い

方
」

と
他
の

訓
練

の
関
連

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

と
労
務

管
理

の
関
係

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
効
果

の
確

認
方
法

に
つ

い
て

Ｔ
Ｗ
Ｉ

の
職

制
協

力
の
実

例
に

つ
い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
浸
透

方
法

の
実
例

に
つ

い
て

そ
の
他

「
仕

事
の
教

え
方
」
職
場

補
導

員
研

修
会

日
程
表
（

編
注

：
以

下
略
）

『
Ｔ
Ｗ

Ｉ
』

昭
和

32
年

4
月

1
日

〔
5
－

4
－

4
〕

労
働

省
職
業

安
定

局

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、

職
業

安
定

法
施
行

規
則

の
う
ち

監
督

者
訓

練
業

務
関

係
の

部
分

が
、
昭

和
32

年
労

働
省
令

第
２

号
に

よ
り

改
正

せ
ら

れ
、

こ
の

４
月

1
日

か
ら

施
行

さ
れ

る
の

で
、

今
年

度
か

ら
は

監
督

者
訓

練
業

務
の

運
営

方
針

が
多

少
改

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

の
改

正
の

趣
旨

は
、

こ
の

業
務

の
発

足
当

時
必

要
で

あ
っ

た
諸

般
の

規
制

の
う

ち
、

現
今

で
は

不
要

と
い

う
よ

り
は

、
む

し
ろ

こ
の

業
務

の
発

展
を

妨
げ

る
よ

う
に

な
っ

た
も

の
を

徹
廃

す
る

こ
と

に
あ

り
、

こ
れ

に
併

せ
て

受
講

手
数

料
及

マ
マ

び
資

格
附

与
手

数
料

の
徴
集

を
廃

し
、
本

業
務

の
一

層
の

発
展

を
図

ろ
う

と
す
る

も
の

で
あ
る

。

改
正

の
主

要
な

点
は

、
第

一
に

、
従

来
労

働
大

臣
が

任
命

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
た

監
督

者
訓

練

特
別

指
導

員
・

監
督

者
訓
練

指
導

員
・
都

道
府

県
職

場
補

導
員

を
、
補
職

に
よ

る
単

な
る

職
務

と
し
、

訓
令

に
よ

っ
て

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
監

督
者

訓
練

員
の

資
格

を
附

与
さ

れ
た

も
の

と
み

な
し

、
今

後
は

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

と
し

て
の

訓
練
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に
注
意

す
る

。

⑦
⑥

の
実

演
作

業
に

つ
い

て
、

出
席

補
導

員
の

一
人

が
、

手
引

の
通

り
実

演
し

、
そ

れ
に

つ
い

て

皆
で
討

議
し

、
質

問
が

あ
れ

ば
受

け
る
。

特
に

分
解
の

指
導

は
職

場
の

実
況

を
再

現
す
る

よ
う

に
注

意
す
る

。

⑩
⑪

講
習

会
第

二
回

～
第

五
回

全
般

に
亘
っ

て
、

討
議

又
は
質

問
を

す
る

。

又
出

席
者

が
古

い
補

導
員

の
時

に
は

、
手

引
第

２
版

の
修

正
点

に
つ

い
て

、
必

要

と
認
め

ら
れ

る
解

説
を

す
る

。

「「
改改
善善

のの
仕仕

方方
」」

職職
場場

補補
導導

員員
研研

修修
会会
日日

程程

（
Ｄ

）
の

解
説

①
～

⑤
章

を
追

っ
て

質
疑

応
答

、
説

明
指

導
、

実
演

を
出

席
補

導
員

が
順

番
に

行
う

。
出

席
者

の

全
員

が
研

究
発

表
で

き
る

よ
う

に
、

予
め

時
間

の
割

り
ふ

り
を

考
慮

し
て

お
く

こ
と

が
望
ま

し
い

。
又

全
員

に
公

平
に

発
言
と

実
演

の
機

会
を
与

え
る

よ
う

に
す

る
。

「「
人人
のの

扱扱
いい

方方
」」

職職
場場

補補
導導

員員
研研

修修
会会
日日

程程

（
Ｄ
）

の
解

説

①
～
⑤

手
引

の
各

項
目

に
従

っ
て

次
の

こ
と
を

す
る

。

㋑
実
演
（

手
順

を
伴

う
よ

う
な

所
及

び
特
に

必
要

な
部

分
）

㋺
質
疑
応

答

㋩
説
明
、

指
導

（
再

版
、

そ
の

他
の

理
由
か

ら
特

に
必

要
な
箇

所
）

（
Ｅ
）

の
解
説

の
追

加
事

項

有
識

、
経

験
者

に
依

頼
す

る
講

演
は

、
約

１
時

間
位

と
し

、
そ

の
題

目
に

は
、

次
の

よ
う

な

も
の
が
考

え
ち

れ
る

。

「
人

の
扱
い

方
」

基
礎

訓
練

受
講

者
の

そ
の
後

の
指

導
方

法
に
つ

い
て

「
人

の
扱
い

方
」

と
他

の
訓

練
と

の
関

連
に
つ

い
て

「
人

の
扱
い

方
」

の
効

果
の

確
認

方
法

に
つ
い

て

「
人

の
扱
い

方
」

の
浸

透
方

法
の

実
例

に
つ
い

て

Ｔ
Ｗ

Ｉ
の
職

制
協

力
の

実
例

に
つ

い
て

人
間

関
係
と

労
務

管
理

に
つ

い
て

監
督

者
訓
練

に
つ

い
て

職
長

制
度
に

つ
い

て

職
場

内
の
訓

練
に

つ
い

て

経
営
管

理
に

つ
い

て

そ
の
他

出
席
者

の
研

究
発

表
は
１

時
間

以
内
と

し
、
そ
の
題

目
に

は
、
次

の
よ

う
な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
。

「
人
の

扱
い

方
」

カ
ー
ド

の
研

究
に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

手
引
の

研
究

に
つ
い

て

「
人
の

扱
い

方
」

の
講
習

方
法

に
つ
い

て

「
人
の

扱
い

方
」

基
礎
訓

練
受

講
者
の

そ
の

後
の

指
導

方
法

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
追
指

導
に

つ
い
て

「
人
の

扱
い

方
」

と
他
の

訓
練

の
関
連

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

と
労
務

管
理

の
関
係

に
つ

い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
効
果

の
確

認
方
法

に
つ

い
て

Ｔ
Ｗ
Ｉ

の
職

制
協

力
の
実

例
に

つ
い
て

「
人
の

扱
い

方
」

の
浸
透

方
法

の
実
例

に
つ

い
て

そ
の
他

「
仕

事
の
教

え
方
」
職
場

補
導

員
研

修
会

日
程
表
（

編
注

：
以

下
略
）

『
Ｔ
Ｗ

Ｉ
』

昭
和

32
年

4
月

1
日

〔
5
－

4
－

4
〕

労
働

省
職
業

安
定

局

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

今
般
、

職
業

安
定

法
施
行

規
則

の
う
ち

監
督

者
訓

練
業

務
関

係
の

部
分

が
、
昭

和
32

年
労

働
省
令

第
２

号
に

よ
り

改
正

せ
ら

れ
、

こ
の

４
月

1
日

か
ら

施
行

さ
れ

る
の

で
、

今
年

度
か

ら
は

監
督

者
訓

練
業

務
の

運
営

方
針

が
多

少
改

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
こ

の
改

正
の

趣
旨

は
、

こ
の

業
務

の
発

足
当

時
必

要
で

あ
っ

た
諸

般
の

規
制

の
う

ち
、

現
今

で
は

不
要

と
い

う
よ

り
は

、
む

し
ろ

こ
の

業
務

の
発

展
を

妨
げ

る
よ

う
に

な
っ

た
も

の
を

徹
廃

す
る

こ
と

に
あ

り
、

こ
れ

に
併

せ
て

受
講

手
数

料
及

マ
マ

び
資

格
附

与
手

数
料

の
徴
集

を
廃

し
、
本

業
務

の
一

層
の

発
展

を
図

ろ
う

と
す
る

も
の

で
あ
る

。

改
正

の
主

要
な

点
は

、
第

一
に

、
従

来
労

働
大

臣
が

任
命

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
た

監
督

者
訓

練

特
別

指
導

員
・

監
督

者
訓
練

指
導

員
・
都

道
府

県
職

場
補

導
員

を
、
補
職

に
よ

る
単

な
る

職
務

と
し
、

訓
令

に
よ

っ
て

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
監

督
者

訓
練

員
の

資
格

を
附

与
さ

れ
た

も
の

と
み

な
し

、
今

後
は

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

と
し

て
の

訓
練
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は
、

資
格

を
有

す
る

労
働

事
務
(
技
)
官

、
地

方
事

務
(
技
)
官

が
自

由
に

行
い

得
る

こ
と

と
し

、
労

働

大
臣

の
行

う
事

項
で

都
道

府
県

知
事

に
委

任
し

て
い

る
も

の
(10

時
間

講
習

と
追

指
導

を
行

う
者

の

訓
練
)
に
つ

い
て

も
同

様
と
さ

れ
た

。

第
二

に
、

従
来

の
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

、
職

場
補

導
員

の
資

格
を

、
第

一
に

述
べ

た
公

務

員
に

与
え

る
資

格
と

同
様

の
監

督
者

訓
練

指
導

員
、

監
督

者
訓

練
員

と
し

、
従

来
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

に
つ

い
て

は
受

講
に

、
職

場
補

導
員

に
つ

い
て

は
受

講
と

資
格

附
与

に
必

要
で

あ
っ

た
そ

れ
ぞ
れ

の
手
数

料
を

廃
止

し
た
。
ま
た
、
こ
れ

と
と
も

に
、
従
来

受
講
に

必
要

で
あ

っ
た

手
数

料
は
、

追
指
導

関
係
に

つ
い

て
も

全
廃

さ
れ

た
。

第
三

に
、

従
来

は
、

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
、

職
場

補
導

員
等

の
遵

守
す

べ
き

事
項

を
厳

格

に
規
制

し
て
い

た
の

で
あ

る
が
、

Ｔ
Ｗ
Ｉ
方

式
の

確
立

し
た
今

日
、
手

引
不
貸

与
、
不

譲
渡
の

義
務
、

訓
練

実
施

報
告

の
義

務
、

住
所

・
氏

名
・

所
属

事
業

場
変

更
屈

出
の

義
務

、
指

導
員

の
年

三
回

以
内

訓
練

実
施

の
義

務
な

ど
は

不
必

要
と

考
え

ら
れ

、
ま

た
従

来
指

導
員

、
補

導
員

等
に

つ
い

て
厳

重
に

規
制

し
て

い
た

受
講

資
格

も
、

必
要

で
は

あ
る

が
省

令
を

も
っ

て
規

定
す

る
よ

り
も

、
行

政
指

導
に

譲
る
方

が
良
い

と
考

え
ら

れ
る

の
で

、
施

行
規
則

か
ら

は
除

く
こ
と

と
さ

れ
た

。

こ
の

改
正

に
伴

っ
て

、
４

月
１

日
か

ら
業

務
の

運
営

方
針

を
改

め
ら

れ
る

こ
と

と
な

り
、

そ
の

具

体
的

内
容

に
つ

い
て

は
、

決
定

次
第

本
誌

に
も

明
ら

か
に

す
る

が
、

こ
の

改
正

は
監

督
者

訓
練

方
式

に
実

質
的

変
更

を
齎

す
も

の
で

は
な

い
か

ら
、

本
訓

練
が

各
方

面
で

従
前

以
上

に
活

用
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

た
ゞ

、
申

請
書

の
様

式
な

ど
の

形
式

的
な

面
で

、
あ

る
程

度
の

変
更

が
あ

る
か

ら
、

こ
の

点
充

分
注

意
し

て
い
た

だ
き

た
い

。
『

Ｔ
Ｗ
Ｉ

』

昭
和

32
年

5
月

1
日

〔
5
－

4
－

5
〕
労
働

省
職

業
職

業
補

導
課

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
とと
、、
そそ
れれ
にに
伴伴
うう
監監
督督
者者
訓訓
練練
業業
務務
のの
今今
後後

のの
運運
営営
のの
方方
針針
にに
つつ
いい
てて

職
業

安
定

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省
令
、
（

昭
和

三
十
二

年
労
働

省
令
第

二
号
）

に
よ
っ

て
、

職
業

安
定

法
施

行
規

則
の

う
ち

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
部

分
が

改
正

せ
ら

れ
、

そ
の

大
要

に
つ

い
て

は
、

既
に

本
誌

先
月

号
の

巻
頭

言
に

登
載

さ
れ

た
が

、
こ

の
ほ

ど
、

労
働

省
職

業
安

定
局

長
名

を
も

っ
て
、

全
国
都

道
府
県

知
事

あ
て

に
、
昭

和
三
十

二
年
四

月
四
日

付
、
職

発
第

268
号

通
達
が

出
さ

れ
、

主
要

改
正

点
に

つ
い

て
説

明
す

る
と

と
も

に
、

今
後

の
業

務
運

営
の

方
針

を
示

し
て

い
る

の
で

、
こ

れ
に

よ
っ

て
、

今
回

の
改

正
の

主
要

改
正

点
と

、
今

後
の

監
督

者
訓

練
業

務
の

運
営

の
方

針
に

つ
い

て
、

少
し

詳
し
く

説
明

し
て
み

よ
う

。

一一
緒緒

言言

監
督

者
訓

練
に

は
諸

種
の

方
式

が
あ

る
。

こ
れ

ら
は

す
べ

て
、

監
督

者
に

必
要

な
共

通
の

指
導

能

力
を

向
上

さ
せ

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

特
色

を
持

ち
、

ま
た

訓
練

対
象

を
異

に
し
て

い
る
。

こ
の
う

ち
、
労

働
省
が

民
間
に

対
す
る

技
術

援
助

と
し
て

行
っ
て

い
る

の
は

、
TW

I

方
式

と
呼

ば
れ

る
も

の
で
あ

る
。

Ｔ
Ｗ

Ｉ
方

式
は

、
米

国
に

お
い

て
、

工
場

事
業

場
等

の
第

一
線

監
督

者
に

適
す

る
よ

う
に

工
夫

さ

れ
て

創
り

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
が

、
労

働
省

は
研

究
を

重
ね

た
結

果
、

労
働

大
臣

の
民

間
に

対
し

て
行

う
技

術
援

助
と

し
て

、
TW

I
方

式
を

採
用

す
る

こ
と

に
決

定
し

、
昭

和
二

十
四

年
五

月
に

、

職
業

安
定

法
第

三
十

条
を

改
正

し
て

所
掌

権
限

を
明

ら
か

に
し

、
昭

和
二

十
五

年
三

月
以

来
技

術
援

助
を

行
っ

て
い

る
。

こ
の

技
術

援
助

開
始

以
来

、
TW

I
方

式
は

、
幸

い
民

間
各

界
に

好
評

を
も

っ
て

迎
え

ら
れ

、
現

在
で

は
、
監
督

者
の

訓
練
（

い
わ
ゆ

る
10

時
間
講

習
）
を

受
け

た
者

の
総
数

は
、「

仕
事

の
教

え
方
」

「
改

善
の

仕
方

」
「

人
の

扱
い

方
」

の
三

訓
練
項

目
に
つ

い
て
の

延
数

で
、

四
十
万

を
超
え

、
職
場

補

導
員

の
資

格
を

与
ら

れ
た
者

は
、
や

は
り

三
訓

練
項
目

の
延

数
で
、
七
千

人
に
及

ば
ん

と
し

て
い

る
。

そ
れ

で
も

な
お

、
民

間
各

界
の

こ
の

技
術

援
助

に
対

す
る

熱
意

、
関

心
は

き
わ

め
て

高
く

、
技

術

援
助

の
要

請
は

非
常

に
多

い
の

で
、

監
督

者
訓

練
受

講
者

の
数

は
、

更
に

一
層

増
加

す
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

そ
こ

で
、

労
働

省
は

、
監

督
者

訓
練

の
よ

り
一

層
の

普
及

発
展

を
図

り
、

職
業

安
定

法
の

産
業

奉

仕
の

趣
旨

に
徹

す
る

た
め

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則

の
う

ち
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

部
分

を
改

正
し

て
、

本
年

四
月

一
日

か
ら
、

新
し

い
制
度

に
よ

り
業

務
を

運
す

る
こ

と
と

な
っ
た

。

こ
の

改
正

は
、

訓
練

方
式

の
実

質
に

は
何

ら
変

化
を

与
え

た
も

の
で

は
な

く
、

TW
I
方

式
は

、

そ
の

ま
ま

踏
襲

さ
れ

て
い

る
。

た
だ

、
補

導
員

の
資

格
、

手
数

料
、

受
講

資
格

等
、

制
度

の
面

で
多

少
変

更
が

加
え

ら
れ

て
い
る

。

以
下

、
今

回
の

改
正

の
趣

旨
に

触
れ

な
が

ら
、

主
要

な
改

正
点

に
つ

い
て

説
明

し
、

制
度

の
変

更

に
伴

う
業

務
運

営
方

針
に
つ

い
て

述
べ
て

み
よ

う
。

二二
主主

要要
改改

正正
点点
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１１
補補
導導

員員

旧
規
則

第
二

十
二

条
法

第
三

十
条

第
一

項
に

規
定

す
る

特
別

に
訓

練
さ

れ
た

補
導

員
は

、
監
督

者
訓
練

特
別

指
導

員
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

及
び

都
道

府
県

職
場

補
導

員
（

以
下

特
別

指
導

等
と

い

う
。
）
と
し

、
…
…

１
特

別
指

導
員

等
は

、
職

業
安

定
局

に
勤

務
す

る
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

法
律
第

六
条

に
定

め
る

職
務

の
級

八
級

以
上

の
労

働
事

務
官

、
労

働
技

官
、

地
方

事
務

官
又

は
地

方

技
官
の

中
か

ら
労

働
大
臣

が
命

ず
る

。

新
規
則

第
二

十
二

条
労

働
大

臣
は

、
…
…

法
第

三
十

条
第

二
項

の
規
定

に
よ

り
、

補
導

員
の
派

遣
…
…

に
つ
い

て
援

助
す

る
も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

補
導

員
は

、
労

働
事

務
官

、
労

働
技

官
、

地
方

事
務

官
又

は
地

方
技

官
で
あ

っ
て
、

…
…

監
督

者
訓

練
員

又
は

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資

格
を

有
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

も
の
と

す
る

。

改
正

前
の

職
業

安
定

法
施

行
規

則
（

以
下

旧
規
則

と
い
う
。
）

の
第

二
十
二

条
に
お

い
て
は

、
職
業

安
定

法
第

三
十

条
に

規
定

す
る

特
別

に
訓

練
さ

れ
た

補
導

員
を

、
監

督
者

訓
練

特
別

指
導

員
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

及
び

都
道

府
県

職
場

補
導

員
の

三
種

と
し

、
こ

れ
ら

は
、

職
業

安
定

機
関

に
勤

務
す

る
八

級
以

上
の

国
家

公
務

員
の

中
か

ら
、

労
働

大
臣

が
命

ず
る

も
の

と
さ

れ
て

い
た

が
、

今
回

の
改

正
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
職
業

安
定

法
施

行
規

則
（
以

下
新
規

則
と
い

う
。
）
第

二
十
二

条
で
は

、
斯
る

規
定

は
な

く
、

旧
規

則
に

よ
る

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
職

場
補

導
員

の
資

格
に

相
当

す
る

監
督

者
訓

練
指

導
員

又
は

監
督

者
訓

練
員

の
資

格
を

有
す

る
国

家
公

務
員

が
、

労
働

大
臣

に
派

遣
さ

れ
る
補

導
員
と

し
て

、
監

督
者

訓
練

業
務

に
当
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
。

こ
れ

は
、
昨
年

度
よ

り
、
監
督

者
訓

練
員
（

級
別

定
数
上

の
言

葉
、
特

別
指

導
員

等
を

指
す
。
）
が
、

級
別

定
数

か
ら

外
さ

れ
た

こ
と

に
伴

う
措

置
で

あ
る

と
と

も
に

旧
規

則
の

下
で

は
、

特
別

指
導

員
等

が
転

職
、

退
職

等
に

よ
り

特
別

指
導

員
等

の
地

位
を

失
う

と
、

能
力

を
有

す
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

監
督

者
訓

練
を

行
う

資
格

が
な

く
な

る
と

い
う

不
合

理
が

あ
っ

た
の

で
、

こ
れ

を
是

正
せ

ん
と

す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

２２
技技
術術
援援

助助
のの

方方
法法

旧
規

則
の
第

二
十

二
条

の
二
は
、
労
働

大
臣

の
行

う
技

術
援

助
の
方

法
に

二
種

類
を

設
け
て

い
た
。

即
ち

、
労

働
大

臣
が

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
各

種
の

講
習

会
を

開
催

す
る

こ
と

に
よ

る
方

法
と

、

事
業

場
が

主
催

し
て

開
催

す
る

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
各

種
の

講
習

会
に

資
料

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
援

助
す

る
方

法
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の

技
術

援
助

の
内

容
と

し
て

は
、

同
じ

第
二

十
二

条
の

二
に

お
い

て
、

監
督

者
訓

練

の
計

画
設

定
、

監
督

者
の

訓
練

、
追

指
導

担
当

者
の

訓
練

、
職

場
補

導
員

養
成

訓
練

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
養

成
訓

練
、

追
指

導
員

養
成

訓
練

及
び

追
指

導
養

成
目

養
成

訓
練

の
七

種
類

の
訓

練
を

行
う

旨
を

規
定

し
て

い
た

。

新
規

則
の

第
二

十
二

条
は

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

を
、

事
業

場
が

監
督

者
訓

練
を

行
う

場

合
に

、
補

導
員

を
派

遣
す

る
こ

と
又

は
資

料
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
事

業
場

に
対

し
技

術
援

助
を

行
う

こ
と

と
し

、
技
術

援
助

の
内
容

は
、

旧
規

則
と

同
様

の
七

種
類

と
し
て

い
る

。

こ
れ

は
、

従
来

は
、

労
働

大
臣

の
開

催
す

る
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

各
種

の
講

習
会

に
、

労
働

大

臣
が

受
講

を
承

認
す

る
と

い
う

形
式

を
と

り
、

受
講

を
承

認
さ

れ
た

者
は

、
収

入
印

紙
を

も
っ

て
、

受
講

手
数

料
を

納
付

せ
ね

ば
な

ら
ぬ

も
の

と
さ

れ
て

い
た

の
で

あ
る

が
、

今
回

の
改

正
に

よ
り

、
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

手
数

料
は

す
べ

て
廃

止
さ

れ
た

の
で

、
新

規
則

の
下

で
は

、
労

働
大

臣
主

催
と

い
う

形
式

は
不

必
要

な
も

の
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

っ
て

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

の
方

法
に

は
何

ら
実

質
的

変
更

を
加

え
た

も
の

で
は

な
い

。
ま

た
技

術
援

助
の

内
容

に
全

然
変

更
の

な
い

こ
と

は
、

既
に

述
べ

た
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

。
一

言
こ

こ
で

触
れ

て
お

く
が

、
従

来
は

労
働

大
臣

の
受

講
承

認
と

い
う

制
度

に
伴

っ
て

、
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

講
習

会
の

う
ち

、
職

場
補

導
員

養
成

講
習

会
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

養
成

講
習

会
、

追
指

導
員

養
成

講
習

会
及

び
追

指
導

養
成

員
養

成
講

習
会

に
つ

い
て

、
一

定
の

年
齢

、
経

験
年

数
等

に
よ

っ
て

受
講

資
格

を
制

限
す

る
と

と
も

に
、

禁
治

産
者

及
び

準
禁

治
産

者
、

禁
こ

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

そ
の

執
行

を
終

る
ま

で
又

は
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く

な
る

ま
で

の
者

、
及

び
公

務
員

で
あ

っ
て

懲
戒

免
職

の
処

分
を

受
け

、
そ

の
処

分
の

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

は
、

労
働

大
臣

の
開

催
す

る
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

各
種

の
講

習
会

に
お

い
て

受
講

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
と

さ
れ

て
い

た
が

、
新

規
則

に
お

い
て

は
、

受
講

承
認

制
度

の
廃

止
と

と
も
に

、
こ

れ
ら
の

規
制

は
す

べ
て

廃
止

さ
れ

て
い

る
。

３３
手手

数数
料料

旧
規

則

第
二

十
二

条
の

四

２
事

業
場

は
…
…

監
督

者
訓

練
指

導
員

若
し

く
は

都
道

府
県

職
場

補
導

員
の
派

遣
を

受
け
、

又
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１１
補補
導導

員員

旧
規
則

第
二

十
二

条
法

第
三

十
条

第
一

項
に

規
定

す
る

特
別

に
訓

練
さ

れ
た

補
導

員
は

、
監
督

者
訓
練

特
別

指
導

員
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

及
び

都
道

府
県

職
場

補
導

員
（

以
下

特
別

指
導

等
と

い

う
。
）
と
し

、
…
…

１
特

別
指

導
員

等
は

、
職

業
安

定
局

に
勤

務
す

る
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

法
律
第

六
条

に
定

め
る

職
務

の
級

八
級

以
上

の
労

働
事

務
官

、
労

働
技

官
、

地
方

事
務

官
又

は
地

方

技
官
の

中
か

ら
労

働
大
臣

が
命

ず
る

。

新
規
則

第
二

十
二

条
労

働
大

臣
は

、
…
…

法
第

三
十

条
第

二
項

の
規
定

に
よ

り
、

補
導

員
の
派

遣
…
…

に
つ
い

て
援

助
す

る
も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

補
導

員
は

、
労

働
事

務
官

、
労

働
技

官
、

地
方

事
務

官
又

は
地

方
技

官
で
あ

っ
て
、

…
…

監
督

者
訓

練
員

又
は

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資

格
を

有
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

も
の
と

す
る

。

改
正

前
の

職
業

安
定

法
施

行
規

則
（

以
下

旧
規
則

と
い
う
。
）

の
第

二
十
二

条
に
お

い
て
は

、
職
業

安
定

法
第

三
十

条
に

規
定

す
る

特
別

に
訓

練
さ

れ
た

補
導

員
を

、
監

督
者

訓
練

特
別

指
導

員
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

及
び

都
道

府
県

職
場

補
導

員
の

三
種

と
し

、
こ

れ
ら

は
、

職
業

安
定

機
関

に
勤

務
す

る
八

級
以

上
の

国
家

公
務

員
の

中
か

ら
、

労
働

大
臣

が
命

ず
る

も
の

と
さ

れ
て

い
た

が
、

今
回

の
改

正
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
職
業

安
定

法
施

行
規

則
（
以

下
新
規

則
と
い

う
。
）
第

二
十
二

条
で
は

、
斯
る

規
定

は
な

く
、

旧
規

則
に

よ
る

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
職

場
補

導
員

の
資

格
に

相
当

す
る

監
督

者
訓

練
指

導
員

又
は

監
督

者
訓

練
員

の
資

格
を

有
す

る
国

家
公

務
員

が
、

労
働

大
臣

に
派

遣
さ

れ
る
補

導
員
と

し
て

、
監

督
者

訓
練

業
務

に
当
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
。

こ
れ

は
、
昨
年

度
よ

り
、
監
督

者
訓

練
員
（

級
別

定
数
上

の
言

葉
、
特

別
指

導
員

等
を

指
す
。
）
が
、

級
別

定
数

か
ら

外
さ

れ
た

こ
と

に
伴

う
措

置
で

あ
る

と
と

も
に

旧
規

則
の

下
で

は
、

特
別

指
導

員
等

が
転

職
、

退
職

等
に

よ
り

特
別

指
導

員
等

の
地

位
を

失
う

と
、

能
力

を
有

す
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

監
督

者
訓

練
を

行
う

資
格

が
な

く
な

る
と

い
う

不
合

理
が

あ
っ

た
の

で
、

こ
れ

を
是

正
せ

ん
と

す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

２２
技技
術術
援援

助助
のの

方方
法法

旧
規

則
の
第

二
十

二
条

の
二

は
、
労
働

大
臣

の
行

う
技

術
援

助
の
方

法
に

二
種

類
を

設
け
て

い
た
。

即
ち

、
労

働
大

臣
が

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
各

種
の

講
習

会
を

開
催

す
る

こ
と

に
よ

る
方

法
と

、

事
業

場
が

主
催

し
て

開
催

す
る

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
各

種
の

講
習

会
に

資
料

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
援

助
す

る
方

法
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の

技
術

援
助

の
内

容
と

し
て

は
、

同
じ

第
二

十
二

条
の

二
に

お
い

て
、

監
督

者
訓

練

の
計

画
設

定
、

監
督

者
の

訓
練

、
追

指
導

担
当

者
の

訓
練

、
職

場
補

導
員

養
成

訓
練

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
養

成
訓

練
、

追
指

導
員

養
成

訓
練

及
び

追
指

導
養

成
目

養
成

訓
練

の
七

種
類

の
訓

練
を

行
う

旨
を

規
定

し
て

い
た

。

新
規

則
の

第
二

十
二

条
は

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

を
、

事
業

場
が

監
督

者
訓

練
を

行
う

場

合
に

、
補

導
員

を
派

遣
す

る
こ

と
又

は
資

料
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
事

業
場

に
対

し
技

術
援

助
を

行
う

こ
と

と
し

、
技
術

援
助

の
内
容

は
、

旧
規

則
と

同
様

の
七

種
類

と
し
て

い
る

。

こ
れ

は
、

従
来

は
、

労
働

大
臣

の
開

催
す

る
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

各
種

の
講

習
会

に
、

労
働

大

臣
が

受
講

を
承
認

す
る

と
い

う
形

式
を

と
り

、
受

講
を

承
認

さ
れ

た
者

は
、

収
入

印
紙

を
も

っ
て

、

受
講

手
数

料
を

納
付

せ
ね

ば
な

ら
ぬ

も
の

と
さ

れ
て

い
た

の
で

あ
る

が
、

今
回

の
改

正
に

よ
り

、
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

手
数

料
は

す
べ

て
廃

止
さ

れ
た

の
で

、
新

規
則

の
下

で
は

、
労

働
大

臣
主

催
と

い
う

形
式

は
不

必
要

な
も

の
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

っ
て

、
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

の
方

法
に

は
何

ら
実

質
的

変
更

を
加

え
た

も
の

で
は

な
い

。
ま

た
技

術
援

助
の

内
容

に
全

然
変

更
の

な
い

こ
と

は
、

既
に

述
べ

た
と

お
り

で
あ

る
。

な
お

。
一

言
こ

こ
で

触
れ

て
お

く
が

、
従

来
は

労
働

大
臣

の
受

講
承

認
と

い
う

制
度

に
伴

っ
て

、
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

講
習

会
の

う
ち

、
職

場
補

導
員

養
成

講
習

会
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

養
成

講
習

会
、

追
指

導
員

養
成

講
習

会
及

び
追

指
導

養
成

員
養

成
講

習
会

に
つ

い
て

、
一

定
の

年
齢

、
経

験
年

数
等

に
よ

っ
て

受
講

資
格

を
制

限
す

る
と

と
も

に
、

禁
治

産
者

及
び

準
禁

治
産

者
、

禁
こ

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

そ
の

執
行

を
終

る
ま

で
又

は
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く

な
る

ま
で

の
者

、
及

び
公

務
員

で
あ

っ
て

懲
戒
免

職
の

処
分

を
受

け
、

そ
の

処

分
の

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

は
、

労
働

大
臣

の
開

催
す

る
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

各
種

の
講

習
会

に
お

い
て

受
講

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
と

さ
れ

て
い

た
が

、
新

規
則

に
お

い
て

は
、

受
講

承
認

制
度

の
廃

止
と

と
も
に

、
こ

れ
ら
の

規
制

は
す

べ
て

廃
止

さ
れ

て
い

る
。

３３
手手

数数
料料

旧
規

則

第
二

十
二

条
の

四

２
事

業
場

は
…
…

監
督

者
訓

練
指

導
員

若
し

く
は

都
道

府
県

職
場

補
導

員
の
派

遣
を

受
け
、

又
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は
…
…

労
働

大
臣

が
開

催
す

る
各

種
の

講
習

会
に

そ
の

推
薦

す
る

者
を

受
講

さ
せ

る
た

め
に

…
…

申
請

を
し

、
そ

の
申

請
を

承
認

さ
れ

た
場

合
は

、
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り
、

手
数

料
を

収
入
印

紙
を

も
っ

て
納

付
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

第
二
十

二
条

の
五

２
（

職
場

補
導

員
の

資
格

附
与

）
の

申
請

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

労
働

大
臣

が
別
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、

手
数
料

を
収

入
印

紙
を

も
っ

て
納

付
し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

旧
規

則
の

第
二

十
二

条
の

四
第

二
項

及
び

第
二

十
二

条
の

五
第

二
項

に
お

い
て

は
、

労
働

大
臣

の

開
催

す
る

監
督

者
訓

練
に

関
す

る
各

種
の

講
習

会
に

受
講

を
承

認
さ

れ
た

場
合

、
及

び
職

場
補

導
員

の
資

格
の

附
与

を
申

請
す

る
場

合
に

、
労

働
大

臣
が

告
示

で
定

め
る

額
の

手
数

料
を

収
入

印
紙

を
も

っ
て

納
付

せ
ね

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

た
が

、
新

規
則

で
は

、
前

に
も

述
べ

た
と

お
り

労
働

大
臣

の
開

催
す

る
講

習
会

は
な

く
な

り
、

職
場

補
導

員
の

資
格

は
、

監
督

者
訓

練
員

の
資

格
と

し
て

存
続
す

る
け
れ

ど
も

資
格

附
与

に
手

数
料

の
納
付

は
要

さ
な

い
も
の

と
さ

れ
て

い
る

。

こ
れ
は

、
職

業
安

定
行

政
の

一
環

と
し

て
行

わ
れ

る
監

督
者

訓
練

が
、

職
業

安
定

法
の

産
業

奉
仕

の
趣
旨

に
徹
し

、
よ

り
強

力
に

推
進

さ
れ

る
こ
と

を
目

的
と

し
て
い

る
の

で
あ

る
。

４４
そそ
のの
他他

旧
規
則

第
二
十

二
条

の
二

三
…
…

監
督

者
訓

練
講

習
会

に
お

い
て

指
導

を
行

う
技

能
を

有
す

る
者

（
以

下
職
場

補
導
員

と
い
う

。
）
を
…

‥

四
…
…

職
場

補
導

員
養

成
講

習
会
…
…

に
お

い
て

指
導

を
行

う
技

能
を

有
す

る
者
（

以
下
事

業
場
監

督
者

訓
練

指
導

員
と

い
う
。
）

を
養

成
す
る

た
め
…
…

新
規
則

第
二

十
二
条

二
…
…

監
督

者
の

訓
練

を
行

う
技

能
を

有
す

る
者

（
以

下
監

督
者

訓
練

員
と
い

う
。
）

か
ら

訓
練
を
…
…

四
監

督
者

訓
練

員
を

養
成

す
る

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

監
督

者
訓
練

指
導

員
と

い
う
。
）

を
養
成
…
…

新
規
則

の
附
則

３
こ

の
省

令
の

施
行

の
際

現
に

、
改

正
前

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
の
五

第
一
項

の
規

定
に

よ
る

職
場

補
導

員
又

は
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

で
あ

る
者

は
、
…
…

改
正

後

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
の

二
に

よ
る

監
督

者
訓

練
員

又
は

監
督

者
訓

練
指

導

昌
の

資
格

が
与

え
ら

れ
た

も
の
と

み
な

す
。

前
に

も
一

寸
触

れ
た

が
、

新
規

則
に

お
い

て
は

、
旧

規
則

の
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

と
職

場

補
導

員
の

資
格

の
名

称
を

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
及

び
監

督
者

訓
練

員
と

改
め

、
従

来
の

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
は

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資

格
を

、
従

来
の

職
場

補
導

員
、

は
監

督
者

訓
練

員
の

資
格

を
附

与
さ

れ
た

も
の
と

み
な

し
て
い

る
。

旧
規

則

第
二
十

二
条

の
五

４
職

場
補

導
員

又
は

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

一
労
働

大
臣

の
定

め
る

訓
練
用

図
書

に
正

し
く
従

っ
て

訓
練

を
行

う
こ

と
。

二
訓

練
を

行
っ

た
場

合
は

、
直

ち
に

労
働

大
臣
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
訓

練
を

行
っ
た

事

業
場

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都
道

府
県

知
事

に
報

告
す
る

こ
と

。

三
手
引

を
貸

し
与

え
、

又
は
譲

り
渡

さ
な

い
こ
と

。

四
住

所
、

氏
名

又
は

所
属

事
業

場
に

変
更

を
生
じ

た
場

合
は

、
直

ち
に

そ
の
所

属
事

業
場
の

所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知
事

を
経

て
、

労
働

大
臣
に

報
告

す
る

こ
と

。

五
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

は
、

労
働

大
臣
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め
て

訓
練

を
委
嘱

し

た
場

合
は

、
や

む
を

得
な

い
事

由
が

め
る

と
き

の
ほ

か
、

一
年

を
通

じ
て

三
回

以
内

に
お

い

て
職

場
補

導
員

を
養

成
す

る
た
め

の
訓

練
を

行
う

こ
と
。

六
事

業
場

監
督

者
訓

練
指

導
員

が
職

場
補

導
員
を

養
成

す
る

た
め

の
訓

練
を
行

う
場

合
は
、

労

働
大

臣
の

委
嘱

に
よ

っ
て

訓
練

を
行

う
場

合
を

除
き

、
そ

の
訓

練
を

開
始

す
る

日
前

三
十

日

ま
で

に
、

労
働

大
臣

に
そ

の
旨
を

届
け

出
る

こ
と

。

第
二

十
二

条
の

六

２
追

指
導

員
又

は
追

指
導

養
成

員
は

、
労

働
大
臣

の
定

め
る

訓
練

用
図

書
に
従

い
訓

練
を
行

う

も
の

と
す

る
。

３
追
指

導
養

成
員

は
、

訓
練
を

行
っ

た
場

合
は
、

労
働

大
臣

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

ま
た

、
旧

規
則

に
お

い
て

は
、

前
述

の
と

お
り

受
講

資
格

の
制

限
を

設
け

て
い

た
他

、
上

に
あ

げ
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た
関

係
条

文
に

明
ら

か
な

よ
う

に
、

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
、

職
場

補
導

員
、

追
指

導
員

及
び

追
指

導
養

成
員

等
に

対
し

、
手

引
に

従
っ

て
正

し
く

訓
練

す
る

こ
と

と
か

、
訓

練
を

行
っ

た
場

合
は

直
ち

に
報

告
す

る
こ

と
と

か
、

手
引

を
貸

与
又

は
譲

渡
し

て
は

な
ら

な
い

と
か

、
い

ろ
い

ろ
な

規
制

が
加

え
ら

れ
て

い
た

が
、

新
規

則
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

制
は

す
べ

て
廃

止
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

、
監

督
者

訓
練

発
足

の
当

時
は

、
Ｔ

Ｗ
Ｉ

方
式

に
よ

る
訓

練
の

質
的

統
一

を
保

ち
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
方

式
が

恣
意

的
に

歪
め

ら
れ

て
実

施
さ

れ
る

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

と
考

え
ら

れ
た

た
め

に
設

け
ら

れ
た

規
制

で
あ

る
が

、
監

督
者

訓
練

業
務

が
軌

道
に

乗
り

、
TW

I
方

式
が

確
立

し
て

い
る

今

日
、

な
お

こ
の

よ
う

な
規

制
を

存
置

せ
ね

ば
な

ら
な

い
理

由
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

の
で

、
新

規
則

で
は
全

て
の
規

制
、

を
廃

止
し

た
も

の
で

あ
る
。

三三
業業

務務
運運
営営

方方
針針

１１
補補

導導
員員

関関
係係

新
規

則
の
附

則

４
改

正
前

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

特
別

指
導
員

等
（
特

別
指

導
員
等

で
あ

っ
た

者
を

含
む
。
）

は
、

労
働

大
臣
が

別
に

定
め

る
こ

と
こ

ろ
に

よ
り
、

改

正
後

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
の

二
の

規
定

に
よ

る
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督

者
訓
練

指
導

員
の

資
格
を

与
え

ら
れ

た
も

の
と

み
な

す
。

前
に

も
述

べ
た

と
お

り
、

新
規

則
の

下
で

は
、

労
働

大
臣

は
、

そ
の

行
う

技
術

援
助

と
し

て
、

国

家
公

務
員

で
あ

る
補

導
員

を
派

遣
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
新

規
則

の
附

則
で

、
従

来
の

特
別

指
導

員
等

に
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
与

え
ら

れ
た

も
の

と
み

な
し

て
お

り
、

昭
和
三

十
二
年

四
月
一

日
付

職
発

第
259

号
を

も
っ

て
、
労

働
大
臣

が
旧

規
則

に
よ
る

監
督
者

訓
練

特
別

指
導

員
と

監
督

者
訓

練
指

導
員

は
、

新
規

則
に

よ
る

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資

格
を

、
旧

規
則

に
よ

る
都

道
府

県
職

場
補

導
員

は
新

規
則

に
よ

る
監

督
者

訓
練

員
の

資
格

を
与

え
ら

れ
た

も
の

と
み
な

す
と
定

め
た

こ
と

が
通

達
さ

れ
て

い
る
。

ま
た

、
昭

和
三
十

二
年
四

月
四

日
付

職
発
第

268
号

通
達

で
は

、
今
後

は
、

職
業

安
定
局

長
が
補

導
員

と
し

て
の

業
務

を
行

う
者

を
選

定
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
上

に
述

べ
た

と
お

り
、

従
来

の
特

別
指

導
員

等
に

新
規

則
の

下
の

監
督

者
訓

練
指

導
員

又
は

監
督

者
訓

練
員

の
資

格
が

与
え

ら
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

て
る

の
で

、
さ

し
当

り
、

こ
れ

ら
の

者
が

そ
の

ま
ま

補
導

員
と

し
て

の
職

務
を

行
う
も

の
と
さ

れ
て

い
る

。

ま
た

、
今

後
必

要
に

応
じ

、
職

業
安

定
局

長
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

っ
て

、
補

導
員

と
し

て

の
職

務
を

行
う

者
を

養
成

又
は

指
定

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
指

定
と

い
う

の
は

、
監

督
者

訓
練

特
別

指
導

員
と

い
う

ラ
ン

ク
が

な
く

な
っ

た
の

で
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

が
監

督
者

訓
練

指
導

員
を

養
成

す
る

こ
と

と
な

る
が

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
有

す
る

補
導

員
の

う
ち

か
ら

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
養

成
訓
練

を
行

う
補
導

員
を

指
定

す
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

２２
援援

助助
申申

請請
関関

係係

監
督

者
訓

練
に

関
し

て
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、
新

規
則

に

お
い

て
も

労
働

大
臣

又
は
都

道
府

県
知
事

に
申

請
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

新
規

則
の

第
二

十
二

条
の

三
は

、
監

督
者

訓
練

の
う

ち
、

都
道

府
県

知
事

に
委

任
さ

れ
た

監
督

者

の
訓
練

（
10

時
間
講

習
）
と

追
指
導

担
当
者

の
訓

練
に

つ
い
て

は
都
道

府
県

知
事

に
、
そ

の
他
の

訓

練
に

つ
い

て
は

労
働

大
臣

に
申

請
す

る
も

の
と

、
し

て
い

る
が

、
具

体
的

に
は

次
の

よ
う

に
す

る
よ

う
都

道
府

県
あ

て
通

達
さ
れ

て
い

る
。

イ
監
督

者
の

訓
練
及

び
追

指
導
担

当
者

の
訓

練

監
督

者
の

訓
練

に
つ

い
て

、
補

導
員

の
派

遣
及

び
資

料
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、

監
督

者
の

訓
練

援
助

申
請

書
を

監
督

者
の

訓
練

に
つ

い
て

、
資

料
の

提
供

の
み

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、
監

督
者

の
訓

練
用

資
料

交
付

申
請

書
を

、
そ

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
に

提
出

す
る

も
の

と
し

、
追

指
導

担
当

者
の

訓
練

に
つ

い
て

も
右

に
準

じ
て

訓
練

援
助

申
請

書
又

は
訓

練
用

資
料

交
付

申
請

書
を
提

出
す

る
も
の

と
す

る
。

ロ
前
記

イ
以

外
の
訓

練

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

に
つ

い
て

、
補

導
員

の
派

遣
及

び
資

料
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

事

業
場

は
、

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

援
助

申
請

書
を

、
監

督
者

訓
練

員
養

成
訓

練
に

つ
い

て
資

料
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
援

助
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
場

は
、

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

用
資

料
交

付
申

請
書

を
、

そ
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

を
経

由
し

て
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

監
督

者
訓

練
計

画
設

定
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

養
成

訓
練

、
追

指
導

員
養

成
訓

練
及

び
追

指
導

養

成
員

養
成

訓
練

に
つ

い
て
も

、
右

に
準
じ

て
行

う
こ

と
と

す
る

。

こ
れ

ら
の

申
請

書
の

様
式

は
、

ほ
と

ん
ど

従
来

の
も

の
を

踏
襲

し
て

い
る

が
、

多
少

簡
略

化
さ

れ

た
う

え
、

そ
の

大
き

さ
が
従

来
の

半
分
の

Ｂ
５

版
と

な
り

、
右

綴
じ

と
さ

れ
て
い

る
。

３３
援援
助助

実実
施施

関関
係係
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た
関

係
条

文
に

明
ら

か
な

よ
う

に
、

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
、

職
場

補
導

員
、

追
指

導
員

及
び

追
指

導
養

成
員

等
に

対
し

、
手

引
に

従
っ

て
正

し
く

訓
練

す
る

こ
と

と
か

、
訓

練
を

行
っ

た
場

合
は

直
ち

に
報

告
す

る
こ

と
と

か
、

手
引

を
貸

与
又

は
譲

渡
し

て
は

な
ら

な
い

と
か

、
い

ろ
い

ろ
な

規
制

が
加

え
ら

れ
て

い
た

が
、

新
規

則
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

制
は

す
べ

て
廃

止
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

、
監

督
者

訓
練

発
足

の
当

時
は

、
Ｔ

Ｗ
Ｉ

方
式

に
よ

る
訓

練
の

質
的

統
一

を
保

ち
、

Ｔ
Ｗ

Ｉ
方

式
が

恣
意

的
に

歪
め

ら
れ

て
実

施
さ

れ
る

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

と
考

え
ら

れ
た

た
め

に
設

け
ら

れ
た

規
制

で
あ

る
が

、
監

督
者

訓
練

業
務

が
軌

道
に

乗
り

、
TW

I
方

式
が

確
立

し
て

い
る

今

日
、

な
お

こ
の

よ
う

な
規

制
を

存
置

せ
ね

ば
な

ら
な

い
理

由
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

の
で

、
新

規
則

で
は
全

て
の
規

制
、

を
廃

止
し

た
も

の
で

あ
る
。

三三
業業

務務
運運
営営

方方
針針

１１
補補

導導
員員

関関
係係

新
規

則
の
附

則

４
改

正
前

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

特
別

指
導
員

等
（
特

別
指

導
員

等
で

あ
っ

た
者

を
含

む
。
）

は
、

労
働

大
臣
が

別
に

定
め

る
こ

と
こ

ろ
に

よ
り
、

改

正
後

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
二

十
二

条
の

二
の

規
定

に
よ

る
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督

者
訓
練

指
導

員
の

資
格
を

与
え

ら
れ

た
も

の
と

み
な

す
。

前
に

も
述

べ
た

と
お

り
、

新
規

則
の

下
で

は
、

労
働

大
臣

は
、

そ
の

行
う

技
術

援
助

と
し

て
、

国

家
公

務
員

で
あ

る
補

導
員

を
派

遣
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
新

規
則

の
附

則
で

、
従

来
の

特
別

指
導

員
等

に
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
与

え
ら

れ
た

も
の

と
み

な
し

て
お

り
、

昭
和
三

十
二
年

四
月
一

日
付

職
発

第
259

号
を

も
っ

て
、
労

働
大
臣

が
旧

規
則

に
よ
る

監
督
者

訓
練

特
別

指
導

員
と

監
督

者
訓

練
指

導
員

は
、

新
規

則
に

よ
る

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資

格
を

、
旧

規
則

に
よ

る
都

道
府

県
職

場
補

導
員

は
新

規
則

に
よ

る
監

督
者

訓
練

員
の

資
格

を
与

え
ら

れ
た

も
の

と
み
な

す
と
定

め
た

こ
と

が
通

達
さ

れ
て

い
る
。

ま
た

、
昭

和
三
十

二
年
四

月
四

日
付

職
発
第

268
号

通
達

で
は

、
今
後

は
、

職
業

安
定
局

長
が
補

導
員

と
し

て
の

業
務

を
行

う
者

を
選

定
す

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
が

、
上

に
述

べ
た

と
お

り
、

従
来

の
特

別
指

導
員

等
に

新
規

則
の

下
の

監
督

者
訓

練
指

導
員

又
は

監
督

者
訓

練
員

の
資

格
が

与
え

ら
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

て
る

の
で

、
さ

し
当

り
、

こ
れ

ら
の

者
が

そ
の

ま
ま

補
導

員
と

し
て

の
職

務
を

行
う
も

の
と
さ

れ
て

い
る

。

ま
た

、
今

後
必

要
に

応
じ

、
職

業
安

定
局

長
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

っ
て

、
補

導
員

と
し

て

の
職

務
を

行
う

者
を

養
成

又
は

指
定

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
指

定
と

い
う

の
は

、
監

督
者

訓
練

特
別

指
導

員
と

い
う

ラ
ン

ク
が

な
く

な
っ

た
の

で
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

が
監

督
者

訓
練

指
導

員
を

養
成

す
る

こ
と

と
な

る
が

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
有

す
る

補
導

員
の

う
ち

か
ら

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
養

成
訓
練

を
行

う
補
導

員
を

指
定

す
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

２２
援援

助助
申申

請請
関関

係係

監
督

者
訓

練
に

関
し

て
労

働
大

臣
の

行
う

技
術

援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、
新

規
則

に

お
い

て
も

労
働

大
臣

又
は
都

道
府

県
知
事

に
申

請
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

新
規

則
の

第
二

十
二

条
の

三
は

、
監

督
者

訓
練

の
う

ち
、

都
道

府
県

知
事

に
委

任
さ

れ
た

監
督

者

の
訓
練

（
10

時
間
講

習
）
と

追
指
導

担
当
者

の
訓

練
に

つ
い
て

は
都
道

府
県

知
事

に
、
そ

の
他
の

訓

練
に

つ
い

て
は

労
働

大
臣

に
申

請
す

る
も

の
と

、
し

て
い

る
が

、
具

体
的

に
は

次
の

よ
う

に
す

る
よ

う
都

道
府

県
あ

て
通

達
さ
れ

て
い

る
。

イ
監
督

者
の

訓
練
及

び
追

指
導
担

当
者

の
訓

練

監
督

者
の

訓
練

に
つ

い
て

、
補

導
員

の
派

遣
及

び
資

料
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、

監
督

者
の

訓
練

援
助

申
請

書
を

監
督

者
の

訓
練

に
つ

い
て

、
資

料
の

提
供

の
み

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

、
監

督
者

の
訓

練
用

資
料

交
付

申
請

書
を

、
そ

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
知

事
に

提
出

す
る

も
の

と
し

、
追

指
導

担
当

者
の

訓
練

に
つ

い
て

も
右

に
準

じ
て

訓
練

援
助

申
請

書
又

は
訓

練
用

資
料

交
付

申
請

書
を
提

出
す

る
も
の

と
す

る
。

ロ
前
記

イ
以

外
の
訓

練

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

に
つ

い
て

、
補

導
員

の
派

遣
及

び
資

料
の

提
供

を
受

け
よ

う
と

す
る

事

業
場

は
、

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

援
助

申
請

書
を

、
監

督
者

訓
練

員
養

成
訓

練
に

つ
い

て
資

料
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
援

助
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
場

は
、

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

用
資

料
交

付
申

請
書

を
、

そ
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

を
経

由
し

て
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

監
督

者
訓

練
計

画
設

定
、

監
督

者
訓

練
指

導
員

養
成

訓
練

、
追

指
導

員
養

成
訓

練
及

び
追

指
導

養

成
員

養
成

訓
練

に
つ

い
て
も

、
右

に
準
じ

て
行

う
こ

と
と

す
る

。

こ
れ

ら
の

申
請

書
の

様
式

は
、

ほ
と

ん
ど

従
来

の
も

の
を

踏
襲

し
て

い
る

が
、

多
少

簡
略

化
さ

れ

た
う

え
、

そ
の

大
き

さ
が
従

来
の

半
分
の

Ｂ
５

版
と

な
り

、
右

綴
じ

と
さ

れ
て
い

る
。

３３
援援
助助

実実
施施

関関
係係
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今
回

の
改

正
で

は
、

監
督

者
訓

練
の

実
質

的
な

運
営

方
法

は
改

め
ら

れ
て

い
な

い
の

で
、

大
む

ね

従
来

ど
お

り
の

方
法

で
技

術
援

助
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

が
、

具
体

的
に

は
次

に
よ

る
よ

う
都

道
府
県

あ
て
通

達
が

な
さ

れ
て

い
る

。

イ
監
督

者
の

訓
練

及
び

追
指

導
担

当
者
の

訓
練

こ
の

二
種

類
の

都
道

府
県

知
事

に
委

任
さ

れ
た

訓
練

は
、

訓
練

援
助

申
請

書
又

は
訓

練
用

資
料

交

付
申

請
書

を
受

理
し

た
都

道
府

県
が

、
従

来
ど

お
り

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
都

道
府

県
に

補
導

員
と

し
て

の
業

務
を

行
う

者
が

い
な

い
等

の
理

由
で

、
援

助
が

実
施

で
き

な
い

場
合

は
、

そ
の

申
請

を
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

か
、

最
寄

の
都

道
府

県
に

依
頼

し
て

補
導

員
の

派
遣

を
求

め
る

か
、

い
ず

れ
か
の

措
置
を

取
る

も
の

と
す

る
。

ロ
前
記

イ
以

外
の

訓
練

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

等
、

前
記

イ
以

外
の

訓
練

の
訓

練
援

助
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

従

来
ど

お
り

本
省

に
お

い
て

、
都

道
府

県
か

ら
進

達
さ

れ
る

申
請

を
取

り
ま

と
め

て
、

補
導

員
派

遣
計

画
を

策
定

す
る

も
の

と
す

る
が

、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

も
管

下
事

業
場

か
ら

の
こ

の
技

術
援

助
に

対
す

る
要

望
を

勘
案

し
て

、
職

業
安

定
局

長
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

導
員

派
遣

計
画

、
そ

の
他

監
督
者

訓
練
実

施
に

関
す

る
計

画
を

作
成

し
て
本

省
に

提
出

す
る
も

の
と

す
る

。

各
種

の
訓

練
用

資
料

交
付

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、

従
来

の
よ

う
に

必
ず

し
も

本
省

あ
て

進
達

す

る
必

要
は

な
く

、
従

来
の

監
督

者
の

訓
練

及
び

追
指

導
関

係
の

資
料

と
同

様
に

、
都

道
府

県
に

お
い

て
適

当
量

を
保

管
し

、
適

宜
配

付
す

る
こ

と
と

し
て

も
差

支
え

な
い

こ
と

と
さ

れ
た

。
こ

れ
は

、
従

来
の

手
引

不
貸

与
不

譲
渡

の
義

務
等

の
規

制
が

廃
止

さ
れ

た
こ

と
に

伴
い

、
資

料
の

配
付

先
を

限
定

す
る
必

要
が
な

く
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

な
お
、
新
規

則
の
下

で
は
、
実
地

検
定

は
原

則
と
し

て
事

業
場

の
希

望
に

応
じ
て

行
う

こ
と

と
し
、

強
制

さ
れ

な
い

も
の

と
す

る
。

特
に

、
訓

練
を

受
け

た
者

が
実

際
に

監
督

者
訓

練
に

携
わ

ら
な

い
も

の
と

認
め

ら
れ

る
場

合
や

、
訓

練
成

績
が

不
良

で
、

事
業

場
に

お
い

て
監

督
者

訓
練

に
携

わ
る

こ
と

が
困

難
又

は
不

適
当

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
補

導
員

の
判

断
に

よ
り

、
実

地
検

定
を

省
略

し
て

も
よ

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

た
だ

し
、

実
地

検
定

を
受

け
な

い
者

は
、

資
格

附
与

の
申

請
は

行
え

な
い

の
で
あ

る
。

４４
資資
格格
附附

与与
関関

係係

監
督

者
訓

練
の

資
格

の
附

与
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
新

規
則

第
二

十
二

条
の

二
の

規
定

に

よ
り

、
監

督
者

訓
練

員
資

格
附

与
申

請
書

を
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

資
格

附
与

申
請

書
に

は
、

そ
の

訓
練

を
実

施
し

た
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

監
督

者
訓

練
員

養
成

訓
練

成
績

書
と

推
薦

書
を

添
付

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

監
督
者

訓
練

指
導

員
の
資

格
の

附
与
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
も

右
に

準
じ
て

行
う

も
の
と

す
る

。

な
お

、
新

規
則

に
お

い
て

は
、

労
働

大
臣

の
定

め
る

基
準

に
従

っ
て

訓
練

と
実

地
検

定
を

受
け

た

者
で

は
な

け
れ

ば
、

資
格

附
与

の
申

請
が

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

の
で

、
労

働
大

臣
の

定
め

た
訓

練
用

図
書

に
正

し
く

従
っ

て
、

訓
練

及
び

実
地

検
定

を
行

つ
た

場
合

で
な

け
れ

ば
、

監
督

者
指

導
は

、
資

格
附

与
の

推
薦
を

行
っ

て
は
な

ら
な

い
も

の
で

あ
る

。

ま
た

、
新

規
則

に
お

い
て

は
、

受
講

資
格

の
制

限
を

廃
止

し
て

い
る

が
。

こ
れ

は
無

制
限

に
如

何

な
る
者

に
も
訓

練
を
受

け
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
す
る

趣
旨
で

は
な

く
、
施

行
規

則
を

も
っ
て

一
律
|

に
、

年
齢

や
経

験
で

受
講

資
格

を
制

限
す

る
機

械
釣

な
制

度
を

改
め

て
、

監
督

者
訓

練
を

行
お

う
と

す
る

事
業

場
の

良
識

に
ま

つ
こ

と
と

し
た

も
の

で
あ

る
。

従
っ

て
、

監
督

者
訓

練
員

又
は

監
督

訓
練

指
導

員
を

養
成

し
よ

う
と

す
る

事
業

場
は

。
監

督
者

訓
練

員
及

び
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

果
す

役
割

の
重

要
性

を
よ

く
認

識
し

、
監

督
者

訓
練

業
務

に
携

わ
る

者
と

し
て

、
真

に
適

格
と

考
え

ら
れ

る
者

を
選

定
し

て
、

こ
れ

ら
の
養

成
訓

練
を
受

け
さ

せ
る

よ
う

注
意

せ
ね

ば
な

ら
な
い

の
で

あ
る
。

５５
業業

務務
報報

告告
関関

係係

旧
規

則
に

お
い

て
は

、
職

場
補

導
員

又
は

事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
は

、
訓

練
を

行
っ

た
場

合

は
直

ち
に

労
働

大
臣

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

従
っ

て
、

都
道

府
県

知
事

に
報

告
す

る
義

務
が

あ
り

、
追

指
導

養
成

員
も

労
働

大
臣

に
訓

練
実

施
報

告
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

さ
れ

て
い

た
が

、
新

規
則

に
お

い
て

は
こ

れ
ら

の
規

定
は

す
べ

て
廃

止
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

職
業

安
定

行
政

の
一

環
と

し
て

監
督

者
訓

練
が

行
わ

れ
る

以
上

、
こ

の
訓

練
が

如
何

に
利

用
さ

れ
、

如
何

に
活

用
さ

れ
て

い
る

か
を

常
に

把
握

し
て

お
か
ね

ば
な

な
な
い

の
で

、
今
後

は
職

業
安
定

報
長

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、

都
道

府
県

に
監

督
者

訓
練

の
実

施
状

況
調

査
を

依
頼

す
る

こ
と

と
な

る
の

で
、

監
督

者
訓

練
員

及
び

監
督

者
訓

練
指

導
員

は
、

こ
れ

ら
の

調
査

に
回

答
し

得
る

よ
う

に
、

監
督

者
訓

練
の

記
録

を
整

備
す

る
こ

と
に
よ

っ
て
協

力
さ
れ

る
こ

と
を

望
み
た

い
。

『
Ｔ

Ｗ
Ｉ

』

昭
和

32
年

7
月

1
日
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職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
すす
るる
省省
令令
及及
びび
援援
助助
関関
係係
申申
請請
書書
等等
のの
記記
載載

要要
領領
にに
つつ
いい
てて

本
年

３
月

15
日

付
労
働
省

令
第

２
号
に

よ
り

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則
の

う
ち

、
監

督
者
訓

練
に

関
す

る
部

分
が

改
正

せ
ら

れ
、

そ
の

要
点

及
び

今
後

の
運

営
方

針
に

つ
い

て
は

、
既

に
本

前
前

月
号

に
登

載
さ

れ
た

が
、

改
正

さ
れ

た
職

業
安

定
法

施
行

規
則

が
未

だ
刊

行
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

関
係

条
文

を
登

載
す

る
よ

う
と

の
要

望
が

多
い

の
で

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

の
全

文
を

掲
げ

る
と

と
も

に
、

労
働

大
臣

及
び

都
道

府
県

知
事

の
行

う
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

技
術

援
助
の

申
請
書

及
び

報
告

書
の

記
載

要
領

を
示
し

て
、

大
方

の
参
考

に
供

す
る

。

１１
、、
職職

業業
安安
定定

法法
施施

行行
規規

則則
のの

一一
部部

をを
改改

正正
すす
るる

省省
令令

職
業

安
定
法

施
行

規
則

（
昭

和
22

年
労

働
省
令

第
12

号
）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正
す

る
。

第
22

条
か

ら
第

22
条
の

７
ま

で
を

次
の

よ
う
に

改
め

る
。

（
法
第

30
条

に
関
す

る
事

項
）

第
22

条
労

働
大

臣
は

、
工
場

事
業

場
等
（

以
下

事
業

場
と

い
う

）
が

次
の
各

号
の

一
に

該
当
す

る
場

合
に

は
、

法
第

30
条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
補

導
員

の
派

遣
又

は
資

料
の

提
供

に
つ

い
て
援

助
す
る

も
の

と
す
る

。

－
職

長
、

指
導

員
等

そ
の

従
業

員
の

指
導

監
督

に
当

る
者

（
以

下
監

督
者

と
い

う
）
の

訓
練
計

画
を
作

成
す

る
と

き
。

二
監

督
者

の
訓

練
を

行
う

と
き

又
は

監
督

者
の

訓
練

を
行

う
技

能
を

有
す

る
者

（
以
下

監
督
者

訓
練

員
と

い
う

）
か

ら
訓

練
を

受
け

た
監

督
者

の
追

指
導

を
行

う
者

の
訓

練
を

行
う

と
き

。

三
監

督
者

訓
練
員

を
養

成
す

る
た

め
の

訓
練

を
行
う

と
き

。

四
監

督
者

訓
練

員
を

養
成

す
る

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

監
督

者
訓

練
指

導
員

と
い
う

）
を
養

成
す
る

た
め

の
訓

練
を
行

う
と

き
。

五
追

指
導

を
行

う
者

の
訓

練
を

行
う

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

追
指

導
員

と
い

う
）
を

養
成
す

る
た
め

の
訓

練
を

行
う
と

き
。

六
追

指
導

員
を
養

成
す

る
技

能
を

有
す

る
者

を
養
成

す
る

た
め

の
訓
練

を
行

う
と

き
。

２
前
項

の
補
導

員
は
、

労
働
事

務
官
、

労
働

技
官

、
地
方

事
務
官

又
は

地
方

技
官
で

あ
っ
て

第
22

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

目
の

資
格

を
有
す

る
者
で

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

も
の

と
す

る
。

３
第

１
項

第
二

号
か

ら
第

六
号

ま
で

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

場
合

の
援

助
は

、
次

の
各

号
に

掲

げ
る

訓
練

項
目

に
つ

い
て

行
う
も

の
と

す
る

。

一
仕
事

の
教

え
方

二
改
善

の
仕

方

三
人
の

扱
い

方

第
22

条
の
２

労
働

大
臣

は
、

そ
の

定
め

る
基
準

に
従

い
監

督
者

訓
練
指

導
員

か
ら

訓
練

及
び

実
地

検
定

を
受

け
、

且
つ

、
そ

の
者

力
諾

推
薦

さ
れ

た
者

に
、

そ
の

申
請

に
基

き
、

訓
練

を
行

っ
た

項
目

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

項
目

名
を

冠
し

た
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
与

え
る

も
の

と
す

る
。

２
次
の

各
号

の
一

に
該
当

す
る

者
は
、

前
項

の
申

請
を

行
う

こ
と

が
で

き
な
い

。

一
禁
治

産
者

及
び

準
禁

治
産
者

二
禁

こ
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を
終

る
ま

で
又

は
執

行
を

受
け
る

こ
と

が
な
く

な

る
ま

で
の

者

３
監
督

者
訓

練
員

又
は
監

督
者

訓
練
指

導
員

は
、
前

項
各

号
の
一

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
と

き
は
、

そ
の

資
格

を
失

う
も

の
と

す
る
。

第
22

条
の

３
第

22
条

第
１

項
に
規

定
す

る
援

助
を

受
け

よ
う

と
す
る

事
業

場
は
、

同
条

同
項

第

一
号

、
第

三
号
、

第
四

号
、

第
五

号
又

は
第

六
号
に

該
当

す
る

場
合

に
は

労
働
大

臣
に

、
同
条

同

項
第

二
号

に
該
当

す
る

場
合

に
は

当
該

事
業

場
の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府
県

知
事

に
申
請

す

る
も

の
と

す
る

。

第
22

条
の
４

都
道

府
県

知
事

は
、

前
条

の
規
定

に
よ

り
援

助
の

申
請
を

受
け

た
場

合
は

、
そ

の
請

に
係

る
補

導
員

の
派

遣
又

は
資
料

の
提

供
を

行
う
も

の
と

す
る

。

２
第

22
条
第

２
項

の
規
定

は
、

前
項

の
補
導

員
に

つ
い

て
、

こ
れ

を
準
用

す
る

。

附
則

１
こ
の

省
令

は
、

昭
和

32
年
４

月
１

日
か
ら

施
行

す
る

。

２
次
の

各
号

に
掲

げ
る
告

示
は

、
廃
止

す
る

。

一
昭

和
26

年
労

働
省

告
示

第
21

号
（

工
場

、
事

業
場

又
は

資
格

附
与
を

申
請

す
る

者
が

納

付
す

る
手

数
料

の
額

及
び

納
付
の

方
法

を
定

め
る

告
示
）

３
昭
和

26
年
労

働
省
告
示

第
22

号
（
工

場
、

事
業

場
又

は
資

格
附
与

を
申

請
す
る

者
が

納
付

す

る
手

数
料

の
額

を
定

め
る

告
示
）

こ
の

省
令

の
施

行
の
際

、
現

に
、
改

正
前

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
22

条
の

５
第

１
項

の
規
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職
業

補
導

課

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正
すす
るる
省省
令令
及及
びび
援援
助助
関関
係係
申申
請請
書書
等等
のの
記記
載載

要要
領領
にに
つつ
いい
てて

本
年

３
月

15
日

付
労
働
省

令
第

２
号
に

よ
り

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則
の

う
ち

、
監

督
者
訓

練
に

関
す

る
部

分
が

改
正

せ
ら

れ
、

そ
の

要
点

及
び

今
後

の
運

営
方

針
に

つ
い

て
は

、
既

に
本

前
前

月
号

に
登

載
さ

れ
た

が
、

改
正

さ
れ

た
職

業
安

定
法

施
行

規
則

が
未

だ
刊

行
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

関
係

条
文

を
登

載
す

る
よ

う
と

の
要

望
が

多
い

の
で

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

の
全

文
を

掲
げ

る
と

と
も

に
、

労
働

大
臣

及
び

都
道

府
県

知
事

の
行

う
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

技
術

援
助
の

申
請
書

及
び

報
告

書
の

記
載

要
領

を
示
し

て
、

大
方

の
参
考

に
供

す
る

。

１１
、、
職職

業業
安安
定定

法法
施施

行行
規規

則則
のの

一一
部部

をを
改改

正正
すす
るる

省省
令令

職
業

安
定
法

施
行

規
則

（
昭

和
22

年
労

働
省
令

第
12

号
）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正
す

る
。

第
22

条
か

ら
第

22
条
の

７
ま

で
を

次
の

よ
う
に

改
め

る
。

（
法
第

30
条

に
関
す

る
事

項
）

第
22

条
労

働
大

臣
は

、
工
場

事
業

場
等
（

以
下

事
業

場
と

い
う

）
が

次
の
各

号
の

一
に

該
当
す

る
場

合
に

は
、

法
第

30
条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
補

導
員

の
派

遣
又

は
資

料
の

提
供

に
つ

い
て
援

助
す
る

も
の

と
す
る

。

－
職

長
、

指
導

員
等

そ
の

従
業

員
の

指
導

監
督

に
当

る
者

（
以

下
監

督
者

と
い

う
）
の

訓
練
計

画
を
作

成
す

る
と

き
。

二
監

督
者

の
訓

練
を

行
う

と
き

又
は

監
督

者
の

訓
練

を
行

う
技

能
を

有
す

る
者

（
以
下

監
督
者

訓
練

員
と

い
う

）
か

ら
訓

練
を

受
け

た
監

督
者

の
追

指
導

を
行

う
者

の
訓

練
を

行
う

と
き

。

三
監

督
者

訓
練
員

を
養

成
す

る
た

め
の

訓
練

を
行
う

と
き

。

四
監

督
者

訓
練

員
を

養
成

す
る

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

監
督

者
訓

練
指

導
員

と
い
う

）
を
養

成
す
る

た
め

の
訓

練
を
行

う
と

き
。

五
追

指
導

を
行

う
者

の
訓

練
を

行
う

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

追
指

導
員

と
い

う
）
を

養
成
す

る
た
め

の
訓

練
を

行
う
と

き
。

六
追

指
導

員
を
養

成
す

る
技

能
を

有
す

る
者

を
養
成

す
る

た
め

の
訓
練

を
行

う
と

き
。

２
前
項

の
補
導

員
は
、

労
働
事

務
官
、

労
働

技
官

、
地
方

事
務
官

又
は

地
方

技
官
で

あ
っ
て

第
22

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

目
の

資
格

を
有
す

る
者
で

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

も
の

と
す

る
。

３
第

１
項

第
二

号
か

ら
第

六
号

ま
で

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

場
合

の
援

助
は

、
次

の
各

号
に

掲

げ
る

訓
練

項
目

に
つ

い
て

行
う
も

の
と

す
る

。

一
仕
事

の
教

え
方

二
改
善

の
仕

方

三
人
の

扱
い

方

第
22

条
の
２

労
働

大
臣

は
、

そ
の

定
め

る
基
準

に
従

い
監

督
者

訓
練
指

導
員

か
ら

訓
練

及
び

実
地

検
定

を
受

け
、

且
つ

、
そ

の
者

力
諾

推
薦

さ
れ

た
者

に
、

そ
の

申
請

に
基

き
、

訓
練

を
行

っ
た

項
目

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

項
目

名
を

冠
し

た
監

督
者

訓
練

員
又

は
監

督
者

訓
練

指
導

員
の

資
格

を
与

え
る

も
の

と
す

る
。

２
次
の

各
号

の
一

に
該
当

す
る

者
は
、

前
項

の
申

請
を

行
う

こ
と

が
で

き
な
い

。

一
禁
治

産
者

及
び

準
禁

治
産
者

二
禁

こ
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を
終

る
ま

で
又

は
執

行
を

受
け
る

こ
と

が
な
く

な

る
ま

で
の

者

３
監
督

者
訓

練
員

又
は
監

督
者

訓
練
指

導
員

は
、
前

項
各

号
の
一

に
該

当
す

る
に

至
っ

た
と

き
は
、

そ
の

資
格

を
失

う
も

の
と

す
る
。

第
22

条
の

３
第

22
条

第
１

項
に
規

定
す

る
援

助
を

受
け

よ
う

と
す
る

事
業

場
は
、

同
条

同
項

第

一
号

、
第

三
号
、

第
四

号
、

第
五

号
又

は
第

六
号
に

該
当

す
る

場
合

に
は

労
働
大

臣
に

、
同
条

同

項
第

二
号

に
該
当

す
る

場
合

に
は

当
該

事
業

場
の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府
県

知
事

に
申
請

す

る
も

の
と

す
る

。

第
22

条
の
４

都
道

府
県

知
事

は
、

前
条

の
規
定

に
よ

り
援

助
の

申
請
を

受
け

た
場

合
は

、
そ

の
請

に
係

る
補

導
員

の
派

遣
又

は
資
料

の
提

供
を

行
う
も

の
と

す
る

。

２
第

22
条
第

２
項

の
規
定

は
、

前
項

の
補
導

員
に

つ
い

て
、

こ
れ

を
準
用

す
る

。

附
則

１
こ
の

省
令

は
、

昭
和

32
年
４

月
１

日
か
ら

施
行

す
る

。

２
次
の

各
号

に
掲

げ
る
告

示
は

、
廃
止

す
る

。

一
昭

和
26

年
労

働
省

告
示

第
21

号
（

工
場

、
事

業
場

又
は

資
格

附
与
を

申
請

す
る

者
が

納

付
す

る
手

数
料

の
額

及
び

納
付
の

方
法

を
定

め
る

告
示
）

３
昭
和

26
年
労

働
省
告
示

第
22

号
（
工

場
、

事
業

場
又

は
資

格
附
与

を
申

請
す
る

者
が

納
付

す

る
手

数
料

の
額

を
定

め
る

告
示
）

こ
の

省
令

の
施

行
の
際

、
現

に
、
改

正
前

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

第
22

条
の

５
第

１
項

の
規
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定
に

よ
る

職
場

補
導

員
又

は
事
業

場
監

督
者

訓
練

指
導

員
で

あ
る

者
は

、
そ

れ
ぞ

れ
そ
の

受
け
た

訓
練

項
目

に
応

じ
、

そ
の

項
目
名

を
冠

し
た

改
正

後
の

職
業

安
定

法
施

行
規

則
第

22
条

の
２
に

よ
る
監

督
者

訓
練
員

又
は

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資
格

が
与

え
ら

れ
た
も

の
と

み
な

す
。

４
改

正
前
の

職
業

安
定

法
施

行
規

則
第

22
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
特
別

指
導

員
等

（
特
別

指
導

目
等

で
あ

っ
た

者
を

含
む

）
は
、

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
改

正
後
の

職
業
安

定
法

施
行

規
則

第
22

条
の
２

の
規

定
に

よ
る

監
督

者
訓

練
員

又
は

監
督

者
訓

練
指

導
員

の
資
格

を
与
え

ら
れ

た
も
の

と
み

な
す

。

５
こ

の
省
令

の
施

行
前

に
、

改
正

前
の

職
業
安

定
法

施
行

規
則
第

22
条
の

４
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
事

業
場

が
労

働
大

臣
又

は
都
道

府
県

知
事

に
し

た
援

助
の

申
請

で
あ

っ
て

、
こ

の
省
令

施
行
の

日
に

援
助

を
受

け
て

い
な

い
も
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

改
正

後
の

職
業

安
定

法
施

行
規

則
第

22
条
の

３
の
規

定
に

よ
り
、

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事
に

し
た

援
助

の
申
請

と
み

な
す

。

２２
．．
申申

請請
書書
及及

びび
報報

告告
書書

のの
記記

載載
要要

領領

１
様

式
は
す

べ
て

Ｂ
５

版
を

縦
に

長
く

使
用
し

、
右

綴
じ

と
す
る

こ
と

。

２
補

導
員

の
派

遣
及

び
資

料
の

提
供

に
つ

い
て

援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

次
に

よ
り

訓

練
援
助

申
請

書
を
作

成
す

る
こ

と
。

㋑
監

督
者

の
訓
練

様
式
一

㋺
追

指
導

担
当
者

の
訓

練
様

式
一

に
準
ず

る
様

式

㋩
監

督
者

訓
練
員

養
成

訓
練

様
式

二

㋥
監

督
者

訓
練
指

導
員

養
成

訓
練

様
式
二

に
準
ず

る
様

式

㋭
追

指
導

員
養
成

訓
練

〃

㋬
追

指
導

養
成
員

養
成

訓
練

〃

３
資

料
の

提
供

の
み

に
つ

い
て

援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

次
に

よ
り

訓
練

用
資

料
交

付

申
請
書

を
作

成
す
る

こ
と

。

㋑
監
督
者

の
訓

練
様

式
一

の
２

㋺
㋑
以
外

の
訓

練
様

式
一

の
２
に

準
ず

る
様

式

４
資

格
の

附
与

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
次

に
よ

り
資

格
附

与
申

請
書

を
作

成
し

、
訓

練
を

行

っ
た
監

督
者

訓
練
指

導
員

の
訓

練
実

施
報

告
書
、
推
薦

書
及

び
成

績
書
を

添
え

て
申

請
す

る
こ

と
。

㋑
監
督
者

訓
練

員
資

格
附

与
申

請
様

式
三

㋺
監
督
者

訓
練

指
導

員
資

格
附

与
申

請

様
式

三
に
準

ず
る

様
式

５
各

申
請

書
は

、
都

道
府

県
知

事
あ

て
の

も
の

も
、

労
働

大
臣

あ
て

の
も

の
も

、
援

助
を

受
け

よ

う
と

す
る

事
業
場

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
都

道
府
県

職
業

補
導

主
管

課
を

経
て
提

出
す

る
こ
と

。

様
式

一
（

編
注

：
以

下
略

）
『

Ｔ
Ｗ

Ｉ
』

昭
和

33
年

10
月
１
日

〔
5
－

4
－
７

〕
労

働
省

職
業

訓
練
部

職 職
業業
訓訓
練練
法法
とと
監監
督督
者者
訓訓
練練

職
業
訓

練
法

が
制

定
さ
れ

て
、
従

来
、
職

業
安

定
法

に
基
い

て
実

施
さ

れ
て
き

た
監

督
者

訓
練
（

Ｔ

Ｗ
Ｉ

）
が

、
職

業
訓

練
法
に

基
い

て
実
施

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

職
業

訓
練

法
は

、
監

督
者

訓
練

（
Ｔ

Ｗ
Ｉ

）
の

訓
練

内
容

に
は

直
接

に
は

触
れ

て
い

な
い

が
、

監
督

者
訓

練
の

法
令

上
の

地
位

、
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

技
術

援
助

業
務

の
運

営
方

針
は

、
大

幅
に

改
め

ら
れ

て
い

る
の

で
、

監
督

者
訓

練
（

Ｔ
Ｗ

Ｉ
）

と
職

業
訓

練
法

の
関

係
、

今
後

の
監

督
者

訓
練

援
助

業
務

の
運

営
方

針
等

に
つ
い

て
簡

単
に
説

明
し

て
み

よ
う

。

一一
職職

業業
訓訓

練練
法法

とと
追追
加加

訓訓
練練

等等

職
業

訓
練

法
は

、
大

ま
か

に
い

う
と

、
四

つ
の

こ
と

を
規

定
し

て
い

る
。

第
一

は
、

国
、

都
道

府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

と
い

う
公

共
の

機
関

が
、

失
業

者
、

雇
用

労
働

者
等

に
対

し
て

行
う

公
共

職
業

訓
練

。
第

二
は

、
事

業
主

が
、

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
に

対
し

て
行

う
事

業
内

職
業

訓
練

。
第

三
は

、
公

共
職

業
訓

練
及

び
事

業
内

職
業

訓
練

を
担

当
す

る
者

は
、

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
す

る
職

業
訓

練
指

導
員

。
第

四
は

、
労

働
者

の
技

能
を

検
定

す
る

技
能

検
定

で
あ

る
。こ

の
う

ち
、
監
督

者
訓

練
は
、
い
う

ま
で

も
な

く
事

業
内
職

業
訓

練
の

一
部
と

な
る

も
の

で
あ

る
。

し
か

し
、

職
業

訓
練

法
は

、
追

加
訓

練
、

再
訓

練
、

職
長

訓
練

、
監

督
者

訓
練

等
を

、
事

業
内

職
業

訓
練

の
中

で
も

特
別

な
も
の

と
し

て
規
定

し
て

い
る

。

す
な

わ
ち

、
職

業
訓

練
法

は
、

事
業

内
職

業
訓

練
に

つ
い

て
、

教
科

、
訓

練
期

間
、

設
備

等
に

つ

い
て

、
模

範
的

な
基

準
を

定
め

、
こ

の
基

準
に

準
拠

し
て

行
わ

れ
る

事
業

内
職

業
訓

練
を

行
５

事
業

主
か

ら
申

請
が

あ
れ

ば
、

こ
の

職
業

訓
練

を
優

良
な

も
の

と
し

て
認

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

こ
の

事
業

内
職

業
訓

練
の

基
準

が
定

め
る

職
業

訓
練

は
、

各
職

種
に

つ
い

て
の

熟
練

工
を

養
成

す
る
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た
め

の
職

業
訓

練
で

あ
っ

て
、

追
加

訓
練

、
再

訓
練

、
職

長
訓

練
、

監
督

者
訓

練
等

は
、

基
準

の
関

係
で

は
事

業
内

職
業

訓
練

か
ら

除
外

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
追

加
訓

練
、

再
訓

練
、

職
長

訓
練

、
監

督
者

訓
練

等
に

つ
い

て
規
定

す
る

第
二

十
条

に
、
「
特

別
の
訓

練
を
受

け
た
職

業
訓
練

指
導
員

」
と
い

う
言

葉
が

出
て

来
る

が
、
こ

れ
は

、
「
職

業
訓

練
指

導
員

」
と

は
別
物

で
あ
っ

て
、
こ

の
「
特

別
の
訓

練
を
受

け
た
職

業
訓

練
指

導
員

」
は

、
免

許
制
度

を
と

っ
て

い
な
い

の
で

あ
る

。

職
業

訓
練
法

第
二

十
条

は
、

次
の

よ
う

に
規
定

し
て

い
る

。

第
二

十
条

都
道

府
県

及
び

労
働

福
祉

事
業

団
は

、
申

出
に

よ
り

、
事

業
主

の
行

う
技
能

労
働
者

に
対

す
る

追
加

訓
練

、
再

訓
練

、
職

長
訓

練
そ

の
他

の
労

働
者

の
指

導
監

督
に

関
す

る
（

訓

練
に
つ

い
て

、
次

に
掲
げ

る
援

助
を

行
う

よ
う

に
努

め
た
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

一
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
に

つ
い

て
特

別
の

訓
練

を
受

け
た

二
職

業
訓

練
指

導
員

を
派
遣

す
る
こ

と
。

二
教

科
書

、
教
材

そ
の

他
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
に
必

要
な

資
料

を
提
供

す
る

こ
と

。

三
委

託
に

よ
り
自

ら
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
を

行
う
こ

と
。

四
前

三
号

に
掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

便
益
を

提
供

す
る

こ
と
。

こ
れ

に
よ

っ
て

明
ら

か
な

こ
と

は
、

ま
ず

、
職

業
安

定
法

（
具

体
的

に
は

、
職

業
安

定
法

施
行

規

則
）

は
、

労
働

大
臣

が
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

援
助

を
行

５
と

し
て

い
た

の
に

対
し

、
職

業
訓

練
法

で
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

が
、
「

援
助

を
行

う
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

こ
と

と
し

て
い

る
こ

と
で

あ
り

、
ま

た
、

そ
の

援
助

の
内

容
が

。
監

督
者

訓
練

（
Ｔ

Ｗ
Ｉ

）
に

限
ら

れ
ず

、
追

加
訓

練
、

再
訓

練
、

職
長

訓
練

そ
の

他
労

働
者

の
指

導
監

督
に

関
す

る
訓

練
（

以
下

「
追

加
訓

練
等

」
と

い
う

こ
と
に

す
る

。
）
に

拡
大

さ
れ

た
こ

と
、

及
び
従

来
は
、

監
督
者

訓
練
の

訓
練
方

式
が

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則

を
も

っ
て

定
め

ら
れ

て
い

た
の

に
対

し
、

職
業

訓
練

法
の

下
で

は
、

追
加
訓

練
等
の

訓
練

方
式

は
、

法
令

上
の

も
の
で

は
な

く
な

っ
た
こ

と
な

ど
で

あ
る

。

し
か

し
追

加
訓

練
等

に
関

す
る

援
助

業
務

は
、

都
道

府
県

及
び

労
働

福
祉

事
業

団
に

委
ね

ら
れ

た

の
で

あ
る

が
、

労
働

省
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

が
、

こ
の

追
加
訓

練
等

の
業

務
を

円

滑
に

運
営

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、

追
加

訓
練

等
の

解
釈

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

訓
練

方
式

の
策

定
、

特
別

の
訓

練
、

を
受

け
た

職
業

訓
練

指
導

員
の

養
成

、
及

び
資

料
の

作
成

を
行

う
こ

と
と
し

て
い
る

（
職

訓
発

第
三

号
通

牒
）
。

こ
れ

に
よ

る
と

、
追

加
訓

練
と

は
、

事
業

主
が

、
公

共
職

業
訓

練
又

は
認

定
職

業
訓

練
を

修
了

し

た
程

度
の

技
能

を
有

す
る

労
働

者
に

対
し

、
生

産
技

術
の

進
歩

等
に

対
応

す
る

の
に

必
要

な
技

能
知

識
を

追
加

す
る

た
め

に
行

う
訓

練
を

い
い

、
再

訓
練

と
は

、
事

業
主

が
、

公
共

職
業

訓
練

又
は

認
定

職
業

訓
練

を
修

了
し

た
程

度
の

技
能

労
働

者
に

対
し

て
、

復
習

等
に

よ
り

、
そ

の
技

能
及

び
知

識
を

よ
り

完
全

な
も

の
と

す
る

た
め

に
行

う
補

習
訓

練
を

い
い

、
ま

た
、

職
長

訓
練

そ
の

他
の

労
働

者
の

指
導

監
督

に
関

す
る

訓
練

と
は

、
事

業
主

が
、

職
長

、
組

長
等

直
接

労
働

者
の

指
導

監
督

に
当

る
地

位
に

つ
い

て
い

る
者

及
び

就
こ

う
と

し
て

い
る

者
に

対
し

て
、

労
働

者
の

指
導

監
督

に
必

要
な

技
能

及
び

知
識

を
与

え
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

行
５

訓
練

を
い

う
と

さ
れ

て
い

る
。

従
っ

て
、
従

来
、

職

業
安

定
法

施
行

規
則

に
基

い
て

実
施

さ
れ

て
き

た
監

督
者

訓
練
(
Ｔ

Ｗ
Ｉ
)
は

、
職

長
訓

練
そ

の
他

の

労
働

者
の

指
導

監
督

一
に

関
す

る
訓

練
の

一
つ

と
し

て
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
、

前
記

通
牒

に
｢
職
業

訓
練

法
施

行
規

則
附
則

第
四
熹

の
規
定

に
よ

る
改

正
前
の

職
業
安

定
法
施

行

規
則

第
二

十
条

か
ち

第
二

十
二

条
の

四
ま

で
に

規
定
さ

れ
て
い

た
監
督

者
訓
練

を
監
督

者
訓

練
(
Ｔ

Ｗ

Ｉ
)
方
式

と
す

る
。

｣
と
い
っ

て
い

る
。

二二
監監

督督
者者

訓訓
練練
((ＴＴ

ＷＷ
ＩＩ
))方方

式式

従
来

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

は
、

実
質

的
な

訓
練

方
式

の
ほ

か
、

こ
れ

に
関

す
る

手
続

的
な

規

定
も

含
ん

で
い

た
の

で
、

新
し

い
監

督
者

訓
練

方
式

は
、

従
来

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

の
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

規
定

か
ら
手

続
的

な
規
定

を
除

い
た

も
の

を
中

収
と

し
て

構
成
さ

れ
て

い
る
。

(
監
督

者
訓

練
(
Ｔ

Ｗ
Ｉ
)
方

式
省
略

）

三三
監監

督督
者者

訓訓
練練

援援
助助
要要

領領

監
督
者

訓
練

に
つ

い
て
の

都
道

府
県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

の
援

助
は

、

イ
監

督
者

訓
練

に
つ

い
て

特
別

の
訓

練
を

受
け

た
職

業
訓

練
し

指
導

員
(
監

督
者

訓
練

指
導

員

又
は

監
督

者
訓

練
員

で
あ

る
職
員
)を

派
遣

す
る

こ
と

。

ロ
資
料

を
提

供
す

る
こ

と
。

ハ
委
託

に
よ

り
、

監
督

者
訓
練

を
行

う
こ

と
。

に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

。

現
在

、
監
督

者
訓

練
に

つ
い

て
特

別
の

訓
練

を
受
け

た
職
業

訓
一
練

指
導
員
(
監

督
者
訓

練
指
導

員

又
は

監
督

者
訓

練
員

で
あ
る

職
員
)を

置
い

て
い

る
の

は
、
北
海

道
田
、
宮
城

剛
、
新

潟
(1
)、

東
京
(4
)
、

神
奈

川
(2
)
、

静
岡
(1
)
、

愛
知
(2
)
、
大

阪
(2
)
、
兵

庫
(2
)
、

広
島
(1
)
、

福
岡
(2
)
で

あ
り
(
新

潟
、

広
島

及
び

福
岡

の
各

一
名

が
監

督
者

訓
練

員
で

他
は
監

督
者
訓

練
指
導

員
)
、

労
働

福
祉
事

業
団
に

は

ま
だ

置
か

れ
て

い
な

い
が

、
労

働
省

で
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

の
職

員
に

対
し

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
監

督
者

訓
練

員
を

養
成

す
る

た
め

の
訓

練
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

都
二

道
府
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た
め

の
職

業
訓

練
で

あ
っ

て
、

追
加

訓
練

、
再

訓
練

、
職

長
訓

練
、

監
督

者
訓

練
等

は
、

基
準

の
関

係
で

は
事

業
内

職
業

訓
練

か
ら

除
外

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
追

加
訓

練
、

再
訓

練
、

職
長

訓
練

、
監

督
者

訓
練

等
に

つ
い

て
規
定

す
る

第
二

十
条

に
、
「
特

別
の
訓

練
を
受

け
た
職

業
訓
練

指
導
員

」
と
い

う
言

葉
が

出
て

来
る

が
、
こ

れ
は

、
「
職

業
訓

練
指

導
員

」
と

は
別
物

で
あ
っ

て
、
こ

の
「
特

別
の
訓

練
を
受

け
た
職

業
訓

練
指

導
員

」
は

、
免

許
制
度

を
と

っ
て

い
な
い

の
で

あ
る

。

職
業

訓
練
法

第
二

十
条

は
、

次
の

よ
う

に
規
定

し
て

い
る

。

第
二

十
条

都
道

府
県

及
び

労
働

福
祉

事
業

団
は

、
申

出
に

よ
り

、
事

業
主

の
行

う
技
能

労
働
者

に
対

す
る

追
加

訓
練

、
再

訓
練

、
職

長
訓

練
そ

の
他

の
労

働
者

の
指

導
監

督
に

関
す

る
（

訓

練
に
つ

い
て

、
次

に
掲
げ

る
援

助
を

行
う

よ
う

に
努

め
た
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

一
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
に

つ
い

て
特

別
の

訓
練

を
受

け
た

二
職

業
訓

練
指

導
員

を
派
遣

す
る
こ

と
。

二
教

科
書

、
教
材

そ
の

他
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
に
必

要
な

資
料

を
提
供

す
る

こ
と

。

三
委

託
に

よ
り
自

ら
こ

れ
ら

の
職

業
訓

練
を

行
う
こ

と
。

四
前

三
号

に
掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

便
益
を

提
供

す
る

こ
と
。

こ
れ

に
よ

っ
て

明
ら

か
な

こ
と

は
、

ま
ず

、
職

業
安

定
法

（
具

体
的

に
は

、
職

業
安

定
法

施
行

規

則
）

は
、

労
働

大
臣

が
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

援
助

を
行

５
と

し
て

い
た

の
に

対
し

、
職

業
訓

練
法

で
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

が
、
「

援
助

を
行

う
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

こ
と

と
し

て
い

る
こ

と
で

あ
り

、
ま

た
、

そ
の

援
助

の
内

容
が

。
監

督
者

訓
練

（
Ｔ

Ｗ
Ｉ

）
に

限
ら

れ
ず

、
追

加
訓

練
、

再
訓

練
、

職
長

訓
練

そ
の

他
労

働
者

の
指

導
監

督
に

関
す

る
訓

練
（

以
下

「
追

加
訓

練
等

」
と

い
う

こ
と
に

す
る

。
）
に

拡
大

さ
れ

た
こ

と
、

及
び
従

来
は
、

監
督
者

訓
練
の

訓
練
方

式
が

、
職

業
安

定
法

施
行

規
則

を
も

っ
て

定
め

ら
れ

て
い

た
の

に
対

し
、

職
業

訓
練

法
の

下
で

は
、

追
加
訓

練
等
の

訓
練

方
式

は
、

法
令

上
の

も
の
で

は
な

く
な

っ
た
こ

と
な

ど
で

あ
る

。

し
か

し
追

加
訓

練
等

に
関

す
る

援
助

業
務

は
、

都
道

府
県

及
び

労
働

福
祉

事
業

団
に

委
ね

ら
れ

た

の
で

あ
る

が
、

労
働

省
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

が
、

こ
の

追
加
訓

練
等

の
業

務
を

円

滑
に

運
営

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、

追
加

訓
練

等
の

解
釈

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

訓
練

方
式

の
策

定
、

特
別

の
訓

練
、

を
受

け
た

職
業

訓
練

指
導

員
の

養
成

、
及

び
資

料
の

作
成

を
行

う
こ

と
と
し

て
い
る

（
職

訓
発

第
三

号
通

牒
）
。

こ
れ

に
よ

る
と

、
追

加
訓

練
と

は
、

事
業

主
が

、
公

共
職

業
訓

練
又

は
認

定
職

業
訓

練
を

修
了

し

た
程

度
の

技
能

を
有

す
る

労
働

者
に

対
し

、
生

産
技

術
の

進
歩

等
に

対
応

す
る

の
に

必
要

な
技

能
知

識
を

追
加

す
る

た
め

に
行

う
訓

練
を

い
い

、
再

訓
練

と
は

、
事

業
主

が
、

公
共

職
業

訓
練

又
は

認
定

職
業

訓
練

を
修

了
し

た
程

度
の

技
能

労
働

者
に

対
し

て
、

復
習

等
に

よ
り

、
そ

の
技

能
及

び
知

識
を

よ
り

完
全

な
も

の
と

す
る

た
め

に
行

う
補

習
訓

練
を

い
い

、
ま

た
、

職
長

訓
練

そ
の

他
の

労
働

者
の

指
導

監
督

に
関

す
る

訓
練

と
は

、
事

業
主

が
、

職
長

、
組

長
等

直
接

労
働

者
の

指
導

監
督

に
当

る
地

位
に

つ
い

て
い

る
者

及
び

就
こ

う
と

し
て

い
る

者
に

対
し

て
、

労
働

者
の

指
導

監
督

に
必

要
な

技
能

及
び

知
識

を
与

え
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

行
５

訓
練

を
い

う
と

さ
れ

て
い

る
。

従
っ

て
、
従

来
、

職

業
安

定
法

施
行

規
則

に
基

い
て

実
施

さ
れ

て
き

た
監

督
者

訓
練
(
Ｔ

Ｗ
Ｉ
)
は

、
職

長
訓

練
そ

の
他

の

労
働

者
の

指
導

監
督

一
に

関
す

る
訓

練
の

一
つ

と
し

て
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
こ

の
点

に
つ

い
て

は
、

前
記

通
牒

に
｢
職
業

訓
練

法
施

行
規

則
附
則

第
四
熹

の
規
定

に
よ

る
改

正
前
の

職
業
安

定
法
施

行

規
則

第
二

十
条

か
ち

第
二

十
二

条
の

四
ま

で
に

規
定
さ

れ
て
い

た
監
督

者
訓
練

を
監
督

者
訓

練
(
Ｔ

Ｗ

Ｉ
)
方
式

と
す

る
。

｣
と
い
っ

て
い

る
。

二二
監監

督督
者者

訓訓
練練
((ＴＴ

ＷＷ
ＩＩ
))方方

式式

従
来

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

は
、

実
質

的
な

訓
練

方
式

の
ほ

か
、

こ
れ

に
関

す
る

手
続

的
な

規

定
も

含
ん

で
い

た
の

で
、

新
し

い
監

督
者

訓
練

方
式

は
、

従
来

の
職

業
安

定
法

施
行

規
則

の
監

督
者

訓
練

に
関

す
る

規
定

か
ら
手

続
的

な
規
定

を
除

い
た

も
の

を
中

収
と

し
て

構
成
さ

れ
て

い
る
。

(
監
督

者
訓

練
(
Ｔ

Ｗ
Ｉ
)
方

式
省
略

）

三三
監監

督督
者者

訓訓
練練

援援
助助
要要

領領

監
督
者

訓
練

に
つ

い
て
の

都
道

府
県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

の
援

助
は

、

イ
監

督
者

訓
練

に
つ

い
て

特
別

の
訓

練
を

受
け

た
職

業
訓

練
し

指
導

員
(
監

督
者

訓
練

指
導

員

又
は

監
督

者
訓

練
員

で
あ

る
職
員
)を

派
遣

す
る

こ
と

。

ロ
資
料

を
提

供
す

る
こ

と
。

ハ
委
託

に
よ

り
、

監
督

者
訓
練

を
行

う
こ

と
。

に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

。

現
在

、
監
督

者
訓

練
に

つ
い

て
特

別
の

訓
練

を
受
け

た
職
業

訓
一
練

指
導
員
(
監

督
者
訓

練
指
導

員

又
は

監
督

者
訓

練
員

で
あ
る

職
員
)を

置
い

て
い

る
の

は
、
北
海

道
田
、
宮
城

剛
、
新

潟
(1
)、

東
京
(4
)
、

神
奈

川
(2
)
、

静
岡
(1
)
、

愛
知
(2
)
、
大

阪
(2
)
、
兵

庫
(2
)
、

広
島
(1
)
、

福
岡
(2
)
で

あ
り
(
新

潟
、

広
島

及
び

福
岡

の
各

一
名

が
監

督
者

訓
練

員
で

他
は
監

督
者
訓

練
指
導

員
)
、

労
働

福
祉
事

業
団
に

は

ま
だ

置
か

れ
て

い
な

い
が

、
労

働
省

で
は

、
都

道
府

県
及

び
労

働
福

祉
事

業
団

の
職

員
に

対
し

、
監

督
者

訓
練

指
導

員
又

は
監

督
者

訓
練

員
を

養
成

す
る

た
め

の
訓

練
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

都
二

道
府
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県
及
び

労
働
福

祉
事

業
団

が
、
こ

の
業
務

を
円

滑
に

推
進

で
き

る
よ
う

援
助

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
。

な
お

、
労

働
省

は
、

都
道

府
県

が
、

次
の

よ
う

な
内

容
の

規
則
(
又

は
条

例
)
を

作
る

よ
う

に
指

導

し
て

い
る

の
で

、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

も
、

監
督

者
訓

練
に

つ
い

て
特

別
の

訓
練

を
受

け
た

職
業

訓
練

指
導

員
を

設
置

す
る

な
ど

体
制

が
整

え
ら

れ
る

に
伴

っ
て

、
こ

の
よ

う
な

規
則
(
又

は
条

例
)
が

作
ら
れ

る
こ
と

と
な

ろ
う

｡

○○
○○

県県
監監
督督

者者
訓訓

練練
援援

助助
規規

則則

（
趣

旨
）

第
１
条

職
業

訓
練

法
（

昭
和

33
年

法
律

第
133

号
）

第
20

条
の
規

定
に

よ
る

監
督

訓
練
に

つ
い

て
の
援

助
は

、
こ
の

規
則

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
。

（
援
助

）

第
２

条
前

条
の

援
助

は
、

事
業

主
が

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

場
合

に
そ

の
申

出
に

よ
り

、

特
別

の
訓

練
を

受
け

た
職

業
訓
練

指
導

員
の

派
遣

又
は

資
料

の
提

供
に

よ
り

、
及

び
第
１

号
又
は

第
２
号

に
該

当
す
る

場
合

に
、
そ
の

委
託

に
よ
り
、
監

督
者

訓
練

を
実

施
す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

１
労

働
者

の
指

導
監

督
に

当
る

者
（

以
下

こ
の
条

に
お
い

て
「
監

督
者
」

と
い
う

。
）

の
訓

練
を
行

う
と
き

。

２
監

督
者

の
訓

練
を

行
５

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

「
監

督
者

訓
練

員
」

と
い

う
）

の
訓

練
を

行

う
と
き

。

３
監
督

者
の

訓
練

を
受
け

た
者

に
対
す

る
追

指
導

を
行

う
と

き
。

４
追

指
導
を

行
う

技
能

を
有

す
る

者
（

以
下

こ
の
条

に
お
い

て
「
追

指
導
担

当
者
」

と
い

う
。
）

の

訓
練

を
行

う
と

き
。

５
追
指

導
担

当
者

の
訓
練

を
行

う
技
能

を
有

す
る

者
の

訓
練

を
行

う
と

き
。

（
監

督
者

訓
練

員
技

能
証
明

書
）

第
３

条
知

事
は

、
特

別
の

訓
練

を
受

け
た

職
業

訓
練

指
導

員
に

よ
っ

て
監

督
者

訓
練

員
の

訓
練

及

び
実

施
検

定
を
受

け
、

良
好

な
成

績
を

収
め

た
者
に

対
し

、
監

督
者

訓
練

員
の
技

能
証

明
書
を

交

付
す

る
。

二
前

項
の

技
能

証
明
書

は
、

様
式
第

１
号

に
よ

る
。

（
援

助
申

請
書

）

第
４

条
第

２
条

に
規

定
す

る
援

助
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
主

は
、

特
別

の
訓

練
を

受
け

た
職

業

訓
練

指
導

員
の
派

遣
又

は
訓

練
の

委
託

に
よ

り
援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は
様

式

第
２

号
に

よ
り
、

及
び

資
料

の
提

供
に

よ
り

援
助
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に
あ

っ
て

は
様
式

第

３
号

に
よ

り
、

知
事

に
申

請
し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

（
費

用
）

第
５

条
第

２
条

に
規

定
す

る
援

助
を

受
け

る
事

業
主

は
、

費
用

を
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

『
Ｔ
Ｗ

Ｉ
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